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献　

呈　

の　

辞

一

献　

呈　

の　

辞

平
成
二
八
年
一
〇
月
四
日
、
百
地
章
先
生
は
ご
壮
健
の
う
ち
に
め
で
た
く
古
稀
を
迎
え
ら
れ
ま
し
た
。
本
学
教
職
員
一
同
を
代
表
し
て

心
よ
り
お
祝
い
を
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、
そ
の
意
を
表
す
べ
く
、
古
稀
記
念
論
文
集
『
憲
法
と
国
家
の
諸
相
』
を
編
み
、
こ
れ
を
先

生
に
献
呈
い
た
し
ま
す
。

百
地
先
生
は
、
昭
和
四
六
年
四
月
、
愛
媛
大
学
法
文
学
部
に
助
手
と
し
て
着
任
さ
れ
、
講
師
、
助
教
授
を
経
て
、
昭
和
六
〇
年
一
〇
月

に
同
大
学
同
学
部
の
教
授
と
な
ら
れ
ま
し
た
。
平
成
五
年
三
月
に
京
都
大
学
に
て
博
士
（
法
学
）
の
学
位
を
取
得
さ
れ
た
後
、
翌
平
成
六

年
一
〇
月
に
本
学
に
着
任
さ
れ
、
二
十
二
年
の
在
職
期
間
中
に
、
学
務
委
員
会
副
委
員
長
、
企
画
委
員
会
副
委
員
長
、
大
学
院
運
営
委
員

会
副
委
員
長
お
よ
び
比
較
法
研
究
所
長
の
役
職
を
歴
任
し
て
本
学
の
運
営
に
ご
尽
力
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
ま
た
そ
の
間
に
は
、
宗
教
法
学

会
理
事
、
憲
法
学
会
理
事
、
比
較
憲
法
学
会
理
事
長
な
ど
学
会
の
役
職
を
務
め
ら
れ
、
学
界
の
発
展
に
多
大
な
貢
献
を
さ
れ
ま
し
た
。

国
家
と
宗
教
の
関
係
（
政
教
関
係
）
や
国
家
緊
急
権
の
問
題
を
中
心
に
、
精
緻
な
理
論
構
成
と
実
証
的
な
比
較
研
究
の
手
法
を
も
っ
て

現
代
憲
法
の
直
面
す
る
諸
問
題
に
取
り
組
ん
で
こ
ら
れ
た
百
地
先
生
の
研
究
成
果
に
は
、『
憲
法
と
政
教
分
離
』（
成
文
堂
、
平
成
三
年
）、

『
靖
国
と
憲
法
』（
成
文
堂
、
平
成
一
五
年
）、『
憲
法
の
常
識　

常
識
の
憲
法
』（
文
藝
春
秋
社
、
平
成
一
七
年
）
な
ど
を
は
じ
め
と
す
る
数
多
く

の
著
書
・
論
文
で
接
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
学
風
の
比
類
な
き
特
徴
は
、
象
牙
の
塔
に
引
き
こ
も
る
こ
と
な
く
、
国

家
・
一
般
社
会
に
も
積
極
的
に
分
け
入
っ
て
粘
り
強
く
対
話
を
続
け
て
こ
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
公
に
あ
っ
て
は
、

衆
議
院
お
よ
び
参
議
院
の
憲
法
調
査
会
・
憲
法
審
査
会
に
お
い
て
、
多
岐
に
わ
た
る
憲
法
問
題
に
つ
き
公
述
人
・
参
考
人
を
務
め
ら
れ
、



日
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第
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十
二
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二
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二

最
近
で
は
、
内
閣
官
房
に
お
け
る
「
皇
室
典
範
に
関
す
る
有
識
者
ヒ
ア
リ
ン
グ
」
や
、「
天
皇
の
公
務
の
負
担
軽
減
等
に
関
す
る
有
識
者

会
議
ヒ
ア
リ
ン
グ
」
な
ど
で
意
見
陳
述
を
さ
れ
る
一
方
、
民
間
に
あ
っ
て
も
、「
二
十
一
世
紀
の
日
本
と
憲
法
」
有
識
者
懇
談
会
（
通
称

「
民
間
憲
法
臨
調
」）
の
事
務
局
長
・
運
営
委
員
と
し
て
の
活
動
を
は
じ
め
、
政
党
や
シ
ン
ク
タ
ン
ク
の
勉
強
会
な
ど
に
お
い
て
も
数
多
く

の
講
演
や
助
言
を
行
っ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。

保
守
派
の
論
客
と
し
て
の
先
生
の
お
立
場
は
、
革
新
・
左
派
ム
ー
ド
に
彩
ら
れ
た
昭
和
の
時
代
は
も
と
よ
り
、
今
日
も
な
お
、
い
わ
れ

な
き
偏
見
に
晒
さ
れ
中
傷
を
受
け
る
こ
と
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
い
か
な
る
批
判
に
も
真
摯
に
向
き
合
い
、
あ
く
ま
で
学
問

的
見
地
か
ら
冷
静
に
反
証
を
さ
れ
る
百
地
先
生
の
お
姿
は
、
思
想
的
な
立
場
を
同
じ
く
し
な
い
人
々
の
間
に
も
一
定
の
共
感
と
尊
敬
の
念

を
呼
び
起
こ
し
、「
み
ん
な
で
憲
法
を
考
え
る
」
気
運
の
醸
成
に
寄
与
す
る
と
こ
ろ
大
な
る
も
の
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
百
地
先
生
の
輝
か
し
い
学
問
業
績
と
社
会
的
活
動
の
恩
恵
に
最
も
多
く
浴
し
た
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
本
学
の
学
生
諸

君
で
あ
り
ま
す
。
熱
意
と
示
唆
に
あ
ふ
れ
つ
つ
も
、
軽
妙
な
ジ
ョ
ー
ク
を
ま
じ
え
て
展
開
さ
れ
る
先
生
一
流
の
講
義
や
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
は
、

学
生
諸
君
の
学
修
意
欲
を
大
い
に
刺
戟
し
、
そ
の
薫
陶
を
得
て
数
多
く
の
有
為
の
人
材
が
社
会
に
巣
立
っ
て
い
き
ま
し
た
。
ま
た
、
大
学

院
教
育
に
お
い
て
も
、
先
生
は
本
学
出
身
の
優
秀
な
研
究
者
を
大
切
に
育
て
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

古
稀
と
と
も
に
ご
定
年
を
迎
え
ら
れ
、
来
年
度
よ
り
日
本
大
学
法
学
部
の
講
義
・
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
を
ご
担
当
い
た
だ
け
な
く
な
る
の
は
ま

こ
と
に
残
念
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
か
ら
も
「
日
本
」
は
憲
法
学
者
・
百
地
先
生
の
お
力
を
必
要
と
し
て
お
り
ま
す
。
今
後
と

も
ま
す
ま
す
お
元
気
で
ご
活
躍
さ
れ
る
こ
と
を
心
よ
り
祈
念
し
、
献
呈
の
辞
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

平
成
二
八
年
十
二
月
吉
日
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緊
急
権
と
し
て
の
「
必
要
性
の
原
理
」（doctrine of necessity

）
に
つ
い
て
（
東
）

三

緊
急
権
と
し
て
の

「
必
要
性
の
原
理
」（doctrine of necessity

）
に
つ
い
て

　

東　
　
　
　

裕　

は
じ
め
に

日
本
国
憲
法
に
は
緊
急
権
規
定
が
な
い
。
こ
の
こ
と
が
大
規
模
な
自
然
災
害
等
の
緊
急
事
態
に
お
け
る
迅
速
か
つ
効
率
的
な
措
置
を
と

る
に
あ
た
っ
て
法
的
障
害
と
な
り
、
国
民
の
生
命
・
財
産
等
の
安
全
確
保
に
重
大
な
支
障
が
あ
る
と
し
て
、
憲
法
に
緊
急
事
態
条
項
の
導

入
を
求
め
る
動
き
が
あ
る
。
ま
た
、
近
年
わ
が
国
を
め
ぐ
る
周
辺
の
安
全
保
障
環
境
も
大
き
く
変
化
し
つ
つ
あ
り
、
緊
張
の
高
ま
り
を
見

せ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
鑑
み
、
憲
法
に
緊
急
事
態
条
項
の
導
入
が
求
め
ら
れ
る
の
は
自
然
な
成
り
行
き
で
あ
る
が
、
憲
法
の
改

正
が
短
時
日
の
う
ち
に
実
現
さ
れ
る
と
も
思
わ
れ
な
い
。
憲
法
改
正
を
待
つ
だ
け
で
な
く
、
現
在
の
憲
法
を
前
提
に
、
不
測
の
緊
急
事
態

論　

説

（
九
四
五
）
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第
八
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第
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六
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十
二
月
）

四

の
発
生
に
備
え
、
有
効
な
対
処
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
憲
法
理
論
を
準
備
し
て
お
く
こ
と
も
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
問

題
意
識
か
ら
、
英
連
邦
諸
国
に
お
け
る
判
例
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
不
文
の
緊
急
権
で
あ
る
「
必
要
性
の
原
理
」
に
つ
い
て
、
実
際

の
適
用
例
の
分
析
を
も
と
に
そ
の
法
理
を
明
ら
か
に
し
、
日
本
国
憲
法
下
で
の
「
必
要
性
の
原
理
」
の
適
用
可
能
性
を
示
唆
す
る
も
の
で

あ
る
。

一　

日
本
国
憲
法
と
不
文
の
緊
急
権

日
本
国
憲
法
に
は
緊
急
権
規
定
が
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
意
味
を
巡
っ
て
学
説
が
分
か
れ
る
が
、
不
文
の
緊
急
権
を
認
め
る
か
否
か
で
、

学
説
は
大
き
く
二
分
さ
れ
る
。
そ
の
根
本
に
は
憲
法
解
釈
の
方
法
論
お
よ
び
憲
法
典
の
効
力
論
に
関
す
る
立
場
の
相
違
が
あ
る
。
憲
法
解

釈
を
憲
法
典
の
枠
内
で
限
定
的
に
行
う
の
か
、
憲
法
典
の
効
力
の
前
提
と
し
て
国
家
の
存
立
を
不
可
欠
と
す
る
の
か
否
か
。
そ
う
し
た
憲

法
学
の
方
法
や
国
家
論
に
関
す
る
問
題
が
伏
在
し
て
い
る
。

⑴　

不
文
の
緊
急
権
否
定
説

不
文
の
緊
急
権
に
つ
い
て
は
、「
憲
法
上
の
根
拠
な
く
緊
急
事
態
に
対
し
て
超
憲
法
的
な
非
常
措
置
と
し
て
行
使
さ
れ
る
も
の
は
、
法

の
問
題
で
は
な
く
、
事
実
な
い
し
政
治
の
問
題
で
あ
る
（
1
）

」
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
「
憲
法
上
の
根
拠
」
と
は
憲
法
典
上
の
根

拠
と
い
う
こ
と
で
、
憲
法
解
釈
の
方
法
と
し
て
条
文
上
の
根
拠
が
見
い
だ
せ
な
い
超
憲
法
的
な
権
限
行
使
は
、「
法
の
問
題
で
は
な
く
、

事
実
な
い
し
政
治
の
問
題
」
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
憲
法
解
釈
は
憲
法
典
の
枠
内
で
行
う
も
の
で
あ
る
と
す
る
方
法
論
が
と
ら
れ
て
い

（
九
四
六
）



緊
急
権
と
し
て
の
「
必
要
性
の
原
理
」（doctrine of necessity

）
に
つ
い
て
（
東
）

五

る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
解
釈
方
法
で
は
憲
法
典
の
効
力
を
当
然
の
前
提
と
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
国
家
の
存
立
が
脅
か
さ
れ

る
緊
急
事
態
に
お
い
て
は
、「
超
憲
法
的
な
非
常
措
置
」
と
し
て
緊
急
権
が
行
使
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
う
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
不
文
法

上
の
も
の
で
は
な
く
、
法
の
問
題
で
は
な
い
と
す
る
。

不
文
の
緊
急
権
を
認
め
な
い
見
解
の
中
に
は
、
国
家
の
存
立
が
脅
か
さ
れ
る
緊
急
事
態
を
想
定
し
、
そ
の
際
に
国
家
な
い
し
国
民
の
と

る
べ
き
方
法
を
次
の
よ
う
に
明
確
に
提
示
す
る
も
の
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
個
人
の
人
権
を
保
障
す
る
こ
と
こ
そ
が
国
家
の
最
も
重
要
な

任
務
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
ま
た
、
個
人
の
人
権
を
保
障
す
る
た
め
に
は
究
極
的
に
は
国
家
の
消
滅
も
肯
定
さ
れ
る
」（
傍
線
は
引
用
者
）
と

し
、「
実
定
法
の
枠
内
で
対
処
し
難
い
事
態
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
事
態
対
処
の
任
務
は
法
理
上

0

0

0

は
国
家
権
力
以
外
（
社
会
的
諸
集
団
、

最
終
的
に
は
個
人
）
に
帰
属
す
る
（
3
）

」
と
す
る
説
で
、
こ
の
説
は
原
則
と
し
て
実
定
法
の
枠
内
で
い
っ
さ
い
の
事
態
に
対
処
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
し
、
規
定
外
の
事
態
に
対
し
て
は
「
法
理
上
」
は
国
家
権
力
で
は
な
く
最
終
的
に
個
人
が
対
処
す
べ
き
と
説
く
。「
個
人
の
人

権
を
保
障
す
る
こ
と
こ
そ
が
国
家
の
最
も
重
要
な
任
務
」
と
し
な
が
ら
、
何
故
こ
の
よ
う
な
結
論
に
至
る
の
か
と
の
疑
問
を
禁
じ
得
な
い

が
、
日
本
国
憲
法
が
個
人
主
義
的
国
家
観
を
採
用
し
て
い
る
か
ら
、
と
い
う
前
提
に
立
つ
こ
と
か
ら
く
る
理
論
的
帰
結
の
よ
う
で
あ
る
。

⑵　

不
文
の
緊
急
権
肯
定
説

一
方
、
不
文
の
緊
急
権
を
認
め
る
次
の
よ
う
な
見
解
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
国
家
緊
急
権
が
問
題
と
な
る
の
は
、
憲
法
典
が
前
提
と

し
て
い
る
国
家
や
政
治
的
共
同
体
の
存
立
自
体
が
脅
か
さ
れ
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
い
憲
法
典
に
明
文
の
根
拠
規
定

が
な
く
て
も
、
国
家
や
政
治
的
共
同
体
と
い
う
も
の
の
存
立
を
認
め
る
限
り
、
国
家
緊
急
権
は
不
文
憲
法
上
の
権
能
と
し
て
認
め
ら
れ
る

と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
（
4
）

」
と
。
こ
の
見
解
は
、「
憲
法
典
が
前
提
と
し
て
い
る
国
家
や
政
治
的
共
同
体
の
存
立
」
を
憲
法
典
の
効
力
の

（
2
）

（
九
四
七
）
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六

前
提
と
し
て
措
定
し
、
そ
れ
が
脅
か
さ
れ
る
と
き
に
は
憲
法
典
の
効
力
も
ま
た
脅
か
さ
れ
る
と
し
て
、
憲
法
典
の
効
力
の
前
提
た
る
国
家

の
存
立
を
確
保
す
る
た
め
の
不
文
憲
法
上
の
国
家
緊
急
権
を
承
認
す
る
。

同
様
の
見
解
と
し
て
、「
事
態
を
放
置
す
れ
ば
憲
法
典
の
実
効
性
な
い
し
そ
の
〝
生
命
〞
そ
の
も
の
が
失
わ
れ
る
緊
急
事
態
に
不
幸
に

し
て
陥
っ
た
場
合
、
憲
法
の
存
続
を
図
る
た
め
非
常
措
置
を
講
ず
る
こ
と
は
不
文
の
法
理
と
し
て
肯
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
そ
の
場
合
、
か
か
る
非
常
措
置
は
、
日
本
国
憲
法
に
あ
っ
て
は
、
単
に
『
国
家
の
存
立
』
の
た
め
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
個
人

の
自
由
と
権
利
の
保
障
を
核
と
す
る
憲
法
秩
序
の
維
持
な
い
し
回
復
を
図
る
た
め
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
5
）

」
と
す
る
説
が
あ
る
。

こ
の
説
で
も
憲
法
典
の
効
力
は
「
国
家
の
存
立
」
を
前
提
と
し
て
い
る
が
、「
日
本
国
憲
法
に
あ
っ
て
は
、
単
に
『
国
家
の
存
立
』
の
た

め
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
個
人
の
自
由
と
権
利
の
保
障
を
核
と
す
る
憲
法
秩
序
の
維
持
な
い
し
回
復
を
図
る
た
め
の
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
と
し
て
国
家
の
存
立
と
同
時
に
憲
法
典
に
内
在
す
る
価
値
秩
序
と
の
調
和
を
図
ろ
う
と
す
る
。

⑶　

不
文
の
緊
急
権
と
し
て
「
必
要
性
の
原
理
」

こ
の
よ
う
な
学
説
状
況
の
中
で
、
本
稿
で
は
、
憲
法
典
の
効
力
の
前
提
と
し
て
国
家
の
存
立
が
不
可
欠
で
あ
り
、
国
家
の
存
立
な
く
し

て
人
権
保
障
も
あ
り
え
な
い
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
緊
急
権
を
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
国
家
の
独
立
を
保
持
し
、
国
民
の
生

命
・
財
産
を
守
り
、
そ
の
権
利
・
自
由
を
最
大
限
保
障
し
て
い
く
こ
と
が
国
家
の
責
務
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
憲
法
が
あ
る
と
考
え
る
も

の
で
あ
る
。
お
よ
そ
世
界
の
国
々
は
憲
法
典
と
い
う
も
の
は
こ
の
よ
う
な
考
え
の
も
と
に
制
定
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
日
本
国
憲

法
は
必
ず
し
も
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
立
つ
も
の
で
は
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
上
述
の
見
解
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
緊
急
事
態
へ
の
対
処
は
国
家
権
力
の
問
題
で
は
な
く
究
極
的
に
は
個
人
の
選
択
に
委
ね

（
九
四
八
）



緊
急
権
と
し
て
の
「
必
要
性
の
原
理
」（doctrine of necessity

）
に
つ
い
て
（
東
）

七

ら
れ
る
と
解
す
る
よ
う
な
法
理
上
の
帰
結
が
も
た
ら
さ
れ
た
り
も
す
る
。
こ
の
よ
う
な
結
論
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
個
人
の
自
己
決
定

を
な
に
よ
り
も
尊
重
す
る
こ
と
で
、
結
果
的
に
国
民
の
生
命
・
財
産
と
そ
の
権
利
・
自
由
の
保
障
を
他
国
の
政
府
の
手
に
譲
り
渡
す
こ
と

に
も
な
り
か
ね
な
い
危
険
を
容
認
す
る
も
の
で
あ
る
。

大
規
模
な
自
然
災
害
へ
の
対
処
を
強
調
し
た
緊
急
事
態
条
項
の
日
本
国
憲
法
へ
の
導
入
が
議
論
さ
れ
て
は
い
る
が
、
緊
急
事
態
の
第
一

に
挙
げ
ら
れ
る
べ
き
は
国
家
の
存
立
が
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
る
場
合
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
脅
威
は
外
国
か
ら
の
武
力
攻
撃
や
侵
略
に
よ
っ

て
も
た
ら
さ
れ
る
。
そ
れ
も
ま
た
、
大
規
模
な
自
然
災
害
同
様
、
向
こ
う
か
ら
突
然
や
っ
て
こ
な
い
と
も
限
ら
な
い
。
日
本
国
憲
法
へ
の

緊
急
事
態
条
項
の
導
入
の
議
論
に
加
え
て
、
日
本
国
憲
法
の
下
で
の
不
文
の
緊
急
権
の
行
使
を
可
能
と
す
る
途
を
開
く
た
め
の
理
論
も
整

備
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
議
論
を
も
と
に
し
た
緊
急
事
態
条
項
の
立
憲
化
と
い
う
筋
道
も
あ
り
え
よ
う
。

そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
英
連
邦
諸
国
に
み
ら
れ
る
不
文
の
緊
急
権
原
理
で
あ
る
「
必
要
性
の
原
理
」（doctrine of necessity

）
に
つ

い
て
、
そ
の
実
際
の
適
用
例
を
参
照
し
つ
つ
考
察
し
た
い
。
ち
な
み
に
、
不
文
の
緊
急
権
で
あ
る
「
必
要
性
の
原
理
」
の
考
え
方
は
英
米

法
系
諸
国
だ
け
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
大
陸
法
系
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
そ
の
考
え
方
が
憲
法
上
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注

目
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
緊
急
事
態
に
お
い
て
大
統
領
が
「
状
況
に
応
じ
て
必
要
な
措
置
を
と
る
」
こ
と
を
認
め
た
一
九
五
八
年
憲
法
第

一
六
条
の
緊
急
権
規
定
は
、
こ
の
「
必
要
性
の
原
理
」
を
明
文
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
（
6
）

。

（
九
四
九
）
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八

二　

緊
急
権
と
し
て
の
「
必
要
性
の
原
理
」
の
形
成
と
展
開

1
．
わ
が
国
に
お
け
る
「
必
要
性
の
原
理
」
の
紹
介

わ
が
国
の
緊
急
権
研
究
に
お
け
る
「
必
要
性
の
原
理
」
の
紹
介
は
、
管
見
に
よ
れ
ば
次
の
二
つ
が
そ
の
主
な
も
の
で
あ
る
。

⑴　

岩
間
昭
道
「
非
常
事
態
と
法
」（
一
九
八
三
年
）

岩
間
昭
道
教
授
は
「
非
常
事
態
と
法
」（
一
九
八
三
年
）
の
中
で
、
こ
の
原
理
を
「
必
要
性
の
法
理
」（necessity-doctrine

）
と
し
て
英

米
法
系
の
不
文
の
緊
急
権
法
理
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
7
）

。
特
に
イ
ギ
リ
ス
で
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
不
文
の
法
理
と
し
て
「
必
要
性
の

法
理
」
を
定
義
し
て
、「
政
府
は
非
常
事
態
に
際
し
て
国
家
の
防
衛
と
公
共
の
安
寧
秩
序
の
維
持
と
回
復
の
た
め
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ロ
ー
の

布
告
を
含
め
て
原
則
と
し
て
必
要
な
い
っ
さ
い
の
措
置
を
講
ず
る
権
限
を
も
つ
、
と
い
う
法
理
（
8
）

」
と
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
そ
の
特
徴
と
し
て
次
の
二
点
を
挙
げ
て
い
る
（
9
）

。

①
必
要
性
と
比
例
原
則
の
制
約
に
服
す
る
が
、
状
況
に
応
じ
て
目
的
達
成
の
た
め
に
必
要
な
限
り
現
行
法
に
反
す
る
い
っ
さ
い
の
措
置

を
と
る
こ
と
が
で
き
る
包
括
的
な
権
限
で
あ
る
。

②
と
ら
れ
た
措
置
は
原
則
と
し
て
違
法
性
の
推
定
を
受
け
、
事
後
に
通
常
司
法
裁
判
所
の
審
査
に
よ
り
、
最
終
的
に
は
議
会
の
免
責
法

に
よ
り
、
当
該
措
置
の
客
観
的
必
要
性
が
認
定
さ
れ
て
初
め
て
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
構
造
を
も
つ
「
必
要
性
の
法
理
」
に
つ
い
て
、
岩
間
教
授
は
「
一
定
の
条
件
の
下
で
は
大
陸
型
に
比
べ
て
立
憲
主
義
的
要

請
と
現
実
の
必
要
性
に
よ
り
よ
く
応
ず
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
現
代
型
緊
急
権
制
度
と
し
て
よ
り
す
ぐ
れ
た
も
の

（
九
五
〇
）



緊
急
権
と
し
て
の
「
必
要
性
の
原
理
」（doctrine of necessity

）
に
つ
い
て
（
東
）

九

と
い
え
よ
う
（
10
）

」
と
評
価
す
る
が
、
そ
れ
は
「
イ
ギ
リ
ス
固
有
の
立
憲
主
義
的
基
盤
と
伝
統
に
も
と
づ
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な

基
盤
と
伝
統
の
か
け
た
と
こ
ろ
で
は
、『
必
要
性
の
法
理
』
は
実
質
的
に
は
（
大
陸
型
の
）
不
文
の
国
家
緊
急
権
（S

taatsnortrecht

）
の
法

理
の
代
替
物
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
蓋
然
性
が
極
め
て
高
い
（
11
）

」
と
そ
の
濫
用
の
危
険
性
を
指
摘
す
る
。

⑵　

河
原
畯
一
郎
「
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ル
ー
ル
、
反
乱
、
緊
急
事
態
」（
一
九
五
八
年
）

岩
間
教
授
に
よ
る
「
必
要
性
の
法
理
」
の
紹
介
よ
り
遡
る
こ
と
二
五
年
前
に
、
河
原
畯
一
郎
氏
が
「
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ル
ー
ル
、
反
乱
、

緊
急
事
態
」（
一
九
五
八
年
（
12
））

に
お
い
て
、
英
米
法
に
お
け
る
「necessity

の
原
則
」
と
し
て
「
必
要
性
の
原
理
」
に
言
及
し
て
い
る
。
そ

れ
に
よ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
憲
法
制
度
に
お
い
て
は
「
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ル
ー
ル
の
下
に
お
け
る
手
段
の
合
法
性
の
基
準
はnecessity

で

あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
政
府
の
政
治
部
門
、
通
常
は
行
政
部
門
が
第
一
の
判
定
者
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
個
人
は

事
件
を
裁
判
所
に
提
起
し
、necessity

を
司
法
的
に
審
査
せ
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
13
）

」。
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
で
は

「
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ロ
ー
を
正
当
化
す
る
唯
一
の
原
則
はnecessity

で
あ
る
。
そ
の
開
始
はnecessity

に
よ
っ
て
の
み
正
当
化
さ
れ
、
そ

の
継
続
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。
も
し
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ロ
ー
が
、
そ
の
根
拠
で
あ
るnecessity

に
よ
り
一
分
間
で
も
長
く
行
わ
れ
る
な
ら

ば
、
そ
れ
は
直
に
暴
力
の
行
使
と
な
る
（
14
）

」
と
し
て
、
必
要
性
（necessity

）
が
緊
急
時
事
態
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ロ
ー

の
正
当
化
原
則
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
で
は
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ル
ー
ル
に
お
け
る
手
段
の
合
法
性
の
基
準
と
な
る
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
九
五
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

一
〇

2
．
英
連
邦
諸
国
に
お
け
る
「
必
要
性
の
原
理
」
の
形
成
と
展
開

⑴　
「
必
要
性
の
原
理
」
の
形
成

イ
ギ
リ
ス
に
起
源
を
持
つ
「
必
要
性
の
原
理
」（doctrine of necessity

）
は
、「
国
家
的
必
要
性
の
法
理
」（doctrine of state 

necessity

）
と
も
い
わ
れ
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
独
立
し
た
英
連
邦
諸
国
の
裁
判
所
に
お
け
る
判
例
を
通
じ
て
い
っ
そ
う
の
発
展
を
遂
げ

確
立
さ
れ
た
法
原
理
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
イ
ギ
リ
ス
本
国
で
の
戦
後
の
適
用
例
は
な
く
、
戦
後
の
最
初
の
適
用
例
は
、
英
連
邦
の
パ

キ
ス
タ
ン
に
お
け
るF

ederation of P
akistan v. T

am
izuddin

事
件
（
一
九
五
五
年
）
で
あ
る
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
他
に
は

T
he G

overnor-G
eneral

事
件
（
パ
キ
ス
タ
ン
、
一
九
五
五
年
）、M

ustafa Ibrahim

事
件
（
キ
プ
ロ
ス
、
一
九
六
四
年
）、B

egum
 B
hutto

事
件
（
パ
キ
ス
タ
ン
、
一
九
七
七
年
）
な
ど
の
現
実
の
適
用
例
が
知
ら
れ
て
い
る
（
15
）

。
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
は
、
後
述
す
る
よ
う
に

フ
ィ
ジ
ー
で
の
ク
ー
デ
タ
に
関
連
し
た
二
つ
の
事
件
に
お
け
る
適
用
例
が
あ
る
。

パ
キ
ス
タ
ン
の
裁
判
所
で
の
最
初
の
適
用
例
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
、「
国
民
の
安
全
は
最
高
の
法
で
あ
る
」（salus populi suprem

a 

lex

）、「
国
家
の
安
全
は
最
高
の
法
で
あ
る
」（salus reipublicae est suprem

a lex

）
と
い
う
法
格
言
を
示
し
て
、
例
外
状
況
（exceptional 

circum
stances

）
に
お
い
て
は
、
本
来
「
不
法
な
行
為
」（illegal acts

）
で
あ
っ
て
も
、「
公
共
の
秩
序
」（public order

）
や
「
国
家
の
安

全
」（security of the state

）
を
維
持
す
る
た
め
に
行
う
必
要
が
あ
る
場
合
、
そ
の
行
為
の
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
、
合
法
な
も
の
と
し
て

正
当
化
さ
れ
る
、
と
い
う
「
必
要
性
の
原
理
」
の
基
本
的
な
考
え
方
を
判
示
し
た
（
16
）

。

（
九
五
二
）



緊
急
権
と
し
て
の
「
必
要
性
の
原
理
」（doctrine of necessity

）
に
つ
い
て
（
東
）

一
一

⑵　
「
必
要
性
の
原
理
」
の
展
開

⒜　

キ
プ
ロ
ス

一
九
六
四
年
の
キ
プ
ロ
ス
最
高
裁
判
所
判
例
（T

he A
ttorney-G

eneral v. M
ustafa Ibrahim

 1964

）
で
は
「
必
要
性
の
原
理
」
の
発
動

要
件
が
整
理
さ
れ
た
。
同
判
決
で
は
、
緊
急
事
態
法
（L

aw
 of N

ecessity

）
の
項
目
を
設
け
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
、
イ
ギ

リ
ス
、
お
よ
び
ギ
リ
シ
ャ
に
お
け
る
緊
急
権
理
論
を
検
討
し
た
上
で
、
キ
プ
ロ
ス
共
和
国
憲
法
は
例
外
状
況
に
お
け
る
「
必
要
性
の
原

理
」（doctrine of necessity
）
を
含
み
、
そ
の
原
理
は
国
家
の
存
立
そ
の
も
の
の
確
保
の
た
め
に
あ
る
と
し
た
。
そ
し
て
、「
必
要
性
の
原

理
」
の
発
動
に
当
た
っ
て
は
、
以
下
の
要
件
の
充
足
が
必
要
で
あ
る
と
し
た
（
17
）

。

①
緊
急
か
つ
不
可
欠
の
必
要
性
（necessity

）
ま
た
は
例
外
状
況
（exceptional circum

stances

）

②
適
用
可
能
な
他
の
方
策
が
な
い

③
と
ら
れ
る
措
置
は
必
要
性
に
比
例
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

④
措
置
は
暫
定
的
な
性
格
を
も
ち
、
例
外
状
況
の
期
間
に
限
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

以
上
の
四
要
件
が
「
必
要
性
の
原
理
」
の
発
動
要
件
で
あ
り
、
政
府
の
当
該
行
為
が
「
必
要
性
の
原
理
」
に
よ
る
正
当
か
つ
合
法
な
緊

急
権
行
使
で
あ
っ
た
か
否
か
を
判
断
す
る
際
の
要
件
で
も
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
①
と
②
は
「
必
要
性
の
原
理
」
の
実
体
的
発
動
要
件
で
あ

り
、
③
は
措
置
の
程
度
の
要
件
、
そ
し
て
④
は
措
置
の
性
格
と
有
効
期
間
に
関
す
る
要
件
、
と
い
え
る
。

さ
ら
に
、
同
裁
判
所
は
、
当
該
行
為
が
憲
法
で
認
め
ら
れ
た
市
民
の
正
当
な
権
利
を
害
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
そ
の

措
置
の
暫
定
性
・
例
外
性
か
ら
し
て
革
命
や
ク
ー
デ
タ
を
強
固
に
す
る
こ
と
を
唯
一
の
効
果
と
し
、
か
つ
意
図
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な

ら
な
い
と
し
て
、
そ
の
措
置
の
限
界
・
効
果
・
意
図
に
つ
い
て
制
限
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
（
18
）

。

（
九
五
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

一
二

⒝　

フ
ィ
ジ
ー

フ
ィ
ジ
ー
に
お
け
る
二
〇
〇
〇
年
と
二
〇
〇
六
年
の
ク
ー
デ
タ
に
関
連
す
る
事
件
の
判
例
の
分
析
か
ら
は
、「
必
要
性
の
原
理
」
の
発

動
要
件
が
次
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
て
い
る
（
19
）

。

①
既
存
の
憲
法
秩
序
の
破
壊
や
変
更
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
保
護
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

②
危
機
対
処
の
た
め
の
一
時
的
な
性
格
を
持
つ
行
為
で
あ
り
、
危
機
終
息
後
は
そ
の
適
用
が
終
止
す
る
こ
と
。

③
憲
法
上
に
規
定
が
な
い
か
ま
た
は
不
十
分
な
緊
急
措
置
権
の
仕
組
み
し
か
な
い
場
合
に
、
そ
れ
を
補
完
す
る
原
理
で
あ
る
こ
と
。

こ
こ
で
は
、
と
ら
れ
る
措
置
の
目
的
、
お
よ
び
そ
の
措
置
の
性
格
と
有
効
期
間
に
関
す
る
要
件
が
示
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
と
ら
れ
る

措
置
が
制
限
さ
れ
る
。
ま
た
、「
必
要
性
の
原
理
」
は
憲
法
規
定
上
の
緊
急
権
を
補
完
す
る
原
理
で
あ
る
こ
と
も
示
さ
れ
て
い
る
。

⑶　
「
必
要
性
の
原
理
」
の
憲
法
保
障
機
能

キ
プ
ロ
ス
お
よ
び
フ
ィ
ジ
ー
の
判
例
で
形
成
さ
れ
た
発
動
要
件
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、「
必
要
性
の
原
理
」
は
、
既
存
の
憲
法
秩
序
を

恒
久
的
に
排
除
し
よ
う
と
す
る
行
為
に
適
用
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
緊
急
事
態
に
お
い
て
国
民
の
安
全
、
国
家
の
安
全
、
公
共
の
秩
序

等
の
高
次
の
憲
法
的
価
値
が
侵
害
さ
れ
、
憲
法
秩
序
が
破
壊
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
、
他
に
取
り
得
る
合
理
的
な
手
段
が
な
い

場
合
に
、
一
時
的
に
と
ら
れ
た
例
外
的
な
措
置
を
正
当
化
・
合
法
化
す
る
原
理
が
「
必
要
性
の
原
理
」
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
適
用
例
に
は
、
後
に
み
る
フ
ィ
ジ
ー
の
例
の
よ
う
に
外
形
的
に
ク
ー
デ
タ
の
様
相
を
呈
す
る
行
為
の
妥
当
性
・
合
憲
性
の
審

査
に
お
い
て
採
用
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
憲
法
の
廃
止
を
と
も
な
っ
て
は
い
な
い
。「
必
要
性
の
原
理
」
に
よ
っ
て
正
当
・

合
憲
と
判
断
さ
れ
た
行
為
は
、
憲
法
の
廃
止
を
と
も
な
う
ク
ー
デ
タ
の
範
疇
に
は
属
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
外
形
的
に
ク
ー
デ
タ

（
九
五
四
）



緊
急
権
と
し
て
の
「
必
要
性
の
原
理
」（doctrine of necessity

）
に
つ
い
て
（
東
）

一
三

の
様
相
を
呈
し
た
り
、
ク
ー
デ
タ
の
渦
中
に
実
行
さ
れ
た
行
為
で
あ
っ
て
も
、
憲
法
の
廃
止
を
と
も
な
わ
ず
、
む
し
ろ
憲
法
秩
序
の
保
護

を
図
る
目
的
で
上
記
の
諸
要
件
を
満
た
す
行
為
は
、
不
文
の
緊
急
権
の
行
使
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
「
必
要
性
の
原
理
」

は
憲
法
秩
序
を
守
る
た
め
の
原
理
と
し
て
機
能
す
る
緊
急
権
の
一
類
型
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

三　

フ
ィ
ジ
ー
に
お
け
る
「
必
要
性
の
原
理
」
の
適
用

1
．
フ
ィ
ジ
ー
独
立
後
の
憲
法
政
治

⑴　

一
九
八
七
年
の
ク
ー
デ
タ
│
一
九
七
〇
年
憲
法
の
廃
止
と
一
九
九
〇
年
憲
法
の
制
定

南
太
平
洋
の
極
小
国
で
あ
る
フ
ィ
ジ
ー
は
、
一
九
七
〇
年
に
英
国
女
王
を
君
主
と
す
る
立
憲
君
主
制
国
家
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
か
ら
独
立

し
た
。
同
国
は
イ
ギ
リ
ス
植
民
地
時
代
に
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
契
約
労
働
者
と
し
て
入
植
し
た
イ
ン
ド
人
の
子
孫
と
原
住

民
フ
ィ
ジ
ー
人
か
ら
な
る
複
合
民
族
国
家
で
あ
る
。
独
立
時
の
人
口
は
約
六
〇
万
人
で
両
民
族
が
ほ
ぼ
同
数
を
占
め
た
。
独
立
時
の
憲
法

（
一
九
七
〇
年
）
で
は
、
下
院
の
民
族
別
議
席
・
選
挙
制
を
採
用
す
る
こ
と
で
両
民
族
の
協
力
の
下
に
国
民
国
家
形
成
を
志
向
し
た
が
、

一
九
八
七
年
の
総
選
挙
で
イ
ン
ド
系
政
権
が
誕
生
す
る
こ
と
が
確
実
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
原
住
民
系
軍
人
の
ラ
ン
ブ
カ
中
佐
に
よ
る

ク
ー
デ
タ
が
同
年
の
五
月
と
九
月
に
発
生
し
、
憲
法
が
破
棄
さ
れ
、
暫
定
軍
事
政
権
の
も
と
で
共
和
制
と
な
り
、
一
九
九
〇
年
に
は
原
住

民
の
政
治
的
優
位
を
恒
久
化
す
る
新
た
な
憲
法
が
制
定
さ
れ
た
。
一
九
九
二
年
に
は
総
選
挙
が
実
施
さ
れ
、
ク
ー
デ
タ
を
実
行
し
た
ラ
ン

ブ
カ
が
下
院
議
員
に
当
選
し
首
相
に
就
任
し
、
民
主
政
に
復
帰
し
た
。

（
九
五
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

一
四

⑵　

二
〇
〇
〇
年
の
ク
ー
デ
タ
│
一
九
九
七
年
憲
法
の
破
棄
か
ら
復
活

一
九
九
〇
年
憲
法
は
民
族
議
席
の
過
半
数
を
原
住
民
系
議
席
と
し
、
首
相
の
就
任
要
件
と
し
て
原
住
民
系
に
限
る
な
ど
の
民
族
差
別
的

規
定
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
国
際
的
な
非
難
を
受
け
た
。
ま
た
一
九
九
〇
年
憲
法
は
八
年
以
内
の
見
直
し
規
定
を
置
い
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、

一
九
九
七
年
に
は
独
立
以
来
三
つ
目
の
憲
法
が
制
定
さ
れ
た
。
こ
の
憲
法
で
は
下
院
の
民
族
別
議
席
制
は
残
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
の
議
席

数
は
各
民
族
の
人
口
比
に
比
例
し
た
配
分
と
な
っ
た
ほ
か
、
民
族
に
よ
ら
な
い
オ
ー
プ
ン
議
席
が
導
入
さ
れ
、
首
相
の
民
族
要
件
も
廃
止

さ
れ
た
。
こ
の
新
憲
法
の
下
で
初
の
総
選
挙
が
一
九
九
九
年
に
実
施
さ
れ
、
そ
の
結
果
フ
ィ
ジ
ー
初
の
イ
ン
ド
系
の
チ
ョ
ー
ド
リ
ー
首
相

に
よ
る
政
権
が
誕
生
し
た
。
一
九
九
七
年
憲
法
で
は
、
総
選
挙
の
結
果
総
議
席
の
一
〇
％
を
獲
得
し
た
政
党
に
対
す
る
首
相
に
よ
る
入
閣

要
請
を
義
務
づ
け
る
複
数
政
党
内
閣
制
（M

ulti-party C
abinet

）
が
採
用
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
組
閣
に
お
い
て
は
フ
ィ
ジ
ー
原
住
民
系
政

党
か
ら
も
入
閣
し
、
閣
僚
数
に
お
い
て
は
原
住
民
系
が
過
半
数
を
占
め
る
構
成
と
な
っ
た
。

政
権
発
足
か
ら
一
年
後
の
二
〇
〇
〇
年
五
月
、
チ
ョ
ー
ド
リ
ー
政
権
の
政
策
が
イ
ン
ド
系
優
遇
で
あ
る
と
の
不
満
を
も
っ
た
原
住
民
系

に
よ
る
五
〇
〇
〇
人
規
模
の
デ
モ
が
首
都
ス
バ
で
行
わ
れ
る
中
、
原
住
民
系
の
元
実
業
家
ジ
ョ
ー
ジ
・
ス
ペ
イ
ト
ら
の
武
装
集
団
が
折
か

ら
開
会
中
の
国
会
に
乱
入
し
、
首
相
を
は
じ
め
閣
僚
や
国
会
議
員
等
を
人
質
に
取
り
、
チ
ョ
ー
ド
リ
ー
首
相
の
退
陣
と
一
九
九
七
年
憲
法

を
破
棄
し
原
住
民
系
の
権
利
に
い
っ
そ
う
配
慮
し
た
憲
法
の
制
定
な
ど
を
求
め
た
。
文
民
ク
ー
デ
タ
で
あ
る
。
こ
の
事
態
の
収
拾
に
は
お

よ
そ
三
ヶ
月
を
要
し
た
が
、
そ
の
間
に
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
国
軍
司
令
官
に
よ
る
行
政
権
の
掌
握
・
非
常
事
態
宣
言
・
憲
法
の
破
棄
・
文
民
暫

定
政
権
へ
の
移
行
な
ど
の
事
態
が
発
生
し
た
。

事
態
収
束
後
、
元
銀
行
家
の
ラ
イ
セ
ニ
ア
・
ガ
ラ
セ
を
暫
定
首
相
と
す
る
暫
定
文
民
政
権
の
下
で
新
た
な
憲
法
の
作
成
に
着
手
し
た
が
、

文
民
ク
ー
デ
タ
に
よ
る
混
乱
の
中
で
発
生
し
た
あ
る
事
件
を
め
ぐ
っ
て
提
起
さ
れ
た
訴
訟
（
プ
ラ
サ
ッ
ド
事
件
）
に
お
い
て
、
破
棄
さ
れ
た

（
九
五
六
）



緊
急
権
と
し
て
の
「
必
要
性
の
原
理
」（doctrine of necessity

）
に
つ
い
て
（
東
）

一
五

憲
法
の
効
力
の
確
認
が
求
め
ら
れ
た
。
一
審
・
二
審
と
も
憲
法
の
破
棄
は
無
効
で
あ
り
一
九
九
七
年
憲
法
は
依
然
と
し
て
有
効
で
あ
る
と

判
断
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
二
〇
〇
一
年
に
暫
定
文
民
政
権
は
選
挙
管
理
内
閣
と
し
て
同
年
九
月
に
総
選
挙
が
実
施
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、

ラ
イ
セ
ニ
ア
・
ガ
ラ
セ
は
正
式
の
首
相
と
な
っ
た
。

⑶　

二
〇
〇
六
年
の
ク
ー
デ
タ
│
憲
法
保
障
と
い
う
大
義

ガ
ラ
セ
首
相
は
、
二
〇
〇
六
年
に
は
五
月
に
は
五
年
間
の
政
権
運
営
を
終
え
、
総
選
挙
に
お
い
て
勝
利
し
て
再
び
首
相
の
座
に
就
い
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
ガ
ラ
セ
首
相
は
、
二
〇
〇
〇
年
の
文
民
ク
ー
デ
タ
に
関
与
し
服
役
中
の
者
の
恩
赦
法
案
や
原
住
民
系
の
伝
統
的
漁
業
権

の
保
護
法
案
な
ど
の
原
住
民
系
の
優
遇
に
傾
斜
し
た
政
策
を
進
め
た
こ
と
に
対
し
、
自
ら
も
原
住
民
系
で
あ
る
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
国
軍
司
令

官
は
、
ガ
ラ
セ
政
権
の
政
策
は
一
九
九
七
年
憲
法
の
精
神
を
侵
す
も
の
で
あ
り
腐
敗
し
た
政
権
で
あ
る
、
と
し
て
二
〇
〇
六
年
一
二
月
に

「
浄
化
作
戦
」
の
名
の
下
に
ク
ー
デ
タ
を
実
行
す
る
。
そ
の
ク
ー
デ
タ
は
憲
法
の
破
棄
を
と
も
な
う
も
の
で
は
な
く
、
逆
に
一
九
九
七
年

憲
法
の
精
神
を
守
る
こ
と
を
大
義
と
し
た
憲
法
保
障
の
た
め
の
行
動
で
あ
る
と
し
て
、
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
軍
司
令
官
は
「
必
要
性
の
原
理
」

を
援
用
し
て
自
ら
の
行
動
を
ク
ー
デ
タ
に
は
当
た
ら
な
い
と
の
見
解
を
示
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
に
対
し
て
も
首
相
の
座
を
追
わ
れ
た
ガ
ラ
セ
元
首
相
か
ら
二
〇
〇
六
年
一
二
月
か
ら
翌
二
〇
〇
七
年
一
月
の
暫
定
政

権
成
立
に
至
る
一
連
の
事
件
の
中
で
行
わ
れ
た
諸
行
為
の
違
憲
性
・
違
法
性
の
確
認
を
求
め
る
訴
訟
（
ガ
ラ
セ
対
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
事
件
）
が

提
起
さ
れ
た
。
一
審
の
フ
ィ
ジ
ー
高
等
裁
判
所
は
原
告
の
主
張
を
認
め
な
か
っ
た
が
、
二
審
の
フ
ィ
ジ
ー
控
訴
裁
判
所
は
原
告
の
主
張
を

認
め
、
二
〇
〇
六
年
一
二
月
の
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
に
よ
る
「
ク
ー
デ
タ
」
は
違
憲
で
あ
り
、
翌
年
一
月
の
暫
定
政
権
も
違
憲
で
あ
る
等
の
判

断
を
示
し
た
。

（
九
五
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

一
六

こ
の
判
決
を
受
け
て
、
大
統
領
は
最
高
裁
へ
の
上
訴
の
途
を
選
択
せ
ず
、
一
九
九
七
年
憲
法
を
廃
止
し
、
新
体
制
の
確
立
を
宣
言
し
、

新
た
に
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
を
首
相
に
任
命
す
る
と
い
う
異
例
の
事
態
に
至
っ
た
。
そ
の
後
、
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
政
権
の
も
と
で
両
民
族
の
完
全

な
政
治
的
平
等
を
定
め
た
新
憲
法
が
二
〇
一
三
年
に
制
定
さ
れ
た
。
翌
二
〇
一
四
年
に
は
八
年
ぶ
り
に
総
選
挙
が
実
施
さ
れ
、
民
主
政
に

復
帰
し
た
。

⑷　

司
法
権
の
独
立
と
「
必
要
性
の
原
理
」
の
適
用

一
九
七
〇
年
の
フ
ィ
ジ
ー
独
立
以
来
、
憲
法
に
お
け
る
民
族
間
の
平
等
の
実
現
を
め
ぐ
る
対
立
・
調
整
の
歴
史
の
中
で
四
回
の
ク
ー
デ

タ
が
発
生
し
、
そ
の
ク
ー
デ
タ
の
中
で
生
起
し
た
事
件
が
裁
判
所
に
持
ち
込
ま
れ
、
裁
判
所
の
憲
法
解
釈
に
つ
い
て
の
判
断
が
政
治
の
流

れ
を
変
え
て
い
く
と
い
う
司
法
支
配
性
（juristocracy

）
の
傾
向
が
顕
著
に
み
ら
れ
た
。
ク
ー
デ
タ
と
い
う
極
度
の
政
治
的
な
現
象
が
司

法
裁
判
所
の
舞
台
で
法
的
判
断
の
対
象
と
な
り
、
政
治
の
帰
趨
を
左
右
し
て
き
た
の
で
あ
る
（
20
）

。
換
言
す
れ
ば
、
ク
ー
デ
タ
の
中
で
も
司
法

権
の
独
立
が
確
保
さ
れ
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
ク
ー
デ
タ
後
に
提
起
さ
れ
た
訴
訟
の
審
理
に
お
い
て
裁
判
所
は
ク
ー
デ
タ
の
渦
中
で
と
ら
れ

た
措
置
に
対
し
て
、
事
後
的
に
「
必
要
性
の
原
理
」
の
適
用
を
検
討
し
、
そ
の
適
用
の
可
否
を
判
断
す
る
こ
と
で
同
原
理
の
濫
用
に
一
定

の
歯
止
め
を
か
け
て
き
た
と
評
価
で
き
よ
う
。

2
．
フ
ィ
ジ
ー
の
判
決
に
み
る
「
必
要
性
の
原
理
」

こ
こ
で
フ
ィ
ジ
ー
の
裁
判
所
に
お
い
て
「
必
要
性
の
原
理
」
の
適
用
の
可
否
が
審
査
さ
れ
た
事
案
を
取
り
上
げ
る
。
対
象
と
な
る
の
は
、

二
〇
〇
〇
年
五
月
の
文
民
ク
ー
デ
タ
を
め
ぐ
っ
て
争
わ
れ
た
「
プ
ラ
サ
ッ
ド
事
件
」
の
高
裁
判
決
（
二
〇
〇
〇
年
一
一
月
一
五
日
）
お
よ
び

（
九
五
八
）



緊
急
権
と
し
て
の
「
必
要
性
の
原
理
」（doctrine of necessity

）
に
つ
い
て
（
東
）

一
七

控
訴
裁
判
決
（
二
〇
〇
一
年
三
月
一
日
）、
そ
し
て
二
〇
〇
六
年
の
ク
ー
デ
タ
に
関
す
る
「
ガ
ラ
セ
対
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
事
件
」
控
訴
裁
判
所

判
決
（
二
〇
〇
九
年
四
月
九
日
）
の
三
つ
の
判
決
で
あ
る
。

⑴　
「
プ
ラ
サ
ッ
ド
事
件
」
高
裁
判
決
（
二
〇
〇
〇
年
一
一
月
一
五
日（21
））

﹇
事
案
の
概
要
﹈　

二
〇
〇
〇
年
五
月
一
九
日
、
フ
ィ
ジ
ー
原
住
民
系
の
民
間
人
ジ
ョ
ー
ジ
・
ス
ペ
イ
ト
率
い
る
武
装
集
団
が
開
会
中
の

国
会
に
乱
入
し
、
首
相
、
閣
僚
、
国
会
議
員
ら
を
国
会
議
事
堂
内
に
人
質
と
し
て
監
禁
し
た
。
武
装
集
団
側
は
、
翌
二
〇
日
に
原
住
民
系

の
権
利
を
強
く
保
障
し
た
新
憲
法
の
制
定
、
イ
ン
ド
系
チ
ョ
ー
ド
リ
ー
首
相
の
解
任
、
お
よ
び
マ
ラ
大
統
領
の
辞
任
を
要
求
し
た
。
い
わ

ゆ
る
「
文
民
ク
ー
デ
タ
」
事
件
で
あ
る
（
22
）

。

こ
の
事
態
に
対
し
、
翌
二
〇
日
、
カ
ミ
セ
セ
・
マ
ラ
大
統
領
は
非
常
事
態
（state of em

ergency

）
を
宣
言
す
る
と
と
も
に
、
暴
力
に

よ
る
対
決
を
避
け
公
正
で
平
和
的
な
解
決
を
目
指
す
決
意
を
表
明
し
、
大
酋
長
会
議
議
長
で
あ
る
ラ
ン
ブ
カ
（R

abuca

）
前
首
相
に
政
府

と
武
装
集
団
と
の
調
停
役
と
し
て
交
渉
を
委
ね
る
決
意
を
表
明
し
た
。
し
か
し
、
事
態
は
さ
ら
に
悪
化
し
二
八
日
に
は
ス
ペ
イ
ト
支
持
派

の
若
者
が
テ
レ
ビ
局
に
乱
入
し
、
警
備
に
当
た
っ
て
い
た
警
官
一
名
が
銃
撃
に
よ
り
負
傷
し
、
翌
日
死
亡
し
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
事
態

は
急
転
し
た
。

翌
二
九
日
に
、
そ
れ
ま
で
事
態
を
静
観
し
て
き
た
軍
が
事
態
の
収
拾
に
乗
り
出
し
た
。
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
国
軍
司
令
官
が
マ
ラ
大
統
領
か

ら
行
政
権
を
移
譲
さ
れ
、
戒
厳
（m

artial law

）
を
宣
告
す
る
。
三
〇
日
に
は
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
は
、
暫
定
軍
事
政
権
首
長
及
び
軍
司
令
官

と
し
て
「
憲
法
廃
止
と
現
行
法
の
有
効
性
を
確
認
す
る
命
令
」（the C

onstitution R
evocation D

ecree 2000 and the E
xisting L

aw
s 

D
ecree 2000

）
を
制
定
し
、
以
後
命
令
に
よ
っ
て
統
治
す
る
こ
と
を
宣
言
し
た
。
軍
が
出
動
し
た
こ
と
に
よ
り
武
装
集
団
側
の
態
度
が
軟

（
九
五
九
）



日
本
法
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第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

一
八

化
し
、
そ
の
後
約
一
ヶ
月
の
七
月
三
日
に
は
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
暫
定
軍
事
政
権
首
長
は
暫
定
政
権
の
首
相
と
閣
僚
を
任
命
し
て
文
民
政
権
に

権
限
を
移
譲
し
、
同
月
一
三
日
に
は
国
会
議
事
堂
に
監
禁
さ
れ
て
い
た
チ
ョ
ー
ド
リ
ー
首
相
ら
が
解
放
さ
れ
、
文
民
ク
ー
デ
タ
事
件
は
終

焉
を
迎
え
た
。

以
上
の
よ
う
な
推
移
を
た
ど
っ
た
首
都
ス
バ
の
国
会
議
事
堂
を
舞
台
と
す
る
文
民
ク
ー
デ
タ
事
件
の
余
波
で
フ
ィ
ジ
ー
国
内
の
各
地
に

混
乱
が
発
生
し
た
。
そ
の
一
つ
に
巻
き
込
ま
れ
て
不
利
益
を
被
っ
た
と
す
る
、
首
都
か
ら
お
よ
そ
二
〇
〇
㎞
ほ
ど
離
れ
た
ラ
ウ
ト
カ
在
住

の
イ
ン
ド
系
農
民
チ
ャ
ン
ド
リ
・
プ
ラ
サ
ッ
ド
が
フ
ィ
ジ
ー
共
和
国
と
同
国
法
務
総
裁
（A

ttorney-G
eneral

）
を
相
手
取
っ
て
、
ラ
ウ
ト

カ
高
等
裁
判
所
に
フ
ィ
ジ
ー
憲
法
の
有
効
性
等
に
つ
い
て
の
確
認
を
求
め
て
提
訴
し
た
。
そ
の
第
一
審
判
決
で
あ
る
。

な
お
、
フ
ィ
ジ
ー
一
九
九
七
年
憲
法
で
は
、「
高
等
裁
判
所
は
、
こ
の
憲
法
の
下
で
生
じ
る
問
題
ま
た
は
憲
法
の
解
釈
を
含
む
問
題
に

関
す
る
第
一
審
裁
判
管
轄
権
を
有
す
る
」（
一
二
〇
条
二
項
）
と
定
め
ら
れ
、
第
二
審
が
控
訴
裁
判
所
（
一
二
一
条
二
項
）、
終
審
が
最
高
裁

判
所
（
一
二
二
条
一
項
）
と
な
っ
て
い
る
。

﹇「
必
要
性
の
原
理
」
の
適
用
﹈　

原
告
の
主
張
の
う
ち
、「
必
要
性
の
原
理
」
に
関
係
す
る
の
は
次
の
二
点
で
あ
っ
た
。
①
カ
ミ
セ
セ
・

マ
ラ
大
統
領
が
「
必
要
性
の
原
理
」
の
も
と
に
布
告
し
た
非
常
事
態
宣
言
は
違
憲
で
あ
っ
た
。
②
暫
定
軍
事
政
権
の
命
令
に
よ
る

一
九
九
七
年
憲
法
の
破
棄
は
違
憲
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
、
同
裁
判
所
の
ゲ
イ
ツ
（A

nthony G
ates

）
判
事
は
、
次
の
よ
う
に
判
断
し
た
（
23
）

。

①
当
時
の
状
況
下
で
行
わ
れ
た
カ
ミ
セ
セ
・
マ
ラ
大
統
領
に
よ
る
非
常
事
態
宣
言
は
、
憲
法
の
定
め
る
条
件
の
中
で
厳
格
に
宣
言
さ
れ

た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
「
必
要
性
の
原
理
」
の
も
と
で
当
初
か
ら
有
効
性
が
認
め
ら
れ
る
。

（
九
六
〇
）



緊
急
権
と
し
て
の
「
必
要
性
の
原
理
」（doctrine of necessity

）
に
つ
い
て
（
東
）

一
九

②
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
国
軍
司
令
官
・
暫
定
軍
事
政
権
首
長
に
よ
る
一
九
九
七
年
憲
法
の
破
棄
は
、「
必
要
性
の
原
理
」
の
枠
内
で
な
さ
れ

た
も
の
で
は
な
く
、
違
憲
で
あ
り
効
力
を
有
し
な
い
。
一
九
九
七
年
憲
法
は
現
在
も
フ
ィ
ジ
ー
に
お
け
る
最
高
か
つ
有
効
な
法
で
あ

る
。

こ
の
判
断
の
理
由
は
、
そ
れ
ぞ
れ
以
下
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

「『
必
要
性
の
原
理
』（doctrine of necessity

）
は
、
法
の
支
配
と
現
行
の
憲
法
を
維
持
す
る
た
め
に
適
用
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
例
え

ば
、
大
統
領
が
緊
急
事
態
（state of em

ergency

）
を
宣
言
し
て
人
質
監
禁
の
危
機
を
解
決
す
る
助
け
と
し
て
、
夜
間
外
出
禁
止
令
を
課

し
、
通
行
の
検
問
を
行
い
、
道
路
交
通
法
令
を
維
持
し
す
る
な
ど
の
措
置
を
と
り
う
る
。

一
方
、
憲
法
を
破
棄
し
又
は
現
行
の
憲
法
構
造
を
転
覆
若
し
く
は
定
め
ら
れ
た
合
法
的
な
改
正
の
道
を
迂
回
す
る
こ
と
、
現
在
の
政
府

を
解
任
す
る
こ
と
、
憲
法
改
正
委
員
会
を
設
置
す
る
こ
と
、
暫
定
文
民
政
府
を
設
置
す
る
こ
と
、
議
会
を
停
会
す
る
こ
と
若
し
く
は
諸
権

利
を
制
限
す
る
諸
命
令
を
発
す
る
手
段
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
24
）

」。

し
た
が
っ
て
、「
人
質
監
禁
危
機
が
解
決
し
た
際
に
は
、「
必
要
性
の
原
理
」
は
も
は
や
適
用
で
き
ず
、
一
時
的
に
停
止
さ
れ
て
い
た
憲

法
は
支
持
を
要
求
す
る
最
高
法
規
と
し
て
再
び
そ
の
効
力
を
回
復
し
、
如
何
な
る
権
力
簒
奪
者
に
対
し
て
も
憲
法
を
維
持
し
防
護
す
る
こ

と
を
軍
に
要
求
す
る
（
25
）

」。

こ
の
よ
う
に
、「
必
要
性
の
原
理
」
が
適
用
で
き
る
の
は
「
法
の
支
配
と
現
行
の
憲
法
を
維
持
す
る
た
め
」
に
限
ら
れ
、「
憲
法
を
破
棄

し
又
は
現
行
の
憲
法
構
造
を
転
覆
若
し
く
は
定
め
ら
れ
た
合
法
的
な
改
正
の
道
を
迂
回
す
る
こ
と
」
に
対
し
て
は
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
を

明
確
に
宣
言
し
た
。

（
九
六
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

二
〇

﹇「
必
要
性
の
原
理
」
の
適
用
条
件
の
検
討
﹈　

ゲ
イ
ツ
判
事
は
判
決
の
中
で
「
必
要
性
の
原
理
」（T

he D
octrine of N

ecessity

）
の
項

目
を
設
け
、
英
連
邦
諸
国
の
判
例
や
学
説
を
検
討
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、「
必
要
性
の
原
理
」
を
考
え
る
「
有
益
な
出
発
点
」（a useful 

starting point
）
で
あ
り
、
そ
の
適
用
の
「
不
可
欠
の
要
件
」（requisite conditions

）
と
評
価
し
て
し
て
引
用
し
て
い
る
の
が
、

一
九
八
六
年
の
グ
レ
ナ
ダ
控
訴
裁
判
所
で
ミ
ッ
チ
ェ
ル
事
件
（M
itchell and others v D

P
P

）
を
担
当
し
た
ヘ
イ
ネ
ス
判
事
（Justice 

H
aynes

）
が
示
し
た
「
必
要
性
の
原
理
」
の
適
用
要
件
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
次
の
五
つ
の
要
件
か
ら
な
る
も
の
で
あ
る
（
26
）

。

①
緊
急
の
必
要
性
が
、
憲
法
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
例
外
状
況
（exceptional circum

stances

）
の
存
在
か
ら
発
生
し
、
な
ん
ら
か
の
重

要
な
国
家
機
能
の
保
護
ま
た
は
維
持
の
た
め
に
迅
速
な
行
為
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

②
合
理
的
に
利
用
可
能
な
他
の
行
為
が
な
い
こ
と
。

③
い
か
な
る
行
為
も
、
平
和
、
秩
序
お
よ
び
「
良
い
統
治
」（good governance

）
に
と
っ
て
合
理
的
に
み
て
必
要
な
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
必
要
以
上
の
行
為
を
行
っ
た
り
必
要
性
を
超
え
た
立
法
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

④
当
該
行
為
が
、
憲
法
で
認
め
ら
れ
た
市
民
の
正
当
な
権
利
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

⑤
当
該
行
為
そ
の
も
の
が
、
革
命
を
強
固
に
す
る
こ
と
を
唯
一
の
効
果
と
し
て
意
図
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

こ
う
し
て
、「
必
要
性
の
原
理
」
の
適
用
要
件
を
明
示
し
た
上
で
、「
以
上
の
要
件
を
充
足
す
る
事
実
が
存
在
す
る
か
否
か
の
審
理
を

行
っ
た
後
に
、
必
要
性
（necessity

）
の
基
礎
の
も
と
に
行
わ
れ
た
い
か
な
る
非
憲
法
的
行
為
に
つ
い
て
も
、（
も
し
有
効
で
あ
れ
ば
）
そ
の

有
効
性
を
宣
言
す
る
の
は
こ
の
裁
判
所
で
あ
る
（
27
）

」
と
ゲ
イ
ツ
判
事
は
述
べ
る
。「
文
民
ク
ー
デ
タ
」
事
件
の
中
で
発
生
し
た
き
わ
め
て
政

治
性
の
高
い
行
為
で
あ
る
大
統
領
に
よ
る
非
常
事
態
宣
言
の
合
憲
性
・
合
法
性
や
軍
に
よ
る
憲
法
破
棄
の
有
効
性
に
つ
い
て
判
断
す
る
権

限
が
裁
判
所
に
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
の
で
あ
る
。

（
九
六
二
）



緊
急
権
と
し
て
の
「
必
要
性
の
原
理
」（doctrine of necessity

）
に
つ
い
て
（
東
）

二
一

⑵　
「
プ
ラ
サ
ッ
ド
事
件
」
控
訴
裁
判
決
（
二
〇
〇
一
年
三
月
一
日（28
））

﹇
事
案
の
概
要
﹈　

こ
の
事
件
は
、
二
〇
〇
〇
年
一
一
月
一
五
日
の
ラ
ウ
ト
カ
高
裁
判
決
を
不
服
と
し
た
被
告
側
が
フ
ィ
ジ
ー
控
訴
裁
判

所
に
上
訴
し
た
も
の
で
、
こ
こ
で
も
「
必
要
性
の
原
理
」
の
適
用
が
審
査
さ
れ
た
。
こ
の
控
訴
裁
判
決
に
お
い
て
も
、
高
裁
判
決
同
様
、

一
九
八
六
年
の
グ
レ
ナ
ダ
の
ミ
ッ
チ
ェ
ル
事
件
に
お
け
る
ヘ
イ
ネ
ス
判
事
の
示
し
た
「
必
要
性
の
原
理
」
の
適
用
要
件
が
引
用
さ
れ
て
い

る
（
29
）

。﹇「
必
要
性
の
原
理
」
の
性
質
﹈　

控
訴
裁
判
決
は
、
ゲ
イ
ツ
判
事
が
示
し
た
「
必
要
性
の
原
理
」
の
適
用
に
関
す
る
一
節
を
引
用
し
た

上
で
、「
必
要
性
の
原
理
」
の
性
質
を
次
の
よ
う
に
簡
潔
に
ま
と
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
必
要
性
の
原
理
は
、
成
文
憲
法
典
に
定
め
ら

れ
て
い
な
い
か
、
ま
た
は
成
文
憲
法
上
の
緊
急
権
制
度
（em

ergency pow
ers m

achinery

）
が
発
生
し
た
事
態
に
対
し
不
十
分
な
場
合
に
、

軍
の
よ
う
な
事
実
上
の
支
配
権
を
持
つ
も
の
に
、
突
然
発
生
し
た
真
の
危
機
に
対
処
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
必
要
性
の

原
理
に
よ
っ
て
権
限
を
付
与
さ
れ
た
憲
法
外
の
行
為
（extra-constitutional action

）
は
、
本
質
的
に
一
時
的
な
性
格
を
も
つ
も
の
で
危

機
が
終
息
す
る
と
直
ち
に
そ
の
適
用
は
終
了
す
る
（
30
）

」。

こ
の
よ
う
に
、「
必
要
性
の
原
理
」
の
理
解
に
つ
い
て
は
、
ゲ
イ
ツ
判
事
の
理
解
を
踏
襲
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
高
裁
判
決
と
は
こ
の

点
に
つ
い
て
は
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
違
い
は
、
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
国
軍
司
令
官
の
憲
法
破
棄
の
意
図
に
つ
い
て
ゲ
イ
ツ
判
事
は
そ
れ
を

認
定
し
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
控
訴
裁
は
高
裁
で
は
提
出
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
新
た
な
証
拠
を
も
と
に
そ
れ
を
認
定
し
、
そ
の
意
図
に
基

づ
い
て
大
統
領
に
憲
法
の
破
棄
を
認
め
さ
せ
た
と
認
定
し
た
点
に
あ
る
。
こ
の
事
実
認
定
に
よ
り
、
一
連
の
行
為
の
中
で
の
憲
法
破
棄
に

つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
「
必
要
性
の
原
理
」
の
適
用
を
認
め
な
か
っ
た
。

（
九
六
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

二
二

「
必
要
性
の
原
理
は
、
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
国
軍
司
令
官
に
あ
ら
ゆ
る
必
要
な
措
置
を
と
る
権
限
を
与
え
る
が
、
そ
れ
は
一
九
九
七
年
憲
法

で
定
め
ら
れ
た
権
限
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
無
関
係
に
、
法
と
秩
序
を
回
復
し
、
人
質
の
解
放
を
確
実
な
も
の
と
す
る
た
め
で
あ
り
、

そ
し
て
緊
急
性
が
弱
ま
っ
た
時
に
は
、
憲
法
の
定
め
る
状
態
に
復
帰
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
も
し
、
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
軍
司
令
官
が

こ
の
道
を
選
択
し
て
い
た
な
ら
、
そ
の
行
為
は
必
要
性
の
原
理
に
よ
っ
て
有
効
と
な
り
え
た
。
と
こ
ろ
が
同
司
令
官
は
、
憲
法
の
破
棄
と

い
う
別
の
道
を
選
ん
だ
。
必
要
性
の
原
理
は
、
成
文
憲
法
の
恒
久
的
な
変
更
を
行
う
権
限
を
与
え
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
し
て
や
そ
の
完

全
な
破
棄
を
認
め
る
も
の
で
は
な
い
（
31
）

」

﹇「
必
要
性
の
原
理
」
の
適
用
さ
れ
る
状
況
と
限
界
﹈　

こ
う
し
て
、
こ
の
判
決
で
は
「
必
要
性
の
原
理
」
の
適
用
さ
れ
る
状
況
と
限
界

を
、
よ
り
明
確
に
確
定
し
た
と
い
え
る
。
そ
の
点
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

①
憲
法
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
か
又
は
憲
法
上
の
緊
急
措
置
権
（em

ergency pow
ers

）
の
仕
組
み
が
不
十
分
で
あ
る
状
況
に
お
い
て
、

緊
急
か
つ
真
正
の
危
機
に
対
処
す
る
た
め
、
事
実
上
の
権
力
（de facto authority

）
に
危
機
に
対
応
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

②
「
必
要
性
の
原
理
」
に
よ
っ
て
権
限
を
付
与
さ
れ
た
い
か
な
る
憲
法
外
の
行
為
も
一
時
的
な
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
危
機
が

終
息
し
た
後
は
そ
の
適
用
を
終
止
す
る
。

③
「
必
要
性
の
原
理
」
は
、
成
文
憲
法
に
恒
久
的
な
変
更
を
加
え
る
権
限
を
付
与
す
る
も
の
で
な
く
、
ま
し
て
や
憲
法
を
完
全
に
破
棄

す
る
権
限
を
付
与
す
る
も
の
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
「
必
要
性
の
原
理
」
は
、
非
常
事
態
に
お
い
て
既
存
の
憲
法
体
制
を
保
護
す
る
た
め
の
緊
急
権
で
あ
っ
て
、
憲
法
体
制
の

変
更
を
正
当
化
す
る
理
論
で
な
い
。
そ
し
て
、
憲
法
上
の
緊
急
措
置
権
規
定
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
不
十
分
な
場
合
は
、
そ
れ
を
補
完
す

（
九
六
四
）



緊
急
権
と
し
て
の
「
必
要
性
の
原
理
」（doctrine of necessity

）
に
つ
い
て
（
東
）

二
三

る
場
合
に
も
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

⑶　
「
ガ
ラ
セ
対
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
事
件
」
控
訴
裁
判
決
（
二
〇
〇
九
年
四
月
九
日（32
））

﹇
事
案
の
概
要
﹈　

二
〇
〇
六
年
一
二
月
五
日
、
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
国
軍
司
令
官
は
、
当
時
の
ガ
ラ
セ
首
相
を
追
放
し
行
政
権
を
掌
握
す
る

と
い
う
「
ク
ー
デ
タ
」
を
実
行
し
た
。
翌
日
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
軍
司
令
官
は
声
明
を
出
し
、
首
相
の
解
任
は
大
統
領
権
限
を
代
行
し
た
も
の

で
、
そ
の
行
為
は
ク
ー
デ
タ
で
は
な
く
「
必
要
性
の
原
理
」
に
よ
っ
て
法
的
に
正
当
化
で
き
る
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
国
軍
司
令
官
は
、
一
九
九
七
年
憲
法
の
精
神
を
蹂
躙
し
て
き
た
の
は
ガ
ラ
セ
政
権
で
あ
り
、
自
ら
の
行
為
は
そ
の
政
権

の
腐
敗
を
一
掃
す
る
浄
化
作
戦
で
あ
っ
て
、
ク
ー
デ
タ
で
は
な
い
と
い
う
主
張
で
あ
っ
た
。

①
大
統
領
の
権
限
行
使
が
妨
げ
ら
れ
て
い
る
例
外
状
況
に
お
い
て
、
②
憲
法
の
枠
内
で
憲
法
を
守
る
た
め
に
行
わ
れ
た
行
為
で
あ
り
、

「
必
要
性
の
原
理
」
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
緊
急
措
置
権
の
行
使
に
あ
た
る
と
い
う
主
張
で
、
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
国
軍
司
令
官
は
、
ク
ー

デ
タ
の
実
行
者
で
は
な
く
、「
憲
法
の
守
護
者
」
を
自
認
し
て
い
た
（
33
）

。

こ
の
二
〇
〇
六
年
一
二
月
の
ク
ー
デ
タ
の
際
の
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
国
軍
司
令
官
に
よ
る
一
連
の
行
為
の
違
憲
性
・
違
法
性
を
め
ぐ
っ
て
争

わ
れ
た
の
が
こ
の
事
件
で
あ
る
。
原
告
は
、
ク
ー
デ
タ
に
よ
っ
て
首
相
の
座
を
追
わ
れ
た
ガ
ラ
セ
前
首
相
ら
で
、
被
告
は
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ

国
軍
司
令
官
、
フ
ィ
ジ
ー
共
和
国
軍
、
フ
ィ
ジ
ー
共
和
国
、
暫
定
政
権
法
務
総
裁
。
争
点
は
、
大
統
領
の
首
相
解
任
大
権

（P
rerogative

）・
留
保
権
限
（R

eserve P
ow
er

）
の
存
在
、
お
よ
び
大
権
の
妥
当
性
、
並
び
に
「
必
要
性
の
原
理
」
の
適
用
の
可
否
で

あ
っ
た
。

原
審
の
フ
ィ
ジ
ー
高
裁
は
被
告
側
の
主
張
を
認
め
た
た
め
原
告
が
控
訴
し
た
と
こ
ろ
、
控
訴
裁
判
所
は
原
告
の
主
張
を
認
め
、
バ
イ
ニ

（
九
六
五
）
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二
四

マ
ラ
マ
国
軍
司
令
官
の
一
連
の
行
為
を
違
憲
・
違
法
と
判
断
し
た
。

﹇「
必
要
性
の
原
理
」
の
適
用
要
件
の
確
認
﹈　

高
裁
判
決
で
は
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
な
か
っ
た
「
必
要
性
の
原
理
」
が
、
こ
の
控
訴
裁

判
決
で
は
「T

he D
octrine of N

ecessity

」
の
項
目
が
設
ら
れ
、
プ
ラ
サ
ッ
ド
事
件
高
裁
判
決
で
ゲ
イ
ツ
判
事
が
引
用
し
た
一
九
八
六

年
の
グ
レ
ナ
ダ
控
訴
裁
判
所
判
決
（M

itchell and others v. D
P
P

）
に
お
け
る
ヘ
イ
ネ
ス
判
事
（Justice H

aynes

）
の
「
必
要
性
の
原
理
」

の
適
用
要
件
を
確
認
し
て
い
る
（
34
）

。
そ
し
て
、「
成
文
憲
法
の
外
に
あ
る
不
文
の
必
要
性
の
原
理
は
世
界
で
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
」
と
し

な
が
ら
も
、「
フ
ィ
ジ
ー
憲
法
の
制
定
者
の
意
図
は
、
憲
法
第
一
四
章
に
緊
急
権
（E

m
ergency P

ow
ers

）
条
項
を
置
く
こ
と
で
、

二
〇
〇
七
年
一
月
に
大
統
領
が
と
っ
た
よ
う
な
行
為
の
権
限
の
根
拠
と
し
て
の
国
家
緊
急
権
（pow

er of S
tate necessity

）
の
存
在
を
排

除
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
（
35
）

」
と
の
解
釈
を
示
し
た
。

と
は
い
え
、
一
方
で
「
プ
ラ
サ
ッ
ド
事
件
で
当
裁
判
所
が
述
べ
た
必
要
性
の
原
理
は
全
面
的
に
受
け
入
れ
、
大
統
領
が
憲
法
の
条
項
に

な
い
行
為
を
行
う
権
限
を
認
め
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
究
極
的
に
憲
法
を
回
復
す
る
と
い
う
目
的
だ
け
に
限
ら
れ
る
（
36
）

」
と
述
べ
て
い
る
点

か
ら
み
て
、
従
来
の
フ
ィ
ジ
ー
の
裁
判
所
の
見
解
を
変
更
し
た
も
の
と
ま
で
は
断
定
で
き
な
い
判
決
で
あ
っ
た
。

四　

英
連
邦
諸
国
の
事
例
か
ら
み
た
「
必
要
性
の
原
理
」
の
適
用
要
件

以
上
の
英
連
邦
諸
国
に
お
け
る
判
例
を
も
と
に
、「
必
要
性
の
原
理
」
の
適
用
要
件
を
次
の
よ
う
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
九
六
六
）



緊
急
権
と
し
て
の
「
必
要
性
の
原
理
」（doctrine of necessity

）
に
つ
い
て
（
東
）

二
五

⑴　
「
必
要
性
の
原
理
」
の
適
用
が
求
め
ら
れ
る
状
況
（
実
体
要
件
）

①
憲
法
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
例
外
状
況
（exceptional circum

stances

）
が
発
生
す
る
。

②
そ
の
例
外
状
況
の
中
で
な
ん
ら
か
の
重
要
な
国
家
機
能
の
保
護
ま
た
は
維
持
が
必
要
と
な
る
。

③
そ
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
憲
法
上
に
規
定
が
な
い
か
ま
た
は
不
十
分
な
緊
急

措
置
権
（em

ergency pow
ers

）
の
仕
組
み
し
か
な
い
。

④
し
た
が
っ
て
、「
必
要
性
の
原
理
」
の
適
用
以
外
に
適
用
可
能
な
他
の
方
策
が
な
い
。

⑤
そ
こ
で
、「
必
要
性
の
原
理
」
に
よ
り
緊
急
権
規
定
の
欠
缺
な
い
し
不
十
分
を
補
完
す
る
緊
急
の
必
要
性
が
あ
る
。

⑵　
「
必
要
性
の
原
理
」
の
下
に
と
ら
れ
る
措
置
の
程
度
・
性
格

①
と
ら
れ
る
措
置
は
合
理
的
に
み
て
必
要
な
も
の
で
あ
り
、
必
要
性
の
程
度
に
比
例
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
と
ら
れ
る
措
置
は
危
機
対
処
の
た
め
の
一
時
的
か
つ
暫
定
的
な
性
格
を
も
ち
、
例
外
状
況
の
期
間
に
限
定
さ
れ
、
危
機
終
息
後
は
そ

の
適
用
が
終
止
す
る
。

⑶　
「
必
要
性
の
原
理
」
に
よ
っ
て
と
ら
れ
る
措
置
の
目
的

①
既
存
の
成
文
憲
法
の
下
で
の
憲
法
秩
序
の
破
壊
や
変
更
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
保
護
と
回
復
を
目
的
と
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

②
当
該
行
為
が
、
憲
法
で
認
め
ら
れ
た
市
民
の
正
当
な
権
利
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

（
九
六
七
）
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二
六

③
革
命
や
ク
ー
デ
タ
の
手
段
と
し
て
、
体
制
の
変
革
を
強
固
に
す
る
こ
と
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
適
用
要
件
を
整
理
で
き
る
が
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
通
常
の
司
法
裁
判
所
に
お
い
て
具
体
的
な
事
件
の
発

生
に
よ
っ
て
訴
訟
が
提
起
さ
れ
、
そ
の
事
件
の
審
理
の
中
で
「
必
要
性
の
原
理
」
の
適
用
要
件
の
充
足
が
審
理
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実

で
あ
る
。
フ
ィ
ジ
ー
の
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
問
題
と
な
っ
た
事
件
は
ク
ー
デ
タ
を
め
ぐ
る
極
め
て
高
度
の
政
治
性
を
も
つ
も
の
で
あ

り
、
裁
判
所
の
判
断
が
国
政
の
帰
趨
を
左
右
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
実
際
フ
ィ
ジ
ー
に
お
い
て
は
そ
の
よ
う
な
結
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

「
必
要
性
の
原
理
」
の
裁
判
所
に
お
け
る
適
用
に
関
す
る
同
様
の
事
例
は
パ
キ
ス
タ
ン
に
お
い
て
も
み
ら
れ
、「
ほ
ぼ
す
べ
て
の
戒
厳
令

や
非
常
事
態
の
適
法
性
に
関
す
る
判
決
が
下
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
自
体
、
な
ぜ
パ
キ
ス
タ
ン
で
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
制
度
的
に
可

能
な
の
か
、
か
つ
現
実
に
行
わ
れ
て
き
た
の
か
と
い
う
疑
問
を
生
じ
さ
せ
る
（
37
）

」
と
の
指
摘
は
フ
ィ
ジ
ー
に
お
い
て
も
共
通
す
る
。

こ
の
よ
う
な
疑
問
は
わ
が
国
の
研
究
者
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
憲
法
が
破
棄
さ
れ
る
よ
う
な
状
況
に

お
い
て
は
、
裁
判
所
の
憲
法
的
根
拠
も
そ
の
機
能
も
失
わ
れ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
に
取
り
上
げ
た
英
連
邦
諸
国
、

少
な
く
と
も
フ
ィ
ジ
ー
に
お
い
て
は
そ
う
で
は
な
い
。
成
文
憲
法
典
が
あ
り
、
そ
れ
が
ク
ー
デ
タ
に
よ
っ
て
停
止
な
い
し
破
棄
さ
れ
る
よ

う
な
状
況
に
あ
っ
て
も
裁
判
所
は
通
常
の
権
能
を
保
持
し
た
ま
ま
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
憲
法
の
停
止
な
い
し
破
棄
も
司
法
権
に
及

ば
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
理
論
的
根
拠
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
そ
の
事
実
は
認
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
前
提
と
し
な
い
と
、

「
必
要
性
の
原
理
」
の
通
常
の
司
法
裁
判
所
に
よ
る
適
用
は
あ
り
え
な
い
。

（
九
六
八
）



緊
急
権
と
し
て
の
「
必
要
性
の
原
理
」（doctrine of necessity

）
に
つ
い
て
（
東
）

二
七

五　

お
わ
り
に
│
日
本
国
憲
法
と
「
必
要
性
の
原
理
」
の
適
用

日
本
国
憲
法
の
も
と
に
お
け
る
緊
急
事
態
に
際
し
、
不
文
の
法
原
理
と
し
て
の
「
必
要
性
の
原
理
」
の
適
用
を
考
え
る
こ
と
は
不
当
で

あ
ろ
う
か
。

日
本
国
憲
法
は
個
人
主
義
的
国
家
観
を
採
用
し
た
と
の
憲
法
観
・
国
家
観
に
立
ち
、
お
よ
そ
憲
法
解
釈
は
憲
法
典
の
文
理
解
釈
に
よ
る

べ
き
と
の
立
場
か
ら
は
、
個
人
あ
っ
て
の
憲
法
、
憲
法
あ
っ
て
の
国
家
と
い
う
価
値
秩
序
が
前
提
と
さ
れ
る
。
憲
法
典
の
予
想
し
な
い
外

部
か
ら
の
武
力
行
使
・
侵
略
と
い
っ
た
非
常
事
態
に
お
い
て
も
「
国
家
の
存
立
」
を
守
る
こ
と
よ
り
も
、「
個
人
の
人
権
」
を
守
る
こ
と

が
優
先
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
非
常
事
態
に
お
け
る
対
処
方
式
は
、
国
家
（
政
府
）
で
は
な
く
、
最
終
的
に
個
人
の
選
択
に
委
ね
ら
れ
る

と
さ
れ
る
。「
自
ら
の
人
権
を
守
る
」
こ
と
が
最
優
先
で
あ
り
、「
自
ら
の
生
命
を
賭
し
て
抵
抗
す
る
か
降
伏
す
る
か
あ
る
い
は
亡
命
す
る

か
と
い
っ
た
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
の
最
終
的
決
定
権
の
留
保
に
こ
そ
人
権
の
究
極
の
核
心
が
存
在
す
る
（
38
）

」
と
の
結
論
に
至
る
。

こ
れ
は
、
国
家
の
存
立
を
憲
法
典
の
効
力
の
前
提
と
し
て
国
家
緊
急
権
を
考
え
る
次
の
見
解
と
対
極
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

「
憲
法
典
は
、
国
内
法
た
る
制
定
法
の
一
に
す
ぎ
な
い
。
国
家
の
存
立
を
前
提
と
し
て
、
国
家
が
効
力
を
維
持
し
う
る
限
り
に
お
い
て
、

そ
の
効
力
を
維
持
す
る
も
の
で
…
国
家
の
存
在
や
国
家
の
主
権
性
が
憲
法
典
を
も
ふ
く
め
た
国
家
法
の
効
力
の
前
提
で
あ
る
…
国
家
が
危

急
存
亡
の
岐
路
に
お
か
れ
、
憲
法
典
の
規
定
を
遵
守
す
る
な
ら
、
国
家
の
存
立
も
保
ち
難
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
外
敵
に
よ
っ

て
攻
囲
さ
れ
た
場
合
や
、
大
規
模
な
内
乱
が
起
こ
っ
た
場
合
、
憲
法
典
の
規
定
す
る
集
会
・
結
社
・
ス
ト
ラ
イ
キ
・
表
現
の
自
由
等
が
行

使
さ
れ
た
ら
ど
う
な
る
か
。
こ
こ
に
『
国
家
緊
急
権
』
と
よ
ば
れ
る
考
え
方
が
あ
り
、
国
家
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
価
値
に
し
た
が
う
べ

き
も
の
と
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
憲
法
典
は
『
国
の
基
本
法
』
で
あ
る
か
ら
、
憲
法
典
が
そ
れ
を
容
認
し
な
い
か
ぎ
り
、
そ
れ
を
な
し

（
九
六
九
）
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二
八

え
な
い
と
考
え
る
こ
と
は
、
憲
法
典
の
本
質
的
性
格
を
誤
認
し
て
い
る
（
39
）

」。

こ
の
見
解
の
よ
う
に
、
憲
法
典
は
主
権
を
有
す
る
国
家
の
存
立
を
前
提
と
し
て
存
在
し
機
能
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
超
憲
法
的
緊
急

権
の
行
使
に
よ
っ
て
国
の
独
立
を
維
持
す
る
こ
と
は
、
憲
法
典
そ
の
も
の
の
存
立
の
前
提
を
確
保
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
の
こ
と

を
憲
法
典
が
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
対
外
的
な
脅
威
か
ら
国
家
の
存
立
を
守
る
た
め
の
超
憲
法
的
緊
急
権
に
も
と
づ
く
措
置

は
、
国
家
の
存
立
を
守
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
と
不
可
分
な
国
民
の
生
命
と
財
産
を
守
る
こ
と
で
も
あ
る
か
ら
、
そ
の
目
的
に
お
い
て
憲

法
典
の
目
的
で
あ
る
人
権
保
障
に
つ
な
が
る
。
し
た
が
っ
て
、
超
憲
法
的
緊
急
権
に
よ
る
措
置
は
、
違
憲
の
行
為
と
し
て
一
概
に
排
除
さ

れ
る
べ
き
も
の
で
も
な
い
。

一
方
、
緊
急
権
の
濫
用
に
よ
る
立
憲
主
義
の
永
続
的
侵
害
の
危
険
性
は
無
視
し
え
な
い
か
ら
、
超
憲
法
的
緊
急
権
で
あ
れ
ば
、
な
お
一

層
そ
の
発
動
に
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
緊
急
権
の
行
使
期
間
中
の
議
会
に
よ
る
監
視
、
お
よ
び
緊
急
権
の
行
使
に
よ
っ
て
と

ら
れ
た
措
置
の
事
後
的
な
司
法
審
査
の
道
も
開
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
り
わ
け
発
動
に
当
た
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
内
閣

総
理
大
臣
ま
た
は
内
閣
の
決
定
が
時
宜
に
遅
れ
る
こ
と
な
く
か
つ
濫
用
を
最
小
限
に
す
る
よ
う
な
決
定
過
程
お
よ
び
発
動
の
「
必
要
性
」

の
判
断
に
対
す
る
統
制
シ
ス
テ
ム
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

「
必
要
性
の
原
理
」
を
立
憲
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
フ
ラ
ン
ス
憲
法
（
一
九
五
八
年
）
一
六
条
は
、「
共
和
国
の
諸
制
度
、
国
の
独
立
、

領
土
の
保
全
あ
る
い
は
国
際
的
約
束
の
履
行
が
重
大
か
つ
切
迫
し
た
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
、
憲
法
上
の
公
権
力
の
正
常
な
運
営
が
妨
げ
ら
れ

た
場
合
に
は
、
共
和
国
大
統
領
は
、
首
相
、
両
院
議
長
お
よ
び
憲
法
院
長
に
公
式
に
諮
問
し
た
後
、
状
況
に
よ
り
必
要
と
さ
れ
る
諸
措
置

を
と
る
」（
一
項
）
と
規
定
す
る
。
ま
さ
に
「
国
家
の
存
立
」
が
危
機
に
瀕
し
た
場
合
、「
状
況
に
応
じ
て
必
要
な
措
置
」
を
と
る
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
「
必
要
性
の
原
理
」
の
考
え
方
が
憲
法
規
定
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
九
七
〇
）



緊
急
権
と
し
て
の
「
必
要
性
の
原
理
」（doctrine of necessity

）
に
つ
い
て
（
東
）

二
九

た
だ
し
、「
共
和
国
の
諸
制
度
、
国
の
独
立
、
領
土
の
保
全
あ
る
い
は
国
際
的
約
束
の
履
行
が
重
大
か
つ
切
迫
し
た
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
、

憲
法
上
の
公
権
力
の
正
常
な
運
営
が
妨
げ
ら
れ
た
場
合
」
と
い
う
実
体
要
件
の
充
足
の
判
断
に
当
た
っ
て
は
、「
首
相
、
両
議
院
議
長
お

よ
び
憲
法
院
長
に
公
式
に
諮
問
し
た
後
に
」（
一
六
条
一
項
）
と
の
要
件
を
課
し
、
ま
た
、
国
会
は
当
然
に
集
会
し
（
同
四
項
）、
緊
急
権
の

行
使
期
間
中
は
国
民
議
会
は
解
散
す
る
こ
と
が
で
き
ず
（
同
五
項
）、
そ
し
て
憲
法
院
に
は
緊
急
権
発
動
の
諸
条
件
の
充
足
に
対
す
る
審
査

権
が
与
え
ら
れ
て
い
る
（
同
六
項
）。
こ
う
し
て
強
大
な
大
統
領
の
緊
急
措
置
権
に
対
す
る
形
式
的
要
件
を
課
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の

濫
用
の
危
険
の
最
小
化
が
図
ら
れ
て
い
る
（
40
）

。

現
行
の
日
本
国
憲
法
の
下
で
の
「
必
要
性
の
原
理
」
に
も
と
づ
く
不
文
の
緊
急
権
の
行
使
を
考
え
る
に
当
た
っ
て
、
こ
の
フ
ラ
ン
ス
憲

法
一
六
条
の
規
定
が
参
考
に
な
る
（
41
）

。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
手
続
き
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

ま
ず
、「
内
閣
総
理
大
臣
は
、
閣
議
に
か
け
て
決
定
し
た
方
針
に
基
づ
い
て
、
行
政
各
部
を
指
揮
監
督
す
る
」（
内
閣
法
六
条
）
と
い
う

規
定
に
従
い
、
緊
急
権
の
行
使
の
「
必
要
性
」
を
閣
議
に
諮
っ
て
決
定
す
る
。
次
に
、
緊
急
権
の
行
使
が
承
認
さ
れ
れ
ば
、
行
使
期
間
中

の
国
会
に
よ
る
監
視
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
国
会
閉
会
中
で
あ
れ
ば
、
内
閣
は
臨
時
国
会
の
召
集
を
決
定
し
（
憲
法
五
三
条
）、
衆

議
院
解
散
中
で
あ
れ
ば
内
閣
が
参
議
院
の
緊
急
集
会
（
憲
法
五
四
条
二
項
）
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
と
は
異
な
り
憲

法
院
の
よ
う
な
機
関
が
な
い
わ
が
国
に
お
い
て
は
、「
必
要
性
の
原
理
」
に
基
づ
く
緊
急
権
の
行
使
で
あ
れ
ば
、
緊
急
権
行
使
期
間
の
終

了
後
に
具
体
的
な
訴
訟
の
中
で
緊
急
権
の
発
動
、
お
よ
び
緊
急
権
の
行
使
に
よ
っ
て
と
ら
れ
た
措
置
に
つ
い
て
、
裁
判
所
が
合
憲
性
・
合

法
性
を
審
査
す
る
可
能
性
が
開
か
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
と
な
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、「
統
治
行
為
」
の
問
題
が
あ
る
が
、
フ
ラ

ン
ス
で
は
、
第
一
六
条
の
適
用
を
決
定
す
る
行
為
は
「
統
治
行
為
」
で
あ
り
裁
判
官
の
統
制
を
受
け
な
い
が
、
一
六
条
に
基
づ
い
て
な
さ

れ
る
行
為
は
、
そ
の
行
為
の
対
象
と
す
る
事
項
に
よ
っ
て
そ
の
法
的
性
質
が
定
め
ら
れ
る
と
さ
れ
る
（
42
）

。

（
九
七
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

三
〇

な
お
、
一
六
条
の
適
用
に
よ
っ
て
、
危
機
に
対
処
す
る
た
め
必
要
と
判
断
さ
れ
た
一
切
の
権
力
が
大
統
領
の
手
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
が
、
そ
の
こ
と
は
す
べ
て
の
権
力
が
大
統
領
に
集
中
し
、
大
統
領
以
外
の
国
家
機
関
の
運
営
が
一
切
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を

意
味
し
な
い
。「
事
態
が
な
お
制
度
の
通
常
の
運
行
を
可
能
と
し
、
大
統
領
が
自
ら
規
律
す
る
必
要
は
な
い
と
判
断
す
る
分
野
に
お
い
て

は
、
議
会
立
法
権
な
ら
び
に
行
政
立
法
権
は
、
第
一
六
条
の
適
用
下
に
お
い
て
も
、
通
常
法
制
下
の
権
限
規
定
に
し
た
が
っ
て
そ
の
権
限

を
行
使
し
つ
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
（
43
）

」
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
仮
に
日
本
国
憲
法
の
下
で
「
必
要
性
の
原
理
」
に
基
づ
く
緊
急
権
が
行
使
さ
れ
る
状
況
が
あ
っ
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
憲
法
一
六

条
の
考
え
方
か
ら
類
推
す
れ
ば
、
内
閣
総
理
大
臣
ま
た
は
内
閣
に
通
常
の
権
限
配
分
を
停
止
し
て
い
っ
さ
い
の
権
限
が
集
中
し
行
使
さ
れ

る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
「
必
要
性
の
原
理
」
の
適
用
要
件
の
う
ち
の
「
と
ら
れ
る
措
置
は
合
理
的
に
み

て
必
要
な
も
の
で
あ
り
、
必
要
性
の
程
度
に
比
例
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
お
よ
び
「
既
存
の
成
文
憲
法
の
下
で
の
憲
法
秩
序
の
破

壊
や
変
更
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
保
護
と
回
復
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
」
か
ら
も
当
然
に
導
か
れ
る
も
の
で
あ

る
。緊

急
権
規
定
を
欠
く
日
本
国
憲
法
の
下
で
、
以
上
の
よ
う
な
「
必
要
性
の
原
理
」
と
そ
れ
を
憲
法
規
定
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
フ
ラ
ン

ス
憲
法
一
六
条
を
参
考
に
し
た
不
文
の
緊
急
権
に
つ
い
て
の
理
論
整
備
が
、
憲
法
改
正
に
よ
る
緊
急
事
態
条
項
の
導
入
に
先
立
っ
て
進
め

ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
作
業
を
通
じ
て
、
導
入
さ
れ
る
べ
き
緊
急
事
態
条
項
の
あ
り
方
も
よ
り
明
確
に
な
っ
て
い
く
も
の
と
思
わ

れ
る
。

（
九
七
二
）



緊
急
権
と
し
て
の
「
必
要
性
の
原
理
」（doctrine of necessity

）
に
つ
い
て
（
東
）

三
一

注（
1
） 

芦
部
信
喜
『
憲
法
学
Ⅰ 

総
論
』（
有
斐
閣
・
一
九
九
二
年
）
六
六
頁
。

（
2
） 
岩
間
昭
道
「
非
常
事
態
と
法
」
現
代
憲
法
研
究
会
編
『
現
代
国
家
と
憲
法
の
原
理
』（
有
斐
閣
・
一
九
八
三
年
）
所
収
、
二
八
七
頁
。

（
3
） 
「
同
」、
二
八
八
頁
。

（
4
） 

大
石
眞
『
憲
法
講
義
Ⅰ
（
第
三
版
）』（
有
斐
閣
・
二
〇
一
四
年
）、
三
五
│
三
六
頁
。

（
5
） 

佐
藤
幸
治
『
日
本
国
憲
法
論
』（
成
文
堂
・
二
〇
一
一
年
）、
五
〇
頁
。

（
6
） 

キ
プ
ロ
ス
の
「
ム
ス
タ
ー
フ
ァ
・
イ
ブ
ラ
ヒ
ム
事
件
」
判
決
（
一
九
六
四
年
）
に
お
い
て
「
必
要
性
の
原
理
」
に
つ
い
て
比
較
法
的
考
察
が
行

わ
れ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
は
、「
必
要
性
の
原
理
」
は
「
例
外
状
況
の
理
論
」（theory of “exceptional circum

stances ”

）
と
し
て
コ

ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
判
例
理
論
と
し
て
形
成
さ
れ
、
戦
時
以
外
の
暴
動
、
洪
水
、
重
大
な
伝
染
病
の
際
に
も
適
用
さ
れ
て
き
た
も
の
で
、
一
九
五
八

年
憲
法
一
六
条
と
し
て
実
定
法
化
さ
れ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。（A

ttorney-G
eneral v. M

ustafa Ibrahim
, C

ypru
s L

aw
 R

eports 195

﹇1964

﹈, pp.33-34

）（http://w
w
w
.uniset.ca/other/cs2/1964C

L
P
195.htm

l, 2015/11/24

閲
覧
）

（
7
） 

岩
間
「
前
掲
論
文
」、
二
七
二
│
二
七
四
頁
。

（
8
） 

「
同
」、
二
七
二
頁
。

（
9
） 

「
同
」、
二
七
三
頁
。

（
10
） 

「
同
」、
二
七
四
頁
。

（
11
） 

「
同
」、
同
頁
。

（
12
） 

河
原
畯
一
郞
「
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ル
ー
ル
、
反
乱
、
緊
急
事
態
」（「
ジ
ュ
リ
ス
ト
」
一
六
三
号
・
一
九
五
八
年
）。
こ
の
論
文
は
、
英
米
法
に
お

け
る
「necessity

の
理
論
」
を
紹
介
し
、
日
本
国
憲
法
下
で
の
緊
急
事
態
に
お
い
て
は
そ
の
理
論
の
適
用
に
よ
る
以
外
に
な
い
が
、
必
要
性
の
有

無
と
限
度
の
判
断
を
最
終
的
に
裁
判
所
に
委
ね
る
こ
と
で
濫
用
を
防
ぐ
こ
と
も
可
能
と
の
見
解
を
示
す
。

（
13
） 

「
同
」、
四
二
頁
。

（
14
） 

「
同
」、
三
八
頁
。

（
九
七
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

三
二

（
15
） L

eslie W
olf-P

hillips, C
on

stitu
tion

al L
egitim

acy : a stu
d

y of th
e d

octrin
e of n

ecessity, T
h

ird
 W

orld
 Q

u
arterly, V

ol.1,N
o.4, 

O
ct. 1979, p.103.

（
16
） G

hai, Y
.P
. C
ottrell, J., H

ead
 of S

tates In
 T

h
e P

acifi c: A
 L

egal an
d

 C
on

stitu
tion

al A
n

alysis, Institute of P
acifi c S

tudies, 

S
uva

：U
niversity of the S

outh P
acifi c, 1990, pp.195-196.

（
17
） 

A
ttorn

ey-G
en

eral v. M
u

stafa Ibrah
im

, C
ypru

s L
aw

 R
eports 195

﹇1964

﹈, p.37. Y
.P
.G
hai, J.C

ottrell, ibid
., pp.196-197.

（
18
） G

hai, Y
.P
. C
ottrell, J., ibid

., pp.196-197.  L
eslie W

olf-P
hillips, ibid

., p.109, 1979.

（
19
） 

東　

裕
『
太
平
洋
島
嶼
国
の
憲
法
と
政
治
文
化
│
フ
ィ
ジ
ー
1
9
9
7
年
憲
法
と
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
・
ウ
ェ
イ
』（
成
文
堂
・
二
〇
一
〇
年
）、

二
六
〇
頁
。

（
20
） 

フ
ィ
ジ
ー
の
司
法
制
度
お
よ
び
憲
法
政
治
に
お
け
る
司
法
権
の
機
能
に
つ
い
て
は
、
東
裕
「
フ
ィ
ジ
ー
諸
島
の
憲
法
政
治
に
お
け
る
司
法
権
の

機
能
│
裁
判
所
に
よ
る
民
主
化
な
い
し
は
先
住
民
文
化
の
否
定
？
│
」（「
環
太
平
洋
・
ア
イ
ヌ
文
化
研
究
」
第
五
号
・
二
〇
〇
六
年
）
参
照
。

二
〇
〇
〇
年
と
二
〇
〇
六
年
の
各
ク
ー
デ
タ
に
つ
い
て
は
、
同
「
フ
ィ
ジ
ー
ク
ー
デ
タ
（
2
0
0
0
年
）
の
憲
法
政
治
学
的
考
察
」（「
苫
小
牧
駒
澤

大
学
紀
要
」
第
五
号
・
二
〇
〇
一
年
）
お
よ
び
同
「
フ
ィ
ジ
ー
『
ク
ー
デ
タ
』（
2
0
0
6
年
）
の
法
理
│
「
必
要
性
の
原
理
」（doctrine of 

necessity

）
と
そ
の
適
用
可
能
性
に
つ
い
て
│
」（「
苫
小
牧
駒
澤
大
学
紀
要
」
第
一
八
号
・
二
〇
〇
七
年
）
参
照
。

（
21
） 

P
rasad

 v R
epu

blic of F
iji 

﹇2000

﹈ F
JH
C
 121;H

bc0217.20001 

（15 N
ovem

ber 2000

）。
こ
の
判
例
は
、
次
の
サ
イ
ト
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
し
た
も
の
で
、
下
記
の
注（
23
）〜（
27
）は
、
そ
の
頁
を
示
す
。（http://w

w
w
.paclii.org/fj/cases/F

JH
C
/2000/121.htm

l

（
二
〇
〇
七

年
一
〇
月
二
七
日
閲
覧
）

（
22
） 

こ
の
事
件
の
推
移
に
つ
い
て
は
、
東
裕
「
フ
ィ
ジ
ー
ク
ー
デ
タ
（
2
0
0
0
年
）
の
憲
法
政
治
学
的
考
察
」（「
苫
小
牧
駒
澤
大
学
紀
要
」
第
五

号
・
二
〇
〇
一
年
）、
九
一
│
一
〇
〇
頁
、
に
詳
し
い
。

（
23
） 

P
rasad

 v R
epu

blic of F
iji 

﹇2000

﹈ FJH
C
 121;H

bc0217.20001 
（15 N

ovem
ber 2000

）, pp.26-27.

（
24
） 

ibid
., pp.19-21.

（
25
） 

ibid
., pp.20-21.

（
九
七
四
）



緊
急
権
と
し
て
の
「
必
要
性
の
原
理
」（doctrine of necessity

）
に
つ
い
て
（
東
）

三
三

（
26
） 

ibid
., p.18.

（
27
） 

ibid
., p.18.

（
28
） 

R
epu

blic of F
iji Islan

d
s v P

rasad 

﹇2001

﹈ F
JC
A
 2; A

bu0078.2000s 

（1 M
arch 2001

）。
こ
の
判
例
は
、
次
の
サ
イ
ト
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
し
た
も
の
で
、
下
記
の
注（
29
）〜（
31
）は
、
そ
の
頁
を
示
す
。

（http://w
w
w
.fi jihosting.com

/pcgov/docs_o/chandrikaprasad_ruling_appeal.htm

（
二
〇
一
五
年
一
二
月
二
日
閲
覧
）

（
29
） 

R
epu

blic of F
iji Islan

d
s v P

rasad 

﹇2001

﹈ FJC
A
 2; A

bu0078.2000s 

（1 M
arch 2001

）, p.12.

（
30
） 

ibid
., p.13.

（
31
） 

ibid
., p.13.

（
32
） 

Q
arase v B

ain
im

aram
a 

﹇2009

﹈ F
JC
A
 9; A

B
U
0077.2008S

 

（9 A
pril 2009

）。
こ
の
判
例
は
、
原
本
の
写
し
を
入
手
し
た
も
の
で
、

下
記
の
注（
34
）〜（
36
）は
、
そ
の
頁
で
あ
る
。

（
33
） 

前
掲
、
東
「
フ
ィ
ジ
ー
『
ク
ー
デ
タ
』（
2
0
0
6
年
）
の
法
理
│
「
必
要
性
の
原
理
」（doctrine of necessity

）
と
そ
の
適
用
可
能
性
に

つ
い
て
│
」
二
九
頁
。

（
34
） Q

arase v B
ainim

aram
a 

﹇2009

﹈ FJC
A
 9; A

B
U
0077.2008S

 

（9 A
pril 2009

）, p.44.

（
35
） 

ibid
., pp.45-46.

（
36
） 

ibid
., p.46.

（
37
） 

佐
藤
創
「
パ
キ
ス
タ
ン
に
お
け
る
戒
厳
令
に
関
す
る
司
法
判
断
」、
佐
藤
創
編
『
パ
キ
ス
タ
ン
政
治
の
混
迷
と
司
法
│
軍
事
政
権
の
終
焉
と
民

政
復
活
に
お
け
る
司
法
部
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
を
め
ぐ
っ
て
│
』（
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
・
二
〇
一
〇
年
）
所
収
、
七
四
頁
。

（
38
） 

岩
間
「
前
掲
論
文
」、
二
八
九
頁
。

（
39
） 

小
嶋
和
司
『
憲
法
概
説
』（
良
書
普
及
会
・
一
九
八
七
年
）、
三
四
頁
。

（
40
） 

フ
ラ
ン
ス
憲
法
一
六
条
の
緊
急
措
置
権
の
行
使
要
件
に
つ
い
て
は
、
東
裕
「
緊
急
権
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
考
え
方
│
フ
ラ
ン
ス
第
五
共
和
制
憲
法

一
六
条
の
行
使
要
件
に
つ
い
て
│
」「
早
稲
田
政
治
公
法
研
究
」
第
一
四
号
、
一
九
八
四
年
、
参
照
。

（
九
七
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

三
四

（
41
） 

第
一
六
条
①
共
和
国
の
諸
制
度
、
国
の
独
立
、
領
土
の
保
全
あ
る
い
は
国
際
的
約
束
の
履
行
が
重
大
か
つ
切
迫
し
た
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
、
憲
法

上
の
公
権
力
の
正
常
な
運
営
が
妨
げ
ら
れ
た
場
合
に
は
、
共
和
国
大
統
領
は
、
首
相
、
両
院
議
長
お
よ
び
憲
法
院
長
に
公
式
に
諮
問
し
た
後
、
状
況

に
よ
り
必
要
と
さ
れ
る
諸
措
置
を
採
る
。

②
共
和
国
大
統
領
は
、
教
書
を
発
し
て
こ
れ
を
国
民
に
伝
え
る
。

③
こ
れ
ら
の
措
置
は
、
憲
法
上
の
公
権
力
機
関
に
そ
の
任
務
を
果
た
す
た
め
の
手
段
を
最
短
期
間
の
う
ち
に
確
保
さ
せ
る
意
思
の
表
れ
た
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
憲
法
院
は
、
そ
れ
に
関
し
て
諮
問
を
受
け
る
。

④
国
会
は
、
法
上
当
然
に
集
会
す
る
。

⑤
国
民
議
会
は
、
非
常
事
態
権
力
の
行
使
中
は
、
解
散
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

⑥
非
常
事
態
権
力
が
三
〇
日
間
行
使
さ
れ
た
後
に
は
、
国
民
議
会
議
長
、
元
老
院
議
長
、
六
〇
名
の
国
民
議
会
議
員
も
し
く
は
六
〇
名
の
元
老
院

議
員
は
、
第
一
項
に
規
定
さ
れ
た
諸
条
件
の
充
足
が
継
続
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
た
め
に
憲
法
院
に
訴
え
出
る
こ
と
が
で
き
る
。
憲
法
院

は
、
最
短
期
間
の
内
に
公
開
意
見
に
よ
り
、
そ
の
判
断
を
表
明
す
る
。
憲
法
院
は
、
非
常
事
態
権
力
行
使
六
〇
日
後
に
は
、
法
上
当
然
に
こ
の
審
査

を
行
っ
て
同
じ
要
件
の
下
に
そ
の
判
断
を
表
明
し
、
ま
た
、
こ
の
期
間
を
超
え
た
後
に
は
い
つ
で
も
そ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
42
） 

Ｊ
．
リ
ヴ
ェ
ロ
著
（
兼
子
仁
／
磯
部
力
／
小
早
川
光
郎
編
訳
）『
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
』（
東
京
大
学
出
版
会
・
一
九
八
二
年
）、
七
一
頁
。

（
43
） 

『
同
』、
同
頁
。

（
九
七
六
）



ス
ペ
イ
ン
一
八
五
六
年
「
未
公
布
」
憲
法
の
憲
法
史
的
意
義
（
池
田
）

三
五

ス
ペ
イ
ン
一
八
五
六
年
「
未
公
布
」
憲
法
の
憲
法
史
的
意
義

池　
　

田　
　
　
　
　

実

は
じ
め
に

一　

制
定
過
程
の
概
略

二　

基
本
原
理

　

1　

憲
法
典
の
構
成

　

2　

基
本
原
理

　
　

⑴　

国
民
主
権
原
理
の
復
権

　
　

⑵　

硬
性
憲
法
原
理
の
実
質
化

　
　

⑶　

憲
法
的
地
位
を
有
す
る
「
基
本
方
針
」

三　

統
治
機
構

　

1　

立
法
権

論　

説

（
九
七
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

三
六

　
　

⑴　

二
院
制
国
会

　
　

⑵　

両
院
の
組
織
・
選
挙
制
度

　
　

⑶　

国
会
議
員
の
地
位

　
　

⑷　

国
会
・
各
議
院
の
自
律
性

　
　

⑸　

議
会
活
動
の
諸
原
則

　
　

⑹　

国
会
の
権
能

　

2　

執
行
権

　
　

⑴　

国
王

　
　

⑵　

大
臣

　
　

⑶　

枢
密
院

　

3　

司
法
権

　

4　

地
方
制
度

　

5　

国
軍
と
民
兵

四　

自
由
及
び
権
利
並
び
に
義
務

　

1　

出
版
の
自
由

　

2　

宗
教
的
寛
容

　

3　

そ
の
他
の
自
由
及
び
権
利
並
び
に
義
務

む
す
び
に
か
え
て

（
九
七
八
）



ス
ペ
イ
ン
一
八
五
六
年
「
未
公
布
」
憲
法
の
憲
法
史
的
意
義
（
池
田
）

三
七

は
じ
め
に

一
九
世
紀
初
頭
に
始
ま
る
ス
ペ
イ
ン
の
近
代
憲
法
史
に
登
場
し
た
数
多
く
の
憲
法
の
な
か
に
は
、
歴
史
記
述
と
し
て
は
と
も
か
く
、
法

的
な
観
点
か
ら
の
評
価
に
い
さ
さ
か
難
が
あ
る
た
め
に
、
軽
視
な
い
し
無
視
と
い
う
扱
い
を
受
け
る
こ
と
の
多
い
も
の
が
あ
る
。

一
八
〇
八
年
憲
法
（
バ
イ
ヨ
ン
ヌ
憲
法
）、
一
八
三
四
年
王
国
憲
章
、
フ
ラ
ン
コ
時
代
の
基
本
法
体
制
が
そ
れ
で
あ
る
。

し
か
し
、
表
面
的
な
マ
イ
ナ
ス
・
イ
メ
ー
ジ
に
と
ら
わ
れ
ず
に
、
制
度
の
し
く
み
を
丁
寧
に
解
明
し
、
こ
れ
を
歴
史
的
文
脈
に
位
置
づ

け
て
い
く
と
、
い
ず
れ
の
憲
法
・
国
家
体
制
も
、
憲
法
史
に
お
け
る
そ
れ
な
り
の
意
義
、
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
重
要
か
つ
決
定
的
な

意
義
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
バ
イ
ヨ
ン
ヌ
憲
法
は
、
萌
芽
的
な
自
由
・
権
利
保
障
と
権
力
の
共
同
行
使
を

通
じ
た
君
主
権
限
へ
の
制
約
を
含
み
、
そ
の
自
由
主
義
的
性
格
が
カ
デ
ィ
ス
憲
法
の
素
地
を
用
意
す
る
と
と
も
に
、
ス
ペ
イ
ン
憲
法
史
の

〝
名
悪
役
〞
と
し
て
、
ス
ペ
イ
ン
人
自
身
の
立
憲
主
義
的
自
覚
の
形
成
を
促
し
た
（
1
）

。
王
国
憲
章
は
、
成
文
憲
法
の
限
界
に
つ
い
て
の
認
識

に
立
ち
、
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
の
不
文
憲
法
流
儀
を
持
ち
込
ん
で
、
ス
ペ
イ
ン
固
有
の
現
実
に
即
し
た
立
憲
主
義
体
制
を
確
立
し
よ
う

と
す
る
試
み
で
あ
り
、
そ
の
後
の
ス
ペ
イ
ン
議
会
君
主
制
の
あ
り
方
を
占
う
よ
う
な
制
度
・
慣
行
を
生
み
出
し
た
（
2
）

。
フ
ラ
ン
コ
時
代
に

は
、
ど
ん
な
内
容
の
法
律
で
も
、
立
法
者
が
意
欲
す
れ
ば
、
基
本
法
（ley fundam

ental

）
す
な
わ
ち
最
高
法
規
と
し
て
成
立
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
た
た
め
に
、
第
八
番
目
の
（
最
後
の
）
基
本
法
と
し
て
一
九
七
七
年
に
成
立
し
た
政
治
改
革
法
が
、
フ
ラ
ン
コ
体
制
と
の
法
的
連

続
性
を
維
持
し
た
ま
ま
ス
ム
ー
ズ
な
民
主
化
を
可
能
に
し
、
そ
れ
が
現
行
一
九
七
八
年
憲
法
の
誕
生
に
結
び
つ
い
た
の
で
あ
る
（
3
）

。

そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
ス
ペ
イ
ン
憲
法
史
に
は
も
う
一
つ
、
い
う
な
れ
ば
「
落
ち
穂
拾
い
」
を
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

憲
法
が
あ
る
。
一
八
五
六
年
憲
法
で
あ
る
。

（
九
七
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

三
八

一
八
五
四
年
に
、
穏
健
・
保
守
的
な
一
八
四
五
年
憲
法
の
下
で
、
い
わ
ゆ
る
七
月
革
命
が
起
き
た
。
政
権
を
掌
握
し
た
自
由
主
義
進
歩

派
（P

rogresistas

）
は
、
一
八
四
五
年
憲
法
を
廃
止
し
、
新
た
に
選
挙
さ
れ
た
一
院
制
の
憲
法
制
定
議
会
に
お
い
て
、
進
歩
主
義
的
な
価

値
観
を
反
映
す
る
新
憲
法
の
制
定
に
着
手
し
た
。
制
憲
議
会
は
、
休
会
期
間
を
除
い
て
も
、
約
一
年
五
か
月
の
長
い
時
間
を
か
け
て
起
草

作
業
と
審
議
を
続
け
、
よ
く
練
り
上
げ
ら
れ
た
正
文
九
二
か
条
と
経
過
規
定
一
か
条
を
も
つ
憲
法
と
、
憲
法
的
地
位
を
有
す
る
大
部
の
附

帯
条
令
を
完
成
さ
せ
た
。
と
こ
ろ
が
、
後
述
す
る
よ
う
な
事
情
か
ら
、
憲
法
も
附
帯
条
令
も
公
布
の
手
続
が
と
ら
れ
な
い
で
い
る
う
ち
に
、

政
局
の
変
動
に
よ
り
制
憲
議
会
は
解
散
さ
れ
、
結
局
こ
の
憲
法
は
施
行
さ
れ
ず
に
終
わ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
、

一
八
五
六
年
憲
法
は
し
ば
し
ば
、「
未
公
布
の
憲
法
」（C

onstitución no prom
ulgada

）
と
か
「
生
ま
れ
な
か
っ
た
憲
法
」（C

onstitución 

non nata

）
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
公
布
さ
れ
な
か
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
一
八
五
六
年
憲
法
を
括
弧
に
入
れ
た
ま
ま
で
は
、
一
八
一
二
年
憲
法
（
カ

デ
ィ
ス
憲
法
）
か
ら
一
八
三
七
年
憲
法
に
受
け
継
が
れ
た
自
由
主
義
進
歩
派
的
憲
法
流
儀
が
、
そ
の
後
の
反
動
や
曲
折
を
経
て
、
ど
の
よ

う
に
一
八
六
九
年
憲
法
に
結
び
つ
い
て
い
っ
た
の
か
を
解
明
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
ス
ペ
イ
ン
憲
法
史
に
関
す
る
代
表
的
著
作
の
な

か
で
、
バ
イ
ヨ
ン
ヌ
憲
法
を
考
察
の
対
象
か
ら
は
ず
し
て
い
る
Ｊ
・
ト
マ
ス
・
ビ
ジ
ャ
ロ
ー
ジ
ャ
で
す
ら
、「
制
憲
議
会
の
議
論
の
な
か

で
表
明
さ
れ
た
諸
原
理
で
あ
る
と
い
う
点
、
進
歩
主
義
的
理
念
が
明
瞭
に
反
映
さ
れ
て
い
る
内
容
と
い
う
点
、
い
く
つ
か
の
急
進
的
な
構

想
の
な
か
に
政
治
的
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
の
変
化
が
表
れ
て
い
る
点
、
そ
し
て
、
一
八
六
八
年
革
命
に
お
い
て
成
熟
す
る
こ
と
に
な
る
思
想
を

先
取
り
し
て
い
る
点
（
4
）

」
を
理
由
に
、
一
八
五
六
年
「
未
公
布
」
憲
法
を
研
究
す
る
こ
と
の
学
術
的
意
義
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
稿
は
、
完
結
し
た
成
文
憲
法
典
と
し
て
の
一
八
五
六
年
憲
法
と
そ
の
附
帯
条
令
（
5
）

そ
れ
自
体
の
法
的
・
政
治
的
意
義
を
明
ら
か
に
し
、

そ
れ
が
一
九
世
紀
ス
ペ
イ
ン
立
憲
主
義
の
本
質
を
解
明
す
る
一
助
と
な
る
こ
と
を
期
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
九
八
〇
）



ス
ペ
イ
ン
一
八
五
六
年
「
未
公
布
」
憲
法
の
憲
法
史
的
意
義
（
池
田
）

三
九

一　

制
定
過
程
の
概
略

一
八
五
四
年
七
月
、
イ
サ
ベ
ル
二
世
の
王
室
に
支
配
さ
れ
た
穏
健
派
政
権
の
打
倒
を
め
ざ
し
て
オ
ド
ン
ネ
ル
将
軍
が
軍
事
ク
ー
デ
タ

（pronunciam
iento m

ilitar

）
を
起
こ
す
と
、
こ
れ
に
進
歩
派
が
合
流
し
、
エ
ス
パ
ル
テ
ー
ロ
を
首
相
と
す
る
進
歩
派
政
権
が
誕
生
し
た
。

い
わ
ゆ
る
七
月
革
命
で
あ
り
、
こ
こ
に
始
ま
る
「
進
歩
派
の
二
年
間
」（B

ienio P
rogresista

）
が
新
憲
法
制
定
の
舞
台
と
な
る
。

進
歩
派
政
権
の
下
、
同
年
八
月
一
一
日
の
王
令
に
よ
り
一
八
四
五
年
憲
法
が
廃
止
さ
れ
た
。
進
歩
派
が
支
配
し
て
い
た
一
八
三
七
年
当

時
の
選
挙
法
に
基
づ
い
て
、
一
〇
月
四
〜
六
日
に
憲
法
制
定
議
会
（
一
院
制
）
の
選
挙
が
行
わ
れ
、
三
四
九
名
の
議
員
が
選
出
さ
れ
た
。

進
歩
派
は
か
ろ
う
じ
て
過
半
数
を
確
保
し
、
残
り
を
自
由
主
義
連
合
、
民
主
派
、
穏
健
派
等
が
占
め
る
制
憲
議
会
が
組
織
さ
れ
た
。

一
一
月
八
日
、
制
憲
議
会
が
召
集
さ
れ
、
進
歩
派
主
導
の
第
一
立
法
期
が
始
ま
っ
た
。
制
憲
議
会
内
部
に
憲
法
委
員
会
が
設
置
さ
れ
、

こ
れ
が
憲
法
正
文
の
起
草
に
中
心
的
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
っ
た
。
他
の
議
員
た
ち
は
、
憲
法
正
文
と
同
等
の
法
的
地
位
を
有
す
る
附

帯
条
令
の
作
成
に
当
た
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
憲
法
委
員
会
を
中
心
に
、
八
か
月
に
わ
た
る
起
草
作
業
と
審
議
が
行
わ
れ
た
後
、
制
憲
議
会

は
一
八
五
五
年
七
月
一
七
日
に
休
会
し
、
夏
季
休
暇
に
入
っ
た
。

一
〇
月
一
日
、
制
憲
議
会
の
第
二
立
法
期
が
始
ま
っ
た
が
、
こ
の
頃
に
は
す
で
に
革
命
的
な
狂
熱
ム
ー
ド
は
冷
め
て
い
た
。
そ
れ
で
も

二
か
月
半
後
の
一
二
月
一
四
日
に
は
、
九
二
か
条
の
憲
法
正
文
が
ま
と
ま
り
、
制
憲
議
会
に
よ
り
承
認
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
時
点
で

は
憲
法
の
公
布
は
棚
上
げ
と
な
っ
た
。
女
王
イ
サ
ベ
ル
二
世
が
こ
れ
を
裁
可
せ
ず
、
ま
た
、
附
帯
条
令
も
で
き
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
そ
こ
で
制
憲
議
会
は
、
さ
ら
に
半
年
を
か
け
て
起
草
作
業
を
継
続
し
、
一
八
五
六
年
六
月
一
八
日
、
附
帯
条
令
と
し
て
七
つ
の
「
基

本
方
針
」（B

ases

）
を
制
定
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
で
も
憲
法
正
文
と
附
帯
条
令
は
公
布
に
至
ら
ず
、
七
月
一
日
、
制
憲
議
会
は
、

（
九
八
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

四
〇

一
〇
月
一
日
の
再
開
を
期
し
て
休
会
に
入
っ
た
。

こ
の
休
会
中
に
政
局
の
変
動
が
起
き
る
。
七
月
一
四
日
、
エ
ス
パ
ル
テ
ー
ロ
が
首
相
を
辞
任
し
、
代
わ
っ
て
首
相
と
な
っ
た
オ
ド
ン
ネ

ル
は
、
九
月
二
日
に
制
憲
議
会
を
正
式
に
解
散
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
も
っ
て
「
進
歩
主
義
の
二
年
間
」
は
幕
を
閉
じ
、
完

成
し
て
い
た
新
憲
法
は
「
未
公
布
」
の
ま
ま
歴
史
的
文
書
と
な
っ
た
。

そ
の
後
、
オ
ド
ン
ネ
ル
政
権
は
、
一
八
五
六
年
九
月
一
五
日
の
王
令
「
ス
ペ
イ
ン
王
国
憲
法
の
附
帯
条
令
」
に
よ
り
、
一
八
四
五
年
憲

法
を
改
正
し
た
。
し
か
し
こ
の
改
正
は
、
一
か
月
後
の
一
〇
月
一
四
日
の
王
令
に
よ
り
撤
回
さ
れ
、
一
八
四
五
年
憲
法
が
完
全
復
刻
し
た

が
、
翌
五
七
年
七
月
一
七
日
の
王
令
「
憲
法
改
正
法
」
に
よ
る
再
改
正
で
、
上
院
が
貴
族
院
的
な
も
の
に
戻
さ
れ
た
。
そ
の
後
さ
ら
に
、

一
八
六
四
年
四
月
二
〇
日
の
改
正
で
三
た
び
一
八
四
五
年
憲
法
が
完
全
復
刻
さ
れ
、
そ
れ
が
結
局
一
八
六
九
年
ま
で
存
続
す
る
こ
と
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。

二　

基
本
原
理

1　

憲
法
典
の
構
成

一
八
五
六
年
憲
法
は
、
冒
頭
に
ご
く
簡
潔
な
公
布
文
を
置
き
、
正
文
計
九
二
か
条
と
経
過
規
定
一
か
条
を
も
つ
成
文
憲
法
典
で
あ
る
。

そ
の
構
成
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
編
「
国
民
及
び
ス
ペ
イ
ン
人
」（D

e la N
ación y de los españoles

）
一
〜

一
四
条
、
第
二
編
「
国
会
」（D

e las C
ortes

）
一
五
〜
一
六
条
、
第
三
編
「
上
院
」（D

el S
enado

）
一
七
〜
二
三
条
、
第
四
編
「
下
院
」

（D
el C
ongreso de los D

iputados

）
二
四
〜
二
七
条
、
第
五
編
「
国
会
の
開
催
及
び
権
能
」（D

e la celebración y facultades de las 

C
ortes

）
二
八
〜
四
七
条
、
第
六
編
「
国
王
」（D

el R
ey

）
四
八
〜
五
四
条
、
第
七
編
「
王
位
継
承
」（D

e la suceción de la C
orona

）

（
九
八
二
）



ス
ペ
イ
ン
一
八
五
六
年
「
未
公
布
」
憲
法
の
憲
法
史
的
意
義
（
池
田
）

四
一

五
五
〜
五
九
条
、
第
八
編
「
国
王
の
未
成
年
及
び
摂
政
」（D

e la m
enor edad del R

ey y de la R
egencia

）
六
〇
〜
六
四
条
、
第
九
編
「
大

臣
」（D

e los m
inistros

）
六
五
〜
六
六
条
、
第
一
〇
編
「
司
法
権
」（D

el poder judicial

）
六
七
〜
七
三
条
、
第
一
一
編
「
県
議
会
及
び

市
参
事
会
」（D

e los D
iputaciones P

rovinciales y de los A
yuntam

ientos

）
七
四
〜
七
七
条
、
第
一
二
編
「
租
税
」（D

e las 

contribuciones
）
七
八
〜
八
三
条
、
第
一
三
編
「
国
軍
」（D

e la fuerza m
ilitar nacional

）
八
四
〜
八
五
条
、
第
一
四
編
「
海
外
諸
県
の

統
治
」（D

el gobierno de las provincias de U
ltram

ar

）
八
六
条
、
第
一
五
編
「
憲
法
改
正
」（D

e la reform
a de la C

onstitución

）
八
七

〜
九
二
条
、
そ
れ
に
経
過
規
定
（A

rtículo transitorio

）
で
あ
る
。

2　

基
本
原
理

⑴　

国
民
主
権
原
理
の
復
権

一
八
五
六
年
憲
法
一
条
は
、「
す
べ
て
の
公
権
力
は
、
本
質
的
に
主
権
の
存
す
る
国
民
（N

ación

）
に
由
来
し
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
基

本
法
（leyes fundam

entales

）
を
制
定
す
る
権
利
は
、
国
民
の
み
に
排
他
的
に
属
す
る
」
と
定
め
る
。
カ
デ
ィ
ス
憲
法
三
条
と
同
様
の
文

言
を
用
い
て
国
民
主
権
を
謳
い
、
そ
の
う
え
で
、
主
権
者
た
る
国
民
が
公
権
力
の
淵
源
で
あ
る
旨
を
付
け
加
え
て
い
る
。
さ
ら
に
、

一
八
五
六
年
憲
法
の
簡
潔
な
公
布
文
は
、「
憲
法
制
定
議
会
（C

ortes constituyentes

）
は
、
そ
の
権
能
を
行
使
し
て
、
以
下
の
と
お
り
規

定
し
裁
可
す
る
」
と
述
べ
、
憲
法
制
定
権
力
は
国
民
代
表
た
る
議
会
に
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
こ
れ
を
裁
可
す
る
権
限
も
国
王
で
は
な
く
議

会
に
あ
る
と
い
う
考
え
方
を
示
唆
し
て
い
る
。

欽
定
な
い
し
君
民
協
約
の
憲
法
と
み
ら
れ
る
一
八
三
四
年
王
国
憲
章
（E

statuto real

）
は
も
ち
ろ
ん
、
一
八
三
七
年
憲
法
（
6
）

に
も
、
続
く

一
八
四
五
年
憲
法
に
も
、
国
民
主
権
を
明
記
す
る
条
項
は
存
在
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ス
ペ
イ
ン
憲
法
史
上
カ
デ
ィ
ス
憲
法
に
最
初
に

（
九
八
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

四
二

現
れ
、
そ
の
後
長
ら
く
棚
上
げ
に
さ
れ
て
い
た
国
民
主
権
原
理
は
、
一
八
五
六
年
憲
法
に
お
い
て
、
制
憲
議
会
の
明
白
な
意
思
の
下
に
明

文
規
定
と
し
て
の
復
権
を
み
た
と
い
え
る
。
ま
た
、
公
権
力
の
淵
源
と
し
て
の
意
義
を
強
調
す
る
国
民
主
権
の
観
念
は
、
そ
の
後
制
定
・

施
行
さ
れ
た
一
八
六
九
年
憲
法
に
お
い
て
、「
主
権
は
本
質
的
に
国
民
に
存
し
、
す
べ
て
の
権
力
は
国
民
に
由
来
す
る
」（
三
二
条
）
と
い

う
同
趣
旨
の
文
言
に
引
き
継
が
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

⑵　

硬
性
憲
法
原
理
の
実
質
化

一
八
三
四
年
王
国
憲
章
、
一
八
三
七
年
憲
法
及
び
一
八
四
五
年
憲
法
は
、
い
ず
れ
も
、
憲
法
改
正
手
続
を
定
め
る
条
項
を
も
っ
て
い
な

か
っ
た
。
Ｊ
・
ブ
ラ
イ
ス
本
来
の
観
念
へ
の
誤
解
な
い
し
曲
解
に
基
づ
き
、
Ａ
・
Ｖ
・
ダ
イ
シ
ー
や
Ｇ
・
イ
ェ
リ
ネ
ク
な
ど
著
名
な
憲
法

学
者
の
言
説
を
通
じ
て
全
世
界
的
に
普
及
し
た
憲
法
の
「
硬
性
／
軟
性
」
概
念
（
改
正
手
続
の
難
易
度
の
み
を
基
準
と
す
る
理
解
（
7
））

の
観
点
か

ら
は
、
こ
れ
ら
の
憲
法
は
軟
性
憲
法
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
硬
性
憲
法
た
る
カ
デ
ィ
ス
憲
法
と
の
比
較
に
お
い
て
、
近
代
憲
法
と
し
て
の
性

質
の
稀
薄
が
い
わ
れ
よ
う
。

し
か
し
、
一
九
世
紀
ス
ペ
イ
ン
立
憲
主
義
の
あ
り
よ
う
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
こ
の
よ
う
な
理
解
は
必
ず
し
も
当
を
得
て
い
る
と
は
い
い

が
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
改
正
手
続
規
定
の
不
在
は
、
通
常
の
立
法
手
続
と
同
等
の
手
続
で
憲
法
を
改
正
で
き
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で

は
な
く
、「
論
理
的
側
面
に
お
い
て
は
、
か
か
る
憲
法
は
絶
対
的
に
改
正
不
可
能
と
み
な
す
べ
き
で
あ
る
（
8
）

」
こ
と
が
有
力
に
主
張
さ
れ
て

い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
憲
法
は
、
軟
性
ど
こ
ろ
か
、
少
な
く
と
も
法
的
に
は
一
切
の
改
正
を
許
さ
な
い
〝
超
〞

硬
性
憲
法
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
し
、
い
ず
れ
も
憲
法
事
項
（
憲
法
典
そ
の
も
の
の
条
文
数
）
を
少
数
に
絞
り
込
ん
だ
簡
潔
な
法
典
で
あ
っ

た
こ
と
は
、
改
正
を
不
可
能
と
す
る
こ
と
に
一
定
の
現
実
味
を
も
た
せ
る
要
因
に
も
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
憲
法
の
条
項
自
体
が
ア
ン
タ
ッ

（
九
八
四
）



ス
ペ
イ
ン
一
八
五
六
年
「
未
公
布
」
憲
法
の
憲
法
史
的
意
義
（
池
田
）

四
三

チ
ャ
ブ
ル
な
扱
い
を
さ
れ
て
も
、
法
律
以
下
の
下
位
法
の
制
定
改
廃
に
よ
っ
て
、
状
況
変
化
に
は
対
処
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

加
え
て
、
改
正
手
続
規
定
不
在
の
理
由
と
し
て
、「
あ
れ
だ
け
の
保
障
や
硬
性
を
も
っ
て
し
て
も
、
ま
た
、
諸
外
国
か
ら
も
総
じ
て
外

交
的
に
支
持
を
得
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
八
一
二
年
憲
法
が
直
ち
に
廃
止
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
対
す
る
歴
史
的
幻
滅
」
を
指

摘
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
「
憲
法
改
正
の
機
会
と
そ
の
実
現
方
法
に
関
す
る
決
定
を
将
来
に
委
ね
る
こ
と
が
選
好
さ
れ
た
の
で
あ
る
」
と

す
る
見
解
（
9
）

に
も
、
相
当
な
説
得
力
が
あ
る
。
こ
れ
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
一
八
五
六
年
憲
法
に
先
立
つ
三
つ
の
憲
法
に
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ

自
国
の
憲
法
史
に
学
び
、
通
常
の
立
法
手
続
そ
の
他
の
方
法
を
通
じ
て
憲
法
が
改
正
さ
れ
る
政
治
的
な
可
能
性
を
将
来
に
向
け
て
留
保
し

つ
つ
、
法
的
な
意
味
で
憲
法
の
硬
性
の
実
質
化
を
図
ろ
う
と
す
る
近
代
的
な
精
神
の
発
露
を
す
ら
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
形
式

的
「
軟
性
」
化
は
、
そ
の
憲
法
の
立
憲
的
意
義
の
後
退
を
必
ず
し
も
意
味
し
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
一
八
五
六
年
憲
法
は
、
第
一
五
編
に
次
の
よ
う
な
憲
法
改
正
手
続
を
明
記
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
「
国
会
と
国
王

（las C
ortes con el R

ey （10
））

は
、
憲
法
の
見
直
し
を
宣
言
す
る
権
限
を
有
し
、
修
正
す
べ
き
単
一
又
は
複
数
の
条
項
を
適
時
に
指
定
す
る
」

（
八
七
条
）。
②
「
前
項
の
宣
言
が
出
さ
れ
た
ら
、
国
王
は
直
ち
に
上
院
及
び
下
院
を
解
散
し
、
二
か
月
以
内
に
新
た
な
国
会
を
召
集
し
、

そ
の
詔
書
の
な
か
に
前
項
の
決
定
を
明
文
で
記
す
も
の
と
す
る
」（
八
八
条
）。
③
「
新
国
会
は
、
憲
法
改
正
の
た
め
に
の
み
召
集
さ
れ
る
」

（
八
九
条
）。
④
「
前
項
の
国
会
が
改
正
に
係
る
表
決
を
行
う
た
め
に
は
、
各
議
院
と
も
に
総
議
員
の
三
分
の
二
の
出
席
を
要
す
る
」（
九
〇

条
）。
⑤
「
両
院
一
致
で
改
正
が
承
認
さ
れ
た
と
き
は
、
修
正
さ
れ
た
単
一
又
は
複
数
の
条
項
は
憲
法
の
一
部
と
な
り
、
国
会
は
通
常
の

国
会
と
し
て
、
そ
の
会
期
を
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
」（
九
一
条
）。

こ
の
よ
う
に
、
一
八
五
六
年
憲
法
の
改
正
手
続
は
、
通
常
の
立
法
手
続
よ
り
は
厳
格
で
あ
る
も
の
の
、
改
正
〝
阻
止
〞
条
項
か
と
見
紛

う
ほ
ど
厳
格
か
つ
煩
雑
で
あ
っ
た
カ
デ
ィ
ス
憲
法
の
改
正
手
続
（
11
）

に
比
べ
れ
ば
、
劇
的
な
ま
で
に
簡
素
で
あ
る
。
そ
れ
で
い
て
、
改
正
発
議

（
九
八
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

四
四

の
後
に
召
集
さ
れ
る
新
国
会
は
、
制
度
化
さ
れ
た
制
憲
権
の
行
使
た
る
憲
法
改
正
の
た
め
に
の
み
召
集
さ
れ
る
特
別
な
国
会
（C

ortes 

extraordinarias

）、
す
な
わ
ち
、
実
質
的
な
意
味
に
お
け
る
制
憲
議
会
（C

ortes constituyentes

）
と
明
確
に
性
格
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
そ

の
選
挙
を
通
じ
て
、
間
接
的
に
で
は
あ
る
が
、
国
民
の
主
権
的
意
思
が
反
映
さ
れ
る
し
く
み
に
な
っ
て
い
る
。
表
決
の
定
足
数
に
課
せ
ら

れ
た
総
議
員
の
三
分
の
二
と
い
う
特
別
多
数
も
、
憲
法
改
正
の
ハ
ー
ド
ル
と
し
て
は
、
リ
ー
ズ
ナ
ブ
ル
な
要
件
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
（
12
）

。

そ
し
て
、
改
憲
の
手
続
を
完
了
し
た
な
ら
ば
、
す
で
に
国
民
の
主
権
的
意
思
を
代
表
し
て
い
る
制
憲
議
会
は
、
新
た
な
選
挙
を
要
せ
ず
に
、

そ
の
ま
ま
通
常
の
国
会
（C

ortes ordinarias

）
と
な
り
、
憲
法
に
よ
り
授
権
さ
れ
た
立
法
議
会
と
し
て
の
権
能
を
行
使
す
る
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
国
会
の
み
に
よ
る
改
正
発
議
を
認
め
ず
、
国
王
の
関
与
を
必
要
な
ら
し
め
て
い
る
（
と
い
う
よ
り
、
国
王
の
同
意
が
な
け
れ

ば
、
そ
も
そ
も
改
正
の
発
議
が
で
き
な
い
）
点
に
は
、
あ
る
程
度
、
国
民
主
権
原
理
へ
の
懐
疑
が
み
て
と
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
前
述
し
た

よ
う
に
、
カ
デ
ィ
ス
憲
法
的
厳
格
手
続
へ
の
「
歴
史
的
幻
滅
」
と
、
そ
の
後
の
三
つ
の
憲
法
に
お
け
る
形
式
的
「
軟
性
」
化
の
、
い
ず
れ

に
お
い
て
も
、
む
し
ろ
憲
法
秩
序
の
持
続
・
安
定
へ
の
意
思
や
切
望
が
見
出
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
一
八
五
六
年
憲
法
の
改
正
手
続
規
定
を
、

カ
デ
ィ
ス
憲
法
的
硬
性
憲
法
原
理
へ
の
単
純
な
回
帰
と
評
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
カ
デ
ィ
ス
憲
法
か
ら
一
八
三
四
年
王
国
憲
章
、

一
八
三
七
年
憲
法
、
一
八
四
五
年
憲
法
を
経
て
一
八
五
六
年
憲
法
に
至
る
経
緯
は
、
よ
く
い
わ
れ
る
よ
う
な
、
立
憲
主
義
の
後
退
（
穏
健

派
主
導
）、
前
進
（
進
歩
派
主
導
）、
後
退
（
穏
健
派
主
導
）、
そ
し
て
ま
た
前
進
（
進
歩
派
主
導
）
の
振
り
子
運
動
で
は
な
く
、
全
体
と
し
て
、

憲
法
の
実
質
的
「
硬
性
」
化
へ
向
け
て
の
試
行
錯
誤
の
プ
ロ
セ
ス
と
み
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
一
八
五
六
年
憲
法
第
一
五
編
に
定
め
る
改

正
手
続
は
、
そ
の
後
、
一
八
六
九
年
憲
法
に
も
大
筋
に
お
い
て
採
用
さ
れ
、
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
際
に
は
、
国
会
の
意
思

の
み
に
よ
る
改
正
発
議
が
可
能
と
な
り
、
国
会
が
制
憲
議
会
と
し
て
改
正
を
審
議
し
て
い
る
間
は
国
王
に
よ
る
解
散
権
行
使
が
禁
じ
ら
れ

（
九
八
六
）



ス
ペ
イ
ン
一
八
五
六
年
「
未
公
布
」
憲
法
の
憲
法
史
的
意
義
（
池
田
）

四
五

る
制
度
が
加
わ
っ
て
、
国
民
主
権
原
理
の
徹
底
が
図
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
（
13
）

。

⑶　

憲
法
的
地
位
を
有
す
る
「
基
本
方
針
」

前
述
し
た
よ
う
に
、
一
八
五
六
年
憲
法
は
、
正
文
全
九
二
か
条
と
一
か
条
の
経
過
規
定
か
ら
成
っ
て
い
る
。
三
八
四
か
条
を
数
え
た
カ

デ
ィ
ス
憲
法
の
よ
う
に
長
す
ぎ
る
こ
と
も
、
わ
ず
か
五
〇
か
条
に
と
ど
ま
っ
た
一
八
三
四
年
王
国
憲
章
の
よ
う
に
短
す
ぎ
る
こ
と
も
な
く
、

ま
た
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
の
影
響
を
受
け
た
一
九
三
一
年
第
二
共
和
制
憲
法
が
正
文
全
一
二
五
か
条
を
、「
社
会
的
か
つ
民
主
的
な
法
治

国
家
」
を
標
榜
す
る
現
行
一
九
七
八
年
憲
法
が
正
文
全
一
六
九
か
条
を
も
つ
こ
と
と
比
較
し
て
も
、
一
八
世
紀
中
葉
の
憲
法
典
と
し
て
は
、

過
不
足
の
な
い
、
リ
ー
ズ
ナ
ブ
ル
な
分
量
に
収
ま
っ
た
法
典
の
よ
う
に
映
る
。

し
か
し
そ
の
一
方
で
、
一
八
五
六
年
憲
法
九
二
条
は
こ
う
定
め
て
い
る
。「
次
に
掲
げ
る
組
織
法
律
の
基
本
方
針
（bases （14
））

は
、
憲
法

と
一
体
を
な
す
部
分
で
あ
り
、
そ
の
改
正
及
び
す
べ
て
の
効
力
は
、
憲
法
と
同
等
と
み
な
さ
れ
る
。
一　

選
挙
法
、
二　

国
会
両
院
の
関

係
に
関
す
る
法
律
、
三　

枢
密
院
に
関
す
る
法
律
、
四　

県
及
び
市
の
統
治
に
関
す
る
法
律
、
五　

裁
判
所
の
組
織
に
関
す
る
法
律
、
六　

出
版
に
関
す
る
法
律
、
七　

民
兵
に
関
す
る
法
律
」。
本
条
を
受
け
て
、
一
八
五
六
年
六
月
一
八
日
に
は
、
憲
法
の
附
帯
条
令
（acta 

adicional （15
））

と
し
て
、
①
出
版
に
関
す
る
組
織
法
律
の
基
本
方
針
（B

ases orgánicas de la ley de im
prenta

）、
②
選
挙
に
関
す
る
組
織
法

律
の
基
本
方
針
（B

ases orgánicas de la ley electoral

）、
③
両
院
間
の
関
係
に
関
す
る
組
織
法
律
の
基
本
方
針
（B

ases de la ley 

orgánica acerca de las relaciones entre los dos cuerpos colegisladores
）、
④
枢
密
院
に
関
す
る
組
織
法
律
の
基
本
方
針
（B

ases de la 

ley orgánica del C
onsejo de E

stado

）、
⑤
裁
判
所
に
関
す
る
組
織
法
律
の
基
本
方
針
（B

ases de la ley orgánica de T
ribunales

）、
⑥
県

及
び
市
の
統
治
及
び
行
政
に
関
す
る
組
織
法
律
の
基
本
方
針
（B

ases orgánicas para la ley de gobierno y adm
inistración provincial y 

（
九
八
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

四
六

m
unicipal

）、
⑦
民
兵
に
関
す
る
組
織
法
律
の
基
本
方
針
（B

ases orgánicas para la ley de M
ilicia N

acional

）
が
制
定
さ
れ
て
い
る
。
そ

し
て
、
こ
れ
ら
の
基
本
方
針
を
、
憲
法
ブ
ロ
ッ
ク
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て
憲
法
正
文
に
加
え
、
合
計
す
る
と
、
そ
の
条
文
数
は
じ
つ
に

一
九
四
か
条
に
及
ぶ
。
そ
の
よ
う
に
み
れ
ば
、
一
八
五
六
年
憲
法
は
、
バ
イ
ヨ
ン
ヌ
憲
法
か
ら
現
行
一
九
七
八
年
憲
法
ま
で
の
ス
ペ
イ
ン

歴
代
憲
法
の
な
か
で
、
実
質
的
に
、
カ
デ
ィ
ス
憲
法
に
次
ぐ
大
部
の
憲
法
典
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

憲
法
が
正
文
と
附
帯
条
令
の
二
本
立
て
で
規
定
さ
れ
た
の
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
一
八
五
六
年
憲
法
四
〇
条
及
び
五
〇
条
が
国
王
に

法
律
の
裁
可
権
を
付
与
し
て
い
る
こ
と
と
関
係
が
あ
る
。
一
八
三
四
年
王
国
憲
章
、
一
八
三
七
年
憲
法
及
び
一
八
四
五
年
憲
法
の
下
で
は
、

両
院
で
議
決
さ
れ
た
法
律
を
国
王
が
裁
可
し
な
い
場
合
に
、
当
該
立
法
期
に
お
い
て
国
王
の
不
裁
可
を
覆
し
て
法
律
を
成
立
さ
せ
る
手
段

が
な
か
っ
た
と
こ
ろ
、
こ
の
よ
う
な
国
王
の
絶
対
的
拒
否
権
は
、
一
八
五
六
年
憲
法
に
お
い
て
も
維
持
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
た
と
え
組

織
法
律
（ley orgánica （16
））

で
あ
っ
て
も
、
法
律
は
法
律
で
あ
る
以
上
、
憲
法
条
項
を
簡
潔
に
し
て
そ
の
細
目
を
広
範
に
法
律
に
委
ね
る
や

り
方
に
つ
い
て
は
、
一
八
三
七
年
憲
法
の
経
験
か
ら
、「
組
織
法
律
の
起
草
ま
た
は
そ
の
後
の
改
正
の
際
に
憲
法
の
精
神
が
損
な
わ
れ
る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
が
、
進
歩
派
に
重
く
の
し
か
か
っ
た
（
17
）

」
と
み
ら
れ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
憲
法
の
改
正
に
は
国
王
の
裁
可

を
要
し
な
い
の
で
、
憲
法
と
同
等
の
地
位
を
有
し
、
そ
の
改
廃
に
憲
法
改
正
手
続
が
適
用
さ
れ
る
「
基
本
方
針
」
を
、
憲
法
と
法
律
の
間

に
介
在
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
王
の
不
裁
可
を
通
じ
た
憲
法
の
空
洞
化
を
回
避
す
る
と
と
も
に
、
カ
デ
ィ
ス
憲
法
ほ
ど
で
は
な
い
に

せ
よ
、
諸
制
度
の
根
幹
部
分
を
制
憲
議
会
が
漏
れ
な
く
規
定
し
尽
く
す
こ
と
が
企
図
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
二
本
立

て
方
式
は
、
結
果
的
に
、
一
八
五
六
年
憲
法
の
「
未
公
布
」
を
導
く
要
因
の
一
つ
と
な
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
一
八
五
四
年
一
一
月
八
日
に
発
足
し
た
制
憲
議
会
は
、
翌
五
五
年
一
二
月
一
四
日
に
憲
法
正
文
の
条
項
を
承
認
し

た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
国
王
が
裁
可
す
べ
き
で
あ
る
の
か
ど
う
か
、
ま
た
、
憲
法
的
地
位
を
有
す
る
す
べ
て
の
法
規
を
一
斉
に
公
布

（
九
八
八
）



ス
ペ
イ
ン
一
八
五
六
年
「
未
公
布
」
憲
法
の
憲
法
史
的
意
義
（
池
田
）

四
七

す
べ
き
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
で
き
た
も
の
か
ら
順
に
徐
々
に
公
布
す
べ
き
で
あ
る
の
か
（
18
）

」
で
議
論
と
な
り
、
結
局
、
公
布
は
棚
上

げ
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
憲
法
は
、
一
八
五
四
年
八
月
一
一
日
の
王
令
で
一
八
四
五
年
憲
法
が
廃
止
さ
れ
、
新
た

に
選
出
・
召
集
さ
れ
た
制
憲
議
会
が
起
草
し
た
名
実
共
に
す
る
新
憲
法
で
あ
り
、
し
か
も
国
民
主
権
原
理
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
か

ら
、
立
法
議
会
た
る
国
会
と
同
じ
く
憲
法
の
被
造
物
に
す
ぎ
な
い
国
王
に
よ
る
裁
可
は
、
法
理
論
的
に
は
不
要
の
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、

九
二
条
は
、
制
憲
議
会
が
事
後
的
に
制
定
す
る
「
基
本
方
針
」
に
憲
法
的
地
位
を
付
与
す
る
こ
と
で
、
将
来
の
法
律
の
展
開
に
縛
り
を
か

け
る
趣
旨
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
す
べ
て
の
「
基
本
方
針
」
が
出
揃
う
ま
で
憲
法
を
公
布
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
二
〇
〇
か
条
近
い
大

部
・
詳
細
な
憲
法
正
文
を
フ
ル
・
テ
キ
ス
ト
で
作
成
す
る
の
と
大
差
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

一
八
五
六
年
憲
法
が
公
布
に
至
ら
な
か
っ
た
要
因
と
さ
れ
る
「
法
的
な
疑
義
と
政
治
的
な
出
来
事
（
19
）

」
の
う
ち
、
法
的
な
疑
義
と
は
、
ま

さ
に
こ
の
「
基
本
方
針
」
の
法
的
位
置
づ
け
を
め
ぐ
る
議
論
が
、
憲
法
の
正
文
の
起
草
が
完
了
し
た
一
八
五
五
年
一
二
月
一
四
日
の
時
点

で
決
着
せ
ず
、
そ
の
後
、
七
つ
の
「
基
本
方
針
」
が
出
揃
う
ま
で
に
半
年
以
上
の
時
間
が
経
過
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
そ

う
な
っ
た
に
つ
い
て
は
、「
み
ず
か
ら
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
立
法
上
実
現
す
る
、
か
く
も
大
き
な
機
会
を
逃
す
こ
と
を
恐
れ
て
い
た
進
歩
派

は
、
憲
法
を
、
同
一
ラ
ン
ク
の
二
つ
の
文
書 

│
憲
法
正
文
と
『
附
帯
条
令
』

│ 

に
分
割
す
る
こ
と
に
よ
り
、
大
部
な
カ
デ
ィ
ス
憲

法
の
伝
統
を
回
復
す
る
と
い
う
曲
が
り
く
ね
っ
た
道
を
、
若
干
の
幻
想
を
抱
き
つ
つ
、
た
ど
る
こ
と
に
な
っ
た
（
20
）

」
と
の
説
明
が
、
当
を
得

て
い
よ
う
。
制
憲
議
会
の
多
数
を
占
め
て
い
た
進
歩
派
は
、
細
目
ま
で
を
憲
法
事
項
と
す
る
カ
デ
ィ
ス
憲
法
方
式
へ
の
執
着
を
捨
て
き
る

こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
未
練
が
未
公
布
と
い
う
残
念
な
結
果
を
招
く
一
因
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（
九
八
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

四
八

三　

統
治
機
構

1　

立
法
権

⑴　

二
院
制
国
会

一
八
五
六
年
憲
法
に
お
け
る
立
法
権
の
性
格
づ
け
は
、
基
本
的
に
、
一
八
三
七
年
憲
法
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
立
法

権
は
、
国
会
及
び
国
王
に
存
」（
一
五
条
）
し
、「
国
会
は
、
上
院
及
び
下
院
と
い
う
、
権
限
に
お
い
て
対
等
な
、
二
つ
の
共
同
立
法
機
関

（dos C
uerpos C

olegisladores
）
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
」（
一
六
条
）。
つ
ま
り
、
二
院
制
国
会
で
あ
る
。

四
〇
条
に
「
い
ず
れ
か
の
議
院
が
法
律
案
を
否
決
…
…
し
た
と
き
は
、
同
一
立
法
期
に
お
い
て
、
同
一
内
容
の
法
律
案
を
再
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
」
と
あ
る
よ
う
に
、
法
律
の
制
定
に
お
け
る
両
議
院
の
権
限
は
対
等
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
三
八
条
の
前
段
は
「
租

税
及
び
公
債
に
関
す
る
法
律
案
は
、
先
に
下
院
に
提
出
さ
れ
る
」
と
し
て
、
一
八
三
七
年
憲
法
及
び
一
八
四
五
年
憲
法
と
同
じ
く
税
法
の

下
院
先
議
権
を
定
め
る
と
と
も
に
、
後
段
で
「
上
院
が
こ
れ
に
修
正
を
施
し
た
と
き
は
、
両
院
の
合
意
が
得
ら
れ
る
場
合
を
除
き
、
下
院

が
最
終
的
に
可
決
し
た
成
案
を
国
王
の
裁
可
に
付
す
る
も
の
と
す
る
」
と
し
て
、
一
八
四
五
年
憲
法
で
は
消
滅
し
て
い
た
下
院
の
優
越
を

復
活
さ
せ
て
い
る
。

⑵　

両
院
の
組
織
・
選
挙
制
度

下
院
の
組
織
は
、
一
八
三
七
年
憲
法
の
そ
れ
と
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
す
な
わ
ち
、
各
県
ご
と
に
人
口
五
〇
、〇
〇
〇
人
に
つ
き
少

な
く
と
も
一
名
が
直
接
選
挙
さ
れ
る
下
院
議
員
の
任
期
は
三
年
で
、
再
選
制
限
は
な
い
（
二
四
条
、
二
五
条
）。
被
選
資
格
は
、「
世
俗
身

（
九
九
〇
）



ス
ペ
イ
ン
一
八
五
六
年
「
未
公
布
」
憲
法
の
憲
法
史
的
意
義
（
池
田
）

四
九

分
の
二
五
歳
以
上
の
ス
ペ
イ
ン
人
で
、
選
挙
法
の
定
め
る
そ
の
他
の
要
件
を
備
え
て
い
る
こ
と
」（
二
六
条
）
で
あ
る
。

上
院
の
組
織
は
、
そ
の
員
数
が
下
院
議
員
の
五
分
の
三
で
あ
る
（
一
七
条
）
点
、
再
選
制
限
の
な
い
（
二
二
条
）
点
、
並
び
に
国
王
の
子

息
及
び
直
近
の
王
位
継
承
権
者
が
二
五
歳
で
上
院
議
員
と
な
る
（
二
三
条
）
点
に
お
い
て
は
、
一
八
三
七
年
憲
法
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か

し
そ
の
一
方
で
、
選
任
方
法
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
八
三
七
年
憲
法
の
上
院
議
員
が
、
下
院
選
挙
人
団
の
推
薦
す
る

候
補
者
リ
ス
ト
の
な
か
か
ら
国
王
に
よ
り
任
命
さ
れ
た
の
に
対
し
、
一
八
五
六
年
憲
法
の
上
院
議
員
は
、
各
県
ご
と
に
、
そ
の
人
口
に
比

例
し
て
（
一
九
条
）、
下
院
議
員
の
場
合
と
同
じ
選
挙
人
に
よ
り
直
接
選
挙
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
一
八
条
）。
上
院
議
員
の
直

接
選
挙
は
、
そ
の
後
の
民
主
主
義
的
な
一
八
六
九
年
憲
法
で
す
ら
否
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
一
八
五
六
年
憲
法
の
最
も
重
要

な
特
徴
の
一
つ
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

上
院
議
員
の
被
選
資
格
に
つ
い
て
は
、
四
〇
歳
以
上
の
ス
ペ
イ
ン
人
で
あ
る
こ
と
と
、
納
税
・
財
産
等
一
定
の
経
済
的
要
件
が
憲
法
上

明
記
さ
れ
て
い
る
（
二
〇
条
）。
経
済
的
要
件
は
、
①
過
去
二
年
間
に
直
接
税
三
、〇
〇
〇
レ
ア
ー
ル
を
納
付
し
て
い
る
こ
と
、
②
私
有
財

産
に
由
来
す
る
三
〇
、〇
〇
〇
レ
ア
ー
ル
の
所
得
が
あ
る
こ
と
、
③
適
法
に
証
明
さ
れ
た
理
由
に
よ
る
以
外
に
は
失
わ
れ
る
こ
と
の
な
い

職
に
よ
る
三
〇
、〇
〇
〇
レ
ア
ー
ル
の
給
与
を
得
て
い
る
こ
と
、
④
毎
年
三
〇
、〇
〇
〇
レ
ア
ー
ル
の
年
金
、
恩
給
若
し
く
は
休
職
手
当
を

受
け
又
は
受
け
る
権
利
を
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
の
四
つ
の
う
ち
一
つ
に
該
当
す
る
こ
と
で
あ
る
（
同
一
項
）。
こ
れ
ら
の
要
件
は
、

一
八
四
五
年
憲
法
下
に
比
べ
て
引
き
下
げ
ら
れ
て
は
い
る
（
21
）

が
、
そ
の
一
方
で
、
①
〜
④
の
金
額
を
合
算
し
た
合
計
を
も
っ
て
要
件
を
満
た

す
も
の
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
同
二
項
）
と
い
う
新
た
な
制
約
が
加
わ
っ
て
い
る
た
め
、
一
八
四
五
年
憲
法
下
と
比
べ
て
、
富
裕
層

中
心
の
上
院
と
い
う
特
徴
が
顕
著
に
後
退
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

な
お
、
任
期
満
了
又
は
下
院
解
散
に
よ
る
下
院
議
員
総
選
挙
の
際
に
、
古
参
順
に
よ
り
改
選
さ
れ
る
上
院
議
員
の
割
合
は
、
一
八
三
七

（
九
九
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

五
〇

年
憲
法
が
「
上
院
議
員
の
三
分
の
一
」
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
一
八
五
六
年
憲
法
で
は
「
四
分
の
一
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
上
院
の

固
定
性
が
若
干
強
ま
る
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。

選
挙
権
に
つ
い
て
は
、
一
八
五
六
年
二
月
二
九
日
に
承
認
さ
れ
た
選
挙
の
基
本
方
針
に
関
す
る
法
律
（L

ey de B
ases electorales

）
及

び
こ
れ
を
具
体
化
す
る
選
挙
法
案
に
よ
り
、
納
税
・
財
産
等
一
定
の
経
済
的
要
件
が
定
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
選
挙
に
関
す
る

組
織
法
律
の
基
本
方
針
二
条
に
よ
れ
ば
、
上
院
・
下
院
と
も
に
、
選
挙
権
は
、
二
五
歳
以
上
の
ス
ペ
イ
ン
人
で
一
定
額
以
上
の
直
接
税
を

納
入
し
て
い
る
者
に
与
え
ら
れ
、
法
律
で
定
め
る
こ
の
基
準
税
額
の
上
限
は
一
二
〇
レ
ア
ー
ル
と
さ
れ
た
。
一
八
三
七
年
の
法
律
（
進
歩

主
義
的
な
）
で
は
二
〇
〇
レ
ア
ー
ル
で
あ
っ
た
こ
の
上
限
は
、
一
八
四
六
年
の
法
律
（
穏
健
主
義
的
な
）
で
は
、
時
計
の
針
を
戻
し
た
か
の

よ
う
に
、
定
額
四
〇
〇
レ
ア
ー
ル
ま
で
引
き
上
げ
ら
れ
て
い
た
の
で
、
一
八
五
六
年
の
改
革
は
、「
進
歩
主
義
的
理
念
の
忠
実
な
反
映
」

で
あ
り
、「
選
挙
人
た
る
に
必
要
な
社
会
・
経
済
的
諸
条
件
の
引
き
下
げ
を
通
じ
た
選
挙
人
名
簿
の
拡
張
（
22
）

」
を
意
味
し
、
普
通
選
挙
制
へ

向
け
て
の
大
き
な
前
進
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

⑶　

国
会
議
員
の
地
位

国
会
議
員
の
地
位
に
関
し
て
は
、
ま
ず
四
三
条
に
「
上
院
議
員
及
び
下
院
議
員
は
、
そ
の
職
務
遂
行
と
し
て
表
明
し
た
意
見
及
び
投
票

に
つ
き
、
不
可
侵
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
カ
デ
ィ
ス
憲
法
に
始
ま
り
、
一
八
三
四
年
王
国
憲
章
、
一
八
三
七
年
憲
法
及
び
一
八
四
五

年
憲
法
の
す
べ
て
に
お
い
て
受
け
継
が
れ
て
き
た
こ
の
趣
旨
の
規
定
は
、
こ
ん
に
ち
い
わ
ゆ
る
免
責
特
権
に
該
当
す
る
。
ま
た
、
四
四
条

は
、
一
八
三
四
年
王
国
憲
章
及
び
一
八
四
五
年
憲
法
の
趣
旨
を
受
け
継
ぎ
（
23
）

、
次
の
よ
う
な
文
言
で
不
逮
捕
特
権
を
定
め
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、「
上
院
議
員
及
び
下
院
議
員
は
、
現
行
犯
の
場
合
を
除
き
、
そ
の
会
期
中
、
当
該
議
院
の
許
諾
な
し
に
訴
追
又
は
逮
捕
さ
れ
な
い
。

（
九
九
二
）



ス
ペ
イ
ン
一
八
五
六
年
「
未
公
布
」
憲
法
の
憲
法
史
的
意
義
（
池
田
）

五
一

た
だ
し
、
現
行
犯
の
場
合
又
は
国
会
閉
会
中
に
訴
追
若
し
く
は
逮
捕
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
議
院
の
審
査
及
び
議
決
に
付
す
る
た
め
、

そ
の
旨
を
速
や
か
に
当
該
議
院
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
当
該
議
院
の
議
決
な
し
に
、
判
決
を
言
い
渡
し
て
は
な
ら
な
い
」。

⑷　

国
会
・
各
議
院
の
自
律
性

一
八
五
六
年
憲
法
で
は
、
次
の
よ
う
な
点
で
、
国
会
の
自
律
性
の
強
化
が
図
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
多
く
は
、
国
王
権
力
の
制
限
と
表
裏

を
な
す
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
国
会
を
召
集
、
停
会
及
び
閉
会
し
、
並
び
に
下
院
を
解
散
す
る
権
限
は
国
王
に
属
す
る
が
、「
国

会
は
、
毎
年
遅
く
と
も
一
一
月
一
日
ま
で
に
開
会
す
る
」（
二
八
条
）
と
さ
れ
、
国
王
の
恣
意
を
排
し
て
自
動
的
な
集
会
が
保
障
さ
れ
て
い

る
（
一
八
三
七
年
憲
法
二
七
条
の
先
例
で
は
、
こ
の
期
日
は
一
二
月
一
日
と
さ
れ
て
い
た
）。
②
「
毎
年
、
国
会
は
、
下
院
が
組
織
さ
れ
た
日
か
ら

起
算
し
て
、
少
な
く
と
も
連
続
四
か
月
間
集
会
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
二
九
条
一
項
）（
カ
デ
ィ
ス
憲
法
一
〇
六
条
の
先
例
で
は
、
こ
の
期
間

は
三
か
月
と
さ
れ
て
い
た
）。
し
か
も
、
国
王
に
よ
る
停
会
権
・
解
散
権
の
濫
用
的
行
使
を
防
止
す
る
た
め
の
新
し
い
制
度
と
し
て
、
③
そ

の
四
か
月
が
経
過
す
る
前
に
国
王
が
国
会
を
停
会
又
は
解
散
し
た
と
き
は
、
次
に
開
か
れ
る
国
会
は
、
四
か
月
が
経
過
す
る
ま
で
集
会
す

る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
同
二
項
）。
ま
た
、
④
「
国
会
の
停
会
期
間
は
、
一
回
に
つ
き
又
は
複
数
回
の
合
計
で
三
〇
日
を
超
え
て
は
な
ら

な
い
」（
同
三
項
）。
さ
ら
に
、
⑤
「
王
位
が
欠
け
、
又
は
何
ら
か
の
理
由
で
国
王
が
統
治
不
能
と
な
っ
た
と
き
は
、
国
会
は
直
ち
に
集
会

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
三
〇
条
）（
こ
れ
は
一
八
三
七
年
憲
法
二
八
条
と
一
八
四
五
年
憲
法
二
七
条
に
先
例
が
あ
る
）。

加
え
て
、
い
わ
ゆ
る
議
院
の
自
律
権
事
項
と
し
て
は
、
①
議
院
規
則
制
定
権
（
三
一
条
）、
②
選
挙
の
合
法
性
及
び
所
属
議
員
の
資
格
の

審
査
権
（
同
）、
並
び
に
、
③
役
員
（
議
長
、
副
議
長
及
び
事
務
局
長
）
の
選
任
権
（
三
二
条
）
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

「
国
会
が
、
そ
れ
を
停
会
す
る
た
め
だ
け
に
召
集
さ
れ
、
あ
る
い
は
、
大
仰
な
開
会
式
の
ほ
ん
の
数
日
後
に
は
恥
ず
か
し
く
も
閉
会
を

（
九
九
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

五
二

余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
」
と
い
わ
れ
る
（
24
）

当
時
の
時
代
状
況
を
考
え
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
国
王
・
政
府
の
恣
意
を
決
然
と
制
限
す
る

制
度
的
措
置
と
し
て
、
き
わ
め
て
徹
底
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

⑸　

議
会
活
動
の
諸
原
則

議
会
活
動
の
諸
原
則
に
は
、
先
行
す
る
三
つ
の
憲
法
（
カ
デ
ィ
ス
憲
法
、
一
八
三
七
年
憲
法
及
び
一
八
四
五
年
憲
法
）
に
も
共
通
し
て
み
ら

れ
た
次
の
よ
う
な
特
徴
が
見
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
「
上
院
が
司
法
的
権
能
を
行
使
す
る
場
合
（
25
）

を
除
き
、
い
ず
れ
の
議
院
も
、
他
方

の
議
院
が
同
時
に
集
会
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
集
会
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」（
三
四
条
）（
カ
デ
ィ
ス
憲
法
下
の
国
会
は
一
院
制
な
の
で
、
こ

の
規
定
は
な
い
）。
②
「
両
議
院
は
合
同
で
審
議
す
る
こ
と
も
、
国
王
の
面
前
で
審
議
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
」（
三
五
条
）。
こ
の
う
ち
前

段
は
各
議
院
で
の
審
議
の
独
立
性
の
確
保
（
カ
デ
ィ
ス
憲
法
下
の
国
会
は
一
院
制
な
の
で
、
こ
の
規
定
は
な
い
。）
に
、
後
段
は
国
王
権
力
に
対

す
る
国
会
全
体
の
独
立
性
の
確
保
に
、
そ
れ
ぞ
れ
資
す
る
も
の
で
あ
る
。
③
「
上
院
及
び
下
院
の
会
議
は
、
公
開
と
す
る
。
た
だ
し
、
秘

密
を
要
す
る
場
合
の
み
、
秘
密
会
を
開
く
こ
と
が
で
き
る
」（
三
六
条
）。
会
議
の
公
開
原
則
に
つ
い
て
、「
一
八
五
四
年
か
ら
一
八
五
六

年
に
か
け
て
の
進
歩
派
の
二
年
間
に
お
け
る
制
憲
議
会
は
、
ブ
ラ
ボ
・
ム
リ
ー
ジ
ョ
の
企
て
に
対
抗
し
、
両
院
の
会
議
を
公
開
と
す
る
こ

と
に
疑
い
を
差
し
挟
ま
な
か
っ
た
（
26
）

」
と
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
、
進
歩
派
・
穏
健
派
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
ス
ペ
イ
ン
一
九
世
紀

自
由
主
義
に
通
有
の
価
値
観
を
反
映
し
た
も
の
と
み
ら
れ
よ
う
。

議
会
活
動
の
恒
常
性
・
継
続
性
確
保
を
通
じ
て
国
会
の
存
在
感
を
際
立
た
せ
る
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
カ
デ
ィ
ス
憲
法
で
創

設
さ
れ
た
常
設
議
員
団
（D

iputación perm
anente

）
の
復
活
で
あ
る
。
下
院
議
員
五
名
及
び
上
院
議
員
四
名
で
組
織
さ
れ
る
国
会
の
常
設

議
員
団
は
、
国
会
閉
会
中
に
、
憲
法
の
遵
守
及
び
個
々
人
の
安
全
に
配
慮
す
る
役
割
を
担
い
、
次
の
場
合
に
国
会
を
召
集
す
る
。
す
な
わ

（
九
九
四
）



ス
ペ
イ
ン
一
八
五
六
年
「
未
公
布
」
憲
法
の
憲
法
史
的
意
義
（
池
田
）

五
三

ち
、
①
王
位
が
空
席
と
な
っ
た
と
き
、
②
国
王
が
統
治
不
能
と
な
っ
た
と
き
、
③
予
算
法
そ
の
他
の
特
別
法
に
よ
り
承
認
さ
れ
て
い
な
い

租
税
又
は
借
入
が
必
要
と
な
っ
た
と
き
、
④
一
又
は
複
数
の
県
で
、
第
八
条
に
定
め
る
諸
権
利
の
保
障
が
停
止
さ
れ
、
国
王
が
国
会
を
召

集
し
な
い
と
き
で
あ
る
（
四
七
条
）。

⑹　

国
会
の
権
能

国
会
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
国
王
と
共
同
で
立
法
権
を
行
使
す
る
ほ
か
、
次
の
権
能
を
有
す
る
（
四
一
条
）。
①
国
王
、
直
近
の
王
位

継
承
権
者
及
び
王
国
摂
政
又
は
摂
政
会
議
よ
り
、
憲
法
及
び
法
律
を
遵
守
す
る
旨
の
宣
誓
を
受
け
る
こ
と
。
②
王
位
継
承
に
関
し
て
生
じ

た
事
実
上
又
は
法
律
上
の
疑
義
を
裁
定
す
る
こ
と
。
③
王
国
摂
政
又
は
摂
政
会
議
を
選
任
し
、
及
び
憲
法
の
定
め
る
場
合
に
未
成
年
国
王

の
後
見
人
を
任
命
す
る
こ
と
。
④
大
臣
を
弾
劾
す
る
こ
と
。
大
臣
は
、
下
院
に
よ
り
訴
追
さ
れ
、
上
院
が
こ
れ
を
裁
判
す
る
。

こ
の
ほ
か
に
、
一
八
五
六
年
憲
法
が
国
会
に
付
与
す
る
権
能
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
財
政
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
毎

年
、
下
院
が
組
織
さ
れ
た
日
の
八
日
後
、
第
二
九
条
の
規
定
に
よ
り
国
会
が
召
集
さ
れ
た
後
四
か
月
の
期
間
内
に
、
内
閣
は
、
次
会
計
年

度
の
国
の
歳
入
及
び
歳
出
の
一
般
予
算
並
び
に
前
々
年
度
の
公
的
基
金
の
徴
収
及
び
投
資
の
会
計
を
提
出
し
、
国
会
の
審
査
及
び
承
認
に

付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
七
九
条
）。
そ
し
て
、「
予
算
は
、
前
条
の
四
か
月
の
期
間
内
に
、
必
ず
審
議
及
び
表
決
に
付
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」（
八
〇
条
）。
国
会
が
予
算
の
審
査
・
承
認
権
を
有
す
る
旨
は
、
一
八
三
七
年
憲
法
及
び
一
八
四
五
年
憲
法
に
も
規
定
さ
れ
て

い
た
が
、
一
八
五
六
年
憲
法
は
、
内
閣
の
予
算
案
提
出
の
期
限
を
明
記
し
て
い
る
う
え
、
関
連
す
る
新
し
い
重
要
な
制
度
と
し
て
、
会
計

検
査
院
（T

ribunal de C
uentas

）
の
設
置
を
定
め
て
い
る
。
会
計
検
査
院
の
検
査
官
は
、
下
院
が
任
命
し
（
四
二
条
一
項
）、
調
査
官
そ
の

他
の
吏
員
は
、
会
計
検
査
院
の
推
薦
に
基
づ
い
て
国
王
が
任
命
す
る
（
同
三
項
）。
な
お
、
下
院
議
員
は
事
前
に
そ
の
職
を
辞
さ
な
け
れ
ば

（
九
九
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

五
四

検
査
官
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
同
二
項
）。
議
会
の
受
任
者
と
し
て
の
会
計
検
査
院
は
、
続
く
一
八
六
九
年
憲
法
の
下
で
も
設
置
さ
れ
、

以
後
、
プ
リ
モ
・
デ
・
リ
ベ
ー
ラ
独
裁
期
と
フ
ラ
ン
コ
体
制
期
を
除
き
、
現
行
一
九
七
八
年
憲
法
下
の
こ
ん
に
ち
に
至
る
ま
で
存
続
し
て

い
る
。

2　

執
行
権

⑴　

国
王

国
王
の
地
位
及
び
権
能
に
関
す
る
次
の
規
定
は
、
す
べ
て
一
八
三
七
年
憲
法
の
そ
れ
と
同
内
容
の
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
「
国

王
の
人
格
は
神
聖
か
つ
不
可
侵
で
あ
り
、
責
任
を
問
わ
れ
な
い
。
大
臣
が
責
任
を
負
う
」（
四
八
条
）。
②
「
法
律
を
執
行
さ
せ
る
権
能
は
、

国
王
に
存
す
る
。
国
王
の
権
限
は
、
憲
法
及
び
法
律
に
基
づ
い
て
、
国
内
の
公
の
秩
序
の
維
持
及
び
対
外
的
国
家
安
全
保
障
に
資
す
る
す

べ
て
の
事
項
に
及
ぶ
」（
四
九
条
）。
③
「
国
王
は
、
法
律
を
裁
可
及
び
公
布
す
る
」（
五
〇
条
）。

一
方
、
当
時
の
政
治
環
境
に
つ
い
て
、「
王
室
の
権
威
失
墜
は
明
ら
か
で
あ
り
、
一
八
五
四
年
の
憲
法
制
定
議
会
は
ス
ペ
イ
ン
史
上
初

め
て
君
主
制
に
疑
い
を
寄
せ
た
の
で
あ
っ
て
、
最
終
的
に
君
主
制
は
認
め
ら
れ
た
も
の
の
、
賛
成
一
九
四
に
対
し
て
反
対
一
九
と
い
う
、

一
定
の
地
味
な
反
対
に
遭
っ
た
（
27
）

」
と
の
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
一
八
五
六
年
憲
法
は
、
上
述
し
た
上
院
議
員
任
命
権
、
上
院
の
正
副
議
長

任
命
権
な
ど
、
そ
れ
ま
で
の
諸
憲
法
が
伝
統
的
に
国
王
に
付
与
し
て
き
た
権
限
を
剥
奪
す
る
と
と
も
に
、
国
王
権
力
に
対
す
る
い
っ
そ
う

の
制
約
を
定
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
前
述
し
た
国
会
の
自
律
性
を
強
化
す
る
諸
規
定
の
ほ
か
に
、
五
二
条
に
列
挙
さ
れ
た
国
王
権
限

（
政
令
等
の
制
定
、
迅
速
・
公
正
な
裁
判
へ
の
配
慮
、
宣
戦
・
講
和
、
軍
隊
の
使
用
・
配
備
、
外
交
・
通
商
の
指
揮
、
貨
幣
鋳
造
へ
の
配
慮
、
公
行
政
各
部

へ
の
資
金
支
出
の
布
告
、
公
務
員
の
任
命
、
大
臣
の
任
免
、
恩
赦
の
付
与
）
の
う
ち
、
恩
赦
に
つ
い
て
、「
大
赦
（indultos generales

）
を
与
え

（
九
九
六
）



ス
ペ
イ
ン
一
八
五
六
年
「
未
公
布
」
憲
法
の
憲
法
史
的
意
義
（
池
田
）

五
五

る
こ
と
は
で
き
な
い
」
旨
、
ま
た
、「
い
ず
れ
か
の
議
院
の
請
願
に
よ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
国
会
に
よ
り
弾
劾
さ
れ
た
大
臣
に
恩
赦
を
与

え
て
は
な
ら
な
い
」
旨
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
後
者
の
趣
旨
は
、
そ
の
後
、
一
八
六
九
年
憲
法
に
お
い
て
も
、「
国
王
が
上
院
に
よ
り
有

罪
判
決
を
受
け
た
大
臣
に
恩
赦
を
与
え
る
た
め
に
は
、
事
前
に
国
会
の
一
院
に
よ
る
請
願
を
必
要
と
す
る
」（
九
〇
条
）
と
い
う
表
現
で
引

き
継
が
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

⑵　

大
臣

大
臣
の
地
位
及
び
権
能
に
関
す
る
一
八
五
六
年
憲
法
の
規
定
は
、
一
八
三
七
年
憲
法
の
そ
れ
と
ま
っ
た
く
同
一
で
あ
り
、
な
ん
ら
の
増

減
も
み
ら
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
①
「
国
王
が
命
令
し
、
又
は
国
王
が
そ
の
権
限
を
行
使
し
て
規
定
し
た
す
べ
て
の
事
項
は
、
所
管
の
大

臣
に
よ
っ
て
署
名
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
か
な
る
公
務
員
も
、
こ
の
要
件
を
欠
く
事
項
を
履
行
し
て
は
な
ら
な
い
」（
六
五
条
）。

②
「
大
臣
は
、
上
院
議
員
又
は
下
院
議
員
を
兼
ね
、
両
院
の
審
議
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
表
決
権
は
、
所
属
す
る
議
院

に
お
い
て
の
み
有
す
る
」（
六
六
条
）。

な
お
、
そ
れ
ま
で
の
歴
代
憲
法
と
同
様
に
、
大
臣
の
合
議
体
と
し
て
の
内
閣
（C

onsejo de M
inistros

）
の
組
織
・
権
能
に
関
す
る
規

定
は
存
在
し
な
い
。
内
閣
制
度
の
立
憲
化
は
、
一
九
三
一
年
第
二
共
和
制
憲
法
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

⑶　

枢
密
院

一
八
五
六
年
憲
法
五
四
条
は
、「
法
律
の
定
め
る
場
合
に
国
王
の
諮
問
に
応
じ
る
枢
密
院
（C

onsejo de E
stado

）
を
設
置
す
る
」
と
定

め
る
。
憲
法
が
枢
密
院
の
設
置
に
直
接
言
及
す
る
の
は
、
カ
デ
ィ
ス
憲
法
以
来
の
こ
と
で
あ
る
（
28
）

。
カ
デ
ィ
ス
憲
法
下
の
枢
密
院
の
組
織
及

（
九
九
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

五
六

び
権
限
は
、
同
憲
法
自
体
（
第
七
章
「
枢
密
院
」
二
三
一
〜
二
四
一
条
）
に
詳
細
に
規
定
さ
れ
て
い
た
が
、
一
八
五
六
年
憲
法
の
枢
密
院
関
連

規
定
は
こ
の
五
四
条
の
み
で
あ
り
、
細
目
は
組
織
法
律
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。

枢
密
院
に
関
す
る
組
織
法
律
の
基
本
方
針
四
条
に
よ
れ
ば
、
枢
密
院
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
枢
密
顧
問
（consejero

）
の
人
数
は
、
四
〇

名
を
超
え
て
は
な
ら
ず
、
①
い
ず
れ
か
の
議
院
の
議
長
に
選
任
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
者
、
②
大
臣
で
あ
っ
た
者
、
③
陸
海
軍
の
大
将
及
び

中
将
、
④
現
職
の
大
使
及
び
全
権
公
使
並
び
に
そ
の
い
ず
れ
か
の
経
歴
を
有
す
る
者
、
⑤
大
司
教
及
び
司
教
、
⑥
現
職
の
最
高
裁
判
所
及

び
軍
法
会
議
の
判
事
及
び
検
事
並
び
に
そ
の
い
ず
れ
か
の
経
歴
を
有
す
る
者
の
な
か
か
ら
、
内
閣
の
提
案
に
基
づ
い
て
、
国
王
に
よ
り
任

命
さ
れ
る
。
カ
デ
ィ
ス
憲
法
二
三
二
条
で
は
、
枢
密
顧
問
の
任
命
は
「
国
会
の
提
案
に
基
づ
い
て
」
国
王
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
と
さ
れ

て
い
た
の
で
、
一
八
五
六
年
憲
法
に
お
け
る
枢
密
院
に
は
、
国
王
・
政
府
に
対
す
る
従
属
的
性
格
が
や
や
強
く
表
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
基
本
方
針
に
よ
れ
ば
、
枢
密
院
は
「
国
王
陛
下
の
唯
一
の
諮
問
会
議
」（
一
条
）
で
あ
る
の
に
加
え
て
、
行
政
事
件
の
審
理
を
行

う
権
限
も
付
与
さ
れ
て
い
る
（
三
条
）。
ス
ペ
イ
ン
近
代
憲
法
史
に
お
け
る
枢
密
院
は
、
バ
イ
ヨ
ン
ヌ
憲
法
下
で
は
諮
問
機
関
・
権
限
争

議
裁
定
機
関
と
し
て
、
カ
デ
ィ
ス
憲
法
下
で
は
純
然
た
る
諮
問
機
関
と
し
て
設
置
さ
れ
た
の
で
、
枢
密
院
に
行
政
裁
判
管
轄
権
を
付
与
し

た
の
は
、
一
八
五
六
年
憲
法
が
初
め
て
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
、
枢
密
院
の
行
政
裁
判
管
轄
権
は
、
一
八
六
八
年
の
九
月
革
命
で

廃
止
さ
れ
、
王
政
復
古
後
の
一
八
七
五
年
一
月
二
九
日
の
政
令
で
復
活
し
、
そ
れ
が
一
九
〇
四
年
ま
で
続
く
こ
と
に
な
っ
た
。

3　

司
法
権

一
八
五
六
年
憲
法
第
一
〇
編
「
司
法
権
」
は
、
一
八
三
七
年
憲
法
第
一
〇
編
「
司
法
権
」
所
収
の
六
か
条
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
引
き
写
す

形
で
、
民
事
・
刑
事
司
法
権
の
裁
判
所
へ
の
専
属
（
六
七
条
）、
裁
判
所
の
組
織
・
権
能
の
法
定
（
六
八
条
）、
刑
事
裁
判
の
公
開
（
六
九
条
）、

（
九
九
八
）



ス
ペ
イ
ン
一
八
五
六
年
「
未
公
布
」
憲
法
の
憲
法
史
的
意
義
（
池
田
）

五
七

裁
判
官
の
身
分
保
障
（
七
〇
条
）、
裁
判
官
個
人
の
法
的
責
任
（
七
一
条
）、
国
王
の
名
に
お
い
て
行
わ
れ
る
裁
判
（
七
二
条
）
と
い
っ
た
基

本
原
則
を
定
め
て
い
る
。

司
法
権
は
行
政
権
に
由
来
す
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
た
穏
健
派
の
手
に
な
る
一
八
四
五
年
憲
法
に
お
い
て
、
第
一
〇
編
の
タ
イ
ト
ル
は

「
司
法
行
政
」（D

e la A
dm
inistración de Justicia

）
と
さ
れ
て
い
た
が
、
一
八
五
六
年
憲
法
は
、
そ
れ
を
再
び
一
八
三
七
年
憲
法
と
同
じ

「
司
法
権
」（D

el P
oder Judicial

）
に
戻
し
て
い
る
。
こ
れ
は
形
式
的
な
表
記
の
変
更
に
す
ぎ
ず
、
一
八
四
五
年
憲
法
下
の
裁
判
所
の
地

位
・
権
能
に
実
質
的
な
変
更
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
が
、
司
法
権
を
立
法
権
・
行
政
権
か
ら
独
立
し
た
権
力
で
あ
る
べ
き
と
み
る
進
歩

主
義
的
観
念
の
表
れ
と
し
て
の
象
徴
的
な
意
味
合
い
を
も
つ
も
の
で
は
あ
る
。
こ
の
考
え
方
を
反
映
し
て
、
裁
判
所
に
関
す
る
組
織
法
律

の
基
本
方
針
一
条
は
、「
あ
ら
ゆ
る
職
層
に
お
け
る
司
法
職
は
、
一
切
の
行
政
職
を
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
定
め
、
同
二
条
で
裁

判
官
の
罷
免
事
由
（
①
心
身
の
故
障
に
よ
る
執
務
不
能
、
②
適
格
性
の
欠
如
又
は
裁
判
官
の
威
信
を
貶
め
る
著
し
い
非
行
）
を
厳
格
に
特
定
す
る
こ

と
に
よ
り
、
裁
判
官
の
独
立
性
の
確
保
と
身
分
保
障
の
強
化
を
図
っ
て
い
る
。

も
う
一
点
、
司
法
権
に
関
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、「
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
犯
罪
に
つ
い
て
、
陪
審
に
よ
る
裁
判
を
確
立
す
べ
き
時
期
及

び
方
法
、
並
び
に
、
ス
ペ
イ
ン
人
の
人
身
保
護
に
対
す
る
犯
罪
を
防
止
す
る
た
め
に
効
果
的
な
保
障
の
程
度
は
、
法
律
で
こ
れ
を
定
め

る
」（
七
三
条
）
と
述
べ
て
、
陪
審
制
の
採
用
を
憲
法
上
明
記
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
陪
審
の
最
も
重
要
な
機
能
と

し
て
期
待
さ
れ
て
い
る
の
は
、
出
版
犯
罪
の
審
理
で
あ
る
（
三
条
二
項
）。

4　

地
方
制
度

カ
デ
ィ
ス
憲
法
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
県
（provincia

）
の
区
分
を
前
提
と
し
て
、
一
八
五
六
年
憲
法
は
、
各
県
に
、
国
会
議
員
の
選

（
九
九
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

五
八

挙
人
と
同
一
の
選
挙
人
に
よ
り
直
接
選
挙
さ
れ
る
県
議
会
（D

iputación

）
を
置
い
て
い
る
（
七
四
条
一
項
）。
住
民
に
よ
る
直
接
選
挙
は
、

一
八
三
七
年
憲
法
の
方
式
を
復
活
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
一
八
四
五
年
憲
法
七
四
条
が
県
議
会
に
対
す
る
中
央
政
府
の
関
与
に
言

及
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
一
八
五
六
年
憲
法
七
四
条
二
項
は
、「
県
議
会
は
、
当
該
県
に
固
有
の
利
益
に
係
る
す
べ
て
の
事
項
及
び
法

律
の
定
め
る
市
を
所
管
す
る
」
と
述
べ
、
中
央
政
府
か
ら
の
一
定
の
独
立
性
を
示
唆
し
て
い
る
。

自
治
へ
の
志
向
は
、
市
（pueblo

）
に
関
す
る
規
定
に
お
い
て
、
い
っ
そ
う
強
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
市
の
内
政
に
つ

い
て
は
、
治
安
判
事
（alcaldes

）
及
び
参
事
（regidores

）
か
ら
成
る
市
参
事
会
（A

yuntam
iento （29

））
の
み

0

0

を
設
置
す
る
…
…
」（
傍
点
は
筆

者
）
と
述
べ
て
、
市
参
事
会
に
よ
る
団
体
自
治
の
趣
旨
を
強
調
し
、
治
安
判
事
と
参
事
の
選
任
を
、
や
は
り
住
民
に
よ
る
直
接
選
挙
に
委

ね
て
い
る
の
で
あ
る
（
七
五
条
）。

市
参
事
会
は
、
法
律
に
基
づ
い
て
、
国
会
議
員
の
選
挙
人
名
簿
を
調
製
す
る
が
、
県
議
会
は
、
国
王
に
よ
り
任
命
さ
れ
る
県
知
事

（G
obernador civil

）
の
必
要
的
介
入
を
得
て
、
こ
れ
を
修
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
七
七
条
一
項
）
と
さ
れ
、
そ
の
か
ぎ
り
で
は
、
中
央

政
府
に
よ
る
一
定
程
度
の
関
与
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
選
挙
人
名
簿
の
調
製
又
は
選
挙
に
係
る
行
為
に
お
い
て
、

職
権
濫
用
、
過
誤
又
は
違
法
行
為
が
あ
っ
た
者
に
対
し
て
は
、「
政
府
の
承
認
を
要
せ
ず
に
、
住
民
訴
訟
（acción popular

）
を
提
起
し
、

こ
れ
を
裁
判
に
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
」（
七
七
条
二
項
）
と
さ
れ
、
自
治
権
へ
の
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
。

中
央
・
地
方
の
政
府
間
関
係
に
つ
い
て
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
レ
ベ
ル
で
は
、
一
般
に
、
穏
健
派
は
フ
ラ
ン
ス
型
中
央
集
権
を
、
進
歩

派
は
イ
ギ
リ
ス
型
地
方
分
権
を
志
向
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
カ
デ
ィ
ス
憲
法
以
後
、
一
九
世
紀
ス
ペ
イ
ン
で
施
行
さ
れ
た
六

つ
の
憲
法
に
表
れ
た
地
方
制
度
は
、
全
体
と
し
て
進
歩
主
義
的
と
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
カ
デ
ィ
ス
憲
法
、
一
八
三
七
年
憲
法
及
び

一
八
六
九
年
憲
法
も
含
め
、
す
べ
て
中
央
集
権
的
傾
向
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
地
方
分
権
的
傾
向
を
も
ち
、
あ
る
い
は
地
方
自
治
を
明
確

（
一
〇
〇
〇
）



ス
ペ
イ
ン
一
八
五
六
年
「
未
公
布
」
憲
法
の
憲
法
史
的
意
義
（
池
田
）

五
九

に
定
め
た
も
の
と
評
価
さ
れ
て
い
る
の
は
、
公
布
さ
れ
な
か
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

一
八
五
六
年
憲
法
と
、
連
邦
制
を
構
想
し
た
第
一
共
和
制
憲
法
の
草
案

0

0

（
一
八
七
三
年
）
だ
け
で
あ
る
（
30
）

。
日
の
目
を
み
る
こ
と
の
な
か
っ
た
こ
れ
ら
二
つ
の
憲
法
が
素
地
を
用
意
し
た
地
方
自
治
は
、
長
い
潜
伏
期

間
を
経
た
後
、
一
九
三
一
年
第
二
共
和
制
憲
法
に
お
い
て
、「
市
及
び
地
域
の
自
治
と
両
立
す
る
統
合
国
家
（E

stado integral

）」

（
一
九
三
一
年
憲
法
一
条
三
項
）
と
し
て
、
突
如
、
開
花
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

5　

国
軍
と
民
兵

カ
デ
ィ
ス
憲
法
以
来
、
軍
に
関
す
る
憲
法
規
定
は
、
国
軍
（fuerza m

ilitar nacional

）
と
各
県
の
民
兵
（M

ilicia N
ational

）
の
二
本
立

て
で
設
け
ら
れ
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。
国
軍
に
つ
い
て
、
一
八
五
六
年
憲
法
八
四
条
は
、「
国
会
は
、
毎
年
、
国
王
の
提
案
に
基
づ
い

て
、
陸
海
軍
の
兵
力
を
定
め
る
。
こ
れ
を
定
め
る
法
律
の
承
認
は
、
予
算
承
認
に
先
立
っ
て
こ
れ
を
行
う
」
と
し
て
い
る
。
国
会
が
国
軍

の
規
模
を
決
定
す
る
と
い
う
ル
ー
ル
は
、
カ
デ
ィ
ス
憲
法
、
一
八
三
七
年
憲
法
及
び
一
八
四
五
年
憲
法
に
お
い
て
一
貫
し
て
踏
襲
さ
れ
て

き
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
制
憲
議
会
の
主
た
る
関
心
は
、
む
し
ろ
、
民
兵
の
扱
い
を
ど
う
す
る
か
に
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、「
議
論
の
あ
い

だ
中
、
進
歩
派
と
民
主
派
は
民
兵
を
全
員
一
致
で
熱
烈
に
支
持
し
た
が
、
そ
れ
は
公
の
秩
序
の
保
障
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
敵
対
階
級
に
対

し
て
自
由
を
擁
護
す
る
要
塞
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
穏
健
派
は
一
丸
と
な
っ
て
民
兵
に
反
対
し
、
こ
れ
を
き
わ
め
て
危
険
な
制
度
と

み
て
い
た
（
31
）

」
か
ら
で
あ
る
。

カ
デ
ィ
ス
憲
法
は
、
各
県
に
そ
の
人
口
や
状
況
に
応
じ
て
住
民
か
ら
成
る
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
な
民
兵
を
置
く
旨
（
三
六
二
〜
三
六
四
条
）
を

定
め
、「
国
王
は
、
必
要
な
場
合
に
、
当
該
県
の
内
部
で
民
兵
組
織
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
国
会
の
同
意
な
し
に
、
県
外

（
一
〇
〇
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

六
〇

で
こ
れ
を
用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
」（
三
六
五
条
）
と
し
て
、
民
兵
の
扱
い
を
め
ぐ
る
国
王
の
権
限
に
制
限
を
課
し
て
い
た
。
一
八
三
七

年
憲
法
も
同
趣
旨
の
規
定
を
維
持
し
た
が
、
穏
健
派
の
手
に
な
る
一
八
四
五
年
憲
法
で
は
、
民
兵
に
関
す
る
条
項
自
体
が
削
除
さ
れ
た
。

そ
こ
で
、
進
歩
派
主
導
の
一
八
五
六
年
憲
法
で
は
、
一
八
三
七
年
憲
法
の
民
兵
条
項
を
復
活
さ
せ
る
形
で
、「
各
県
に
民
兵
組
織
を
置
き
、

そ
の
組
織
及
び
職
務
は
法
律
に
基
づ
く
。
国
王
は
、
必
要
な
場
合
に
、
当
該
県
の
内
部
で
民
兵
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
国

会
の
同
意
な
し
に
県
外
で
こ
れ
を
用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
」（
八
五
条
）
と
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
制
憲
議
会
が
反
動
期
を
迎
え
て
い
た
一
八
五
六
年
六
月
一
八
日
に
成
立
し
た
民
兵
に
関
す
る
組
織
法
律
の
基
本
方
針
は
、
進

歩
派
が
望
む
よ
う
な
形
で
の
民
兵
制
度
の
復
活
を
保
障
す
る
も
の
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
同
基
本
方
針
は
、
民
兵
を
民
間
防
衛
組
織
と
し

な
が
ら
、
こ
れ
を
内
務
省
（M

inistro de G
obernación

）
の
管
轄
下
に
置
き
（
一
条
）、
従
来
通
常
裁
判
所
の
管
轄
と
さ
れ
て
い
た
民
兵
隊

員
の
刑
事
裁
判
を
、
戦
時
に
限
定
し
て
で
は
あ
る
が
、
軍
法
会
議
の
管
轄
と
し
た
（
九
条
）。
そ
し
て
、
ス
ペ
イ
ン
憲
政
史
上
初
め
て
、

国
会
へ
の
速
や
か
な
報
告
を
条
件
に
、「
重
大
な
状
況
に
よ
り
、
民
兵
を
解
散
す
る
必
要
が
あ
る
と
判
断
す
る
と
き
」
に
民
兵
を
解
散
す

る
権
限
を
中
央
政
府
に
付
与
し
た
の
で
あ
る
（
八
条
）。
こ
う
し
た
状
況
は
ま
さ
に
、「
民
兵
制
度
の
衰
退
の
始
ま
り
（
32
）

」
と
評
す
べ
き
も
の

で
あ
る
。
実
際
そ
の
後
、
民
兵
は
王
令
に
よ
り
廃
止
さ
れ
、
あ
る
い
は
「
自
由
志
願
兵
団
」（V

oluntarios de la libertad

）、「
共
和
国
志

願
兵
団
」（V

oluntarios de la R
epública

）、「
立
憲
君
主
国
志
願
兵
団
」（V

oluntarios de la M
onarquía C

onstitucional

）
な
ど
と
名
称
を

変
え
て
再
登
場
す
る
が
、
ほ
と
ん
ど
実
態
の
な
い
も
の
に
と
ど
ま
り
、
一
八
六
九
年
憲
法
以
降
の
諸
憲
法
で
も
再
び
規
定
さ
れ
る
こ
と
は

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（
一
〇
〇
二
）



ス
ペ
イ
ン
一
八
五
六
年
「
未
公
布
」
憲
法
の
憲
法
史
的
意
義
（
池
田
）

六
一

四　

自
由
及
び
権
利
並
び
に
義
務

バ
イ
ヨ
ン
ヌ
憲
法
も
カ
デ
ィ
ス
憲
法
も
、
国
民
の
自
由
及
び
権
利
に
関
す
る
条
項
を
正
文
の
随
所
に
散
り
ば
め
て
い
た
が
、
権
利
宣
言

の
編
を
立
て
て
そ
れ
ら
を
ひ
と
ま
と
め
に
し
た
の
は
、
一
八
三
七
年
憲
法
が
最
初
で
あ
る
。
そ
の
方
式
を
踏
襲
し
つ
つ
、
穏
健
主
義
的
ア

レ
ン
ジ
を
加
え
た
の
が
一
八
四
五
年
憲
法
で
あ
り
、
そ
れ
を
再
び
一
八
三
七
年
憲
法
的
進
歩
主
義
に
引
き
戻
し
つ
つ
、
い
く
つ
か
の
新
機

軸
を
加
え
て
い
る
の
が
、
一
八
五
六
年
憲
法
第
一
編
「
国
民
及
び
ス
ペ
イ
ン
人
」（
一
〜
一
四
条
）
で
あ
る
。

1　

出
版
の
自
由

一
八
五
六
年
憲
法
三
条
一
項
は
、「
す
べ
て
の
ス
ペ
イ
ン
人
は
、
事
前
の
検
閲
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
法
律
を
遵
守
し
て
、
そ
の
思
想

を
自
由
に
出
版
及
び
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
出
版
物
は
、
公
表
前
に
こ
れ
を
差
し
止
め
て
は
な
ら
な
い
」
と
定
め
、
同
二
項
は
、

一
八
三
七
年
憲
法
二
条
二
項
に
あ
っ
た
「
陪
審
員
の
み
に

0

0

0

（exclusivam
ente

）」
と
い
う
限
定
を
は
ず
し
つ
つ
も
、「
出
版
犯
罪
を
審
理
す

る
権
限
は
、
陪
審
員
に
属
す
る
」
と
述
べ
て
、
一
八
四
五
年
憲
法
で
削
除
さ
れ
て
い
た
出
版
犯
罪
の
陪
審
裁
判
を
復
活
さ
せ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
出
版
に
関
す
る
組
織
法
律
の
基
本
方
針
一
条
は
、
憲
法
三
条
の
保
障
が
及
ば
な
い
も
の
と
し
て
、
私
生
活
上
の
行
為

に
関
す
る
出
版
物
を
挙
げ
（
一
項
）、
さ
ら
に
、「〔
カ
ト
リ
ッ
ク
の
〕
教
理
に
関
す
る
著
作
物
を
出
版
す
る
た
め
に
は
、
当
地
の
司
教

（O
rdinario

）
の
許
可
を
受
け
る
こ
と
を
不
可
欠
の
要
件
と
す
る
」（
二
項
）
と
定
め
て
い
る
。
つ
ま
り
後
者
は
、
憲
法
三
条
が
事
前
の
検

閲
を
禁
じ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
許
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
処
罰
の
対
象
と
な
る
印
刷
物
と
し
て
、

①
社
会
秩
序
の
転
覆
、
公
の
安
寧
の
攪
乱
、
合
法
的
に
成
立
し
て
い
る
権
力
へ
の
不
服
従
、
又
は
か
か
る
権
力
の
行
使
を
妨
害
す
る
こ
と

（
一
〇
〇
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

六
二

を
煽
動
す
る
も
の
、
②
カ
ト
リ
ッ
ク
教
、
君
主
の
人
格
又
は
尊
厳
、
並
び
に
国
会
の
正
統
性
又
は
品
位
を
貶
め
る
も
の
、
③
外
国
の
君
主

の
人
格
を
侮
辱
し
、
道
徳
、
良
俗
及
び
公
の
品
位
を
侮
辱
及
び
中
傷
し
又
は
こ
れ
ら
を
損
な
う
も
の
を
列
挙
（
四
条
）
し
た
う
え
で
、
こ

れ
ら
に
該
当
す
る
「
出
版
の
自
由
を
濫
用
し
て
な
さ
れ
た
す
べ
て
の
犯
罪
は
、
陪
審
の
管
轄
で
あ
る
」（
七
条
一
項
）
と
定
め
て
い
る
。
ま

た
、
新
聞
に
関
し
て
も
、
体
制
変
革
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
に
対
す
る
侮
辱
、
君
主
の
人
格
に
対
す
る
攻
撃
、
公
の
品
位
を
損
な
う
も
の
は
、

告
発
の
対
象
と
さ
れ
た
（
八
条
）。
こ
の
よ
う
に
、
基
本
方
針
の
規
定
は
、
罪
刑
法
定
主
義
で
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
実
質
は
、「
自
由
で

あ
る
旨
が
宣
言
さ
れ
て
い
る
も
の
そ
れ
自
体
の
行
使
を
憲
法
上
制
限
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
（
33
）

」。
Ｌ
・
サ
ン
チ
ェ
ス
・
ア
ヘ
ス
タ
が

「
他
の
ど
の
憲
法
よ
り
も
純
粋
に
、
進
歩
主
義
政
党
の
理
念
を
反
映
し
て
い
る
（
34
）

」
と
断
言
す
る
ほ
ど
急
進
的
で
あ
る
は
ず
の
こ
の
憲
法
で

す
ら
、
こ
の
程
度
の
保
障
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
は
、
一
九
世
紀
中
葉
と
い
う
時
代
の
限
界
と
い
う
ほ
か
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

2　

宗
教
的
寛
容

バ
イ
ヨ
ン
ヌ
憲
法
及
び
カ
デ
ィ
ス
憲
法
は
、
き
わ
め
て
不
寛
容
な
カ
ト
リ
ッ
ク
国
教
制
を
定
め
て
い
た
。
進
歩
派
の
手
に
な
る

一
八
三
七
年
憲
法
は
、
国
教
の
明
示
を
避
け
た
が
、
穏
健
派
の
手
に
な
る
一
八
四
五
年
憲
法
は
、
再
度
カ
ト
リ
ッ
ク
国
教
制
を
謳
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
、
一
八
五
六
年
憲
法
一
四
条
は
、
一
八
三
七
年
憲
法
一
一
条
と
同
じ
文
言
で
「
国
は
、
ス
ペ
イ
ン
人
が
信
奉
す
る
カ
ト
リ
ッ

ク
教
の
信
仰
及
び
司
祭
を
維
持
及
び
保
護
す
る
義
務
を
負
う
」（
一
項
）
と
定
め
た
う
え
で
、「
た
だ
し
、
い
か
な
る
ス
ペ
イ
ン
人
又
は
外

国
人
も
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
に
反
す
る
行
為
を
公
然
と
す
る
の
で
な
い
か
ぎ
り
、
宗
教
的
な
意
見
又
は
信
条
を
理
由
に
迫
害
を
受
け
る
こ
と

は
な
い
」（
二
項
）
と
の
文
言
を
付
け
加
え
て
い
る
。
前
述
し
た
出
版
に
関
す
る
組
織
法
律
の
基
本
方
針
四
条
に
該
当
す
る
行
為
、
す
な

わ
ち
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
を
侮
辱
す
る
よ
う
な
書
物
を
出
版
す
る
等
の
行
為
に
及
ば
な
け
れ
ば
、
カ
ト
リ
ッ
ク
以
外
の
宗
教
を
信
仰
す
る
こ

（
一
〇
〇
四
）



ス
ペ
イ
ン
一
八
五
六
年
「
未
公
布
」
憲
法
の
憲
法
史
的
意
義
（
池
田
）

六
三

と
は
黙
認
さ
れ
、
処
罰
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
。
つ
ま
り
、
内
心
に
お
け
る
信
仰
の
自
由
は
保
障
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
ま
だ
完
全
な
信
教
の
自
由
に
ま
で
は
至
ら
な
い
も
の
で
は
あ
る
（
35
）

が
、
ス
ペ
イ
ン
憲
法
史
上
初
め
て
、
国
家
が
宗
教
的
寛
容
を

示
し
た
も
の
と
し
て
注
目
に
値
す
る
。
そ
の
衝
撃
の
大
き
さ
は
、
一
八
五
六
年
憲
法
の
内
容
を
知
っ
た
ロ
ー
マ
教
皇
庁
が
、
ス
ペ
イ
ン
と

の
間
で
結
ば
れ
た
政
教
条
約
（
一
八
五
一
年
）
に
違
反
す
る
と
み
な
し
、
ス
ペ
イ
ン
と
の
国
交
を
断
絶
す
る
事
態
に
ま
で
至
っ
た
（
36
）

こ
と
か

ら
も
う
か
が
え
る
。
そ
し
て
、
一
八
五
六
年
憲
法
で
の
こ
の
小
さ
な
前
進
は
、
一
八
六
九
年
憲
法
の
信
教
の
自
由
規
定
（
37
）

に
お
い
て
実
を
結

ぶ
こ
と
に
な
る
。

3　

そ
の
他
の
自
由
及
び
権
利
並
び
に
義
務

一
八
五
六
年
憲
法
一
一
条
が
「
単
な
る
政
治
犯
罪
に
は
、
死
刑
を
科
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
定
め
た
の
は
、
こ
の
憲
法
の
権
利
条
項
に

お
け
る
新
機
軸
で
あ
る
。
政
治
犯
罪
に
限
定
し
て
で
は
あ
る
も
の
の
、「
ス
ペ
イ
ン
憲
法
に
お
け
る
死
刑
廃
止
論
の
最
初
の
勝
利
で
あ
り
、

将
来
の
議
会
で
の
議
論
に
決
定
的
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
先
例
で
あ
る
（
38
）

」
と
評
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
後
も
ス
ペ
イ
ン
の
国
会
で

は
何
度
と
な
く
死
刑
廃
止
の
提
案
が
な
さ
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
、
苛
烈
な
内
戦
や
長
き
に
わ
た
る
フ
ラ
ン

コ
抑
圧
体
制
を
経
験
し
た
こ
と
も
あ
り
、
死
刑
の
全
面
廃
止
は
、
現
行
一
九
七
八
年
憲
法
（
一
五
条
）
の
制
定
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。

公
務
就
任
権
を
定
め
る
一
八
五
六
年
憲
法
六
条
は
、
一
八
三
七
年
憲
法
五
条
及
び
一
八
四
五
年
憲
法
五
条
の
趣
旨
に
、
後
段
「
い
か
な

る
公
職
に
も
、
貴
族
の
資
格
を
要
し
な
い
」
の
文
言
を
付
け
加
え
る
こ
と
に
よ
り
、
進
歩
主
義
的
平
等
原
理
の
徹
底
を
図
っ
て
い
る
。

「
非
常
事
態
下
で
、
国
家
安
全
保
障
上
、
王
国
全
土
又
は
そ
の
一
部
に
お
い
て
、
前
条
の
規
定
〔
不
法
な
逮
捕
・
拘
禁
か
ら
の
自
由
、

（
一
〇
〇
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

六
四

住
居
の
不
可
侵
〕
の
一
時
的
な
停
止
が
必
要
と
な
る
と
き
は
、
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
」
と
す
る
一
八
五
六
年
憲
法
九
条
一
項
は
、

一
八
三
七
年
憲
法
八
条
及
び
一
八
四
五
年
憲
法
八
条
の
趣
旨
に
、
二
項
「
前
項
の
停
止
が
布
告
さ
れ
た
と
き
は
、
停
止
期
間
中
、
当
該
領

域
は
、
事
前
に
制
定
さ
れ
た
治
安
維
持
法
に
よ
り
統
治
さ
れ
る
」、
三
項
「
た
だ
し
、
い
か
な
る
場
合
に
も
、
治
安
維
持
法
そ
の
他
の
法

律
に
よ
り
、
ス
ペ
イ
ン
人
を
王
国
領
土
外
又
は
イ
ベ
リ
ア
半
島
外
に
追
放
す
る
権
限
を
政
府
に
与
え
て
は
な
ら
な
い
」
の
文
言
を
付
け
加

え
る
こ
と
に
よ
り
、
政
府
に
対
す
る
制
約
を
課
し
て
い
る
。

前
述
し
た
出
版
の
自
由
、
出
版
犯
罪
の
陪
審
裁
判
、
こ
こ
に
列
挙
し
た
政
治
犯
罪
に
対
す
る
死
刑
の
廃
止
、
公
務
就
任
資
格
に
お
け
る

平
等
、
非
常
時
に
お
け
る
国
外
追
放
の
禁
止
な
ど
は
、
そ
れ
ぞ
れ
精
神
的
自
由
、
身
体
的
自
由
と
い
っ
た
別
個
の
ジ
ャ
ン
ル
の
自
由
権
と

し
て
で
は
な
く
、
す
べ
て
「
広
範
に
及
ぶ
政
治
的
権
利

0

0

0

0

0

の
保
障
を
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
規
定
し
た
（
39
）

」（
傍
点
は
筆
者
）
も
の
と
理
解
す
る

の
が
、
お
そ
ら
く
は
こ
の
憲
法
の
趣
旨
を
正
し
く
捉
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
ほ
か
の
自
由
及
び
権
利
並
び
に
義
務
の
条
項
は
、
ほ
ぼ
す
べ
て
一
八
三
七
年
憲
法
か
一
八
四
五
年
憲
法
の
焼
き
直
し
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
不
法
な
逮
捕
・
拘
禁
か
ら
の
自
由
（
八
条
）、
住
居
の
不
可
侵
（
同
）、
財
産
没
収
刑
の
禁
止
（
一
二
条
）、
罪
刑
法
定
主
義
・
法

定
手
続
の
保
障
（
一
〇
条
）、
請
願
権
（
四
条
）、
公
用
収
用
の
際
に
相
当
な
補
償
を
受
け
る
権
利
（
一
三
条
）、
そ
し
て
、
国
防
・
納
税
の

義
務
（
七
条
）
で
あ
る
。

む
す
び
に
か
え
て

こ
こ
ま
で
の
考
察
を
通
じ
て
、
一
八
五
六
年
憲
法
に
表
れ
た
原
理
や
制
度
に
は
、
い
く
つ
か
の
注
目
す
べ
き
新
機
軸
が
見
出
さ
れ
る
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

（
一
〇
〇
六
）



ス
ペ
イ
ン
一
八
五
六
年
「
未
公
布
」
憲
法
の
憲
法
史
的
意
義
（
池
田
）

六
五

こ
の
う
ち
、
後
の
一
八
六
九
年
憲
法
に
お
い
て
発
展
的
に
継
承
さ
れ
た
も
の
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
①
公
権
力
の
淵
源
と
し
て
の

国
民
主
権
原
理
が
、
制
憲
議
会
の
明
白
な
意
思
の
下
に
、
明
文
規
定
と
し
て
の
復
権
を
み
た
。
②
カ
デ
ィ
ス
憲
法
以
来
模
索
さ
れ
て
き
た

憲
法
の
実
質
的
「
硬
性
」
化
に
寄
与
し
う
る
よ
う
な
、
合
理
的
か
つ
現
実
的
な
憲
法
改
正
手
続
が
初
め
て
定
め
ら
れ
た
。
③
い
ず
れ
の
議

院
も
直
接
選
挙
さ
れ
る
二
院
制
国
会
を
確
立
し
、
部
分
的
に
で
は
あ
れ
、
下
院
の
優
越
を
定
め
た
。
④
普
通
選
挙
制
へ
向
け
て
の
前
進
が

み
ら
れ
た
。
⑤
国
会
に
よ
る
財
政
の
監
督
に
寄
与
し
う
る
会
計
検
査
院
が
初
め
て
設
置
さ
れ
た
。
⑥
国
王
の
恩
赦
権
行
使
に
国
会
に
よ
る

制
限
が
課
せ
ら
れ
た
。
⑦
国
王
の
諮
問
機
関
で
あ
る
枢
密
院
に
、
初
め
て
行
政
裁
判
管
轄
権
が
付
与
さ
れ
た
。
⑧
信
教
の
自
由
の
前
段
階

と
し
て
、
初
め
て
宗
教
的
寛
容
の
態
度
が
示
さ
れ
た
。

一
八
六
九
年
憲
法
に
は
継
承
さ
れ
な
く
て
も
、
そ
の
先
の
将
来
に
つ
な
が
る
も
の
も
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
①
議
会
活
動
の
恒
常
性
・

継
続
性
確
保
に
寄
与
し
う
る
常
設
議
員
団
の
制
度
は
、
現
行
一
九
七
八
年
憲
法
に
お
い
て
も
採
用
さ
れ
て
い
る
。
②
一
八
五
六
年
憲
法
と

第
一
共
和
制
憲
法
草
案
（
一
八
七
三
年
）
が
素
地
を
用
意
し
た
地
方
自
治
は
、
長
い
潜
伏
期
間
を
経
た
後
、
一
九
三
一
年
第
二
共
和
制
憲

法
に
お
い
て
具
体
化
さ
れ
、
フ
ラ
ン
コ
時
代
に
再
び
潜
伏
し
た
後
、
現
行
一
九
七
八
年
憲
法
の
下
で
、「
自
治
国
家
」（E

stado de las 

A
utonom

ías

）
と
呼
ば
れ
る
、
連
邦
制
に
か
ぎ
り
な
く
近
い
国
家
形
態
を
現
出
せ
し
め
る
に
至
っ
た
。

そ
の
一
方
で
、
進
歩
派
が
、
細
目
ま
で
を
憲
法
事
項
と
す
る
カ
デ
ィ
ス
憲
法
方
式
へ
の
執
着
を
捨
て
き
る
こ
と
が
で
き
ず
、
憲
法
正
文

と
附
帯
条
令
の
二
本
立
て
で
そ
れ
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
た
め
に
、
未
公
布
と
い
う
、
か
え
っ
て
残
念
な
結
果
を
招
い
た
こ
と
は
、
ス
ペ

イ
ン
の
立
憲
政
治
に
大
き
な
教
訓
を
残
し
た
。
二
〇
世
紀
的
社
会
国
家
の
憲
法
で
あ
る
一
九
三
一
年
憲
法
の
分
量
が
一
二
五
か
条
に
と
ど

ま
り
、
一
六
九
か
条
を
数
え
る
現
行
一
九
七
八
年
憲
法
も
わ
ず
か
な
改
正
を
経
て
今
な
お
現
実
政
治
を
有
効
に
規
制
し
得
て
い
る
事
実
を

み
れ
ば
、
こ
の
歴
史
的
教
訓
は
生
か
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
か
。

（
一
〇
〇
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

六
六

（
1
） 

拙
稿
「
ス
ペ
イ
ン
立
憲
主
義
の
曙 

│
一
八
〇
八
年
バ
イ
ヨ
ン
ヌ
憲
法

│
」
早
稲
田
大
学
社
会
科
学
研
究
所
『
社
会
科
学
討
究
』
一
二
九

号
（
一
九
九
九
年
一
月
）
参
照
。

（
2
） 
拙
稿
「
ス
ペ
イ
ン
立
憲
主
義
の
成
立 

│
一
八
三
四
年
王
国
組
織
法

│
」
皇
學
館
大
學
人
文
學
會
『
皇
學
館
論
叢
』
二
四
巻
二
号

（
一
九
九
一
年
四
月
）
参
照
。

（
3
） 

拙
稿
「
フ
ラ
ン
コ
時
代
の
基
本
法
体
制
に
お
け
る
国
家
元
首
の
地
位
お
よ
び
権
能
」
日
本
大
学
法
学
部
『
日
本
法
学
』
七
三
巻
三
号

（
二
〇
〇
八
年
二
月
）
参
照
。

（
4
） Joaquín T

om
ás V

illarroya, B
reve h

istoria
 d

el con
stitu

cion
a

lism
o esp

a
ñ

ol (12. a ed
ición

) 

（C
entro de E

studios 

C
onstitucionales, M

adrid, 1997

）, p.76.

（
5
） 

一
八
五
六
年
「
未
公
布
」
憲
法
の
テ
キ
ス
ト
は
、Julio M

ontero 

（ed.

）, C
on

stitu
cion

es y cód
igos políticos españ

oles, 1808-1978 

（E
ditorial A

riel, S
.A
., B
arcelona, 1998

）, pp.103-113; E
nrique T

ierno G
alván, L

eyes políticas españ
olas fu

n
d

am
en

tales (1808-

1978) (2. a ed
ición

) 

（E
ditorial T

ecnos, S
.A
., M
adrid, 1979

）, pp.100-109

を
、
同
憲
法
の
附
帯
条
令
た
る
七
つ
の
基
本
方
針
の
テ
キ
ス
ト
は
、

Isabel C
asanova A

guilar, A
proxim

ación
 a la con

stitu
ción

 n
on

 n
ata d

e 1856 

（U
niversidad de M

urcia, 1985

）
所
収
のA

pendice, 

pp.155-198

を
参
照
し
た
。
ま
た
、
本
稿
で
引
用
す
る
他
の
ス
ペ
イ
ン
歴
代
憲
法
の
条
文
は
、
次
に
列
挙
す
る
拙
稿
に
お
い
て
筆
者
が
邦
訳
を
公
表

し
て
い
る
が
、
本
稿
中
で
の
整
合
性
を
確
保
す
る
た
め
、
訳
語
・
訳
文
は
適
宜
変
更
し
て
い
る
。「﹇
資
料
﹈（
邦
訳
）
ス
ペ
イ
ン
1
8
1
2
年
憲
法

（
カ
デ
ィ
ス
憲
法
）」『
山
梨
大
学
教
育
人
間
科
学
部
紀
要
』
一
巻
一
号
（
一
九
九
九
年
）」、「﹇
資
料
﹈（
邦
訳
）
ス
ペ
イ
ン
1
8
0
8
年
憲
法
・

1
8
3
4
年
王
国
憲
章
」『
山
梨
大
学
教
育
人
間
科
学
部
紀
要
』
一
巻
二
号
（
二
〇
〇
〇
年
）、「﹇
資
料
﹈（
邦
訳
）
ス
ペ
イ
ン
1
8
3
7
年
憲
法
・

1
8
4
5
年
憲
法
」『
山
梨
大
学
教
育
人
間
科
学
部
紀
要
』
二
巻
一
号
（
二
〇
〇
〇
年
）、「﹇
資
料
﹈（
邦
訳
）
ス
ペ
イ
ン
1
8
6
9
年
憲
法
」『
山
梨

大
学
教
育
人
間
科
学
部
紀
要
』
四
巻
二
号
（
二
〇
〇
二
年
）、「﹇
資
料
﹈（
邦
訳
）
ス
ペ
イ
ン
1
8
7
6
年
憲
法
」『
山
梨
大
学
教
育
人
間
科
学
部
紀

要
』
五
巻
一
号
（
二
〇
〇
三
年
）、「﹇
資
料
﹈（
邦
訳
）
ス
ペ
イ
ン
1
9
3
1
年
憲
法
」『
山
梨
大
学
教
育
人
間
科
学
部
紀
要
』
六
巻
二
号

（
二
〇
〇
四
年
）、「﹇
資
料
﹈（
邦
訳
）
フ
ラ
ン
コ
時
代
の
基
本
法
（
1
）」『
山
梨
大
学
教
育
人
間
科
学
部
紀
要
』
七
巻
一
号
（
二
〇
〇
五
年
）、『（
参

憲
資
料
第
6
号
）
ス
ペ
イ
ン
憲
法
概
要
』（
参
議
院
憲
法
調
査
会
事
務
局
、
二
〇
〇
一
年
）。

（
一
〇
〇
八
）



ス
ペ
イ
ン
一
八
五
六
年
「
未
公
布
」
憲
法
の
憲
法
史
的
意
義
（
池
田
）

六
七

（
6
） 

一
八
三
七
年
憲
法
の
前
文
に
は
、「
国
民
が

0

0

0

、
そ
の
主
権
を
行
使
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
一
八
一
二
年
三
月
一
九
日
に
カ
デ
ィ
ス
に
お
い
て
公
布
さ
れ
た
政
治

憲
法
を
見
直
す
こ
と
は
、
国
民
の
意
思
で
あ
る
の
で
、
国
会

0

0

（C
ortes generales

）
は
、
こ
の
目
的
の
た
め
に
集
会
し
、
以
下
の
ス
ペ
イ
ン
王
国

憲
法
を
規
定
し
裁
可
す
る

0

0

0

0

0

0

0

」（
傍
点
は
筆
者
）
と
記
さ
れ
て
お
り
、
同
憲
法
は
、
形
式
上
、
国
民
主
権
の
カ
デ
ィ
ス
憲
法
を
改
正
し
た
も
の
と
さ
れ

て
い
る
た
め
、
一
般
に
、
国
民
主
権
の
憲
法
と
み
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
一
八
三
七
年
の
国
会
は
、
あ
く
ま
で
抽
象
的
観
念
と
し
て
の
国
民
主
権

を
放
棄
し
な
か
っ
た
と
い
う
だ
け
で
あ
り
、
Ｌ
・
サ
ン
チ
ェ
ス
・
ア
ヘ
ス
タ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
国
民
主
権
は
、
歴
史
的
デ
ー
タ
で
は
あ
り
得

て
も
、
統
治
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
も
な
け
れ
ば
、
法
的
な
帰
結
が
導
き
出
さ
れ
る
よ
う
な
規
定
で
も
な
か
っ
た
」
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。L

uis 

S
ánchez A

gesta, H
istoria d

el con
stitu

cion
alism

o españ
ol (1808-1936) (4. a ed

ición
 revisad

a y am
pliad

a) 

（C
entro de E

studios 

C
onstitucionales, M

adrid, 1984

）, p.215.

さ
ら
に
、
前
文
の
直
前
に
置
か
れ
た
国
王
（
女
王
）
イ
サ
ベ
ル
二
世
（
こ
の
時
点
で
は
未
成
年
の
た
め
、
摂
政
マ
リ
ア
・
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ナ
と
の

連
名
）
に
よ
る
公
布
勅
語
は
、「
…
…
こ
れ
を
見
て
理
解
す
る
す
べ
て
の
者
に
、
国
会
が
以
下
の
よ
う
に
規
定
及
び
裁
可
し
、
朕
も
同
じ
く
承
認
し

0

0

0

0

0

0

0

0

た0

こ
と
を
知
ら
し
む
」（
傍
点
は
筆
者
）
と
述
べ
、
国
王
の
意
思
の
介
在
を
示
唆
し
て
い
る
。
ま
た
、
カ
デ
ィ
ス
憲
法
の
復
活
・
改
正
と
い
う
形
式

を
と
り
な
が
ら
、
同
憲
法
所
定
の
改
正
手
続
を
踏
ん
で
お
ら
ず
、
そ
の
内
容
も
、
フ
ラ
ン
ス
一
八
三
〇
年
憲シ

ャ
ル
ト章

や
ベ
ル
ギ
ー
一
八
三
一
年
憲
法
の
影

響
を
強
く
受
け
、「
事
実
上
、
新
憲
法
の
制
定
と
い
え
る
も
の
で
あ
っ
た
」（
拙
稿
「
ス
ペ
イ
ン
憲
法
史
の
座
標
」
憲
法
政
治
学
研
究
会
編
『
近
代
憲

法
へ
の
問
い
か
け
』
成
蹊
堂
、
一
九
九
九
年
、
一
四
二
〜
一
四
三
頁
）
と
評
す
る
ほ
か
な
い
も
の
で
あ
り
、
な
に
よ
り
主
権
の
所
在
を
明
示
す
る
条

項
が
存
在
し
な
い
こ
と
か
ら
み
て
、
少
な
く
と
も
一
八
三
七
年
憲
法
が
国
民
主
権
原
理
を
積
極
的
に
承
認
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
は
い
い
が
た
い
で

あ
ろ
う
。

（
7
） 

拙
稿
「
憲
法
九
六
条
改
正
の
正
当
性
」
憲
法
学
会
『
憲
法
研
究
』
四
六
号
（
二
〇
一
四
年
六
月
一
七
日
）
九
九
〜
一
〇
〇
頁
参
照
。

（
8
） 

Ａ
・
パ
ー
チ
ェ
著
／
井
口
文
男
訳
『
憲
法
の
硬
性
と
軟
性
』（
有
信
堂
、
二
〇
〇
三
年
）
一
〇
頁
に
、J. M

. S
em
pere

の
見
解
と
し
て
引
用
。

な
お
、
同
書
の
な
か
で
は
、
改
正
手
続
条
項
を
含
ま
な
い
憲
法
は
「
石
化
し
た
」
憲
法
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

（
9
） A

ntonio C
olom

er V
iadel, L

os liberales y el orígen
 d

e la m
on

arqu
ía parlam

en
taria en

 E
spañ

a 

（B
iblioteca U

niversitaria, 

M
adrid, 1988

）, p.161.

（
一
〇
〇
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

六
八

（
10
） 

ス
ペ
イ
ン
の
他
の
歴
代
諸
憲
法
に
も
た
び
た
び
み
ら
れ
るlas C

ortes con el R
ey

と
い
う
表
現
は
、
正
確
に
訳
す
れ
ば
「
国
王
と
と
も
に
あ

る
国
会
」
で
あ
り
、K

ing in parliam
ent

と
い
わ
れ
る
イ
ギ
リ
ス
流
議
会
主
権
思
想
の
影
響
を
受
け
た
「
主
権
共
有
」（soberanía com

partida

）

の
観
念
を
意
味
し
て
い
る
。

（
11
） 
カ
デ
ィ
ス
憲
法
の
改
正
手
続
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
①
「
憲
法
が
完
全
に
施
行
さ
れ
た
後
、
八
年
が
経
過
す
る
ま
で
は
、
憲
法
の
い
ず
れ
の

条
文
に
つ
い
て
も
修
正
、
追
加
又
は
改
正
を
提
案
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」（
三
七
五
条
）。
②
「
憲
法
の
い
ず
れ
か
の
条
項
の
改
正
の
提
案
は
、
文

書
に
よ
り
行
わ
れ
、
か
つ
、
少
な
く
と
も
二
〇
名
の
国
会
議
員
の
支
持
及
び
署
名
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
三
七
七
条
）。
③
「
改
正
案
は
、

読
会
か
ら
読
会
の
間
に
六
日
の
間
隔
を
お
い
て
、
三
回
査
読
さ
れ
る
。
三
回
目
の
査
読
の
後
、
こ
れ
を
会
議
に
付
す
る
理
由
が
あ
る
か
否
か
が
審
議

さ
れ
る
」（
三
七
八
条
）。
④
「
会
議
に
付
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
後
、
法
律
の
制
定
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
も
の
と
同
様
の
形
式
及
び
手
続
の
下

で
、
審
議
が
行
わ
れ
る
。
こ
の
後
、
次
の
国
会
の
常
会
に
お
い
て
新
た
に
取
り
扱
う
理
由
が
あ
る
旨
可
決
さ
れ
る
た
め
に
は
、
投
票
の
三
分
の
二
の

賛
成
を
必
要
と
す
る
」（
三
七
九
条
）。
⑤
「
次
の
立
法
期
の
常
会
は
、
細
部
に
わ
た
る
ま
で
同
様
の
手
続
を
経
て
、
そ
の
二
年
の
会
期
の
い
つ
に
て

も
、
投
票
の
三
分
の
二
の
賛
成
を
得
て
、
改
正
を
行
う
た
め
の
特
別
の
権
限
を
授
与
す
る
理
由
の
あ
る
旨
宣
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
」（
三
八
〇
条
）。

⑥
「
こ
の
宣
言
が
な
さ
れ
た
後
、
宣
言
は
す
べ
て
の
県
に
公
示
さ
れ
、
通
知
さ
れ
る
。
国
会
は
、
宣
言
の
な
さ
れ
た
時
期
に
応
じ
て
、
そ
の
直
後
の

立
法
期
の
国
会
が
特
別
の
権
限
を
保
持
す
べ
き
で
あ
る
の
か
、
そ
の
ま
た
次
の
立
法
期
の
国
会
が
特
別
の
権
限
を
保
持
す
べ
き
で
あ
る
の
か
を
決
定

す
る
」（
三
八
一
条
）。
⑦
「
こ
の
特
別
の
権
限
は
、
県
選
挙
会
に
よ
り
授
与
さ
れ
る
。
以
下
の
条
項
が
、
通
常
の
権
限
に
付
け
加
え
ら
れ
る
。
す
な

わ
ち
、『
同
様
に
、
国
会
の
布
告
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
以
下
の
よ
う
な
憲
法
改
正
（
こ
こ
に
は
布
告
の
文
言
）
を
行
う
た
め
の
特
別
の
権
限
を
授
与

す
る
。
す
べ
て
は
憲
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
う
。
そ
し
て
、
有
効
に
制
定
さ
れ
た
事
項
を
承
認
し
、
合
憲
で
あ
る
と
み
な
す
義
務
を
負
う
』」

（
三
八
二
条
）。
⑧
「
提
案
さ
れ
た
改
正
は
、
新
た
に
審
議
さ
れ
、
国
会
議
員
の
三
分
の
二
に
よ
り
可
決
さ
れ
た
と
き
、
憲
法
的
法
律
と
な
り
、
憲
法

的
法
律
と
し
て
、
国
会
に
お
い
て
公
示
さ
れ
る
」（
三
八
三
条
）。
⑨
「
議
員
団
は
、
改
正
の
布
告
を
国
王
に
提
出
し
、
国
王
は
、
王
国
の
す
べ
て
の

権
力
機
関
及
び
市
に
こ
れ
を
公
示
し
、
配
布
す
る
」（
三
八
四
条
）。

（
12
） 

通
常
の
法
律
案
の
場
合
と
の
差
異
は
、
議
決
要
件
で
は
な
く
、
定
足
数
要
件
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
法
律
案
の
場
合
も
憲
法
改

正
案
の
場
合
も
、
議
決
要
件
は
投
票
の
過
半
数
だ
が
、
法
律
案
を
議
決
す
る
場
合
の
定
足
数
は
総
議
員
の
過
半
数
で
足
り
る
（
三
九
条
）。

（
一
〇
一
〇
）



ス
ペ
イ
ン
一
八
五
六
年
「
未
公
布
」
憲
法
の
憲
法
史
的
意
義
（
池
田
）

六
九

（
13
） 

一
八
六
九
年
憲
法
の
改
正
手
続
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
①
「
国
会
は
、
み
ず
か
ら
、
又
は
国
王
の
提
案
に
基
づ
い
て
、
憲
法
を
改
正
す
る
こ

と
を
決
定
し
、
改
正
す
べ
き
条
項
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
」（
一
一
〇
条
）。
②
「
憲
法
の
改
正
が
宣
言
さ
れ
た
後
、
国
王
は
上
院
及
び
下
院
を

解
散
し
、
新
た
な
国
会
を
召
集
す
る
。
こ
の
国
会
は
、
三
か
月
以
内
に
集
会
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
召
集
通
知
に
は
、
前
条
に
定
め
る
国
会
の
決

議
を
記
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
一
一
一
条
）。
③
「
こ
の
国
会
は
、
憲
法
改
正
に
関
す
る
審
議
の
み
を
行
う
憲
法
制
定
議
会
の
性
格
（el 

carácter de C
onstituyentes

）
を
有
し
、
そ
の
後
引
き
続
き
、
通
常
の
国
会
（C

ortes ordinarias

）
の
性
格
を
有
す
る
も
の
と
な
る
。
／
国
会

が
憲
法
制
定
議
会
で
あ
る
間
は
、
い
ず
れ
の
議
院
も
、
こ
れ
を
解
散
し
て
は
な
ら
な
い
」（
一
一
二
条
）。

（
14
） base

は
、
法
律
（ley

）
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
憲
法
規
定
を
法
律
上
具
体
化
す
る
際
の
指
針
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
記
述
形
式
も
、
法

律
の
よ
う
に
「
第
○
○
条
」（A

rtículo ...

）
で
は
な
く
、「（
原
則
の
）
第
○
○
」
と
い
う
序
数
で
表
記
さ
れ
た
各
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
複
数
の
文
が
詰

め
込
ま
れ
て
い
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
現
在
の
ス
ペ
イ
ン
で
行
わ
れ
て
い
る
法
律
の
区
分
の
う
ち
、
内
閣
へ
の
立
法
の
委
任
の
目
的
及
び
範

囲
並
び
に
委
任
立
法
権
を
行
使
す
る
際
に
遵
守
す
べ
き
原
則
及
び
基
準
を
定
め
る
法
律
で
あ
るley de bases

に
「
基
本
方
針
法
」
の
訳
語
を
充
て

る
も
の
が
あ
る
（
山
田
信
彦
編
著
『
ス
ペ
イ
ン
語
法
律
用
語
辞
典
』
信
山
社
、
二
〇
〇
六
年
、
三
〇
頁
）
こ
と
か
ら
、
法
律
と
の
区
別
を
明
確
に
す

る
た
め
、
本
稿
で
はbase

に
「
基
本
方
針
」
の
訳
語
を
用
い
る
一
方
、
序
数
で
表
記
さ
れ
て
い
る
各
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
番
号
は
、
便
宜
上
、「
○
○

条
」
と
表
記
し
て
い
る
。

（
15
） cláusula adicional

で
あ
れ
ば
訳
語
は
「
附
帯
条
項
」
で
よ
い
が
、acta

は
各
種
法
令
を
指
す
一
般
的
な
用
語
で
あ
る
こ
と
と
、
日
本
の
地

方
公
共
団
体
が
制
定
す
る
条
例
と
の
混
同
を
避
け
る
た
め
、
本
稿
で
はacta adicional

に
「
附
帯
条
令

0

0

」
の
訳
語
を
充
て
て
い
る
。

（
16
） 

組
織
法
律
（ley orgánica

）
の
語
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
るloi organique

に
相
当
す
る
も
の
で
、
憲
法
に
次
ぐ
最
高
ラ
ン
ク
に
位
置
す
る

憲
法
附
属
法
の
性
格
を
も
つ
法
律
を
意
味
し
て
い
る
。
筆
者
は
こ
れ
ま
で
「
組
織
法
」
の
訳
語
を
用
い
て
き
た
が
、ley orgánica

は
必
ず
し
も

「
組
織
」
に
関
す
る
規
範
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
と
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
法
律
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
憲
法
と
同
等
の
地
位
を
も
つ

base

と
い
う
規
範
と
の
区
別
に
も
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
はley orgánica

に
「
○
○
組
織
法
」
で
は
な
く
、「
○
○
に

関
す
る
組
織
法
律
」
と
い
う
表
記
を
用
い
る
こ
と
と
し
た
。

（
17
） Isabel C

asanova A
guilar, A

proxim
ación

 a la con
stitu

ción
 n

on
 n

ata d
e 1856 

（U
niversidad de M

urcia, 1985

）, p.24.

（
一
〇
一
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

七
〇

（
18
） B

artrom
é C
lavero, M

an
u

al d
e h

istoria con
stitu

cion
al d

e E
spañ

a 

（A
lianza E

ditorial, M
adrid, 1989

）, p.85.
（
19
） T

om
ás V
illarroya, op. cit., p.76.

（
20
） C

asanova A
guilar, op. cit., p.24.

（
21
） 
一
八
四
五
年
憲
法
一
五
条
は
、
年
齢
こ
そ
三
〇
歳
以
上
だ
が
、
い
ず
れ
か
の
議
院
の
議
長
、
三
期
務
め
た
上
院
議
員
又
は
下
院
議
員
、
大
臣
、

枢
密
顧
問
、
大
司
教
、
司
教
、
ス
ペ
イ
ン
大
公
、
陸
海
軍
大
将
、
陸
海
軍
中
将
、
大
使
、
全
権
公
使
、
最
高
裁
判
所
の
長
官
・
裁
判
官
・
検
事
で
、

三
〇
、〇
〇
〇
レ
ア
ー
ル
の
所
得
の
あ
る
者
と
、
六
〇
、〇
〇
〇
レ
ア
ー
ル
の
所
得
の
あ
る
カ
ス
テ
ィ
ー
ジ
ャ
公
爵
、
八
、〇
〇
〇
レ
ア
ー
ル
の
直
接

税
を
納
め
、
か
つ
、
上
院
議
員
、
下
院
議
員
、
県
議
会
議
員
、
大
都
市
の
治
安
判
事
、
商
業
評
議
会
長
、
商
事
裁
判
所
長
の
経
歴
を
も
つ
者
に
し
か
、

上
院
議
員
の
被
選
資
格
を
認
め
て
い
な
か
っ
た
。

（
22
） C

asanova A
guilar, op. cit., pp.73-74.

（
23
） 

カ
デ
ィ
ス
憲
法
一
二
八
条
は
、
不
逮
捕
特
権
で
は
な
く
、「
…
…
国
会
議
員
が
訴
追
さ
れ
た
刑
事
事
件
に
つ
い
て
は
、
国
会
議
員
は
、
国
会
の

議
院
規
則
に
定
め
る
方
法
及
び
形
式
に
従
っ
て
、
国
会
内
の
裁
判
所
に
よ
っ
て
の
み
、
こ
れ
を
裁
判
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
…
…
」
と
定
め
て
、
国

会
議
員
に
対
す
る
刑
事
裁
判
の
権
限
自
体
を
通
常
の
司
法
裁
判
所
か
ら
剥
奪
す
る
こ
と
に
よ
り
、
あ
る
意
味
で
は
議
院
の
自
律
権
に
近
い
枠
組
の
な

か
で
自
由
な
議
員
活
動
を
保
障
し
よ
う
と
し
て
い
た
。

（
24
） C

asanova A
guilar, op. cit., p.66.

（
25
） 

こ
の
規
定
の
ベ
ー
ス
と
な
っ
た
一
八
三
七
年
憲
法
三
三
条
に
、「
た
だ
し
、
上
院
が
大
臣
を
裁
判
す
る
場
合

0

0

0

0

0

0

0

0

0

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」（
傍
点
は

筆
者
）
と
あ
っ
た
よ
う
に
、「
司
法
的
権
能
」
と
は
、
第
一
に
、
一
八
五
六
年
憲
法
四
一
条
四
号
に
い
う
大
臣
の
弾
劾
裁
判
を
意
味
す
る
。
こ
れ
を

受
け
、
両
院
間
の
関
係
に
関
す
る
組
織
法
律
の
基
本
方
針
は
、
冒
頭
で
「
両
院
関
係
は
、
一
八
三
七
年
七
月
一
九
日
の
法
律
に
よ
り
、
こ
れ
を
規
定

す
る
」
旨
を
確
認
し
、
そ
の
一
二
条
で
「
下
院
が
大
臣
を
裁
判
す
る
旨
宣
言
し
た
と
き
は
、
下
院
は
、
上
院
に
対
し
て
訴
追
を
行
う
下
院
議
員
を
選

任
す
る
」
と
定
め
て
い
る
。
ま
た
第
二
に
、
裁
判
所
に
関
す
る
組
織
法
律
の
基
本
方
針
一
七
条
が
「
職
務
遂
行
上
、
違
法
行
為
を
し
た
最
高
裁
判
所

の
裁
判
官
及
び
検
察
官
は
、
司
法
裁
判
所
と
し
て
の
上
院
に
よ
り
裁
判
さ
れ
る
」
と
定
め
て
い
る
よ
う
に
、
裁
判
官
の
弾
劾
裁
判
も
上
院
の
司
法
的

権
能
で
あ
る
。

（
一
〇
一
二
）



ス
ペ
イ
ン
一
八
五
六
年
「
未
公
布
」
憲
法
の
憲
法
史
的
意
義
（
池
田
）

七
一

（
26
） F

rancisco F
ernández S

egado, L
as con

stitu
cion

es h
istóricas españ

olas (U
n

 an
álisis h

istórico-ju
ríd

ico) 

（4. a edición 

revisada, am
pliada y corregida

） （E
ditoial C

ivitas, S
.A
., M
adrid, 1986

）, p.253.
な
お
、
こ
こ
に
い
う
ブ
ラ
ボ
・
ム
リ
ー
ジ
ョ
は
、
一
八
五
一
年
一
月
に
首
相
と
な
っ
た
、
き
わ
め
て
保
守
的
な
穏
健
派
指
導
者
で
あ
り
、

一
八
四
五
年
憲
法
を
さ
ら
に
保
守
的
に
改
正
す
る
案
を
提
示
し
た
者
で
あ
る
。
そ
の
際
の
趣
旨
説
明
で
は
、「〔
国
会
で
の
〕
審
議
の
非
公
開
を
定
め

る
。
こ
れ
に
よ
り
、
公
開
性
に
つ
き
も
の
の
、
虚
栄
心
か
ら
く
る
動
機
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
法
律
制
定
の
時
間
の
節
約
に
な
り
、
法
律
は
完
全
な
も

の
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
…
…
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
。Iñigo C

avero L
ataillade, T

om
ás Z

am
ora R

odríguez, C
on

stiticion
alism

o 

H
istórico d

e E
spañ

a 
（E

ditorial U
niversitas, S

.A
., M
adrid, 1995

）, p.153.

（
27
） C

asanova A
guilar, op. cit., pp.57-58.

（
28
） 

た
だ
し
、
一
八
三
四
年
王
国
憲
章
（
三
条
四
号
）
や
一
八
四
五
年
憲
法
（
一
五
条
）
は
、
貴
族
院
（
上
院
）
議
員
の
被
任
命
資
格
と
の
関
連
で

枢
密
顧
問
に
言
及
す
る
こ
と
に
よ
り
、
枢
密
院
の
存
在
を
間
接
的
に
示
唆
し
て
い
る
。
な
お
、
筆
者
がC

onsejo de E
stado

に
直
訳
的
な
「
国
務

院
」
な
ど
で
は
な
く
「
枢
密
院
」
の
語
を
充
て
る
の
は
、
現
代
中
国
の
国
家
機
関
と
の
混
同
を
避
け
る
た
め
と
、
旧
体
制
・
絶
対
君
主
制
の
下
で
は
、

国
王
の
私
的
諮
問
機
関
と
い
う
意
味
で
ま
さ
に
「
枢
密
院
」
と
い
っ
て
よ
い
時
代
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
枢
密
院
の
歴
史
的
沿
革
に
つ
い
て
は
、

拙
稿
「
ス
ペ
イ
ン
の
枢
密
院
（
上
） 

│
そ
の
歴
史
的
経
緯
と
現
行
法
制

│
」『
山
梨
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告
』
四
八
号
（
一
九
九
七
年
）
を

参
照
さ
れ
た
い
。

（
29
） A

yuntam
iento

は
、
こ
ん
に
ち
、「
市
町
村
議
会
」
あ
る
い
は
「
市
町
村
役
場
」
な
ど
と
訳
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
日
本
の
よ
う
に
市
・

町
・
村
と
い
っ
た
行
政
区
分
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
カ
デ
ィ
ス
憲
法
以
後
一
九
世
紀
のA

yuntam
iento

は
、
立
法
・
行
政
よ
り
も
む
し
ろ
司
法

的
機
能
を
主
に
担
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、A

yuntam
iento

に
は
「
市
参
事
会
」
の
訳
語
を
充
て
、alcaldes

も
独
任
制
の
市
町
村
長
で
は
な
い
の
で

「
治
安
判
事
」
と
訳
し
て
い
る
。

（
30
） F
rancisco Javier G

arcía F
ernández, E

duardo E
spín T

em
plado, E

squ
em

as d
el con

stitu
cion

alism
o españ

ol (1808-1976) 

（F
acultad de D

erecho, U
niversidad C

om
plutense, M

adrid, 1976

）, pp.46-64.

（
31
） C

asanova A
guilar, op. cit., pp.92-93.

（
一
〇
一
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

七
二

（
32
） 

Ibid
., p.95.

（
33
） C

lavero, op. cit., p.90.
（
34
） S

ánchez A
gesta, op. cit., p.247.

（
35
） 
Ｉ
・
カ
サ
ノ
バ
・
ア
ギ
ラ
ー
ル
は
、
制
憲
議
会
の
議
事
録
を
検
証
し
、
一
八
五
六
年
憲
法
が
完
全
な
信
教
の
自
由
を
定
め
る
ま
で
に
は
至
ら
な

か
っ
た
歴
史
的
理
由
を
、
概
略
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
第
一
に
、
政
府
の
支
持
の
欠
如
で
あ
る
。
つ
ま
り
政
府
は
信
教
の
自
由
の
原
理
を
明

白
に
承
認
す
る
こ
と
に
は
反
対
だ
っ
た
。
第
二
に
、
進
歩
主
義
政
党
内
の
不
和
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
条
件
づ
け
た
状
況
は
二
つ
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

①
進
歩
派
主
導
の
委
員
会
が
、
教
会
に
敵
対
し
す
ぎ
な
い
こ
と
を
望
み
、
折
衷
主
義
的
な
基
本
方
針
を
提
案
し
た
こ
と
、
②
聖
職
者
を
バ
ッ
ク
に
つ

け
て
い
た
カ
ル
リ
ス
タ
の
脅
威
が
去
ら
な
い
状
況
か
ら
、
進
歩
派
議
員
の
一
部
が
信
教
の
自
由
の
導
入
は
時
期
尚
早
と
考
え
た
こ
と
で
あ
る
。

C
asanova A

guilar, op. cit., pp.104-105.

（
36
） José F

ernando M
erino M

erchán, R
egím

en
es h

istóricos españ
oles 

（E
ditorial T

ecnos, S
.A
., M
adrid, 1988

）, p.109.

（
37
） 

一
八
六
九
年
憲
法
二
一
条
「
①
国
民
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
の
信
仰
及
び
司
祭
を
維
持
す
る
義
務
を
負
う
。
②
公
然
と
又
は
秘
密
裡
に
他
の
宗
教

を
信
仰
す
る
こ
と
は
、
道
徳
及
び
法
の
普
遍
的
法
則
を
こ
え
る
制
限
を
課
す
こ
と
な
く
、
ス
ペ
イ
ン
に
居
住
す
る
す
べ
て
の
外
国
人
に
こ
れ
を
保
障

す
る
。
③
ス
ペ
イ
ン
人
が
カ
ト
リ
ッ
ク
教
以
外
の
宗
教
へ
の
信
仰
を
表
明
す
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
を
す
べ
て
準
用
す
る
」。

（
38
） C

asanova A
guilar, op. cit., pp.97-98.

（
39
） Jordi S

olé T
ura, E

liseo A
ja, C

on
stitu

cion
es y períod

os con
stitu

yen
tes en

 E
spañ

a (1808-1936) (17. a ed
ición

) 

（S
iglo X

X
I 

editores, M
adrid, 1997

）, p.50.

（
一
〇
一
四
）



ア
メ
リ
カ
州
憲
法
に
お
け
る
宗
教
教
育
援
助
禁
止
条
項
に
つ
い
て
（
高
畑
）

七
三

ア
メ
リ
カ
州
憲
法
に
お
け
る
宗
教
教
育
援
助
禁
止
条
項
に
つ
い
て

高　
　

畑　
　

英
一
郎

は
じ
め
に

一　

州
憲
法
の
宗
教
教
育
援
助
禁
止
条
項

二　

歴
史
的
背
景

三　

宗
教
教
育
援
助
禁
止
条
項
に
対
す
る
州
裁
判
所
の
判
断

四　

宗
教
教
育
援
助
禁
止
条
項
の
現
代
的
問
題

お
わ
り
に

論　

説

（
一
〇
一
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

七
四

は
じ
め
に

ア
メ
リ
カ
の
州
憲
法
の
多
く
に
は
、
日
本
国
憲
法
八
九
条
前
段
（
1
）

と
同
様
の
規
定
、
す
な
わ
ち
宗
教
団
体
へ
の
公
金
支
出
を
禁
止
す
る
条

項
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
規
定
は
、
州
憲
法
上
の
国
教
樹
立
禁
止
条
項
と
と
も
に
、
州
レ
ベ
ル
で
の
政
教
分
離
原
則
を
定
め
る
も
の

と
理
解
さ
れ
て
い
る
（
2
）

。
宗
教
団
体
へ
の
公
金
支
出
禁
止
、
公
定
教
会
制
（
3
）

を
維
持
す
る
た
め
の
課
税
や
聖
職
者
へ
の
金
銭
援
助
禁
止
条
項

は
、
建
国
当
初
か
ら
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
（
4
）

。
し
か
し
、
宗
教
教
育
へ
の
援
助
禁
止
条
項
が
州
憲
法
に
規
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
、
あ
る
特
定
の
宗
教
団
体
、
す
な
わ
ち
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
を
狙
い
撃
ち
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な

い
（
5
）

。本
稿
は
、
州
憲
法
上
の
宗
教
教
育
援
助
禁
止
条
項
が
成
立
し
た
経
緯
を
当
時
の
社
会
状
況
を
踏
ま
え
て
考
察
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
条

項
に
対
す
る
州
裁
判
所
の
解
釈
や
そ
の
現
代
的
問
題
か
ら
政
教
分
離
原
則
の
あ
り
方
を
探
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一　

州
憲
法
の
宗
教
教
育
援
助
禁
止
条
項

「
公
金
は
宗
派
的
な
学
校
、
も
し
く
は
公
立
学
校
に
関
わ
る
公
務
員
の
排
他
的
支
配
に
な
い
学
校
の
い
か
な
る
も
の
に
も
、
そ
の
維
持

の
た
め
に
使
用
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
州
の
い
か
な
る
公
立
学
校
に
お
い
て
も
、
宗
派
的
な
教
義
を
教
育
し
て
は
な
ら
ず
、
そ
の
教

え
が
許
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。」（
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
憲
法
九
条
八
節
）

「
宗
教
的
神
学
的
な
い
か
な
る
組
織
の
利
益
の
た
め
に
、
公
金
を
支
出
し
て
は
な
ら
な
い
。」（
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
憲
法
一
条
六
節
）

「
こ
の
憲
法
が
定
め
る
学
校
、
大
学
そ
の
他
の
教
育
機
関
は
、
将
来
に
わ
た
り
州
の
排
他
的
支
配
の
下
に
あ
る
。
連
邦
議
会
か
ら
州
へ

（
一
〇
一
六
）



ア
メ
リ
カ
州
憲
法
に
お
け
る
宗
教
教
育
援
助
禁
止
条
項
に
つ
い
て
（
高
畑
）

七
五

付
与
さ
れ
た
い
か
な
る
土
地
の
売
却
も
し
く
は
処
分
に
よ
り
得
た
利
益
の
一
部
、
ま
た
教
育
目
的
で
配
分
、
付
加
、
徴
収
さ
れ
た
資
金
の

一
部
を
も
宗
派
的
な
私
立
の
学
校
も
し
く
は
大
学
の
維
持
の
た
め
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。」（
ニ
ュ
ー
メ
キ
シ
コ
州
憲
法
一
二
条
三
節
）

こ
の
よ
う
な
条
項
は
、
ア
メ
リ
カ
の
州
憲
法
の
多
く
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
宗
教
団
体
や
宗
教
系
の
私
立
学
校
へ
の
援
助
を
禁
止
す

る
州
憲
法
条
項
を
も
つ
州
は
現
在
四
一
あ
り
（
6
）

、
そ
れ
以
外
で
も
州
法
で
同
様
の
規
定
を
お
く
と
こ
ろ
も
あ
る
。

以
下
は
、
そ
の
リ
ス
ト
で
あ
る
（
末
尾
は
条
項
制
定
年
を
指
す
（
7
）

）。

1
．
ア
ラ
バ
マ
州
憲
法
一
四
条
二
六
三
節
（
公
教
育
用
予
算
の
宗
教
系
学
校
支
援
の
た
め
の
使
用
禁
止
）（
一
九
〇
一
年
）

2
．
ア
ラ
ス
カ
州
憲
法
七
条
一
節
（
公
立
学
校
か
ら
の
宗
派
支
配
の
排
除
、
宗
教
系
そ
の
他
の
私
立
学
校
へ
の
直
接
的
公
金
支
出
の
禁
止
）

（
一
九
五
六
年
）

3
．
ア
リ
ゾ
ナ
州
憲
法
二
条
一
二
節
（
宗
教
団
体
へ
の
公
金
支
出
禁
止
）、
九
条
一
〇
節
（
教
会
、
宗
教
系
学
校
支
援
の
た
め
の
課
税
・
公
金
支

出
禁
止
）（
一
九
一
〇
年
）

4
．
ア
ー
カ
ン
ソ
ー
州
憲
法
一
四
条
二
節
（
公
教
育
用
予
算
・
資
産
の
目
的
外
使
用
の
禁
止
）（
一
八
七
四
年
）

5
．
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
憲
法
九
条
八
節
（
上
述
）、
一
六
条
五
節
（
州
議
会
そ
の
他
の
公
的
機
関
に
よ
る
宗
教
支
援
、
宗
派
の
支
配
下
に
あ
る

学
校
・
病
院
の
維
持
を
目
的
と
す
る
公
金
支
出
も
し
く
は
資
産
付
与
の
禁
止
）（
一
八
七
九
年
）

6
．
コ
ロ
ラ
ド
州
憲
法
五
条
三
四
節
（
州
の
支
配
下
に
な
い
個
人
・
私
的
団
体
も
し
く
は
宗
教
団
体
・
組
織
に
対
す
る
慈
善
・
教
育
等
目
的
の
公

金
支
出
の
禁
止
）、
九
条
七
節
（
州
議
会
そ
の
他
の
公
的
機
関
に
よ
る
宗
教
支
援
、
宗
派
の
支
配
下
に
あ
る
教
育
機
関
の
維
持
を
目
的
と
す
る
公
金

（
一
〇
一
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

七
六

支
出
も
し
く
は
資
産
付
与
の
禁
止
）（
一
八
七
六
年
）

7
．
コ
ネ
テ
ィ
カ
ッ
ト
州
憲
法
八
条
四
節
（
公
教
育
用
予
算
の
目
的
外
使
用
の
禁
止
）（
一
八
一
八
年
）

8
．
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
憲
法
一
〇
条
三
節
（
公
教
育
用
予
算
の
宗
教
系
学
校
支
援
の
た
め
の
使
用
禁
止
）（
一
八
九
七
年
）

9
．
フ
ロ
リ
ダ
州
憲
法
一
条
三
節
（
州
議
会
そ
の
他
の
公
的
機
関
に
よ
る
宗
教
支
援
、
宗
派
の
支
配
下
に
あ
る
教
育
機
関
の
支
援
を
目
的
と
す
る

公
金
支
出
の
禁
止
）（
一
八
三
八
年
）

10
．
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
憲
法
一
条
二
節
七
号
（
教
会
、
宗
教
系
学
校
支
援
の
た
め
の
公
金
支
出
禁
止
）（
一
八
七
七
年
）

11
．
ハ
ワ
イ
州
憲
法
一
〇
条
一
節
（
公
立
学
校
か
ら
の
宗
派
支
配
の
排
除
、
宗
教
系
そ
の
他
の
私
立
学
校
へ
の
公
金
支
出
の
禁
止
）（
一
九
五
九
年
）

12
．
ア
イ
ダ
ホ
州
憲
法
九
条
五
節
（
州
議
会
そ
の
他
の
公
的
機
関
に
よ
る
宗
教
支
援
、
宗
派
の
支
配
下
に
あ
る
教
育
機
関
の
維
持
を
目
的
と
す
る

公
金
支
出
の
禁
止
）（
一
八
九
〇
年
）

13
．
イ
リ
ノ
イ
州
憲
法
一
〇
条
三
節
（
州
議
会
そ
の
他
の
公
的
機
関
に
よ
る
宗
教
支
援
、
宗
派
の
支
配
下
に
あ
る
教
育
機
関
の
維
持
を
目
的
と
す

る
公
金
支
出
の
禁
止
）（
一
八
七
〇
年
）

14
．
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
憲
法
一
条
六
節
（
上
述
）（
一
八
一
六
年
）

15
．
カ
ン
ザ
ス
州
憲
法
六
条
六
節
（
公
教
育
用
予
算
の
宗
派
支
配
の
禁
止
）（
一
八
五
九
年
）

16
．
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
州
憲
法
一
八
九
条
（
公
教
育
用
予
算
の
宗
教
系
学
校
支
援
の
た
め
の
使
用
禁
止
）（
一
八
九
一
年
）

17
．
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
憲
法
修
正
一
〇
三
条
（
州
議
会
そ
の
他
の
公
的
機
関
に
よ
る
公
的
管
理
に
な
い
教
育
機
関
・
病
院
等
の
維
持
を
目
的

と
す
る
公
金
支
出
の
禁
止
）（
一
九
一
九
年
）

18
．
ミ
シ
ガ
ン
州
憲
法
一
条
四
節
（
宗
教
団
体
へ
の
公
金
支
出
禁
止
）、
八
条
二
節
二
号
（
宗
教
系
そ
の
他
の
私
立
学
校
へ
の
公
金
支
出
の
禁
止
（
8
）

）

（
一
〇
一
八
）



ア
メ
リ
カ
州
憲
法
に
お
け
る
宗
教
教
育
援
助
禁
止
条
項
に
つ
い
て
（
高
畑
）

七
七

（
一
八
五
〇
年
）

19
．
ミ
ネ
ソ
タ
州
憲
法
一
条
一
六
節
（
宗
教
団
体
へ
の
公
金
支
出
禁
止
）、
一
三
条
二
節
（
宗
教
系
学
校
支
援
の
た
め
の
公
金
支
出
禁
止
）

（
一
八
五
七
年
）

20
．
ミ
シ
シ
ッ
ピ
州
憲
法
八
条
二
〇
八
節
（
公
教
育
用
予
算
の
宗
派
支
配
の
禁
止
、
宗
教
系
学
校
支
援
の
た
め
の
公
金
支
出
禁
止
）（
一
八
九
〇

年
）

21
．
ミ
ズ
ー
リ
州
憲
法
一
条
七
節
（
宗
教
団
体
へ
の
公
金
支
出
禁
止
）、
九
条
八
節
（
州
議
会
そ
の
他
の
公
的
機
関
に
よ
る
宗
教
支
援
、
宗
派
の

支
配
下
に
あ
る
教
育
機
関
の
維
持
を
目
的
と
す
る
公
金
支
出
の
禁
止
）（
一
八
七
五
年
）

22
．
モ
ン
タ
ナ
州
憲
法
五
条
一
一
節
五
号
（
州
の
支
配
下
に
な
い
個
人
・
私
的
団
体
も
し
く
は
宗
教
団
体
・
組
織
に
対
す
る
慈
善
・
教
育
等
目
的

の
公
金
支
出
の
禁
止
）、
一
〇
条
六
節
（
州
議
会
そ
の
他
の
公
的
機
関
に
よ
る
宗
教
支
援
、
宗
派
の
支
配
下
に
あ
る
学
校
・
病
院
の
維
持
を
目
的
と

す
る
公
金
支
出
も
し
く
は
資
産
付
与
の
禁
止
）（
一
八
八
九
年
）

23
．
ネ
ブ
ラ
ス
カ
州
憲
法
七
条
一
一
節
（
州
の
支
配
下
に
な
い
学
校
へ
の
公
金
支
出
禁
止
、
公
立
学
校
か
ら
の
宗
派
支
配
の
排
除
）（
一
八
七
五

年
）

24
．
ネ
バ
ダ
州
憲
法
一
一
条
九
節
（
公
立
学
校
で
の
宗
派
教
育
の
禁
止
）、
一
〇
節
（
宗
派
目
的
で
使
用
す
る
た
め
の
公
金
支
出
の
禁
止
）

（
一
八
八
〇
年
）

25
．
ニ
ュ
ー
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
州
憲
法
二
章
八
三
条
（
宗
教
系
学
校
支
援
の
た
め
の
公
金
支
出
禁
止
）（
一
八
七
七
年
）

26
．
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
八
条
四
節
二
号
（
公
教
育
用
予
算
・
資
産
の
目
的
外
使
用
の
禁
止
）（
一
九
五
八
年
）

27
．
ニ
ュ
ー
メ
キ
シ
コ
州
憲
法
一
二
条
三
節
（
上
述
）、
二
一
条
四
節
（
公
立
学
校
か
ら
の
宗
派
支
配
の
排
除
）（
一
九
一
一
年
）

（
一
〇
一
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

七
八

28
．
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
憲
法
一
一
条
三
節
（
宗
教
系
学
校
支
援
の
た
め
の
公
金
支
出
禁
止
）（
一
八
四
六
年
）

29
．
ノ
ー
ス
ダ
コ
タ
州
憲
法
八
条
五
節
（
宗
教
系
学
校
支
援
の
た
め
の
公
金
支
出
禁
止
）（
一
八
八
九
年
）

30
．
オ
ハ
イ
オ
州
憲
法
六
条
二
節
（
公
教
育
用
予
算
の
宗
派
支
配
の
禁
止
）（
一
八
五
一
年
）

31
．
オ
ク
ラ
ホ
マ
州
憲
法
一
条
五
節
（
公
立
学
校
か
ら
の
宗
派
支
配
の
排
除
）、
二
条
五
節
（
宗
教
団
体
へ
の
公
金
支
出
禁
止
）、
一
一
条
五
節

（
宗
教
系
学
校
支
援
の
た
め
の
公
金
支
出
禁
止
）（
一
九
〇
七
年
）

32
．
オ
レ
ゴ
ン
州
憲
法
一
条
五
節
（
宗
教
系
学
校
支
援
の
た
め
の
公
金
支
出
禁
止
）（
一
八
五
七
年
）

33
．
ペ
ン
シ
ル
ベ
ニ
ア
州
憲
法
三
条
一
五
節
（
宗
教
系
学
校
支
援
の
た
め
の
公
金
支
出
禁
止
）、
二
九
節
（
個
人
・
私
的
団
体
も
し
く
は
宗
教
団

体
・
組
織
に
対
す
る
慈
善
・
教
育
等
目
的
の
公
金
支
出
の
禁
止
）（
一
八
七
四
年
）

34
．
サ
ウ
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
憲
法
一
一
条
四
節
（
宗
教
系
そ
の
他
の
私
立
学
校
へ
の
直
接
的
公
金
支
出
の
禁
止
）（
一
八
八
九
年
）

35
．
サ
ウ
ス
ダ
コ
タ
州
憲
法
六
条
三
節
（
宗
教
団
体
へ
の
公
金
支
出
禁
止
）、
八
条
一
六
節
（
宗
教
系
学
校
支
援
の
た
め
の
公
金
支
出
禁
止
、
公

立
学
校
で
の
宗
派
教
育
禁
止
）（
一
八
八
九
年
）

36
．
テ
キ
サ
ス
州
憲
法
一
条
七
節
（
宗
教
団
体
へ
の
公
金
支
出
禁
止
）、
七
条
五
節
ｃ
号
（
公
教
育
用
予
算
の
公
立
学
校
へ
の
使
用
）

（
一
八
七
六
年
）

37
．
ユ
タ
州
憲
法
一
条
四
節
（
宗
教
団
体
へ
の
公
金
支
出
禁
止
）、
三
条
四
節
（
公
立
学
校
か
ら
の
宗
派
支
配
の
排
除
）、
一
〇
条
一
節
（
公
立

学
校
か
ら
の
宗
派
支
配
の
排
除
〈
繰
返
し
〉）、
九
節
（
宗
教
系
学
校
支
援
の
た
め
の
直
接
的
公
金
支
出
禁
止
）（
一
八
九
五
年
）

38
．
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
憲
法
四
条
一
六
節
（
宗
教
団
体
へ
の
公
金
支
出
禁
止
）、
八
条
一
〇
節
（
公
立
以
外
の
学
校
に
対
す
る
公
金
支
出
禁
止
）

（
一
八
三
〇
年
）

（
一
〇
二
〇
）



ア
メ
リ
カ
州
憲
法
に
お
け
る
宗
教
教
育
援
助
禁
止
条
項
に
つ
い
て
（
高
畑
）

七
九

39
．
ワ
シ
ン
ト
ン
州
憲
法
一
条
一
一
節
（
宗
教
団
体
へ
の
公
金
支
出
禁
止
）、
九
条
四
節
（
公
立
学
校
か
ら
の
宗
派
支
配
の
排
除
）（
一
八
八
九

年
）

40
．
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
憲
法
一
条
一
八
節
（
宗
教
団
体
へ
の
公
金
支
出
禁
止
）、
一
〇
条
三
節
（
公
立
学
校
で
の
宗
派
教
育
禁
止
）

（
一
八
四
八
年
）

41
．
ワ
イ
オ
ミ
ン
グ
州
憲
法
一
条
一
九
節
（
宗
教
団
体
へ
の
公
金
支
出
禁
止
）、
三
条
三
六
節
（
州
の
支
配
下
に
な
い
個
人
・
私
的
団
体
も
し
く

は
宗
教
団
体
・
組
織
に
対
す
る
慈
善
・
教
育
等
目
的
の
公
金
支
出
の
禁
止
）、
七
条
八
節
（
宗
教
系
そ
の
他
の
私
立
学
校
へ
の
公
金
支
出
の
禁
止
）、

二
一
条
二
八
節
（
公
立
学
校
か
ら
の
宗
派
支
配
の
排
除
）（
一
八
八
九
年
）

こ
の
リ
ス
ト
か
ら
、
州
憲
法
条
項
に
は
一
定
の
類
型
が
あ
る
こ
と
が
判
る
。
こ
う
し
た
類
型
化
は
、
そ
の
条
項
を
憲
法
化
す
る
必
要
を

も
た
ら
し
た
事
案
が
複
数
の
州
で
見
ら
れ
た
こ
と
の
証
左
で
あ
る
（
9
）

と
と
も
に
、
州
憲
法
起
草
の
一
般
的
傾
向
と
し
て
、
他
州
の
憲
法
条
項

を
借
用
す
る
慣
行
に
も
起
因
す
る
（
10
）

。

そ
こ
で
、
そ
の
類
型
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
（
11
）

。
そ
れ
は
大
き
く
四
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

⒜　

多
く
の
州
憲
法
に
み
ら
れ
る
条
項
と
し
て
「
宗
教
団
体
へ
の
公
金
支
出
禁
止
」
が
あ
る
。
こ
の
条
項
は
、
通
常
信
教
の
自
由
や
政

教
分
離
を
定
め
る
条
項
に
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
一
般
に
公
定
宗
教
を
否
定
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
の
州
憲
法

が
別
に
宗
教
系
私
立
学
校
へ
の
援
助
禁
止
条
項
を
も
た
な
い
場
合
に
は
、
こ
の
条
項
が
そ
の
役
割
を
担
う
と
理
解
さ
れ
て
い
る
（
12
）

。

⒝　

公
金
支
出
の
禁
止
対
象
を
宗
教
系
の
教
育
機
関
と
限
定
す
る
条
項
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
表
現
方
法
は
異
な
る
が
、
お
お
む
ね
上
記

リ
ス
ト
で
は
以
下
の
条
項
が
該
当
す
る
。

（
一
〇
二
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

八
〇

「
宗
教
系
学
校
支
援
の
た
め
の
公
金
支
出
禁
止
」（
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
、
ミ
ネ
ソ
タ
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ
、
ニ
ュ
ー
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、

ノ
ー
ス
ダ
コ
タ
、
オ
ク
ラ
ホ
マ
、
オ
レ
ゴ
ン
、
ペ
ン
シ
ル
ベ
ニ
ア
、
サ
ウ
ス
ダ
コ
タ
）

「
教
会
、
宗
教
系
学
校
支
援
の
た
め
の
課
税
・
公
金
支
出
の
禁
止
」（
ア
リ
ゾ
ナ
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
）

「
州
議
会
そ
の
他
の
公
的
機
関
に
よ
る
宗
教
支
援
、
宗
派
の
支
配
下
に
あ
る
教
育
機
関
の
維
持
を
目
的
と
す
る
公
金
支
出
も
し
く
は

資
産
付
与
の
禁
止
」（
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
、
コ
ロ
ラ
ド
、
フ
ロ
リ
ダ
、
ア
イ
ダ
ホ
、
イ
リ
ノ
イ
、
ミ
ズ
ー
リ
、
モ
ン
タ
ナ
）

「
公
教
育
用
予
算
の
宗
教
系
学
校
支
援
の
た
め
の
使
用
禁
止
」（
ア
ラ
バ
マ
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
、
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
）

「
宗
派
目
的
で
使
用
す
る
た
め
の
公
金
支
出
の
禁
止
」（
ネ
バ
ダ
）

「
公
教
育
用
予
算
の
宗
派
支
配
の
禁
止
」（
カ
ン
ザ
ス
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ
、
オ
ハ
イ
オ
）

州
に
よ
っ
て
は
、
宗
教
系
私
立
学
校
へ
の
直
接
的
な
公
金
支
出
の
み
を
禁
止
す
る
と
限
定
を
付
し
て
い
る
（
13
）

。
他
方
、
州
政
府
の
み
な
ら

ず
、
地
方
自
治
体
に
よ
る
公
金
支
出
を
も
制
限
す
る
州
も
あ
る
。

⒞　

教
育
用
の
公
的
資
金
の
民
間
組
織
へ
の
支
出
禁
止
条
項
を
お
く
州
も
あ
る
。

「
公
教
育
用
予
算
・
資
産
の
目
的
外
使
用
の
禁
止
」（
ア
ー
カ
ン
ソ
ー
、
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
）

「
州
議
会
そ
の
他
の
公
的
機
関
に
よ
る
公
的
な
管
理
下
に
な
い
教
育
機
関
・
病
院
等
の
維
持
を
目
的
と
す
る
公
金
支
出
の
禁
止
」（
マ

サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
）

「
個
人
・
私
的
団
体
も
し
く
は
宗
教
団
体
・
組
織
に
対
す
る
慈
善
・
教
育
等
目
的
の
公
金
支
出
の
禁
止
」（
ペ
ン
シ
ル
ベ
ニ
ア
、
コ
ロ
ラ

ド
、
モ
ン
タ
ナ
、
ワ
イ
オ
ミ
ン
グ
）

「
州
の
支
配
下
に
な
い
学
校
へ
の
公
金
支
出
禁
止
」（
ネ
ブ
ラ
ス
カ
）

（
一
〇
二
二
）



ア
メ
リ
カ
州
憲
法
に
お
け
る
宗
教
教
育
援
助
禁
止
条
項
に
つ
い
て
（
高
畑
）

八
一

「
宗
教
系
そ
の
他
の
私
立
学
校
へ
の
（
直
接
的
）
公
金
支
出
の
禁
止
」（
ア
ラ
ス
カ
、
ハ
ワ
イ
、
ミ
シ
ガ
ン
、
サ
ウ
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
、
ワ
イ
オ

ミ
ン
グ
）

こ
れ
ら
の
条
項
は
、
そ
の
内
容
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
宗
教
系
の
組
織
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
以
外
の
私
立
学
校
な
ど
へ
の
補
助
金
支
出

も
文
面
上
禁
止
さ
れ
る
。
た
だ
、
こ
う
し
た
条
項
に
は
、
福
祉
目
的
の
支
出
、
ま
た
は
宗
教
系
学
校
へ
の
送
迎
バ
ス
の
費
用
負
担
の
支
出

を
除
く
と
い
っ
た
但
書
が
つ
く
こ
と
が
あ
る
（
14
）

。
ま
た
、「
公
的
な
管
理
下
に
な
い
」「
州
の
支
配
下
に
な
い
」
な
ど
の
規
定
は
、
我
が
国
の

憲
法
八
九
条
後
段
の
「
公
の
支
配
」
を
ほ
う
ふ
つ
と
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

⒟　

他
に
「
公
立
学
校
か
ら
の
宗
派
支
配
の
排
除
」
条
項
も
あ
る
（
ア
ラ
ス
カ
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
、
ハ
ワ
イ
、
ネ
ブ
ラ
ス
カ
、
ニ
ュ
ー
メ
キ

シ
コ
、
オ
ク
ラ
ホ
マ
、
ユ
タ
、
ワ
シ
ン
ト
ン
、
ワ
イ
オ
ミ
ン
グ
）。

こ
れ
と
は
別
に
、
メ
ー
ン
州
（
15
）

と
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
（
16
）

に
は
、
州
法
に
同
様
の
規
定
が
あ
る
。
他
方
で
、
ア
イ
オ
ワ
州
、
ル
イ
ジ
ア
ナ
州

（
一
九
七
五
年
に
廃
止
（
17
）

）、
ノ
ー
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
、
ロ
ー
ド
ア
イ
ラ
ン
ド
州
、
テ
ネ
シ
ー
州
、
ヴ
ァ
ー
モ
ン
ト
州
の
六
州
の
州
憲
法
に
は

こ
の
種
の
条
項
が
な
い
。

二　

歴
史
的
背
景

こ
う
し
た
条
項
は
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
州
憲
法
に
設
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
歴
史
を
振
り
返
る
こ
と
に
し

た
い
。

（
一
〇
二
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

八
二

Ａ　

連
邦
憲
法
と
州
憲
法

連
邦
憲
法
修
正
一
条
の
国
教
樹
立
禁
止
条
項
（the E

stablishm
ent C

lause

）
は
、
一
九
四
七
年
に
連
邦
最
高
裁
が
認
め
る
（
18
）

ま
で
は
、
州

政
府
に
対
し
て
適
用
さ
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
て
き
た
（
19
）

。
こ
れ
は
、
修
正
一
条
制
定
当
時
に
、
宗
教
制
度
は
連
邦
の
権
限
で
な
く
州
政
府
が

決
定
す
る
と
い
う
合
意
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
（
20
）

。
そ
れ
ゆ
え
当
時
、
州
憲
法
は
独
自
の
宗
教
制
度
条
項
を
設
け
て
い
た
の
で

あ
っ
て
、
例
え
ば
連
邦
憲
法
六
条
が
公
務
就
任
時
の
宗
教
審
査
を
禁
止
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
（
21
）

、
一
一
の
州
で
キ
リ
ス
ト
教
徒
以
外

の
者
の
公
務
就
任
を
禁
止
し
、
四
州
で
は
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
の
就
任
を
認
め
て
い
な
か
っ
た
（
22
）

。
ま
た
一
七
九
一
年
当
時
、
新
た
に
加
入
し

た
ヴ
ァ
ー
モ
ン
ト
州
を
含
め
、
公
定
教
会
制
を
維
持
す
る
州
は
七
州
あ
っ
た
（
23
）

。
こ
の
七
州
の
う
ち
四
州
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
公
定
で
あ

り
、
残
る
三
州
が
キ
リ
ス
ト
教
（
カ
ト
リ
ッ
ク
を
含
む
）
の
公
定
で
あ
っ
た
（
24
）

。
こ
の
公
定
教
会
制
は
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
が
一
八
三
三

年
に
宗
教
課
税
を
廃
止
す
る
こ
と
で
全
廃
さ
れ
（
25
）

、
ア
メ
リ
カ
の
政
教
分
離
体
制
は
完
成
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
（
26
）

る
（
27
）

。

Ｂ　

州
憲
法
上
の
宗
教
教
育
援
助
禁
止
条
項
の
制
定

上
記
の
よ
う
に
、
各
州
の
憲
法
は
独
自
の
宗
教
条
項
を
設
け
て
い
る
が
、
そ
の
条
項
は
連
邦
憲
法
よ
り
も
詳
細
で
具
体
的
で
あ
り
（
28
）

、
さ

ら
に
そ
の
内
容
も
州
に
よ
っ
て
異
な
る
。
そ
う
し
た
中
で
、
前
述
の
よ
う
に
大
半
の
州
憲
法
が
有
し
て
い
る
の
が
、
宗
教
教
育
援
助
禁
止

条
項
で
あ
る
。
こ
の
条
項
が
制
定
さ
れ
る
契
機
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
系
移
民
の
大
量
流
入
に
対
応
す
べ
く
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
価
値
観
の

教
化
を
公
立
学
校
の
役
割
と
し
よ
う
と
し
た
当
時
の
住
民
感
情
で
あ
っ
た
。

（
一
〇
二
四
）



ア
メ
リ
カ
州
憲
法
に
お
け
る
宗
教
教
育
援
助
禁
止
条
項
に
つ
い
て
（
高
畑
）

八
三

（
1
）
公
立
学
校
に
お
け
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
育
と
カ
ト
リ
ッ
ク
系
移
民
の
対
立

ア
メ
リ
カ
で
の
公
立
学
校
設
置
の
動
き
は
一
八
三
〇
年
代
に
始
ま
る
。
こ
れ
は
、
教
育
の
平
等
と
い
う
要
請
の
ほ
か
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
的
な
価
値
観
と
文
化
を
保
持
す
る
た
め
、
あ
る
い
は
ア
メ
リ
カ
文
化
の
中
で
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
優
位
を
確
保
す
る
た
め
に
設
立
さ
れ

た
も
の
で
あ
っ
た
。
一
八
三
〇
年
代
は
、
各
州
に
お
い
て
政
教
分
離
体
制
が
確
立
し
た
時
期
で
も
あ
る
の
で
、
公
立
学
校
で
は
宗
派
教
育

は
禁
止
さ
れ
た
。
し
か
し
、
宗
教
教
育
は
許
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
公
立
学
校
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
各
派
に
共
通
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
道
徳

を
教
え
る
こ
と
は
可
能
だ
と
さ
れ
、
そ
れ
は
聖
書
朗
読
を
通
し
て
行
わ
れ
た
。
だ
が
、
宗
派
的
な
聖
書
解
釈
は
禁
止
さ
れ
た
。
公
立
学
校

制
度
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
基
本
理
念
の
教
育
と
聖
書
を
解
説
な
し
に
朗
読
す
る
こ
と
と
い
う
対
処
法
で
、
人
々
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
宗
派
間
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
解
説
な
し
に
聖
書
を
読
む
こ
と
は
、
誰
も
が
受
け
入
れ
る
こ
と
で
き
、
そ
し

て
宗
派
の
違
い
を
超
越
す
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
た
（
29
）

。

一
八
四
〇
年
ご
ろ
か
ら
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
系
カ
ト
リ
ッ
ク
移
民
の
増
加
に
伴
い
、
公
立
学
校
で
の
カ
ト
リ
ッ
ク
問
題
が
顕
在
化
し
た
。

移
民
の
同
化
の
一
環
と
し
て
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
カ
ト
リ
ッ
ク
児
童
の
公
立
学
校
通
学
を
望
ん
で
い
た
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
は
公
立
学
校

で
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
宗
教
教
育
に
反
発
し
た
。
第
一
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
聖
書
〔
欽
定
聖
書
〕
の
使
用
を
拒
否

し
た
。
次
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
に
と
っ
て
解
説
な
し
の
聖
書
朗
読
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
式
で
あ
り
、
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で

あ
っ
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
は
教
会
の
教
え
を
通
し
て
聖
書
を
理
解
す
る
の
で
あ
り
、
解
説
な
し
の
聖
書
朗
読
は
聖
書
理
解
を
誤
ら
せ
る
も
の

と
考
え
ら
れ
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
い
う
「
キ
リ
ス
ト
教
の
基
本
理
念
」
の
教
育
を
拒
否
し
た
た
め
、
東
部
で
は
カ
ト

リ
ッ
ク
排
斥
の
暴
動
や
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
焼
き
討
ち
な
ど
が
起
っ
た
。
ま
た
、
一
八
七
〇
年
ま
で
の
公
立
学
校
で
使
用
す
る
教
科
書
は
反

カ
ト
リ
ッ
ク
を
主
題
と
し
て
お
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
は
誤
っ
た
宗
教
で
あ
り
、
国
家
の
脅
威
だ
と
教
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
公
立
学

（
一
〇
二
五
）
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八
四

校
に
通
う
カ
ト
リ
ッ
ク
児
童
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
宗
教
教
育
を
強
制
さ
れ
て
い
た
た
め
、
カ
ト
リ
ッ
ク
は
独
自
の
宗
派
学
校
を
発
展
さ
せ

た
。
そ
し
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
は
政
府
に
対
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
系
の
学
校
へ
の
公
金
援
助
と
公
立
学
校
か
ら
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
色
の
排
除

を
求
め
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
は
公
立
学
校
経
費
を
含
む
税
金
を
負
担
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
宗
派
学
校
へ
の
公
金
支
出
は
許
さ
れ
る
と

主
張
し
、
そ
の
援
助
を
求
め
、
あ
る
い
は
公
立
学
校
経
費
分
の
税
控
除
を
求
め
た
の
で
あ
る
（
30
）

。

（
2
）Blaine A

m
endm

ent

、
州
憲
法
条
項
と
カ
ト
リ
ッ
ク
排
斥

こ
う
し
た
カ
ト
リ
ッ
ク
の
求
め
に
対
し
て
、
一
八
五
〇
年
代
以
降
い
く
つ
か
の
州
で
は
公
立
学
校
で
の
聖
書
朗
読
を
禁
止
す
る
判
決
が

下
さ
れ
、
あ
る
い
は
宗
派
学
校
へ
の
公
金
援
助
が
認
め
ら
れ
た
。
こ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
受
容
の
動
き
に
対
し
て
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
危
機

感
を
つ
の
ら
せ
る
よ
う
に
な
り
、
一
八
七
五
年
に
グ
ラ
ン
ト
大
統
領
が
宗
派
学
校
へ
の
公
金
援
助
を
非
難
す
る
演
説
を
す
る
ま
で
に
い
た

る
。
さ
ら
に
「
公
金
に
よ
る
宗
派
学
校
援
助
の
禁
止
」「
公
立
学
校
で
の
宗
派
教
育
の
禁
止
」「
宗
教
へ
の
政
府
援
助
の
禁
止
」「
公
立
学

校
で
の
聖
書
朗
読
の
容
認
」
な
ど
を
規
定
す
る
連
邦
憲
法
改
正
案
（
ブ
レ
イ
ン
連
邦
憲
法
修
正
案
（the B

laine A
m
endm

ent

）（
一
八
七
五
年
））

ま
で
連
邦
議
会
に
提
出
さ
れ
る
程
、
反
カ
ト
リ
ッ
ク
運
動
は
高
ま
っ
た
。
こ
の
改
正
案
は
廃
案
と
な
っ
た
が
、
多
く
の
州
で
宗
派
学
校
へ

の
公
金
支
出
を
禁
止
す
る
州
憲
法
改
正
を
成
立
さ
せ
る
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
し
た
。
一
八
九
〇
年
代
ま
で
に
三
〇
州
近
く
の
州
憲
法
に

こ
の
禁
止
条
項
が
盛
り
込
ま
れ
た
。
さ
ら
に
、
公
立
学
校
に
お
け
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
主
義
の
優
位
性
の
確
保
を
目
的
に
、
ワ
シ
ン
ト
ン

州
や
モ
ン
タ
ナ
州
な
ど
の
合
衆
国
加
盟
を
承
認
す
る
授
権
法
が
ブ
レ
イ
ン
憲
法
修
正
案
と
同
様
の
規
定
を
州
憲
法
に
盛
り
込
む
こ
と
を
命

じ
て
い
た
（
こ
の
条
項
は
連
邦
政
府
の
同
意
な
く
し
て
は
改
正
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
た
（
31
）

）。
こ
の
よ
う
な
動
き
を
、
レ
イ
コ
ッ

ク
は
「
一
九
世
紀
半
ば
以
降
の
ア
メ
リ
カ
法
の
伝
統
は
、
宗
派
学
校
に
は
公
金
を
援
助
し
な
い
と
い
う
分
離
型
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
伝
統

（
一
〇
二
六
）



ア
メ
リ
カ
州
憲
法
に
お
け
る
宗
教
教
育
援
助
禁
止
条
項
に
つ
い
て
（
高
畑
）

八
五

は
、
反
カ
ト
リ
ッ
ク
主
義
と
カ
ト
リ
ッ
ク
系
移
民
に
対
す
る
迫
害
と
結
び
つ
い
て
い
て
い
た
」
と
評
し
（
32
）

、
連
邦
最
高
裁
で
は
「
恥
ず
べ
き

歴
史
（pedigree

）」
と
す
る
判
決
も
あ
る
（
33
）

。

三　

宗
教
教
育
援
助
禁
止
条
項
に
対
す
る
州
裁
判
所
の
判
断

そ
こ
で
、
本
章
で
は
以
上
の
よ
う
な
経
緯
で
制
定
さ
れ
た
州
憲
法
の
宗
教
教
育
援
助
禁
止
条
項
（
34
）

に
対
し
て
、
州
裁
判
所
は
ど
の
よ
う
な

判
決
を
下
し
て
き
た
の
か
を
概
観
す
る
。
こ
こ
で
は
、
宗
教
系
私
立
学
校
に
対
す
る
直
接
援
助
に
つ
い
て
、
そ
し
て
間
接
援
助
の
代
表
例

で
あ
る
教
科
書
貸
与
と
ス
ク
ー
ル
バ
ス
運
行
費
用
の
補
助
・
償
還
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

Ａ　

直
接
援
助
禁
止
判
決

比
較
的
早
い
段
階
か
ら
、
多
く
の
州
裁
判
所
は
、
宗
教
系
私
立
学
校
に
対
し
て
の
直
接
的
な
公
金
支
出
を
違
憲
と
判
断
し
て
い
る
。
例

え
ば
、
カ
ン
サ
ス
州
最
高
裁
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
義
を
教
え
る
私
立
学
校
へ
の
補
助
金
支
出
が
州
憲
法
六
条
六
節
の
公
教
育
用
予
算
の
宗

派
支
配
禁
止
規
定
に
反
す
る
と
の
違
憲
判
決
を
下
し
（
35
）

、
ネ
ブ
ラ
ス
カ
州
最
高
裁
は
州
憲
法
七
条
一
一
節
の
禁
止
す
る
公
立
学
校
で
の
宗
派

支
配
は
カ
ト
リ
ッ
ク
系
私
立
学
校
へ
の
補
助
金
支
出
を
否
定
す
る
と
判
決
し
た
（
36
）

。
ま
た
、
援
助
が
教
師
の
給
与
補
助
の
形
態
を
と
っ
た
と

し
て
も
許
さ
れ
な
い
と
み
な
す
州
最
高
裁
判
決
や
（
37
）

、
ス
ク
ー
ル
バ
ス
の
費
用
を
直
接
私
立
学
校
に
償
還
す
る
の
は
直
接
援
助
に
該
当
す
る

と
し
た
判
決
も
あ
る
（
38
）

。

他
方
で
、
州
が
当
該
私
立
学
校
の
代
わ
り
に
公
立
学
校
を
設
置
し
た
場
合
の
費
用
を
下
回
る
補
助
で
あ
れ
ば
合
憲
と
し
た
州
裁
判
所
の

判
決
（
39
）

、
さ
ら
に
は
教
会
の
孤
児
院
で
の
教
育
へ
の
補
助
は
宗
派
目
的
に
使
用
さ
れ
な
い
と
の
認
定
を
も
と
に
合
憲
と
し
た
判
決
が
あ
る
（
40
）

。

（
一
〇
二
七
）
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八
六

ま
た
、
宗
教
系
私
立
学
校
の
敷
地
内
で
行
わ
れ
た
公
立
学
校
主
催
の
教
育
へ
の
補
助
は
、
そ
れ
が
公
教
育
の
管
理
下
に
あ
る
限
り
合
憲
と

み
な
さ
れ
た
（
41
）

。

こ
の
よ
う
に
、
宗
教
系
私
立
学
校
へ
直
接
援
助
す
る
こ
と
は
、
多
く
の
場
合
州
憲
法
違
反
と
判
断
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
当
該
私
立
学

校
で
行
わ
れ
る
教
育
の
性
質
、
す
な
わ
ち
そ
の
教
育
が
宗
派
目
的
を
も
つ
の
か
、
も
し
く
は
そ
の
教
育
が
宗
派
の
管
理
下
に
あ
る
の
か
が
、

援
助
の
直
接
性
を
決
定
す
る
争
点
と
な
る
こ
と
も
あ
り
（
42
）

、
直
接
援
助
と
認
定
さ
れ
た
場
合
や
宗
教
系
学
校
へ
の
こ
と
さ
ら
な
支
援
と
み
な

さ
れ
た
場
合
は
憲
法
違
反
と
判
決
さ
れ
る
。

Ｂ　

宗
教
系
私
立
学
校
生
徒
に
対
す
る
教
科
書
貸
与
と
ス
ク
ー
ル
バ
ス
費
用
援
助

宗
教
系
私
立
学
校
へ
の
間
接
的
な
公
的
援
助
の
典
型
事
例
と
し
て
、
教
科
書
貸
与
と
ス
ク
ー
ル
バ
ス
費
用
援
助
に
関
す
る
判
決
を
概
観

す
る
。
ま
ず
教
科
書
貸
与
に
関
し
て
、
こ
こ
で
貸
与
さ
れ
る
教
科
書
は
、
公
立
学
校
で
用
い
ら
れ
る
も
の
と
同
じ
で
あ
り
、
宗
派
的
な
内

容
を
含
ま
な
い
も
の
で
あ
る
。
教
科
書
貸
与
を
容
認
す
る
判
決
は
、
貸
与
は
通
学
生
徒
の
教
科
書
購
入
費
用
の
軽
減
が
目
的
で
あ
る
の
で
、

受
益
者
は
宗
教
系
私
立
学
校
で
は
な
く
生
徒
で
あ
る
と
し
て
、
合
憲
と
す
る
（
43
）

。
こ
の
「
生
徒
受
益
者
」
論
（child benefi t theory

）
は
他

の
多
く
の
判
決
に
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
（
44
）

、
広
く
支
持
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。「
生
徒
受
益
者
」
論
は
、
の
ち
に
連
邦
最
高
裁

の
採
用
す
る
「
私
的
選
択
（private choice

）」
論
（
45
）

へ
と
受
け
継
が
れ
、
宗
教
系
私
立
学
校
へ
の
間
接
援
助
の
合
憲
性
を
支
え
る
理
論
へ
と

発
展
す
る
も
の
で
あ
る
。
州
憲
法
自
体
が
教
科
書
貸
与
を
容
認
す
る
規
定
を
お
く
と
こ
ろ
も
あ
り
（
46
）

、
ま
た
連
邦
最
高
裁
も
教
科
書
貸
与
は

連
邦
憲
法
に
違
反
し
な
い
と
判
決
し
た
（
47
）

。

遠
隔
地
に
住
む
生
徒
の
利
便
の
た
め
に
運
行
さ
れ
る
ス
ク
ー
ル
バ
ス
費
用
の
公
費
負
担
は
二
〇
世
紀
前
半
か
ら
始
ま
る
が
（
48
）

、
そ
れ
は
公

（
一
〇
二
八
）



ア
メ
リ
カ
州
憲
法
に
お
け
る
宗
教
教
育
援
助
禁
止
条
項
に
つ
い
て
（
高
畑
）

八
七

立
学
校
へ
の
通
学
に
限
定
さ
れ
て
い
た
（
49
）

。
だ
が
一
九
四
五
年
以
降
そ
の
無
償
運
行
（
も
し
く
は
費
用
の
保
護
者
へ
の
償
還
）
を
宗
教
系
を
含

む
私
立
学
校
へ
の
通
学
に
拡
大
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
、
同
学
校
へ
の
間
接
援
助
に
該
当
す
る
の
で
は
な
い
か
と
し
て
、
数
多
く

の
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
や
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
は
憲
法
改
正
に
よ
り
（
50
）

、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
と
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー

ジ
ー
州
は
州
裁
判
所
の
判
決
に
よ
り
（
51
）

、
私
立
学
校
へ
の
バ
ス
無
償
運
行
を
容
認
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
生
徒
の
通
学
を
容
易
に
す
る
こ
と

で
教
育
を
受
け
る
機
会
を
確
保
す
る
こ
と
や
通
学
時
の
安
全
確
保
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
上
記
「
生
徒
受
益
者
」
論
が
活
用
さ
れ
た
（
52
）

。
連

邦
最
高
裁
も
、
一
九
四
七
年
に
こ
の
バ
ス
運
行
は
連
邦
憲
法
に
違
反
し
な
い
と
判
決
し
た
（
53
）

。

だ
が
、
州
裁
判
所
の
中
に
は
教
科
書
貸
与
を
違
憲
と
判
断
す
る
も
の
も
あ
る
。
生
徒
に
対
し
て
直
接
教
科
書
を
貸
与
し
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
ま
た
そ
れ
が
間
接
援
助
で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
高
裁
は
、
宗
教
系
私
立
学
校
へ
の
支
援
に
当
た

る
と
し
て
違
憲
判
決
を
下
し
た
（
54
）

。
オ
レ
ゴ
ン
州
最
高
裁
も
教
科
書
貸
与
は
宗
教
系
学
校
支
援
の
た
め
の
公
金
支
出
禁
止
条
項
に
違
反
す
る

と
判
決
し
た
が
、
そ
の
際
に
上
記
「
生
徒
受
益
者
」
論
は
事
実
上
宗
教
系
私
立
学
校
へ
の
援
助
を
す
べ
て
正
当
化
す
る
も
の
で
あ
り
、

「
実
体
の
な
い
議
論
」
だ
と
批
判
し
た
（
55
）

。
無
償
バ
ス
運
行
を
否
定
す
る
判
決
も
、
教
科
書
貸
与
の
際
と
同
様
に
、
こ
の
「
生
徒
受
益
者
」

論
を
批
判
し
、
生
徒
が
受
益
者
と
い
え
ど
も
結
局
は
宗
教
系
私
立
学
校
に
経
済
的
恩
恵
が
わ
た
る
の
で
あ
る
か
ら
許
さ
れ
な
い
と
す
る
の

で
あ
る
（
56
）

。「
生
徒
受
益
者
」
論
を
否
定
す
る
代
表
的
な
判
決
で
あ
る
ジ
ャ
ッ
ド
判
決
（
57
）

は
次
の
よ
う
に
い
う
。「
生
徒
受
益
者
」
論
は
、
州
憲

法
の
精
神
、
目
的
、
意
図
の
み
な
ら
ず
、
条
文
そ
の
も
の
を
無
視
す
る
も
の
で
あ
る
。
州
憲
法
は
宗
教
系
私
立
学
校
へ
の
直
接
間
接
の
援

助
を
禁
止
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
明
確
で
あ
り
、
直
接
援
助
と
は
当
該
学
校
へ
の
直
線
的
な
援
助
を
指
し
、
間
接

援
助
と
は
直
接
的
で
は
な
い
迂
回
的
な
援
助
で
、
当
該
学
校
に
と
っ
て
利
益
も
し
く
は
目
的
の
促
進
と
な
る
よ
う
な
も
の
を
意
味
す
る
。

ス
ク
ー
ル
バ
ス
の
無
償
運
行
は
通
学
の
誘
因
と
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
宗
教
系
私
立
学
校
の
利
益
の
促
進
と
な
る
。
生
徒
が
い

（
一
〇
二
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

八
八

な
け
れ
ば
学
校
は
成
立
し
な
い
の
だ
か
ら
、
ス
ク
ー
ル
バ
ス
の
無
償
運
行
は
当
該
学
校
の
教
員
の
給
与
補
助
と
同
様
の
援
助
で
あ
る
、
と
（
58
）

。

州
裁
判
所
の
一
部
は
、
宗
教
系
私
立
学
校
へ
通
学
す
る
生
徒
へ
の
補
助
の
実
態
は
当
該
学
校
へ
の
援
助
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
し
て
違
憲

判
決
を
下
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
生
徒
受
益
者
」
論
を
受
容
す
る
判
決
が
援
助
の
外
形
面
に
焦
点
を
当
て
る
の
に
対
し
て
、
そ
れ
を
拒

む
判
決
は
そ
の
実
質
的
な
受
益
者
に
注
目
す
る
点
に
違
い
が
み
ら
れ
る
。

一
九
四
七
年
の
連
邦
最
高
裁
判
決
以
後
も
、
七
州
の
最
高
裁
は
宗
教
系
私
立
学
校
に
も
運
行
す
る
ス
ク
ー
ル
バ
ス
の
公
費
負
担
は
州
憲

法
に
違
反
す
る
と
判
決
し
た
（
59
）（

連
邦
最
高
裁
判
決
と
州
憲
法
と
の
関
係
は
、
後
述
の
「
新
司
法
連
邦
主
義
」
に
て
扱
う
）。
こ
の
よ
う
な
、
生
徒
へ

支
給
さ
れ
る
補
助
金
は
最
終
的
に
宗
教
系
学
校
へ
流
入
す
る
の
で
直
接
援
助
に
該
当
す
る
と
の
見
解
は
教
科
書
貸
与
や
ス
ク
ー
ル
バ
ス
費

用
援
助
の
事
件
に
限
ら
れ
ず
、
後
述
の
学
校
選
択
制
（school choice

）
あ
る
い
は
学
校
バ
ウ
チ
ャ
ー
制
に
関
す
る
事
件
で
も
見
ら
れ
る
の

で
あ
る
（
60
）

。

四　

宗
教
教
育
援
助
禁
止
条
項
の
現
代
的
問
題

Ａ　

新
司
法
連
邦
主
義

連
邦
憲
法
の
人
権
保
障
規
定
（「
権
利
章
典
」）
は
連
邦
政
府
を
拘
束
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
一
九
四
〇
年
代
か
ら
連
邦
最
高
裁
が

「
編
入
理
論
」
に
基
づ
き
州
政
府
の
活
動
も
権
利
章
典
に
照
ら
し
て
そ
の
合
憲
性
を
判
断
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
権
利
章

典
は
全
米
の
人
権
保
障
の
最
低
水
準
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
他
方
で
（
連
邦
最
高
裁
が
一
九
七
〇
年
以
降
に
人
権
保
障
の
要
求

水
準
を
引
き
下
げ
た
こ
と
か
ら
）、
州
憲
法
の
人
権
規
定
は
権
利
章
典
と
「
同
等
か
そ
れ
以
上
の
保
障
を
意
味
す
る
と
解
釈
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
（
61
）

」。
こ
の
考
え
を
「
新
司
法
連
邦
主
義
（N

ew
 Judicial F

ederalism

）」
と
い
う
（
62
）

。

（
一
〇
三
〇
）



ア
メ
リ
カ
州
憲
法
に
お
け
る
宗
教
教
育
援
助
禁
止
条
項
に
つ
い
て
（
高
畑
）

八
九

宗
教
条
項
の
お
け
る
連
邦
憲
法
と
州
憲
法
と
の
関
係
は
、
以
下
の
三
点
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
⒜
州
裁
判
所
は
州
の
宗
教
条
項

を
独
自
に
解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
分
離
の
程
度
を
連
邦
の
そ
れ
と
同
じ
か
、
ま
た
は
厳
格
に
も
し
く
は
緩
和
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
⒝
州
憲
法
上
の
規
定
が
連
邦
憲
法
が
許
容
す
る
よ
り
も
強
く
宗
教
を
支
援
す
る
場
合
、
連
邦
の
国
教
樹
立
禁
止
条
項
に
基
づ
い
て
提

訴
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
63
）

。
⒞
州
の
分
離
規
定
が
連
邦
よ
り
も
緩
や
か
で
あ
る
と
き
は
、
連
邦
憲
法
の
条
項
に
よ
り
判
断
さ
れ
る
が
、
逆
に

連
邦
よ
り
も
厳
格
の
場
合
は
、
州
憲
法
の
規
定
に
基
づ
い
て
判
断
さ
れ
る
（
64
）

。

し
た
が
っ
て
、
州
憲
法
の
分
離
規
定
は
、
連
邦
の
国
教
樹
立
禁
止
条
項
よ
り
も
厳
格
に
機
能
す
る
場
合
に
限
り
効
力
を
も
つ
と
い
え
よ

う
。
こ
れ
が
、
州
政
府
に
よ
る
宗
教
系
私
立
学
校
へ
の
様
々
な
支
援
に
制
約
を
課
す
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
全
米
水
準
で
は
違
憲
と

は
判
断
さ
れ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
州
憲
法
上
の
規
定
に
よ
り
当
該
州
に
お
い
て
は
無
効
と
州
裁
判
所
が
判
断
す
る
余
地
を
与
え
る
の

で
あ
る
。

Ｂ　

学
校
選
択
制
・
学
校
バ
ウ
チ
ャ
ー
制
と
の
関
係

今
日
に
お
い
て
、
こ
の
問
題
は
と
く
に
、
学
校
選
択
制
（school choice

）
あ
る
い
は
学
校
バ
ウ
チ
ャ
ー
制
な
ど
に
関
係
す
る
（
65
）

。
連
邦
最

高
裁
は
、
宗
教
系
の
私
立
大
学
に
在
籍
す
る
目
の
不
自
由
な
学
生
が
職
業
訓
練
た
め
の
補
助
金
の
申
請
を
し
た
と
こ
ろ
、
ワ
シ
ン
ト
ン
州

の
視
覚
障
害
者
職
業
訓
練
サ
ー
ビ
ス
委
員
会
が
こ
れ
を
拒
否
し
た
事
件
で
、
上
記
の
「
生
徒
受
益
者
」
論
と
「
受
益
者
本
人
の
自
主
的
選

択
（independent and private choice

）」
論
に
立
ち
、
学
生
本
人
の
選
択
に
よ
り
補
助
金
が
宗
教
系
大
学
に
支
払
わ
れ
た
と
し
て
も
、
そ

れ
は
「
宗
教
に
対
す
る
州
の
是
認
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
与
え
る
も
の
と
は
な
ら
な
い
（
66
）

」
と
し
て
、
連
邦
憲
法
の
国
教
樹
立
禁
止
条
項
に

違
反
し
な
い
と
判
決
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
ワ
シ
ン
ト
ン
州
最
高
裁
は
、
そ
う
し
た
補
助
金
の
支
給
は
ワ
シ
ン
ト
ン
州
憲
法
一
条
一
一

（
一
〇
三
一
）
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九
〇

節
に
違
反
す
る
と
判
決
し
た
の
で
あ
る
（
67
）

。
同
様
に
ア
リ
ゾ
ナ
州
最
高
裁
は
、
二
〇
〇
二
年
の
連
邦
最
高
裁
ゼ
ル
マ
ン
判
決
（
68
）

に
も
か
か
わ
ら

ず
、
学
校
バ
ウ
チ
ャ
ー
制
（
69
）

は
宗
教
系
学
校
へ
の
直
接
援
助
に
相
当
す
る
の
で
州
憲
法
九
条
一
〇
節
に
違
反
す
る
と
判
決
し
た
（
70
）

。
コ
ロ
ラ
ド

州
最
高
裁
も
、
学
校
選
択
制
は
教
育
委
員
会
と
宗
教
系
私
立
学
校
と
が
財
政
面
で
提
携
す
る
こ
と
に
よ
り
生
徒
の
通
学
を
容
易
に
す
る
が
、

そ
れ
は
州
憲
法
九
条
七
節
に
違
反
す
る
と
判
決
し
た
（
71
）

。

こ
れ
ら
の
事
例
は
、
州
憲
法
の
宗
教
教
育
援
助
禁
止
条
項
を
新
司
法
連
邦
主
義
に
基
づ
い
て
厳
格
に
解
釈
す
る
州
最
高
裁
が
あ
る
こ
と

を
意
味
し
、
州
憲
法
は
連
邦
最
高
裁
と
は
異
な
る
独
自
の
判
断
を
行
う
根
拠
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

Ｃ　

連
邦
憲
法
上
の
自
由
な
宗
教
活
動
条
項
と
の
関
係

国
教
樹
立
禁
止
条
項
よ
り
も
厳
格
に
理
解
さ
れ
る
余
地
の
あ
る
州
憲
法
の
宗
教
教
育
援
助
禁
止
条
項
と
、
連
邦
憲
法
上
の
自
由
な
宗
教

活
動
条
項
と
の
抵
触
は
、
以
前
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
場
合
は
連
邦
憲
法
上
の
最
高
法
規
条
項
（
六
条
二
節
）
か

ら
連
邦
条
項
が
優
先
す
る
と
み
な
さ
れ
て
い
た
（
72
）

。
こ
の
問
題
が
実
際
に
連
邦
最
高
裁
で
審
理
さ
れ
た
の
が
デ
イ
ヴ
ィ
ー
判
決
で
あ
る
（
73
）

。

こ
の
判
決
は
、
大
学
生
に
対
す
る
職
業
訓
練
的
な
奨
学
金
給
付
を
申
請
し
た
学
生
に
対
し
て
、
聖
職
者
養
成
コ
ー
ス
の
専
攻
を
理
由
に

拒
否
し
た
ワ
シ
ン
ト
ン
州
の
措
置
の
合
憲
性
が
問
題
と
な
っ
た
事
件
で
あ
る
。
原
告
は
州
の
措
置
は
自
由
な
宗
教
活
動
条
項
に
反
す
る
と

主
張
し
た
が
、
連
邦
最
高
裁
は
、
本
件
措
置
は
宗
教
活
動
を
直
接
制
約
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
聖
職
者
の
養
成
は
一
般
的
な
世
俗
的

職
業
訓
練
と
は
異
な
る
こ
と
、
聖
職
者
の
生
計
維
持
へ
の
公
金
支
出
は
宗
教
の
公
定
に
当
た
り
建
国
以
来
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
本
件

措
置
の
根
拠
と
な
っ
た
州
憲
法
条
項
は
ブ
レ
イ
ン
連
邦
憲
法
修
正
案
と
は
無
関
係
で
あ
り
、
宗
教
を
敵
視
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
理

由
に
合
憲
判
決
を
下
し
た
。

（
一
〇
三
二
）



ア
メ
リ
カ
州
憲
法
に
お
け
る
宗
教
教
育
援
助
禁
止
条
項
に
つ
い
て
（
高
畑
）

九
一

本
判
決
は
、
聖
職
者
養
成
コ
ー
ス
に
在
籍
す
る
学
生
の
み
を
奨
学
金
給
付
の
対
象
外
に
置
く
こ
と
と
、
建
国
以
来
の
宗
教
公
定
の
否
定

と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
州
憲
法
条
項
の
自
由
な
宗
教
活
動
条
項
違
反
の
判
断
を
回
避
し
た
。
そ
の
意
味
で
、
州
憲
法
の
宗

教
教
育
援
助
禁
止
条
項
の
範
囲
を
確
定
す
る
判
決
で
は
な
い
。
た
だ
、
こ
の
点
に
つ
き
連
邦
最
高
裁
は
か
つ
て
、
州
憲
法
に
よ
っ
て
「
よ

り
厳
格
な
分
離
の
達
成
を
宗
教
差
別
の
『
や
む
を
え
な
い
政
府
利
益
』
と
し
て
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
（
74
）

」
と
説
示
し
て
お
り
、
ブ
レ
イ

ン
修
正
案
の
よ
う
な
反
カ
ト
リ
ッ
ク
的
な
要
素
を
含
む
州
憲
法
規
定
に
は
違
憲
性
の
推
定
が
及
ぶ
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
ま
た
す
で
に

見
た
よ
う
に
、
あ
る
判
決
の
相
対
多
数
意
見
で
、
連
邦
最
高
裁
は
、
ブ
レ
イ
ン
修
正
案
の
提
案
に
関
わ
る
歴
史
は
「
恥
ず
べ
き
も
の
」
で

あ
る
か
ら
、
カ
ト
リ
ッ
ク
系
学
校
へ
の
援
助
禁
止
条
項
の
廃
止
を
主
張
し
た
こ
と
が
あ
る
（
75
）

。
デ
イ
ヴ
ィ
ー
判
決
に
お
い
て
も
、
連
邦
最
高

裁
は
問
題
の
州
憲
法
規
定
は
ブ
レ
イ
ン
修
正
案
と
の
関
係
性
の
な
さ
を
強
調
し
つ
つ
も
、
宗
教
系
私
立
学
校
へ
の
援
助
禁
止
規
定
が
同
改

正
案
の
系
譜
で
あ
る
な
ら
ば
そ
れ
は
宗
教
へ
の
敵
視
で
あ
り
自
由
な
宗
教
活
動
条
項
に
違
反
す
る
こ
と
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
（
76
）

。
こ
の
よ

う
に
、
連
邦
最
高
裁
は
ブ
レ
イ
ン
修
正
案
の
系
譜
に
つ
な
が
る
州
憲
法
の
宗
教
教
育
援
助
禁
止
条
項
は
連
邦
憲
法
に
違
反
す
る
可
能
性
を

示
し
て
お
り
、
そ
れ
が
同
条
項
廃
止
論
の
契
機
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

Ｄ　

宗
教
教
育
援
助
禁
止
条
項
廃
止
論
と
州
憲
法
改
正
の
動
向

そ
の
宗
教
教
育
援
助
禁
止
条
項
の
廃
止
論
は
、
以
下
の
よ
う
に
主
張
す
る
。
宗
教
教
育
援
助
禁
止
条
項
は
宗
教
系
で
あ
る
こ
と
を
理
由

に
該
当
す
る
私
立
学
校
へ
の
公
的
援
助
を
禁
止
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
連
邦
憲
法
上
の
自
由
な
宗
教
活
動
条
項
が
否
定
す
る
、
宗
教

を
狙
い
撃
ち
す
る
よ
う
に
不
利
益
を
課
す
こ
と
に
ほ
か
ら
な
い
の
で
連
邦
憲
法
に
違
反
す
る
（
77
）

、
あ
る
い
は
、
信
者
と
そ
う
で
な
い
者
を
区

別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
宗
教
の
自
由
を
制
約
す
る
の
で
違
憲
だ
と
い
う
（
78
）

。
さ
ら
に
、
州
の
条
項
は
連
邦
の
言
論
の
自
由
条
項
の
禁
止
す
る

（
一
〇
三
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

九
二

「
見
解
差
別
」
に
該
当
し
（
79
）

、
宗
教
を
理
由
と
す
る
差
別
で
あ
る
と
批
判
す
る
（
80
）

。
州
が
教
育
予
算
の
執
行
を
公
立
学
校
に
限
定
し
て
い
る
な

ら
と
も
か
く
、
宗
教
以
外
の
私
立
学
校
へ
の
補
助
を
許
容
し
て
い
る
と
き
に
宗
教
系
学
校
を
排
除
す
る
の
は
上
記
の
差
別
に
該
当
す
る
の

で
あ
り
（
81
）

、
州
は
そ
う
し
た
差
別
の
正
当
化
に
州
憲
法
を
利
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
（
82
）

。

こ
う
し
た
意
見
を
受
け
、
一
九
六
五
年
以
降
で
二
九
州
で
宗
教
教
育
援
助
禁
止
条
項
を
緩
和
す
る
憲
法
改
正
が
提
案
さ
れ
、
九
州
で
承

認
さ
れ
た
（
83
）

。
た
だ
、
同
条
項
の
全
廃
は
一
九
七
四
年
の
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
だ
け
で
あ
る
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
で
も
、
一
九
六
七
年
に
同
条
項

の
全
廃
を
伴
う
新
憲
法
案
が
憲
法
制
定
会
議
の
議
決
を
経
て
州
民
に
提
案
さ
れ
た
が
、
宗
教
系
私
立
学
校
へ
の
公
的
援
助
問
題
と
は
別
の

理
由
で
同
案
は
否
決
さ
れ
た
（
84
）

。
宗
教
教
育
援
助
禁
止
条
項
の
全
廃
を
求
め
る
憲
法
改
正
案
の
多
く
は
、
州
裁
判
所
の
宗
教
系
私
立
学
校
へ

の
公
的
援
助
制
度
違
憲
判
決
を
覆
す
た
め
に
提
案
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
州
民
投
票
で
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
否
決
さ
れ
て
お
り
（
85
）

、
同
条
項
へ
の

廃
止
論
は
、
そ
れ
が
も
た
ら
す
問
題
の
深
刻
さ
に
比
し
て
、
一
般
的
理
解
を
得
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

お
わ
り
に

宗
教
的
自
由
を
強
く
標
榜
す
る
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
、
上
記
の
よ
う
な
カ
ト
リ
ッ
ク
の
排
斥
（
や
、
本
稿
で
は
触
れ
な
か
っ
た
が
モ
ル

モ
ン
教
へ
の
迫
害
（
86
）

）
と
い
っ
た
宗
教
弾
圧
の
歴
史
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
九
六
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
に
か
け
て
、
連
邦
最
高
裁
が

国
教
樹
立
禁
止
条
項
を
厳
格
に
解
釈
す
る
こ
と
で
、
宗
教
系
私
立
学
校
へ
の
様
々
な
援
助
を
連
邦
憲
法
に
違
反
す
る
と
判
決
（
87
）

し
た
背
景
に

は
、
一
九
世
紀
か
ら
続
く
カ
ト
リ
ッ
ク
排
斥
の
残
滓
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
（
88
）

。
宗
教
系
私
立
学
校
へ
の
援
助
に
対
す
る
厳
格
な
解
釈

と
い
う
の
は
、
様
々
な
援
助
プ
ロ
グ
ラ
ム
か
ら
宗
教
私
学
を
排
斥
す
る
と
い
う
効
果
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
り
、
結
果
と
し
て
多
数
の
カ

ト
リ
ッ
ク
に
対
し
て
不
利
益
を
提
供
す
る
こ
と
を
容
認
す
る
考
え
方
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
指
摘
で
き
よ
う
。

（
一
〇
三
四
）



ア
メ
リ
カ
州
憲
法
に
お
け
る
宗
教
教
育
援
助
禁
止
条
項
に
つ
い
て
（
高
畑
）

九
三

政
教
分
離
原
則
（
そ
し
て
、
そ
の
背
景
に
あ
る
世
俗
国
家
主
義
）
が
、
政
治
あ
る
い
は
政
府
の
領
域
か
ら
宗
教
を
排
除
す
る
原
理
で
あ
る
以

上
、
宗
教
と
世
俗
と
を
完
全
に
平
等
に
扱
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
（
89
）

。
だ
が
、
こ
う
し
た
憲
法
原
理
を
超
え
て
、
政
府
領
域
の
中
で
も
と

く
に
公
的
支
援
の
場
面
か
ら
宗
教
だ
け
を
排
除
す
る
理
由
は
何
か
を
改
め
て
検
討
す
る
必
要
は
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
社
会
の
中
で
宗
教
が

果
た
す
べ
き
役
割
（
90
）

を
再
度
見
つ
め
直
す
こ
と
に
も
つ
な
が
る
と
思
わ
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
州
憲
法
に
み
ら
れ
る
宗
教
教
育
援
助
禁
止
条
項

を
め
ぐ
る
制
定
の
経
緯
と
そ
の
見
直
し
へ
の
議
論
は
、
世
俗
国
家
主
義
に
基
づ
く
宗
教
の
（
不
利
な
）
取
扱
い
の
範
囲
の
再
検
討
を
も
た

ら
す
こ
と
に
な
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
政
教
分
離
原
則
や
宗
教
教
育
援
助
禁
止
条
項
を
教
条
的
に
理
解
す
る
の
で
は
な
く
、
宗
教
を
世
俗
と

は
区
別
し
て
扱
う
必
要
性
を
憲
法
構
造
の
中
で
改
め
て
と
ら
え
な
お
す
こ
と
が
、
教
育
へ
の
国
家
補
助
の
場
面
で
は
少
な
く
と
も
求
め
ら

れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
1
） 

憲
法
八
九
条
に
関
し
て
は
、「
前
段
」「
後
段
」
に
分
け
る
必
要
が
な
い
と
の
見
解
が
あ
る
。
笹
川
隆
太
郎
「
憲
法
八
十
九
条
の
来
歴
再
考
」
石

巻
専
修
大
学
研
究
紀
要
第
一
四
号
（
二
〇
〇
三
年
）
七
七
頁
注（
4
）を
参
照
。

（
2
） 

S
ee L
ocke v. D

avey, 540 U
.S
. 712, 721-722 

（2004
）.

（
3
） 

従
来the E
stablishm

ent of R
eligion

は
「
国
教
の
樹
立
」
と
訳
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
訳
は
必
ず
し
も
ア
メ
リ
カ
独
立
期
の
宗
教
制
度
を

正
確
に
表
し
た
も
の
で
は
な
い
の
で
、
本
稿
で
は
こ
れ
を
「
公
定
教
会
制
」
と
訳
す
。
な
お
、
筆
者
は
か
つ
て
こ
れ
を
「
法
定
教
会
制
」
と
し
て
い

た
こ
と
を
記
し
て
お
く
。
原
田
一
明
ほ
か
「
近
代
欧
米
諸
国
に
於
け
る
政
教
関
係
」
皇
學
館
大
学
神
道
研
究
所
紀
要
第
一
九
輯
（
二
〇
〇
三
年
）

四
八
頁
、
八
六
頁
〔
高
畑
英
一
郎
発
言
〕
を
参
照
。

（
4
） 

S
ee D

avey, 540 U
.S
. at 722-723.

（
5
） 

こ
の
点
に
言
及
し
た
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
高
畑
英
一
郎
「
政
教
分
離
」
大
林
啓
吾
＝
見
平
典
編
『
憲
法
用
語
の
源
泉
を
よ
む
』（
三
省
堂
、

（
一
〇
三
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

九
四

二
〇
一
六
年
）
一
四
一
頁
が
あ
る
。

（
6
） 

邦
語
文
献
と
し
て
、
小
倉
庫
次
『
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
州
憲
法
の
研
究
』（
有
斐
閣
、
一
九
六
一
年
）
三
七
頁
、
一
二
三
頁
、
二
〇
一
頁
も
参
照
。

（
7
） 

S
ee also Jam

es N
.G
. C
authen, R

eferen
d

a, In
itiatives, an

d
 S

tate C
on

stitu
tion

al N
o-A

id
 C

lau
ses, 76 A

L
B
. L
. R
E
V
. 2141, 

2178-2179 
（2013

）.

（
8
） 

同
規
定
は
、
私
立
学
校
に
通
学
す
る
生
徒
・
児
童
の
親
に
対
す
る
税
控
除
や
学
校
バ
ウ
チ
ャ
ー
券
（
金
券
）
の
支
給
も
禁
止
す
る
。
学
校
バ
ウ

チ
ャ
ー
制
に
つ
い
て
は
後
掲
註（
69
）参
照
。

（
9
） 

S
ee G
. A
lan T

arr, C
h

u
rch

 an
d

 S
tate in

 th
e S

tates, 64 W
A
S
H
. L
. R
E
V
. 73, 106 

（1989

）.

（
10
） 

S
ee G

. A
L
A
N
 T
A
R
R
, U
N
D
E
R
S
T
A
N
D
IN
G
 S
T
A
T
E
 C
O
N
S
T
IT
U
T
IO
N
S 51-55 

（1998

）.

（
11
） 

S
ee N
ote, P

u
blic F

u
n

d
s for S

ectarian
 S

ch
ools, 60 H

A
R
V
. L
. R
E
V
. 793, 794-795 

（1947

）.

（
12
） 

S
ee, e.g., D

ickm
an v. S

chool D
ist., 366 P

.2d 533 

（O
r. 1961

）, cert. d
en

ied, 371 U
.S
. 823 

（1962

）.

（
13
） 

直
接
間
接
の
双
方
の
援
助
を
禁
止
す
る
の
は
、
フ
ロ
リ
ダ
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
、
ミ
シ
ガ
ン
、
ミ
ズ
ー
リ
、
モ
ン
タ
ナ
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
オ
ク
ラ

ホ
マ
の
各
州
で
あ
る
。S

ee M
ark E

dw
ard D

eF
orrest, A

n
 O

verview
 an

d
 E

valu
ation

 of S
tate B

lain
e A

m
en

d
m

en
ts: O

rigin
s, 

S
cope, an

d
 F

irst A
m

en
d

m
en

t C
on

cern
s, 26 H

A
R
V
. J
.L
. &
 P
U
B
. P
O
L

’Y 551, 587 

（2003

）; C
authen, su

pra note 7, at 2148 n.44.

（
14
） 

例
え
ば
前
者
で
は
ネ
ブ
ラ
ス
カ
州
憲
法
七
条
一
一
節
、
ペ
ン
シ
ル
ベ
ニ
ア
州
憲
法
三
条
二
九
節
、
後
者
は
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
八
条
四
節
三

号
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
憲
法
一
一
条
三
節
、
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
憲
法
一
条
二
三
節
が
あ
る
。
他
に
、
宗
教
系
学
校
を
含
む
す
べ
て
の
学
校
に
対
す

る
公
費
で
の
教
科
書
貸
与
を
認
め
る
サ
ウ
ス
ダ
コ
タ
州
憲
法
八
条
二
〇
節
、
公
立
学
校
の
正
課
授
業
中
に
宗
教
教
育
受
講
の
た
め
の
一
時
退
校
を
認

め
る
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
憲
法
一
〇
条
三
節
、
宗
教
系
大
学
へ
通
学
す
る
学
生
や
親
へ
の
援
助
を
否
定
し
な
い
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
憲
法
修
正

一
〇
三
条
も
あ
る
。

（
15
） M
E
. R
E
V
. S
T
A
T
. A
N
N
. tit. 20-A

, §
 2951.

（
16
） M

D
. C
O
D
E
 A
N
N
., [E
duc.] §

 17-107.

（
17
） 

S
ee K

yle D
uncan, S

ecu
larism

’s L
aw

s: S
tate B

lain
e A

m
en

d
m

en
ts an

d
 R

eligiou
s P

ersecu
tion, 72 F

O
R
D
H
A
M
 L
. R
E
V
. 493, 

（
一
〇
三
六
）



ア
メ
リ
カ
州
憲
法
に
お
け
る
宗
教
教
育
援
助
禁
止
条
項
に
つ
い
て
（
高
畑
）

九
五

514 n.95 

（2003

）; M
eir K

atz, T
h

e S
tate of B

lain
e: A

 closer L
ook at th

e B
lain

 A
m

en
d

m
en

ts an
d

 T
h

eir M
od

ern
 A

pplication, 

12 E
N
G
A
G
E
: J
. F
E
D
E
R
A
L
IS
T
 S
O
C

’Y
 P
R
A
C
. G
R
O
U
P
S 111, 116-117 

（2011

）.
（
18
） E

verson v. B
oard of E

duc., 330 U
.S
. 1 

（1947

）.

（
19
） 
修
正
第
一
条
だ
け
で
な
く
、
連
邦
憲
法
自
体
が
州
に
適
用
さ
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。S

ee, e.g., B
arron v. B

altim
ore, 32 U

.S
. 243 

（1833

）; C
ochran v. L

ouisiana S
tate B

d. of E
duc., 281 U

.S
. 370 

（1930

）.

（
20
） 

S
ee T

H
O
M
A
S
 M
. C
O
O
L
E
Y
, T
H
E
 G
E
N
E
R
A
L
 P
R
IN
C
IP
L
E
 O
F
 C
O
N
S
T
IT
U
T
IO
N
A
L
 L
A
W
 IN
 T
H
E
 U
N
IT
E
D
 S
T
A
T
E
S 206 

（1880

）. 

熊
本
信
夫

『
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
政
教
分
離
の
原
則
』〔
増
補
版
〕（
北
大
図
書
刊
行
会
、
一
九
八
九
年
）
二
〇
二
頁
も
参
照
。

（
21
） 

こ
の
規
定
が
禁
止
す
る
宗
教
審
査
は
、
連
邦
政
府
を
対
象
に
す
る
。S

ee J
O
S
E
P
H
 S
T
O
R
Y
, C
O
M
M
E
N
T
A
R
IE
S
 O
N
 T
H
E
 C
O
N
S
T
IT
U
T
IO
N
 O
F
 T
H
E
 

U
N
IT
E
D
 S
T
A
T
E
S 690 

（R
onald R

otunda &
 John N

ow
ak, eds., C

arolina A
cadem

ic P
ress 1987

） （1833

）.

（
22
） T

H
O
M
A
S
 C
. B
E
R
G
, T
H
E
 S
T
A
T
E
 A
N
D
 R
E
L
IG
IO
N 47 

（2d ed. 2004

）.

（
23
） 

そ
の
す
べ
て
が
公
定
教
会
複
数
制
を
採
用
し
て
い
た
。

（
24
） L

E
O
N
A
R
D
 W
. L
E
V
Y
, T
H
E
 E
S
T
A
B
L
IS
H
M
E
N
T
 C
L
A
U
S
E
: R
E
L
IG
IO
N
 A
N
D
 T
H
E
 F
IR
S
T
 A
M
E
N
D
M
E
N
T 76 

（2d ed. rev. 1994

）.

（
25
） 

S
ee B

E
R
G
, su

pra note 22, at 47.

（
26
） 

宗
教
課
税
は
公
定
教
会
制
の
顕
著
な
特
徴
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。S

ee D
avey, 540 U

.S
. at 722-723; T

H
O
M
A
S
 M
. C
O
O
L
E
Y
, T
R
E
A
T
IS
E
 O
N
 

T
H
E
 C
O
N
S
T
IT
U
T
IO
N
A
L
 L
IM
IT
A
T
IO
N
S 580 

（L
aw
book E

xchange 1998

） （5th ed. 1883

）. 

ま
た
織
田
萬
『
日
本
行
政
法
論
』〔
増
訂
版
〕（
有
斐

閣
、
一
九
〇
〇
年
）
六
一
三
頁
も
、
政
教
分
離
を
政
教
関
係
の
「
自
由
主
義
」
と
し
て
、「
国
家
と
寺
院
と
の
関
係
を
分
離
し
て
一
の
国
教
を
も
認

め
ざ
る
の
み
な
ら
ず
亦
一
の
宗
教
を
も
排
斥
せ
ず
如
何
な
る
宗
教
を
奉
ず
る
に
於
て
も
人
民
の
自
由
に
属
し
国
家
は
均
一
に
そ
の
自
由
を
保
護
す
る

も
の
な
り
一
八
三
三
年
以
還
米
合
衆
国
に
於
て
行
は
る
る
主
義
は
即
ち
是
な
り
」
と
述
べ
る
。
新
田
均
「
織
田
萬
の
著
作
に
お
け
る
政
教
関
係
類
型

論
の
変
化
に
つ
い
て
」
明
治
聖
徳
記
念
学
会
紀
要　

復
刊
二
八
号
（
一
九
九
九
年
）
三
五
頁
も
参
照
。

（
27
） 

そ
の
後
も
、
公
務
就
任
時
の
宗
教
審
査
規
定
な
ど
、
宗
教
色
の
強
い
制
度
は
残
存
し
た
。
例
え
ば
、
今
日
で
も
ノ
ー
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
や
サ
ウ

ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
の
州
憲
法
に
は
公
務
就
任
時
の
宗
教
審
査
規
定
が
あ
る
（N

C
. C
O
N
S
T
. art. V

I, §
 8 

（1971

）（「
神
の
存
在
を
承
認
し
な
い
者

（
一
〇
三
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

九
六

の
公
務
就
任
を
禁
止
す
る
」）; S

C
. C
O
N
S
T
. art. IV

, §
 4; art. V

I, §
 2 

（1976

）（「
至
高
の
存
在
が
い
る
こ
と
を
承
認
し
な
い
者
の
公
務
就
任

を
禁
止
す
る
」））。
た
だ
連
邦
最
高
裁
は
、T

orcaso v. W
atkins

判
決
（367 U
.S
. 488 

（1961

））
で
こ
の
審
査
は
信
仰
告
白
を
強
要
す
る
も
の

で
信
教
の
自
由
条
項
に
違
反
す
る
と
判
決
し
て
お
り
、
こ
の
規
定
の
実
効
力
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
サ
ウ
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
最
高
裁
判
所
も
、

S
ilverm

an v. C
am
pbell

判
決
（486 S

.E
.2d 1 

（S
.C
. 1997

））
に
お
い
て
、
宗
教
審
査
を
定
め
る
州
憲
法
規
定
を
連
邦
憲
法
違
反
と
判
決
し
た
。

宗
教
審
査
に
つ
い
て
は
、
原
田
ほ
か
・
前
掲
註（
3
）五
二
頁
〔
高
畑
英
一
郎
発
言
〕
を
参
照
）。

（
28
） 

S
ee T
arr, su

pra note 9, at 76.

（
29
） 

S
ee N
ote, C

ath
olic S

ch
ools an

d
 P

u
blic M

on
ey, 50 Y

A
L
E L
.J. 917, 919 

（1941

）. 

ト
ク
ヴ
ィ
ル
も
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
「
キ
リ
ス

ト
教
道
徳
は
ど
こ
で
も
同
じ
で
あ
る
」
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
〔
松
本
礼
二
訳
〕『
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
第
一
巻
（
下
）（
岩
波

書
店
、
二
〇
〇
五
年
）
二
一
七
頁
を
参
照
。

（
30
） 

以
上
、
高
畑
英
一
郎
「
ブ
レ
イ
ン
連
邦
憲
法
修
正
案
に
つ
い
て
」
日
本
法
学
七
四
巻
二
号
（
二
〇
〇
八
年
）
三
五
二
│
三
五
八
頁
を
参
照
。

S
ee also L

A
U
R
E
N
C
E
 H
. W
IN
E
R
 &
 N
IN
A
 J
. C
R
IM
M
, G
O
D
, S
C
H
O
O
L
S
, A
N
D
 G
O
V
E
R
N
M
E
N
T
 F
U
N
D
IN
G, 42-43 

（2015

）.

（
31
） 

高
畑
・
前
掲
註（
30
）三
五
八
│
三
六
七
頁
を
参
照
。S

ee W
IN
E
R
 &
 C
R
IM
M
, su

pra note 30, at 44-47.　

ま
た
、
熊
本
・
前
掲
註（
20
）

一
七
八
│
一
八
二
頁
も
参
照
。

（
32
） D

ouglas L
aycock, S

u
m

m
ary an

d
 S

yn
th

esis: T
h

e C
risis in

 R
eligiou

s L
iberty, 60 G

E
O
. W
A
S
H
. L
. R
E
V
. 841, 845 

（1992

）.　

こ

れ
に
対
し
て
、
宗
派
学
校
へ
の
公
金
支
出
禁
止
規
定
と
反
カ
ト
リ
ッ
ク
運
動
と
は
無
関
係
だ
と
す
る
も
の
に
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
。S

ee Jill 

G
oldenziel, B

lain
e’s N

am
e in

 V
ain

?: S
tate C

on
stitu

tion
s, S

ch
ool C

h
oice, an

d
 C

h
aritable C

h
oice, 83 D

E
N
. U
. L
. R
E
V
. 57 

（2005

）; S
teven K

. G
reen, T

h
e In

sign
ifi can

ce of th
e B

lain
e A

m
en

d
m

en
t, 2008 B

.Y
.U
. L
. R
E
V
. 295.

（
33
） 

S
ee M

itchell v. H
elm
s, 530 U

.S
. 793, 828 

（2000

）.

（
34
） 

こ
う
し
た
経
緯
か
ら
、
こ
れ
ら
の
条
項
は
「S

tate B
laine A

m
endm

ent

」「B
aby B

laine

」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
。S

ee 

G
oldenziel, su

pra note 32, at 61, 70.

（
35
） 

S
ee W

right v. S
chool D

ist., 99 P
.2d 737 

（K
an. 1940

）.

（
一
〇
三
八
）



ア
メ
リ
カ
州
憲
法
に
お
け
る
宗
教
教
育
援
助
禁
止
条
項
に
つ
い
て
（
高
畑
）

九
七

（
36
） 

S
ee S
tate ex rel. P

ublic S
chool D

ist. v. T
aylor, 240 N

.W
. 573 

（N
eb. 1932

）. S
ee also A

tchison, T
. &
 S
. F
. R
y. C
o. v. C

ity 

of A
tchison, 28 P

. 1000 

（K
an. 1892

）; H
arfst v. H

oegen, 163 S
.W
.2d 609 

（M
o. 1941

）; B
erghorn v. R

eorganized S
chool D

ist., 

260 S
.W
.2d 573 

（M
o. 1953

）.

（
37
） 

S
ee N
ance v. Johnson, 19 S

.W
. 559 

（T
ex. 1892

）. B
u

t see Johnson v. B
oyd, 28 N

.E
.2d 256 

（Ind. 1940

）.

（
38
） 

S
ee F
iscal C

ourt of Jeff erson C
ounty v. B

rady, 885 S
.W
.2d 681 

（K
y. 1994

）.

（
39
） 

S
ee D
unn v. C

hicago Industrial S
chool, 117 N

.E
. 735 

（Ill. 1917

）.

（
40
） 

S
ee S
tate v. H

allock, 16 N
ev. 373 

（1882

）; M
urrow

 Indian O
rphans H

om
e v. C

hilders, 171 P
.2d 600 

（O
kla. 1946

）.

（
41
） C

rain v. W
alker, 2 S

.W
.2d 654 

（K
y. 1928

）.　

連
邦
最
高
裁
は
後
年
ま
っ
た
く
逆
の
判
決
を
下
し
た
こ
と
が
あ
る
。S

ee G
rand R

apids 

S
ch. D

ist. v. B
all, 473 U

.S
. 373 

（1985

）, overru
led

 by A
gostini v. F

elton, 521 U
.S
. 203 

（1997

）.

（
42
） 

S
ee N
ote, P

u
blic F

u
n

d
s for S

ectarian
 S

ch
ools, su

pra note 11, at 795.

（
43
） 

S
ee B
orden v. L

ouisiana S
tate B

d. of E
duc., 123 S

o. 655 

（L
a. 1928

）. S
ee also S

nyder v. T
ow
n of N

ew
tow
n, 161 A

.2d. 770 

（C
onn. 1960

）.

（
44
） 

S
ee, e.g., C

ochran v. B
oard of E

d., 123 S
o. 664 

（L
a. 1929

）, aff’d, 281 U
. S
. 370 

（1930

）; C
hance v. S

tate T
extbook B

d., 

200 S
o. 706 

（M
iss. 1941

）.

（
45
） 

S
ee, e.g., M

ueller v. A
llen, 463 U

.S
. 388 

（1983
）.　

後
述
の
「
受
益
者
本
人
の
自
主
的
選
択
」
論
も
ま
た
同
じ
で
あ
る
。

（
46
） 

サ
ウ
ス
ダ
コ
タ
州
憲
法
八
条
二
〇
節
を
参
照
。

（
47
） 

S
ee B
oard of E

duc. v. A
llen, 392 U

.S
. 236 

（1968

）.

（
48
） 

S
ee E
. C
. B
olm
eier, L

egal Issu
es in

 P
u

pil T
ran

sportation, 20 L
A
W
 &
 C
O
N
T
E
M
P
. P
R
O
B
S
. 45, 45 

（1955

）.

（
49
） 

S
ee N
ote, P

u
blic F

u
n

d
s for S

ectarian
 S

ch
ools, su

pra note 11, at 796.

（
50
） 

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
憲
法
一
一
条
三
節
、
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
憲
法
一
条
二
三
節
を
参
照
。

（
51
） 

S
ee B
ow
ker v. B

aker, 167 P
.2d 256 

（C
al. 1946

）; E
verson v. B

oard of E
duc., 44 A

.2d 333 

（N
.J. 1945

）, aff’d, 330 U
.S
. 1 

（
一
〇
三
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

九
八

（1947

）.　

ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
は
こ
の
判
決
の
固
定
化
の
た
め
に
、
バ
ス
無
償
運
行
を
憲
法
条
項
化
し
た
。
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
八
条
四
節

三
号
を
参
照
。

（
52
） 

S
ee N
ote, P

u
blic F

u
n

d
s for S

ectarian
 S

ch
ools, su

pra note 11, at 796.

（
53
） 

S
ee E
verson v. B

oard of E
duc., 330 U

.S
. 1 

（1947

）.

（
54
） 

S
ee S
m
ith v. D

onahue, 195 N
.Y
.S
. 715, 718 

（N
.Y
. A
pp. D

iv. 1922

） （qu
otin

g Judd v. B
d of E

duc., 15 N
.E
.2d 576, 582 

（N
.Y
. 

1938

））.

（
55
） 

S
ee D

ickm
an v. S

chool D
ist., 366 P

.2d 533 

（O
r. 1961

）, cert. d
en

ied, 371 U
.S
. 823 

（1962

）. S
ee also M

cD
onald v. S

chool 

B
d., 246 N

.W
.2d 93 

（S
.D
. 1976

）; G
aff ney v. S

tate D
ept. of E

duc., 220 N
.W
.2d 550 

（N
eb. 1974

）; P
aster v. T

ussey, 512 S
.W
.2d 

97 

（M
o. 1974

）, cert. d
en

ied, 419 U
.S
. 1111 

（1975

）; B
loom

 v. S
chool C

om
m
., 379 N

.E
.2d 578 

（M
ass. 1978

）; C
alifornia 

T
eachers A

ss’n. v. R
iles, 632 P

.2d 953 

（C
al. 1981

）.

（
56
） 

S
ee G
urney v. F

erguson, 122 P
.2d 1002 

（O
kla. 1941

）, cert. d
en

ied, 317 U
. S
. 588 

（1942

）.

（
57
） Judd v. B

d. of E
duc., 15 N

.E
.2d 576 

（N
.Y
. 1938

）.

（
58
） 

Id. at 582.

（
59
） 

S
ee e.g., S

ilver L
ake C

onsol. S
ch. D

ist. v. P
arker, 29 N

.W
.2d 214 

（Iow
a 1947

）; V
isser v. N

ooksack V
alley S

chool D
ist., 

207 P
.2d 198 

（W
ash. 1949

）; Z
ellers v. H

uff , 236 P
.2d 949 

（N
.M
. 1951

）; M
cV
ey v. H

aw
kins, 258 S

.W
.2d 927 

（M
o. 1953

）; 

M
atthew

s v. Q
uinton, 362 P

.2d 932 

（A
laska 1961

）; S
tate ex rel. R

eynolds v. N
usbaum

, 115 N
.W
.2d 761 

（W
is. 1962

）; B
d. of 

E
duc. v. A

ntone, 384 P
.2d 911 

（O
kla. 1963

）. S
ee also A

N
S
O
N
 P
. S
T
O
K
E
 &
 L
E
O
 P
F
E
F
F
E
R
, C
H
U
R
C
H
 A
N
D
 S
T
A
T
E
 IN
 T
H
E
 U
N
IT
E
D
 

S
T
A
T
E
S 431 

（R
ev. ed. 1964

）

（
60
） 

S
ee gen

erally S
heldon Jackson C

oll. v. A
laska, 599 P

.2d 127 
（A

laska 1979

）; S
pears v. H

onda, 449 P
.2d 130 

（H
aw
. 

1969

）; S
tate ex rel. C

ham
bers v. S

chool D
istrict 10 of D

eer L
odge C

ounty, 472 P
.2d 1013 

（M
ont. 1970

）. S
ee also D

eF
orrest, 

su
pra note 13, at 580-586.

（
一
〇
四
〇
）



ア
メ
リ
カ
州
憲
法
に
お
け
る
宗
教
教
育
援
助
禁
止
条
項
に
つ
い
て
（
高
畑
）

九
九

（
61
） 

高
畑
英
一
郎
「
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
」
前
掲
註（
5
）八
九
頁
。

（
62
） 

S
ee T

A
R
R
, su

pra note 10, at 161; R
O
B
E
R
T
 F
. W
IL
L
IA
M
S
, T
H
E
 L
A
W
 O
F
 A
M
E
R
IC
A
N
 S
T
A
T
E
 C
O
N
S
T
IT
U
T
IO
N
S 113-114 

（2009

）.　

ま

た
安
部
圭
介
「
政
教
分
離
・
信
教
の
自
由
・
連
邦
制
」
大
西
直
樹
・
千
葉
眞
編
『
歴
史
の
な
か
の
政
教
分
離
』（
彩
流
社
、
二
〇
〇
六
年
）
二
六
六

頁
も
参
照
。
こ
れ
を”neo-federalism

”

と
呼
称
す
る
研
究
者
も
い
る
。S

ee D
eF
orrest, su

pra note 13, at 605.

（
63
） 

実
際
に
、
州
最
高
裁
が
州
の
宗
教
条
項
は
連
邦
の
そ
れ
よ
り
も
保
障
の
程
度
は
低
い
と
述
べ
た
こ
と
も
あ
る
。S

ee e.g., R
esnick v. E

. 

B
runsw

ick B
d. of E

duc., 389 A
.2d 944 

（N
.J. 1978

）; S
tate v. Jackson, 503 S

.E
.2d 101 

（N
.C
. 1998

）. S
ee also R

obert F
. 

W
illiam

s, S
tate C

on
stitu

tion
al R

eligion
 C

lau
ses: L

esson
s from

 th
e N

ew
 Ju

d
icial F

ed
eralism

, 7 U
. S
T
. T
H
O
M
A
S
 J
.L
. &
 P
U
B
. 

P
O
L

’Y
. 192, 200-201 

（2013
）.

（
64
） 

S
ee T
arr, su

pra note 9, at 79-80.

（
65
） 

州
憲
法
の
宗
教
教
育
援
助
禁
止
条
項
の
下
で
、
学
校
選
択
制
（school choice

）
あ
る
い
は
学
校
バ
ウ
チ
ャ
ー
制
を
合
憲
と
す
る
判
決
も
少
な

く
な
い
。S

ee gen
erally K

otterm
an v. K

illian, 972 P
.2d 606 

（A
riz. 1999

）; Jackson v. B
enson, 578 N

.W
.2d 602 

（W
is. 1998

）.

（
66
） W

itters v. W
ashington D

ept. of S
erv. for B

lind, 474 U
.S
. 481, 488-489 

（1986

）.　

こ
の
判
決
に
つ
い
て
は
、
松
井
茂
記
『
ア
メ
リ

カ
憲
法
入
門
〔
七
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
二
年
）
三
二
五
頁
註（
2
）、
高
畑
英
一
郎
「
ア
メ
リ
カ
連
邦
最
高
裁
に
お
け
る
エ
ン
ド
ー
ス
メ
ン
ト
・

テ
ス
ト
の
限
定
的
受
容
」
日
本
大
学
大
学
院
法
学
研
究
年
報
二
五
号
（
一
九
九
五
年
）
一
七
│
一
八
頁
を
参
照
。

（
67
） 

S
ee W

itters v. C
om
m
ission for the B

lind, 771 P
.2d 1119 

（W
ash. 1989

）.

（
68
） Z

elm
an v. S

im
m
ons-H

arris, 536 U
.S
. 639 

（2002
）.

（
69
） 

学
校
バ
ウ
チ
ャ
ー
制
度
と
は
、「
州
が
授
業
料
（
又
は
そ
の
一
部
分
）
相
当
額
の
金
券
（voucher

）
を
親
に
与
え
、
親
が
最
良
と
考
え
る
教
育

機
関
を
選
択
し
て
、
そ
こ
で
そ
の
金
券
を
使
え
る
よ
う
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
子
供
の
教
育
費
を
公
費
で
補
助
す
る
こ
と
を
目
指
す
制
度
」
を
い

う
。
金
原
恭
子
「
ワ
シ
ン
ト
ン
州
の
奨
学
金
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
特
定
の
種
類
の
神
学
の
専
攻
者
に
は
奨
学
金
を
給
付
し
な
い
と
し
て
い
る
こ
と
を
合
憲

と
す
る
判
例
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
八
三
号
（
二
〇
〇
五
年
）
二
二
〇
頁
。

（
70
） C

ain v. H
orne, 202 P

.3d 1178 

（A
riz. 2009

）. S
ee also K

atz, supra note 17, at 114.

（
一
〇
四
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

一
〇
〇

（
71
） T

axpayers for P
ub. E

duc. v. D
ouglas C

ty. S
ch. D

ist., 351 P
.3d 461 

（C
olo. 2015

）. S
ee also M

atthew
 O

’C
onnor, S

tate 

C
on

stitu
tion

a
l L

a
w

−
E

d
u

ca
tion

−
W

h
y V

ou
ch

er P
rogra

m
s D

o N
ot E

ra
se th

e C
on

n
ection

 B
etw

een
 C

h
u

rch
 a

n
d

 S
ta

te. 

M
ered

ith
 v. P

en
ce, 984 N

.E
.2d

 1213 （In
d

. 2013

）, 67 R
U
T
G
E
R
S
 U
.L
. R
E
V
. 1271, 1283 

（2015

）.

（
72
） 

S
ee W

idm
ar v. V

incent, 454 U
.S
. 263, 277-278 

（1981

）; T
arr, su

pra note 9, at 80.

（
73
） L

ocke v. D
avey, 540 U

.S
. 712 

（2004

）.　

こ
の
判
決
に
つ
い
て
は
、
安
部
・
前
掲
註（
62
）
二
七
四
頁
以
下
、
高
畑
英
一
郎
「
判
批
」
日

本
法
学
七
二
巻
三
号
四
二
五
頁
を
参
照
。

（
74
） 

W
id

m
ar, 454 U

.S
. at 277-278.

（
75
） 

S
ee M

itch
ell, 530 U

.S
. at 828.

（
76
） 

S
ee D

avey, 540 U
.S
. at 723 n.7.

（
77
） 

S
ee K
atz, su

pra note 17, at 115.

（
78
） 

S
ee D
eF
orrest, su

pra note 13, at 625.

（
79
） 

S
ee id. at 621.

（
80
） 

S
ee K
atz, su

pra note 17, at 115.

（
81
） 

S
ee E
ugene V

olokh, E
qu

al T
reatm

en
t Is N

ot E
stablish

m
en

t, 13 N
O
T
R
E
 D
A
M
E
 J
.L
. E
T
H
IC
S
 &
 P
U
B
. P
O
L

’Y 341, 365 

（1999

）.

（
82
） 

S
ee P

atrick L
oughery, In

h
ibitin

g E
d

u
cation

al C
h

oice: S
tate C

on
stitu

tion
al R

estriction
s on

 S
ch

ool C
h

oice, 30 N
O
T
R
E
 

D
A
M
E
 J
.L
. E
T
H
IC
S
 &
 P
U
B
. P
O
L

’Y 449, 456 

（2016

）.

（
83
） 

S
ee C
authen, su

pra note 7, at 2161-2162, 2163.

（
84
） 

S
ee id. at 2165.

（
85
） 

S
ee id. at 2176-2177.

（
86
） 

S
ee, e.g., S

T
O
K
E
 &
 P
F
E
F
F
E
R
, su

pra note 59, at 303-304.

（
87
） 

S
ee, e.g., L

em
on v. K

urtzm
an, 403 U

.S
. 602 

（1971

）; L
evitt v. C

om
m
ittee for P

ub. E
duc., 413 U

.S
. 472 

（1973

）; 

（
一
〇
四
二
）



ア
メ
リ
カ
州
憲
法
に
お
け
る
宗
教
教
育
援
助
禁
止
条
項
に
つ
い
て
（
高
畑
）

一
〇
一

C
om
m
ittee for P

ub. E
duc. v. N

yquist, 413 U
.S
. 756 

（1973

）; S
loan v. L

em
on, 413 U

.S
. 825 

（1973

）; M
eek v. P

ittenger, 421 

U
.S
. 349 

（1975

）; W
olm
an v. W

alter, 433 U
.S
. 229 

（1977

）; G
rand R

apids S
ch. D

ist. v. B
all, 473 U

.S
. 373 

（1985

）; A
guilar v. 

F
elton, 473 U

.S
. 402 

（1985

）.

（
88
） 

S
ee T
hom
as C
. B
erg, A

n
ti-C

ath
olicism

 an
d

 M
od

ern
 C

h
u

rch
-S

tate R
elation

s, 33 L
O
Y
. U
. C
H
I. L
.J. 121, 152 

（2001

）.

（
89
） 

高
畑
英
一
郎
「
政
教
分
離
の
原
則
」
川
﨑
政
司
・
小
山
剛
編
『
判
例
か
ら
学
ぶ
憲
法
・
行
政
法
〔
四
版
〕』（
法
学
書
院
、
二
〇
一
四
年
）
五
三

頁
を
参
照
。

（
90
） 

例
え
ば
、
田
近
肇
「
大
規
模
事
前
災
害
の
政
教
問
題
」
岡
山
大
学
法
科
大
学
院
『
臨
床
法
務
研
究
』
一
三
号
（
二
〇
一
四
年
）
一
五
頁
、
宗
教

者
災
害
支
援
連
絡
会
編
『
災
害
支
援
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』（
春
秋
社
、
二
〇
一
六
年
）
を
参
照
。

（
一
〇
四
三
）





裁
判
員
制
度
の
憲
法
適
合
性
（
柳
瀬
）

一
〇
三

裁
判
員
制
度
の
憲
法
適
合
性

柳　
　

瀬　
　
　
　
　

昇

一　

本
稿
の
意
義

本
稿
は
、
二
〇
〇
九
年
五
月
に
わ
が
国
に
導
入
さ
れ
た
裁
判
員
制
度
の
憲
法
適
合
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

筆
者
は
、
旧
著
（
1
）

に
お
い
て
、
裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
に
関
す
る
法
律
（
以
下
、「
裁
判
員
法
」
と
い
う
）
の
立
法
過
程
を
描
写
す
る

と
と
も
に
、
国
民
の
司
法
参
加
の
制
度
を
導
入
し
よ
う
と
す
る
際
に
理
論
的
な
障
壁
と
な
る
「
民
主
的
司
法
の
デ
ィ
レ
ン
マ
」
問
題
を
検

討
し
た
う
え
で
、
同
法
に
基
づ
く
裁
判
員
制
度
の
意
義
に
つ
い
て
討
議
民
主
主
義
（deliberative dem

ocracy

）
理
論
に
基
づ
き
再
構
成
を

試
み
た
。
同
書
に
お
け
る
筆
者
の
主
た
る
問
題
関
心
は
、
も
っ
ぱ
ら
、
憲
法
学
及
び
政
治
学
の
世
界
で
近
時
非
常
に
注
目
さ
れ
て
い
る
討

議
民
主
主
義
理
論
に
つ
い
て
概
観
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
理
論
を
国
民
の
司
法
参
加
の
意
義
の
基
礎
づ
け
へ
応
用
し
う
る
か
否
か
に
つ
い

て
検
討
す
る
こ
と
で
あ
り
、
現
に
存
在
す
る
裁
判
員
制
度
の
憲
法
適
合
性
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。

論　

説

（
一
〇
四
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

一
〇
四

施
行
後
五
年
以
上
を
経
て
、
わ
が
国
の
刑
事
裁
判
制
度
と
し
て
ほ
ぼ
定
着
し
た
と
い
え
る
こ
の
裁
判
員
制
度
に
関
し
て
、
筆
者
は
、
本

稿
に
お
い
て
、
そ
の
憲
法
適
合
性
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。
ま
ず
、
裁
判
員
制
度
を
合
憲
と
判
示
し
た
最
大
判
平
成
二
三
年

一
一
月
一
六
日
刑
集
六
五
巻
八
号
一
二
八
五
頁
の
内
容
を
整
理
す
る
と
と
も
に
、
制
度
の
憲
法
適
合
性
に
関
す
る
論
点
に
つ
い
て
検
討
す

る
。
そ
し
て
、
判
例
が
い
う
と
こ
ろ
の
制
度
を
合
憲
と
基
礎
づ
け
る
本
質
的
要
素
を
析
出
す
る
（
2
）

。

こ
の
平
成
二
三
年
大
法
廷
判
決
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
憲
法
の
基
本
的
原
理
に
依
拠
し
た
う
え
で
、
制
度
を
合
憲
と
す
る
結
論
を
導

き
出
し
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
調
査
官
解
説
に
よ
れ
ば
、「
問
題
は
、
い
わ
ば
「
自
由
主
義
の
原
理
」
と
「
民
主
主
義
の
原
理
」
と
の
関
係

の
理
解
如
何
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
遡
る
こ
と
に
な
」
り
、
そ
の
よ
う
な
「
問
題
意
識
が
本
判
決
の
背
景
に
も
あ
る
」
と
い
う
（
3
）

。
こ
れ
ら
の

基
本
的
原
理
が
制
度
の
憲
法
適
合
性
の
判
断
に
際
し
て
問
題
と
し
て
認
識
さ
れ
た
点
は
評
価
す
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
問
題
に
対
し
て
、

は
た
し
て
十
分
な
考
察
が
判
決
に
お
い
て
な
さ
れ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
本
判
決
が
、
こ
れ
ら
憲
法
の
基
本
的
原
理
を
ど

の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
、
そ
の
と
ら
え
方
は
妥
当
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
も
、
併
せ
て
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

二　

平
成
二
三
年
最
高
裁
大
法
廷
判
決
の
構
成

最
大
判
平
成
二
三
年
一
一
月
一
六
日
刑
集
六
五
巻
八
号
一
二
八
五
頁
に
つ
い
て
、
ま
ず
は
、
判
決
文
の
構
成
を
確
認
す
る
こ
と
と
す
る
。

1　

事
件
の
概
要
と
下
級
裁
判
所
の
判
断

事
件
の
概
要
は
、
日
本
在
住
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
国
籍
の
女
性
（
被
告
人
）
が
、
氏
名
不
詳
者
ら
と
共
謀
し
て
、
ク
ア
ラ
ル
ン
プ
ー
ル
国
際

（
一
〇
四
六
）



裁
判
員
制
度
の
憲
法
適
合
性
（
柳
瀬
）

一
〇
五

空
港
に
お
い
て
覚
せ
い
剤
一
、九
九
一
・
二
グ
ラ
ム
を
機
内
預
託
手
荷
物
と
し
て
航
空
機
に
搭
載
し
、
営
利
目
的
で
日
本
に
持
ち
込
ん
だ
と

こ
ろ
、
成
田
国
際
空
港
の
旅
具
検
査
場
で
税
関
職
員
に
発
見
さ
れ
、
覚
せ
い
剤
取
締
法
、
関
税
法
等
に
違
反
す
る
と
し
て
起
訴
さ
れ
た
と

い
う
も
の
で
あ
る
。

本
件
は
、
裁
判
員
法
二
条
一
項
一
号
に
基
づ
き
、
第
一
審
で
は
、
裁
判
員
の
参
加
す
る
合
議
体
で
審
理
裁
判
が
行
わ
れ
、
被
告
人
は
懲

役
九
年
及
び
罰
金
四
〇
〇
万
円
に
処
さ
れ
た
（
千
葉
地
判
平
成
二
二
年
一
月
一
八
日
刑
集
六
五
巻
八
号
一
三
五
一
頁
（
4
））。

こ
の
第
一
審
判
決
に
対
し
て
、
被
告
人
は
控
訴
し
、
事
実
誤
認
及
び
量
刑
不
当
の
ほ
か
、
裁
判
員
制
度
が
違
憲
で
あ
る
旨
を
主
張
し
た
。

控
訴
審
に
お
け
る
被
告
人
に
よ
る
違
憲
主
張
は
、
㈠
裁
判
官
で
な
い
裁
判
員
が
刑
事
裁
判
に
関
与
し
た
と
い
う
点
で
、
下
級
裁
判
所
の
裁

判
官
の
任
命
方
法
を
定
め
た
憲
法
八
〇
条
一
項
に
違
反
し
、
㈡
裁
判
員
法
に
基
づ
き
構
成
さ
れ
た
原
審
の
判
決
裁
判
所
が
、
憲
法
七
六
条

二
項
が
設
置
を
禁
止
す
る
特
別
裁
判
所
に
該
当
す
る
と
の
二
点
で
あ
る
が
、
東
京
高
判
平
成
二
二
年
六
月
二
一
日
刑
集
六
五
巻
八
号

一
三
六
三
頁
は
、
㈠
に
つ
い
て
、
憲
法
が
裁
判
官
を
下
級
裁
判
所
の
基
本
的
な
構
成
員
と
し
て
想
定
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、

下
級
裁
判
所
の
構
成
員
が
す
べ
て
裁
判
官
で
占
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
規
定
し
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
憲
法
は
下
級
裁

判
所
の
設
置
に
つ
い
て
「
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
」（
憲
法
七
六
条
一
項
）
と
し
て
お
り
、
裁
判
官
以
外
の
者
が
裁
判
に
加
わ
る
こ

と
を
禁
止
し
た
明
文
の
規
定
を
置
い
て
お
ら
ず
、
憲
法
制
定
当
時
の
立
法
者
の
意
図
（
5
）

と
し
て
も
国
民
の
参
加
す
る
裁
判
を
許
容
し
、
あ
る

い
は
少
な
く
と
も
排
除
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
こ
と
か
ら
、
八
〇
条
一
項
違
反
と
は
い
え
ず
、
ま
た
、
㈡
に
つ
い
て
は
、
一

般
的
に
司
法
権
を
行
う
通
常
の
系
列
に
属
す
る
下
級
裁
判
所
と
し
て
裁
判
所
法
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
地
方
裁
判
所
に
お
い
て
刑
事
事
件
を

処
理
す
る
た
め
に
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
が
憲
法
七
六
条
二
項
に
い
う
特
別
裁
判
所
に
当
た
ら
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
と
し
て
、
い
ず
れ
も
被
告
人
の
主
張
を
斥
け
た
。

（
一
〇
四
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
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そ
こ
で
、
被
告
人
が
上
告
し
た
。

2　

最
高
裁
大
法
廷
判
決
の
構
成

最
高
裁
判
所
大
法
廷
は
、
二
〇
一
一
年
一
一
月
一
六
日
、
裁
判
官
全
員
一
致
の
意
見
で
、
か
つ
個
別
意
見
を
一
切
付
す
る
こ
と
な
く
、

上
告
を
棄
却
す
る
判
決
を
言
い
渡
し
た
。

最
高
裁
判
所
の
判
決
文
は
、
弁
護
人
の
上
告
趣
意
書
に
応
答
す
る
形
で
二
部
構
成
と
な
っ
て
い
る
が
、
刑
集
六
五
巻
八
号
一
二
九
二
頁

か
ら
始
ま
る
第
1
の
部
分
、
す
な
わ
ち
弁
護
人
が
裁
判
員
法
の
憲
法
違
反
を
争
う
点
が
本
稿
の
考
察
対
象
で
あ
る
。
そ
の
他
の
部
分

（
一
三
〇
二
頁
の
第
2
の
部
分
）
は
、
単
な
る
法
令
違
反
、
事
実
誤
認
、
量
刑
不
当
の
主
張
で
あ
る
と
し
て
、
最
高
裁
に
よ
っ
て
、
適
法
な

上
告
理
由
に
あ
た
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
も
っ
ぱ
ら
第
1
の
部
分
に
つ
い
て
の
み
検
討
す
る
。

第
1
の
部
分
は
、
四
つ
の
内
容
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
1
に
お
い
て
、
上
告
趣
意
書
の
概
要
が
述
べ
ら
れ
た
う
え
で
（
一
二
九
二
頁
）、
2

で
、
国
民
の
司
法
参
加
が
一
般
に
憲
法
上
禁
じ
ら
れ
る
か
否
か
が
検
討
さ
れ
（
一
二
九
三
│
一
二
九
六
頁
）、
3
で
、
裁
判
員
法
に
よ
る
裁

判
員
制
度
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
憲
法
に
違
反
す
る
点
が
あ
る
か
否
か
が
検
討
さ
れ
る
（
一
二
九
六
│
一
三
〇
一
頁
）。
4
で
は
、
裁

判
員
制
度
の
意
義
に
つ
い
て
の
最
高
裁
判
所
の
理
解
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
一
三
〇
一
│
一
三
〇
二
頁
）。

3　

最
高
裁
判
所
大
法
廷
判
決
の
内
容

平
成
二
三
年
最
高
裁
大
法
廷
判
決
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
多
数
の
評
釈
が
公
表
さ
れ
て
お
り
（
6
）

、
判
決
の
要
旨
等
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ

こ
で
、
本
稿
で
は
、
同
様
に
判
旨
を
挙
げ
る
の
で
は
な
く
、
判
決
の
全
体
構
造
を
的
確
に
把
握
す
る
た
め
に
、
以
下
で
、
そ
の
内
容
を
図

（
一
〇
四
八
）
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示
す
る
こ
と
と
す
る
（
7
）

。

4　

弁
護
人
の
上
告
趣
意
書
・
検
察
官
の
答
弁
書
と
最
高
裁
判
決
と
の
呼
応
関
係

上
告
申
立
人
た
る
被
告
人
の
弁
護
人
の
上
告
趣
意
書
（
そ
の
補
充
書
を
含
む
（
8
））

で
は
、「
判
決
裁
判
所
（
第
一
審
）
が
憲
法
に
従
っ
た
構
成

を
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
」
を
理
由
と
す
る
憲
法
違
反
の
主
張
の
ほ
か
に
、
事
実
の
誤
認
と
量
刑
の
加
重
の
違
法
が
主
張
さ
れ
て
い
る
が
、

本
稿
で
は
、
も
っ
ぱ
ら
憲
法
問
題
の
み
を
取
り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。

そ
も
そ
も
、
弁
護
人
は
、「「
裁
判
員
制
度
」
は
…
…
多
種
多
数
の
憲
法
問
題
を
包
含
し
て
い
る
」
が
、「
本
件
で
の
上
訴
理
由
と
し
て

は
、
最
も
単
純
で
明
快
な
問
題
と
し
て
、
憲
法
第
80
条
第
1
項
本
文
前
段
の
「
正
規
裁
判
官
（
9
）

」
の
任
命
制
度
と
裁
判
員
法
の
「
裁
判
員
」

の
選
任
制
度
と
の
齟
齬
矛
盾
の
問
題
だ
け
を
と
り
あ
げ
る
に
と
ど
め
る
」
と
明
記
し
て
い
る
（
10
）

。
す
な
わ
ち
、
弁
護
人
は
、
上
告
審
に
お
い

て
、
憲
法
八
〇
条
一
項
本
文
前
段
と
七
六
条
一
項
・
二
項
前
段
の
二
か
条
の
み
の
憲
法
適
合
性
を
争
点
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
対
す
る
検
察
官
の
答
弁
書
も
、
憲
法
八
〇
条
一
項
違
反
の
主
張
と
七
六
条
二
項
違
反
の
主
張
の
そ
れ
ぞ
れ
に
対
す

る
も
の
と
い
う
二
部
構
成
と
な
っ
て
い
る
（
11
）

。

し
か
し
な
が
ら
、
最
高
裁
判
所
大
法
廷
は
、
八
〇
条
一
項
及
び
七
六
条
一
項
・
二
項
以
外
の
憲
法
条
項
（
一
八
条
後
段
、
三
一
条
、
三
二

条
、
三
七
条
一
項
、
七
六
条
三
項
）
に
つ
い
て
も
判
断
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
点
、「
お
よ
そ
裁
判
所
で
は
、
当
事
者
が
こ
の
点
に
つ
い
て
判

断
し
て
く
れ
と
申
し
立
て
て
き
た
事
項
に
つ
い
て
の
み
判
断
す
る
の
が
原
則
で
、
当
事
者
が
申
し
立
て
て
い
な
い
事
項
に
つ
い
て
判
断
す

る
こ
と
は
で
き
」
な
い
と
し
た
う
え
で
、
本
件
で
は
、
弁
護
人
が
上
告
趣
意
書
に
お
い
て
違
反
す
る
と
す
る
憲
法
条
項
を
限
定
し
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、「
本
件
大
法
廷
判
決
で
は
、
当
事
者
が
判
断
を
求
め
て
い
な
い
憲
法
一
八
条
違
反
と
い
う
論
点
…
…
に
つ
い
て
も
、
ほ
し

（
一
〇
四
九
）
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1　所論の概要
①　憲法に国民の司法参加を想定した規定はなく、憲法 80 条 1 項は下級裁判
所が裁判官のみによって構成されることを定めると解される
→裁判員の参加する裁判体は憲法にいう「裁判所」に当たらない
→裁判員制度は、
・ 何人に対しても裁判所において裁判を受ける権利を保障
した憲法 32 条、
・全ての刑事事件において被告人に公平な裁判所における
迅速な公開裁判を保障した憲法 37 条 1 項
その手続は適正な司法手続とはいえないので、
・全て司法権は裁判所に属すると規定する憲法 76 条 1 項、
・適正手続を保障した憲法 31 条

②　裁判官は裁判員の判断に影響・拘束されるから、
・裁判官の職権行使の独立を保障した憲法 76 条 3 項 に違反する

③　裁判員が参加する裁判体は、通常の裁判所の系列に位置するものである
から、
・憲法 76 条 2 項により設置が禁止されている特別裁判所 に該当する

④　制度が裁判員となる国民に憲法上の根拠のない負担を課すものであるから、
・意に反する苦役に服させることを禁じた憲法 18 条後段 に違反する

2　国民の司法参加が一般に禁じられているか否か
⑴　憲法に明文の規定が置かれていないことが、直ちに国民の司法参加の禁
止を意味するものではない
憲法上、刑事裁判に国民の司法参加が許容されているか否かは、
ａ　憲法が採用する統治の基本原理や刑事裁判の諸原則
ｂ　憲法制定当時の歴史的状況を含めた憲法制定の経緯
ｃ　憲法の関連規定の文理
 を総合的に検討して判断されるべき
⑵Ａ　刑事裁判は強大な国権の行使であるから、多くの近代民主主義国家で
は、刑事裁判権の行使が適切に行われるよう種々の原則が確立されてき
た。憲法 31 条から 39 条までの 適正な刑事裁判を実現するための諸原則
は普遍的である
Ｂ　刑事裁判を行うに当たっては、諸原則が厳格に遵守されなければなら
ず、それには高度の法的専門性が要求される
Ｃ　憲法は、諸原則を規定し、かつ、第 6章で、裁判官の職権行使の独立
と身分保障について周到な規定を設けている
→Ａ～Ｃを総合考慮すると、憲法は、刑事裁判の基本的な担い手 として
裁判官を想定していると考えられる

に違反する

に違反する

（
一
〇
五
〇
）
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⑶Ａ　歴史的、国際的な視点から見ると、
欧米諸国では、上記手続保障とともに、18 世紀から 20 世紀前半にかけ
て、民主主義の発展に伴い、国民が直接司法に参加することにより、裁
判の国民的基盤を強化し、その正統性を確保しようとする流れが広がった
20 世紀半ばには、欧米の民主主義国家の多くで陪審制・参審制が採用
されていた
我が国でも、旧憲法下で、1923 年に陪審法が制定され、1928 年に陪審

裁判が実施され、1943 年に停止された
Ｂ　憲法は、前文で国民主権の原理を宣言した。上記時代背景とこの基本
原理の下で、司法権の内容を具体的に定めるに当たっては、国民の司法
参加が許容されるか否かについても関心が払われていた。すなわち、
・「裁判官による裁判」から「裁判所における裁判」への表現が改められ
た（旧憲法 24 条と憲法 32 条・37 条 1 項との比較）
・憲法第 6章で、下級裁判所について裁判官のみで構成される旨を明示
した規定がない（最高裁判所の規定との比較）
→上記の憲法の文理面から、憲法制定当時の政府部内では、陪審制や
参審制を採用することも可能であると解されていたことが認められる
・この理解は、枢密院の審査委員会でも提示され、憲法制定議会で
憲法改正担当国務大臣による答弁でも示された
・法律による刑事陪審制度の創設を妨げない旨を規定する裁判所法
3条 3項（＝憲法と同時に施行）とも符合する
・憲法制定に際し、陪審制が存在していたことと、刑事裁判に関す
る諸規定が主に米国の刑事司法を念頭において検討されたことなど
→議論が陪審制を中心として行われているが、参審制を排除する
趣旨は認められない

Ｃａ　刑事裁判に国民が参加して
　　民主的基盤の強化を図ること

＋
ｂ　人権保障を全うしつつ
　　刑事裁判の使命を果たすこと

 ……決して相容れないものではない
このことは、陪審制・参審制を有する欧米諸国の経験に照らして
も、基本的に了解し得る

⑷Ａ　国民の司法参加と適正な刑事裁判を実現するための諸原則とは、十分
に調和させることが可能であり、憲法上国民の司法参加がおよそ禁じら
れていると解すべき理由はない
Ｂ　国民の司法参加に係る制度の合憲性は、具体的に設けられた制度が、 
 適正な刑事裁判を実現するための諸原則 に抵触するか否かによって決せ
られるべき

（
一
〇
五
一
）
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＝憲法は、一般的には国民の司法参加を許容しており、これを採用する
場合には、上記諸原則が確保されている限り、陪審制とするか参審制
とするかを含め、その内容を立法政策に委ねていると解される【要旨
1】

3　裁判員法による裁判員制度の具体的な内容について憲法に違反する点が
あるか否か
⑴　所論①（憲法 31 条、32 条、37 条 1 項、76 条 1 項、80 条 1 項違反）につ
いて
Ａ　憲法 80 条 1 項が、裁判所は裁判官のみによって構成されることを要求
しているか否かは、憲法が国民の司法参加を許容しているか否かに帰着
する問題である。憲法は、下級裁判所については、国民の司法参加を禁
じているとは解されない
→裁判員裁判の裁判体は、憲法上の「裁判所」に当たらないとはいえない
Ｂ　問題は、裁判員裁判の裁判体が、刑事裁判に関する憲法上の要請に適
合した「裁判所」といい得るか否かである
Ｃ　裁判員法の規定
ａ　原則として、裁判官 3名及び裁判員 6名によって裁判体を構成する
（ 2条 2項、3項）
ｂ　裁判員は、有権者からくじによって候補者が選定され、不公正な裁
判をするおそれがある者、あるいは検察官・被告人から不選任請求さ
れた者などが除かれたうえで、残った候補者からさらにくじ等の方法
に従って選任される（13 条～ 37 条）
ｃ　解任制度により、判決に至るまで裁判員の適格性が確保される（41
条、43 条）
ｄ　裁判員は、裁判官とともに合議体を構成し、事実の認定・法令の適
用・刑の量定について合議し、法令の解釈に係る判断・訴訟手続に関
する判断等は裁判官に委ねられている（ 6条）
ｅ　裁判員は、法令に従い公平誠実にその職務を行う義務を負う（ 9条）。
裁判官・検察官・弁護人は、裁判員がその職責を十分に果たし得るよ
う、審理を迅速で分かりやすいものとすることに努めなければならな
い（51 条）
ｆ　評議は、裁判官と裁判員が対等の権限を有し、その合議によるもの
とされる（ 6条 1項、66 条）。その際、裁判長は、法令に関する説明
を丁寧に行うとともに、評議を分かりやすいものとなるよう整理し、
裁判員が発言する機会を十分に設けるなど、裁判員がその職責を十分
に果たすことができるよう配慮しなければならない（66 条 5 項）
ｇ　評決は、裁判官と裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数
の意見による（67 条）

（
一
〇
五
二
）
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ｈ　評議における自由な意見表明を保障するために、評議の経過等に関
する守秘義務を設ける（70 条 1 項）。裁判員に対する請託・威迫等は
罰則をもって禁止されている（106 条、107 条）
→・裁判員裁判の裁判体は、身分保障の下で独立して職権を行使する
ことが保障された裁判官と、公平性・中立性を確保できるよう配
慮された手続の下に選任された裁判員とによって構成される
・裁判員の権限は、裁判官と共に公判廷で審理に臨み、評議におい
て事実認定・法令の適用・有罪の場合の刑の量定について意見を
述べ、評決を行うことにある
＝司法権の内容
≠あらかじめ法律的な知識・経験を有することが不可欠な事項
・裁判長は、裁判員がその職責を十分に果たすことができるよう配
慮しなければならない
……これらを考慮すると、裁判員が、さまざまな視点や感覚を反
映させつつ、裁判官との協議を通じて良識ある結論に達するこ
とが十分に期待できる。他方、憲法が定める刑事裁判の諸原則
の保障は、裁判官の判断に委ねられている

Ｄ　→ 公平な「裁判所」における法と証拠に基づく適正な裁判が行われる
こと（憲法 31 条、32 条、37 条 1 項）は制度的に保障されている上、
裁判官は 刑事裁判の基本的な担い手 とされているものと認められ、
憲法が定める 刑事裁判の諸原則 を確保する上での支障はない
→憲法 31 条、32 条、37 条 1 項、76 条 1 項、80 条 1 項に違反しない
【要旨 2】

⑵　所論②（憲法 76 条 3 項違反）について
Ａ　憲法 76 条 3 項によれば、裁判官は憲法・法律に拘束される。裁判員法
が規定する評決制度の下で、裁判官が時に自らの意見と異なる結論に従
わざるを得ない場合があるとしても、それは憲法に適合する法律に拘束
される結果であるから、同項違反との評価を受ける余地はない【要旨 3】
Ｂ　憲法 76 条 3 項は、裁判官の職権行使の独立性を保障することにより、
裁判が法に基づき公正中立に行われることを保障しようとするものである
→裁判員制度の下でも、法令の解釈に係る判断や訴訟手続に関する判断
を裁判官の権限にするなど、裁判官を裁判の基本的な担い手として、
法に基づく公正中立な裁判の実現が図られている

→憲法 76 条 3 項の趣旨に違反しない
Ｃ　裁判官の 2倍の数の国民が加わって裁判体を構成し多数決で結論を出
す制度の下では、裁判官のみで判断する場合と結論が異なる場合があり、
裁判所が果たすべき被告人の人権保障の役割を全うできないことになり
かねないから、そのような構成は憲法上許容されないという主張

（
一
〇
五
三
）
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←そもそも、国民が参加した場合であっても、裁判官の多数意見と同じ
結論が常に確保されなければならないということであれば、国民の司
法参加を認める意義の重要な部分が没却されることにもなりかねない
→裁判官の多数意見が常に裁判の結論でなければならないとは解され
ない

・評決の対象が限定されている
・評議に当たって裁判長が十分な説明を行う
・評決は、単なる多数決ではなく、多数意見の中に少なくとも 1人の裁
判官が加わっていることが必要とされている　など
→裁判官のみによる裁判の場合と結論を異にするおそれがあることを
もって、憲法上許容されない構成であるとはいえない

→憲法 76 条 3 項に違反しない
⑶　所論③（憲法 76 条 2 項違反）について
裁判員制度による裁判体は、地方裁判所に属するのであり、その第 1審
判決に対しては、高等裁判所への控訴及び最高裁判所への上告が認められ
ており、特別裁判所には当たらない【要旨 4】
⑷　所論④（憲法 18 条後段違反）について
　裁判員の職務等により、国民に一定の負担が生ずることは否定できない
↔裁判員法 1条は、制度導入の趣旨について、国民の中から選任された
裁判員が裁判官と共に刑事訴訟手続に関与することが司法に対する国
民の理解の増進とその信頼の向上に資することを挙げる
＝これは、この制度が国民主権の理念に沿って司法の国民的基盤の強化
を図るものであることを示していると解される
→裁判員の職務等は、司法権の行使に対する国民の参加という点で参政
権と同様の権限を国民に付与するものであり、これを「苦役」という
ことは必ずしも適切ではない
・裁判員法 16 条が辞退事由を規定し、同条 8号及び同号に基づく政令で
相当な理由がある場合には辞退を認めるなど、辞退に関し柔軟な制度
を設けている
・出頭した裁判員・裁判員候補者に対する旅費・日当等の支給により負
担を軽減するための経済的措置が講じられている（11 条、29 条 2 項）
→これらの事情を考慮すれば、裁判員の職務等は、憲法 18 条後段が禁ず
る「苦役」に当たらないことは明らかである。また、裁判員候補者の
その他の基本的人権を侵害するところも見当たらない【要旨 5】 （

一
〇
五
四
）
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4　裁判員制度の意義
A　裁判員制度は、
・裁判員が個別の事件ごとに国民の中から無作為に選任され、
　裁判官のような身分を有しないという点 ＝陪審制に類似
・裁判官と共に事実認定・法令の適用・刑の量定を行う点
 ＝参審制と共通
・我が国独特の国民の司法参加の制度であるということができる
・優れた制度として社会に定着するためには、その運営に関与する全て
の者による不断の努力が求められる

Ｂ　我が国の刑事裁判は、裁判官を始めとする法曹のみによって担われ、
詳細な事実認定などを特徴とする高度に専門化した運用が行われてきた
→国民の理解を困難にし、その感覚から乖離したものにもなりかねない
Ｃ　裁判員制度は、司法の国民的基盤の強化を目的とするものである
国民の視点や感覚と法曹の専門性が常に交流することによって、相互
の理解を深め、それぞれの長所が生かされるような刑事裁判の実現を目
指すものということができる
目的を十全に達成するためには、相当の期間が必要
その過程も、国民に根ざした司法を実現する上で、大きな意義を有する

（
一
〇
五
五
）
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い
ま
ま
に
こ
れ
も
憲
法
違
反
で
は
な
い
と
い
う
判
断
を
示
し
」
た
が
、「
当
事
者
が
判
断
を
求
め
て
い
な
い
論
点
に
つ
い
て
判
断
を
下
す

と
い
う
の
は
も
ち
ろ
ん
違
法
で
」
あ
る
と
す
る
見
解
も
あ
る
（
12
）

。
裁
判
員
経
験
者
に
よ
っ
て
制
度
の
違
憲
性
が
争
わ
れ
た
福
島
地
判
平
成

二
六
年
九
月
三
〇
日
判
時
二
二
四
〇
号
一
一
九
頁
に
係
る
事
件
で
も
、
本
判
決
に
係
る
事
件
の
争
点
を
め
ぐ
っ
て
争
わ
れ
た
（
13
）

。

こ
の
点
、
裁
判
所
法
一
〇
条
二
号
は
、
最
高
裁
判
所
の
小
法
廷
が
裁
判
で
き
な
い
も
の
と
し
て
、
同
条
一
号
の
当
事
者
の
主
張
に
基
づ

い
て
法
令
等
の
憲
法
適
合
性
を
審
査
す
る
場
合
を
除
い
て
法
令
等
が
憲
法
適
合
的
で
な
い
と
認
め
る
場
合
を
規
定
し
て
お
り
、
こ
の
条
項

は
、
す
な
わ
ち
裁
判
所
が
当
事
者
の
主
張
に
基
づ
か
ず
に
職
権
で
法
令
等
の
憲
法
適
合
性
を
審
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、

裁
判
所
の
憲
法
適
合
性
の
審
査
は
当
事
者
の
主
張
す
る
範
囲
に
限
定
さ
れ
ず
、
当
事
者
の
主
張
し
て
い
な
い
憲
法
上
の
争
点
に
つ
い
て
も

裁
判
所
が
職
権
で
判
断
を
行
い
う
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
（
14
）

。

ま
た
、
か
り
に
裁
判
所
の
憲
法
適
合
性
の
審
査
が
当
事
者
の
主
張
し
た
争
点
に
限
定
さ
れ
る
と
解
し
て
も
、
そ
も
そ
も
、
本
件
弁
護
人

の
主
張
し
た
争
点
は
、
弁
護
人
自
身
の
要
約
す
る
と
こ
ろ
の
二
か
条
の
適
合
性
問
題
に
限
定
さ
れ
て
い
た
と
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

弁
護
人
は
、
上
告
趣
意
書
に
お
い
て
、
憲
法
八
〇
条
一
項
前
段
に
違
反
し
て
選
任
さ
れ
た
裁
判
員
が
裁
判
所
を
構
成
す
る
が
ゆ
え
に
、

裁
判
員
の
参
加
す
る
合
議
体
が
憲
法
三
二
条
や
三
七
条
一
項
に
定
め
る
「
裁
判
所
」
に
該
当
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
憲
法
上

の
「
裁
判
所
」
な
ら
ぬ
合
議
体
は
司
法
権
（
七
六
条
一
項
）
を
有
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
合
議
体
が
被
告
人
に
刑
罰
を
科
す
る
こ
と

は
三
一
条
に
違
反
す
る
と
主
張
し
て
い
る
（
15
）

。
ま
た
、
わ
が
国
の
旧
陪
審
制
度
に
お
け
る
陪
審
の
更
新
制
度
（
16
）

に
相
当
す
る
規
定
が
裁
判
員
制

度
に
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
理
由
に
、
七
六
条
三
項
に
抵
触
す
る
と
も
主
張
し
て
い
る
。
一
八
条
違
反
に
関
し
て
は
、
裁
判
員
の

職
務
に
つ
い
て
、「
多
様
多
種
の
法
的
制
裁
…
…
を
ち
ら
つ
か
さ
れ
て
の
義
務
と
し
て
押
し
つ
け
ら
れ
た
「
苦
役
」
で
あ
っ
た
」
と
述
べ

て
い
る
（
17
）

。

（
一
〇
五
六
）
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た
し
か
に
上
告
趣
意
書
に
お
い
て
弁
護
人
は
八
〇
条
一
項
及
び
七
六
条
一
項
・
二
項
の
適
合
性
問
題
だ
け

0

0

を
争
う
と
明
示
し
て
い
る
も

の
の
、
三
一
条
、
三
二
条
、
三
七
条
一
項
、
七
六
条
三
項
に
つ
い
て
は
、
そ
の
適
合
性
が
八
〇
条
一
項
適
合
性
と
論
理
的
に
関
連
づ
け
ら

れ
て
お
り
、
前
提
問
題
と
し
て
そ
の
検
討
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
と
解
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
八
〇
条
一
項
及
び
七
六
条
一
項
・
二
項
以

外
に
、
三
一
条
、
三
二
条
、
三
七
条
一
項
、
七
六
条
三
項
の
適
合
性
を
最
高
裁
判
所
が
判
示
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
当
事
者
の
主
張
と
裁

判
所
の
判
断
と
の
呼
応
関
係
に
は
問
題
は
な
い
と
解
す
る
（
18
）

。

な
お
、
最
高
裁
判
所
は
、
本
判
決
に
お
い
て
、
憲
法
制
定
時
の
議
論
や
外
国
法
制
の
内
容
・
歴
史
な
ど
に
依
拠
し
て
、
国
民
の
司
法
参

加
の
制
度
な
い
し
具
体
的
な
裁
判
員
制
度
の
憲
法
適
合
性
を
肯
認
す
る
判
断
を
行
っ
て
い
る
が
、
調
査
官
解
説
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
に
関

す
る
証
拠
は
、
第
一
審
及
び
控
訴
審
を
通
じ
て
取
り
調
べ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
上
告
審
で
も
公
判
顕
出
の
手
続
は
行
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
。

こ
の
点
、
調
査
官
解
説
は
、「
一
般
論
と
し
て
は
、
あ
る
法
律
の
憲
法
適
合
性
を
判
断
す
る
上
で
前
提
と
な
る
事
実
関
係
に
関
す
る
証
拠

を
、
公
判
廷
で
取
り
調
べ
る
の
か
、
少
な
く
と
も
公
判
顕
出
と
い
う
方
法
を
取
る
べ
き
な
の
か
に
つ
い
て
、
種
々
の
議
論
が
あ
り
得
る
で

あ
ろ
う
」
が
、「
本
件
の
論
点
に
関
す
る
上
記
…
…
に
関
す
る
資
料
は
、
基
本
的
に
は
い
ず
れ
も
容
易
に
入
手
で
き
る
も
の
で
あ
る
上
、

理
論
上
は
憲
法
適
合
性
は
規
範
の
解
釈
問
題
で
あ
り
そ
の
た
め
の
判
断
資
料
は
職
権
探
知
に
よ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
こ
と

か
ら
す
る
と
、
証
拠
調
べ
や
公
判
顕
出
な
ど
の
手
続
を
経
て
い
な
い
こ
と
に
問
題
視
す
べ
き
点
は
な
い
と
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
19
）

。

三　

国
民
の
司
法
参
加
の
憲
法
適
合
性

筆
者
は
、
旧
著
に
お
い
て
、
ま
ず
、
国
民
の
司
法
参
加
の
憲
法
適
合
性
の
検
討
を
行
っ
た
う
え
で
、
次
に
、
具
体
的
な
参
加
制
度
の
一

（
一
〇
五
七
）
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つ
と
し
て
の
裁
判
員
制
度
の
憲
法
適
合
性
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
（
20
）

。
平
成
二
三
年
大
法
廷
判
決
も
、
拙
著
の
論
証
方
法
と
同
様
の
構
成

を
採
っ
て
い
る
。

本
稿
に
お
い
て
も
、
具
体
的
な
裁
判
員
制
度
の
憲
法
適
合
性
に
つ
い
て
の
考
察
に
入
る
前
に
、
ま
ず
は
国
民
の
司
法
参
加
が
日
本
国
憲

法
に
よ
っ
て
禁
じ
ら
れ
て
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

1　

国
民
の
司
法
参
加
を
認
め
る
憲
法
条
項
の
不
存
在
の
意
義

国
民
の
司
法
参
加
を
違
憲
と
す
る
学
説
の
多
く
は
、
日
本
国
憲
法
に
国
民
の
司
法
参
加
を
認
め
る
規
定
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
、
憲
法

が
国
民
の
司
法
参
加
を
禁
止
す
る
意
味
で
あ
る
と
解
し
て
き
た
（
21
）

。
こ
れ
は
、
法
学
協
会
編
『
註
解
日
本
国
憲
法
』
も
支
持
し
て
い
る
、
憲

法
制
定
直
後
の
き
わ
め
て
有
力
な
見
解
で
あ
っ
た
（
22
）

。

こ
れ
に
対
し
て
、
司
法
参
加
を
合
憲
と
す
る
学
説
の
多
く
は
、
憲
法
に
国
民
の
司
法
参
加
を
認
め
る
規
定
が
存
在
し
な
い
こ
と
が
必
ず

し
も
国
民
の
司
法
参
加
の
禁
止
を
意
味
す
る
と
は
い
え
な
い
と
考
え
て
き
た
（
23
）

。
す
な
わ
ち
、
国
民
の
司
法
参
加
を
肯
認
す
る
明
文
の
規
定

は
た
し
か
に
存
在
し
な
い
が
、
そ
の
一
方
で
、
憲
法
に
は
、
国
民
の
司
法
参
加
を
禁
止
す
る
規
定
も
存
在
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
禁
止

さ
れ
て
い
な
い
以
上
は
、
国
民
の
司
法
参
加
が
許
容
さ
れ
て
い
る
状
況
で
あ
る
か
ら
、
法
律
上
、
国
民
の
司
法
参
加
の
制
度
を
創
設
す
る

こ
と
は
（
憲
法
適
合
性
は
具
体
的
な
制
度
如
何
に
よ
る
も
の
の
、
一
般
論
と
し
て
）
合
憲
で
あ
る
。

憲
法
が
明
文
で
任
意
の
制
度
を
認
め
る
規
定
を
設
け
て
い
な
く
と
も
、
当
該
制
度
を
禁
止
す
る
規
定
が
な
い
限
り
、
国
会
が
法
律
に

よ
っ
て
当
該
制
度
を
設
け
る
こ
と
は
許
容
さ
れ
る
と
い
う
の
は
、
一
般
的
な
憲
法
解
釈
手
法
と
し
て
は
あ
り
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
24
）

。
か
か

る
解
釈
方
法
を
否
定
す
る
な
ら
ば
、
あ
ら
ゆ
る
法
制
度
は
憲
法
上
の
根
拠
が
な
け
れ
ば
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、

（
一
〇
五
八
）
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そ
れ
は
き
わ
め
て
不
合
理
で
あ
る
。

こ
の
点
、
本
判
決
は
、「
明
文
の
規
定
が
置
か
れ
て
い
な
い
こ
と
が
、
直
ち
に
国
民
の
司
法
参
加
の
禁
止
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
」

と
判
示
し
て
お
り
、
合
憲
説
に
立
っ
て
い
る
。

も
と
よ
り
、「
民
主
主
義
国
家
で
あ
る
か
ら
と
い
つ
て
、
必
ら
ず
し
も
陪
審
制
度
を
採
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
理
由
は
な
い
」

と
す
る
の
が
判
例
の
立
場
で
あ
る
（
最
大
判
昭
和
二
五
年
一
〇
月
二
五
日
刑
集
四
巻
一
〇
号
二
一
六
六
頁
（
25
））。

民
主
主
義
の
原
理
ゆ
え
に
国
民
の

司
法
参
加
の
制
度
を
導
入
す
べ
き
と
す
る
議
論
は
、
憲
法
制
定
当
初
か
ら
存
在
し
（
26
）

、
か
つ
、
裁
判
員
制
度
の
設
計
段
階
で
も
有
力
な
見
解

の
一
つ
で
も
あ
っ
た
（
27
）

。
し
か
し
な
が
ら
、
民
主
主
義
の
政
治
体
制
を
採
る
諸
外
国
の
多
く
が
、
国
民
の
司
法
参
加
の
制
度
を
採
用
し
て
い

る
か
ら
と
い
っ
て
、
わ
が
国
が
司
法
参
加
の
制
度
を
必
ず
採
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

ま
た
、
判
例
は
、「
憲
法
三
七
条
及
び
憲
法
前
文
は
陪
審
に
よ
る
裁
判
を
保
障
す
る
も
の
で
は
な
い
」（
前
掲
最
大
判
昭
和
二
五
年
一
〇
月

二
五
日
）、
な
い
し
は
「
通
常
裁
判
所
に
陪
審
が
関
与
す
べ
き
こ
と
を
憲
法
自
体
が
何
ら
要
求
し
て
い
な
い
こ
と
は
極
め
て
明
ら
か
で
あ

る
」（
最
三
小
決
昭
和
五
〇
年
六
月
六
日
集
刑
一
九
六
号
五
四
一
頁
）
と
も
判
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
国
民
の
司
法
参
加
は
、
先
に
述
べ
た

と
お
り
憲
法
上
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
（
許
容
さ
れ
て
い
る
）
が
、
逆
に
、
要
請
さ
れ
て
い
る
も
の
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
刑
事
裁
判
へ

直
接
国
民
が
参
加
す
る
制
度
が
実
質
的
に
存
在
し
な
か
っ
た
裁
判
員
制
度
導
入
以
前
の
わ
が
国
の
刑
事
司
法
制
度
は
違
憲
状
態
で
は
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
、
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
（
28
）

。

憲
法
に
国
民
の
司
法
参
加
を
認
め
る
規
定
が
存
在
し
な
く
と
も
、
法
律
で
国
民
の
司
法
参
加
の
制
度
を
創
設
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
「
比
較
法
的
に
見
て
、
憲
法
に
明
文
の
規
定
が
な
く
と
も
国
民
の
司
法
参
加
が
認
め
ら
れ
て
い
る
例
が
あ
る
こ

と
」
を
も
っ
て
、
わ
が
国
の
憲
法
に
お
い
て
も
同
様
に
国
民
の
司
法
参
加
の
制
度
の
創
設
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
議
論
（
29
）

に
は
、
筆
者
は
賛

（
一
〇
五
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

一
一
八

同
で
き
な
い
。
た
し
か
に
、
ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
な
ど
、
憲
法
に
国
民
の
司
法
参
加
を
定
め
て
い
な
い
な
が
ら
も
参
審
制
度
を
設
け
て
い

る
国
が
あ
る
の
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
諸
外
国
の
憲
法
に
国
民
の
司
法
参
加
を
認
め
る
規
定
が
な
く
、
そ
れ
で
も
制
度
が
設

け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
わ
が
国
の
憲
法
に
同
様
に
規
定
が
な
く
、
そ
れ
で
も
制
度
を
設
け
う
る
と
い
う
こ
と
を
正
当
化
す
る
こ

と
に
は
直
ち
に
つ
な
が
る
と
は
い
え
な
か
ろ
う
。
お
よ
そ
国
民
の
司
法
参
加
な
る
も
の
は
す
べ
て
憲
法
に
根
拠
を
も
た
な
く
て
も
よ
い
と

い
う
こ
と
が
比
較
法
的
に
普
遍
的
な
も
の
と
し
て
い
え
る
の
で
あ
れ
ば
別
論
、
憲
法
に
国
民
の
司
法
参
加
を
定
め
て
い
る
国
も
少
な
く
な

い
以
上
は
（
30
）

、
憲
法
上
の
規
定
が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
こ
と
さ
ら
諸
外
国
の
例
を
挙
げ
る
こ
と
は
必
要
な
い
。

つ
ま
り
、
特
定
の
制
度
の
創
設
を
要
請
す
る
憲
法
上
の
規
定
の
不
存
在
が
か
か
る
制
度
の
立
法
に
よ
る
創
設
の
禁
止
を
意
味
し
な
い

（
許
容
す
る
）
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
れ
ば
、
日
本
国
憲
法
の
解
釈
論
と
し
て
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

十
分
で
あ
る
。
こ
と
さ
ら
こ
こ
で
諸
外
国
の
例
を
挙
げ
て
、

憲
法
上
の
明
文
の
根
拠
な
く
司
法
参
加
の
制
度
を
法
律
で
創
設
し
う
る
と
い
う
こ
と
を
立
証
す
る
意
義
は
な
い
。
な
お
、
平
成
二
三
年
大

法
廷
判
決
も
、
こ
の
文
脈
で
は
、
比
較
法
を
用
い
て
い
な
い
。

2　

憲
法
の
基
本
的
原
理
と
司
法
参
加
の
許
否
一
般

憲
法
に
国
民
の
司
法
参
加
を
認
め
る
規
定
が
存
在
し
な
い
こ
と
が
司
法
参
加
の
制
度
を
創
設
す
る
こ
と
の
障
害
と
は
な
ら
な
い
と
い
う

条
文
上
の
問
題
が
解
決
し
た
と
し
て
も
、
で
は
、
次
に
、
そ
れ
を
前
提
と
し
て
、
憲
法
上
、
刑
事
裁
判
に
国
民
が
参
加
す
る
こ
と
が
許
容

さ
れ
る
か
否
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

こ
の
点
、
平
成
二
三
年
大
法
廷
判
決
は
、
憲
法
が
採
用
す
る
統
治
の
基
本
原
理
や
刑
事
裁
判
の
諸
原
則
、
憲
法
制
定
当
時
の
歴
史
的
状

況
を
含
め
た
憲
法
制
定
の
経
緯
、
憲
法
の
関
連
規
定
の
文
理
の
三
つ
（
31
）

を
総
合
的
に
検
討
し
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
判
示
し
て
い

（
一
〇
六
〇
）



裁
判
員
制
度
の
憲
法
適
合
性
（
柳
瀬
）

一
一
九

る
。
な
お
、
比
較
法
的
知
見
は
こ
こ
で
は
独
立
の
考
慮
要
素
と
は
さ
れ
て
お
ら
ず
、
あ
く
ま
で
、
わ
が
国
憲
法
の
基
本
原
理
等
の
検
討
と

わ
が
国
憲
法
制
定
当
時
の
議
論
の
検
討
の
部
分
と
に
お
い
て
、
諸
外
国
の
陪
審
・
参
審
制
度
が
言
及
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

1
．
適
正
な
刑
事
裁
判
を
実
現
す
る
た
め
の
諸
原
則
と
裁
判
官
の
基
本
的
担
い
手
性

第
一
に
、
本
判
決
は
、
憲
法
が
採
用
す
る
統
治
の
基
本
原
理
や
刑
事
裁
判
の
諸
原
則
に
つ
い
て
、「
刑
事
裁
判
は
、
人
の
生
命
す
ら
奪

う
こ
と
の
あ
る
強
大
な
国
権
の
行
使
で
あ
る
」
か
ら
、「
多
く
の
近
代
民
主
主
義
国
家
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
を
通
じ
て
刑
事
裁

判
権
の
行
使
が
適
切
に
行
わ
れ
る
よ
う
種
々
の
原
則
が
確
立
さ
れ
て
き
た
」
と
判
示
す
る
。
具
体
的
に
は
、
判
決
は
、
憲
法
三
一
条
か
ら

三
九
条
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
、
適
正
手
続
の
保
障
、
裁
判
を
受
け
る
権
利
、
令
状
主
義
、
公
平
な
裁
判
所
の
迅
速
な
公
開
裁
判
を

受
け
る
権
利
、
証
人
審
問
権
・
証
人
喚
問
権
、
弁
護
人
依
頼
権
、
自
己
負
罪
拒
否
の
特
権
、
強
制
に
よ
る
自
白
の
排
除
、
刑
罰
不
遡
及
の

原
則
、
一
事
不
再
理
な
ど
を
挙
げ
て
、
こ
れ
ら
を
「
適
正
な
刑
事
裁
判
を
実
現
す
る
た
め
の
諸
原
則
」
と
す
る
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
う
ち

ほ
と
ん
ど
が
「
各
国
の
刑
事
裁
判
の
歴
史
を
通
じ
て
確
立
さ
れ
て
き
た
普
遍
的
な
原
理
」
で
あ
る
と
位
置
づ
け
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の

諸
原
則
は
、「
刑
事
裁
判
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
…
…
厳
格
に
遵
守
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
に
は
高
度
の
法
的
専
門
性
が
要
求
さ

れ
る
」
た
め
、「
憲
法
は
、
刑
事
裁
判
の
基
本
的
な
担
い
手
と
し
て
裁
判
官
を
想
定
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
」
と
判
示
す
る
。
な
お
、

そ
の
前
提
と
し
て
、
上
述
の
と
お
り
、
適
正
な
刑
事
裁
判
を
実
現
す
る
た
め
の
基
本
的
な
諸
原
則
が
憲
法
上
規
定
さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、

裁
判
官
の
職
権
行
使
の
独
立
と
身
分
保
障
に
つ
い
て
も
憲
法
上
周
到
な
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
判
決
は
摘
示
し
て
い
る
。

こ
こ
で
重
要
な
点
は
、
㈠
適
正
な
刑
事
裁
判
を
実
現
す
る
た
め
の
諸
原
則
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
↓
㈡
こ
れ
を
遵
守
す
る
た
め

に
は
、
高
度
の
法
的
専
門
性
が
要
求
さ
れ
る
、
し
た
が
っ
て
↓
㈢
憲
法
は
刑
事
裁
判
の
基
本
的
な
担
い
手
と
し
て
裁
判
官
を
想
定
し
て
い

（
一
〇
六
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

一
二
〇

る
、
と
い
う
議
論
の
流
れ
で
あ
る
。
刑
事
裁
判
に
お
け
る
裁
判
官
の
基
本
的
担
い
手
性
は
、
本
判
決
で
繰
り
返
し
登
場
す
る
概
念
で
あ
る

が
、
本
判
決
の
冒
頭
の
国
民
の
司
法
参
加
の
憲
法
適
合
性
を
立
証
す
る
重
要
な
総
論
部
分
に
お
い
て
、
適
正
な
刑
事
裁
判
の
実
現
と
い
う
、

制
度
を
憲
法
適
合
的
と
す
る
た
め
の
不
可
欠
の
要
素
を
基
礎
づ
け
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
裁
判
官

の
基
本
的
担
い
手
性
を
侵
害
す
る
よ
う
な
制
度
設
計
構
想
は
、
判
例
に
よ
れ
ば
、
適
正
な
刑
事
裁
判
を
実
現
す
る
た
め
の
諸
原
則
を
遵
守

す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
た
め
、
憲
法
違
反
と
な
る
と
解
す
る
ほ
か
な
く
な
る
。

2
．
諸
外
国
の
陪
審
・
参
審
制
度
及
び
わ
が
国
の
旧
陪
審
制
度
と
民
主
主
義
の
原
理

第
二
に
、
本
判
決
は
、「
歴
史
的
、
国
際
的
な
視
点
か
ら
見
る
と
、
欧
米
諸
国
に
お
い
て
は
、
…
…
18
世
紀
か
ら
20
世
紀
前
半
に
か
け

て
、
民
主
主
義
の
発
展
に
伴
い
、
国
民
が
直
接
司
法
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
り
裁
判
の
国
民
的
基
盤
を
強
化
し
、
そ
の
正
統
性
を
確
保
し

よ
う
と
す
る
流
れ
が
広
が
り
、
…
…
20
世
紀
半
ば
に
は
、
欧
米
の
民
主
主
義
国
家
の
多
く
に
お
い
て
陪
審
制
か
参
審
制
が
採
用
さ
れ
て
い

た
」
と
述
べ
る
。
こ
こ
で
、
国
民
の
司
法
参
加
の
制
度
が
諸
外
国
で
採
用
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
が
民
主
主

義
と
い
う
政
治
原
理
と
関
連
す
る
こ
と
が
摘
示
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
判
決
文
を
注
意
深
く
読
め
ば
明
ら
か
で
あ
る
が
、
本
判
決
は
、

民
主
主
義
の
原
理
を
具
体
化
す
る
た
め
に
（
あ
る
い
は
、
司
法
の
民
主
化
の
た
め
に
）
国
民
の
司
法
参
加
の
制
度
が
導
入
さ
れ
た
と
は
述
べ

て
お
ら
ず
、
ま
た
、
陪
審
・
参
審
制
度
の
目
的
が
民
主
主
義
の
原
理
で
あ
る
と
も
述
べ
て
い
な
い
。
あ
く
ま
で
、（
わ
が
国
以
外
の
）
民
主

主
義
の
国
家
に
お
い
て
、
民
主
主
義
の
進
展
と
と
も
に
、
司
法
参
加
の
制
度
が
採
用
さ
れ
た
と
い
う
事
実
を
叙
述
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
（
32
）

。

判
決
の
こ
の
部
分
を
も
っ
て
、
わ
が
国
の
最
高
裁
判
所
が
、
諸
外
国
の
国
民
の
司
法
参
加
の
制
度
を
民
主
主
義
の
原
理
に
基
づ
く
も
の
と

位
置
づ
け
た
と
み
る
の
は
誤
り
で
あ
り
（
33
）

、
ま
し
て
や
民
主
主
義
の
原
理
こ
そ
が
わ
が
国
の
国
民
の
司
法
参
加
の
制
度
の
意
義
で
あ
る
と
判

（
一
〇
六
二
）



裁
判
員
制
度
の
憲
法
適
合
性
（
柳
瀬
）

一
二
一

示
し
た
と
読
む
の
は
、
明
ら
か
な
誤
読
で
あ
る
。
先
に
触
れ
た
と
お
り
、「
民
主
主
義
国
家
で
あ
る
か
ら
と
い
つ
て
、
必
ら
ず
し
も
陪
審

制
度
を
採
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
理
由
は
な
い
」
と
す
る
の
が
判
例
の
立
場
で
あ
る
点
は
看
過
す
べ
き
で
は
な
い
（
前
掲
最
大
判

昭
和
二
五
年
一
〇
月
二
五
日
）。

諸
外
国
で
国
民
の
司
法
参
加
の
制
度
が
採
用
さ
れ
て
い
た
と
の
議
論
に
続
き
、
わ
が
国
で
も
、
一
九
二
三
年
に
旧
憲
法
下
で
陪
審
法
が

制
定
さ
れ
、
一
九
二
八
年
か
ら
一
九
四
三
年
ま
で
陪
審
裁
判
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
一
見
す
る
と
、
民
主
主
義
と
い

う
大
き
な
潮
流
の
下
に
、
諸
外
国
の
陪
審
・
参
審
制
度
が
生
じ
、
論
理
必
然
的
に
わ
が
国
の
旧
陪
審
制
度
が
登
場
し
た
と
叙
述
す
る
か
の

よ
う
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
改
め
て
考
え
て
み
る
に
、
平
成
二
三
年
大
法
廷
判
決
に
お
け
る
こ
の
旧
陪
審
制
度
へ
の
言
及
は
、
よ

り
慎
重
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
判
決
文
で
は
、
わ
が
国
の
旧
陪
審
制
度
が
民
主
主
義
の
原
理
に
基
づ
き
設
計
さ
れ
た
と
は
述
べ
ら
れ

て
い
な
い
（
34
）

。
ま
た
、
わ
が
国
の
旧
陪
審
制
度
は
、
諸
外
国
の
陪
審
・
参
審
制
度
と
は
異
な
り
、
陪
審
の
答
申
に
裁
判
所
が
拘
束
さ
れ
な
い

特
殊
な
制
度
で
あ
っ
た
。
本
判
決
は
、
し
ば
し
ば
わ
が
国
の
陪
審
法
な
い
し
旧
陪
審
制
度
に
つ
い
て
言
及
す
る
が
、
そ
こ
で
陪
審
の
更
新

と
い
う
制
度
が
認
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
（
35
）

、
一
切
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
私
見
で
は
、
講
学
上
の
い
わ
ゆ
る
陪
審
制
度

（
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
制
度
な
ど
を
典
型
と
す
る
、
陪
審
の
答
申
に
拘
束
力
が
あ
る
も
の
）
と
、
陪
審
の
答
申
に
拘
束
力
の
な
い
戦
前
の
わ
が
国
の

陪
審
制
度
と
は
、
概
念
と
し
て
明
確
に
区
別
す
べ
き
で
あ
る
と
解
す
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
判
決
に
い
う
「
陪
審
制
」
と
は
、
い
わ

ゆ
る
陪
審
制
度
に
限
ら
ず
、
わ
が
国
の
旧
陪
審
制
度
の
よ
う
な
形
態
を
含
む
広
義
の
そ
れ
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
点
に
注
意

が
必
要
で
あ
る
。

（
一
〇
六
三
）
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法
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十
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十
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月
）

一
二
二

3
．
陪
審
制
度
の
憲
法
適
合
性
に
つ
い
て
の
憲
法
制
定
当
時
の
政
府
見
解

第
三
に
、
本
判
決
は
、
憲
法
が
「
司
法
権
の
内
容
を
具
体
的
に
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
国
民
の
司
法
参
加
が
許
容
さ
れ
る
か
否
か
に

つ
い
て
も
関
心
が
払
わ
れ
て
い
た
」
こ
と
を
判
示
す
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
、
国
民
の
司
法
参
加
の
許
否
に
つ
い
て
の
憲
法
の
「
関
心
」

の
前
提
と
し
て
、
上
述
の
時
代
背
景
と
、
憲
法
前
文
で
宣
言
さ
れ
た
国
民
主
権
の
原
理
を
挙
げ
る
。

こ
こ
で
は
、
㈠
旧
憲
法
の
規
定
と
現
憲
法
の
規
定
と
の
比
較
と
、
㈡
現
憲
法
に
お
け
る
下
級
裁
判
所
の
規
定
と
最
高
裁
判
所
の
規
定
と

の
比
較
が
行
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者
と
は
、
旧
憲
法
二
四
条
の
「
日
本
臣
民
ハ
法
律
ニ
定
メ
タ
ル
裁
判
官
ノ
裁
判
ヲ
受
ク
ル
ノ

権
ヲ
奪
ハ
ル
ヽ
コ
ト
ナ
シ
」
と
い
う
規
定
が
、
現
憲
法
の
「
何
人
も
、
裁
判
所
に
お
い
て
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
奪
は
れ
な
い
」（
三
二

条
）、
な
い
し
「
す
べ
て
刑
事
事
件
に
お
い
て
は
、
被
告
人
は
、
公
平
な
裁
判
所
の
迅
速
な
公
開
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
」（
三
七

条
一
項
）
と
い
う
規
定
に
改
め
ら
れ
た
こ
と
、
つ
ま
り
、「
裁
判
官
に
よ
る
裁
判
」
か
ら
「
裁
判
所
に
お
け
る
裁
判
」
へ
と
表
現
が
改
め

ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
新
旧
憲
法
に
お
け
る
こ
の
表
現
の
変
化
は
、
旧
著
で
述
べ
た
と
お
り
、
国
民
の
司
法
参
加
を
許
容
す
る
趣
旨
を
明

確
に
す
る
た
め
に
意
識
的
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
憲
法
制
定
当
時
の
議
論
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
（
36
）

。
後
者
は
、

現
憲
法
に
お
い
て
、
最
高
裁
判
所
が
「
長
た
る
裁
判
官
」
と
「
法
律
の
定
め
る
員
数
の
そ
の
他
の
裁
判
官
」
と
で
構
成
さ
れ
る
こ
と
を
規

定
し
て
い
る
（
七
九
条
一
項
）
一
方
で
、
下
級
裁
判
所
に
つ
い
て
は
、
裁
判
官
の
み
で
構
成
さ
れ
る
旨
を
明
示
し
た
規
定
を
置
い
て
い
な

い
こ
と
を
指
す
。
裁
判
所
の
構
成
に
関
す
る
こ
の
憲
法
規
定
の
差
異
は
、
下
級
裁
判
所
で
あ
れ
ば
裁
判
官
以
外
の
構
成
員
を
認
め
る
解
釈

を
許
す
余
地
を
生
じ
さ
せ
る
（
37
）

。
こ
う
し
た
文
理
に
基
づ
き
、
本
判
決
は
、「
憲
法
制
定
過
程
に
つ
い
て
の
関
係
資
料
に
よ
れ
ば
、
…
…
憲

法
制
定
当
時
の
政
府
部
内
で
は
、
陪
審
制
や
参
審
制
を
採
用
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
た
」
と
す
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ

う
な
理
解
が
、
枢
密
院
の
審
査
委
員
会
に
お
い
て
も
提
示
さ
れ
、
憲
法
制
定
議
会
で
の
憲
法
改
正
担
当
国
務
大
臣
に
よ
る
答
弁
に
お
い
て

（
一
〇
六
四
）
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も
示
さ
れ
、
か
つ
、
こ
の
点
に
つ
い
て
特
に
異
論
が
示
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
憲
法
が
可
決
・
成
立
し
た
こ
と
を
挙
げ
て
、
国
民
の
司
法
参

加
の
制
度
が
憲
法
上
許
容
さ
れ
る
と
す
る
の
が
憲
法
制
定
当
時
の
政
府
見
解
で
あ
っ
た
と
述
べ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、「
こ
の
法
律
の
規

定
は
、
刑
事
に
つ
い
て
、
別
に
法
律
で
陪
審
の
制
度
を
設
け
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
」
と
す
る
裁
判
所
法
三
条
三
項
の
規
定
も
、
こ
う
し
た

経
緯
に
符
合
す
る
と
す
る
。

も
っ
と
も
、「
憲
法
の
制
定
に
際
し
て
は
、
我
が
国
に
お
い
て
停
止
中
と
は
い
え
現
に
陪
審
制
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
や
、
刑
事
裁
判

に
関
す
る
諸
規
定
が
主
に
米
国
の
刑
事
司
法
を
念
頭
に
お
い
て
検
討
さ
れ
た
こ
と
等
か
ら
、
議
論
が
陪
審
を
中
心
と
し
て
行
わ
れ
て
」
お

り
、
こ
れ
ら
の
議
論
は
、
陪
審
制
度
（
わ
が
国
の
旧
陪
審
制
度
を
含
む
）
が
許
容
さ
れ
る
論
拠
と
は
な
り
う
る
と
し
て
も
、
陪
審
制
度
と
は

似
て
非
な
る
参
審
制
度
や
参
審
制
度
と
共
通
す
る
と
こ
ろ
を
も
つ
裁
判
員
制
度
（
38
）

に
つ
い
て
は
、
制
度
の
基
本
構
造
が
異
な
る
以
上
、
同
様

に
許
容
さ
れ
る
と
い
え
る
と
い
う
こ
と
に
は
必
ず
し
も
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
点
、「
以
上
の
よ
う
な
憲
法
制
定
過
程
を
見
て
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
々
で
行
わ
れ
て
い
た
参
審
制
を
排
除
す
る
趣
旨
は
認
め
ら

れ
な
い
」
と
し
て
、
本
判
決
で
は
、
構
造
の
差
異
に
着
目
し
た
詳
細
な
検
討
は
避
け
ら
れ
て
い
る
。
わ
が
国
に
導
入
す
べ
き
司
法
参
加
の

制
度
と
し
て
、
陪
審
制
度
な
い
し
そ
れ
に
近
い
制
度
と
す
る
か
、
ま
た
は
参
審
制
度
な
い
し
そ
れ
に
近
い
制
度
と
す
る
か
と
い
う
点
は
、

裁
判
員
制
度
の
設
計
段
階
に
お
い
て
激
烈
に
議
論
さ
れ
た
論
点
で
あ
る
（
39
）

が
、
本
判
決
の
こ
の
部
分
で
は
、
国
民
の
司
法
参
加
の
憲
法
適
合

性
の
検
討
と
い
う
文
脈
で
あ
っ
た
た
め
か
、
陪
審
制
度
と
参
審
制
度
と
の
区
別
に
関
心
が
払
わ
れ
て
い
な
い
（
40
）

。

憲
法
制
定
当
時
の
政
府
見
解
を
踏
ま
え
て
、「
刑
事
裁
判
に
国
民
が
参
加
し
て
民
主
的
基
盤
の
強
化
を
図
る
こ
と
と
、
憲
法
の
定
め
る

人
権
の
保
障
を
全
う
し
つ
つ
、
証
拠
に
基
づ
い
て
事
実
を
明
ら
か
に
し
、
個
人
の
権
利
と
社
会
の
秩
序
を
確
保
す
る
と
い
う
刑
事
裁
判
の

使
命
を
果
た
す
こ
と
と
は
、
決
し
て
相
容
れ
な
い
も
の
で
は
な
」
い
と
述
べ
る
が
、「
こ
の
こ
と
は
、
陪
審
制
又
は
参
審
制
を
有
す
る
欧

（
一
〇
六
五
）
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一
二
四

米
諸
国
の
経
験
に
照
ら
し
て
も
、
基
本
的
に
了
解
し
得
る
と
こ
ろ
で
あ
る
」
と
し
て
、
比
較
法
的
知
見
を
補
充
の
論
拠
と
し
て
挙
げ
て
い

る
。4

．
国
民
の
司
法
参
加
の
憲
法
適
合
性
：
結
論

国
民
の
司
法
参
加
の
憲
法
適
合
性
に
つ
い
て
の
本
判
決
の
結
論
部
分
は
、
判
例
集
に
お
い
て
、「
要
旨
1
」
と
さ
れ
、
下
線
が
引
か
れ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、「
国
民
の
司
法
参
加
と
適
正
な
刑
事
裁
判
を
実
現
す
る
た
め
の
諸
原
則
と
は
、
十
分
調
和
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、

憲
法
上
国
民
の
司
法
参
加
が
お
よ
そ
禁
じ
ら
れ
て
い
る
と
解
す
べ
き
理
由
は
な
く
、
国
民
の
司
法
参
加
に
係
る
制
度
の
合
憲
性
は
、
具
体

的
に
設
け
ら
れ
た
制
度
が
、
適
正
な
刑
事
裁
判
を
実
現
す
る
た
め
の
諸
原
則
に
抵
触
す
る
か
否
か
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ

る
。
換
言
す
れ
ば
、
憲
法
は
、
一
般
的
に
は
国
民
の
司
法
参
加
を
許
容
し
て
お
り
、
こ
れ
を
採
用
す
る
場
合
に
は
、
上
記
の
諸
原
則
が
確

保
さ
れ
て
い
る
限
り
、
陪
審
制
と
す
る
か
参
審
制
と
す
る
か
を
含
め
、
そ
の
内
容
を
立
法
政
策
に
委
ね
て
い
る
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
」。

要
す
る
に
、
本
判
決
は
、
国
民
の
司
法
参
加
が
、
憲
法
上
、
一
般
的
に
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
・
許
容
さ
れ
て
い
る
と
い
う
前
提
を
示
し

た
う
え
で
、
そ
の
合
憲
性
は
、
具
体
的
に
設
け
ら
れ
た
制
度
が
、
適
正
な
刑
事
裁
判
を
実
現
す
る
た
め
の
諸
原
則
に
抵
触
す
る
か
否
か
に

よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

な
お
、
こ
こ
で
立
法
政
策
に
委
ね
ら
れ
る
国
民
の
司
法
参
加
の
内
容
と
し
て
「
陪
審
制
」
と
あ
る
の
は
、
わ
が
国
の
旧
陪
審
制
度
を
含

む
と
し
て
も
、
講
学
上
の
い
わ
ゆ
る
陪
審
制
度
ま
で
を
も
意
味
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
議
論
が
分
か
れ
る
で
あ
ろ
う
（
41
）

。

（
一
〇
六
六
）



裁
判
員
制
度
の
憲
法
適
合
性
（
柳
瀬
）

一
二
五

四　

裁
判
員
制
度
の
憲
法
適
合
性

前
章
で
は
、
国
民
の
司
法
参
加
の
憲
法
適
合
性
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
そ
こ
で
、
次
に
、
本
章
で
は
、
参
加
制
度
一
般
で
は
な
く
、
裁

判
員
法
に
基
づ
き
創
設
さ
れ
た
（
具
体
的
な
制
度
と
し
て
の
）
裁
判
員
制
度
の
憲
法
適
合
性
に
つ
い
て
、
平
成
二
三
年
大
法
廷
判
決
の
議
論

に
沿
っ
て
、
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

前
章
で
確
認
し
た
と
お
り
、
本
判
決
は
、
国
民
の
司
法
参
加
の
憲
法
適
合
性
を
め
ぐ
っ
て
、
具
体
的
に
設
け
ら
れ
た
制
度
が
、
適
正
な

刑
事
裁
判
を
実
現
す
る
た
め
の
諸
原
則
に
抵
触
す
る
か
否
か
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
判
示
し
、
そ
の
際
に
、
㈠
適
正
な
刑

事
裁
判
を
実
現
す
る
た
め
の
諸
原
則
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
↓
㈡
こ
れ
を
遵
守
す
る
た
め
に
は
、
高
度
の
法
的
専
門
性
が
要
求
さ

れ
る
、
し
た
が
っ
て
↓
㈢
憲
法
は
刑
事
裁
判
の
基
本
的
な
担
い
手
と
し
て
裁
判
官
を
想
定
し
て
い
る
、
と
い
う
議
論
の
流
れ
を
示
し
た
。

具
体
的
な
裁
判
員
制
度
の
憲
法
適
合
性
の
審
査
に
あ
た
っ
て
も
、
()α
適
正
な
刑
事
裁
判
を
実
現
す
る
た
め
の
諸
原
則
の
遵
守
と
、
()β
そ
の

た
め
に
要
求
さ
れ
る
高
度
の
法
的
専
門
性
を
担
保
す
る
裁
判
官
の
刑
事
裁
判
に
お
け
る
基
本
的
な
担
い
手
性
と
い
う
二
つ
の
要
素
が
、
再

び
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
（
42
）

。

1　

適
正
な
刑
事
裁
判
を
実
現
す
る
た
め
の
諸
原
則
と
そ
の
た
め
の
制
度
の
不
可
欠
な
構
成
要
素

所
論
①
は
、
憲
法
三
一
条
、
三
二
条
、
三
七
条
一
項
、
七
六
条
一
項
、
八
〇
条
一
項
違
反
を
い
う
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
憲
法
八
〇
条
一
項
の
問
題
と
は
、
同
規
定
が
裁
判
所
は
裁
判
官
の
み
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
か
否
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
国
民
の
司
法
参
加
の
憲
法
適
合
性
の
検
討
で
す
で
に
結
論
を
得
た
と
お
り
、
憲
法
は
、
最
高
裁
判
所
と

（
一
〇
六
七
）
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二
六

は
異
な
り
、
下
級
裁
判
所
に
つ
い
て
は
、
国
民
の
司
法
参
加
を
禁
じ
て
い
る
と
解
さ
れ
な
い
た
め
、「
裁
判
官
と
国
民
と
で
構
成
す
る
裁

判
体
が
、
…
…
憲
法
上
の
「
裁
判
所
」
に
当
た
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
」。

次
に
考
察
す
べ
き
問
題
は
、
裁
判
員
裁
判
の
裁
判
体
が
、
刑
事
裁
判
に
関
す
る
憲
法
上
の
要
請
に
適
合
し
た
「
裁
判
所
」
と
い
い
う
る

か
否
か
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
裁
判
員
制
度
違
憲
説
は
、
三
二
条
及
び
三
七
条
一
項
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
裁
判
を
受
け
る
権
利
に
つ
い
て
、

裁
判
官
に
よ
る
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
意
味
す
る
と
解
し
た
う
え
で
、（
裁
判
官
で
は
な
い
）
裁
判
員
の
参
加
す
る
裁
判
を
認
め
れ
ば
被
告

人
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
（
43
）

。
こ
の
点
、
本
判
決
は
、
具
体
的
な
裁
判
員
法
の
諸
規
定
に
つ
い
て
検

討
し
た
う
え
で
、
こ
の
問
い
に
対
し
て
肯
定
の
結
論
を
導
き
出
し
て
い
る
。

こ
こ
で
具
体
的
に
検
討
さ
れ
た
裁
判
員
法
の
諸
規
定
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
⒜
原
則
と
し
て
、
裁
判
官
三
名
及
び
裁

判
員
六
名
に
よ
っ
て
裁
判
体
を
構
成
す
る
こ
と
（
二
条
二
項
、
三
項
）、
⒝
裁
判
員
は
、
有
権
者
か
ら
く
じ
で
候
補
者
が
選
定
さ
れ
、
不
公

正
な
裁
判
を
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
者
、
あ
る
い
は
検
察
官
・
被
告
人
か
ら
不
選
任
請
求
さ
れ
た
者
な
ど
が
除
か
れ
た
う
え
で
、
残
っ
た
候

補
者
か
ら
さ
ら
に
く
じ
等
の
方
法
に
従
っ
て
選
任
さ
れ
る
こ
と
（
一
三
条
│
三
七
条
）、
⒞
解
任
制
度
に
よ
り
、
裁
判
員
の
適
格
性
が
確
保
さ

れ
る
こ
と
（
四
一
条
、
四
三
条
）、
⒟
裁
判
員
は
、
裁
判
官
と
と
も
に
合
議
体
を
構
成
し
、
事
実
の
認
定
・
法
令
の
適
用
・
刑
の
量
定
に
つ

い
て
合
議
し
、
法
令
の
解
釈
に
係
る
判
断
・
訴
訟
手
続
に
関
す
る
判
断
等
は
裁
判
官
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
（
六
条
）、
⒠
裁
判
員
は
、

法
令
に
従
い
公
平
誠
実
に
そ
の
職
務
を
行
う
義
務
を
負
う
こ
と
（
九
条
）
と
、
裁
判
官
・
検
察
官
・
弁
護
人
は
、
裁
判
員
が
そ
の
職
責
を

十
分
に
果
た
す
こ
と
の
で
き
る
よ
う
、
審
理
を
迅
速
で
わ
か
り
や
す
い
も
の
と
す
る
こ
と
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
こ
と

（
五
一
条
）、
⒡
評
議
は
、
裁
判
官
と
裁
判
員
が
対
等
の
権
限
を
有
し
そ
の
合
議
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
こ
と
（
六
条
一
項
、
六
六
条
）、
そ
の

際
、
裁
判
長
は
、
法
令
に
関
す
る
説
明
を
丁
寧
に
行
う
と
と
も
に
、
評
議
を
わ
か
り
や
す
い
も
の
と
な
る
よ
う
整
理
し
、
裁
判
員
が
発
言

（
一
〇
六
八
）
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す
る
機
会
を
十
分
に
設
け
る
な
ど
、
裁
判
員
が
そ
の
職
責
を
十
分
に
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る

こ
と
（
六
六
条
五
項
）、
⒢
評
決
は
、
裁
判
官
と
裁
判
員
の
双
方
の
意
見
を
含
む
合
議
体
の
員
数
の
過
半
数
の
意
見
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る

こ
と
（
六
七
条
）、
⒣
評
議
に
お
け
る
自
由
な
意
見
表
明
を
保
障
す
る
た
め
に
、
評
議
の
経
過
等
に
関
す
る
守
秘
義
務
を
設
け
る
こ
と

（
七
〇
条
一
項
）
と
、
裁
判
員
に
対
す
る
請
託
・
威
迫
等
は
罰
則
を
も
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
一
〇
六
条
、
一
〇
七
条
）
の
八
事
項
で

あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
憲
法
が
要
請
す
る
公
正
な
「
裁
判
所
」
に
お
け
る
法
と
証
拠
に
基
づ
く
適
正
な
裁
判
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
制
度
的
に

保
障
す
る
と
と
も
に
、
同
じ
く
憲
法
が
定
め
る
刑
事
裁
判
の
諸
原
則
を
確
保
す
る
た
め
の
、
裁
判
員
制
度
の
不
可
欠
な
構
成
要
素
と
い
う

べ
き
も
の
で
あ
る
（
44
）

。

そ
し
て
、
裁
判
員
法
の
具
体
的
な
制
度
設
計
の
検
討
を
通
じ
て
、
本
判
決
は
、
裁
判
員
制
度
に
お
い
て
、
㈠
（
一
般
の
国
民
か
ら
選
任
さ

れ
た
）
裁
判
員
の
み
で
は
な
く
、
裁
判
官
と
と
も
に
裁
判
体
を
構
成
す
る
こ
と
、
㈡
裁
判
員
が
公
平
性
・
中
立
性
を
確
保
で
き
る
よ
う
配

慮
さ
れ
た
手
続
の
下
で
選
任
さ
れ
る
こ
と
、
㈢
裁
判
員
の
権
限
が
限
定
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
そ
れ
は
必
ず
裁
判
官
と
と
も
に
行
使
さ
れ
る

こ
と
を
摘
示
し
、
そ
の
一
方
で
、
憲
法
が
定
め
る
刑
事
裁
判
の
諸
原
則
の
保
障
が
裁
判
官
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
公

平
な
「
裁
判
所
」
に
お
け
る
法
と
証
拠
に
基
づ
く
適
正
な
裁
判
が
行
わ
れ
る
こ
と
（
憲
法
31
条
、
32
条
、
37
条
1
項
）
は
制
度
的
に
十
分
保

障
さ
れ
て
い
る
上
、
裁
判
官
は
刑
事
裁
判
の
基
本
的
な
担
い
手
と
さ
れ
て
い
る
も
の
と
認
め
ら
れ
、
憲
法
が
定
め
る
刑
事
裁
判
の
諸
原
則

を
確
保
す
る
上
で
の
支
障
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
結
論
す
る
（
要
旨
2
部
分
）。

国
民
の
司
法
参
加
の
憲
法
適
合
性
は
、
適
正
な
刑
事
裁
判
を
実
現
す
る
た
め
の
諸
原
則
が
確
保
さ
れ
る
か
否
か
で
決
せ
ら
れ
る
も
の
で

あ
り
、
そ
の
具
体
的
な
制
度
と
し
て
の
裁
判
員
制
度
の
憲
法
適
合
性
も
、
同
様
に
諸
原
則
が
遵
守
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
に
依
存

す
る
。
そ
し
て
、
裁
判
員
法
の
具
体
的
な
規
定
を
検
討
し
て
も
な
お
、
㈠
公
平
な
裁
判
所
に
お
け
る
法
と
証
拠
に
基
づ
く
適
正
な
裁
判
が

（
一
〇
六
九
）
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制
度
的
に
保
障
さ
れ
、
㈡
裁
判
官
の
基
本
的
担
い
手
性
が
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
し
た
が
っ
て
、
先
に
挙
げ
た
諸
原
則
を
確
保
す

る
う
え
で
支
障
が
な
い
と
い
う
結
論
が
導
出
さ
れ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
判
決
は
、「
憲
法
が
定
め
る
刑
事
裁
判
の
諸
原
則
の
保
障
は
、

裁
判
官
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
」
こ
と
を
挙
げ
、
制
度
の
憲
法
適
合
性
が
、
裁
判
員
の
判
断
へ
の
参
加
で
は
な
く
て
、
も
っ
ぱ
ら
裁

判
官
の
判
断
に
依
存
し
て
い
る
と
判
示
し
て
い
る
点
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

2　

評
議
に
お
け
る
少
数
意
見
を
も
つ
裁
判
官
と
裁
判
官
の
職
権
行
使
の
独
立
の
原
則

裁
判
員
裁
判
で
は
、
基
本
的
な
合
議
体
は
三
人
の
裁
判
官
と
六
人
の
裁
判
員
で
構
成
さ
れ
（
裁
判
員
法
二
条
二
項
前
段
）、
評
議
に
お
け

る
裁
判
員
の
関
与
す
る
判
断
は
、
合
議
体
を
構
成
す
る
裁
判
官
と
裁
判
員
の
双
方
の
意
見
を
含
む
合
議
体
の
員
数
の
過
半
数
の
意
見
に
よ

る
（
六
七
条
一
項
）。
し
た
が
っ
て
、
評
議
に
お
い
て
大
き
く
意
見
が
分
か
れ
た
と
き
、
個
々
の
裁
判
官
が
自
ら
の
意
見
と
異
な
る
結
論
に

従
わ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
が
生
じ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
が
裁
判
官
の
職
権
行
使
の
独
立
を
定
め
る
憲
法
七
六
条
三
項
に
違
反
す
る
か
が
問

題
と
な
る
。
本
判
決
に
係
る
上
告
事
件
の
所
論
②
も
、
こ
の
点
を
争
う
。

例
え
ば
、
裁
判
官
全
員
が
有
罪
の
意
見
で
、
裁
判
員
全
員
が
無
罪
の
意
見
で
あ
る
場
合
（
45
）

、
従
前
の
裁
判
官
の
み
に
よ
る
裁
判
で
あ
れ

ば
、
有
罪
の
結
論
と
な
る
と
こ
ろ
、
裁
判
員
裁
判
に
お
い
て
は
、
無
罪
の
結
論
と
な
る
。
裁
判
員
制
度
違
憲
論
は
、
こ
の
点
、「
裁
判
官

全
員
が
有
罪
を
確
信
し
て
い
な
が
ら
無
罪
判
決
を
出
さ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
を
裁
判
官
に
負
わ
せ
る
の
は
、
憲
法
の
右
条
項
〔
七
六
条
三

項
〕
に
反
す
る
恐
れ
が
極
め
て
大
き
い
」
と
す
る
（
46
）

。

通
説
に
よ
れ
ば
、「
裁
判
が
公
正
に
行
わ
れ
人
権
の
保
障
が
確
保
さ
れ
る
た
め
に
は
、
裁
判
を
担
当
す
る
裁
判
官
が
、
い
か
な
る
外
部

か
ら
の
圧
力
や
干
渉
を
も
受
け
ず
に
、
公
正
無
私
の
立
場
で
職
責
を
果
た
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
（
47
）

」。
そ
し
て
、
裁
判
官
の
職
権
行
使
の

（
一
〇
七
〇
）
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独
立
原
則
と
は
、「
司
法
権
が
立
法
権
・
行
政
権
か
ら
独
立
し
て
い
る
こ
と
」
と
と
も
に
司
法
権
独
立
の
原
則
の
一
内
容
を
な
す
も
の
で

あ
り
、「
裁
判
官
が
裁
判
を
す
る
に
あ
た
っ
て
独
立
し
て
職
権
を
行
使
す
る
こ
と
」
を
意
味
す
る
（
48
）

。
本
判
決
は
、
こ
の
原
則
に
つ
い
て
、

「
他
か
ら
の
干
渉
や
圧
力
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
裁
判
が
法
に
基
づ
き
公
正
中
立
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
保
障
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
」

と
判
示
し
た
。

た
だ
し
、
裁
判
官
の
職
権
行
使
の
独
立
の
原
則
と
は
、
終
局
的
か
つ
絶
対
的
な
決
定
権
限
が
個
々
の
裁
判
官
に
対
し
て
付
与
さ
れ
る
と

い
う
意
味
で
は
な
い
。
実
際
に
も
、
法
律
に
基
づ
く
裁
判
所
に
よ
る
司
法
権
行
使
に
随
伴
す
る
制
約
が
予
定
さ
れ
て
い
る
（
49
）

。
す
な
わ
ち
、

上
級
審
の
裁
判
所
の
裁
判
に
お
け
る
事
実
認
定
に
か
か
る
判
断
に
は
、
下
級
審
の
裁
判
所
に
対
す
る
拘
束
力
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と

（
裁
判
所
法
四
条
）
や
、
合
議
体
に
お
い
て
裁
判
官
の
意
見
が
分
か
れ
た
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
過
半
数
の
意
見
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ

（
裁
判
所
法
七
七
条
一
項
、
二
項
）、
少
数
派
の
裁
判
官
は
多
数
派
の
裁
判
官
の
意
見
に
従
う
こ
と
に
な
る
が
、
憲
法
自
体
は
、
審
級
制

（
七
六
条
一
項
、
八
一
条
）
や
合
議
制
（
七
九
条
一
項
、
八
二
条
二
項
）
を
予
定
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
が
裁
判
官
の
職
権
行
使
の
独
立
の
原
則
に

違
反
す
る
と
は
い
え
な
か
ろ
う
。

本
判
決
は
、
こ
の
点
に
関
し
て
、
ま
ず
、「
憲
法
が
一
般
的
に
国
民
の
司
法
参
加
を
許
容
し
て
お
り
、
裁
判
員
法
が
憲
法
に
適
合
す
る

よ
う
に
こ
れ
を
法
制
化
し
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
裁
判
員
法
が
規
定
す
る
評
決
制
度
の
下
で
、
裁
判
官
が
時
に
自
ら
の
意
見
と
異
な
る
結

論
に
従
わ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
憲
法
に
適
合
す
る
法
律
に
拘
束
さ
れ
る
結
果
で
あ
る
か
ら
、
同
項
〔
憲
法

七
六
条
三
項
〕
違
反
と
の
評
価
を
受
け
る
余
地
は
な
い
」
と
判
示
す
る
。
要
す
る
に
、
本
判
決
は
、
裁
判
員
法
が
憲
法
に
適
合
す
る
と
い

う
判
断
を
前
提
に
、
裁
判
官
が
自
分
の
意
見
と
異
な
る
結
論
に
従
う
の
は
、
憲
法
適
合
的
な
法
律
に
拘
束
さ
れ
る
結
果
で
あ
る
か
ら
、
裁

判
官
の
職
権
行
使
の
独
立
違
反
で
は
な
い
と
い
う
（
50
）

。

（
一
〇
七
一
）
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一
三
〇

し
か
し
な
が
ら
、「
憲
法
に
適
合
す
る
法
律
に
拘
束
さ
れ
る
結
果
で
あ
る
か
ら
」
と
い
う
簡
潔
な
理
由
の
み
か
ら
、
裁
判
官
が
自
ら
の

意
見
と
異
な
る
結
論
に
従
わ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
が
裁
判
官
の
職
権
行
使
の
独
立
の
原
則
に
違
反
し
な
い
と
す
る
結
論
部
分

を
直
ち
に
導
き
出
す
こ
と
は
、
適
切
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
法
律
そ
れ
自
体
が
憲
法
適
合
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
適
用
す
る
こ
と
も
常

に
憲
法
適
合
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
必
ず
し
も
い
え
な
か
ろ
う
。
法
律
そ
れ
自
体
の
合
憲
性
が
、
そ
の
適
用
行
為
の
憲
法
適
合
性
を

直
ち
に
保
障
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
前
記
引
用
部
分
は
、
判
例
集
に
お
い
て
は
要
旨
3
と
し
て
下
線
が
引
か
れ
て
い
る

箇
所
で
も
あ
る
が
、
職
権
行
使
の
独
立
に
違
反
し
な
い
と
す
る
実
質
的
な
理
由
は
判
決
文
の
記
述
の
み
か
ら
読
み
取
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
。そ

こ
で
、
判
決
に
は
書
か
か
れ
て
い
な
い
欠
缺
し
た
論
理
を
、
調
査
官
解
説
か
ら
補
っ
て
理
解
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。
裁
判
員
法
が
憲

法
適
合
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
（
判
決
の
い
う
論
拠
）
か
ら
、
裁
判
官
が
自
分
の
意
見
と
異
な
る
結
論
に
従
わ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
が
裁
判

官
の
職
権
行
使
の
独
立
の
原
則
に
違
反
し
な
い
と
い
う
こ
と
（
判
決
の
い
う
結
論
）
が
、
ど
の
よ
う
に
正
当
化
さ
れ
る
の
か
。

調
査
官
解
説
は
、
ま
ず
、「
裁
判
官
の
職
権
行
使
の
独
立
に
は
、
合
理
的
な
裁
判
制
度
の
実
現
の
た
め
に
い
わ
ば
内
在
的
な
法
的
制
約

が
あ
る
」
と
述
べ
る
。
こ
れ
は
、
判
決
文
に
は
な
い
記
述
で
あ
る
。
そ
し
て
、
具
体
的
に
は
、「
憲
法
自
体
が
、
合
議
体
に
よ
る
裁
判
を

予
定
し
て
い
る
…
…
（
憲
法
79
条
、
82
条
）」
か
ら
、「
一
つ
の
裁
判
体
の
中
で
、
構
成
員
の
意
見
が
異
な
る
結
果
、
自
ら
の
意
見
と
異
な

る
裁
判
行
為
に
加
わ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
は
、
合
議
体
の
構
成
員
と
し
て
少
数
意
見
と
な
る
場
合
な
ど
従
来
か
ら
あ
り
得
た
こ
と
で
あ

る
」
と
説
明
す
る
。
そ
し
て
、「
そ
の
こ
と
を
も
っ
て
、
裁
判
官
の
職
権
行
使
の
独
立
を
侵
害
す
る
も
の
と
は
解
さ
れ
て
い
な
い
」
と
の

解
釈
を
示
す
。
こ
こ
ま
で
を
補
っ
て
、
よ
う
や
く
、
判
決
の
い
う
論
拠
と
判
決
の
い
う
結
論
と
が
接
続
可
能
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、「
憲

法
に
適
合
す
る
国
民
の
司
法
参
加
に
係
る
具
体
的
な
法
制
度
の
中
で
、
裁
判
体
の
結
論
が
個
々
の
裁
判
官
の
意
見
と
異
な
る
も
の
と
な
る

（
一
〇
七
二
）
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こ
と
が
あ
り
得
る
こ
と
は
憲
法
が
当
然
予
定
し
て
い
る
と
い
え
」
る
（
51
）

。
裁
判
員
裁
判
の
合
議
体
に
お
い
て
も
、
裁
判
官
が
、
他
の
構
成
員

の
意
見
に
従
わ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
自
体
は
従
前
と
同
じ
で
あ
り
（
異
な
る
点
は
、
従
わ
ざ
る
を
得
な
い
他
の
構
成
員

が
裁
判
官
に
限
ら
ず
、
裁
判
員
で
あ
る
場
合
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
）、
そ
れ
自
体
は
憲
法
七
六
条
三
項
に
違
反
し
な
い
。

本
判
決
は
、
さ
ら
に
続
け
て
、「
裁
判
員
制
度
の
下
に
お
い
て
も
、
法
令
の
解
釈
に
係
る
判
断
や
訴
訟
手
続
に
関
す
る
判
断
を
裁
判
官

の
権
限
に
す
る
な
ど
、
裁
判
官
を
裁
判
の
基
本
的
な
担
い
手
と
し
て
、
法
に
基
づ
く
公
正
中
立
な
裁
判
の
実
現
が
図
ら
れ
て
お
り
、
こ
う

し
た
点
か
ら
も
、
裁
判
員
制
度
は
、
同
項
〔
憲
法
七
六
条
三
項
〕
の
趣
旨
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
判
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

七
六
条
三
項
適
合
性
を
支
え
る
論
拠
と
し
て
も
、
裁
判
官
の
基
本
的
担
い
手
性
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
裁
判
員
の
権
限
が
限

定
さ
れ
、
法
令
解
釈
に
係
る
判
断
や
訴
訟
手
続
に
関
す
る
判
断
が
裁
判
官
の
専
権
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
例
と
し
て
、
基
本
的
担
い

手
性
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

3　

裁
判
員
裁
判
に
お
け
る
特
殊
な
評
決
方
法
と
裁
判
員
の
実
質
的
参
加

本
判
決
は
、
裁
判
官
の
職
権
行
使
の
独
立
の
原
則
に
関
し
て
、
上
記
引
用
部
分
に
続
け
て
、
想
定
さ
れ
う
る
批
判
に
反
駁
し
て
い
る
。

そ
の
批
判
と
は
、「
裁
判
官
の
2
倍
の
数
の
国
民
が
加
わ
っ
て
裁
判
体
を
構
成
し
、
多
数
決
で
結
論
を
出
す
制
度
の
下
で
は
、
裁
判
が
国

民
の
感
覚
的
な
判
断
に
支
配
さ
れ
（
52
）

、
裁
判
官
の
み
で
判
断
す
る
場
合
と
結
論
が
異
な
っ
て
し
ま
う
場
合
が
あ
り
、
裁
判
所
が
果
た
す
べ
き

被
告
人
の
人
権
保
障
の
役
割
を
全
う
で
き
な
い
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
構
成
は
憲
法
上
許
容
さ
れ
な
い
と
い
う
主

張
」
の
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
二
人
の
裁
判
官
が
無
罪
の
意
見
、
一
人
の
裁
判
官
は
有
罪
の
意
見
で
、
六
人
の
裁
判
員
が
有
罪
の
意
見

の
場
合
（
53
）

に
は
、
従
前
の
裁
判
官
の
み
の
裁
判
で
は
無
罪
の
結
論
に
な
る
も
の
の
、
裁
判
員
裁
判
で
は
有
罪
の
結
論
と
な
る
と
こ
ろ
、
そ
れ

（
一
〇
七
三
）
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で
も
裁
判
官
の
意
見
で
あ
る
無
罪
と
い
う
結
論
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
議
論
で
あ
る
。

裁
判
員
が
刑
事
裁
判
に
参
加
し
て
も
裁
判
官
の
多
数
意
見
で
結
論
が
決
ま
る
と
い
う
こ
と
は
、
裁
判
員
の
意
見
は
裁
判
の
結
論
に
影
響

し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
実
質
的
に
裁
判
員
に
評
決
権
を
認
め
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
で
は
、
本
判
決
の
い
う
と
お
り
、

「
国
民
の
司
法
参
加
を
認
め
る
意
義
の
重
要
な
部
分
が
没
却
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
」
な
い
（
54
）

。
し
た
が
っ
て
、
国
民
の
司
法
参
加
を

実
質
的
な
も
の
と
す
る
た
め
に
は
、
か
か
る
主
張
は
斥
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
最
高
裁
判
所
は
、
こ
の
文
脈
で
、
評
決
の
対
象
が
限
定
さ
れ
る
点
と
、
評
議
に
あ
た
っ
て
裁
判
長
が
十
分
な
説
明
を
行
う
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
点
を
挙
げ
る
だ
け
で
な
く
、
裁
判
員
制
度
に
お
け
る
特
殊
な
評
決
方
法
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
裁
判

員
法
六
七
条
一
項
は
、「
構
成
裁
判
官
及
び
裁
判
員
の
双
方
の
意
見
を
含
む

0

0

0

0

0

0

0

0

合
議
体
の
員
数
の
過
半
数
の
意
見
に
よ
る
」（
傍
点
は
本
稿
の

筆
者
に
よ
る
）
と
規
定
し
て
お
り
、
本
判
決
が
述
べ
る
と
お
り
、「
評
決
に
つ
い
て
は
、
単
な
る
多
数
決
で
な
く
、
多
数
意
見
の
中
に
少
な

く
と
も
1
人
の
裁
判
官
が
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
」。
本
判
決
は
、
こ
の
こ
と
を
挙
げ
た
う
え
で
「
被
告
人
の
権
利

保
護
と
い
う
観
点
か
ら
の
配
慮
も
さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
、
合
憲
の
結
論
を
導
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
す
な
わ
ち
、
裁
判
官
が
一
人
も

加
わ
ら
な
い
で
被
告
人
に
不
利
な
結
論
と
な
る
の
は
、
被
告
人
の
権
利
保
護
と
い
う
観
点
か
ら
の
配
慮
を
欠
く
の
で
、
憲
法
適
合
性
を
維

持
で
き
な
い
と
解
す
べ
き
こ
と
を
含
意
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
の
前
提
と
な
る
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、

刑
事
裁
判
に
お
け
る
裁
判
官
の
基
本
的
担
い
手
性
で
あ
る
。

評
決
方
法
に
関
し
て
、
裁
判
官
の
基
本
的
担
い
手
性
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
ま
で
を
要
請
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

例
え
ば
、
高
橋
和
之
教
授
は
、「
少
な
く
と
も
、
法
の
専
門
家
で
あ
る
裁
判
官
（
の
多
数
）
が
無
罪
と
す
る
も
の
を
一
般
国
民
の
参
加
で

有
罪
に
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
の
な
い
よ
う
な
制
度
設
計
が
必
要
と
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
、
裁
判
員
制
度
に
「
危
惧
さ
れ
る
点
が
な
い

（
一
〇
七
四
）
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わ
け
で
は
な
い
」
と
主
張
す
る
。
具
体
的
に
は
、「「
双
方
の
意
見
」
を
含
ま
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
有
罪
と
す
る
に
は
裁
判
員
だ
け
の
過

半
数
で
は
足
り
ず
、
少
な
く
と
も
1
人
の
裁
判
官
の
賛
成
が
必
要
で
あ
る
が
、
逆
に
い
え
ば
、
2
人
の
裁
判
官
が
反
対
し
て
も
有
罪
に
し

う
る
わ
け
で
あ
」
り
、「
こ
の
点
を
ど
う
評
価
す
る
か
は
微
妙
な
と
こ
ろ
が
あ
る
」
と
述
べ
る
（
55
）

。
つ
ま
り
、
高
橋
教
授
に
よ
っ
て
危
惧
さ

れ
評
価
が
微
妙
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
、
裁
判
官
二
人
に
よ
る
無
罪
の
意
見
で
、
従
前
は
無
罪
で
あ
っ
た
も
の
が
、
裁
判
員
制
度
の
導
入
以

降
は
有
罪
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
裁
判
官
の
基
本
的
担
い
手
性
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
有
罪
の
結
論
と
な
る
こ
と
を
排
除
す

る
効
果
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
評
議
に
お
い
て
裁
判
官
と
裁
判
員
と
が
基
本
的
に
は
対
等
な
権
限
を
有
す
る
も
の
と
し
、
評
決
方
法
に
つ
い
て
は
裁

判
員
の
主
体
的
・
実
質
的
関
与
を
確
保
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
と
す
る
司
法
制
度
改
革
審
議
会
意
見
書
の
理
解
（
56
）

を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、

筆
者
は
、
裁
判
官
の
基
本
的
担
い
手
性
は
、
裁
判
官
二
人
が
無
罪
と
判
断
し
た
場
合
の
有
罪
の
結
論
を
排
除
す
る
機
能
ま
で
は
有
し
て
い

な
い
と
解
す
る
。
も
し
裁
判
官
二
人
が
無
罪
と
判
断
し
た
場
合
で
も
（
裁
判
官
一
人
が
有
罪
の
意
見
で
、
裁
判
員
六
人
が
有
罪
の
意
見
で
も
）
無

罪
の
結
論
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
裁
判
官
と
裁
判
員
の
評
決
権
が
対
等
で
は
な
い
（
少
数
の
裁
判
官
の
意
見
が
多
数
の
裁

判
員
の
意
見
に
優
位
す
る
）
こ
と
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
裁
判
員
制
度
の
出
発
点
で
あ
る
審
議
会
の
意
見
書
の
立
場
に
反
す
る

と
い
え
る
。（
高
橋
教
授
の
表
現
を
借
り
れ
ば
）
裁
判
官
は
た
し
か
に
「
法
の
専
門
家
」
で
あ
る
が
、
事
実
認
定
、
法
令
の
適
用
及
び
有
罪
の

場
合
の
刑
の
量
定
に
つ
い
て
は
、
本
判
決
に
よ
っ
て
あ
ら
か
じ
め
法
律
的
な
知
識
・
経
験
を
有
す
る
こ
と
が
判
断
に
必
ず
し
も
不
可
欠
と

は
い
え
な
い
と
判
示
さ
れ
て
お
り
（
57
）

、
法
の
専
門
家
た
る
裁
判
官
の
評
決
権
が
素
人
の
裁
判
員
の
評
決
権
に
常
に
優
位
す
る
と
解
す
べ
き
と

は
い
え
な
い
。

裁
判
員
制
度
の
憲
法
適
合
性
を
支
え
る
重
要
な
要
素
の
一
つ
と
し
て
の
基
本
的
担
い
手
性
の
射
程
は
、
法
令
解
釈
に
係
る
判
断
や
訴
訟

（
一
〇
七
五
）
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手
続
に
関
す
る
判
断
が
裁
判
官
の
専
権
と
さ
れ
る
こ
と
と
、
事
実
の
認
定
や
刑
の
量
定
に
関
し
て
裁
判
官
が
一
人
も
加
わ
ら
な
い
で
被
告

人
に
不
利
な
結
論
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
超
え
て
、
後
者
に
関
し
て
裁
判
官
の
評
決
権
の
裁

判
員
の
評
決
権
に
対
す
る
優
位
ま
で
を
意
味
す
る
も
の
と
は
い
え
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

な
お
、
裁
判
員
裁
判
に
固
有
の
特
殊
な
評
決
方
法
（
合
議
体
の
構
成
員
全
体
の
単
純
な
過
半
数
の
意
見
で
は
な
く
、
裁
判
官
・
裁
判
員
双
方
の
意

見
を
含
む
過
半
数
の
意
見
）
が
、
上
述
の
よ
う
に
被
告
人
に
不
利
に
適
用
さ
れ
る
ケ
ー
ス
で
は
、
国
民
の
司
法
参
加
を
認
め
る
意
義
の
重
要

部
分
を
維
持
す
る
要
請
と
刑
事
裁
判
に
お
け
る
裁
判
官
の
基
本
的
担
い
手
性
の
要
請
の
両
方
が
そ
の
結
論
を
支
持
す
る
が
、
逆
に
、
こ
の

評
決
方
法
が
被
告
人
に
有
利
に
適
用
さ
れ
る
ケ
ー
ス
（
す
べ
て
の
裁
判
員
が
有
罪
の
意
見
で
も
、
す
べ
て
の
裁
判
官
が
無
罪
の
意
見
で
あ
れ
ば
、
無

罪
の
結
論
と
な
る
）
に
お
い
て
は
、
裁
判
官
の
基
本
的
担
い
手
性
が
、
裁
判
員
の
実
質
的
参
加
の
意
義
を
確
保
す
べ
き
と
い
う
要
請
を
乗

り
越
え
て
、
裁
判
員
の
多
数
の
意
見
と
異
な
る
結
論
を
支
持
す
る
こ
と
に
な
る
。

4　

裁
判
員
の
参
加
す
る
合
議
体
と
特
別
裁
判
所

裁
判
員
の
参
加
す
る
合
議
体
が
憲
法
七
六
条
二
項
前
段
に
よ
っ
て
設
置
が
禁
止
さ
れ
る
「
特
別
裁
判
所
」
に
該
当
す
る
か
と
い
う
論
点

は
、
裁
判
員
制
度
を
違
憲
と
主
張
す
る
こ
れ
ま
で
の
議
論
に
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
（
58
）

、
本
件
の
弁
護
人
独
自
の
主
張
で
あ
る
。
裁
判
員
制

度
を
鋭
く
批
判
す
る
論
稿
を
発
表
し
て
い
る
西
野
喜
一
教
授
も
、「
本
件
で
、
弁
護
人
は
、
裁
判
員
の
加
わ
っ
た
法
廷
は
憲
法
76
条
2
項

の
「
特
別
裁
判
所
」
に
当
た
る
と
い
う
主
張
も
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
無
理
で
あ
る
」
と
断
言
し
て
い
る
（
59
）

。

本
件
に
お
い
て
、
こ
の
主
張
は
、
主
位
的
な
も
の
で
は
な
く
「
予
備
的
主
張
」
と
さ
れ
て
お
り
（
60
）

、
弁
護
人
に
よ
れ
ば
、
法
学
協
会
編

『
註
解
日
本
国
憲
法　

下
巻
』（
有
斐
閣
、
一
九
五
四
年
）
一
一
三
六
頁
及
び
清
宮
四
郎
『
憲
法
Ⅰ
（
法
律
学
全
集
三
）』
の
初
版
（
有
斐
閣
、

（
一
〇
七
六
）



裁
判
員
制
度
の
憲
法
適
合
性
（
柳
瀬
）

一
三
五

一
九
五
七
年
）
二
八
一
頁
（
61
）

に
お
け
る
特
別
裁
判
所
の
意
義
に
関
す
る
説
明
を
引
用
し
た
う
え
で
、
㈠
裁
判
員
な
い
し
そ
の
参
加
す
る
合
議

体
が
最
高
裁
判
所
及
び
下
級
裁
判
所
の
い
ず
れ
の
系
列
に
も
入
ら
な
い
「
完
全
に
異
質
の
外
部
」
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
、
㈡
裁
判
員
が

「
憲
法
順
守
義
務
」（
上
告
趣
意
書
原
文
マ
マ
）
を
負
わ
な
い
こ
と
、
㈢
裁
判
員
が
判
決
文
に
お
い
て
も
公
判
手
続
調
書
に
お
い
て
も
匿
名
で

あ
る
こ
と
、
㈣
裁
判
員
裁
判
の
対
象
事
件
が
裁
判
員
法
二
条
一
項
一
号
・
二
号
に
規
定
さ
れ
る
「
特
別
特
殊
な
種
類
の
事
件
」
に
限
ら
れ
、

か
つ
同
法
三
条
が
二
条
一
項
一
号
・
二
号
に
該
当
す
る
事
件
で
あ
っ
て
も
対
象
事
件
か
ら
除
外
し
て
い
る
こ
と
、
㈤
裁
判
員
の
参
加
す
る

合
議
体
は
、「
そ
の
事
件
限
り
の
た
め
一
時
の
臨
時
の
も
の
」
で
あ
る
こ
と
、
㈥
裁
判
員
の
参
加
し
た
第
一
審
の
裁
判
が
「
裁
判
所
」
に

よ
る
裁
判
で
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
判
決
に
対
す
る
上
訴
が
で
き
る
と
し
て
も
、
被
告
人
か
ら
三
審
制
の
利
益
を
奪
う
も
の
で
あ
る
と
い

う
こ
と
の
六
点
を
挙
げ
て
、
裁
判
員
の
参
加
す
る
合
議
体
が
憲
法
七
六
条
二
項
前
段
の
禁
止
す
る
「
特
別
裁
判
所
」
に
該
当
す
る
と
主
張

し
た
（
62
）

。
一
方
、
検
察
官
は
「
裁
判
員
の
参
加
す
る
合
議
体
は
、
死
刑
又
は
無
期
の
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
に
当
た
る
罪
に
係
る
事
件
な
ど
一
定
の

重
大
事
件
に
限
っ
て
扱
う
も
の
で
あ
る
が
、
裁
判
所
法
に
よ
り
第
1
審
の
刑
事
裁
判
を
所
管
す
る
下
級
裁
判
所
と
し
て
設
置
さ
れ
た
地
方

裁
判
所
に
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
裁
判
に
対
し
て
は
高
等
裁
判
所
及
び
最
高
裁
判
所
へ
の
上
訴
が
認
め
ら
れ
て
い
る
」
か
ら
、

「
裁
判
員
裁
判
を
取
り
扱
う
地
方
裁
判
所
の
裁
判
員
の
参
加
す
る
合
議
体
は
、
最
高
裁
判
所
を
頂
点
と
す
る
通
常
の
裁
判
所
の
系
列
に
属

し
、
憲
法
の
禁
じ
る
「
特
別
裁
判
所
」
に
当
た
ら
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
」
と
主
張
し
た
（
63
）

。

憲
法
七
六
項
二
項
前
段
に
よ
っ
て
設
置
が
禁
じ
ら
れ
る
特
別
裁
判
所
と
は
、
通
説
的
見
解
に
よ
れ
ば
、「
特
別
の
人
間
ま
た
は
事
件
に

つ
い
て
裁
判
す
る
た
め
に
、
通
常
裁
判
所
の
系
列
か
ら
独
立
し
て
設
け
ら
れ
る
裁
判
機
関
で
あ
り
（
64
）

」、
判
例
は
、「
一
般
的
に
司
法
権
を
行

う
通
常
裁
判
所
の
系
列
に
属
す
る
下
級
裁
判
所
と
し
て
裁
判
所
法
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
も
の
」
は
特
別
裁
判
所
に
あ
た
ら
な
い
と
し
て
い

（
一
〇
七
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

一
三
六

る
（
最
大
判
昭
和
三
一
年
五
月
三
〇
日
刑
集
一
〇
巻
五
号
七
五
六
頁
）。
た
し
か
に
裁
判
員
裁
判
の
合
議
体
は
、
弁
護
人
の
主
張
す
る
よ
う
に
、

法
律
の
定
め
る
一
定
の
事
件
の
み
を
扱
う
非
常
設
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
七
六
条
二
項
前
段
の
問
題
の
本
質
は
先
に
挙
げ
た
通
説
の
定
義

の
う
ち
の
後
段
部
分
、
す
な
わ
ち
、
通
常
の
裁
判
所
の
系
列
外
で
あ
る
か
否
か
で
あ
り
（
65
）

、
事
件
の
限
定
性
や
裁
判
所
の
非
常
設
性
は
違
憲

性
の
判
断
に
決
定
力
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
し
て
は
控
訴
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
（
刑
事

訴
訟
法
三
七
二
条
）
ゆ
え
に
、
特
別
裁
判
所
に
は
該
当
し
な
い
と
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

本
判
決
も
、「
裁
判
員
制
度
に
よ
る
裁
判
体
は
、
地
方
裁
判
所
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
第
1
審
判
決
に
対
し
て
は
、
高
等
裁
判

所
へ
の
控
訴
及
び
最
高
裁
判
所
へ
の
上
告
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
裁
判
官
と
裁
判
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
裁
判
体
が
特
別
裁
判
所
に
当

た
ら
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
」
と
判
示
し
て
い
る
。

五　

ま
と
め
に
代
え
て

本
稿
で
は
、
平
成
二
三
年
最
高
裁
大
法
廷
判
決
に
沿
っ
て
、
裁
判
員
制
度
の
憲
法
適
合
性
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

裁
判
員
の
職
務
等
の
意
に
反
す
る
苦
役
該
当
性
を
め
ぐ
る
問
題
（
判
決
の
3
⑷
部
分
）
に
つ
い
て
は
、
紙
幅
の
都
合
上
、
扱
う
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
。
挙
げ
て
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
（
66
）

。

＊　

本
稿
は
、
平
成
二
七
年
度
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
助
成
事
業
（
学
術
研
究
助
成
基
金
助
成
金
（
若
手
研
究
（
Ｂ
）））「
裁
判
員
制
度
と
弾

劾
制
度
の
研
究
を
通
じ
た
自
由
主
義
と
民
主
主
義
と
の
相
克
に
つ
い
て
の
探
究
」（
課
題
番
号
：
二
五
七
八
〇
〇
一
六
）
及
び
平
成
二
八
年
度
日
本

（
一
〇
七
八
）



裁
判
員
制
度
の
憲
法
適
合
性
（
柳
瀬
）

一
三
七

学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
助
成
事
業
（
学
術
研
究
助
成
基
金
助
成
金
（
基
盤
研
究
（
Ｃ
）））「
国
民
の
司
法
参
加
を
め
ぐ
る
憲
法
理
論
の
国
際
的
発

信
」（
課
題
番
号
：
一
六
Ｋ
〇
三
三
〇
一
）
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
で
、
以
下
、「
憲
法
」
と
は
、
特
に
注
記
の
な
い
限
り
、
日

本
国
憲
法
を
指
す
も
の
と
す
る
。

（
1
） 
拙
著
『
裁
判
員
制
度
の
立
法
学

│
討
議
民
主
主
義
理
論
に
基
づ
く
国
民
の
司
法
参
加
の
意
義
の
再
構
成
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
九
年
）。

（
2
） 

筆
者
は
、
本
稿
に
お
い
て
、
判
例
が
い
う
と
こ
ろ
の
裁
判
員
制
度
を
合
憲
と
基
礎
づ
け
る
本
質
的
要
素
を
析
出
す
る
作
業
を
行
っ
た
う
え
で
、

「
裁
判
員
制
度
の
意
義
と
展
開
可
能
性
」
と
題
す
る
別
稿
に
お
い
て
、
今
後
の
裁
判
員
制
度
の
展
開
の
可
能
性
と
限
界
に
つ
い
て
考
察
す
る
予
定
で

あ
る
。

（
3
） 

西
野
吾
一
＝
矢
野
直
邦
「
判
解
」『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
刑
事
篇
（
平
成
二
三
年
度
）』（
法
曹
会
、
二
〇
一
五
年
）
二
九
五
頁
。
最
大
判
平

成
二
三
年
一
一
月
一
六
日
刑
集
六
五
巻
八
号
一
二
八
五
頁
に
つ
い
て
の
調
査
官
解
説
は
、
拙
著
・
前
掲
注（
1
）に
つ
い
て
、「
裁
判
員
制
度
の
憲
法

適
合
性
の
問
題
を
、「
民
主
司
法
の
ジ
レ
ン
マ
」
の
問
題
と
し
て
正
面
か
ら
取
り
上
げ
検
討
し
た
文
献
」
と
し
て
紹
介
し
た
う
え
で
、
憲
法
の
基
本

的
原
理
を
考
察
す
る
重
要
な
箇
所
に
お
い
て
引
用
し
て
い
る
（
二
九
六
頁
）。

（
4
） 

第
一
審
で
は
、
裁
判
員
制
度
の
憲
法
適
合
性
は
争
わ
れ
な
か
っ
た
。

（
5
） 

控
訴
審
判
決
は
、
憲
法
が
下
級
裁
判
所
の
構
成
に
つ
い
て
直
接
定
め
ず
、
裁
判
官
以
外
の
者
が
裁
判
に
加
わ
る
こ
と
を
禁
止
し
た
明
文
の
規
定

を
置
い
て
い
な
い
こ
と
、
裁
判
所
法
三
条
三
項
が
刑
事
に
つ
い
て
陪
審
の
制
度
を
設
け
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
と
規
定
し
て
い
る
こ
と
、
旧
憲
法
二
四

条
（
裁
判
官
の
裁
判
を
受
け
る
権
利
）
と
現
憲
法
三
二
条
（
裁
判
所
に
お
け
る
裁
判
を
受
け
る
権
利
）
の
文
言
の
差
異
の
三
点
を
挙
げ
て
い
る
（
刑

集
六
五
巻
八
号
一
三
六
五
頁
）。

（
6
） 

本
判
決
に
つ
い
て
の
評
釈
と
し
て
、
青
野
篤
「
裁
判
員
制
度
の
合
憲
性

│
最
高
裁
平
成
23
年
11
月
26
日
大
法
廷
判
決
」
大
分
大
学
経
済
論
集

六
四
巻
一
号
（
二
〇
一
二
年
）
六
三
頁
、
榎
透
「
裁
判
員
制
度
の
合
憲
性
〈
最
新
判
例
演
習
室
／
憲
法
〉」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
六
八
五
号
（
二
〇
一
二

年
）
一
一
六
頁
、
君
塚
正
臣
「
裁
判
員
制
度
を
最
高
裁
判
所
大
法
廷
が
合
憲
と
初
め
て
判
断
し
た
例
」
新
・
判
例
解
説W

atch

（
法
学
セ
ミ
ナ
ー

増
刊
）
一
〇
号
（
二
〇
一
二
年
）
二
一
頁
、
笹
田
栄
司
「
裁
判
員
制
度
の
合
憲
性
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
時
増
刊
一
四
五
三
号
〔
平
成
二
四
年
度
重
要
判

例
解
説
〕（
二
〇
一
三
年
）
一
〇
頁
、
佐
藤
寛
稔
「
裁
判
員
制
度
の
合
憲
性
〈
判
例
評
釈
〉」
秋
田
法
学
五
三
号
（
二
〇
一
二
年
）
九
七
頁
、
宍
戸
常

（
一
〇
七
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

一
三
八

寿
「
裁
判
員
裁
判
の
憲
法
適
合
性
」
憲
法
判
例
研
究
会
編
『
判
例
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
憲
法
〔
増
補
版
〕』（
信
山
社
、
二
〇
一
四
年
）
四
六
五
頁
、
新
屋

達
之
「
国
民
の
司
法
参
加
・
裁
判
員
制
度
の
合
憲
性
（
刑
事
訴
訟
法
判
例
研
究
31
）」
法
律
時
報
八
四
巻
一
〇
号
（
二
〇
一
二
年
）
一
二
六
頁
、
土

井
真
一
「
裁
判
員
制
度
の
合
憲
性
」
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
一
八
号
〔
憲
法
判
例
百
選
Ⅱ
第
六
版
〕（
二
〇
一
三
年
）
三
八
六
頁
、
南
部
晋
太
郎
「
裁

判
員
制
度
の
合
憲
性
に
関
す
る
大
法
廷
判
決
〈
新
判
例
解
説
〉」
研
修
七
六
五
号
（
二
〇
一
二
年
）
二
一
頁
、
西
野
喜
一
「
裁
判
員
制
度
合
憲
判
決

に
み
る
最
高
裁
判
所
の
思
想
と
そ
の
問
題
点
」
法
政
理
論
四
四
巻
二
＝
三
号
（
二
〇
一
二
年
）
八
一
頁
、
平
良
木
登
規
男
『
国
民
の
司
法
参
加
と
刑

事
法
学
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
四
年
）
二
六
九
頁
（
初
出
は
、
同
「
裁
判
員
裁
判
の
合
憲
性
〈
刑
事
裁
判
例
批
評
198
〉」
刑
事
法

ジ
ャ
ー
ナ
ル
三
二
号
（
二
〇
一
二
年
）
一
三
四
頁
）、
前
田
雅
英
「
裁
判
員
裁
判
の
合
憲
性
〈
警
察
官
の
た
め
の
刑
事
基
本
判
例
講
座
第
29
講
〉」
警

察
学
論
集
六
五
巻
二
号
（
二
〇
一
二
年
）
一
三
一
頁
、
蒔
田
圭
明
「
裁
判
員
制
度
の
合
憲
性
」
名
城
法
学
論
集
大
学
院
研
究
年
報
三
九
集

（
二
〇
一
一
年
）
四
五
頁
、
毛
利
透
「
裁
判
員
裁
判
の
憲
法
適
合
性
」
法
学
教
室
三
八
九
号
別
冊
付
録
〔
判
例
セ
レ
ク
ト
二
〇
一
二
│
一
〕

（
二
〇
一
三
年
）
三
頁
が
あ
る
。

（
7
） 

以
下
、
第
1
、
1
、
①
な
い
し
⑴
な
ど
の
数
字
は
、
判
決
文
の
原
文
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
そ
れ
以
外
の
記
号
や
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の

文
字
は
、
判
決
の
構
造
の
把
握
の
た
め
に
、
本
稿
の
筆
者
が
補
っ
た
も
の
で
あ
る
。

（
8
） 

刑
集
六
五
巻
八
号
一
三
〇
三
│
一
三
四
八
頁
。

（
9
） 

こ
れ
は
、
本
件
の
弁
護
人
独
自
の
概
念
で
あ
り
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
憲
法
八
〇
条
一
項
前
段
の
規
定
に
基
づ
い
て
任
命
さ
れ
た
裁
判

官
で
あ
る
と
い
う
（
刑
集
六
五
巻
八
号
一
三
〇
五
頁
）。

（
10
） 

刑
集
六
五
巻
八
号
一
三
二
二
頁
。

（
11
） 

刑
集
六
五
巻
八
号
一
三
四
八
│
一
三
五
一
頁
。
検
察
官
も
憲
法
の
他
の
条
項
の
適
合
性
に
つ
い
て
は
一
切
論
及
し
て
い
な
い
。

（
12
） 

西
野
喜
一
『
さ
ら
ば
、
裁
判
員
制
度

│
司
法
の
混
乱
が
も
た
ら
し
た
悲
劇
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
五
年
）
一
五
九
│
一
六
一
頁
。

織
田
信
夫
弁
護
士
も
、「
大
法
廷
判
決
は
、
…
…
弁
護
人
が
特
に
上
告
趣
意
と
は
し
て
い
な
い
憲
法
一
八
条
後
段
違
反
と
憲
法
七
六
条
三
項
違
反
の

問
題
を
全
く
独
自
に
上
告
趣
意
と
し
て
取
り
上
げ
、
判
断
し
て
し
ま
っ
た
」
こ
と
に
つ
い
て
、「
憲
法
八
一
条
違
反
の
判
断
で
あ
り
、
判
決
理
由
と

し
て
の
意
味
も
拘
束
力
も
な
い
の
で
あ
」
り
、「
上
告
理
由
と
は
な
し
得
な
い
も
の
を
上
告
理
由
と
し
て
構
成
し
、
そ
れ
を
判
決
に
明
記
し
、
さ
も

（
一
〇
八
〇
）



裁
判
員
制
度
の
憲
法
適
合
性
（
柳
瀬
）

一
三
九

弁
護
人
が
真
実
上
告
趣
意
と
し
た
か
の
よ
う
に
装
っ
た
最
高
裁
の
欺
瞞
的
行
為
は
、
国
民
と
し
て
到
底
許
し
得
な
い
こ
と
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
」

と
憤
怒
す
る
（
織
田
信
夫
『
裁
判
員
制
度
は
な
ぜ
続
く

│
そ
の
違
憲
性
と
不
合
理
性
』（
花
伝
社
、
二
〇
一
六
年
）
一
一
一
│
一
一
三
頁
）。

（
13
） 
本
件
は
、
福
島
地
方
裁
判
所
郡
山
支
部
で
行
わ
れ
た
裁
判
員
裁
判
で
裁
判
員
を
務
め
た
者
が
、
自
ら
が
急
性
ス
ト
レ
ス
障
害
を
発
症
し
た
原
因

は
、
裁
判
員
法
に
よ
っ
て
裁
判
員
候
補
者
と
し
て
出
頭
を
求
め
ら
れ
、
裁
判
員
に
選
任
さ
れ
、
凄
惨
な
内
容
を
含
む
証
拠
を
取
り
調
べ
、
死
刑
判
決

に
関
与
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
裁
判
員
法
の
規
定
は
、
憲
法
一
八
条
後
段
、
二
二
条
一
項
、
一
三
条
に
違
反
し
、
裁
判
員
法
を
制

定
し
た
国
会
議
員
の
立
法
行
為
は
違
法
で
あ
り
、
ま
た
、
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、
平
成
二
三
年
大
法
廷
判
決
に
お
い
て
、
裁
判
員
制
度
の
推
進

を
図
る
と
い
う
政
治
的
目
的
を
も
っ
て
裁
判
員
法
の
合
憲
判
断
を
行
い
、
下
級
裁
判
所
が
裁
判
員
法
を
違
憲
と
す
る
判
断
を
示
す
こ
と
を
困
難
に
さ

せ
て
裁
判
員
法
を
運
用
さ
せ
た
違
法
が
あ
る
と
し
て
、
国
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
求
め
た
事
案
で
あ
る
。

原
告
は
、
平
成
二
三
年
大
法
廷
判
決
に
係
る
事
件
の
被
告
人
の
弁
護
人
の
上
告
趣
意
書
で
は
、
憲
法
八
〇
条
一
項
本
文
前
段
、
七
六
条
一
項
・
二

項
前
段
違
反
の
主
張
の
み
が
行
わ
れ
、
こ
れ
に
対
す
る
検
察
官
の
答
弁
書
も
こ
れ
ら
の
規
定
に
関
す
る
反
論
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
っ
た
こ

と
か
ら
、
同
判
決
に
お
い
て
、「
最
高
裁
は
、
憲
法
一
八
条
後
段
に
違
反
し
て
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
上
告
審
に
お
い
て
争
点
と
は
な
っ
て
い
な

か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
争
点
と
し
て
取
り
上
げ
、
同
条
後
段
に
は
違
反
し
な
い
と
の
判
断
を
示
し
た
も
の
で
あ
」
り
、「
最
高
裁
平
成

二
三
年
判
決
は
、
裁
判
員
法
の
憲
法
適
合
性
に
つ
い
て
の
疑
念
を
払
拭
し
、
裁
判
員
制
度
の
維
持
、
定
着
化
を
図
る
と
い
う
政
治
的
目
的
の
も
と
、

法
が
憲
法
一
八
条
後
段
そ
の
他
の
条
項
に
違
反
す
る
と
い
う
上
告
趣
意
と
さ
れ
て
い
な
い
主
張
を
、
上
告
趣
意
と
し
て
取
り
上
げ
た
上
で
こ
れ
を
排

斥
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
」
と
主
張
し
た
一
方
で
、
被
告
は
、「
最
高
裁
平
成
二
三
年
判
決
の
事
案
に
お
け
る
弁
護
人
の
上
告
趣
意
に
は
…
…
法
が

憲
法
七
六
条
三
項
及
び
一
八
条
後
段
に
違
反
す
る
旨
も
明
確
に
主
張
さ
れ
て
い
た
」
と
反
論
し
た
（
判
時
二
二
四
〇
号
一
二
四
│
一
二
五
頁
）。
こ

れ
に
対
し
て
、
福
島
地
方
裁
判
所
は
、
当
該
事
件
の
被
告
人
の
「
弁
護
人
は
、
裁
判
員
法
は
違
憲
無
効
で
あ
る
か
ら
被
告
人
は
無
罪
で
あ
る
と
の
主

張
を
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
」
が
、「
裁
判
員
法
は
手
続
法
で
あ
り
、
仮
に
こ
れ
が
違
憲
無
効
で
あ
れ
ば
、
適
正
手
続
の
保
障
（
憲
法
三
一
条
）
の

下
、
そ
の
よ
う
な
違
憲
な
法
律
に
基
づ
い
て
被
告
人
が
刑
罰
を
科
せ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
裁
判
員
法
が
違
憲
無
効
で
あ
る
た
め
被

告
人
は
無
罪
で
あ
る
と
の
上
告
趣
意
の
中
に
は
、
弁
護
人
が
明
示
に
指
摘
し
た
憲
法
の
条
項
以
外
の
条
項
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
裁
判
員
法
が
違
反

す
る
と
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
旨
も
主
張
す
る
と
す
る
趣
旨
が
含
ま
れ
て
い
る
…
…
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
こ
ろ
、
平
成
二
三

（
一
〇
八
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

一
四
〇

年
大
法
廷
判
決
が
、「
上
記
弁
護
人
上
告
趣
旨
を
上
記
の
よ
う
に
理
解
し
た
上
で
」
裁
判
員
の
職
務
等
が
裁
判
員
等
の
基
本
的
人
権
を
侵
害
す
る
と

こ
ろ
も
見
当
た
ら
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
と
判
示
し
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
か
ら
、「
上
告
趣
意
に
含
ま
れ
て
い
な
い
事
項
に
つ
い
て
判
示
し

た
と
は
い
え
な
い
」
と
判
示
し
た
（
一
三
五
頁
）。

（
14
） 
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
総
務
局
編
『
裁
判
所
法
逐
条
解
説　

上
巻
』（
法
曹
会
、
一
九
六
八
年
）
八
九
頁
も
、
裁
判
所
法
一
〇
条
二
号
の
解
説

と
し
て
、
法
令
等
が
憲
法
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、「
裁
判
所
が
当
事
者
の
主
張
を
ま
た
な
い
で
判
断
す
る
権
限
を
有
す
る
こ
と
は
、
い

う
ま
で
も
な
い
」
と
し
て
い
る
。

こ
の
点
、
次
の
安
念
潤
司
教
授
の
記
述
が
明
快
で
あ
る
。「
訴
訟
法
的
に
は
、
あ
る
法
令
が
違
憲
で
あ
る
と
い
う
主
張
は
法
律
上
の
主
張
で
あ
っ

て
、
し
か
も
法
適
用
上
の
意
見
の
表
明
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
そ
れ
に
格
別
の
制
限
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
裁
判
所
を
拘
束
す
る
意
味
も
な
く
、

裁
判
所
の
専
権
に
属
す
る
法
の
解
釈
・
適
用
に
関
す
る
一
資
料
で
あ
る
に
止
ま
る
。
し
た
が
っ
て
、
裁
判
所
は
、
そ
れ
を
全
面
的
に
採
用
す
る
こ
と

も
、
全
面
的
に
無
視
す
る
こ
と
も
、
と
も
に
可
能
で
あ
り
、
ま
た
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
法
令
が
違
憲
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
当
事
者
の
主
張

が
な
く
て
も
、
違
憲
の
判
断
を
す
る
こ
と
が
、
権
限
で
あ
れ
ば
義
務
で
も
あ
る
」（
安
念
潤
司
「
憲
法
訴
訟
論
と
は
何
で
あ
っ
た
か
、
こ
れ
か
ら
何

で
あ
り
得
る
か
」
論
究
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
号
（
二
〇
一
二
年
）
一
三
二
頁
）。

（
15
） 

刑
集
六
五
巻
八
号
一
三
〇
七
頁
。

（
16
） 

旧
陪
審
制
度
で
は
、
裁
判
所
は
、
陪
審
の
答
申
を
不
当
と
認
め
る
と
き
は
、
事
件
を
他
の
陪
審
の
評
議
に
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
陪
審
法

九
五
条
）。

（
17
） 

刑
集
六
五
巻
八
号
一
三
三
二
頁
。
そ
し
て
、「
こ
の
「
苦
役
」
と
は
、
憲
法
第
18
条
…
…
に
お
け
る
「
苦
役
」
と
同
じ
意
味
内
容
で
あ
る
」
と

続
け
る
（
同
頁
）。

（
18
） 

そ
の
一
方
で
、
本
事
件
に
お
い
て
、
最
高
裁
判
所
が
一
八
条
適
合
性
に
つ
い
て
判
示
す
る
必
要
が
あ
っ
た
か
否
か
に
関
し
て
、
筆
者
は
、
必
ず

し
も
積
極
に
は
解
し
て
い
な
い
。
詳
細
は
、
別
稿
「
裁
判
員
の
職
務
等
と
被
告
人
の
裁
判
選
択
権
を
め
ぐ
る
憲
法
問
題
」
に
お
い
て
検
討
す
る
。

（
19
） 

西
野
＝
矢
野
・
前
掲
注（
3
）三
一
四
頁
。

（
20
） 

拙
著
・
前
掲
注（
1
）二
一
五
│
二
三
〇
頁
。

（
一
〇
八
二
）



裁
判
員
制
度
の
憲
法
適
合
性
（
柳
瀬
）

一
四
一

（
21
） 

憲
法
普
及
会
編
『
新
憲
法
と
司
法
・
新
憲
法
と
人
身
の
自
由
』（
国
立
書
院
、
一
九
四
八
年
）
八
一
│
八
二
頁
（
兼
子
一
執
筆
）（「
元
来
、
陪

審
制
、
参
審
制
を
採
用
す
る
国
々
で
は
、
憲
法
中
に
こ
れ
を
規
定
し
、
陪
審
員
、
参
審
員
に
つ
い
て
は
、
専
門
的
裁
判
官
に
つ
い
て
の
任
期
、
身
分

保
障
等
に
関
す
る
規
定
の
適
用
の
除
外
を
明
規
す
る
の
が
普
通
で
（
例
え
ば
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
、
ベ
ル
ギ
ー
憲
法
）、
わ
が
憲
法
が
こ
れ
ら
の
制

度
を
民
主
司
法
の
当
然
の
あ
り
方
と
し
て
、
採
用
す
る
趣
旨
で
あ
つ
た
な
ら
ば
、
こ
れ
に
関
し
明
文
を
設
け
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
、
私

〔
兼
子
一
〕
は
新
憲
法
上
こ
れ
ら
の
制
度
を
採
用
す
る
余
地
は
な
い
も
の
と
思
う
」）、
西
野
喜
一
『
裁
判
員
制
度
批
判
』（
西
神
田
編
集
室
、

二
〇
〇
八
年
）
八
六
│
八
七
頁
（「
わ
が
国
の
場
合
に
は
、
そ
も
そ
も
憲
法
が
、
参
審
（
陪
審
も
同
じ
）
と
い
う
国
民
の
司
法
参
加
に
関
す
る
規
定

を
全
く
有
し
て
い
な
い
…
…
。
憲
法
は
、
国
民
の
権
利
に
つ
い
て
も
、
司
法
を
担
う
裁
判
官
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
相
当
詳
細
な
規
定
を
設
け
て

い
な
が
ら
、
国
民
の
司
法
参
加
に
関
す
る
規
定
を
設
け
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
司
法
に
参
加
し
た
国
民
が
そ
の
ま
ま
裁
判
の
運
命
を

決
め
る
よ
う
な
形
態
で
の
司
法
参
加
を
認
め
る
よ
う
な
見
解
は
容
れ
る
余
地
は
な
い
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
は
、
そ
の
当
時
、
国
民
の
司

法
参
加
と
い
う
観
念
が
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
場
合
に
も
そ
の
ま
ま
言
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
特
に
現
行
憲
法
制
定
段
階
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
直

前
ま
で
、
日
本
特
有
の
ス
タ
イ
ル
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
陪
審
法
が
生
き
て
機
能
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
立
法
の
衝
に
あ
る
者
に
と
っ
て
陪
審

制
の
こ
と
が
念
頭
に
な
か
っ
た
筈
が
な
く
…
…
、
ま
し
て
改
正
憲
法
の
原
案
起
草
に
関
与
し
た
の
は
世
界
で
最
も
活
発
に
陪
審
制
を
実
施
し
て
い
る

国
の
人
間
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
憲
法
の
規
定
に
、
陪
審
制
等
、
司
法
へ
の
国
民
参
加
の
規
定
を
全
く
盛
り
込
ま
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
は
、
こ
の
憲
法
下
で
は
、
こ
れ
を
実
施
さ
せ
な
い
趣
旨
で
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
」）。

（
22
） 

法
学
協
会
編
『
註
解
日
本
国
憲
法　

下
巻
』（
有
斐
閣
、
一
九
五
四
年
）
一
一
二
八
頁
。
な
お
、
美
濃
部
達
吉
『
新
憲
法
概
論
』（
有
斐
閣
、

一
九
四
七
年
）
一
七
六
頁
も
、「
陪
審
制
及
参
審
制
…
…
に
付
い
て
は
憲
法
に
別
に
規
定
す
る
所
は
無
い
が
、
司
法
権
の
総
て
は
裁
判
所
の
行
ふ
所

で
あ
り
而
し
て
裁
判
所
は
裁
判
官
の
み
か
ら
成
る
こ
と
を
明
示
し
て
居
る
の
で
あ
る
か
ら
、
参
審
制
は
勿
論
陪
審
制
も
新
憲
法
は
之
を
認
め
な
い
趣

意
で
あ
る
と
解
せ
ら
れ
る
」
と
述
べ
る
が
、
そ
の
翌
年
の
同
『
日
本
国
憲
法
原
論
』（
有
斐
閣
、
一
九
四
八
年
）
四
六
一
│
四
六
二
頁
（
宮
沢
俊
義

教
授
に
よ
っ
て
補
訂
さ
れ
た
版
（
一
九
五
二
年
）
で
は
、
四
〇
五
│
四
〇
六
頁
）
で
は
、
裁
判
所
法
三
条
三
項
を
挙
げ
つ
つ
旧
陪
審
法
の
概
要
を
概

説
し
て
お
り
、
陪
審
・
参
審
制
度
の
憲
法
適
合
性
に
つ
い
て
は
論
及
し
て
い
な
い
。

（
23
） 

古
く
は
、
憲
法
普
及
会
・
前
掲
注（
21
）一
六
四
│
一
六
五
頁
（
木
村
亀
二
執
筆
）（「
唯
だ
、
新
憲
法
で
は
「
裁
判
所
」
に
於
け
る
裁
判
と
し
て

（
一
〇
八
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

一
四
二

「
裁
判
官
」
の
裁
判
と
は
為
し
て
居
な
い
。
…
…
何
と
な
れ
ば
、
勿
論
、「
裁
判
所
」
に
於
け
る
裁
判
は
必
ず
裁
判
官
を
以
つ
て
構
成
さ
れ
た
裁
判
所

の
裁
判
た
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
の
は
明
白
で
あ
る
が
、
そ
の
裁
判
官
が
必
ず
常
職
の
裁
判
官
た
る
を
必
要
と
す
る
か
に
つ
い
て
は
問
題
が
あ
る
。

…
…
最
高
裁
判
所
の
構
成
に
つ
い
て
は
第
七
九
条
第
一
項
に
…
…
必
ず
常
職
裁
判
官
を
以
つ
て
構
成
す
べ
き
旨
を
明
か
に
し
て
居
る
が
、
下
級
裁
判

所
の
構
成
に
つ
い
て
は
憲
法
上
か
か
る
規
定
が
存
在
し
な
い
。
従
つ
て
、
下
級
裁
判
所
の
構
成
に
関
し
て
は
陪
審
員
又
は
参
審
員
の
如
き
素
人
裁
判

官
を
参
加
せ
し
め
る
こ
と
を
法
律
を
以
つ
て
定
め
て
も
憲
法
違
反
と
は
な
ら
ぬ
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
」）。
そ
の
後
、
例
え
ば
、
佐
藤
功

『
日
本
国
憲
法
概
説
〔
全
訂
第
五
版
〕』（
学
陽
書
房
、
一
九
九
六
年
）
五
〇
九
頁
（「
個
々
の
裁
判
に
対
す
る
国
民
の
参
加
の
制
度
と
し
て
は
、
…
…

陪
審
お
よ
び
参
審
の
制
度
が
あ
る
か
、
こ
れ
ら
の
制
度
を
採
用
す
る
か
し
な
い
か
に
つ
い
て
は
憲
法
は
触
れ
て
い
な
い
。
従
つ
て
、
法
律
に
よ
つ
て
、

こ
れ
ら
の
制
度
を
設
け
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
」）、
笹
田
栄
司
『
裁
判
制
度
』（
信
山
社
、
一
九
九
七
年
）
一
七
八
│
一
七
九
頁
（「
参
審
制
を
認
め

る
に
は
憲
法
に
明
文
の
規
定
が
必
要
が
、
そ
し
て
憲
法
は
専
門
の
裁
判
官
の
み
を
予
想
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
…
…
。「
元
来
、
陪
審
制
、
参
審

制
を
採
用
す
る
国
々
で
は
、
憲
法
中
に
こ
れ
を
規
定
」
す
る
と
ま
で
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
ド
イ
ツ
は
現
在
で
も
参
審
制
を
と
っ
て
い

る
が
、
裁
判
官
の
任
期
、
身
分
保
障
に
関
わ
る
ボ
ン
基
本
法
九
七
条
に
は
参
審
・
陪
審
に
つ
い
て
の
明
示
的
な
条
文
は
見
あ
た
ら
ず
、
法
律
レ
ベ
ル

で
規
定
さ
れ
て
い
る
に
と
ど
ま
る
。
…
…
参
審
裁
判
官
に
つ
い
て
は
法
律
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
も
妨
げ
ら
れ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

…
…
日
本
国
憲
法
八
〇
条
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
は
職
業
裁
判
官
で
な
い
参
審
裁
判
官
を
法
律
で
規
定
す
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
と
ま
で
は
言
え
な
い

と
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
立
法
者
に
委
ね
ら
れ
た
問
題
と
解
さ
れ
る
余
地
は
あ
る
の
で
あ
る
」）。
近
時
で
は
、
市
川
正
人
「
国
民
参
加
と
裁
判
員
制

度
」
法
律
時
報
七
六
巻
一
〇
号
（
二
〇
〇
四
年
）
四
二
頁
（「
憲
法
上
、
参
審
制
を
明
示
的
に
禁
止
し
て
い
る
規
定
が
な
い
以
上
、
法
律
に
よ
っ
て

参
審
制
を
導
入
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
」）、
大
石
和
彦
「「
国
民
の
司
法
参
加
」
を
め
ぐ
る
憲
法
問
題

│
司
法
制
度
改
革
審
議
会
最

終
意
見
書
を
受
け
て
」
白
鴎
法
学
一
八
号
（
二
〇
〇
一
年
）
一
三
一
頁
（「
ド
イ
ツ
基
本
法
も
フ
ラ
ン
ス
第
五
共
和
国
憲
法
…
…
も
、
陪
審
・
参
審

制
に
全
く
言
及
し
て
い
な
い
の
も
確
か
で
、
陪
審
・
参
審
制
に
関
す
る
憲
法
典
の
沈
黙
か
ら
直
ち
に
、
そ
れ
ら
を
憲
法
典
が
否
定
し
て
い
る
も
の
と

帰
結
す
る
こ
と
に
は
、
や
は
り
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」）、
土
井
真
一
「
日
本
国
憲
法
と
国
民
の
司
法
参
加

│
法
の
支
配
の
担
い
手
に
関

す
る
覚
書
」『
岩
波
講
座
憲
法
4　

変
容
す
る
統
治
シ
ス
テ
ム
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
年
）
二
五
八
頁
（「
国
民
の
司
法
参
加
を
憲
法
上
必
置
の

制
度
と
す
る
た
め
に
は
、
憲
法
に
明
文
の
規
定
を
置
く
必
要
が
あ
る
が
、
し
か
し
、
国
民
の
司
法
参
加
を
認
め
る
か
否
か
を
立
法
政
策
の
問
題
と
す

（
一
〇
八
四
）



裁
判
員
制
度
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憲
法
適
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性
（
柳
瀬
）

一
四
三

る
場
合
に
は
、
独
仏
の
例
か
ら
見
て
も
、
必
要
的
憲
法
事
項
と
解
す
る
必
然
性
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
」）
な
ど
。

（
24
） 

笹
田
栄
司
教
授
は
、「
憲
法
が
明
文
で
命
じ
る
ま
た
は
禁
ず
る
事
項
を
別
に
す
れ
ば
、
憲
法
事
項
と
法
律
事
項
の
区
別
は
憲
法
解
釈
に
よ
っ
て

解
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
が
、「
裁
判
官
制
度
に
つ
い
て
み
る
と
、
法
律
家
で
あ
る
職
業
裁
判
官
を
基
軸
と
し
、
そ
れ
に
裁
判
員
制
度
を
組
み
合

わ
せ
る
方
式
は
立
法
府
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
」
と
述
べ
る
（
笹
田
栄
司
『
司
法
の
変
容
と
憲
法
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
年
）
八
五
頁
）。

（
25
） 

本
文
引
用
部
分
は
、
強
盗
被
告
事
件
の
第
一
審
・
控
訴
審
の
裁
判
に
お
い
て
陪
審
裁
判
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、「
憲
法
第

三
十
七
条
の
公
平
な
裁
判
所
の
裁
判
と
は
、
陪
審
裁
判
を
要
請
し
て
い
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
」、「
そ
の
理
由
は
憲
法
前
文
が
、
国
政
は
、

「
そ
の
権
威
は
国
民
に
由
来
し
、
そ
の
権
力
は
国
民
の
代
表
者
が
こ
れ
を
行
使
し
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
当
然
に
で
て
く
る
こ
と
で
あ
る
」、「
陪
審

裁
判
は
民
主
主
義
国
家
の
刑
事
裁
判
に
は
固
有
の
制
度
で
あ
り
、
民
主
主
義
と
は
切
り
は
な
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
」
な
ど
と
す
る
弁
護

人
の
上
告
趣
意
書
に
呼
応
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
26
） 

「
新
憲
法
が
陪
審
制
特
に
常
職
裁
判
官
の
判
断
を
拘
束
す
る
が
如
き
陪
審
制
も
参
審
制
も
認
め
な
い
趣
旨
だ
と
い
ふ
議
論
は
妥
当
で
は
な
い
。

若
し
こ
れ
を
認
め
な
い
趣
旨
で
あ
る
と
い
ふ
な
ら
ば
、
民
主
主
義
憲
法
た
る
新
憲
法
が
最
も
民
主
的
な
司
法
制
度
を
否
認
す
る
こ
と
と
な
り
、
憲
法

そ
れ
自
体
の
精
神
と
矛
盾
す
る
結
果
と
な
る
」（
憲
法
普
及
会
・
前
掲
注（
21
）一
六
七
頁
（
木
村
亀
二
執
筆
））。
な
お
、
戦
前
に
お
い
て
、
美
濃
部

達
吉
教
授
は
、「
陪
審
制
度
ハ
大
多
数
ノ
立
憲
国
ニ
共
通
ナ
ル
制
度
ニ
シ
テ
、
殆
ド
立
憲
政
治
ニ
伴
フ
必
然
ノ
制
度
ト
シ
テ
認
メ
ラ
ル
」
こ
と
を

も
っ
て
旧
陪
審
制
度
の
合
憲
性
を
主
張
し
て
い
た
（
美
濃
部
達
吉
『
改
訂　

憲
法
撮
要
』（
有
斐
閣
、
一
九
四
六
年
）
四
九
三
│
四
九
四
頁
）
が
、

こ
こ
で
い
う
立
憲
政
治
を
現
在
で
い
う
民
主
主
義
的
政
治
体
制
を
指
す
も
の
と
解
す
れ
ば
、
か
か
る
議
論
は
戦
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

（
27
） 

拙
著
・
前
掲
注（
1
）一
〇
六
│
一
一
四
頁
。

（
28
） 

さ
ら
に
付
言
す
れ
ば
、
今
後
、
裁
判
員
制
度
を
廃
止
す
る
と
し
て
も
、
特
段
の
事
情
の
変
更
が
な
い
限
り
、
直
ち
に
違
憲
と
な
る
と
い
う
こ
と

は
い
え
な
い
。
裁
判
員
制
度
の
よ
う
な
国
民
の
司
法
参
加
は
憲
法
上
要
請
さ
れ
て
お
ら
ず
、
司
法
参
加
の
権
利
が
（
裁
判
員
と
な
り
う
る
）
国
民
に

対
し
て
憲
法
上
保
障
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
ま
た
、
裁
判
員
の
参
加
す
る
裁
判
を
受
け
る
権
利
が
被
告
人
に
憲
法
上
保
障
さ
れ
て
い
な
い
た
め
で
あ
る
。

（
29
） 

土
井
・
前
掲
注（
6
）三
八
七
頁
。
大
石
・
前
掲
注（
23
）一
三
〇
│
一
三
一
頁
、
土
井
・
前
掲
注（
23
）二
五
八
頁
も
同
旨
。（

一
〇
八
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

一
四
四

（
30
） 

例
え
ば
、
わ
が
国
の
憲
法
解
釈
論
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
国
の
一
つ
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
に
は
、
陪
審
制
度
を
設
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
規
定
（
三
条
二
節
三
項
）
や
、
陪
審
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
保
障
す
る
規
定
（
修
正
六
条
、
七
条
）
が
置
か
れ
て
い
る
。
わ
が
国
の

司
法
権
は
し
ば
し
ば
英
米
法
系
の
も
の
と
さ
れ
て
お
り
（
佐
藤
幸
治
『
日
本
国
憲
法
論
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
一
年
）
五
九
八
頁
参
照
）、
憲
法
制
定

史
上
も
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
憲
法
解
釈
論
を
参
考
に
す
る
こ
と
に
一
定
の
合
理
性
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
に
国
民
の
司
法
参
加
の
制
度
の

憲
法
適
合
性
の
文
脈
に
お
い
て
は
、
か
の
国
で
司
法
参
加
を
認
め
る
憲
法
上
の
規
定
が
あ
る
（
一
方
で
、
わ
が
国
に
は
な
い
）
と
い
う
こ
と
を
看
過

す
る
の
か
。
ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
で
憲
法
上
司
法
参
加
を
認
め
る
規
定
が
置
か
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
わ
が
国
の
憲
法
上
の
規
定
の
不
存
在

が
制
度
創
設
禁
止
を
意
味
し
な
い
こ
と
の
論
拠
と
し
て
挙
げ
る
学
説
は
、
こ
の
問
い
に
対
し
て
的
確
に
応
答
す
る
責
任
が
あ
ろ
う
。

（
31
） 

刑
集
六
五
巻
八
号
一
二
九
三
頁
七
行
目
か
ら
九
行
目
ま
で
の
記
述
に
関
し
て
、
公
用
文
に
お
け
る
接
続
詞
「
及
び
」
の
通
常
の
用
法
を
前
提
と

す
る
な
ら
ば
、「
総
合
的
に
検
討
し
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
事
柄
」
は
、
本
文
記
載
の
と
お
り
三
つ
で
あ
る
と
読
む
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
に
続
く
判

決
文
の
記
述
内
容
か
ら
推
察
す
る
に
、
判
決
は
、「
憲
法
制
定
当
時
の
歴
史
的
状
況
を
含
め
た
憲
法
制
定
の
経
緯
」
と
「
憲
法
の
関
連
規
定
の
文
理
」

を
一
体
の
も
の
と
し
て
扱
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

（
32
） 

も
っ
と
も
、
諸
外
国
の
陪
審
・
参
審
制
度
の
発
生
な
い
し
導
入
に
つ
い
て
、
そ
の
民
主
主
義
的
意
義
の
み
を
強
調
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
ら
に
対

す
る
不
正
確
な
理
解
を
招
来
し
か
ね
な
い
点
に
注
意
を
要
す
る
。
常
本
照
樹
教
授
に
よ
れ
ば
、「
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
陪
審
制
が
通
常
の
訴
訟
手
続

と
し
て
導
入
さ
れ
た
の
は
一
二
世
紀
初
頭
と
い
わ
れ
」、「
当
初
の
陪
審
の
機
能
は
自
己
の
知
能
に
基
づ
い
て
、
裁
判
官
か
ら
の
質
問
に
宣
誓
の
上
で

答
え
る
と
い
う
証
人
的
機
能
で
あ
っ
た
」
が
、「
こ
れ
が
そ
の
後
、
証
拠
に
基
づ
い
て
判
断
を
下
す
裁
定
者
的
機
能
に
変
質
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
」

と
い
う
。
た
し
か
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
は
、「
一
八
三
〇
年
代
か
ら
の
四
〇
年
代
に
か
け
て
の
ジ
ャ
ク
ス
ニ
ア
ン
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
中

で
変
容
し
」、「
陪
審
の
民
主
主
義
的
意
義
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
」
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
の
一
方
で
、「
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
国
王
と

国
王
の
手
先
で
あ
る
裁
判
官
か
ら
民
衆
の
自
由
を
守
る
も
の
と
し
て
の
、
陪
審
の
自
由
主
義
的
意
義
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
」
り
、

「
こ
の
よ
う
な
陪
審
の
自
由
主
義
的
意
義
に
注
目
し
て
、
陪
審
制
度
を
導
入
し
た
の
が
革
命
後
の
フ
ラ
ン
ス
で
あ
」
り
、「
同
様
の
事
情
は
ド
イ
ツ
に

お
い
て
も
み
ら
れ
た
」。
も
と
よ
り
、
諸
外
国
の
陪
審
・
参
審
制
度
に
民
主
主
義
的
意
義
が
あ
る
こ
と
を
筆
者
も
否
定
し
な
い
が
、
常
本
教
授
の
整

理
に
よ
れ
ば
、「
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
、
当
初
は
国
王
の
利
益
の
た
め
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

利
用
さ
れ
た
陪
審
制
は
、
そ
の
後
の
国
王
専
制
の
も
と
で
民
衆
の
自
由
の

（
一
〇
八
六
）
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柳
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一
四
五

最
後
の
砦
と
い
う
べ
き
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
が
近
代
市
民
革
命
の
中
で
、
そ
の
自
由
主
義

0

0

0

0

的
意
義
に
注
目
し
た
フ
ラ
ン
ス

や
ド
イ
ツ
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
（
常
本
照
樹
「
司
法
権

│
権
力
性
と
国
民
参
加
」
公
法
研
究
五
七
号
（
一
九
九
五
年
）

六
六
│
六
九
頁
、
傍
点
は
本
稿
の
筆
者
に
よ
る
）。

（
33
） 
そ
も
そ
も
、
わ
が
国
の
裁
判
所
の
使
命
は
、
諸
外
国
の
法
制
度
の
意
義
等
を
解
明
す
る
こ
と
で
は
な
い
し
、
わ
が
国
の
裁
判
所
に
は
、
諸
外
国

の
法
制
度
の
意
義
等
を
公
権
的
に
確
定
す
る
権
能
は
付
与
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
は
、
諸
外
国
の
法
制
度
の
意
義
等
に
つ
い
て
、
わ
が
国
の
裁
判

所
が
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
か
が
示
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

（
34
） 

わ
が
国
の
旧
陪
審
制
度
は
、
た
し
か
に
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
影
響
を
受
け
て
導
入
さ
れ
た
と
理
解
さ
れ
て
い
る
（
三
谷
太
一
郎
『
増
補　

政

治
制
度
と
し
て
の
陪
審
制

│
近
代
日
本
の
司
法
権
と
政
治
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
三
年
）
二
五
一
頁
）
が
、
こ
れ
は
、
同
時
代
的
理
解

で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
後
世
の
研
究
者
等
に
よ
る
評
価
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
周
知
の
と
お
り
、
戦
前
の
わ
が
国
は
民
主
主
義
国
家
で
は
な
か
っ
た

し
、
当
時
の
政
府
は
陪
審
制
度
の
導
入
を
民
主
主
義
の
原
理
に
基
礎
づ
け
る
こ
と
を
明
確
に
否
定
し
て
い
る
（
詳
し
く
は
、
拙
著
・
前
掲
注（
1
）

一
一
頁
脚
注（
8
）参
照
）。
民
主
主
義
の
原
理
と
わ
が
国
の
旧
陪
審
制
度
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
本
判
決
が
、
そ
れ
ら
を
直
接
関
連
づ
け
さ
せ
な
い

よ
う
に
注
意
深
く
記
述
し
て
い
る
点
（
刑
集
六
五
巻
八
号
一
二
九
四
頁
）
は
精
読
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
35
） 

併
せ
て
、
わ
が
国
の
旧
陪
審
制
度
で
は
、
法
定
陪
審
事
件
で
あ
っ
て
も
、
被
告
人
が
任
意
に
陪
審
裁
判
を
辞
退
で
き
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

も
、
国
民
の
司
法
参
加
の
制
度
設
計
に
関
し
て
重
要
な
要
素
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
判
決
は
そ
の
点
に
つ
い
て
の
言
及
を
避
け
て
い
る
。

（
36
） 

拙
著
・
前
掲
注（
1
）二
一
九
│
二
二
〇
頁
。

（
37
） 

拙
著
・
前
掲
注（
1
）二
二
〇
│
二
二
一
頁
。

（
38
） 

裁
判
員
制
度
は
、
陪
審
制
度
と
は
（
類
似
す
る
が
）
異
な
る
制
度
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
参
審
制
度
と
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
制
度
で
あ

る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、「
我
が
国
独
特
の
国
民
の
司
法
参
加
の
制
度
で
あ
る
と
い
う
こ
と
」
の
三
点
に
つ
い
て
は
、
本
判
決
の
4
に
お
い
て
、

最
高
裁
判
所
が
明
確
に
認
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
刑
集
六
五
巻
八
号
一
三
〇
一
頁
）。

（
39
） 

拙
著
・
前
掲
注（
1
）一
四
│
一
四
九
頁
。

（
40
） 

裁
判
員
制
度
登
場
以
前
の
憲
法
学
界
に
お
い
て
、
陪
審
制
度
に
関
し
て
は
、
陪
審
裁
判
を
辞
退
す
る
権
利
を
認
め
、
陪
審
の
評
決
に
裁
判
官
が

（
一
〇
八
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

一
四
六

拘
束
さ
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
違
憲
で
は
な
い
と
い
う
立
場
が
通
説
で
あ
っ
た
一
方
、
参
審
制
度
に
つ
い
て
は
、
そ
の
採
用
は
困
難
で
あ
る
と
い
う
見

解
が
有
力
で
あ
っ
た
。
詳
し
く
は
、
伊
藤
正
己
『
憲
法
〔
第
三
版
〕』（
弘
文
堂
、
一
九
九
五
年
）
五
七
〇
│
五
七
二
頁
、
笹
田
・
前
掲
注（
23
）

一
六
七
│
一
八
九
頁
、
常
本
・
前
掲
注（
32
）七
三
│
七
五
頁
。
学
説
の
整
理
の
み
な
ら
ず
政
府
見
解
も
含
め
て
、
拙
著
・
前
掲
注（
1
）二
一
五
│

二
二
四
頁
参
照
。

（
41
） 

詳
細
は
、
別
稿
「
裁
判
員
制
度
の
意
義
と
展
開
可
能
性
」
に
お
い
て
検
討
す
る
。

（
42
） 

裁
判
員
法
の
制
定
直
後
の
時
点
で
、
市
川
正
人
教
授
は
、
す
で
に
、
裁
判
員
制
度
の
憲
法
適
合
性
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、「
裁
判
員
制

度
の
具
体
的
な
あ
り
よ
う
が
、
下
級
裁
判
所
裁
判
官
の
基
本
的
な
構
成
員
性
を
侵
す
も
の
で
は
な
い
か
ど
う
か
、
ま
た
、
公
平
な
裁
判
所
の
刑
事
裁

判
を
受
け
る
権
利
を
侵
害
す
る
よ
う
な
も
の
で
な
い
か
ど
う
か
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
主
張
し
て
い
た
（
市
川
・
前
掲
注（
23
）四
三

頁
）。
本
判
決
に
お
い
て
裁
判
員
制
度
の
憲
法
適
合
性
を
基
礎
づ
け
る
も
の
は
、
ま
さ
に
市
川
教
授
が
指
摘
し
て
い
た
と
お
り
、
()α
（
公
平
な
裁
判

所
の
刑
事
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
保
障
す
る
た
め
の
）
適
正
な
刑
事
裁
判
を
実
現
す
る
た
め
の
諸
原
則
と
、
()β
下
級
裁
判
所
に
お
け
る
裁
判
官
の
基

本
的
担
い
手
性
の
二
つ
で
あ
る
。

（
43
） 

大
久
保
太
郎
「
裁
判
員
制
度
案
批
判
（
続
）（
上
）

│
合
憲
性
へ
の
疑
問
及
び
そ
の
他
の
諸
問
題
」
判
例
時
報
一
七
七
二
号
（
二
〇
〇
二
年
）

三
│
四
頁
、
香
城
敏
麿
『
憲
法
解
釈
の
法
理
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
四
年
）
五
二
七
頁
、
西
野
・
前
掲
注（
21
）九
五
│
九
九
頁
。

（
44
） 

憲
法
が
要
請
す
る
公
正
な
「
裁
判
所
」
に
お
け
る
法
と
証
拠
に
基
づ
く
適
正
な
裁
判
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
制
度
的
に
保
障
す
る
た
め
の
裁
判
員

制
度
の
不
可
欠
な
構
成
要
素
（
評
議
に
お
け
る
自
由
な
意
見
表
明
を
保
障
す
る
た
め
の
も
の
）
と
し
て
、
本
判
決
に
お
い
て
、
最
高
裁
判
所
が
、
評

議
の
経
過
等
に
関
す
る
裁
判
員
へ
の
守
秘
義
務
と
裁
判
員
に
対
す
る
請
託
・
威
迫
等
の
禁
止
を
明
示
的
に
挙
げ
て
い
る
点
は
注
目
に
値
す
る
。

裁
判
員
等
の
守
秘
義
務
に
つ
い
て
は
、
制
度
設
計
段
階
か
ら
批
判
が
見
ら
れ
、
制
度
施
行
後
も
な
お
、
そ
の
範
囲
の
明
確
化
や
緩
和
を
求
め
る
意

見
が
少
な
く
な
い
。
例
え
ば
、
三
島
聡
教
授
は
、
裁
判
員
に
対
し
て
罰
則
を
担
保
と
し
て
守
秘
義
務
を
課
し
て
い
る
た
め
、
裁
判
員
裁
判
の
「
評
議

は
、
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
の
ま
ま
ま
っ
た
く
検
証
が
で
き
な
」
い
こ
と
を
問
題
視
す
る
（
三
島
聡
「
評
議
の
適
正
の
確
保
と
評
議
の
秘
密
」
法
律
時

報
八
四
巻
九
号
（
二
〇
一
二
年
）
四
二
│
四
三
頁
）。
大
城
聡
弁
護
士
と
牧
野
茂
弁
護
士
も
、
評
議
が
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を

非
難
し
た
う
え
で
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
等
に
よ
る
守
秘
義
務
の
緩
和
を
求
め
る
提
言
等
を
紹
介
す
る
が
、
論
者
ら
は
、
裁
判
員
経
験
者
が
近
親
者

（
一
〇
八
八
）



裁
判
員
制
度
の
憲
法
適
合
性
（
柳
瀬
）

一
四
七

に
対
し
て
す
ら
評
議
の
内
容
等
を
話
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
苦
痛
と
感
じ
、
守
秘
義
務
の
存
在
が
裁
判
員
に
と
っ
て
重
い
心
理
的
負
担
に
な
る

と
い
う
こ
と
に
力
点
を
置
く
（
大
城
聡
＝
牧
野
茂
「
裁
判
員
の
義
務
・
負
担
」
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
三
九
号
（
二
〇
一
四
年
）
二
五
│
二
九
頁
）。

梓
澤
和
幸
弁
護
士
は
、「
職
業
裁
判
官
の
合
議
体
こ
そ
国
民
監
視
の
対
象
の
中
心
に
お
か
れ
る
べ
き
だ
」
と
い
う
立
場
か
ら
、「
職
業
裁
判
官
に
は
守

秘
義
務
違
反
に
つ
き
一
切
刑
事
罰
は
想
定
さ
れ
て
い
な
い
」
一
方
で
、「
裁
判
員
は
守
秘
義
務
に
つ
き
終
身
刑
事
罰
に
よ
る
威
嚇
が
つ
い
て
ま
わ
る
」

こ
と
に
な
る
か
ら
、「
裁
判
員
の
守
秘
義
務
違
反
刑
事
処
罰
規
定
は
立
法
論
上
撤
廃
す
べ
き
で
あ
り
、
運
用
は
緩
和
す
べ
き
で
あ
る
」
と
主
張
す
る

が
、
論
旨
は
、
特
に
、
裁
判
員
と
裁
判
官
と
の
守
秘
義
務
違
反
に
対
す
る
罰
則
の
有
無
の
差
に
注
目
す
る
も
の
で
あ
る
（
梓
澤
和
幸
「
裁
判
員
制
度

と
公
開
」
山
梨
学
院
ロ
ー
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
五
号
（
二
〇
一
〇
年
）
五
五
│
五
六
頁
）。

立
案
担
当
者
に
よ
る
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
裁
判
員
法
七
〇
条
一
項
の
評
議
の
秘
密
に
つ
い
て
守
秘
義
務
（
九
条
二
項
）
を
課
し
た
趣
旨

は
、「
裁
判
の
公
正
や
こ
れ
に
対
す
る
信
頼
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
評
議
に
お
け
る
自
由
な
意
見
表
明
を
保
障
す
る
こ
と
に
あ
る
」。
そ
し
て
、
㈠

評
議
の
経
過
に
関
し
て
、
評
議
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
論
点
に
つ
い
て
議
論
を
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
よ
い
こ
と
と
す
る
と
、
後
に
な
ぜ
そ

の
論
点
を
議
論
し
た
の
か
な
ど
と
い
う
批
判
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
評
議
に
お
い
て
、
各
構
成
員
が
自
由
闊
達
に
論
点
を
提
示
す
る
こ
と
が

で
き
な
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
㈡
裁
判
官
・
裁
判
員
の
意
見
に
関
し
て
、
個
々
の
意
見
が
明
ら
か
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
れ
ば
、
評
議
に
お
け
る
自

由
な
意
見
表
明
が
阻
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
り
（
た
と
え
発
言
者
が
特
定
さ
れ
な
い
形
で
あ
っ
て
も
、
あ
る
具
体
的
内
容
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
た
こ

と
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
自
体
が
、
そ
の
よ
う
な
意
見
を
述
べ
る
こ
と
を
躊
躇
さ
せ
る
原
因
と
な
る
）、
㈢
意
見
の
多
少
の
数
に
関
し
て
、
全
員
一

致
で
罪
責
が
決
ま
っ
た
場
合
な
ど
に
は
、
個
々
の
裁
判
員
の
意
見
を
明
ら
か
に
す
る
の
と
同
じ
で
あ
り
、
ま
た
、
意
見
の
分
布
を
公
表
す
れ
ば
、
裁

判
員
の
う
ち
だ
れ
が
ど
ち
ら
の
意
見
を
述
べ
た
の
か
と
い
う
詮
索
を
招
き
、
個
々
の
裁
判
員
に
無
用
な
負
担
を
か
け
、
い
ず
れ
に
せ
よ
評
議
に
お
け

る
自
由
な
意
見
表
明
が
阻
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
㈣
評
議
に
お
け
る
自
由
な
意
見
表
明
が
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
、
評
議
の
結
果
と
し
て
適
正
な

結
論
が
得
ら
れ
る
こ
と
も
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
、
裁
判
の
公
正
を
確
保
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
り
、
ひ
い
て
は
裁
判
の
公
正
に
対
す
る

信
頼
も
確
保
で
き
な
い
こ
と
と
な
り
、
ま
た
、
㈤
無
罪
判
決
の
確
定
後
に
、
評
決
に
お
い
て
相
当
数
の
有
罪
意
見
が
あ
っ
た
こ
と
が
公
表
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
と
、
裁
判
の
公
正
へ
の
信
頼
が
著
し
く
損
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
辻
裕
教
「「
裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
に
関
す
る
法
律
」
の
解

説
（
3
）」
法
曹
時
報
六
〇
巻
三
号
（
二
〇
〇
八
年
）
九
九
│
一
〇
〇
頁
）。
裁
判
員
制
度
の
趣
旨
を
他
に
求
め
る
な
ら
ば
い
ざ
知
ら
ず
、
裁
判
員
法

（
一
〇
八
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

一
四
八

一
条
に
定
め
る
「
司
法
に
対
す
る
国
民
の
理
解
の
増
進
と
そ
の
信
頼
の
向
上
に
資
す
る
」
こ
と
を
基
本
と
し
つ
つ
、
討
議
民
主
主
義
理
論
の
見
地
か

ら
評
議
に
お
け
る
討
議
性
を
重
視
す
る
本
稿
の
筆
者
の
立
場
か
ら
は
、
評
議
の
秘
密
に
係
る
守
秘
義
務
が
、
裁
判
の
公
正
や
こ
れ
に
対
す
る
信
頼
の

0

0

0

確
保

0

0

と
評
議
に
お
け
る
裁
判
員
の
自
由
な
意
見
表
明
の
保
障

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

か
ら
要
請
さ
れ
る
と
す
る
、
こ
の
説
明
は
説
得
的
な
も
の
で
あ
る
と
解
す
る
。
な
お
、

評
議
の
秘
密
以
外
の
職
務
上
知
り
得
た
秘
密
に
も
守
秘
義
務
が
課
さ
れ
る
（
九
条
二
項
）
が
、
そ
の
典
型
例
と
し
て
は
、
審
理
の
過
程
で
知
っ
た
個

人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
か
か
わ
る
秘
密
や
法
人
そ
の
他
の
団
体
・
機
関
の
秘
密
等
が
挙
げ
ら
れ
る
（
辻
裕
教
「「
裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
に

関
す
る
法
律
」
の
解
説
（
1
）」
法
曹
時
報
五
九
巻
一
一
号
（
二
〇
〇
七
年
）
一
〇
九
頁
）。
裁
判
員
法
一
〇
八
条
は
、
現
に
裁
判
員
で
あ
る
者
（
一

項
）
の
み
な
ら
ず
、
裁
判
員
の
職
に
あ
っ
た
者
に
対
し
て
も
（
二
項
）、
守
秘
義
務
違
反
に
対
す
る
罰
則
を
設
け
て
い
る
が
、
そ
の
趣
旨
と
し
て
は
、

「
評
議
の
秘
密
以
外
の
職
務
上
知
り
得
た
秘
密
…
…
を
保
護
す
る
必
要
性
は
、
裁
判
終
了
の
前
後
を
通
じ
て
何
ら
変
わ
り
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
こ

と
」、「
評
議
の
秘
密
の
う
ち
裁
判
官
若
し
く
は
裁
判
員
の
意
見
又
は
そ
の
多
少
の
数
に
つ
い
て
は
、
裁
判
終
了
後
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
が
公
に
さ
れ

る
と
評
議
に
お
け
る
意
見
表
明
の
自
由
が
阻
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
特
に
大
き
く
、
裁
判
の
公
正
さ
、
こ
れ
に
対
す
る
信
頼
を
損
な
う
お
そ
れ
も
大
き

い
こ
と
」、
そ
し
て
、「
財
産
上
の
利
益
そ
の
他
の
利
益
を
得
る
目
的
で
評
議
の
秘
密
を
漏
示
す
る
行
為
は
、
…
…
特
に
悪
質
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ

る
こ
と
」
が
挙
げ
ら
れ
る
（
辻
裕
教
「「
裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
に
関
す
る
法
律
」
の
解
説
（
5
・
完
）」
法
曹
時
報
六
一
巻
二
号

（
二
〇
〇
九
年
）
一
六
五
頁
）。

三
島
教
授
は
、「
評
議
の
内
容
を
秘
密
に
す
る
こ
と
は
、
評
議
に
お
け
る
自
由
な
意
見
表
明
や
そ
れ
を
通
じ
た
評
議
の
適
正
、
裁
判
の
公
正
・
公

正
へ
の
信
頼
に
直
接
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
」
く
、「
た
ん
に
こ
れ
ら
を
実
現
す
る
た
め
の
外
的
な
環
境
を
整
え
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
」
し
、「
評
議

の
秘
密
を
絶
対
視
し
て
、
自
由
な
意
見
表
明
や
裁
判
の
公
正
へ
の
信
頼
に
た
い
す
る
抽
象
的
な
危
険
が
わ
ず
か
で
も
あ
れ
ば
、
開
示
を
禁
止
す
る
と

い
う
姿
勢
は
妥
当
で
は
な
い
」
と
述
べ
、
裁
判
員
の
任
務
が
終
了
し
た
判
決
言
渡
し
後
の
意
見
の
開
示
の
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
し
、
守
秘
義
務
を

緩
和
す
べ
き
と
の
種
々
の
提
言
を
す
る
（
三
島
・
前
掲
「
評
議
の
適
正
の
確
保
と
評
議
の
秘
密
」
四
四
│
四
五
頁
）。
も
っ
と
も
、（
た
し
か
に
「
守

秘
義
務
を
緩
和
す
れ
ば
、
判
決
言
渡
し
後
に
裁
判
員
…
…
が
発
言
者
を
特
定
せ
ず
に
評
議
の
経
過
等
を
対
外
的
に
語
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
こ
と
に

な
」
り
、「
評
議
過
程
の
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
化
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
、
実
際
の
裁
判
員
裁
判
で
評
議
が
ど
の
よ
う
な
形
で
進
め
ら
れ
て
い
る
の
か
、

そ
の
概
略
が
外
部
の
者
に
も
わ
か
る
よ
う
に
な
る
」
と
し
て
も
）
守
秘
義
務
の
緩
和
が
評
議
の
適
正
さ
の
確
保
に
は
必
ず
し
も
つ
な
が
ら
な
い
と
い

（
一
〇
九
〇
）



裁
判
員
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度
の
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法
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性
（
柳
瀬
）

一
四
九

う
こ
と
を
三
島
教
授
は
認
め
て
い
る
（
四
六
頁
）。
な
お
、
論
者
は
、
守
秘
義
務
の
緩
和
に
よ
っ
て
「
評
議
の
適
正
が
十
分
に
「
確
保
」
さ
れ
る
か

は
疑
問
の
余
地
が
あ
る
」
た
め
、「
事
後
の
参
加
者
の
発
言
と
い
う
間
接
的
な
方
法
に
よ
ら
ず
に
、
評
議
過
程
そ
の
も
の
を
直
接
検
証
で
き
る
仕
組

み
」
と
し
て
、
評
議
室
に
録
画
・
録
音
機
器
を
持
ち
込
み
、
評
議
の
様
子
を
そ
の
ま
ま
録
画
・
録
音
し
、
研
究
や
研
修
を
目
的
と
す
る
場
合
に
限
定

し
て
開
示
を
認
め
る
べ
き
と
主
張
す
る
（
四
六
│
四
七
頁
）。「
録
画
・
録
音
を
評
議
参
加
者
が
意
識
し
て
自
由
な
意
見
交
換
が
阻
害
さ
れ
る
可
能
性

が
あ
る
こ
と
」
を
論
者
自
身
も
認
め
る
も
の
の
、
そ
れ
は
「
研
究
や
研
修
の
た
め
の
評
議
過
程
そ
の
も
の
の
開
示
を
完
全
に
否
定
し
て
し
ま
う
理
由

に
は
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
も
述
べ
る
（
四
七
頁
）。
興
味
深
い
提
案
で
は
あ
る
が
、
評
議
に
お
け
る
討
議
性
を
重
視
す
る
本
稿
の
筆
者

は
、
裁
判
員
の
自
由
な
意
見
表
明
が
阻
害
さ
れ
う
る
危
険
性
を
強
く
警
戒
す
る
。
裁
判
の
公
正
や
こ
れ
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
の
確
保
と
評
議
に
お

け
る
裁
判
員
の
自
由
な
意
見
表
明
の
保
障
（
こ
れ
ら
は
被
告
人
の
裁
判
を
受
け
る
権
利
の
保
障
の
前
提
と
な
る
）
を
犠
牲
に
し
て
ま
で
、
研
究
や
研

修
は
重
要
な
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

守
秘
義
務
の
存
在
が
裁
判
員
に
と
っ
て
重
い
心
理
的
負
担
に
な
る
と
の
主
張
は
、
裁
判
員
の
職
に
あ
っ
た
者
の
実
際
の
感
想
と
は
整
合
し
な
い
。

裁
判
員
経
験
者
の
意
見
交
換
会
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
た
守
秘
義
務
に
関
す
る
意
見
・
感
想
に
よ
れ
ば
、「
守
秘
義
務
の
負
担
の
有
無
に
つ
い
て
述
べ

た
者
は
合
計
205
人
で
あ
る
が
、
負
担
を
感
じ
る
と
す
る
者
は
26
人
に
と
ど
ま
り
、
179
人
は
守
秘
義
務
の
負
担
は
（
ほ
と
ん
ど
）
な
い
と
し
て
い
る
」

と
い
う
。
ま
た
、「
守
秘
義
務
の
要
否
に
つ
い
て
述
べ
た
者
は
合
計
81
人
で
あ
る
が
、
必
要
で
あ
る
と
す
る
者
が
73
人
で
あ
り
、
緩
和
す
べ
き
で
あ

る
と
す
る
者
は
8
人
で
あ
る
」
と
い
う
（
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
「
裁
判
員
裁
判
実
施
状
況
の
検
証
報
告
書
」（
二
〇
一
二
年
一
二
月
）
三
六
頁
）。

な
お
、
職
業
裁
判
官
の
守
秘
義
務
に
つ
い
て
は
、
拙
著
・
前
掲
注（
1
）八
五
頁
注（
150
）参
照
。

憲
法
学
の
見
地
か
ら
は
、
例
え
ば
、
青
野
篤
准
教
授
は
、「
表
現
の
自
由
に
対
す
る
制
約
で
あ
る
以
上
、
そ
の
規
制
手
段
は
、
必
要
最
小
限
度
の

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
」
な
い
か
ら
「
義
務
違
反
に
対
す
る
制
裁
と
し
て
、
懲
役
刑
ま
で
正
当
化
さ
れ
る
か
は
疑
問
が
あ
る
」
と
主
張
す
る
（
青
野

篤
「
裁
判
員
制
度
の
憲
法
学
的
一
考
察

│
裁
判
員
制
度
合
憲
判
決
（
東
京
高
等
裁
判
所
2010
年
4
月
22
日
）
を
踏
ま
え
て
」
大
分
大
学
経
済
論
集

六
二
巻
五
＝
六
号
（
二
〇
一
一
年
）
二
二
七
頁
）。
し
か
し
な
が
ら
、
秘
密
漏
示
罪
の
法
定
刑
に
つ
い
て
は
、
裁
判
員
が
非
常
勤
の
国
家
公
務
員
で

あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
国
家
公
務
員
法
一
〇
九
条
一
二
号
と
の
均
衡
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
（
裁
判
員
等
に
対
し
て
は
同
条
の
適
用
は
な
く
、
裁
判

員
法
一
〇
八
条
の
み
が
適
用
さ
れ
る
）。
現
行
の
裁
判
員
法
一
〇
八
条
の
定
め
る
法
定
刑
は
、
裁
判
員
が
一
般
の
国
家
公
務
員
の
職
に
あ
る
者
と
は

（
一
〇
九
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

一
五
〇

異
な
り
、
無
作
為
抽
出
を
基
本
と
し
て
選
定
さ
れ
た
一
般
の
国
民
で
あ
り
、
必
ず
し
も
自
ら
は
希
望
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
職
務
を
行
う

も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
に
対
す
る
負
担
を
で
き
る
だ
け
軽
減
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
要
請
と
、
秘
密
漏
示
行
為
の
悪
質
さ
や
個
々
の
犯
情
に

応
じ
た
適
切
な
処
罰
が
可
能
と
な
る
よ
う
な
法
定
刑
と
し
て
守
秘
義
務
の
遵
守
を
確
実
に
担
保
す
る
と
い
う
要
請
の
両
者
を
勘
案
し
た
結
果
で
あ
る

（
辻
・
前
掲
「「
裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
に
関
す
る
法
律
」
の
解
説
（
5
・
完
）」
一
六
四
頁
）。
ま
た
、
青
野
准
教
授
は
、
裁
判
員
の
職
に

あ
っ
た
者
に
対
す
る
守
秘
義
務
に
関
し
て
は
、
評
議
の
経
過
に
つ
い
て
は
、「
裁
判
長
の
評
議
に
お
け
る
2
つ
の
義
務
（
裁
判
員
法
66
条
3
項
・
5

項
）
を
誠
実
に
尽
く
し
た
か
否
か
を
事
後
的
に
検
証
す
る
た
め
に
も
、
公
に
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
べ
き
で
」
あ
り
、
ま
た
、
意
見
表
明
の
規
制
に

つ
い
て
は
、「
自
ら
が
関
わ
っ
た
裁
判
に
つ
い
て
の
自
ら
の
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
裁
判
の
信
頼
性
を
「
著
し
く
」
害
す
る
と
ま
で
は
い
え
な
い
の

で
は
な
い
か
」
と
主
張
す
る
（
青
野
・
前
掲
「
裁
判
員
制
度
の
憲
法
学
的
一
考
察
」）。
こ
の
点
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
本
判
決
で
も
述
べ
ら
れ
て
い

る
と
お
り
、
裁
判
員
制
度
の
設
計
の
基
本
的
視
点
と
し
て
、
裁
判
官
と
裁
判
員
と
の
関
係
は
協
働
す
べ
き
も
の
と
位
置
づ
け
て
ら
れ
て
お
り
、
裁
判

官
に
対
す
る
不
信
感
を
前
提
と
し
て
、
裁
判
員
を
も
っ
て
裁
判
官
を
監
視
さ
せ
る
た
め
に
設
計
さ
れ
た
制
度
で
は
な
い
こ
と
を
想
起
す
る
と
き
、
基

本
的
な
視
座
が
ず
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
（
こ
の
指
摘
は
、
評
議
に
お
け
る
事
後
検
証
の
必
要
性
を
論
拠
と
す
る
他
の
守
秘
義
務
緩

和
論
者
に
対
す
る
も
の
と
し
て
も
妥
当
す
る
）
し
、
ま
た
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
著
し
い
か
否
か
は
程
度
の
問
題
で
あ
る
が
、
一
定
の
程
度
で
あ
っ

て
も
裁
判
の
信
頼
性
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
裁
判
員
制
度
の
趣
旨
（
司
法
に
対
す
る
国
民
の
理
解
の
増
進
と
そ
の
信
頼
の
向
上
）
と

矛
盾
す
る
制
度
設
計
の
提
案
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
な
お
、
被
告
人
が
裁
判
員
の
守
秘
義
務
の
規
定
の
違
憲
性
を
主
張
し
裁
判
員
裁
判
の

第
一
審
の
判
決
の
破
棄
を
求
め
て
控
訴
し
た
と
い
う
仮
想
事
例
を
検
討
す
る
も
の
と
し
て
、
柴
田
憲
司
「
裁
判
員
の
守
秘
義
務
と
表
現
の
自
由
」
小

山
剛
ほ
か
編
『
判
例
か
ら
考
え
る
憲
法
』（
法
学
書
院
、
二
〇
一
四
年
）
二
五
五
頁
が
あ
る
。

（
45
） 

裁
判
員
六
人
全
員
が
無
罪
の
意
見
で
な
く
と
も
、
五
人
の
裁
判
員
が
無
罪
の
意
見
（
一
人
の
裁
判
員
が
有
罪
の
意
見
）
で
あ
れ
ば
、
同
じ
こ
と

が
い
え
る
。

（
46
） 

西
野
・
前
掲
注（
21
）九
五
頁
（
原
文
マ
マ
）。

（
47
） 

芦
部
信
喜
（
高
橋
和
之
補
訂
）『
憲
法
〔
第
六
版
〕』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
五
年
）
三
五
六
頁
。

（
48
） 

芦
部
・
前
掲
注（
47
）三
五
七
頁
。
芦
部
信
喜
教
授
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
、「
司
法
権
独
立
の
核
心
」
で
あ
る
と
さ
れ
、「
単
に
、
他
の
指
示
・
命

（
一
〇
九
二
）



裁
判
員
制
度
の
憲
法
適
合
性
（
柳
瀬
）

一
五
一

令
に
拘
束
さ
れ
な
い
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
事
実
上
、
他
の
機
関
か
ら
裁
判
に
つ
い
て
重
大
な
影
響
を
受
け
な
い
と
い
う
要
請
を
も
含
ん
で
い
る
」

と
も
い
う
（
同
頁
）。

（
49
） 
拙
著
・
前
掲
注（
1
）二
二
二
│
二
二
四
頁
。

（
50
） 
こ
の
点
、
西
野
喜
一
教
授
は
、「
こ
う
い
う
点
か
ら
制
度
は
憲
法
違
反
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
提
起
に
対
し
て
、
制
度
は
憲
法
違
反
で
は
な

い
（
憲
法
は
許
容
し
て
い
る
）
か
ら
憲
法
違
反
で
は
な
い
の
だ
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
、
こ
れ
で
は
た
だ
の
循
環
論
法
」
で
あ
る
と
指
摘
す
る
（
西

野
・
前
掲
注（
12
）二
〇
一
頁
）。

（
51
） 

西
野
＝
矢
野
・
前
掲
注（
3
）三
二
一
│
三
二
二
頁
。

（
52
） 

も
っ
と
も
、
弁
護
人
は
、「
第
一
審
（
千
葉
地
方
裁
判
所
）
の
裁
判
員
た
ち
を
責
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
述
べ
て
お
り
（
刑
集
六
五
巻
八

号
一
三
三
一
頁
）、
本
件
に
お
い
て
も
「
裁
判
が
国
民
の
感
覚
的
な
判
断
に
支
配
さ
れ
」
た
と
は
主
張
し
て
い
な
い
。
調
査
官
解
説
も
、
感
覚
的
な

判
断
に
支
配
さ
れ
る
裁
判
と
い
う
こ
と
は
、
弁
護
人
が
主
張
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
こ
と
は
承
知
の
う
え
で
、「
こ
の
判
示
部
分
は
、
裁
判
員
制
度

に
対
し
、
裁
判
が
国
民
の
感
覚
的
な
判
断
に
支
配
さ
れ
る
と
い
う
趣
旨
の
批
判
・
懸
念
が
存
す
る
と
思
わ
れ
る

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
批
判
・
懸

念
に
対
す
る
応
答
を
す
る
の
が
相
当
と
の
考
え
か
ら
判
断
が
示
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
」
る
と
し
て
い
る
（
西
野
＝
矢
野
・
前
掲
注（
3
）三
二
三

頁
、
傍
点
は
本
稿
の
筆
者
に
よ
る
）。
つ
ま
り
、
か
か
る
判
示
は
、
本
件
の
当
事
者
が
主
張
し
て
い
な
い
、
裁
判
員
制
度
へ
の
仮
想
的
な
批
判
に
対

す
る
（
裁
判
所
に
よ
る
）
予
防
的
な
反
論
と
も
い
う
べ
き
部
分
で
あ
る
。

（
53
） 

裁
判
員
六
人
全
員
が
有
罪
の
意
見
で
な
く
と
も
、
四
人
以
上
の
裁
判
員
が
有
罪
の
意
見
（
二
人
以
下
の
裁
判
員
が
無
罪
の
意
見
）
で
あ
れ
ば
、

同
じ
こ
と
が
い
え
る
。
も
っ
と
も
、
実
際
に
は
、
一
人
の
裁
判
官
と
四
人
の
裁
判
員
が
有
罪
の
意
見
で
、
二
人
の
裁
判
官
と
二
人
の
裁
判
員
が
無
罪

の
意
見
と
い
っ
た
五
対
四
と
い
う
僅
差
で
有
罪
無
罪
の
意
見
が
分
か
れ
る
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
は
、
評
議
が
継
続
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
ろ
う
。

（
54
） 

た
だ
し
、
本
判
決
が
、
裁
判
員
に
実
質
的
に
評
決
権
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
見
解
に
対
し
て
、
そ
の
意
義
を
全
面
的
に
否
定
す
る
の

で
は
な
く
、「
国
民
の
司
法
参
加
を
認
め
る
意
義
の
重
要
な
部
分

0

0

0

0

0

が
没
却
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
」
な
い
（
傍
点
は
本
稿
の
筆
者
に
よ
る
）
と

し
て
、
意
義
の
部
分
的
な
否
定
と
い
う
評
価
に
と
ど
め
て
い
る
点
に
着
目
し
た
い
。

評
決
と
い
う
手
続
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
が
、
刑
事
裁
判
へ
の
参
加
に
と
っ
て
、
必
ず
し
も
そ
れ
が
本
質
的
に
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
と
は
い

（
一
〇
九
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

一
五
二

え
な
い
。
か
り
に
評
決
権
が
裁
判
員
に
与
え
ら
れ
ず
、
裁
判
員
が
裁
判
官
と
と
も
に
公
判
廷
で
審
理
に
臨
み
、
評
議
に
お
い
て
事
実
の
認
定
・
法
令

の
適
用
・
刑
の
量
定
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
る
の
み
の
（
評
決
に
関
与
で
き
な
い
）
制
度
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
参
加
は
、
あ
る
程
度

は
、
司
法
に
対
す
る
理
解
の
増
進
と
そ
の
信
頼
の
向
上
に
寄
与
す
る
だ
ろ
う
。
現
に
、
現
行
の
裁
判
員
制
度
の
下
で
も
、
評
決
権
の
な
い
補
充
裁
判

員
の
参
加
の
意
義
に
関
し
て
、
補
充
裁
判
員
に
は
評
決
権
が
な
い
の
だ
か
ら
司
法
に
対
す
る
理
解
の
増
進
と
そ
の
信
頼
の
向
上
に
は
寄
与
し
な
い
な

ど
と
す
る
議
論
は
見
受
け
ら
れ
な
い
（
む
し
ろ
、
補
充
裁
判
員
の
参
加
は
、
評
決
権
を
も
つ
裁
判
員
の
参
加
と
同
様
に
、
司
法
に
対
す
る
理
解
の
増

進
と
そ
の
信
頼
の
向
上
に
資
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
）。

こ
こ
で
着
目
し
た
箇
所
か
ら
、
評
決
と
い
う
要
素
は
司
法
参
加
の
本
質
的
構
成
部
分
で
あ
る
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
（
あ
る
い
は
、
評
決
権
な

き
参
加
と
い
う
制
度
設
計
も
ま
っ
た
く
意
義
が
な
い
も
の
で
は
な
い
）
と
、
最
高
裁
判
所
が
明
言
せ
ず
と
も
含
意
し
て
い
る
と
読
む
の
は
、
深
読
み

で
あ
ろ
う
か
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
読
み
方
は
、
陪
審
に
拘
束
力
の
な
い
わ
が
国
の
旧
陪
審
制
度
を
含
め
て
陪
審
制
度
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
本
判

決
の
立
場
と
も
整
合
す
る
。

（
55
） 

高
橋
和
之
『
立
憲
主
義
と
日
本
国
憲
法
〔
第
三
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
三
年
）
二
六
八
頁
。
下
級
裁
判
所
の
裁
判
体
に
つ
い
て
、「
裁
判
官

だ
け
で
構
成
す
べ
き
だ
と
定
め
た
規
定
は
な
い
が
、
裁
判
官
が
一
人
も
入
ら
な
い
裁
判
所
を
許
容
し
て
い
る
と
は
思
わ
れ
ず
、
一
般
国
民
が
参
加
す

る
に
し
て
も
、
や
は
り
裁
判
所
の
中
心
的
役
割
は
裁
判
官
に
よ
り
担
わ
れ
る
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。
被
告
人
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
裁
判
所
が

政
治
的
圧
力
や
一
時
的
激
情
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
な
く
法
に
従
っ
た
裁
判
を
行
い
う
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
法
の
訓
練
を
受
け
た
「
裁

判
官
」
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
…
…
日
本
国
憲
法
で
は
、
国
民
主
権
の
下
に
国
民
の
参
加
が
よ
り
重
視
さ
れ
る
か
ら
、「
裁
判
所
」
に
一
般
国
民
が

参
加
す
る
こ
と
を
否
定
す
べ
き
で
は
な
い
が
、「
裁
判
官
に
よ
る
裁
判
」
を
形
骸
化
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」（
二
六
七
│
二
六
八

頁
）。
こ
の
よ
う
に
裁
判
官
の
基
本
的
担
い
手
性
を
制
度
の
合
憲
性
の
基
礎
と
位
置
づ
け
た
う
え
で
、
本
文
引
用
箇
所
に
続
け
て
い
る
。

（
56
） 

司
法
制
度
改
革
審
議
会
「
司
法
制
度
改
革
審
議
会
意
見
書

│
21
世
紀
の
日
本
を
支
え
る
司
法
制
度

│
」（
二
〇
〇
一
年
六
月
）
一
〇
三
頁
。

（
57
） 

刑
集
六
五
巻
八
号
一
二
九
八
頁
。

（
58
） 

た
だ
し
、
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
田
邉
信
好
「
裁
判
員
法
に
つ
い
て
の
最
高
裁
判
決
の
重
大
な
誤
り
」
週
刊
法
律

新
聞
一
九
三
三
号
（
二
〇
一
二
年
）
五
頁
（「
裁
判
体
の
構
成
に
つ
い
て
通
常
の
裁
判
所
と
異
な
る
構
成
を
し
た
上
、
裁
判
員
に
評
議
・
評
決
権
ま

（
一
〇
九
四
）



裁
判
員
制
度
の
憲
法
適
合
性
（
柳
瀬
）

一
五
三

で
認
め
れ
ば
、
審
理
・
裁
判
の
統
一
を
期
す
こ
と
が
で
き
ず
、
憲
法
第
14
条
で
保
障
す
る
法
の
下
の
平
等
の
原
則
に
反
し
、
憲
法
第
37
条
第
1
項
で

保
障
す
る
公
平
な
裁
判
所
に
よ
る
裁
判
が
で
き
な
く
な
る
」
し
、「
裁
判
員
裁
判
の
対
象
事
件
は
、
殺
人
、
放
火
等
の
重
大
事
件
…
…
に
限
定
さ
れ
、

そ
の
他
の
一
般
事
件
…
…
は
従
前
ど
お
り
、
裁
判
官
ば
か
り
で
裁
判
を
し
て
い
る
」
が
、「
こ
れ
ら
の
諸
点
を
総
合
す
れ
ば
、
裁
判
員
裁
判
は
、
憲

法
76
条
第
2
項
で
禁
ず
る
「
特
別
裁
判
所
」
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
」）。

（
59
） 

西
野
・
前
掲
注（
6
）一
〇
〇
頁
。

（
60
） 

刑
集
六
五
巻
八
号
一
三
〇
九
│
一
三
一
〇
頁
。

（
61
） 

引
用
し
た
清
宮
四
郎
『
憲
法
Ⅰ
』
が
何
版
で
あ
る
か
が
上
告
趣
意
書
に
は
明
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
記
載
さ
れ
て
い
る
頁
数
に
基
づ
き

該
当
す
る
も
の
を
探
索
し
た
。
な
お
、
最
新
版
で
あ
る
同
書
第
三
版
（
有
斐
閣
、
一
九
七
九
年
）
三
四
三
│
三
四
四
頁
に
お
い
て
も
、
特
別
裁
判
所

に
係
る
記
述
に
つ
い
て
は
、
変
更
は
な
い
。

（
62
） 

刑
集
六
五
巻
八
号
一
三
一
〇
│
一
三
一
二
頁
。

（
63
） 

刑
集
六
五
巻
八
号
一
三
五
一
頁
。

（
64
） 

芦
部
・
前
掲
注（
47
）三
四
七
頁
。

（
65
） 

「
特
定
の
種
類
の
事
件
だ
け
を
扱
う
裁
判
所
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
最
高
裁
判
所
の
系
列
外
の
裁
判
所
に
属
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
に
い
う
特
別

裁
判
所
に
は
あ
た
ら
な
い
」（
野
中
俊
彦
ほ
か
『
憲
法
Ⅱ
〔
第
五
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
二
年
）
二
三
六
頁
（
野
中
俊
彦
執
筆
））。
近
時
の
概
説

書
で
は
、
定
義
の
前
段
部
分
を
挙
げ
ず
に
、
端
的
に
「
一
般
的
に
司
法
権
を
行
う
通
常
裁
判
所
の
系
列
に
属
す
る
裁
判
所
で
は
な
い
裁
判
所
の
こ
と

で
あ
る
」
と
定
義
す
る
も
の
も
あ
る
（
毛
利
透
ほ
か
『
憲
法
Ⅰ　

統
治
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
一
年
）
二
七
八
頁
）。

（
66
） 

裁
判
員
の
職
務
等
の
意
に
反
す
る
苦
役
該
当
性
に
つ
い
て
は
、
被
告
人
の
裁
判
の
選
択
権
（
裁
判
員
裁
判
の
辞
退
権
）
の
問
題
と
併
せ
て
、
筆

者
は
、「
裁
判
員
の
職
務
等
と
被
告
人
の
裁
判
選
択
権
を
め
ぐ
る
憲
法
問
題
」
と
題
す
る
別
稿
に
お
い
て
考
察
す
る
予
定
で
あ
る
。

（
一
〇
九
五
）





条
約
再
論
（
甲
斐
）

一
五
五

条
約
再
論

甲　
　

斐　
　

素　
　

直

目
次

﹇
は
じ
め
に
﹈

一　

憲
法
学
教
科
書
に
見
る
条
約
概
念
と
そ
の
問
題
点

二　

条
約
の
基
本
概
念

　
（
一
）　

条
約
概
念
に
関
す
る
学
説
の
状
況

　
（
二
）　

条
約
概
念
に
関
す
る
私
見

三　

憲
法
七
三
条
三
号
本
文
に
い
う
条
約
（
標
準
的
条
約
）

四　

憲
法
七
三
条
三
号
但
書
に
い
う
条
約
（
狭
義
の
条
約
）

　
（
一
）　

条
約
に
関
す
る
国
会
の
権
限
に
関
す
る
問
題
点

　
（
二
）　

国
会
の
条
約
承
認
権
の
性
格
に
関
す
る
学
説
の
状
況

論　

説

（
一
〇
九
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

一
五
六

　
（
三
）　

国
会
の
条
約
承
認
権
の
性
格
に
関
す
る
私
見

　
（
四
）　

条
約
と
行
政

五　

国
会
に
よ
る
条
約
の
事
前
承
認
権
の
内
容
と
限
界

　
（
一
）　

二
国
間
条
約
に
お
け
る
議
会
の
条
件
付
き
承
認
決
議
等
の
効
力

　
（
二
）　

多
国
間
条
約
に
お
け
る
議
会
の
条
件
付
き
承
認
決
議
等
の
効
力

六　

国
会
の
事
後
承
認
権
の
内
容
と
限
界

七　

内
容
が
憲
法
に
違
反
し
て
い
る
条
約
に
つ
い
て

八　

憲
法
と
条
約
の
優
劣

﹇
お
わ
り
に
﹈

﹇
は
じ
め
に
﹈

条
約
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
一
論
文
を
公
表
し
た
こ
と
が
あ
る
（
1
）

。
現
時
点
で
、
そ
れ
に
述
べ
た
こ
と
を
基
本
的
に
訂
正
す
る
必
要
は
感

じ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
二
〇
年
近
い
時
間
の
経
過
の
中
で
、
筆
者
自
身
と
し
て
も
新
た
な
知
見
を
得
た
点
が
あ
り
、
ま
た
、

憲
法
学
界
の
研
究
の
進
展
も
あ
り
、
そ
れ
に
対
応
し
て
上
記
論
文
に
補
筆
し
た
い
と
考
え
る
点
が
増
え
て
き
た
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、

改
め
て
今
日
の
時
点
に
お
け
る
条
約
論
を
展
開
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
一
〇
九
八
）



条
約
再
論
（
甲
斐
）

一
五
七

一　

憲
法
学
教
科
書
に
見
る
条
約
概
念
と
そ
の
問
題
点

憲
法
学
の
教
科
書
に
お
い
て
、
条
約
を
ど
こ
で
取
り
上
げ
る
か
は
、
大
き
く
二
つ
の
ス
タ
イ
ル
が
あ
る
。
一
つ
は
、
国
会
の
条
約
承
認

権
と
の
関
連
か
ら
、
国
会
の
章
で
取
り
上
げ
る
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
（
2
）

。
今
一
つ
は
、
内
閣
の
条
約
締
結
権
と
の
関
連
か
ら
、
内
閣
の
章
で
取

り
上
げ
る
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
（
3
）

。

こ
れ
に
対
す
る
例
外
と
し
て
は
、
ま
ず
、
清
宮
四
郎
が
そ
の
教
科
書
の
最
後
に
「
立
法
の
主
要
形
式
」
と
い
う
編
を
独
立
に
設
け
、
憲

法
改
正
、
法
律
等
の
立
法
を
論
じ
、
そ
の
最
後
に
条
約
を
論
じ
て
い
る
例
が
あ
る
（
4
）

。
同
様
に
、
伊
藤
正
巳
も
そ
の
書
の
最
後
に
「
国
法
の

諸
形
式
」
と
い
う
編
を
独
立
に
設
け
て
、
そ
の
最
後
に
条
約
を
論
じ
て
い
る
（
5
）

。

次
に
、
阪
本
昌
成
は
、
巻
頭
の
「
国
家
と
憲
法
の
基
礎
理
論
」
と
い
う
部
の
中
に
「
憲
法
の
最
高
法
規
性
と
国
法
形
式
」
と
い
う
章
を

設
け
、
そ
の
第
三
節
「
国
際
法
と
憲
法
」
に
お
い
て
条
約
を
取
り
上
げ
て
い
る
（
6
）

。
そ
し
て
、
阪
本
は
、
国
会
の
条
約
承
認
権
に
つ
い
て

は
、
改
め
て
国
会
の
章
で
取
り
上
げ
て
論
じ
て
い
る
（
7
）

。

筆
者
は
、
阪
本
を
除
き
、
上
記
の
何
れ
も
誤
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

あ
ら
ゆ
る
法
規
範
と
同
様
に
、
条
約
に
つ
い
て
も
ま
た
、
形
式
的
意
味
の
条
約
と
実
質
的
意
味
の
条
約
の
二
つ
を
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
形
式
的
意
味
の
条
約
と
は
、
条
約
と
い
う
文
言
が
使
用
さ
れ
て
い
る
条
約
の
意
味
で
あ
る
。
し
か
し
、
国
際
法
は
、
国
内
法
と
異
な

り
、
今
日
に
お
い
て
も
な
お
、
法
的
整
備
が
き
わ
め
て
不
十
分
で
あ
る
た
め
、
法
律
と
い
う
言
葉
と
法
の
支
配
を
結
び
つ
け
る
よ
う
な
形

で
、
条
約
と
い
う
特
定
の
言
葉
に
特
定
の
法
的
意
味
を
付
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

現
実
の
条
約
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
用
語
の
代
表
的
な
も
の
を
示
す
と
、
次
の
様
な
も
の
が
あ
る
。

（
一
〇
九
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

一
五
八

①
条
約　
　

treaty

、 

②
協
約　
　

convention

、 

③
協
定　
　

agreem
ent

、

④
規
程　
　

statute

、 

⑤
取
決
め　

arrangem
ent

、 

⑥
決
定
書　

act

、 
⑦
議
定
書　

protocol

、 

⑧
宣
言　
　

declaration

、 

⑨
規
約　
　

covenant

、

⑩
憲
章　
　

charter 

⑪
公
文　
　

note 

⑫
書
簡　
　

letter

、

⑬
覚
書　
　

m
em
orandum

 

⑭
声
明　
　

statem
ent

こ
れ
ら
は
典
型
的
な
例
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
も
の
も
、
ま
だ
数
多
く
存
在
す
る
。

こ
う
し
た
用
語
で
示
さ
れ
る
実
質
的
意
味
の
条
約
概
念
を
採
用
す
る
と
し
て
も
、
憲
法
中
の
条
約
の
語
の
意
義
を
一
義
的
に
決
定
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
現
行
憲
法
は
、
数
ヶ
所
か
で
条
約
と
い
う
言
葉
を
使
用
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
意
味
し
て
い
る
条
約
の

概
念
は
、
そ
の
場
所
ご
と
に
異
な
る
も
の
と
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
条
約
の
語
は
わ
が
国
憲
法
に
お
い
て
、
次
の
箇
所
で

使
用
さ
れ
て
い
る
。

①　

憲
法
七
条
一
号
で
は
、
条
約
は
、
法
律
及
び
政
令
と
並
ん
で
天
皇
に
よ
る
公
布
の
対
象
と
さ
れ
る
。

②　

憲
法
七
条
八
号
で
は
、
批
准
書
そ
の
他
の
法
律
で
定
め
る
外
交
文
書
の
認
証
が
天
皇
の
国
事
行
為
の
一
つ
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、

条
約
の
語
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
が
、
批
准
は
条
約
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
、
取
り
上
げ
る
べ
き
で
あ
る
。

③　

憲
法
七
三
条
三
号
本
文
で
は
条
約
締
結
権
が
内
閣
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

④　

憲
法
七
三
条
三
号
但
し
書
き
で
、
事
前
に
、
時
宜
に
よ
っ
て
は
事
後
に
国
会
の
承
認
が
必
要
と
さ
れ
、
憲
法
六
一
条
は
こ
れ
を
受

け
て
条
約
の
承
認
に
衆
議
院
の
大
幅
な
優
越
を
認
め
て
い
る
。

⑤　

憲
法
九
八
条
二
項
は
条
約
の
誠
実
な
遵
守
義
務
を
定
め
て
い
る
。

（
一
一
〇
〇
）



条
約
再
論
（
甲
斐
）

一
五
九

こ
れ
ら
は
、
そ
の
前
後
の
関
係
か
ら
、
明
ら
か
に
同
一
の
法
規
範
を
定
め
た
も
の
で
は
な
い
。
九
八
条
二
項
が
い
う
条
約
概
念
が
最
も

広
く
（
以
下
、「
広
義
の
条
約
」
と
い
う
。）、
そ
れ
と
の
対
比
に
お
い
て
は
七
三
条
三
号
本
文
に
い
う
条
約
が
標
準
的
な
も
の
（
以
下
、「
標
準

的
条
約
」
と
い
う
。）
と
な
り
、
七
三
条
三
号
但
書
、
六
一
条
及
び
七
条
一
号
に
い
う
条
約
が
狭
い
も
の
（
以
下
、「
狭
義
の
条
約
」
と
い
う
。）

と
な
り
、
そ
し
て
、
七
条
八
号
が
最
狭
義
に
な
る
と
解
す
る
べ
き
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
教
科
書
中
の
そ
れ
ぞ
れ
の
箇
所
で
、
そ
の
箇
所
に
お
け
る
条
約
の
意
義
を
正
確
に
示
し
た
定
義
を
示
す
な
ら
ば
、
ど
の

章
で
条
約
を
論
じ
て
も
問
題
は
無
い
。
と
こ
ろ
が
、
ほ
と
ん
ど
の
憲
法
教
科
書
で
は
、
定
義
に
関
し
て
は
、
広
義
の
、
す
な
わ
ち
九
八
条

二
項
に
対
応
し
た
も
の
だ
け
を
示
し
て
い
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
国
会
の
章
で
論
じ
る
に
せ
よ
、
内
閣
の
章
で
論
じ
る
に
せ

よ
、
そ
こ
に
定
義
さ
れ
て
い
る
条
約
の
性
格
と
、
そ
こ
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
条
約
が
整
合
し
て
い
な
い
と
い
う
問
題
が
生
じ
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
た
め
に
、
司
法
試
験
や
公
務
員
試
験
を
目
指
す
な
ど
、
か
な
り
ま
じ
め
な
学
生
で
も
条
約
の
理
解
に
混
乱
を
起
こ
し
て
い
る

例
が
多
々
あ
る
。
こ
の
点
に
関
す
る
不
満
が
、
本
稿
を
執
筆
し
た
大
き
な
理
由
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
は
、
国
会
や
内
閣
の
権
限
と
は
切
り
離
し
て
、
統
一
的
に
説
明
し
よ
う
と
し
た
清
宮
や
伊
藤
の
ス
タ
ン
ス
が
正
し
い
と
言

う
べ
き
で
あ
る
。
問
題
は
、
清
宮
が
、
条
約
を
「
立
法
の
主
要
形
式
」
と
い
う
編
で
取
り
上
げ
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
条
約
は
す
べ
て
立

法
と
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
こ
こ
か
ら
生
じ
る
問
題
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

そ
の
点
、
阪
本
は
、
ま
さ
に
九
八
条
二
項
の
問
題
と
、
七
三
条
三
項
但
書
の
問
題
と
を
完
全
に
切
り
離
し
て
、
別
個
に
条
約
を
取
り
上

げ
て
い
る
。
そ
の
ス
タ
ン
ス
は
正
し
い
と
言
え
る
。

（
一
一
〇
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

一
六
〇

二　

条
約
の
基
本
概
念

（
一
）　

条
約
概
念
に
関
す
る
学
説
の
状
況

憲
法
教
科
書
で
示
さ
れ
て
い
る
条
約
の
定
義
に
は
、
か
な
り
の
ば
ら
つ
き
が
あ
る
。

広
い
も
の
と
し
て
は
、
単
に
「
国
家
間
の
取
決
め
（
8
）

」
あ
る
い
は
、「
ひ
ろ
く
文
書
に
よ
る
国
際
間
の
合
意
を
い
う
（
9
）

」
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
が
意
外
な
ほ
ど
多
い
。

そ
れ
に
対
し
て
、
佐
藤
幸
治
に
代
表
さ
れ
る
、「
外
国
と
の
間
に
お
け
る
国
際
法
上
の
権
利
・
義
務
関
係
の
創
設
・
変
更
に
か
か
わ
る

文
書
に
よ
る
合
意
（
10
）

」
と
し
て
、
権
利
義
務
関
係
に
限
定
す
る
も
の
が
あ
る
（
11
）

。

ま
た
、
阪
本
昌
成
は
、「
国
際
法
上
の
主
体
間
の
合
意
に
よ
っ
て
成
立
し
、
国
際
的
権
利
義
務
関
係
を
形
成
変
更
せ
し
め
る
一
切
の
成

文
法
（
12
）

」
と
い
う
、
上
記
二
つ
を
加
え
た
よ
う
な
定
義
を
示
し
て
い
る
。

最
後
に
、
渋
谷
秀
樹
は
「
国
際
法
上
の
法
主
体
間
で
締
結
さ
れ
た
法
的
拘
束
力
を
持
つ
成
文
形
式
の
合
意
（
13
）

」
と
い
う
定
義
を
示
し
て
い

る
。こ

れ
ら
に
対
し
、
実
定
法
上
の
条
約
概
念
と
し
て
は
、
条
約
法
に
関
す
る
ウ
ィ
ー
ン
条
約
が
あ
る
。
そ
の
第
二
条
は
、
条
約
を
次
の
様

に
定
義
し
て
い
る
。

「『
条
約
』
と
は
、
国
の
間
に
お
い
て
文
書
の
形
式
に
よ
り
締
結
さ
れ
、
国
際
法
に
よ
つ
て
規
律
さ
れ
る
国
際
的
な
合
意
（
単
一
の

文
書
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
関
連
す
る
二
以
上
の
文
書
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
ま
た
、
名
称
の
い
か
ん
を
問
わ
な
い
。）
を
い
う
。」

た
だ
し
、
こ
れ
は
国
際
法
上
の
、
し
か
も
、
同
条
約
が
規
制
し
よ
う
と
し
た
二
国
間
条
約
に
関
し
て
の
定
義
で
あ
り
、
本
稿
が
問
題
と

（
一
一
〇
二
）



条
約
再
論
（
甲
斐
）

一
六
一

し
て
い
る
わ
が
国
憲
法
の
定
め
る
条
約
の
概
念
に
関
し
て
は
、
参
考
に
し
か
な
ら
な
い
。

（
二
）　

条
約
概
念
に
関
す
る
私
見

筆
者
は
、
渋
谷
秀
樹
の
定
義
を
、
九
八
条
二
項
の
定
め
る
広
義
の
条
約
概
念
と
し
て
は
、
基
本
的
に
支
持
す
る
。
た
だ
し
、
成
文
形
式

で
あ
る
必
要
は
な
い
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
を
若
干
修
正
し
て
、

「
国
際
法
上
の
法
主
体
間
で
締
結
さ
れ
た
法
的
拘
束
力
を
持
つ
合
意
」

と
定
義
す
る
の
が
憲
法
に
お
け
る
条
約
概
念
と
し
て
は
正
し
い
と
考
え
る
。
以
下
、
分
説
す
る
。

1　

主
体
と
し
て
の
国
家
と
い
う
要
件
を
排
し
た
点
に
つ
い
て

前
述
の
例
で
は
、
渋
谷
及
び
阪
本
を
除
く
す
べ
て
の
定
義
が
、
そ
の
主
体
と
し
て
国
家
を
要
件
と
し
て
い
る
が
、
明
ら
か
に
誤
り
で
あ

る
。
第
二
次
大
戦
後
に
お
け
る
条
約
の
最
大
の
特
徴
は
、
国
際
連
合
や
欧
州
連
合
（
Ｅ
Ｕ
）
に
代
表
さ
れ
る
国
際
機
関
が
出
現
し
、
こ
れ

が
国
際
法
上
の
主
体
と
な
っ
て
活
動
し
て
い
る
こ
と
を
あ
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
国
際
連
合
憲
章
や
国
際
労
働
機
関
（
Ｉ
Ｌ
Ｏ
）
憲
章
、

Ｅ
Ｕ
基
本
条
約
な
ど
は
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ら
自
体
に
つ
い
て
は
、
多
国
間
条
約
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て

国
家
間
の
条
約
で
あ
る
と
説
明
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

し
か
し
、
例
え
ば
日
本
に
所
在
す
る
国
連
大
学
と
日
本
国
政
府
の
間
で
締
結
さ
れ
た
条
約
（
国
際
連
合
大
学
本
部
に
関
す
る
国
際
連
合
と
日

本
国
と
の
間
の
協
定
）
の
場
合
に
は
、
明
ら
か
に
国
連
が
独
立
の
条
約
主
体
と
し
て
調
印
し
て
お
り
、
国
連
加
盟
諸
国
と
の
条
約
と
み
る
余

地
は
な
い
。
同
様
に
Ｅ
Ｕ
条
約
そ
の
も
の
は
多
国
間
条
約
と
し
て
説
明
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
例
え
ば
「
刑
事
に
関
す
る
共
助
に
関
す
る
日

本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定
」
は
、
あ
く
ま
で
も
Ｅ
Ｕ
と
日
本
国
の
間
の
条
約
で
あ
っ
て
、
多
国
間
条
約
と
い
う
形
式
は
取
っ
て
い

な
い
。

（
一
一
〇
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

一
六
二

条
約
法
条
約
の
定
義
は
、
こ
れ
ら
多
国
間
条
約
や
国
際
機
関
と
の
条
約
は
規
制
対
象
外
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

結
論
と
し
て
述
べ
る
な
ら
ば
、
条
約
が
有
効
に
成
立
す
る
た
め
に
は
、
条
約
締
結
の
当
事
者
が
国
際
法
上
の
法
律
行
為
能
力
を
有
し
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
今
日
に
お
い
て
は
、
国
家
に
加
え
て
国
際
機
構
も
数
え
る
こ
と
が
で

き
る
、
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。

2　

法
的
拘
束
力
に
つ
い
て

こ
の
要
件
を
加
え
る
こ
と
に
よ
り
、
国
際
的
合
意
で
あ
っ
て
も
、
法
的
拘
束
力
を
持
た
な
い
も
の
、
す
な
わ
ち
政
治
的
義
務
の
宣
言
と

か
、
一
般
的
、
抽
象
的
原
則
を
明
ら
か
に
し
た
に
す
ぎ
な
い
も
の
は
、
こ
こ
に
い
う
条
約
に
属
し
な
い
こ
と
に
な
る
（
例
え
ば
「
世
界
人
権

宣
言
」）。
な
ぜ
な
ら
ば
、
九
八
条
は
一
項
が
最
高
法
規
性
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
全
体
と
し
て
、
あ
く
ま
で
も
法
規
範
に
関

す
る
規
定
と
み
る
べ
き
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
法
的
拘
束
力
が
要
求
さ
れ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
我
が
憲
法
の
採
用
す
る
国
際
協
調
主
義
の
下
に
お
い
て
は
、
法
的
拘
束
力
の
無
い
も
の
に
つ
い
て
も
誠
実
な
遵
守
を
必
要

と
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
根
拠
は
、
憲
法
前
文
第
三
文
に
い
う
「
政
治
道
徳
」
等
の
一
環
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
九
八

条
に
い
う
条
約
と
は
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
。

な
お
、
法
的
拘
束
力
の
代
わ
り
に
、「
国
際
法
上
の
権
利
・
義
務
」
と
い
う
用
語
を
使
用
し
て
い
る
例
が
上
述
の
と
お
り
、
何
例
も
存

在
す
る
。
こ
の
用
語
法
は
二
つ
の
点
で
問
題
が
あ
る
と
考
え
て
、
排
除
し
て
い
る
。

第
一
に
、
論
じ
て
い
る
の
が
、
国
際
法
上
の
条
約
で
あ
れ
ば
、「
国
際
法
上
の
」
と
い
う
語
を
関
す
る
こ
と
に
あ
ま
り
問
題
は
無
い
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
論
じ
て
い
る
の
は
、
国
内
法
で
あ
る
日
本
国
憲
法
に
定
め
ら
れ
て
い
る
条
約
の
概
念
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に

は
、
国
際
法
上
の
、
と
言
う
限
定
文
言
は
不
要
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、「
条
約
が
司
法
審
査
の
対
象
と
な
る
か
」
と
い
う
重
大
な
憲
法
問

（
一
一
〇
四
）
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題
が
存
在
す
る
。
し
か
し
、
国
際
法
上
の
、
と
言
う
限
定
を
科
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
命
題
は
、
そ
も
そ
も
意
味
を
持
た
な
い
。
な
ぜ
な

ら
、
国
家
な
い
し
国
際
機
関
だ
け
を
拘
束
す
る
法
規
範
は
、
国
内
司
法
審
査
に
お
け
る
具
体
的
な
紛
争
を
起
こ
す
こ
と
は
あ
り
え
な
い
か

ら
で
あ
る
。

第
二
に
、
こ
の
要
件
は
、
憲
法
四
一
条
の
実
質
的
意
味
の
立
法
に
お
け
る
権
利
義
務
説
と
対
応
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
詳

し
く
は
後
述
す
る
が
、
い
わ
ゆ
る
大
平
三
原
則
に
よ
り
、
国
会
の
承
認
が
必
要
な
条
約
は
、
大
き
く
法
律
問
題
、
財
政
問
題
、
そ
し
て
重

要
問
題
の
三
類
型
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
定
義
に
権
利
義
務
を
取
り
込
む
こ
と
は
、
法
律
問
題
だ
け
が
条
約
と
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ

は
、
明
ら
か
に
妥
当
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
田
中
角
栄
と
周
恩
来
と
の
間
に
一
九
七
二
年
九
月
二
九
日
に
締
結
さ
れ
た
条
約
で
あ
る
「
日

本
国
政
府
と
中
華
人
民
共
和
国
政
府
の
共
同
声
明
」
は
、
そ
の
内
容
と
し
て
互
い
に
対
す
る
権
利
と
か
義
務
と
か
を
定
め
た
も
の
で
は
無

く
、
日
中
双
方
の
ス
タ
ン
ス
を
明
確
に
宣
言
す
る
と
い
う
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
重
要
性
の
故
に
、
こ
れ
は
条
約
と
し

て
扱
う
べ
き
で
あ
る
（
14
）

。

な
お
、
憲
法
の
教
科
書
で
は
、
私
法
上
の
契
約
の
性
質
を
持
つ
も
の
は
条
約
に
含
ま
れ
な
い
、
と
記
し
て
あ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、

民
間
企
業
と
の
契
約
な
ら
い
ざ
知
ら
ず
、
国
際
的
法
主
体
間
の
法
的
合
意
で
あ
っ
て
、
な
お
か
つ
私
法
上
の
も
の
と
い
う
場
合
が
果
た
し

て
存
在
す
る
の
か
が
そ
も
そ
も
疑
問
で
あ
る
。
例
え
ば
、
売
買
、
贈
与
、
消
費
貸
借
等
の
契
約
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
定
義
に
該
当
す
る
限

り
は
、
排
除
す
る
必
要
は
特
に
な
い
と
考
え
る
。
現
実
問
題
と
し
て
、
米
軍
か
ら
わ
が
国
自
衛
隊
へ
の
武
器
売
却
、
開
発
途
上
国
へ
の
無

償
援
助
、
有
償
援
助
等
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
法
的
合
意
は
、
い
ず
れ
も
条
約
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
当
然
条
約
概
念
に
含
ま

せ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
の
他
、
い
ろ
い
ろ
な
パ
タ
ー
ン
を
想
定
し
て
み
た
が
、
国
際
法
上
の
主
体
間
で
締
結
さ
れ
る
法
的
合
意
で
あ
っ
て
、
私
法
上
の
契
約

（
一
一
〇
五
）
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第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

一
六
四

の
性
質
を
有
す
る
と
し
て
、
九
八
条
二
項
の
誠
実
遵
守
義
務
か
ら
排
除
す
る
こ
と
に
よ
り
、
何
か
意
味
の
あ
る
の
か
、
大
い
に
疑
問
と
す

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

3　

文
書
概
念
の
排
除
に
つ
い
て

条
約
法
条
約
も
含
め
、
先
に
挙
げ
た
各
定
義
は
、
す
べ
て
文
書
形
式
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
、
条
約
の
必
須
の
要
件
と
し
て
い
る
。
し

か
し
、
筆
者
は
不
要
と
考
え
る
。
次
の
理
由
に
よ
る
。

第
一
に
、
憲
法
解
釈
に
お
い
て
、
文
書
性
が
要
求
さ
れ
た
の
は
、「
確
立
さ
れ
た
国
際
法
規
」
と
の
対
比
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、

清
宮
四
郎
は
次
の
様
に
述
べ
る
。

「
憲
法
九
八
条
二
項
に
い
わ
ゆ
る
『
条
約
及
び
確
立
さ
れ
た
国
際
法
規
』
は
、
ど
ち
ら
も
国
際
法
規
で
あ
る
が
、『
条
約
』
は
、
文

書
に
よ
る
国
家
間
の
明
示
的
合
意
と
し
て
の
国
際
法
規
を
意
味
し
、『
確
立
さ
れ
た
国
際
法
規
』（
英
訳established law

s of nations

）

は
、
国
際
社
会
で
一
般
に
承
認
さ
れ
、
実
行
さ
れ
て
い
る
不
文
の
慣
習
国
際
法
（
例
え
ば
、
国
家
の
基
本
的
権
利
・
義
務
、
公
海
の
自
由
、

外
交
使
節
の
特
権
な
ど
に
関
す
る
国
際
法
）
を
意
味
す
る
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
（
15
）

。」

す
な
わ
ち
、
確
立
さ
れ
た
国
際
法
規
を
不
文
法
と
考
え
る
場
合
に
は
、
そ
れ
と
の
対
比
に
お
い
て
、
条
約
を
成
文
法
と
考
え
る
と
い
う

こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
近
時
「
外
交
関
係
に
関
す
る
ウ
ィ
ー
ン
条
約
（
外
交
条
約
＝V

ienna C
onvention on 

D
iplom

atic R
elations

）」
や
「
領
事
関
係
に
関
す
る
ウ
ィ
ー
ン
条
約
（
領
事
条
約
＝V

ienna C
onvention on C

onsular R
elations

）」
等
の
よ

う
に
、
従
来
国
際
慣
習
法
で
あ
っ
た
も
の
を
、
成
文
法
化
す
る
努
力
が
重
ね
ら
れ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
成
文
法
化
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ

て
、
そ
れ
が
確
立
さ
れ
た
国
際
法
規
で
無
く
な
る
は
ず
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
不
文
か
、
成
文
か
で
両
者
を
区
分
す
る
の
は
、
今
日
で

は
、
誤
り
と
い
え
る
。

（
一
一
〇
六
）
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五

ま
た
、
近
時
は
、
従
来
、
国
際
慣
習
法
が
存
在
し
な
か
っ
た
領
域
の
問
題
に
つ
い
て
の
条
約
が
、
例
え
ば
条
約
法
に
関
す
る
ウ
ィ
ー
ン

条
約
（
条
約
法
条
約
＝V

ienna C
onvention on the L

aw
 of T

reaties

）
や
、
海
洋
法
に
関
す
る
国
際
連
合
条
約
（
国
連
海
洋
法
条
約
＝U

nited 

N
ations C

onvention on the L
aw
 of the S

ea

）
の
よ
う
に
、
多
数
制
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
従
来
国
際
慣
習
法
の
存
在
し
な
か
っ
た
領
域
で
制
定
さ
れ
た
条
約
に
つ
い
て
、
ど
の
限
度
で
確
立
さ
れ
た
国
際
法
規
と
し
て

の
効
力
を
認
め
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
北
海
大
陸
棚
事
件
と
い
う
重
要
な
先
例
が
あ
る
（
16
）

。
な
お
、
わ
が
国
の
判
例
は
、
こ
の
北
海
大
陸

棚
事
件
判
決
に
準
拠
す
る
形
で
、
大
陸
棚
条
約
の
一
条
か
ら
三
条
に
関
し
て
は
、
国
際
慣
習
法
と
し
て
の
性
格
を
一
部
保
有
す
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
と
認
定
し
て
い
る
（
17
）

。
こ
の
よ
う
に
、
国
際
慣
習
法
で
は
な
い
も
の
に
関
し
、
確
立
さ
れ
た
国
際
法
規
と
認
め
ら
れ
る
も
の

は
、
条
約
形
式
で
既
に
出
現
し
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
が
締
結
し
た
条
約
で
な
い
も
の
に
つ
い
て
も
、
わ
が
国
は
な
お
、

九
八
条
二
項
に
従
い
誠
実
に
遵
守
す
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
に
、
条
約
中
の
重
要
な
部
分
を
あ
え
て
文
書
化
せ
ず
、
交
渉
当
事
者
や
国
家
の
首
脳
に
よ
る
口
頭
の
約
束
と
す
る
場
合
が
あ
る
。

例
え
ば
第
二
次
大
戦
後
の
国
際
関
係
の
基
調
を
決
定
づ
け
た
ヤ
ル
タ
会
談
や
ポ
ツ
ダ
ム
会
談
が
そ
れ
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
条
約
と
し
て

有
効
に
成
立
す
る
た
め
の
条
件
は
、
国
内
法
上
、
条
約
締
結
権
者
と
し
て
の
法
的
資
格
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
般
に
は
、

全
権
代
表
と
な
る
が
、
国
家
元
首
や
行
政
府
の
長
が
条
約
締
結
を
担
当
し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
有
効
性
は
無
条
件
で
承
認
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
。「
綸
言
汗
の
如
し
」
と
言
う
諺
の
示
す
と
お
り
、
そ
う
い
う
地
位
に
あ
る
者
の
発
言
は
、
文
書
に
な
っ
て
い
な
い
か
ら
と
言
っ

て
、
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
文
書
化
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
九
八
条
二
項
の
誠
実
遵
守
義
務
を
免
れ
る
と
解
す
る

の
は
、
当
然
な
が
ら
国
際
協
調
主
義
に
反
す
る
。

こ
れ
ら
両
面
か
ら
、
条
約
は
通
例
文
書
形
式
で
締
結
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
絶
対
的
な
要
件
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
。

（
一
一
〇
七
）
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一
六
六

三　

憲
法
七
三
条
三
号
本
文
に
い
う
条
約
（
標
準
的
条
約
）

憲
法
七
三
条
三
号
本
文
は
、
内
閣
の
権
限
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
い
う
条
約
は
、
内
閣
が
一
方
当
事
者
に
な
る
条
約
に

限
ら
れ
る
。
日
本
国
大
使
が
、
外
国
政
府
と
締
結
す
る
条
約
（
Ｏ
Ｄ
Ａ
援
助
は
大
抵
こ
の
形
式
で
行
わ
れ
る
）
は
、
大
使
が
日
本
国
政
府
を
代

表
す
る
地
位
に
あ
る
か
ら
、
内
閣
が
締
結
し
て
い
る
条
約
で
あ
る
。

し
か
し
、
内
閣
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
指
揮
監
督
下
に
あ
る
国
家
機
関
、
た
と
え
ば
日
本
の
財
務
省
と
米
国
財
務
省
の
間
の
協
定

な
ど
は
、
憲
法
九
八
条
二
項
に
い
う
条
約
で
は
あ
る
が
、
内
閣
が
締
結
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
ら
、
憲
法
七
三
条
三
号
本
文
に
い
う
条

約
で
は
な
い
。
こ
れ
を
一
般
に
「
行
政
協
定
（interdepartm

ental agreem
ent

）｣

と
い
う
。
近
時
、
行
政
の
国
際
化
を
受
け
て
、
こ
の
範

疇
に
属
す
る
条
約
は
か
な
り
多
い
。

ま
た
、
内
閣
の
指
揮
監
督
下
に
な
い
国
家
機
関
が
締
結
す
る
条
約
も
あ
る
。
例
え
ば
、
国
会
が
締
結
し
た
列
国
議
会
同
盟
規
程

（S
tatutes of the Inter-P

arliam
entary U

nion

）
は
、
そ
の
加
入
者
を
主
権
国
家
の
議
会
と
し
て
お
り
、
当
然
に
内
閣
の
締
結
す
る
条
約

で
は
な
い
（
18
）

。
同
様
に
、
会
計
検
査
院
が
締
結
し
て
い
る
最
高
財
政
監
督
機
関
国
際
組
織
規
程
（S

tatute of the　

International 

O
rganization of S

uprem
e A
udit Institutions

）
も
ま
た
、
内
閣
が
締
結
し
た
条
約
で
は
な
い
（
19
）

。

し
か
し
、
い
ず
れ
も
九
八
条
二
項
に
言
う
条
約
と
し
て
、
誠
実
な
遵
守
が
求
め
ら
れ
る
。

（
一
一
〇
八
）
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七

四　

憲
法
七
三
条
三
号
但
書
に
い
う
条
約
（
狭
義
の
条
約
）

内
閣
が
一
方
当
事
者
に
な
る
条
約
に
つ
い
て
、
そ
の
す
べ
て
が
国
会
の
承
認
が
必
要
か
ど
う
か
。
こ
れ
こ
そ
が
本
稿
の
中
心
論
点
で
あ

る
。
そ
の
理
論
的
な
検
討
は
後
述
す
る
と
こ
ろ
に
譲
る
こ
と
に
し
て
、
実
務
及
び
通
説
は
、
す
べ
て
で
は
な
い
、
と
解
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
同
じ
条
文
の
中
で
使
用
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
七
三
条
三
号
の
場
合
、
本
文
と
但
し
書
き
と
で
は
、
条
約
の
意
味
が
違
う
と
解
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。

（
一
）　

条
約
に
関
す
る
国
会
の
権
限
に
関
す
る
問
題
点

条
約
の
締
結
は
元
首
の
権
限
で
あ
る
こ
と
は
、
国
際
的
な
慣
行
で
あ
る
（
国
際
慣
習
法
）。
本
来
、
条
約
は
政
府
に
対
し
国
際
法
上
の
権

利
・
義
務
を
課
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
法
規
範
で
あ
っ
て
、
一
般
国
民
に
関
わ
る
問
題
で
は
な
い
か
ら
、
政
府
限
り
で
締
結
し
う
る
こ

と
は
当
然
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
古
く
は
ロ
ッ
ク
の
二
権
分
立
説
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
し
た
理
由
か
ら
、
明
治
憲
法

の
下
で
は
、
条
約
の
締
結
は
天
皇
の
専
権
事
項
と
さ
れ
、
国
会
に
い
か
な
る
権
限
も
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
（
明
治
憲
法
第
一
三
条
参
照
）。

現
行
憲
法
も
ま
た
こ
う
し
た
わ
が
国
慣
行
及
び
国
際
慣
行
に
則
っ
て
、
条
約
締
結
権
を
内
閣
の
権
限
を
定
め
た
第
七
三
条
に
お
い
て
規
定

し
た
。
通
説
が
わ
が
国
に
「
元
首｣

が
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
内
閣
で
あ
る
、
と
す
る
根
拠
は
、
こ
の
条
約
締
結
権
を
内
閣
が
保

有
し
て
い
る
点
に
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
条
約
の
締
結
に
関
し
て
、
現
行
憲
法
の
下
に
お
い
て
も
ま
た
、
国
会
は
何
の
権
限
も
有
し
な
い
。
た
だ
、
憲
法
七
三
条

三
号
但
書
に
お
い
て
、
事
前
、
又
は
事
後
の
承
認
権
を
認
め
て
い
る
に
と
ど
ま
る
。
し
か
も
、
そ
の
承
認
手
続
き
で
は
、
予
算
と
同
一
の
、

極
度
の
優
越
性
を
衆
議
院
に
与
え
て
い
る
（
六
一
条
）。
し
た
が
っ
て
、
現
行
憲
法
に
お
い
て
も
、
国
会
の
条
約
に
関
し
て
有
す
る
権
限
は

（
一
一
〇
九
）
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非
常
に
限
定
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
明
確
に
認
識
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
三
つ
の
問
題
が
発
生
す
る
。
す
な
わ
ち
、

第
一
に
、
国
会
の
持
つ
条
約
承
認
権
と
は
ど
の
よ
う
な
性
格
の
権
限
か
、

第
二
に
、
国
会
は
い
か
な
る
条
約
に
つ
い
て
承
認
権
を
持
つ
の
か
、
ま
た
、
国
会
の
承
認
権
に
は
、
修
正
権
を
含
む
か
、

第
三
に
、
事
前
な
い
し
事
後
の
承
認
の
得
ら
れ
な
か
っ
た
条
約
は
、
ど
の
よ
う
な
効
力
を
も
つ
の
か
、

と
い
う
問
題
で
あ
る
。
順
次
検
討
し
た
い
。

（
二
）　

国
会
の
条
約
承
認
権
の
性
格
に
関
す
る
学
説
の
状
況

条
約
承
認
権
の
性
格
に
関
し
て
は
、
大
き
く
分
け
て
、
次
の
三
説
が
あ
る
。

1　

協
同
行
為
説

国
会
の
有
す
る
承
認
権
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
条
約
締
結
を
立
法
・
行
政
両
権
の
協
同
行
為
と
し
て
の
対
外
権
と
把
握
す
る
説
が
あ
る
（
20
）

。

芦
部
は
、
四
一
条
に
お
い
て
実
質
的
意
味
の
立
法
概
念
を
抽
象
的
法
規
範
す
べ
て
と
捉
え
る
か
ら
、
必
然
的
に
多
く
の
条
約
が
そ
れ
に
含

ま
れ
る
と
考
え
な
い
と
整
合
性
が
と
れ
な
く
な
る
。
そ
の
結
果
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

こ
の
説
は
、
理
論
的
に
見
た
と
き
に
は
、
次
の
よ
う
な
点
に
難
点
が
あ
る
。

確
か
に
米
国
憲
法
で
は
、
外
国
と
の
通
商
が
議
会
の
権
限
と
さ
れ
る
（
第
一
条
六
節
三
文
）
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
わ
が
国
国
会
は
、
現
行
憲
法
の
下
に
お
い
て
、
た
だ
、
七
三
条
三
号
但
書
に
お
い
て
、
事
前
、
又
は
事
後
の
承
認
権
を
有
し
て

い
る
に
と
ど
ま
る
。
し
か
も
、
そ
の
承
認
手
続
き
で
は
、
予
算
と
同
一
の
、
極
度
の
優
越
性
を
衆
議
院
に
与
え
て
い
る
（
六
一
条
）。
す
な

わ
ち
、
内
閣
の
存
立
基
盤
と
な
っ
て
い
る
衆
議
院
の
意
思
を
絶
対
的
な
も
の
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
法
律
の
場
合
に
比
べ
て
、
政
府
の
締

（
一
一
一
〇
）
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結
し
よ
う
と
し
て
い
る
条
約
案
が
そ
の
ま
ま
承
認
さ
れ
る
確
率
を
高
く
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
現
行
憲
法
に
お
け
る
条
約
に
関
す
る
国

会
の
権
限
は
、
非
常
に
限
定
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
明
確
に
認
識
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

さ
ら
に
、
そ
の
後
に
制
定
さ
れ
た
条
約
法
条
約
に
お
い
て
も
、
議
会
が
条
約
締
結
に
関
与
す
る
権
限
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、

そ
の
四
六
条
で
、
議
会
に
よ
る
承
認
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
条
約
が
原
則
的
に
有
効
で
あ
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
依
然

と
し
て
そ
の
締
結
は
、
元
首
の
権
限
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
以
上
の
よ
う
な
国
際
法
と
そ
れ
を
受
け
て
の
憲
法
の
文
言
に
照
ら
す
限
り
、

対
外
的
に
、
国
会
が
内
閣
と
協
同
し
て
意
思
表
示
を
行
う
余
地
は
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

2　

否
認
権
説

承
認
権
と
憲
法
が
呼
ぶ
も
の
は
、
実
は
承
認
権
で
は
な
く
、
そ
れ
と
は
逆
の
単
純
な
否
認
権
と
と
ら
え
る
説
が
あ
る
（
21
）

。
例
え
ば
、
阪
本

は
、
国
会
の
承
認
権
と
は
条
約
の
「
制
定
に
つ
き
『
阻
止
す
る
権
限
』（
立
法
権
又
は
財
政
決
定
権
を
防
衛
す
る
権
限
）
を
承
認
権
と
い
う
形

で
国
会
に
与
え
た
も
の
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
そ
の
『
阻
止
す
る
権
限
』
は
、
条
約
を
修
正
す
る
権
限
で
は
な
く
、
一
括
し
て
承

認
す
る
か
、
そ
れ
と
も
否
認
す
る
か
の
権
限
で
あ
る
（
22
）

」
と
説
く
。

従
前
の
国
際
法
の
枠
内
で
は
、
こ
の
見
解
は
非
常
に
説
得
力
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
硬
直
的
な
理
解
が
今
日
に
お
い
て

妥
当
す
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
現
行
憲
法
の
文
言
は
、
あ
く
ま
で
も
「
承
認
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
第
二
に
、

国
際
法
的
に
見
た
場
合
に
も
、
世
界
的
に
議
会
制
民
主
主
義
を
採
用
す
る
国
が
普
遍
化
す
る
と
と
も
に
、
議
会
が
条
約
の
締
結
に
当
た
り

国
内
的
に
一
定
の
発
言
権
を
有
す
る
こ
と
が
承
認
さ
れ
て
き
て
お
り
、
そ
れ
を
受
け
て
、
後
述
す
る
と
お
り
、
多
国
間
条
約
の
場
合
で
さ

え
も
、
留
保
そ
の
他
の
形
で
一
定
の
限
度
で
、
条
件
付
き
批
准
権
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
考
え
る

と
、
国
会
は
条
件
さ
え
許
せ
ば
積
極
的
な
内
容
改
変
の
主
張
も
許
さ
れ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

（
一
一
一
一
）
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3　

民
主
的
統
制
説

国
会
の
有
す
る
条
約
承
認
権
は
、
対
外
的
に
元
首
の
有
す
る
国
際
法
上
の
条
約
締
結
権
に
対
す
る
国
会
の
民
主
的
統
制
権
、
と
解
す
る

説
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
内
閣
の
条
約
締
結
権
に
対
し
て
、
国
内
的
に
認
め
ら
れ
た
民
主
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
手
段
と
考
え
る
説
で
あ
る
。

（
三
）　

国
会
の
条
約
承
認
権
の
性
格
に
関
す
る
私
見

基
本
的
に
、
民
主
的
統
制
説
が
正
し
い
と
考
え
る
。

国
会
に
条
約
承
認
権
が
認
め
ら
れ
た
根
拠
は
、
憲
法
四
一
条
を
は
じ
め
と
す
る
、
国
会
の
国
内
法
上
の
権
限
に
あ
る
と
考
え
る
。
す
な

わ
ち
、
す
べ
て
の
条
約
が
国
会
の
承
認
が
必
要
な
わ
け
で
は
な
い
。
い
わ
ゆ
る
大
平
三
原
則
と
し
て
、
昭
和
四
九
年
二
月
に
政
府
が
統
一

見
解
と
し
て
表
明
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
承
認
の
必
要
な
条
約
と
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
23
）

。

①　

い
わ
ゆ
る
法
律
事
項
を
含
む
国
際
約
束

②　

い
わ
ゆ
る
財
政
事
項
を
含
む
国
際
約
束

③　

わ
が
国
と
相
手
国
と
の
間
、
あ
る
い
は
国
家
間
一
般
の
基
本
的
な
関
係
を
法
的
に
規
定
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
政
治
的
に
重

要
な
国
際
約
束
で
あ
っ
て
、
そ
れ
故
に
、
発
効
の
た
め
に
批
准
が
要
件
と
さ
れ
て
い
る
も
の

こ
の
政
府
見
解
は
、
基
本
的
に
正
し
い
も
の
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
憲
法
上
、
国
の
唯
一
の
立
法
機
関
と
し
て
国
会
が
独
占
し
て
い

る
事
項
（
四
一
条
、
二
九
条
、
三
一
条
、
八
四
条
）、
お
よ
び
国
会
中
心
財
政
主
義
に
し
た
が
い
国
会
が
独
占
し
て
い
る
事
項
（
八
三
条
）
に

つ
い
て
は
、
内
閣
の
法
規
範
制
定
権
が
制
約
さ
れ
る
結
果
、
そ
れ
を
条
約
で
定
め
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
必
ず
国
会
の
承
認
を
得
る
必

要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
条
約
が
成
立
し
た
結
果
、
そ
の
条
約
を
国
内
法
化
す
る
た
め
に
国
会
に
提
出
さ
れ
た
法
案
ま
た
は
予
算
案
に
つ
い
て
は
、

（
一
一
一
二
）
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わ
が
国
が
誠
実
に
条
約
を
遵
守
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
以
上
、
国
会
と
し
て
否
決
す
る
自
由
を
有
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

条
約
締
結
に
あ
た
っ
て
、
政
府
が
国
会
の
承
認
を
得
る
必
要
が
な
い
と
し
た
場
合
、
政
府
は
国
会
が
憲
法
上
有
す
る
権
限
を
、
条
約
と
い

う
形
式
を
採
用
す
れ
ば
侵
害
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
、
と
い
う
不
当
な
結
果
が
導
か
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
国
権
の
最
高
機
関
（
四
一
条
）
と
し
て
、
政
治
的
に
重
要
な
条
約
に
つ
い
て
は
、
同
じ
く
国
会
の
承
認
を
得
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
結
論
は
、
四
一
条
に
関
し
て
政
治
的
美
称
説
を
採
る
と
、
総
合
調
整
機
能
説
を
採
る
と
に
関
わ
り
な
く
、
承
認
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

な
お
、
上
記
政
府
見
解
で
は
、
批
准
が
留
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
要
件
に
含
ま
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
国
会
が
事
前
に
承
認
す
る
た
め

に
は
、
批
准
が
条
件
と
な
っ
て
い
る
必
要
が
、
通
常
は
あ
る
。
し
か
し
、
署
名
を
一
時
留
保
し
て
、
国
会
審
議
を
受
け
る
方
法
も
実
際
に

は
存
在
す
る
。
例
え
ば
ベ
ル
サ
イ
ユ
条
約
締
結
時
に
お
け
る
ド
イ
ツ
議
会
の
承
認
は
こ
の
方
法
に
よ
っ
た
（
24
）

。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
定
義

に
含
め
る
必
要
が
な
い
と
考
え
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
、
批
准
書
の
認
証
は
、
そ
の
存
在
す
る
場
合
に
し
か
で
き
な
い
か
ら
、
憲
法
七
条
八
号
に
い
う
条
約
は
、
一

義
的
に
定
ま
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
、
狭
義
の
条
約
（
憲
法
七
三
条
但
書
）
の
場
合
よ
り
も
狭
い
、
現
行
憲
法
中
、
最
狭
義
の
条
約
概

念
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
同
じ
憲
法
七
条
で
も
、
公
布
を
必
要
と
す
る
条
約
が
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
は
っ
き
り
し
な
い
。
法
律

の
場
合
に
は
、
公
布
は
そ
の
発
効
の
前
提
条
件
で
あ
る
（
25
）

か
ら
問
題
な
い
。
そ
れ
に
対
し
、
条
約
は
後
に
詳
述
す
る
よ
う
に
そ
の
発
効
条
件

は
調
印
な
い
し
批
准
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
意
味
で
条
約
の
公
布
に
、
国
民
に
知
ら
し
め
る
と
い
う
以
上
の
特
段
の
意
味
は
な
い
の
で
、
そ

の
範
囲
を
理
論
的
に
決
定
で
き
な
い
た
め
で
あ
る
。
た
だ
、
法
律
の
ほ
か
に
政
令
も
公
布
対
象
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
内

閣
が
当
事
者
と
な
っ
て
い
る
す
べ
て
の
条
約
（
標
準
的
条
約
）
を
意
味
す
る
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

（
一
一
一
三
）
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し
か
し
、
実
務
的
に
は
、
天
皇
に
よ
る
公
布
が
行
わ
れ
て
い
る
の
は
、
国
会
の
承
認
を
得
た
条
約
に
限
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
他
の
条
約

は
外
務
省
告
示
の
形
で
官
報
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
結
果
、
憲
法
七
条
一
号
の
条
約
は
、
狭
義
の
条
約
を
意
味
す
る
と
い
う
の
が
政

府
の
有
権
解
釈
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
事
後
承
認
の
可
能
性
の
あ
る
分
だ
け
、
憲
法
七
条
八
号
の
最
狭
義
の
条
約
よ
り
心
持
ち
広
い

わ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
場
合
、
次
の
条
件
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
既
に
民
主
的
統
制
は
行
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
条
約
承
認
は
い
ら
な
い

こ
と
に
な
る
。

①　

既
に
国
会
の
承
認
を
経
た
条
約
の
範
囲
内
で
実
施
し
う
る
国
際
約
束

②　

既
に
国
会
の
議
決
を
経
た
予
算
の
範
囲
内
で
実
施
し
う
る
国
際
約
束

③　

国
内
法
の
範
囲
内
で
実
施
し
う
る
国
際
約
束

上
記
各
点
は
、
先
に
紹
介
し
た
政
府
見
解
が
、
国
会
の
承
認
の
不
必
要
な
条
約
と
し
て
あ
げ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
見
解
も
、
こ
の
説

に
立
つ
場
合
に
は
、
支
持
し
う
る
と
考
え
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
憲
法
四
一
条
の
唯
一
の
立
法
機
関
概
念
か
ら
は
国
会
中
心
立
法
主
義
を
導
く
こ
と
が
出
来
る
が
、
こ
れ
は
法
律
を
基
礎
と

し
て
委
任
命
令
及
び
執
行
命
令
を
内
閣
が
制
定
し
う
る
こ
と
を
許
容
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
特
に
、
政
令
と
い
う
形
の
執
行
命
令
・
委

任
命
令
に
つ
い
て
は
憲
法
七
三
条
六
号
の
明
言
す
る
と
こ
ろ
と
解
さ
れ
る
。
同
じ
こ
と
は
、
条
約
を
基
礎
と
し
た
委
任
命
令
及
び
執
行
命

令
に
つ
い
て
も
言
い
う
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
こ
れ
ら
は
内
閣
が
締
結
す
る
条
約
（
標
準
的
な
条
約
）
で
あ
り
な
が
ら
、
国
会
の

承
認
は
不
要
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
首
相
等
の
外
国
訪
問
に
際
し
て
発
表
さ
れ
る
共
同
声
明
で
、
法
的
拘
束
力
あ
る
事
項
が
表
明
さ
れ
て

い
る
場
合
、
そ
れ
は
条
約
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
す
で
に
国
会
で
制
定
済
み
の
法
律
や
予
算
の
範
囲
内
に
あ
る
限
り
、
そ
の
共
同
声
明
に
対

（
一
一
一
四
）
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す
る
国
会
の
承
認
は
不
要
と
な
る
。

こ
の
範
疇
に
属
す
る
か
否
か
が
問
題
に
な
っ
た
有
名
な
も
の
と
し
て
旧
日
米
安
全
保
障
条
約
第
三
条
に
基
づ
く
行
政
協
定
が
あ
る
。
同

条
約
三
条
は
事
実
上
白
紙
委
任
規
定
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
行
政
協
定
は
、
砂
川
事
件
の
訴
因
と
な
っ
た
刑
事
特
例

法
の
制
定
を
必
要
と
す
る
な
ど
、
き
わ
め
て
人
権
制
約
的
性
格
の
強
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
国
会

の
承
認
を
経
た
範
囲
内
に
属
す
る
と
は
い
う
こ
と
が
で
き
ず
、
国
会
承
認
を
得
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
先
例
の
問
題
性

に
鑑
み
、
新
安
保
条
約
六
条
に
基
づ
く
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
協
定
に
つ
い
て
は
国
会
の
承
認
が
行
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
国
会
の
承
認
権
が
元
首
の
条
約
締
結
権
の
国
内
的
民
主
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
手
段
と
し
て
存
在
す
る
と
考
え
る
場
合
に
は
、

そ
の
権
限
の
内
容
、
換
言
す
れ
ば
そ
の
限
界
は
ど
こ
に
あ
る
か
は
、
条
約
の
国
際
法
上
の
締
結
権
の
行
使
形
態
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
項
を
改
め
て
検
討
し
た
い
。

（
四
）　

条
約
と
行
政

こ
れ
ま
で
、
わ
が
国
憲
法
学
界
で
は
、
条
約
制
定
は
立
法
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
と
一
般
に
考
え
ら
れ
て
き
た
（
26
）

。
そ
の
結
果
、
従

来
、
わ
が
国
憲
法
学
で
は
、
条
約
に
つ
い
て
、
そ
の
性
格
に
基
づ
く
分
類
を
行
う
と
い
う
例
が
、
管
見
の
限
り
で
は
、
存
在
し
な
い
。

し
か
し
、
上
記
大
平
三
原
則
は
一
体
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
憲
法
学
的
な
重
要
課
題
で
あ
る
。

か
つ
て
の
憲
法
教
科
書
で
は
、「
条
約
は
、
内
閣
が
、
国
会
の
承
認
を
経
て
、
締
結
し
、
天
皇
が
公
布
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
27
）

」
と

い
う
よ
う
に
、
そ
の
全
て
が
国
会
の
承
認
を
必
要
と
す
る
も
の
と
記
述
す
る
も
の
が
非
常
に
多
か
っ
た
。
し
か
し
、「
近
年
、
一
年
間
に

結
ば
れ
る
国
際
約
束
の
数
は
お
お
む
ね
三
〇
〇
件
程
度
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
う
ち
国
会
承
認
条
約
は
、
お
お
む
ね
二
〇
〜
三
〇
件
程
度
で

あ
る
（
28
）

。」
と
さ
れ
、
現
実
に
は
、
九
割
以
上
の
条
約
は
、
国
会
承
認
を
経
ず
に
成
立
し
て
い
る
状
況
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
多
く
の
教

（
一
一
一
五
）
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科
書
が
、
条
約
に
関
す
る
問
題
を
、
国
会
の
権
限
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
完
全
に
事
実
に
反
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
以
外
の
、
す
な
わ
ち
全
体
の
九
割
以
上
の
条
約
は
、
前
述
の
通
り
、
官
報
に
は
天
皇
の
公
布
で
は
な
く
、
外
務
省
告
示
と
い
う
形

で
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
多
く
は
、
交
換
公
文
（E

xchange of N
otes

）
や
交
換
書
簡
（E

xchange of L
etters

）
等
の
簡
略
形
式
で

締
結
さ
れ
る
。

先
に
掲
げ
た
条
約
の
定
義
は
、
私
見
も
含
め
、
非
常
に
広
い
も
の
で
あ
る
。
一
般
に
実
質
的
意
味
の
立
法
は
、
少
な
く
と
も
一
般
性
あ

る
法
規
範
で
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
と
い
う
点
で
、
わ
が
国
学
説
に
、
ほ
と
ん
ど
例
外
は
な
い
。
そ
の
事
を
前
提
と
す
る
場
合
、
一
般
性

を
要
件
に
掲
げ
て
い
な
い
条
約
概
念
は
、
当
然
に
実
質
的
意
味
の
立
法
だ
け
に
限
定
し
た
も
の
で
は
無
い
こ
と
は
、
肯
定
さ
れ
て
い
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。
個
別
具
体
的
な
内
容
の
条
約
は
、
行
政
の
消
極
的
定
義
に
照
ら
し
、
当
然
に
行
政
活
動
と
し
て
把
握
す
る
べ
き
で
あ
る
。

実
際
に
、
官
報
に
外
務
省
告
示
と
し
て
掲
記
さ
れ
て
い
る
条
約
を
見
る
と
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
、
特
定
の
事
業
等
に
対
す
る
、
具
体
的
な

援
助
を
定
め
た
も
の
と
い
う
点
で
、
明
ら
か
に
行
政
活
動
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
は
、
法
治
主
義
の
下
に
お
い
て
、
内
閣
が
国
会
の
定
め
た
法
律
や
予
算
に
し
た
が
っ
て
、
そ
の
行
政
処
分
を
行
う
場
合
の
国
際
版

で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
条
約
は
立
法
条
約
、
財
政
条
約
、
重
要
条
約
、
そ
し
て
行
政
条
約
に
分
類
す
る
こ
と
が

で
き
、
行
政
条
約
に
関
し
て
は
、
国
会
の
承
認
を
要
し
な
い
と
考
え
れ
ば
良
い
。

五　

国
会
に
よ
る
条
約
の
事
前
承
認
権
の
内
容
と
限
界

条
約
の
事
前
承
認
に
当
た
り
、
国
会
と
し
て
ど
の
よ
う
な
内
容
の
決
議
を
し
う
る
か
、
す
な
わ
ち
、
承
認
に
当
た
り
、
修
正
を
条
件
と

（
一
一
一
六
）
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す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
条
約
の
可
分
の
一
部
に
つ
い
て
だ
け
承
認
し
あ
る
い
は
否
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
よ
う
な
問
題
が
、

従
来
憲
法
学
説
的
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
。

こ
の
点
に
関
す
る
政
府
の
有
権
解
釈
は
、
国
会
に
よ
る
議
決
の
対
象
は
、
法
律
案
の
場
合
に
法
律
案
そ
れ
自
体
が
議
決
の
対
象
で
あ
る

の
と
異
な
り
、『
条
約
そ
れ
自
体
』
で
は
な
く
『
条
約
の
締
結
の
承
認
』
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
29
）

。

こ
の
有
権
解
釈
に
従
う
場
合
に
は
、
国
会
に
よ
る
承
認
は
、
先
に
挙
げ
た
学
説
の
中
で
は
否
認
権
説
を
採
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
な
が
ら
賛
成
で
き
な
い
。
そ
も
そ
も
、
現
在
の
民
主
的
統
制
説
の
基
礎
と
な
る
国
際
慣
行
は
、
第
二
次
大
戦
後
の
国
際
関
係

を
リ
ー
ド
し
た
米
国
の
影
響
が
大
き
い
。
米
国
の
場
合
に
は
、
憲
法
上
、
議
会
に
条
約
締
結
権
が
あ
る
以
上
、
そ
の
内
容
に
関
す
る
修
正

権
も
又
承
認
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
、
我
が
憲
法
の
採
る
責
任
内
閣
制
か
ら
も
こ
の
こ
と
は
肯
定
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

先
に
論
じ
た
と
お
り
、
国
会
に
よ
る
条
約
の
事
前
承
認
は
、
正
式
の
手
続
き
に
よ
る
条
約
に
お
い
て
は
、
普
通
は
、
批
准
を
必
要
と
す

る
場
合
に
お
い
て
可
能
で
あ
る
。

前
記
の
と
お
り
、
国
会
の
事
前
の
承
認
と
は
、
原
則
と
し
て
批
准
に
先
行
し
て
行
わ
れ
る
承
認
の
意
味
で
あ
る
こ
と
及
び
国
会
そ
の
も

の
に
は
対
外
的
な
権
限
は
な
い
こ
と
を
併
せ
考
え
る
と
、
国
会
が
、
条
約
の
承
認
に
当
た
り
有
す
る
権
限
は
、
当
然
に
、
本
国
政
府
が
条

約
を
批
准
す
る
に
当
た
っ
て
有
す
る
権
限
の
範
囲
内
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
な
る
。

条
約
の
批
准
に
当
た
り
、
本
国
政
府
が
有
す
る
権
限
に
つ
い
て
は
、
二
国
間
条
約
と
多
国
間
条
約
で
分
け
て
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
議
会
の
条
約
承
認
権
限
も
、
ま
た
、
そ
の
権
限
に
対
応
す
る
形
で
、
分
け
て
論
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ど
の
よ
う

な
点
で
分
か
れ
て
く
る
か
に
つ
い
て
以
下
に
説
明
し
た
い
。

（
一
一
一
七
）
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（
一
）　

二
国
間
条
約
に
お
け
る
議
会
の
条
件
付
き
承
認
決
議
等
の
効
力

二
つ
の
国
の
間
で
締
結
さ
れ
、
他
の
国
に
影
響
を
与
え
な
い
条
約
に
お
い
て
は
、
条
約
署
名
後
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
議
会
で
加
え
た
修
正

等
を
ど
の
限
度
で
受
け
入
れ
る
か
は
、
基
本
的
に
両
国
間
の
問
題
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
当
事
国
で
話
し
合
い
さ
え
付
け
ば
、
既
に
署
名

さ
れ
た
条
約
案
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
修
正
を
行
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
本
国
政
府
に
よ
る
批
准
を
条
件
と
し
た
の
は
、
そ

の
よ
う
な
修
正
が
あ
り
得
る
と
条
約
交
渉
担
当
者
が
考
え
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

そ
の
結
果
、
実
際
問
題
と
し
て
い
う
限
り
、
議
会
と
し
て
も
、
条
約
の
承
認
に
当
た
り
、
ど
の
よ
う
な
修
正
要
求
を
行
う
こ
と
も
基
本

的
に
可
能
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、
法
律
の
よ
う
な
国
内
法
の
場
合
と
異
な
り
、
相
手
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
し
た
修

正
要
求
が
常
に
実
現
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
相
手
方
が
そ
の
修
正
を
拒
否
す
れ
ば
、
結
局
、
条
件
付
き
修
正
決
議
は
、
承
認
拒
否
と
同
じ

意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
条
約
の
個
々
の
条
項
な
い
し
そ
の
中
の
特
定
の
文
言
は
、
そ
れ
単
独
で
存
在
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
条
約
全
体
に
お
け
る

両
国
の
互
譲
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
特
定
の
条
項
や
文
言
に
お
い
て
、
相
手
国
の
さ
ら
な
る
譲
歩
を
要
求
す

る
場
合
、
通
常
は
他
の
条
項
等
に
お
け
る
自
国
の
譲
歩
を
必
要
と
す
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
再
交
渉
の
結
果
、
当
該
部

分
に
つ
い
て
は
議
会
の
要
求
通
り
の
文
言
の
修
正
が
行
わ
れ
た
場
合
に
も
、
そ
れ
に
伴
う
新
規
の
譲
歩
に
つ
い
て
承
認
す
る
か
否
か
は
、

再
び
議
会
の
問
題
と
な
る
。
結
局
、
過
去
の
条
件
付
き
承
認
は
効
力
を
失
う
こ
と
に
な
る
か
ら
、
そ
れ
も
ま
た
承
認
拒
否
と
同
じ
こ
と
に

な
る
。

し
た
が
っ
て
、
一
般
的
に
い
う
な
ら
ば
、
修
正
条
件
付
き
の
承
認
決
議
は
、
内
閣
に
再
交
渉
を
命
じ
た
点
に
若
干
の
相
違
が
あ
る
も
の

の
、
条
約
の
承
認
拒
否
と
基
本
的
に
同
視
す
る
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
結
果
修
正
さ
れ
た
条
約
文
言
が
、
文
字
通
り
当
初
の
修
正
決

（
一
一
一
八
）
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議
の
範
囲
内
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
場
合
に
は
、
既
往
の
修
正
条
件
付
き
承
認
決
議
は
文
字
通
り
有
効
な
も
の
と
な
り
、
再
度
の
国
会
決
議

を
不
要
と
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

条
約
の
可
分
の
一
部
だ
け
を
承
認
し
、
あ
る
い
は
否
認
す
る
決
議
は
有
効
、
と
一
般
に
説
か
れ
る
。
し
か
し
、
一
体
的
に
交
渉
さ
れ
た

条
約
の
場
合
、
両
国
の
互
譲
は
、
そ
の
全
体
で
行
わ
れ
て
い
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
通
常
の
国
内
法
と
同
様
の
視
点
か
ら
、

形
式
的
に
可
分
か
否
か
に
よ
り
、
結
果
が
異
な
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
交
渉
に
当
た
っ
て
、
両
国
の
代
表
者
が
一
体
的

な
も
の
と
理
解
し
て
い
た
か
否
か
が
、
そ
う
し
た
部
分
的
承
認
決
議
の
効
力
を
決
定
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
前
述
の
修
正
付

き
承
認
決
議
と
同
様
に
、
結
果
的
に
相
手
国
が
そ
う
し
た
部
分
承
認
を
受
諾
す
れ
ば
、
そ
の
承
認
決
議
は
有
効
で
あ
り
、
拒
否
す
れ
ば
、

結
局
不
承
認
決
議
と
同
視
す
る
べ
き
こ
と
と
な
る
。

（
二
）　

多
国
間
条
約
に
お
け
る
議
会
の
条
件
付
き
承
認
決
議
等
の
効
力

多
数
の
国
が
一
つ
の
条
約
制
定
手
続
き
に
参
画
し
、
締
結
す
る
場
合
が
近
時
は
非
常
に
増
加
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
多
国
間
条
約
の
場

合
に
は
、
条
約
本
文
は
、
既
に
多
国
間
の
協
議
に
よ
り
成
立
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
文
言
の
修
正
要
求
は
、
本
国
政
府
と
い
え
ど
も
行
う

こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
国
会
が
修
正
要
求
付
き
の
承
認
決
議
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
単
純
に
否
認
の
効
果
を
発
生
す
る
こ
と

に
な
る
。
た
だ
し
、
そ
の
修
正
要
求
が
、
条
約
の
文
言
の
解
釈
と
し
て
実
現
し
う
る
範
囲
内
で
あ
れ
ば
、「
解
釈
宣
言
」
と
い
う
手
法
に

よ
り
対
応
す
る
余
地
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
条
約
の
特
定
の
文
言
に
つ
い
て
、
批
准
に
当
た
っ
て
、
そ
の
意
味
を
特
定
す
る
解
釈
を
一
方
的

に
行
う
こ
と
を
い
う
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
宣
言
は
、
他
の
条
約
批
准
国
か
ら
異
議
が
出
な
い
限
り
有
効
と
国
際
法
上
、
一
般
に
理
解
さ
れ

て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
条
約
の
可
分
の
一
部
に
つ
い
て
は
承
認
を
拒
絶
し
、
あ
る
い
は
拘
束
さ
れ
る
こ
と
を
拒
否
し
て
、
残
部
に
つ
い
て
の

（
一
一
一
九
）
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み
行
う
承
認
決
議
に
つ
い
て
は
、
事
情
が
異
な
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
従
来
、
国
際
慣
習
法
的
に
様
々
な
取
り
扱
い
方
法
が
生
ま
れ
て
き

て
い
る
が
、
今
日
で
は
条
約
法
条
約
が
立
法
的
に
解
決
し
て
い
る
点
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
判
断
す
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
条
約
法
条
約
に
は
、「
留
保
」
と
い
う
手
法
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。

留
保
と
は
、「
国
が
、
条
約
の
特
定
の
規
定
の
自
国
へ
の
適
用
上
そ
の
法
的
効
果
を
排
除
し
又
は
変
更
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
、
条
約

へ
の
署
名
、
条
約
の
批
准
、
受
諾
若
し
く
は
承
認
又
は
条
約
へ
の
加
入
の
際
に
単
独
に
行
う
声
明｣

を
い
う
（
条
約
法
条
約
二
条
一
項
ｄ
）。

留
保
は
、
原
則
と
し
て
有
効
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
議
会
も
ま
た
、
留
保
が
可
能
な
条
約
に
つ
い
て
は
、
条
約
の
可
分
の
一
部
に
つ
い

て
の
み
不
承
認
と
す
る
議
決
を
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
政
府
は
、
そ
の
部
分
に
つ
い
て
留
保
を
行
い
つ
つ
批
准
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
条
約
が
当
該
留
保
を
付
す
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
場
合
及
び
そ
の
よ
う
な
留
保
を
付
す
る
場
合
が
条
約
の
趣

旨
及
び
目
的
と
両
立
し
な
い
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
も
ち
ろ
ん
留
保
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
（
同
一
九
条
）。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ

う
な
条
約
に
関
す
る
議
会
の
留
保
条
件
付
き
議
決
も
ま
た
効
力
を
持
た
な
い
。
そ
の
場
合
、
条
約
全
体
の
否
決
と
み
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

ま
た
、
実
務
上
行
わ
れ
る
手
法
と
し
て
「
選
択｣
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
多
国
間
条
約
が
、
よ
り
多
く
の
国
か
ら
批
准
さ
れ
る
よ
う
に
、

国
に
よ
っ
て
は
異
論
の
あ
り
得
る
問
題
に
つ
い
て
、
本
来
な
ら
ば
一
体
的
に
制
定
さ
れ
る
べ
き
条
約
の
一
部
を
、
独
立
の
条
約
と
し
て
お

く
、
と
い
う
手
法
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
当
然
に
可
分
的
な
批
准
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、
議
会
の
承
認
に
当
た
っ
て
も
特
定

条
約
だ
け
に
関
す
る
承
認
が
可
能
で
あ
る
。

（
一
一
二
〇
）
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六　

国
会
の
事
後
承
認
権
の
内
容
と
限
界

正
式
の
条
約
で
も
、
批
准
が
留
保
さ
れ
て
お
ら
ず
、
署
名
即
発
効
と
な
っ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
若
し
く
は
公
文
や
書
簡
等
の
簡

略
形
式
の
条
約
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
法
律
事
項
、
財
政
事
項
な
い
し
政
治
的
に
重
要
な
条
約
に
つ
い
て
は
、
国

会
が
承
認
す
る
こ
と
が
、
憲
法
七
三
条
但
し
書
き
の
要
求
で
あ
る
と
解
せ
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
国
会
は
事
後
承
認
を
せ
ざ
る
を
得

な
い
。
事
後
承
認
の
場
合
に
は
、
国
会
の
修
正
決
議
は
、
そ
れ
を
有
効
と
す
る
手
段
が
な
い
た
め
、
単
純
に
承
認
を
拒
絶
し
た
場
合
と
理

解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

国
会
の
承
認
が
得
ら
れ
な
い
条
約
の
効
力
は
、
わ
が
国
憲
法
の
下
に
お
い
て
は
、
違
憲
の
条
約
の
一
種
と
な
る
。

条
約
が
有
効
に
成
立
し
た
後
、
事
後
に
国
会
が
そ
れ
を
否
決
し
た
場
合
の
効
果
に
つ
い
て
は
、
従
来
有
効
説
、
無
効
説
、
及
び
折
衷
説

な
ど
が
対
立
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
は
、
国
家
相
互
の
緊
密
な
結
び
つ
き
が
生
じ
て
い
る
今
日
の
国
際
社
会
に
お
い
て
は
、
国

内
の
議
論
に
任
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
国
連
は
早
く
か
ら
こ
の
点
に
つ
い
て
研
究
を
重
ね
、
条
約
法
条
約
と
い
う
形
で
成
文

法
化
し
た
。
わ
が
国
も
批
准
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
今
日
で
は
、
そ
の
解
釈
論
と
い
う
形
で
議
論
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

具
体
的
に
は
そ
の
四
六
条
で
立
法
的
な
解
決
が
な
さ
れ
た
か
ら
、
憲
法
解
釈
に
当
た
っ
て
学
説
を
論
ず
る
余
地
は
も
は
や
な
く
な
っ
た
。

す
な
わ
ち
、

「
第
一
項　

い
ず
れ
の
国
も
、
条
約
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
同
意
が
条
約
を
締
結
す
る
権
能
に
関
す
る
国
内
法
の
規
定

に
違
反
し
て
表
明
さ
れ
た
と
い
う
事
実
を
、
当
該
同
意
を
無
効
に
す
る
根
拠
と
し
て
援
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
違
反

が
明
白
で
あ
り
、
か
つ
、
基
本
的
な
重
要
性
を
有
す
る
国
内
法
の
規
則
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

（
一
一
二
一
）
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第
二
項　

違
反
は
、
条
約
の
締
結
に
関
し
通
常
の
慣
行
に
従
い
か
つ
誠
実
に
行
動
す
る
い
ず
れ
の
国
に
と
っ
て
も
客
観
的
に
明
ら

か
で
あ
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
明
白
で
あ
る
と
さ
れ
る
。」

わ
が
国
憲
法
学
に
お
い
て
は
、
国
際
法
と
国
内
法
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
一
元
説
と
二
元
説
の
対
立
が
あ
っ
た
。
一
元
説
は
、

国
際
法
秩
序
の
下
位
法
と
し
て
国
内
法
を
把
握
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
二
元
説
は
国
際
法
と
国
内
法
と
が
相
互
に
無
関
係
の
も
の
と
す

る
。
こ
れ
が
問
題
と
な
る
の
は
、
特
に
、
条
約
が
有
効
に
成
立
し
た
後
、
事
後
に
国
会
が
そ
れ
を
否
決
し
た
場
合
の
効
果
に
つ
い
て
で
あ

る
。
一
元
説
に
立
て
ば
、
そ
れ
は
問
題
な
く
有
効
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
他
方
、
二
元
説
に
立
て
ば
、
国
内
法
的
に
は
憲
法
の
要
求
す
る

有
効
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
過
去
に
遡
っ
て
無
効
に
な
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
国
際
的
に
は
そ

う
し
た
条
約
で
あ
っ
て
も
、
誠
実
な
遵
守
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
条
約
法
条
約
の
存
在
す
る
今
日
に
お
い
て
は
、
問
題
は
、
わ
が
国
憲
法
が
条
約
優
位
説
を
採
っ
て
い
る
か
憲
法
優
位
説
を

採
っ
て
い
る
か
と
か
、
一
元
説
と
二
元
説
の
い
ず
れ
を
と
っ
て
い
る
か
、
と
い
う
点
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
わ
が
国
憲
法
が
い
う
国
会
の

事
後
承
認
が
、
一
般
に
条
約
法
条
約
四
六
条
が
要
求
し
て
い
る
二
つ
の
条
件
を
具
備
し
て
い
る
と
い
え
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
あ
る
。

肯
定
さ
れ
れ
ば
憲
法
が
国
際
的
に
も
優
位
す
る
事
に
な
り
、
い
ず
れ
か
一
方
だ
け
で
も
否
定
さ
れ
れ
ば
、
国
際
的
に
は
条
約
が
優
位
す
る

事
に
な
る
。

国
会
の
承
認
が
条
約
の
成
立
要
件
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
憲
法
そ
の
も
の
の
規
定
だ
か
ら
、「
基
本
的
重
要
性
を
有
す
る
国
内
法
の

規
則
に
係
る
も
の
」
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
今
一
つ
の
「
違
反
が
明
白
」
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
四
六
条
二
項
が
更
に
詳
し
い

解
釈
基
準
を
与
え
て
い
る
。
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
現
行
憲
法
の
有
権
解
釈
と
し
て
、
狭
義
の
条
約
に
限
定
し
て
さ
え
も
、
す
べ
て
の
条

約
が
国
会
の
承
認
を
必
要
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
承
認
の
必
要
性
の
有
無
は
国
内
法
の
解
釈
な
い
し
予
算
の
配
賦
の
有
無
に

（
一
一
二
二
）
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か
か
っ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
は
「
条
約
の
締
結
に
関
し
通
常
の
慣
行
に
従
い
か
つ
誠
実
に
行
動
す
る
い
ず
れ
の
国
に
と
っ
て
も
客
観
的

に
明
ら
か
で
あ
る
」
事
実
と
は
い
え
な
い
と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
条
約
の
制
定
手
続
き
の
憲
法
違
反
と
い
う
瑕
疵
を
根
拠
に
、
そ
の

対
外
的
無
効
を
主
張
す
る
こ
と
は
、
通
常
は
困
難
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
原
則
論
的
に
い
え
ば
、
国
際
法
的
側
面
に
関
す
る
限

り
、
条
約
優
位
説
に
し
た
が
っ
て
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
い
う
と
、
解
釈
法
学
的
に
は
、
国
会
の
事
後
に
お
け
る
条
約
承
認
の
拒
否
は
、
意
味
の
な
い
行
為
と
い
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
予
備
費
の
支
出
に
対
す
る
事
後
の
承
認
拒
否
決
議
が
、
法
的
に
意
味
が
な
い
の
と
同
様
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
。こ

う
し
た
状
態
を
打
破
す
る
た
め
に
、
交
渉
当
事
者
は
、
憲
法
上
の
義
務
と
し
て
、
条
約
交
渉
の
過
程
に
お
い
て
、
最
狭
義
の
条
約
に

属
す
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
事
前
に
、
時
宜
に
よ
っ
て
は
事
後
に
、
国
会
の
承
認
を
得
る
必
要
の
あ
る
こ
と
を
相
手
方
に
告
知
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
告
知
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
国
会
の
事
後
承
認
が
得
ら
れ
な
い
場
合
に
は
条
約
と
し

て
憲
法
上
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
が
、
相
手
国
に
と
っ
て
も
客
観
的
に
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
わ
が
国
と
し
て
、
そ
の
違
憲
性

に
基
づ
く
無
効
を
対
外
的
に
主
張
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

七　

内
容
が
憲
法
に
違
反
し
て
い
る
条
約
に
つ
い
て

憲
法
の
規
定
に
実
質
的
に
違
反
し
て
い
る
条
約
の
無
効
に
つ
い
て
は
、
条
約
法
条
約
は
明
確
な
制
限
を
お
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
二
七

条
に
依
れ
ば
、

（
一
一
二
三
）
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「
当
事
国
は
、
条
約
の
不
履
行
を
正
当
化
す
る
根
拠
と
し
て
自
国
の
国
内
法
を
援
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。」

と
さ
れ
る
。
憲
法
も
国
内
法
の
一
環
で
あ
る
か
ら
、
同
条
約
を
批
准
し
た
以
上
、
わ
が
国
が
締
結
し
た
条
約
が
、
内
容
的
に
違
憲
で
あ
る

こ
と
か
ら
無
効
を
対
外
的
に
主
張
す
る
こ
と
も
ま
た
、
禁
止
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
憲
法
に
劣
後
し
、
そ
の
結
果
憲
法
の
授
権
に
よ
り
締
結
さ
れ
る
条
約
で
あ
っ
て
も
、
対
外
的
に
は
無
条
件
で
条
約
が
優

位
す
る
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
対
内
的
関
係
に
お
い
て
は
、
し
か
し
、
憲
法
の
優
位
性
か
ら
、
無
効
と
解
釈
す
べ
き
こ
と

に
な
る
。
要
す
る
に
、
基
本
と
し
て
は
二
元
説
的
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
結
果
、
内
閣
は
早
期
に
条
約
改
定
交
渉
を
行
う
法
的
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
る
。

八　

憲
法
と
条
約
の
優
劣

条
約
法
条
約
が
ど
う
規
定
し
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
、
条
約
と
憲
法
の
関
係
が
決
ま
る
と
い
う
、
こ
こ
ま
で
に
し
て
き
た
説
明
は
、

条
約
法
条
約
が
超
憲
法
的
な
効
力
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
前
提
の
下
で
な
い
と
成
立
し
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
わ
が
国
憲
法
学
界
に
は
、
伝
統
的
に
憲
法
と
条
約
の
優
劣
と
い
う
議
論
が
存
在
す
る
。
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
、
こ
の
対
立

に
関
し
て
は
、
憲
法
優
位
説
が
通
説
で
あ
ろ
う
。
こ
の
説
に
従
っ
た
場
合
に
は
、
そ
も
そ
も
あ
ら
ゆ
る
条
約
が
憲
法
に
劣
後
す
る
の
で
あ

る
か
ら
、
条
約
法
条
約
が
超
憲
法
的
な
条
約
で
あ
る
と
い
う
説
明
は
、
ナ
ン
セ
ン
ス
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
も
そ
も
こ
の
憲
法
優
位
説
な
る
学
説
は
、
世
界
に
お
け
る
現
実
の
憲
法
や
条
約
を
無
視
し
た
議
論
で
あ
る
か
ら
、
今
日
で

は
言
及
す
る
の
は
不
適
切
で
あ
る
と
考
え
る
。

（
一
一
二
四
）
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さ
ら
に
基
本
的
な
部
分
か
ら
い
え
ば
、
条
約
は
、
上
述
の
と
お
り
、
き
わ
め
て
幅
広
い
概
念
で
あ
る
か
ら
、
法
段
階
説
的
に
見
た
場
合

に
も
、
単
純
に
一
つ
の
分
類
の
中
で
理
解
す
る
の
は
適
当
で
は
な
い
。

簡
単
に
言
う
と
、
条
約
は
大
き
く
三
つ
に
分
類
で
き
る
。

①　

憲
法
よ
り
も
上
位
の
条
約
、

②　

憲
法
よ
り
も
下
位
だ
が
法
律
よ
り
は
上
位
の
条
約
、

③　

法
律
よ
り
も
下
位
の
条
約
、

で
あ
る
。
以
下
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
分
説
し
た
い
。

1　

憲
法
よ
り
も
上
位
の
条
約

憲
法
よ
り
も
上
位
、
す
な
わ
ち
、
超
憲
法
的
条
約
と
い
う
の
は
、
一
般
に
、
そ
の
国
の
存
立
の
基
礎
を
作
り
出
し
て
い
る
条
約
に
お
い

て
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
欧
州
に
お
け
る
今
日
の
国
境
線
の
原
型
を
作
り
出
し
た
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
条
約
、
同
じ
く
今
日
の
国
際
秩

序
の
原
型
を
作
り
出
し
た
ベ
ル
サ
イ
ユ
条
約
な
ど
が
そ
の
典
型
で
あ
る
。

現
在
の
わ
が
国
に
関
し
て
言
え
ば
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
は
、
こ
の
範
疇
で
理
解
す
べ
き
端
的
な
例
で
あ
ろ
う
。
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
に
基
づ
く

占
領
下
に
お
い
て
、
同
宣
言
が
明
治
憲
法
や
現
行
憲
法
に
優
位
す
る
効
力
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
、
何
人
も
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か

ら
で
あ
る
。

現
在
と
い
う
平
和
な
時
点
で
制
定
さ
れ
た
、
超
憲
法
的
効
力
を
持
つ
条
約
と
し
て
も
っ
と
も
名
高
い
の
は
、
Ｅ
Ｕ
基
本
条
約
（
マ
ー
ス

ト
リ
ヒ
ト
条
約
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
条
約
、
リ
ス
ボ
ン
条
約
等
）
で
あ
る
。

わ
が
国
に
関
し
て
言
う
な
ら
ば
、
超
憲
法
的
効
力
を
持
つ
法
規
の
典
型
は
、
憲
法
九
八
条
二
項
の
言
う
「
確
立
さ
れ
た
国
際
法
規
」
で

（
一
一
二
五
）
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あ
る
。
国
際
慣
習
法
は
、
一
般
に
憲
法
よ
り
も
上
位
に
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
例
え
ば
わ
が
国
内
の
外
国
公
館
の
治
外
法
権
や
外
交
官
特
権

な
ど
は
、
い
ず
れ
も
憲
法
一
四
条
違
反
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
効
力
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
国
際
慣
習
法
が

憲
法
よ
り
も
優
越
す
る
、
と
い
う
以
外
の
論
理
で
説
明
で
き
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
な
お
、
今
日
で
は
、
こ
の
国
際
慣
習
法
は
、
成
文
法

化
さ
れ
、
外
交
条
約
や
領
事
条
約
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
、
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
超
憲
法
的
条
約
の
存
在
を
承
認
す
る
と
、
条
約
改
正
手
続
と
い
う
簡
略
な
方
法
で
憲
法
改
正
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、

不
当
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
が
、
従
来
か
ら
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
疑
問
に
対
す
る
答
は
簡
単
で
、
そ
の
と
お
り
、
し
た
が
っ
て
、

超
憲
法
的
な
条
約
を
、
通
常
の
条
約
締
結
手
続
で
行
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
一
つ
は
、
わ
が
国
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
に
代
表
さ
れ
る
と
お
り
、
敗
戦
と
い
う
憲
法
の
予
想
し
て
い
な
い
異
常
事
態
の
中
で
、
超
憲
法

的
な
手
続
で
締
結
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
そ
う
い
う
異
常
事
態
の
終
結
を
定
め
る
条
約
も
そ
の
類
型
と
い
え
る
。
ウ
ェ
ス
ト

フ
ァ
リ
ア
条
約
や
ベ
ル
サ
イ
ユ
条
約
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
な
ど
が
そ
の
範
疇
に
属
す
る
。

そ
の
よ
う
な
異
常
事
態
に
は
な
い
、
平
時
に
お
け
る
超
憲
法
条
約
は
、
原
則
と
し
て
憲
法
改
正
手
続
き
を
と
る
か
、
憲
法
自
身
の
事
前

の
委
任
規
定
が
な
い
限
り
、
締
結
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

超
憲
法
的
効
力
を
持
つ
条
約
の
締
結
に
当
た
っ
て
、
憲
法
改
正
手
続
を
取
る
と
い
う
方
法
の
有
名
な
例
と
し
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
マ
ー

ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
の
批
准
時
の
手
続
が
あ
る
。
同
国
は
、
ま
ず
条
約
を
締
結
し
た
上
で
、
憲
法
院
の
審
査
で
、
現
行
憲
法
に
照
ら
し
、
ど

の
よ
う
な
点
に
違
憲
性
が
あ
る
か
を
確
定
し
、
憲
法
改
正
の
手
続
き
を
と
っ
た
の
で
あ
る
（
30
）

。

今
ひ
と
つ
の
方
法
、
す
な
わ
ち
、
事
前
に
憲
法
改
正
を
行
う
こ
と
で
、
超
憲
法
的
な
条
約
締
結
権
を
政
府
に
与
え
る
方
法
の
代
表
例
が
、

マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
締
結
時
の
ド
イ
ツ
に
見
ら
れ
る
。
ド
イ
ツ
の
場
合
に
は
、
条
約
批
准
に
先
行
し
て
、
ド
イ
ツ
憲
法
（
基
本
法
）

（
一
一
二
六
）
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二
三
条
に
、
そ
の
授
権
規
定
を
予
め
お
い
た
の
で
あ
る
（
31
）

。

わ
が
国
が
、
通
常
の
条
約
締
結
手
続
で
、
条
約
法
条
約
の
よ
う
な
超
憲
法
的
効
力
を
有
す
る
条
約
を
締
結
し
う
る
の
は
、
憲
法
九
八
条

二
項
が
、
国
際
協
調
と
い
う
目
的
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
れ
を
認
め
て
い
る
か
ら
だ
、
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2　

憲
法
と
法
律
の
中
間
に
位
置
す
る
条
約

こ
れ
は
、
標
準
的
な
条
約
、
す
な
わ
ち
憲
法
七
三
条
三
号
但
書
及
び
六
一
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
事
前
に
、
時
宜
に
よ
っ
て
は

事
後
に
国
会
の
承
認
が
必
要
な
条
約
の
こ
と
で
あ
る
。
内
容
に
つ
い
て
は
前
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

3　

法
律
よ
り
も
下
位
の
条
約

国
会
の
承
認
が
不
要
な
条
約
が
存
在
す
る
理
由
は
、
そ
れ
が
既
に
民
主
的
統
制
下
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
法
律
や
予
算

よ
り
下
位
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
行
政
条
約
の
範
疇
は
、
こ
れ
に
属
す
る
事
に
な
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
行
政
条
約
で

あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
理
由
に
、
国
会
の
承
認
が
不
要
と
さ
れ
た
条
約
の
運
用
に
当
た
り
、
既
存
の
法
律
に
抵
触
す
る
解
釈
を
採
用
す
る

こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
な
条
約
の
三
類
型
は
、
事
実
の
問
題
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
無
視
し
て
観
念
論
的
に
、
憲
法
と
条

約
の
優
劣
を
一
般
論
と
し
て
議
論
す
る
の
は
無
意
味
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
と
思
う
。

（
一
一
二
七
）
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﹇
お
わ
り
に
﹈

条
約
に
関
し
て
は
、
今
一
つ
、
司
法
審
査
と
の
関
係
と
い
う
重
大
な
問
題
が
あ
る
。
し
か
し
、
紙
幅
の
関
係
か
ら
、
本
稿
で
そ
の
問
題

を
論
じ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
他
の
機
会
に
譲
る
こ
と
と
し
た
い
。

（
1
） 

拙
稿
「
憲
法
に
お
け
る
条
約
の
多
義
性
と
そ
の
法
的
性
格
」
日
本
大
学
司
法
研
究
所
刊
『
司
法
研
究
所
紀
要
』
第
八
巻
一
頁
以
下
（
一
九
九
七

年
三
月
一
五
日
刊
行
）。

（
2
） 

多
く
の
論
者
は
、
条
約
の
問
題
を
国
会
の
章
で
取
り
上
げ
て
い
る
。
例
え
ば
、
芦
部
信
喜
『
憲
法
』
第
六
版
岩
波
書
店
二
〇
一
五
年
刊
三
一
三

頁
。
佐
藤
幸
治
『
日
本
国
憲
法
論
』
成
文
堂
二
〇
一
一
年
刊
四
五
五
頁
。
渋
谷
秀
樹
『
憲
法
』
第
二
版
有
斐
閣
二
〇
一
三
年
刊
五
一
二
頁
、
浦
部
法

穂
『
全
訂
憲
法
学
教
室
』
日
本
評
論
社
二
〇
〇
四
年
刊
五
三
九
頁
、
吉
田
善
明
『
日
本
国
憲
法
論
』
第
三
版
三
省
堂
二
〇
〇
三
年
刊
一
四
九
頁
、
杉

原
泰
雄
『
憲
法
Ⅱ　

統
治
の
機
構
』
有
斐
閣
一
九
八
九
年
刊
二
三
六
頁
等
が
あ
る
（
複
数
の
箇
所
で
取
り
上
げ
て
い
る
場
合
に
は
、
条
約
の
定
義
を

書
い
て
い
る
章
を
紹
介
し
た
。）。

（
3
） 

内
閣
の
章
で
条
約
を
取
り
上
げ
て
い
る
者
も
少
な
か
ら
ず
い
る
。
例
え
ば
、
長
谷
部
恭
男
『
憲
法
』
第
六
版
新
世
社
二
〇
一
四
年
刊
三
八
七
頁
、

辻
村
み
よ
子
『
憲
法
』
第
四
版
日
本
評
論
社
二
〇
一
二
年
刊
四
三
二
頁
、
高
橋
和
之
『
立
憲
主
義
と
日
本
国
憲
法
』
第
三
版
有
斐
閣
二
〇
一
三
年
刊

三
六
二
頁
、
松
井
茂
記
『
日
本
国
憲
法
』
第
二
版
有
斐
閣
二
〇
〇
二
年
刊
一
七
八
頁
、
樋
口
陽
一
『
憲
法
Ⅰ
』
青
林
書
院
一
九
九
八
年
刊
三
二
九
頁

等
が
あ
る
。

（
4
） 

清
宮
四
郎
『
憲
法
Ⅰ　

統
治
の
機
構
』
第
三
版
有
斐
閣
法
律
学
全
集
一
九
七
九
年
刊
四
三
九
頁
。

（
5
） 

伊
藤
正
巳
『
憲
法
』
第
三
版
弘
文
堂
一
九
九
五
年
刊
六
八
四
頁
。

（
6
） 

阪
本
昌
成
『
憲
法
理
論　

Ⅰ
』
補
訂
第
三
版
成
文
堂
二
〇
〇
〇
年
刊
九
一
頁
。

（
一
一
二
八
）
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（
7
） 

阪
本
・
注（
6
）前
掲
書
二
八
六
頁
。

（
8
） 

松
井
茂
記
・
注（
3
）前
掲
書
一
七
九
頁
よ
り
引
用
。
ほ
ぼ
同
様
の
定
義
と
し
て
辻
村
み
よ
子
等
。

（
9
） 
清
宮
四
郎
・
注（
4
）前
掲
書
四
三
九
頁
よ
り
引
用
。
ほ
ぼ
同
様
の
定
義
と
し
て
、
芦
部
信
喜
、
長
谷
部
恭
男
、
松
井
茂
記
、
吉
田
善
明
、
杉
原

泰
雄
、
伊
藤
正
巳
等
。

（
10
） 

佐
藤
幸
治
・
注（
2
）前
掲
書
四
五
五
頁
よ
り
引
用
。

（
11
） 

樋
口
陽
一
は
「
条
約
と
は
、
国
際
法
上
の
権
利
・
義
務
関
係
の
設
定
・
変
更
に
関
す
る
文
書
に
よ
る
国
家
間
の
法
的
合
意
を
指
」
す
と
し
て
、

ほ
ぼ
佐
藤
と
同
様
の
定
義
を
採
用
し
て
い
る
（
樋
口
・
注（
3
）前
掲
書
三
二
九
頁
よ
り
引
用
）。

（
12
） 

阪
本
・
注（
6
）前
掲
書
九
一
頁
よ
り
引
用
。

（
13
） 

渋
谷
・
注（
2
）前
掲
書
五
一
二
頁
よ
り
引
用
。

（
14
） 

こ
の
日
中
共
同
声
明
が
、
条
約
と
言
え
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
争
わ
れ
た
訴
訟
が
あ
る
。
西
松
建
設
強
制
連
行
訴
訟
に
お
い
て
、
最
高
裁
判
所

は
「
日
中
共
同
声
明
は
、
平
和
条
約
の
実
質
を
有
す
る
」
と
述
べ
た
（
平
成
一
九
年
四
月
二
七
日
第
二
小
法
廷
判
決
＝
民
集
第
六
一
巻
三
号

一
一
八
八
頁
）。

（
15
） 

清
宮
・
注（
4
）前
掲
書
四
四
九
頁
よ
り
引
用
。

（
16
） 

北
海
大
陸
棚
事
件
（
国
際
司
法
裁
判
所
（
Ｉ
Ｃ
Ｊ
）
一
九
六
七
年
二
月
二
〇
日
付
託
、
一
九
六
九
年
二
月
二
〇
日
判
決
）：
国
連
海
洋
法
条
約

は
、
隣
接
す
る
か
ま
た
は
向
か
い
合
う
二
国
間
の
大
陸
棚
や
Ｅ
Ｅ
Ｚ
の
境
界
に
つ
い
て
は
、
衡
平
の
原
則
に
従
い
、
あ
ら
ゆ
る
事
情
を
考
慮
し
て
当

事
国
の
合
意
に
よ
っ
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
し
て
い
る
だ
け
で
、
具
体
的
な
方
法
を
定
め
て
い
な
い
が
、
大
陸
棚
条
約
六
条
は
等
距
離

原
則
を
定
め
て
い
る
。
そ
こ
で
、
北
海
の
大
陸
棚
の
境
界
に
関
し
、
デ
ン
マ
ー
ク
・
西
ド
イ
ツ
間
及
び
オ
ラ
ン
ダ
・
西
ド
イ
ツ
間
で
は
、
沿
岸
か
ら

一
定
の
沖
合
ま
で
の
部
分
的
な
境
界
線
が
等
距
離
原
則
に
し
た
が
っ
て
二
国
間
条
約
が
締
結
さ
れ
た
が
、
そ
れ
よ
り
先
の
沖
合
に
お
け
る
境
界
に
つ

い
て
は
、
見
解
が
対
立
し
て
い
た
。

大
陸
棚
条
約
批
准
国
で
あ
る
デ
ン
マ
ー
ク
と
オ
ラ
ン
ダ
は
、
西
ド
イ
ツ
の
沖
合
の
海
域
に
等
距
離
方
式
に
基
づ
く
境
界
画
定
条
約
を
締
結
し
、
そ

の
有
効
性
を
西
ド
イ
ツ
に
対
し
て
も
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
大
陸
棚
条
約
を
批
准
し
て
い
な
い
西
ド
イ
ツ
は
、
条
約
の
有
効
性
を
否
定
し
た
た

（
一
一
二
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

一
八
八

め
、
事
件
は
Ｉ
Ｃ
Ｊ
に
付
託
さ
れ
た
。
Ｉ
Ｃ
Ｊ
は
判
決
の
中
で
、
条
約
成
立
後
「
短
期
間
で
あ
っ
て
も
、
全
利
害
関
係
国
を
含
む
、
非
常
に
広
範
な
、

代
表
的
な
参
加
が
あ
る
こ
と
」、
換
言
す
れ
ば
「
条
約
の
多
数
参
加
と
そ
の
代
表
性
」
の
要
件
が
満
た
さ
れ
れ
ば
、
短
期
間
で
も
慣
習
法
は
成
立
す

る
と
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
要
件
を
当
該
事
件
に
当
て
は
め
る
と
、
要
件
が
満
た
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
慣
習
法
と
し
て
成
立
し
て
い
な
い
こ
と
と

し
た
。

参
照
：
松
田
真
美
「
大
陸
棚
と
排
他
的
経
済
水
域
の
境
界
画
定
│
判
例
紹
介
判
」
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
二
〇
〇
五
・
七
、
四
二
頁
以
下
。
小
森
光
男

「
北
海
大
陸
棚
事
件
と
大
陸
棚
の
境
界
画
定
に
お
け
る
衡
平
概
念
」
栗
林
忠
男
外
編
『
海
洋
法
の
主
要
事
例
と
そ
の
影
響
』
有
信
堂
高
文
社

二
〇
〇
七
年
刊
二
三
九
頁
以
下
。

（
17
） 

わ
が
国
に
お
い
て
は
、
オ
デ
コ
・
ニ
ホ
ン
・
Ｓ
Ａ
事
件
に
関
し
て
一
九
八
二
年
四
月
二
二
日
東
京
地
裁
判
決
（
行
集
三
五
巻
三
号
二
三
一
頁
、

判
時
一
〇
四
〇
号
一
一
頁
、
判
タ
四
八
〇
号
一
二
六
頁
）
が
あ
る
。
外
国
法
人
オ
デ
コ
（
以
下
Ｘ
）
は
日
本
企
業
Ａ
と
契
約
し
、
Ａ
社
が
鉱
業
権
を

有
す
る
日
本
の
領
海
外
に
あ
る
鉱
区
で
Ｘ
が
油
井
の
掘
削
作
業
等
を
行
う
こ
と
を
請
け
負
い
、
そ
の
代
金
を
得
た
。
法
人
税
法
に
よ
れ
ば
、
外
国
法

人
は
、
国
内
源
泉
所
得
を
有
す
る
場
合
の
み
法
人
税
を
納
め
る
義
務
が
あ
る
。
税
務
当
局
は
、
大
陸
棚
条
約
二
条
一
項
が
「
沿
岸
国
は
、
大
陸
棚
に

対
し
、
大
陸
棚
を
探
索
し
及
び
そ
の
天
然
資
源
を
開
発
す
る
た
め
の
主
権
的
な
権
利
を
行
使
す
る
」
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
大
陸
棚
条
約
を
批
准
し

て
い
な
い
日
本
も
国
際
慣
習
法
に
基
づ
き
大
陸
棚
に
つ
い
て
主
権
的
権
利
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
の
「
主
権
的
権
利
」
の
中
に
は
課
税
権
も

含
ま
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
Ｘ
の
本
件
掘
削
作
業
に
よ
る
所
得
は
法
人
税
法
に
い
う
国
内
源
泉
所
得
に
該
当
す
る
、
と
主
張
し
た
。
こ
の
事
件
に
お
い
て

東
京
地
方
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
述
べ
、
大
陸
棚
条
約
一
条
〜
三
条
は
、
既
に
国
際
慣
習
法
と
い
え
る
レ
ベ
ル
に
達
し
て
い
る
と
判
決
し
て
い
る
。

「
ト
ル
ー
マ
ン
宣
言
を
先
駆
と
す
る
各
国
の
大
陸
棚
に
対
す
る
権
益
主
張
や
国
連
国
際
法
委
員
会
に
お
け
る
審
議
を
通
じ
、
大
陸
棚
に
関
す
る
国

際
法
が
次
第
に
形
成
さ
れ
て
ゆ
き
、
国
連
海
洋
法
会
議
に
お
け
る
大
陸
棚
条
約
の
採
択
と
そ
の
後
の
国
際
慣
行
な
い
し
国
家
実
行
（
ち
な
み
に
、
ラ

フ
ス
判
事
は
、
国
際
司
法
裁
判
所
北
海
大
陸
棚
事
件
判
決
に
お
け
る
反
対
意
見
の
中
で
、
現
在
約
七
〇
か
国
が
大
陸
棚
区
域
の
探
索
及
び
開
発
に
従

事
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
と
述
べ
て
い
る
。）
は
、
大
陸
棚
条
約
一
条
な
い
し
三
条
の
中
に
織
り
込
ま
れ
た
大
陸
棚
制
度
の
基
本
理
念
を
、

慣
習
国
際
法
上
の
規
則
と
な
し
、
右
慣
習
国
際
法
の
存
在
は
、
国
際
司
法
裁
判
所
北
海
大
陸
棚
事
件
判
決
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。」

東
京
高
裁
の
控
訴
審
一
九
八
四
年
三
月
一
四
日
判
決
（
行
集
三
五
巻
三
号
二
三
一
頁
）
も
こ
れ
を
支
持
し
、
事
件
は
決
着
し
た
。

（
一
一
三
〇
）



条
約
再
論
（
甲
斐
）

一
八
九

（
18
） 

列
国
議
会
同
盟
規
程
に
つ
い
て
は
、
列
国
議
会
同
盟
の
サ
イ
ト
を
参
照
。

http://w
w
w
.ipu.org/strct-e/statutes-new

.htm
#1

（
19
） 
最
高
財
政
監
督
機
関
国
際
組
織
規
程
に
つ
い
て
は
、
次
のIN

T
O
S
A
I

の
サ
イ
ト
を
参
照
。

http://w
w
w
.intosai.org/about-us/statutes.htm

l

（
20
） 

芦
部
信
喜
「
条
約
の
締
結
と
国
会
の
承
認
権
」『
憲
法
と
議
会
政
』
東
京
大
学
出
版
会
一
九
七
一
年
刊
、
二
〇
五
頁
以
下
参
照
。

（
21
） 

阪
本
・
注（
6
）前
掲
書
二
八
九
頁
以
下
参
照
。

（
22
） 

阪
本
・
注（
6
）前
掲
書
二
九
一
頁
よ
り
引
用
。

（
23
） 

大
平
三
原
則
：
第
七
二
回
国
会
衆
議
院
外
務
委
員
会
議
録
第
五
号
二
頁
（
昭
和
四
九
年
（
一
九
七
四
年
）
二
月
二
〇
日
）。
浅
野
一
郎
他
監
修

『
憲
法
答
弁
集
一
九
四
七
〜
一
九
九
九
』
信
山
社
二
〇
〇
三
年
刊
四
一
四
頁
以
下
参
照
。

（
24
） 

ベ
ル
サ
イ
ユ
条
約
の
制
定
過
程
に
つ
い
て
は
、
次
の
書
を
参
照
。

成
瀬
治
他
編
『
世
界
歴
史
大
系　

ド
イ
ツ
史
三
』
第
二
版
山
川
出
版
社
二
〇
〇
四
年
刊
一
三
一
頁
以
下
。

（
25
） 

昭
和
二
三
年
政
令
第
二
○
一
号
違
反
教
唆
事
件
：
最
高
裁
昭
和
三
二
年
一
二
月
二
八
日
大
法
廷
判
決
（
刑
集　

第
一
一
巻
一
四
号
三
四
六
一

頁
）

（
26
） 

明
確
に
条
約
が
立
法
に
属
す
る
と
述
べ
て
い
る
書
と
し
て
は
、
旧
憲
法
下
の
条
約
に
関
し
、
美
濃
部
達
吉
『
憲
法
撮
要
』
有
斐
閣
昭
和
二
年
刊

四
六
四
頁
が
あ
る
。
現
行
憲
法
に
関
し
て
は
、
前
述
の
と
お
り
、
清
宮
四
郎
や
伊
藤
正
巳
が
明
確
に
立
法
と
し
て
い
る
。
そ
れ
以
外
で
は
、
管
見
の

限
り
で
は
明
確
に
そ
う
述
べ
て
い
る
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
多
く
の
書
が
、
立
法
の
一
形
式
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
と
、

考
え
て
い
る
。

（
27
） 

清
宮
・
注（
4
）前
掲
書
四
三
九
頁
よ
り
引
用
。
一
部
修
正
。

（
28
） 

中
内
康
夫
「
条
約
の
国
会
承
認
に
関
す
る
制
度
・
運
用
と
国
会
に
お
け
る
議
論
│
条
約
締
結
に
対
す
る
民
主
的
統
制
の
在
り
方
と
は
│
」
参
議

院
事
務
局
企
画
調
整
室
編
集
・
発
行
『
立
法
と
調
査
』2012.7 N

o.330

、
六
頁
よ
り
引
用
。

（
29
） 

第
三
四
回
国
会
衆
議
院
安
全
保
障
特
別
委
員
会
議
録
二
号
八
頁
（
昭
和
三
五
年
（
一
九
六
〇
年
）
二
月
一
九
日
）。
浅
野
一
郎
他
・
注（
23
）前

（
一
一
三
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

一
九
〇

掲
書
四
〇
九
頁
参
照
。

（
30
） 

マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
批
准
に
当
た
っ
て
の
フ
ラ
ン
ス
の
対
応
に
つ
い
て
は

安
江
則
子
「
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
と
フ
ラ
ン
ス
憲
法
の
改
正
」
日
本
Ｅ
Ｃ
学
会
年
報V

ol. 1993 

（1993

） N
o.13

、
九
四
頁
以
下
参
照
。

（
31
） 
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
批
准
に
当
た
っ
て
、
ド
イ
ツ
は
一
九
九
二
年
一
二
月
二
一
日
に
、
ボ
ン
基
本
法
の
第
三
八
次
改
正
を
行
っ
た
。
基
本
法

で
は
、
そ
の
制
定
時
か
ら
、「
連
邦
は
、
法
律
に
よ
り
、
高
権
的
権
利
を
国
際
機
関
に
委
譲
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」（
二
四
条
一
項
）
と
い
う
規
定

が
あ
っ
た
た
め
、
欧
州
統
合
と
の
関
係
で
基
本
法
改
正
が
問
題
と
な
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
。
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
に
関
し
て
も
、
当
初
は
Ｅ
Ｕ

諸
国
民
に
対
す
る
地
方
参
政
権
の
付
与
と
中
央
銀
行
の
権
限
委
譲
と
い
う
二
点
の
み
憲
法
改
正
を
す
る
予
定
で
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
は
、
基
本
的
に
一

院
制
で
、
主
権
の
委
譲
と
い
う
よ
う
な
外
交
問
題
は
、
連
邦
議
会
の
議
決
の
み
に
よ
っ
て
条
約
批
准
を
行
う
こ
と
が
で
き
、
州
政
府
の
代
表
機
関
で

あ
る
連
邦
参
議
院
の
同
意
を
要
し
な
い
。
し
か
し
、
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
の
場
合
、
そ
れ
が
発
効
す
る
と
、
州
は
、
財
政
、
教
育
、
文
化
、
環
境

政
策
な
ど
多
方
面
に
わ
た
り
、
多
く
の
権
限
を
失
う
こ
と
と
な
る
の
で
、
連
邦
参
議
院
の
関
与
を
認
め
な
い
こ
と
が
問
題
視
さ
れ
る
に
到
っ
た
。

そ
こ
で
、
前
記
二
点
の
外
に
、
欠
番
と
な
っ
て
い
た
基
本
法
二
三
条
を
利
用
し
て
、
Ｅ
Ｕ
の
た
め
の
諸
原
則
と
題
す
る
長
文
の
規
程
を
追
加
し
、

Ｅ
Ｕ
諸
機
関
に
権
限
を
委
譲
す
る
立
法
に
つ
い
て
は
、
連
邦
参
議
院
の
関
与
等
を
創
設
し
た
上
で
、
条
約
の
批
准
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

（
一
一
三
二
）



明
確
性
の
原
則
と
憲
法
三
一
条
（
設
楽
）

一
九
一

明
確
性
の
原
則
と
憲
法
三
一
条

設　
　

楽　
　

裕　
　

文

一　

序

二　

裁
判
例
に
み
る
明
確
性
の
原
則

三　

裁
判
例
の
分
析
・
評
価

四　

私
見
の
展
開

五　

結
語

一　

序

本
稿
は
、
徳
島
市
公
安
条
例
事
件
を
は
じ
め
と
す
る
七
つ
の
事
件
の
裁
判
例
を
素
材
と
し
て
、
そ
こ
に
あ
ら
わ
れ
た
〈
明
確
性
の
原

則
〉
の
考
え
に
検
討
を
加
え
、
私
見
を
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
。

論　

説

（
一
一
三
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

一
九
二

刑
罰
法
規
が
不
明
確
な
場
合
、
罪
刑
法
定
主
義
に
実
質
的
に
違
背
し
、
憲
法
的
に
は
憲
法
三
一
条
に
違
反
す
る
こ
と
か
ら
、
当
該
法
規

が
無
効
と
な
る
こ
と
は
、
刑
法
学
者
の
多
く
が
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
1
）

。
判
例
と
し
て
も
、
徳
島
市
公
安
条
例
事
件
上
告
審
判
決
が
一
定

の
基
準
を
示
し
て
お
り
、
以
来
、
刑
罰
法
規
が
不
明
確
で
あ
る
た
め
憲
法
三
一
条
に
違
反
す
る
旨
主
張
さ
れ
た
事
件
は
数
多
い
（
2
）

。
し
か

し
、
こ
の
よ
う
な
主
張
に
答
え
て
最
高
裁
の
法
廷
意
見
（
多
数
意
見
│
本
稿
に
お
い
て
は
、
判
決
・
決
定
が
使
用
し
て
い
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら

ず
「
法
廷
意
見
」
の
語
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
）
が
当
該
刑
罰
法
規
を
違
憲
無
効
で
あ
る
と
し
た
例
は
み
ら
れ
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
、

一
九
九
〇
年
の
段
階
で
、「〔
…
〕
最
高
裁
は
法
的
技
術
を
駆
使
し
た
裁
判
所
に
よ
る
解
釈
や
下
位
の
法
規
範
に
よ
る
明
確
化
を
是
認
し
、

『
法
的
理
解
と
し
て
の
刑
罰
法
規
の
明
確
性
』
が
明
確
性
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
」
の
で
あ
っ
て
「
公
正
な
告
知
」
の
中
核
と
い
え
る

「
一
般
人
の
認
識
可
能
性
」
を
極
め
て
低
い
も
の
に
さ
せ
、「
ま
た
、
要
求
さ
れ
る
『
明
確
性
』
も
、
中
核
的
な
犯
罪
行
為
を
推
測
さ
せ
る

に
す
ぎ
な
い
よ
う
な
抽
象
的
・
価
値
的
基
準
の
存
在
で
足
り
る
と
し
て
い
る
」
の
で
、「
一
般
人
の
認
識
可
能
性
」
を
低
下
さ
せ
る
と
と

も
に
、
刑
罰
権
の
恣
意
的
濫
用
の
危
険
を
内
包
さ
せ
て
お
り
、「
結
局
、
わ
が
国
の
最
高
裁
が
用
い
る
『
明
確
性
の
理
論
』
は
現
実
的
な

機
能
を
果
た
し
え
な
い
構
造
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
不
明
確
に
よ
り
違
憲
と
さ
れ
た
法
令
が
存
在
し
な
い
の
も
当
然
で
あ
ろ
う
」
と
い
っ
た

批
判
が
な
さ
れ
る
に
い
た
っ
て
い
る
（
3
）

。
そ
の
後
、
一
九
九
八
年
に
食
品
衛
生
法
違
反
事
件
上
告
審
判
決
が
登
場
し
、
広
島
市
暴
走
族
追
放

条
例
事
件
上
告
審
判
決
、
世
田
谷
区
清
掃
・
リ
サ
イ
ク
ル
条
例
事
件
上
告
審
決
定
を
経
て
、
北
海
道
迷
惑
防
止
条
例
事
件
上
告
審
決
定
に

い
た
る
ま
で
、
明
確
性
の
原
則
の
機
能
不
全
な
い
し
形
骸
化
は
一
層
進
ん
で
い
る
よ
う
に
思
う
。
そ
の
姿
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
明
確
性

の
原
則
に
つ
い
て
の
先
駆
的
で
浩
瀚
な
研
究
で
あ
る
佐
藤
文
哉
（
当
時
、
秋
田
地
裁
判
事
補
）「
法
文
の
不
明
確
に
よ
る
法
令
の
無
効
（
4
）

」
と

照
ら
し
合
わ
せ
て
み
て
も
、
変
容
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
こ
れ
を
「
わ
が
国
に
お
け
る
独
自
の
法
発
展
」
と
し
て
受
け
容
れ
る
べ
き

か
は
熟
考
を
要
し
よ
う
。
そ
こ
で
、
七
つ
の
事
件
に
つ
い
て
の
裁
判
例
を
分
析
・
評
価
し
、
明
確
性
の
原
則
の
あ
る
べ
き
姿
に
つ
い
て
提

（
一
一
三
四
）



明
確
性
の
原
則
と
憲
法
三
一
条
（
設
楽
）

一
九
三

言
を
試
み
た
の
が
本
稿
で
あ
る
。

二　

裁
判
例
に
み
る
明
確
性
の
原
則

1　

徳
島
市
公
安
条
例
事
件
（
上
告
審
判
決
：
最
大
判
昭
和
五
〇
年
九
月
一
〇
日
刑
集
二
九
巻
八
号
四
八
九
頁
）

こ
の
事
件
で
は
、
集
団
行
進
の
際
に
蛇
行
行
進
し
た
り
し
た
こ
と
が
、
徳
島
市
公
安
条
例
三
条
三
号
「
交
通
秩
序
を
維
持
す
る
こ
と
」

と
い
う
遵
守
事
項
に
反
す
る
と
し
て
、
関
係
者
が
同
条
例
違
反
の
罪
に
問
わ
れ
た
。
第
一
審
判
決
（
徳
島
地
判
昭
和
四
七
年
四
月
二
〇
日
刑

集
二
九
巻
八
号
五
五
二
頁
）
は
、「
交
通
秩
序
を
維
持
す
る
こ
と
」
が
不
明
確
で
あ
る
と
し
て
、
憲
法
三
一
条
違
反
を
理
由
に
無
罪
と
し
、

原
審
判
決
（
高
松
高
判
昭
和
四
八
年
二
月
一
九
日
刑
集
二
九
巻
八
号
五
七
〇
頁
）
も
こ
れ
を
支
持
し
た
。
上
告
審
判
決
は
、「
通
常
の
判
断
能
力

を
有
す
る
一
般
人
の
理
解
に
お
い
て
、
具
体
的
場
合
に
当
該
行
為
が
そ
の
適
用
を
受
け
る
も
の
か
ど
う
か
の
判
断
を
可
能
な
ら
し
め
る
よ

う
な
基
準
が
読
み
取
れ
る
か
ど
う
か
」（
以
下
、「
一
般
人
基
準
」
と
い
う
）
に
よ
っ
て
不
明
確
ゆ
え
憲
法
三
一
条
違
反
と
認
め
ら
れ
る
か
を

判
断
す
る
と
し
つ
つ
、
同
条
例
に
つ
い
て
は
、「
殊
更
な
交
通
秩
序
の
阻
害
を
も
た
ら
す
よ
う
な
行
為
」
を
避
け
る
よ
う
命
じ
て
い
る
と

解
し
、
一
般
人
基
準
に
従
っ
て
同
条
例
の
規
定
は
憲
法
に
違
反
し
な
い
と
し
た
。

2　

福
岡
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例
事
件
（
上
告
審
判
決
：
最
大
判
昭
和
六
〇
年
一
〇
月
二
三
日
刑
集
三
九
巻
六
号
四
一
三
頁
）

福
岡
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例
一
〇
条
一
項
は
、「
何
人
も
、
青
少
年
に
対
し
、
淫
行
又
は
わ
い
せ
つ
の
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
」

と
規
定
し
、
同
条
例
一
六
条
一
項
は
、
違
反
者
を
二
年
以
下
の
懲
役
又
は
一
〇
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
と
し
て
い
た
。
被
告
人
（
本

件
当
時
二
六
歳
、
男
性
）
は
、
福
岡
県
内
の
ホ
テ
ル
の
客
室
内
で
、
Ａ
（
本
件
当
時
一
六
歳
、
女
性
）
が
一
八
歳
に
満
た
な
い
青
少
年
で
あ
る

こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
Ａ
と
性
交
を
し
、
同
条
例
一
〇
条
一
項
違
反
の
罪
に
問
わ
れ
た
。
第
一
審
判
決
（
小
倉
簡
判
昭
和
五
六
年
一
二
月

（
一
一
三
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

一
九
四

一
四
日
刑
集
三
九
巻
六
号
四
六
一
頁
）、
第
二
審
判
決
（
福
岡
高
判
昭
和
五
七
年
三
月
二
九
日
刑
集
三
九
巻
六
号
四
六
二
頁
）
と
も
に
有
罪
の
判
断
を

示
し
た
。
被
告
人
は
、
上
告
し
、
上
告
審
に
お
い
て
、
同
条
例
一
〇
条
一
項
に
い
う
「
淫
行
」
の
範
囲
が
不
明
確
で
あ
る
か
ら
憲
法
三
一

条
に
違
反
す
る
な
ど
と
主
張
し
た
。

上
告
審
判
決
は
、
上
告
を
棄
却
し
た
。
法
廷
意
見
は
、
同
条
例
の
条
項
の
規
定
す
る
と
こ
ろ
を
総
合
す
る
と
、「〔
…
〕
本
条
例
一
〇
条

一
項
の
規
定
に
い
う
『
淫
行
』
と
は
、
広
く
青
少
年
に
対
す
る
性
行
為
一
般
を
い
う
も
の
と
解
す
べ
き
で
は
な
く
、
青
少
年
を
誘
惑
し
、

威
迫
し
、
欺
罔
し
又
は
困
惑
さ
せ
る
等
そ
の
心
身
の
未
成
熟
に
乗
じ
た
不
当
な
手
段
に
よ
り
行
う
性
交
又
は
性
交
類
似
行
為
の
ほ
か
、
青

少
年
を
単
に
自
己
の
性
的
欲
望
を
満
足
さ
せ
る
た
め
の
対
象
と
し
て
扱
っ
て
い
る
と
し
か
認
め
ら
れ
な
い
よ
う
な
性
交
又
は
性
交
類
似
行

為
を
い
う
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」、「
前
記
『
淫
行
』
を
目
し
て
単
に
反
倫
理
的
あ
る
い
は
不
純
な
性
行
為
と
解
す
る
の
で
は
、

犯
罪
の
構
成
要
件
と
し
て
不
明
確
で
あ
る
と
の
批
判
を
免
れ
な
い
の
で
あ
つ
て
、
前
記
の
規
定
の
文
理
か
ら
合
理
的
に
導
き
出
さ
れ
得
る

解
釈
の
範
囲
内
で
、
前
叙
の
よ
う
に
限
定
し
て
解
す
る
の
を
相
当
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
通
常
の
判
断
能
力
を
有
す
る
一
般
人
の

理
解
に
も
適
う
も
の
で
あ
」
る
、
と
し
た
。

伊
藤
正
己
裁
判
官
、
谷
口
正
孝
裁
判
官
、
島
谷
六
郎
裁
判
官
の
（
法
廷
意
見
の
解
釈
は
通
常
の
判
断
能
力
を
有
す
る
一
般
人
の
理
解
が
及
ば
な

い
も
の
で
あ
る
旨
述
べ
る
点
で
共
通
す
る
）
各
反
対
意
見
が
あ
る
。

3　

岐
阜
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例
事
件
（
上
告
審
判
決
：
最
判
平
成
元
年
九
月
一
九
日
刑
集
四
三
巻
八
号
七
八
五
頁
）

岐
阜
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例
六
条
一
項
は
、
知
事
は
、
図
書
、
が
ん
具
そ
の
他
の
物
の
内
容
等
が
「
著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
、

又
は
著
し
く
残
忍
性
を
助
長
す
る
た
め
」
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
図
書
等
を
有
害

図
書
等
と
し
て
指
定
す
る
も
の
と
し
、
同
条
二
項
は
、
知
事
は
、
指
定
す
べ
き
図
書
の
う
ち
、「
特
に
卑
わ
い
な
姿
態
若
し
く
は
性
行
為

（
一
一
三
六
）



明
確
性
の
原
則
と
憲
法
三
一
条
（
設
楽
）

一
九
五

を
被
写
体
と
し
た
写
真
又
は
こ
れ
ら
の
写
真
を
掲
載
す
る
紙
面
が
編
集
紙
面
の
過
半
を
占
め
る
と
認
め
ら
れ
る
刊
行
物
」
に
つ
い
て
は
、

同
条
一
項
の
指
定
に
代
え
て
、
当
該
写
真
の
内
容
を
、
あ
ら
か
じ
め
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し

て
い
た
。
そ
し
て
、
同
条
例
六
条
の
六
第
一
項
本
文
は
、「
自
動
販
売
機
業
者
は
、
有
害
指
定
図
書
等
を
自
動
販
売
機
に
収
納
し
て
は
な

ら
な
い
」
と
規
定
し
、
違
反
者
は
二
一
条
五
号
に
よ
り
三
万
円
以
下
の
罰
金
又
は
科
料
に
処
す
る
と
し
て
い
た
。
被
告
人
ら
は
、
同
条
例

六
条
二
項
の
有
害
図
書
指
定
を
受
け
た
雑
誌
を
自
動
販
売
機
に
収
納
し
た
と
し
て
、
六
条
の
六
第
一
項
違
反
の
罪
に
問
わ
れ
た
。
第
一
審

判
決
（
岐
阜
簡
判
昭
和
六
二
年
六
月
五
日
刑
集
四
三
巻
八
号
八
一
五
頁
）、
第
二
審
判
決
（
名
古
屋
高
判
昭
和
六
二
年
一
一
月
二
五
日
刑
集
四
三
巻
八
号

八
一
九
頁
）
と
も
に
有
罪
の
判
断
を
示
し
た
。

上
告
審
判
決
は
、
弁
護
人
ら
の
上
告
趣
意
の
う
ち
規
定
の
不
明
確
さ
を
理
由
に
憲
法
二
一
条
、
三
一
条
違
反
を
い
う
点
は
、「
本
条
例

の
有
害
図
書
の
定
義
が
不
明
確
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
前
提
を
欠
」
く
な
ど
と
述
べ
て
上
告
を
棄
却
し
た
。

伊
藤
正
己
裁
判
官
の
補
足
意
見
は
、
同
条
例
六
条
一
項
の
「
著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
、
又
は
著
し
く
残
忍
性
を
助
長
す
る
」
は
、

岐
阜
県
青
少
年
対
策
本
部
次
長
通
達
に
よ
り
審
査
基
準
が
か
な
り
具
体
的
に
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
不
明
確
と
は
い
え
ず
、
本
件
で
問

題
と
さ
れ
る
六
条
二
項
で
は
、
指
定
有
害
図
書
を
「
特
に
卑
わ
い
な
姿
態
若
し
く
は
性
行
為
を
被
写
体
と
し
た
写
真
又
は
こ
れ
ら
の
写
真

を
掲
載
す
る
紙
面
が
編
集
紙
面
の
過
半
を
占
め
る
と
認
め
ら
れ
る
刊
行
物
」
と
定
義
し
て
い
て
、
一
項
の
場
合
に
比
し
て
具
体
化
が
さ
れ

て
い
る
と
と
も
に
、
写
真
の
内
容
に
つ
い
て
は
岐
阜
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例
施
行
規
則
二
条
、
告
示
（
昭
和
五
四
年
七
月
一
日
岐
阜
県
告

示
第
五
三
九
号
）
を
通
じ
、
一
層
明
確
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
結
局
、「
本
件
条
例
は
、
そ
の
下
位
の
諸
規
範
と
あ
い
ま
っ
て
、

具
体
的
な
基
準
を
定
め
、
表
現
の
自
由
に
み
あ
う
だ
け
の
明
確
性
を
そ
な
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
本
件
条
例
に
一
つ
の
限
定
解
釈
と
も
い

え
る
も
の
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、〔
…
〕
基
準
の
不
明
確
性
を
理
由
に
法
令
と
し
て
の
そ
れ
が
違
憲
で
あ
る
と
判
断
す
る
こ
と

（
一
一
三
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

一
九
六

は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
」
と
し
て
い
る
（
刑
集
四
三
巻
八
号
七
九
九
頁
）。

4　

食
品
衛
生
法
違
反
事
件
（
上
告
審
決
定
：
最
決
平
成
一
〇
年
七
月
一
〇
日
刑
集
五
二
巻
五
号
二
九
七
頁
）

食
品
衛
生
法
四
条
は
、「
有
害
な
、
若
し
く
は
有
害
な
物
質
が
含
ま
れ
、
若
し
く
は
附
着
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
疑
い
が
あ
る
も
の
」（
二

号
）
の
販
売
等
を
禁
止
し
、
同
法
三
〇
条
は
、
違
反
者
を
三
年
以
下
の
懲
役
又
は
二
〇
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
と
し
て
い
た
。
被
告

人
（
魚
の
卸
業
者
）
は
、
ア
ブ
ラ
ソ
コ
ム
ツ
（
肉
内
の
脂
肪
中
の
ワ
ッ
ク
ス
エ
ス
テ
ル
に
よ
り
下
痢
を
生
じ
る
魚
）
の
加
工
品
に
つ
い
て
、
販
売

等
を
し
た
た
め
、
同
法
四
条
（
二
号
）
違
反
の
罪
に
問
わ
れ
た
。
第
一
審
判
決
（
東
京
地
判
平
成
五
年
一
〇
月
二
五
日
刑
集
五
二
巻
五
号
三
一
五

頁
）、
第
二
審
判
決
（
東
京
高
判
平
成
七
年
一
〇
月
三
一
日
刑
集
五
二
巻
五
号
三
二
一
頁
）
と
も
に
有
罪
の
判
断
を
示
し
た
。
な
お
、
第
二
審
判

決
の
認
定
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
ア
ブ
ラ
ソ
コ
ム
ツ
の
加
工
や
販
売
に
つ
い
て
は
、
岡
山
県
衛
生
部
長
か
ら
昭
和
五
五
（
一
九
八
〇
）
年

一
一
月
一
二
日
付
照
会
書
（
ワ
ッ
ク
ス
を
多
量
に
含
有
す
る
魚
〔
ア
ブ
ラ
ソ
コ
ム
ツ
〕
の
取
扱
い
に
つ
い
て
教
示
を
求
め
る
も
の
）
に
対
し
、
昭
和

五
六
（
一
九
八
一
）
年
一
月
一
〇
日
付
厚
生
省
環
境
衛
生
局
乳
肉
衛
生
課
長
か
ら
「
ア
ブ
ラ
ソ
コ
ム
ツ
に
つ
い
て
は
、
食
品
衛
生
法
第
四

条
第
二
号
に
該
当
す
る
食
品
と
し
て
取
扱
う
べ
き
も
の
と
解
す
る
」
と
の
回
答
（
以
下
、「
厚
生
省
課
長
回
答
」
と
い
う
）
が
あ
っ
た
後
、
処

罰
さ
れ
る
事
例
が
出
る
よ
う
に
な
り
（
刑
集
五
二
巻
五
号
三
三
二
、三
三
六
〜
三
三
七
頁
参
照
）、「
現
象
的
に
は
、
白
地
刑
罰
法
規
で
あ
っ
た

同
法
四
条
二
号
の
規
定
を
行
政
官
庁
の
一
担
当
者
の
回
答
に
よ
っ
て
補
充
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
よ
う
な
事
態
が
生
じ
て
い
た
」（
刑
集
五
二

巻
五
号
三
三
七
頁
）。
ま
た
、
第
一
審
判
決
の
「
量
刑
の
事
情
」
に
よ
れ
ば
、
被
告
人
は
、
昭
和
五
三
（
一
九
七
八
）
年
頃
か
ら
大
量
に
ア
ブ

ラ
ソ
コ
ム
ツ
を
取
り
扱
う
よ
う
に
な
り
、
そ
の
後
、
保
健
所
か
ら
、
厚
生
省
課
長
回
答
及
び
通
知
に
基
づ
き
、
ア
ブ
ラ
ソ
コ
ム
ツ
の
販
売

等
を
差
し
控
え
る
よ
う
警
告
を
受
け
る
な
ど
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
販
売
を
継
続
し
、
本
件
各
犯
行
（
い
ず
れ
も
平
成
三
〔
一
九
九
一
〕

年
中
に
実
行
）
に
及
ん
だ
も
の
で
あ
る
（
刑
集
五
二
巻
五
号
三
二
一
頁
参
照
）。

（
一
一
三
八
）



明
確
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と
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法
三
一
条
（
設
楽
）

一
九
七

被
告
人
は
上
告
し
、
弁
護
人
の
上
告
趣
意
に
お
い
て
は
、
同
法
四
条
二
号
の
抽
象
的
か
つ
漠
然
と
し
た
文
言
を
厚
生
省
課
長
回
答
で
補

完
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
内
容
を
明
確
に
し
て
い
る
点
は
罪
刑
法
定
主
義
に
反
す
る
な
ど
の
主
張
が
な
さ
れ
た
。

上
告
審
決
定
は
、
弁
護
人
の
上
告
趣
意
の
う
ち
同
法
四
条
二
号
の
憲
法
三
一
条
違
反
を
い
う
点
は
、
同
号
に
い
う
「『
有
害
な
物
質
』

の
意
義
が
不
明
確
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
所
論
は
前
提
を
欠
」
く
等
と
述
べ
て
、
上
告
を
棄
却
し
た
。

5　

広
島
市
暴
走
族
追
放
条
例
事
件
（
上
告
審
判
決
：
最
判
平
成
一
九
年
九
月
一
八
日
刑
集
六
一
巻
六
号
六
〇
一
頁
）

広
島
市
暴
走
族
追
放
条
例
二
条
七
号
は
、
同
条
例
が
想
定
す
る
暴
走
族
を
「
暴
走
行
為
を
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
結
成
さ
れ
た
集
団

又
は
公
共
の
場
所
に
お
い
て
、
公
衆
に
不
安
若
し
く
は
恐
怖
を
覚
え
さ
せ
る
よ
う
な
特
異
な
服
装
若
し
く
は
集
団
名
を
表
示
し
た
服
装
で
、

い
集
、
集
会
若
し
く
は
示
威
行
為
を
行
う
集
団
を
い
う
」
と
定
義
し
、
一
六
条
は
、「
何
人
も
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
」

と
規
定
し
た
上
、
一
号
で
、「
公
共
の
場
所
に
お
い
て
、
当
該
場
所
の
所
有
者
又
は
管
理
者
の
承
諾
又
は
許
可
を
得
な
い
で
、
公
衆
に
不

安
又
は
恐
怖
を
覚
え
さ
せ
る
よ
う
な
い
集
又
は
集
会
を
行
う
こ
と
」
が
禁
止
行
為
で
あ
る
と
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
同
条
例
一
七
条
は
市

長
に
よ
る
中
止
・
退
去
命
令
に
つ
い
て
規
定
し
、
一
九
条
は
、
同
命
令
の
違
反
者
を
六
月
以
下
の
懲
役
又
は
一
〇
万
円
以
下
の
罰
金
に
処

す
る
と
し
て
い
た
。
被
告
人
は
、
暴
走
族
構
成
員
約
四
〇
名
と
共
謀
の
上
、
広
島
市
の
管
理
す
る
公
共
の
場
所
で
あ
る
広
場
で
、
特
攻
服

を
着
用
し
、
円
陣
を
組
み
旗
を
立
て
る
等
威
勢
を
示
し
て
、
公
衆
に
不
安
又
は
恐
怖
を
覚
え
さ
せ
る
よ
う
な
集
会
を
お
こ
な
い
、
広
島
市

長
の
権
限
を
代
行
す
る
広
島
市
職
員
か
ら
集
会
を
中
止
し
て
広
場
か
ら
退
去
す
る
よ
う
命
令
を
受
け
な
が
ら
、
こ
れ
に
従
わ
ず
、
引
き
続

き
同
所
に
お
い
て
集
会
を
継
続
し
た
こ
と
か
ら
、
命
令
違
反
の
罪
に
問
わ
れ
た
。
第
一
審
判
決
（
広
島
地
判
平
成
一
六
年
七
月
一
六
日
刑
集

六
一
巻
六
号
六
四
五
頁
）、
第
二
審
判
決
（
広
島
高
判
平
成
一
七
年
七
月
二
八
日
刑
集
六
一
巻
六
号
六
六
二
頁
）
と
も
に
有
罪
の
判
断
を
示
し
た
。

上
告
審
判
決
は
、
上
告
を
棄
却
し
た
。
法
廷
意
見
は
、
同
条
例
一
六
条
一
項
一
号
、
一
七
条
、
一
九
条
の
適
用
範
囲
が
広
範
に
過
ぎ
る

（
一
一
三
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

一
九
八

と
の
所
論
に
対
し
、
同
条
例
の
全
体
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
趣
旨
、
同
条
例
施
行
規
則
の
規
定
（
中
止
命
令
等
を
発
す
る
際
の
判
断

基
準
を
示
し
た
も
の
）
等
を
総
合
す
れ
ば
、
同
条
例
が
規
制
の
対
象
と
し
て
い
る
「
暴
走
族
」
は
、
二
条
七
号
の
定
義
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

暴
走
行
為
を
目
的
と
し
て
結
成
さ
れ
た
集
団
で
あ
る
本
来
的
な
意
味
の
暴
走
族
の
ほ
か
に
は
、「
服
装
、
旗
、
言
動
な
ど
に
お
い
て
こ
の

よ
う
な
暴
走
族
に
類
似
し
社
会
通
念
上
こ
れ
と
同
視
す
る
こ
と
が
で
き
る
集
団
」
に
限
ら
れ
る
も
の
と
解
さ
れ
、
中
止
・
退
去
命
令
を
発

し
う
る
対
象
も
、
集
会
と
の
関
係
で
は
、
本
来
的
意
味
に
お
け
る
暴
走
族
及
び
前
記
の
よ
う
な
そ
の
類
似
集
団
に
よ
る
集
会
が
一
六
条
一

項
一
号
、
一
七
条
所
定
の
場
所
及
び
態
様
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
場
合
に
限
定
さ
れ
る
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、「
こ
の
よ
う
に
限
定

的
に
解
釈
す
れ
ば
、
本
条
例
一
六
条
一
項
一
号
、
一
七
条
、
一
九
条
の
規
定
に
よ
る
規
制
は
、
広
島
市
内
の
公
共
の
場
所
に
お
け
る
暴
走

族
に
よ
る
集
会
等
が
公
衆
の
平
穏
を
害
し
て
き
た
こ
と
、
規
制
に
係
る
集
会
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
を
行
う
こ
と
を
直
ち
に
犯
罪
と
し
て
処

罰
す
る
の
で
は
な
く
、
市
長
に
よ
る
中
止
命
令
等
の
対
象
と
す
る
に
と
ど
め
、
こ
の
命
令
に
違
反
し
た
場
合
に
初
め
て
処
罰
す
る
も
の
と

す
る
と
い
う
事
後
的
か
つ
段
階
的
規
制
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
等
に
か
ん
が
み
る
と
、〔
…
〕
い
ま
だ
憲
法
二
一
条
一
項
、
三
一
条
に
違
反

す
る
と
ま
で
は
い
え
な
い
こ
と
は
」
明
ら
か
で
あ
る
、
と
し
た
。
ま
た
、
法
廷
意
見
は
、「
な
お
、
所
論
は
、
本
条
例
一
六
条
一
項
一
号
、

一
七
条
、
一
九
条
の
各
規
定
が
明
確
性
を
欠
き
、
憲
法
二
一
条
一
項
、
三
一
条
に
違
反
す
る
旨
主
張
す
る
が
、
各
規
定
の
文
言
は
不
明
確

で
あ
る
と
は
い
え
な
い
か
ら
、
所
論
は
前
提
を
欠
く
」
と
す
る
。

堀
籠
幸
雄
裁
判
官
、
那
須
弘
平
裁
判
官
の
各
補
足
意
見
、
藤
田
宙
靖
裁
判
官
、
田
原
睦
夫
裁
判
官
の
各
反
対
意
見
が
あ
る
。

6　

世
田
谷
区
清
掃
・
リ
サ
イ
ク
ル
条
例
事
件
（
上
告
審
決
定
：
最
決
平
成
二
〇
年
七
月
一
七
日
裁
判
集
刑
事
二
九
四
号
八
六
九
頁
）

世
田
谷
区
清
掃
・
リ
サ
イ
ク
ル
条
例
三
一
条
の
二
第
一
項
は
「
第
三
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
廃
棄
物
処
理
計
画
で
定
め
る
所
定

の
場
所
に
置
か
れ
た
廃
棄
物
の
う
ち
、
古
紙
、
ガ
ラ
ス
び
ん
、
缶
等
再
利
用
の
対
象
と
な
る
物
と
し
て
区
長
が
指
定
す
る
も
の
に
つ
い
て

（
一
一
四
〇
）



明
確
性
の
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則
と
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）
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九
九

は
、
区
長
及
び
区
長
が
指
定
す
る
者
以
外
の
者
は
、
こ
れ
ら
を
収
集
し
、
又
は
運
搬
し
て
は
な
ら
な
い
」
旨
を
、
同
条
二
項
は
「
区
長
は
、

区
長
が
指
定
す
る
者
以
外
の
者
が
前
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
収
集
し
、
又
は
運
搬
し
た
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
こ
れ
ら
の
行
為
を

行
わ
な
い
よ
う
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
」
旨
を
、
三
五
条
一
項
は
「
区
長
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一
般
廃
棄
物
の
処
理
に

関
す
る
計
画
を
定
め
、
こ
れ
を
遅
滞
な
く
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
旨
を
、
定
め
て
い
た
（
な
お
、
七
九
条
一
号
は
、
命
令
に
違
反
し
た

場
合
は
二
〇
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
旨
を
定
め
て
い
た
）。
同
条
例
三
五
条
一
項
等
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
さ
れ
た
「
平
成
一
六
年
度
一
般

廃
棄
物
処
理
計
画
」
に
は
、
家
庭
廃
棄
物
に
つ
き
「
可
燃
ご
み
、
不
燃
ご
み
及
び
資
源
に
分
別
し
、
別
表
第
一
に
定
め
る
収
集
曜
日
及
び

時
間
に
、
保
管
し
て
い
る
場
所
か
ら
定
め
ら
れ
た
場
所
に
排
出
す
る
」
旨
定
め
ら
れ
て
お
り
、「
定
め
ら
れ
た
場
所
」
に
つ
い
て
は
「
原

則
と
し
て
そ
れ
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
区
民
等
が
協
議
の
う
え
位
置
を
定
め
、
そ
の
場
所
を
区
に
申
し
出
て
、
区
が
収
集
可
能
で
あ
る
と

確
認
し
た
場
所
と
す
る
」
と
規
定
さ
れ
て
い
た
。
被
告
人
は
、「
区
長
が
指
定
す
る
者
以
外
の
者
」
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
処
理
計

画
の
「
定
め
ら
れ
た
場
所
」
に
置
か
れ
た
古
紙
を
平
成
一
六
（
二
〇
〇
四
）
年
三
月
四
日
に
回
収
し
た
た
め
、
警
告
書
の
交
付
を
受
け
、

同
年
五
月
二
〇
日
に
別
の
「
定
め
ら
れ
た
場
所
」
に
置
か
れ
た
古
紙
を
回
収
し
た
た
め
、
禁
止
命
令
書
の
交
付
を
受
け
た
。
そ
し
て
、
被

告
人
は
、
同
年
一
二
月
四
日
に
別
の
「
定
め
ら
れ
た
場
所
」
に
置
か
れ
た
古
紙
を
収
集
し
、
禁
止
命
令
違
反
罪
に
問
わ
れ
た
。
第
一
審
判

決
（
東
京
簡
判
平
成
一
九
年
五
月
七
日
公
刊
物
未
登
載
）
は
、
同
条
例
三
一
条
の
二
第
一
項
の
「
所
定
の
場
所
」
を
特
定
す
る
記
載
が
処
理
計

画
に
な
い
上
、「
所
定
の
場
所
」
と
「
定
め
ら
れ
た
場
所
」
と
は
異
な
り
、
仮
に
「
定
め
ら
れ
た
場
所
」
が
「
所
定
の
場
所
」
で
あ
る
と

解
さ
れ
る
に
し
て
も
「
定
め
ら
れ
た
場
所
」
に
つ
い
て
の
記
載
は
具
体
的
な
特
定
の
場
所
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
看
板
・
コ
ン
テ
ナ
の

存
在
等
に
よ
っ
て
も
犯
罪
構
成
要
件
の
特
定
は
充
分
で
は
な
い
こ
と
な
ど
を
根
拠
に
被
告
人
を
無
罪
と
し
た
。
第
二
審
判
決
（
東
京
高
判

平
成
一
九
年
一
二
月
一
八
日
判
例
時
報
一
九
九
五
号
五
六
頁
）
は
、「〔
…
〕
本
件
条
例
三
一
条
の
二
第
一
項
に
い
う
『
所
定
の
場
所
』
と
は
処

（
一
一
四
一
）
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第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

二
〇
〇

理
計
画
に
い
う
『
定
め
ら
れ
た
場
所
』
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
処
理
計
画
に
い
う
『
区
民
に
お
い
て
ご
み
を
排
出
す
べ
き
場
所
と
合

意
し
、
区
に
お
い
て
そ
の
旨
確
認
す
る
』
手
続
に
よ
り
確
定
さ
れ
た
、
区
民
等
が
ご
み
、
資
源
等
を
分
別
し
て
排
出
す
べ
き
場
所
の
こ
と

を
指
す
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
通
常
の
判
断
能
力
を
有
す
る
一
般
人
の
理
解
に
も
適
う
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
、

本
件
条
例
に
よ
る
規
制
は
所
定
の
場
所
に
お
け
る
古
紙
等
の
収
集
行
為
を
直
ち
に
犯
罪
と
し
て
処
罰
す
る
の
で
は
な
く
、
区
長
に
よ
る
禁

止
命
令
の
対
象
と
す
る
に
と
ど
め
、
こ
の
命
令
を
受
け
た
者
が
命
令
に
違
反
し
て
初
め
て
処
罰
の
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
等
を
併
せ
考
え

る
と
、
同
規
定
に
つ
き
処
罰
の
範
囲
が
あ
い
ま
い
で
あ
る
と
も
不
明
確
で
あ
る
と
も
い
え
な
い
か
ら
、
同
規
定
が
憲
法
三
一
条
の
規
定
に

違
反
す
る
と
は
い
え
な
い
」
な
ど
と
し
て
、
無
罪
判
決
を
破
棄
し
た
。
被
告
人
は
、
上
告
し
て
、
本
条
例
三
一
条
の
二
第
一
項
の
「
一
般

廃
棄
物
処
理
計
画
で
定
め
る
所
定
の
場
所
」
が
不
明
確
で
憲
法
三
一
条
に
違
反
す
る
な
ど
と
主
張
し
た
。

上
告
審
決
定
は
、「
上
告
趣
意
の
う
ち
世
田
谷
区
清
掃
・
リ
サ
イ
ク
ル
条
例
三
一
条
の
二
第
一
項
に
い
う
『
一
般
廃
棄
物
処
理
計
画
で

定
め
る
所
定
の
場
所
』
の
明
確
性
に
関
し
憲
法
三
一
条
違
反
を
い
う
点
は
、
同
条
例
三
一
条
の
二
第
一
項
、
三
七
条
、
一
般
廃
棄
物
処
理

計
画
等
に
よ
れ
ば
、
世
田
谷
区
が
、
一
般
廃
棄
物
の
収
集
に
つ
い
て
区
民
等
の
協
力
を
得
る
た
め
に
、
区
民
等
が
一
般
廃
棄
物
を
分
別
し

て
排
出
す
る
場
所
と
し
て
定
め
た
一
般
廃
棄
物
の
集
積
所
を
意
味
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、『
所
定
の
場
所
』
の
文
言
を
用
い
た
本

件
罰
則
規
定
が
、
刑
罰
法
規
の
構
成
要
件
と
し
て
不
明
確
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
ま
た
、
本
件
に
お
け
る
違
反
場
所
は
、『
資
源
・
ご

み
集
積
所
』
と
記
載
し
た
看
板
等
に
よ
り
、
上
記
集
積
所
で
あ
る
こ
と
が
周
知
さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
上
告
を
棄
却
し
た
。

7　

北
海
道
迷
惑
防
止
条
例
事
件
（
上
告
審
決
定
：
最
決
平
成
二
〇
年
一
一
月
一
〇
日
刑
集
六
二
巻
一
〇
号
二
八
五
三
頁
）

北
海
道
迷
惑
防
止
条
例
二
条
の
二
第
一
項
柱
書
は
、「
何
人
も
公
共
の
場
所
又
は
公
共
の
乗
物
に
い
る
者
に
対
し
、
正
当
な
理
由
が
な

い
の
に
、
著
し
く
し
ゅ
う
恥
さ
せ
、
又
は
不
安
を
覚
え
さ
せ
る
よ
う
な
次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
お
り
、
同

（
一
一
四
二
）



明
確
性
の
原
則
と
憲
法
三
一
条
（
設
楽
）

二
〇
一

項
四
号
に
は
「
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
卑
わ
い
な
言
動
を
す
る
こ
と
」
が
禁
止
行
為
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
違

反
者
は
一
〇
条
一
項
に
よ
り
六
月
以
下
の
懲
役
又
は
五
〇
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
と
さ
れ
て
い
た
。
被
告
人
は
、
正
当
な
理
由
が
な

い
の
に
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
細
身
の
ズ
ボ
ン
を
着
用
し
た
女
性
客
（
当
時
二
七
歳
）
の
背
後
か
ら
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ

機
能
付
携
帯
電
話
で
、
臀
部
を
約
一
一
回
撮
影
し
た
こ
と
か
ら
、
同
条
例
二
条
の
二
第
一
項
違
反
の
罪
に
問
わ
れ
た
。
第
一
審
判
決
（
旭

川
簡
判
平
成
一
九
年
三
月
九
日
刑
集
六
二
巻
一
〇
号
二
八
九
〇
頁
）
は
、
被
告
人
の
行
為
は
二
条
の
二
第
一
項
二
号
、
四
号
に
該
当
し
な
い
と

し
て
、
被
告
人
を
無
罪
と
し
た
。
第
二
審
判
決
（
札
幌
高
判
平
成
一
九
年
九
月
二
五
日
刑
集
六
二
巻
一
〇
号
二
九
〇
〇
頁
）
は
、
被
告
人
の
行
為

は
二
条
の
二
第
一
項
四
号
に
あ
た
る
と
し
た
上
、
同
号
の
内
容
が
不
明
確
で
あ
り
憲
法
三
一
条
、
三
九
条
に
違
反
す
る
と
の
主
張
に
対
し

て
は
、
同
号
の
構
成
要
件
は
一
項
柱
書
の
文
言
と
あ
い
ま
っ
て
明
確
で
あ
る
と
し
て
、
第
一
審
判
決
を
破
棄
し
た
。

上
告
審
決
定
は
上
告
を
棄
却
し
た
。
法
廷
意
見
は
、
同
条
例
二
条
の
二
第
一
項
四
号
の
「
卑
わ
い
な
言
動
」
と
は
、「
社
会
通
念
上
、

性
的
道
義
観
念
に
反
す
る
下
品
で
み
だ
ら
な
言
語
又
は
動
作
を
い
う
」
と
解
さ
れ
、
一
項
柱
書
の
「
公
共
の
場
所
又
は
公
共
の
乗
物
に
い

る
者
に
対
し
、
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
、
著
し
く
し
ゅ
う
恥
さ
せ
、
又
は
不
安
を
覚
え
さ
せ
る
よ
う
な
」
と
あ
い
ま
っ
て
、「
日
常
用

語
と
し
て
こ
れ
を
合
理
的
に
解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
所
論
の
よ
う
に
不
明
確
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
し
た
。

田
原
睦
夫
裁
判
官
の
反
対
意
見
が
あ
る
。

三　

裁
判
例
の
分
析
・
評
価

前
章
の
各
裁
判
例
を
、
以
下
、
分
析
・
評
価
す
る
。

明
確
性
を
欠
く
た
め
に
法
令
の
規
定
が
憲
法
三
一
条
に
違
反
す
る
こ
と
に
な
る
か
の
判
断
基
準
と
し
て
は
、
徳
島
市
公
安
条
例
事
件
上

（
一
一
四
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

二
〇
二

告
審
判
決
で
示
さ
れ
た
一
般
人
基
準
が
、
そ
の
後
の
（
下
級
審
の
も
の
を
含
む
）
裁
判
例
に
お
い
て
も
採
用
さ
れ
、
判
例
理
論
と
し
て
確
立

し
て
い
る
と
い
え
る
。
た
だ
、
こ
の
基
準
に
よ
っ
て
最
高
裁
の
法
廷
意
見
が
法
令
を
憲
法
三
一
条
違
反
と
し
た
例
は
み
ら
れ
な
い
。
ま
た
、

一
般
人
基
準
に
よ
り
な
が
ら
、
徳
島
市
公
安
条
例
事
件
上
告
審
判
決
で
は
高
辻
裁
判
官
が
同
条
例
三
条
三
項
が
明
確
性
を
欠
く
も
の
で
は

な
い
と
す
る
法
廷
意
見
に
は
賛
成
で
き
な
い
旨
の
意
見
を
述
べ
て
お
り
（
刑
集
二
九
巻
八
号
五
二
一
頁
）、
福
岡
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例

事
件
上
告
審
判
決
で
は
三
人
の
裁
判
官
が
反
対
意
見
を
述
べ
て
い
る
。
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

徳
島
市
公
安
条
例
事
件
上
告
審
判
決
は
、
一
般
人
基
準
を
定
立
す
る
理
由
に
つ
い
て
、
刑
罰
法
規
が
通
常
の
判
断
能
力
を
有
す
る
一
般

人
に
対
し
て
、
禁
止
さ
れ
る
行
為
と
そ
う
で
な
い
行
為
と
を
識
別
す
る
た
め
の
基
準
を
示
す
と
こ
ろ
が
な
い
と
「
そ
の
適
用
を
受
け
る
国

民
に
対
し
て
刑
罰
の
対
象
と
な
る
行
為
を
あ
ら
か
じ
め
告
知
す
る
機
能
を
果
た
さ
ず
、
ま
た
、
そ
の
運
用
が
こ
れ
を
適
用
す
る
国
又
は
地

方
公
共
団
体
の
機
関
の
主
観
的
判
断
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
恣
意
に
流
れ
る
等
、
重
大
な
弊
害
を
生
ず
る
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
」
と
述

べ
て
い
る
（
刑
集
二
九
巻
八
号
五
〇
四
頁
）。
こ
こ
で
は
、
一
般
的
・
抽
象
的
に
、
①
国
民
に
刑
罰
の
対
象
と
な
る
行
為
を
あ
ら
か
じ
め
告

知
で
き
ず
、
②
刑
罰
権
の
行
使
が
恣
意
的
に
な
さ
れ
る
危
険
が
あ
る
、
と
い
っ
た
こ
と
が
基
準
定
立
の
理
由
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
理
由
か
ら
す
れ
ば
、
一
般
人
基
準
と
は
別
の
（
む
し
ろ
萎
縮
的
効
果
を
及
ぼ
す
危
険
性
等
を
重
視
す
る
）
基
準
を
定
立
す
る
こ
と
に
な
る
よ

う
に
思
う
。
そ
の
よ
う
な
「
別
の
基
準
」
に
よ
れ
ば
、
徳
島
市
公
安
条
例
事
件
に
お
い
て
も
上
告
審
判
決
の
法
廷
意
見
と
は
異
な
っ
た
判

断
を
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
一
般
人
基
準
は
、「
通
常
の
判
断
能
力
を
有
す
る
一
般
人
の
理
解
」
と
は
い
い
な

が
ら
、「
具
体
的
場
合
に
当
該
行
為
が
そ
の
適
用
を
受
け
る
も
の
か
ど
う
か
の
判
断
を
可
能
な
ら
し
め
る
よ
う
な
基
準
が
読
み
取
れ
る
か

ど
う
か
」
を
重
視
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、〈
具
体
的
な
行
為
者
（
い
わ
ば
「
具
体
人
」）
が
、
当
該
事
案
に
お
い
て
、
現
実
に
自
己
が
お
こ
な

お
う
と
し
て
い
る
具
体
的
な
行
為
に
法
令
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
か
否
か
が
判
断
で
き
れ
ば
よ
い
〉
と
い
う
考
え
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
。

（
一
一
四
四
）



明
確
性
の
原
則
と
憲
法
三
一
条
（
設
楽
）

二
〇
三

換
言
す
る
な
ら
、
法
廷
意
見
は
、
法
令
の
規
定
が
不
明
確
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
刑
罰
権
が
恣
意
的
に
行
使
さ
れ
て
国
民
一
般
の
人
権
を
侵

害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
か
一
般
的
な
萎
縮
的
効
果
を
及
ぼ
す
と
か
い
っ
た
こ
と
よ
り
も
、〈
個
別
具
体
的
に
当
該
事
件
の
被
告
人
に
お

い
て
当
該
行
為
が
処
罰
さ
れ
る
も
の
か
否
か
を
判
断
で
き
た
か
〉
に
重
点
を
置
い
て
い
る
と
い
え
る
。
高
辻
裁
判
官
の
意
見
は
、「
本
件

に
お
け
る
だ
行
進
が
、
交
通
秩
序
侵
害
行
為
の
典
型
的
の
も
の
と
し
て
、
本
条
例
三
条
三
号
の
文
言
上
、
通
常
の
判
断
能
力
を
有
す
る
者

の
常
識
に
お
い
て
、
そ
の
避
止
す
べ
き
行
為
に
当
た
る
と
理
解
し
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
疑
問
の
余
地
が
な
い
。
そ
れ
故
、
本

件
事
実
に
本
条
例
三
条
三
号
、
五
条
を
適
用
し
て
も
、
こ
れ
に
よ
つ
て
被
告
人
が
、
格
別
、
憲
法
三
一
条
に
よ
つ
て
保
障
さ
れ
る
権
利
を

侵
害
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
刑
集
二
九
巻
八
号
五
一
九
〜
五
二
〇
頁
（
5
）

）。
同
事
件
の
被
告
人
は
、
同
条
例
の

規
定
の
適
用
を
受
け
る
典
型
例
で
あ
る
、
だ
行
進
を
す
る
よ
う
せ
ん
動
し
た
者
で
あ
っ
て
、
被
告
人
が
当
該
集
団
行
進
の
主
催
者
で
あ
る

団
体
の
幹
事
で
あ
り
、
所
轄
警
察
署
長
が
集
団
行
進
に
つ
き
道
路
使
用
許
可
を
出
す
際
に
、「
だ
行
進
、〔
…
〕
等
交
通
秩
序
を
乱
す
お
そ

れ
が
あ
る
行
為
を
し
な
い
こ
と
」
等
の
条
件
を
付
し
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
れ
ば
、
被
告
人
に
は
「
具
体
的
場
合
に
当
該
行
為
が
そ
の

適
用
を
受
け
る
も
の
か
の
判
断
」
が
可
能
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
法
廷
意
見
の
判
断
の
背
景
に
あ
る
よ
う
に
思
う
。

こ
の
よ
う
に
、
徳
島
市
公
安
条
例
事
件
上
告
審
判
決
に
は
か
な
り
の
問
題
が
あ
る
と
い
え
る
。
そ
の
問
題
性
が
拡
大
し
た
形
で
露
呈
し

た
の
が
福
岡
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例
事
件
上
告
審
判
決
で
あ
る
。
し
か
も
、
同
事
件
の
被
告
人
に
「
具
体
的
場
合
に
当
該
行
為
が
そ
の

適
用
を
受
け
る
も
の
か
の
判
断
」
が
可
能
で
あ
っ
た
と
い
え
る
か
は
、
疑
問
で
あ
る
。

ま
ず
、
佐
藤
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
（
6
）

、
構
成
要
件
が
不
明
確
な
場
合
に
は
「
外
延
の
み
が
曖
昧
な
場
合
」
と
「
内
包
も
曖
昧
な
場

合
」
と
が
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
同
条
例
一
〇
条
一
項
が
禁
止
す
る
「
淫
行
」
は
内
包
も
曖
昧
な
場
合
に
あ
た
る
と
い
え
る
。「
淫
行
」

の
国
語
的
意
味
は
「
み
だ
ら
な
行
為
」
と
い
う
程
度
の
も
の
で
あ
り
、
禁
止
行
為
と
し
て
「
わ
い
せ
つ
な
行
為
」
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ

（
一
一
四
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

二
〇
四

と
を
考
慮
し
て
も
、「
淫
ら
な
性
行
為
」
と
解
す
る
の
が
限
界
で
あ
る
。「
性
行
為
」
の
典
型
例
は
と
も
か
く
、「
淫
ら
な
」
の
典
型
例
は

考
え
に
く
い
。
法
廷
意
見
が
限
定
解
釈
し
て
導
出
し
た
二
類
型
の
「
性
交
又
は
性
交
類
似
行
為
」
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
か
も
不

明
で
あ
る
。
加
え
て
、「
淫
ら
な
性
行
為
」
と
い
う
言
葉
か
ら
は
「
無
貞
操
な
性
行
為
」「
不
特
定
の
者
を
相
手
と
す
る
性
行
為
」
と
い
っ

た
も
の
が
想
起
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
（
7
）

、
こ
の
限
定
解
釈
の
結
論
は
、
本
来
の
語
義
か
ら
も
遠
い
も
の
と
い
え
る
。
ち
な
み
に
、
同
事
件
上

告
審
判
決
以
前
の
類
似
事
件
に
お
け
る
下
級
審
裁
判
例
の
「
淫
行
」
の
解
釈
は
さ
ま
ざ
ま
に
分
か
れ
て
い
た
（
8
）

。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
、
三

裁
判
官
の
反
対
意
見
を
招
い
た
原
因
と
考
え
ら
れ
る
。
要
は
、
法
廷
意
見
の
限
定
解
釈
が
「
通
常
の
判
断
能
力
を
有
す
る
一
般
人
の
理
解

に
も
適
う
」
と
い
う
こ
と
は
困
難
な
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
同
条
例
に
は
「
淫
行
」
の
定
義
規
定
が
な
い
の
は
も
と
よ
り
、「
淫
行
」
の
意
味
を
具
体
化
し
た
規
則
な
ど
の
規
範
も
存
し

な
い
。
ま
た
、
第
一
審
判
決
か
ら
上
告
審
判
決
ま
で
の
判
決
書
を
み
る
限
り
、
被
告
人
に
同
種
事
件
に
つ
い
て
前
科
や
前
歴
が
あ
る
と
か
、

警
告
等
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
と
か
い
っ
た
事
実
は
認
め
ら
れ
ず
、
被
告
人
が
自
己
の
行
為
が
禁
止
行
為
に
あ
た
る
と
判
断
す
る
た
め
の

材
料
は
何
ら
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

以
上
か
ら
考
え
て
、
被
告
人
に
「
具
体
的
な
場
合
に
当
該
行
為
が
そ
の
適
用
を
受
け
る
も
の
か
の
判
断
」
が
可
能
で
あ
っ
た
と
は
認
め

難
い
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
具
体
的
妥
当
性
の
観
点
か
ら
も
、
上
告
審
判
決
に
お
い
て
は
、
同
条
例
一
〇
条
一
項
の
「
淫
行
」
が
不
明
確

で
あ
る
こ
と
か
ら
同
条
項
を
憲
法
三
一
条
違
反
に
よ
り
無
効
と
す
る
べ
き
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
相
当
な
無

理
を
し
て
上
告
を
棄
却
し
た
法
廷
意
見
は
、
明
確
性
の
原
則
を
形
骸
化
し
た
と
の
批
判
を
免
れ
難
い
で
あ
ろ
う
。
三
裁
判
官
が
反
対
意
見

を
付
し
た
の
も
無
理
は
な
い
と
い
え
る
。

岐
阜
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例
事
件
の
場
合
は
、
伊
藤
裁
判
官
の
補
足
意
見
に
も
あ
る
よ
う
に
（
刑
集
四
三
巻
八
号
七
九
八
〜
七
九
九
頁

（
一
一
四
六
）



明
確
性
の
原
則
と
憲
法
三
一
条
（
設
楽
）

二
〇
五

参
照
）、
同
条
例
六
条
二
項
の
規
定
は
、
同
条
例
施
行
規
則
二
条
、
昭
和
五
四
（
一
九
七
九
）
年
七
月
一
日
岐
阜
県
告
示
第
五
三
九
号
（
以

下
、「
本
件
告
示
」
と
い
う
）
と
い
っ
た
「
下
位
の
法
規
範
」
に
よ
り
、
相
当
に
具
体
化
、
明
確
化
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
（
9
）

。
被
告
人
会
社

は
自
動
販
売
機
に
よ
り
図
書
を
販
売
す
る
こ
と
を
業
と
す
る
株
式
会
社
で
あ
り
、
相
被
告
人
は
同
社
の
代
表
取
締
役
で
あ
っ
て
、
本
件
告

示
の
約
六
年
後
（
昭
和
六
〇
〔
一
九
八
五
〕
年
四
月
、
五
月
、
八
月
）
に
自
動
販
売
機
に
雑
誌
を
収
納
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
実
行
の

時
点
で
被
告
人
（
代
表
取
締
役
）
は
、「
具
体
的
な
場
合
に
当
該
行
為
が
そ
の
適
用
を
受
け
る
も
の
か
の
判
断
」
が
可
能
で
あ
っ
た
と
み
る

余
地
が
あ
る
。
上
告
審
判
決
が
有
害
図
書
の
意
義
が
不
明
確
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
憲
法
三
一
条
違
反
の
主
張
を
退
け

た
の
も
こ
の
よ
う
な
点
に
配
慮
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

食
品
衛
生
法
違
反
事
件
は
ど
う
か
。
同
法
四
条
二
号
の
「
有
害
な
物
質
」
は
、
先
に
述
べ
た
「
外
延
の
み
が
曖
昧
な
場
合
」
に
あ
た
る
。

こ
の
よ
う
な
場
合
は
、
事
実
関
係
が
規
定
の
適
用
を
受
け
る
典
型
例
に
あ
た
る
場
合
と
し
て
「
本
件
の
事
実
に
適
用
さ
れ
る
限
り
に
お
い

て
明
確
性
に
欠
け
る
と
こ
ろ
は
な
い
」
と
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
ア
ブ
ラ
ソ
コ
ム
ツ
や
そ
の
加
工
品
が
「
有
害
な
物

質
」
が
含
ま
れ
る
食
品
の
典
型
例
と
い
え
る
か
と
い
う
と
、
第
二
審
判
決
が
認
定
し
て
い
る
よ
う
に
、
厚
生
省
課
長
回
答
の
前
提
と
な
っ

た
岡
山
県
衛
生
部
長
の
照
会
書
が
昭
和
五
五
（
一
九
八
〇
）
年
一
一
月
一
二
日
付
で
出
さ
れ
る
以
前
は
ア
ブ
ラ
ソ
コ
ム
ツ
の
加
工
・
販
売

等
が
処
罰
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
難
し
い
と
い
え
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
第
二
審
判
決
は
、
一
般
人
基
準
を
示
し
た
上
、

「
有
害
な
物
質
」
に
つ
い
て
「
物
質
そ
れ
自
体
に
は
毒
作
用
が
な
く
て
も
人
の
健
康
状
態
に
物
理
的
に
危
害
又
は
不
良
な
変
更
を
引
き
起

こ
す
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
「
一
般
人
の
通
常
理
解
可
能
な
基
準
」
を
定
立
し
、
さ
ら
に
、
ア
ブ
ラ
ソ
コ
ム
ツ
や
そ
の
加
工
品
が
油
状
下

痢
便
を
排
泄
す
る
に
い
た
ら
せ
る
お
そ
れ
の
あ
る
食
品
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
、「
本
件
各
犯
行
時
に
は
す
で
に
社
会
一
般
に
も
よ
く
認

識
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
」
と
し
て
、「
基
準
を
読
み
取
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
ア
ブ
ラ
ソ
コ
ム
ツ
の
販
売
等
に
適
用
す
る
に
当

（
一
一
四
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

二
〇
六

た
っ
て
は
明
確
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
、
い
わ
ば
二
段
構
え
で
明
確
性
を
肯
定
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
（
刑
集
五
二
巻

五
号
三
三
七
〜
三
三
八
頁
参
照
）。
加
え
て
、
被
告
人
が
従
来
か
ら
ア
ブ
ラ
ソ
コ
ム
ツ
を
扱
っ
て
き
た
魚
卸
売
業
者
で
あ
り
、
保
健
所
か
ら

厚
生
省
課
長
回
答
及
び
通
知
に
基
づ
い
た
警
告
を
受
け
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
ア
ブ
ラ
ソ
コ
ム
ツ
な
い
し
そ
の
加
工
品
の
販
売
を
継
続

し
て
本
件
各
犯
行
に
い
た
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
被
告
人
に
は
「
具
体
的
な
場
合
に
当
該
行
為
が
そ
の
適
用
を
受
け
る
も
の
か
の

判
断
」
が
可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
第
二
審
判
決
を
踏
ま
え
て
、
上
告
審
決
定
は
簡
潔
な
表
現
で
明
確
性
を

肯
定
し
た
の
だ
と
思
う
。「
有
害
な
物
質
」
に
つ
い
て
の
解
釈
が
一
般
人
基
準
に
適
う
も
の
か
、
ア
ブ
ラ
ソ
コ
ム
ツ
な
い
し
そ
の
加
工
品

が
「
有
害
な
物
質
」
が
含
ま
れ
る
典
型
例
と
い
え
る
か
、
規
則
と
異
な
り
公
示
さ
れ
な
い
厚
生
省
課
長
回
答
や
そ
れ
に
基
づ
く
保
健
所
か

ら
の
警
告
に
よ
っ
て
明
確
性
を
補
充
で
き
る
か
は
、
単
体
と
し
て
み
れ
ば
脆
弱
で
は
あ
る
も
の
の
、
総
合
的
に
こ
れ
ら
を
考
慮
し
て
明
確

性
を
肯
定
す
る
判
断
を
示
し
た
も
の
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
（
10
）

。

広
島
市
暴
走
族
追
放
条
例
事
件
に
お
い
て
は
、
広
範
性
（
過
度
の
広
範
性
）
の
問
題
と
明
確
性
の
問
題
に
検
討
が
加
え
ら
れ
て
お
り
、

主
張
が
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
た
だ
、
堀
籠
裁
判
官
、
那
須
裁
判
官
の
各
補
足
意
見
及
び
藤
田
裁
判
官
、
田
原
裁
判
官
の
各
反
対
意
見

を
参
照
し
つ
つ
、
明
確
性
の
原
則
と
の
関
係
で
い
う
な
ら
、
同
条
例
が
規
制
の
対
象
と
し
て
い
る
「
暴
走
族
」
は
「
暴
走
行
為
を
目
的
と

し
て
結
成
さ
れ
た
集
団
で
あ
る
本
来
的
な
意
味
に
お
け
る
暴
走
族
」
の
ほ
か
に
「
服
装
、
旗
、
言
動
な
ど
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
暴
走
族

に
類
似
し
社
会
通
念
上
こ
れ
と
同
視
す
る
こ
と
が
で
き
る
集
団
」
に
限
ら
れ
る
と
い
う
限
定
解
釈
の
前
提
と
し
て
（
11
）

、
①
一
般
国
民
の
理
解

に
お
い
て
具
体
的
場
合
に
当
該
行
為
が
規
制
対
象
と
な
る
か
ど
う
か
の
判
断
を
可
能
な
ら
し
め
る
よ
う
な
基
準
を
読
み
取
れ
る
も
の
で
あ

る
か
、
②
中
止
命
令
等
を
発
す
る
際
の
判
断
基
準
を
定
め
た
同
条
例
施
行
規
則
の
規
定
を
考
慮
し
て
同
条
例
自
体
の
規
定
の
限
定
解
釈
を

し
て
も
よ
い
か
、
と
い
っ
た
点
が
問
題
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
堀
籠
裁
判
官
の
補
足
意
見
に
は
、
被
告
人
の
行
為
は
同
条
例
が

（
一
一
四
八
）



明
確
性
の
原
則
と
憲
法
三
一
条
（
設
楽
）

二
〇
七

「
規
制
し
よ
う
と
し
て
い
た
典
型
的
な
行
為
」
で
あ
り
、
こ
れ
が
同
条
例
に
違
反
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
て
、「
被
告
人
に
保
障
さ
れ

て
い
る
憲
法
上
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
罰
則
規
定
の
不
明
確
性
、
広
範
性
を
理
由
に
被
告
人
を
無
罪
と
す

る
こ
と
は
、
国
民
の
視
点
に
立
つ
と
、
ど
の
よ
う
に
映
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
の
感
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
」
と
あ
る
の
で
（
刑
集
六
一
巻

六
号
六
〇
五
頁
参
照
）、
③
典
型
例
に
あ
た
る
の
で
本
件
の
事
実
に
適
用
さ
れ
る
限
り
明
確
性
に
欠
け
る
こ
と
は
な
い
と
い
え
る
か
、
と
い

う
点
も
問
題
に
な
る
。
な
お
、
必
ず
し
も
明
確
性
と
の
関
係
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、
④
法
廷
意
見
が
、
規
制
対
象

の
集
会
を
お
こ
な
う
こ
と
を
直
ち
に
処
罰
す
る
の
で
は
な
く
、
中
止
命
令
等
の
対
象
に
と
ど
め
、
命
令
に
違
反
し
た
場
合
に
は
じ
め
て
処

罰
す
る
と
い
う
「
事
後
的
か
つ
段
階
的
規
制
」
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
を
憲
法
三
一
条
違
反
を
否
定
す
る
根
拠
の
一
つ
に
し
て
い
る
点
を
ど

う
評
価
す
る
か
、
と
い
っ
た
問
題
も
あ
る
。

堀
籠
裁
判
官
の
補
足
意
見
は
、
①
②
に
つ
い
て
肯
定
的
で
あ
る
（
刑
集
六
一
巻
六
号
六
〇
六
〜
六
〇
七
頁
参
照
）。
こ
れ
に
対
し
、
那
須
裁

判
官
の
補
足
意
見
は
、
①
に
つ
い
て
は
肯
定
的
で
あ
る
も
の
の
②
に
つ
い
て
は
否
定
的
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
（
刑
集
六
一
巻
六
号
六
〇
八

〜
六
一
〇
頁
参
照
）。
藤
田
裁
判
官
の
反
対
意
見
は
、
①
②
に
つ
き
否
定
的
で
あ
る
よ
う
に
読
め
（
刑
集
六
一
巻
六
号
六
一
一
〜
六
一
二
頁
）、

ま
た
、
③
に
つ
き
否
定
的
で
あ
る
と
い
え
る
（
刑
集
六
一
巻
六
号
六
一
二
頁
参
照
）。
田
原
裁
判
官
の
反
対
意
見
は
、
①
②
に
つ
い
て
否
定
的

で
あ
り
（
刑
集
六
一
巻
六
号
六
一
三
〜
六
一
四
頁
参
照
）、
④
に
つ
い
て
も
否
定
的
で
あ
る
よ
う
に
読
め
る
（
刑
集
六
一
巻
六
号
六
一
八
〜
六
一
九

頁
参
照
）。

法
廷
意
見
は
、
明
確
性
の
問
題
に
つ
い
て
簡
潔
に
「
各
規
定
の
文
言
が
不
明
確
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
」
と
述
べ
る
に
と
ど
め
て
い
る

も
の
の
、
各
裁
判
官
の
考
え
に
は
複
雑
な
濃
淡
の
差
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
①
②
に
つ
き
、
各
裁
判
官
の
意
見
に
か
な
り
の
相
違
が
あ

る
こ
と
か
ら
、
同
条
例
を
限
定
解
釈
し
て
憲
法
三
一
条
に
違
反
し
な
い
と
す
る
こ
と
に
は
か
な
り
の
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
③
に
つ

（
一
一
四
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

二
〇
八

い
て
は
、
法
廷
意
見
も
否
定
的
に
解
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
、
本
件
が
憲
法
二
一
条
一
項
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
も

妥
当
な
判
断
と
い
え
よ
う
（
12
）

。
逆
に
、
④
に
つ
い
て
は
、
法
廷
意
見
に
ス
ペ
ー
ス
を
取
っ
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
に
し
て
は
詰
め
た
議
論
が
さ

れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
う
。

世
田
谷
区
清
掃
・
リ
サ
イ
ク
ル
条
例
事
件
で
争
わ
れ
た
の
は
、
同
条
例
三
六
条
の
二
第
一
項
に
い
う
「
一
般
廃
棄
物
処
理
計
画
で
定
め

る
所
定
の
場
所
」
の
明
確
性
で
あ
る
。
規
定
に
用
い
ら
れ
て
い
る
言
葉
の
意
味
の
明
確
性
と
い
う
よ
り
、
①
条
例
自
体
に
で
は
な
く
一
般

廃
棄
物
処
理
計
画
（
以
下
、「
処
理
計
画
」
と
い
う
）
に
「
所
定
の
場
所
」
が
ど
こ
で
あ
る
か
が
明
示
し
て
あ
れ
ば
明
確
で
あ
る
と
し
て
よ
い

か
、
②
そ
う
で
あ
る
と
し
て
、
同
条
例
と
処
理
計
画
に
よ
り
「
所
定
の
場
所
」
は
明
確
で
あ
る
と
い
え
る
か
、
③
「
所
定
の
場
所
」
に
あ

た
る
場
所
が
「
資
源
・
ご
み
集
積
所
」
と
記
載
し
た
看
板
等
に
よ
り
周
知
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
憲
法
三
一
条
違
反
で
な
い
と
す
る
こ
と

は
で
き
る
か
、
と
い
っ
た
こ
と
が
問
題
に
な
る
。
ま
た
、
第
二
審
判
決
は
、
一
般
人
基
準
に
よ
っ
て
明
確
性
を
肯
定
す
る
と
と
も
に
、

（
所
定
の
場
所
か
ら
の
古
紙
等
の
収
集
行
為
を
直
接
処
罰
す
る
の
で
は
な
く
区
長
に
よ
る
禁
止
命
令
の
対
象
と
す
る
に
と
ど
め
）
命
令
違
反
が
あ
っ
て

初
め
て
処
罰
す
る
と
い
う
規
制
方
法
を
と
っ
て
い
る
こ
と
を
不
明
確
性
を
否
定
す
る
理
由
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
広
島
市
暴
走
族
追
放

条
例
事
件
上
告
審
判
決
で
登
場
し
た
④
「
事
後
的
か
つ
段
階
的
規
制
」
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
憲
法
三
一
条
に
違
反
し
な
い
と
す
る
こ
と

が
で
き
る
か
、
が
明
確
性
に
関
し
て
問
題
に
な
る
と
い
え
る
。

世
田
谷
区
清
掃
・
リ
サ
イ
ク
ル
条
例
事
件
上
告
審
決
定
は
、
①
な
い
し
③
に
つ
い
て
肯
定
し
、
ま
た
、
④
に
つ
い
て
は
と
く
に
触
れ
て

い
な
い
の
で
、
第
二
審
判
決
を
基
本
的
に
是
認
し
た
も
の
と
い
え
る
。
反
対
意
見
は
な
く
、
補
足
意
見
す
ら
な
い
。
上
告
審
決
定
の
み
を

読
む
限
り
で
は
、
上
告
を
棄
却
す
る
こ
と
に
つ
い
て
さ
ほ
ど
問
題
は
な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
な
い
で
は
な
い
。

し
か
し
、
事
実
関
係
、
実
態
に
照
ら
し
て
み
る
と
、
上
告
審
決
定
が
第
二
審
判
決
を
是
認
し
た
こ
と
が
妥
当
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。

（
一
一
五
〇
）



明
確
性
の
原
則
と
憲
法
三
一
条
（
設
楽
）

二
〇
九

東
京
簡
易
裁
判
所
は
、
同
事
件
の
第
一
審
判
決
（
平
成
一
七
年
ろ
第
二
〇
四
一
号
・
平
成
一
九
年
五
月
七
日
判
決
）
の
ほ
か
に
五
件
の
同
種
事

件
に
つ
き
無
罪
判
決
を
下
し
て
い
る
（（
ⅰ
）
平
成
一
七
年
ろ
第
三
六
〇
号
・
平
成
一
九
年
三
月
二
六
日
判
決
・L

E
X
/D
B
28145132

、（
ⅱ
）
平
成

一
七
年
ろ
第
四
四
九
号
・
平
成
一
九
年
三
月
二
六
日
判
決
・L

E
X
/D
B
28135130

、（
ⅲ
）
平
成
一
七
年
ろ
第
二
〇
四
〇
号
・
平
成
一
九
年
三
月
二
六
日

判
決
・L

E
X
/D
B
28135128

、（
ⅳ
）
平
成
一
七
年
ろ
第
二
〇
四
二
号
・
平
成
一
九
年
三
月
二
六
日
判
決
・L

E
X
/D
B
25450800

、（
ⅴ
）
平
成
一
七
年
ろ

第
四
五
〇
号
・
平
成
一
九
年
五
月
七
日
判
決
・L

E
X
/D
B
25450805

）。
例
え
ば
、（
ⅰ
）
の
判
決
が
認
定
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
同
判
決
時
、
世
田

谷
区
内
に
は
約
四
万
八
〇
〇
〇
（
平
成
一
二
〔
二
〇
〇
〇
〕
年
当
時
は
約
三
万
）
の
集
積
所
が
存
在
し
、
毎
日
一
〇
か
所
位
変
更
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
上
、「
資
源
・
ご
み
集
積
所
」
と
い
っ
た
看
板
の
よ
う
な
掲
示
物
の
な
い
集
積
所
も
相
当
数
存
在
し
た

と
の
こ
と
で
あ
る
。「
所
定
の
場
所
」
な
い
し
処
理
計
画
の
「
定
め
ら
れ
た
場
所
」
で
あ
る
集
積
所
に
「
資
源
・
ご
み
集
積
所
」
と
記
載

し
た
看
板
等
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
明
確
性
が
確
保
で
き
る
と
は
い
い
難
い
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
上
告
審
決
定
は
、「
本
件
に
お
け
る

違
反
場
所
」
が
看
板
等
に
よ
り
集
積
所
で
あ
る
こ
と
が
周
知
さ
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
の
で
、「
本
件
の
違
反
行
為
を
す
る
に
つ
い
て
は

明
確
で
あ
っ
た
」（
被
告
人
に
は
自
己
の
行
為
が
規
制
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
認
識
で
き
た
）
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
も
の
と
み
る
べ

き
な
の
か
も
知
れ
な
い
。

ま
た
、「
事
後
的
か
つ
段
階
的
規
制
」
が
と
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
あ
る
地
点
で
古
紙
等
を
収
集
し
た
こ
と
か
ら
（
同
地
点
で
の
収
集

に
つ
き
）
禁
止
命
令
を
受
け
た
と
し
て
も
、
同
地
点
以
外
の
場
所
で
収
集
す
る
こ
と
が
命
令
違
反
に
な
る
こ
と
を
告
知
す
る
こ
と
に
な
る

の
か
は
疑
問
で
あ
る
。
②
に
つ
い
て
も
疑
問
が
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
上
告
審
決
定
は
、
広
島
市
暴
走
族
追
放
条
例
事
件
以
上
に
問
題

の
あ
る
事
案
に
つ
い
て
明
確
性
を
肯
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
明
確
性
の
原
則
を
形
骸
化
し
て
い
る
と
の
評
価
を
免
れ
難
い
よ
う
に
思
う
（
13
）

。

北
海
道
迷
惑
防
止
条
例
事
件
に
つ
い
て
み
る
と
、
同
条
例
二
条
の
二
第
一
項
四
号
の
「
卑
わ
い
な
言
動
」
は
、
同
項
柱
書
と
あ
わ
せ
て

（
一
一
五
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

二
一
〇

読
め
ば
、「
外
延
の
み
が
曖
昧
な
場
合
」
に
あ
た
る
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
限
定
解
釈
に
よ
り
明
確
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
可
能
で

あ
る
。
同
事
件
上
告
審
決
定
の
法
廷
意
見
は
、「
社
会
通
念
上
、
性
的
道
義
観
念
に
反
す
る
下
品
で
み
だ
ら
な
言
語
又
は
動
作
」
を
い
う

と
解
し
て
お
り
、
こ
れ
は
日
常
用
語
と
さ
ほ
ど
径
庭
の
な
い
解
釈
と
い
え
る
よ
う
に
思
う
。
た
だ
、
外
延
を
明
確
に
す
る
限
定
解
釈
に
は

な
っ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
柱
書
を
考
慮
し
て
、「
公
共
の
場
所
又
は
公
共
の
乗
物
に
い
る
者
に
対
し
、
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
、
著

し
く
し
ゅ
う
恥
さ
せ
、
又
は
不
安
を
覚
え
さ
せ
る
よ
う
な
、
社
会
通
念
上
、
性
的
道
義
観
念
に
反
す
る
下
品
で
み
だ
ら
な
言
語
又
は
動
作

を
す
る
こ
と
」
が
実
行
行
為
で
あ
る
と
解
し
て
も
、
例
え
ば
、
女
性
の
露
出
し
た
背
中
や
足
を
撮
影
す
る
行
為
が
こ
れ
に
あ
た
る
の
か
判

断
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
（
14
）

。
ま
し
て
、
午
後
七
時
頃
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
内
で
女
性
客
を
少
な
く
と
も
約
五
分
間
、
四
〇

メ
ー
ト
ル
余
り
に
わ
た
っ
て
追
尾
し
背
後
の
約
一
な
い
し
三
メ
ー
ト
ル
の
距
離
か
ら
、
同
人
の
ズ
ボ
ン
を
着
用
し
た
臀
部
を
約
一
一
回
撮

影
す
る
行
為
が
こ
れ
に
あ
た
る
か
は
、
田
原
裁
判
官
の
反
対
意
見
に
縷
々
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
相
当
に
疑
問
だ
と
い
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
法
廷
意
見
に
は
か
な
り
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

四　

私
見
の
展
開

以
上
に
み
た
よ
う
に
、
裁
判
例
に
お
け
る
明
確
性
の
原
則
は
、
一
般
人
基
準
を
示
し
た
徳
島
市
公
安
条
例
事
件
上
告
審
判
決
以
来
、
担

当
裁
判
官
の
懸
命
な
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
混
迷
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
そ
こ
で
、
不
十
分
な
が
ら
私
見
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
を
示
し

て
お
く
こ
と
に
す
る
。

第
一
に
、
刑
罰
法
規
の
明
確
性
が
要
求
さ
れ
る
根
拠
が
、
国
民
に
対
し
て
禁
止
さ
れ
る
行
為
（
そ
れ
を
お
こ
な
っ
た
場
合
に
刑
罰
権
の
行
使

を
許
容
す
る
行
為
）
と
そ
う
で
な
い
行
為
を
あ
ら
か
じ
め
示
し
、
前
者
の
行
為
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
国
・
地
方
公

（
一
一
五
二
）



明
確
性
の
原
則
と
憲
法
三
一
条
（
設
楽
）

二
一
一

共
団
体
の
機
関
に
よ
り
規
制
が
な
さ
れ
な
い
よ
う
制
約
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
以
上
、
不
明
確
ゆ
え
に
憲
法
三
一
条
に
違
反
す
る
こ
と

に
な
る
か
の
判
断
基
準
は
「
国
民
一
般
に
対
し
て
刑
罰
の
対
象
と
な
る
行
為
を
あ
ら
か
じ
め
告
知
す
る
も
の
と
い
え
る
か
」
と
い
っ
た
、

よ
り
一
般
的
な
も
の
に
修
正
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
当
該
事
件
の
被
告
人
に
と
っ
て
「
具
体
的
場
合
に
自
己
の
行
為
が
規
定
の
適

用
を
受
け
る
か
ど
う
か
の
判
断
が
可
能
か
」
と
い
っ
た
基
準
に
よ
る
こ
と
は
、〈
本
件
の
被
告
人
に
と
っ
て
は
明
確
で
あ
っ
た
〉
と
い
っ

た
判
断
に
よ
り
不
明
確
な
法
令
を
放
置
す
る
結
果
に
つ
な
が
る
の
で
、
妥
当
で
は
な
い
。

第
二
に
、
明
確
性
の
有
無
は
、
当
該
法
令
の
文
言
に
つ
い
て
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
下
位
の
法
規
範
に
よ
る
明
確
化
を
許
容

す
る
に
し
て
も
、
一
般
に
公
示
さ
れ
る
規
則
あ
た
り
ま
で
が
限
界
で
は
な
い
か
と
思
う
。
命
令
や
通
達
、
あ
る
い
は
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
よ

る
明
確
化
は
許
容
さ
れ
な
い
と
考
え
る
（
15
）

。

第
三
に
、
限
定
解
釈
に
よ
る
明
確
化
は
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
が
「
解
釈
」
と
し
て
可
能
な
範
囲
に
あ
り
、
か
つ
、
解
釈
の
結
果
が
、
法

令
の
語
義
か
ら
離
れ
な
い
明
確
な
も
の
で
あ
る
限
り
で
許
さ
れ
る
と
思
う
。
司
法
が
法
を
解
釈
し
て
具
体
的
事
案
に
適
用
し
解
決
を
は
か

る
作
用
で
あ
る
以
上
、
解
釈
の
限
界
を
超
え
る
よ
う
な
も
の
は
許
容
さ
れ
な
い
（
16
）

。
も
と
よ
り
、
国
民
の
誰
も
が
理
解
で
き
る
よ
う
な
解
釈

を
す
る
必
要
は
な
い
し
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
の
間
で
も
意
見
が
分
か
れ
る

よ
う
な
解
釈
│
典
型
例
は
、
福
岡
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例
事
件
上
告
審
判
決
の
「
淫
行
」
の
解
釈
で
あ
る
（
17
）

│
は
許
容
さ
れ
る
べ
き
で
は

な
い
。

五　

結
語

以
上
で
、
七
つ
の
事
件
の
裁
判
例
に
あ
ら
わ
れ
た
〈
明
確
性
の
原
則
〉
に
つ
い
て
の
考
え
の
批
判
的
検
討
と
そ
れ
を
踏
ま
え
た
私
見

（
一
一
五
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

二
一
二

（
そ
の
基
本
的
枠
組
み
）
の
展
開
を
終
え
る
こ
と
に
す
る
。
さ
ら
に
、
①
明
確
性
を
規
則
、
通
達
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
で
補
完
す
る
こ
と
の

妥
当
性
、
②
規
制
目
的
や
規
制
対
象
（
表
現
の
自
由
に
関
わ
る
も
の
か
、
経
済
活
動
の
自
由
に
関
わ
る
も
の
か
、
人
権
享
有
主
体
が
業
者
か
一
般
人

か
等
）
に
よ
り
明
確
性
の
補
完
方
法
が
異
な
っ
て
よ
い
か
、
③
通
達
や
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
従
っ
て
行
為
し
た
者
の
刑
事
責
任
は
ど
う
な
る

か
、
④
ド
イ
ツ
法
のB

estim
m
theitsgebot （18

）
と
の
比
較
、
と
い
っ
た
問
題
を
検
討
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
の
で
あ
る
け
れ
ど
、
紙
幅
の
関

係
も
あ
り
、
断
念
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

拙
い
本
稿
で
は
あ
る
も
の
の
、
百
地
章
先
生
の
温
顔
を
思
い
起
こ
し
つ
つ
、
ひ
と
ま
ず
擱
筆
し
、
寄
稿
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
す
る
。

注（
1
） 

団
藤
重
光
『
刑
法
綱
要
総
論
』
五
一
頁
以
下
（
創
文
社
、
第
三
版
、
一
九
九
〇
年
）、
平
野
龍
一
『
刑
法　

総
論
Ⅰ
』
八
二
頁
以
下
（
有
斐
閣
、

一
九
七
二
年
）、
大
塚
仁
『
刑
法
概
説
（
総
論
）』
五
八
頁
以
下
（
有
斐
閣
、
第
四
版
、
二
〇
〇
八
年
）、
板
倉
宏
『
刑
法
総
論
』
三
四
頁
以
下
（
勁

草
書
房
、
補
訂
版
、
二
〇
〇
七
年
）、
大
谷
實
『
刑
法
講
義
総
論
』
六
一
頁
以
下
（
成
文
堂
、
新
版
第
四
版
、
二
〇
一
二
年
）、
西
田
典
之
『
刑
法
総

論
』
五
六
頁
以
下
（
弘
文
堂
、
第
二
版
、
二
〇
一
〇
年
）、
前
田
雅
英
『
刑
法
総
論
講
義
』
四
九
頁
以
下
（
東
京
大
学
出
版
会
、
第
六
版
、

二
〇
一
五
年
）、
山
口
厚
『
刑
法
総
論
』
一
七
頁
以
下
（
有
斐
閣
、
第
二
版
、
二
〇
〇
七
年
）
な
ど
。

（
2
） 

徳
島
市
公
安
条
例
事
件
以
前
の
裁
判
例
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
文
哉
「
法
文
の
不
明
確
に
よ
る
法
令
の
無
効
二
・
完
」
司
法
研
修
所
論
集
一
九
六
七

│
Ⅱ
三
二
頁
以
下
（
一
九
六
七
年
）
の
八
九
〜
九
三
頁
、
芝
原
邦
爾
『
刑
法
の
社
会
的
機
能
』
二
二
一
〜
二
二
四
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
七
三
年
）
な

ど
参
照
。

（
3
） 

門
田
成
人
「
刑
罰
法
規
明
確
性
の
理
論
と
『
公
正
な
告
知
』
の
概
念
二
完
」
島
大
法
学
三
四
巻
三
号
八
七
頁
以
下
（
一
九
九
〇
年
）
の
一
二
〇

頁
参
照
。

（
4
） 

佐
藤
・
前
掲
注（
2
）及
び
こ
れ
に
先
立
つ
、
佐
藤
文
哉
「
法
文
の
不
明
確
に
よ
る
法
令
の
無
効
㈠
」
司
法
研
修
所
論
集
一
九
六
七
│
Ⅰ
二
四
頁

()

()

（
一
一
五
四
）



明
確
性
の
原
則
と
憲
法
三
一
条
（
設
楽
）

二
一
三

以
下
（
一
九
六
七
年
）
を
意
味
す
る
。

（
5
） 

小
田
健
司
「
判
解
」
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
刑
事
篇
│
以
下
、「
最
判
解
刑
」
と
略
記
│
（
昭
和
五
〇
年
度
）
一
五
六
頁
以
下
（
法
曹
会
、

一
九
七
九
年
）
の
一
九
六
頁
は
、「〔
…
〕
外
延
の
不
明
確
性
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
被
告
人
の
行
為
が
こ
の
よ
う
な
外
延
に
関
す
る
場
合
で
あ
れ
ば

格
別
、
被
告
人
の
行
為
が
そ
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
明
白
な
典
型
的
事
例
に
関
す
る
場
合
に
は
、
被
告
人
は
そ
の
規
定
の
外
延
の
不
明
確

性
に
よ
っ
て
な
ん
ら
自
己
の
権
利
を
侵
害
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
本
件
の
具
体
的
事
実
関
係
に
適
用
さ
れ
る

限
り
に
お
い
て
明
確
性
に
欠
け
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
し
て
外
延
の
不
明
確
性
の
問
題
を
と
り
あ
げ
な
い
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
。
ま
た
、

高
辻
裁
判
官
の
意
見
は
、
本
文
の
よ
う
に
解
す
る
根
拠
と
し
て
、
被
告
人
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
な
い
こ
と
の
ほ
か
に
、
法
令
の
合
憲
違
憲
の
判
断
は

司
法
権
の
行
使
に
付
随
し
て
具
体
的
事
実
に
対
す
る
当
該
法
令
の
適
用
に
関
し
て
必
要
と
さ
れ
る
範
囲
に
お
い
て
す
れ
ば
足
り
、
ま
た
、
そ
の
限
度

に
と
ど
め
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
（
刑
集
二
八
巻
八
号
五
二
〇
頁
）。
こ
れ
は
、
佐
藤
・
前
掲
注（
2
）三
三
頁

の
「
事
件
性
の
問
題
」
と
同
様
の
考
え
で
あ
ろ
う
。

（
6
） 

佐
藤
・
前
掲
注（
4
）六
〇
頁
参
照
。

（
7
） 

淫
行
勧
誘
罪
の
「
淫
行
ノ
常
習
ナ
キ
婦
女
」
に
つ
い
て
は
、
従
来
、「
無
貞
操
に
性
交
を
行
う
習
癖
の
な
い
婦
女
を
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
」、

「
特
定
の
一
人
を
相
手
と
す
る
限
り
姦
婦
で
も
よ
く
、〔
…
〕
逆
に
頻
繁
に
代
え
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
同
時
期
に
多
数
の
男
を
持
つ
女
で
も
よ
い
と
解

す
る
」
と
い
っ
た
解
釈
が
さ
れ
て
い
た
│
団
藤
重
光
編
『
注
釈
刑
法
⑷
各
側
⑵
』
三
二
一
頁
以
下
〔
所
一
彦
〕（
有
斐
閣
、
一
九
六
五
年
）
参
照
。

福
岡
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例
事
件
上
告
審
判
決
が
出
た
後
も
、
と
く
に
解
釈
の
顕
著
な
変
更
は
み
ら
れ
な
い
│
大
塚
仁
ほ
か
編
『
大
コ
ン
メ
ン

タ
ー
ル
刑
法　

第
九
巻
〔
第
一
七
四
条
〜
第
一
九
二
条
〕』
一
一
〇
頁
〔
亀
山
継
夫
＝
河
村
博
〕（
青
林
書
院
、
第
三
版
、
二
〇
一
三
年
）
参
照
。

（
8
） 

高
橋
省
吾
「
判
解
」
最
判
解
刑
（
昭
和
六
〇
年
度
）
二
〇
一
頁
以
下
（
法
曹
会
、
一
九
八
九
年
）
の
二
一
六
〜
二
一
九
頁
参
照
。

（
9
） 

原
田
國
男
「
判
解
」
最
判
解
刑
（
平
成
元
年
度
）
二
八
八
頁
以
下
（
法
曹
会
、
一
九
九
一
年
）
の
三
一
五
頁
は
、
施
行
規
則
や
告
示
が
法
規
範

と
し
て
一
般
に
公
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
、
岐
阜
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例
事
件
の
場
合
は
、
明
確
性
の
原
則
を
充
足
し
て

い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。

（
10
） 

飯
田
喜
信
「
判
解
」
最
判
解
刑
（
平
成
一
〇
年
度
）
九
八
頁
以
下
（
法
曹
会
、
二
〇
〇
一
年
）
の
一
〇
六
頁
は
、
上
告
審
決
定
の
基
底
に
は

（
一
一
五
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

二
一
四

「『
有
害
』
が
食
品
に
よ
る
人
の
健
康
に
対
す
る
危
害
を
指
す
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
限
定
解
釈
を
加
え
る
必
要
は
な
い
と
い
う
考
え
」
が
あ

る
と
推
察
さ
れ
、
ま
た
、
第
二
審
判
決
が
、
ア
ブ
ラ
ソ
コ
ム
ツ
の
販
売
等
に
食
品
衛
生
法
四
条
二
号
を
適
用
す
る
限
り
に
お
い
て
規
定
の
文
言
は
明

確
で
あ
る
旨
の
説
示
を
し
て
い
る
の
は
「
ア
ブ
ラ
ソ
コ
ム
ツ
が
人
の
健
康
危
害
を
引
き
起
こ
す
食
品
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
が
な
い
か
ら
、
本
件
で
は
、

規
定
文
言
の
明
確
性
を
論
じ
る
に
足
り
る
事
件
性
が
な
い
と
い
う
考
え
方
」
に
基
づ
く
説
示
で
あ
る
と
理
解
し
う
る
と
し
て
い
る
。

（
11
） 

札
幌
税
関
検
査
違
憲
訴
訟
事
件
上
告
審
判
決
（
最
大
判
昭
和
五
九
年
一
二
月
一
二
日
民
集
三
八
巻
一
二
号
一
三
〇
八
頁
）
は
、「
表
現
の
自
由

を
規
制
す
る
法
律
の
規
定
に
つ
い
て
限
定
解
釈
を
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
解
釈
に
よ
り
、
規
制
の
対
象
と
な
る
も
の
と
そ
う
で
な
い
も

の
と
が
明
確
に
区
別
さ
れ
、
か
つ
、
合
憲
的
に
規
制
し
得
る
も
の
の
み
が
規
制
の
対
象
と
な
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
場
合
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

ま
た
、
一
般
国
民
の
理
解
に
お
い
て
、
具
体
的
場
合
に
当
該
表
現
物
が
規
制
の
対
象
と
な
る
か
ど
う
か
の
判
断
を
可
能
な
ら
し
め
る
よ
う
な
基
準
を

そ
の
規
定
か
ら
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
最
高
裁
昭
和
四
八
年
あ
第
九
一
〇
号
同
五
〇
年
九
月
一
〇
日
大
法
廷
判

決
・
刑
集
二
九
巻
八
号
四
八
九
頁
参
照
）」
と
徳
島
市
公
安
条
例
事
件
上
告
審
判
決
を
引
用
し
て
述
べ
て
お
り
（
民
集
三
八
巻
一
二
号
一
三
二
四
頁
）、

こ
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
広
島
市
暴
走
族
追
放
条
例
事
件
上
告
審
判
決
の
那
須
裁
判
官
の
補
足
意
見
（
刑
集
六
一
巻
六
号
六
〇
八
頁
）
の
ほ
か
藤
田

裁
判
官
の
反
対
意
見
（
刑
集
六
一
巻
六
号
六
一
一
頁
）
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
判
決
に
関
与
し
た
裁
判
官
の
間
で
議
論
の
前
提
に
さ
れ

て
い
た
も
の
で
あ
る
と
推
認
で
き
る
。

（
12
） 

前
田
巌
「
判
解
」
最
判
解
刑
（
平
成
一
九
年
度
）
三
七
九
頁
以
下
（
法
曹
会
、
二
〇
一
一
年
）
の
三
九
四
〜
三
九
五
頁
は
、
札
幌
税
関
検
査
違

憲
訴
訟
上
告
審
判
決
、
福
岡
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例
事
件
上
告
審
判
決
は
、「
規
制
の
対
象
と
さ
れ
た
具
体
的
行
為
が
本
来
的
に
合
憲
的
に
規
制

し
得
る
も
の
で
あ
っ
た
事
案
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
に
、
広
範
性
・
明
確
性
の
問
題
に
答
え
て
お
り
、
規
定
を
文
言
上
違
憲
と
す
る
適
格
を
認

め
る
立
場
に
立
つ
も
の
と
解
さ
れ
、
広
島
市
暴
走
族
追
放
条
例
事
件
上
告
審
判
決
の
法
廷
意
見
も
被
告
人
の
行
為
が
「
限
定
解
釈
さ
れ
る
処
罰
行
為

の
核
心
部
分
」
に
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
つ
つ
違
憲
主
張
の
「
主
張
適
格
を
認
め
た
も
の
と
理
解
で
き
よ
う
」
と
す
る
。

（
13
） 

世
田
谷
区
清
掃
・
リ
サ
イ
ク
ル
条
例
事
件
の
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
点
に
つ
き
、
例
え
ば
、
山
本
善
貴
「
刑
罰
法
規
の
明
確
性
と
罪
刑
法
定
主
義
」

板
倉
宏
監
修
・
著
、
沼
野
輝
彦
＝
設
楽
裕
文
編
『
現
代
の
判
例
と
刑
法
理
論
の
展
開
』
一
七
頁
以
下
（
八
千
代
出
版
、
二
〇
一
四
年
）
参
照
。

（
14
） 

三
浦
透
「
判
解
」
最
判
解
刑
（
平
成
二
〇
年
度
）
六
九
九
頁
以
下
（
法
曹
会
、
二
〇
一
二
年
）
の
七
一
六
頁
は
、
あ
る
程
度
性
的
な
意
味
合
い

（
一
一
五
六
）



明
確
性
の
原
則
と
憲
法
三
一
条
（
設
楽
）

二
一
五

が
あ
る
特
定
部
位
を
ね
ら
っ
て
撮
影
し
た
の
で
な
け
れ
ば
「
卑
わ
い
な
言
動
」
に
あ
た
る
と
み
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、「
肩
、
背
中
な
ど
を
ね

ら
っ
た
場
合
は
一
般
的
に
は
積
極
の
判
断
を
す
る
こ
と
は
困
難
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
」
と
す
る
。

（
15
） 
井
田
良
『
講
義
刑
法
学
・
総
論
』
三
八
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
年
）
は
、
罪
刑
法
定
主
義
は
刑
罰
権
行
使
に
民
主
主
義
的
正
当
性
を
与
え
、

同
時
に
歯
止
め
を
か
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、「
不
明
確
な
法
律
は
国
家
権
力
の
民
主
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
た
め
に
も
役
立
た
な
い
」
と
す
る
。

民
主
主
義
的
要
素
の
な
い
下
位
規
範
に
よ
る
明
確
化
は
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
も
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
16
） 

佐
藤
・
前
掲
注（
2
）四
六
〜
四
七
頁
は
、
解
釈
の
結
果
は
明
確
性
の
基
準
に
達
し
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
実
質
的
に
当
該

法
令
を
書
き
か
え
る
よ
う
な
解
釈
は
用
い
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
。

（
17
） 

福
岡
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例
事
件
上
告
審
判
決
に
つ
い
て
は
、
学
説
に
お
い
て
も
、
反
対
意
見
を
支
持
す
る
見
解
が
有
力
で
あ
る
│
西
田
・

前
掲
注（
1
）五
七
頁
、
山
口
・
前
掲
注（
1
）二
一
頁
、
浅
田
和
茂
『
刑
法
総
論
』
五
八
頁
（
成
文
堂
、
補
正
版
、
二
〇
一
二
年
）、
曽
根
威
彦
『
刑

法
の
重
要
問
題
﹇
総
論
﹈』
二
五
頁
（
成
文
堂
、
第
二
版
、
二
〇
〇
六
年
）、
伊
東
研
祐
「
刑
法
の
解
釈
」
阿
部
純
二
ほ
か
編
『
刑
法
基
本
講
座
〈
第

一
巻
〉
│
基
礎
理
論
、
刑
罰
論
』
五
八
頁
（
法
学
書
院
、
一
九
九
二
年
）
な
ど
参
照
。
ご
く
最
近
の
も
の
と
し
て
、
清
水
洋
雄
「
国
民
目
線
の
刑

法
」
日
本
法
学
八
二
巻
二
号
一
三
七
頁
以
下
（
二
〇
一
六
年
）
の
一
四
四
頁
参
照
。

（
18
） V

gl.etw
a C

la
u

s R
oxin

,S
trafrecht A

T
., B
d.Ⅰ
,3.A
ufl.,1997,§

5,R
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la

u
s H

offm
a

n
n

-

H
ollan

d,S
trafrecht A

T
.,2007,S

.27-28.

（
一
一
五
七
）





憲
法
九
条
に
よ
る
自
衛
権
の
制
約
に
つ
い
て
（
杉
山
）

二
一
七

憲
法
九
条
に
よ
る
自
衛
権
の
制
約
に
つ
い
て

│
政
府
解
釈
を
中
心
に

│

杉　
　

山　
　

幸　
　

一

は
じ
め
に

平
成
二
六
年
、
安
倍
内
閣
は
、
現
行
憲
法
の
下
で
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
を
容
認
す
る
閣
議
決
定
を
行
い
、
そ
し
て
平
成
二
七
年
に
集

団
的
自
衛
権
の
行
使
を
可
能
と
す
る
た
め
の
法
整
備
（
平
和
安
全
法
制
）
が
な
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
憲
法
九
条
の
下
で
日
本
も
限
定

的
で
あ
れ
、
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
が
可
能
と
な
っ
た
。
日
本
は
昭
和
二
〇
年
の
終
戦
直
後
に
現
行
憲
法
を
制
定
し
、
現
在
に
至
る
ま
で

一
度
も
改
正
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
九
条
の
下
で
国
際
情
勢
な
ど
の
変
化
に
応
じ
て
、
防
衛
・
自
衛
体
制
を
整
え
て
い
っ
た
。

特
に
憲
法
九
条
に
関
す
る
解
釈
の
変
遷
に
伴
い
自
衛
権
の
行
使
方
法
や
そ
の
認
識
、
さ
ら
に
わ
が
国
の
自
衛
権
を
担
う
実
力
組
織
は
大

論　

説

（
一
一
五
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

二
一
八

き
く
変
化
し
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
自
衛
権
の
認
識
や
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
ま
さ
に
国
際
情
勢
に
対
応
し
て
様
々
な
変
化
を
し
て

き
て
お
り
、
憲
法
制
定
当
初
と
現
在
の
認
識
・
内
容
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
自
衛
権
を
担
う
組
織
で

あ
る
自
衛
隊
も
解
釈
に
よ
り
そ
の
活
動
範
囲
が
変
化
し
て
い
っ
た
。

ま
ず
自
衛
権
と
は
、
端
的
に
定
義
す
る
と
「
自
国
を
守
る
権
利
」
で
あ
り
、
国
連
憲
章
に
よ
っ
て
国
家
の
「
固
有
の
権
利
」
で
あ
る
と

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
自
衛
権
に
は
、
個
別
的
自
衛
権
と
集
団
的
自
衛
権
と
い
っ
た
二
つ
の
行
使
方
法
が
あ
り
、
前
者
は
単
独
で
自

国
を
守
る
権
利
で
あ
り
、
後
者
は
「
自
国
が
直
接
攻
撃
を
う
け
て
い
な
く
て
も
、
連
帯
関
係
に
あ
る
他
の
国
が
攻
撃
を
受
け
た
場
合
、
そ

れ
を
自
国
に
対
す
る
攻
撃
と
み
な
し
反
撃
し
う
る
権
利
（
1
）

」
な
ど
定
義
さ
れ
る
。

こ
の
自
衛
権
に
つ
い
て
、
わ
が
国
は
憲
法
九
条
の
下
で
様
々
な
解
釈
を
展
開
し
て
き
た
。
そ
も
そ
も
九
条
で
は
戦
争
放
棄
を
規
定
し
、

そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
戦
力
不
保
持
と
交
戦
権
否
認
を
規
定
し
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
衛
権
を
有
し
、
自
衛
権
を
行
使

す
る
実
力
を
兼
ね
備
え
て
い
る
。
平
成
二
六
年
に
変
更
さ
れ
た
現
在
の
政
府
解
釈
以
前
は
、
九
条
の
下
で
認
め
ら
れ
る
自
衛
権
は
、
自
国

防
衛
の
た
め
の
必
要
最
小
限
度
の
範
囲
で
行
使
さ
れ
る
と
さ
れ
、
集
団
的
自
衛
権
は
憲
法
上
そ
の
行
使
は
許
さ
れ
な
い
と
さ
れ
て
き
た
。

そ
の
た
め
、
今
回
の
集
団
的
自
衛
権
行
使
容
認
へ
の
憲
法
解
釈
変
更
に
つ
い
て
は
、
憲
法
九
条
に
違
反
す
る
と
し
て
激
し
い
反
対
運
動

が
展
開
さ
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
百
地
教
授
は
、「
わ
が
国
が
主
権
国
家
と
し
て
集
団
的
自
衛
権
を
行
使
で
き
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
。

た
だ
、
憲
法
上
の
制
約
が
一
切
な
い
か
と
い
え
ば
異
論
も
あ
り
え
よ
う
。
憲
法
九
条
二
項
が
「
戦
力
の
不
保
持
」
と
「
交
戦
権
の
否
認
」

を
定
め
て
い
る
以
上
、
そ
れ
に
伴
う
制
約
が
あ
る
、
と
。
そ
こ
で
政
府
は
集
団
的
自
衛
権
行
使
を
「
限
定
的
に
容
認
」
す
る
こ
と
に
な
っ

た
と
思
わ
れ
る
（
2
）

。」
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
憲
法
九
条
に
よ
っ
て
、
国
際
法
上
保
有
が
当
然
認
め
ら
れ
て
い
る
国
家
固
有
の
権
利
で

あ
る
自
衛
権
の
う
ち
、
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
を
制
限
し
て
い
る
と
い
え
る
。

（
一
一
六
〇
）



憲
法
九
条
に
よ
る
自
衛
権
の
制
約
に
つ
い
て
（
杉
山
）

二
一
九

そ
こ
で
、
集
団
的
自
衛
権
を
含
め
た
日
本
に
お
け
る
自
衛
権
の
実
態
に
つ
い
て
政
府
解
釈
を
中
心
に
、
百
地
教
授
が
い
わ
れ
る
集
団
的

自
衛
権
の
憲
法
九
条
二
項
（
戦
力
不
保
持
、
交
戦
権
の
否
認
）
に
よ
る
制
約
と
は
具
体
的
に
何
を
指
す
の
か
、
憲
法
九
条
に
よ
る
自
衛
権
の

制
限
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
試
み
る
。

一
．
憲
法
九
条
下
で
の
自
衛
権

①　

個
別
的
自
衛
権
と
集
団
的
自
衛
権

自
衛
権
は
、
周
知
の
よ
う
に
国
連
憲
章
第
五
一
条
に
お
い
て
「
こ
の
憲
章
の
い
か
な
る
規
定
も
、
国
際
連
合
加
盟
国
に
対
し
て
武
力
攻

撃
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
安
全
保
障
理
事
会
が
国
際
の
平
和
及
び
安
全
の
維
持
に
必
要
な
措
置
を
と
る
ま
で
の
間
、
個
別
的
又
は
集
団

的
自
衛
の
固
有
の
権
利
を
害
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
よ
う
に
、
個
別
的
自
衛
権
と
集
団
的
自
衛
権
が
あ
る
。
国
連
憲
章

第
二
条
（
3
）

は
武
力
不
行
使
の
原
則
を
定
め
る
が
、
そ
の
例
外
が
こ
れ
で
あ
る
。

第
一
次
世
界
大
戦
前
で
は
、
自
衛
権
は
自
己
保
存
権
あ
る
い
は
緊
急
避
難
と
明
確
に
区
別
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
そ
の
発
動
条
件
は
漠

然
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
一
九
二
八
年
（
昭
和
三
年
）
に
締
結
さ
れ
た
不
戦
条
約
に
よ
り
、
戦
争
は
違
法
化
し
、
自
衛
権
に
よ
る
武

力
行
使
が
例
外
的
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
自
衛
権
に
よ
る
武
力
行
使
は
特
別
な
場
合
と
し
て
の
性
格
を
明
確
に
し
、
そ
の
発
動

要
件
も
か
な
り
限
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
4
）

。
こ
の
流
れ
を
踏
襲
し
た
の
が
国
連
憲
章
第
五
一
条
と
な
る
。

憲
章
第
五
一
条
で
は
、
前
述
の
よ
う
に
個
別
的
自
衛
権
と
集
団
的
自
衛
権
を
国
家
固
有
の
権
利
で
あ
る
と
す
る
。
個
別
的
自
衛
権
と
は
、

こ
れ
ま
で
一
般
的
に
自
衛
権
と
呼
ば
れ
て
き
た
も
の
を
い
い
、
攻
撃
を
受
け
た
国
家
が
自
ら
の
手
で
反
撃
す
る
権
利
と
さ
れ
る
（
5
）

。
一
方

（
一
一
六
一
）
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二
二
〇

で
、
集
団
的
自
衛
権
は
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
生
ま
れ
た
新
し
い
自
衛
権
の
観
念
で
あ
り
、「
自
国
が
直
接
攻
撃
を
受
け
て
い
な
く
て
も
、

連
帯
関
係
に
あ
る
他
の
国
が
攻
撃
を
受
け
る
場
合
に
は
、
自
国
に
対
す
る
攻
撃
と
み
な
し
、
反
撃
で
き
る
こ
と
と
し
、
し
か
も
自
衛
権
の

一
種
で
あ
る
こ
と
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
安
全
保
障
理
事
会
の
許
可
は
い
ら
な
い
こ
と
に
し
、
相
互
援
助
義
務
を
容
易
に
発
動
し
う
る

よ
う
に
し
よ
う
と
い
う
（
6
）

」
も
の
で
あ
る
と
す
る
（
7
）

。
集
団
的
自
衛
権
は
、
端
的
に
言
え
ば
、
他
国
へ
の
攻
撃
を
自
国
の
攻
撃
と
み
な
し
て
、

共
に
反
撃
す
る
権
利
で
あ
る
。
そ
の
他
国
と
は
国
連
憲
章
第
五
二
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
地
域
的
取
極
を
前
提
と
し
た
国
で
、
密
接
な
関

係
に
あ
る
他
国
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

個
別
的
自
衛
権
と
集
団
的
自
衛
権
は
、
異
な
る
概
念
で
は
あ
る
が
、
結
局
は
自
衛
権
行
使
の
方
法
論
で
分
け
た
も
の
で
あ
り
、
そ
も
そ

も
共
に
自
衛
権
で
あ
る
。
百
地
教
授
も
二
つ
の
自
衛
権
は
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
と
し
、
刑
法
三
六
条
の
正
当
防
衛
と
の
比
較
を
す
る
こ

と
で
明
ら
か
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
刑
法
三
六
条
は
個
人
に
認
め
ら
れ
た
「
正
当
防
衛
権
」
に
相
当
す
る
の
が
、
国
際
社
会
に
お
け
る
国

家
の
「
自
衛
権
」
と
考
え
る
の
が
、
わ
が
国
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
際
法
学
者
た
ち
の
通
説
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
刑
法
三
六
条
は
「
急
迫
不

正
の
侵
害
に
対
し
て
、
自
己
又
は
他
人
の
権
利
を
防
衛
す
る
た
め
、
や
む
を
得
ず
し
た
行
為
は
、
罰
し
な
い
」
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
自

己
又
は
他
人
の
権
利
を
防
衛
す
る
の
が
正
当
防
衛
権
で
あ
り
、
こ
れ
を
自
衛
権
に
置
き
換
え
た
場
合
、
前
者
は
個
別
的
自
衛
権
で
あ
り
、

後
者
は
集
団
的
自
衛
権
と
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
（
8
）

。
つ
ま
り
、
個
別
的
自
衛
権
と
集
団
的
自
衛
権
は
そ
も
そ
も
不
可
分
一
体

で
あ
り
、
国
連
憲
章
五
一
条
に
言
う
「
国
家
固
有
の
権
利
」
た
る
自
衛
権
は
こ
の
二
つ
を
内
容
と
す
る
も
の
で
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
こ
と

で
は
な
い
。

（
一
一
六
二
）



憲
法
九
条
に
よ
る
自
衛
権
の
制
約
に
つ
い
て
（
杉
山
）

二
二
一

②　

憲
法
九
条
と
自
衛
権

日
本
は
、
自
衛
・
防
衛
に
つ
い
て
他
国
と
違
い
、
憲
法
九
条
を
中
心
に
考
え
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
と
り
わ
け
、
日
本
は
憲
法

九
条
二
項
の
戦
争
放
棄
、
交
戦
権
の
否
認
に
よ
っ
て
、
防
衛
政
策
や
自
衛
手
段
は
禁
止
あ
る
い
は
制
約
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
政
府
は
、

一
項
は
侵
略
戦
争
の
み
を
放
棄
し
、
二
項
で
戦
力
は
保
持
で
き
な
い
が
、
戦
力
に
至
ら
な
い
自
衛
力
で
あ
れ
ば
保
持
可
能
と
し
て
い
る
。

そ
の
保
持
し
う
る
自
衛
力
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
必
要
最
小
限
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
具
体
的
な
限
度
に
つ
い
て
は
、

社
会
情
勢
な
ど
考
え
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
自
衛
戦
争
、
す
な
わ
ち
自
衛
権
発
動
に
伴
う
必
要
最
小
限
度
の

実
力
組
織
（
自
衛
力
）
と
し
て
自
衛
隊
が
存
在
す
る
。
自
衛
力
と
す
れ
ば
憲
法
九
条
の
下
で
武
力
行
使
が
正
当
化
さ
れ
る
。
自
衛
力
は
自

衛
権
（
国
家
固
有
の
権
利
）
を
日
本
が
有
し
て
い
る
こ
と
が
前
提
で
、
現
行
憲
法
下
で
は
、
自
衛
権
行
使
要
件
を
み
た
す
と
そ
の
武
力
行
使

が
正
当
化
さ
れ
る
。

憲
法
九
条
は
、
憲
法
の
中
で
も
複
雑
な
構
造
を
し
て
い
る
た
め
様
々
な
学
説
が
対
立
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
自
衛
権
と
の
関
係
で
問
題

と
な
る
の
が
、
憲
法
九
条
二
項
の
「
前
項
の
目
的
を
達
す
る
た
め
」
で
あ
る
。
こ
の
文
言
が
意
味
す
る
こ
と
は
何
か
、
こ
の
文
言
次
第
で
、

様
々
な
解
釈
が
で
き
て
し
ま
う
。
例
え
ば
自
衛
権
は
有
す
る
が
、
自
衛
権
を
行
使
す
る
い
か
な
る
力
を
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い

う
、
実
質
的
に
自
衛
権
を
放
棄
し
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
芦
部
教
授
は
、
九
条
一
項
は
侵
略
戦
争
の
み
放
棄
、
あ
る
い
は
全

面
的
に
戦
争
放
棄
と
い
え
ど
も
、「
前
項
の
目
的
を
達
す
る
た
め
」
と
は
、「
日
本
国
民
は
正
義
と
秩
序
を
基
調
と
す
る
国
際
平
和
を
誠
実

に
希
求
し
」
と
い
う
一
項
の
部
分
を
受
け
て
戦
力
不
保
持
の
動
機
を
示
す
も
の
に
過
ぎ
ず
、
戦
力
不
保
持
は
無
条
件
で
規
定
さ
れ
て
い
る
（
9
）

。

し
た
が
っ
て
、
い
か
な
る
戦
力
も
有
す
る
こ
と
が
で
き
ず
結
果
的
に
、
警
察
力
以
外
の
そ
れ
を
超
え
る
実
力
部
隊
を
保
持
す
る
こ
と
は
認

め
ら
れ
ず
、
自
衛
権
は
①
外
交
交
渉
に
よ
る
侵
害
の
未
然
回
避
、
②
警
察
に
よ
る
侵
害
排
除
、
③
民
衆
が
武
器
を
持
っ
て
対
抗
す
る
群
民

（
一
一
六
三
）
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二
二
二

蜂
起
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
も
の
で
、「
武
力
な
き
自
衛
権
」
と
い
え
る
と
し
て
い
る
（
10
）

。

さ
ら
に
、
憲
法
九
条
二
項
の
「
前
項
の
目
的
を
達
す
る
た
め
」
を
前
項
で
あ
る
一
項
の
目
的
を
侵
略
戦
争
放
棄
で
あ
る
と
し
た
上
で
、

そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
「
戦
力
を
放
棄
し
た
」
と
解
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
自
衛
の
た
め
の
武
力
行
使
が
認
め
ら
れ
、
そ
の
行
使

の
た
め
に
武
力
保
持
を
禁
止
し
て
い
な
い
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
11
）

。
つ
ま
り
、
日
本
は
自
衛
軍
を
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
説
は
学
界
で
は
少
数
説
と
な
っ
て
い
る
が
、
日
本
国
憲
法
制
定
時
に
行
わ
れ
た
「
芦
田
修
正
」
の
意
図
を
踏
ま
え

た
解
釈
で
も
あ
る
。

ま
た
、「
前
項
の
目
的
を
達
す
る
た
め
」
と
い
う
文
言
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
憲
法
制
定
時
の
吉
田
茂
首
相
は
、
近
年
の
戦
争
の

多
く
は
自
衛
の
名
に
お
い
て
行
わ
れ
た
こ
と
は
顕
著
な
事
実
で
あ
っ
て
、
自
衛
権
を
認
め
る
こ
と
は
戦
争
の
誘
発
に
つ
な
が
る
「
有
害
な

考
え
」
で
あ
る
（
12
）

と
し
て
、
九
条
は
自
衛
権
を
放
棄
し
た
と
し
て
い
る
解
釈
も
存
在
し
た
。
と
は
い
え
、
憲
法
九
条
は
自
衛
権
を
有
し
て
い

て
も
戦
力
不
保
持
は
無
条
件
で
な
さ
れ
る
べ
き
と
す
る
、
実
質
的
に
放
棄
し
た
と
す
る
考
え
方
と
結
論
は
同
じ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
憲
法
九
条
二
項
の
「
前
項
の
目
的
を
達
す
る
た
め
」
と
い
う
文
言
の
解
釈
次
第
で
自
衛
権
を
留
保
し
て
い
る
が
事
実
上

行
使
で
き
な
い
と
い
う
解
釈
か
ら
、
自
衛
戦
力
保
持
を
認
め
た
上
で
の
自
衛
権
留
保
と
い
っ
た
よ
う
に
幅
広
く
解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
と

な
る
。
幅
広
く
解
釈
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
非
常
に
弾
力
的
な
条
文
で
も
あ
る
。
た
だ
一
方
で
、
解
釈
の
難
解
な
条
文
で
あ
り
、
前
述

の
よ
う
に
自
衛
戦
争
を
一
項
で
認
め
る
が
、
二
項
で
戦
力
を
不
保
持
と
さ
れ
、
結
局
何
も
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
現

在
の
多
数
説
で
は
自
衛
権
は
事
実
上
放
棄
し
た
と
も
解
す
こ
と
が
で
き
る
。
突
き
詰
め
て
考
え
る
と
矛
盾
が
生
じ
る
可
能
性
も
出
て
く
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
百
地
教
授
は
、
憲
法
現
実
か
ら
目
を
そ
ら
す
こ
と
な
く
、
実
質
的
な
意
味
の
憲
法
、
い
い
か
え
れ
ば
「
生
き

た
憲
法
」
が
何
で
あ
る
か
を
模
索
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
（
13
）

、
そ
の
た
め
に
、
現
在
の
九
条
の
解
釈
は
苦
肉
の
策
で
あ
り
、
憲
法
の
条
文
そ

（
一
一
六
四
）



憲
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の
も
の
に
欠
陥
が
あ
る
以
上
、
我
が
国
の
防
衛
の
た
め
に
は
こ
の
よ
う
な
解
釈
も
や
む
を
得
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
し
て
い
る
（
14
）

。

現
実
問
題
と
し
て
、「
武
力
な
き
自
衛
権
」
は
自
衛
権
を
持
っ
て
い
な
い
に
等
し
く
、
国
家
固
有
の
権
利
で
あ
る
自
衛
権
は
日
本
も

持
っ
て
い
る
以
上
、
い
ざ
と
い
う
と
き
危
機
管
理
の
観
点
か
ら
当
然
行
使
で
き
る
体
制
を
整
え
る
の
が
政
府
の
役
割
で
も
あ
る
。
だ
か
ら

こ
そ
、
九
条
の
下
で
自
衛
力
を
整
備
し
、
常
に
九
条
の
制
約
を
受
け
つ
つ
、
集
団
的
自
衛
権
の
限
定
的
行
使
容
認
ま
で
解
釈
が
展
開
さ
れ

て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
現
状
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
憲
法
九
条
と
は
一
体
何
を
求
め
て
い
る
条
文
な
の
か
。
自
衛
権
を
有
す
る
以
上
、
九

条
に
よ
り
そ
の
自
衛
権
の
内
容
も
決
ま
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
九
条
は
自
衛
権
に
よ
る
武
力
行
使
に
つ
い
て
は
何
も
書
い
て
い
な
い
。
そ

こ
で
、
現
行
制
度
、
す
な
わ
ち
自
衛
隊
を
前
提
と
し
た
九
条
の
解
釈
に
お
い
て
そ
の
武
力
行
使
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
を
探
る
必
要
が
あ

る
。
本
稿
で
は
今
ま
で
解
釈
し
、
防
衛
・
自
衛
の
体
制
を
整
備
し
て
き
た
政
府
の
有
権
解
釈
を
中
心
に
そ
の
核
心
部
分
に
つ
い
て
探
っ
て

み
る
こ
と
に
す
る
。

二
．
自
衛
権
に
関
す
る
政
府
解
釈

①　

憲
法
九
条
下
で
許
さ
れ
る
組
織
と
武
力
行
使

わ
が
国
は
、
政
府
解
釈
に
よ
れ
ば
現
在
自
衛
権
を
保
持
し
、
行
使
で
き
る
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
日
本
は
自
衛
隊
を
保
持
し
て

い
る
わ
け
で
あ
る
。
自
衛
隊
は
、
自
衛
権
発
動
の
要
件
を
満
た
し
た
場
合
、
武
力
を
行
使
す
る
。
そ
の
要
件
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
六
年

七
月
一
日
の
閣
議
決
定
に
お
い
て
、
①
我
が
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
が
発
生
し
た
こ
と
、
又
は
我
が
国
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
他
国
に
対

す
る
武
力
攻
撃
が
発
生
し
、
こ
れ
に
よ
り
我
が
国
の
存
立
が
脅
か
さ
れ
、
国
民
の
生
命
、
自
由
及
び
幸
福
追
求
の
権
利
が
根
底
か
ら
覆
さ

（
一
一
六
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

二
二
四

れ
る
明
白
な
危
険
が
あ
る
こ
と
、
②
こ
れ
を
排
除
し
、
我
が
国
の
存
立
を
全
う
し
、
国
民
を
守
る
た
め
に
他
に
適
当
な
手
段
が
な
い
こ
と
、

③
必
要
最
小
限
度
の
実
力
行
使
に
と
ど
ま
る
べ
き
こ
と
（
15
）

、
と
さ
れ
た
。
特
に
、
①
我
が
国
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
他
国
に
対
す
る
武
力
攻

撃
が
発
生
し
、
こ
れ
に
よ
り
我
が
国
の
存
立
が
脅
か
さ
れ
、
国
民
の
生
命
、
自
由
及
び
幸
福
追
求
の
権
利
が
根
底
か
ら
覆
さ
れ
る
明
白
な

危
険
、
こ
れ
が
組
み
込
ま
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
集
団
的
自
衛
権
の
限
定
的
行
使
が
認
め
ら
れ
た
と
す
る
。

当
初
日
本
は
、
自
衛
隊
と
い
う
実
力
組
織
を
有
し
て
お
ら
ず
、
朝
鮮
戦
争
に
米
軍
が
参
戦
す
る
と
い
う
必
要
に
迫
ら
れ
、
警
察
予
備
隊

を
組
織
し
た
。
こ
の
際
、
吉
田
首
相
は
そ
の
目
的
を
「
こ
れ
は
、
全
然
治
安
維
持
で
あ
り
ま
す
。
秩
序
維
持
す
る
た
め
で
あ
り
…
警
察
予

備
隊
に
よ
つ
て
国
際
紛
争
を
解
決
す
る
手
段
と
は
全
然
致
さ
な
い
考
で
あ
り
ま
す
（
16
）

」
と
答
弁
し
た
よ
う
に
、
朝
鮮
戦
争
に
よ
る
国
内
の
治

安
維
持
が
必
要
に
な
っ
た
と
い
う
社
会
情
勢
の
変
化
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
警
察
力
組
織
、
す
な
わ
ち
実
力
部
隊
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。

つ
ま
り
、
警
察
予
備
隊
は
治
安
維
持
の
た
め
、
警
察
組
織
と
し
て
実
力
を
行
使
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
時
期
は
ま
さ
に
「
武
力
な
き
自

衛
権
」
を
主
張
し
て
い
る
時
期
で
あ
り
、
当
然
武
力
行
使
は
認
め
て
い
な
い
。
こ
の
解
釈
か
ら
、
さ
ら
に
社
会
情
勢
の
変
化
を
受
け
て
、

解
釈
を
変
更
し
、
組
織
を
警
察
予
備
隊
か
ら
保
安
隊
・
警
備
隊
と
し
、
昭
和
二
九
年
に
自
衛
隊
と
し
た
。

自
衛
隊
が
設
立
さ
れ
た
と
き
、
大
村
防
衛
庁
長
官
は
「
憲
法
九
条
は
、
独
立
国
と
し
て
我
が
国
が
自
衛
権
を
持
つ
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

従
っ
て
自
衛
隊
の
よ
う
な
自
衛
の
た
め
の
任
務
を
有
し
、
か
つ
そ
の
目
的
の
た
め
必
要
相
当
な
範
囲
の
実
力
部
隊
を
設
け
る
こ
と
は
、
な

ん
ら
憲
法
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
（
17
）

」
と
し
、
さ
ら
に
林
法
制
局
長
官
も
「
国
家
が
自
衛
権
を
持
っ
て
お
る
以
上
…
、
憲
法
が
…
、
今

の
自
衛
隊
の
ご
と
き
、
国
土
保
全
を
任
務
と
し
、
し
か
も
そ
の
た
め
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
持
つ
と
こ
ろ
の
自
衛
力
と
い
う
も
の
を
禁

止
し
て
お
る
と
い
う
こ
と
は
当
然
こ
れ
は
考
え
ら
れ
な
い
（
18
）

」
と
し
た
。
ま
た
、
昭
和
五
五
年
に
出
さ
れ
た
政
府
答
弁
書
の
中
で
「
九
条
二

項
は
「
戦
力
」
の
保
持
を
禁
止
し
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
自
衛
の
た
め
の
必
要
最
小
限
度
の
実
力
を
保
持
す
る
こ
と
ま
で
禁
止
す
る

（
一
一
六
六
）



憲
法
九
条
に
よ
る
自
衛
権
の
制
約
に
つ
い
て
（
杉
山
）

二
二
五

趣
旨
の
も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
を
超
え
る
実
力
を
保
持
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
趣
旨
の
も
の
で
あ
る
（
19
）

」
と
さ
れ
、
こ
こ
で
必
要
最
小
限
度

の
実
力
＝
自
衛
力
で
あ
り
、
そ
れ
が
自
衛
隊
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
自
衛
権
行
使
の
た
め
の
実
力
組
織
が
自
衛
隊
で
あ
る
と
明
確
に

な
っ
た
。

日
本
の
武
力
行
使
を
実
行
す
る
組
織
の
変
遷
は
、
端
的
に
言
え
ば
日
本
は
す
べ
て
解
釈
に
よ
っ
て
現
在
の
自
衛
隊
ま
で
作
り
上
げ
て
い

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
べ
て
は
国
家
固
有
の
自
衛
権
を
保
有
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
始
ま
り
、
そ
の
実
力
組
織
の
改
編
を
解
釈
で
乗

り
切
る
こ
と
で
、
こ
こ
ま
で
来
て
い
る
状
態
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
憲
法
九
条
が
で
き
た
当
初
の
解
釈
か
ら
武
力
行
使
を
可
能
に
し
た
解

釈
に
変
更
さ
れ
た
こ
と
で
、
憲
法
九
条
の
内
容
が
か
な
り
変
わ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
前
述
の
よ
う
に
百
地
教
授
が
い
う

「
生
き
た
憲
法
」
を
模
索
し
た
結
果
で
あ
る
と
い
え
る
。

②　

自
衛
権
に
関
す
る
政
府
解
釈
の
変
遷

憲
法
九
条
二
項
に
い
う
「
戦
力
」
に
該
当
し
な
い
警
察
力
か
ら
自
衛
力
に
至
る
ま
で
の
解
釈
の
変
遷
の
中
で
、
同
時
に
こ
れ
ら
の
前
提

と
な
る
自
衛
権
の
解
釈
も
変
遷
し
て
き
た
。
そ
こ
で
、
自
衛
力
は
自
衛
権
行
使
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
が
、
果
た
し
て
憲
法
九
条
二
項
の

下
で
ど
こ
ま
で
可
能
で
あ
る
の
か
、
さ
ら
に
言
え
ば
平
成
二
八
年
か
ら
施
行
さ
れ
た
平
和
安
全
法
制
に
よ
る
集
団
的
自
衛
権
の
限
定
的
行

使
が
可
能
か
ど
う
か
。
憲
法
九
条
が
禁
止
し
て
い
る
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
な
認
識
で
い
る
の
か
、
自
衛
権
に
対
す
る
政
府
解
釈
を
中
心
に

検
討
す
る
。

（
一
一
六
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

二
二
六

・
憲
法
制
定
過
程
〜
制
定
直
後

終
戦
後
、
す
ぐ
に
憲
法
改
正
作
業
が
行
わ
れ
、
第
九
〇
回
帝
国
議
会
に
お
い
て
有
名
な
吉
田
・
野
坂
論
争
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
中
で
、

自
衛
権
に
つ
い
て
の
や
り
取
り
が
あ
り
、
吉
田
首
相
は
「
戰
爭
放
棄
ニ
関
ス
ル
憲
法
草
案
ノ
條
項
ニ
於
キ
マ
シ
テ
、
國
家
正
當
防
衛
權
ニ

依
ル
戰
爭
ハ
正
當
ナ
リ
ト
セ
ラ
ル
ル
ヤ
ウ
デ
ア
ル
ガ
、
私
ハ
斯
ク
ノ
如
キ
コ
ト
ヲ
認
ム
ル
コ
ト
ガ
有
害
デ
ア
ル
ト
思
フ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
」

と
、
国
家
正
当
防
衛
権
に
よ
る
戦
争
、
す
な
わ
ち
自
衛
戦
争
は
有
害
で
あ
る
と
し
た
上
で
、「
正
當
防
衛
權
ヲ
認
ム
ル
コ
ト
ガ
偶
々
戰
爭

ヲ
誘
發
ス
ル
所
以
デ
ア
ル
ト
思
フ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
…
（
20
）

」
と
、
結
局
自
衛
権
行
使
の
結
果
、
自
衛
戦
争
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
衛
権
行

使
が
戦
争
を
誘
発
す
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
と
し
て
、
自
衛
権
を
認
め
る
こ
と
は
有
害
で
あ
る
と
し
た
。
そ
の
後
、
こ
の
考
え
が
微
妙

に
変
化
す
る
。
昭
和
二
四
年
一
一
月
二
一
日
外
務
委
員
会
で
吉
田
首
相
は
「
日
本
は
戦
争
を
放
棄
し
、
軍
備
を
放
棄
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、

武
力
に
よ
ら
ざ
る
自
衛
権
は
あ
る
、
外
交
そ
の
他
の
手
段
で
も
つ
て
国
家
を
自
衛
す
る
、
守
る
と
い
う
権
利
は
も
ち
ろ
ん
あ
る
（
21
）

」
と
し
、

外
交
そ
の
他
の
手
段
に
よ
る
自
衛
権
に
つ
い
て
認
め
た
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
武
力
な
き
自
衛
権
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
武
力
な
き

自
衛
権
は
、
結
局
自
衛
権
は
有
害
と
し
て
九
条
の
下
で
は
認
め
な
い
と
し
た
解
釈
か
ら
、
武
力
は
伴
わ
な
い
が
、
国
家
の
自
衛
権
に
つ
い

て
は
否
定
す
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
（
22
）

。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
同
委
員
会
で
川
村
政
務
次
官
も
「
い
わ
ゆ
る
軍
備
を
基
礎
に
し
ま
し
た
戦
争

は
、
今
日
放
棄
い
た
し
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
自
衛
権
と
い
う
も
の
に
対
し
ま
し
て
は
放
棄
い
た
し
て
お
り
ま
せ
ん
（
23
）

」
と
、
武
力
な
き

自
衛
権
の
保
有
を
認
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
に
至
っ
て
、
自
衛
権
の
否
定
か
ら
武
力
を
伴
う
も
の
で
は
な
い
が
国
家
固
有
の
権
利

と
さ
れ
る
自
衛
権
に
つ
い
て
認
め
た
こ
と
は
、
ま
ず
解
釈
が
変
更
さ
れ
た
と
み
て
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
一
一
六
八
）



憲
法
九
条
に
よ
る
自
衛
権
の
制
約
に
つ
い
て
（
杉
山
）

二
二
七

・
警
察
予
備
隊
創
設
〜
自
衛
隊
創
設

少
な
く
と
も
、
警
察
予
備
隊
が
創
設
さ
れ
る
以
前
で
は
、
自
衛
権
を
放
棄
し
て
い
な
い
が
、
二
項
の
「
戦
力
不
保
持
」
に
よ
り
実
質
的

に
放
棄
し
て
い
る
に
等
し
い
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
自
衛
権
の
存
在
を
認
め
「
武
力
な
き
自
衛
権
」
と
い
う
概
念
に
変
更
さ
れ
た
。
し

か
し
、
形
式
的
に
は
自
衛
権
そ
の
も
の
の
存
在
は
認
め
た
が
、
実
質
的
に
は
あ
ま
り
意
味
が
変
わ
っ
て
い
な
い
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

や
は
り
、
そ
れ
は
自
衛
権
行
使
の
前
提
で
あ
る
武
力
を
行
使
す
る
実
力
組
織
が
な
い
か
ら
だ
と
い
え
る
。

昭
和
二
五
年
一
月
の
吉
田
首
相
に
よ
る
施
政
方
針
演
説
で
も
「
世
界
の
平
和
と
文
明
と
繁
栄
と
に
貢
献
せ
ん
と
す
る
国
民
の
決
意
そ
れ

自
身
が
、
わ
が
安
全
保
障
の
中
核
を
な
す
も
の
で
あ
り
ま
す
」
と
し
、「
戦
争
放
棄
の
趣
旨
に
徹
す
る
こ
と
は
、
決
し
て
自
衛
権
を
放
棄

す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
し
て
い
る
よ
う
に
、「
武
力
な
き
自
衛
権
」
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
（
24
）

。

昭
和
二
五
年
六
月
二
五
日
勃
発
し
た
朝
鮮
戦
争
に
よ
り
、
日
本
占
領
の
た
め
に
駐
留
し
て
い
た
米
軍
は
朝
鮮
半
島
に
出
動
す
る
こ
と
に

な
り
、
日
本
が
軍
事
的
空
白
地
帯
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
要
請
に
応
じ
る
形
で
、
政
令
に
よ
っ
て
警
察
予
備
隊
を
同

年
八
月
一
〇
日
に
設
置
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
に
先
立
っ
て
、
昭
和
二
五
年
七
月
に
吉
田
首
相
は
、
警
察
予
備
隊
は
「
国
際
紛
争
を
解
決

す
る
手
段
と
は
全
然
い
た
さ
な
い
考
で
あ
り
ま
す
」
と
し
、
あ
く
ま
で
朝
鮮
戦
争
に
伴
う
国
内
の
争
乱
を
押
さ
え
る
治
安
維
持
の
た
め
の

組
織
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
自
衛
権
に
つ
い
て
は
「
武
力
に
よ
る
自
衛
権
は
放
棄
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
く
ま
で
も
放
棄
す
べ
き
で
あ

る
と
い
う
見
解
は
今
な
お
私
は
堅
持
し
て
捨
て
な
い
の
で
あ
り
ま
す
（
25
）

」
と
い
う
従
来
か
ら
の
「
武
力
な
き
自
衛
権
」
と
い
う
見
解
を
変
え

て
い
な
い
と
強
調
し
た
。
さ
ら
に
、
吉
田
勝
男
国
務
大
臣
は
「
外
部
か
ら
の
方
か
ら
の
侵
略
が
あ
つ
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
こ
れ
は
こ
の

警
察
予
備
隊
で
あ
ろ
う
と
、
普
通
の
警
察
だ
ろ
う
と
、
又
我
々
普
通
の
国
民
で
あ
ろ
う
と
、
こ
れ
は
一
致
し
て
こ
の
侵
略
を
防
ぐ
努
力
を

す
る
の
は
当
た
り
前
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
警
察
予
備
隊
に
特
に
そ
の
任
務
を
課
し
て
お
る
わ
け
で
は
な
い
（
26
）

」
と
し
た
。
あ
く
ま
で
、
警

（
一
一
六
九
）
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二
二
八

察
予
備
隊
は
警
察
力
を
行
使
す
る
実
力
組
織
で
あ
り
、
自
衛
権
行
使
に
必
要
な
武
力
で
は
な
い
と
い
う
趣
旨
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
、
侵

略
に
対
し
て
は
国
民
全
員
で
防
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
が
窺
え
る
。

そ
し
て
、
昭
和
二
六
年
に
集
団
的
自
衛
権
つ
い
て
は
個
別
的
自
衛
権
の
共
同
行
使
と
捉
え
、
日
本
に
つ
い
て
は
「
わ
が
憲
法
の
解
釈
と

し
て
は
、
こ
れ
は
採
用
し
に
く
い
」
と
し
た
。
こ
の
時
期
は
、
ま
だ
警
察
予
備
隊
で
あ
り
、
未
だ
に
「
武
力
な
き
自
衛
権
」
と
い
う
見
解

を
維
持
し
て
い
る
時
期
の
た
め
、
武
力
を
伴
う
通
常
の
自
衛
権
を
前
提
と
し
た
集
団
的
自
衛
権
に
つ
い
て
は
、
日
本
は
採
用
で
き
な
い
と

す
る
の
は
当
然
で
あ
る
と
い
え
る
。

昭
和
二
七
年
に
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
が
発
効
し
、
独
立
を
回
復
し
た
と
同
時
に
日
米
安
保
条
約
が
発
効
し
た
。
こ
れ
に
伴
い
、

警
察
予
備
隊
は
保
安
隊
及
び
警
備
隊
に
改
変
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
27
）

。
さ
ら
に
、
昭
和
二
九
年
に
、
保
安
隊
及
び
警
備
隊
は
陸
・
海
・
空

の
自
衛
隊
と
な
っ
た
。
自
衛
隊
が
発
足
し
た
こ
と
に
よ
り
、
本
格
的
に
武
力
を
前
提
と
し
た
自
衛
権
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
昭
和
二
九
年
四
月
六
日
の
衆
議
院
内
閣
委
員
会
で
佐
藤
達
夫
法
制
局
長
官
が
「
急
迫
不
正
の
侵
害
、
す
わ
な
ち
現
実
的
な
侵
害
が
あ

る
こ
と
、
そ
れ
を
排
除
す
る
た
め
に
他
に
手
段
が
な
い
と
い
う
こ
と
と
、
し
か
し
て
必
要
最
小
限
度
の
そ
れ
を
防
禦
す
る
た
め
に
必
要
な

方
法
を
と
る
と
い
う
、
三
つ
の
原
則
を
厳
格
な
る
自
衛
権
行
使
の
条
件
と
考
え
て
（
28
）

」
い
る
と
し
、
自
衛
権
行
使
の
三
原
則
を
掲
げ
、
自
衛

隊
と
い
う
実
力
組
織
を
前
提
と
し
た
自
衛
権
と
い
う
解
釈
に
変
化
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
自
衛
権
の
解
釈
変
更
に
よ
り
、
そ
の
存
在
が
認
め
ら
れ
た
自
衛
隊
で
あ
る
が
、
昭
和
二
九
年
六
月
二
日
参
議
院
に
お
い
て
、

「
本
院
は
、
自
衛
隊
の
創
設
に
際
し
、
現
行
憲
法
の
条
章
と
、
わ
が
国
民
の
熾
烈
な
る
平
和
愛
好
精
神
に
照
し
、
海
外
出
動
は
こ
れ
を
行

わ
な
い
こ
と
を
、
茲
に
更
め
て
確
認
す
る
。」
と
す
る
「
自
衛
隊
の
海
外
出
動
を
為
さ
ざ
る
こ
と
に
関
す
る
決
議
」
が
行
わ
れ
た
。
こ
こ

で
、
自
衛
隊
は
わ
が
国
の
自
衛
権
を
行
使
す
る
実
力
組
織
で
あ
る
と
同
時
に
、
海
外
へ
の
出
動
は
認
め
な
い
と
い
う
基
本
方
針
が
確
認
さ

（
一
一
七
〇
）



憲
法
九
条
に
よ
る
自
衛
権
の
制
約
に
つ
い
て
（
杉
山
）

二
二
九

れ
た
。
さ
ら
に
、
同
年
六
月
三
日
衆
議
院
外
務
委
員
会
に
お
い
て
、
下
田
条
約
局
長
は
平
和
条
約
に
よ
っ
て
、
日
本
国
の
集
団
的
、
個
別

的
の
固
有
の
自
衛
権
と
い
う
も
の
は
認
め
ら
れ
る
と
し
た
上
で
「
日
本
憲
法
か
ら
の
観
点
か
ら
申
し
ま
す
と
、
憲
法
が
否
認
し
て
な
い
と

解
す
べ
き
も
の
は
、
既
存
の
国
際
法
上
一
般
に
認
め
ら
れ
た
固
有
の
自
衛
権
、
つ
ま
り
自
分
の
国
が
攻
撃
さ
れ
た
場
合
の
自
衛
権
で
あ
る

と
解
す
べ
き
で
あ
る
」
と
し
、「
結
局
憲
法
で
認
め
ら
れ
た
範
囲
と
い
う
も
の
は
、
日
本
自
身
に
対
す
る
直
接
の
攻
撃
あ
る
い
は
急
迫
し

た
攻
撃
の
危
険
が
な
い
以
上
は
、
自
衛
権
の
名
に
お
い
て
発
動
し
得
な
い
（
29
）

」
と
し
た
。
同
年
一
二
月
二
二
日
に
は
鳩
山
内
閣
の
自
衛
権
に

関
す
る
統
一
見
解
を
示
し
、「
憲
法
は
自
衛
権
を
否
定
し
て
い
な
い
。･･･

わ
が
国
が
自
衛
権
を
持
つ
て
い
る
こ
と
は
き
わ
め
て
明
白
で

あ
る
」、「
憲
法
九
条
は
、
独
立
国
と
し
て
わ
が
国
が
自
衛
権
を
持
つ
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
従
つ
て
自
衛
隊
の
よ
う
な
自
衛
の
た
め
の
任

務
を
有
し
、
か
つ
そ
の
目
的
の
た
め
必
要
相
当
な
範
囲
の
実
力
部
隊
を
設
け
る
こ
と
は
、
何
ら
憲
法
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
（
30
）

」
と
し

た
。自

衛
隊
が
創
設
さ
れ
た
時
点
で
、
日
本
国
の
自
衛
権
は
憲
法
に
よ
っ
て
否
定
あ
る
い
は
禁
止
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
保
有
し
て
い
る

こ
と
が
明
白
に
な
っ
た
。
吉
田
内
閣
と
鳩
山
内
閣
の
自
衛
権
解
釈
で
決
定
的
に
違
う
こ
と
は
、
憲
法
九
条
の
下
で
武
力
を
前
提
と
す
る
自

衛
権
の
保
有
と
行
使
を
認
め
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
お
い
て
も
社
会
情
勢
や
時
代
の
変
化
に
応
じ
て
、「
武
力
な
き
自
衛
権
」

か
ら
一
般
的
に
認
識
さ
れ
る
「
武
力
を
前
提
と
し
た
自
衛
権
」
へ
と
憲
法
九
条
の
解
釈
を
変
更
し
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
、
自
衛
隊
と
い
う
実
力
組
織
を
有
し
た
こ
と
で
、
そ
の
自
衛
権
の
範
囲
に
つ
い
て
問
題
と
な
っ
た
が
、
基
本
的
に
は
自
国
へ
の
攻

撃
ま
た
は
急
迫
し
た
攻
撃
の
危
険
が
行
使
の
要
件
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
要
件
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
自
衛
権
を
行
使
す
る
こ
と
は
な
い
と

し
た
。
つ
ま
り
、
逆
に
言
え
ば
こ
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
自
衛
権
の
行
使
は
、
現
行
憲
法
で
は
制
限
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
点

に
つ
い
て
前
述
の
昭
和
二
九
年
六
月
三
日
の
下
田
条
約
局
長
が
「
外
国
と
純
粋
の
共
同
防
衛
協
定
、
つ
ま
り
日
本
が
攻
撃
さ
れ
れ
ば
、
相

（
一
一
七
一
）
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二
三
〇

手
国
は
日
本
を
助
け
る
、
相
手
国
が
攻
撃
さ
れ
た
ら
、
日
本
は
相
手
国
を
助
け
る
、
救
援
に
お
も
む
く
と
い
う
趣
旨
の
共
同
防
衛
協
定
を

締
結
す
る
こ
と
は
」、
現
行
憲
法
で
は
認
め
ら
な
い
と
し
、
さ
ら
に
同
局
長
は
「
集
団
的
自
衛
権
、
こ
れ
は
換
言
す
れ
ば
、
共
同
防
衛
ま

た
は
相
互
安
全
保
障
条
約
、
あ
る
い
は
同
盟
条
約
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
つ
ま
り
自
分
の
国
が
攻
撃
さ
れ
も
し
な
い
の
に
、
他
の

条
約
国
が
攻
撃
さ
れ
た
場
合
に
、
あ
た
か
も
自
分
の
国
が
攻
撃
さ
れ
た
と
同
様
に
み
な
し
て
、
自
衛
の
名
に
お
い
て
行
動
す
る
こ
と
は
、

一
般
の
国
際
法
か
ら
直
ち
に
出
て
来
る
権
利
で
は
」
な
く
「
特
別
の
条
約
が
あ
っ
て
条
約
上
の
権
利
と
し
て
生
ま
れ
る
権
利
」
で
あ
る
と

し
た
上
で
、
日
本
は
こ
の
よ
う
な
集
団
的
自
衛
権
を
前
提
と
す
る
共
同
防
衛
協
定
を
締
結
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
、
こ
の
協
定

を
前
提
と
し
た
自
衛
権
は
行
使
で
き
な
い
と
し
て
い
る
（
31
）

。
こ
れ
は
、
憲
法
九
条
、
特
に
戦
力
不
保
持
に
よ
っ
て
日
本
は
自
衛
力
の
保
持
を

認
め
、
他
国
を
守
る
た
め
に
共
同
し
て
武
力
攻
撃
に
対
処
す
る
こ
と
ま
で
認
め
て
い
な
い
こ
と
で
、
国
際
法
上
認
め
ら
れ
た
国
家
固
有
の

権
利
た
る
自
衛
権
、
特
に
集
団
的
自
衛
権
の
制
限
を
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
共
同
防
衛
、
相
互
安
全
保
障
条
約
な
ど

に
よ
っ
て
自
国
が
攻
撃
さ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
自
衛
権
を
発
動
す
る
こ
と
は
憲
法
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、

一
般
的
に
い
う
集
団
的
自
衛
権
が
行
使
で
き
な
い
と
い
え
る
。

昭
和
三
四
年
三
月
一
六
日
参
議
院
予
算
委
員
会
に
お
い
て
、
林
修
三
法
制
局
長
官
が
集
団
的
自
衛
権
に
つ
い
て
「
武
力
行
使
と
い
う
点

に
お
い
て
の
集
団
的
自
衛
権
と
い
う
こ
と
に
か
ぎ
っ
て
お
答
え
い
た
し
ま
す
が
、
結
局
、
集
団
的
自
衛
権
と
普
通
に
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
、

武
力
行
使
と
の
関
連
に
お
い
て
集
団
的
自
衛
権
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
の
は
、
要
す
る
に
自
国
と
非
常
に
関
連
の
あ
る
他
国
が
侵
略
さ
れ

た
場
合
に
、
そ
の
他
国
を
援
助
す
る
」
も
の
で
あ
る
と
し
た
上
で
、「
外
国
の
領
土
に
、
外
国
を
援
助
す
る
た
め
に
武
力
行
使
を
行
う
と

い
う
こ
と
の
点
だ
け
に
し
ぼ
っ
て
集
団
的
自
衛
権
と
い
う
こ
と
が
憲
法
上
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
れ
ば
、
そ
れ

は
今
の
日
本
の
憲
法
に
認
め
ら
れ
て
い
る
自
衛
権
の
範
囲
に
は
入
ら
な
い
」
と
し
た
。
さ
ら
に
、「
外
国
の
領
土
に
お
い
て
外
国
を
援
助

（
一
一
七
二
）



憲
法
九
条
に
よ
る
自
衛
権
の
制
約
に
つ
い
て
（
杉
山
）

二
三
一

す
る
、
外
国
を
援
助
す
る
と
い
う
意
味
は
武
力
行
動
を
外
国
に
お
い
て
や
る
。
こ
れ
を
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
と
い
い
、
日
本
の
憲
法
の

範
囲
に
は
入
ら
な
い
（
32
）

」
と
し
た
。
つ
ま
り
、
海
外
で
他
国
の
領
土
に
お
い
て
他
国
を
援
助
す
る
た
め
に
武
力
行
使
を
す
る
こ
と
は
、
憲
法

が
認
め
る
自
衛
権
に
は
入
ら
な
い
、
こ
の
よ
う
な
武
力
行
使
は
ま
さ
に
海
外
派
兵
で
あ
り
、
本
来
の
意
味
で
の
自
衛
権
（
自
国
を
守
る
と

い
う
意
味
）
で
は
な
い
た
め
、
憲
法
九
条
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
て
い
る
見
る
べ
き
で
あ
る
。

同
年
一
一
月
二
六
日
の
衆
議
院
内
閣
委
員
会
に
お
い
て
赤
城
防
衛
庁
長
官
も
海
外
派
兵
は
や
ら
な
い
、「
日
本
の
自
衛
力
と
い
う
も
の

は
ほ
ん
と
う
に
自
衛
の
た
め
の
も
の
だ
け
で
、
ほ
か
は
自
衛
の
た
め
と
い
っ
て
も
外
へ
出
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
そ
う
い

う
こ
と
は
で
き
な
い
の
が
日
本
の
憲
法
の
建
前
で
あ
り
ま
す
（
33
）

」
と
、
外
へ
出
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
自
衛
権
、
す
な
わ
ち
海
外
に
出
て
い

て
自
衛
権
を
行
使
す
る
こ
と
は
、
他
国
と
は
違
い
憲
法
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
も
の
と
い
え
る
。
こ
の
解

釈
か
ら
、
集
団
的
自
衛
権
の
み
な
ら
ず
、
個
別
的
自
衛
権
も
含
め
、
憲
法
九
条
に
よ
っ
て
自
衛
権
そ
の
も
の
が
制
限
さ
れ
て
い
る
と
み
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。

さ
ら
に
同
年
一
二
月
に
下
さ
れ
た
砂
川
事
件
最
高
裁
判
決
で
は
、「
主
権
国
と
し
て
持
つ
固
有
の
自
衛
権
は
何
ら
否
定
さ
れ
た
も
の
で

は
な
く
」、
日
本
の
平
和
主
義
は
決
し
て
無
防
備
・
無
意
識
の
も
の
で
は
な
い
と
し
た
。
つ
ま
り
、
国
際
法
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
自
衛

権
、
国
連
憲
章
第
五
一
条
の
個
別
的
、
集
団
的
自
衛
権
は
日
本
に
お
い
て
も
法
的
に
否
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
（
34
）

。
た
だ
自
衛
権
の
行
使

は
、
結
局
憲
法
九
条
に
よ
っ
て
、
制
約
さ
れ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
国
内
法
的
に
は
憲
法
が
条
約
よ
り
優
位
に
立
つ
た
め
、

国
際
法
上
認
め
ら
れ
て
い
て
も
そ
れ
を
国
内
で
ど
の
よ
う
に
す
る
の
か
は
各
国
の
事
情
に
よ
っ
て
異
な
る
。
で
は
ど
の
程
度
の
制
約
な
の

か
は
、
こ
れ
は
政
策
論
で
あ
る
。
こ
れ
つ
い
て
田
中
耕
太
郎
裁
判
官
補
足
意
見
で
「
防
衛
力
の
規
模
お
よ
び
充
実
の
程
度
や
い
か
な
る
方

策
を
選
ぶ
べ
き
か
の
判
断
は
、･･･

政
府
の
裁
量
に
か
か
る
純
然
た
る
政
治
的
性
質
の
問
題
で
あ
る
。
法
的
に
認
め
得
る
こ
と
は
、
国
家

（
一
一
七
三
）
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二
三
二

が
国
民
に
対
す
る
義
務
と
し
て
自
衛
の
た
め
に
何
等
か
の
必
要
適
切
な
措
置
を
講
じ
得
、
か
つ
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
大
原
則

だ
け
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
防
衛
方
法
や
自
衛
権
行
使
の
方
法
に
つ
い
て
は
政
府
の
裁
量
＝
政
策
論
で
あ
り
、
法
的
に
は
国

民
に
対
す
る
義
務
と
し
て
自
衛
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
自
衛
の
措
置
を
法
的
に
講
じ
る
場

合
、
わ
が
国
は
憲
法
九
条
と
い
う
法
規
範
に
よ
っ
て
許
さ
れ
な
い
こ
と
は
あ
る
。
そ
れ
が
、
今
後
の
法
的
な
問
題
と
し
て
議
論
さ
れ
て
い

く
こ
と
に
な
る
。

・
日
米
安
全
保
障
条
約
改
定
以
後
の
自
衛
権

こ
れ
ま
で
の
政
府
解
釈
や
砂
川
判
決
か
ら
、
日
本
は
自
衛
権
を
認
め
、
さ
ら
に
武
力
行
使
を
伴
う
自
衛
権
へ
と
解
釈
が
変
更
さ
れ
、
そ

の
自
衛
権
を
行
使
す
る
た
め
の
実
力
組
織
を
自
衛
隊
と
し
た
。
そ
し
て
昭
和
三
五
年
一
月
に
新
安
保
条
約
を
締
結
し
た
。
同
年
三
月
三
一

日
参
議
院
予
算
委
員
会
に
お
い
て
岸
首
相
は
「
い
わ
ゆ
る
集
団
的
自
衛
権
と
い
う
も
の
の
本
体
と
し
て
考
え
ら
れ
て
お
る
締
約
国
や
、
特

別
に
密
接
な
関
係
に
あ
る
国
が
武
力
攻
撃
を
さ
れ
た
場
合
に
、
そ
の
国
ま
で
出
か
け
て
行
っ
て
そ
の
国
を
防
衛
す
る
と
い
う
意
味
に
お
け

る
私
は
集
団
的
自
衛
権
は
、
日
本
の
憲
法
上
は
、
日
本
は
持
っ
て
い
な
い
、
か
よ
う
に
考
え
て
お
り
ま
す
。･･･

集
団
的
自
衛
権
と
い
う

内
容
が
最
も
典
型
的
な
も
の
は
、
他
国
に
行
っ
て
こ
れ
を
守
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い

と
わ
れ
わ
れ
は
考
え
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
一
切
の
集
団
的
自
衛
権
を
持
た
な
い
、
こ
う
憲
法
上
持
た
な
い

と
い
う
こ
と
は
私
は
言
い
過
ぎ
だ
と
、
か
よ
う
に
考
え
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
問
題
に
な
る
他
国
に
行
っ
て
日
本
が
防
衛

す
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
持
て
な
い
。
し
か
し
、
他
国
に
基
地
を
貸
し
て
、
そ
し
て
自
国
の
そ
れ
と
協
同
し
て
自
国
を
守
る
と
い
う

よ
う
な
こ
と
は
、
当
然
従
来
集
団
的
自
衛
権
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
点
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ
う
い
う
も
の
は
も
ち
ろ
ん
日
本
と
し
て

（
一
一
七
四
）



憲
法
九
条
に
よ
る
自
衛
権
の
制
約
に
つ
い
て
（
杉
山
）

二
三
三

持
っ
て
い
る
、
こ
う
思
っ
て
お
り
ま
す
（
35
）

」
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
岸
首
相
が
の
べ
て
い
る
の
は
、
前
述
の
下
田
局
長
や
林
法
制
局
長

官
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
自
衛
権
発
動
に
伴
う
海
外
派
兵
（
共
同
防
衛
協
定
や
相
互
安
全
保
障
条
約
な
ど
を
締
結
し
て
い
る
密
接
な
関
係
に
あ
る

他
国
が
攻
撃
さ
れ
た
と
き
に
、
自
国
の
攻
撃
と
み
な
し
て
他
国
の
領
域
で
攻
撃
を
加
え
る
）
は
憲
法
上
認
め
ら
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
そ
れ
が
典
型

的
な
集
団
的
自
衛
権
で
あ
り
、
日
本
国
憲
法
は
認
め
て
い
な
い
と
す
る
。
た
だ
し
、
集
団
的
自
衛
権
は
典
型
的
な
場
合
の
み
と
は
限
ら
ず
、

「
他
国
に
基
地
を
貸
し
て
、
そ
し
て
自
国
の
そ
れ
と
協
同
し
て
自
国
を
守
る
」
と
い
う
形
の
集
団
的
自
衛
権
行
使
の
余
地
を
残
し
て
い
る
。

岸
首
相
は
「
海
外
派
兵
」
を
含
ま
な
い
集
団
的
自
衛
権
の
限
定
的
行
使
を
認
め
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

も
は
や
、
自
衛
権
の
問
題
は
そ
の
行
使
の
形
態
、
特
に
集
団
的
自
衛
権
に
つ
い
て
、
保
有
す
る
が
そ
の
行
使
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
憲

法
の
制
限
を
受
け
る
と
い
う
議
論
が
流
れ
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
松
本
善
明
衆
議
院
議
員
の
質
問
趣
意
書
に
対
す
る
佐
藤
栄
作
首
相

の
答
弁
書
の
中
で
自
衛
権
を
行
使
し
得
る
地
理
的
範
囲
に
対
す
る
政
府
解
釈
が
な
さ
れ
、「
わ
が
国
に
は
固
有
の
自
衛
権
が
あ
り
、
そ
の

限
界
内
で
自
衛
行
動
を
と
る
こ
と
は
憲
法
上
許
さ
れ
る
と
の
見
解
の
も
と
に
、
い
わ
ゆ
る
「
海
外
派
兵
」
は
、
自
衛
権
の
限
界
を
こ
え
る

が
故
に
、
憲
法
上
許
さ
れ
な
い
」
と
し
な
が
ら
も
、「
か
り
に
、
海
外
に
お
け
る
武
力
行
動
で
、
自
衛
権
発
動
の
三
要
件
（
わ
が
国
に
対
す

る
急
迫
不
正
な
侵
害
が
あ
る
こ
と
、
こ
の
場
合
に
他
に
適
当
な
手
段
が
な
い
こ
と
及
び
必
要
最
少
限
度
の
実
力
行
使
に
と
ど
ま
る
べ
き
こ
と
）
に
該
当
す

る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
憲
法
上
の
理
論
と
し
て
は
、
そ
の
よ
う
な
行
動
を
と
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
る
（
36
）

」
と

述
べ
て
い
る
。

こ
の
時
期
よ
り
、
自
衛
権
に
関
す
る
中
心
的
な
論
点
は
そ
の
範
囲
の
問
題
と
な
っ
て
い
く
。
そ
の
中
で
昭
和
四
七
年
一
〇
月
一
四
日
の

政
府
資
料
で
は
、
自
衛
権
の
保
有
と
行
使
を
認
め
る
一
方
で
、「
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
平
和
主
義
を
そ
の
基
本
原
則
と
す
る
憲
法
が
、
右

に
い
う
自
衛
の
た
め
の
措
置
を
無
制
限
に
認
め
て
い
る
と
は
解
さ
れ
な
い
」
と
し
、「
あ
く
ま
で
外
国
の
武
力
攻
撃
に
よ
っ
て
国
民
の
生

（
一
一
七
五
）
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二
三
四

命
、
自
由
及
び
幸
福
追
求
の
権
利
が
根
底
か
ら
く
つ
が
え
さ
れ
る
と
い
う
急
迫
、
不
正
の
事
態
に
対
処
し
、
国
民
の
こ
れ
ら
の
権
利
を
守

る
た
め
の
止
む
を
得
な
い
措
置
と
し
て
は
じ
め
て
容
認
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
措
置
は
、
右
の
事
態
を
排
除
す
る
た
め
と
ら
れ

る
べ
き
」
と
、「
わ
が
憲
法
の
下
で
武
力
行
使
を
行
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
は
、
わ
が
国
に
対
す
る
急
迫
、
不
正
の
侵
害
に
対
処
す
る
場

合
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
、
他
国
に
加
え
ら
れ
た
武
力
攻
撃
を
阻
止
す
る
こ
と
を
そ
の
内
容
と
す
る
い
わ
ゆ
る
集
団
的

自
衛
権
の
行
使
は
、
憲
法
上
許
さ
れ
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
（
37
）

」
と
し
た
こ
と
で
、
い
わ
ゆ
る
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
は
憲
法
に

よ
っ
て
制
限
さ
れ
、
許
さ
れ
な
い
と
し
た
。

そ
し
て
、
安
倍
内
閣
以
前
ま
で
憲
法
解
釈
と
し
て
確
固
た
る
地
位
に
あ
っ
た
の
が
、
昭
和
五
六
年
の
内
閣
法
制
局
に
よ
る
政
府
答
弁
書

で
あ
る
。
こ
の
答
弁
書
の
中
で
は
集
団
的
自
衛
権
の
定
義
に
つ
い
て
「
国
際
法
上
、
国
家
は
、
集
団
的
自
衛
権
、
す
な
わ
ち
、
自
国
と
密

接
な
関
係
に
あ
る
外
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
を
、
自
国
が
直
接
攻
撃
さ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
力
を
も
つ
て
阻
止
す
る
権
利

を
有
し
て
い
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
」
と
し
、「
我
が
国
が
、
国
際
法
上
、
こ
の
よ
う
な
集
団
的
自
衛
権
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
、
主
権

国
家
で
あ
る
以
上
、
当
然
で
あ
る
が
、
憲
法
第
九
条
の
下
に
お
い
て
許
容
さ
れ
て
い
る
自
衛
権
の
行
使
は
、
我
が
国
を
防
衛
す
る
た
め
必

要
最
小
限
度
の
範
囲
に
と
ど
ま
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
解
し
て
お
り
、
集
団
的
自
衛
権
を
行
使
す
る
こ
と
は
、
そ
の
範
囲
を
超
え
る
も
の

で
あ
つ
て
、
憲
法
上
許
さ
れ
な
い
と
考
え
て
い
る
（
38
）

」
と
し
、
い
わ
ゆ
る
集
団
的
自
衛
権
は
保
有
す
る
が
行
使
は
許
さ
れ
な
い
、
と
い
う
憲

法
解
釈
が
出
さ
れ
た
。
こ
の
答
弁
書
に
お
け
る
集
団
的
自
衛
権
の
解
釈
ポ
イ
ン
ト
は
、
自
衛
権
行
使
は
わ
が
国
を
防
衛
す
る
た
め
で
あ
り
、

他
国
へ
の
攻
撃
を
阻
止
す
る
た
め
に
行
う
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
他
国
へ
の
攻
撃
阻
止
を
目
的
と
し
た
自
衛
権
に
よ
る
武

力
行
使
は
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
。
こ
れ
は
、
前
述
の
岸
首
相
、
下
田
局
長
や
林
法
制
局
長
官
な
ど
が
答
弁
し
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

ま
た
こ
の
い
わ
ゆ
る
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
は
他
国
へ
の
攻
撃
を
阻
止
す
る
た
め
で
あ
る
の
で
、
必
然
的
に
他
国
で
の
戦
闘
を
前
提
と
し

（
一
一
七
六
）



憲
法
九
条
に
よ
る
自
衛
権
の
制
約
に
つ
い
て
（
杉
山
）

二
三
五

て
い
る
。
そ
の
他
国
で
の
戦
闘
に
自
衛
隊
が
参
加
し
て
武
力
行
使
を
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
憲
法
九
条
が
許
し
て

い
な
い
、
制
限
し
て
い
る
自
衛
権
と
は
相
変
わ
ら
ず
他
国
の
領
域
に
お
い
て
の
武
力
行
使
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
「
海
外
派
兵
」
と
い
う
こ

と
に
な
る
（
39
）

。

そ
の
後
自
衛
隊
は
、
Ｐ
Ｋ
Ｏ
へ
の
参
加
、
そ
し
て
平
成
九
年
の
新
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
制
定
に
よ
り
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
に
展
開
す
る
米

軍
の
活
動
を
日
本
の
領
域
を
超
え
た
周
辺
地
域
に
お
い
て
支
援
す
る
こ
と
が
謳
わ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
活
動
を
海
外
へ
と
広
げ
て

い
っ
た
。
そ
の
際
、
必
ず
問
題
と
な
る
の
が
、
現
地
で
の
武
器
使
用
で
あ
る
。
他
国
の
領
域
内
で
自
衛
隊
が
武
器
を
使
用
す
る
こ
と
が
武

力
行
使
に
該
当
す
る
の
か
問
題
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
結
局
、「
海
外
派
兵
」
に
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
「
海

外
派
遣
」
で
自
衛
隊
が
活
動
し
、
武
器
使
用
は
護
身
の
た
め
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

平
成
一
一
年
に
周
辺
事
態
法
が
制
定
さ
れ
、
周
辺
事
態
と
い
う
新
た
な
概
念
が
誕
生
し
、
こ
れ
が
現
在
の
重
要
影
響
事
態
へ
と
つ
な

が
っ
た
。
そ
し
て
、
平
成
一
三
年
の
同
時
多
発
テ
ロ
を
受
け
て
制
定
さ
れ
た
テ
ロ
特
別
措
置
法
に
よ
る
海
上
自
衛
隊
の
イ
ン
ド
洋
へ
の
派

遣
が
な
さ
れ
た
。
こ
の
と
き
も
「
海
外
派
兵
」
に
つ
な
が
る
武
力
行
使
と
の
一
体
化
が
問
題
と
な
っ
た
（
40
）

。

平
成
一
五
年
の
ミ
サ
イ
ル
防
衛
を
可
能
と
す
る
有
事
法
制
が
議
論
さ
れ
た
と
き
も
、
内
閣
官
房
長
官
談
話
の
中
で
「
今
回
我
が
国
が
導

入
す
る
Ｂ
Ｍ
Ｄ
シ
ス
テ
ム
は
、
あ
く
ま
で
も
我
が
国
を
防
衛
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
我
が
国
自
身
の
主
体
的
判
断
に

基
づ
い
て
運
用
し
、
第
三
国
の
防
衛
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
こ
と
か
ら
、
集
団
的
自
衛
権
の
問
題
は
生
じ
ま
せ
ん
（
41
）

」
と
し
、

あ
く
ま
で
日
本
の
防
衛
の
た
め
で
あ
り
、
他
国
の
た
め
に
ミ
サ
イ
ル
を
発
射
す
る
こ
と
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
れ
も
武
力
一
体
化
論

の
延
長
線
上
に
あ
る
と
い
え
る
。

平
成
二
一
年
一
一
月
四
日
衆
議
院
予
算
委
員
会
に
お
い
て
鳩
山
首
相
は
「
同
盟
関
係
を
結
ん
で
い
る
一
方
の
ア
メ
リ
カ
の
本
土
が
、
…

（
一
一
七
七
）
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二
三
六

攻
撃
を
受
け
た
と
き
に
、
果
た
し
て
日
本
が
そ
れ
に
対
し
て
武
力
行
使
と
い
う
も
の
を
行
っ
て
よ
い
か
ど
う
か
と
い
う
発
想
が
あ
り
ま
す
。

そ
う
い
っ
た
発
想
が
、
…
憲
法
九
条
の
中
で
日
本
が
と
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
っ
て
い
る
集
団
的
自
衛
権
（
42
）

」
で
あ
る
と
し
た
。
つ
ま
り
、

こ
の
発
言
は
ま
さ
に
「
海
外
派
兵
」
を
前
提
と
し
た
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

・
平
成
二
六
年
集
団
的
自
衛
権
の
限
定
的
行
使
容
認

平
成
二
六
年
七
月
一
日
に
「
我
が
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
が
発
生
し
た
場
合
の
み
な
ら
ず
、
我
が
国
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
他
国
に
対

す
る
武
力
攻
撃
が
発
生
し
、
こ
れ
に
よ
り
我
が
国
の
存
立
が
脅
か
さ
れ
、
国
民
の
生
命
、
自
由
及
び
幸
福
追
求
の
権
利
が
根
底
か
ら
覆
さ

れ
る
明
白
な
危
険
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
を
排
除
し
、
我
が
国
の
存
立
を
全
う
し
、
国
民
を
守
る
た
め
に
他
に
適
当
な
手
段
が
な

い
と
き
に
、
必
要
最
小
限
度
の
実
力
を
行
使
す
る
…
憲
法
上
許
容
さ
れ
る
上
記
の
「
武
力
の
行
使
」
は
、
国
際
法
上
は
、
集
団
的
自
衛
権

が
根
拠
と
な
る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
「
武
力
の
行
使
」
に
は
、
他
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
が
発
生
し
た
場
合
を
契
機
と
す
る
も
の
が
含
ま

れ
る
が
、
憲
法
上
は
、
あ
く
ま
で
も
我
が
国
の
存
立
を
全
う
し
、
国
民
を
守
る
た
め
、
す
な
わ
ち
、
我
が
国
を
防
衛
す
る
た
め
の
や
む
を

得
な
い
自
衛
の
措
置
と
し
て
初
め
て
許
容
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
」
と
す
る
閣
議
決
定
が
な
さ
れ
た
。
こ
の
閣
議
決
定
に
よ
る
政
府
解
釈
は
、

自
衛
権
行
使
に
つ
い
て
「
国
民
の
生
命
、
自
由
及
び
幸
福
追
求
の
権
利
が
根
底
か
ら
覆
さ
れ
る
明
白
な
危
険
」
が
あ
る
場
合
、
必
要
最
小

限
度
の
範
囲
で
行
使
を
認
め
る
と
し
た
昭
和
四
七
年
解
釈
を
援
用
し
た
上
で
、
認
め
て
い
る
。
さ
ら
に
自
衛
権
行
使
に
伴
う
「
武
力
の
行

使
」
に
は
、
集
団
的
自
衛
権
が
あ
る
と
し
た
が
、
こ
れ
を
全
て
認
め
る
の
で
は
な
く
日
本
の
存
立
を
危
う
く
し
、
国
民
を
守
る
た
め
の
や

む
を
得
な
い
場
合
に
行
使
を
す
る
と
し
た
。
つ
ま
り
、
佐
藤
首
相
の
答
弁
書
の
内
容
（
自
衛
権
の
地
理
的
範
囲
に
つ
い
て
）
を
よ
り
詳
細
に

し
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
集
団
的
自
衛
権
限
定
的
行
使
の
内
容
に
つ
い
て
、
岸
首
相
が
述
べ
て
い
た
限
定
的
行
使
（
ア
メ
リ
カ

（
一
一
七
八
）



憲
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軍
駐
留
）
の
範
囲
を
拡
大
し
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
よ
う
な
相
互
安
全
保
障
条
約
に
よ
っ
て
、
自
国
に
向
け
ら
れ
た
攻
撃
で
は
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
同
盟
国
が
攻
撃

さ
れ
た
場
合
、
自
分
の
国
へ
の
攻
撃
と
見
な
し
て
、
協
同
し
て
侵
略
行
為
に
対
処
す
る
と
い
う
最
も
典
型
的
な
集
団
的
自
衛
権
（
海
外
派

兵
を
含
む
）
の
行
使
は
、
こ
の
解
釈
で
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
従
来
か
ら
答
弁
が
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
内
容
と
変
わ

ら
な
い
と
い
え
よ
う
。

三
．
政
府
解
釈
か
ら
み
る
自
衛
権
の
範
囲

①　

自
衛
権
に
対
す
る
制
約

憲
法
制
定
当
初
、
政
府
は
自
衛
権
保
有
を
否
定
、
あ
る
い
は
武
力
を
前
提
と
し
な
い
「
武
力
な
き
自
衛
権
」
と
い
う
捉
え
方
で
あ
っ
た
。

当
然
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
占
領
下
で
あ
り
、
日
本
が
独
自
に
実
力
組
織
を
持
た
な
く
て
も
い
い
状
況
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
警
察
予
備
隊
が
で
き
、

保
安
隊
・
警
備
隊
か
ら
自
衛
隊
が
で
き
た
こ
と
に
よ
り
、
自
衛
権
の
解
釈
も
変
わ
っ
て
い
っ
た
。
前
述
の
よ
う
に
当
初
は
ど
の
よ
う
に
行

使
す
る
か
は
非
軍
事
的
措
置
（
吉
田
首
相
は
、
前
述
の
よ
う
に
「
日
本
は
戦
争
を
放
棄
し
、
軍
備
を
放
棄
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
武
力
に
よ
ら
ざ
る
自

衛
権
は
あ
る
、
外
交
そ
の
他
の
手
段
で
も
つ
て
国
家
を
自
衛
す
る
、
守
る
と
い
う
権
利
は
も
ち
ろ
ん
あ
る
」
と
し
て
い
る
）
を
前
提
と
し
て
い
る
た
め
、

武
力
行
使
の
範
囲
や
場
所
と
い
っ
た
問
題
は
生
じ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
警
察
予
備
隊
も
国
内
の
治
安
維
持
を
目
的
と
す
る
実
力
組
織
の

た
め
、
自
衛
の
た
め
の
自
衛
組
織
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
自
衛
隊
に
な
る
と
そ
の
目
的
は
、
自
衛
権
行
使
の
た

め
の
組
織
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
な
る
。
そ
こ
で
、
議
論
は
自
衛
権
に
よ
る
武
力
行
使
の
程
度
の
問
題
と
な
っ
て
く
る
。
こ
こ
ま
で
の
解

（
一
一
七
九
）
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釈
の
変
遷
を
見
て
い
る
と
、
憲
法
九
条
は
ま
っ
た
く
変
わ
っ
て
い
な
い
の
に
、
解
釈
に
よ
る
運
用
に
よ
っ
て
内
容
が
変
わ
っ
て
い
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。
ま
さ
に
「
生
き
た
憲
法
」、
国
際
情
勢
な
ど
社
会
の
変
化
に
応
じ
て
そ
の
都
度
、
妥
当
な
運
用
は
何
で
あ
る
の
か
を
政
府

が
考
え
て
き
た
結
果
で
あ
る
と
い
え
る
。

ま
た
、
憲
法
制
定
直
後
、
自
衛
権
に
関
し
て
そ
の
保
有
を
否
定
し
、
さ
ら
に
「
武
力
な
き
自
衛
権
」
と
い
う
解
釈
か
ら
自
衛
隊
と
い
う

実
力
組
織
を
前
提
と
し
た
自
衛
権
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
憲
法
解
釈
の
変
更
が
な
さ
れ
た
と
み
て
い
い
。
こ
の
解
釈
変
更
に
よ
り
、
日
本
は

武
力
を
前
提
と
し
た
自
衛
権
行
使
が
可
能
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
あ
く
ま
で
「
必
要
最
小
限
度
の
実
力
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
問

題
は
解
釈
に
よ
っ
て
わ
が
国
の
自
衛
権
行
使
の
運
用
が
な
さ
れ
る
中
で
、
政
府
見
解
や
百
地
教
授
は
憲
法
九
条
に
よ
り
制
限
さ
れ
て
い
る

と
す
る
。
で
は
、
憲
法
九
条
が
「
必
要
最
小
限
度
の
実
力
」
の
限
界
、
す
な
わ
ち
自
衛
権
行
使
に
お
い
て
自
衛
隊
の
武
力
行
使
を
具
体
的

に
ど
の
よ
う
に
制
限
し
て
い
る
の
か
。

そ
れ
を
示
す
の
が
自
衛
隊
創
設
直
後
の
参
議
院
「
自
衛
隊
の
海
外
出
動
を
為
さ
ざ
る
こ
と
に
関
す
る
決
議
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
ま
ず

自
衛
隊
は
海
外
出
動
を
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
明
確
に
打
ち
出
さ
れ
た
。
ま
た
そ
の
後
の
岸
首
相
、
下
田
局
長
な
ど
の
答
弁
に
あ
る
よ
う

に
他
国
へ
の
攻
撃
参
加
は
あ
り
得
な
い
。
つ
ま
り
、
あ
く
ま
で
自
衛
隊
は
、
外
部
か
ら
の
武
力
攻
撃
を
日
本
か
ら
排
除
す
る
た
め
に
存
在

す
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
以
外
の
目
的
に
つ
い
て
は
、
武
力
行
使
は
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
集
団
的
自
衛
権
は
共
同
防
衛
協

定
な
ど
結
ん
で
い
る
密
接
な
関
係
の
他
国
が
攻
撃
さ
れ
、
日
本
へ
の
武
力
攻
撃
が
発
生
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
海
外
で
武
力
行

使
を
す
る
こ
と
は
、
認
め
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
共
同
防
衛
協
定
、
相
互
安
全
保
障
条
約
を
前
提
と
す
る
集
団
的
自
衛
権
で
あ
り
、

一
般
的
に
い
う
集
団
的
自
衛
権
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
た
と
え
自
衛
隊
の
活
動
領
域
が
他
国
の
領
域
へ
と
及
ぶ
海
外
派
遣
へ
と
拡
大
し
て

い
っ
た
と
き
に
、
必
ず
他
国
と
の
武
力
行
使
一
体
化
が
問
題
と
な
っ
た
（
43
）

。
そ
れ
を
同
盟
関
係
に
あ
る
他
国
（
特
に
ア
メ
リ
カ
）
と
協
同
し

（
一
一
八
〇
）



憲
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て
行
う
と
、
ま
さ
に
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
に
つ
な
が
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
平
成
二
六
年
の
集
団
的
自
衛
権
に
関
し
て
は
「
あ
く

ま
で
も
我
が
国
の
存
立
を
全
う
し
、
国
民
を
守
る
た
め
、
す
な
わ
ち
、
我
が
国
を
防
衛
す
る
た
め
に
や
む
を
得
な
い
自
衛
の
措
置
と
し

て
」
行
使
が
認
め
ら
れ
る
（
44
）

と
し
て
も
、
他
国
へ
の
攻
撃
が
日
本
を
危
機
的
状
況
に
追
い
込
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
る
場
合
に
の
み
、
自
衛
隊

が
出
動
す
る
の
で
あ
っ
て
、
日
本
が
攻
撃
さ
れ
て
い
な
く
、
ま
た
単
に
密
接
な
関
係
に
あ
る
他
国
を
助
け
る
場
合
に
そ
の
国
と
共
に
海
外

の
領
域
に
出
動
し
て
武
力
行
使
を
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
も
し
、
密
接
な
関
係
に
あ
る
他
国
と
共
に
日
本
の
領
域
外
あ
る
い
は
相

手
国
領
域
内
で
武
力
攻
撃
す
る
場
合
は
、
自
衛
隊
の
「
海
外
派
兵
」
と
な
り
、
憲
法
は
許
し
て
い
な
い
。
こ
の
海
外
派
兵
こ
そ
、
歴
代
の

内
閣
が
憲
法
九
条
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
な
い
も
の
と
し
て
お
り
、
自
衛
権
を
制
約
し
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

②　
「
海
外
派
兵
」
と
自
衛
権

「
海
外
派
兵
」
に
関
し
て
は
、
自
衛
隊
創
設
以
来
一
貫
し
て
憲
法
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。
こ
の
「
海
外
派
兵
」
を
ど
の

よ
う
に
日
本
は
捉
え
て
い
る
の
か
。

「
海
外
派
兵
」
と
は
、「
通
常
敵
国
の
領
土
に
兵
力
を
派
遣
し
ま
し
て
、
そ
う
し
て
事
実
上
兵
力
に
よ
る
制
圧
の
状
態
を
そ
こ
に
確
立
す

る
（
45
）

」
こ
と
、
あ
る
い
は
「
武
力
行
使
の
目
的
を
も
っ
て
武
装
し
た
部
隊
を
他
国
の
領
土
、
領
海
、
領
空
に
派
遣
す
る
こ
と
（
46
）

」
と
い
わ
れ

る
。
自
衛
の
た
め
で
は
な
く
海
外
で
の
軍
事
行
動
・
武
力
行
使
を
目
的
と
す
る
海
外
派
兵
と
、
密
接
な
関
係
に
あ
る
他
国
へ
の
攻
撃
を
自

国
へ
の
攻
撃
と
み
な
し
て
海
外
へ
行
き
、
他
国
の
領
域
で
武
力
を
行
使
す
る
海
外
派
兵
が
あ
る
。
前
者
は
侵
略
で
あ
り
、
も
は
や
自
衛
権

行
使
と
は
い
え
ず
、
後
者
は
い
わ
ゆ
る
一
般
的
・
典
型
的
な
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
に
と
も
な
う
「
海
外
派
兵
」
と
な
る
。
海
外
で
の
自

衛
隊
の
武
力
行
使
に
つ
い
て
、
前
述
の
よ
う
に
政
府
は
「
か
り
に
、
海
外
に
お
け
る
武
力
行
動
で
、
自
衛
権
発
動
の
三
要
件
（
わ
が
国
に

（
一
一
八
一
）
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対
す
る
急
迫
不
正
な
侵
害
が
あ
る
こ
と
、
こ
の
場
合
に
他
に
適
当
な
手
段
が
な
い
こ
と
及
び
必
要
最
少
限
度
の
実
力
行
使
に
と
ど
ま
る
べ
き
こ
と
）
に
該

当
す
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
憲
法
上
の
理
論
と
し
て
は
、
そ
の
よ
う
な
行
動
を
と
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
る
（
47
）

」

と
い
う
よ
う
に
、
海
外
で
の
自
衛
隊
の
武
力
行
動
を
自
衛
権
発
動
要
件
で
あ
れ
ば
可
能
で
あ
る
と
し
た
。
問
題
は
こ
こ
で
い
う
「
海
外
」

と
い
う
表
現
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
、
従
来
の
わ
が
国
の
自
衛
権
発
動
三
要
件
の
「
わ
が
国
に
対
す
る
急
迫
不
正
の
侵
害
が
あ
る
」
と
い

う
こ
と
は
、「
我
が
国
」
が
侵
害
さ
れ
う
る
「
海
外
」
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
日
本
が
直
接
侵
害
さ
れ
る
可
能
性
の
あ
る
「
海
外
」、
そ
れ

は
近
隣
の
公
海
上
、
あ
る
い
は
空
域
を
指
す
と
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
日
本
は
密
接
な
関
係
に
あ
る
他
国
へ
の
攻
撃
を
自
国
へ
の
攻
撃
と

み
な
し
、
他
国
へ
出
か
け
て
い
っ
て
そ
の
国
と
共
に
武
力
行
使
を
す
る
集
団
的
自
衛
権
（
典
型
的
）
は
入
る
余
地
が
な
い
と
い
え
る
。

さ
ら
に
軍
事
行
動
で
な
い
海
外
で
の
活
動
に
関
し
て
も
、
Ｐ
Ｋ
Ｏ
関
連
で
工
藤
法
制
局
長
官
が
「
国
連
が
そ
の
平
和
維
持
活
動
と
し
て

編
成
し
た
平
和
維
持
隊
な
ど
の
組
織
に
参
加
す
る
場
合
に
、
ま
ず
第
一
に
武
器
の
使
用
、
こ
れ
は
我
が
国
要
員
等
の
生
命
、
身
体
の
防
衛

の
た
め
に
必
要
な
最
小
限
の
も
の
に
限
ら
れ
る
、
こ
れ
が
第
一
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
第
二
に
、
紛
争
当
事
者
間
の
停
戦
合
意
、
こ
れ
が
国
際
平
和
維
持
活
動
の
前
提
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
紛
争
当
事
者

間
の
停
戦
合
意
が
破
れ
る
と
い
う
こ
と
な
ど
で
我
が
国
が
平
和
維
持
隊
な
ど
の
組
織
に
参
加
し
て
活
動
す
る
、
こ
う
い
う
前
提
が
崩
れ
ま

し
た
場
合
、
短
期
間
に
こ
の
よ
う
な
前
提
が
回
復
し
な
い
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
我
が
国
か
ら
参
加
し
た
部
隊
の
派
遣
を
終
了
さ
せ
る
、

こ
う
い
っ
た
前
提
を
設
け
て
参
加
す
る
こ
と
と
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

し
た
が
い
ま
し
て
、
仮
に
全
体
と
し
て
の
平
和
維
持
隊
な
ど
の
組
織
が
武
力
行
使
に
当
た
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
と
い
た
し
ま
し
て
も
、

我
が
国
と
し
て
は
み
ず
か
ら
ま
ず
武
力
の
行
使
は
し
な
い
、
そ
れ
か
ら
、
当
該
平
和
維
持
隊
な
ど
の
組
織
と
い
わ
ゆ
る
そ
こ
が
行
い
ま
す

武
力
行
使
と
一
体
化
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
、
こ
う
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ
の
点
が
確
保
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
我
が
国

（
一
一
八
二
）



憲
法
九
条
に
よ
る
自
衛
権
の
制
約
に
つ
い
て
（
杉
山
）

二
四
一

が
武
力
行
使
を
す
る
と
い
う
よ
う
な
評
価
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
憲
法
に
申
し
ま
す
平
和
主
義
、
憲
法
前
文
で
書
か
れ
、

あ
る
い
は
憲
法
九
条
で
武
力
の
行
使
を
禁
止
し
て
い
る
、
そ
う
い
う
点
に
つ
き
ま
し
て
憲
法
に
反
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
（
48
）

」
と
解
し
、

武
力
行
使
と
一
体
化
し
な
い
武
器
の
使
用
と
い
う
観
点
か
ら
、
海
外
派
兵
と
海
外
派
遣
を
分
け
て
考
え
て
い
る
。

集
団
的
自
衛
権
の
限
定
的
行
使
容
認
の
解
釈
が
閣
議
決
定
に
よ
り
な
さ
れ
、
安
保
関
連
法
制
が
整
備
さ
れ
た
こ
と
で
、
日
本
も
海
外
で

密
接
な
関
係
に
あ
る
他
国
（
ア
メ
リ
カ
な
ど
）
と
共
に
自
衛
の
た
め
の
海
外
で
武
力
行
使
を
可
能
と
し
た
。
こ
の
場
合
の
集
団
的
自
衛
権

は
他
国
に
行
っ
て
、
侵
略
さ
れ
た
他
国
等
と
と
も
に
武
力
行
使
を
行
う
こ
と
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
他
国
へ
の
攻
撃
に
よ
っ
て
日
本
の
存

立
が
脅
か
さ
れ
、
国
民
の
生
命
、
自
由
及
び
幸
福
追
求
の
権
利
が
根
底
か
ら
覆
さ
れ
る
明
白
な
危
険
が
及
ぶ
場
合
に
、
自
衛
権
を
行
使
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。
こ
れ
は
、
前
述
の
海
外
派
兵
を
伴
う
自
衛
権
行
使
（
典
型
的
な
集
団
的
自
衛
権
）
と
は
違
い
、
あ
く
ま
で
日
本

に
危
険
が
及
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
端
的
に
い
え
ば
、
昭
和
四
四
年
の
佐
藤
首
相
の
自
衛
権
の
地
理
的
範
囲
に
関
す
る
答
弁
書
に
あ
る

海
外
で
の
自
衛
権
行
使
（
か
り
に
海
外
に
お
け
る
武
力
行
動
で
、
自
衛
権
発
動
三
要
件
に
該
当
す
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
憲
法
上
の
理
論
と
し
て

は
、
そ
の
よ
う
な
行
動
を
と
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
）
に
他
国
と
共
同
し
て
対
処
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、「
海
外
派
兵
」
に

は
当
た
ら
な
い
。

以
上
み
て
く
る
と
「
海
外
派
兵
」
こ
そ
、
日
本
国
憲
法
第
九
条
が
制
限
し
て
い
る
武
力
行
使
の
形
態
で
あ
り
、
日
本
で
は
こ
れ
が
禁
止

さ
れ
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
自
衛
権
が
制
限
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

（
一
一
八
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

二
四
二

お
わ
り
に

結
局
の
と
こ
ろ
、
警
察
予
備
隊
が
創
設
さ
れ
て
以
来
、
政
府
解
釈
を
見
る
限
り
日
本
で
は
「
海
外
派
兵
」
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
個
別
的
自
衛
権
だ
ろ
う
と
集
団
的
自
衛
権
で
あ
ろ
う
と
関
係
な
い
こ
と
で
あ
る
。
自
衛
隊
は
あ
く
ま
で
自
衛
の
た
め
の
実
力
で
あ
り
、

自
衛
と
は
い
う
も
の
の
集
団
的
自
衛
権
の
中
に
は
、
他
衛
的
要
素
が
含
ま
れ
る
部
分
も
あ
る
。
そ
の
部
分
に
関
し
て
は
、
政
府
は
一
貫
し

て
「
海
外
派
兵
」
と
繋
が
る
と
し
て
憲
法
九
条
が
許
さ
な
い
と
し
て
き
て
い
る
。
つ
ま
り
、
憲
法
九
条
は
「
海
外
派
兵
」
を
許
さ
な
い
と

し
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
以
外
は
政
策
論
の
問
題
と
な
る
。
こ
の
憲
法
九
条
の
枠
の
中
で
ど
う
す
る
か
は
、
時
の
政
府
が

国
民
の
生
命
と
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
安
全
保
障
を
考
え
て
い
く
。
ま
さ
に
日
本
の
国
家
と
し
て
の
危
機
管
理
と
し
て
憲
法
九
条
を
ネ

ガ
テ
ィ
ブ
リ
ス
ト
的
解
釈
で
捉
え
、
必
要
な
措
置
を
執
る
こ
と
を
政
府
は
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
憲
法
九
条
は
法
規
範
で
あ
る
以
上
、

禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
あ
る
い
は
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
見
い
だ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
少
な
く
と
も
政
府
解
釈
を
見
る
限
り
、
憲
法
九

条
二
項
は
、
戦
力
の
保
持
を
禁
止
し
て
い
る
が
、
そ
こ
ま
で
に
至
ら
な
い
自
衛
権
を
行
使
す
る
た
め
、
自
衛
の
た
め
の
実
力
（
自
衛
力
）

の
保
持
ま
で
は
禁
止
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
自
国
を
守
る
た
め
な
ら
ば
武
力
行
使
は
で
き
る
。
し
か
し
、
自
衛
の
中
で
も
集
団
的
自
衛

権
に
な
る
と
、「
海
外
派
兵
」
の
要
素
を
持
っ
た
武
力
行
使
を
含
む
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、「
我
が
国
以
外
の
第
三
国
に
別
の
国
か
ら

武
力
攻
撃
が
加
え
ら
れ
て
も
、
こ
れ
に
よ
っ
て
わ
が
国
の
国
民
全
体
の
生
命
等
に
危
険
が
及
ぶ
こ
と
は
あ
り
得
な
い
（
49
）

」
こ
と
か
ら
、
他
衛

的
要
素
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
こ
の
部
分
を
含
ん
だ
集
団
的
自
衛
権
は
歴
代
の
解
釈
を
見
て
き
た
よ
う
に
日
本
が
九
条
に
よ
っ
て
許
さ
れ

て
い
な
い
も
の
と
し
て
き
て
い
る
た
め
、
政
府
解
釈
に
よ
る
と
憲
法
九
条
は
「
海
外
派
兵
」
を
許
し
て
い
な
い
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、

百
地
教
授
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
よ
う
に
憲
法
九
条
に
よ
っ
て
自
衛
権
は
制
約
さ
れ
る
と
い
っ
た
場
合
、
制
約
と
は
「
海
外
派
兵
」
を
意

（
一
一
八
四
）



憲
法
九
条
に
よ
る
自
衛
権
の
制
約
に
つ
い
て
（
杉
山
）

二
四
三

味
し
、
こ
れ
を
含
む
自
衛
権
行
使
に
基
づ
く
武
力
行
使
は
日
本
国
憲
法
上
認
め
ら
れ
な
い
と
い
え
る
。

（
1
） 
田
畑
茂
二
郎
『
国
際
法
Ⅰ
〔
新
版
〕』（
有
斐
閣
、
昭
和
五
九
年
）
三
五
九
頁
。

（
2
） 

百
地
章
「
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
に
問
題
な
し
」（
正
論
、
産
経
新
聞
平
成
二
七
年
六
月
六
日
）

（
3
） 

国
連
憲
章
二
条
四
項
「
す
べ
て
の
加
盟
国
は
、
そ
の
国
際
関
係
に
お
い
て
、
武
力
に
よ
る
威
嚇
又
は
武
力
の
行
使
を
、
い
か
な
る
国
の
領
土
保

全
又
は
政
治
的
独
立
に
対
す
る
も
の
も
、
ま
た
、
国
際
連
合
の
目
的
と
両
立
し
な
い
他
の
い
か
な
る
方
法
に
よ
る
も
の
も
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。」

（
4
） 

田
畑
、
前
掲
書
三
五
七
頁
〜
三
五
八
頁
。

（
5
） 

同
書
三
五
八
頁
。

（
6
） 

同
書
三
六
一
頁
。

（
7
） 

し
か
し
、
集
団
的
自
衛
権
は
自
己
防
衛
権
の
一
種
と
見
る
べ
き
か
、
他
国
防
衛
権
か
で
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
集
団
的
自
衛
権
の
法
的
性

質
に
お
け
る
学
説
の
整
理
は
、
杉
原
高
嶺
『
国
際
法
学
講
義　

第
二
版
』（
有
斐
閣
、
平
成
二
五
年
）
六
二
九
頁
以
下
参
照
。

（
8
） 

百
地
章
「
憲
法
学
者
の
変
節
と
無
責
任
」（V

oice
二
〇
一
五
年
九
月
号
）
五
六
頁
。

（
9
） 

芦
部
信
喜
『
憲
法
Ⅰ　

憲
法
総
論
』（
有
斐
閣
、
平
成
十
四
年
）
二
五
九
頁
。

（
10
） 

芦
部
『
同
書
』
二
六
六
頁
。

（
11
） 

大
石
眞
『
憲
法
講
義
Ⅰ
』（
有
斐
閣
、
平
成
二
一
年
）
六
五
〜
六
六
頁
。

（
12
） 

昭
和
二
十
一
年
六
月
二
十
九
日
衆
議
院
議
事
速
記
録
第
八
號
一
二
四
頁
以
下
。

（
13
） 

百
地
章
『
憲
法
の
常
識　

常
識
の
憲
法
』（
文
春
新
書
、
平
成
一
七
年
）
一
一
五
頁
以
下
。

（
14
） 

同
書
一
二
一
頁
。
そ
の
た
め
、
百
地
教
授
は
「
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
限
界
に
来
て
い
る
と
し
て
、
九
条
の
規
範
性
そ
の
も
の
を
疑
わ

せ
る
よ
う
な
解
釈
は
、
か
え
っ
て
内
外
の
不
信
を
招
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
」
と
し
、
憲
法
改
正
、
特
に
九
条
二
項
の
改
正
を
主
張
し
て
い
る

（
一
一
八
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

二
四
四

（
15
） 

平
成
二
六
年
七
月
一
日
閣
議
決
定
「
憲
法
九
条
の
下
で
許
容
さ
れ
る
自
衛
の
措
置
と
し
て
の
武
力
の
行
使
の
三
要
件
」（
参
照
：『
防
衛
ハ
ン
ド

ブ
ッ
ク
二
〇
一
六
』（
朝
雲
新
聞
社
、
平
成
二
八
年
）
六
四
〇
頁
。

（
16
） 
昭
和
二
十
五
年
七
月
三
十
日
衆
議
院
本
会
議
録
第
十
号
一
六
五
頁
。

（
17
） 
昭
和
二
九
年
一
二
月
二
二
日
衆
議
院
予
算
委
員
会
議
事
録
第
二
号
一
頁
。

（
18
） 

昭
和
二
九
年
一
二
月
二
一
日
衆
議
院
予
算
委
員
会
議
事
録
第
一
号
一
五
頁
。

（
19
） 

昭
和
五
五
年
十
二
月
五
日
「
憲
法
第
九
条
の
解
釈
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
」（
内
閣
衆
質
九
三
第
一
一
号
）

（
20
） 

昭
和
二
十
一
年
六
月
二
十
九
日
衆
議
院
議
事
速
記
録
第
八
號
一
二
四
頁
。

（
21
） 

昭
和
二
四
年
一
二
月
二
一
日
衆
議
院
外
務
委
員
会
議
事
録
第
一
号
一
五
頁
。

（
22
） 

こ
れ
以
前
に
、
昭
和
二
二
年
の
司
法
委
員
会
で
の
鈴
木
司
法
大
臣
は
、
わ
が
国
が
独
自
の
立
場
で
自
衛
権
を
行
使
し
な
い
と
答
弁
し
て
い
る
。

（
23
） 

前
掲
、
昭
和
二
四
年
一
一
月
二
一
日
衆
議
院
外
務
委
員
会
議
録
三
頁
。

（
24
） 

吉
田
首
相
は
昭
和
二
五
年
二
月
の
参
議
院
本
会
議
で
も
「
武
力
な
き
自
衛
権
」
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。（
昭
和
二
五
年
二
月
一
日
参
議
院

会
議
録
第
一
五
号
二
〇
七
頁
）

（
25
） 

昭
和
二
十
五
年
七
月
三
十
日
衆
議
院
本
会
議
録
第
十
号
一
六
五
頁
。

（
26
） 

昭
和
二
五
年
八
月
一
四
日
内
閣
委
員
会
会
議
録
第
一
号
六
頁
。

（
27
） 

昭
和
二
七
年
四
月
二
八
日
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
（「
日
本
国
と
の
平
和
条
約
」、
昭
和
二
七
年
条
約
第
五
号
）
が
発
効
し
て
日
本
は
独

立
を
回
復
し
た
が
、
そ
れ
に
伴
っ
て
ポ
ツ
ダ
ム
政
令
等
の
管
理
法
令
（
ポ
ツ
ダ
ム
命
令
）
は
（
＝
警
察
予
備
隊
令
は
）
存
続
し
得
な
く
な
っ
た
。
そ

こ
で
、「
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
に
伴
い
発
す
る
命
令
に
関
す
る
件
の
廃
止
に
関
す
る
法
律
」（
昭
和
二
七
年
法
律
第
八
一
号
）
が
公
布
さ
れ
、
一
連

の
管
理
法
令
は
施
行
日
＝
対
日
講
和
条
約
発
効
日
か
ら
一
八
〇
日
に
限
り
有
効
と
し
、
以
後
廃
止
す
る
と
し
た
。

（
28
） 

昭
和
二
九
年
四
月
六
日
内
閣
委
員
会
議
事
録
第
第
二
〇
号
二
頁
。

（
29
） 

昭
和
二
九
年
六
月
三
日
外
務
委
員
会
議
録
第
五
十
七
号
五
頁
。

（
30
） 

前
掲
、
昭
和
二
九
年
一
二
月
二
二
日
衆
議
院
予
算
委
員
会
議
事
録
第
二
号
一
頁
。

（
一
一
八
六
）



憲
法
九
条
に
よ
る
自
衛
権
の
制
約
に
つ
い
て
（
杉
山
）

二
四
五

（
31
） 

前
掲
、
昭
和
二
九
年
六
月
三
日
外
務
委
員
会
議
録
第
五
十
七
号
五
頁
。

（
32
） 

昭
和
三
四
年
三
月
一
六
日
参
議
院
予
算
委
員
会
議
事
録
第
十
一
号
二
七
頁
。

（
33
） 
昭
和
三
四
年
一
一
月
二
〇
日
衆
議
院
内
閣
委
員
会
議
事
録
一
五
頁
。

（
34
） 
最
大
判
昭
和
三
四
年
一
二
月
一
六
日
刑
集
一
三
巻
一
三
号
三
二
二
五
頁
。

（
35
） 

昭
和
三
五
年
三
月
三
一
日
参
議
院
予
算
委
員
会
会
議
録
二
三
号
二
七
頁
。
ま
た
昭
和
四
四
年
三
月
五
日
参
議
院
予
算
委
員
会
│
佐
藤
首
相
は
日

本
は
積
極
的
に
他
国
に
出
て
行
く
こ
と
は
な
い
、
と
答
弁
し
て
い
る
。

（
36
） 

昭
和
四
四
年
四
月
八
日
「
安
保
条
約
と
防
衛
問
題
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
」（
内
閣
衆
質
六
一
第
二
号
）

（
37
） 

昭
和
四
七
年
一
〇
月
一
四
日
「
集
団
的
自
衛
権
と
憲
法
と
の
関
係
に
関
す
る
政
府
資
料
」

（
38
） 

昭
和
五
六
年
五
月
二
九
日
「
憲
法
、
国
際
法
と
集
団
的
自
衛
権
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
」（
内
閣
衆
質
九
四
第
三
二
号
）

（
39
） 

昭
和
五
五
年
一
〇
月
二
八
日
答
弁
書
で
国
連
軍
へ
の
参
加
は
憲
法
上
許
さ
れ
な
い
。「
武
力
行
使
を
海
外
で
行
う
と
海
外
派
兵
と
な
っ
て
し
ま

い
、
こ
れ
は
九
条
に
違
反
す
る
」

（
40
） 

平
成
一
三
年
一
〇
月
一
一
日
衆
議
院
国
際
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
防
止
及
び
我
が
国
の
協
力
支
援
活
動
等
に
関
す
る
特
別
委
員
会
第
三
号
。

（
41
） 

平
成
一
五
年
一
二
月
一
九
日
内
閣
官
房
長
官
談
話
（U

R
L

：http://w
w
w
.kantei.go.jp/

）

（
42
） 

平
成
二
一
年
一
一
月
四
日
衆
議
院
予
算
委
員
会
議
録
第
三
号
一
四
頁
。

（
43
） 

特
に
日
米
安
全
保
障
条
約
を
締
結
し
い
て
い
る
以
上
、
ア
メ
リ
カ
主
導
の
何
ら
か
の
武
力
行
使
に
よ
る
戦
争
へ
の
参
加
は
、
そ
の
方
法
を
巡
っ

て
議
論
と
な
っ
て
い
る
。

（
44
） 

前
掲
書
六
四
〇
頁
、「
平
成
二
六
年
七
月
一
日
閣
議
決
定
」。

（
45
） 

昭
和
四
六
年
五
月
一
四
日
衆
議
院
内
閣
委
員
会
一
〇
頁
。

（
46
） 

昭
和
五
五
年
一
〇
月
二
八
日
「
自
衛
隊
の
海
外
派
兵
・
日
米
安
保
条
約
等
の
問
題
」
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
九
三
第
六

号
）

（
47
） 

前
掲
、
昭
和
四
四
年
四
月
八
日
答
弁
書
。

（
一
一
八
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

二
四
六

（
48
） 

平
成
三
年
九
月
二
五
日
衆
議
院
Ｐ
Ｋ
Ｏ
特
別
委
員
会
議
録
第
三
号
三
頁
。

（
49
） 

阪
田
雅
裕
『
憲
法
九
条
と
安
保
法
制
│
政
府
の
新
た
な
憲
法
解
釈
の
検
証
』（
有
斐
閣
、
平
成
二
八
年
）
一
〇
頁
。

（
一
一
八
八
）



イ
ス
ラ
ム
頭
巾
着
用
禁
止
、
信
教
の
自
由
及
び
国
家
の
宗
教
的
中
立
：
二
〇
〇
三
年
及
び
二
〇
一
五
年
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
決
を
巡
っ
て
（
小
林
）

二
四
七

イ
ス
ラ
ム
頭
巾
着
用
禁
止
、
信
教
の
自
由
及
び
国
家
の
宗
教
的
中
立
：

二
〇
〇
三
年
及
び
二
〇
一
五
年
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
決
を
巡
っ
て

小　
　

林　
　

宏　
　

晨

問
題
提
起
：

ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
は
、
二
〇
一
五
年
三
月
一
三
日
付
判
決

（
1
）

を
以
て
、
公
立
学
校
教
師
の
服
装
に
よ
る
宗
教
的
表
現
の

画
一
的
禁
止
が
そ
の
信
仰
及
び
世
界
観
の
自
由
（
基
本
法
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
）
と
相
容
れ
な
い
と
判
定
し
た
。

曰
く
、
従
っ
て
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
・
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
州
学
校
法
第
五
七
条
第
四
項
一
文
及
び
二
文
は
、
憲
法
適
合
的
に
、
禁
止
を

正
当
化
す
る
為
に
外
的
宗
教
的
表
現
に
つ
き
、
学
校
の
平
和
あ
る
い
は
国
家
の
中
立
の
侵
害
の
抽
象
的
の
み
な
ら
ず
、
充
分
に
具
体
的
な

論　

説

（
一
一
八
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

二
四
八

危
険
が
発
せ
ら
れ
る
方
向
に
制
限
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
的
・
西
洋
的
教
養
及
び
文
化
価
値
あ
る
い
は
伝
統
の
特
権
化

と
し
て
想
定
さ
れ
る
学
校
法
第
五
七
条
第
四
項
三
文
は
、
宗
教
的
諸
根
拠
か
ら
す
る
不
利
益
の
禁
止
（
基
本
法
第
三
条
第
三
項
一
文
及
び
第

三
三
条
第
三
項
）（
平
等
原
則
）
に
違
反
し
、
従
っ
て
無
効
で
あ
る
。

前
記
の
判
決
は
、
関
連
す
る
イ
ス
ラ
ム
頭
用
ス
カ
ー
フ
（
あ
る
い
は
頭
巾
）
禁
止
法
律
が
有
効
な
八
ラ
ン
ト
に
該
当
す
る
。
こ
れ
に

よ
っ
て
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
の
判
決
は
二
〇
〇
三
年
の
同
裁
判
所
第
二
法
廷
判
決

（
2
）

の
部
分
的
修
正
と
見
做
さ
れ
る
。
当
時

（
二
〇
〇
三
年
）
は
未
だ
諸
ラ
ン
ト
に
事
前
の
頭
用
ス
カ
ー
フ
着
用
禁
止
が
許
さ
れ
て
い
た
。

本
稿
で
は
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
二
〇
〇
三
年
判
決
と
二
〇
一
五
年
判
決
を
検
討
し
な
が
ら
、
信
教
の
自
由
及
び
国
家
の
宗
教
的
中
立
を

巡
る
ド
イ
ツ
の
現
状
確
認
と
展
望
を
試
み
た
い
。

第
一
節　

連
邦
憲
法
裁
判
所
第
二
法
廷
判
決
（
二
〇
〇
三
年
）

先
行
し
た
連
邦
行
政
裁
判
所
（
二
〇
〇
二
年
）、
バ
ー
デ
ン
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
グ
高
等
行
政
裁
判
所
（
二
〇
〇
一
年
）
及
び
シ
ュ
ト
ュ
ッ
ト

ガ
ル
ト
行
政
裁
判
所
の
諸
判
決
な
ら
び
に
一
九
九
八
年
か
ら
一
九
九
九
年
の
シ
ュ
ト
ュ
ッ
ト
ガ
ル
ト
学
校
局
の
複
数
の
通
知
を
理
由
と
す

る
フ
ェ
レ
ス
タ
・
ル
デ
ィ
ン
の
憲
法
異
議
申
立
に
関
わ
る
手
続
の
中
で
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
二
法
廷
の
二
〇
〇
三
年
九
月
二
四
日
付

「
イ
ス
ラ
ム
頭
巾
判
決
」
が
発
せ
ら
れ
た
。
裁
判
所
は
、
判
決
の
中
で
ム
ス
リ
ム
異
議
申
立
人
に
学
校
職
務
遂
行
中
の
イ
ス
ラ
ム
頭
巾
の

（
一
一
九
〇
）



イ
ス
ラ
ム
頭
巾
着
用
禁
止
、
信
教
の
自
由
及
び
国
家
の
宗
教
的
中
立
：
二
〇
〇
三
年
及
び
二
〇
一
五
年
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
決
を
巡
っ
て
（
小
林
）

二
四
九

着
用
を
禁
じ
、
し
か
も
教
師
採
用
を
拒
否
し
た
他
の
諸
裁
判
所
の
判
決
及
び
関
連
す
る
通
知
を
、
基
本
法
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並

び
に
第
三
三
条
第
三
項
と
結
ぶ
第
三
三
条
第
二
項
か
ら
す
る
異
議
申
立
人
の
諸
権
利
を
侵
害
す
る
と
し
て
破
棄
し
、
事
案
を
連
邦
行
政
裁

判
所
に
差
し
戻
し
た
。
更
に
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
諸
ラ
ン
ト
に
対
し
て
、
こ
の
措
置
に
法
的
基
盤
を
創
設
す
る
為
の
迅
速
な
法
規
制
を

要
求
し
た
。
判
決
は
、
賛
成
五
、
反
対
三
で
決
せ
ら
れ
た

（
3
）

。

判
旨
：

1
．
学
校
や
授
業
で
の
教
師
に
対
す
る
イ
ス
ラ
ム
頭
巾
の
着
用
禁
止
は
、
バ
ー
デ
ン
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
グ
州
現
行
法
の
中
で
充
分
に
確
定

し
た
法
的
基
盤
を
有
し
な
い
。

2
．
宗
教
的
多
様
性
の
増
大
と
結
ぶ
社
会
の
変
遷
は
、
立
法
者
に
対
し
、
学
校
に
お
け
る
宗
教
的
諸
関
連
の
許
容
範
囲
の
新
規
定
へ
の

切
っ
掛
け
と
な
り
得
る
。

1
．
第
二
法
廷
の
判
決
要
旨

第
二
法
廷
の
判
決
要
旨
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

背
景
に
あ
る
状
況
は
、
憲
法
的
に
保
護
さ
れ
て
い
る
複
数
の
法
的
地
位
に
関
わ
る
。

基
本
法
第
三
条
第
二
項
に
よ
り
、
各
ド
イ
ツ
人
に
、
そ
の
適
正
・
資
格
及
び
専
門
的
能
力
に
応
じ
て
等
し
く
公
職
に
就
く
可
能
性
が
開

か
れ
て
い
る
。
そ
の
際
に
、
公
職
へ
の
認
可
と
宗
教
的
告
白
間
の
関
連
は
排
除
さ
れ
て
い
る
。

学
校
と
授
業
に
於
け
る
異
議
申
立
人
の
イ
ス
ラ
ム
頭
巾
の
着
用
は
、
信
教
の
自
由
の
基
本
権
の
保
護
下
に
置
か
れ
て
い
る
。
前
記
基
本

（
一
一
九
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

二
五
〇

権
と
は
、
国
家
の
教
育
任
務
と
並
ん
で
、
両
親
の
教
育
権
の
憲
法
益
と
生
徒
の
否
定
的
信
教
の
自
由
が
対
立
す
る
。
更
に
、
国
家
に
命
ぜ

ら
れ
る
宗
教
的
・
世
界
観
的
中
立
は
、
国
家
と
教
会
間
の
厳
格
な
分
離
の
意
味
で
は
な
く
、
全
て
の
諸
告
白
を
同
等
に
奨
励
し
、
開
か
れ

且
つ
広
範
囲
な
態
度
と
理
解
さ
れ
る
。
こ
れ
は
と
り
わ
け
、
義
務
教
育
学
校
の
領
域
に
該
当
す
る
。
キ
リ
ス
ト
教
的
諸
関
連
そ
れ
自
体
は
、

公
立
学
校
の
形
成
に
際
し
て
禁
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
そ
の
学
校
は
他
の
世
界
観
的
・
宗
教
的
内
容
及
び
諸
価
値
に
対
し
て
も
開
か

れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
公
開
性
の
中
に
基
本
法
の
自
由
な
国
家
は
、
そ
の
宗
教
的
・
世
界
観
的
中
立
を
維
持
す
る
の
で
あ
る

（
4
）

。

異
議
申
立
人
が
学
校
や
授
業
で
イ
ス
ラ
ム
頭
巾
（
頭
用
ス
カ
ー
フ
）
の
着
用
を
通
し
て
自
ら
の
信
仰
確
信
を
示
す
自
由
は
、
分
か
ち
合

わ
な
い
信
仰
の
礼
拝
行
為
か
ら
離
れ
る
生
徒
達
の
否
定
的
信
教
の
自
由
と
抵
触
す
る
事
に
な
る
。
多
様
な
信
仰
的
諸
確
信
を
伴
っ
た
社
会

の
中
で
は
、
確
か
に
他
者
の
信
仰
の
表
明
、
礼
拝
行
為
並
び
に
シ
ン
ボ
ル
に
煩
わ
さ
れ
な
い
権
利
は
存
在
し
な
い
。
諸
ラ
ン
ト
は
学
校
制

度
の
中
で
包
括
的
形
成
の
自
由
を
有
し
て
い
る
。
寛
容
命
令
の
考
慮
下
に
お
け
る
一
方
で
教
師
の
肯
定
的
信
教
の
自
由
と
他
方
で
世
界
観

的
・
宗
教
的
中
立
へ
の
国
家
義
務
、
両
親
の
教
育
権
並
び
に
生
徒
の
否
定
的
信
教
の
自
由
間
の
不
可
避
な
緊
張
関
係
は
、
公
開
の
意
思
形

成
過
程
に
於
い
て
全
て
に
と
っ
て
期
待
可
能
な
規
定
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
民
主
的
ラ
ン
ト
立
法
者
が
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
際
に
個
々
の
諸
ラ
ン
ト
は
多
様
な
規
定
に
至
る
事
が
可
能
で
あ
る
。
見
出
さ
れ
る
べ
き
中
庸
に
際
し
て
は
学
校
の
伝
統
、
住
民
の

宗
派
的
構
成
な
ら
び
に
そ
の
多
少
の
宗
教
的
定
着
度
を
考
慮
す
る
事
が
許
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
原
則
は
、
た
と
え
教
師
が
そ
の
個
人
的

基
本
権
た
る
信
教
の
自
由
の
制
限
下
に
学
校
に
お
け
る
そ
の
行
動
に
対
し
て
国
家
の
世
界
観
的
・
宗
教
的
中
立
の
維
持
へ
の
考
慮
を
以
て

義
務
が
課
さ
れ
る
べ
き
と
し
て
も
、
妥
当
す
る

（
5
）

。

（
一
一
九
二
）



イ
ス
ラ
ム
頭
巾
着
用
禁
止
、
信
教
の
自
由
及
び
国
家
の
宗
教
的
中
立
：
二
〇
〇
三
年
及
び
二
〇
一
五
年
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
決
を
巡
っ
て
（
小
林
）

二
五
一

教
師
が
宗
教
的
・
世
界
観
的
諸
関
連
を
学
校
及
び
授
業
に
持
ち
込
む
場
合
、
そ
の
行
為
は
、
中
立
下
に
遂
行
す
べ
き
国
家
の
教
育
任
務
、

両
親
の
教
育
権
及
び
諸
生
徒
の
否
定
的
信
教
の
自
由
を
侵
害
し
得
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
生
徒
が
影
響
さ
れ
、
し
か
も
両
親
と
の
紛
争
が
引

き
起
こ
さ
れ
、
学
校
の
平
和
が
阻
害
さ
れ
、
し
か
も
学
校
の
教
育
任
務
の
遂
行
が
危
険
に
晒
さ
れ
る
事
が
少
な
く
と
も
可
能
に
な
る
。
宗

教
的
動
機
付
け
と
理
解
さ
れ
る
教
師
の
服
装
も
こ
の
様
な
影
響
を
及
ぼ
し
得
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
ら
は
、
抽
象
的
危
険
に
過
ぎ
な
い
。

教
師
の
具
体
的
行
動
で
は
な
く
、
教
師
の
登
場
を
根
拠
と
す
る
紛
争
あ
る
い
は
危
険
の
単
な
る
可
能
性
が
官
吏
法
的
義
務
違
反
あ
る
い
は

適
正
の
欠
如
と
見
做
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
為
に
は
充
分
に
確
定
し
た
法
的
基
盤
が
必
要
で
あ
る
。
何
故
な
ら
こ
の
様
な
評
価
は
、
基
本

法
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
か
ら
し
て
留
保
な
く
付
与
さ
れ
た
基
本
権
の
制
限
に
関
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る

（
6
）

。

ム
ス
リ
ム
女
性
が
着
用
す
る
イ
ス
ラ
ム
頭
巾
の
言
明
内
容
は
極
め
て
多
様
に
受
け
取
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
義
務
と
感
じ
ら
れ
る
宗

教
的
に
裏
付
け
ら
れ
た
服
装
規
定
も
し
く
は
出
身
社
会
の
伝
統
の
象
徴
で
あ
り
得
る
。
最
近
で
は
こ
の
中
に
益
々
イ
ス
ラ
ム
原
理
主
義
の

シ
ン
ボ
ル
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
イ
ス
ラ
ム
頭
巾
の
解
釈
は
、
女
性
の
社
会
的
弾
圧
の
シ
ン
ボ
ル
と
短
略
化
さ
れ
て
は
な

ら
な
い
。
そ
の
事
は
最
近
の
研
究
成
果
の
中
に
示
さ
れ
て
い
る
。
若
い
ム
ス
リ
ム
女
性
は
、
出
身
文
化
と
の
断
絶
無
し
に
自
己
決
定
的
生

活
を
遂
行
す
る
為
に
自
発
的
に
イ
ス
ラ
ム
頭
巾
を
選
択
し
て
い
る
。
そ
の
限
り
で
、
異
議
申
立
人
が
、
頭
用
ス
カ
ー
フ
の
着
用
を
通
し
て
、

ム
ス
リ
ム
女
生
徒
に
対
し
て
基
本
法
の
価
値
観
念
に
合
致
す
る
女
性
像
の
展
開
あ
る
い
は
自
ら
の
生
活
へ
の
基
本
法
の
転
換
を
困
難
に
す

る
事
は
証
明
さ
れ
て
い
な
い
。
学
校
や
授
業
に
於
け
る
イ
ス
ラ
ム
頭
巾
の
着
用
が
適
正
の
欠
落
を
根
拠
づ
け
る
か
否
か
の
問
題
は
、
頭
巾

が
観
察
者
に
対
し
て
如
何
な
る
影
響
を
及
ぼ
す
か
に
掛
っ
て
い
る
。
宗
教
的
表
現
手
段
の
効
果
に
関
し
て
は
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
シ
ン

ボ
ル
が
学
校
当
局
の
指
示
に
よ
る
の
か
、
あ
る
い
は
個
々
の
教
師
の
自
発
的
決
定
に
基
づ
い
た
そ
の
信
教
の
自
由
の
行
使
の
中
で
使
用
さ

（
一
一
九
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

二
五
二

れ
た
の
か
が
決
定
的
な
の
で
あ
る
。
国
家
が
学
校
で
個
人
的
決
定
に
基
づ
い
て
着
用
す
る
教
師
の
宗
教
的
意
味
を
持
ち
得
る
服
装
を
忍
従

す
る
事
は
、
学
校
に
宗
教
的
シ
ン
ボ
ル
を
も
た
ら
す
国
家
の
命
令
と
同
置
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
国
家
は
、
個
々
の
女
教
師
の
一
定
の
服

装
の
受
け
入
れ
を
以
て
、
こ
の
言
明
を
自
ら
の
も
の
と
は
せ
ず
、
し
か
も
こ
の
言
明
を
自
ら
の
意
図
で
あ
っ
た
と
も
さ
せ
な
い
。
女
教
師

が
宗
教
上
の
諸
根
拠
か
ら
し
て
着
用
す
る
イ
ス
ラ
ム
頭
巾
は
、
生
徒
達
が
学
校
に
い
る
間
、
授
業
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
女
教
師
と
回
避

の
可
能
性
無
し
に
対
置
さ
せ
ら
れ
て
い
る
が
故
に
、
と
り
わ
け
濃
密
に
生
徒
達
に
影
響
を
及
ぼ
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
イ
ス
ラ
ム
頭
巾
の

着
用
か
ら
生
徒
達
の
宗
教
的
指
向
へ
の
一
定
の
影
響
が
発
せ
ら
れ
る
と
の
結
論
に
対
す
る
確
定
し
た
経
験
的
裏
付
け
は
存
在
し
な
い
。
口

頭
弁
論
の
中
で
聴
聞
さ
れ
た
専
門
家
達
は
発
達
心
理
学
的
観
点
か
ら
す
る
生
徒
達
へ
の
影
響
に
関
し
て
確
定
し
た
認
識
を
報
告
で
き
な

か
っ
た

（
7
）

。

単
な
る
抽
象
的
危
険
の
防
止
を
以
て
根
拠
づ
け
ら
れ
る
教
師
に
対
す
る
学
校
や
授
業
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ム
頭
巾
の
着
用
禁
止
に
対
し
て

は
、
バ
ー
デ
ン
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
グ
州
で
有
効
な
官
吏
・
学
校
法
的
法
基
盤
は
十
分
で
は
な
い
。
こ
の
事
実
は
決
定
の
中
で
個
別
的
に
根

拠
づ
け
ら
れ
た

（
8
）

。

管
轄
を
有
す
る
ラ
ン
ト
立
法
者
は
、
こ
れ
ま
で
欠
け
て
い
た
法
的
基
盤
を
自
由
に
創
設
で
き
る
。
こ
の
様
に
立
法
者
は
、
憲
法
的
課
題

の
枠
内
で
学
校
に
お
け
る
宗
教
的
諸
関
連
の
許
容
範
囲
を
新
た
に
規
定
で
き
る
。
そ
の
際
に
立
法
者
は
、
教
師
、
生
徒
及
び
両
親
の
基
本

権
的
に
保
護
さ
れ
る
法
的
立
場
な
ら
び
に
国
家
の
世
界
観
的
・
宗
教
的
中
立
へ
の
義
務
を
適
切
に
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

増
大
す
る
宗
教
的
多
様
性
と
結
ぶ
社
会
的
変
遷
は
、
学
校
に
お
け
る
宗
教
的
諸
関
連
の
許
容
程
度
を
新
た
に
決
定
す
る
切
っ
掛
け
を
提

（
一
一
九
四
）



イ
ス
ラ
ム
頭
巾
着
用
禁
止
、
信
教
の
自
由
及
び
国
家
の
宗
教
的
中
立
：
二
〇
〇
三
年
及
び
二
〇
一
五
年
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
決
を
巡
っ
て
（
小
林
）

二
五
三

供
し
得
る
。
学
校
は
異
な
っ
た
宗
教
的
諸
見
解
が
不
可
避
に
遭
遇
し
、
し
か
も
こ
の
並
存
が
と
り
わ
け
敏
感
に
作
用
す
る
場
で
あ
る
。
学

校
に
お
け
る
増
大
す
る
宗
教
的
多
様
性
を
取
り
入
れ
、
し
か
も
相
互
寛
容
の
実
行
の
為
の
手
段
と
し
て
利
用
し
、
こ
の
様
に
し
て
同
化
の

為
の
寄
与
を
行
う
事
に
対
す
る
諸
根
拠
を
提
示
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
記
述
さ
れ
た
展
開
と
は
、
学
校
に
お
け
る
可
能
な
紛
争
の

よ
り
大
き
な
潜
在
力
が
結
び
つ
い
て
い
る
。
従
っ
て
学
校
領
域
に
お
け
る
国
家
の
中
立
義
務
に
は
よ
り
厳
格
な
、
且
つ
こ
れ
ま
で
以
上
に

距
離
を
置
い
た
意
味
付
け
を
付
与
し
、
し
か
も
こ
れ
に
従
っ
て
教
師
の
外
的
現
象
像
を
通
し
て
仲
介
さ
れ
た
宗
教
的
諸
関
連
を
生
徒
達
か

ら
原
則
的
に
引
き
離
し
、
こ
の
よ
う
に
し
て
生
徒
達
、
両
親
並
び
に
他
の
教
師
達
と
の
紛
争
を
最
初
か
ら
回
避
す
る
為
の
十
分
な
諸
根
拠

が
存
在
し
得
る
。

如
何
に
し
て
変
遷
し
た
諸
関
係
に
対
応
す
る
か
は
執
行
府
の
決
定
事
項
で
は
な
い
。
寧
ろ
こ
の
為
に
は
民
主
的
に
正
当
化
さ
れ
た
立
法

者
に
よ
る
規
定
が
必
要
で
あ
る
。
立
法
者
の
み
が
行
政
官
庁
や
裁
判
所
が
請
求
で
き
な
い
評
価
特
権
を
有
し
て
い
る
。

学
校
制
度
に
お
け
る
国
家
と
宗
教
の
関
係
に
関
す
る
立
法
的
決
定
の
要
素
と
し
て
の
公
立
学
校
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ム
頭
巾
着
用
禁
止
は
、

信
教
の
自
由
の
制
限
を
許
す
。
こ
の
承
認
は
、
欧
州
人
権
条
約
第
九
条
に
合
致
し
て
い
る
。
法
治
国
家
原
理
と
民
主
制
の
命
令
は
基
本
権

実
現
の
基
準
を
自
ら
制
定
す
る
事
を
立
法
者
に
義
務
付
け
て
い
る
。
そ
の
事
は
、
と
り
わ
け
関
係
基
本
権
が
本
件
に
お
け
る
よ
う
に
、
憲

法
に
よ
っ
て
留
保
な
く
保
障
さ
れ
、
し
か
も
あ
る
規
定
が
そ
れ
に
よ
っ
て
必
然
的
に
そ
の
憲
法
内
在
的
制
限
を
決
定
し
、
且
つ
具
体
化
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
種
の
諸
規
定
は
、
こ
れ
ほ
ど
の
影
響
力
の
あ
る
諸
決
定
が
そ
の
諸
見
解
を
形
成
し
、
主
張
し
、
し
か
も
人
民
代
表
に
公
開
の
論
議

の
中
で
基
本
権
介
入
の
必
然
性
と
程
度
を
解
明
さ
せ
る
機
会
を
公
衆
に
提
供
す
る
手
続
か
ら
生
ず
る
事
を
確
保
す
る
為
に
議
会
に
留
保
さ

れ
て
い
る

（
9
）

。

（
一
一
九
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

二
五
四

2
．
第
二
法
廷
の
反
対
意
見
（
イ
ェ
ン
チ
ュ
、
デ
ィ
フ
ァ
ビ
オ
及
び
メ
ー
リ
ン
グ
ホ
フ
）

第
二
法
廷
の
反
対
意
見
の
要
旨
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

ａ
．
官
吏
の
基
本
権
保
護
は
機
能
的
に
制
限
さ
れ
得
る

法
廷
の
多
数
が
採
用
し
た
官
吏
の
宗
教
的
及
び
世
界
観
的
自
由
に
関
わ
る
職
務
義
務
の
根
拠
付
け
の
為
の
法
律
の
留
保
は
、
こ
れ
ま
で

裁
判
所
に
お
い
て
も
、
文
献
に
お
い
て
も
、
異
議
申
立
人
自
身
に
よ
っ
て
も
主
張
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
採
用
に
基
づ
き
、
学
校
の
教
養

及
び
教
育
空
間
に
お
け
る
国
家
の
中
立
へ
の
憲
法
的
基
本
問
題
が
区
別
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、
多
数
派
は
、
権
力
分
立
シ
ス
テ
ム
や
公

職
就
任
に
お
け
る
基
本
権
の
効
力
の
理
解
に
於
い
て
、
基
本
法
に
予
定
さ
れ
て
い
な
い
瑕
疵
展
開
に
至
っ
て
い
る
。
最
後
に
、
法
廷
の
多

数
派
は
、
ラ
ン
ト
立
法
者
に
自
ら
採
用
し
た
憲
法
状
況
に
順
応
す
る
可
能
性
を
与
え
ず
、
し
か
も
裁
判
と
行
政
に
、
ラ
ン
ト
法
が
制
定
さ

れ
る
ま
で
の
間
如
何
な
る
手
続
を
採
る
べ
き
か
を
明
ら
か
に
し
な
い
。
こ
れ
に
加
え
反
対
意
見
は
、
個
別
的
に
以
下
の
よ
う
に
主
張
す
る
。

官
吏
の
為
の
基
本
権
保
護
は
機
能
的
に
制
限
さ
れ
て
い
る
。
官
吏
に
な
る
者
は
、
自
由
な
意
思
決
定
の
中
で
国
家
の
側
に
立
つ
。
官
吏

と
な
っ
た
教
師
は
、
既
に
最
初
か
ら
両
親
や
生
徒
と
同
一
の
基
本
権
保
護
を
享
有
し
な
い
。
こ
れ
ら
の
教
師
は
、
む
し
ろ
基
本
権
に
拘
束

さ
れ
る
。
何
故
な
ら
公
権
力
行
使
に
関
与
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
官
吏
の
職
務
義
務
は
公
権
力
が
官
吏
の
人
格
の
中
で
対
峙
す
る
市
民

の
自
由
の
裏
面
で
あ
る
。
職
務
義
務
を
以
て
国
家
は
そ
の
内
部
領
域
の
中
で
同
等
の
法
律
的
及
び
憲
法
的
に
忠
実
な
行
政
を
確
保
す
る
。

採
用
請
求
権
を
持
た
な
い
応
募
者
の
法
的
地
位
は
、
国
家
に
対
す
る
基
本
権
保
持
者
の
防
御
的
観
点
か
ら
見
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
官

吏
関
係
へ
の
自
発
的
就
任
を
以
て
応
募
者
は
、
自
由
下
に
、
公
共
の
福
祉
へ
の
拘
束
と
雇
用
者
へ
の
忠
実
の
決
定
を
し
た
。
学
校
法
に
お

け
る
法
律
の
留
保
の
効
力
は
、
過
去
に
於
い
て
官
吏
と
な
っ
た
教
師
の
為
で
は
な
く
、
両
親
と
生
徒
の
為
に
拡
大
さ
れ
た
。
基
本
権
に

（
一
一
九
六
）



イ
ス
ラ
ム
頭
巾
着
用
禁
止
、
信
教
の
自
由
及
び
国
家
の
宗
教
的
中
立
：
二
〇
〇
三
年
及
び
二
〇
一
五
年
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
決
を
巡
っ
て
（
小
林
）

二
五
五

よ
っ
て
義
務
付
け
ら
れ
た
教
師
の
中
に
主
に
基
本
権
の
担
い
手
を
認
め
、
し
か
も
こ
れ
に
よ
っ
て
両
親
と
生
徒
に
対
し
て
、
そ
の
自
由
の

請
求
権
を
向
け
る
者
は
、
両
親
と
生
徒
の
自
由
を
縮
小
さ
せ
る
。
官
吏
は
、
自
由
意
識
の
あ
る
国
民
で
あ
り
、
し
か
も
同
時
に
奉
仕
義
務

の
原
則
的
優
位
及
び
そ
こ
に
体
現
さ
れ
る
民
主
的
諸
機
関
の
意
思
を
尊
重
す
べ
き
で
あ
る
。
市
民
と
国
家
間
の
特
別
に
近
い
関
係
と
し
て

の
官
吏
関
係
は
、
正
に
官
吏
の
基
本
権
請
求
権
に
よ
っ
て
刻
印
さ
れ
た
法
関
係
で
は
な
い
。
こ
こ
で
判
断
さ
れ
る
べ
き
適
性
判
断
は
、
信

仰
へ
の
介
入
と
混
同
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

官
吏
の
中
立
義
務
は
、
憲
法
そ
の
も
の
か
ら
生
ず
る
。
従
っ
て
法
廷
の
多
数
の
根
拠
付
け
は
、
社
会
と
国
家
の
関
係
に
関
す
る
憲
法
の

根
本
的
言
明
と
相
容
れ
な
い
。
と
り
わ
け
民
主
的
意
思
の
実
現
に
於
け
る
公
務
の
地
位
が
誤
認
さ
れ
て
い
る
。

以
下
の
事
項
が
こ
れ
に
加
え
ら
れ
る
。
官
吏
に
な
ろ
う
と
す
る
者
は
、
公
権
力
へ
の
接
近
を
求
め
、
し
か
も
異
議
申
立
人
の
如
く
、
国

家
へ
の
特
別
の
職
務
及
び
忠
実
関
係
の
創
設
を
求
め
る
。
こ
の
義
務
的
地
位
は
、
公
務
の
任
務
と
目
的
が
こ
れ
を
必
要
と
す
る
限
り
、
原

則
的
に
官
吏
に
も
妥
当
す
る
基
本
権
の
保
護
と
重
な
る
。
官
吏
に
課
さ
れ
る
諸
義
務
は
、
民
主
的
法
治
国
家
の
諸
任
務
の
遂
行
へ
の
市
民

の
信
頼
に
と
っ
て
決
定
的
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
宗
教
的
及
び
世
界
観
的
領
域
に
と
っ
て
も
国
家
の
原
則
的
中
立
義
務
に
合
致
す
る
国
家
の

中
立
及
び
抑
制
命
令
が
続
く
。
こ
の
命
令
は
、
雇
用
者
が
法
治
国
家
的
及
び
物
的
に
効
果
的
な
行
政
の
そ
れ
ぞ
れ
の
必
要
に
従
っ
て
職
務

義
務
を
確
定
す
る
職
業
官
吏
制
度
を
特
徴
づ
け
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
諸
原
理
は
、
直
接
憲
法
に
よ
っ
て
妥
当
し
て
い
る
。
官
吏
の
抑
制
と

中
立
へ
の
要
求
は
、
従
っ
て
一
般
的
で
も
な
い
し
、
学
校
関
係
に
於
い
て
、
更
な
る
法
律
的
具
体
化
も
必
要
と
し
な
い

（
10
）

。

ｂ
．
異
議
申
立
人
の
要
求
は
官
吏
の
抑
制
及
び
中
立
命
令
と
相
容
れ
な
い

こ
れ
ら
の
諸
基
準
に
従
え
ば
、
学
校
授
業
に
於
い
て
異
議
申
立
人
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
た
妥
協
な
き
イ
ス
ラ
ム
頭
巾
の
着
用
は
、
官
吏

（
一
一
九
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

二
五
六

の
抑
制
及
び
中
立
命
令
と
相
容
れ
な
い
。
官
吏
応
募
者
の
適
性
を
否
定
す
る
為
に
は
、「
学
校
の
平
和
の
具
体
的
危
険
」
を
必
要
と
し
な

い
。
こ
の
採
択
は
適
性
判
断
の
為
の
判
断
基
準
を
誤
認
し
て
い
る
。
職
務
義
務
違
反
を
理
由
と
す
る
終
身
官
吏
の
職
務
か
ら
の
除
去
は
限

定
的
に
し
か
可
能
で
は
な
い
。
従
っ
て
雇
用
者
は
、
既
に
事
前
に
適
性
審
査
の
枠
内
で
、
基
本
法
第
三
三
条
第
五
項
か
ら
帰
結
さ
れ
る
職

務
義
務
を
守
る
保
障
を
提
示
し
な
い
誰
も
が
官
吏
に
な
ら
な
い
為
の
配
慮
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
様
な
紛
争
ケ
ー
ス
に
於
い
て

は
、
抽
象
的
な
危
険
状
況
が
決
定
的
な
の
で
は
な
い
。
寧
ろ
自
ら
を
体
現
し
、
官
吏
を
通
し
て
行
動
す
る
国
家
が
そ
の
官
吏
の
行
動
を
規

制
す
る
為
に
警
察
法
的
危
険
ラ
イ
ン
の
適
用
を
必
要
と
す
る
事
は
、
官
吏
法
的
機
能
留
保
に
矛
盾
す
る
。
官
吏
の
職
務
義
務
の
具
体
化
の

為
に
は
危
険
状
況
の
科
学
的
経
験
的
証
明
を
必
要
と
し
な
い
。
著
し
い
衣
服
シ
ン
ボ
ル
を
通
し
て
、
理
解
可
能
な
方
式
で
紛
争
が
現
れ
る
。

正
当
に
も
専
門
裁
判
所
は
そ
こ
か
ら
出
発
し
た
。
異
議
申
立
人
に
よ
っ
て
想
定
さ
れ
た
女
性
の
イ
ス
ラ
ム
的
覆
い
命
令
の
非
妥
協
的
遂
行

と
し
て
の
イ
ス
ラ
ム
頭
巾
着
用
は
、
イ
ス
ラ
ム
宗
教
共
同
体
内
外
の
多
く
に
人
々
に
と
っ
て
、
と
り
わ
け
性
の
相
互
関
係
に
と
っ
て
、
宗

教
的
に
根
拠
づ
け
ら
れ
た
文
化
政
策
的
言
明
で
あ
る
。
法
廷
多
数
派
は
、
こ
の
状
況
に
充
分
な
比
重
を
付
与
せ
ず
、
従
っ
て
女
性
の
覆
い

隠
し
が
男
性
へ
の
従
属
を
保
障
す
る
と
の
観
点
が
イ
ス
ラ
ム
信
仰
の
支
持
者
の
相
当
数
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
お
り
、
従
っ
て
基
本
法
に

於
い
て
も
明
確
に
強
調
さ
れ
て
い
る
男
女
同
権
と
の
対
立
を
惹
起
す
る
か
否
か
の
問
題
と
取
組
ま
な
か
っ
た

（
11
）

。

ｃ
．
法
廷
の
多
数
派
は
ラ
ン
ト
立
法
者
の
地
位
を
不
安
定
化
す
る

バ
ー
デ
ン
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
グ
州
議
会
は
、
明
文
を
以
て
異
議
申
立
人
の
ケ
ー
ス
を
き
っ
か
け
と
し
て
正
式
の
法
律
の
制
定
を
行
わ
な

い
と
表
明
し
た
。
憲
法
か
ら
直
接
生
ず
る
制
限
を
宣
言
的
に
写
生
す
る
ラ
ン
ト
立
法
者
に
委
ね
ら
れ
た
任
務
は
、
自
己
の
任
務
で
は
な
い
。

ま
し
て
や
、
こ
の
種
の
法
律
は
、
多
分
後
の
手
続
き
の
中
で
新
た
に
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
審
査
対
象
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
加

（
一
一
九
八
）



イ
ス
ラ
ム
頭
巾
着
用
禁
止
、
信
教
の
自
由
及
び
国
家
の
宗
教
的
中
立
：
二
〇
〇
三
年
及
び
二
〇
一
五
年
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
決
を
巡
っ
て
（
小
林
）

二
五
七

え
、
憲
法
適
合
規
定
が
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
国
民
代
表
が
不
確
実
の
ま
ま
に
置
か
れ
る
事
に
な
る
。

反
対
意
見
は
、
更
に
未
決
の
諸
問
題
を
以
下
の
様
に
提
示
す
る
。

究
極
的
に
ラ
ン
ト
立
法
者
は
採
用
さ
れ
た
新
た
な
憲
法
状
況
に
順
応
で
き
な
い
。
裁
判
と
行
政
は
ラ
ン
ト
法
の
制
定
に
至
る
ま
で
如
何

な
る
行
動
を
採
る
べ
き
か
に
つ
い
て
教
示
さ
れ
て
い
な
い
。
法
廷
は
決
定
が
熟
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
憲
法
的
原
則
問
題
に
解
答

し
て
い
な
い
。
法
廷
多
数
の
職
務
義
務
の
根
拠
付
け
に
対
す
る
法
律
留
保
へ
の
予
期
し
な
い
要
求
を
以
て
、
手
続
参
加
者
と
し
て
の
国
家

に
も
帰
属
す
る
法
律
上
の
審
問
を
請
求
す
る
権
利
が
十
分
に
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
種
の
法
律
の
留
保
は
、
口
頭
弁
論
に
お
い
て
も
、

法
的
対
話
の
本
格
的
対
象
と
な
ら
な
か
っ
た
。
ラ
ン
ト
は
、
こ
の
為
に
見
解
表
明
の
機
会
が
提
供
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で

あ
る
。
こ
の
種
の
訴
訟
上
の
怠
慢
に
鑑
み
て
、
法
律
の
留
保
に
対
す
る
こ
れ
ま
で
の
憲
法
的
判
例
か
ら
し
て
も
、
適
切
な
過
渡
的
期
間
が

与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
そ
の
事
は
驚
愕
的
決
定
の
影
響
を
縮
小
し
た
は
ず
で
あ
る
。
ラ
ン
ト
立
法
者
は
、
本
件
に
対
し
て
も
、
効

果
的
法
律
的
基
盤
を
創
設
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。

最
後
に
連
邦
行
政
裁
判
所
が
如
何
に
し
て
棄
却
さ
れ
た
法
的
紛
争
を
将
来
に
向
け
て
扱
う
べ
き
か
不
明
に
留
ま
る
。
一
方
で
裁
判
所
は
、

法
廷
多
数
の
採
用
に
基
づ
い
て
、
訴
え
を
許
容
す
る
事
に
よ
っ
て
、
官
吏
法
的
に
規
制
事
実
に
導
き
、
他
方
で
ラ
ン
ト
議
会
が
教
師
関
連

法
的
基
盤
を
創
設
す
る
ま
で
の
間
、
行
政
法
手
続
を
破
棄
す
る
事
に
な
ろ
う

（
12
）

。

第
二
節　

連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
判
決
（
二
〇
一
五
年
）

二
〇
一
五
年
三
月
一
三
日
付
決
議
を
以
て
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
は
、
教
師
の
外
的
イ
メ
ー
ジ
を
通
し
た
公
立
学
校
に
お
け
る
宗

（
一
一
九
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

二
五
八

教
的
表
現
の
画
一
的
禁
止
が
教
師
の
信
仰
及
び
告
白
の
自
由
（
基
本
法
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
）
と
相
容
れ
な
い
と
決
定
し
た
。
曰

く
：
従
っ
て
、
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
学
校
法
第
五
七
条
第
四
項
第
一
文
及
び
第
二
文
は
、
憲
法
適
合
的
に
、
こ
の
禁
止

を
正
当
化
す
る
為
に
、
外
的
宗
教
的
表
現
に
よ
っ
て
、
学
校
の
平
和
あ
る
い
は
国
家
的
中
立
の
抽
象
的
の
み
な
ら
ず
充
分
に
具
体
的
危
険

が
発
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
制
限
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
西
洋
キ
リ
ス
ト
教
的
教
養
及
び
文
化
価
値
あ
る
い
は
伝
統
に

有
利
な
特
権
化
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
の
学
校
法
第
五
七
条
第
四
項
第
三
文
は
、
宗
教
的
根
拠
か
ら
す
る
不
利
益
の
禁
止
（
基
本
法

第
三
条
三
項
一
文
及
び
第
三
三
条
第
三
項
）
に
違
反
し
、
従
っ
て
無
効
で
あ
る
。
開
始
手
続
き
に
お
け
る
労
働
諸
裁
判
所
の
諸
判
決
は
憲
法

的
諸
要
請
を
充
足
し
て
い
な
い
。
法
廷
は
、
こ
れ
ら
の
諸
判
決
を
破
棄
し
、
事
案
を
州
労
働
裁
判
所
に
差
し
戻
し
た
。
判
決
は
賛
成
六
対

反
対
二
で
決
せ
ら
れ
た
。
シ
ュ
ル
ッ
ク
ビ
ー
ア
判
事
と
ヘ
ル
マ
ン
判
事
は
反
対
意
見
を
提
出
し
た

（
13
）

。
尚
キ
ル
ヒ
ホ
ッ
フ
副
裁
判
長
は
、
予

断
の
危
険
を
理
由
と
し
て
審
議
か
ら
外
さ
れ
た

（
14
）

。

Ⅰ
．
判
決
に
至
る
手
続
経
過
：

憲
法
異
議
申
立
は
、
異
議
申
立
人
が
学
校
職
務
中
に
宗
教
的
根
拠
か
ら
被
っ
て
い
る
イ
ス
ラ
ム
頭
巾
並
び
に
代
替
物
と
し
て
の
ベ
レ
ー

帽
を
脱
ぐ
事
を
拒
否
し
た
が
故
に
労
働
諸
裁
判
所
に
よ
っ
て
追
認
さ
れ
た
制
裁
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
異
議
申
立
は
、
同
時
に
間
接

的
に
二
〇
〇
六
年
六
月
一
三
日
付
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
学
校
法
（S

chulG
N
W

）
第
五
七
条
第
四
項
及
び
第
五
八
条
第

二
項
に
も
向
け
ら
れ
て
い
る
。

（
一
二
〇
〇
）



イ
ス
ラ
ム
頭
巾
着
用
禁
止
、
信
教
の
自
由
及
び
国
家
の
宗
教
的
中
立
：
二
〇
〇
三
年
及
び
二
〇
一
五
年
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
決
を
巡
っ
て
（
小
林
）

二
五
九

ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
学
校
法
（S

chulG
N
W

）
第
五
七
条
第
四
項
第
一
文
に
よ
り
、
教
師
は
学
校
に
於
い
て
、
生
徒

並
び
に
両
親
に
対
す
る
ラ
ン
ト
の
中
立
あ
る
い
は
政
治
的
、
宗
教
的
あ
る
い
は
世
界
観
的
学
校
平
和
を
危
険
に
晒
す
あ
る
い
は
邪
魔
す
る

事
に
適
す
る
如
何
な
る
政
治
的
、
宗
教
的
あ
る
い
は
類
似
的
外
的
表
明
も
発
し
て
は
な
ら
な
い
。
第
二
文
に
よ
り
、
と
り
わ
け
教
師
が
人

間
の
尊
厳
、
同
権
、
自
由
権
あ
る
い
は
自
由
民
主
的
基
本
秩
序
に
対
立
す
る
印
象
を
生
徒
あ
る
い
は
両
親
に
与
え
る
様
な
外
的
態
度
は
禁

じ
ら
れ
る
。
第
三
文
に
よ
り
ラ
ン
ト
憲
法
に
よ
る
教
育
任
務
の
遂
行
及
び
関
連
す
る
西
洋
キ
リ
ス
ト
教
的
教
養
及
び
文
化
価
値
あ
る
い
は

伝
統
の
提
示
は
、
第
一
文
に
よ
る
行
動
命
令
に
矛
盾
し
な
い
。
こ
れ
ら
の
諸
規
定
は
、
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
学
校
法

（S
chulG

N
W

）
第
五
八
条
第
二
文
に
よ
り
、
そ
の
他
の
ラ
ン
ト
職
務
に
従
事
す
る
教
育
的
及
び
社
会
教
育
的
職
員
に
も
妥
当
す
る
。

両
異
議
申
立
人
は
、
ド
イ
ツ
国
籍
を
有
す
る
イ
ス
ラ
ム
教
徒
で
あ
る
。

異
議
申
立
人
（1 B

vR
 471/10

）
は
、
一
九
九
七
年
以
来
社
会
教
育
者
と
し
て
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
州
の
公
立
総
合

学
校
に
所
属
し
て
い
た
。
職
務
遂
行
中
に
イ
ス
ラ
ム
頭
巾
を
脱
ぐ
事
を
州
教
育
機
関
が
要
求
し
た
事
に
対
し
異
議
申
立
人
は
最
初
こ
れ
に

従
わ
ず
、
後
に
頭
巾
を
ベ
レ
ー
帽
に
替
え
た
。
州
教
育
機
関
は
こ
れ
に
警
告
を
発
し
た
。
異
議
申
立
人
の
労
働
諸
裁
判
所
へ
の
訴
え
は
、

全
て
の
段
階
で
成
功
し
な
か
っ
た
。

異
議
申
立
人
（1 B

vR
 1181/10

）
は
、
二
〇
〇
一
年
教
職
員
と
し
て
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
州
と
の
雇
用
関
係
に
入
っ

た
。
申
立
人
は
複
数
の
学
校
で
ト
ル
コ
語
を
教
え
た
。
申
立
人
は
職
務
中
に
イ
ス
ラ
ム
頭
巾
を
脱
ぐ
事
を
拒
否
し
た
。
州
は
警
告
を
発
し

た
後
、
申
立
人
を
解
雇
し
た
。
申
立
人
の
労
働
諸
裁
判
所
で
の
全
て
の
訴
え
は
失
敗
に
帰
し
た

（
15
）

。

（
一
二
〇
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

二
六
〇

Ⅱ
．
法
廷
判
決
の
要
点
：

許
容
さ
れ
る
憲
法
異
議
申
立
は
、
本
質
的
に
根
拠
づ
け
ら
れ
る
。

1
．
制
限
的
解
釈
の
み
が
基
本
法
に
合
致

ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
学
校
法
（S

chulG
N
W

）
第
五
七
条
第
四
項
第
一
文
及
び
第
二
文
な
ら
び
に
第
五
八
条
第
二
文

は
、
教
師
の
外
見
を
通
し
た
宗
教
的
表
明
の
ケ
ー
ス
に
於
い
て
は
、
制
限
的
解
釈
の
基
準
に
よ
っ
て
の
み
基
本
法
と
相
容
れ
る

（
16
）

。

ａ
）
コ
ー
ラ
ン
の
規
定
が
決
定
的

信
仰
及
び
告
白
の
自
由
た
る
基
本
権
（
基
本
法
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
）
は
、
公
立
宗
派
混
合
学
校
に
お
け
る
教
師
に
も
宗
教
を
根

拠
と
し
て
義
務
と
理
解
さ
れ
る
覆
い
命
令
を
充
足
す
る
自
由
を
保
障
し
て
い
る
。
個
別
ケ
ー
ス
に
於
い
て
何
が
宗
教
の
行
使
と
見
做
さ
れ

る
か
に
つ
い
て
の
評
価
に
際
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
宗
教
共
同
体
及
び
個
々
の
基
本
権
担
い
手
の
自
己
理
解
が
考
察
か
ら
外
さ
れ
て

は
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
国
家
の
諸
機
関
は
、
こ
の
行
動
が
実
際
に
も
説
得
的
方
式
で
基
本
法
第
四
条
の
保
護
領
域
に
帰
属
す
る
事

を
充
分
に
説
明
さ
れ
て
い
る
か
否
か
を
検
証
し
、
決
定
す
る
事
が
許
さ
れ
る
。
こ
の
事
は
異
議
申
立
人
に
該
当
す
る
。
こ
こ
で
は
、
女
性

の
為
の
衣
服
規
定
の
厳
密
な
内
容
が
イ
ス
ラ
ム
学
者
の
中
で
争
い
が
あ
り
、
し
か
も
イ
ス
ラ
ム
の
他
の
方
向
で
は
義
務
的
覆
い
命
令
が
な

い
事
実
は
重
要
で
は
な
い
。
こ
の
種
の
考
え
が
イ
ス
ラ
ム
の
多
様
な
方
向
で
広
が
り
、
し
か
も
取
分
け
コ
ー
ラ
ン
の
二
つ
の
場
所
で
規
定

さ
れ
て
い
る
事
で
充
分
で
あ
る

（
17
）

。

（
一
二
〇
二
）



イ
ス
ラ
ム
頭
巾
着
用
禁
止
、
信
教
の
自
由
及
び
国
家
の
宗
教
的
中
立
：
二
〇
〇
三
年
及
び
二
〇
一
五
年
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
決
を
巡
っ
て
（
小
林
）

二
六
一

ｂ
）
同
権
命
令
の
重
要
性

異
議
申
立
人
の
信
教
の
自
由
へ
の
介
入
は
重
大
で
あ
る
。
彼
女
達
は
宗
教
的
推
奨
を
適
用
す
る
ば
か
り
か
、
自
ら
に
と
っ
て
イ
ス
ラ
ム

部
分
の
自
己
理
解
に
合
致
し
て
、
経
験
的
に
そ
の
個
人
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
触
れ
（
基
本
法
第
一
条
第
一
項
と
結
ぶ
、
第
二
条
第
一
項
）、

従
っ
て
学
校
職
務
に
於
け
る
こ
の
覆
い
禁
止
が
彼
女
達
に
と
っ
て
職
業
へ
の
入
口
の
障
害
と
成
り
得
る
（
基
本
法
第
一
二
条
第
一
項
）
公
の

命
令
的
宗
教
的
覆
い
禁
止
で
あ
る
事
を
説
得
的
に
説
明
し
た
。
こ
の
様
な
方
式
で
実
質
的
に
取
分
け
ム
ス
リ
ム
女
性
達
は
教
師
と
し
て
の

有
資
格
的
職
業
活
動
か
ら
引
き
離
さ
れ
て
い
る
事
実
は
、
同
時
に
女
性
達
の
実
質
的
同
権
（
基
本
法
第
三
条
第
二
項
）
の
命
令
に
対
す
る
正

当
化
を
必
要
と
す
る
緊
張
関
係
に
あ
る

（
18
）

。

ｃ
）
抽
象
的
危
険
の
み
で
は
不
十
分
で
比
例
不
適
合

こ
の
介
入
は
、
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
学
校
法
（S

chulG
N
W

）
第
五
七
条
第
四
項
第
一
文
の
解
釈
が
労
働
裁
判
所
に

よ
っ
て
禁
止
の
為
に
学
校
の
平
和
あ
る
い
は
国
家
の
中
立
の
単
な
る
抽
象
的
危
険
で
充
分
で
あ
る
と
設
定
さ
れ
る
場
合
に
は
、
比
例
不
適

合
で
あ
る

（
19
）

。

aa
）
州
学
校
法
制
定
者
は
紛
争
回
避
義
務
あ
り

ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
州
学
校
法
（S

chulG
N
W

）
制
定
者
は
、
そ
の
第
五
七
条
第
四
項
一
文
に
お
け
る
外
的
宗
教
的

表
明
の
禁
止
を
以
て
正
当
な
目
標
を
追
求
し
て
い
る
。
其
の
関
心
事
項
は
、
学
校
の
平
和
と
国
家
の
中
立
を
維
持
し
、
こ
の
よ
う
に
し
て

国
家
の
教
育
任
務
を
確
保
し
、
生
徒
や
両
親
の
対
立
す
る
基
本
権
を
保
護
し
且
つ
こ
れ
に
よ
っ
て
予
め
紛
争
を
回
避
す
る
事
で
あ
る

（
20
）

。

（
一
二
〇
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

二
六
二

bb
）
立
法
者
は
期
待
可
能
性
の
限
界
を
尊
重
す
る
義
務
あ
り

確
か
に
立
法
者
は
、
実
際
的
所
与
と
発
展
の
判
断
の
為
の
評
価
特
権
を
有
し
て
は
い
る
が
、
教
育
者
の
信
教
及
び
告
白
の
自
由
の
基
本

権
の
比
重
と
意
義
へ
の
適
切
な
関
係
を
維
持
し
、
且
つ
総
合
評
価
に
際
し
て
は
、
期
待
可
能
性
の
限
界
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
21
）

。

⑴　

宗
教
的
特
徴
の
あ
る
衣
服
の
着
用
は
宗
教
的
多
元
社
会
の
反
映
に
過
ぎ
な
い

宗
教
的
特
徴
の
あ
る
衣
服
の
着
用
は
、
最
初
か
ら
生
徒
の
否
定
的
信
教
及
び
告
白
の
自
由
（
基
本
法
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
）
を
侵

害
す
る
と
見
做
し
て
は
な
ら
な
い
。
教
師
が
口
頭
で
そ
の
立
場
あ
る
い
は
そ
の
信
仰
の
為
に
宣
伝
し
、
し
か
も
生
徒
達
に
対
し
自
ら
の
立

場
を
越
え
て
影
響
を
与
え
よ
う
と
試
み
な
い
限
り
、
生
徒
達
は
教
師
の
行
使
さ
れ
た
肯
定
的
信
教
の
自
由
に
対
置
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な

い
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
他
の
信
仰
あ
る
い
は
他
の
世
界
観
を
伴
っ
た
他
の
教
師
の
立
場
を
通
し
て
高
々
相
対
化
さ
れ
且
つ
調
整
さ
れ
る

に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
限
り
で
混
合
宗
派
的
共
同
学
校
の
中
に
宗
教
的
に
多
元
的
社
会
が
反
映
さ
れ
る
事
に
な
る

（
22
）

。

⑵　

教
師
か
ら
生
徒
を
隔
離
す
る
両
親
の
請
求
権
は
、
導
き
出
し
得
な
い

両
親
の
基
本
権
（
基
本
法
第
六
条
第
二
項
）
か
ら
も
同
様
の
帰
結
が
現
れ
る
。
広
め
ら
れ
て
い
る
宗
教
的
保
護
規
定
か
ら
結
論
付
け
ら
れ

る
こ
の
種
の
教
師
か
ら
生
徒
を
隔
離
す
る
両
親
の
請
求
権
は
、
導
き
出
し
得
な
い

（
23
）

。

⑶　

国
家
の
中
立
義
務
か
ら
す
る
頭
巾
禁
止
は
具
体
的
危
険
を
前
提
と
す
る

こ
れ
に
加
え
、
世
界
観
的
、
宗
教
的
中
立
義
務
の
維
持
下
に
充
足
す
べ
き
国
家
の
教
育
任
務
（
基
本
法
第
七
条
第
一
項
）
も
イ
ス
ラ
ム
的

（
一
二
〇
四
）



イ
ス
ラ
ム
頭
巾
着
用
禁
止
、
信
教
の
自
由
及
び
国
家
の
宗
教
的
中
立
：
二
〇
〇
三
年
及
び
二
〇
一
五
年
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
決
を
巡
っ
て
（
小
林
）

二
六
三

頭
巾
の
着
用
を
通
し
た
教
師
の
肯
定
的
信
教
の
自
由
の
行
使
に
一
般
的
に
対
立
す
る
も
の
で
は
な
い
。
国
家
の
教
育
任
務
は
、
学
校
の
平

和
あ
る
い
は
国
家
の
中
立
に
対
す
る
具
体
化
す
る
充
分
に
具
体
的
な
危
険
が
確
認
で
き
る
場
合
に
の
み
、
追
体
験
可
能
な
命
令
と
理
解
さ

れ
る
信
仰
命
令
に
帰
結
さ
れ
る
外
的
行
動
の
禁
止
を
正
当
化
す
る

（
24
）

。

⒜　

教
師
の
宗
教
的
所
属
の
可
視
化
は
国
家
の
宗
教
的
中
立
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
な
い

国
家
に
課
さ
れ
る
世
界
観
的
・
宗
教
的
中
立
は
国
家
と
教
会
の
厳
格
な
意
味
で
の
分
離
と
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
全
て
の
告
白

の
為
の
信
仰
の
自
由
を
同
等
に
奨
励
す
る
開
か
れ
且
つ
横
断
的
な
行
動
と
理
解
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
こ
の
事
は
国
家
に
よ
っ
て
配
慮
さ

れ
た
学
校
領
域
に
も
妥
当
す
る
。
個
々
の
教
師
の
宗
教
的
あ
る
い
は
世
界
観
的
所
属
の
単
な
る
可
視
化
は
、
必
ず
し
も
国
家
の
世
界
観

的
・
宗
教
的
中
立
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
な
い

（
25
）

。

⒝　

禁
止
に
は
危
険
の
具
体
性
が
不
可
欠

学
校
の
平
和
あ
る
い
は
国
家
の
中
立
の
単
な
る
抽
象
的
危
険
に
結
び
つ
く
外
的
宗
教
的
表
明
の
厳
格
且
つ
全
州
的
禁
止
は
、
い
ず
れ
に

せ
よ
こ
こ
に
存
在
す
る
ケ
ー
ス
状
況
で
は
関
係
異
議
申
立
人
達
に
と
っ
て
期
待
可
能
で
は
な
い
し
、
し
か
も
彼
女
達
の
信
教
の
自
由
へ
の

基
本
権
を
不
適
切
に
排
除
す
る
。
何
故
な
ら
、
個
々
の
教
師
達
に
よ
る
頭
巾
（
頭
用
ス
カ
ー
フ
）
の
着
用
を
以
て
教
室
に
お
け
る
国
家
責

任
の
十
字
架
あ
る
い
は
（
キ
リ
ス
ト
像
付
き
）
十
字
架
と
は
異
な
り
、
特
定
信
仰
と
の
国
家
の
如
何
な
る
一
体
化
も
結
び
つ
か
な
い
か
ら
で

あ
る
。
こ
れ
に
異
議
申
立
人
達
が
追
体
験
可
能
に
義
務
と
感
ず
る
信
仰
命
令
を
充
足
す
る
事
実
も
加
わ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
彼
女
達
の

信
教
の
自
由
は
、
価
値
考
量
に
於
い
て
、
任
意
の
信
仰
規
定
よ
り
は
は
る
か
に
大
き
な
比
重
を
得
る
事
に
な
る

（
26
）

。

（
一
二
〇
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

二
六
四

教
師
の
外
的
現
象
像
が
学
校
の
平
和
あ
る
い
は
国
家
の
中
立
の
充
分
に
具
体
的
な
危
険
あ
る
い
は
阻
害
に
導
き
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
に

本
質
的
に
寄
与
す
る
場
合
に
は
こ
れ
と
異
な
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
彼
女
達
に
、
追
体
験
可
能
に
義
務
と
感
じ
ら
れ
る
宗
教
的
覆
い
命
令

へ
の
追
随
か
ら
離
れ
る
事
が
期
待
可
能
と
な
ろ
う
。
こ
れ
に
加
え
、
一
定
の
学
校
あ
る
い
は
学
区
に
於
い
て
正
し
い
宗
教
的
行
動
に
関
す

る
実
質
的
紛
争
状
況
故
に
、
相
当
数
の
ケ
ー
ス
に
於
い
て
、
学
校
の
平
和
あ
る
い
は
国
家
の
中
立
に
対
し
充
分
に
具
体
的
な
危
険
へ
の
境

界
に
到
達
す
る
場
合
に
は
、
一
定
期
間
外
的
宗
教
的
表
現
を
よ
り
一
般
的
に
中
断
す
る
憲
法
的
に
承
認
す
べ
き
必
要
が
存
在
し
得
る
。
そ

の
よ
う
な
場
合
に
は
先
ず
、
当
事
者
の
他
の
教
育
上
の
利
用
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
す
べ
き
事
に
な
る

（
27
）

。

し
か
し
な
が
ら
立
法
者
が
こ
れ
に
対
し
て
如
何
な
る
区
別
規
定
も
行
わ
な
い
限
り
、
教
師
達
の
信
教
の
自
由
の
排
除
は
、
少
な
く
と
も

国
家
の
中
立
あ
る
い
は
学
校
の
平
和
に
対
し
て
充
分
に
具
体
的
な
危
険
が
証
明
で
き
る
場
合
に
の
み
、
論
議
の
対
象
と
さ
れ
る
憲
法
益
の

適
切
な
調
整
と
し
て
考
慮
さ
れ
得
る
。
し
か
も
そ
の
事
は
、
生
徒
達
に
対
し
て
他
の
宗
教
や
世
界
観
に
対
し
て
も
寛
容
を
仲
介
す
る
事
が

「
混
合
宗
派
」
と
表
示
さ
れ
る
共
同
学
校
の
任
務
と
さ
れ
る
背
景
に
妥
当
す
る
の
だ
。
こ
の
理
想
は
、
イ
ス
ラ
ム
頭
巾
（
頭
用
ス
カ
ー
フ
）、

ユ
ダ
ヤ
キ
ッ
パ
、
カ
ト
リ
ッ
ク
修
道
女
の
服
装
あ
る
い
は
顕
在
的
に
担
わ
れ
る
十
字
架
の
如
く
宗
教
と
関
わ
り
の
あ
る
服
装
の
着
用
を
通

し
て
も
体
験
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

イ
ス
ラ
ム
頭
巾
（
頭
用
ス
カ
ー
フ
）
の
着
用
の
み
で
は
、
通
常
充
分
に
具
体
的
危
険
を
創
設
し
な
い
。
イ
ス
ラ
ム
頭
巾
の
着
用
そ
れ
自

体
か
ら
は
、
宣
伝
的
あ
る
い
は
布
教
的
効
果
は
発
せ
ら
れ
な
い
。
こ
の
頭
巾
が
ム
ス
リ
ム
女
性
の
多
数
に
よ
っ
て
着
用
さ
れ
な
い
と
し
て

も
、
ド
イ
ツ
に
於
い
て
イ
ス
ラ
ム
頭
巾
は
稀
で
は
な
い
。
単
な
る
可
視
的
確
認
可
能
性
は
、
学
校
に
於
い
て
、
個
別
的
基
本
権
確
認
の
帰

結
と
し
て
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
原
則
的
に
他
の
宗
教
的
あ
る
い
は
世
界
観
的
告
白
の
確
認
負
担
か
ら
逃
れ
る
憲
法

（
一
二
〇
六
）



イ
ス
ラ
ム
頭
巾
着
用
禁
止
、
信
教
の
自
由
及
び
国
家
の
宗
教
的
中
立
：
二
〇
〇
三
年
及
び
二
〇
一
五
年
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
決
を
巡
っ
て
（
小
林
）

二
六
五

的
請
求
権
が
存
在
し
な
い
事
と
同
様
で
あ
る

（
28
）

。

ｄ
）
頭
巾
着
用
禁
止
に
際
し
画
一
的
結
論
付
け
は
不
可

こ
の
解
釈
基
準
は
、
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
学
校
法
（S

chulG
N
W

）
第
五
七
条
第
四
項
第
二
文
に
も
妥
当
す
る
。
基

本
法
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
基
本
権
的
保
障
へ
の
考
慮
か
ら
し
て
、
イ
ス
ラ
ム
頭
巾
あ
る
い
は
他
の
信
仰
所
属
を
顕
示
す
る
頭
巾

の
着
用
そ
れ
自
体
が
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
学
校
法
（S

chulG
N
W

）
第
五
七
条
第
四
項
第
二
文
に
よ
り
、
生
徒
達
あ
る

い
は
両
親
に
必
然
的
に
、
頭
巾
を
着
用
す
る
者
が
人
間
の
尊
厳
、
基
本
法
第
三
条
に
よ
る
同
権
、
自
由
基
本
権
あ
る
い
は
自
由
民
主
的
基

本
秩
序
に
反
対
し
て
い
る
と
の
印
象
を
惹
起
し
得
る
行
動
と
推
定
す
る
事
は
間
違
っ
て
い
る
。
こ
の
様
な
画
一
的
結
論
付
け
は
禁
じ
ら
れ

る
。
例
え
ば
頭
巾
の
着
用
が
個
人
的
着
用
決
定
、
伝
統
あ
る
い
は
一
体
感
の
表
明
と
し
て
現
れ
、
あ
る
い
は
着
用
女
性
が
自
ら
の
信
仰
規

定
、
と
り
わ
け
自
ら
が
義
務
と
見
做
す
覆
い
命
令
を
厳
格
に
尊
重
す
る
イ
ス
ラ
ム
女
性
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
場
合
、
更
な
る

状
況
の
発
生
が
な
い
場
合
で
も
、
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
学
校
法
（S

chulG
N
W

）
第
五
七
条
第
四
項
第
二
文
で
指
摘
さ

れ
た
憲
法
的
諸
原
則
か
ら
の
隔
離
と
解
釈
さ
れ
て
は
な
ら
な
い

（
29
）

。
…
…

ｅ
）
連
邦
労
働
裁
判
所
の
決
定
は
異
議
申
立
人
の
基
本
権
（
第
四
条
）
を
侵
害

専
門
裁
判
所
、
つ
ま
り
連
邦
労
働
裁
判
所
の
攻
撃
対
象
諸
決
定
は
、
命
じ
ら
れ
て
い
る
憲
法
適
合
的
制
限
的
解
釈
に
正
当
に
対
応
し
て

い
な
い
。
こ
の
諸
決
定
は
従
っ
て
、
基
本
法
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
か
ら
す
る
異
議
申
立
人
達
の
基
本
権
を
侵
害
す
る

（
30
）

。

（
一
二
〇
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

二
六
六

2
．
西
洋
キ
リ
ス
ト
教
的
教
養
及
び
文
化
価
値
あ
る
い
は
伝
統
の
提
示
は
平
等
規
定
に
違
反

西
洋
キ
リ
ス
ト
教
的
教
養
及
び
文
化
価
値
あ
る
い
は
伝
統
の
提
示
に
有
利
な
特
権
規
定
と
し
て
立
法
者
に
よ
っ
て
意
図
さ
れ
た
ノ
ル
ト

ラ
イ
ン
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
学
校
法
（S

chulG
N
W

）
第
五
七
条
第
四
項
第
三
文
は
、
信
仰
及
び
宗
教
的
観
点
を
根
拠
と
す
る
他
の
諸

宗
教
の
所
属
員
の
平
等
に
違
反
す
る
差
別
を
構
成
す
る
（
基
本
法
第
三
条
第
三
項
第
一
文
、
第
三
三
条
第
三
項

（
31
）

）。

ａ
）
宗
教
を
根
拠
と
す
る
直
接
的
不
平
等
扱
い
は
憲
法
的
に
正
当
化
で
き
な
い

ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
学
校
法
（S

chulG
N
W

）
第
五
七
条
第
四
項
の
全
体
構
想
は
、
立
法
手
続
の
中
で
現
れ
た
観
念

に
従
え
ば
、
規
定
の
第
三
文
の
中
で
第
一
文
の
外
的
宗
教
的
表
明
禁
止
の
免
除
及
び
こ
れ
に
よ
っ
て
宗
教
を
根
拠
と
す
る
直
接
的
不
平
等

扱
い
を
生
じ
さ
せ
る
事
に
な
る
。
こ
の
様
な
不
平
等
扱
い
は
、
憲
法
的
に
正
当
化
さ
れ
得
な
い
。
学
校
に
於
け
る
教
師
に
よ
る
外
的
宗
教

的
表
明
が
禁
じ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
原
則
的
に
区
別
な
く
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
32
）

。

ｂ
）
西
洋
キ
リ
ス
ト
教
的
教
養
価
値
及
び
伝
統
の
優
遇
は
正
当
化
さ
れ
得
な
い

西
洋
キ
リ
ス
ト
教
的
教
養
価
値
及
び
伝
統
に
遡
及
さ
れ
得
な
い
外
的
宗
教
的
表
明
の
不
利
益
な
扱
い
に
対
す
る
支
え
得
る
根
拠
は
認
識

さ
れ
得
な
い
。
客
観
的
考
察
か
ら
し
て
、
イ
ス
ラ
ム
的
頭
巾
の
着
用
の
中
に
男
女
の
包
括
的
法
的
差
別
扱
い
の
賛
同
の
符
号
が
認
め
ら
れ
、

従
っ
て
、
こ
の
着
用
者
の
教
師
職
へ
の
適
正
が
疑
問
視
さ
れ
る
と
主
張
さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
様
な
画
一
的
結
論
は
禁
じ
ら
れ
る
。
こ
の

様
に
誤
認
さ
れ
た
正
当
化
の
根
拠
は
、
一
般
化
す
る
考
察
の
中
で
、
決
し
て
非
西
洋
キ
リ
ス
ト
教
文
化
価
値
及
び
伝
統
に
対
し
て
区
別
的

根
拠
を
提
供
で
き
な
い
事
実
に
よ
っ
て
失
敗
せ
ざ
る
を
得
な
い

（
33
）

。

（
一
二
〇
八
）



イ
ス
ラ
ム
頭
巾
着
用
禁
止
、
信
教
の
自
由
及
び
国
家
の
宗
教
的
中
立
：
二
〇
〇
三
年
及
び
二
〇
一
五
年
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
決
を
巡
っ
て
（
小
林
）

二
六
七

ｃ
）
キ
リ
ス
ト
教
的
及
び
ユ
ダ
ヤ
教
的
宗
教
的
表
明
の
正
当
化
の
可
能
性
は
生
じ
な
い

同
様
に
、
キ
リ
ス
ト
教
的
及
び
ユ
ダ
ヤ
教
的
に
定
着
し
た
宗
教
的
表
明
に
対
し
て
支
え
得
る
正
当
化
の
可
能
性
は
生
じ
な
い
。
教
育
任

務
の
遂
行
は
、
職
務
義
務
の
遂
行
に
際
し
て
一
定
宗
教
に
所
属
す
る
職
務
遂
行
者
の
優
遇
を
正
当
化
し
な
い
。
ラ
ン
ト
憲
法
的
諸
規
定
か

ら
国
家
の
学
校
制
度
の
キ
リ
ス
ト
教
的
関
連
が
引
き
出
さ
れ
得
る
と
し
て
も
、
そ
の
事
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
世
俗
化
さ
れ
た
諸
価
値
に
関

わ
ら
し
め
る
べ
き
で
あ
る

（
34
）

。

ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
学
校
法
（S

chulG
N
W

）
第
五
七
条
第
四
項
第
三
文
の
憲
法
適
合
的
制
限
的
解
釈
は
、
連
邦
労

働
裁
判
所
が
そ
の
諸
決
定
を
基
礎
づ
け
た
よ
う
に
、
可
能
で
は
な
い
。
連
邦
労
働
裁
判
所
は
、
な
か
ん
ず
く
、
第
三
文
の
意
味
で
の
西
洋

キ
リ
ス
ト
教
的
教
養
及
び
文
化
諸
価
値
の
「
表
現
」
が
第
一
文
の
意
味
で
の
個
別
的
告
白
の
「
表
明
」
と
同
一
視
で
き
な
い
事
実
に
焦
点

を
合
わ
せ
た
。
し
か
も
「
キ
リ
ス
ト
教
的
」
の
概
念
は
、
信
仰
内
容
か
ら
離
れ
、
西
洋
キ
リ
ス
ト
教
的
伝
統
か
ら
生
じ
た
価
値
世
界
を
表

示
し
て
い
る
。
こ
の
種
の
解
釈
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
憲
法
適
合
的
規
範
解
釈
の
限
界
を
越
え
、
し
か
も
裁
判
官
的
法
律
拘
束
と
相
容
れ

な
い
（
基
本
法
第
二
〇
条
第
三
項
）。
こ
の
解
釈
に
は
立
法
者
の
明
確
に
認
識
可
能
な
意
思
が
対
立
す
る
。
こ
の
意
思
は
、
立
法
手
続
の
終

結
以
前
に
行
わ
れ
た
制
限
的
解
釈
の
可
能
性
の
検
討
を
通
し
て
も
変
化
し
な
か
っ
た
。
こ
の
検
討
は
、
ラ
ン
ト
議
会
が
憲
法
上
の
リ
ス
ク

を
意
識
し
て
い
た
事
実
を
認
識
さ
せ
る
に
過
ぎ
な
い

（
35
）

。

連
邦
労
働
裁
判
所
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
た
解
釈
の
中
で
、
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
学
校
法
（S

chulG
N
W

）
第
五
七
条

第
四
項
第
三
文
の
規
定
に
は
高
々
明
確
化
機
能
し
か
帰
属
し
な
い
。
そ
れ
と
関
わ
り
な
く
、
こ
の
解
釈
に
際
し
て
は
、
そ
の
語
句
か
ら
し

（
一
二
〇
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

二
六
八

て
可
能
な
更
な
る
理
解
に
際
し
て
、
差
別
的
行
政
実
践
の
為
の
開
示
と
理
解
可
能
で
、
し
か
も
立
法
手
続
に
於
け
る
不
明
確
性
が
意
識
的

に
採
用
さ
れ
た
規
範
が
有
効
に
留
ま
っ
て
い
る
。
同
様
に
攻
撃
対
象
と
さ
れ
る
決
定
が
基
盤
と
す
る
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ

ン
学
校
法
（S

chulG
N
W

）
第
五
七
条
第
四
項
第
三
文
は
、
従
っ
て
、
基
本
法
第
三
条
第
三
項
第
一
文
、
第
三
三
条
第
三
項
と
相
容
れ
ず
、

し
か
も
無
効
で
あ
る
と
宣
言
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
36
）

。

シ
ュ
ル
ッ
ク
ビ
ー
ア
判
事
及
び
ヘ
ル
マ
ン
判
事
の
反
対
意
見
：

1
．
州
学
校
法
（S

chulG
N
W

）
第
五
七
条
の
制
限
的
解
釈
は
憲
法
的
に
命
じ
ら
れ
て
い
な
い

法
廷
が
要
求
し
て
い
る
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
学
校
法
（S

chulG
N
W

）
第
五
七
条
第
四
項
第
一
文
の
制
限
的
解
釈
は
、

憲
法
的
に
命
じ
ら
れ
て
は
い
な
い
。
こ
の
解
釈
は
、
世
界
観
的
宗
教
的
中
立
へ
の
義
務
の
維
持
下
に
充
足
す
べ
き
国
家
の
教
育
任
務
の
意

義
と
教
師
の
信
教
の
自
由
へ
の
関
係
に
お
け
る
両
親
の
教
育
権
及
び
生
徒
達
の
否
定
的
信
教
の
自
由
の
保
護
に
対
し
あ
ま
り
に
も
低
い
比

重
し
か
認
め
て
い
な
い
。
法
廷
は
受
入
れ
ら
れ
な
い
程
に
、
正
に
混
合
宗
派
的
公
立
学
校
の
特
徴
と
さ
れ
る
多
極
的
基
本
権
関
係
に
際
し

て
ラ
ン
ト
学
校
法
の
余
地
を
狭
め
て
い
る

（
37
）

。

ａ
）
ラ
ン
ト
立
法
者
の
自
由
は
宗
教
的
諸
関
連
を
生
徒
達
か
ら
離
し
お
く
可
能
性
も
含
む

法
廷
は
ラ
ン
ト
立
法
者
に
正
に
公
立
学
校
領
域
の
為
に
法
律
的
に
規
定
す
る
任
務
を
指
示
し
、
そ
の
限
り
で
立
法
者
が
学
校
に
お
け
る

宗
教
的
関
連
を
許
容
す
る
か
、
あ
る
い
は
厳
格
な
中
立
理
解
故
に
学
校
か
ら
離
す
と
す
る
二
〇
〇
三
年
九
月
二
四
日
付
連
邦
憲
法
裁
判
所

（
一
二
一
〇
）



イ
ス
ラ
ム
頭
巾
着
用
禁
止
、
信
教
の
自
由
及
び
国
家
の
宗
教
的
中
立
：
二
〇
〇
三
年
及
び
二
〇
一
五
年
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
決
を
巡
っ
て
（
小
林
）

二
六
九

第
二
法
廷

（
38
）

の
い
わ
ゆ
る
頭
巾
判
決
の
基
準
と
指
摘
か
ら
離
れ
た
。
ラ
ン
ト
立
法
者
の
形
成
の
自
由
は
、
生
徒
達
、
両
親
あ
る
い
は
他
の
教

師
達
と
の
紛
争
を
予
め
回
避
す
る
為
に
教
師
の
外
見
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
仲
介
さ
れ
る
宗
教
的
諸
関
連
を
生
徒
達
か
ら
原
則
的
に
離
し
お

く
可
能
性
も
含
ん
で
い
る
。
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
州
及
び
他
の
諸
州
に
お
け
る
学
校
立
法
者
が
関
連
す
る
法
律
を
規
定

す
る
切
っ
掛
け
と
し
た
こ
の
基
準
は
憲
法
的
判
断
に
対
し
て
も
予
測
可
能
な
憲
法
裁
判
制
度
の
利
益
の
為
に
も
土
台
と
す
べ
き
だ

（
39
）

。

ｂ
）
ラ
ン
ド
立
法
者
は
、
宗
教
的
表
明
の
一
般
的
禁
止
に
と
っ
て
充
分
で
あ
る
と
の
主
張
に
対
す
る
良
き
か
つ
支
え
得
る
諸
根
拠
を
有

し
て
い
る

ラ
ン
ド
の
学
校
法
立
法
者
は
、
既
に
学
校
の
平
和
と
国
家
の
中
立
に
対
す
る
抽
象
的
危
険
が
論
議
の
対
象
と
さ
れ
る
外
的
イ
メ
ー
ジ
を

通
し
た
宗
教
的
表
明
の
一
般
的
禁
止
に
と
っ
て
、
充
分
で
あ
る
と
の
主
張
に
対
す
る
良
き
か
つ
支
え
得
る
諸
根
拠
を
有
し
て
い
る
。
立
法

者
に
よ
っ
て
追
求
さ
れ
る
正
当
な
目
標
の
転
換
に
対
す
る
こ
の
様
な
解
決
も
適
切
か
つ
期
待
可
能
で
あ
る
と
判
断
で
き
る

（
40
）

。

aa
）
教
師
に
よ
る
宗
教
的
特
徴
の
あ
る
衣
服
の
着
用
が
生
徒
達
の
否
定
的
信
教
の
自
由
並
び
に
両
親
の
基
本
権
を
侵
害
し
な
い
と
す
る

法
廷
評
価
は
現
実
に
正
当
に
対
応
し
て
い
な
い

教
師
に
よ
る
宗
教
的
特
徴
の
あ
る
衣
服
の
着
用
が
生
徒
達
の
否
定
的
信
教
の
自
由
並
び
に
両
親
の
基
本
権
を
侵
害
し
な
い
と
す
る
法
廷

の
評
価
を
我
々
は
現
実
に
正
当
に
対
応
し
て
い
な
い
と
考
え
る
。
前
記
の
評
価
は
、
生
徒
・
教
師
関
係
が
生
徒
達
と
両
親
に
対
し
て
不
可

避
に
顕
示
さ
れ
た
特
殊
な
依
存
関
係
で
あ
る
事
実
を
疎
か
に
し
て
い
る
。
教
師
の
任
務
は
な
か
ん
ず
く
、
生
徒
達
を
教
育
・
評
価
す
る
事

で
あ
る
（
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
学
校
法
（S

chulG
N
W

）
第
五
七
条
第
一
項
）。
そ
の
事
は
、
宗
教
的
表
現
に
対
し
て
社
会
的
日

（
一
二
一
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

二
七
〇

常
に
お
け
る
よ
り
も
は
る
か
に
強
く
顕
示
す
る
原
因
と
な
っ
て
い
る
。
教
師
に
は
学
校
の
生
徒
た
ち
と
の
交
流
に
於
い
て
、
模
範
機
能
が

帰
属
す
る
。
教
師
の
行
動
は
、
一
定
の
宗
教
的
服
装
規
定
へ
の
従
属
を
含
め
て
、
そ
の
若
さ
ゆ
え
に
、
そ
の
観
点
が
未
だ
十
分
に
定
着
し

て
い
な
い
人
々
に
影
響
を
与
え
る
。
宗
教
的
服
装
規
定
順
守
に
関
す
る
極
め
て
開
か
れ
た
論
議
は
、
教
師
個
人
に
関
わ
る
限
り
、
学
校
の

特
別
な
依
存
関
係
に
於
い
て
は
、
高
々
限
定
的
で
し
か
あ
り
得
な
い
。
最
後
に
教
師
に
よ
る
宗
教
的
に
特
徴
の
あ
る
服
装
の
着
用
は
、
生

徒
た
ち
及
び
両
親
の
中
の
紛
争
に
導
き
、
か
つ
こ
れ
を
奨
励
す
る
事
が
可
能
に
な
る

（
41
）

。

bb
）
教
師
は
職
務
の
担
い
手
で
あ
り
、
宗
教
的
視
点
で
も
国
家
の
中
立
が
義
務
付
け
ら
れ
る

確
か
に
教
師
は
そ
の
個
人
的
信
教
の
自
由
を
享
有
し
て
い
る
。
し
か
し
教
師
は
同
時
に
職
務
の
担
い
手
で
あ
り
、
従
っ
て
宗
教
的
視
点

に
於
い
て
も
国
家
の
中
立
の
奨
励
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。
何
故
な
ら
国
家
は
、
匿
名
的
存
在
と
し
て
で
は
無
く
、
そ
の
職
務
保
持
者

及
び
そ
の
教
師
を
通
し
て
の
み
行
動
す
る
事
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
国
家
の
中
立
義
務
は
従
っ
て
、
そ
の
職
務
保
持
者
の
中
立
へ
の
義

務
以
外
の
何
物
で
も
な
い

（
42
）

。

cc
）
多
く
の
ラ
ン
ト
で
は
国
家
の
中
立
の
為
の
抽
象
的
危
険
に
基
づ
く
禁
止
で
充
分
と
す
る

立
法
者
は
、
多
く
の
ラ
ン
ト
議
会
に
お
け
る
聴
聞
会
の
中
で
既
に
大
幅
に
予
防
的
禁
止
に
対
す
る
そ
の
決
定
に
際
し
て
、
専
門
知
識
の

あ
る
教
職
者
の
考
え
を
裏
付
け
る
事
が
で
き
た
。
そ
の
態
度
決
定
は
、
既
に
学
校
の
平
和
と
国
家
の
中
立
の
為
の
抽
象
的
危
険
の
場
合
に

お
け
る
宗
教
的
表
明
の
一
般
的
、
ラ
ン
ト
規
模
の
且
つ
統
一
的
禁
止
の
意
義
を
明
確
化
し
て
い
る
。
し
か
も
学
校
実
践
に
於
け
る
充
分
に

具
体
的
な
危
険
へ
の
限
定
に
よ
っ
て
、
益
々
状
況
検
査
的
且
つ
証
拠
提
示
的
諸
問
題
が
生
ず
る
事
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
学
校
行

（
一
二
一
二
）



イ
ス
ラ
ム
頭
巾
着
用
禁
止
、
信
教
の
自
由
及
び
国
家
の
宗
教
的
中
立
：
二
〇
〇
三
年
及
び
二
〇
一
五
年
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
決
を
巡
っ
て
（
小
林
）

二
七
一

政
に
よ
っ
て
必
然
的
に
生
徒
や
両
親
の
参
加
の
下
に
決
着
が
つ
け
ら
れ
、
し
か
も
可
能
な
紛
争
の
、
教
育
任
務
に
と
っ
て
重
要
性
の
低
い

俗
人
化
を
強
化
す
る
事
に
な
る

（
43
）

。

dd
）
教
師
の
基
本
権
行
使
の
忍
従
に
限
定
す
る
国
家
行
為
は
有
効
に
あ
ら
ず

国
家
が
自
ら
に
直
接
帰
属
し
な
い
教
師
の
個
人
的
基
本
権
行
使
を
忍
従
す
る
の
み
で
、
し
か
も
生
徒
達
が
明
白
に
教
師
の
個
人
的
決
定

に
帰
属
す
る
一
定
の
服
装
を
見
る
事
の
み
を
指
向
す
る
評
価
は
有
効
で
は
な
い
。
国
家
の
責
任
に
帰
さ
れ
得
る
シ
ン
ボ
ル
と
教
師
の
個
人

的
・
宗
教
的
特
徴
の
あ
る
服
装
間
の
単
純
化
さ
れ
た
区
別
は
、
教
師
の
個
人
的
基
本
権
行
使
と
生
徒
達
に
与
え
得
る
影
響
を
フ
ェ
ー
ド
ア

ウ
ト
す
る

（
44
）

。

ｃ
）
教
師
の
宗
教
的
表
明
の
禁
止
は
、
学
校
の
平
和
と
国
家
の
中
立
に
対
す
る
抽
象
的
危
険
に
お
い
て
憲
法
的
に
問
題
が
な
い

要
約
す
る
な
ら
ば
、
我
々
の
観
点
か
ら
し
て
、
教
師
の
外
的
イ
メ
ー
ジ
を
通
し
た
宗
教
的
表
明
の
禁
止
は
、
既
に
学
校
の
平
和
と
国
家

の
中
立
に
対
す
る
抽
象
的
危
険
に
お
い
て
憲
法
的
に
問
題
が
な
い
。
欧
州
人
権
裁
判
所
の
判
例
に
よ
れ
ば
、
強
い
表
現
力
の
宗
教
的
に
特

徴
の
あ
る
服
装
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
が
限
定
的
に
要
求
さ
れ
て
い
る

（
45
）

。
…
…

臨
時
結
論
及
び
展
望

こ
れ
ま
で
の
検
討
か
ら
導
き
出
し
得
る
臨
時
結
論
は
凡
そ
以
下
の
よ
う
に
要
約
さ
れ
よ
う
。

（
一
二
一
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

二
七
二

ド
イ
ツ
国
家
に
お
け
る
「
イ
ス
ラ
ム
頭
巾
着
用
禁
止
」
問
題
は
多
様
な
諸
事
項
と
関
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
な
か
ん
ず
く
「
信
教
の

自
由
」、「
職
業
（
選
択
）
の
自
由
」、「
平
等
原
則
」、「
両
親
の
教
育
権
」、「
民
主
国
家
の
中
立
」
並
び
に
「
政
教
分
離
」
あ
る
い
は
「
政

教
相
互
補
完
」
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
社
会
の
「
世
俗
化
」
の
度
合
い
も
前
記
の
問
題
と
関
連
し
て
い
る
。

ド
イ
ツ
国
家
に
お
け
る
宗
教
共
同
体
の
多
数
派
と
少
数
派
の
関
係
も
問
題
と
さ
れ
る
。

宗
教
共
同
体
間
の
相
互
寛
容
の
必
要
も
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。

ド
イ
ツ
の
世
俗
化
さ
れ
た
社
会
へ
の
「
イ
ス
ラ
ム
グ
ル
ー
プ
」
の
新
規
参
入
か
ら
生
ず
る
相
互
理
解
の
欠
落
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
長
期

的
に
は
相
互
学
習
及
び
相
互
順
応
に
よ
り
問
題
の
法
治
国
家
的
解
決
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
ド
イ
ツ
社
会
の
中
に
組
み
込
ま
れ
た
イ
ス
ラ
ム
並
行
社
会
は
、
そ
の
両
性
間
の
特
殊
な
上
下
関
係
等
に
よ
り
、
同
化

を
困
難
に
し
て
い
る
。
し
か
も
服
装
が
宗
教
的
背
景
を
有
す
る
場
合
に
は
、
解
決
が
極
め
て
困
難
に
な
る
。

と
は
言
っ
て
も
問
題
は
、
相
互
寛
容
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
た
法
治
国
家
的
解
決
以
外
は
考
え
ら
れ
な
い
。

現
在
の
様
に
中
近
東
・
ア
フ
リ
カ
の
紛
争
激
化
に
よ
る
ド
イ
ツ
社
会
で
の
難
民
の
急
激
な
増
加
は
当
然
の
こ
と
に
、
ド
イ
ツ
社
会
に
於

け
る
難
民
の
同
化
を
困
難
に
す
る
。

こ
の
様
な
現
状
に
対
し
て
、
両
判
決
は
、
極
め
て
冷
静
な
対
応
を
試
み
て
い
る
。
例
え
ば
、
二
〇
〇
三
年
判
決
（2 B

vR
 1436/02

）
は
、

「
学
校
や
授
業
で
の
教
師
に
対
す
る
イ
ス
ラ
ム
頭
巾
の
着
用
禁
止
が
バ
ー
デ
ン
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
グ
州
現
行
法
の
中
で
充
分
に
確
定
し
た

法
的
基
盤
を
有
し
な
い
。」
と
し
て
禁
止
の
為
の
立
法
を
促
し
た
。

他
方
、
二
〇
一
五
年
判
決
（1 B

vR
 471/10 ‒ 1 B

vR
 1181/10

）
は
、
宗
教
告
白
未
確
定
の
公
立
共
同
学
校
教
師
の
信
教
の
自
由
を
強

化
し
、
単
な
る
抽
象
的
危
険
と
結
ぶ
宗
教
的
表
明
の
厳
し
い
禁
止
が
信
教
の
自
由
を
有
す
る
女
教
師
達
に
と
っ
て
一
般
的
に
期
待
不
可
能

（
一
二
一
四
）



イ
ス
ラ
ム
頭
巾
着
用
禁
止
、
信
教
の
自
由
及
び
国
家
の
宗
教
的
中
立
：
二
〇
〇
三
年
及
び
二
〇
一
五
年
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
決
を
巡
っ
て
（
小
林
）

二
七
三

で
あ
り
、
該
当
す
る
女
教
師
の
外
的
イ
メ
ー
ジ
が
学
校
の
平
和
あ
る
い
は
国
家
の
宗
教
的
中
立
の
具
体
的
危
険
あ
る
い
は
障
害
に
導
く
場

合
に
の
み
、
こ
の
禁
止
が
期
待
可
能
と
な
る
と
判
定
し
た
。
し
か
も
判
決
は
、「
公
立
共
同
学
校
の
教
師
達
に
よ
る
宗
教
的
表
明
が
学
校

の
平
和
と
国
家
の
中
立
の
維
持
を
目
的
と
し
て
禁
じ
ら
れ
る
場
合
、
こ
の
禁
止
が
全
て
の
信
仰
と
世
界
観
に
対
し
区
別
な
く
適
用
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
し
て
、
結
果
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
特
権
化
を
禁
じ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
社
会
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ム
教
と

キ
リ
ス
ト
教
の
法
的
平
等
が
確
定
し
た
。
将
来
も
法
的
平
等
に
配
慮
さ
れ
る
事
は
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

近
年
増
大
す
る
ド
イ
ツ
を
含
む
西
欧
へ
の
難
民
の
急
激
な
増
大
傾
向
に
対
す
る
右
翼
民
族
主
義
的
諸
政
党
の
台
頭
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

ド
イ
ツ
社
会
は
必
ず
し
も
安
定
し
て
い
な
い
。
こ
の
様
な
状
況
か
ら
し
て
、
安
定
要
因
と
し
て
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
更
な
る
冷
静
な
対

応
が
期
待
さ
れ
る
。

（
1
） P

ressem
itteilung N

r.14/2015 vom
 13.M

ärz 2015

（
2
） P

ressem
itteilung N

r.71/2003 vom
 24.S

eptem
ber 2003

（
3
） P

ressem
itteilung

（
註
．2
）（2003

）,S.1; 

小
林
宏
晨
、
頭
用
ス
カ
ー
フ
着
用
の
女
教
師
と
信
仰
の
自
由
│
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
例

（
二
〇
〇
三
年
）
研
究
、
法
学
紀
要
第
四
六
巻
（
平
成
一
七
年
三
月
一
日
発
効
）
五
一
ペ
ー
ジ
以
下; R

einhard M
üller,E

ine L
ehrerin m

it 

K
opftuch oder die F

rage des w
ahrenIslam

s,in:F
A
Z
N
etvom

03.06.2003;JochenL
effers,K

opftuch-K
ontroverse:K

ulturkam
pf in 

K
arlsruhe,in:S

piegel O
nline vom

 24.09,2003; V
erfassungsgericht:L

ehrerin darf vorerst m
it K

opftuch unterrichten,in:S
piegel 

O
nline vom

 24.09.2003;R
einhard M

üller,K
opftuch-S

teit:R
eligionsfreiheit und staatliche N

eutralität,in:F
A
Z
 O

nline vom
 

24.09.2003; H
eike S

chm
oll,K

opftuch-U
rteil,in:F

A
Z
 O

nline vom
 24.09.2003; P

atrick B
ahners,K

opfsache,in:F
A
Z
 O

nline vom
 

24.09.2003; B
ayern,H

essen und N
iedersachsen w

ollen K
opftücher verbieten,F

A
Z
 N

et vom
 24.09.2003; R

einhard 

（
一
二
一
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

二
七
四

M
üller,K

opftuch-U
rteil,in:F

A
Z
 O

nline vom
 25.09.2003; M

artin K
lingst,D

as K
opftuch-U

rteil,in:Z
eil O

nline vom
 25.09.2003; 

G
ero von R

andow
,D

as K
opftuch-U

rteil,in:Z
eit O

nline vom
 25.09.2003; S

ieben L
äder für G

esetz gegen K
opftuch im

 

U
nterricht,in:F

A
Z
 O

nline vom
 10.10.2003; B

aden-W
ürtenberg prescht vor :K

opftuchverbot per G
esetz,in:S

piegel O
nline vom

 

28.10.2003; O
liver B

aentsch,R
eligionsstreit in E

uropa,in:S
piegel O

nline vom
 30.10.2003; F

rankreich:C
hirak für V

erbot von 

K
opftüchern in S

chulen,in:F
A
Z
 O

nline vom
 10.12.2003; K

opftuchverbot beschlossen,in:F
A
Z
 O

nline vom
 13.01.2004;W

olfgang 

G
ünter L

erch,K
opftuchstreit:S

ym
bol und R

eligionsfriede,in:F
A
Z
 O

nline vom
 19.01.2004; Jochen L

effers,K
opftuchkonflikt:

M
uslim

ische L
ehrerin w

ill ins A
usland,in:S

piegel O
nline vom

 17.08.2004; B
aden W

ürttenberg,M
uslim

ische L
ehrerin beendet 

K
opftuchstreit,in:S

piegel O
nline vom

 08.10.2004; U
rteil:A

uch N
onnen m

üssen jetzt oben ohne,in: S
piegel O

nline vom
 

09.10.2004; N
onnen an S

chulen,in:S
piegel O

nline vom
 12.10.2004; T

ürkisches K
opftuchverbot:E

rdogans T
öchter studieren in 

den U
S
A
,in:S

piegel O
nline vom

 20.10.2004; B
izarrer R

echtsstreit: Ist die B
askenm

ütze auch ein K
opftuch ? in: S

piegel O
nline 

vom
 15.02.2007; N

ordrhein-:G
ericht bestätigt K

opftuchverbot,in:S
piegel O

nline vom
 16.10.2008

参
照
。

（
4
） P

ressem
itteilung

（
註
．2
）（2003
）,S.1
参
照
。

（
5
） P

ressem
itteilung

（
註
．2
）（2003

）,S.1
参
照
。

（
6
） P

ressem
itteilung

（
註
．2
）（2003

）,S.1

参
照
。

（
7
） P

ressem
itteilung

（
註
．2
）（2003

）,S.2

参
照
。

（
8
） P

ressem
itteilung

（
註
．2
）（2003

）,S.2

参
照
。

（
9
） P

ressem
itteilung

（
註
．2
）（2003

）,S.2

参
照
。

（
10
） P

ressem
itteilung

（
註
．2
）（2003

）,S.2f.

参
照
。

（
11
） P

ressem
itteilung

（
註
．2
）（2003

）,S.3

参
照
。

（
12
） P

ressem
itteilung

（
註
．2
）（2003

）,S.3f.

参
照
。

（
13
） P

ressem
itteilung

（
註
．2
）（2003

）,S.4

参
照
。

（
一
二
一
六
）



イ
ス
ラ
ム
頭
巾
着
用
禁
止
、
信
教
の
自
由
及
び
国
家
の
宗
教
的
中
立
：
二
〇
〇
三
年
及
び
二
〇
一
五
年
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
決
を
巡
っ
て
（
小
林
）

二
七
五

（
14
） P

ressem
itteilung

（
註
．1
）（2015

）,S.1

参
照
。

（
15
） P

ressem
itteilung N

r.22/2014 vom
 13.M

ärz 2014

参
照
。

（
16
） P

ressem
itteilung

（
註
．1
）（2015

）,S.2f.

参
照
。

（
17
） P

ressem
itteilung

（
註
．1
）（2015

）,S.3

参
照
。

（
18
） P

ressem
itteilung

（
註
．1
）（2015

）,S.3

参
照
。

（
19
） P

ressem
itteilung

（
註
．1
）（2015

）,S.3

参
照
。

（
20
） P

ressem
itteilung

（
註
．1
）（2015

）,S.4

参
照
。

（
21
） P

ressem
itteilung

（
註
．1
）（2015

）,S.4

参
照
。

（
22
） P

ressem
itteilung

（
註
．1
）（2015

）,S.4

参
照
。

（
23
） P

ressem
itteilung

（
註
．1
）（2015

）,S.4

参
照
。

（
24
） P

ressem
itteilung

（
註
．1
）（2015
）,S.4

参
照
。

（
25
） P

ressem
itteilung

（
註
．1
）（2015
）,S.4
参
照
。

（
26
） P

ressem
itteilung

（
註
．1
）（2015

）,S.4f.
参
照
。

（
27
） P

ressem
itteilung

（
註
．1
）（2015

）,S.5

参
照
。

（
28
） P

ressem
itteilung

（
註
．1
）（2015

）,S.5

参
照
。

（
29
） P

ressem
itteilung

（
註
．1
）（2015

）,S.5f.

参
照
。

（
30
） P

ressem
itteilung

（
註
．1
）（2015

）,S.6

参
照
。

（
31
） P

ressem
itteilung

（
註
．1
）（2015

）,S.6f.

参
照
。

（
32
） P

ressem
itteilung

（
註
．1
）（2015

）,S.7

参
照
。

（
33
） P

ressem
itteilung

（
註
．1
）（2015

）,S.7

参
照
。

（
34
） P

ressem
itteilung

（
註
．1
）（2015

）,S.7

参
照
。

（
一
二
一
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

二
七
六

（
35
） P

ressem
itteilung

（
註
．1
）（2015

）,S.7

参
照
。

（
36
） P

ressem
itteilung

（
註
．1
）（2015

）,S.7f.

参
照
。

（
37
） P

ressem
itteilung

（
註
．1
）（2015

）,S.8

参
照
。

（
38
） P

ressem
itteilung

（
註
．1
）（2015

）,S.8

参
照
。

（
39
） B

V
erfG

E
 108,282

（
40
） P

ressem
itteilung

（
註
．1
）（2015

）,S.8f.

参
照
。

（
41
） P

ressem
itteilung

（
註
．1
）（2015

）,S.9

参
照
。

（
42
） P

ressem
itteilung

（
註
．1
）（2015

）,S.9

参
照
。

（
43
） P

ressem
itteilung

（
註
．1
）（2015

）,S.9

参
照
。

（
44
） P

ressem
itteilung

（
註
．1
）（2015

）,S.9f.

参
照
。

（
45
） P

ressem
itteilung

（
註
．1
）（2015
）,S.10

参
照
。

（
一
二
一
八
）



現
代
立
憲
主
義
像
・
管
見
（
新
）

二
七
七

現
代
立
憲
主
義
像
・
管
見

│
ケ
ル
ゼ
ン
と
ハ
イ
エ
ク
の
論
争
を
素
材
と
し
て

│新　
　
　
　
　

正　
　

幸

一　

は
じ
め
に

二
一
世
紀
へ
と
転
換
し
た
二
〇
〇
二
年
一
〇
月
に
開
催
さ
れ
た
比
較
憲
法
学
会
の
共
通
研
究
テ
ー
マ
は
「
二
一
世
紀
の
立
憲
主
義
像
」

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
と
き
、
筆
者
は
、
報
告
者
の
一
人
と
し
て
、
特
に
立
法
な
い
し
議
会
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
し
え
な
い
か

と
の
要
請
を
受
け
た
。
当
時
、
ケ
ル
ゼ
ン
と
ハ
イ
エ
ク
と
の
論
争
に
関
心
を
も
ち
、
い
ろ
い
ろ
考
え
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
の
で
、
と
り
あ

え
ず
、
ケ
ル
ゼ
ン
と
ハ
イ
エ
ク
の
論
争
の
経
緯
と
特
質
を
簡
潔
に
ま
と
め
た
上
で
、
ハ
イ
エ
ク
が
晩
年
の
大
著
『
法
と
立
法
と
自
由
』
の

第
三
巻
の
末
尾
近
く
で
提
示
し
た
「
一
つ
の
憲
法
モ
デ
ル
」
と
そ
こ
で
展
開
さ
れ
た
議
会
に
お
け
る
権
力
分
立
構
想
、
す
な
わ
ち
議
会
を

論　

説

（
一
二
一
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

二
七
八

「
立
法
議
会
」
と
「
行
政
議
会
」
に
分
立
し
、
前
者
は
、
専
ら
個
人
の
自
由
領
域
の
保
護
と
限
界
を
普
遍
的
に
確
認
す
る
一
般
的
・
抽
象

的
ル
ー
ル
（
ノ
モ
ス
）
の
定
立
を
任
務
と
し
、
後
者
は
、
こ
の
ノ
モ
ス
の
制
約
の
下
で
政
府
の
活
動
の
た
め
の
立
法
（
テ
シ
ス
）
を
定
立
す

る
こ
と
を
任
務
と
す
る
二
つ
の
議
会
制
構
想
（
議
会
制
改
革
論
）
を
要
約
し
、
か
か
る
構
想
が
「
二
一
世
紀
の
議
会
制
像
」
を
考
え
る
に

あ
た
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
義
を
も
ち
う
る
か
、
と
い
う
よ
う
な
内
容
を
準
備
し
て
事
前
の
打
合
会
に
臨
ん
だ
。
し
か
し
、
そ
こ
で
は
、
ケ

ル
ゼ
ン
と
ハ
イ
エ
ク
の
論
争
に
つ
い
て
は
、
概
し
て
関
心
は
も
っ
て
も
ら
え
ず
、
結
局
、
論
争
そ
の
も
の
に
つ
い
て
直
接
触
れ
な
い
で
、

「
も
う
一
つ
の
議
会
制
像

│
ハ
イ
エ
ク
の
「
一
つ
の
憲
法
モ
デ
ル
」
を
め
ぐ
っ
て

│
」
と
題
し
て
報
告
を
し
た

（
1
）

。

た
だ
、
論
争
に
つ
い
て
一
応
検
討
し
た
限
り
で
、
以
下
の
よ
う
な
所
見
を
踏
ま
え
て
報
告
を
行
っ
た
。

《
ハ
イ
エ
ク
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
純
粋
法
学
を
も
っ
て
、
法
実
証
主
義
の
「
最
も
高
度
に
発
達
し
た
現
代
の
形
態
」
と
し
て
、
恰
も
「
法
の
衰
退
」
を

も
た
ら
し
、
全
体
主
義
を
導
い
た
元
凶
で
あ
る
か
の
如
く
槍
玉
に
上
げ
、
法
実
証
主
義
の
一
切
の
誤
謬
と
全
体
主
義
に
対
す
る
政
治
的
責
任
の
一
切

が
純
粋
法
学
に
あ
る
か
の
如
く
論
じ
ま
す
（C

L
,p.238-9.

訳
Ⅱ
・
一
四
七
│
八
頁; L

L
LⅡ

,p.48-56.

訳
七
一
│
八
一
頁
）。
し
か
し
、
み
ず
か
ら

の
立
場
か
ら
純
粋
法
学
を
思
う
存
分
に
誤
解
し
た
上
で
の
こ
の
よ
う
な
ハ
イ
エ
ク
の
批
判
に
は
、
つ
よ
い
違
和
感
を
覚
え
ま
す
が
、
こ
の
点
に
つ
い

て
は
こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
に
致
し
ま
す
。
た
だ
一
点
付
言
す
れ
ば
、
や
は
り
ケ
ル
ゼ
ン
自
身
に
も
、
自
由
主
義
の
理
解
に
お
い
て
相
当
甘

い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。》（
拙
論
・
三
〇
頁
）

こ
の
よ
う
な
考
え
は
、
今
日
で
も
基
本
的
に
は
変
わ
ら
な
い
が
、
そ
の
後
も
、
両
各
分
野
で
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
が
活
発
に
推
進
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
、
管
見
の
限
り
、
当
時
か
ら
今
な
お
ハ
イ
エ
ク
研
究
に
お
い
て
ケ
ル
ゼ
ン
の
純
粋
法
学
に
言
及
さ
れ
る
場
合
、
ハ
イ
エ
ク
の

純
粋
法
学
批
判
を
殆
ど
そ
の
ま
ま
受
け
容
れ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
残
さ
れ
た
課
題
と
し

（
一
二
二
〇
）



現
代
立
憲
主
義
像
・
管
見
（
新
）

二
七
九

て
、
ケ
ル
ゼ
ン
と
ハ
イ
エ
ク
の
論
争
と
は
、
一
体
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
が
今
日
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
か
と
い
う
見

地
か
ら
少
し
く
検
討
し
、
も
っ
て
現
代
立
憲
主
義
像
の
一
斑
を
垣
間
見
た
い
と
思
う
。

二　

ケ
ル
ゼ
ン
の
ハ
イ
エ
ク
批
判

1　

批
判
の
発
端

批
判
の
口
火
を
切
っ
た
の
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
で
あ
っ
た
。
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
一
九
五
二
年
の
論
文
「
民
主
主
義
の
基
礎
」
に
お
い
て
、
ハ
イ

エ
ク
が
一
九
四
四
年
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
末
期
に
出
版
し
た
『
隷
属
へ
の
道
』
を
批
判
の
対
象
に
し
た
。
ハ
イ
エ
ク
は
、
そ
こ
に
お
い

て
、
個
人
主
義
を
そ
れ
本
来
の
意
味
に
お
い
て
自
由
主
義
を
意
味
す
る
も
の
と
捉
え
る
一
方
（p.11f.

訳
九
頁
以
下
）、
他
方
で
は
、
社
会

主
義
が
そ
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
方
法
と
し
て
い
る
「
計
画
経
済
」
を
含
め
て
、
そ
の
目
的
が
何
で
あ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
タ
イ
プ
の

「
計
画
経
済
」
を
含
む
用
語
を
「
集
産
主
義
」（
あ
る
特
定
の
社
会
目
標
に
向
け
て
、
社
会
全
体
の
労
働
を
計
画
的
に
組
織
化
す
る
こ
と
）
と
概
念

化
し
た
上
で
（p.24ff .

訳
三
六
頁
以
下
）、
計
画
経
済
を
民
主
主
義
と
い
う
統
治
の
方
法
に
よ
っ
て
運
営
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り

（p.45f.

訳
七
六
頁
以
下
）、
不
可
避
的
に
独
裁
に
向
い
、
国
民
の
自
由
を
抑
圧
す
る
に
至
る
と
い
う
こ
と
を
論
じ
て
い
た
（p.52f.

訳
八
七
頁

以
下
）。
す
な
わ
ち
、
自
由
主
義
の
最
も
基
本
的
な
原
理
は
「
自
生
的
な
諸
力
（spontaneous forces

）」（p.13.

訳
一
四
頁
）
を
最
大
限
活
用

し
、
強
制
を
最
小
限
に
抑
え
る
こ
と
に
あ
る
と
し
、
自
由
と
は
、
圧
制
か
ら
の
自
由
を
意
味
し
（p.19f.

訳
二
六
頁
以
下
）、
経
済
的
自
由

が
保
障
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
精
神
的
自
由
も
あ
り
え
な
い
と
し
て
自
由
の
一
体
不
可
分
性
が
強
調
さ
れ
る
と
と
も
に
、
抽
象
的
な
ル
ー
ル

に
よ
っ
て
政
府
の
あ
ら
ゆ
る
活
動
を
制
限
し
、
自
由
の
保
障
の
要
と
な
る
「
法
の
支
配
」
が
、
統
治
の
手
段
と
し
て
の
民
主
主
義
を
統
制

す
る
も
の
と
し
、
そ
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
る
（p.54ff .

訳
九
二
頁
以
下
）
こ
と
に
よ
っ
て
、
民
主
主
義
と
経
済
体
制
と
の
関
係
に
つ
い
て
、

（
一
二
二
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

二
八
〇

「
資
本
主
義
」
が
「
私
有
財
産
の
自
由
な
行
使
に
基
づ
い
た
競
争
体
制
」
を
意
味
す
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
体
制
に
お
い
て
の
み
民

主
主
義
が
可
能
に
な
る
（p.52.

訳
八
七
頁
）
と
説
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

2　

批
判
の
内
容

ケ
ル
ゼ
ン
の
批
判
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
統
治
の
形
式
な
い
し
方
法
（
手
段
）
と
し
て
の
民
主
主
義
と
統
治
の
内
容
な
い
し
目
的
と
し
て
の

資
本
主
義
お
よ
び
社
会
主
義
と
の
間
に
は
「
本
質
的
関
連
」
は
な
く
、
両
者
の
効
率
的
運
用
・
適
合
的
基
盤
関
係
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、

た
だ
「
歴
史
的
経
験
」
に
基
づ
い
て
の
み
解
答
し
う
る
の
で
あ
っ
て
（F

D
,p.68f.

古
市
訳
一
七
九
頁
以
下
・
長
尾
訳
二
七
一
頁
以
下
）、
民
主

主
義
が
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
可
能
で
あ
る
こ
と
は
明
白
な
事
実
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
ハ
イ
エ
ク
の
い
う
よ
う
な
テ
ー
ゼ

│
社
会

主
義
（
計
画
経
済
）
は
民
主
主
義
的
手
続
に
お
い
て
運
営
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
必
然
的
に
独
裁
に
向
い
、
民
主
主
義
に
と
っ
て

本
質
的
な
自
由
を
抑
圧
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
社
会
主
義
（
計
画
経
済
）
と
民
主
主
義
は
両
立
し
え
ず
、
民
主
主
義
は
資
本
主
義
体
制

に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ
る
と
い
う
テ
ー
ゼ

│
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
証
明
し
う
る
歴
史
的
経
験
は
未
だ
我
々
の
手
元
に
は
な
く
、
し

た
が
っ
て
、
経
験
に
徴
し
て
確
認
し
う
る
段
階
で
は
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
（F

D
,p.75ff .

古
市
訳
一
九
七
頁
以
下
・
長
尾
訳
二
八
一
頁
以

下
）。ハ

イ
エ
ク
の
「
法
の
支
配
」
お
よ
び
自
由
の
一
体
不
可
分
性
の
見
解
に
対
し
て
も
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
か
な
り
立
ち
入
っ
た
批
判
を
し
て
い

る
が
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
結
論
的
に
は
上
記
と
同
じ
よ
う
な
理
由
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
（F

D
,p.77ff .,80ff .

古
市
訳
二
〇
二
頁
・

二
一
一
頁
以
下
・
長
尾
訳
二
八
五
頁
・
二
八
九
頁
以
下
）。

（
一
二
二
二
）



現
代
立
憲
主
義
像
・
管
見
（
新
）

二
八
一

3　

ケ
ル
ゼ
ン
の
批
判
に
つ
い
て
の
中
間
的
所
見

か
よ
う
に
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
批
判
の
中
心
は
、
要
す
る
に
、
社
会
主
義
の
も
と
で
は
民
主
主
義
は
不
可
能
だ
と
す
る
ハ
イ
エ
ク
の
見
解
に

対
し
て
、
そ
れ
が
不
可
能
か
否
か
は
、「
歴
史
的
経
験
」
に
徴
し
て
初
め
て
解
答
し
う
る
問
題
で
あ
る
が
、
我
々
は
現
在
の
と
こ
ろ
未
だ

そ
れ
に
解
答
し
う
る
に
十
分
な
「
歴
史
的
経
験
」
を
有
し
て
い
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
る
に
、
一
九
八
九
年
の
東
欧
革
命
を
契
機
と
す
る
ソ
連
お
よ
び
そ
の
衛
星
国
の
社
会
主
義
体
制
の
崩
壊
に
よ
り
、
ひ
と
ま
ず
「
歴

史
的
経
験
」
は
、
決
着
が
つ
い
た
か
に
見
え
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
批
判
は
、
空
振
り
に
終
わ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。

私
が
先
に
、「
ケ
ル
ゼ
ン
自
身
に
も
、
自
由
主
義
の
理
解
に
お
い
て
相
当
甘
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
述
べ
た
の
も
、
主

と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
論
点
に
か
か
わ
る
（
拙
論
・
注（
14
）三
八
│
九
頁
参
照
）。

し
か
し
な
が
ら
、
ハ
イ
エ
ク
が
、
個
人
主
義
・
自
由
主
義
に
対
立
す
る
集
産
主
義
と
し
て
警
戒
し
た
の
は
、
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主

義
的
な
社
会
主
義
・
共
産
主
義
や
フ
ァ
シ
ズ
ム
や
ナ
チ
ズ
ム
の
全
体
主
義
だ
け
で
な
く
、
上
記
の
意
味
で
の
資
本
主
義
体
制
内
で
の
社
会

国
家
・
福
祉
国
家
政
策
を
も
含
む
も
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
戦
後
に
経
済
学
か
ら
社
会
哲
学
の
分
野
に
専
門
を
移
行
し
た
後
の
研
究
は
、

ま
さ
に
そ
こ
を
焦
点
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
た
と
も
い
え
よ
う
。

実
際
、
ハ
イ
エ
ク
は
、
そ
の
後
ま
も
な
く
「
個
人
主
義
」
を
「
真
の
個
人
主
義
と
偽
の
個
人
主
義
」
に
区
別
し
、
前
者
を
反
合
理
主
義

的
な
も
の
、
後
者
を
デ
カ
ル
ト
的
な
合
理
主
義
的
な
設
計
主
義
的
な
も
の
と
捉
え
（IE

O
,p.1ff .

訳
五
頁
以
下
）、
さ
ら
に
『
自
由
の
条
件
』

（
一
九
六
〇
）
に
お
い
て
は
、
自
由
の
二
つ
の
伝
統
と
し
て
、
前
者
を
「
経
験
的
で
非
体
系
的
」
な
も
の
、
後
者
を
「
思
弁
的
で
、
合
理
主

義
的
」
な
も
の
と
捉
え
返
し
、
後
者
の
立
場
こ
そ
、
前
者
と
対
立
す
る
集
産
主
義
に
、
延
い
て
は
全
体
主
義
に
至
る
道
と
し
、
そ
れ
に
相

応
す
る
形
で
自
由
主
義
の
思
想
史
的
潮
流
を
区
別
す
る
と
と
も
に
、
資
本
主
義
を
「
自
生
的
」
諸
力
の
活
用
に
よ
る
市
場
の
競
争
体
制
を

（
一
二
二
三
）
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二
八
二

捉
え
、
そ
の
分
析
を
さ
ら
に
展
開
し
た
（C

L
,p.54ff .

訳
Ⅰ
・
八
一
頁
以
下
）。
Ｍ
・
ポ
ラ
ニ
ー
に
よ
っ
て
精
緻
に
提
示
さ
れ
た
「
自
生
的
秩

序
」
の
概
念
の
影
響
の
下
に
（C

L
,p.160f.

訳
Ⅱ
・
四
一
頁
以
下
）、
市
場
シ
ス
テ
ム
を
自
生
的
秩
序
と
し
て
洗
練
さ
せ
て
い
っ
た
の
も
、

「
法
の
支
配
」
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
た
民
主
主
義
と
福
祉
国
家
と
の
両
立
可
能
性
の
範
囲
と
限
界
を
厳
し
く
論
証
す
る
こ
と
を
主
た
る
狙

い
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（C

L
,p.253ff .

訳
Ⅲ
・
三
頁
以
下
）。
晩
年
に
お
い
て
、「
一
つ
の
憲
法
モ
デ
ル
」
に
お
い
て
議
会
制
改
革
論
を
提

起
し
た
の
も
（L

L
LⅢ

,p.105ff .

訳
一
四
八
頁
以
下
）、
民
主
主
義
の
現
状
を
「
無
制
約
な
民
主
主
義
」、
そ
の
実
相
に
お
い
て
「
取
引
民
主
主

義
」
に
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
や
が
て
は
「
全
体
主
義
的
民
主
主
義
」
に
通
ず
る
も
の
と
し
て
、
そ
れ
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
の
狙
い
と
内
容
に
つ
い
て
は
先
の
拙
論
で
考
察
し
た
が
、
そ
の
基
礎
づ
け
に
つ
い
て
は
後
に
顧
み
る
機
会
も
あ
ろ
う
。

三　

ハ
イ
エ
ク
の
ケ
ル
ゼ
ン
批
判

1　

概
要

ハ
イ
エ
ク
の
『
隷
属
へ
の
道
』
に
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
名
は
登
場
し
な
い
。
し
か
し
、
ハ
イ
エ
ク
の
中
期
の
大
著
『
自
由
の
条
件
』

（
一
九
六
〇
）
で
は
、「
自
由
」
の
価
値
に
関
し
て
、
注
に
お
い
て
ケ
ル
ゼ
ン
の
論
文
「
民
主
主
義
の
基
礎
」
が
引
用
さ
れ
る
と
と
も
に
、

「
法
の
衰
退
」
に
関
し
て
、
本
文
の
中
で
真
正
面
か
ら
「
純
粋
法
学
」
が
俎
上
に
の
せ
ら
れ
、
戦
前
に
法
の
衰
退
を
も
た
ら
し
た
元
凶
と

し
て
批
判
さ
れ
て
い
る
。
晩
年
の
大
著
『
法
と
立
法
と
自
由
』（
一
九
七
三
│
七
九
）
に
お
い
て
は
、
さ
ら
に
一
段
と
批
判
の
オ
ク
タ
ー
ブ

を
上
げ
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
正
義
論
を
も
射
程
に
お
い
て
、
そ
れ
を
も
含
め
て
純
粋
法
学
に
対
す
る
批
判
が
継
続
し
拡
大
さ
れ
る
。
以
下
、
そ

の
内
容
を
少
し
く
考
察
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
試
み
よ
う
。

（
一
二
二
四
）
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2　
『
自
由
の
条
件
』
に
お
け
る
純
粋
法
学
批
判
と
そ
れ
に
つ
い
て
の
若
干
の
所
見

⑴　

自
由
主
義
と
民
主
主
義
に
つ
い
て

ハ
イ
エ
ク
は
、
同
著
第
一
部
の
『
自
由
の
価
値
』
に
お
い
て
、
そ
の
注
で
ケ
ル
ゼ
ン
の
論
文
「
民
主
主
義
の
基
礎
」
を
数
か
所
で
引
用

し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
興
味
深
い
が
、
す
べ
て
に
立
ち
入
る
余
裕
は
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
、
最
も
重
要
と
思
わ
れ
る
自
由
主
義
と
民
主

主
義
と
の
関
係
に
止
め
ざ
る
を
え
な
い
。

ハ
イ
エ
ク
は
、「
自
由
主
義
は
法
が
ど
う
あ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
の
主
義
で
あ
り
、
民
主
主
義
は
何
が
法
と
な
る
で
あ
ろ
う
か
を
決
定

す
る
方
法
に
関
す
る
一
つ
の
教
義
」
と
捉
え
た
上
で
、「
自
由
主
義
は
、
多
数
の
受
け
入
れ
た
も
の
の
み
が
実
際
に
法
に
な
る
べ
き
で
あ

る
こ
と
を
望
ま
し
い
と
考
え
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
れ
が
必
然
的
に
よ
い
法
で
あ
る
と
は
信
じ
な
い
」
と
し
て
、
こ
れ
を
信
じ
る

の
は
、「
教
条
主
義
的
民
主
主
義
者
」
で
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
を
批
判
す
る
。
そ
し
て
、
注
に
お
い
て
、
教
条
主
義
的
な
例
と
し
て
、
ケ

ル
ゼ
ン
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
（C

L
,p.103f.（n.2,p.443

）.

訳
Ⅰ
・
一
五
一
頁
（
注（
2
）、
訳
Ⅰ
・
二
二
八
頁
））。

そ
こ
で
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
「
民
主
主
義
の
原
理
と
自
由
主
義
の
原
理
は
、
同
じ
も
の
で
は
な
く
、
両
者
の
間
に
、
一
定
の
対
立
さ
え
存

在
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
は
重
要
で
あ
る
」
と
い
う
所
論
を
引
用
し
つ
つ
も
、
恰
も
ケ
ル
ゼ
ン
が
「
自
由
」
と
い
う
言
葉
を
「
政

治
的
自
由
」
の
意
味
で
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
由
主
義
と
民
主
主
義
を
同
一
視
し
、「
教
条
主
義
的
民
主
主
義
者
の
…
想
定
に
よ
る
と
、

…
多
数
の
投
票
は
多
数
の
最
善
の
利
益
を
つ
ね
に
表
明
す
る
こ
と
に
な
る
」
と
主
張
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
が
、
も
と
よ
り
、

ケ
ル
ゼ
ン
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
全
く
逆
の
こ
と
を
表
明
し
て
い
る 

（V
gl.F

D
,p.24f.

古
市
訳

六
〇
頁
以
下
、
長
尾
訳
一
八
七
頁
以
下
参
照
）。

た
だ
、
自
由
主
義
と
民
主
主
義
の
関
係
に
つ
い
て
、
か
つ
て
ケ
ル
ゼ
ン
が
『
民
主
主
義
の
本
質
と
価
値
』
に
お
い
て
「
国
家
権
力
が
無

（
一
二
二
五
）
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二
八
四

制
限
に
拡
大
し
、
個
人
の
『
自
由
』
の
全
面
的
否
定
に
、
自
由
主
義
的

・

・

・

・

・

理
念
の
否
定
に
至
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
国
家
権
力
が
そ
れ
に
服

従
す
る
諸
個
人
に
よ
っ
て
の
み
構
成
さ
れ
て
い
る
限
り
、
な
お
民
主
主
義
は
可
能
で
あ
る
」（W

u
W

Ⅱ
,S

.10f.

訳
二
四
頁
）
と
論
じ
て
い
た

点
に
関
連
し
て

（
2
）

、「
民
主
主
義
の
基
礎
」
で
は
、
そ
れ
と
矛
盾
す
る
と
受
け
取
れ
る
論
述
を
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

《
統
治
の
不
在
と
い
う
意
味
の
自
然
的
自
由
の
観
念
か
ら
、
統
治
へ
の
参
加
と
い
う
意
味
の
政
治
的
自
由
の
観
念
へ
の
変
形
が
、
決
し
て
前
者
の
完

全
な
放
棄
を
意
味
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
、
極
め
て
大
切
な
注
意
す
べ
き
点
で
あ
る
。
統
治
権
力
の
あ
る
種
の
制
限
と
い
う
原
則
、
即
ち
政
治
的

自
由
主
義
の
基
本
的
原
則
は
、
ど
こ
ま
で
も
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
近
代
民
主
主
義
は
、
政
治
的
自
由
主
義
と
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
政
府
は
個
人
の
一
定
の
利
益
範
囲
に
介
入
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
そ
の
領
域
は
基
本
的
人
権
な
い
し
基
本
的
自
由
と
し
て
法
の
保
護
を
受

け
る
こ
と
、
こ
れ
が
近
代
民
主
主
義
の
原
則
で
あ
る
。
…
か
く
て
、
信
教
の
自
由
、
意
見
お
よ
び
出
版
の
自
由
、
な
か
で
も
特
に
客
観
的
認
識
の
可

能
性
へ
の
信
念
に
基
づ
く
学
問
の
自
由
は
、
民
主
主
義
の
本
質
に
属
す
る
。》（F

D
,p.27f.

古
市
訳
六
八
頁
以
下
、
長
尾
訳
一
九
二
頁
）。

こ
の
よ
う
な
矛
盾
す
る
と
も
受
け
取
れ
る
論
述
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
の
問
題
を
残
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
そ
の
理
解

の
仕
方
に
対
立
も
み
ら
れ
る
が

（
3
）

、
こ
こ
で
は
、
端
的
に
論
文
「
民
主
主
義
の
基
礎
」
に
お
け
る
論
述
に
ケ
ル
ゼ
ン
の
自
由
主
義
と
民
主
主

義
の
関
係
に
つ
い
て
の
最
終
的
な
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
に
し
た
い

（
4
）

。
学
説
の
展
開
と
い
う
時
間
的
な
前
後
関
係

だ
け
で
な
く
、
後
ほ
ど
言
及
す
る
ケ
ル
ゼ
ン
の
正
義
論
に
も
よ
り
適
合
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
ケ
ル
ゼ
ン
自
身
も

『
自
伝
』
で
端
的
に
自
由
主
義
の
立
場
に
た
つ
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る

（
5
）

。

⑵　

法
実
証
主
義
と
し
て
の
純
粋
法
学
批
判

さ
て
、
本
書
で
名
指
し
に
批
判
さ
れ
て
い
る
の
は
、
第
二
部
『
自
由
と
法
』
第
一
六
章
「
法
の
衰
退
」
の
「
3　

法
実
証
主
義
」
に
お

（
一
二
二
六
）
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い
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
章
に
お
い
て
ま
ず
、「
法
の
基
礎
」
を
危
う
く
す
る
法
理
論
は
、
ド
イ
ツ
に
始
ま
り
、
そ
こ
か
ら
世
界
の

他
の
地
域
に
広
ま
っ
た
と
し
、
そ
の
理
由
と
し
て
、「
法
の
支
配
」
の
制
度
が
完
成
し
な
い
う
ち
に
、「
法
の
支
配
」
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ

る
こ
と
を
嫌
い
社
会
的
理
想
に
よ
っ
て
社
会
を
計
画
に
よ
っ
て
改
造
し
よ
う
と
し
た
考
え
方
の
強
化
に
よ
る
も
の
と
し
、
か
か
る
思
想
に

属
す
る
も
の
と
し
て
、
法
実
証
主
義
、
歴
史
主
義
、
自
由
法
学
派
お
よ
び
利
益
法
学
の
四
つ
の
学
派
が
挙
げ
ら
れ
た
後
、
第
一
に
法
実
証

主
義
が
俎
上
に
の
せ
ら
れ
る
（C

L
,p.236.

訳
Ⅱ
・
一
四
五
頁
）。

そ
こ
で
は
、
法
実
証
主
義
は
、
自
然
法
の
概
念
に
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
も
の
と
し
て
発
展
し
た
と
し
て
、
自
然
法
学
派
と
対
立
す
る

点
に
お
い
て
、「
法
は
定
義
に
よ
っ
て
、
も
っ
ぱ
ら
、
あ
る
人
間
の
意
思
の
意
識
的
命
令
だ
け
か
ら
な
る
」
も
の
と
す
る
こ
と
に
特
質
が

あ
る
と
さ
れ
（C

L
,p.237f.

訳
Ⅱ
・
一
四
六
頁
以
下
）、
か
か
る
文
脈
に
お
い
て
純
粋
法
学
が
登
場
す
る
。
正
確
を
期
す
る
た
め
、
幾
つ
か
に

分
け
て
引
用
し
よ
う
。

⒜　

純
粋
法
学
の
特
質
1

│
「
自
由
主
義
か
ら
の
民
主
主
義
の
分
離
」

《
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
教
義
が
最
も
効
果
的
な
形
態
を
お
び
て
、
大
き
な
影
響
力
を
も
つ
よ
う
に
な
り
、
ド
イ
ツ
の
枠
を
超
え
て
さ
ら
に
広

ま
っ
た
の
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
が
終
わ
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
新
し
い
定
式
化
は
、「
純
粋
法
学
」
と
し
て
知
ら
れ
、
Ｈ
・
ケ
ル
ゼ

ン
教
授
に
よ
っ
て
詳
論
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
明
ら
か
に
、
制
約
さ
れ
た
政
府
と
い
う
伝
統
が
は
っ
き
り
と
失
墜
し
た
こ
と
を
象
徴
し
た
も
の

で
あ
る
。
か
れ
の
学
説
は
、
伝
統
的
な
制
約
を
自
ら
の
野
心
に
対
す
る
い
ま
い
ま
し
い
障
害
と
み
な
し
、
ま
た
多
数
の
力
に
対
す
る
す
べ
て
の
制
約

を
一
掃
し
た
い
と
望
ん
で
い
た
す
べ
て
の
改
革
者
に
よ
っ
て
熱
心
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
。
ケ
ル
ゼ
ン
自
身
は
、
い
か
に
「
基
本
的
に
救
出
困
難
な
個

人
の
自
由
は
漸
次
後
景
に
退
き
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
社
会
的
団
体
の
自
由
が
前
景
に
登
場
す
る
」〔W

u
W

Ⅰ
,S

.57.

訳
八
頁
〕
か
を
早
く
か
ら
気
づ

（
一
二
二
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

二
八
六

い
て
い
た
し
、
ま
た
、
自
由
の
概
念
に
お
け
る
こ
の
変
化
が
「
自
由
主
義
か
ら
の
民
主
主
義
の
分
離
」〔W

u
W

Ⅱ
,S

.10.

訳
二
四
頁
〕
を
意
味
す
る

こ
と
に
も
気
づ
い
て
い
た
し
、
か
れ
は
明
ら
か
に
、
こ
れ
を
歓
迎
し
て
い
た
。》（C

L
,p.238.

訳
Ⅱ
・
一
四
七
頁
）

自
由
主
義
と
民
主
主
義
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
先
に
触
れ
た
の
で
、
こ
こ
で
繰
り
返
す
必
要
は
な
い
。

⒝　

純
粋
法
学
の
特
質
2

│
「
国
家
と
法
秩
序
の
同
一
視
」
と
「
法
治
国
家
」
概
念
の
形
式
性

上
記
の
引
用
に
続
け
て
、
い
う
。

《
か
れ
の
体
系
の
基
本
的
な
考
え
方
は
、
国
家
と
法
秩
序
の
同
一
視
に
あ
る
。
こ
う
し
て
、
法
治
国
家

・

・

・

・

（R
ech

tstaat

）
と
は
、
極
め
て
形
式
的
な

概
念
と
な
り
、
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
国
家
の
属
性
（A

S
L
,S

.91.

訳
一
五
三
頁
）、
専
制
国
家
の
属
性
と
さ
え
な
る
（A

S
L
,S

.335.

訳
五
六
二
頁
）。
立

法
者
の
権
限
に
対
す
る
い
か
な
る
制
約
も
あ
り
よ
う
が
な
く
（A

S
L
,S

.14.

訳
二
二
頁
）、
ま
た
「
い
わ
ゆ
る
基
本
的
自
由
」
は
存
在
し
な
い

（A
S

L
,S

.154ff .

訳
二
五
七
頁
以
下
）。
そ
し
て
恣
意
的
専
制
政
治
に
対
し
て
、
法
秩
序
と
い
う
性
格
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
い
か
な
る
試
み
も
、「
自

然
法
的
思
考
の
素
朴
さ
ま
た
は
不
遜
」（A

S
L
,S

.335.
訳
五
六
二
頁
）
を
示
す
に
す
ぎ
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
尽
く
し
て
、
抽
象
的
、
一
般
法
的

規
則
と
い
う
実
質
的
意
味
で
の
真
の
法
律
と
（
立
法
府
の
あ
ら
ゆ
る
行
為
を
含
む
）
単
な
る
形
式
的
意
味
で
の
法
律
と
の
基
本
的
差
異
を
曖
昧
に
し

た
だ
け
で
な
く
、
あ
る
当
局
に
よ
る
命
令
を
、
そ
れ
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
す
べ
て
「
規
範
（norm

）」（A
S

L
,S

.231ff .

訳
三
八
四
頁
以
下cf. 

G
T

L
S
,p.38.

訳
九
〇
頁
）
と
い
う
曖
昧
な
用
語
に
含
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
を
真
の
法
と
区
別
で
き
な
い
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
。
司
法

権
と
行
政
行
為
と
の
差
異
で
さ
え
、
事
実
上
、
抹
殺
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
法
の
支
配
の
伝
統
的
概
念
の
教
義
は
、
い
ず
れ
も
形
而
上
学
的
迷
信
と
し

て
表
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
。》（C

L
,p.238.

訳
Ⅱ
・
一
四
七
│
八
頁
）

（
一
二
二
八
）
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七

純
粋
法
学
の
基
本
的
な
特
質
と
し
て
、
今
日
す
で
に
左
の
二
点
は
広
く
承
認
さ
れ
て
い
る
。

第
一
に
、
純
粋
法
学
は
、
ゲ
ル
バ
ー
や
ラ
ー
バ
ン
ト
流
の
い
わ
ゆ
る
公
法
解
釈
学
派
の
如
く
、
法
の
解
釈
を
課
題
と
す
る
も
の
で
は
な

く
、
法
の
認
識
を
課
題
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
二
に
、
純
粋
法
学
は
、
一
般
法
学
（A

llgem
eine R

echtslehre

）
と
し
て
法
一
般
を
認
識
の
対
象
と
し
、
ま
た
ケ
ル
ゼ
ン
の
一
般
国

家
学
は
一
般
憲
法
学
（A

llgem
eine V

erfassungslehre

）
と
し
て
憲
法
一
般
を
認
識
の
対
象
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
個
別
国
家
の
法
な
い

し
憲
法
を
認
識
の
対
象
と
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

し
か
る
に
、
ハ
イ
エ
ク
は
、
ま
ず
第
一
点
に
つ
い
て
い
え
ば
、
何
の
考
慮
も
払
っ
て
お
ら
ず
、
両
者
を
全
く
混
同
し
て
論
じ
て
い
る
。

ケ
ル
ゼ
ン
の
純
粋
法
学
が
、
ゲ
ル
バ
ー
や
ラ
ー
バ
ン
ト
流
の
い
わ
ゆ
る
公
法
解
釈
学
派
と
は
、
本
質
的
に
性
格
を
異
に
す
る
こ
と
は
、
つ

と
に
戦
前
に
宮
沢
教
授
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ

（
6
）

、
戦
後
も
樋
口
教
授

（
7
）

や
長
尾
教
授

（
8
）

ら
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
こ

こ
で
は
繰
り
返
す
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
加
え
て
、
上
記
引
用
の
ハ
イ
エ
ク
の
論
述
は
、
特
に
第
二
点
に
つ
い
て
、
純
粋
法
学
が
一
般

法
学
、
一
般
国
家
学
が
一
般
憲
法
学
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
こ
と
に
対
す
る
無
理
解
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
ケ
ル
ゼ
ン
的
に
い
え
ば
「
誤

解
に
満
ち
た
誹
謗
で
あ
り
、
こ
れ
と
対
決
す
る
な
ど
骨
折
損
で
あ
る
」（W

as ist d
ie R

ein
e R

ech
tsleh

re?, in: W
S
,S

.627.

訳
二
五
五
頁
）
と

い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
ポ
イ
ン
ト
の
み
を
明
ら
か
に
し
て
お
こ
う

（
9
）

。

ケ
ル
ゼ
ン
の
『
純
粋
法
学
』
が
「
一
般
」
法
学
で
あ
る
と
は
、
法
秩
序
一
般
、
法
秩
序
の
一
般
的
な
ク
ラ
ス
を
認
識
の
対
象
と
し
、
そ

れ
を
類
型
的
に
整
序
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
般
性
に
お
い
て
、
そ
の
可
能
な
規
範
的
意
味
お
よ
び
構
造
を
明
ら
か
し
よ
う
と
す
る
こ
と

を
意
味
す
る
（R

R
LⅠ

,S
.1,17.

訳
一
一
頁
、
三
四
頁
以
下
。R

R
LⅡ

S
.1,112.

訳
二
頁
、
一
〇
六
頁
）。
ま
た
ケ
ル
ゼ
ン
の
『
一
般
国
家
学
』
が
、

「
可
能
な
憲
法
の
学
」
と
し
て
の
「
一
般
」
憲
法
学
で
あ
る
と
は
、
憲
法
一
般
、
憲
法
の
一
般
的
な
ク
ラ
ス
を
対
象
と
し
、
そ
れ
を
類
型

（
一
二
二
九
）
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二
八
八

的
に
整
序
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
般
性
に
お
い
て
、
そ
の
可
能
な
規
範
的
意
味
お
よ
び
構
造
を
明
ら
か
し
よ
う
と
す
る
こ
と
を
意
味
す

る
（A

S
L
,S

.45f.

訳
七
七
頁
以
下
）。

具
体
的
に
い
え
ば
、
例
え
ば
、
国
家
形
態
が
問
題
と
な
る
場
合
に
は
、
国
法
の
創
設
方
法
と
い
う
一
定
の
観
点
か
ら
、
一
方
で
は
「
純

粋
民
主
制
」、
他
方
で
は
「
純
粋
専
主
制
」
と
い
う
極
限
状
態
と
し
て
の
純
粋
理
念
型
を
構
成
す
る
と
と
も
に
、
両
極
端
の
間
に
存
す
る

可
能
な
諸
混
合
形
態
を
理
念
型
と
し
て
構
成
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
（A

S
L
,S

.320ff .

訳
五
三
六
頁
以
下
）。
実
在
の
憲
法
は
、
時
間
・
空
間

的
に
い
か
な
る
も
の
で
あ
れ
、
そ
の
諸
構
成
の
い
ず
れ
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
筈
で
あ
る
。
両
極
端
の
極
限
と
そ
の
双
方
が
無
限
に
移
行

す
る
可
能
な
連
続
的
系
列
の
上
に
形
成
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
、
そ
れ
は
、
あ
る
特
定
の
具
体
的
・
現
実
的
な
憲
法

の
特
質
を
認
識
し
、
説
明
す
る
た
め
の
一
般
的
な
座
標
軸
・
仮
説
を
提
供
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
ま
た
、「
理
念
型
」
と
は
区
別
さ

れ
る
「
実
在
類
型
」
の
概
念
が
生
ず
る
（A

S
L
,S

.327ff .

訳
五
四
七
頁
以
下
）。
そ
れ
は
、
相
対
極
す
る
二
つ
の
「
理
念
型
」
の
間
に
可
能
態

と
し
て
無
限
に
存
し
う
る
「
連
続
的
系
列
」
の
う
ち
、
こ
れ
ま
で
歴
史
的
に
実
在
し
た
あ
る
一
定
の
憲
法
を
類
型
化
し
た
も
の
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
純
粋
法
学
の
方
法
の
一
般
性
の
見
地
か
ら
み
れ
ば
、
国
家
形
態
論
だ
け
て
な
く
、
純
粋
法
学
の
主
要
な
諸
概
念
は
み
な
、

右
の
よ
う
な
理
念
型
と
し
て
の
性
質
を
も
つ
の
で
あ
る
。
純
粋
法
学
の
不
可
欠
な
構
成
要
素
と
さ
れ
る
法
段
階
説
や
そ
の
頂
点
に
位
置
す

る
根
本
規
範
論
も
ま
た
、
か
か
る
性
質
を
も
つ
の
で
あ
る
。

ケ
ル
ゼ
ン
が
、
規
範
的
方
法
に
基
づ
い
て
、
法
と
は
、
人
間
の
行
動
に
意
図
的
に
向
け
ら
れ
た
意
思
行
為
の
意
味
で
あ
る
と
し
、
ま
た
、

国
家
と
は
、
一
定
の
程
度
に
組
織
化
さ
れ
実
効
性
を
も
つ
法
秩
序
で
あ
る
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
法
と
国
家
の
同
一
説
を
提
示
し
た
の
も
、

こ
の
よ
う
な
「
一
般
」
法
学
・「
一
般
」
国
家
学
の
立
場
か
ら
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
か
か
る
立
場
よ
り
す
れ
ば
、
形
式
的
意
味
に
お
い

（
一
二
三
〇
）
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て
法
治
国
家
と
は
「
す
べ
て
の
行
為
が
法
秩
序
に
基
づ
い
て
定
立
さ
れ
る
国
家
」
を
意
味
し
、「
厳
密
に
実
証
主
義
的
な
、
あ
ら
ゆ
る
自

然
法
を
排
斥
す
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
国
家

・

・

・

・

・

・

は
こ
の
形
式
的
な
意
味
に
お
け
る
法
治
国
家

・

・

・

・

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（A

S
L
,S

.91. 

訳
一
五
三
頁
以
下
）
と
し
て
い
る
の
は
、
純
粋
法
学
が
規
範
的
な
一
般
法
学
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
い
わ
ば
概
念
必
然
的
に
生
ず
る
こ
と
で

あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
別
段
、
ケ
ル
ゼ
ン
が
、
専
制
国
家
に
加
担
し
、
そ
れ
を
推
奨
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

⒞　

純
粋
法
学
と
ナ
チ
ズ
ム
の
関
係
に
つ
い
て

ハ
イ
エ
ク
は
、
さ
ら
に
上
記
の
批
判
に
続
け
て
段
落
を
変
え
、
以
下
の
よ
う
に
論
じ
る
。

《
こ
の
論
理
的
に
も
っ
と
も
首
尾
一
貫
し
た
法
実
証
主
義
の
叙
述
は
、
一
九
二
〇
代
ま
で
に
ド
イ
ツ
の
思
想
を
支
配
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
し
て
世

界
の
ほ
か
の
国
々
へ
急
速
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
考
え
を
明
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
二
〇
年
代
の
末
に
は
、
こ
の
考
え
が
、
ド
イ
ツ
を
完
全
に
支
配
し

て
し
ま
っ
た
た
め
に
、「
自
然
法
理
論
に
執
着
し
て
い
る
と
い
う
罪
を
犯
し
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
は
、
一
種
の
知
的
不
名
誉
と
さ
れ
た
」
ほ

ど
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
世
論
の
状
態
が
、
無
制
約
の
独
裁
制
を
つ
く
り
出
す
可
能
性
が
あ
る
こ
と
は
、
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
が
権
力
を
獲
得
し
よ
う
と

し
て
い
た
当
時
に
、
す
で
に
鋭
い
観
察
者
よ
り
明
ら
か
に
見
抜
か
れ
て
い
た
。
一
九
三
〇
年
に
ド
イ
ツ
の
あ
る
法
学
者
は
、「
社
会
主
義
国
家
、
す

な
わ
ち
法
治
国
家

・

・

・

・

の
反
対
の
も
の
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
努
力
」
の
結
果
に
関
す
る
詳
細
な
研
究
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き

た
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
「
教
義
上
の
発
展
が
、
法
治
国
家

・

・

・

・

の
消
滅
に
と
っ
て
障
害
と
な
る
も
の
を
す
で
に
一
切
取
り
除
き
、
国
家
の
フ
ァ
シ
ス

ト
的
お
よ
び
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
的
意
志
の
勝
利
に
門
戸
を
開
い
た
」。
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
が
最
終
的
に
完
成
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
の
よ
う
な
発
展
に
つ

い
て
は
、
不
安
の
念
が
増
大
し
つ
つ
あ
っ
た
し
、
ド
イ
ツ
の
国
法
学
者
学
会
で
一
人
以
上
の
報
告
者
が
こ
れ
を
表
明
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
遅
す

ぎ
た
。
反
自
由
主
義
勢
力
は
、
国
家
が
法
に
よ
っ
て
束
縛
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
法
実
証
主
義
的
教
義
を
、
す
で
に
あ
ま
り
に
も
十
分
に
習
得

（
一
二
三
一
）
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し
て
し
ま
っ
て
い
た
。》（C

L
,p.238-9.

訳
Ⅱ
・
一
四
八
│
九
頁
。
注
は
原
典
参
照
）

こ
こ
で
は
、
恰
も
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
純
粋
法
学
が
ナ
チ
ス
政
権
下
で
支
配
的
で
あ
っ
た
と
か
、
そ
の
推
進
の
支
え
に
な
っ
た
と
か
、
あ
る

い
は
、
そ
れ
へ
の
抵
抗
を
無
防
備
に
さ
せ
た
と
か
い
う
趣
旨
と
も
受
け
取
れ
る
論
述
が
み
ら
れ
る
が
、
も
し
そ
こ
に
そ
う
い
う
認
識
が
あ

る
と
す
れ
ば
、
か
か
る
認
識
は
、
端
的
に
歴
史
的
事
実
に
反
す
る
。

戦
後
西
独
の
「
新
自
然
法
論
者
」
た
ち
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
法
理
論
が
実
定
法
の
み
を
正
義
で
あ
る
と
し
て
、
ナ
チ
に
追
随
し
た
司
法
官

た
ち
の
法
哲
学
的
パ
ト
ロ
ン
だ
と
い
う
宣
伝
を
繰
り
返
し
て
、
ナ
チ
時
代
に
危
険
思
想
家
と
し
て
放
逐
し
た
ケ
ル
ゼ
ン
に
二
度
目
の
汚
名

を
着
せ
、
再
度
ド
イ
ツ
法
思
想
界
か
ら
放
逐
し
た

（
10
）

、
と
い
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
二
度
に
わ
た
っ
て
、scapegoat

に
さ

れ
た
、
第
一
回
目
は
、
ナ
チ
ス
に
よ
っ
て
、
第
二
回
目
は
、
戦
後
反
ナ
チ
ス
の
陣
営
に
よ
っ
て
、
他
な
ら
ぬ
ナ
チ
ス
の
責
任
を
帰
せ
ら
れ

て
（
11
）

。
ハ
イ
エ
ク
の
立
場
は
、
も
と
よ
り
新
自
然
法
論
と
は
異
な
る
が
、
ハ
イ
エ
ク
の
ケ
ル
ゼ
ン
批
判
は
、
基
本
的
な
構
図
に
お
い
て
、
戦

後
西
ド
イ
ツ
の
新
自
然
法
論
者
の
そ
れ
と
通
底
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
西
ド
イ
ツ
の
か
か
る
批
判
者
の
中
に
は
、
ナ
チ
ス

へ
の
「
積
極
的
協
力
者
」
も
数
多
く
見
出
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、「
ナ
チ
ズ
ム
の
加
害
者
・
受
益
者
た
ち
が
、
そ
の
被
害
者
に
対
し
そ
の
加

害
の
責
任
を
追
求
す
る
と
い
う
奇
妙
な
光
景
が
一
再
な
ら
ず
現
出
す
る

（
12
）

」
こ
と
と
な
っ
た
が
、
か
よ
う
な
倒
錯
し
た
ケ
ル
ゼ
ン
評
価
は
、

国
法
学
界
の
世
代
交
代
に
よ
り
近
時
よ
う
や
く
「
ケ
ル
ゼ
ン
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」
と
か
「
ケ
ル
ゼ
ン
の
再
発
見
」
と
か
い
う
名
の
も
と
に

見
直
さ
れ
始
め
て
い
る
の
は

（
13
）

、
遅
き
に
失
す
る
と
は
い
え
、
極
め
て
当
然
の
こ
と
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
一
二
三
二
）
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一

3　
『
法
と
立
法
と
自
由
』
に
お
け
る
純
粋
法
学
批
判
と
そ
れ
に
つ
い
て
の
若
干
の
所
見

本
書
の
論
述
に
は
、
先
に
み
た
『
自
由
の
条
件
』（
一
九
六
〇
）
と
重
な
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
主
た
る
テ
ー
マ
が
前
著
に
お
い
て
は
自
由

論
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
本
書
で
は
正
義
論
で
あ
る
か
ら
、
以
下
に
お
い
て
は
、
そ
れ
に
関
わ
る
部
分
に
焦
点
を
あ
て
、
そ
の
特
質
を
抽

出
し
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
付
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

⑴　

法
実
証
主
義
の
二
つ
の
種
類

ハ
イ
エ
ク
は
、
法
実
証
主
義
の
中
心
的
主
張
と
し
て
、
法
以
前
に
正
義
は
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
法
が
「
何
が
正
義
で
あ
る

か
」
を
決
定
す
る
の
で
あ
る
と
い
う
主
張
を
か
か
げ
、
か
か
る
主
張
に
は
、「
裁
判
所
を
設
立
す
る
立
法
者
は
、
こ
れ
ら
の
裁
判
所
が
ど

の
よ
う
に
し
て
そ
の
法
を
確
か
め
る
べ
き
か
を
指
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
主
張
と
と
も
に
、
立
法
者
は
そ
の
法
の
内
容
・

・

を
創
り

出
す
の
で
あ
り
、
そ
う
す
る
場
合
の
完
全
な
自
由
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
主
張
が
含
ま
れ
て
い
る
」
と
す
る
。
そ
し
て
、
純
粋
法
学
を
、

こ
こ
で
も
法
実
証
主
義
の
「
最
も
高
度
に
発
達
し
た
形
態
で
あ
る
」
と
し
、
そ
こ
で
は
、
非
常
に
「
誤
っ
た
語
法
」
の
た
め
に
、
か
か
る

主
張
が
も
っ
と
も
ら
し
く
見
え
る
よ
う
に
さ
れ
て
い
る
と
い
う
（L

L
LⅡ

,p.48ff .

訳
七
〇
頁
以
下
）。

し
か
し
な
が
ら
、
一
般
に
「
法
実
証
主
義
」
と
い
わ
れ
る
も
の
に
は
、
大
別
し
て
二
つ
の
種
類
の
も
の
が
あ
り
、
ハ
イ
エ
ク
が
上
記
の

法
実
証
主
義
の
中
心
的
主
張
と
し
て
い
る
も
の
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
い
う
「
法
実
証
主
義
」
と
は
、
全
く
別
の
種
類
の
も
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
法
実
証
主
義
に
は
、
現
実
の
時
間
・
空
間
内
で
人
間
の
意
思
行
為
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
経
験
的
に
確
認
可
能
な
法
（
＝

実
定
法
）
の
み
を
認
識
の
対
象
に
、
そ
の
認
識
の
み
を
目
標
と
し
、
そ
れ
を
超
出
し
よ
う
と
し
な
い
認
識
上
の
立
場
と
、
そ
れ
を
超
え
て
、

実
定
法
を
何
ら
か
の
正
義
の
観
念
に
よ
っ
て
評
価
し
、
そ
の
効
力
・
拘
束
力
の
有
無
を
論
ず
る
実
践
上
の
立
場
が
あ
る
。
そ
し
て
、
後
者

の
一
つ
と
し
て
、
現
世
の
権
力
に
発
す
る
実
定
法
を
も
っ
て
正
義
を
体
現
し
た
唯
一
の
も
の
と
し
、
そ
れ
以
外
の
正
義
を
否
定
し
て
、
実

（
一
二
三
三
）
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）

二
九
二

定
法
へ
の
服
従
を
説
く
立
場
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
は
、「
権
力
的
法
実
証
主
義

（
14
）

」
と
か
、「
権
力
主
義
的
法
実
証
主
義

（
15
）

」
と
呼
ば
れ

る
。ハ

イ
エ
ク
の
上
記
の
法
実
証
主
義
の
中
心
的
主
張
に
お
い
て
念
頭
に
お
か
れ
て
い
る
の
は
、
そ
こ
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、「
権
力
的

法
実
証
主
義
」
で
あ
っ
て
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
立
場
は
、
そ
れ
と
は
全
く
異
な
る
。

《
純
粋
法
学
は
、
…
現
実
の
法
や
可
能
的
な
法
を
問
題
に
す
る
の
で
あ
っ
て
、
正
し
い
法
を
問
題
と
す
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
純

粋
法
学
は
、
極
端
に
実
証
主
義
的
な
法
理
論
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
…
実
定
法
を
そ
の
本
質
に
従
っ
て
把
握
し
、
そ
の
構
造
の
分
析
に
よ
っ
て
理
解
す

る
こ
と
以
外
に
、
科
学
と
し
て
、
他
の
こ
と
を
な
す
べ
き
義
務
が
あ
る
と
は
考
え
な
い
。》（R

R
LⅠ

,S
.17.

訳
三
四
│
五
頁
、
な
おR

R
LⅡ

,S
.112.

訳
一
〇
六
頁
）

《「
正
義
の
規
範
」
を
実
定
法
の
内
に
の
み
見
る
の
が
法
実
証
主
義
の
理
論
だ
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
か
ら
程
遠
い
。
全
く
正
反
対
で
あ
る
。
法
実
証

主
義
の
理
論
が
最
大
限
に
強
調
し
て
き
た
の
は
、
実
定
法
と
正
義
と
を
分
離
し
よ
う
と
す
る
に
あ
る
。》（A

T
N

,S
.224.

）

ハ
イ
エ
ク
を
論
ず
る
文
献
に
お
い
て
、
ハ
イ
エ
ク
が
誤
っ
て
純
粋
法
学
を
「
権
力
的
法
実
証
主
義
」
と
捉
え
た
こ
と
を
無
批
判
に
そ
の

ま
ま
鵜
呑
み
に
し
て
純
粋
法
学
を
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
だ
け
に
、
こ
こ
で
は
っ
き
り
こ
の
こ
と
を
強
調
し
て
お

く
必
要
が
あ
る
。

⑵　
「
正
義
の
客
観
的
テ
ス
ト
」
は
存
在
す
る
か
。

ケ
ル
ゼ
ン
は
、『
正
義
と
は
何
か
』
に
お
い
て
、
古
来
「
正
義
」
と
し
て
主
張
さ
れ
て
き
た
主
要
な
も
の
を
分
析
し
た
後
、
以
下
の
結

（
一
二
三
四
）
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）

二
九
三

論
に
至
っ
て
い
る
。

《
絶
対
的
正
義
と
い
う
の
は
、
非
合
理
的
な
理
想
（Ideal

）
と
い
う
他
な
い
。
合
理
的
認
識
の
立
場
か
ら
は
、
た
だ
、
人
の
諸
利
益
と
、
そ
れ
故
、

利
益
の
衝
突
だ
け
が
存
在
す
る
。

こ
の
利
益
の
衝
突
を
解
決
す
る
方
法
は
、
一
方
の
利
益
を
他
方
の
利
益
の
犠
牲
に
お
い
て
満
足
さ
せ
る
か
、
ま
た
は
双
方
の
利
益
の
妥
協
を
は
か

る
か
の
、
二
つ
の
道
し
か
な
い
。
一
方
の
解
決
が
正
し
く
、
他
方
の
解
決
が
正
し
く
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
証
明
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。》

（W
G
,S

.40.

訳
二
一
一
頁
）

ケ
ル
ゼ
ン
の
こ
の
よ
う
な
絶
対
的
正
義
の
認
識
の
不
可
能
性
に
つ
い
て
の
思
考
を
、
ハ
イ
エ
ク
は
、「
正
義
の
実
証
的

・

・

・

（positive

）
テ

ス
ト
は
存
在
し
な
い
と
い
う
論
証
」
を
論
じ
た
も
の
と
捉
え
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
か
か
る
論
証
を
、「
正
義
の
客
観
的
テ
ス
ト
は
、
ど
ん
な

も
の
で
あ
れ
、
存
在
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
証
明
す
る
の
に
利
用
」
す
る
も
の
と
解
し
、
そ
こ
で
は
、「
一
定
の
規
範
を
正
義
に
悖

る
と
し
て
排
除
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
消
極
的
（negative

）
テ
ス
ト
が
存
在
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
可
能
性
は
、
考
慮
さ
れ
る
こ

と
す
ら
な
い
」
と
論
難
す
る
（L

L
LⅡ

.p.53-4.

訳
七
八
頁
）。

こ
こ
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
ハ
イ
エ
ク
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
何
が
正
義
で
あ
る
か
、
そ
れ
を
積
極
的
に
論
証
す
る
基
準
を
提
示

す
る
こ
と
で
は
な
く
、「
法
の
ル
ー
ル
が
妥
当
で
あ
る
か
否
か
を
決
定
す
る
た
め
に
利
用
で
き
る
正
義
の
客
観
的
テ
ス
ト
」
と
し
て
、「
一

定
の
規
範
を
正
義
に
悖
る
と
し
て
排
除
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
消
極
的
（negative

）
テ
ス
ト
が
存
在
す
る
と
い
う
可
能
性
」
を
認
め
、

か
か
る
「
消
極
的
（negative

）
テ
ス
ト
」
に
よ
っ
て
法
の
ル
ー
ル
の
妥
当
性
を
篩
に
か
け
、
そ
の
持
続
的
な
テ
ス
ト
に
よ
っ
て
、
正
義
に

適
う
正
し
い
（just

）
ル
ー
ル
と
そ
れ
を
基
準
と
す
る
人
間
の
行
動
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
「
正
義
に
悖

（
一
二
三
五
）
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二
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四

る
と
し
て
排
除
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
消
極
的
テ
ス
ト
」
が
、
ポ
パ
ー
の
科
学
哲
学
に
お
け
る
「
反
証
」
に
よ
る
誤
謬
の
除
去
の
テ
ス

ト
と
、「
密
接
な
並
行
関
係
」
に
あ
る
こ
と
は
、
ハ
イ
エ
ク
自
身
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（L

L
LⅡ

,p.43.

訳
六
四
頁
）。

こ
こ
に
、
ハ
イ
エ
ク
の
正
義
論
の
ポ
イ
ン
ト
が
示
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
し
か
ら
ば
、
は
た
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
正
義

論
が
正
当
に
認
識
さ
れ
、
評
価
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ケ
ル
ゼ
ン
は
、
先
に
引
用
し
た
絶
対
的
正
義
の
認
識
不
可
能
性
を
指
摘
し
、
た
だ
「
相
対
的
正
義
」
の
み
が
存
在
す
る
と
の
「
相
対
主

義
的
正
義
哲
学
」
の
立
場
に
た
つ
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
で
は
、「
相
対
主
義
的
正
義
哲
学
」
の
モ
ラ
ル
は
何
か
、
そ
も
そ
も
モ

ラ
ル
を
も
っ
て
い
る
の
か
、
多
く
の
人
々
が
思
っ
て
い
る
よ
う
な
、
没
道
徳
（am

oralisch

）
ま
た
は
不
道
徳
的
（unm

oralisch

）
な
も
の

で
さ
え
あ
る
の
だ
ろ
う
か
と
問
い
、
そ
れ
を
否
認
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。

《
相
対
主
義
的
価
値
理
論
の
基
礎
と
な
り
、
ま
た
は
、
そ
の
結
論
と
し
て
生
ま
れ
る
道
徳
原
理
は
、
寛
容
の
原
理
で
あ
り
、
他
の
宗
教
的
な
い
し
政

治
的
意
見
を
、
好
意
的
に
解
し
、
た
と
え
、
意
見
が
同
じ
で
な
く
て
も
、
い
や
、
ま
さ
に
、
意
見
が
同
じ
で
な
い
か
ら
こ
そ
、
他
の
平
和
的
な
意
見

の
発
表
を
妨
げ
な
い
と
い
う
要
請
で
あ
る
。
…
寛
容
は
、
思
想
の
自
由
を
意
味
し
て
い
る
。》（W

G
,S

.41.

訳
二
一
一
│
二
頁
）

か
く
て
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
、「
私
は
、
正
義
と
は
何
で
あ
る
か
、
絶
対
的
正
義
、
こ
の
人
間
の
美
し
い
夢
が
何
で
あ
る
か
を
、
ま
だ
知
ら

な
い
し
、
ま
た
、
お
伝
え
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
私
は
、
相
対
的
正
義
で
満
足
す
る
他
は
な
い
し
、
ま
た
、
正
義
が
私
に
と
っ
て
ど
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
、
お
伝
え
で
き
る
だ
け
で
あ
る
」
と
し
、「
私
の
天
職
は
、
学
問
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
学
問
は
私
の
生
活
の
中

で
最
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
学
問
を
保
護
し
、
ま
た
、
学
問
に
よ
っ
て
、
真
理
と
誠
実
を
栄
え
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
が
、

正
義
で
あ
る
。
そ
れ
は
、『
自
由
』
と
い
う
正
義
で
あ
り
、『
平
和
』
と
い
う
正
義
で
あ
り
、『
民
主
主
義
』
と
い
う
正
義
で
あ
り
、『
寛

（
一
二
三
六
）
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二
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五

容
』
と
い
う
正
義
で
あ
る
」（W

G
,S

.43.

訳
二
一
四
頁
）
と
し
、
ケ
ル
ゼ
ン
自
身
に
と
っ
て
何
が
正
義
で
あ
る
か
を
み
ず
か
ら
決
断
し
、
そ

れ
を
表
明
し
て
い
る
。

か
よ
う
に
し
て
、
相
対
主
義
的
正
義
哲
学
・
相
対
主
義
的
価
値
理
論
は
、
一
方
で
は
、
認
識
に
お
い
て
絶
対
的
正
義
が
何
か
を
論
証
し

え
な
い
と
い
う
消
極
的
側
面
だ
け
で
な
く
、
他
方
で
は
、
だ
か
ら
こ
そ
実
践
に
お
い
て
、
各
個
人
に
と
っ
て
何
が
正
義
で
あ
る
か
自
ら
決

断
し
、
そ
れ
に
対
し
て
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
道
義
的
要
請
を
各
人
に
迫
る
積
極
的
側
面
を
有
す
る
の
で
あ
る

（
16
）

。
ケ
ル
ゼ
ン

に
よ
れ
は
、
か
か
る
責
任
は
、「
い
う
ま
で
も
な
く
、
人
間
が
と
り
う
る
最
も
重
大
な
道
徳
的
責
任
」（F

D
,p.97.

古
市
訳
一
〇
〇
頁
、
長
尾

訳
二
一
八
頁
）
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
か
か
る
決
断
を
い
わ
ば
「
実
存
主
義
的
」
決
断
と
い
い
う
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

実
際
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
根
本
規
範
論
に
お
い
て
、
実
定
法
秩
序
の
効
力
根
拠
と
し
て
想
定
さ
れ
る
根
本
規
範
を
受
け
入
れ
て
、
そ
れ
を

自
ら
実
定
法
秩
序
と
し
て
認
め
る
か
、
そ
れ
と
も
何
ら
か
の
自
然
法
論
の
立
場
か
ら
そ
れ
を
否
認
す
る
か
否
か
の
態
度
決
定
は
、
窮
極
的

に
は
各
個
人
に
課
せ
ら
れ
た
も
の
と
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
が
（V

gl, R
R

LⅠ
,S

.36.

訳
六
三
│
四
頁
、R

R
LⅡ

,S
.223f.

訳
二
一
〇
頁
以
下
、

W
hat is Justice?,1957, p.263.

『
著
作
集
Ⅲ
』
二
二
六
頁
）、
そ
こ
か
ら
、
い
ず
れ
の
態
度
を
と
る
べ
き
か
を
各
個
人
に
迫
り
、
そ
の
回
避
を

許
さ
な
い
怖
ろ
し
い
責
任
を
各
個
人
に
負
わ
せ
る
も
の
で
、
個
人
に
と
っ
て
「
極
め
て
『
実
存
主
義
的
』
な
帰
結

（
17
）

」
を
も
た
ら
す
と
さ
れ

る
こ
と
が
あ
る
の
も
、
故
な
し
と
し
な
い
。

し
か
る
に
、
ハ
イ
エ
ク
は
、
こ
の
よ
う
な
ケ
ル
ゼ
ン
の
正
義
論
の
核
心
部
分
に
つ
い
て
、
一
考
す
ら
し
て
い
な
い
。
ま
さ
に
「
考
慮
さ

れ
る
こ
と
す
ら
な
い
」
と
い
う
ハ
イ
エ
ク
の
批
判
は
、
自
ら
に
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

（
一
二
三
七
）
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二
九
六

四　

論
争
か
ら
え
ら
れ
る
ひ
と
つ
の
所
見

│
現
代
立
憲
主
義
の
根
拠
に
つ
い
て

│

ケ
ル
ゼ
ン
と
ハ
イ
エ
ク
論
争
を
概
要
し
た
が
、
そ
こ
か
ら
、
現
代
の
立
憲
主
義
像
に
何
ら
か
の
示
唆
す
る
も
の
が
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
か

（
18
）

。
ま
ず
思
い
浮
か
ぶ
の
は
、
世
紀
転
換
の
少
し
前
に
ソ
連
と
そ
の
衛
星
諸
国
の
社
会
主
義
体
制
が
瓦
解
し
、
社
会
主
義
は
、
少
な
く
と
も

「
人
類
の
未
来
を
照
ら
し
だ
す
希
望
に
満
ち
た
存
在

（
19
）

」
と
し
て
は
、
二
一
世
紀
に
引
き
継
が
れ
る
こ
と
な
く
、
明
確
に
過
去
の
も
の
と

な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
、
二
一
世
紀
は
、
基
本
的
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
市
民
革
命
を
経
て
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
て
き

た
近
代
立
憲
主
義
が
受
け
継
が
れ
て
唯
一
の
普
遍
的
な
憲
法
原
理
と
な
り
、
現
代
立
憲
主
義
を
形
作
っ
て
い
る
か
に
み
え
る
。

こ
れ
を
ハ
イ
エ
ク
の
立
場
よ
り
す
れ
ば
、
歴
史
的
に
成
立
し
進
化
し
て
き
た
自
生
的
秩
序
と
し
て
の
近
代
市
民
社
会
と
そ
れ
を
支
え
る

近
代
立
憲
主
義
が
支
配
す
る
世
界
と
、
そ
れ
を
否
定
し
そ
れ
に
代
え
て
人
間
の
理
性
に
よ
っ
て
社
会
主
義
・
共
産
主
義
的
な
社
会
を
意
図

的
・
計
画
的
に
独
裁
権
力
に
よ
り
創
出
し
よ
う
と
し
た
世
界
と
が
二
〇
世
紀
に
お
い
て
角
逐
し
、
後
者
が
い
わ
ば
内
部
か
ら
崩
壊
し
て
過

去
の
も
の
と
な
り
、
前
者
の
み
が
生
き
延
び
、
そ
れ
が
二
一
世
紀
に
引
き
継
が
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
市
場
を
基

盤
す
る
自
生
的
秩
序
と
し
て
の
市
民
社
会
を
支
え
て
き
た
近
代
立
憲
主
義
も
ま
た
、
二
一
世
紀
に
お
い
て
現
代
立
憲
主
義
と
し
て
、
さ
ら

に
維
持
・
形
成
・
発
展
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
殊
に
、
個
人
の
自
由
領
域
を
恣
意
的
な
侵
害
か
ら
保
護
す

る
一
般
的
・
抽
象
的
・
普
遍
平
等
的
な
ル
ー
ル
（
ノ
モ
ス
）
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
政
治
権
力
を
制
限
し
拘
束
す
る
法
の
支
配
の
原
則
が

厳
格
に
維
持
さ
れ
、
国
民
主
権
に
立
脚
す
る
国
民
代
表
機
関
と
し
て
議
会
の
立
法
権
と
い
え
ど
も
、
そ
の
例
外
で
な
く
、
ノ
モ
ス
に
拘
束

さ
れ
た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
枠
内
で
の
社
会
国
家
・
福
祉
国
家
理
念
の
推
進
も
ま
た
、
人
間
に
値
す
る
最

（
一
二
三
八
）
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九
七

低
限
度
の
生
活
保
障
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
別
に
し
て
、
原
理
的
に
は
、
人
間
の
理
性
を
過
信
し
て
計
画
的
に
「
社
会
的
正
義
」
と
い
う

幻
想
を
追
い
求
め
る
も
の
、
そ
の
実
相
に
お
い
て
は
、
ノ
モ
ス
に
よ
っ
て
正
当
化
し
え
な
い
特
殊
利
益
を
特
定
の
人
々
に
付
与
し
、
そ
れ

と
交
換
に
票
を
獲
得
す
る
と
い
う
無
制
約
な
「
取
引
民
主
主
義
」
を
も
た
ら
し
、
延
い
て
は
、
全
体
主
義
に
至
る
可
能
性
を
も
つ
も
の
と

し
て
阻
止
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
た
め
の
改
革
論
と
し
て
提
示
さ
れ
た
の
が
「
一
つ
の
憲
法
モ
デ

ル
」
に
他
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
は
、
ひ
と
つ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
し
て
そ
の
実
現
が
直
接
意
図
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
（
拙
論
・

二
七
頁
参
照
）。
か
く
て
、
今
後
の
推
移
も
、
固
よ
り
一
本
道
で
は
あ
り
え
な
い

（
20
）

。

こ
れ
を
論
争
の
レ
ベ
ル
で
い
え
ば
、
自
由
主
義
と
民
主
主
義
の
捉
え
方
の
問
題
に
も
関
わ
る
。
市
場
を
基
盤
に
す
る
経
済
体
制
が
国
際

的
な
共
通
の
認
識
と
な
っ
た
国
際
社
会
の
中
で
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
行
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
は
じ
め
通
信
技
術
の
発
達
に
よ
り
、

大
量
の
情
報
が
瞬
時
に
交
換
さ
れ
る
世
界
、
環
境
破
壊
と
資
源
枯
渇
を
配
慮
し
つ
つ
、
持
続
可
能
な
経
済
成
長
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
課
題
、
他
方
で
は
、
富
の
偏
在
と
民
族
紛
争
と
テ
ロ
の
脅
威
、
こ
の
よ
う
な
国
際
環
境
の
中
で
、
各
国
は
自
ら
の
歴
史
と
伝
統
を
踏
ま

え
て
、
自
由
主
義
と
民
主
主
義
と
い
う
相
互
に
緊
張
関
係
に
立
つ
問
題
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
、
ハ
イ
エ
ク
の
よ
う
に
一
義
的
に

応
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

私
は
、
こ
こ
で
問
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
は
、
近
代
市
民
社
会
が
そ
の
基
層
に
お
い
て
自
生
的
秩
序
と
し
て
の
性
質
を
も
ち
、
そ
れ
が
今

日
二
一
世
紀
に
引
き
継
が
れ
て
現
代
に
至
っ
て
い
る
と
し
て
、
そ
れ
が
一
体
ど
の
よ
う
な
根
拠
の
上
に
成
立
し
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、
ハ
イ
エ
ク
の
自
生
的
秩
序
論
の
形
成
に
あ
た
っ
て
強
い
影
響
を
与
え
た
と
み
ら
れ
る
Ｍ
・
ポ
ラ
ニ
ー
の
自

生
的
秩
序
論
で
あ
る
。
両
者
に
は
微
妙
な
、
し
か
し
重
要
な
相
違
が
あ
る
。

（
一
二
三
九
）
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そ
の
学
問
的
な
出
自
に
相
違
に
よ
る
た
め
か
、
経
済
学
か
ら
出
発
す
る
ハ
イ
エ
ク
の
場
合
に
は
、
自
生
的
秩
序
論
は
、
何
よ
り
も
経
済

的
な
市
場
を
基
盤
と
し
て
展
開
さ
れ
、
そ
れ
が
経
済
関
係
を
超
え
た
文
化
の
領
域
、
と
り
わ
け
、
学
問
や
思
想
の
領
域
と
ど
の
よ
う
に
関

係
す
る
か
、
か
か
る
領
域
も
ま
た
広
く
自
生
的
秩
序
と
捉
え
ら
れ
る
べ
き
か
ど
う
か
、
必
ず
し
も
明
確
で
な
い
。

他
方
、
Ｍ
・
ポ
ラ
ニ
ー
の
場
合
に
は
、
学
問
的
な
出
自
が
物
理
化
学
の
領
域
に
あ
る
た
め
か
、
そ
の
自
生
的
秩
序
論
は
、「
市
場
シ
ス

テ
ム
」
も
ま
た
そ
れ
に
属
す
る
重
要
な
も
の
と
し
て
射
程
に
お
い
て
い
る
と
は
い
え
、
む
し
ろ
、
そ
の
基
盤
は
、
学
問
の
自
由
に
支
え
ら

れ
た
「
真
理
」
探
究
の
場
と
し
て
の
学
問
の
世
界
（L

L
,p.163ff .

訳
二
〇
五
頁
以
下
）、「
探
究
者
た
ち
の
社
会
」（T

D
,p.55f.

訳
八
五
頁
以
下
）

に
あ
り
、
そ
れ
と
並
行
す
る
形
で
、
司
法
権
の
独
立
の
下
で
、
裁
判
官
に
よ
っ
て
具
体
的
事
件
を
契
機
と
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
、
い
わ

ば
「
正
義
」
探
求
の
場
と
し
て
の
司
法
の
世
界
、「
司
法
シ
ス
テ
ム
」
が
、
精
緻
な
自
生
的
秩
序
の
例
と
さ
れ
、
こ
の
二
つ
が
「
知
的
秩

序
の
シ
ス
テ
ム
」（L

L
,p.162ff .

訳
二
〇
四
頁
以
下
）
と
し
て
自
生
的
秩
序
を
成
す
も
の
と
し
、
そ
れ
を
基
盤
と
し
て
、
広
く
文
化
一
般
が
、

そ
の
基
層
に
お
い
て
、
自
生
的
秩
序
と
し
て
の
性
質
を
も
つ
も
の
と
さ
れ
る

（
21
）

。

し
か
し
、
両
者
の
相
違
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
自
生
的
秩
序
そ
れ
自
体
の
依
っ
て
立
つ
根
拠
を
ど
こ
に
求
め
る
か
に
お
い
て
、
決

定
的
に
異
な
る
。
と
い
う
の
は
、
Ｍ
・
ポ
ラ
ニ
ー
は
、『
自
由
の
論
理
』
の
序
文
に
お
い
て
、
知
的
自
由
の
根
拠
を
「
自
然
法
」
に
求
め

（L
L
,p.ⅵ

.

訳
ⅱ
頁
）、
論
文
「
学
問
の
自
由
の
基
礎
」
に
お
い
て
、「
自
由
の
一
般
的
な
基
礎
」
は
「
真
理
・
正
義
・
博
愛
・
寛
容
の
実
在

性
へ
の
信
念
を
支
持
し
、
こ
れ
ら
の
実
在
性
へ
の
献
身
を
受
容
す
る
」
こ
と
に
あ
る
と
し
、「
一
定
の
形
而
上
学
的
な
諸
仮
定
な
し
に
は

自
由
は
論
理
的
に
維
持
し
え
な
い
」（L

L
,p.47.

訳
五
九
│
六
〇
頁
）
と
い
う
結
論
に
至
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
ハ
イ
エ
ク
は
、
反
自
然
法

的
・
反
形
而
上
学
的
な
立
場
を
基
本
前
提
と
し
（S

O
,p.1,165.

訳
九
、一
八
六
頁
、L

L
LⅡ

.p.59ff .

訳
八
五
頁
以
下
）、
自
生
的
秩
序
そ
れ
自
体

の
依
っ
て
立
つ
根
拠
を
ど
こ
に
求
め
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
歴
史
的
な
進
化
の
事
実
に
根
拠
を
求
め
て
い
る
か
に
見
え
る
か
ら
で
あ

（
一
二
四
〇
）
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る
。す

な
わ
ち
、
ハ
イ
エ
ク
は
、
論
文
「
法
秩
序
と
行
為
秩
序
」
の
末
節
で
、
そ
れ
が
学
術
的
な
研
究
と
し
て
一
定
の
価
値
判
断
を
提
示
し

て
い
る
点
に
つ
い
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
を
援
用
し
つ
つ
、「
今
世
紀
の
価
値
判
断
論
争
が
改
め
て
確
認
し
た
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
は
存
在
に
関

す
る
裸
の
事
実
か
ら
規
範
を
導
く
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

《
わ
れ
わ
れ
の
科
学
が
取
り
組
ん
で
い
る
対
象
、
す
な
わ
ち
特
定
種
類
の
自
己
発
生
的
な
秩
序
が
、
規
範
の
遵
守
の
結
果
生
じ
る
も
の
で
あ
り
、
規

範
遵
守
な
し
に
は
ま
っ
た
く
存
立
し
な
い
と
す
れ
ば
、
当
為
ル
ー
ル
を
含
む
前
提
か
ら
別
の
当
為
ル
ー
ル
を
導
き
出
す
こ
と
は
、
決
し
て
論
理
的
矛

盾
で
は
な
い
。
こ
れ
が
少
な
く
と
も
意
味
し
う
る

・

・

の
は
、
自
生
的
秩
序
の
力
に
基
づ
く
社
会
を
そ
の
一
般
的
輪
郭
の
み
で
も
維
持
し
よ
う
と
す
る
限

り
は
、
わ
れ
わ
れ
に
必
要
な
の
は
、
そ
の
社
会
の
存
続
に
不
可
欠
な
規
範
と
矛
盾
す
る
よ
う
な
規
範
を
支
持
し
な
い
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
こ
の
前

・

・

・

提
条
件

・

・

・

の
下
で
、
学
問
的
認
識
は
、
あ
れ
や
こ
れ
を
す
べ
き
だ
と
か
す
べ
き
で
な
い
と
か
の
洞
察
を
、
わ
れ
わ
れ
は
与
え
う
る
の
で
あ
る
。》

（F
S
,S

.196.

訳
二
六
七
頁
。C

f. L
L

LⅠ
p.105.

訳
一
三
七
頁
、L

L
LⅡ

.p.58f.

訳
八
四
頁
以
下
）

私
が
先
に
「
み
ず
か
ら
の
立
場
か
ら
純
粋
法
学
を
思
う
存
分
に
誤
解
し
た
上
で
の
こ
の
よ
う
な
ハ
イ
エ
ク
の
批
判
に
は
、
つ
よ
い
違
和

感
を
覚
え
ま
す
」
と
述
べ
た
が
、
そ
こ
に
い
う
「
み
ず
か
ら
の
立
場
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な
一
定
の
ル
ー
ル
（
ノ
モ
ス
）
を
含
む
「
行
為

秩
序
」
を
絶
対
的
も
の
と
す
る
立
場
に
他
な
ら
ず
、
ケ
ル
ゼ
ン
的
な
見
地
か
ら
い
え
ば
、
か
か
る
ハ
イ
エ
ク
の
立
場
も
、
端
的
に
自
然
法

論
、
あ
る
種
の
事
実
か
ら
規
範
を
導
出
す
る
自
然
法
論
の
特
殊
な
一
形
態
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
一
二
四
一
）
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三
〇
〇

五　

む
す
び

本
稿
に
お
い
て
、
ケ
ル
ゼ
ン
と
ハ
イ
エ
ク
の
論
争
を
素
材
と
し
て
顧
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
代
立
憲
主
義
像
を
管
見
し
よ
う
と
試
み
た
。

そ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
こ
と
は
、
ハ
イ
エ
ク
、
さ
ら
に
は
Ｍ
・
ポ
ラ
ニ
ー
の
自
生
的
秩
序
論
に
よ
れ
ば
、
近
代
市
民
社
会
は
、
そ
の
基
層
に

お
い
て
自
生
的
秩
序
と
し
て
の
性
質
を
も
ち
、
そ
れ
を
支
え
て
い
る
の
が
近
代
立
憲
主
義
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
二
一
世
紀
に
受
け
継
が
れ

て
唯
一
可
能
な
現
代
立
憲
主
義
と
な
り
、
現
下
困
難
な
諸
条
件
に
お
い
て
推
移
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
の
根
拠
を
、
ハ
イ
エ
ク
は
、
ノ
モ
ス
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
行
為
秩
序
と
い
う
一
定
の
事
実
状
態
に
求
め
た
の
に
対
し
て
、
Ｍ
・
ポ

ラ
ニ
ー
は
、「
自
然
法
」、「
一
定
の
形
而
上
学
的
諸
仮
定
」
に
求
め
た
が
、
そ
の
内
容
は
、「
真
理
・
正
義
・
博
愛
・
寛
容
の
実
在
性
へ
の

信
念
を
支
持
し
、
こ
れ
ら
の
実
在
性
へ
の
献
身
を
受
容
す
る
」
と
い
う
極
め
て
古
典
的
な
も
の
で
あ
っ
た
（C

f. P
K
,p.223,308ff .

訳

二
〇
九
、
二
九
一
頁
以
下
）。

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
か
か
る
Ｍ
・
ポ
ラ
ニ
ー
の
立
場
が
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
正
義
論
、
延
い
て
は
根
本
規
範
論
と
一
見
奇
妙
に
も
無

限
に
接
近
す
る
か
に
見
え
る
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
先
に
考
察
し
た
よ
う
に
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
価
値
相
対
主
義
的
正
義
論
は
、
何
が

正
義
で
あ
る
か
の
道
徳
的
決
断
を
各
人
に
委
ね
、
重
い
責
任
を
負
わ
せ
る
「
実
存
主
義
的
」
性
格
を
も
つ
も
の
と
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
こ
に
は
深
淵
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
つ
と
に
宮
沢
教
授
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
立
場
に

「
わ
た
し
も
、
こ
れ
に
共
鳴
す
る
。
し
か
し
、
わ
た
し
の
正
義
は
、
こ
れ
で
は
っ
き
り
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
同
時
に
あ
な
た
の
正
義

で
も
あ
る
た
め
に
は
、
さ
ら
に
何
か
の
媒
介
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
何
か

（
22
）

」
と
い
う
問
い
が
残
り
、
そ
れ
に
答
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
が
、
ケ
ル
ゼ
ン
よ
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
、「
プ
ラ
ト
ン
の
辿
っ
た
道
」、
人
類
が
「
お
そ
ら
く
未
来
永
劫
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
解
答
に
満

（
一
二
四
二
）



現
代
立
憲
主
義
像
・
管
見
（
新
）

三
〇
一

足
せ
ず
…
血
と
涙
に
濡
れ
つ
つ
も
、
辿
り
続
け
る
で
あ
ろ
う
」「
宗
教
へ
の
道

（
23
）

」
だ
か
ら
で
あ
る
。
か
く
て
、
宮
沢
教
授
の
問
い
は
、
さ

ら
に
続
き
、
最
終
の
問
い
に
至
る
。

《
ケ
ル
ゼ
ン
自
身
の
頭
は
、
そ
の
永
い
一
生
の
終
り
に
、
何
を
考
え
て
い
た
ろ
う
か
。
死
ぬ
と
き
ま
で
、
そ
の
反
主
流
の
道
こ
そ
真
の
主
流
で
あ
る

と
の
自
信
を
も
っ
て
、
そ
れ
を
歩
み
つ
づ
け
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
つ
い
に
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
道
に
満
足
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
プ
ラ
ト
ン
の

辿
っ
た
道

│
宗
教
の
道

│
へ
よ
ろ
め
き
入
る
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
か
。
そ
れ
を
、
わ
た
し
は
、
知
り
た
い

（
24
）

。》

ハ
イ
エ
ク
の
最
後
の
作
品
『
致
命
的
な
思
い
あ
が
り
』
の
最
終
章
が
宗
教
で
終
っ
て
い
る
の
も
（F

C
, p.135.

訳
二
〇
三
頁
）、
故
な
い
こ

と
で
は
な
い
。

（
1
） 

『
比
較
憲
法
学
研
究
』
一
五
号
（
二
〇
〇
三
年
）
二
一
頁
以
下
参
照
（
以
下
、「
拙
論
」
と
し
て
引
用
す
る
）。

な
お
、
本
稿
に
お
い
て
ケ
ル
ゼ
ン
（H

ans K
elsen

）、
ハ
イ
エ
ク
（F

riedrich A
ugust von H

ayek

）
お
よ
び
Ｍ
・
ポ
ラ
ニ
ー
（M

ichael 

P
olanyi

）
の
著
作
・
論
文
集
・
論
文
と
訳
書
は
、
以
下
の
よ
う
に
略
記
し
て
本
文
に
お
い
て
引
用
す
る
こ
と
に
し
た
い
（
訳
文
は
訳
語
の
統
一
等

の
理
由
か
ら
必
ず
し
も
訳
書
と
同
一
で
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
）。

（H
ans K

elsen

）

V
om

 W
esen und W

ert der D
em

okratie, A
rch

iv fü
r S

ozialw
issen

sch
aft u

n
d

 S
ozialpolitik, B

d.,47,1920/21,

長
尾
龍
一
訳
「
民
主

制
の
本
質
と
価
値
」（
初
版
）、
同
他
訳
『
ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ
ン
著
作
集
Ⅰ　

民
主
主
義
論
』
慈
学
社
・
二
〇
〇
九
年
：W

u
W

Ⅰ
,

訳
。

A
llgem

ein
e S

taatsleh
re,1925,

清
宮
四
郎
訳
『
一
般
国
家
学
』
岩
波
書
店
・
一
九
七
一
年
：A

S
L
,

訳
。

V
om

 W
esen

 u
n

d
 W

ert d
er D

em
okratie,2.A

ufl ., 1929,

長
尾
龍
一
・
植
田
俊
太
郎
『
民
主
主
義
の
本
質
と
価
値　

他
一
篇
』
岩
波
書
店
・

（
一
二
四
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

三
〇
二

二
〇
一
五
年
：W

u
W

Ⅱ
,

訳
。

R
ein

e R
ech

tsleh
re,1934,

横
田
喜
三
郎
訳
『
純
粋
法
学
』
岩
波
書
店
・
一
九
七
三
年
：R

R
LⅠ

,

訳
。

G
en

eral T
h

eory of L
aw

 an
d

 S
tate,1945,

尾
吹
善
人
訳
『
法
と
国
家
の
一
般
理
論
』
木
鐸
社
・
一
九
九
一
年
：G

T
L

S
,

訳
。

W
as ist d

ie R
ein

e R
ech

tsleh
re?, 1953,in:D

ie W
ien

er rech
tsth

eoretisch
e S

ch
u

le,1968,S
.611.

森
田
寛
二
訳
「
純
粋
法
学
と
は
何
か
」

『
ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ
ン
著
作
集
Ⅳ　

法
学
論
』
所
収
・
慈
学
社
・
二
〇
〇
九
年
：W

S
,

訳

W
as ist G

erech
tigkeit?, 1953, 2.A

ufl .,1975.

宮
崎
繁
樹
訳
「
正
義
と
は
何
か
」『
ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ
ン
著
作
集
Ⅲ　

自
然
法
論
と
法
実
証
主

義
』
所
収
・
慈
学
社
・
二
〇
一
〇
年
：W

G
,

訳

F
oundations of D

em
ocracy,E

th
ics,V

ol.,66,1955,N
r.1,P

art2.

古
市
恵
太
郎
訳
『
民
主
政
治
の
真
偽
を
分
つ
も
の
』
理
想
社
・
一
九
五
九
年
、

長
尾
龍
一
訳
「
現
代
民
主
制
論
批
判
」
同
他
訳
『
ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ
ン
著
作
集
Ⅰ　

民
主
主
義
論
』
慈
学
社
・
二
〇
〇
九
年
：F

D
,

古
市
訳
・

長
尾
訳
。

R
ein

e R
ech

tsleh
re,2.A

ufl .,1960,
長
尾
龍
一
訳
『
純
粋
法
学　

第
二
版
』
岩
波
書
店
・
二
〇
一
四
年
：R

R
LⅡ

,

訳
。

A
llgem

ein
e T

h
orie d

er N
orm

en,1979.
：A

T
N

.

（F
riedrich A

ugust von H
ayek

）

T
h

e R
oad

 to S
erfd

om
,1944, paperback by R

outledge1997,

西
山
千
明
訳
『
隷
属
へ
の
道
』
春
秋
社
・
一
九
九
二
年
：R

S
,

訳
。

In
d

ivid
u

alism
 an

d
 E

con
om

ic O
rd

er,1948,

嘉
治
元
郎
・
嘉
治
佐
代
訳
『
個
人
主
義
と
経
済
秩
序
』（
ハ
イ
エ
ク
全
集
三
）
春
秋
社
・

一
九
九
七
年
：IE

O
,

訳
。

T
h

e S
en

sory O
rd

er,1952, 

穐
山
貞
登
訳
『
感
覚
秩
序
』（
ハ
イ
エ
ク
全
集
四
）
春
秋
社
・
一
九
九
八
年
：S

O
,

訳

T
h

e C
on

stitu
tion

 of L
iberty,1960,

P
artⅠ

 T
h

e V
alu

e of F
reed

om
,

気
賀
健
三
・
古
賀
勝
次
郎
訳
『
自
由
の
価
値

│
自
由
の
条
件
Ⅰ
』（
ハ
イ
エ
ク
全
集
五
）
春
秋
社
・

一
九
九
七
年
：C

L
,

訳
Ⅰ
。

P
artⅡ

 F
reed

om
 an

d
 th

e L
aw

,

気
賀
健
三
・
古
賀
勝
次
郎
訳
『
自
由
と
法

│
自
由
の
条
件
Ⅱ
』（
ハ
イ
エ
ク
全
集
六
）
春
秋
社
・

（
一
二
四
四
）



現
代
立
憲
主
義
像
・
管
見
（
新
）

三
〇
三

一
九
九
七
年
：C

L
,

訳
Ⅱ
。

P
artⅢ

 F
reed

om
 in

 th
e W

elfare S
tate,

気
賀
健
三
・
古
賀
勝
次
郎
訳
『
福
祉
国
家
に
お
け
る
自
由

│
自
由
の
条
件
Ⅲ
』（
ハ
イ
エ
ク
全

集
七
）
春
秋
社
・
一
九
九
七
年
：C

L
,

訳
Ⅲ
。

F
reibu

rger S
tu

d
ien

:G
esam

m
elte A

u
fsätze,1967.

所
収
論
文
の
訳
と
し
て
、
嶋
津
格
監
訳
『
哲
学
論
集
』（
ハ
イ
エ
ク
全
集
Ⅱ
│
四
） 

春
秋

社
・
二
〇
一
〇
年
：F

S
,

訳
。

L
aw

,L
egislation

 an
d

 L
iberty,

V
ol.1 R

u
les an

d
 O

rd
er,1973,

矢
島
鈞
次
・
水
吉
俊
彦
訳
『
ル
ー
ル
と
秩
序

│
法
と
立
法
と
自
由
Ⅰ
』（
ハ
イ
エ
ク
全
集
八
）
春
秋
社
・

一
九
九
八
年
：L

L
LⅠ

,

訳
。

V
ol.2 T

h
e M

irage of S
ocial Ju

stice,1976,

篠
塚
慎
吾
訳
『
社
会
正
義
の
幻
想

│
法
と
立
法
と
自
由
Ⅱ
』（
ハ
イ
エ
ク
全
集
九
）
春
秋

社
・
一
九
九
八
年
：L

L
LⅡ

,
訳
。

V
ol.3 T

h
e P

olitical O
rd

er of a F
ree P

eople,1979,

渡
部
茂
訳
『
自
由
人
の
政
治
的
秩
序

│
法
と
立
法
と
自
由
Ⅲ
』（
ハ
イ
エ
ク
全
集

一
〇
）
春
秋
社
・
一
九
九
八
年
：L

L
LⅢ

,

訳
。

T
h

e F
atal C

on
ceit:T

h
e E

rrors of S
ocialim

,in T
he C

ollected W
orks of F

reidrich A
ugust H

ayek,ed. W
.W

.B
artley Ⅲ

,vol.

Ⅰ
,1988,

渡
辺
幹
雄
訳
『
致
命
的
な
思
い
あ
が
り
』（
ハ
イ
エ
ク
全
集
Ⅱ
│
一
）
春
秋
社
・
二
〇
〇
九
年
：F

C
,

訳
。

（M
ichael P

olanyi

）

T
h

e L
ogic of L

iberty,1951,R
eprited,1999,

長
尾
史
郎
訳
『
自
由
の
論
理
』
ハ
ー
ベ
ス
ト
社
・1988

年
：L

L
,

訳
。

P
erson

al K
n

ow
led

ge,1958

（1962

）,

長
尾
史
郎
訳
『
個
人
的
知
識
』
ハ
ー
ベ
ス
ト
社
・
一
九
八
五
年
：P

K
,

訳
。

T
h

e T
acit D

im
en

sion,1966

（1983

）,

佐
藤
敬
三
訳
・
伊
藤
俊
太
郎
＝
序
『
暗
黙
知
の
次
元
』
紀
伊
国
屋
書
店
・
一
九
八
〇
年
：T

D
,

訳
。

（
2
） 

ハ
イ
エ
ク
は
、
後
に
み
る
よ
う
に
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
こ
の
論
述
箇
所
を
繰
り
返
し
て
引
用
し
、
ケ
ル
ゼ
ン
を
無
制
約
な
民
主
主
義
を
説
く
社
会
主

義
者
と
決
め
つ
け
、
恰
も
全
体
主
義
の
元
凶
の
如
く
論
じ
て
い
る
。
か
か
る
ケ
ル
ゼ
ン
理
解
の
例
は
、
か
ね
て
よ
り
わ
が
国
に
お
い
て
も
見
出
さ
れ

る
が
と
こ
ろ
で
あ
る
が
（
例
え
ば
、
嶋
津
格
『
自
生
的
秩
序　

ハ
イ
エ
ク
の
法
理
論
と
そ
の
基
礎
』
木
鐸
社
・
一
九
八
五
年
・
一
八
七
頁
、
渡
辺
幹

（
一
二
四
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

三
〇
四

雄
『
ハ
イ
エ
ク
と
現
代
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
』
春
秋
社
・
二
〇
〇
六
年
・
四
六
頁
以
下
、
池
田
信
夫
『
ハ
イ
エ
ク　

知
識
社
会
の
自
由
主
義
』P

H
P

研

究
所
・
二
〇
〇
八
年
・
一
四
九
頁
以
下
、
仲
正
昌
樹
『
い
ま
こ
そ
ハ
イ
エ
ク
に
学
べ
』
春
秋
社
・
二
〇
一
一
年
・
一
八
二
頁
以
下
参
照
。
前
二
著
で

は
ケ
ル
セ
ン
の
立
場
は
「
全
体
主
義
」
で
「『
社
会
民
主
主
義
』
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
だ
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
と
は
や
や
異
な
る
見
地
か
ら
ケ

ル
ゼ
ン
を
「
国
家
肯
定
論
的
社
会
主
義
者
」
と
捉
え
る
見
解
と
し
て
、
今
井
弘
道
「
正
義
論
と
価
値
相
対
主
義

│
Ｆ
・
Ａ
・
ハ
イ
エ
ク
と
Ｈ
・
ケ

ル
ゼ
ン
に
即
し
て
」
竹
下
賢
編
『
実
践
地
平
の
法
理
論
』
昭
和
堂
・
一
九
八
四
年
・
一
七
〇
頁
参
照
）、
そ
れ
に
同
調
し
え
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、

以
下
に
論
じ
る
。

（
3
） 

赤
坂
正
浩
「
ケ
ル
ゼ
ン
の
民
主
主
義
論
」『
立
憲
国
家
と
憲
法
変
遷
』（
信
山
社
・
二
〇
〇
八
年
）
一
〇
二
頁
以
下
参
照
。

（
4
） 

例
え
ば
、
手
島
孝
「
公
法
学
に
お
け
る
ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ
ン
或
い
は
ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ
ン
に
お
け
る
公
法
学
」『
公
法
研
究
』
四
四
号

（
一
九
八
二
年
）
四
四
頁
以
下
参
照
、V

gl.H
orst D

reier,R
echtslehre,R

ech
tssoziologie u

n
d

 D
em

okratieth
orie bei H

au
s K

elsen,1986,

S
.263f.

（
5
） H

ans K
elsen,A

utobiographie,1947, in: M
.Jestaedt

（H
rsg.

）, H
an

s K
elsen

 W
erke,B

d.,1, 2007, S
.58f.,

長
尾
龍
一
訳
『
ハ
ン
ス
・
ケ

ル
ゼ
ン
自
伝
』（
慈
学
社
・
二
〇
〇
七
年
）
四
一
頁
以
下
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
同
『
ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ
ン
著
作
集
Ⅱ　

マ
ル
ク
ス
主
義
批
判
』（
慈

学
社
・
二
〇
一
〇
年
）「
あ
と
が
き
」
五
一
五
頁
参
照
。

（
6
） 

宮
沢
俊
義
「
法
お
よ
び
法
学
と
政
治
」（
一
九
三
八
年
）『
公
法
の
原
理
』（
一
九
六
七
年
・
有
斐
閣
）
一
二
〇
頁
参
照
。

（
7
） 

樋
口
陽
一
『
近
代
立
憲
主
義
と
現
代
国
家
』（
勁
草
書
房
・
一
九
七
三
年
）
七
三
頁
以
下
参
照
。

（
8
） 

長
尾
龍
一
『
ケ
ル
ゼ
ン
研
究
Ⅰ
』（
信
山
社
・
一
九
九
九
年
）
一
六
八
頁
参
照
。

（
9
） 

拙
著
『
純
粋
法
学
と
憲
法
理
論
』（
一
九
九
二
年
・
日
本
評
論
社
）
三
五
五
頁
以
下
、『
ケ
ル
ゼ
ン
の
権
利
論
・
基
本
権
論
』（
慈
学
社
・

二
〇
〇
九
年
）
四
五
四
頁
（
本
稿
は
、
そ
こ
で
「
残
さ
れ
た
第
五
の
課
題
」（
四
五
一
頁
）
の
解
明
に
か
か
わ
る
）。

（
10
） 

長
尾
・
前
掲
注（
8
）三
二
九
頁
。
な
お
、
同
訳
・
前
掲
注（
5
）二
〇
〇
七
年
・
一
四
五
頁
以
下
参
照
。

（
11
） 

今
井
弘
道
「
第
一
次
大
戦
後
ケ
ル
ゼ
ン
の
〝
憲
法
体
験
〞・〝
政
治
体
験
〞・
政
治
思
想
（
一
）」『
北
大
法
学
』
三
二
巻
二
号
（
一
九
八
一
年
）

三
七
頁
参
照
。

（
一
二
四
六
）



現
代
立
憲
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義
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三
〇
五

（
12
） 

エ
ル
ン
ス
ト
・
ト
ピ
ッ
チ
ュ
・
長
尾
龍
一
訳
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
者
と
し
て
の
ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ
ン
」『
国
家
学
会
雑
誌
』
七
九
巻
九
・
一
〇

号
（
一
九
六
六
年
）「
訳
者
覚
え
書
き
」
三
一
頁
。

（
13
） V

gl. M
.Jestaedt, O

.L
epsius 

（H
rsg.

）, H
a

n
s K

elsen
 V

erteid
igu

n
g d

er D
em

ok
ra

tie,2006,D
er R

echts-und der 

D
em

okratietheoretiker H
ans K

elsen

│E
ine E

inführung; M
.Jestaedt 

（H
rsg.

）, H
an

s K
elsen

 R
ein

e R
ech

tsleh
re S

tu
d

ien
au

sgabe 

d
er 1.A

u
fl age 1934, 2008. E

ine E
inführung; ders 

（H
rsg.

）, H
an

s K
elsen

 u
n

d
 d

ie d
eu

tsch
e S

taatsrech
tsleh

re. 2013.

長
尾
龍
一
・

前
掲
注（
5
）訳
『
自
伝
』「
あ
と
が
き
」
一
六
〇
頁
以
下
、
高
田
篤
「
戦
後
ド
イ
ツ
公
法
学
に
お
け
る
ケ
ル
ゼ
ン
」『
文
明
と
哲
学
』
四
号

（
二
〇
一
二
年
）
七
四
頁
以
下
、
同
「
続　

戦
後
ド
イ
ツ
公
法
学
に
お
け
る
ケ
ル
ゼ
ン
」
同
六
号
（
二
〇
一
四
年
）
四
六
頁
以
下
参
照
。

（
14
） 

加
藤
新
平
『
法
哲
学
概
論
』（
有
斐
閣
・
一
九
七
六
年
）
二
五
九
頁
。

（
15
） 

長
尾
・
前
掲
注（
8
）三
二
八
頁
。

（
16
） 

こ
の
側
面
は
、
菅
野
喜
八
郎
『
続
・
国
権
の
限
界
問
題
』（
木
鐸
社
・
一
九
八
八
年
）
に
よ
れ
ば
、
方
法
二
元
論
の
立
場
か
ら
は
、「
あ
く
ま
で

も
個
人
心
理
の
問
題
な
の
で
あ
っ
て
論
理
の
問
題
で
は
な
い
」（
三
二
九
頁
）。

（
17
） 

長
尾
・
前
掲
注（
8
）三
三
七
頁
。V

gl.H
.D

reier,a.a.O
.A

nm

（4

）,S.240ff .

こ
の
テ
ー
マ
に
関
す
る
考
察
と
し
て
、
毛
利
透
「『
旧
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
的
』
あ
る
い
は
『
実
存
主
義
的
』
ケ
ル
ゼ
ン

│
ホ
ル
ス
ト
・
ド
ラ
イ
ア
ー
の
ケ
ル
ゼ
ン
研
究
に
よ
り
つ
つ

│
」
石
川
健
治
編
『
学
問
／
政
治

／
憲
法
』（
岩
波
書
店
・
二
〇
一
四
年
）
六
二
頁
以
下
参
照
。

（
18
） 

今
日
わ
が
国
で
は
明
治
憲
法
以
来
再
び
「
立
憲
主
義
」
の
あ
り
方
が
大
き
く
問
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
と
り
わ
け
樋
口
陽
一

『
い
ま
、「
憲
法
改
正
」
を
ど
う
考
え
る
か　
「
戦
後
日
本
」
を
「
保
守
」
す
る
こ
と
の
意
味
』（
岩
波
書
店
・
二
〇
一
三
年
）、
佐
藤
幸
治
『
立
憲
主

義
に
つ
い
て　

成
立
過
程
と
現
代
』（
左
右
社
・
二
〇
一
五
年
）、
同
『
世
界
史
の
中
の
日
本
国
憲
法　

立
憲
主
義
の
史
的
展
開
を
踏
ま
え
て
』（
左

右
社
・
二
〇
一
五
）
参
照
。

（
19
） 

塩
川
伸
明
『
社
会
主
義
と
は
何
だ
っ
た
か
』（
勁
草
書
房
・
一
九
九
四
年
）「
ま
え
が
き
」
ⅱ
頁
。
な
お
、
同
著
『
現
存
し
た
社
会
主
義
』（
勁

草
書
房
・
一
九
九
九
年
）、『《
二
〇
世
紀
史
》
を
考
え
る
』（
勁
草
書
房
・
二
〇
〇
四
年
）
参
照
。

（
20
） 

「
二
十
一
世
紀
に
ハ
イ
エ
ク
を
論
じ
る
理
由
」
に
つ
き
、
山
中
優
『
ハ
イ
エ
ク
の
政
治
思
想
』（
勁
草
書
房
・
二
〇
〇
七
年
）
一
頁
以
下
、
ま
た
、

（
一
二
四
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

三
〇
六

渡
辺
・
前
掲
注（
2
）三
八
一
頁
以
下
、
池
田
・
前
掲
注（
2
）一
七
〇
頁
以
下
、
仲
正
・
前
掲
注（
2
）二
〇
七
頁
以
下
、
松
原
隆
一
郎
『
ケ
イ
ン
ズ
と

ハ
イ
エ
ク
』（
講
談
社
・
二
〇
一
一
年
）
二
八
〇
頁
以
下
参
照
。

（
21
） 
拙
稿
「
二
つ
の
自
生
的
秩
序

│
市
場
シ
ス
テ
ム
と
知
的
秩
序
の
シ
ス
テ
ム

│
」『
金
沢
法
学
』
四
九
巻
二
号
（
二
〇
〇
七
年
）
一
三
七
頁

以
下
参
照
。

（
22
） 

宮
沢
俊
義
「
ケ
ル
ゼ
ン
教
授
の
訃
に
接
し
て
」
鵜
飼
信
成
・
長
尾
龍
一
編
『
ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ
ン
』（
東
京
大
学
出
版
会
・
一
九
七
四
年
）

一
七
八
頁
。

（
23
） H

ans K
elsen,D

ie P
latonische G

erechtigkeit,1933,in:A
u

fsatze zu
r Id

eorogiekritik, E
.T

opitsch

（H
rsg.

）, 1964,S
.231.

長
尾
龍
一

訳
「
プ
ラ
ト
ン
の
正
義
論
」
同
訳
『
ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ
ン
著
作
集
Ⅴ　

ギ
リ
シ
ャ
思
想
集
』（
慈
学
社
・
二
〇
〇
九
年
）
二
一
五
頁
。

（
24
） 

宮
沢
・
前
掲
注（
22
）一
七
九
頁
。
宮
沢
教
授
が
病
床
で
キ
リ
ス
ト
教
の
洗
礼
を
受
け
ら
れ
た
由
に
つ
い
て
は
、
長
尾
龍
一
「
補
遺　

宮
沢
俊
義

先
生
と
ケ
ル
ゼ
ン
」
ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ
ン
著
・
Ｅ
．ト
ー
ピ
ッ
チ
ュ
序
・
長
尾
龍
一
訳
『
神
と
国
家

│
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
論
集

│
』（
木
鐸

社
・
一
九
七
七
年
）
二
五
三
頁
参
照
。

（
一
二
四
八
）



ケ
ル
ゼ
ン
の
自
然
法
論
批
判
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
長
尾
）

三
〇
七

ケ
ル
ゼ
ン
の
自
然
法
論
批
判
に
つ
い
て
の
一
考
察

長　
　

尾　
　

一　
　

紘

一　

序

二　

自
然
法
論
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
問
題

三　

自
然
法
論
批
判
に
お
け
る
科
学
と
政
治

四　

ケ
ル
ゼ
ン
理
論
の
問
題
点
Ⅰ　

自
然
法
の
絶
対
性
と
相
対
性
に
つ
い
て

五　

ケ
ル
ゼ
ン
理
論
の
問
題
点
Ⅱ　

自
然
法
と
実
定
法
の
共
存
に
つ
い
て

六　

結
語
に
替
え
て

論　

説

（
一
二
四
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

三
〇
八

一　

序

1　

自
然
法
の
観
念
に
つ
い
て

（
1
）　

こ
の
稿
で
は
、
ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ
ン
の
自
然
法
論
批
判
が
紹
介
さ
れ
、
検
討
さ
れ
る
。

ケ
ル
ゼ
ン
は
、
自
然
法
論
に
つ
い
て
の
、
も
っ
と
も
徹
底
し
た
批
判
者
の
一
人
で
あ
る
。
留
意
す
べ
き
こ
と
は
、
ま
ず
視
野
の
広
さ
で

あ
る
。
法
理
論
的
、
そ
し
て
政
治
哲
学
的
検
討
を
基
礎
と
し
て
、
心
理
学
、
社
会
史
、
文
化
人
類
学
等
に
ま
で
分
析
の
分
野
は
及
ん
で
い

る
。
そ
し
て
、
分
析
の
精
密
さ
、
深
さ
に
も
、
こ
れ
に
劣
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
。

そ
の
ケ
ル
ゼ
ン
が
、
自
然
法
論
に
対
し
て
尋
常
な
ら
ざ
る
関
心
を
も
ち
、
数
十
年
の
間
、
こ
れ
に
批
判
を
加
え
続
け
た
。
そ
れ
は
な
ぜ

な
の
か
。
そ
の
批
判
は
、
何
を
目
的
と
し
て
、
い
か
な
る
根
拠
に
よ
っ
て
い
る
の
か
。
そ
し
て
、
そ
の
所
論
の
内
容
は
正
し
い
と
い
え
る

の
か
。
本
稿
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
2
）　
「
自
然
法
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
各
人
各
様
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、「
自
然
法
」
と
は
い
か
な
る
も
の
か
。
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ

を
示
す
必
要
が
あ
る
。
ケ
ル
ゼ
ン
は
、「
自
然
法
」
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う

（
1
）

。

自
然
法
論
は
、
一
七
世
紀
お
よ
び
一
八
世
紀
に
は
盛
ん
で
あ
っ
た
が
、
一
九
世
紀
に
お
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
完
全
に
見
放
さ

れ
た
。
し
か
し
、
現
在
で
は
、
再
び
勢
力
を
え
て
い
る
。
自
然
法
論
は
、
自
然
（N

atur

）、
つ
ま
り
、
一
般
の
自
然
や
理
性
的

存
在
と
し
て
の
人
間
の
本
性
（N

atur

）
に
由
来
す
る
人
間
関
係
の
完
全
に
正
し
い
規
制
が
存
在
し
て
い
る
、
と
主
張
す
る
。

（
一
二
五
〇
）



ケ
ル
ゼ
ン
の
自
然
法
論
批
判
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
長
尾
）

三
〇
九

自
然
は
、
規
範
的
権
威
、
一
種
の
立
法
者
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
自
然
を
綿
密
に
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、

そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
正
確
な
、
そ
し
て
、
つ
ま
り
、
正
し
い
人
の
行
動
を
規
定
す
る
規
範
を
見
つ
け
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

も
し
、
自
然
を
、
神
の
創
り
給
え
る
も
の
と
考
え
る
な
ら
ば
、
自
然
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
規
範
と
し
て
の
自
然
法
は
、
神
の

意
思
の
現
れ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

「
自
然
」
を
綿
密
に
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、「
正
し
い
法
」（
自
然
法
）
を
見
つ
け
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ

の
「
自
然
」
と
は
、「
神
の
意
志
」
を
体
現
す
る
も
の
だ
。

自
然
法
論
は
、
こ
の
よ
う
に
主
張
す
る
。
そ
れ
で
は
こ
の
自
然
法
な
る
も
の
は
、
ど
の
よ
う
な
役
割
を
も
つ
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て

ケ
ル
ゼ
ン
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う

（
2
）

。

自
然
法
お
よ
び
実
定
法
の
本
質
を
認
識
す
る
た
め
に
は
両
者
を
対
比
し
て
み
る
と
よ
い
。
実
定
法
も
ま
た
人
間
行
動
の
秩
序

で
あ
る
が
、
そ
の
「
自
然
的
」
秩
序
と
の
相
違
は
、
そ
れ
が
「
人
為
的
」、
す
な
わ
ち
人
間
が
つ
く
っ
た
人
為
の
も
の
だ
と
い

う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
れ
は
不
完
全
な
人
間
の
意
志
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、「
自
然
的
」
秩
序
に
比
べ
れ
ば
多
か
れ

少
な
か
れ
「
恣
意
的
」
な
も
の
で
あ
り
、
自
然
法
と
異
な
っ
て
常
に
正
し
い
と
は
限
ら
ず
、
不
正
な
も
の
で
も
あ
り
う
る
。
こ

の
「
人
為
的
」
実
定
的
秩
序
の
価
値
判
定
基
準
は
「
自
然
的
」
秩
序
に
あ
り
、
実
定
法
は
自
然
法
へ
の
合
否
の
度
合
い
に
よ
っ

て
そ
の
善
悪
・
正
不
正
が
判
定
さ
れ
る
。

（
一
二
五
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

三
一
〇

自
然
法
と
は
、
実
定
法
秩
序
の
判
定
基
準
で
あ
る
。
各
国
の
法
秩
序
は
、
自
然
法
と
い
う
判
定
基
準
に
よ
っ
て
、
そ
の
正
・
不
正
、
善

悪
が
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
3
）　

各
国
の
法
秩
序
の
正
・
不
正
は
自
然
法
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
自
然
法
の
内
容
が
問
題
に
な
る
。
そ
れ
に

よ
っ
て
判
定
の
結
果
が
異
な
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。

冷
戦
下
の
ア
メ
リ
カ
と
ソ
連
を
例
に
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

そ
の
自
然
法
な
る
も
の
が
自
由
と
民
主
主
義
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
法
秩
序
は
「
正
」
と
さ
れ
、
ソ
連
の

法
秩
序
は
「
不
正
」
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
「
自
然
法
」
が
共
産
主
義
社
会
の
実
現
を
可
と
す
る
も
の
な
ら
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
法

秩
序
は
「
不
正
」
と
さ
れ
ソ
連
の
法
秩
序
は
「
正
」
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

（
3
）

。

同
じ
よ
う
な
こ
と
が
世
界
中
の
国
々
に
妥
当
す
る
こ
と
に
な
る
。
か
く
し
て
憲
法
制
定
者
は
、
自
国
に
都
合
の
よ
い
「
自
然
法
」
を
選

択
し
、
こ
れ
を
実
定
憲
法
に
書
き
込
む
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
実
定
法
化
さ
れ
た
自
然
法
の
こ
と
を
「
現
実
態
と
し
て
の
自
然

法
」
と
い
う
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
形
で
の
自
然
法
は
、
国
家
が
存
在
す
る
以
上
か
な
ら
ず
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
ら
の
現
実
態
と
し
て
の
自
然
法
の
内
容
は
千
差
万
別
で
あ
る
が
、
そ
の
役
割
は
一
つ
で
あ
る
。
そ
れ
は
体
制
の
維
持
で
あ
る
。
本

来
の
自
然
法
、「
理
念
と
し
て
の
自
然
法
」
は
、
そ
れ
が
実
定
法
化
さ
れ
る
と
き
、
こ
の
よ
う
に
形
を
変
え
る
こ
と
に
な
る
。

（
一
二
五
二
）



ケ
ル
ゼ
ン
の
自
然
法
論
批
判
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
長
尾
）

三
一
一

2　

本
稿
の
構
成

（
1
）　

本
書
の
構
成
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

ま
ず
、
二
、
三
に
お
い
て
ケ
ル
ゼ
ン
の
自
然
法
論
批
判
が
紹
介
さ
れ
る
。
と
く
に
重
要
な
こ
と
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
に
お
け
る
自
然
法
論
批

判
が
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
の
一
環
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ケ
ル
ゼ
ン
の
法
理
論
、
政
治
理
論
に
お
い
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
は

核
心
的
な
意
味
を
も
つ
。
ま
ず
、
二
に
お
い
て
、
ケ
ル
ゼ
ン
に
お
け
る
自
然
法
論
批
判
の
内
容
が
概
説
さ
れ
る
。
つ
ぎ
に
三
に
お
い
て
、

自
然
法
論
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
問
題
と
の
関
連
が
説
示
さ
れ
る
。

（
2
）　

四
、
五
に
お
い
て
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
自
然
法
論
批
判
の
問
題
点
が
検
討
さ
れ
る
。

四
に
お
い
て
は
、「
自
然
法
」
に
つ
い
て
の
「
絶
対
性
」
と
い
う
理
念
上
の
属
性
と
、
相
対
性
と
い
う
現
実
の
属
性
の
間
に
あ
る
、
一

見
し
て
矛
盾
す
る
関
係
が
説
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
ロ
ベ
ル
ト
・
ア
レ
ク
シ
ー
の
視
点
論
が
紹
介
さ
れ
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
立
論
が
批
判
的
に

検
討
さ
れ
る
。

五
に
お
い
て
は
、
自
然
法
と
実
定
法
の
「
共
存
」
に
か
か
る
理
論
的
な
諸
問
題
が
検
討
さ
れ
る
。
日
本
国
憲
法
は
、
自
然
法
思
想
を
導

入
し
て
い
る
。
こ
れ
を
「
共
存
」
の
典
型
例
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
い
ご
に
六
に
お
い
て
、
若
干
の
感
想
が
語
ら
れ
る
。

（
一
二
五
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
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（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

三
一
二

二　

自
然
法
論
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
問
題

1　

ケ
ル
ゼ
ン
に
お
け
る
自
然
法
論
批
判
の
形
成

（
1
）　

ま
ず
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
自
然
法
論
に
対
す
る
批
判
論
の
形
成
を
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
一
応

の
時
期
区
分
が
可
能
で
あ
る
。

①　

二
十
年
代
の
前
半
ま
で

②　

二
十
年
代
後
半
以
降

③　

渡
米
以
降
（
と
り
わ
け
戦
後
）

上
記
①
の
時
期
に
お
い
て
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
自
然
法
理
解
は
、
②
、
③
の
時
期
の
も
の
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
。
①
の
時
期
の
自
然
法
理

解
に
は
、
非
体
系
的
で
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
の
印
象
が
あ
る
。
の
ち
に
示
す
よ
う
に
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
自
然
法
理
論
は
き
わ
め
て
個
性
的
な
も
の

で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
自
然
法
理
解
は
、
一
般
の
学
説
と
ほ
と
ん
ど
同
様
で
あ
る
。

初
期
の
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
自
然
法
に
つ
い
て
、
絶
対
主
義
の
下
で
、
当
局
の
国
家
教
義
に
対
抗
し
て
主
張
さ
れ
た
政
治
的
教
義
だ
と
述
べ

て
い
る
。
絶
対
王
制
に
対
す
る
反
対
勢
力
の
主
張
の
中
に
自
然
法
論
の
典
型
を
見
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
自
然
法
論
に
つ
い
て
、

も
っ
ぱ
ら
社
会
契
約
説
に
よ
る
国
家
の
基
礎
づ
け
と
の
関
連
に
お
い
て
関
心
を
示
す
傾
向
が
み
ら
れ
た
。
こ
の
時
期
の
ケ
ル
ゼ
ン
の
自
然

法
理
論
は
、
の
ち
に
主
張
さ
れ
る
、
体
系
的
か
つ
独
創
的
な
自
然
法
理
論
と
は
ま
っ
た
く
別
な
も
の
で
あ
る
。

（
2
）　

自
然
法
に
つ
い
て
の
ケ
ル
ゼ
ン
の
本
格
的
な
取
り
組
み
は
、
二
〇
年
代
後
半
に
始
ま
る
。
こ
の
時
期
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
重
要
な

（
一
二
五
四
）
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三
一
三

論
文
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。

・
自
然
法
思
想
論
（
一
九
二
八
年
）

・
自
然
法
論
と
法
実
証
主
義
の
哲
学
的
基
礎
（
一
九
二
八
年
）

・
自
然
法
と
実
定
法
（
一
九
二
八
年
）

ケ
ル
ゼ
ン
の
自
然
法
論
批
判
の
要
点
は
、
こ
れ
ら
に
お
い
て
基
本
的
に
示
さ
れ
て
い
る
が
、
自
然
法
論
へ
の
批
判
を
さ
ら
に
強
め
て
い

く
の
は
渡
米
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
と
り
わ
け
第
二
次
大
戦
終
結
後
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
お
け
る
重
要
な
著
作
は
、
つ
ぎ
の
よ

う
で
あ
る

（
4
）

。

・
社
会
と
自
然
（
一
九
四
六
年
）

・
正
義
と
は
何
か
？
（
一
九
五
七
年
）

・
自
然
法
論
の
基
礎
（
一
九
六
三
年
）

・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
論
集
（
一
九
六
四
年
）

2　

存
在
と
当
為
の
二
元
論
に
つ
い
て

ケ
ル
ゼ
ン
の
自
然
法
論
に
対
す
る
批
判
論
は
、
自
然
法
論
の
理
論
構
造
そ
の
も
の
に
対
す
る
批
判
と
、
自
然
法
論
の
政
治
的
機
能
の
分

析
、
す
な
わ
ち
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
に
二
分
さ
れ
る
。

ま
ず
、
自
然
法
論
の
構
造
的
な
問
題
点
の
う
ち
、
と
く
に
重
要
と
思
わ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、

ケ
ル
ゼ
ン
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う

（
5
）

。

（
一
二
五
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

三
一
四

自
然
法
論
は
、
事
実
に
価
値
が
内
在
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
価
値
が
絶
対
的
で
あ
る
こ
と
を
前
提
す
る
。
あ
る
い
は
、

結
局
の
と
こ
ろ
同
じ
こ
と
に
な
る
が
、
自
然
に
は
聖
な
る
意
志
が
本
来
的
に
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
前
提
す
る
。
か
か
る
前
提

に
立
っ
て
の
み
、
自
然
か
ら
法
を
演
繹
で
き
、
そ
の
法
は
絶
対
的
正
義
で
あ
る
と
い
う
説
を
唱
え
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。

自
然
的
事
実
に
価
値
が
内
在
す
る
と
い
う
形
而
上
学
的
前
提
が
科
学
の
観
点
か
ら
容
認
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
自
然
法
論
は

「
存
在
」
か
ら
「
当
為
」
を
推
論
す
る
と
い
う
論
理
的
誤
謬
の
上
に
成
り
立
つ
こ
と
と
な
る
。

ケ
ル
ゼ
ン
の
自
然
法
論
批
判
に
は
、
ま
こ
と
に
厳
し
い
も
の
が
あ
る
。
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
自
然
法
論
に
あ
っ
て
は
、
論
理
的
、
合
理
的
思

考
か
ら
す
れ
ば
不
可
避
と
さ
れ
る
は
ず
の
二
元
論
が
否
定
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
批
判
す
る
。
こ
こ
で
二
元
論
と
は
、
存
在
と
当
為
の
二

元
論
、
事
実
と
価
値
の
二
元
論
、
規
範
と
言
明
の
二
元
論
の
こ
と
で
あ
る
。
自
然
法
論
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
概
念
上
の
区
分
が
否

定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
、
と
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
二
元
論
は
、
近
代
科
学
、
近
代
的
思
惟
の
前
提
で
あ
り
、
条
件
で
も
あ
る
。

こ
れ
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
現
代
人
は
そ
の
思
考
形
態
に
お
い
て
未
開
の
時
代
に
逆
戻
り
す
る
こ
と
に
な
る
。

3　

純
粋
法
学
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判

（
1
）　

ケ
ル
ゼ
ン
の
自
然
法
論
批
判
の
強
烈
さ
に
は
尋
常
な
ら
ざ
る
も
の
が
あ
る
。
な
ぜ
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
か
く
も
熱
心
に
自
然
法
論
の

問
題
と
取
り
組
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
こ
の
点
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

容
易
に
思
い
つ
く
の
は
、
価
値
相
対
主
義
で
あ
る
。
価
値
相
対
主
義
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
学
問
的
信
条
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
政
治
的

信
条
と
も
な
っ
て
い
る
。
価
値
相
対
主
義
の
下
に
お
い
て
、
普
遍
的
価
値
を
科
学
的
方
法
で
確
認
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

（
一
二
五
六
）
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三
一
五

こ
の
よ
う
な
価
値
相
対
主
義
へ
の
信
念
が
、
自
然
法
論
批
判
へ
の
熱
意
の
源
泉
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

結
論
か
ら
い
え
ば
、
少
な
く
と
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
説
明
で
き
な
い
。
価
値
相
対
主
義
の
論
者
は
少
な
く
な
い
。
そ
れ
ら
の
論
者
ら
に

お
い
て
、
自
然
法
論
批
判
へ
の
、
ケ
ル
ゼ
ン
な
み
の
強
い
関
心
を
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

決
定
的
な
理
由
は
、
当
然
に
す
ぎ
る
よ
う
で
は
あ
る
が
、
純
粋
法
学
そ
の
も
の
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
趣
旨
は
、『
純
粋
法
学
〔
第
二
版
〕』
の
第
二
章
「
法
と
科
学
」
の
中
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る

（
6
）

。

伝
統
的
法
学
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
純
粋
法
学
は
、
反
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
性
格
に
よ
っ
て
、「
真
の
科
学
」
で

あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
、
と
。

ケ
ル
ゼ
ン
は
、
こ
こ
で
純
粋
法
学
の
存
在
理
由
を
示
唆
し
つ
つ
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。
一
見
し
て
、
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
法
理
論
に
お
い
て
周
辺
的
な
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
が
純
粋

法
学
の
核
心
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

ケ
ル
ゼ
ン
が
自
然
法
論
に
過
剰
と
も
い
え
る
ほ
ど
の
関
心
を
示
し
た
の
は
、
自
然
法
論
が
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
そ
の
も
の
で
あ
り
、
こ

れ
を
明
確
な
形
で
論
証
す
る
こ
と
が
、
純
粋
法
学
が
「
真
の
科
学
」
で
あ
る
た
め
の
条
件
で
あ
る
か
ら
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

（
2
）　

で
は
、「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
と
は
何
か
。
ケ
ル
ゼ
ン
は
『
純
粋
法
学
〔
第
二
版
〕』
に
お
い
て
、「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
の
概
念
に

つ
い
て
の
説
明
を
お
こ
な
っ
て
い
る

（
7
）

。

ケ
ル
ゼ
ン
は
、「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
の
語
に
は
二
つ
の
意
味
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
法
」、
と
り
わ
け
「
実
定
法
」
な
ど
の

精
神
的
形
象
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
第
一
の
意
味
で
の
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

（
一
二
五
七
）
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三
一
六

こ
れ
に
対
し
て
、「
法
」、「
国
家
」
な
ど
を
、
正
当
化
し
た
り
、
非
難
し
た
り
す
る
た
め
に
考
え
出
さ
れ
た
、「
正
義
」、「
自
然
法
」、

そ
し
て
、
こ
れ
を
混
え
た
法
理
論
な
ど
は
、
第
二
の
意
味
で
の
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

純
粋
法
学
は
、
科
学
と
し
て
の
「
純
粋
性
」
を
維
持
す
る
た
め
に
二
正
面
作
戦
を
強
い
ら
れ
て
い
る
。「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
の
語
と
の

関
係
に
お
い
て
、
こ
れ
を
示
す
こ
と
に
し
よ
う
。

第
一
に
、
当
為
の
次
元
の
存
在
で
あ
る
法
規
範
を
、
因
果
の
次
元
に
引
き
込
も
う
と
す
る
リ
ア
リ
ズ
ム
法
学
と
の
関
係
に
お
い
て
、
純

粋
法
学
は
、「
法
」
な
る
も
の
は
（
第
一
の
意
味
で
の
）「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
で
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
と
争
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
、
と
し
て

い
る
。

第
二
に
、
自
然
法
論
と
の
関
係
に
お
い
て
、
純
粋
法
学
は
、「
自
然
法
」
な
る
も
の
は
、（
第
二
の
意
味
で
の
）「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
に
す

ぎ
な
い
と
し
て
、
こ
れ
と
争
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
し
た
。
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
、
純
粋
法
学
は
「
反
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
の

学
で
あ
る
こ
と
を
明
言
す
る

（
8
）

。

こ
の
意
味
で
純
粋
法
学
は
、
公
然
た
る
反
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
傾
向
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
実
定
法
の
記
述
に
お
い
て
、
実

定
法
と
「
理
想
法
」、「
正
法
」
と
の
混
淆
の
一
切
を
否
定
す
る
。
そ
れ
は
法
を
「
あ
る
べ
き
」
相
に
お
い
て
で
は
な
く
、
あ
る

が
ま
ま
の
相
に
お
い
て
記
述
す
る
。
純
粋
法
学
は
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
伝
統
的
法
学
と
激
し
く
対
立
す
る
。
伝
統
的

法
学
は
、
意
識
的
・
無
意
識
的
に
、
ま
た
時
に
は
多
く
、
時
に
は
少
な
く
、
第
二
の
よ
う
な
意
味
で
、「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
」

性
格
を
も
っ
て
い
る
。
純
粋
法
学
は
、
こ
の
反
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
性
格
に
お
い
て
、
真
の
法
の
科
学
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に

な
る
。

（
一
二
五
八
）



ケ
ル
ゼ
ン
の
自
然
法
論
批
判
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
長
尾
）

三
一
七

4　

プ
ラ
ト
ン
と
ケ
ル
ゼ
ン

（
1
）　

ケ
ル
ゼ
ン
に
は
、
そ
の
研
究
対
象
の
成
り
た
ち
を
、
根
源
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
現
代
の
自
然
法
論
は
、
中

世
の
神
学
的
自
然
法
論
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
り
、
中
世
の
自
然
法
論
は
、
ギ
リ
シ
ャ
の
社
会
哲
学
を
端
緒
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ト
ー

ピ
ッ
チ
ュ
は
、
こ
の
点
に
関
連
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う

（
9
）

。

ケ
ル
ゼ
ン
は
諸
々
の
自
然
法
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
神
話
的
・
宗
教
的
基
礎
を
探
求
し
、
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
道
徳

形
而
上
学
に
深
く
立
ち
入
っ
た
分
析
を
加
え
、
ま
た
霊
魂
信
仰
を
社
会
学
的
に
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
数
百
年
、
否
数
千

年
に
わ
た
っ
て
西
欧
精
神
史
の
核
心
に
属
し
て
い
た
諸
観
念
に
た
い
し
真
に
原
理
的
な
批
判
の
矢
を
む
け
た
。

（
2
）　

こ
こ
で
プ
ラ
ト
ン
の
世
界
観
を
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。「
プ
ラ
ト
ン
の
正
義
論
」
と
題
す
る
論
文
に
お
い
て
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
つ

ぎ
の
よ
う
に
い
う

（
10
）

。

プ
ラ
ト
ン
の
世
界
は
統
一
的
世
界
で
は
な
く
、
そ
の
世
界
は
深
淵
に
よ
っ
て
二
分
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
分
裂
は
あ
ら
ゆ
る
現

象
形
態
に
ま
で
及
ん
で
お
り
、
き
わ
め
て
多
様
な
形
態
を
と
っ
て
繰
り
返
し
現
れ
る
。
プ
ラ
ト
ン
の
眼
に
は
一
つ
の
世
界
で
は

な
く
、
二
つ
の
世
界
が
映
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
彼
は
魂
の
眼
を
も
っ
て
時
間
・
空
間
を
超
越
し
た
超
越
界
、
イ
デ
ア
の
世
界
、

物
自
体
、
不
変
の
存
在
の
、
真
の
絶
対
的
現
実
を
観
照
し
え
た
と
信
じ
、
他
方
肉
眼
に
よ
っ
て
時
間
・
空
間
に
制
約
さ
れ
た
現

象
界
、
変
動
き
わ
ま
り
な
い
生
成
の
世
界
を
み
て
、
両
者
を
対
置
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

（
一
二
五
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

三
一
八

プ
ラ
ト
ン
哲
学
の
特
徴
は
、
そ
の
根
元
的
な
二
元
論
に
あ
る
。
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
の
研
究
か
ら
、
自
然
法
の
構
造
と
機
能

に
つ
い
て
の
知
見
を
得
て
、
こ
れ
を
現
在
に
援
用
し
た
。

現
在
に
及
ぶ
ま
で
の
長
い
歴
史
に
お
い
て
、
自
然
法
論
の
多
く
は
、
基
本
的
に
、
プ
ラ
ト
ン
の
こ
の
よ
う
な
世
界
観
の
影
響
下
に
あ
っ

た
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ケ
ル
ゼ
ン
が
プ
ラ
ト
ン
の
教
説
に
み
た
の
は
、
支
配
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ

の
点
に
自
然
法
論
の
本
質
を
み
た
の
で
あ
る
。

（
3
）　

ケ
ル
ゼ
ン
の
関
心
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
を
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
っ
た
。

一
九
二
二
年
の
著
作
「
神
と
国
家
」
は
、
フ
ロ
イ
ト
な
ど
の
理
論
に
よ
り
な
が
ら
、
宗
教
的
・
社
会
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
基
礎
を
成
す

も
の
を
、
意
識
の
原
始
的
深
層
、
い
ま
だ
自
然
と
社
会
の
区
別
を
知
ら
な
い
神
話
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
検
討
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ケ

ル
ゼ
ン
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う

（
11
）

。

神
話
的
世
界
観
に
お
け
る
自
然
と
は
実
は
社
会
な
の
で
あ
る
。

未
開
社
会
に
お
い
て
は
、
山
々
や
湖
沼
、
禽
獣
や
樹
木
に
も
霊
魂
が
存
在
し
、
そ
れ
ぞ
れ
意
志
を
も
つ
も
の
と
観
念
さ
れ
た
。「
自
然
」

に
も
「
人
格
」
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
こ
に
未
開
人
の
自
然
観
と
現
在
の
自
然
法
論
と
の
接
点
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

ケ
ル
ゼ
ン
に
お
い
て
、
現
在
の
自
然
法
論
は
「
未
開
人
の
世
界
観
の
遺
物
」
と
感
ぜ
ら
れ
て
い
た
。

未
開
社
会
の
自
然
観
が
現
在
に
も
生
き
て
い
る
こ
と
は
、
驚
く
に
価
し
な
い
。
ハ
リ
ー
・
ポ
ッ
タ
ー
の
世
界
は
、
ま
さ
し
く
古
代
以
前

（
一
二
六
〇
）



ケ
ル
ゼ
ン
の
自
然
法
論
批
判
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
長
尾
）

三
一
九

の
自
然
観
に
み
た
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
は
、
日
本
に
お
い
て
と
く
に
顕
著
で
あ
る
。
つ
い
半
世
紀
前
ま
で
、
竈
や
農
具
に
は

カ
ミ
（
霊
魂
）
が
宿
る
も
の
と
信
ぜ
ら
れ
て
い
た
。
正
月
に
は
神
酒
を
具
え
て
こ
れ
ら
に
感
謝
の
意
を
表
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

ケ
ル
ゼ
ン
の
研
究
対
象
に
は
、
き
わ
め
て
広
範
な
も
の
が
あ
る
が
、
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
の
研
究
は
、
そ
の
な
か
で
特
段
に
重
要
な
位
置
を

し
め
て
い
る
。

ギ
リ
シ
ャ
哲
学
の
研
究
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
現
代
自
然
法
研
究
の
一
環
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
の
研
究
は
、
そ
れ

自
体
が
主
た
る
目
的
で
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

三　

自
然
法
論
批
判
に
お
け
る
科
学
と
政
治

1　

支
配
の
正
当
化
論
と
し
て
の
自
然
法

（
1
）　
「
自
然
法
」
と
い
え
ば
、
多
く
の
人
々
は
、
ル
ソ
ー
な
ど
の
社
会
契
約
論
を
想
起
す
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
付
随
し
て
、
フ
ラ

ン
ス
革
命
が
想
起
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
は
、
西
欧
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
自
然
法
論
は
、
こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、
一
時
は

ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
教
壇
か
ら
追
放
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
自
然
法
理
解
に
対
し
て
正
面
か
ら
異
を
唱
え
た
の
が
ケ
ル
ゼ
ン
で
あ
っ
た
。
二
十
年
代
後
半
以
降
の
著
作
に
お
い
て
、
ケ

ル
ゼ
ン
は
こ
の
よ
う
な
一
般
的
な
自
然
法
観
と
は
全
く
異
な
っ
た
議
論
を
展
開
し
た
。
自
然
法
論
の
政
治
的
機
能
は
実
定
法
秩
序
の
正
当

化
に
あ
る
と
し
た
。
現
行
の
国
家
体
制
の
維
持
、
存
続
こ
そ
が
自
然
法
論
の
本
来
の
機
能
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
自
然
法
論
は
、

総
じ
て
保
守
的
性
格
の
も
の
と
さ
れ
た
。

ケ
ル
ゼ
ン
は
、
一
九
二
八
年
の
作
品
に
お
い
て
は
、「
自
然
法
論
の
性
格
は
一
般
的
に
、
ま
た
主
要
傾
向
か
ら
み
て
、
き
わ
め
て
保
守

（
一
二
六
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

三
二
〇

的
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る

（
12
）

。
一
方
、
一
九
四
九
年
の
作
品
で
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

（
13
）

。

自
然
法
論
が
果
た
す
唯
一
の
機
能
は
、
実
定
法
を
正
当
化
す
る
こ
と
、
現
実
の
政
権
が
定
立
す
る
あ
ら
ゆ
る
実
定
法
を
正
当
化
す
る
こ

と
で
あ
る
、
と
。

（
2
）　

か
つ
て
、
自
然
法
論
に
つ
い
て
、
革
命
的
性
格
、
破
壊
的
性
格
が
語
ら
れ
た
が
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
こ
れ
と
は
正
反
対
の
理
解
を
示

し
た
。

自
然
法
論
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
す
べ
て
革
命
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
み
る
の
は
確
か
に
一
面
的
な
議
論
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
否
定
し
た
の

は
ケ
ル
ゼ
ン
の
大
き
な
功
績
で
あ
っ
た
。
し
か
し
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
所
論
を
さ
ら
に
一
歩
進
め
た
。「
あ
ら
ゆ
る
」
自
然
法
論
に
つ
い
て
、

こ
れ
を
現
状
維
持
の
機
能
を
も
つ
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
ど
の
よ
う
に
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
対
し
て
批
判
的
な
論

者
の
ひ
と
り
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う

（
14
）

。

自
然
法
論
一
般
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
革
命
的
性
質
の
も
の
と
い
う
の
は
確
か
に
極
論
で
あ
る
。
し
か
し
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
所
論
は
、
そ
の

対
極
に
あ
る
極
論
で
は
な
い
か
。
た
と
え
、
現
実
の
社
会
秩
序
に
批
判
的
な
立
場
に
あ
っ
て
も
、
そ
の
す
べ
て
が
革
命
的
で
あ
る
と
い
う

わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
革
命
的
で
な
い
立
場
の
も
の
が
す
べ
て
現
状
維
持
を
是
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
改
良
的
な
立
場
の
も
の

も
少
な
く
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
。

ケ
ル
ゼ
ン
の
所
論
は
、
歴
史
的
存
在
と
し
て
の
自
然
法
論
を
、
し
か
も
西
欧
の
歴
史
に
お
け
る
自
然
法
論
を
念
頭
に
お
い
た
も
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
前
提
の
下
に
お
い
て
も
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
よ
う
な
強
い
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
で
そ
の
所
論
を
主
張
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
ル
ソ
ー
の
自
然
法
思
想
と
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
の
関
係
を
あ
く
ま
で
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
な
も
の
と
す
る
が
、

（
一
二
六
二
）



ケ
ル
ゼ
ン
の
自
然
法
論
批
判
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
長
尾
）

三
二
一

そ
の
よ
う
に
い
い
う
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
一
考
を
要
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
政
治
哲
学
を
も
自

然
法
思
想
と
み
て
い
る
の
で
あ
る
。

自
然
法
論
に
は
、
確
か
に
、
基
本
的
に
実
定
法
秩
序
の
正
当
化
、
す
な
わ
ち
現
状
肯
定
の
機
能
が
あ
る
。
し
か
し
、
例
外
の
事
態
も
少

な
か
ら
ず
あ
り
う
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か

（
15
）

。

2　

神
的
起
源
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
自
然
法

（
1
）　

ケ
ル
ゼ
ン
に
お
け
る
自
然
法
論
理
解
の
さ
ら
な
る
特
質
は
、
自
然
法
の
宗
教
的
性
格
を
著
し
く
強
調
す
る
点
に
あ
る
。
し
か
も
、

こ
の
よ
う
な
傾
向
は
し
だ
い
に
強
い
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
。
以
下
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
主
張
の
変
容
を
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

こ
の
「
正
し
き
」「
自
然
の
」
秩
序
を
「
自
然
」
か
ら
導
き
出
そ
う
と
す
る
か
「
神
」
か
ら
導
き
出
そ
う
と
す
る
か
と
い
う

こ
と
は
、
自
然
法
論
の
正
義
論
に
と
っ
て
本
質
的
相
違
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い

（
16
）

。〔
一
九
二
八
年
〕

自
然
法
論
は
、
そ
の
論
旨
を
一
貫
さ
せ
る
と
、
ど
う
し
て
も
宗
教
的
性
格
を
帯
び
ざ
る
を
え
な
い
。
自
然
が
神
意
の
啓
示
と

し
て
捉
え
ら
れ
、
そ
の
結
果
、
自
然
を
検
討
す
る
こ
と
が
神
意
の
探
求
に
つ
な
が
る
と
い
う
場
合
に
の
み
、
ま
た
、
そ
の
限
り

に
お
い
て
、
自
然
法
論
は
人
間
行
動
の
正
し
い
準
則
を
自
然
か
ら
演
繹
し
う
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
名
だ
た
る
自
然
法
論
で
多

か
れ
少
な
か
れ
宗
教
的
性
格
を
も
た
ぬ
も
の
は
な
い

（
17
）

。〔
一
九
四
九
年
〕

（
一
二
六
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

三
二
二

自
然
法
と
は
神
が
人
間
に
植
え
つ
け
た
自
然
的
傾
向
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
法
な
の
で
あ
る
。
自
然
法
は
神
に
起
源
を
も
っ
て

い
る
。
自
然
法
の
も
つ
絶
対
的
効
力
や
不
変
性
は
そ
の
神
的
起
源
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
絶
対
不
変
の
効
力
こ
そ
自
然
法

の
本
質
的
要
素
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
自
然
法
が
自
然
に
内
在
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
同
様
、
そ
れ
が
絶
対
不
変
の
効
力
を

も
つ
こ
と
も
、
そ
れ
が
神
に
由
来
す
る
こ
と
の
帰
結
に
す
ぎ
な
い

（
18
）

。〔
一
九
六
一
年
〕

（
2
）　

一
九
二
八
年
の
著
作
に
お
い
て
は
、
神
と
自
然
は
並
置
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
一
九
四
九
年
の
著
作
に
お
い
て
は
、
自
然
法

論
の
宗
教
的
性
格
が
格
段
に
強
調
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
た
。
こ
の
傾
向
は
、
一
九
六
一
年
の
著
作
に
お
い
て
さ
ら
に
強
め
ら
れ
た
。
そ
こ

で
は
神
性
こ
そ
が
自
然
法
の
す
べ
て
で
あ
る
か
の
よ
う
な
論
調
と
な
っ
て
い
る
。

な
お
、
一
九
六
三
年
の
作
品
に
お
い
て
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
「
正
し
い
神
性
へ
の
確
信
」
こ
そ
が
す
べ
て
の
自
然
法
論
の
必
然
の
前
提
で
あ

る
と
述
べ
る
に
至
っ
て
い
る

（
19
）

。
こ
の
主
張
を
文
字
ど
お
り
に
理
解
す
れ
ば
、
神
学
的
自
然
法
論
の
み
が
自
然
法
論
で
あ
り
、
世
俗
的
自
然

法
論
は
自
然
法
論
た
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
ケ
ル
ゼ
ン
の
所
論
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
か
ら
い
え
ば
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
論
証
は
、
必
ず
し
も
十
分
で
は

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
ず
、
自
然
法
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
理
解
か
ら
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
よ
う
な
帰
結
を
演
繹
的
に
引
き
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
ま
た
帰

納
的
論
証
も
十
分
と
は
い
え
な
い
。
神
的
起
源
を
も
た
な
い
自
然
法
論
も
珍
し
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
批
判
に
対
し
て
、
ケ

ル
ゼ
ン
は
、
あ
る
い
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
反
論
す
る
か
も
知
れ
な
い
。

一
見
し
て
世
俗
的
な
自
然
法
論
に
あ
っ
て
も
、
隠
さ
れ
た
前
提
（
神
）
が
あ
る
は
ず
だ
。
分
析
に
よ
っ
て
そ
の
ベ
ー
ル
を
外
す
こ
と
は

（
一
二
六
四
）



ケ
ル
ゼ
ン
の
自
然
法
論
批
判
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
長
尾
）

三
二
三

困
難
で
は
な
い
だ
ろ
う
、
と
。

し
か
し
、「
隠
さ
れ
た
前
提
」
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
ケ
ル
ゼ
ン
の
主
張
に
は
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
何
よ
り
も
問
題
な

の
は
、
情
緒
や
感
情
か
ら
自
由
で
あ
る
べ
き
認
識
の
プ
ロ
セ
ス
に
反
宗
教
的
情
念
が
入
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

ケ
ル
ゼ
ン
は
宗
教
に
無
関
心
な
無
神
論
者
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
戦
闘
的
か
つ
自
覚
的
な
無
神
論
者
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い

て
、
論
者
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う

（
20
）

。

ケ
ル
ゼ
ン
は
、
宗
教
と
徹
底
的
に
対
決
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
自
由
を
擁
護
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ケ
ル
ゼ

ン
の
自
然
法
論
批
判
は
、
宗
教
批
判
へ
と
連
動
す
る
の
で
あ
る
、
と
。

3　

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
に
お
け
る
科
学
と
政
治

（
1
）　

話
題
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
に
戻
す
こ
と
に
し
よ
う
。

ケ
ル
ゼ
ン
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
の
目
的
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
認
識
の
客
観
性
の
確
保
に
あ
る
。
か
く
し
て
、
没
価
値
性
と
価
値

中
立
性
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
の
目
的
に
は
、
実
践
的
契
機
も
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ケ
ル
ゼ
ン

は
し
ば
し
ば
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う

（
21
）

。

民
主
制
は
価
値
相
対
主
義
に
立
脚
す
る
が
、
専
制
体
制
は
、
神
秘
的
な
政
治
理
念
に
立
脚
す
る
。
強
固
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
支
配
を
必
要

と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
そ
れ
は
、
自
然
法
論
を
必
要
と
す
る
。
専
制
支
配
に
お
い
て
は
、
み
ず
か
ら
の
支
配
を
正
当
化
す
る
自

然
法
論
を
不
可
欠
と
す
る
の
で
あ
る
、
と
。

（
一
二
六
五
）
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こ
の
よ
う
な
前
提
か
ら
す
れ
ば
、
自
由
主
義
的
信
条
を
も
ち
、
専
制
支
配
に
批
判
的
な
ケ
ル
ゼ
ン
に
あ
っ
て
は
、
自
然
法
論
は
、
学
問

の
面
だ
け
で
な
く
、
政
治
的
に
も
否
定
の
対
象
と
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
関
連
し
て
も
う
一
つ
の
問
題
点
が
想
起
さ
れ
る
。
価
値
相
対
主
義
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
に
と
っ
て
学
問
的
信
条
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、

政
治
的
信
条
で
も
あ
る
。
こ
の
価
値
相
対
主
義
は
、
果
た
し
て
政
治
的
自
由
主
義
と
整
合
性
を
も
ち
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
2
）　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
三
つ
の
対
応
が
想
起
さ
れ
る
。

そ
の
第
一
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
所
論
に
お
い
て
、
理
論
理
性
と
実
践
理
性
の
混
淆
が
な
さ
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
。
そ
の
論
者
の
ひ
と
り

は
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
民
主
制
論
に
お
い
て
、「
没
価
値
性
の
外
観
」
と
「
民
主
主
義
へ
の
燃
え
る
情
熱
」
が
並
存
し
て
い
る
も
の
と
し
た
う

え
で
、
後
者
が
前
者
を
圧
倒
し
て
し
ま
っ
た
も
の
と
す
る

（
22
）

。
そ
の
結
果
、
民
主
制
論
の
論
理
に
「
意
欲
」
が
混
入
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と

す
る
の
で
あ
る
。

そ
の
第
二
は
、
民
主
制
に
か
か
る
論
文
が
、
法
理
論
で
は
な
く
、
政
治
理
論
で
あ
る
こ
と
に
着
目
す
る
。
そ
し
て
ケ
ル
ゼ
ン
の
著
作
で

は
、
前
者
に
お
い
て
は
認
識
と
実
践
の
区
別
は
厳
し
く
な
さ
れ
て
い
る
が
、
後
者
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
、
と
す
る
。
民

主
制
と
自
由
に
つ
い
て
の
所
論
は
政
治
理
論
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
没
価
値
性
の
要
請
が
必
ず
し
も

十
分
に
貫
徹
さ
れ
て
い
な
い
と
す
る
の
で
あ
る

（
23
）

。

そ
の
第
三
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
所
論
に
お
い
て
、
自
由
の
問
題
は
価
値
相
対
主
義
の
例
外
と
さ
れ
て
い
る
旨
を
主
張
す
る

（
24
）

。

（
3
）　

上
記
の
三
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
明
言
は
避
け
て
い
る
も
の
の
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
所
論
に
問
題
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

（
一
二
六
六
）
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こ
れ
ら
は
、
相
反
的
な
関
係
に
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
両
立
可
能
な
関
係
に
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
理
論
的
に
も
っ
と
も

精
緻
な
構
成
を
と
っ
て
い
る
の
が
第
三
の
所
論
で
あ
る
。
そ
の
内
容
を
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

価
値
相
対
主
義
は
、
認
識
レ
ベ
ル
の
も
の
と
実
践
レ
ベ
ル
の
も
の
に
二
分
さ
れ
る
。
認
識
レ
ベ
ル
の
価
値
相
対
主
義
は
、
絶
対
的
な
価

値
に
つ
い
て
、
合
理
的
な
方
法
で
こ
れ
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
。
実
践
レ
ベ
ル
の
価
値
相
対
主
義
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
価
値

観
に
対
し
て
、
原
則
的
に
平
等
に
対
応
す
る
こ
と
を
要
請
す
る
。
今
こ
の
脈
絡
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
後
者
の
価
値
相
対
主
義
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
政
治
思
想
に
対
し
て
、
原
則
と
し
て
平
等
に
取
り
扱
う
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
。

「
原
則
と
し
て
」
と
の
意
味
は
、
例
外
を
許
容
す
る
と
の
趣
旨
で
あ
る
。
ケ
ル
ゼ
ン
の
政
治
思
想
の
特
質
は
、
す
べ
て
の
政
治
思
想
は

平
等
に
取
り
扱
う
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
つ
つ
、
自
由
主
義
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
「
例
外
」
と
し
て
、
特
段
に
有
利
な
取
扱
い

を
す
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
と
す
る
点
に
あ
る
。

ケ
ル
ゼ
ン
が
こ
の
よ
う
な
論
理
に
従
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
価
値
相
対
主
義
と
自
由
主
義
と
の
ジ
レ
ン
マ
の
問
題
は
、
こ

の
よ
う
に
し
て
解
決
さ
れ
う
る
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

た
だ
し
、
ケ
ル
ゼ
ン
が
こ
の
よ
う
な
論
理
を
ど
こ
ま
で
徹
底
し
て
自
己
の
実
践
上
の
原
則
と
し
て
い
る
か
と
い
う
問
題
は
、
こ
れ
と
は

別
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

「
ケ
ル
ゼ
ン
と
自
由
主
義
と
の
関
係
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
論
稿
を
著
し
た
、
エ
ア
ハ
ル
ト
・
モ
ッ
ク
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
が
な
ぜ
「
自
由

主
義
」
を
タ
イ
ト
ル
と
し
た
論
文
を
書
か
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
を
呈
し
つ
つ
、
そ
こ
で
は
っ
き
り
し
た
理
由
を
示
す
に
は
至
ら

な
か
っ
た

（
25
）

。

思
う
に
、
自
由
主
義
を
正
面
か
ら
検
討
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
こ
れ
も
ま
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
の
対
象
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な

（
一
二
六
七
）
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る
。
ケ
ル
ゼ
ン
は
こ
れ
を
避
け
た
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
4
）　

ケ
ル
ゼ
ン
が
「
民
主
制
の
本
質
と
価
値
」
と
題
す
る
論
文
に
お
い
て
、「
自
由
」
を
強
く
主
張
し
た
の
は
、
ロ
シ
ア
革
命
に
関

係
す
る
。
こ
の
論
文
が
発
表
さ
れ
た
の
は
ロ
シ
ア
大
革
命
の
三
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。
ロ
シ
ア
の
革
命
政
権
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
独
裁
こ

そ
が
真
の
民
主
主
義
だ
と
主
張
す
る
。
こ
れ
に
理
論
上
対
抗
し
よ
う
と
し
た
の
が
一
九
二
〇
年
の
論
文
で
あ
る
。
一
九
二
九
年
の
著
作
の

さ
い
に
は
、
ナ
チ
ス
の
影
響
力
は
ま
す
ま
す
強
い
も
の
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
共
産
主
義
と
ナ
チ
ス
の
一
党
独
裁
体
制
に

対
抗
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
一
九
五
五
年
の
著
作
「
現
代
民
主
制
論
批
判
」
も
、
実
践
的
な
目
的
を
も
っ
て
刊
行
さ
れ

た
。
冷
戦
の
状
況
に
お
い
て
、
人
民
民
主
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た

（
26
）

。

（
5
）　

こ
の
よ
う
な
歴
史
的
脈
絡
か
ら
離
れ
て
み
た
場
合
に
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
一
般
論
と
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

自
然
法
論
者
は
「
科
学
」
の
名
の
下
に
正
義
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
法
実
証
主
義
者
は
こ
れ
を
な
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

法
実
証
主
義
者
に
と
っ
て
、
方
法
は
二
つ
で
あ
る
。
そ
の
第
一
は
、「
科
学
」
の
名
を
取
り
去
っ
て
、
政
治
信
条
の
表
白
と
い
う
形
で

「
民
主
主
義
へ
の
燃
え
る
情
熱
」
を
語
る
方
法
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、「
科
学
」
の
名
の
下
に
、
没
価
値
性
の
外
観
を
装
い
な
が
ら
、
そ

こ
に
民
主
制
へ
の
情
熱
を
も
ぐ
り
込
ま
せ
る
方
法
で
あ
る
。

法
実
証
主
義
者
は
、
は
た
し
て
「
科
学
」
の
名
に
お
い
て
正
面
か
ら
正
義
を
主
張
し
え
な
い
の
で
あ
ろ
う
か

（
27
）

。
ケ
ル
ゼ
ン
の
民
主
制
論

は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
を
提
示
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る

（
28
）

。

（
一
二
六
八
）
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四　

ケ
ル
ゼ
ン
理
論
の
問
題
点
Ⅰ　

自
然
法
の
絶
対
性
と
相
対
性
に
つ
い
て

1　

自
然
法
の
絶
対
性
と
相
対
性

（
1
）　

自
然
法
論
に
お
い
て
は
、「
絶
対
的
な
法
」、
す
な
わ
ち
「
絶
対
的
に
正
し
い
内
容
の
法
」
の
存
在
が
前
提
と
さ
れ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
歴
史
上
、
例
え
ば
、
君
主
制
と
共
和
制
、
一
夫
多
妻
制
と
一
夫
一
婦
制
、
そ
し
て
奴
隷
制
の
肯
定
と
否
定
な
ど
、
実
に
多
様
な

規
範
が
「
自
然
法
」
と
み
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
も
、
そ
れ
ら
は
し
ば
し
ば
相
互
に
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
絶
対
に
正
し
い
内
容
の

規
範
が
複
数
存
在
し
、
相
互
に
矛
盾
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
点
に
つ
い
て
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う

（
29
）

。

自
然
法
が
絶
対
的
価
値
を
起
源
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
絶
対
的
妥
当
性
を
要
求
す
る
の
は
、
そ
れ
が
永
久
不
変
の
規
範
と

し
て
現
れ
る
と
い
う
の
と
同
じ
意
味
な
の
だ
。
自
然
法
論
に
は
自
然
法
の
不
変
性
の
要
請
を
、
し
ば
し
ば
直
接
的
ま
た
は
間
接

的
に
放
棄
す
る
か
、
ま
た
は
緩
和
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
。
絶
対
的
な
自
然
法
の
代
わ
り
に
、
ま
た
は
そ
れ
に
加
え
て
、

単
に
仮
説
的
相
対
的
な
自
然
法
を
主
張
し
、
そ
の
可
変
性
と
特
殊
な
状
況
へ
の
適
合
性
を
説
き
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
純
粋
自

然
法
か
ら
実
定
法
へ
の
仲
介
的
な
橋
渡
し
を
し
よ
う
と
試
み
た
り
す
る
が
、
こ
れ
は
両
規
範
体
系
の
限
界
線
を
消
し
去
っ
て
、

そ
の
内
容
に
お
い
て
変
化
し
得
る
も
の
で
、
ま
た
、
常
に
変
化
す
る
相
対
的
仮
説
的
に
妥
当
す
る
実
定
法
を
、
自
然
法
と
し
て

ま
た
は
少
な
く
と
も
一
種
の
自
然
法
と
し
て
正
当
づ
け
よ
う
と
す
る
意
図
が
、
意
識
的
ま
た
は
無
意
識
的
に
は
た
ら
い
て
い
る

の
で
あ
る
。

（
一
二
六
九
）
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（
2
）　

理
念
態
と
し
て
の
自
然
法
（
純
粋
自
然
法
）
は
、
絶
対
的
妥
当
を
要
求
す
る
が
、
現
実
態
と
し
て
の
自
然
法
は
相
対
的
妥
当
を
要

求
す
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
自
然
法
」
に
あ
っ
て
は
、
た
て
ま
え
と
実
際
の
間
に
矛
盾
が
認
め
ら
れ
る
。
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
こ
こ

に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
を
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
矛
盾
の
も
つ
意
味
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
。

こ
の
よ
う
な
ケ
ル
ゼ
ン
の
所
論
に
は
一
見
し
て
説
得
力
が
あ
り
、
こ
れ
に
反
論
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
絶
対
性
と
相
対
性
は
、
こ
こ
で
必
ず
し
も
両
立
し
え
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
ハ
ー
ト
、
ア
レ
ク
シ
ー
の
主
張
す
る
視
点
論
が
そ

れ
で
あ
る
。

2　

内
的
視
点
と
外
的
視
点

（
1
）　
「
絶
対
」
で
あ
る
は
ず
の
も
の
が
、
視
点
を
変
え
れ
ば
、「
絶
対
」
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
態
は
し
ば
し
ば
経
験
す
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
法
現
象
と
の
関
連
に
お
い
て
は
、
ハ
ー
ト
、
ア
レ
ク
シ
ー
な
ど
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
る
視
点
論
が
想
起
さ
れ
る

（
30
）

。

ハ
ー
ト
は
そ
の
主
著
に
お
い
て
、
視
点
の
区
別
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
内
的
視
点
、
外
的
視
点
に
つ
い
て
語
っ
て
い

る
。
ア
レ
ク
シ
ー
は
、
そ
の
主
著
の
一
つ
に
お
い
て
視
点
論
の
重
要
性
を
語
っ
て
い
る
。

「
内
的
視
点
」
と
は
特
定
の
法
秩
序
に
お
け
る
諸
問
題
を
、
そ
の
法
秩
序
の
内
在
論
理
に
し
た
が
っ
て
評
価
す
る
視
点
の
こ
と
を
い
う
。

一
例
を
示
す
こ
と
に
し
よ
う
。

ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
政
策
の
下
に
あ
っ
た
、
か
つ
て
の
南
ア
連
邦
に
お
い
て
、
人
種
差
別
は
国
法
上
の
原
則
と
し
て
承
認
さ
れ
て
お
り
、

さ
ま
ざ
ま
な
差
別
立
法
が
制
定
さ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
公
園
条
例
に
お
い
て
、
白
人
専
用
の
ベ
ン
チ
を
黒
人
が
利
用
す
る
行
為
に
つ

い
て
も
、
犯
罪
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
犯
罪
を
犯
し
た
者
に
対
し
て
、
裁
判
官
は
、
十
分
な
証
拠
が
あ
る
場
合
、

（
一
二
七
〇
）
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原
則
と
し
て
こ
れ
を
有
罪
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
条
例
は
違
憲
で
は
な
い
。
裁
判
官
は
、
職
務
上
、
憲
法
お
よ
び
法
秩
序
に
拘

束
さ
れ
る
。
こ
れ
は
絶
対
的
な
も
の
で
あ
る
。
裁
判
官
が
道
徳
的
な
理
由
で
有
罪
判
決
を
な
し
え
な
い
場
合
に
は
、
職
を
辞
す
る
こ
と
が

必
要
に
な
る
。
裁
判
官
が
憲
法
お
よ
び
法
秩
序
に
拘
束
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
世
界
共
通
の
原
則
で
あ
る
。

（
2
）　

こ
れ
に
対
し
て
、
外
的
視
点
と
は
、
特
定
の
法
秩
序
に
お
け
る
諸
問
題
を
、
そ
の
法
秩
序
に
お
け
る
内
在
論
理
に
か
か
わ
り
な

く
評
価
す
る
視
点
の
こ
と
を
い
う
。
上
記
の
例
で
い
え
ば
、
当
時
の
南
ア
連
邦
を
訪
れ
た
外
国
人
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
視
点
が
こ
れ
に
あ

た
る
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
視
点
は
同
一
人
物
に
お
い
て
両
立
可
能
で
あ
る
。
上
記
事
案
に
お
い
て
、
裁
判
官
は
、
職
務
執
行
に

さ
い
し
て
は
内
的
視
点
に
た
つ
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
が
、
友
人
と
の
会
話
に
お
い
て
は
、
外
的
視
点
の
立
場
か
ら
、
こ
の
条
例
を
批
判
す

る
こ
と
も
自
由
で
あ
る
。

ケ
ル
ゼ
ン
は
、
法
体
系
を
外
側
か
ら
み
て
、
法
現
象
一
般
の
規
範
的
特
質
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ケ
ル
ゼ
ン
は

も
っ
ぱ
ら
法
現
象
を
外
的
視
点
か
ら
み
よ
う
と
す
る
。
外
的
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
絶
対
的
に
妥
当
す
る
規
範
が
あ
り
え
な
い
こ
と
は
、
当

然
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
内
的
規
範
の
立
場
に
立
て
ば
、
す
な
わ
ち
、
職
務
中
の
裁
判
官
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
憲
法
は
絶

対
で
あ
り
、
そ
の
憲
法
の
正
当
性
を
支
え
る
諸
原
理
（
自
然
法
）
も
ま
た
絶
対
で
あ
る
。

自
然
法
（
現
実
態
と
し
て
の
自
然
法
）
は
、
内
的
視
点
か
ら
す
れ
ば
絶
対
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
外
的
視
点
か
ら
す
れ
ば
相
対
的
な
も
の

で
あ
る
。
自
然
法
の
「
絶
対
性
」
に
関
す
る
ケ
ル
ゼ
ン
の
疑
念
は
、
こ
の
よ
う
に
、
内
的
視
点
、
外
的
視
点
の
問
題
と
し
て
解
決
さ
れ
う

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
一
二
七
一
）
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五　

ケ
ル
ゼ
ン
理
論
の
問
題
点
Ⅱ　

自
然
法
と
実
定
法
の
共
存
に
つ
い
て

1　

自
然
法
と
実
定
法
の
共
存
に
つ
い
て

自
然
法
と
実
定
法
は
、
ど
の
よ
う
な
関
係
の
下
に
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
つ
ぎ
の
よ
う
に

い
う

（
31
）

。

自
然
法
と
実
定
法
が
、
そ
の
最
高
の
妥
当
根
拠
か
ら
見
て
、
相
互
に
相
異
な
っ
た
二
つ
の
規
範
体
系
と
認
識
さ
れ
た
の
で
あ

る
な
ら
、
両
者
が
並
存
し
て
妥
当
す
る
こ
と
が
前
提
さ
れ
る
と
の
意
味
で
、
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

「
関
係
」
と
は
、
同
一
体
系
の
諸
要
素
の
間
に
お
い
て
の
み
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
自
然
法
か
実
定
法
か
、
そ
の
い
ず
れ
か
一

方
だ
け
を
、
妥
当
す
る
規
範
体
系
と
主
張
で
き
る
。

ケ
ル
ゼ
ン
の
主
張
の
趣
意
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

実
定
法
は
人
間
の
意
志
行
為
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
当
然
、
完
全
な
も
の
で
は
な
い
。
不
完
全
で
あ
る
。
そ
し
て
強
制

的
性
格
を
も
つ
規
範
秩
序
で
あ
る
。
他
方
、
自
然
法
は
絶
対
的
な
性
格
の
も
の
で
あ
り
、
完
全
な
法
で
あ
る
。
そ
し
て
、
強
制
力
を
も
た

な
い
法
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
体
系
を
異
に
す
る
両
者
が
共
存
す
る
こ
と
は
、
本
来
、
あ
り
え
な
い
は
ず
の
こ
と
だ
。

し
か
し
、
自
然
法
論
者
を
含
め
て
学
説
の
多
数
は
、
両
者
の
共
存
を
受
け
い
れ
、
共
存
を
主
張
す
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、「
共
存
」

と
は
無
関
係
に
存
在
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
両
者
は
、「
法
」
で
あ
る
以
上
、
人
間
の
社
会
に
対
し
て
規
律
を
な
す
べ
く
作
用
す
る
。
こ

（
一
二
七
二
）
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の
規
律
の
内
容
が
矛
盾
す
る
場
合
に
は
、
調
整
が
必
要
に
な
る
。
歴
史
上
、
こ
の
「
共
存
」
は
、
自
然
法
が
「
実
定
化
」
さ
れ
る
か
、
実

定
法
に
自
然
法
の
質
が
与
え
ら
れ
る
か
、
い
ず
れ
か
の
形
で
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
。

こ
れ
に
対
し
て
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
自
然
法
と
実
定
法
は
、
本
来
「
共
存
」
な
ど
あ
り
え
な
い
は
ず
の
も
の
だ
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
、「
共
存
」
が
当
然
の
こ
と
と
さ
れ
て
き
た
と
し
て
こ
れ
を
批
判
す
る
。

結
論
か
ら
い
え
ば
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
所
論
に
は
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

2　

自
然
法
の
適
用
に
つ
い
て

（
1
）　

ケ
ル
ゼ
ン
は
、
理
念
と
し
て
の
自
然
法
（
純
粋
自
然
法
）
と
現
実
態
と
し
て
の
自
然
法
（
歴
史
上
の
自
然
法
）
を
区
別
し
て
い
る
。

現
実
態
と
し
て
の
自
然
法
は
、
常
に
実
定
法
と
共
存
関
係
に
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
さ
ら
に
批
判
論
を
続
け
る
。
そ
れ

は
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

か
り
に
自
然
法
と
実
定
法
の
「
共
存
」
が
理
論
上
説
明
可
能
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
さ
ら
な
る
問
題
が
生
ず
る
。
す
べ
て
「
法
」

な
る
も
の
は
、
個
別
の
適
用
行
為
の
な
か
で
の
具
体
化
と
現
実
化
を
必
要
と
す
る
。「
共
存
」
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
以
上
、
自
然
法
も
、

こ
の
点
に
つ
い
て
例
外
で
は
あ
り
え
な
い
。
と
こ
ろ
で
こ
の
個
別
的
適
用
な
る
も
の
は
、
人
間
の
意
志
行
為
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
。

す
な
わ
ち
裁
判
官
や
行
政
官
な
ど
の
現
実
的
な
意
志
行
為
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
自
然
法
が
適
用
さ
れ
る
さ
い
に
、

必
然
的
に
実
定
法
化
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

ケ
ル
ゼ
ン
の
主
張
の
趣
旨
は
、
人
間
の
意
志
行
為
に
よ
っ
て
、
自
然
法
の
内
容
が
確
定
さ
れ
る
、
そ
の
結
果
、
自
然
法
の
秩
序
は
、
言

葉
の
厳
密
な
意
味
に
お
い
て
、
も
は
や
「
自
然
法
」
と
は
い
い
が
た
い
も
の
に
な
る
。
か
く
し
て
、
自
然
法
は
、
そ
の
適
用
の
さ
い
に
形

（
一
二
七
三
）
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成
さ
れ
る
個
別
規
範
の
段
階
で
は
、
人
間
の
行
為
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
法
、
す
な
わ
ち
「
実
定
法
」
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
る
、
と

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
2
）　

お
よ
そ
自
然
法
な
る
も
の
は
、
す
べ
て
実
定
法
秩
序
の
評
価
基
準
と
し
て
機
能
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
い
か
に
機

能
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る
。
①
現
行
の
法
秩
序
を
も
っ
ぱ
ら
消
極
的
に
評
価
す
る
こ
と
に
よ
り
、
革
命
を
正
当

化
す
べ
く
機
能
す
る
と
み
る
立
場
、
②
現
行
の
法
秩
序
を
も
っ
ぱ
ら
積
極
的
に
評
価
す
る
こ
と
に
よ
り
、
現
行
秩
序
を
正
当
化
す
べ
く
機

能
す
る
と
み
る
立
場
、
③
こ
の
双
方
で
あ
る
と
み
る
立
場
、
な
ど
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
上
記
の
よ
う
に
、
自
然
法
の
適
用
に
あ
っ
て
は
、
裁
判
官
な
ど
の
人
間
の
意
志
行
為
が
不
可
欠
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
適

用
に
よ
っ
て
、
評
価
基
準
た
る
機
能
が
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
。
自
然
法
の
具
体
的
内
容

の
確
定
が
、
裁
判
官
や
行
政
官
の
任
意
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
裁
判
官
や
行
政
官
は
、
国
家
機
構
の
重
要
な

構
成
部
分
を
な
し
て
い
る
。
現
行
制
度
の
評
価
基
準
の
内
容
形
成
が
法
適
用
機
関
の
手
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
自
然

法
の
内
容
形
成
が
実
定
法
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ケ
ル
ゼ
ン
は
、
こ
の
よ
う
な
事
情
を
前
提
に
、
自
然
法
は
、
た
て
ま
え
と
し
て
は
、
実
定
法
秩
序
全
体
の
上
位
に
あ
り
、
こ
れ
を
評
価

す
べ
く
存
在
す
る
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
実
際
に
お
い
て
は
、
た
だ
実
定
法
秩
序
を
正
当
化
し
、
現
実
の
支
配
関
係
を
覆
い
隠
す

べ
く
作
用
す
る
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
い
か
、
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
、
自
然
法
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
が
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
一
二
七
四
）
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3　

現
実
態
と
し
て
の
自
然
法
は
、
す
べ
て
実
定
法
で
あ
る

（
1
）　

と
こ
ろ
で
、
本
章
に
お
い
て
、
自
然
法
と
実
定
法
の
共
存
に
か
か
る
問
題
点
が
示
さ
れ
、
ペ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
ま
ま
に
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
は
つ
ぎ
の
二
点
で
あ
る
。

①　

こ
の
「
共
存
」
に
つ
い
て
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
「
本
来
、
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
」
と
す
る
が
、
学
説
の
多
数
は
こ
の
「
共
存
」

に
つ
い
て
、
理
論
的
に
も
現
実
に
お
い
て
も
、
問
題
が
な
い
も
の
と
し
て
い
る
。
い
ず
れ
が
妥
当
で
あ
る
の
か
。

②　
「
共
存
」
は
、
人
間
の
手
に
よ
る
自
然
法
の
適
用
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
り
自
然
法
は
、
自
然
法
と
は
い
え
な

い
も
の
に
変
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
自
然
法
本
来
の
機
能
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
考

え
る
べ
き
か
。

ケ
ル
ゼ
ン
の
い
う
、
純
粋
自
然
法
は
、
理
念
と
し
て
の
自
然
法
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
、
非
歴
史
的
な
観
念
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ケ
ル

ゼ
ン
自
身
の
思
念
の
な
か
に
形
成
さ
れ
た
思
考
モ
デ
ル
で
あ
る
。
ケ
ル
ゼ
ン
が
自
然
法
と
実
定
法
の
共
存
可
能
性
に
つ
い
て
議
論
す
る
さ

い
に
は
、
実
定
法
と
こ
の
純
粋
自
然
法
の
共
存
が
念
頭
に
お
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
純
粋
自
然
法
な
る
も
の
が
思
考
モ
デ
ル
を
意
味
す

る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
歴
史
的
実
在
の
形
を
と
る
場
合
に
お
い
て
、
他
の
歴
史
上
の
契
機
と
の
混
淆
は
不
可
避
で
あ
る
。

「
共
存
」
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
の
所
論
に
は
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
2
）　

日
本
国
憲
法
は
「
人
類
普
遍
の
原
理
」
を
語
っ
て
お
り
、
自
然
法
思
想
を
導
入
し
て
い
る
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
る
の
は
、
純
粋
自
然
法
で
は
な
く
、
現
実
態
と
し
て
の
自
然
法
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
現
実
態
と
し
て
の
自
然
法

は
す
べ
て
国
家
に
よ
っ
て
「
法
」
と
し
て
の
効
力
を
与
え
ら
れ
た
存
在
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
国
家
に
よ
っ
て
効
力
を
与
え
ら
れ
た

（
一
二
七
五
）
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「
法
」
は
、
実
定
法
そ
の
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ケ
ル
ゼ
ン
は
自
然
法
と
実
定
法
の
存
在
を
前
提
と
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
よ

う
な
前
提
そ
の
も
の
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
上
記
①
、
②
の
問
題
は
、
問
題
設
定
そ
の
も
の
に
問
題
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

六　

結
語
に
替
え
て

1　
「
自
然
法
の
終
焉
」
と
ケ
ル
ゼ
ン

（
1
）　

さ
い
ご
に
感
想
を
二
点
ほ
ど
示
す
こ
と
に
よ
り
、
結
語
に
替
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

法
哲
学
の
学
説
に
お
い
て
、
以
前
か
ら
、「
自
然
法
の
終
焉
」
が
語
ら
れ
て
い
る
。
論
者
は
、
ド
イ
ツ
の
事
情
に
留
意
し
つ
つ
つ
ぎ
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る

（
32
）

。

こ
の
数
年
自
然
法
に
関
す
る
刊
行
物
が
と
み
に
少
な
く
な
っ
た
。
こ
の
現
象
を
ど
う
考
え
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
自
然
法

の
死
亡
宣
告
な
の
だ
ろ
う
か
。
死
亡
し
て
し
ま
っ
て
い
な
い
ま
で
も
、
自
然
法
は
失
踪
宣
告
を
受
け
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

自
然
法
に
つ
い
て
、
い
ま
こ
れ
を
持
ち
出
す
こ
と
に
は
ど
ん
な
意
義
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
「
自
然
法
」
な
る
も
の
が
理
念
上
の
自
然
法
（
純
粋
自
然
法
）
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。
論
者
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
理
念
と
し
て
の
自
然
法
に
対
す
る
関
心
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
問
題
と
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
自
然
法
論
批
判
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

（
一
二
七
六
）
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（
2
）　

と
こ
ろ
で
、
第
二
次
大
戦
終
結
後
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
自
然
法
の
再
生
ぶ
り
に
は
め
ざ
ま
し
い
も
の
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
時

が
た
ち
、
時
代
が
落
ち
着
く
に
つ
れ
て
自
然
法
論
議
は
下
火
に
な
っ
た
。
自
然
法
の
内
容
に
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
多
く
の
こ
と

が
憲
法
規
定
な
ど
に
実
定
法
化
さ
れ
た
こ
と
も
そ
の
要
因
で
あ
っ
た
が
、
自
然
法
論
自
身
に
も
理
論
上
の
問
題
点
が
あ
っ
た
。
存
在
か
ら

当
為
を
引
き
出
す
と
い
う
、
自
然
法
論
の
構
造
的
な
弱
点
が
き
び
し
く
批
判
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。

理
念
と
し
て
の
自
然
法
に
対
す
る
関
心
は
失
わ
れ
、
事
実
上
、
現
実
態
と
し
て
の
自
然
法
が
議
論
の
的
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

（
33
）

。

こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
ケ
ル
ゼ
ン
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
理
解
さ

れ
う
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

「
自
然
法
の
終
焉
」
が
語
ら
れ
る
さ
い
に
は
、
絶
対
的
妥
当
を
属
性
と
す
る
理
念
と
し
て
の
自
然
法
が
問
題
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

い
ず
れ
に
し
て
も
、
絶
対
的
価
値
、
絶
対
的
正
義
な
る
も
の
を
合
理
的
な
方
法
で
認
識
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
絶
対
的

価
値
に
到
達
す
る
た
め
の
方
法
は
、
認
識
で
は
な
く
信
仰
で
あ
る
。「
自
然
法
の
終
焉
」
は
、
信
仰
者
に
と
っ
て
は
重
大
問
題
で
あ
る
が
、

合
理
主
義
者
、
と
り
わ
け
認
識
上
の
価
値
相
対
主
義
者
に
と
っ
て
は
問
題
性
の
認
め
ら
れ
な
い
も
の
だ
。　

と
こ
ろ
で
、
現
実
態
と
し
て
の
自
然
法
に
つ
い
て
は
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

実
定
法
秩
序
が
存
在
す
る
か
ぎ
り
こ
れ
を
正
当
化
し
、
そ
の
存
続
を
補
助
す
る
た
め
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
必
要
と
な
る
。
そ
の
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
が
「
自
然
法
」
で
あ
る
。
現
実
態
と
し
て
の
自
然
法
に
と
っ
て
、「
終
焉
」
な
ど
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
「
現
実
態
と
し
て
の
自
然
法
」
は
、
実
証
主
義
者
に
と
っ
て
は
実
定
法
そ
の
も
の
で
あ
る
が
、
自
然
法
論
者
か
ら
す
れ
ば
、

そ
れ
は
実
定
法
の
形
を
と
っ
た
自
然
法
で
あ
る
。

（
一
二
七
七
）
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六

2　

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
ケ
ル
ゼ
ン

（
1
）　

ケ
ル
ゼ
ン
の
所
論
は
、
実
に
多
様
な
形
で
批
判
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
。
ケ
ル
ゼ
ン
の
活
動
期
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
つ
ぎ
の

よ
う
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
1
期　

帝
政
期

第
2
期　

ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
の
時
期

第
3
期　

第
三
帝
国
の
時
期

第
4
期　

戦
後
の
二
〇
年
ほ
ど
の
時
期

こ
の
う
ち
、
本
稿
の
テ
ー
マ
か
ら
み
て
、
第
一
期
は
除
外
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
二
期
以
降
に
お
い
て
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
に
は
さ
ま
ざ

ま
な
レ
ッ
テ
ル
が
貼
ら
れ
、
批
判
の
的
と
さ
れ
て
き
た
。
ワ
イ
マ
ー
ル
期
に
お
い
て
は
、
そ
の
方
法
二
元
論
が
問
題
と
さ
れ
、
ケ
ル
ゼ
ン

に
は
「
形
式
主
義
者
」
と
の
非
難
が
な
さ
れ
た
。
第
三
帝
国
の
時
期
に
お
い
て
は
、
ナ
チ
ス
に
同
調
す
る
学
者
か
ら
、「
自
由
主
義
者
」

と
の
非
難
が
加
え
ら
れ
た
。

戦
後
に
お
い
て
も
、
ケ
ル
ゼ
ン
に
対
す
る
批
判
は
続
け
ら
れ
た
。
こ
の
時
期
に
お
い
て
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
価
値
相
対
主
義
の
も
つ
影
響

が
問
題
に
さ
れ
、
こ
れ
が
ナ
チ
ズ
ム
の
影
響
拡
大
の
た
め
の
条
件
を
整
え
た
も
の
と
し
て
批
判
さ
れ
た
。
そ
し
て
ケ
ル
ゼ
ン
の
所
論
に
は

「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
の
傾
向
が
あ
る
と
さ
れ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
ケ
ル
ゼ
ン
の
支
持
者
ら
か
ら
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
自
由
主
義
者
で
あ
る
と
の
反
論
が
な
さ
れ
た
。
ト
ー
ピ
ッ
シ
ュ
の
所
論
は
、

そ
の
典
型
で
あ
る

（
34
）

。
は
た
し
て
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
ニ
ヒ
リ
ス
ト
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
自
由
主
義
者
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
一
二
七
八
）
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（
2
）　

こ
の
点
に
関
連
し
て
、
長
尾
龍
一
氏
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

（
35
）

。

実
を
い
う
と
訳
者
〔
長
尾
龍
一
〕
は
永
い
間
こ
の
ト
ー
ピ
ッ
チ
ュ
と
同
じ
考
え
方
に
立
っ
て
い
た
。
し
か
し
最
近
に
な
っ
て

こ
の
立
場
を
か
な
り
修
正
す
る
に
至
っ
た
。
そ
れ
は
、
理
論
的
に
い
え
ば
、
認
識
上
の
価
値
と
実
践
上
の
価
値
を
峻
別
す
る
ケ

ル
ゼ
ン
の
理
論
を
、
自
由
主
義
・
民
主
主
義
と
い
う
実
践
上
の
価
値
と
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
原
理
上
無
理
が
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
に
至
っ
た
動
機
の
一
つ
は
紀
元
前
五
世
紀
の
ギ
リ
シ
ャ
啓
蒙
思
潮
が
、
一
種
の
内

在
的
論
理
に
基
づ
い
て
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
陥
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

（
3
）　

ケ
ル
ゼ
ン
は
、「
一
種
の
内
在
的
論
理
に
基
づ
い
て
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
陥
っ
た
」
の
で
は
な
い
か
、
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。「
内
在

的
論
理
」
と
は
、
認
識
上
の
価
値
相
対
主
義
の
趣
旨
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
同
氏
は
さ
ら
に
、「
ニ
ー
チ
ェ
は
、
近
代
科
学
に
よ
っ

て
神
は
死
に
、
人
間
は
動
物
に
還
元
さ
れ
た
と
い
う
前
提
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
は
な
は
だ
タ
イ
プ
の
違
っ
た
思
想
家
で
あ
る
が
、
ま
さ

し
く
ケ
ル
ゼ
ン
と
同
一
の
到
達
点
に
立
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
述
べ
て
い
る
。
ケ
ル
ゼ
ン
と
ニ
ー
チ
ェ
の
間
に
根
底
的
な
点
に
お

い
て
共
通
項
が
あ
る
、
そ
れ
は
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
だ
、
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
見
し
て
意
外
の
感
を
禁
じ
え
な
い
が
、
つ
ぎ
の
よ
う
な

さ
ら
な
る
指
摘
を
み
れ
ば
、
そ
の
趣
旨
に
つ
い
て
了
解
し
う
る
こ
と
に
な
る
。

思
う
に
西
洋
思
想
は
さ
ま
ざ
ま
な
子
を
生
ん
だ
。
一
神
教
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
・
民
主
主
義
・
科
学
・
技
術
・
資
本
主
義
・

帝
国
主
義
・
そ
し
て
原
水
爆
等
々
。
こ
の
兄
弟
た
ち
は
相
互
に
必
ず
し
も
折
合
い
が
よ
く
な
く
、
兄
弟
殺
し
の
恐
れ
を
も
っ
た

（
一
二
七
九
）
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子
も
い
る
。
啓
蒙
的
合
理
主
義
も
こ
の
西
洋
精
神
の
一
人
の
子
で
あ
り
、
し
か
も
兄
弟
殺
し
の
可
能
性
を
も
っ
た
危
険
な
子
で

は
な
い
か
。
古
き
啓
蒙
思
潮
は
、
理
性
が
人
類
に
正
義
と
幸
福
を
も
た
ら
す
と
信
じ
た
「
良
き
子
」
で
あ
っ
た
が
、
新
し
い
啓

蒙
思
潮
は
事
に
よ
る
と
正
義
と
幸
福
の
破
壊
者
と
も
な
り
う
る
の
で
は
な
い
か
。

ケ
ル
ゼ
ン
は
こ
の
新
し
き
啓
蒙
思
潮
の
帰
結
を
首
尾
一
貫
し
て
貫
徹
し
た
思
想
家
で
あ
り
、
そ
の
価
値
も
危
険
性
も
そ
こ
に

あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。　

（
4
）　

こ
の
よ
う
な
、
長
尾
龍
一
氏
の
ケ
ル
ゼ
ン
理
解
に
は
納
得
し
う
る
も
の
が
あ
る
。
ケ
ル
ゼ
ン
の
所
論
に
お
い
て
、
と
き
と
し
て

人
間
の
在
り
方
に
つ
い
て
諦
観
に
達
し
た
か
の
よ
う
な
文
章
に
接
す
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う

（
36
）

。

民
主
主
義
者
は
身
を
忌
む
べ
き
矛
盾
に
委
ね
、
民
主
制
救
済
の
た
め
に
独
裁
を
求
め
る
べ
き
で
は
な
い
。
船
が
沈
没
し
て
も

な
お
そ
の
旗
へ
の
忠
実
を
守
る
べ
き
で
あ
る
。
自
由
の
理
念
は
破
壊
不
可
能
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
深
く
沈
め
ば
沈
む
ほ
ど

や
が
て
一
層
の
情
熱
を
も
っ
て
再
生
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
希
望
の
み
を
胸
に
抱
き
つ
つ
、
海
底
に
沈
み
行
く
の
で
あ
る
。

ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
の
終
末
を
意
識
し
つ
つ
書
い
た
こ
の
文
章
に
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
人
間
観
、
世
界
観
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
前
向

き
の
文
章
表
現
と
は
裏
腹
に
、
こ
こ
に
み
ら
れ
る
の
は
、
人
間
性
へ
の
絶
望
と
人
間
の
将
来
に
対
す
る
暗
い
諦
念
で
あ
る
。
こ
の
一
節
は
、

内
外
の
多
数
の
論
者
に
よ
っ
て
引
用
さ
れ
て
き
た
。
ケ
ル
ゼ
ン
の
読
者
は
、
こ
の
文
章
に
つ
い
て
、
も
っ
と
も
美
し
い
文
章
で
あ
る
と
し

て
こ
れ
を
評
価
す
る
者
と
、
筆
者
の
よ
う
に
、
ケ
ル
ゼ
ン
ら
し
く
な
い
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
文
章
で
あ
る
と
み
る
者
に
二
分
さ
れ
る
。
し

（
一
二
八
〇
）
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か
し
、
第
三
の
見
方
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
ケ
ル
ゼ
ン
の
内
心
に
潜
む
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
表
白
と
し
て
こ
れ
を
み
る
立
場
で
あ
る
。

ケ
ル
ゼ
ン
は
、
自
由
主
義
者
で
あ
る
が
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
陥
っ
た
自
由
主
義
者
で
あ
る

（
37
）

。

（
1
） H

ans K
elsen, W

as ist G
erechtigkeit?, 1953, S

.37. 

宮
崎
繁
樹
訳
「
正
義
と
は
何
か
」『
ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ
ン
著
作
集
Ⅲ　

自
然
法
論
と

法
実
証
主
義
』（
二
〇
一
〇
年
）
二
〇
八
頁
。

（
2
） K

elsen, D
ie Idee des N

aturrechts 

（1928

） in : D
ie W

iener R
echtstheoretische S

chule 

（
以
下
、
Ｗ
Ｒ
Ｓ
と
表
記
す
る
）, 1968, S

. 

248.  

長
尾
龍
一
訳
「
自
然
法
思
想
論
」『
著
作
集
Ⅲ
』
五
頁
。

（
3
） 

ケ
ル
ゼ
ン
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
政
治
理
論
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
「
真
正
の
自
然
法
論
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
服
部
栄
三
・
高
橋
悠
訳
「
マ
ル

ク
ス
主
義
法
理
論
」『
著
作
集
Ⅱ　

マ
ル
ク
ス
主
義
批
判
』（
二
〇
一
〇
年
）
三
〇
一
頁
以
下
。

（
4
） 

ケ
ル
ゼ
ン
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
に
述
べ
る
方
法
二
元
論
が
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
が
、
学
際
的
な
研
究
方
法
を
多
用
し
て
い
る
点
に
も
留
意
す

る
必
要
が
あ
る
。
ケ
ル
ゼ
ン
自
身
、
こ
の
こ
と
を
意
識
し
て
お
り
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

研
究
分
野
の
内
容
に
よ
っ
て
は
専
門
外
の
諸
分
野
に
立
ち
入
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
民
俗
学
、
宗
教
史
、
古
代
学
、
物
理
学
な
ど
の
研
究
成
果

を
利
用
す
る
必
要
が
あ
る
。
長
尾
龍
一
訳
「
応
報
律
と
因
果
律
」『
著
作
集
Ⅴ　

ギ
リ
シ
ャ
思
想
集
』（
二
〇
〇
九
年
）
四
頁
。

（
5
） K

elsen, T
he N

atural - L
aw

 D
octrine before the T

ribunal of S
cience 

（1949

） in : W
hat is Justice ? , 1957, p. 141. 

上
原
行
雄

訳
「
科
学
の
法
廷
に
お
け
る
自
然
法
論
」『
著
作
集
Ⅲ
』
一
三
〇
頁
。

（
6
） K

elsen,  R
eine R

echtslehre, 2. A
ufl ., 1960. S

. 112.  
長
尾
龍
一
訳
『
純
粋
法
学　

第
二
版
』（
二
〇
一
四
年
）
一
〇
六
頁
。

（
7
） K

elsen 

（A
nm

, 6

）, S
. 111. 

〔
訳
〕
一
〇
五
頁
。 

（
8
） K

elsen 

（A
nm

, 6

）, S
. 111. 

〔
訳
〕
一
〇
五
頁
。

（
9
） 

エ
ル
ン
ス
ト
・
ト
ー
ピ
ッ
チ
ュ
「
緒
言
」、
ケ
ル
ゼ
ン
〔
長
尾
龍
一
訳
〕『
神
と
国
家
』（
一
九
七
一
年
）
一
一
頁
。

（
10
） 

ケ
ル
ゼ
ン
〔
長
尾
龍
一
訳
〕「
プ
ラ
ト
ン
の
正
義
論
」『
著
作
集
Ⅴ
』
一
八
八
頁
。

（
一
二
八
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

三
四
〇

（
11
） 

長
尾
龍
一
訳
『
著
作
集
Ⅵ　

神
話
と
宗
教
』（
二
〇
一
一
年
）
一
四
八
頁
。

（
12
） K

elsen, D
ie philosophischen G

rundlagen der N
aturrethtslehre und des R

echtspositivism
us 

（1928

）: W
R
S
, S

. 312. 

黒
田
覚

訳
「
自
然
法
論
と
法
実
証
主
義
の
哲
学
的
基
礎
」『
著
作
集
Ⅲ
』
七
五
頁
。

（
13
） K

elsen 

（A
nm

, 5

）, p. 145. 

〔
訳
〕
一
三
四
頁
。

（
14
） K

azim
ierz O

pałek, K
elsens K

ritik der N
aturrechtslehre in : W

. K
raw

ietz / E
.T

opitsch  / P
.K

oller 

（H
rsg.

）, 

Ideologiekritik und D
em

okratietheorie bei H
ans K

elsen 

（R
echtstheorie B

eiheft 4

）, 1982, S
. 81.

（
15
） 

な
お
、
こ
の
点
に
関
連
し
て
ダ
ン
ト
レ
ー
ヴ
が
「
自
然
法
は
、
革
命
的
な
要
求
を
支
持
す
る
の
に
役
立
つ
こ
と
も
あ
れ
ば
、
ま
た
既
存
の
法
秩

序
を
正
当
と
す
る
の
に
役
立
つ
こ
と
も
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
。
ダ
ン
ト
レ
ー
ヴ
〔
久
保
正
幡
訳
〕『
自
然
法
』（
一
九
五
二

年
）
一
四
八
頁
。

（
16
） K

elsen 

（A
nm

, 2

）, S
. 247. 

〔
訳
〕
四
頁
。

（
17
） K

elsen 

（A
nm

, 5

）, p. 138. 

〔
訳
〕
一
二
七
頁
。

（
18
） K

elsen, N
aturrechtslehre und R

echtspositivism
us 

（1961

） in : W
R
S
, S

. 822. 

長
尾
龍
一
訳
「
自
然
法
論
と
法
実
証
主
義
」『
著
作
集

Ⅲ
』
二
三
七
頁
。

（
19
） K

elsen, D
ie G

rundlagen der N
aturrechtslehre 

（1963

） in : W
R
S
, S

. 869. 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
変
化
が
生
じ
た
原
因
を
ど
の
よ

う
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
ケ
ル
ゼ
ン
に
お
け
る
規
範
概
念
の
変
化
に
原
因
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
示
唆
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
だ

け
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。C

lem
ens Jabloner, Ideologiekritik bei K

elsen in : R
obert W

alter 

（H
rsg

）, S
chw

erpunkte der 

R
einen R

echtslehre, 1992, S
.100.

（
20
） 

古
賀
敬
太
『
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
自
由
主
義
の
悲
劇　

岐
路
に
立
つ
国
法
学
者
た
ち
』（
一
九
九
六
年
）
一
六
頁
。

（
21
） 

ケ
ル
ゼ
ン
〔
長
尾
龍
一
・
植
田
俊
太
郎
訳
〕『
民
主
主
義
の
本
質
と
価
値　

第
二
版
』（
二
〇
一
五
年
）
一
二
五
頁
以
下
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、

P
eter K

oller, Z
u einigen P

roblem
en der R

echtfertigung der D
em

okratie in : R
echtstheorie B

eiheft 4, S
. 320.

（
22
） 

手
島
孝
『
ケ
ル
ゼ
ニ
ズ
ム
考
』（
一
九
八
一
年
）
八
二
頁
。
と
こ
ろ
で
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
価
値
相
対
主
義
論
に
つ
い
て
、
価
値
相
対
主
義
の
「
実

（
一
二
八
二
）



ケ
ル
ゼ
ン
の
自
然
法
論
批
判
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
長
尾
）

三
四
一

質
化
」
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。
ケ
ル
ゼ
ン
の
価
値
相
対
主
義
は
、
そ
れ
自
体
、
実
質
的
価
値
を
体
現
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
価
値
相
対
主
義
の
「
空
洞
化
」
を
き
た
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
た
と
え
ば
、H

orst D
reier, R

echtslehle, 

S
taatssoziologie und D

em
okratietheorie bei H

ans K
elsen, 2, A

ufl ., 1990, S
.262. 

（
23
） G

erhart W
ielinger, D

em
okratisches P

rinzip, P
arteienstaat und L

egalitätsprinzip bei H
ans K

elsen in : R
echtstheorie 

B
eiheft 4 , S

. 264.

（
24
） 

長
尾
龍
一
『
思
想
史
斜
断
』（
一
九
八
一
年
）
七
〇
頁
。

（
25
） E

rhard M
ock, H

ans K
elsens V

erhältnis zum
 L

iberalism
us in : R

echtstheorie B
eiheft 4, S

. 439f.

（
26
） H

orst D
reier 

（A
nm

. 22

）, S
. 265.

（
27
） 

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、O

ta W
einberger, R

echtspositivism
us, D

em
okratie und G

erechtigkeitstheorie in : 

R
echtstheorie B

eiheft 4, S
. 501.

（
28
） 

こ
の
点
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
、Ilm

ar T
am

m
elo, V

on der reinen zu einer reineren R
echtslehre in : W

. K
raw

ietz / 

H
.S

chelsky

（H
rsg.

）, R
echtssystem

 und gesellschaftliche B
asis bei H

ans K
elsen

（R
echtstheorie B

eiheft 5

）, 1984, S
. 250. 

（
29
） K

elsen 

（A
nm

. 12

）, S
. 288. 

〔
訳
〕
四
五
頁
。

（
30
） 

ア
レ
ク
シ
ー
の
法
理
論
、
そ
し
て
ア
レ
ク
シ
ー
と
ケ
ル
ゼ
ン
の
法
理
論
の
比
較
に
つ
い
て
は
、
長
尾
一
紘
『
基
本
権
解
釈
と
利
益
衡
量
の
法

理
』（
二
〇
一
二
年
）
一
四
三
頁
以
下
。

（
31
） K

elsen 

（A
nm

, 12

）, S
. 305f. 

〔
訳
〕
六
六
頁
以
下
。
な
お
参
照
、
長
尾
龍
一
「
ケ
ル
ゼ
ン
に
お
け
る
法
と
道
徳

│
批
判
的
考
察
」『
ケ
ル

ゼ
ン
研
究
Ⅲ
』（
二
〇
一
三
年
）
一
二
二
頁
。

（
32
） 

阿
南
成
一
『
現
代
自
然
法
論
の
課
題
』（
一
九
九
一
年
）
二
七
九
頁
以
下
。

（
33
） 

こ
の
点
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
、W

alter P
reiss, H

ans K
elsens K

ritik am
 N

aturrecht, 1993, S
. 166.

（
34
） 

ト
ー
ピ
ッ
チ
ュ
・
前
掲
書
二
〇
頁
。

（
35
） 

長
尾
龍
一
「
危
険
な
思
想
家
ケ
ル
ゼ
ン
」『
ケ
ル
ゼ
ン
研
究
Ⅰ
』（
一
九
九
九
年
）
一
三
頁
。

（
一
二
八
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

三
四
二

（
36
） 

長
尾
龍
一
訳
「
民
主
制
の
擁
護
」『
著
作
集
Ⅰ　

民
主
主
義
論
』（
二
〇
〇
九
年
）
一
一
三
頁
。

（
37
） 

本
稿
に
お
い
て
、
長
文
の
引
用
が
多
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
さ
い
、
文
脈
と
無
関
係
の
事
項
が
含
ま
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
一
部
に

つ
い
て
は
割
愛
し
ま
し
た
。「　

」
の
印
の
な
い
引
用
文
に
お
い
て
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
そ
の
も
の
で
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

（
一
二
八
四
）



具
体
的
規
範
統
制
手
続
の
《
抽
象
性
》（
初
宿
）

三
四
三

具
体
的
規
範
統
制
手
続
の
《
抽
象
性
》

│
移
送
手
続
に
関
す
る
若
干
の
覚
書
き

│

初　
　

宿　
　

正　
　

典

は
じ
め
に

ド
イ
ツ
の
現
行
憲
法
典
で
あ
る
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
基
本
法
（
以
下
、
便
宜
上
、
単
に
「
基
本
法
」
と
略
記
す
る
）
の
第
一
〇
〇
条
が
定
め

る
い
わ
ゆ
る
具
体
的
規
範
統
制
手
続
は
、
ド
イ
ツ
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
こ
れ
ま
で
取
り
扱
っ
た
手
続
案
件
の
中
で
、
い
わ
ゆ
る
憲
法
訴

願
（
憲
法
異
議
）
に
次
い
で
、
係
属
件
数
の
上
で
第
二
位
を
占
め
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
（
1
）

。

基
本
法
第
一
〇
〇
条
は
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

「
裁
判
所
が
、
決
定
（
2
）に

際
し
て
あ
る
法
律
の
効
力
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
、
そ
の
法
律
が
違
憲
で
あ
る
と
思
料
す
る
と
き
は
、
そ
の
手
続

論　

説

（
一
二
八
五
）



三
四
四

を
中
止
し
、
か
つ
、
あ
る
ラ
ン
ト
の
憲
法
に
対
す
る
違
反
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
と
き
は
憲
法
上
の
紛
争
に
つ
い
て
管
轄
を
有
す
る
ラ
ン
ト
裁
判
所

の
決
定
を
、
又
、
こ
の
基
本
法
に
対
す
る
違
反
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
と
き
は
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
決
定
を
、
求
め
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、

ラ
ン
ト
法
に
よ
る
基
本
法
違
反
、
又
は
、
ラ
ン
ト
法
律
と
連
邦
法
律
と
の
不
一
致
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
も
、
同
様
と
す
る
。」

こ
れ
に
よ
り
、
裁
判
所
（
こ
こ
に
い
う
裁
判
所
と
は
、
憲
法
裁
判
所
以
外
の
各
専
門
裁
判
所（F

achgerichte （3
））の

意
味
で
あ
る
）
は
、
決
定
に
際

し
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
法
律
が
憲
法
違
反
で
あ
る
と
思
料
す
る
と
き
に
は
、
み
ず
か
ら
違
憲
の
判
断
を
す
る
権
限
が
な
く
、
憲
法
裁
判
所

に
移
送
し
て
そ
の
判
断
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
上
記
の
第
一
〇
〇
条
は
、
ラ
ン
ト
の
憲
法
裁
判
所

の
権
限
に
つ
い
て
も
規
定
し
て
い
る
が
、
以
下
で
は
も
っ
ぱ
ら
、
も
っ
と
も
典
型
的
な
事
例
で
あ
る
、
連
邦
法
律
の
基
本
法
違
反
に
関
す

る
連
邦
憲
法
裁
判
所
へ
の
移
送
の
場
合
に
つ
い
て
の
み
限
定
し
て
、
若
干
の
検
討
を
す
る
も
の
と
す
る
。

第
一
節　

日
本
国
憲
法
制
定
過
程
に
お
け
る
違
憲
審
査
最
高
裁
判
所
集
中
制
導
入
論

と
こ
ろ
で
、
日
本
国
憲
法
制
定
の
過
程
に
お
い
て
、
政
府
が
一
時
期
、
ド
イ
ツ
の
こ
の
制
度
に
類
似
し
た
違
憲
判
断
最
高
裁
判
所
集
中

型
の
制
度
の
構
築
を
考
え
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
こ
と
は
、
周
知
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
本
稿
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
検
討
す
る
前
に
、

ま
ず
こ
の
点
に
つ
い
て
、
当
時
の
帝
国
議
会
議
事
録
に
拠
っ
て
振
り
返
っ
て
確
認
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
（
4
）

。

日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

（
一
二
八
六
）



具
体
的
規
範
統
制
手
続
の
《
抽
象
性
》（
初
宿
）

三
四
五

一　

衆
議
院
で
の
審
議

す
な
わ
ち
、
帝
国
憲
法
改
正
案
（
5
）

を
審
議
し
て
い
た
第
九
十
回
帝
国
議
会
衆
議
院
の
「
帝
国
憲
法
改
正
委
員
会
」
の
議
事
録
（
速
記
）
に

よ
る
と
、
一
九
四
六
（
昭
和
二
一
年
）
七
月
二
二
日
の
審
議
に
お
い
て
、
現
行
憲
法
第
八
十
一
条
（
6
）

に
相
当
す
る
草
案
第
七
十
七
条
に
関
し

て
、
以
下
の
よ
う
な
議
論
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

⑴　

ま
ず
、
森
三
樹
二
（
日
本
社
会
党
）
が
、
最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
定
年
に
関
す
る
現
行
憲
法
第
七
十
九
条
に
相
当
す
る
草
案
第

七
十
五
条
に
関
連
す
る
質
疑
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
質
問
し
た
（
7
）

。

「
最
高
裁
判
所
ハ
此
ノ
草
案
ニ
依
リ
マ
ス
ト
最
モ
重
要
ナ
憲
法
ニ
対
シ
テ
法
律
命
令
ガ
違
反
シ
テ
居
ル
カ
ド
ウ
カ
ト
云
フ
所
ノ
審
査
ノ
権
限
ヲ
附

与
サ
レ
テ
居
リ
マ
ス
、
即
チ
国
会
ガ
国
家
ノ
最
高
機
関
ト
シ
テ
、
又
唯
一
ノ
立
法
機
関
ト
シ
テ
議
決
致
シ
マ
シ
タ
所
ノ
法
律
ガ
、
憲
法
ニ
違
反
ス
ル

ヤ
否
ヤ
ヲ
審
査
ス
ル
ト
云
フ
重
大
ナ
ル
権
限
ガ
ア
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
其
ノ
意
味
ニ
於
キ
マ
シ
テ
私
ハ
先
ヅ
第
一
ニ
最
高
裁
判
所
ハ
衆
議
院
ニ
対
シ
テ

参
議
院
ガ
抑
制
機
関
デ
ア
ル
と
云
フ
ヤ
ウ
ナ
此
ノ
間
ノ
金
森
国
務
相
ノ
御
答
弁
ガ
ア
リ
マ
シ
タ
ガ
、
国
会
ガ
議
決
シ
タ
ル
所
ノ
法
律
ヲ
憲
法
ニ
違
反

ス
ル
ヤ
否
ヤ
ト
云
フ
審
査
権
ガ
最
高
裁
判
所
ニ
ア
ル
ト
シ
マ
ス
ナ
ラ
バ
、
ヤ
ハ
リ
国
会
ヲ
抑
制
ス
ル
所
ノ
一
ツ
ノ
機
関
デ
ア
ル
ト
云
フ
ヤ
ウ
ニ
我
々

ハ
考
ヘ
ル
コ
ト
ガ
出
来
ル
デ
ア
リ
マ
セ
ウ
カ
、
此
ノ
点
ヲ
一
寸
御
伺
ヒ
シ
タ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
」

こ
れ
に
対
し
て
司
法
大
臣
木
村
篤
太
郎
（
以
下
、
単
に
木
村
と
略
記
）
が
、
最
高
裁
判
所
に
そ
の
よ
う
な
抑
制
機
能
を
持
た
せ
る
積
も
り

で
は
絶
対
に
な
い
と
答
え
る
と
、
さ
ら
に
森
は
、
次
の
よ
う
に
質
問
し
た
。

「
併
シ
私
ハ
サ
ウ
云
ウ
意
味
デ
ナ
ケ
レ
バ
、
例
ヘ
バ
議
会
ガ
横
暴
ヲ
シ
テ
、
非
常
ニ
違
法
ナ
法
律
ヲ
制
定
シ
タ
、
ソ
レ
ガ
憲
法
ニ
違
反
ス
ル
所
ノ
、

（
一
二
八
七
）



三
四
六

例
ヘ
バ
人
民
ノ
基
本
的
ナ
人
権
ヲ
害
ス
ル
ヤ
ウ
ナ
法
律
ヲ
制
定
シ
タ
、
ソ
レ
ヲ
果
シ
テ
適
当
ナ
リ
ヤ
否
ヤ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
認
定
ス
ル
ノ
ガ
、
詰
リ
ハ

最
高
裁
判
所
ノ
重
要
ナ
役
割
ダ
ト
思
ヒ
マ
ス
〔
、〕
其
ノ
意
味
カ
ラ
行
ケ
バ
抑
制
機
能
デ
ア
ル
ト
云
フ
コ
ト
ハ
言
ヘ
ル
ノ
デ
ハ
ナ
イ
カ
ト
思
ヒ
マ
ス

ガ
、
此
ノ
点
ヲ
御
伺
ヒ
シ
マ
ス
」

こ
れ
を
受
け
て
木
村
は
、
次
の
よ
う
に
答
弁
し
た
。

「
最
高
裁
判
所
ハ
自
ラ
進
ン
デ
法
令
ガ
違
憲
ナ
リ
ヤ
否
ヤ
ヲ
積
極
的
ニ
審
査
ス
ル
ノ
デ
ハ
ア
リ
マ
セ
ヌ
、
是
ハ
問
題
ガ
起
ツ
タ
時
ニ
果
シ
テ
是
ガ

違
憲
デ
ア
ル
カ
ド
ウ
カ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
審
査
ス
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
其
ノ
意
味
ニ
於
テ
私
ハ
抑
制
機
能
デ
ナ
イ
ト
思
ヒ
マ
ス
」

司
法
大
臣
の
こ
の
答
弁
に
も
納
得
の
い
か
な
か
っ
た
森
委
員
は
さ
ら
に
、

「
問
題
ガ
起
ツ
タ
時
ト
仰
ル
ノ
ハ
、
…
…
結
局
其
ノ
何
レ
ニ
致
シ
マ
シ
テ
モ
、
其
ノ
法
律
ヤ
命
令
ガ
憲
法
ニ
違
反
ス
ル
カ
ド
ウ
カ
ト
云
フ
問
題
ガ

起
ツ
タ
時
デ
ア
リ
マ
セ
ウ
ガ
、
国
会
ハ
、
ソ
レ
ハ
憲
法
ニ
違
反
シ
ナ
イ
、
併
シ
ナ
ガ
ラ
輿
論
ナ
リ
、
或
ハ
又
最
高
裁
判
所
ナ
リ
ガ
、
ド
ウ
モ
是
ハ
違

憲
ノ
疑
ヒ
ガ
ア
ル
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ
議
論
ガ
出
テ
来
テ
問
題
ニ
ナ
ル
ト
思
ヒ
マ
ス
カ
ラ
私
ハ
司
法
大
臣
ノ
只
今
ノ
御
答
弁
ハ
必
ズ
シ
モ
正
鵠
ヲ
得
〔
マ
マ
〕タ
モ

ノ
デ
ナ
イ
ト
思
ヒ
マ
ス
ガ
、
此
ノ
点
金
森
国
務
大
臣
ニ
伺
ヒ
タ
イ
ト
思
ヒ
マ
ス
」

と
し
て
、
金
森
徳
次
郎
国
務
大
臣
（
以
下
、
単
に
「
金
森
」
と
略
記
）
の
答
弁
を
求
め
た
。
こ
れ
に
対
し
て
金
森
は
、
次
の
よ
う
に
答
弁
し

て
い
る
。「

抑
制
ト
云
フ
言
葉
ノ
意
味
ニ
ナ
ル
ト
思
ヒ
マ
ス
ガ
、
大
体
此
ノ
考
ヘ
方
ノ
基
本
ヲ
平
タ
イ
言
葉
デ
申
シ
マ
ス
ト
、
憲
法
ハ
国
民
、
詰
リ
主
権
ノ

日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

（
一
二
八
八
）



具
体
的
規
範
統
制
手
続
の
《
抽
象
性
》（
初
宿
）

三
四
七

本
体
デ
ア
ル
国
民
ガ
作
ル
、
法
律
ハ
其
ノ
主
権
ノ
本
体
デ
ア
ル
国
民
ガ
作
ル
ノ
デ
ハ
ナ
イ
、
主
権
ニ
基
イ
テ
出
来
テ
オ
リ
マ
ス
所
ノ
此
ノ
憲
法
上
ノ

機
関
デ
ア
ル
国
会
ガ
作
ル
ト
云
フ
コ
ト
ニ
ナ
リ
マ
ス
、
サ
ウ
ス
ル
ト
主
権
ノ
本
体
タ
ル
国
民
ガ
作
ツ
タ
憲
法
、
ソ
レ
ヨ
リ
幾
ラ
カ
枝
葉
ニ
ナ
ツ
タ
国

会
ガ
作
ツ
タ
法
律
、
是
ガ
牴
触
シ
タ
時
誰
カ
裁
ク
者
ガ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
、
ソ
レ
ヲ
具
体
的
ノ
場
合
訴
訟
手
続
ニ
依
ツ
テ
裁
ク
ノ
ガ
最
高
裁
判
所
デ

ア
ル
ト
云
フ
コ
ト
ニ
ナ
リ
マ
ス
カ
ラ
、
理
屈
カ
ラ
云
ヘ
バ
或
ル
場
合
ニ
国
会
ノ
行
動
ヲ
批
評
ヲ
ス
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
カ
ラ
、
抑
制
ト
云
フ
コ
ト
ハ
非

常
ニ
広
イ
意
味
ニ
於
テ
言
ヘ
ナ
イ
コ
ト
ハ
ア
リ
マ
セ
ヌ
、
併
シ
明
瞭
ニ
言
ヘ
マ
ス
コ
ト
ハ
、
参
議
院
ハ
衆
議
院
ノ
働
キ
ヲ
妨
ゲ
ル
コ
ト
ガ
出
来
マ
ス
、

併
シ
此
ノ
最
高
裁
判
所
ハ
国
会
ノ
働
キ
ヲ
妨
ゲ
ル
コ
ト
ハ
出
来
ナ
イ
、
唯
出
来
タ
結
果
ヲ
或
ル
特
定
ノ
場
合
適
用
シ
ナ
イ
ト
云
フ
コ
ト
ダ
ケ
デ
、
抑

制
ト
云
フ
言
葉
デ
ナ
ク
、
寧
ロ
憲
法
ト
法
律
ノ
調
節
ヲ
図
ル
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ
言
葉
ガ
適
当
カ
ト
思
ヒ
マ
ス
」

⑵　

こ
の
答
弁
を
受
け
た
森
は
、
よ
う
や
く
こ
の
時
に
議
論
の
俎
上
に
上
せ
ら
れ
て
い
た
第
七
十
五
条
（
現
行
第
七
十
九
条
）
の
国
民
審

査
に
関
し
て
、
国
会
が
制
定
し
た
法
律
を
最
高
裁
判
所
が
違
憲
・
無
効
に
す
る
よ
う
な
裁
判
を
し
た
場
合
の
裁
判
官
の
罷
免
と
い
う
問
題

に
関
連
し
た
質
問
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
す
る
金
森
の
長
い
答
弁
の
中
で
、
本
稿
に
関
わ
る
非
常
に
興
味
深
い
答
弁
を
し

て
い
る
の
で
、
長
く
な
る
が
、
引
用
す
る
。

「
一
番
根
本
カ
ラ
、
憲
法
ニ
違
反
イ
タ
シ
マ
シ
タ
法
律
ト
イ
フ
モ
ノ
ガ
是
ハ
人
間
世
界
ノ
コ
ト
デ
ア
リ
マ
ス
カ
ラ
、
サ
ウ
云
フ
モ
ノ
ガ
ナ
イ
ト
ハ

保
証
出
来
マ
セ
ヌ
、
過
ツ
テ
憲
法
ニ
違
反
シ
タ
ル
法
律
ガ
出
来
タ
或
ハ
出
来
タ
ノ
ハ
正
シ
カ
ツ
タ
カ
モ
知
レ
ナ
イ
ガ
、
世
ノ
中
ノ
見
ル
所
ニ
依
ツ
テ

是
ガ
憲
法
ニ
違
反
シ
テ
居
ル
デ
ハ
ナ
イ
カ
ト
云
フ
疑
ヒ
ガ
後
カ
ラ
起
ツ
テ
来
ル
、
或
ハ
作
ツ
タ
時
ハ
正
シ
カ
ツ
タ
カ
モ
知
レ
ナ
イ
ガ
、
其
ノ
後
ノ
世

ノ
中
ノ
認
識
ノ
変
化
ノ
為
ニ
、
憲
法
ニ
違
反
シ
タ
ト
思
ハ
レ
ル
ヤ
ウ
ナ
コ
ト
ガ
起
ツ
タ
リ
、
色
々
ナ
コ
ト
ガ
考
ヘ
ラ
レ
ル
、
其
ノ
時
問
題
ハ
、
憲
法

ハ
最
高
ト
ス
レ
バ
法
律
ハ
効
力
ヲ
失
フ
、
或
ハ
法
律
ヲ
最
高
ト
致
シ
マ
ス
レ
バ
最
早
憲
法
ハ
批
評
ノ
目
的
ニ
ハ
ナ
ラ
ヌ
ト
云
フ
コ
ト
ニ
ナ
ル
訳
デ
ア

（
一
二
八
九
）
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リ
マ
ス
、
今
マ
デ
日
本
ナ
ド
デ
、
学
説
ハ
色
々
デ
ア
リ
マ
ス
ケ
レ
ド
モ
、
建
前
ハ
其
ノ
場
合
法
律
ヲ
遵
法
ノ
基
本
ト
致
シ
マ
シ
テ
、
憲
法
ノ
コ
ト
ハ

奥
ノ
方
ヘ
貴
ン
デ
入
レ
テ
シ
マ
ツ
テ
、
憲
法
ニ
違
反
シ
タ
法
律
デ
モ
裁
判
所
ハ
批
評
出
来
ナ
イ
ト
云
フ
形
デ
来
テ
居
マ
ス
ケ
レ
ド
モ
、
ソ
レ
ハ
如
何

ニ
モ
オ
カ
シ
イ
コ
ト
デ
ア
リ
マ
ス
、
国
民
ガ
作
ツ
タ
憲
法
ト
議
会
ガ
作
ツ
タ
法
律
ト
ノ
調
節
ガ
出
来
ナ
イ
ノ
ハ
何
ト
カ
シ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
ト
云
フ

議
論
ハ
起
コ
ツ
テ
居
ツ
タ
、
日
本
ニ
於
キ
マ
シ
テ
モ
、
何
カ
サ
ウ
云
フ
調
節
ノ
出
来
ル
モ
ノ
ヲ
作
ツ
タ
ラ
宜
イ
デ
ハ
ナ
イ
カ
ト
云
フ

│
正
直
ニ
言

ヘ
バ
、
日
本
デ
モ
今
マ
デ
或
ル
事
柄
ガ
果
シ
テ
憲
法
ニ
適
ツ
テ
居
ル
カ
ド
ウ
カ
ト
云
フ
点
ガ
数
回
政
治
ノ
問
題
ニ
ナ
ツ
テ
居
マ
ス
ガ
、
サ
ウ
云
フ
時

ノ
処
理
ノ
方
法
ト
致
シ
マ
シ
テ
、
例
ヘ
バ
『
オ
ー
ス
ト
リ
ア
』
ノ
憲
法
ノ
如
キ
ハ
別
ニ
憲
法
裁
判
所
ト
云
フ
モ
ノ
ヲ
作
リ
マ
シ
テ
、
或
ル
法
律
ガ
憲

法
ニ
違
反
ス
ル
ヤ
否
ヤ
ヲ
其
ノ
裁
判
所
デ
決
定
致
シ
マ
シ
テ
、
サ
ウ
シ
テ
ソ
レ
ガ
憲
法
違
反
デ
ア
ル
ト
云
フ
コ
ト
ガ
決
マ
リ
マ
ス
ル
ト
、
其
ノ
裁
判

所
ガ
法
律
ノ
適
用
ヲ
拒
ン
デ
、
更
ニ
国
ニ
対
シ
テ
其
ノ
法
律
ヲ
正
式
ニ
廃
棄
ス
ベ
キ
義
務
ヲ
負
ハ
セ
ル
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ
途
ガ
設
ケ
テ
居
ル
ヤ
ウ
デ
ア

リ
マ
ス
、
併
シ
今
回
ノ
此
ノ
改
正
案
ハ
裁
判
所
ノ
当
然
ノ
権
能
ト
シ
テ
、
普
通
ニ
ナ
シ
得
ル
範
囲
ニ
於
テ
其
ノ
法
律
ヲ
批
評
ス
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、

詰
リ
具
体
的
ニ
事
件
ガ
起
リ
マ
シ
タ
時
ニ
、
其
ノ
法
律
ガ
憲
法
違
反
デ
ア
ル
ト
云
フ
コ
ト
ガ
ハ
ッ
キ
リ
致
シ
マ
ス
レ
バ
ソ
レ
ヲ
適
用
シ
ナ
イ
ト
云
フ

ダ
ケ
デ
ア
ツ
テ
、
法
律
其
ノ
モ
ノ
ヲ
無
効
ト
ス
ル
訳
デ
ハ
ア
リ
マ
セ
ヌ
、
其
ノ
法
律
ヲ
無
効
ト
ス
ル
ヤ
否
ヤ
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
立
法
府
タ
ル
国
会
ノ

判
断
ニ
委
セ
ル
ト
云
フ
コ
ト
ニ
ナ
リ
マ
ス
、
ダ
カ
ラ
又
再
ビ
同
ジ
ヤ
ウ
ナ
事
件
ガ
起
リ
マ
ス
レ
バ
、
裁
判
所
ニ
行
ク
ト
云
フ
時
ニ
、
裁
判
所
ガ
ド
ウ

ス
ル
カ
、
前
ト
同
ジ
ヤ
ウ
ニ
無
効
ニ
ス
ル
カ
ド
ウ
カ
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
事
実
ハ
同
ジ
ヤ
ウ
ニ
ナ
ル
ト
思
ヒ
マ
ス
ル
ケ
レ
ド
モ
、
理
論
的
ニ
ハ
ソ
コ
ニ

ハ
ツ
キ
リ
ト
シ
タ
前
ノ
通
リ
ニ
ナ
ル
ト
云
フ
規
定
ハ
ナ
イ
訳
デ
ア
リ
マ
ス
」

金
森
の
答
弁
は
さ
ら
に
続
き
、
ア
メ
リ
カ
の
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
立
法
の
例
を
と
っ
て
、
最
高
裁
判
所
が
九
つ
の
法
律
の
う
ち
六
つ
ま
で

も
憲
法
違
反
と
判
決
し
た
こ
と
を
受
け
て
大
統
領
が
最
高
裁
判
所
の
改
造
を
企
て
た
こ
と
を
挙
げ
た
り
し
な
が
ら
、「
十
年
毎
十
年
毎
」

日
本
法
学　
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と
い
う
「
緩
慢
な
」
国
民
審
査
制
度
に
つ
い
て
答
弁
し
、
さ
ら
に
森
委
員
と
の
間
で
質
疑
が
交
わ
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
点
は
本
稿
の
関

心
か
ら
ず
れ
る
の
で
、
割
愛
す
る
こ
と
と
す
る
。
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
こ
の
答
弁
の
中
で
興
味
深
い
の
は
、
金
森
が
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
憲

法
裁
判
所
の
例
を
引
い
て
、
日
本
国
憲
法
下
に
お
け
る
裁
判
所
の
違
憲
審
査
が
、
こ
れ
と
は
異
な
り
、
具
体
的
な
事
件
が
起
こ
っ
た
時
に

裁
判
所
が
当
該
法
律
規
定
を
違
憲
だ
と
判
断
す
れ
ば
適
用
し
な
い
と
い
う
だ
け
で
法
律
自
体
が
無
効
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
、
そ
れ
は
あ

く
ま
で
国
会
の
権
限
で
あ
る
、
そ
れ
ゆ
え
、
同
じ
よ
う
な
事
件
が
起
こ
っ
た
時
に
裁
判
所
が
以
前
と
同
じ
判
断
を
す
る
か
ど
う
か
は
別
の

問
題
だ
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
個
別
的
効
力
説
を
説
い
て
い
る
（
8
）

点
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
も
こ
こ
で
の
直
接
の
テ
ー
マ
で
は
な
い
。

⑶　

こ
う
し
て
委
員
会
で
の
審
議
は
、
草
案
第
七
十
七
条
（
現
行
の
第
八
十
一
条
）
に
つ
い
て
の
質
疑
に
移
る
（
9
）

の
で
あ
る
が
、
以
下
で
の

議
論
の
前
提
と
し
て
、
当
時
の
草
案
の
第
七
十
七
条
が
、
現
行
憲
法
の
第
八
十
一
条
と
は
異
な
り
、
二
項
立
て
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
注

意
を
要
す
る
。
す
な
わ
ち
、
草
案
の
第
七
十
七
条
は
、

「
第
七
十
七
条　

①　

最
高
裁
判
所
は
、
終
審
裁
判
所
で
あ
る
。

②　

最
高
裁
判
所
は
、
一
切
の
法
律
、
命
令
、
規
則
又
は
処
分
が
憲
法
に
適
合
す
る
か
し
な
い
か
を
決
す
る
権
限
を
有
す
る
。」

と
な
っ
て
い
て
、
主
と
し
て
議
論
と
な
っ
た
の
は
、
こ
の
第
二
項
に
つ
い
て
で
あ
る
こ
と
は
多
言
を
要
し
な
い
。

イ　

さ
て
、
先
に
述
べ
た
質
疑
に
続
く
同
日
の
質
疑
で
は
、
ま
ず
山
崎
岩
男
委
員
（
日
本
進
歩
党
）
が
、
こ
の
第
二
項
か
ら
す
る
と
、

「
最
高
裁
判
所
ダ
ケ
ガ
法
令
審
査
権
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
デ
ア
ツ
テ
、
下
級
裁
判
所
ハ
持
ツ
テ
居
ナ
イ
ヤ
ウ
ニ
窺
ハ
レ
ル
所
ガ
ア
ル
ノ
デ
ア
リ

マ
ス
ガ
此
ノ
点
ハ
如
何
デ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
カ
」
と
質
し
た
の
に
対
し
て
、
金
森
は
、
次
の
よ
う
に
答
弁
し
て
い
る
。

（
一
二
九
一
）



三
五
〇

「
七
十
七
条
ノ
二
項
ハ
一
寸
其
ノ
点
ニ
於
テ
錯
覚
ヲ
起
シ
易
イ
字
句
ニ
ナ
ツ
テ
居
リ
マ
ス
ガ
、
裁
判
所
ガ
法
令
ヲ
審
査
ス
ル
権
能
ハ
今
マ
デ
ト
少

シ
モ
変
ル
所
ハ
ナ
イ
、
斯
ウ
云
フ
考
ヘ
デ
ア
リ
マ
ス
、
唯
今
マ
デ
ハ
、
学
説
ハ
別
ト
シ
テ
、
兎
ニ
角
大
体
認
メ
ラ
レ
テ
居
リ
マ
ス
所
ハ
、
法
律
ハ
審

査
デ
キ
ナ
イ

│
審
査
出
来
ル
ト
云
フ
議
論
モ
ア
リ
マ
ス
、
併
シ
議
会
ト
云
フ
モ
ノ
ヲ
非
常
ニ
高
イ
所
ニ
考
ヘ
テ
居
リ
マ
ス
カ
ラ
、
議
会
ヲ
通
シ
タ

法
律
ヲ
無
効
ダ
ト
カ
云
フ
コ
ト
ヲ
裁
判
所
ガ
言
ツ
テ
ハ
困
ル
ノ
デ
、
ソ
レ
ダ
ケ
ハ
審
査
権
ガ
ナ
イ
ト
サ
レ
テ
居
マ
シ
タ
、
今
度
ハ
最
高
裁
判
所
ガ
法

律
ノ
審
査
権
ガ
ア
ル
、
斯
ウ
云
フ
意
味
デ
ア
リ
マ
ス
、
法
律
ガ
憲
法
ニ
適
合
ス
ル
カ
シ
ナ
イ
カ
ヲ
決
定
ス
ル
権
限
ヲ
有
ス
ル
ト
、
斯
ウ
書
キ
マ
ス
ト
、

命
令
ヤ
規
則
ノ
コ
ト
ハ
ソ
レ
デ
ハ
出
来
ナ
イ
ノ
カ
、
斯
ウ
云
フ
今
度
ハ
逆
ノ
疑
ヒ
ガ
起
リ
マ
ス
カ
ラ
、
他
ノ
モ
ノ
マ
デ
並
ベ
テ
書
キ
マ
シ
タ
ガ
、
本

当
ノ
趣
旨
ハ
法
律
ニ
重
点
ヲ
置
イ
テ
居
リ
マ
ス
、
下
級
裁
判
所
デ
モ
固
ヨ
リ
命
令
以
下
ノ
審
査
ハ
出
来
ル
コ
ト
ハ
当
然
ノ
コ
ト
ト
サ
レ
テ
居
リ
マ

ス
」

右
の
引
用
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
金
森
は
こ
の
時
点
で
、「
法
令
」（
こ
こ
で
は
命
令
、
規
則
等
の
法
律
よ
り
下
位
の
法
規
範
の
謂
で
あ
ろ
う
）

に
つ
い
て
は
、
旧
憲
法
下
で
も
裁
判
所
の
権
限
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
議
会
の
制
定
す
る
「
法
律
」
に
つ
い
て
は
審
査
が

で
き
な
か
っ
た
が
、
国
会
の
地
位
が
従
前
よ
り
も
高
く
な
る
今
後
に
お
い
て
は
、
最
高
裁
判
所
に
は
「
法
律
」
も
含
め
て
す
べ
て
の
法
令

に
つ
い
て
審
査
権
が
あ
る
こ
と
に
な
る
が
、
下
級
裁
判
所
は
命
令
以
下
の
下
位
法
令
に
つ
い
て
の
み
審
査
権
限
が
あ
る
、
と
考
え
て
い
た

こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

ロ　

次
に
、
田
中
伊
三
次
議
員
（
無
所
属
倶
楽
部
）
が
、
裁
判
所
の
法
令
審
査
権
の
発
動
に
つ
い
て
、

「
発
動
ヲ
国
民
カ
ラ
求
メ
ル
コ
ト
ガ
出
来
ル
ノ
カ
ド
ウ
カ
裁
判
所
ノ
独
自
ノ
見
解
ノ
ミ
デ
何
時
デ
モ
審
査
ニ
付
ス
ル
付
シ
ナ
イ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
決

メ
ル
ノ
カ
、
ソ
レ
ト
モ
、
一
般
国
民
カ
ラ
、
或
ハ
行
政
処
分
ナ
ド
ニ
付
テ
言
ヘ
バ
、
其
ノ
行
政
処
分
ニ
依
ツ
テ
不
法
ナ
ル
処
分
ヲ
受
ケ
タ
リ
ト
ス
ル

日
本
法
学　
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国
民
カ
ラ
其
ノ
審
査
権
ノ
発
動
ヲ
要
請
ス
ル
、
例
ヘ
バ
現
行
法
ニ
於
ケ
ル
行
政
裁
判
所
ノ
裁
判
ヲ
求
ム
ル
ガ
ゴ
ト
キ
形
ニ
於
イ
テ
、
之
ヲ
求
メ
ル
コ

ト
モ
出
来
ル
ノ
カ
ド
ウ
カ
」

と
質
問
し
た
の
に
対
す
る
金
森
の
答
弁
は
、
次
の
如
く
で
あ
る
。

「
此
ノ
憲
法
ノ
建
前
ト
シ
テ
裁
判
所
ハ
飽
ク
マ
デ
モ
裁
判
所
デ
ア
ル
、
斯
ウ
云
フ
前
提
ヲ
採
ツ
テ
居
リ
マ
ス
、
随
テ
唯
空
ニ
法
律
ヲ
批
判
ス
ル
コ

ト
ハ
ア
リ
マ
セ
ヌ
、
現
実
ノ
問
題
ト
シ
テ
現
ハ
レ
タ
場
合
ニ
ノ
ミ
其
ノ
法
律
を
扱
ツ
テ
、
憲
法
違
反
カ
ド
ウ
カ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
審
判
ス
ル
ノ
デ
ア
リ

マ
ス
、
サ
ウ
云
フ
点
ハ
、『
ア
メ
リ
カ
』
ナ
ド
ニ
モ
ヤ
ハ
リ
サ
ウ
云
フ
疑
問
ノ
起
ツ
タ
コ
ト
ガ
ア
ル
ト
見
エ
マ
シ
テ
、
裁
判
所
ガ
或
ル
法
律
ニ
付
テ

意
見
ヲ
傍
カ
ラ
求
メ
ラ
レ
タ
時
ニ
、
具
体
的
ノ
事
件
デ
ナ
イ
カ
ラ
、
意
見
ヲ
述
ベ
ル
コ
ト
ヲ
拒
ン
ダ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
聞
イ
テ
居
リ
マ
ス
ガ
、
日
本
デ

モ
全
ク
具
体
的
裁
判
ヲ
離
レ
テ
ハ
決
シ
テ
法
令
審
査
ハ
シ
ナ
イ
、
斯
ウ
云
フ
建
前
ヲ
採
ツ
テ
居
リ
マ
ス
」

と
答
え
て
い
る
。
金
森
が
こ
こ
で
ア
メ
リ
カ
に
言
及
し
て
い
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
勧
告
的
意
見
（advisory opinion （10
））

の
こ
と
で
あ
ろ
う

と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
答
弁
が
質
問
の
趣
旨
を
取
り
違
え
て
い
る
と
思
っ
た
田
中
委
員
が
さ
ら
に
、「
今
御
尋
ネ
シ
テ
居
ル
ノ
ハ
国
民
カ

ラ
其
ノ
審
査
ヲ
求
メ
ル
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
認
メ
ル
ノ
カ
ド
ウ
カ
、
斯
ウ
云
フ
点
デ
ア
リ
マ
ス
」
と
再
度
質
問
す
る
と
、
金
森
は
次
の
よ
う
に

答
弁
し
て
い
る
。

「
極
ク
正
確
ニ
申
シ
マ
ス
レ
バ
、
国
民
モ
一
般
的
ニ
ハ
審
査
ヲ
求
メ
ル
コ
ト
ハ
出
来
ナ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
具
体
的
ノ
訴
訟
事
件
ノ
中
ニ
編
ミ
込

ン
デ
之
ヲ
論
点
ト
ス
ル
訳
デ
ア
ツ
テ

│
自
分
ハ
下
級
裁
判
所
デ
斯
ウ
云
フ
刑
罰
ニ
処
セ
ラ
レ
タ
、
シ
カ
シ
ナ
ガ
ラ
其
ノ
刑
罰
ノ
根
拠
法
デ
ア
ル
法

律
ハ
憲
法
違
反
デ
ア
ル
、
随
テ
刑
罰
ニ
処
セ
ラ
レ
タ
ト
云
フ
コ
ト
ハ
間
違
ヒ
デ
ア
ル
、
是
等
ノ
形
ヲ
以
テ
此
ノ
審
査
を
請
求
ス
ル
、
斯
ウ
云
フ
形
ニ

（
一
二
九
三
）
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ナ
ツ
テ
居
リ
マ
ス
」

田
中
委
員
は
さ
ら
に
行
政
裁
判
お
よ
び
違
憲
審
査
の
手
続
規
定
に
関
し
て
質
問
を
続
け
て
い
る
が
、
紙
幅
の
都
合
上
こ
の
部
分
は
省
略

し
、
金
森
の
答
弁
の
み
再
現
し
て
お
く
と
、

「
是
ハ
裁
判
所
ハ
何
処
マ
デ
モ
裁
判
ヲ
ス
ル
所
デ
ア
ル
、
其
ノ
一
般
ノ
考
ヘ
ハ
現
在
ノ
裁
判
所
ノ
権
能
ト
少
シ
モ
変
ツ
テ
居
リ
マ
セ
ヌ
、
ダ
カ
ラ

法
令
其
ノ
モ
ノ
ヲ
審
査
ス
ル
ノ
デ
ハ
ナ
ク
、
法
令
ガ
偶
々
関
与
シ
テ
具
体
的
ノ
案
件
ガ
起
ツ
タ
時
ニ
裁
判
ノ
一
ツ
ノ
論
点
ト
シ
テ
憲
法
違
反
ノ
問
題

ヲ
解
決
ス
ル
ト
云
フ
建
前
デ
ア
リ
マ
ス
、
随
テ
其
ノ
具
体
的
ノ
手
続
、
訴
訟
法
ノ
定
メ
ル
其
ノ
手
続
ノ
中
ニ
現
ハ
レ
テ
来
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
全

ク
狭
イ
ト
云
ヘ
バ
狭
イ
モ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
併
シ
サ
ウ
シ
ナ
ケ
レ
バ
権
力
分
立
ヲ
余
リ
破
壊
ス
ル
処
ガ
ア
リ
マ
ス
、
斯
ウ
云
フ
風
ニ
考
ヘ
マ
ス
」

ハ　

次
に
小
島
徹
三
委
員
（
日
本
自
由
党
）
が
、
先
の
山
崎
岩
男
委
員
に
よ
る
、
下
級
裁
判
所
の
法
令
審
査
権
に
関
す
る
質
問
に
対
す

る
金
森
の
答
弁
に
つ
い
て
、
再
度
次
の
よ
う
に
質
問
し
た
。

「
ナ
ゼ
下
級
裁
判
所
ハ
法
律
ニ
付
テ
ハ
出
来
ナ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
セ
ウ
カ
、
私
ハ
先
程
ノ
条
文
ト
云
フ
モ
ノ
ハ
唯
法
律
ヤ
規
則
ガ
憲
法
ニ
違
反
ス
ル

カ
ド
ウ
カ
、
其
ノ
法
律
ダ
ケ
ガ
最
高
裁
判
所
ニ
訴
ヘ
ル
コ
ト
ガ
出
来
ル
ト
、
斯
様
ニ
了
解
シ
テ
居
ツ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ル
ガ
、
只
今
ノ
国
務
大
臣
ノ

答
弁
カ
ラ
見
マ
ス
ル
ト
、
一
般
ノ
裁
判
所
ニ
関
シ
テ
斯
ウ
云
フ
コ
ト
ガ
問
題
ニ
ナ
ツ
タ
場
合
ニ
判
決
ス
ル
ト
云
フ
コ
ト
ニ
ナ
リ
マ
ス
以
上
ハ
、
下
級

裁
判
所
デ
モ
一
切
ノ
法
律
ガ
憲
法
ニ
違
反
ス
ル
カ
ド
ウ
カ
ヲ
決
定
ス
ル
コ
ト
ガ
出
来
ル
ト
思
ヒ
マ
ス
ガ
ド
ウ
デ
ア
リ
マ
セ
ウ
カ
。」

こ
れ
に
対
す
る
金
森
の
答
弁
は
、
こ
れ
に
続
く
小
島
委
員
の
質
問
に
対
す
る
答
弁
と
と
も
に
、
本
稿
の
テ
ー
マ
に
直
接
つ
な
が
る
点
で

日
本
法
学　
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も
あ
る
の
で
、
煩
瑣
を
惜
し
ま
ず
に
再
現
し
て
お
く
。
す
な
わ
ち
金
森
は
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
現
在
ノ
日
本
ノ
憲
法
ノ
下
ニ
於
キ
マ
シ
テ
、
裁
判
所
ハ
下
級
タ
ル
ト
上
級
タ
ル
ト
ヲ
問
ハ
ズ
、
法
律
ガ
憲
法
ニ
違
反
ス
ル
カ
ド
ウ
カ
ト
云
フ
コ

ト
ヲ
審
判
ガ
出
来
ル
カ
、
斯
ウ
云
フ
コ
ト
ノ
疑
問
デ
ア
リ
マ
ス
、
ソ
レ
ハ
学
説
ト
致
シ
マ
シ
テ
ハ
色
々
ニ
ナ
ツ
テ
居
ル
ト
思
ヒ
マ
ス
、『
ド
イ
ツ
』

ア
タ
リ
ノ
『
ワ
イ
マ
ー
ル
』
憲
法
ノ
幾
多
ノ
議
論
ト
致
シ
マ
シ
テ
モ
、
学
説
ハ
半
々
位
ニ
分
レ
テ
居
ル
ト
云
フ
風
ニ
聞
イ
テ
居
リ
マ
ス
、
ケ
レ
ド
モ

日
本
デ
ハ
、
未
ダ
曾
テ
裁
判
所
ガ
法
律
自
身
ヲ
憲
法
違
反
ノ
故
ニ
否
定
シ
タ
コ
ト
ハ
ナ
イ
ヤ
ウ
ニ
覚
エ
テ
居
リ
マ
ス
、
ソ
レ
ハ
ド
ウ
云
フ
コ
ト
カ
ト

申
シ
マ
ス
ル
ト
、
今
マ
デ
ノ
考
ヘ
方
デ
モ
、
議
会
ハ
ソ
レ
自
身
権
威
ノ
ア
ル
モ
ノ
デ
ア
ル
、
ダ
カ
ラ
裁
判
所
ハ
法
律
ニ
拠
リ
裁
判
ヲ
ス
ル
ケ
レ
ド
モ
、

法
律
自
体
ヲ
批
評
ス
ル
コ
ト
ハ
出
来
ナ
イ
ノ
ダ
、
斯
ウ
云
フ
考
ヘ
方
ガ
日
本
デ
ハ
比
較
的
強
カ
ツ
タ
ノ
デ
ハ
ナ
イ
カ
ト
思
フ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
ソ
レ

ハ
今
マ
デ
ノ
道
行
デ
ア
リ
マ
ス
、
所
ガ
今
回
ノ
憲
法
ニ
於
キ
マ
シ
テ
ハ
、
度
々
御
議
論
ガ
ア
リ
マ
シ
タ
ヤ
ウ
ニ
、
国
会
ト
云
フ
モ
ノ
ハ
国
権
ノ
最
高

機
関
デ
ア
ル
〔
、〕
今
御
非
難
ヲ
受
ケ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
兎
ニ
角
規
定
ハ
サ
ウ
書
イ
テ
ア
リ
マ
ス
〔
、〕
国
権
ノ
最
高
機
関
デ
ア
ル
ト
ナ
リ
マ
ス
ト
、

其
ノ
国
権
デ
作
ツ
タ
法
律
ガ
憲
法
違
反
ニ
ナ
ル
カ
ド
ウ
カ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
批
判
ス
ル
コ
ト
ハ
、
恐
ラ
ク
解
釈
上
一
応
禁
ゼ
ラ
レ
ル
コ
ト
ト
ナ
ル
ノ
デ

ハ
ナ
イ
カ
ト
思
フ
訳
デ
ア
リ
マ
ス
、
最
高
機
関
ガ
正
シ
イ
ト
思
ツ
テ
決
メ
タ
モ
ノ
ハ
詰
リ
憲
法
違
反
デ
ナ
イ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
国
会
ガ
刻
印
付
キ
デ
出

シ
タ
モ
ノ
デ
ア
ル
ト
致
シ
マ
ス
レ
バ
、
裁
判
所
ト
雖
モ
之
ヲ
批
評
ス
ル
コ
ト
ガ
出
来
ナ
イ
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
解
釈
上
恐
ラ
ク
ハ
当
然
出
テ
来
ル
モ
ノ

ト
思
ツ
テ
居
リ
マ
ス
、
併
シ
ソ
レ
デ
ハ
困
ル
ト
云
フ
ノ
デ
、
例
外
的
ニ
最
高
裁
判
所
ガ
左
様
ナ
法
律
ヲ
批
判
シ
テ
憲
法
ニ
適
フ
ヤ
否
ヤ
ト
云
フ
コ
ト

ガ
言
ヘ
ル
ノ
ダ
、
斯
ウ
云
フ
風
ニ
七
十
七
条
ノ
二
項
デ
規
定
ヲ
致
シ
マ
シ
タ
〔
、〕
サ
ウ
ス
ル
ト
最
高
裁
判
所
以
外
ノ
裁
判
所
ハ
サ
ウ
云
フ
特
権
ヲ

授
与
サ
レ
テ
ハ
居
リ
マ
セ
ヌ
、
ダ
カ
ラ
法
律
命
令
ハ
審
査
ガ
出
来
ナ
イ
、
斯
ウ
云
フ
解
釈
ニ
ナ
ツ
テ
居
リ
マ
ス
」

一
部
主
述
が
整
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
部
分
も
あ
る
が
、
答
弁
の
趣
旨
に
紛
れ
は
な
く
、
要
す
る
に
、
金
森
お
よ
び
当
時
の
政

（
一
二
九
五
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府
の
見
解
か
ら
す
る
と
、
国
権
の
最
高
機
関
た
る
国
会
の
制
定
し
た
法
律
が
違
憲
な
り
や
否
や
に
関
す
る
違
憲
審
査
の
権
限
は
、
日
本
国

憲
法
が
最
高
裁
判
所
に
《
特
権
》
と
し
て
賦
与
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
理
解
を
前
提
と
し
て
い
た
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。
そ
の
点
は
さ

て
措
き
、
右
の
答
弁
に
対
し
て
小
島
委
員
が
さ
ら
に
、「
仮
ニ
或
ル
事
案
ガ
ゴ
ザ
イ
マ
シ
テ
、
其
ノ
法
律
ハ
憲
法
ニ
違
反
ス
ル
ト
云
フ
コ

ト
ガ
ハ
ツ
キ
リ
分
ツ
テ
居
ル
場
合
ニ
、
一
審
、
二
審
ニ
対
シ
テ
ハ
其
ノ
訴
訟
ヲ
起
ス
コ
ト
ガ
出
来
ナ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
セ
ウ
カ
」
と
質
問
し

た
の
に
対
し
て
金
森
が
次
の
よ
う
に
答
弁
し
て
い
る
の
も
、
本
稿
と
の
関
連
で
興
味
深
い
。
す
な
わ
ち
い
わ
く
、

「
此
ノ
実
際
ノ
訴
訟
ノ
手
続
ヲ
決
メ
マ
ス
ル
時
ニ
、
ソ
レ
ハ
具
体
的
ニ
ナ
ル
訳
デ
ア
リ
マ
ス
ル
ガ
、
訴
訟
ヲ
起
ス
コ
ト
ハ
出
来
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、

固
ヨ
リ
一
審
、
二
審
ト
云
フ
下
級
裁
判
所
ニ
対
シ
テ
其
ノ
当
該
ノ
憲
法
問
題
ヲ
含
ン
ダ
訴
訟
事
件
ヲ
起
ス
コ
ト
ガ
出
来
マ
ス
、
併
シ
下
級
裁
判
所
ガ

其
ノ
法
律
ハ
憲
法
ニ
適
ツ
テ
居
ル
ト
云
フ
前
提
ヲ
取
ル
時
ハ
自
分
デ
裁
判
ガ
出
来
マ
ス
、
併
シ
其
ノ
法
律
ガ
憲
法
ニ
違
反
ス
ル
ヤ
否
ヤ
ト
云
フ
問
題

ヲ
処
理
シ
ヨ
ウ
ト
云
フ
時
ハ
自
分
デ
ハ
出
来
ナ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
最
高
裁
判
所
ヘ
其
ノ
事
件
ヲ
送
付
ヲ
ス
ル
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ
形
デ
事
件
ヲ
解
決
シ

タ
イ
ト
考
ヘ
テ
居
リ
マ
ス
」

小
島
委
員
が
さ
ら
に
、
法
律
命
令
等
の
憲
法
違
反
問
題
を
具
体
的
訴
訟
事
件
と
は
「
別
個
ニ
其
ノ
法
律
ヤ
命
令
ヲ
取
摑
マ
ヘ
テ
直
接
大

審
院
ニ
訴
ヘ
ル
、
最
高
裁
判
所
ニ
訴
ヘ
ル
コ
ト
ガ
出
来
ル
ト
云
フ
風
ニ
解
釈
ス
ル
コ
ト
ガ
出
来
ル
」
か
ど
う
か
と
追
加
質
問
し
た
の
に
対

し
て
、
金
森
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
答
弁
し
て
い
る
。
い
わ
く
、

「
手
続
法
ノ
決
メ
方
ニ
依
リ
マ
シ
テ
、
苟
ク
モ
憲
法
違
反
問
題
ヲ
法
律
ニ
付
テ
考
ヘ
マ
ス
ル
場
合
ニ
総
テ
最
高
裁
判
所
ニ
持
ツ
テ
行
ク
ト
云
フ
コ

ト
ハ
、
立
法
的
ニ
考
ヘ
ラ
レ
ル
コ
ト
ト
思
ツ
テ
オ
リ
マ
ス
」。

日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

（
一
二
九
六
）
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三
五
五

た
だ
し
（
金
森
に
よ
れ
ば
）
最
高
裁
判
所
の
組
織
が
ど
う
な
る
か
が
ま
だ
決
ま
っ
て
い
な
い
の
で
明
言
は
で
き
な
い
が
、
そ
ん
な
に
大

き
な
規
模
に
す
る
に
は
優
秀
な
人
材
を
集
め
る
こ
と
も
不
可
能
な
の
で
、
非
常
に
少
人
数
の
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
、
そ
う
す
る
と
、

「
一
カ
ラ
十
マ
デ
直
接
〔
最
高
裁
判
所
ニ
〕
事
案
ヲ
持
ツ
テ
行
ク
コ
ト
ハ
弊
害
ガ
ア
リ
マ
ス
」
の
で
、「
訴
訟
ニ
ナ
ツ
テ
憲
法
違
反
カ
ド
ウ

カ
ト
云
フ
場
合
ニ
ハ
、
最
高
裁
判
所
ニ
其
ノ
要
点
ダ
ケ
現
ハ
レ
テ
行
ク
、
斯
ウ
云
フ
風
ニ
ス
ル
ヨ
リ
外
直
接
ノ
途
ハ
ナ
イ
ト
思
ヒ
マ
ス
」

と
述
べ
て
い
る
。

ニ　

最
後
に
、
原
建
三
郎
委
員
（
日
本
自
由
党
）
が
、
こ
れ
ま
で
の
「
金
森
国
務
大
臣
ノ
答
弁
ナ
リ
、
其
ノ
他
同
政
府
ノ
答
弁
ト
云
フ

モ
ノ
ハ
将
来
此
ノ
憲
法
解
釈
ノ
上
ニ
最
高
裁
判
所
ナ
リ
其
ノ
他
ノ
場
合
ニ
於
テ
相
当
斟
酌
サ
レ
ル
モ
ノ
デ
ア
ル
カ
、
サ
レ
ナ
イ
モ
ノ
デ
ア

ル
ナ
ラ
バ
、
斟
酌
サ
レ
ル
ヤ
ウ
ニ
ス
ル
積
リ
デ
ア
ル
カ
ド
ウ
カ
」
と
問
い
質
し
た
の
に
対
し
、
金
森
は
「
裁
判
所
ハ
法
律
ヲ
或
ハ
憲
法
ヲ

客
観
的
ニ
見
テ
判
断
ス
ル
モ
ノ
ト
思
ツ
テ
居
リ
マ
ス
カ
ラ
、
私
共
ガ
此
処
ニ
申
上
ゲ
テ
居
リ
マ
ス
ル
コ
ト
ハ
、
裁
判
所
ニ
行
キ
マ
ス
レ
バ
、

裁
判
所
ヲ
制
限
ス
ル
意
味
ヲ
持
タ
ナ
イ
コ
ト
ニ
ナ
ル
モ
ノ
ト
思
ヒ
マ
ス
」
と
し
て
、
政
府
側
の
理
解
が
最
高
裁
を
は
じ
め
と
す
る
裁
判
所

の
解
釈
を
拘
束
す
る
も
の
で
は
な
い
旨
を
述
べ
て
い
る
。

そ
し
て
、
現
に
こ
の
よ
う
な
金
森
お
よ
び
政
府
の
見
解
は
、
そ
の
後
、
最
高
裁
判
所
自
身
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
こ
と
は
多
言
を
要
し

な
い
。
す
な
わ
ち
最
高
裁
判
所
は
、
い
わ
ゆ
る
警
察
予
備
隊
違
憲
訴
訟
に
対
す
る
判
決
に
お
い
て
、「
具
体
的
な
争
訟
事
件
が
提
起
さ
れ

る
」
こ
と
を
前
提
と
し
て
「
司
法
権
の
範
囲
内
に
お
い
て
行
使
さ
れ
る
」
違
憲
審
査
権
と
い
う
点
で
は
「
最
高
裁
判
所
と
下
級
裁
判
所
と

の
間
に
異〔
マ
マ
〕る

と
こ
ろ
は
な
い
」
と
判
示
し
た
（
11
）

。
も
と
よ
り
こ
の
最
高
裁
判
所
の
判
示
は
、
当
初
は
二
項
立
て
で
あ
っ
た
草
案
第
七
十
七
条

が
、
一
九
四
六
（
昭
和
二
一
）
年
七
月
二
三
日
に
設
け
ら
れ
た
小
委
員
会
で
の
そ
の
後
の
十
数
回
に
わ
た
る
審
議
の
結
果
と
し
て
、
同
年

八
月
二
一
日
ま
で
の
間
に
一
文
に
変
更
さ
れ
て
現
行
の
よ
う
な
文
言
に
な
っ
た
第
八
十
一
条
の
規
定
を
前
提
と
し
て
の
こ
と
で
あ
る
が
、

（
一
二
九
七
）



三
五
六

右
の
八
月
二
一
日
の
衆
議
院
の
同
委
員
会
の
第
二
一
回
会
議
録
に
お
け
る
芦
田
均
委
員
長
の
報
告
の
中
に
、「
第
七
十
七
条
ノ
最
高
裁
判

所
ノ
権
限
ニ
関
ス
ル
規
定
ノ
修
正
ハ
、
単
ナ
ル
字
句
ノ
修
正
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
其
ノ
内
容
ニ
於
テ
ハ
変
更
ハ
ナ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
（
12
）

」
と
の

言
辞
の
あ
る
と
こ
ろ
を
見
る
限
り
、
少
な
く
と
も
こ
の
段
階
に
お
け
る
政
府
の
見
解
は
、
依
然
と
し
て
、
同
条
は
例
外
的
に
、
違
憲
審
査

権
を
、
い
わ
ば
特
権
と
し
て
、
最
高
裁
判
所
に
賦
与
し
た
規
定
で
あ
る
と
す
る
見
解
で
あ
っ
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
疑
い
え
な
い
。
そ
し
て
、

先
の
金
森
の
答
弁
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
具
体
的
事
件
に
お
い
て
法
律
の
憲
法
違
反
が
主
張
さ
れ
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
下
級
裁
判
所
は
自

ら
判
断
す
る
の
で
は
な
く
て
最
高
裁
判
所
に
事
件
を
移
送
し
て
最
高
裁
判
所
の
判
断
を
求
め
る
、
と
い
う
制
度
が
構
想
さ
れ
て
い
た
こ
と

は
、
そ
の
後
し
ば
ら
く
の
間
の
審
議
を
見
て
も
ほ
ぼ
疑
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

二　

貴
族
院
で
の
審
議

⑴　

衆
議
院
で
の
八
月
二
四
日
の
議
決
の
後
、「
帝
国
憲
法
改
正
案
」
は
た
だ
ち
に
貴
族
院
に
送
付
さ
れ
、
同
月
二
六
日
の
貴
族
院
本

会
議
に
上
程
さ
れ
た
。
吉
田
茂
総
理
大
臣
は
、
提
案
理
由
の
説
明
を
し
て
、
最
後
に
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
13
）

。

「
其
ノ
形
式
ニ
於
キ
マ
シ
テ
モ
所
謂
法
ノ
民
主
化
ヲ
図
リ
、
成
ル
ベ
ク
一
般
国
民
ノ
理
解
ニ
容
易
ナ
ラ
シ
ム
ル
ヤ
ウ
口
語
体
ヲ
以
テ
表
現
致
シ
テ

居
リ
マ
ス
、
即
チ
平
仮
名
ヲ
採
用
ス
ル
等
ノ
措
置
ヲ
採
ツ
テ
居
ル
モ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
是
ハ
法
令
ノ
形
式
ト
シ
テ
正
ニ
画
期
的
ノ
事
柄
デ
ア
ル
ト
存

ジ
マ
ス
、
以
上
原
案
ニ
付
テ
大
体
ノ
説
明
ヲ
終
リ
マ
ス
ガ
、
尚
本
案
ニ
付
キ
マ
シ
テ
ハ
衆
議
院
ニ
於
テ
若
干
ノ
修
正
ヲ
加
ヘ
ラ
レ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、

政
府
ハ
其
ノ
修
正
ニ
同
意
デ
ア
リ
マ
ス
」。

⑵　

こ
れ
に
続
い
て
貴
族
院
本
会
議
で
同
月
二
六
日
か
ら
三
〇
日
ま
で
の
五
日
間
に
わ
た
っ
て
、
各
議
員
に
よ
る
質
疑
が
行
わ
れ
た
。

日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

（
一
二
九
八
）
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こ
れ
ら
の
質
疑
に
つ
い
て
も
、
本
稿
と
の
関
連
す
る
部
分
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
な
が
ら
確
認
し
て
お
く
。

イ　

ま
ず
高
柳
賢
三
議
員
が
、「
第
七
十
七
条
ハ
、
法
律
其
ノ
他
ノ
憲
法
適
合
性
ヲ
審
査
決
定
ス
ル
権
限
ヲ
最
高
裁
判
所
ノ
ミ
ニ
与
ヘ

ル
趣
旨
デ
ア
リ
マ
ス
カ
、
或
ハ
又
『
ア
メ
リ
カ
』
合
衆
国
ニ
於
ケ
ル
ト
同
様
、
下
級
裁
判
所
ニ
モ
斯
カ
ル
権
限
ヲ
認
ム
ル
趣
旨
デ
ア
リ
マ

ス
カ
」
云
々
と
質
問
し
た
（
14
）

点
に
つ
い
て
、
木
村
は
、
次
の
よ
う
に
答
弁
し
た
（
15
）

。

「
現
在
我
ガ
国
ノ
司
法
制
度
ノ
建
前
ト
致
シ
マ
シ
テ
ハ
、
命
令
規
定
ガ
法
律
ニ
適
合
セ
ザ
ル
ヤ
否
ヤ
ト
云
フ
コ
ト
ノ
問
題
ニ
関
シ
テ
ハ
、
裁
判
所

ハ
之
ヲ
審
査
決
定
ス
ル
ノ
権
能
ハ
持
ツ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
処
ガ
法
律
ガ
果
シ
テ
憲
法
ニ
違
反
ス
ル
ヤ
否
ヤ
ト
云
フ
此
ノ
審
査
ニ
付
テ
ハ
、
左

様
ナ
権
限
ハ
持
ツ
テ
居
ラ
ナ
カ
ツ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
改
正
憲
法
草
案
第
七
十
七
条
ニ
於
テ
、
初
メ
テ
最
高
裁
判
所
ハ
此
ノ
所
謂
法
令
違
憲
審
査
権

ヲ
持
ツ
コ
ト
ニ
相
成
ツ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
…
…
下
級
裁
判
所
ガ
左
様
ナ
審
査
権
ヲ
持
ツ
モ
ノ
デ
ア
ル
カ
ド
ウ
カ
ト
云
フ
コ
ト
デ
ア
リ
マ
ス
ル
ガ
、

現
実
ノ
問
題
ト
致
シ
マ
シ
テ
ハ
、
下
級
裁
判
所
に
左
様
ナ
事
件
ガ
必
ズ
起
ツ
テ
来
ル
カ
ト
思
ハ
レ
マ
ス
、
其
ノ
場
合
ニ
、
下
級
裁
判
所
ニ
於
キ
マ
シ

テ
法
律
ヲ
適
用
ス
ル
場
合
ニ
、
憲
法
ニ
違
反
ス
ベ
キ
ヤ
否
ヤ
ノ
疑
イ
ガ
生
ジ
タ
場
合
ニ
ハ
、
其
ノ
裁
判
所
ハ
、
其
ノ
問
題
ヲ
切
離
シ
テ
最
高
裁
判
所

ニ
其
ノ
審
査
決
定
ヲ
求
メ
ル
ト
云
フ
コ
ト
ニ
成
ル
カ
ト
存
ス
ル
次
第
デ
ア
リ
マ
ス
、
要
ス
ル
ニ
最
高
裁
判
所
ガ
法
律
ノ
違
憲
審
査
決
定
権
ヲ
持
ツ
コ

ト
ニ
ナ
ル
ト
存
ズ
ル
次
第
デ
ア
リ
マ
ス
」。

木
村
は
さ
ら
に
、
八
月
二
九
日
の
本
会
議
に
お
け
る
佐
々
木
惣
一
博
士
の
（
前
日
に
引
き
続
い
て
の
）
き
わ
め
て
詳
細
な
質
問
（
16
）

に
対
し
て

も
、
次
の
よ
う
に
答
弁
し
て
い
る
。

「
七
十
七
条
ノ
最
高
裁
判
所
ノ
法
律
ノ
違
憲
審
査
権
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
是
ハ
先
般
ノ
本
会
議
ニ
於
キ
マ
シ
テ
私
ガ
御
説
明
申
上
ゲ
マ
シ
タ
通
リ
、

（
一
二
九
九
）



三
五
八

裁
判
所
ニ
具
体
的
ノ
事
件
ガ
起
ツ
テ
法
律
ヲ
適
用
ス
ル
場
合
ニ
、
其
ノ
法
律
ガ
憲
法
ニ
違
反
ス
ル
カ
ド
ウ
カ
ト
云
フ
疑
ヲ
持
ツ
タ
場
合
ニ
於
テ
、
最

高
裁
判
所
ハ
之
ニ
対
シ
テ
適
正
ナ
判
断
ヲ
与
へ
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
一
般
的
ニ
コ
ノ
法
律
其
ノ
モ
ノ
ガ
憲
法
ニ
違
反
ス
ル
カ
ド
ウ
カ
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ

コ
ト
ニ
付
テ
ノ
裁
判
ハ
シ
ナ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
左
様
ナ
コ
ト
ニ
ナ
リ
マ
ス
ル
ト
、
国
会
ト
裁
判
所
ト
ノ
対
立
紛
淆
ヲ
来
シ
テ
、
悪
影
響
ヲ
及
ボ
ス

コ
ト
ハ
言
ヲ
俟
タ
ナ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
」。

こ
こ
で
木
村
が
「
第
七
十
七
条
」
と
言
及
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
先
の
八
月
二
一
日
の
衆
議
院
に
お
け
る
修
正
が
な
さ
れ
た

後
の
こ
の
段
階
で
も
な
お
、
従
前
の
二
項
立
て
の
文
言
に
よ
る
草
案
を
議
論
の
素
材
に
し
て
い
る
よ
う
に
も
読
め
る
が
、
そ
の
点
は
さ
て

お
き
、
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
時
点
で
は
政
府
は
（
一
方
で
佐
々
木
惣
一
ら
が
強
く
主
張
し
て
い
た
憲
法
裁
判
所
構
想
を
明
確
に
拒
否
し
つ
つ
）、
依

然
と
し
て
、
第
七
十
七
条
（
現
第
八
十
一
条
）
が
、
具
体
的
事
件
に
お
い
て
最
高
裁
判
所
の
み
に
違
憲
審
査
権
を
付
与
す
る
趣
旨
の
規
定

だ
と
す
る
理
解
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
点
に
関
し
、
高
柳
ほ
か
編
『
日
本
国
憲
法
制
定
の
過
程
Ⅱ
解
説
』
で
は
、

「
憲
法
改
正
草
案
」
で
は
「
前
段
と
後
段
に
分
っ
て
規
定
さ
れ
た
」（
こ
こ
は
「
一
項
と
二
項
に
」
の
意
味
と
解
し
て
お
く
）
が
、「
そ
の
後
衆
議

院
に
お
け
る
審
議
の
過
程
で
、
こ
の
文
言
で
は
下
級
審
に
は
違
憲
立
法
審
査
権
が
な
い
よ
う
に
み
え
る
と
い
う
指
摘
が
あ
り
、
下
級
裁
判

所
も
審
査
権
を
も
つ
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
趣
旨
か
ら
」、
現
行
規
定
の
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
17
）

が
、
事
実
の
経
緯
は
こ

れ
と
は
や
や
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
右
の
木
村
の
答
弁
に
も
見
え
る
よ
う
に
、
貴
族
院
で
の
審
議
の
段
階
で
も
、
な
お
し
ば

ら
く
は
政
府
は
、
下
級
裁
判
所
に
お
い
て
法
律
を
適
用
す
る
場
合
に
、
憲
法
に
違
反
す
る
か
否
か
の
疑
い
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
そ
の
裁

判
所
は
、
そ
の
問
題
を
切
り
離
し
て
最
高
裁
判
所
に
そ
の
審
査
決
定
を
求
め
る
と
い
う
構
想
を
変
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

⑶　

政
府
が
こ
の
よ
う
に
最
高
裁
判
所
に
違
憲
審
査
を
集
中
さ
せ
る
制
度
を
構
想
し
て
い
た
こ
と
が
事
実
と
す
る
と
、
そ
の
際
に
政
府

日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

（
一
三
〇
〇
）
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が
参
考
に
し
て
い
た
の
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
時
期
的
に
見
て
ド
イ
ツ
は
あ
っ
た
こ
と
は
不
可
能
で
、
日
本
国
憲
法
制
定
時
に
す
で
に
類

似
の
制
度
を
持
っ
て
い
た
の
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
憲
法
裁
判
所
ぐ
ら
い
で
あ
ろ
う
。
戦
後
の
イ
タ
リ
ア
も
、
ド
イ
ツ
よ
り
一
年
早
く

一
九
四
八
年
の
憲
法
で
憲
法
裁
判
所
制
度
を
導
入
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
日
本
国
憲
法
の
制
定
時
に
参
照
と
な
っ
た
対
象
で
は

あ
り
え
な
い
。
し
か
し
当
時
の
議
事
録
に
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
な
ど
の
先
行
事
例
に
つ
い
て
言
及
す
る
箇
所
も
（
先
に
引
用
し
た
金
森
の
答

弁
以
外
に
は
）
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
（
18
）

の
で
、
憲
法
裁
判
所
制
度
の
下
に
お
け
る
具
体
的
規
範
統
制
手
続
以
外
の
ど
こ
か
の
国
の
範
例

が
参
考
に
さ
れ
て
い
た
の
か
ど
う
か
も
含
め
て
、
な
お
留
保
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

⑷　

先
に
⑵
で
確
認
し
た
趣
旨
か
ら
の
変
化
が
政
府
内
で
い
つ
の
時
点
で
生
じ
た
の
か
は
、
必
ず
し
も
判
然
と
し
な
い
が
、
先
に
引
用

し
た
貴
族
院
本
会
議
の
の
ち
審
議
を
付
託
さ
れ
た
帝
国
憲
法
改
正
案
特
別
委
員
会
（
19
）

の
段
階
で
は
、
こ
れ
ま
で
と
は
少
し
異
な
る
説
明
に

な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
す
な
わ
ち
、
九
月
二
三
日
の
同
委
員
会
で
、
高
柳
賢
三
議
員
が
、
先
の
本
会
議
で
の
木
村
へ
の
質
問
と
同

趣
旨
の
質
問
を
金
森
に
も
向
け
、
次
の
よ
う
に
質
問
し
た
。

「
八
十
一
条
ニ
移
リ
マ
ス
、
政
府
ノ
元
ノ
案
デ
ハ
最
高
裁
判
所
ハ
終
審
裁
判
所
ダ
、
斯
ウ
云
フ
コ
ト
ヲ
謳
ツ
テ
、
次
ニ
法
律
、
命
令
、
規
則
又
ハ

処
分
ノ
憲
法
ニ
適
合
ス
ル
カ
ド
ウ
カ
ヲ
決
定
ス
ル
権
限
ヲ
有
ツ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
ル
、
斯
ウ
云
フ
風
ニ
書
イ
テ
ア
リ
マ
ス
カ
ラ
、
最
高
裁
判
所
以
外
ノ

裁
判
所
、
下
級
裁
判
所
ガ
法
律
ガ
憲
法
ニ
違
反
ス
ル
カ
ド
ウ
カ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
決
定
ス
ル
権
限
ヲ
否
定
シ
テ
居
ル
ヤ
ウ
ニ
見
ラ
レ
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス

ル
ケ
レ
ド
モ
、
衆
議
院
デ
修
正
ニ
ナ
リ
マ
シ
タ
此
ノ
原
案
ニ
依
リ
マ
ス
レ
バ
、
ド
ツ
チ
ニ
モ
解
釈
出
来
ル
、
最
高
裁
判
所
ダ
ケ
ガ
違
憲
立
法
ノ
審
査

権
ヲ
持
ツ
ノ
デ
ハ
ナ
ク
シ
テ
、
裁
判
所
ハ
終
審
裁
判
所
デ
ハ
ア
ル
、
併
シ
ナ
ガ
ラ
外
ノ
裁
判
所
モ
矢
張
リ
審
査
ガ
出
来
ル
ノ
ダ
ト
云
フ
風
ニ
解
釈
出

来
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
此
ノ
点
ハ
政
府
ノ
御
考
ハ
、
此
ノ
憲
法
デ
ハ
下
級
裁
判
所
ニ
ハ
サ
ウ
云
フ
権
限
ガ
ナ
イ
ノ
ダ
、
ソ
レ
ガ
唯
一
ノ
解
釈
デ
ア

（
一
三
〇
一
）



三
六
〇

ル
ト
云
フ
御
考
デ
ア
リ
マ
ス
ル
カ
、
或
ハ
又
是
ニ
二
ツ
ニ
解
釈
出
来
ル
ケ
レ
ド
モ
、
此
ノ
下
ニ
於
テ
立
法
ス
ル
場
合
ニ
於
ケ
ル
政
府
ノ
政
策
ハ
、
下

級
裁
判
所
ニ
ハ
之
ヲ
決
定
ス
ル
権
限
ヲ
与
ヘ
ナ
イ
デ
、
最
高
裁
判
所
ノ
ミ
ニ
之
ヲ
与
ヘ
ル
、
斯
ウ
云
フ
趣
旨
デ
ア
リ
マ
ス
カ
ラ
、
其
ノ
点
ヲ
御
質
問

致
シ
マ
ス
」

こ
れ
に
対
す
る
金
森
の
答
弁
は
、
明
ら
か
に
こ
れ
ま
で
と
は
（
少
な
く
と
も
先
に
引
用
し
た
木
村
の
答
弁
の
趣
旨
と
は
）
異
な
る
も
の
に

な
っ
て
い
る
。
い
わ
く
、

「
解
釈
ト
致
シ
マ
シ
テ
ハ
、
是
ハ
ド
チ
ラ
デ
モ
含
ミ
得
ル
、
詰
リ
憲
法
ニ
適
合
ス
ル
カ
ド
ウ
カ
ヲ
審
査
ス
ル
コ
ト
ハ
下
ノ
裁
判
所
ニ
モ
認
メ
、
上

ノ
裁
判
所
ニ
モ
認
メ
ル
、
斯
ウ
云
フ
風
ニ
モ
出
来
ル
シ
、
上
ノ
裁
判
所
ニ
ノ
ミ
認
ム
ル
コ
ト
ニ
シ
テ
モ
宜
イ
、
詰
リ
是
カ
ラ
裁
判
所
ニ
関
ス
ル
規
定

ヲ
拵
ヘ
マ
ス
ル
時
ニ
於
テ
然
ル
ベ
ク
考
慮
シ
テ
宜
イ
モ
ノ
ト
考
ヘ
テ
居
リ
マ
ス
、
唯
一
ノ
場
合
ニ
於
キ
マ
シ
テ
此
ノ
問
題
ヲ
解
決
ス
ル
終
審
裁
判
所

ハ
最
高
裁
判
所
デ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
ト
云
フ
要
件
ガ
現
実
ニ
存
在
シ
テ
居
ル
、
斯
ウ
云
フ
風
ニ
了
解
シ
テ
居
リ
マ
ス
」

つ
ま
り
、
裁
判
所
法
を
制
定
す
る
中
で
違
憲
審
査
最
高
裁
判
所
集
中
制
に
す
る
か
し
な
い
か
を
考
え
る
、
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。
こ
の

答
弁
に
対
し
て
高
柳
議
員
は
さ
ら
に
、
次
の
よ
う
に
意
見
を
述
べ
て
い
る
。

「
立
法
政
策
ト
シ
テ
此
ノ
憲
法
ノ
下
ニ
於
テ
下
級
裁
判
所
ニ
違
憲
立
法
ノ
審
査
権
ヲ
与
ヘ
ル
方
ガ
宜
イ
カ
悪
イ
カ
、
此
ノ
問
題
ハ
昔
カ
ラ
非
常
ニ

議
論
サ
レ
タ
問
題
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
矢
張
リ
ド
ウ
モ
此
ノ
制
度
ヲ
認
メ
ル
以
上
ハ
、
下
ノ
方
カ
ラ
ド
ン
ド
ン
ヤ
ツ
テ
行
ケ
ル
ヤ
ウ
ニ
シ
タ
方
ガ
宜
イ

ノ
デ
ハ
ナ
イ
カ
ト
云
フ
風
ニ
思
フ
ノ
デ
リ
マ
シ
テ
、
所
謂
憲
法
裁
判
所
ト
云
フ
モ
ノ
ヲ
一
ツ
ダ
ケ
拵
ヘ
テ
ヤ
ル
ト
云
フ
制
度
デ
ハ
本
当
ニ
憲
法
ト
云

フ
モ
ノ
ガ
法
律
家
ノ
頭
ニ
浸
込
マ
ナ
イ
、
憲
法
ハ
特
別
ノ
モ
ノ
デ
ア
ツ
テ
裁
判
所
ダ
ケ
ガ
ヤ
ル
モ
ノ
デ
ア
ル
、
一
般
法
律
家
ト
云
フ
モ
ノ
ハ
大
シ
テ

日
本
法
学　
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具
体
的
規
範
統
制
手
続
の
《
抽
象
性
》（
初
宿
）

三
六
一

関
心
ヲ
持
タ
ナ
イ
デ
モ
宜
イ
ノ
ダ
ト
云
フ
風
ニ
考
ヘ
ラ
レ
ル
処
ガ
ア
ル
、
寧
ロ
此
ノ
制
度
ヲ
徹
底
サ
セ
、
憲
法
ト
云
フ
モ
ノ
ヲ
一
般
法
律
家
ノ
頭
ニ

シ
ツ
カ
リ
入
レ
ル
ノ
ニ
ハ
、
有
ラ
ユ
ル
訴
訟
段
階
ニ
於
テ
、
此
ノ
点
ガ
争
ハ
レ
得
ル
ト
云
フ
コ
ト
ニ
シ
タ
方
ガ
宜
イ
ト
思
フ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ケ
レ
ド

モ
、
是
ハ
憲
法
其
ノ
モ
ノ
ノ
問
題
デ
ハ
ナ
ク
テ
、
立
法
政
策
ノ
問
題
ニ
ナ
リ
マ
ス
ル
ノ
デ
、
一
時
其
ノ
点
ハ
質
問
ヲ
留
保
致
シ
マ
ス
、
…
…
」

こ
の
あ
と
高
柳
議
員
は
二
項
（
20
）

の
「
規
則
」
の
文
言
の
意
味
に
つ
い
て
質
問
を
続
け
て
お
り
、
こ
の
質
問
を
受
け
た
金
森
は
右
に
引
用
し

た
問
題
に
対
し
て
は
何
も
答
弁
し
て
い
な
い
。
ま
た
高
柳
議
員
も
こ
こ
で
留
保
し
た
点
に
つ
い
て
後
に
改
め
て
質
問
し
た
形
跡
は
議
事
録

に
は
見
当
た
ら
な
い
の
で
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
貴
族
院
で
の
議
論
は
、
先
に
引
用
し
た
金
森
の
答
弁
で
終
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

⑸　

そ
し
て
、
そ
の
後
、
実
際
に
裁
判
所
法
の
制
定
に
当
た
っ
て
は
、
下
級
裁
判
所
に
も
審
査
権
を
与
え
る
方
式
と
な
っ
た
が
、
政
府

が
こ
の
よ
う
な
方
針
に
「
立
法
政
策
」
を
変
更
し
た
の
に
は
、
総
司
令
部
の
意
向
が
大
い
に
反
映
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

総
司
令
部
側
は
、
違
憲
審
査
権
最
高
裁
判
所
集
中
論
に
つ
き
、「
か
か
る
集
中
は
最
高
裁
判
所
に
抽
象
的
に

・

・

・

・

違
憲
審
査
を
行
わ
せ
る
こ
と

に
な
る
と
反
対
し
、
ま
た
、
当
事
者
が
欲
し
な
い
の
に
事
件
が
最
高
裁
判
所
に
行
く
と
い
う
こ
と
は
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
で
な
く
、
お
か

し
い
、
下
級
裁
判
所
が
法
令
の
違
憲
を
判
断
し
て
も
、
そ
れ
は
そ
の
事
件
に
限
ら
れ
、
政
府
は
そ
れ
に
縛
ら
れ
な
い
の
だ
か
ら
問
題
は
な

い
、
下
級
裁
判
所
に
も
そ
の
判
断
に
お
け
る
違
憲
判
決
権
を
与
え
て
問
題
を
段
々
に
築
き
上
げ
て
行
く
よ
う
に
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
、

等
々
の
考
え
方
を
示
し
た
」
と
さ
れ
て
い
る
（
21
）

。
先
に
引
用
し
た
高
柳
の
意
見
中
、「
下
ノ
方
カ
ラ
ド
ン
ド
ン
ヤ
ツ
テ
行
ケ
ル
ヤ
ウ
ニ
シ
タ

方
ガ
宜
イ
ノ
デ
ハ
ナ
イ
カ
」「
有
ラ
ユ
ル
訴
訟
段
階
ニ
於
テ
、
此
ノ
点
ガ
争
ハ
レ
得
ル
ト
云
フ
コ
ト
ニ
シ
タ
方
ガ
宜
イ
ト
思
フ
」
と
い
う

指
摘
は
、
こ
の
総
司
令
部
側
の
見
解
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
と
言
え
る
。

下
級
裁
判
所
に
も
違
憲
審
査
権
を
当
て
る
方
式
の
方
が
「
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
」
だ
か
ら
よ
い
の
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
下
級
裁
判

（
一
三
〇
三
）



三
六
二

所
で
違
憲
問
題
が
争
わ
れ
て
い
る
と
き
に
下
級
裁
判
所
自
身
で
は
審
査
決
定
を
せ
ず
最
高
裁
判
所
に
移
送
す
る
と
い
う
、
政
府
の
元
来
の

構
想
が
、
や
り
方
に
よ
っ
て
は
抽
象
的
審
査
を
最
高
裁
判
所
に
求
め
る
こ
と
と
な
る
と
す
る
点
は
、
確
か
に
そ
の
と
お
り
で
あ
ろ
う
。
そ

の
点
で
「
違
憲
審
査
最
高
裁
判
所
集
中
を
も
っ
て
直
ち
に
『
抽
象
的
違
憲
審
査
制
』
と
み
る
の
は
行
き
過
ぎ
で
は
あ
る
が
、
…
…
最
高
裁

判
所
の
憲
法
判
断
が
具
体
的
事
実
状
況
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
抽
象
化
し
な
い
か
と
い
う
懸
念
が
依
然
と
し
て
存
在
す
る
」
と
の
指
摘
（
22
）

は
、

そ
れ
自
体
正
当
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
こ
の
抽
象
化
の
懸
念
は
、
い
わ
ゆ
る
具
体
的
規
範
統
制
手
続
に
内
在
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
な
く
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
以
下
で
は
、
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
い
く
つ
か
の
国
の
憲
法
裁
判
所
制
度
、
と
り
わ
け
ド
イ
ツ
の
具
体
的
規
範

統
制
手
続
に
お
い
て
、
移
送
手
続
が
ど
う
い
う
形
で
行
わ
れ
る
の
か
を
見
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
多
少
の
検
討
を
試

み
る
こ
と
と
す
る
。

第
二
節　

具
体
的
規
範
統
制
手
続
に
お
け
る
《
移
送
》

一　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
類
似
制
度
の
概
観

ド
イ
ツ
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
る
前
に
、
最
近
の
研
究
（
23
）

に
依
っ
て
、
ド
イ
ツ
以
外
の
い
く
つ
か
の
国
に
お
け
る
類
似
の
制
度
に
つ
い
て

見
て
お
く
。

⑴　

ま
ず
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
二
〇
〇
八
年
七
月
の
憲
法
改
正
に
よ
っ
て
、
憲
法
院
に
、
従
前
か
ら
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
《
事
前
審
査
》

日
本
法
学　
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具
体
的
規
範
統
制
手
続
の
《
抽
象
性
》（
初
宿
）

三
六
三

の
ほ
か
に
、
新
た
に
《
事
後
審
査
制
》
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
制
度
は
ド
イ
ツ
の
具
体
的
規
範
統
制
手
続
に

類
似
し
て
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
「
合
憲
性
の
優
先
問
題
」（question prioritaire de constitutionnalité

）、
原
語
の
頭
文
字
を
と
っ
て

Ｑ
Ｐ
Ｃ
と
呼
ば
れ
る
（
24
）

。
こ
の
制
度
で
は
、
訴
訟
の
当
事
者
は
、
裁
判
所
の
審
理
に
お
い
て
、
自
ら
に
適
用
さ
れ
る
「
法
律
規
定
が
憲
法
の

保
障
す
る
権
利
及
び
自
由
を
侵
害
す
る
と
主
張
」
し
て
、
憲
法
問
題
を
提
起
で
き
、
憲
法
院
は
、
一
定
の
期
間
内
に
決
定
さ
れ
た
コ
ン
セ

イ
ユ
・
デ
タ
又
は
破
毀
院
か
ら
の
移
送
に
基
づ
い
て
、
こ
の
問
題
の
付
託
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
」
こ
と
と
な
っ
て
い
る
（
憲
法
第

六
一
│
一
条
）。
そ
し
て
訴
訟
当
事
者
は
、
裁
判
の
種
類
や
審
級
の
段
階
に
か
か
わ
ら
ず
、
い
つ
で
も
違
憲
の
抗
弁
を
提
起
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
さ
れ
る
（
25
）

。
裁
判
所
に
係
争
中
の
事
件
の
審
理
中
に
、
当
事
者
が
こ
う
し
て
憲
法
問
題
を
「
理
由
を
付
し
た
文
書
で
」
主
張
し
た
場

合
に
は
、
当
該
裁
判
所
は
Ｑ
Ｐ
Ｃ
と
し
て
の
移
送
の
可
否
を
審
理
し
（
第
一
段
階
＝
受
理
審
査
）、
移
送
を
決
定
し
た
場
合
に
は
、
八
日
以

内
に
破
毀
院
ま
た
は
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
移
送
さ
れ
る
。
そ
こ
で
さ
ら
に
、
三
カ
月
以
内
に
憲
法
院
へ
の
移
送
の
可
否
が
審
理
さ
れ

（
第
二
段
階
＝
付
託
審
査
）、
こ
れ
を
決
定
し
た
場
合
に
は
理
由
を
付
し
て
憲
法
院
に
移
送
さ
れ
る
。
憲
法
院
は
、
三
カ
月
以
内
に
審
理
し
て
、

合
憲
、
留
保
付
き
合
憲
、
ま
た
は
違
憲
の
い
ず
れ
か
の
判
決
を
下
し
て
、
事
件
を
審
理
し
た
原
審
に
戻
す
が
、
合
憲
（
ま
た
は
留
保
付
き
合

憲
）
の
場
合
に
は
訴
訟
が
継
続
さ
れ
、
違
憲
の
場
合
に
は
法
律
が
廃
棄
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
26
）

。

こ
の
よ
う
な
手
続
か
ら
す
る
限
り
、
そ
し
て
と
く
に
、
具
体
的
な
「
係
争
事
件
の
審
理
中
に
当
事
者
が
」「
い
つ
で
も
」
法
律
の
違
憲

性
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
先
に
述
べ
た
二
つ
の
段
階
で
の
審
理
・
決
定
の
期
間
が
八
日
と
か
三
カ
月
の
ご

と
く
極
め
て
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
憲
法
院
で
の
審
理
で
は
具
体
的
事
案
に
則
し
た
判
断
が
困
難
と
な
り
、
勢
い
抽
象
的

な
審
査
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
最
近
の
研
究
で
も
、
こ
の
点
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
正
当
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、

（
一
三
〇
五
）
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「
付
随
的
審
査
に
お
い
て
は
、
当
事
者
双
方
の
主
張
や
さ
ら
に
は
外
部
の
意
見
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
た
情
報
を
も
と
に
、
具
体
的
事
実
に
照
ら
し

た
経
験
的
な
判
断
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
立
ち
入
っ
た
憲
法
判
断
が
可
能
と
な
る
と
さ
れ
る
。」「
こ
れ
に
対
し
て
、
Ｑ
Ｐ
Ｃ
手
続
で
は
、
憲
法
問
題

は
具
体
的
な
訴
訟
に
お
い
て
当
事
者
か
ら
提
起
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
Ｑ
Ｐ
Ｃ
手
続
と
し
て
憲
法
院
に
付
託
さ
れ
て
し
ま
え
ば
問
題
の
条
文
が
憲

法
規
範
に
適
合
す
る
か
し
な
い
か
を
抽
象
的
に
審
査
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
該
条
文
が
適
用
さ
れ
る
事
例
は
多
様
で
あ
る
わ
け
で

あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
抽
象
的
審
査
に
お
い
て
は
こ
う
し
た
適
用
場
面
の
す
べ
て
を
想
定
し
て
判
断
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
明

ら
か
に
違
憲
の
適
用
事
例
が
想
定
で
き
る
場
合
で
あ
れ
ば
、
部
分
違
憲
な
い
し
解
釈
留
保
、
さ
ら
に
は
全
面
違
憲
の
判
断
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
が
、

必
ず
し
も
そ
の
よ
う
な
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
だ
ろ
う
。〔
情
報
収
集
手
段
が
十
分
で
な
い
Ｑ
Ｐ
Ｃ
手
続
に
お
い
て
〕
情
報
が
不
十
分
な
ま
ま
に
架

空
の
適
用
場
面
を
想
定
し
て
違
憲
判
決
を
行
う
こ
と
が
実
際
に
は
困
難
で
あ
る
こ
と
は
十
分
予
想
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
結
局
こ
う
し
た
構
造

は
広
汎
な
立
法
裁
量
の
承
認
に
つ
な
が
る
可
能
性
が
あ
る
で
あ
ろ
う
（
27
）。」

な
お
、
こ
の
Ｑ
Ｐ
Ｃ
制
度
で
は
、
当
事
者
が
違
憲
の
抗
弁
を
提
起
し
、
そ
れ
を
受
け
て
裁
判
所
が
審
理
判
断
し
て
、
破
毀
院
ま
た
は
コ

ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
を
通
じ
て
憲
法
院
に
至
る
手
続
が
進
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
点
は
フ
ラ
ン
ス
の
制
度
の
独
自
性
と
い
え
る
。
そ
し

て
こ
の
点
で
、
以
下
に
触
れ
る
よ
う
に
、
移
送
が
《
裁
判
所
》
に
よ
っ
て
直
接
に
憲
法
裁
判
所
に
提
起
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
イ
タ

リ
ア
や
ス
ペ
イ
ン
お
よ
び
ド
イ
ツ
（
28
）

と
は
異
な
っ
て
い
る
。

⑵　

次
に
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
上
で
「
前
提
問
題
型
の
合
憲
性
の
裁
判
」
と
称
さ
れ
て
い
る
制
度
が
、
ド
イ
ツ
の
具
体
的
規
範
統
制
手
続

に
類
似
し
て
い
る
（
29
）

。
こ
の
制
度
は
、「
通
常
裁
判
所
又
は
行
政
裁
判
所
の
裁
判
の
中
で
法
律
等
の
合
憲
性
の
問
題
が
提
起
さ
れ
た
場
合
」

に
、
憲
法
裁
判
所
へ
の
移
送
を
受
け
て
憲
法
裁
判
所
が
裁
判
す
る
も
の
で
、
イ
タ
リ
ア
の
憲
法
裁
判
所
の
有
す
る
権
限
の
う
ち
、
こ
の
裁

日
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法
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判
が
最
大
の
割
合
を
占
め
て
い
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
裁
判
は
、「
国
及
び
州
の
法
律
及
び
法
律
の
効
力
を
有
す
る
行
為
の
合
憲
性
に
関
す

る
争
い
」（
憲
法
第
一
三
四
条
）
の
う
ち
、「
裁
判
の
進
行
中
に
職
権
に
よ
り
指
摘
さ
れ
又
は
当
事
者
の
一
方
に
よ
り
提
起
さ
れ
」、
憲
法
裁

判
所
に
移
送
さ
れ
た
も
の
の
裁
判
で
あ
る
。
こ
の
手
続
の
開
始
は
「
具
体
的
事
件
の
裁
判
に
お
け
る
当
事
者
の
違
憲
性
の
抗
弁
」
で
あ
り
、

こ
の
前
提
問
題
の
「
決
着
を
付
け
る
こ
と
な
し
に
は
当
該
事
件
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て

い
る
。
抽
象
的
審
査
が
行
わ
れ
る
「
主
要
問
題
型
の
合
憲
性
の
裁
判
」
と
は
異
な
っ
て
、
原
裁
判
の
「
当
事
者
で
あ
る
限
り
す
べ
て
の
者

が
法
律
の
違
憲
性
を
申
し
立
て
る
こ
と
」
が
で
き
、「
具
体
的
事
件
と
関
連
性
を
有
す
る
限
り
で
あ
ら
ゆ
る
法
律
の
合
憲
性
の
問
題
を
憲

法
裁
判
所
の
裁
判
の
俎
上
に
乗
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
も
と
よ
り
、
憲
法
裁
判
所
に
移
送
す
る
か
ど
う
か
は
、
ド
イ
ツ

の
場
合
と
同
様
、
原
裁
判
の
裁
判
官
が
決
定
す
る
の
で
、
当
事
者
が
違
憲
の
抗
弁
を
し
て
も
、
必
ず
し
も
憲
法
裁
判
所
の
判
断
が
受
け
ら

れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

原
裁
判
の
裁
判
官
が
移
送
を
決
定
す
る
に
は
、
①
合
憲
性
の
問
題
と
原
裁
判
と
の
間
に
関
連
性
が
あ
り
、
②
合
憲
性
の
問
題
に
「
明
白

に
理
由
が
な
い
と
は
い
え
ず
」（non m

anifestam
ente infondato

）、
③
法
律
の
合
憲
解
釈
が
で
き
な
い
、
と
い
う
三
つ
の
要
件
を
具
備
す

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
特
に
②
の
要
件
は
、
ド
イ
ツ
の
場
合
と
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
要
件
は
、「
お
よ
そ
根
拠
の
な

い
合
憲
性
の
問
題
の
提
起
を
排
除
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
、「
原
裁
判
の
裁
判
官
が
法
律
等
の
規
定
が
違
憲

で
あ
る
と
確
信
し
て
い
る
こ
と
ま
で
を
求
め
る
も
の
」
で
は
な
く
、「
法
律
の
合
憲
性
に
疑
い
が
あ
れ
ば
、
ま
さ
し
く
『
明
白
に
理
由
が

な
い
と
は
い
え
な
い
』
と
し
て
憲
法
裁
判
所
に
移
送
す
る
義
務
が
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
」
と
い
う
。
も
っ
と
も
実
務
上
は
、「
違
憲
の

『
単
な
る
疑
い
』
以
上
の
も
の
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
指
摘
も
あ
る
」
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
や
は
り
ド
イ
ツ
の

よ
う
に
違
憲
で
あ
る
こ
と
の
確
信
ま
で
は
要
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
一
三
〇
七
）
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原
裁
判
の
裁
判
官
が
上
記
の
三
要
件
の
充
足
を
認
め
た
と
き
は
、
移
送
の
決
定
を
行
い
、
当
事
者
が
合
憲
性
の
問
題
を
申
し
立
て
た

「
申
立
て
の
事
実
と
理
由
」
を
記
載
し
て
「
一
件
文
書
を
直
ち
に
憲
法
裁
判
所
に
移
送
し
、
進
行
中
の
裁
判
を
停
止
す
る
と
定
め
ら
れ
て

い
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
ど
の
時
点
で
移
送
が
な
さ
れ
る
の
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
必
ず
し
も
、
後
に
触
れ
る
ド
イ
ツ
の
場
合
の
よ
う
に
、

原
裁
判
の
裁
判
所
で
の
最
終
段
階
で
な
く
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

⑶　

こ
の
点
に
関
連
し
て
、
ス
ペ
イ
ン
の
場
合
を
少
し
だ
け
言
及
し
て
お
く
（
30
）

。
ス
ペ
イ
ン
の
場
合
、「
違
憲
質
疑
」（cuestión de 

inconstitucionalidad

）
と
呼
ば
れ
る
の
が
、
こ
の
手
続
で
あ
る
。
こ
の
手
続
は
、「
具
体
的
事
件
に
適
用
す
べ
き
法
律
等
が
憲
法
に
違
反

す
る
疑
い
が
生
じ
た
と
き
に
、
司
法
裁
判
所
が
憲
法
裁
判
所
に
提
起
で
き
る
訴
訟
」
で
あ
る
。
こ
の
「
違
憲
質
疑
」
手
続
は
、
原
則
と
し

て
、
事
件
を
取
り
扱
う
司
法
裁
判
所
の
裁
判
官
が
職
権
で
提
起
す
る
の
で
あ
る
が
、
当
事
者
双
方
か
ら
も
「
司
法
裁
判
官
に
違
憲
質
疑
の

提
起
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
こ
と
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
手
続
の
提
起
は
、
事
実
認
定
や
口
頭
弁
論
を
含
め

た
す
べ
て
の
「
公
判
手
続
、
裁
判
手
続
な
ど
が
終
了
し
、
司
法
裁
判
所
が
判
決
ま
た
は
決
定
を
言
い
渡
す
ま
で
の
間
」
の
み
可
能
で
あ
る

と
さ
れ
て
お
り
、
そ
う
だ
と
す
る
と
、
こ
の
点
で
は
、
次
に
触
れ
る
ド
イ
ツ
の
制
度
と
類
似
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
が
、
違
憲
の
「
疑
い

が
生
じ
た
と
き
」
と
い
う
の
が
、
ど
の
程
度
の
も
の
と
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
目
下
の
と
こ
ろ
不
案
内
で
あ
る
。

二　

ド
イ
ツ
の
連
邦
憲
法
裁
判
所

ド
イ
ツ
の
基
本
法
下
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
制
度
で
は
、
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
各
専
門
裁
判
所
は
、
決
定
に
際
し
て
あ
る
法
律
の

効
力
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
、
そ
の
法
律
が
「
違
憲
で
あ
る
と
思
料
す
る
」（für verfassungsw

idrig halten

）
と
き
は
、
自
ら
判

断
を
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
手
続
を
中
止
し
て
、
憲
法
裁
判
所
に
そ
の
判
断
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、「
違
憲
で
あ
る
と
思
料

日
本
法
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す
る
」
と
い
う
要
件
は
、
先
に
触
れ
た
イ
タ
リ
ア
の
よ
う
に
「
明
白
に
理
由
が
な
い
と
は
い
え
な
い
」
程
度
で
は
な
く
、
違
憲
で
あ
る
こ

と
を
裁
判
所
自
身
が
確
信
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
む
し
ろ
、
法
律
の
規
定
が
た
と
え
ば
憲
法
適
合
的
解
釈
に
よ
っ
て
、
明
白
に
違
憲
と

ま
で
は
言
え
な
い
と
解
釈
で
き
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
移
送
は
許
さ
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
裁
判
官
は
、
暫
定
的
と
は
い
え
、（
従
前
か
ら
言

わ
れ
て
い
る
）
司
法
審
査
権
（richterliche P

rüfungsrecht

）
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
適
用
す
べ
き
規
範
が
憲
法
に
適
合
し
て
い
る
か

憲
法
に
違
反
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
確
信
を
、
自
分
で
結
論
的
に
（abschließend

）
形
成
す
る
権
限
と
義
務
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
そ
の
結
果
、
違
憲
の
確
信
を
持
っ
た
場
合
に
の
み
、
裁
判
所
は
手
続
を
中
止
し
て
、
規
範
の
一
般
的
効
力
に
関
し
て
拘
束
力
の
あ
る

決
定
を
す
る
権
限
を
有
し
て
い
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
移
送
す
る
義
務
が
生
じ
る
の
で
あ
る
（
31
）

。

そ
の
手
続
が
《
移
送
》（V

orlage
）
で
あ
る
。
こ
の
手
続
に
つ
い
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

§
八
〇　

⑴　

基
本
法
第
一
〇
〇
条
第
一
項
の
要
件
が
存
す
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
直
接
に
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
裁
判
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

⑵ 　

そ
の
理
由
に
は
、
原
裁
判
所
の
裁
判
が
ど
の
範
囲
ま
で
法
の
定
め
の
効
力
に
係
ら
し
め
ら
れ
る
の
か
、
及
び
、
法
の
定
め
が
ど
の
上
位
の
法

規
範
に
適
合
し
な
い
の
か
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
裁
判
記
録
（A

kten

）
は
、
こ
れ
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑶ 　

裁
判
所
の
申
立
て
は
、
訴
訟
当
事
者
に
よ
る
法
の
定
め
の
無
効
の
主
張
に
係
ら
し
め
ら
れ
な
い
。

§
八
一　

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
法
的
問
題
に
つ
い
て
の
み
裁
判
す
る
。

§
八
〇
第
一
項
で
「
基
本
法
第
一
〇
〇
条
第
一
項
の
要
件
が
存
す
る
と
き
」
と
い
う
の
は
、
移
送
裁
判
所
に
よ
る
憲
法
裁
判
所
へ
の

移
送
が
適
法
で
あ
る
た
め
に
は
、
提
起
さ
れ
て
い
る
法
律
の
違
憲
性
の
問
題
が
、
当
該
専
門
裁
判
所
に
お
け
る
裁
判
に
お
い
て
当
該
事
件

を
解
決
す
る
た
め
に
は
ど
う
し
て
も
必
要
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
ま
た
第
二
項
の
規
定
は
、「
裁
判
所
に
よ
る
軽
率
な
移
送
お
よ
び

（
一
三
〇
九
）
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不
必
要
な
移
送
を
防
止
す
る
た
め
に
、
移
送
裁
判
所
に
対
し
て
、
判
決
を
下
す
上
で
当
該
法
問
題
が
い
か
に
必
要
で
あ
る
か
、
そ
し
て
適

用
法
律
が
違
憲
（
違
法
）
で
あ
る
と
の
確
信
を
明
確
に
説
明
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
（
32
）

。
ま
た
、
ド
イ
ツ
で
は
、

先
に
触
れ
た
一
部
の
国
々
と
は
異
な
り
、
あ
く
ま
で
も
移
送
は
各
専
門
裁
判
所
の
判
断
で
あ
り
、
第
三
項
に
あ
る
よ
う
に
、
訴
訟
の
当
事

者
に
よ
る
違
憲
の
抗
弁
等
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

さ
て
、
こ
の
移
送
は
、「
決
定
」（V

orlage-B
eschluss

）
と
い
う
形
式
で
行
わ
れ
る
。
こ
の
決
定
は
、
専
門
裁
判
所
に
と
っ
て
は
、
手

続
の
中
止
（A

ussetzung
）
と
い
う
意
味
で
は
た
し
か
に
中
間
手
続
（Z

w
ischenverfahren

）
で
は
あ
る
（
33
）

が
、
違
憲
の
確
信
と
し
て
は
最
終

決
定
（E

ndentscheidung

）
を
意
味
す
る
（
34
）

。
移
送
決
定
は
「
裁
判
所
に
係
属
し
て
い
る
手
続
の
手
続
規
定
に
応
じ
た
形
で
、
公
示
さ
れ
、

当
事
者
に
送
達
さ
れ
る
か
あ
る
い
は
略
式
で
通
知
さ
れ
る
（
35
）

」。
こ
の
形
式
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
定
め
は
な
い
が
、
一
般
に
は
、
決
定
の

《
主
文
》
と
《
理
由
》
と
に
分
か
れ
、《
主
文
》
に
当
た
る
部
分
は
、「
…
…
が
基
本
法
（
連
邦
法
）
に
適
合
し
な
い
ゆ
え
に
無
効
か
ど
う
か

に
つ
い
て
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
断
が
求
め
ら
れ
る
」
と
い
う
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。
ま
た
《
理
由
》
は
さ
ら
に
、
①
事
実
の
叙
述
と

②
法
規
の
無
効
の
考
察
（
抵
触
す
る
法
規
の
解
釈
・
憲
法
解
釈
）
に
分
か
れ
る
。
前
者
は
、「
移
送
裁
判
所
に
係
属
し
て
い
る
具
体
的
な
個
々

の
法
律
上
の
争
訟
の
事
実
の
解
明
」
で
あ
る
が
、「
移
送
裁
判
所
に
よ
っ
て
違
憲
で
あ
る
と
さ
れ
た
法
律
の
基
礎
に
あ
る
一
般
的
事
実
（
立

法
事
実
）
の
解
明
は
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
任
務
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
る
と
、「
移
送
裁
判
所
は
移
送
決
定
中

の
理
由
に
お
い
て
、
裁
判
所
が
判
決
〔
ま
た
は
決
定
〕
を
下
す
に
つ
き
必
要
な
範
囲
で
事
実
関
係
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
下
さ

れ
る
判
決
〔
ま
た
は
決
定
〕
に
と
っ
て
当
該
法
の
定
め
の
効
力
が
問
題
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
法
的
考
察
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
36
）

」。
し

た
が
っ
て
、「
専
門
裁
判
所
は
、
そ
の
裁
判
所
自
身
が
判
決
を
下
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
と
同
じ
程
度
ま
で
、
そ
の
手
続
を
進
捗
さ

せ
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
の
で
あ
り
、
移
送
の
前
ま
で
に
、
当
該
法
律
が
、
裁
判
所
が
裁
判
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
事
件
に
と
っ

日
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九

て
重
要
な
関
連
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
（E

inschlägigkeit

）
と
法
律
の
違
憲
性
と
を
確
信
（überzeugen

）
し
て
い
な
く
て
は
な
ら

な
い
の
で
あ
る
（
37
）

。
つ
ま
り
、「
移
送
決
定
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
違
憲
で
あ
る
と
の
確
信
と
そ
の
理
由
づ
け
」
は
、
専
門
裁
判
所
が

「
自
ら
違
憲
判
決
を
下
す
場
合
と
同
等
の
も
の
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
38
）

」。

こ
の
こ
と
は
、
当
該
の
具
体
的
事
件
を
審
理
す
る
各
専
門
裁
判
所
の
裁
判
手
続
の
ど
の
段
階
で
も
移
送
が
な
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
当

該
事
件
に
法
律
を
適
用
す
る
、
い
わ
ば
最
終
段
階
に
お
い
て
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
段
階
に
達
し
て
い
な
い
時
点
で
の
性
急
な

（übereilt

）
移
送
は
、
訴
訟
手
続
上
か
ら
も
原
則
と
し
て
許
さ
れ
ず
（
39
）

、
た
と
え
ば
専
門
裁
判
所
が
自
ら
証
拠
調
べ
を
省
略
し
た
り
、
口
頭

弁
論
を
回
避
す
る
な
ど
し
て
、
自
己
の
負
担
を
軽
減
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
専
門
裁
判
所
は
移
送
前
に
、

連
邦
憲
法
裁
判
所
の
負
担
を
で
き
る
限
り
減
ら
し
て
お
く
た
め
の
準
備
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
§
八
〇
第
二
項
後
段
が
、

移
送
手
続
に
お
い
て
「
裁
判
記
録
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
る
の
も
、
こ
の
趣
旨
と
理
解
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
少
な
く
と
も
ド
イ
ツ
の
具
体
的
規
範
統
制
手
続
に
お
い
て
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
る
規
範
統
制
に
際

し
て
判
断
が
抽
象
的
に
な
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、「
具
体
的
な
事
例
に
基
づ
く
審
査
を
可
能
に
す
る
た
め
の
要
件
（
40
）

」
が
求
め
ら
れ
て
い

る
と
も
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
と
よ
り
、
こ
の
手
続
に
よ
っ
て
法
律
の
規
定
が
違
憲
と
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
裁
判
は
「
法
律
と
し

て
の
効
力
」（G

esetzeskraft

）
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
（
基
本
法
第
九
四
条
二
項
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
§
一
三
第
一
一
号
、
§
三
一
第
二
項
）

か
ら
、
こ
う
し
た
一
般
的
効
力
を
も
つ
決
定
を
行
う
ま
で
の
強
い
権
限
を
最
高
裁
判
所
の
裁
判
に
与
え
る
よ
う
な
制
度
を
、
わ
が
国
に
導

入
す
べ
き
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
下
級
裁
判
所
か
ら
、
違
憲
の
結
論
に
基
づ
い
て
裁
判
を
す
る
権
限
（
ド
イ
ツ
の
制
度
に
な

ら
っ
て
正
確
に
言
う
な
ら
、
最
終
的
な
違
憲
判
断
権
限
）
を
奪
っ
て
、
こ
の
違
憲
審
査
の
権
限
を
最
高
裁
判
所
の
一
回
の
判
断
に
集
中
せ
し
め

る
制
度
の
も
つ
種
々
の
デ
メ
リ
ッ
ト
も
含
め
て
、
き
わ
め
て
慎
重
な
熟
慮
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

（
一
三
一
一
）



三
七
〇

（
1
） 

さ
し
あ
た
り
、
初
宿
正
典
『
日
独
比
較
憲
法
学
研
究
の
論
点
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
五
年
）。
と
は
い
え
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
全
受
理
件
数
の

二
パ
ー
セ
ン
ト
に
満
た
な
い
。

（
2
） 
こ
こ
で
い
う
決
定（E

ntscheidung

）は
、
わ
が
国
で
い
う
と
こ
ろ
の
判
決（U
rteil

）と
決
定（B

eschluss

）の
両
方
を
含
め
た
意
味
で
あ
る
。

（
3
） 
基
本
法
第
九
五
条
は
、「
通
常（ordentlich

）裁
判
権
、
行
政
裁
判
権
、
税
財
務
裁
判
権
、
労
働
裁
判
権
、
及
び
社
会
裁
判
権
の
分
野
に
つ
い
て
、

連
邦
は
、
最
高
裁
判
所（oberste G

erichtshöfe

）と
し
て
、
連
邦
通
常
裁
判
所（B

undesgerichtshof

＝B
G
H

）、
連
邦
行
政
裁
判
所
、
連
邦
税

財
務
裁
判
所
、
連
邦
労
働
裁
判
所
、
及
び
連
邦
社
会
裁
判
所
を
設
置
す
る
。」
と
し
て
い
る
。
こ
の
規
定
の
文
言
か
ら
し
て
も
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
み
を

「
連
邦
裁
判
所
」
な
い
し
「
連
邦
最
高
裁
判
所
」
と
表
記
す
る
の
は
、
極
め
て
ミ
ス
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
で
あ
る
（
最
近
の
か
か
る
表
記
の
一
例
と
し
て
、

小
野
秀
誠
「
ド
イ
ツ
の
連
邦
裁
判
所（
Ｂ
Ｇ
Ｈ
）と
連
邦
司
法
」
判
時
二
二
六
五
号
三
頁
以
下
）。
も
と
よ
り
こ
の
文
言
に
い
う
「
裁
判
所
」
は
、
基

本
法
第
九
二
条
に
い
う
す
べ
て
の
裁
判
所
で
あ
り
、
そ
の
中
に
は
ラ
ン
ト
の
裁
判
所
等
も
含
ま
れ
る
。
な
お
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
、「
自
己
の
決

定
に
と
っ
て
必
要
で
あ
る
ラ
ン
ト
法
が
ラ
ン
ト
憲
法
に
の
み
適
合
し
な
い
と
考
え
る
と
き
は
、
ラ
ン
ト
憲
法
裁
判
所
に
移
送
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

し
た
が
っ
て
連
邦
憲
法
裁
判
所
自
身
、
移
送
主
体
で
あ
る
裁
判
所
で
あ
る
と
い
え
る
」
と
さ
れ
て
い
る
（
畑
尻
剛
・
工
藤
達
朗
編
『
ド
イ
ツ
の
憲
法

裁
判
〔
第
二
版
〕』
中
央
大
学
出
版
部
、
二
〇
一
三
年
、
三
八
〇
〜
三
八
一
頁
）。

（
4
） 

す
で
に
、
樋
口
陽
一
・
佐
藤
幸
治
・
中
村
睦
男
・
浦
部
法
穂
『
憲
法
Ⅳ
』（
青
林
書
院
、
二
〇
〇
四
年
）
九
九
頁
以
下
（
佐
藤
幸
治
執
筆
）
が

「
違
憲
審
査
最
高
裁
判
所
集
中
論
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
項
の
中
で
検
討
し
て
い
る
。
な
お
、
佐
藤
幸
治
「
わ
が
国
の
違
憲
審
査
制
の
特
徴
と
課
題
」

佐
藤
・
清
永
編
『
園
部
逸
夫
先
生
古
稀
記
念　

憲
法
裁
判
と
行
政
訴
訟
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
九
年
）
と
く
に
一
三
頁
以
下
も
参
照
。

（
5
） 

こ
の
「
帝
国
憲
法
改
正
案
」
は
、
昭
和
二
一
年
四
月
一
七
日
に
政
府
か
ら
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
で
は
便
宜
上
、
単
に
「
草
案
」
と

表
記
す
る
こ
と
が
あ
る
。

（
6
） 

条
名
は
、
一
般
に
は
「
第
八
一
条
」
の
ご
と
く
に
表
記
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
が
、
次
注
以
下
の
衆
議
院
で
の
委
員
会
議
録
（
速
記
）
の
表

記
と
の
統
一
の
た
め
に
、
本
節
で
の
み
、「
十
」
の
文
字
を
入
れ
た
形
で
（
こ
れ
が
原
典
で
の
正
式
の
表
記
な
の
で
あ
る
が
）
表
記
す
る
。

（
7
） 

『
第
九
十
帝
国
議
会
衆
議
院
帝
国
憲
法
改
正
案
委
員
会
議
録
（
速
記
）』
第
十
九
回
三
六
五
頁
以
下
。
な
お
、
以
下
の
引
用
で
は
旧
漢
字
の
み
改

め
た
。 日
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一

（
8
） 

も
と
よ
り
、
右
の
引
用
中
、
末
尾
近
く
の
「
前
ト
同
ジ
ヤ
ウ
ニ
無
効
ニ
ス
ル
カ
ド
ウ
カ
ト
云
フ
コ
ト
ハ
」
と
い
う
部
分
は
少
し
不
正
確
で
、

「
無
効
ニ
ス
ル
カ
ド
ウ
カ
」
は
「
適
用
シ
ナ
イ
コ
ト
ニ
ス
ル
カ
ド
ウ
カ
」
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。

（
9
） 
速
記
（
注（
7
））
三
六
七
頁
以
下
。
た
だ
し
以
下
で
は
逐
一
の
引
用
頁
は
省
略
す
る
。

（
10
） 
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
裁
判
所
が
、
現
実
の
争
訟
と
関
係
な
く
、
政
府
ま
た
は
理
解
関
係
者
の
求
め
に
応
じ
て
、
法
律
問
題
に
つ
い
て
勧
告
的

意
見
を
述
べ
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
連
邦
裁
判
所
の
司
法
権
の
範
囲
外
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
田
中
英
夫
﹇
編
集
代
表
﹈『
英
米
法
辞
典
』

（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
一
年
）
三
二
頁
参
照
）。
な
お
、
田
中
英
夫
『
ア
メ
リ
カ
法
の
歴
史
（
上
）』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
八
年
）

二
一
九
〜
二
一
一
頁
以
下
に
よ
れ
ば
、
す
で
に
一
七
九
三
年
に
、
大
統
領
ワ
シ
ン
ト
ン
の
命
を
受
け
た
当
時
の
国
務
長
官
ジ
ェ
フ
ァ
ス
ン
が
、
当
時

の
首
席
裁
判
官
ジ
ェ
イ
を
は
じ
め
と
す
る
最
高
裁
判
所
の
全
裁
判
官
に
書
簡
を
送
っ
て
そ
の
意
見
を
求
め
た
が
、
こ
れ
を
拒
否
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
で

は
勧
告
的
意
見
は
認
め
ら
れ
て
お
り
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
憲
法
（
一
七
八
〇
年
）
や
ニ
ュ
ー
・
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
憲
法
（
一
七
八
四
年
）
で
は
明

文
で
こ
れ
を
認
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

（
11
） 

最
大
判
昭
和
二
七
年
一
〇
月
八
日
民
集
六
巻
九
号
七
八
三
頁
。
同
旨
の
判
示
を
す
る
も
の
と
し
て
、
衆
議
院
解
散
無
効
確
認
訴
訟
に
関
す
る
最

大
判
昭
和
二
八
年
四
月
一
五
日
民
集
七
巻
四
号
三
〇
五
頁
、
特
別
区
長
選
任
無
効
確
認
訴
訟
に
関
す
る
最
二
判
昭
和
三
一
年
二
月
一
七
日
民
集
一
〇

巻
二
号
八
六
頁
な
ど
。

（
12
） 

速
記
（
注（
7
））
三
九
二
頁
。

（
13
） 

官
報
号
外
（
昭
和
二
一
年
八
月
二
七
日
）『
第
九
十
回
帝
国
議
会
貴
族
院
議
事
速
記
録
第
二
十
三
号
』
二
二
七
頁
。

（
14
） 

同
右
二
二
八
頁
。
ち
な
み
に
、
清
水
伸
『
逐
条
日
本
国
憲
法
審
議
録
〔
増
訂
版
〕』
第
三
巻
（
原
書
房
、
一
九
七
六
年
）
五
七
二
〜
五
七
三
頁

は
、
こ
の
高
柳
の
質
問
お
よ
び
そ
れ
に
対
す
る
木
村
の
答
弁
が
「
衆
本
八
・
二
六
」
つ
ま
り
八
月
二
六
日
の
衆
議
院
本
会
議
で
の
も
の
と
し
て
い
る

が
、
こ
れ
は
（
当
然
の
こ
と
な
が
ら
）
貴
族
院
本
会
議
の
誤
り
で
あ
る
（
同
五
六
六
頁
も
同
様
に
誤
り
）。

（
15
） 

同
右
二
三
一
頁
。

（
16
） 

清
水
・
前
掲
書
（
注（
14
））
五
六
七
〜
五
六
九
頁
は
、
こ
こ
で
も
、
佐
々
木
の
こ
の
質
問
お
よ
び
そ
れ
に
対
す
る
木
村
の
答
弁
（
同
三
二
〇
頁

以
下
）
の
行
わ
れ
た
の
が
、
九
月
二
三
日
の
貴
族
院
の
特
別
委
員
会
だ
と
記
載
し
て
い
る
が
、
原
史
料
で
あ
る
官
報
号
外
（
昭
和
二
一
年
八
月
三
〇

（
一
三
一
三
）



三
七
二

日
）『
第
九
十
回
帝
国
議
会
貴
族
院
議
事
速
記
録
第
二
十
六
号
』
三
〇
一
頁
以
下
が
典
拠
で
あ
り
、
明
ら
か
な
誤
記
で
あ
っ
て
、
正
し
く
は
八
月

二
九
日
の
貴
族
院
本
会
議
で
の
質
疑
で
あ
る
。

（
17
） 
高
柳
賢
三
・
大
友
一
郎
・
田
中
英
夫
編
『
日
本
国
憲
法
制
定
の
過
程
Ⅱ
』（
有
斐
閣
、
一
九
七
二
年
）
二
四
五
頁
お
よ
び
そ
こ
で
リ
フ
ァ
ー
さ

れ
て
い
る
『
憲
法
制
定
の
経
過
に
関
す
る
小
委
員
会
第
二
七
回
議
事
録
四
〇
〜
四
一
頁
。

（
18
） 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
憲
法
裁
判
所
制
度
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
永
田
秀
樹
「
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
憲
法
裁
判
と
人
権
保
障
」
佐
藤
幸
治
・
初
宿
正

典
編
・
阿
部
照
哉
先
生
還
暦
記
念
『
人
権
の
現
代
的
諸
相
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
〇
年
）
二
五
二
頁
以
下
。
と
く
に
そ
の
二
五
六
頁
以
下
が
オ
ー
ス

ト
リ
ア
を
含
む
諸
国
の
具
体
的
規
範
統
制
に
つ
い
て
概
観
し
て
い
る
。

（
19
） 

九
月
二
日
か
ら
「
九
月
二
六
日
に
一
応
そ
の
終
了
を
見
」
る
ま
で
、「
委
員
会
は
ほ
と
ん
ど
連
日
開
か
れ
た
」
よ
う
で
あ
る
（
佐
藤
達
夫
著
・

佐
藤
功
補
訂
『
日
本
国
憲
法
成
立
史
第
四
巻
』〔
有
斐
閣
、
一
九
九
四
年
〕
八
八
四
頁
）。

（
20
） 

高
柳
議
員
の
発
言
で
も
「
二
項
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
先
に
引
用
し
た
質
問
中
で
は
明
ら
か
「
衆
議
院
デ
修
正
」
さ
れ
て
一
文
に
な
っ
た
後
の

原
案
の
文
言
を
前
提
と
し
た
質
問
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

（
21
） 

佐
藤
幸
治
・
前
掲
書
（
注（
4
））『
憲
法
Ⅳ
』
一
〇
〇
頁
。
傍
点
も
佐
藤
。

（
22
） 

同
右
。

（
23
） 

曽
我
部
真
裕
・
田
近
肇
編
『
憲
法
裁
判
所
の
比
較
研
究
』（
信
山
社
、
二
〇
一
六
年
）。
以
下
の
各
国
の
憲
法
裁
判
所
に
つ
い
て
の
概
観
は
、
主

と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
（
井
上
武
史
執
筆
）、
イ
タ
リ
ア
（
田
近
肇
執
筆
）
お
よ
び
ス
ペ
イ
ン
（
ペ
ド
リ
サ
・
ル
イ
ス
執
筆
）
に
依
っ
て
い
る
。
紙
幅

の
都
合
上
、
同
書
中
の
ベ
ル
ギ
ー
の
憲
法
裁
判
所
（
奥
村
公
輔
執
筆
）
に
つ
い
て
は
触
れ
る
余
裕
が
な
い
。

（
24
） 

こ
こ
に
い
う
《
優
先
》
の
意
味
は
、「
法
律
の
条
約
適
合
性
と
憲
法
適
合
性
が
当
事
者
に
よ
っ
て
同
時
に
主
張
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
憲
法

適
合
性
が
優
先
的
に
審
理
さ
れ
る
と
い
う
趣
旨
を
含
む
」
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
辻
村
み
よ
子
・
糠
塚
康
江
『
フ
ラ
ン
ス
憲
法
入
門
』
三
省
堂
、

二
〇
一
二
年
、
一
四
一
頁
注
6
）。

（
25
） 

井
上
・
前
掲
書
（
注（
23
））
一
八
頁
。

（
26
） 

辻
村
・
糠
塚
・
前
掲
書
（
注（
24
））
一
四
二
│
一
四
三
頁
、
井
上
・
前
掲
書
（
注（
23
））
一
九
頁
。
関
連
す
る
条
文
（
憲
法
院
に
関
す
る
組
織

日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

（
一
三
一
四
）



具
体
的
規
範
統
制
手
続
の
《
抽
象
性
》（
初
宿
）

三
七
三

法
律
に
つ
い
て
の
一
九
五
八
年
一
一
月
七
日
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
一
〇
六
七
号
〔
最
終
改
正
は
二
〇
一
三
年
一
二
月
六
日
〕）
の
邦
訳
（
第
二
三
│
一

条
以
下
）
も
注（
23
）の
文
献
の
二
二
三
頁
以
下
（
井
上
武
史
訳
）
を
参
照
し
た
。

（
27
） 
曽
我
部
真
裕
・
前
掲
書
（
注（
23
））
一
二
八
〜
一
二
九
頁
。
な
お
、
フ
ラ
ン
ス
の
Ｑ
Ｐ
Ｃ
全
般
に
つ
い
て
は
、
ベ
ル
ト
ラ
ン
・
マ
チ
ュ
ー
（
上

埜
・
兼
藤
訳
）『
フ
ラ
ン
ス
の
事
後
的
違
憲
審
査
制
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
五
年
）
が
あ
る
が
、
あ
ま
り
参
照
で
き
な
か
っ
た
。

（
28
） 

も
っ
と
も
ド
イ
ツ
の
場
合
、
一
九
五
六
年
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
改
正
ま
で
は
、
上
級
連
邦
裁
判
所
又
は
ラ
ン
ト
の
最
高
裁
判
所
を
通
じ
て
所

定
の
手
続
を
踏
ん
で
（auf dem

 D
ienstw

eg

）
移
送
す
る
制
度
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
（C

h
ristian

 P
estalozza, V

erfassungsprozeßrecht, 

3., völlig neubearb. A
ufl ., M

ünchen 1991 S
. 205

）。

（
29
） 

田
近
・
前
掲
書
（
注（
23
））
二
三
頁
以
下
、
と
く
に
三
一
頁
以
下
。

（
30
） 

ル
イ
ス
・
前
掲
書
（
注（
23
））
四
七
頁
以
下
、
と
く
に
五
七
頁
以
下
。

（
31
） 

S
ch

laich
/

K
orioth, D

as B
undesverfassungsgericht. S

tellung, V
erfahren, E

ntscheidungen, 8. A
ufl ., M

ünchen 2010, S
. 99, 

R
n. 135.

（
32
） 

『
ド
イ
ツ
の
憲
法
裁
判
』（
注（
3
））
三
八
八
頁
。
以
下
の
叙
述
も
、
主
と
し
て
こ
の
優
れ
た
先
行
研
究
（
畑
尻
剛
執
筆
）
に
依
っ
て
い
る
。
な

お
、
こ
う
し
た
要
件
は
、「
決
定
に
と
っ
て
の
必
要
性
」（E

ntscheidungserheblichkeit

）
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
（
た
と
え
ばS

ch
laich

/

K
orioth, a. a. O

., S
. 107 ff .; C

h
ristian

 P
estalozza, V

erfassungsprozeßrecht, a. a. O
., S
. 210 ff . 

な
ど
。
ご
く
簡
単
に
は
、
ド
イ
ツ
憲

法
判
例
研
究
会
編
『
ド
イ
ツ
の
憲
法
判
例
Ⅲ
』〔
信
山
社
、
二
〇
〇
八
年
〕
五
四
四
頁
）
参
照
。
さ
ら
に
、
こ
れ
に
つ
き
、
光
田
督
良
「
具
体
的
規

範
統
制
に
お
け
るE
ntscheidungserheblichkeit

の
意
義
と
問
題
性
」
法
学
新
報
一
〇
三
巻
第
二
・
三
号
（
一
九
九
七
年
三
月
）
五
二
五
頁
以
下

参
照
。

（
33
） 

S
ch

laich
/

K
orioth, a. a. O

., S
. 108, R

n. 147.

（
34
） 

P
estlozza, a. a. O

., S
. 210. V

gl. B
V
erfG

E
 76 100 

﹇104

﹈.

（
35
） 

畑
尻
（
注（
3
））
三
八
七
頁
。

（
36
） B

V
erfG

E
 23, 175 

﹇177

﹈.

（
一
三
一
五
）



三
七
四

（
37
） 

P
estalozza, a. a. O

., S
. 204, R

n.6 zu §
 13.

（
38
） 

畑
尻
・
前
掲
書
（
注（
3
））
三
八
八
頁
。

（
39
） 
光
田
・
前
掲
（
注（
32
））
五
三
一
〜
二
頁
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
に
よ
る
と
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
こ
の
原
則
か
ら
の
例
外
を
認
め
た
例
も
あ
る

よ
う
で
あ
る
。

（
40
） 

光
田
・
同
右
五
四
六
頁
は
、
先
に
注（
32
）で
触
れ
た
「
決
定
に
と
っ
て
の
必
要
性
」（E

ntscheidungserheblichkeit

）
の
要
件
こ
そ
が
「
具

体
的
規
範
統
制
手
続
を
具
体
的
と
し
て
い
る
」
の
だ
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

＊
追
記
＊　

百
地
章
教
授
が
か
つ
て
愛
媛
大
学
に
奉
職
中
に
一
度
、
筆
者
は
同
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
の
集
中
講
義
を
依
頼
さ
れ
て

同
大
学
に
赴
い
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
年
は
、
宿
舎
は
も
ち
ろ
ん
道
後
温
泉
の
本
館
さ
え
水
道
水
の
使
用
時
間
を
制
限
し
た
ほ
ど
の
異
常

な
渇
水
の
夏
で
あ
っ
た
。
そ
の
松
山
滞
在
中
に
一
度
、
公
開
講
演
も
お
引
き
受
け
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
折
に
、
本
稿
の
第
一
節
で

触
れ
た
憲
法
改
正
草
案
第
七
七
条
か
ら
現
行
の
第
八
一
条
に
至
る
過
程
に
つ
い
て
話
し
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
度
本
稿
を
書
い
て
い
て
当

時
の
こ
と
を
な
つ
か
し
く
想
起
し
た
次
第
で
あ
る
。

日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

（
一
三
一
六
）



新
旧
皇
室
典
範
に
お
け
る
「
皇
統
」
の
意
味
に
つ
い
て
（
新
田
）

三
七
五

 

新
旧
皇
室
典
範
に
お
け
る
「
皇
統
」
の
意
味
に
つ
い
て

新　
　

田　
　
　
　
　

均

は
じ
め
に

か
つ
て
私
は
、
皇
位
継
承
問
題
に
つ
い
て
、
女
系
を
認
め
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
人
々
と
論
争
を
展
開
し
た
。
そ
の
際
、
女
系
容
認
論

の
人
々
は
、
そ
の
根
拠
と
し
て
、
現
行
皇
室
典
範
第
一
条
に
い
う
「
皇
統
」
に
は
女
系
も
含
ま
れ
て
い
る
と
主
張
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、

私
は
伊
藤
博
文
の
「
皇
室
典
範
義
解
」
に
お
け
る
「
皇
統
」
の
解
説
、『
憲
法
義
解
』
で
の
「
皇
統
」
と
い
う
言
葉
の
使
わ
れ
方
、
さ
ら

に
は
、
皇
室
典
範
を
審
議
し
た
枢
密
院
の
議
事
録
に
基
づ
い
て
、
旧
皇
室
典
範
第
一
条
の
「
皇
統
」
に
は
女
系
は
含
ま
れ
て
い
な
い
と
指

摘
し
、
戦
後
も
そ
の
解
釈
が
引
き
継
が
れ
て
き
た
こ
と
は
百
地
章
教
授
の
指
摘
に
よ
っ
て
明
ら
か
だ
と
反
論
し
た
（
拙
論
「
小
林
よ
し
の
り

氏
の
皇
統
論
を
糺
す
」『
別
冊
正
論
』
一
四
号
、
平
成
二
三
年
一
月
、
四
七
│
五
〇
頁
）。

そ
の
後
、
新
旧
皇
室
典
範
の
制
定
過
程
を
調
べ
て
い
く
中
で
、
自
ら
の
議
論
を
補
強
す
る
証
拠
を
い
く
つ
か
発
見
し
た
。
そ
こ
で
、
そ

論　

説

（
一
三
一
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

三
七
六

れ
ら
の
資
料
を
加
味
し
て
、
あ
ら
た
め
て
、
新
旧
皇
室
典
範
第
一
条
に
い
う
「
皇
統
」
の
意
味
に
対
す
る
私
の
解
釈
を
提
示
し
た
い
と
思

う
。

一
、
女
系
容
認
論
者
の
現
行
皇
室
典
範
解
釈

現
行
皇
室
典
範
第
一
条
は
「
皇
位
は
、
皇
統
に
属
す
る
男
系
の
男
子
が
、
こ
れ
を
継
承
す
る
。」
と
定
め
て
い
る
。
こ
の
「
皇
統
」
に

対
す
る
女
系
容
認
論
者
の
解
釈
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

「
皇
室
典
範
が
わ
ざ
わ
ざ
『
皇
統
に
属
す
る
男
系
』
と
断
っ
て
い
る
の
も
、
皇
統
イ
コ
ー
ル
男
系
で
は
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
た
も
の

だ
。
す
な
わ
ち
、
皇
統
に
属
す
る
男
系
と
女
系
の
う
ち
、
従
来
の
伝
統
を
尊
重
し
て
、
制
度
上
、
皇
位
継
承
資
格
を
と
く
に
男
系
に
限
定

し
た
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
。
／
し
た
が
っ
て
、
女
系
も
皇
統
に
ふ
く
ま
れ
る
と
見
て
よ
い
の
で
あ
れ
ば
、
皇
位
継
承
を
め
ぐ
る
客
観
的

条
件
の
変
更
に
応
じ
て
、
男
系
主
義
を
見
直
す
こ
と
も
、
皇
室
の
伝
統
に
照
ら
し
て
絶
対
的
に
許
さ
れ
な
い
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
」

（
高
森
明
勅
「
改
め
て
問
う
、『
女
帝
』
は
是
か
非
か
」『
正
論
』
平
成
一
六
年
七
月
号
一
四
五
頁
）

「
実
際
は
、
女
系
も
皇
統
に
含
ま
れ
て
い
る
の
だ
。
皇
室
典
範
の
第
一
条
を
見
よ
。『
皇
位
は
、
皇
統
に
属
す
る
男
系
の
男
子
が
、
こ
れ

を
継
承
す
る
』　

明
治
の
旧
典
範
で
も
、
こ
の
規
定
は
全
く
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
条
文
は
、『
皇
統
』
に
は
男
系
・
女
系
の
両
方
が
含
ま
れ

る
と
い
う
前
提
の
上
で
、
皇
統
に
属
す
る
者
の
う
ち
、
男
系
男
子
が
皇
位
を
継
承
す
る
と
し
か
読
み
よ
う
が
な
い
。『
皇
統
』
が
男
系
の

み
な
ら
ば
、『
皇
統
に
属
す
る
男
子
』
と
だ
け
書
け
ば
よ
い
こ
と
に
な
る
。
女
系
継
承
は
、
決
し
て
皇
統
の
断
絶
を
意
味
す
る
も
の
で
は

な
い
！
」（
小
林
よ
し
の
り
『
サ
ピ
オ
』
平
成
二
一
年
一
一
月
二
五
日
号
五
九
頁
）

「
条
文
は
同
義
語
反
復
で
は
書
か
れ
な
い
。『
皇
統
』
＝
『
男
系
男
子
』
な
ら
ば
、『
皇
位
は
「
男
系
男
子
」
に
属
す
る
「
男
系
男
子
」

（
一
三
一
八
）



新
旧
皇
室
典
範
に
お
け
る
「
皇
統
」
の
意
味
に
つ
い
て
（
新
田
）

三
七
七

に
継
承
す
る
』
と
な
っ
て
し
ま
う
。」（
小
林
よ
し
の
り
『
サ
ピ
オ
』
平
成
二
二
年
九
月
二
九
日
号
七
〇
頁
）

要
す
る
に
、「
皇
統
」
が
「
男
系
」
を
意
味
す
る
な
ら
ば
、
現
行
皇
室
典
範
の
第
一
条
は
「
男
系
に
属
す
る
男
系
の
男
子
」
と
い
う
同

義
語
反
復
の
条
文
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
、「
皇
統
」
に
は
女
系
も
含
ま
れ
て
お
り
、
男
系
女
系
の
両
方
を
含
む

「
皇
統
」
を
後
に
続
く
「
男
系
」
と
い
う
言
葉
で
限
定
し
て
い
る
と
解
す
る
の
が
合
理
的
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

二
、
女
系
容
認
論
者
の
解
釈
に
対
す
る
以
前
の
私
の
反
論

女
系
容
認
論
者
の
「
皇
統
」
の
解
釈
に
つ
い
て
、
以
前
、
私
は
、
百
地
章
氏
の
〝
皇
位
の
世
襲
に
つ
い
て
は
、
戦
後
の
政
府
見
解
で
も
、

旧
皇
室
典
範
の
下
で
と
同
様
に
、
男
系
の
男
子
に
限
る
と
い
う
解
釈
が
受
け
継
が
れ
て
き
た
〞
と
の
主
張
（「『
皇
位
の
世
襲
』
の
意
味
と

『
女
系
天
皇
』
へ
の
疑
問
」
阿
部
照
哉
先
生
喜
寿
記
念
論
文
集
『
現
代
社
会
に
お
け
る
国
家
と
法
』
平
成
一
九
年
、
成
文
堂
）
を
前
提
と
し
た
上
で
、

旧
皇
室
典
範
に
関
す
る
三
つ
の
証
拠
を
上
げ
て
反
論
し
た
（
前
掲
「
小
林
よ
し
の
り
氏
の
皇
統
論
を
糺
す
」
四
七
│
五
〇
頁
）。
そ
れ
は
以
下
の

よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。

①
．「
皇
室
典
範
義
解
」
を
収
録
し
た
岩
波
文
庫
の
『
憲
法
義
解
』
に
は
校
註
者
・
宮
沢
俊
義
の
「
憲
法
義
解
解
題
」
が
載
っ
て
い
る
。

そ
こ
に
は
、
憲
法
お
よ
び
皇
室
典
範
義
解
の
元
は
枢
密
院
で
の
審
議
の
際
の
逐
条
説
明
書
で
あ
り
、
そ
の
説
明
書
を
典
範
・
憲
法
制
定
後

に
公
刊
す
る
こ
と
と
な
り
、
草
案
起
草
者
に
帝
国
大
学
教
授
数
名
が
加
わ
っ
て
伊
藤
博
文
を
議
長
と
し
て
枢
密
院
官
舎
で
約
一
ヶ
月
の
審

議
を
し
、
そ
れ
を
伊
藤
の
私
著
と
し
て
刊
行
し
た
、
と
い
う
経
緯
が
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
皇
室
典
範
義
解
」
は
、
憲
法
お
よ
び

皇
室
典
範
制
定
者
た
ち
の
審
議
の
前
提
と
な
っ
た
解
釈
、
審
議
に
よ
っ
て
い
っ
そ
う
洗
練
さ
れ
た
共
通
解
釈
を
公
表
し
た
も
の
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
こ
の
「
皇
室
典
範
義
解
」
で
は
「
皇
統
は
男
系
に
限
り
女
系
の
所
出
に
及
ば
ざ
る
は
皇
家
の
成
法
な
り
」（『
憲
法
義
解
』

（
一
三
一
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

三
七
八

一
二
八
頁
）
と
、〝「
皇
統
」
は
「
男
系
」
に
限
定
さ
れ
る
〞
と
明
言
さ
れ
て
い
る
。

②
．
旧
皇
室
典
範
第
一
条
で
は
「
大
日
本
国
皇
位
ハ
祖
宗
ノ
皇
統
ニ
シ
テ
男
系
ノ
男
子
之
ヲ
継
承
ス
」
と
、「
皇
統
」
の
前
に
「
祖
宗

ノ
」
と
い
う
言
葉
が
置
か
れ
て
い
た
。
こ
の
「
祖
宗
」
が
何
を
意
味
す
る
か
は
、『
憲
法
義
解
』
の
中
に
出
て
い
く
る
類
似
の
言
葉
、「
天

祖
」「
神
祖
」
に
注
目
し
て
み
る
と
よ
く
分
か
る
。
こ
の
三
つ
の
用
語
は
明
確
に
使
い
分
け
ら
れ
て
お
り
、「
天
祖
」
は
天
照
大
神
、「
神

祖
」
は
神
武
天
皇
、「
祖
宗
」
は
神
武
天
皇
以
降
の
歴
代
天
皇
を
意
味
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
旧
皇
室
典
範
第
一
条
に
い
う
「
祖
宗

ノ
皇
統
」
と
は
、「
神
武
天
皇
以
降
の
歴
代
天
皇
の
皇
統
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
神
武
天
皇
以
降
の
皇
位
継
承
が
男
系
継
承
と
し
て
記

録
さ
れ
て
い
る
の
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
祖
宗
ノ
皇
統
」
は
男
系
の
み
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
（
1
）

。

こ
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
雑
誌
論
文
と
い
う
性
格
か
ら
、
根
拠
資
料
を
詳
し
く
提
示
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
あ
ら
た
め
て
、
根
拠
資

料
を
提
示
し
て
お
き
た
い
。「
天
祖
」「
神
祖
」「
皇
統
」
の
意
味
が
明
確
に
分
か
る
の
は
、『
憲
法
義
解
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
大
日
本

帝
国
憲
法
義
解
」
の
、
大
日
本
帝
国
憲
法
第
一
条
「
大
日
本
帝
国
ハ
万
世
一
系
ノ
天
皇
之
ヲ
統
治
ス
」
に
つ
い
て
の
解
説
部
分
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
こ
う
あ
る
。「
恭
て
按
ず
る
に
、
神
祖
開
国
以
来
、
時
に
盛
衰
あ
り
と
雖
、
世
に
治
乱
あ
り
と
雖
、
皇
統
一
系
宝
祚
の
隆
は
天

地
と
與
に
窮
な
し
。（
中
略
）
古
典
に
天
祖
の
勅
を
挙
げ
て
『
瑞
穂
国
是
吾
子
孫
可
王
之
地
宜
爾
皇
孫
就
而
治
焉
』
と
云
へ
り
。
又
神
祖

を
称
へ
た
て
ま
つ
り
て
『
始
御
国
天
皇
』
と
謂
へ
り
。」（『
憲
法
義
解
』
二
二
頁
、
傍
線
引
用
者
）

ま
ず
、「
天
祖
の
勅
」
と
い
う
言
葉
か
ら
「
天
祖
」
が
天
照
大
神
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
よ
う
が
な
い
。
次
に
、「
神
祖
を
称
へ

た
て
ま
つ
り
て
『
始
御
国
天
皇
』
と
謂
へ
り
」
と
の
記
述
か
ら
「
神
祖
」
は
間
違
い
な
く
神
武
天
皇
を
指
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

「
神
祖
開
国
以
来
…
皇
統
一
系
」
と
い
う
の
は
、
神
武
天
皇
の
建
国
以
来
「
皇
統
」
は
一
系
で
維
持
さ
れ
て
き
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

つ
ま
り
、「
皇
統
」
の
起
点
は
神
武
天
皇
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
一
三
二
〇
）



新
旧
皇
室
典
範
に
お
け
る
「
皇
統
」
の
意
味
に
つ
い
て
（
新
田
）

三
七
九

そ
れ
で
は
「
祖
宗
」
の
意
味
は
ど
う
か
。
こ
れ
は
同
じ
く
『
憲
法
義
解
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
皇
室
典
範
義
解
」
の
序
文
で
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
る
。「
祖
宗
国
を
肇
め
、
一
系
相
承
け
、
天
壌
と
與
に
無
窮
に
垂
る
」（『
憲
法
義
解
』
一
二
七
頁
、
傍
線
引
用
者
）。
大
日
本
大

国
憲
法
第
一
条
の
義
解
か
ら
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
国
を
肇
め
た
の
は
神
武
天
皇
で
あ
る
か
ら
、「
祖
宗
」
と
は
神
武
天
皇
以
降
の

歴
代
天
皇
を
意
味
し
て
い
る
。
ま
た
、
嫡
出
に
よ
る
継
承
を
原
則
と
す
る
こ
と
を
定
め
た
皇
室
典
範
第
四
条
に
つ
い
て
の
義
解
に
も
次
の

よ
う
に
あ
る
。「
恭
て
按
ず
る
に
、
祖
宗
の
嫡
を
先
に
し
庶
を
後
に
す
る
は
、
神
武
天
皇
庶
長
子
手
研
耳
命
を
措
て
綏
靖
天
皇
を
立
て
た

ま
ふ
に
始
ま
る
」（『
憲
法
義
解
』
一
三
二
頁
、
傍
線
引
用
者
）。

③
．
明
治
二
一
年
五
月
二
八
日
の
枢
密
院
の
議
事
録
に
は
、
将
来
〝
皇
統
に
は
女
系
も
含
ま
れ
る
〞
と
い
う
解
釈
を
主
張
す
る
者
が
現

れ
て
女
系
継
承
が
実
現
し
て
し
ま
う
な
ど
と
い
う
こ
と
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
と
の
配
慮
か
ら
、「
祖
宗
ノ
皇
統
ニ
シ
テ
男
系
」、
祖
宗
の

皇
統
（
男
系
）
に
し
て
男
系
、
と
い
う
同
義
語
反
復
を
敢
え
て
残
し
た
経
緯
が
明
瞭
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
雑
誌
論
文

と
い
う
性
格
か
ら
、
根
拠
資
料
を
詳
し
く
提
示
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
小
林
宏
・
島
善
高
編
著
『
日
本
立
法
資
料
全
集
一
七
・
明
治

皇
室
典
範
﹇
明
治
二
二
年
﹈（
下
）』（
信
山
社
、
平
成
九
年
五
月
）
所
収
の
「
皇
室
典
範
草
案
枢
密
院
会
議
筆
記
」
に
よ
っ
て
根
拠
資
料
を
提

示
し
て
お
き
た
い
（
以
下
の
史
料
内
の
傍
線
は
引
用
者
）。

明
治
二
一
年
五
月
二
五
日
の
午
後
に
開
か
れ
た
審
議
の
中
で
、「
大
日
本
国
皇
位
ハ
祖
宗
ノ
皇
統
ニ
シ
テ
男
系
ノ
男
子
之
ヲ
継
承
ス
」

と
の
第
一
条
の
原
案
に
つ
い
て
、
様
々
な
修
正
提
案
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
ま
ず
、
大
木
喬
任
顧
問
官
（
二
十
八
番
）
が
「
正
条
ヲ
顧
レ
ハ

一
字
一
句
モ
宝
祚
ノ
万
世
一
系
ニ
シ
テ
天
壌
ト
無
窮
ナ
ル
コ
ト
ノ
意
ヲ
盡
サ
ス
。
蓋
シ
憲
法
ノ
条
項
中
既
ニ
其
明
文
ア
レ
ハ
之
ヲ
細
言
ス

ル
ヲ
要
セ
ス
ト
云
フ
ノ
意
ナ
ル
ヤ
。
此
ノ
事
最
モ
重
大
ナ
リ
。
故
ニ
本
条
ニ
於
テ
モ
其
趣
旨
ヲ
掲
ケ
ン
カ
為
ニ
万
世
一
系
ナ
ル
大
日
本
皇

位
ハ
云
々
ト
改
メ
其
以
下
ハ
原
案
ノ
儘
ニ
テ
然
ル
ヘ
シ
」（
五
三
六
│
五
三
七
頁
）
と
主
張
し
た
。「
万
世
一
系
」
は
国
体
に
つ
い
て
の
重
要

（
一
三
二
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

三
八
〇

な
概
念
な
の
で
、
憲
法
と
の
重
複
を
恐
れ
ず
に
、
あ
え
て
皇
室
典
範
の
中
に
も
入
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

次
に
、
土
方
久
元
顧
問
官
（
二
十
九
番
）
は
「
大
日
本
ト
云
フ
ハ
外
国
ニ
対
ス
ル
ノ
文
字
ナ
リ
。
歴
朝
相
承
ケ
綿
々
一
系
未
タ
曾
テ
宇

内
ニ
比
類
ヲ
見
サ
ル
我
国
ニ
取
リ
テ
ハ
万
世
一
系
ノ
皇
位
ト
改
メ
ラ
レ
ン
コ
ト
ヲ
得
ハ
本
懐
ノ
至
リ
ナ
リ
」
と
主
張
し
た
。「
万
世
一
系
」

は
比
類
の
な
い
も
の
な
の
で
、
外
国
を
意
識
し
た
「
大
日
本
」
は
除
い
て
、「
皇
位
」
に
「
万
世
一
系
」
が
係
る
よ
う
に
修
正
す
べ
き
だ

と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
案
に
対
し
て
、
大
木
が
「
前
説
ヲ
取
消
シ
更
ニ
二
十
九
番
ヲ
賛
成
ス
」
と
賛
意
を
示
し
た
。

ま
た
、
三
条
実
美
内
大
臣
（
六
番
）
か
ら
は
「
本
条
ニ
祖
宗
ト
ア
ル
ヲ
天
祖
ト
改
タ
シ
」
と
の
提
案
が
出
さ
れ
た
。
こ
こ
か
ら
、
や
は

り
「
祖
宗
」（
神
武
天
皇
以
降
）
と
「
天
祖
」（
天
照
大
神
）
と
の
区
別
が
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
た
だ
し
、
こ
の
三
条
の
提
案

に
賛
成
す
る
者
は
い
な
か
っ
た
。

大
木
と
土
方
の
改
正
案
に
対
し
て
、
井
上
毅
書
記
官
長
（
番
外
）
か
ら
は
「
二
十
九
番
ノ
説
ニ
万
世
一
系
ト
云
ヘ
ハ
祖
宗
ノ
皇
統
ト
重

複
ス
。
上
文
ニ
万
世
一
系
ト
書
ク
コ
ト
ハ
異
存
ナ
ケ
レ
ト
モ
、
若
シ
之
ヲ
加
ユ
ル
コ
ト
ニ
決
セ
ハ
下
文
ノ
祖
宗
ノ
皇
統
ノ
字
ハ
削
ラ
サ
ル

ヘ
カ
ラ
ス
」
と
、「
万
世
一
系
」
と
「
祖
宗
ノ
皇
統
」
と
は
同
義
語
反
復
な
る
と
の
意
見
が
出
さ
れ
、
さ
ら
に
、
副
島
種
臣
顧
問
官

（
二
十
四
番
）
か
ら
「
重
複
ナ
ル
カ
故
ニ
万
世
一
系
ナ
ル
皇
位
ハ
今
後
男
系
ノ
男
子
ノ
ミ
之
ヲ
継
承
ス
ト
改
メ
タ
シ
」
と
の
意
見
が
出
た
り
、

東
久
世
通
禧
顧
問
官
（
二
十
二
番
）
か
ら
も
「
日
本
帝
国
ハ
万
世
一
系
ノ
天
皇
之
ヲ
統
治
シ
男
系
ノ
男
子
之
ヲ
継
承
ス
ト
改
メ
タ
シ
」
と

の
意
見
が
出
た
り
し
て
、
こ
の
日
は
結
論
が
出
な
か
っ
た
。

明
治
二
一
年
五
月
二
八
日
の
午
後
に
開
か
れ
た
枢
密
院
の
会
議
で
は
引
き
続
き
第
一
条
の
修
正
が
議
論
さ
れ
た
。
こ
の
日
の
議
論
は
、

大
木
喬
任
の
次
の
よ
う
な
発
言
か
ら
は
じ
ま
っ
た
。

「
前
回
ニ
於
テ
議
場
ノ
問
題
ト
ナ
リ
タ
ル
第
一
条
ノ
修
正
説
ハ
単
ニ
字
句
ノ
修
正
ナ
リ
ト
断
定
ス
ヘ
カ
ラ
ス
。
万
世
一
系
ノ
数
字
ハ
我

（
一
三
二
二
）



新
旧
皇
室
典
範
に
お
け
る
「
皇
統
」
の
意
味
に
つ
い
て
（
新
田
）

三
八
一

国
体
ノ
最
モ
尊
キ
所
以
ヲ
表
彰
ス
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
必
ス
之
ヲ
加
ヘ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
。
祖
宗
ノ
皇
統
ト
ア
レ
ハ
歴
朝
相
承
ク
ル
ノ
意
ナ
ル
ヲ

以
テ
必
ス
万
世
一
系
ト
云
フ
ヲ
要
セ
ス
ト
ス
ル
ノ
説
モ
ア
ル
ヘ
ケ
レ
ト
モ
、
祖
宗
ノ
皇
統
ト
云
フ
ノ
ミ
ニ
テ
ハ
未
タ
我
国
体
ノ
如
何
ヲ
表

彰
ス
ル
ニ
充
分
ナ
ラ
ス
。
蓋
シ
本
条
ノ
修
正
案
ニ
就
テ
各
位
ノ
意
見
区
々
ニ
渉
リ
未
タ
帰
一
ヲ
得
ス
ト
雖
、
万
世
一
系
ノ
字
ヲ
加
ユ
ル
ノ

一
事
ニ
至
テ
ハ
想
フ
ニ
各
位
其
所
見
ヲ
同
フ
ス
ル
ナ
ラ
ン
。
前
回
ニ
於
テ
二
十
九
番
ヨ
リ
修
正
案
ヲ
提
出
セ
ラ
レ
タ
レ
ハ
、
本
官
ハ
更
ニ

二
十
九
番
ニ
協
議
シ
其
賛
成
ヲ
得
ハ
、
左
ノ
修
正
案
ヲ
提
出
セ
ン
ト
ス
。
大
日
本
皇
位
ハ
万
世
一
系
ナ
ル
皇
統
ノ
男
子
ヲ
之
ヲ
継
承
ス
ヘ

シ
。
此
ノ
修
正
案
ハ
二
十
九
番
ノ
前
回
ニ
於
テ
提
出
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
大
差
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
。
敢
テ
請
フ
。
二
十
九
番
ハ
更
ニ
本
官
ノ
提
出

案
ヲ
賛
成
セ
ラ
レ
ン
コ
ト
ヲ
」

「
祖
宗
ノ
皇
統
」
と
い
う
だ
け
で
は
我
国
体
を
十
分
に
表
現
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
の
で
「
万
世
一
系
」
の
字
句
を
加
え
、
逆
に

「
祖
宗
」
を
削
っ
て
、「
大
日
本
皇
位
ハ
万
世
一
系
ナ
ル
皇
統
ノ
男
子
ヲ
之
ヲ
継
承
ス
ヘ
シ
」
と
い
う
条
文
に
改
め
る
べ
き
だ
と
い
う
の
で

あ
る
。
こ
の
修
正
案
に
土
方
久
元
（
二
十
九
番
）
が
賛
成
し
、
さ
ら
に
副
島
種
臣
（
二
十
四
番
）、
福
岡
孝
弟
（
二
十
六
番
）、
元
田
永
孚

（
十
九
番
）、
勝
海
舟
（
十
七
番
）
が
賛
成
し
た
。

こ
の
修
正
案
に
対
し
て
、
議
長
の
伊
藤
博
文
は
「
二
十
八
番
ニ
問
フ
。
二
十
八
番
ノ
修
正
案
ニ
男
系
ノ
字
ヲ
除
ケ
リ
。
故
ラ
ニ
之
ヲ
省

ク
ノ
意
ナ
ル
乎
」
と
質
し
、
大
木
が
「
然
リ
」
と
答
え
る
と
、
伊
藤
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
表
決
を
行
っ
た
。

「
第
一
条
ノ
修
正
如
何
ニ
就
テ
ハ
最
早
議
論
モ
盡
キ
タ
リ
ト
信
ス
ル
ヲ
以
テ
表
決
ヲ
取
ル
ヘ
シ
。
其
前
ニ
於
テ
各
位
ノ
注
意
ヲ
喚
起
ス

ヘ
キ
重
要
事
件
ア
リ
。
原
案
ニ
ハ
祖
宗
ノ
皇
統
ニ
シ
テ
男
系
ノ
男
子
之
ヲ
継
承
ス
ト
ア
リ
。
然
ル
ニ
修
正
案
ニ
ハ
故
ラ
ニ
男
系
ノ
字
ヲ
削

除
セ
リ
。
果
シ
テ
此
ノ
如
ク
ナ
ル
ト
キ
ハ
則
将
来
ニ
於
テ
我
皇
位
ノ
継
承
法
ニ
女
系
ヲ
モ
取
ル
ヘ
キ
ニ
至
リ
、
上
代
祖
先
ノ
常
憲
ニ
背
ク

コ
ト
ヲ
免
レ
ス
。
修
正
案
ニ
同
意
ヲ
表
セ
ラ
ル
ヘ
キ
各
位
ノ
起
立
ヲ
請
フ
」

（
一
三
二
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

三
八
二

伊
藤
議
長
は
〝「
男
系
」
を
削
っ
て
「
皇
統
ノ
男
子
」
だ
け
に
し
て
し
ま
う
と
、
将
来
「
皇
統
に
は
女
系
も
含
ま
れ
て
い
る
」
と
主
張

す
る
者
が
現
れ
た
場
合
に
、
そ
れ
を
否
定
す
る
明
文
上
の
根
拠
が
な
く
、
皇
位
が
女
系
に
移
り
、
古
来
の
皇
位
継
承
原
則
か
ら
外
れ
て
し

ま
う
危
険
性
が
あ
る
〞
と
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。
表
決
の
結
果
、
修
正
案
に
賛
成
し
た
者
は
八
人
と
少
数
で
、
修
正
案
は
否
決
さ
れ
た
。

そ
れ
で
も
、
な
お
、
佐
野
常
民
（
二
十
三
番
）、
副
島
種
臣
、
大
木
喬
任
は
次
の
よ
う
に
食
い
下
が
っ
た
。

佐
野
（
二
十
三
番
）「
本
官
ハ
万
世
一
系
ノ
字
ヲ
加
ヘ
ン
コ
ト
ヲ
希
望
ス
レ
ト
モ
二
十
八
番
ノ
修
正
説
ヲ
以
テ
完
全
ナ
リ
ト
モ
思
考
ス
ル

能
ハ
ス
。
既
ニ
議
長
ノ
注
意
セ
ラ
レ
タ
ル
如
ク
僅
々
タ
ル
数
字
ノ
改
竄
ニ
シ
テ
事
重
大
ニ
関
ス
ル
モ
ノ
ア
リ
。
彼
此
斟
酌
ス
ル
ニ
日
本
国

ト
改
ム
レ
ハ
憲
法
ノ
題
号
ニ
モ
符
号
シ
又
敢
テ
男
系
ノ
字
ヲ
削
除
セ
ス
シ
テ
万
世
一
系
ノ
字
ヲ
挿
入
シ
以
テ
本
条
ヲ
シ
テ
完
全
ナ
ラ
シ
ム

ヘ
キ
修
正
ヲ
加
ユ
ル
為
ニ
之
ヲ
修
正
委
員
ニ
付
セ
ラ
レ
ン
コ
ト
ヲ
建
議
ス
」

副
島
（
二
十
四
番
）「
皇
統
ノ
男
子
ト
云
ヘ
ハ
男
系
ノ
男
子
タ
ル
コ
ト
ニ
シ
テ
説
明
ニ
於
テ
モ
亦
判
然
タ
リ
」

大
木
「
二
十
四
番
ノ
発
言
シ
タ
ル
如
ク
皇
統
ノ
男
子
ト
云
ヘ
ハ
男
系
ノ
男
子
タ
ル
コ
ト
ニ
相
違
ナ
シ
。
況
ン
ヤ
第
一
条
ハ
大
体
ヲ
論
ス

ル
ノ
条
ニ
シ
テ
其
男
系
ノ
男
子
タ
ル
コ
ト
ハ
後
条
所
載
ニ
於
テ
判
然
タ
ル
ニ
於
テ
ヲ
ヤ
。
然
レ
ト
モ
本
官
ノ
修
正
説
ハ
少
数
ノ
為
ニ
否
決

シ
タ
レ
ハ
今
更
論
ス
ル
モ
亦
詮
ナ
キ
事
ナ
リ
。
唯
タ
万
世
一
系
ノ
字
ヲ
加
フ
ル
コ
ト
ハ
各
位
同
感
ナ
ル
コ
ト
ヲ
信
ス
ル
ニ
因
リ
、
委
員
ニ

附
託
シ
テ
妥
当
ノ
修
正
ヲ
加
ヘ
シ
メ
ン
歟
、
又
ハ
其
修
正
ヲ
書
記
官
長
ニ
命
セ
ラ
レ
ン
カ
、
孰
レ
ト
モ
議
長
ノ
指
揮
ニ
任
カ
ス
ヘ
シ
ト
シ

テ
先
ツ
二
十
三
番
ノ
建
議
ニ
賛
成
ス
」

土
方
（
二
十
九
番
）「
二
十
三
番
ノ
建
議
ヲ
賛
成
ス
」

こ
の
議
論
に
対
し
て
、
伊
藤
議
長
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
表
決
に
移
し
た
。

「
本
条
ノ
修
正
説
ハ
既
ニ
否
決
シ
、
又
二
十
三
番
ノ
建
議
ハ
賛
成
者
少
数
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
直
ニ
原
案
ノ
表
決
ヲ
取
ル
ヘ
シ
。
原
案
ニ
同

（
一
三
二
四
）



新
旧
皇
室
典
範
に
お
け
る
「
皇
統
」
の
意
味
に
つ
い
て
（
新
田
）

三
八
三

意
ヲ
表
セ
ラ
ル
ゝ
ノ
各
位
ニ
起
立
ヲ
請
フ
」。
起
立
者
は
十
八
名
。
多
数
に
よ
り
、
原
案
は
そ
の
ま
ま
承
認
さ
れ
た
。

こ
の
議
論
か
ら
明
ら
か
な
の
は
、「
皇
統
」
＝
「
男
系
」
と
い
う
の
が
当
時
の
常
識
で
あ
り
、
そ
れ
で
も
あ
え
て
「
祖
宗
ノ
皇
統
ニ
シ

テ
男
系
」
と
い
う
同
義
語
反
復
を
残
し
た
の
は
、
将
来
、「
皇
統
」
に
は
女
系
も
含
ま
れ
る
と
主
張
す
る
者
が
現
れ
た
と
し
て
も
、
男
系

継
承
が
揺
る
が
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

三
、
旧
皇
室
典
範
の
原
案
に
つ
い
て

最
近
、
私
は
旧
皇
室
典
範
の
制
定
過
程
を
調
べ
て
い
て
、
第
一
条
に
お
け
る
「
祖
宗
ノ
皇
統
」
が
男
系
継
承
を
強
く
意
識
し
た
言
葉

だ
っ
た
こ
と
を
示
す
新
た
な
証
拠
を
発
見
し
た
。

旧
皇
室
典
範
に
直
接
に
つ
な
が
る
草
案
は
、
伊
藤
博
文
の
委
嘱
に
よ
っ
て
、
当
時
帝
室
制
度
取
調
局
総
裁
を
務
め
て
い
た
柳
原
前
光
に

よ
っ
て
書
か
れ
た
。
明
治
二
〇
年
一
月
二
四
日
頃
の
こ
と
で
あ
る
（
稲
田
正
次
『
明
治
憲
法
制
定
史
』
下
巻
、
有
斐
閣
、
昭
和
三
七
年
一
月
、

九
六
六
頁
）。
こ
の
「
皇
室
法
典
初
稿
」
の
第
一
条
は
次
の
よ
う
だ
っ
た
。

「
第
一
条　

大
日
本
国
皇
位
ハ
恭
シ
ク
天
祖
ノ
大
詔
ニ
則
リ
其
皇
統
之
ニ
当
タ
ル
コ
ト
天
壌
ト
與
ニ
窮
リ
ナ
シ
」

そ
し
て
第
三
十
六
条
で
男
系
継
承
を
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
た
。

「
第
三
十
六
条　

皇
位
ヲ
継
承
ス
ル
ハ
男
系
ノ
男
子
ニ
限
ル
推
古
帝
以
来
女
主
臨
朝
ノ
例
ニ
傚
フ
コ
ト
ナ
シ
」

つ
ま
り
、「
皇
統
」
は
「
天
祖
」
す
な
わ
ち
天
照
大
神
に
発
す
る
が
、
皇
位
継
承
は
男
系
の
男
子
に
限
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
柳
原
と
同
様
に
伊
藤
の
委
嘱
を
受
け
て
皇
室
に
関
す
る
法
規
に
つ
い
て
の
取
り
調
べ
を
し
て
い
た
井
上
毅
が
明
治
二
〇
年

二
月
二
六
日
に
伊
藤
に
提
出
し
た
「
皇
室
典
範
」
草
案
の
第
一
条
は
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
（
稲
田
前
掲
書
九
七
八
頁
）

（
一
三
二
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

三
八
四

「
第
一
条　

皇
位
ハ
祖
宗
ノ
皇
統
ヲ
承
ケ
男
系
ノ
男
子
之
ヲ
継
承
ス
」

つ
ま
り
、
井
上
案
で
は
「
皇
統
」
は
、
柳
原
案
と
は
異
な
っ
て
、「
祖
宗
」
す
な
わ
ち
神
武
天
皇
に
発
し
、
必
然
的
に
男
系
に
継
承
さ

れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

伊
藤
、
柳
原
、
井
上
の
皇
室
典
範
に
つ
い
て
の
意
見
の
相
違
を
調
整
す
る
た
め
に
、
明
治
二
〇
年
三
月
二
〇
日
、
伊
藤
の
高
輪
別
邸
で

会
合
が
開
か
れ
た
。
そ
の
時
に
叩
き
台
と
さ
れ
た
の
は
、
柳
原
が
三
月
一
四
日
に
伊
藤
に
提
出
し
た
「
皇
室
典
範
再
稿
」
だ
っ
た
。
そ
の

条
文
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
（
稲
田
前
掲
書
、
九
八
三
頁
）。

「
第
一
条　

大
日
本
帝
国
皇
位
ハ
恭
シ
ク
天
祖
ノ
大
詔
ニ
則
リ
其
皇
統
之
ニ
当
タ
ル
コ
ト
天
壌
ト
與
ニ
窮
リ
ナ
シ
」

「
第
二
条　

皇
位
ハ
男
系
ノ
男
子
之
ヲ
継
承
ス
」

こ
の
高
輪
会
合
で
の
議
論
の
様
子
は
、
書
記
を
務
め
た
伊
藤
巳
代
治
の
「
皇
室
典
範
・
皇
族
令
談
話
要
録
」（
小
林
宏
・
島
善
高
編
著
『
日

本
立
法
資
料
全
集
一
六
・
明
治
皇
室
典
範
﹇
明
治
二
二
年
﹈（
上
）』
信
山
社
、
平
成
八
年
四
月
所
収
）
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
よ

れ
ば
、
井
上
毅
は
柳
原
案
の
第
一
条
案
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
意
見
を
述
べ
た
。

「
第
一
条　

大
日
本
帝
国
皇
位
ハ
恭
シ
ク

天
祖
ノ
大
詔
ニ
則
リ
其
皇
統
之
ニ
当
タ
ル

天
壌
ト
與
ニ
窮
リ
ナ
シ
。
此
事
ハ
憲
法
ニ
載
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
シ
テ
之
ヲ
皇
室
典
範
ノ
首
条

ニ
置
ク
ハ
不
可
ナ
リ
。
但
シ
憲
法
ニ
載
ス
ル
モ
唯
タ
其
上
諭
ノ
部
ニ
記
シ
テ
之
ヲ
法
律
ノ
部
ニ
混
一
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
旁
々
此

場
合
ニ
於
テ
ハ
削
除
セ
ン
コ
ト
ヲ
望
ム
」

天
照
大
神
の
神
勅
へ
の
言
及
は
、
憲
法
発
布
の
上
諭
に
書
か
れ
る
べ
き
も
の
で
、
法
律
の
部
分
に
混
入
す
べ
き
で
は
な
い
の
で
、
皇
室

典
範
の
条
文
か
ら
は
削
除
す
べ
き
だ
い
う
の
で
あ
る
。

（
一
三
二
六
）



新
旧
皇
室
典
範
に
お
け
る
「
皇
統
」
の
意
味
に
つ
い
て
（
新
田
）

三
八
五

こ
れ
に
対
し
て
柳
原
は
次
の
よ
う
に
反
論
し
て
い
る
。

「
本
条
ハ
皇
位
ノ
原
則
ヲ
顕
示
シ
日
本
建
国
ノ
大
則
ヲ
掲
載
ス
ル
ニ
在
リ
。
素
ヨ
リ
皇
室
典
範
ハ
天
皇
陛
下
ノ
欽
定
タ
リ
ト
雖
モ
、
一

タ
ヒ
定
メ
ラ
レ
タ
ル
上
ハ
随
時
変
更
ス
ル
ナ
キ
ノ
重
キ
ヲ
証
シ
、
一
言
ス
レ
ハ
我
国
体
ノ
義
ヲ
彰
ハ
サ
ン
ト
ス
ル
ノ
意
ニ
出
ツ
」

柳
原
は
、
皇
位
も
日
本
建
国
も
天
照
大
神
の
神
勅
を
起
点
と
す
る
と
考
え
て
お
り
、
そ
の
原
則
を
皇
室
典
範
に
お
い
て
も
、
ま
ず
、
第

一
条
で
明
記
す
べ
き
だ
と
考
え
て
い
た
。

こ
の
両
者
の
意
見
の
相
違
を
伊
藤
博
文
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
収
拾
し
た
。

「
法
律
上
ヨ
リ
云
ヘ
ハ
井
上
氏
ノ
説
至
当
ナ
リ
。
皇
位
ノ
天
壌
ト
與
ニ
窮
リ
ナ
シ
ト
云
フ
カ
如
キ
ハ
、
畢
竟
歴
史
上
ヨ
リ
シ
テ
人
心
ノ

感
触
ニ
出
ツ
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
皇
位
ハ
祖
宗
ノ
皇
統
ヲ
承
ケ
男
系
ノ
男
子
之
ヲ
継
承
ス
ト
云
ヘ
ハ
十
分
ナ
リ
。
其
ノ
淵
源
ヲ
尋
ヌ
レ
ハ

柳
原
伯
ノ
意
見
ノ
如
ク
ナ
ラ
ン
ト
雖
モ
、
皇
室
典
範
ノ
名
称
ニ
対
シ
テ
適
合
セ
ス
。
依
テ
本
条
ハ
削
除
ニ
決
ス
ヘ
シ
」

伊
藤
は
天
照
大
神
の
神
勅
を
「
淵
源
」
と
し
て
は
尊
重
し
つ
つ
も
、「
皇
位
」
を
法
律
の
側
面
か
ら
見
れ
ば
「
歴
史
上
ヨ
リ
シ
テ
人
心

ノ
感
触
ニ
出
ツ
ヘ
キ
モ
ノ
」
だ
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
伊
藤
は
歴
史
法
学
の
視
点
に
立
っ
て
、
皇
位
は
「
祖
宗
ノ
皇
統
」、
つ
ま

り
神
武
天
皇
以
来
の
男
系
に
継
承
さ
れ
る
と
規
定
す
べ
き
だ
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
高
輪
会
談
の
結
果
を
受
け
て
、
柳
原
が
四
月
二
五
日
に
伊
藤
に
提
出
し
た
「
皇
室
典
範
艸
案
」
で
は
次
の
よ
う
に
な
っ
た
（
稲
田

前
掲
書
、
九
九
六
頁
）。

「
第
一
条　

大
日
本
国
皇
位
ハ
祖
宗
ノ
皇
統
ヲ
承
ケ
男
系
ノ
男
子
之
ヲ
承
ス
」

明
治
二
一
年
四
月
、
枢
密
院
に
提
出
さ
れ
た
諮
詢
案
で
は
、「
祖
宗
ノ
皇
統
」
＝
「
男
系
」
と
い
う
こ
と
が
い
っ
そ
う
明
瞭
と
な
る
よ

う
に
、
次
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
て
い
る
。

（
一
三
二
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

三
八
六

「
第
一
条　

大
日
本
国
皇
位
ハ
祖
宗
ノ
皇
統
ニ
シ
テ
男
系
ノ
男
子
之
ヲ
承
ス
」

そ
し
て
、
こ
の
諮
詢
案
が
枢
密
院
で
そ
の
ま
ま
承
認
さ
れ
て
、
旧
皇
室
典
範
第
一
条
と
な
っ
た
。

こ
の
起
草
過
程
を
見
れ
ば
、「
祖
宗
ノ
皇
統
」
が
、「
天
祖
ノ
大
詔
」
と
の
区
別
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
建
国
も
皇
統
も
天
照
大
神
の
詔
に
発
す
る
と
い
う
考
え
を
遠
ざ
け
て
、
建
国
も
皇
統
も
神
武
天
皇
に
発
す
る
と
の
考
え
に
立
ち
、

そ
の
上
で
神
武
天
皇
以
来
の
男
系
継
承
の
伝
統
に
し
た
が
う
こ
と
を
意
味
す
る
言
葉
と
し
て
、「
祖
宗
ノ
皇
統
」
は
第
一
条
に
書
き
込
ま

れ
た
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
井
上
毅
は
「
教
育
勅
語
」
の
起
草
の
際
に
も
、
神
武
天
皇
以
来
の
皇
統
を
明
瞭
に
意
識
し
て
「
皇
祖
皇
宗
」
と
い
う
言
葉

を
用
い
て
い
る
。「
教
育
勅
語
」
の
解
説
を
依
頼
さ
れ
た
東
大
教
授
の
井
上
哲
次
郎
が
「
皇
祖
」
を
「
天
照
大
神
」
だ
と
解
説
し
よ
う
と

し
た
の
に
対
し
て
、
起
草
者
の
井
上
毅
自
身
が
「
教
育
勅
語
」
に
い
う
「
皇
祖
」
と
は
天
照
大
神
で
は
な
く
、
神
武
天
皇
で
あ
る
と
明
言

し
、
修
正
を
迫
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
拙
著
『「
現
人
神
」「
国
家
神
道
」
と
い
う
幻
想
』
神
社
新
報
社
、
平
成
二
六
年
四
月
、
二
六
│
二
七
頁
、

三
二
頁
）。

四
、
現
行
皇
室
典
範
の
「
皇
統
」
に
つ
い
て

現
行
皇
室
典
範
の
草
案
は
、
昭
和
二
一
年
三
月
一
二
日
に
閣
議
決
定
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
臨
時
法
制
調
査
会
の
第
一
部
会
で
作
成
さ

れ
た
。
第
一
部
会
は
七
月
か
ら
活
動
を
開
始
し
、
八
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
「
皇
室
典
範
要
綱
案
」
を
検
討
し
、
一
〇
月
二
二
日
の
臨
時

法
制
調
査
会
第
三
回
総
会
で
「
皇
室
典
範
要
綱
案
」
の
審
議
過
程
を
報
告
し
、
こ
の
案
が
同
月
二
六
日
に
議
決
さ
れ
て
内
閣
総
理
大
臣
に

答
申
さ
れ
た
。
新
皇
室
典
範
の
法
制
化
作
業
は
、
臨
時
法
制
調
査
会
に
お
け
る
要
綱
案
の
審
議
と
並
行
し
て
進
め
ら
れ
、
昭
和
二
一
年

（
一
三
二
八
）



新
旧
皇
室
典
範
に
お
け
る
「
皇
統
」
の
意
味
に
つ
い
て
（
新
田
）

三
八
七

一
二
月
五
日
、
衆
議
院
に
上
程
さ
れ
、
一
二
月
一
四
日
可
決
。
貴
族
院
で
の
審
議
は
一
二
月
一
六
日
か
ら
は
じ
ま
り
、
一
二
月
二
四
日
に

可
決
成
立
し
た
。

芦
部
信
喜
・
高
見
勝
利
編
著
『
日
本
立
法
資
料
全
集
一
・
皇
室
典
範
』（
信
山
社
、
平
成
二
年
九
月
）
所
収
の
資
料
に
よ
れ
ば
、
新
皇
室

典
範
で
は
要
綱
案
作
成
の
当
初
か
ら
、
旧
皇
室
典
範
第
一
条
に
あ
っ
た
「
祖
宗
ノ
」
と
い
う
言
葉
が
削
ら
れ
、
単
に
「
皇
統
に
属
す
る
男

系
の
男
子
」
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
が
、
議
会
審
議
に
備
え
て
法
制
局
が
作
成
し
た
「
想
定
問
答
」
で
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て

い
る
。

「
問　

皇
統
に
属
す
る
と
は
何
か
。『
祖
宗
の
』
字
句
省
略
の
理
由
如
何
。

答　

新
典
範
に
お
い
て
は
、
現
在
の
天
皇
が
天
皇
で
あ
ら
れ
る
こ
と
は
、
憲
法
以
前
の
自
明
の
問
題
で
あ
る
と
し
、
今
上
を
中
心
と

し
て
こ
ゝ
に
至
り
又
こ
こ
よ
り
発
す
る
一
系
の
血
筋
を
皇
統
と
観
念
し
た
。
こ
の
血
筋
を
享
け
る
も
の
を
皇
統
に
属
す
る
も
の

と
し
、
皇
位
継
承
資
格
の
根
本
要
件
と
し
た
。
皇
統
は
前
述
の
如
く
今
上
を
中
心
と
し
た
観
念
で
あ
り
、
斯
く
観
念
す
る
こ
と

が
適
当
で
あ
る
と
考
へ
て
、
敢
て
祖
宗
の
皇
統
と
し
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。」（
芦
部
・
高
見
前
掲
書
、
一
八
八
頁
）

新
皇
室
典
範
に
お
け
る
「
皇
統
」
と
は
「
今
上
を
中
心
と
し
て
こ
ゝ
に
至
り
又
こ
こ
よ
り
発
す
る
一
系
の
血
筋
」
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
裏
で
Ｇ
Ｈ
Ｑ
と
の
交
渉
を
進
め
な
が
ら
草
案
作
成
に
あ
っ
た
っ
て
い
た
日
本
側
に
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
か
ら
神
話
的
だ
と
解
釈

さ
れ
か
ね
な
い
部
分
は
で
き
る
だ
け
削
ろ
う
と
の
意
思
が
働
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

そ
れ
で
は
、「
今
上
を
中
心
と
し
て
こ
ゝ
に
至
り
又
こ
こ
よ
り
発
す
る
一
系
の
血
筋
」
と
観
念
さ
れ
た
「
皇
統
」
か
ら
は
伝
統
的
な
要

素
が
全
く
取
り
除
か
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
、
女
系
も
含
ま
れ
る
と
観
念
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
と
言
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。「
想

定
問
答
」
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

（
一
三
二
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

三
八
八

「
問　

女
系
及
び
女
天
皇
を
認
め
な
い
理
由
如
何
。

答　

皇
統
は
男
系
に
依
り
統
一
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。
我
が
国
多
年
の
成
法
も
亦
然
り
で
あ
る
。
女
系
が
問
題
に
な
る
の
は
、

そ
の
系
統
の
始
祖
た
る
皇
族
女
子
に
皇
族
に
あ
ら
ざ
る
配
偶
者
が
入
夫
と
し
て
存
在
し
そ
の
間
に
子
孫
か
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、

此
の
場
合
女
系
の
子
孫
は
仍
皇
族
に
あ
ら
ざ
る
配
偶
者
の
子
孫
で
臣
下
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
強
く
感
ぜ
ら
れ
、
皇
統
が
皇
族

に
あ
ら
ざ
る
配
偶
者
の
家
系
に
移
っ
た
と
観
念
さ
れ
る
こ
と
を
免
れ
な
い
。
か
や
う
に
考
へ
て
女
系
を
認
め
な
い
の
で
あ
る
。」

（
芦
部
・
高
見
前
掲
書
、
一
八
九
頁
、
傍
線
引
用
者
）

「
㈡　

 

抑
も
﹇
日
本
国
憲
法
第
二
条
に
い
う
﹈
世
襲
と
い
ふ
観
念
は
、
伝
統
的
歴
史
的
観
念
で
あ
つ
て
、
世
襲
が
行
は
れ
る
各
具
体
的
場

合
に
よ
つ
て
そ
の
内
容
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。
場
合
に
よ
つ
て
は
血
統
上
の
継
続
す
ら
要
件
と
し
な
い
世

襲
の
例
も
存
し
得
る
の
で
あ
る
。
然
ら
ば
皇
位
の
世
襲
と
い
ふ
場
合
の
世
襲
は
ど
ん
な
内
容
を
も
つ
か
。
典
範
義
解
は
こ
れ
を

㈠
皇
祚
を
踏
む
は
皇
胤
に
限
る
㈡
皇
祚
を
踏
む
は
男
系
に
限
る
㈢
皇
祚
は
一
系
に
し
て
分
裂
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
の
三
点
に
要

約
し
て
ゐ
る
。
さ
う
し
て
こ
れ
は
歴
史
上
一
の
例
外
も
な
く
つ
づ
い
て
来
た
客
観
的
事
実
に
も
と
づ
く
原
則
で
あ
る
。
世
襲
と

い
ふ
観
念
の
内
容
に
つ
い
て
他
に
よ
る
べ
き
基
準
が
な
い
以
上
こ
れ
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
う
す
れ
ば
少
な
く
と
も
女
系
と

い
ふ
こ
と
は
皇
位
の
世
襲
の
観
念
の
中
に
含
ま
れ
て
ゐ
な
い
と
云
へ
る
で
あ
ら
う
。

㈢　

然
ら
ば
女
系
は
別
と
し
て
女
子
の
継
承
資
格
は
如
何
。
女
系
を
否
定
し
て
も
女
子
の
継
承
資
格
は
自
ら
別
な
問
題
だ
か
ら
で
あ

る
。
し
か
し
女
帝
を
認
め
る
と
い
ふ
こ
と
は
そ
の
御
一
代
丈
男
子
に
よ
る
皇
位
継
承
を
繰
り
延
べ
る
と
い
ふ
丈
の
意
味
し
か
持

ち
得
な
い
。
歴
史
上
女
帝
は
存
す
る
け
れ
ど
も
そ
れ
は
概
ね
皇
位
継
承
者
が
幼
年
に
ゐ
ま
す
為
そ
の
成
長
を
ま
つ
間
の
一
事
の

摂
位
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

（
一
三
三
〇
）



新
旧
皇
室
典
範
に
お
け
る
「
皇
統
」
の
意
味
に
つ
い
て
（
新
田
）

三
八
九

 

か
や
う
に
考
へ
る
と
女
帝
の
登
極
と
い
ふ
こ
と
は
、
む
し
ろ
皇
位
の
不
安
定
を
意
味
す
る
も
の
と
言
へ
る
の
で
あ
る
。」（
芦
部
・

高
見
前
掲
書
、
一
九
〇
│
一
九
一
頁
、﹇　

﹈
内
お
よ
び
傍
線
引
用
者
）

Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
干
渉
を
避
け
る
た
め
に
「
皇
統
」
と
は
「
今
上
を
中
心
と
し
て
こ
ゝ
に
至
り
又
こ
こ
よ
り
発
す
る
一
系
の
血
筋
」
だ
と
い
う

方
便
は
用
い
る
も
の
の
、
そ
の
中
身
は
伝
統
的
な
観
念
に
依
拠
し
て
い
る
。

一
つ
は
、
男
系
に
よ
っ
て
家
系
を
考
え
る
と
い
う
観
念
で
あ
る
。
こ
の
観
念
に
よ
れ
ば
、
女
系
を
認
め
れ
ば
、「
皇
統
」
は
別
の
家
系

に
移
っ
て
し
ま
い
、
も
は
や
一
系
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
、「
皇
統
」
は
男
系
で
統
一
す
べ
き
で
、
女
系
は
認
め
ら
れ

な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

も
う
一
つ
は
、
旧
皇
室
典
範
を
解
説
し
た
「
皇
室
典
範
義
解
」
で
掲
げ
ら
れ
た
三
つ
の
基
準
で
あ
る
。
新
憲
法
第
二
条
に
い
う
「
世

襲
」
の
観
念
は
、
他
に
基
準
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
従
っ
て
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
、
そ
う
な
る
と
、
少
な
く
と
も
「
女
系
と
い

ふ
こ
と
は
皇
位
の
世
襲
の
観
念
に
含
ま
れ
な
い
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

付
け
加
え
れ
ば
、
現
行
皇
室
典
範
は
憲
法
の
下
に
あ
る
法
律
な
の
で
あ
る
か
ら
、
上
位
規
定
の
憲
法
の
「
世
襲
」
が
男
系
に
限
定
さ
れ

て
い
る
以
上
、「
皇
祖
ノ
」
と
い
う
限
定
が
外
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
皇
室
典
範
の
「
皇
統
」
に
女
系
が
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と

解
す
る
の
は
合
理
的
で
な
い
。

お
わ
り
に

最
後
に
本
稿
に
お
け
る
結
論
を
纏
め
れ
ば
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

①
．
旧
皇
室
典
範
第
一
条
に
い
う
「
祖
宗
ノ
皇
統
」
は
「
男
系
」
の
み
し
か
含
ん
で
い
な
い
。
旧
皇
室
典
範
制
定
者
の
間
で
は
、「
祖

（
一
三
三
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

三
九
〇

宗
」
と
は
神
武
天
皇
以
降
を
指
す
言
葉
と
し
て
、
天
照
大
神
を
指
す
「
天
祖
」
と
明
確
に
区
別
し
て
使
わ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、「
祖
宗

ノ
皇
統
」
と
は
神
武
天
皇
以
来
の
男
系
を
意
味
す
る
と
い
う
の
が
共
通
理
解
で
、「
祖
宗
ノ
」
と
あ
る
の
だ
か
ら
「
男
系
」
の
語
は
必
要

な
い
と
の
意
見
す
ら
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
祖
宗
ノ
皇
統
ニ
シ
テ
男
系
」
と
い
う
同
義
語
反
復
を
残
し
た
の
は
、
将
来
、

「
皇
統
」
に
は
女
系
も
含
ま
れ
る
と
主
張
す
る
者
が
現
れ
る
こ
と
を
懸
念
し
た
た
め
だ
っ
た
。

②
．
現
行
皇
室
典
範
第
一
条
に
い
う
「
皇
統
」
も
「
男
系
」
の
み
し
か
含
ん
で
い
な
い
。
た
し
か
に
、
現
行
皇
室
典
範
第
一
条
の
「
皇

統
」
か
ら
は
、
そ
の
制
定
過
程
で
「
祖
宗
ノ
」
と
い
う
限
定
が
外
さ
れ
た
。
し
か
し
、
法
制
局
が
準
備
し
た
「
想
定
問
答
」
か
ら
明
ら
か

な
よ
う
に
、「
皇
統
」
は
依
然
と
し
て
伝
統
的
歴
史
的
観
念
で
あ
る
と
さ
れ
、
女
系
は
含
ま
な
い
と
の
前
提
に
立
っ
て
い
た
。

最
後
に
一
言
付
け
加
え
れ
ば
、
法
文
を
解
釈
す
る
場
合
に
、
法
文
や
法
典
内
だ
け
を
見
て
、
文
言
間
の
整
合
性
の
み
を
考
え
て
い
て
は
、

そ
の
法
文
に
込
め
ら
れ
た
真
の
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

注（
1
） 

「
皇
統
」
を
神
武
天
皇
を
起
点
と
し
て
考
え
る
か
、
そ
れ
と
も
天
照
大
神
を
起
点
と
し
て
考
え
る
か
は
、「
皇
統
」
が
男
系
に
限
ら
れ
る
の
か
、

あ
る
い
は
女
系
を
も
含
む
の
か
を
考
え
る
上
で
、
一
つ
の
重
要
な
論
点
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
議
論
は
皇
學
館
大
学
名
誉
教
授
・
田
中
卓
氏
の
次
の

よ
う
な
主
張
か
ら
は
じ
ま
っ
た
。

「
歴
史
的
に
は
、
皇
祖
神
の
天
照
大
神
が
『
吾
が
子
孫
の
王
た
る
べ
き
地

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

』
と
神
勅
さ
れ
て
い
る
通
り
、〝
天
照
大
神
を
母
系
と
す
る
子
孫
〞
で
あ

れ
ば
、
男
で
も
女
で
も
、
皇
位
に
つ
か
れ
て
何
の
不
都
合
も
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
母
系
に
せ
よ
、
明
瞭
に
皇
統
に
つ
な
が
る
お
方

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
『
即
位
』

し
て
、
三
種
神
器
を
受
け
継
が
れ
、
さ
ら
に
大
嘗
祭
を
経
て
『
皇
位
』
に
つ
か
れ
れ
ば
、『
天
皇
』
な
の
で
あ
る
。
子
供
は
父
母
か
ら
生
ま
れ
る
の
で

あ
っ
て
、
男
系
と
か
女
系
の
差
別
よ
り
、
父
母
で
一
家
を
な
す
と
い
う
の
が
日
本
古
来
の
考
え
だ
か
ら
そ
れ
を
母
系
（
又
は
女
系
）
と
い
っ
て
も
男

（
一
三
三
二
）



新
旧
皇
室
典
範
に
お
け
る
「
皇
統
」
の
意
味
に
つ
い
て
（
新
田
）

三
九
一

系
と
い
っ
て
も
、
差
し
支
え
な
く
、
問
題
と
は
な
ら
な
い
の
だ
。」（「
女
系
天
皇
で
問
題
あ
り
ま
せ
ん
」『
諸
君
！
』
平
成
一
八
年
三
月
号
六
四
頁
）

「
日
本
国
体
の
原
理
も
、
皇
室
の
祖
神
も
、
天
照
大
神
と
い
う
〝
女
神
〞
に
も
と
づ
い
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。」（
同
右
論
文
、

五
七
頁
）

こ
の
田
中
氏
の
議
論
を
後
ろ
盾
と
し
て
、
小
林
よ
し
の
り
氏
は
次
の
よ
う
な
議
論
を
展
開
し
た
。

「
皇
統
の
い
ろ
は
も
知
ら
ぬ
男
系
絶
対
主
義
者
の
た
め
に
当
た
り
前
の
こ
と
を
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
…　

皇
祖
神
は
天
照
大
神
で
す
‼　

現

在
の
天
皇
に
つ
な
が
る
皇
統
は
、
天
照
大
神
の
『
天
壌
無
窮
の
神
勅
』
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
の
だ
！
」（『
サ
ピ
オ
』
平
成
二
二
年
五
月
一
二
日
号

七
一
頁
）

つ
ま
り
、
天
照
大
神
を
「
皇
統
」
の
起
点
と
す
れ
ば
、「
皇
統
」
に
は
女
系
も
含
ま
れ
る
、
い
や
む
し
ろ
、「
皇
統
」
は
女
系
か
ら
始
ま
っ
た
と
考

え
る
べ
き
で
あ
る
、
と
の
主
張
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
主
張
の
あ
る
こ
と
を
意
識
し
て
、
今
後
、
私
が
取
り
上
げ
た
旧
皇
室
典
範
制
定
者
た
ち
の
議

論
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
。

な
お
、
天
照
大
神
が
女
神
な
の
で
「
皇
統
」
は
女
系
か
ら
は
じ
ま
っ
た
と
の
議
論
が
、
そ
も
そ
も
神
話
解
釈
と
し
て
誤
り
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て

は
、
前
掲
拙
論
「
小
林
よ
し
の
り
氏
の
皇
統
論
を
糺
す
」
二
九
│
三
五
頁
「
皇
祖
神
に
つ
い
て
」
を
御
覧
い
た
だ
き
た
い
が
、
こ
こ
で
簡
単
に
私
の

主
張
を
要
約
し
て
お
く
。

神
代
の
皇
統
は
イ
ザ
ナ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
と
イ
ザ
ナ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
か
ら
始
ま
り
、
両
神
か
ら
、
天
照
大
神
、
ツ
ク
ヨ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
、
ヒ
ル
コ
、
ス
サ
ノ

オ
ノ
ミ
コ
ト
が
生
ま
れ
（『
日
本
書
紀
』）、
さ
ら
に
天
照
大
神
と
の
誓
約
の
際
に
、
ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ
ト
か
ら
ア
メ
ノ
オ
シ
ホ
ミ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
以
下

の
五
男
神
が
生
ま
れ
…
と
い
う
具
合
に
続
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
天
照
大
神
は
イ
ザ
ナ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
を
父
と
す
る
男
系
の
女
神
で
、
当
然
、
皇

祖
神
だ
が
、
そ
の
他
の
神
も
皇
祖
神
に
含
ま
れ
る
。『
日
本
書
紀
』
や
祝
詞
の
中
で
皇
祖
神
は
一
神
で
は
な
い
。
タ
カ
ミ
ム
ス
ビ
ノ
ミ
コ
ト
や
ウ
ガ

ヤ
フ
キ
ア
エ
ズ
ノ
ミ
コ
ト
も
「
皇
祖
」
と
呼
ば
れ
、
大
祓
の
祝
詞
で
は
、
イ
ザ
ナ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
と
イ
ザ
ナ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
が
「
皇す
め
ら

親が
む
つ

」
と
呼
ば
れ
て
、

皇
祖
神
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
神
統
譜
を
男
系
継
承
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、「
イ
ザ
ナ
ギ
↓
ス
サ
ノ
オ
↓
ア
メ
ノ
オ
シ
ホ
ミ
ミ
」
と
い
う
流
れ
に
な
る
。
事
実
、
古
来
、
最

も
ま
と
ま
っ
た
権
威
あ
る
代
表
的
な
皇
室
関
係
の
系
譜
と
言
わ
れ
て
い
る
『
本
朝
皇
胤
紹
運
録
』
に
は
、
ア
メ
ノ
オ
シ
ホ
ミ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
に
つ
い
て

（
一
三
三
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

三
九
二

「
素
戔
嗚
尊
第
一
子
。
天
照
大
神
、
誓
約
を
立
て
て
、
以
て
子
と
為
す
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
弟
の
素
戔
嗚
尊
の
第
一
子
を
天
照
大
神
が
養
子
に
し

た
と
い
う
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
神
代
の
皇
統
に
つ
い
て
も
、
男
系
で
考
え
る
の
が
古
来
の
日
本
の
神
話
解
釈
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
う
考
え
な
け
れ
ば
、
何
故
、
神

武
天
皇
以
降
の
歴
代
天
皇
の
皇
位
継
承
に
つ
い
て
の
歴
史
記
述
が
男
系
に
拘
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
か
が
理
解
で
き
な
い
。 （

一
三
三
四
）



ド
イ
ツ
の
民
衆
扇
動
罪
と
表
現
の
自
由
（
鈴
木
）

三
九
三

ド
イ
ツ
の
民
衆
扇
動
罪
と
表
現
の
自
由

│
ヒ
ト
ラ
ー
『
わ
が
闘
争
』
再
出
版
を
契
機
と
し
て

│鈴　
　

木　
　

秀　
　

美

一　

問
題
の
所
在

ナ
チ
ス
総
統
ヒ
ト
ラ
ー
著
『
わ
が
闘
争
』
の
著
作
権
が
二
〇
一
五
年
末
に
消
滅
し
、
ド
イ
ツ
で
は
そ
の
再
出
版
が
法
的
に
許
さ
れ
る
か

否
か
が
議
論
に
な
っ
て
い
る

（
1
）

。
ヒ
ト
ラ
ー
の
最
後
の
住
所
が
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
市
に
あ
っ
た
た
め
、
彼
の
遺
産
は
同
市
を
州
都
と
す
る
バ
イ
エ

ル
ン
州
に
帰
属
し
、
同
州
財
務
省
が
管
理
し
て
き
た

（
2
）

。『
わ
が
闘
争
』
の
著
作
権
も
、
二
〇
一
五
年
末
ま
で
バ
イ
エ
ル
ン
州
の
も
の
だ
っ

た
。
ヒ
ト
ラ
ー
は
、
出
版
に
あ
た
っ
て
同
書
の
版
権
を
ナ
チ
ス
系
出
版
社
フ
ラ
ン
ツ
・
エ
ー
ア
社
に
委
ね
た
が
、
同
社
は
ド
イ
ツ
敗
戦
後

に
占
領
軍
に
よ
っ
て
解
体
さ
れ
、
版
権
も
バ
イ
エ
ル
ン
州
の
も
の
と
な
っ
た
。
バ
イ
エ
ル
ン
州
は
、
ナ
チ
ス
思
想
の
普
及
を
阻
止
す
る
た

論　

説

（
一
三
三
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

三
九
四

め
、
著
作
権
に
基
づ
い
て
『
わ
が
闘
争
』
の
再
出
版
を
禁
止
し
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
著
作
権
法
六
四
条
に
よ
れ
ば
、
著
作
権
は
、
著
作

者
の
死
後
七
十
年
で
消
滅
す
る
。
ヒ
ト
ラ
ー
は
一
九
四
五
年
に
死
亡
し
た
。
著
作
権
法
六
九
条
に
よ
れ
ば
、
こ
の
場
合
、
保
護
期
間
は

一
九
四
六
年
一
月
一
日
か
ら
と
な
り
、
二
〇
一
五
年
一
二
月
三
一
日
を
も
っ
て
著
作
権
は
消
滅
す
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
著
作
権
の
消
滅
を

視
野
に
入
れ
て
、
出
版
界
を
中
心
に
『
わ
が
闘
争
』
の
扱
い
に
注
目
が
集
ま
っ
た
。

例
え
ば
、
二
〇
一
二
年
初
め
、
イ
ギ
リ
ス
の
出
版
社
が
、『
わ
が
闘
争
』
の
一
部
（
原
著
の
二
〇
頁
か
ら
二
五
頁
に
相
当
）
を
解
説
付
き
で

週
刊
誌
『
ツ
ァ
イ
ト
ゥ
ン
グ
ス
ツ
ォ
イ
ゲ
ン
』（Z

eitungszeugen

）
の
別
冊
と
し
て
、『
読
む
こ
と
が
で
き
な
い
本
』（D

as unlesbare 

B
uch

）
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
付
け
て
出
版
し
よ
う
と
し
た
。
全
体
の
五
五
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
が
原
著
で
、
四
〇
パ
ー
セ

ン
ト
か
ら
四
五
パ
ー
セ
ン
ト
が
解
説
と
い
う
割
合
だ
っ
た
。
バ
イ
エ
ル
ン
州
は
、
著
作
権
に
基
づ
い
て
そ
の
出
版
差
止
め
を
求
め
た
と
こ

ろ
、
同
年
三
月
八
日
の
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
地
裁
判
決
は
、
出
版
差
止
め
を
認
め
た

（
3
）

。
同
年
六
月
一
四
日
の
上
級
地
裁
判
決
も
こ
の
判
断
を
支
持

し
た

（
4
）

。
な
ぜ
な
ら
、
原
著
の
一
部
が
解
説
と
と
も
に
出
版
さ
れ
る
と
い
っ
て
も
、
出
版
が
計
画
さ
れ
て
い
た
別
冊
は
、
著
作
権
法
で
認
め

ら
れ
て
い
る
「
引
用
」
の
範
囲
を
超
え
て
い
る
と
判
断
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
出
版
社
は
、『
わ
が
闘
争
』
が
掲
載
さ
れ
る
予

定
だ
っ
た
部
分
に
モ
ザ
イ
ク
を
か
け
、
そ
こ
に
「
読
む
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
文
字
を
入
れ
、
解
説
の
部
分
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
出

版
し
た
。
こ
の
事
件
で
出
版
社
は
、
ナ
チ
ス
思
想
の
普
及
を
阻
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
刑
法
だ
け
で
あ
り
、
バ
イ
エ
ル
ン
州
は
著
作

権
を
濫
用
し
て
い
る
と
主
張
し
た
が
敗
訴
し
た
。
と
は
い
え
、
こ
の
事
件
は
、『
わ
が
闘
争
』
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
再
出
版
が
著
作
権
に

よ
っ
て
阻
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
問
題
提
起
と
な
っ
た

（
5
）

。

ド
イ
ツ
刑
法
は
、
ナ
チ
ス
独
裁
へ
の
歴
史
的
反
省
か
ら
ナ
チ
ス
組
織
の
企
て
を
促
進
す
る
内
容
の
宣
伝
手
段
を
禁
止
す
る
と
と
も
に

（
八
六
条
、
八
六
ａ
条
）、
民
衆
扇
動
罪
と
し
て
い
わ
ゆ
る
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
（
人
種
・
民
族
の
集
団
に
対
す
る
偏
見
や
憎
悪
の
表
現

（
6
））

を
禁
止
し

（
一
三
三
六
）



ド
イ
ツ
の
民
衆
扇
動
罪
と
表
現
の
自
由
（
鈴
木
）

三
九
五

て
い
る
（
一
三
〇
条
）。
解
説
の
付
い
て
い
な
い
『
わ
が
闘
争
』
の
再
出
版
は
、
こ
れ
ら
の
禁
止
に
違
反
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
と
り
わ
け
、

民
衆
扇
動
罪
（
一
三
〇
条
二
項
の
民
衆
扇
動
的
文
書
の
頒
布
）
に
な
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
7
）

。
た
だ
し
、
歴
史
教
育
や
研
究
者
に
よ
る
歴
史
的

検
証
の
た
め
、
解
説
付
き
で
あ
れ
ば
再
出
版
し
て
も
違
法
に
は
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て
き
た

（
8
）

。
そ
こ
で
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
に
あ
る
現
代
史

研
究
所
（IfZ
：Institut für Z

eitgeschichte

）
は
、『
わ
が
闘
争
』
の
著
作
権
消
滅
後
を
見
据
え
て
、
解
説
付
き
の
『
わ
が
闘
争
』
の
再
出

版
を
計
画
し
、
著
作
権
消
滅
後
、
二
〇
一
六
年
一
月
に
同
書
を
出
版
し
た
。
こ
の
よ
う
な
出
版
に
対
し
て
さ
え
ド
イ
ツ
で
は
一
部
に
批
判

も
あ
る
が
、
こ
の
解
説
付
き
の
『
わ
が
闘
争
』
は
出
版
以
来
、
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
た
。
な
お
、
バ
イ
エ
ル
ン
州
政
府
は
、
著
作
権
消

滅
後
に
『
わ
が
闘
争
』
が
ネ
オ
ナ
チ
組
織
な
ど
に
よ
り
ナ
チ
ス
思
想
の
宣
伝
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
お
そ
れ
て
、
二
〇
一
二
年
、
い
っ
た

ん
は
現
代
史
研
究
所
の
再
出
版
計
画
に
五
〇
万
ユ
ー
ロ
を
助
成
す
る
と
決
定
し
た
が
、
二
〇
一
三
年
末
に
な
っ
て
、
た
と
え
解
説
付
き
で

あ
っ
て
も
再
出
版
へ
の
助
成
を
す
べ
き
で
な
い
と
方
針
を
転
換
す
る
と
い
う
騒
動
も
起
こ
っ
た
。

二
〇
一
六
年
五
月
に
な
っ
て
、
ラ
イ
プ
チ
ヒ
の
あ
る
極
右
系
出
版
社
が
、
二
〇
一
六
年
夏
に
解
説
の
付
い
て
い
な
い
『
わ
が
闘
争
』
を

再
出
版
す
る
と
予
告
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
検
察
は
、
民
衆
扇
動
罪
の
嫌
疑
で
同
出
版
社
の
経
営
者
に
対
す
る
捜
査
に
着
手
し
た
と
い
う

（
9
）

。

解
説
付
き
か
否
か
で
『
わ
が
闘
争
』
再
出
版
の
法
的
取
扱
い
が
異
な
る
の
か
と
い
う
、
著
作
権
消
滅
前
か
ら
注
目
を
集
め
て
い
た
問
題
が
、

ま
さ
に
現
実
の
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
る
。

一
九
六
〇
年
の
刑
法
改
正
で
新
設
さ
れ
た
民
衆
扇
動
罪

（
10
）

は
、
そ
の
後
、
何
度
も
改
正
さ
れ
て
お
り
、
二
〇
一
〇
年
と
二
〇
一
五
年
に
も

改
正
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、『
わ
が
闘
争
』
の
再
出
版
を
め
ぐ
る
議
論
を
背
景
と
し
て
、
こ
の
機
会
に
あ
ら
た
め
て
ド
イ
ツ
の

民
衆
扇
動
罪
が
ど
の
よ
う
な
表
現
規
制
な
の
か
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
実
際
に
ど
の
よ
う
に
運
用
さ
れ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

以
下
で
は
、
ま
ず
、
刑
法
一
三
〇
条
の
変
遷
と
、
近
年
の
運
用
状
況
を
確
認
し
た
う
え
で
、
主
と
し
て
一
項
と
二
項
に
よ
る
一
般
的
な
ヘ

（
一
三
三
七
）
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イ
ト
ス
ピ
ー
チ
規
制
の
特
徴
を
概
観
す
る
。
そ
し
て
、
刑
事
裁
判
に
お
い
て
民
衆
扇
動
罪
を
具
体
的
事
案
に
適
用
す
る
際
に
、
表
現
の
自

由
へ
の
配
慮
が
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
憲
法
判
例
を
手
が
か
り
に
検
討
を
加
え
る
。
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、

刑
法
に
よ
る
表
現
規
制
の
解
釈
と
適
用
の
段
階
だ
け
で
な
く
、
裁
判
で
争
わ
れ
て
い
る
具
体
的
な
言
明
の
意
味
理
解
の
段
階
で
も
、
刑
事

裁
判
所
に
表
現
の
自
由
へ
の
配
慮
を
要
請
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
刑
事
裁
判
所
が
民
衆
扇
動
罪
で
有
罪
と
し
た
い
く
つ
か
の
判
決
を
覆

し
た
こ
と
も
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
立
法
者
に
よ
る
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
規
制
の
取
り
組
み
と
、
そ
の
規
制
に
よ
る
表
現
の
自
由
の
過
剰
な
制
約

を
回
避
す
る
た
め
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
歯
止
め
と
し
て
の
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

二　

刑
法
一
三
〇
条
の
変
遷
と
運
用
状
況

1　

刑
法
一
三
〇
条
の
変
遷

ド
イ
ツ
の
民
衆
扇
動
罪
は
、
一
八
一
九
年
、
フ
ラ
ン
ス
で
制
定
さ
れ
た
階
級
闘
争
の
扇
動
に
対
抗
す
る
た
め
の
プ
レ
ス
法
に
由
来
す
る
。

こ
の
階
級
闘
争
扇
動
罪
が
当
時
の
プ
ロ
イ
セ
ン
に
受
け
継
が
れ
、
ま
ず
、
一
八
五
一
年
の
プ
ロ
イ
セ
ン
刑
法
一
〇
〇
条
に
規
定
さ
れ
た
。

こ
れ
が
一
八
七
一
年
の
帝
国
刑
法
典
一
三
〇
条
と
な
っ
た
。
同
条
は
、「
公
共
の
平
穏
を
乱
す
態
様
で
、
住
民
の
異
な
る
階
級
を
相
互
に

公
然
と
暴
力
行
為
へ
と
扇
動
す
る
者
」
を
処
罰
す
る
も
の
で
、
そ
の
後
、
約
九
〇
年
間
も
存
続
す
る
こ
と
に
な
る

（
11
）

。

第
二
次
世
界
大
戦
後
、
旧
西
ド
イ
ツ
地
域
に
誕
生
し
た
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
と
っ
て
、
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
に
い
か
に
対
抗
す
る
か
は
重

大
な
政
治
的
・
社
会
的
問
題
で
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
党
（
Ｄ
Ｐ
）
の
幹
部
だ
っ
た
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
へ
ー
ト
ラ
ー
が
、
ヒ
ト
ラ
ー
体
制
の

擁
護
や
ユ
ダ
ヤ
人
虐
殺
を
正
当
化
す
る
演
説
に
よ
り
、
前
述
し
た
階
級
扇
動
罪
や
侮
辱
罪
で
起
訴
さ
れ
た
も
の
の
、
一
九
五
〇
年
二
月

（
一
三
三
八
）



ド
イ
ツ
の
民
衆
扇
動
罪
と
表
現
の
自
由
（
鈴
木
）

三
九
七

一
五
日
、
地
裁
判
決
に
よ
り
無
罪
と
な
り
、
そ
れ
に
対
す
る
激
し
い
怒
り
の
声
が
あ
が
っ
た

（
12
）

。
こ
れ
を
端
緒
と
し
て
、
刑
法
一
三
〇
条
改

正
を
め
ぐ
る
議
論
が
高
ま
っ
た
。

た
だ
し
、
階
級
扇
動
罪
に
代
わ
っ
て
民
衆
扇
動
罪
が
刑
法
一
三
〇
条
に
規
定
さ
れ
る
ま
で
に
は
そ
れ
か
ら
一
〇
年
の
歳
月
が
費
や
さ
れ

た
（
13
）

。
一
九
六
〇
年
に
民
衆
扇
動
罪
が
刑
法
に
新
設
さ
れ
た
背
景
に
は
、
一
九
五
〇
年
代
後
半
の
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
的
事
件
の
連
鎖
が
あ
っ
た

（
14
）

。

と
く
に
、
一
九
五
九
年
の
ク
リ
ス
マ
ス
か
ら
発
生
し
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
土
に
拡
大
し
た
大
規
模
な
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
的
落
書
き
事
件
が
議

論
を
再
燃
さ
せ
、
こ
う
し
た
行
為
を
犯
罪
と
し
て
刑
法
に
明
記
し
処
罰
す
る
必
要
性
が
強
く
意
識
さ
れ
る
に
至
っ
た

（
15
）

。
年
明
け
に
始

ま
っ
た
連
邦
議
会
法
務
委
員
会
で
の
審
議
を
経
て
、
一
九
六
〇
年
五
月
二
〇
日
、「
住
民
の
一
部
」
を
攻
撃
す
る
い
わ
ゆ
る
ヘ
イ
ト
ス

ピ
ー
チ
に
対
す
る
規
制
と
し
て
、
民
衆
扇
動
罪
が
誕
生
し
た
。
一
三
〇
条
に
よ
っ
て
、「
公
共
の
平
穏
を
乱
す
の
に
適
し
た
態
様
で
、
他

人
の
人
間
の
尊
厳
を
」、
住
民
の
一
部
に
対
す
る
憎
悪
を
か
き
立
て
た
り
、
暴
力
的
措
置
若
し
く
は
恣
意
的
措
置
を
誘
発
し
た
り
、
又
は
、

住
民
の
一
部
を
罵
倒
し
、
悪
意
で
軽
蔑
し
、
中
傷
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
攻
撃
し
た
者
は
罰
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

（
16
）

。
ま
た
、
一
九
七
三

年
の
刑
法
改
正
に
よ
っ
て
、
人
間
に
対
す
る
暴
力
を
描
写
す
る
文
書
と
と
も
に
、
人
種
に
対
す
る
憎
悪
を
か
り
立
て
る
文
書
を
禁
止
す
る

規
定
が
一
三
一
条
と
し
て
新
設
さ
れ
た

（
17
）

。

そ
の
後
、
一
九
九
〇
年
に
ド
イ
ツ
統
一
と
い
う
大
き
な
出
来
事
が
あ
り
、
旧
東
ド
イ
ツ
地
域
で
失
業
率
が
高
ま
る
と
極
右
に
よ
る
外
国

人
住
居
へ
の
放
火
が
続
発
し
た
こ
と
や
、
極
右
政
党
の
ド
イ
ツ
国
家
民
主
党
（
以
下
で
は
、「
Ｎ
Ｐ
Ｄ
」）
党
首
デ
ッ
ケ
ル
ト
の
活
動
と
そ
れ

に
対
す
る
処
罰
を
め
ぐ
る
論
争
を
背
景
と
し
て
、
一
九
九
四
年
の
改
正
に
よ
り
、
刑
法
一
三
〇
条
に
二
項
か
ら
五
項
が
追
加
さ
れ
た

（
18
）

。
前

述
し
た
一
三
一
条
に
規
定
さ
れ
て
い
た
人
種
に
対
す
る
憎
悪
を
か
り
立
て
る
文
書
の
禁
止
が
、
一
部
の
文
言
の
修
正
を
受
け
て
一
三
〇
条

二
項
に
移
さ
れ
た

（
19
）

。
三
項
は
い
わ
ゆ
る
「
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
嘘
」
を
新
た
に
禁
止
し
、
四
項
は
文
書
に
よ
る
「
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ

（
一
三
三
九
）
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の
嘘
」
も
禁
止
し
た

（
20
）

。
五
項
に
つ
い
て
詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、
た
と
え
二
項
と
四
項
の
構
成
要
件
に
該
当
し
て
も
、
教
育
、
研
究
、
芸

術
、
報
道
な
ど
の
た
め
に
役
立
つ
場
合
を
規
制
の
例
外
と
す
る
刑
法
八
六
条
三
項
を
準
用
す
る
規
定
が
五
項
に
設
け
ら
れ
た
。
こ
の
規
定

は
「
社
会
妥
当
性
条
項
」（S

ozialadäquanzklausel

）
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
二
〇
〇
五
年
の
改
正
に
よ
り
、
ナ
チ
ス
の
暴
力
的
支
配
及
び
恣
意
的
支
配
の
賛
美
や
矮
小
化
を
禁
止
す
る
四
項
が
新
設
さ
れ

た
（
21
）

。
こ
の
年
は
第
二
次
世
界
大
戦
の
終
戦
六
〇
年
に
あ
た
り
、
終
戦
記
念
日
の
五
月
八
日
に
ネ
オ
ナ
チ
が
ベ
ル
リ
ン
の
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル

ク
門
や
そ
れ
に
隣
接
す
る
、
新
設
の
「
虐
殺
さ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
た
め
の
記
念
碑
」
の
前
で
デ
モ
行
進
を
行
う
可
能
性
が

あ
っ
た
た
め
、
短
期
間
に
こ
う
し
た
法
改
正
が
実
現
し
た

（
22
）

。
こ
れ
に
と
も
な
い
、
そ
れ
ま
で
の
四
項
が
五
項
に
、
五
項
が
六
項
に
移
さ
れ

た
。
な
お
、
一
三
〇
条
四
項
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
五
年
に
新
設
さ
れ
た
時
か
ら
表
現
規
制
と
し
て
そ
の
合
憲
性
に
疑
問
が
な
げ
か
け
ら

れ
て
い
た
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
二
〇
〇
九
年
の
い
わ
ゆ
る
ヴ
ン
ジ
ー
デ
ル
決
定

（
23
）

に
よ
っ
て
同
項
の
合
憲
性
を
認
め
た
が
、
そ
の
際
、

保
護
法
益
の
「
公
共
の
平
穏
」
に
限
定
解
釈
を
施
し
た
（
こ
れ
に
つ
い
て
詳
し
く
は
後
述
す
る
）。

こ
の
他
、
二
〇
一
一
年
の
改
正
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
一
項
と
二
項
で
異
な
っ
て
い
た
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
の
攻
撃
対
象
の
文
言
が
統
一
さ

れ
た

（
24
）

。
そ
し
て
、
二
〇
一
五
年
の
改
正
で
六
項
が
新
設
さ
れ
、
文
書
や
放
送
に
よ
る
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
は
未
遂
の
場
合
も
処
罰
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た

（
25
）

。
こ
れ
に
と
も
な
い
六
項
に
あ
っ
た
社
会
妥
当
性
条
項
は
七
項
に
移
さ
れ
た
。
な
お
、
二
〇
一
五
年
改
正
の
う
ち
二
項
に
つ

い
て
の
改
正
は
、
内
容
上
の
改
正
と
い
う
よ
り
も
、
文
言
上
の
表
現
の
変
更
だ
っ
た
。
例
え
ば
、
改
正
前
の
二
項
一
号
で
は
、「
文
書
」

に
つ
い
て
複
数
形
が
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
ひ
と
つ
の
文
書
で
も
処
罰
さ
れ
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
た
め
に
単
数
形
が
用
い
ら
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
ま
た
、
同
項
二
号
で
は
、
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
と
テ
レ
サ
ー
ビ
ス
と
い
う
概
念
に
代
わ
っ
て
、
テ
レ
メ
デ
ィ
ア
と
い
う
概
念

が
採
用
さ
れ
た
。

（
一
三
四
〇
）



ド
イ
ツ
の
民
衆
扇
動
罪
と
表
現
の
自
由
（
鈴
木
）

三
九
九

こ
の
よ
う
な
変
遷
を
経
て
、
民
衆
扇
動
罪
の
現
行
規
定

（
26
）

は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
（
最
終
改
正
二
〇
一
五
年
一
月
二
一
日
、
同
年
一
月

二
七
日
施
行

（
27
））。

第
一
項　

公
共
の
平
穏
を
乱
す
の
に
適
し
た
態
様
で
、

一　

国
民
的
、
人
種
的
、
宗
教
的
集
団
、
若
し
く
は
民
族
的
出
自
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
集
団
に
対
し
て
、
住
民
の
一
部
に
対
し
て
、

若
し
く
は
あ
る
個
人
が
上
で
挙
げ
た
集
団
や
住
民
の
一
部
に
属
す
る
こ
と
を
理
由
に
し
て
そ
の
者
に
対
し
て
、
憎
悪
を
か
き
立
て

る
者
、
暴
力
的
措
置
を
と
る
よ
う
扇
動
す
る
者
、
若
し
く
は
恣
意
的
措
置
を
と
る
よ
う
扇
動
す
る
者
、
又
は

二　

上
で
挙
げ
た
集
団
、
住
民
の
一
部
、
若
し
く
は
あ
る
個
人
が
上
で
挙
げ
た
集
団
や
住
民
の
一
部
に
属
す
る
こ
と
を
理
由
に
し
て

そ
の
者
を
、
罵
倒
し
、
悪
意
を
持
っ
て
侮
辱
し
、
若
し
く
は
中
傷
す
る
こ
と
に
よ
り
、
他
人
の
人
間
の
尊
厳
を
攻
撃
す
る
者

は
、
三
月
以
上
五
年
以
下
の
自
由
刑
に
処
せ
ら
れ
る
。

第
二
項

一　

以
下
の
内
容
の
文
書
（
一
一
条
三
項
）
を
、
頒
布
し
、
公
衆
の
接
近
を
可
能
に
し
、
若
し
く
は
一
八
歳
未
満
の
者
に
以
下
の
内

容
の
文
書
（
一
一
条
三
項
）
を
提
供
し
、
渡
し
、
若
し
く
は
目
に
触
れ
う
る
状
態
に
し
た
者
、

ａ　

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
集
団
、
住
民
の
一
部
若
し
く
は
個
人
に
対
し
て
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
集
団
若
し
く
は
住
民

の
一
部
に
属
す
る
こ
と
を
理
由
に
し
て
憎
悪
を
か
き
立
て
る
こ
と
、

ｂ　

ａ
に
掲
げ
る
者
若
し
く
は
そ
の
多
数
に
対
す
る
暴
力
的
措
置
若
し
く
は
恣
意
的
措
置
を
と
る
よ
う
扇
動
す
る
こ
と
、

ｃ　

ａ
に
掲
げ
る
者
若
し
く
は
そ
の
多
数
の
人
間
の
尊
厳
を
、
罵
倒
し
、
悪
意
を
持
っ
て
侮
辱
し
、
若
し
く
は
中
傷
す
る
こ
と
に

（
一
三
四
一
）
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四
〇
〇

よ
り
攻
撃
す
る
こ
と
、

二　

一
号
ａ
か
ら
ｃ
に
掲
げ
る
内
容
を
放
送
若
し
く
は
テ
レ
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
一
八
歳
未
満
の
者
若
し
く
は
公
衆
の
接
近
を
可
能

に
し
た
者
、
又
は

三　

一
号
ａ
か
ら
ｃ
に
掲
げ
る
内
容
の
文
書
（
一
一
条
三
項
）
を
作
成
し
、
調
達
し
、
交
付
し
、
保
管
し
、
提
供
し
、
宣
伝
し
た
者
、

若
し
く
は
、
一
号
若
し
く
は
二
号
の
意
味
に
お
け
る
文
書
若
し
く
は
そ
の
一
部
を
利
用
し
、
若
し
く
は
他
者
に
そ
の
利
用
を
可
能

に
す
る
た
め
、
当
該
文
書
を
輸
入
し
若
し
く
は
輸
出
し
よ
う
と
試
み
た
者

は
、
三
年
以
下
の
自
由
刑
又
は
罰
金
刑
に
処
せ
ら
れ
る
。

第
三
項　

国
家
社
会
主
義
支
配
の
も
と
で
行
わ
れ
た
、
国
際
刑
法
典
第
六
条
一
項
で
掲
げ
ら
れ
て
い
る
種
類
の
行
為
を
、
公
然
と
又
は

集
会
に
お
い
て
、
公
共
の
平
穏
を
乱
す
の
に
適
し
た
態
様
で
、
是
認
し
、
そ
の
存
在
を
否
定
し
、
又
は
矮
小
化
す
る
者
は
、
五
年
以

下
の
自
由
刑
又
は
罰
金
刑
に
処
せ
ら
れ
る
。

第
四
項　

公
然
と
又
は
集
会
に
お
い
て
、
国
家
社
会
主
義
の
暴
力
的
支
配
及
び
恣
意
的
支
配
を
是
認
し
、
賛
美
し
又
は
正
当
化
す
る
こ

と
に
よ
り
、
そ
の
犠
牲
者
の
尊
厳
を
侵
害
す
る
態
様
で
公
共
の
平
穏
を
乱
す
者
は
、
三
年
以
下
の
自
由
刑
又
は
罰
金
刑
に
処
せ
ら
れ

る
。

第
五
項　

第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
号
は
、
第
三
項
及
び
第
四
項
に
掲
げ
る
内
容
の
文
書
（
第
一
一
条
第
三
項
）
に
も
妥
当
す
る
。
第
三

項
及
び
第
四
項
に
掲
げ
る
内
容
を
放
送
又
は
テ
レ
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
一
八
歳
未
満
の
者
又
は
公
衆
の
接
近
を
可
能
に
し
た
者
も
、

第
二
項
第
二
号
に
よ
り
処
罰
さ
れ
る
。

第
六
項　

第
五
項
の
場
合
も
含
め
て
、
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
場
合
、
未
遂
も
処
罰
さ
れ
る
。

（
一
三
四
二
）
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第
七
項　

第
五
項
の
場
合
も
含
め
て
、
第
二
項
の
場
合
、
並
び
に
第
三
項
及
び
第
四
項
の
場
合
に
は
、
第
八
六
条
第
三
項
が
準
用
さ
れ

る
。

な
お
、
一
三
〇
条
七
項
で
準
用
さ
れ
て
い
る
八
六
条
三
項
は
、
前
述
し
た
社
会
妥
当
性
条
項
で
あ
る
。
八
六
条
三
項
は
、
同
条
一
項
に

よ
る
違
憲
な
組
織
の
宣
伝
手
段
の
製
作
・
頒
布
の
禁
止
に
つ
い
て
、
も
し
そ
の
宣
伝
手
段
が
、「
市
民
教
育
、
違
憲
な
試
み
の
防
衛
、
芸

術
若
し
く
は
学
問
、
研
究
若
し
く
は
教
育
、
焦
眉
の
出
来
事
若
し
く
は
歴
史
の
経
緯
に
つ
い
て
の
報
道
又
は
類
似
の
目
的
に
奉
仕
す
る
場

合
」
を
例
外
と
し
て
い
る
。
こ
れ
が
民
衆
扇
動
罪
に
も
準
用
さ
れ
る
た
め
、
た
と
え
『
わ
が
闘
争
』
の
再
出
版
が
一
三
〇
条
二
項
の
構
成

要
件
に
該
当
す
る
と
し
て
も
、
ヒ
ト
ラ
ー
独
裁
に
つ
い
て
批
判
的
な
分
析
を
加
え
る
解
説
付
き
で
あ
れ
ば
、
市
民
教
育
や
学
校
教
育
、
大

学
で
の
教
育
・
研
究
に
役
立
つ
と
い
う
理
由
か
ら
、『
わ
が
闘
争
』
の
再
出
版
は
民
衆
扇
動
罪
と
し
て
処
罰
さ
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
て
き

た
（
28
）

。
実
際
、
二
〇
一
六
年
一
月
の
解
説
付
き
の
『
わ
が
闘
争
』
の
再
出
版
は
刑
事
事
件
に
な
っ
て
は
い
な
い
。

2　

刑
法
一
三
〇
条
の
全
体
像

刑
法
一
三
〇
条
の
民
衆
扇
動
罪
は
、
毛
利
透
に
よ
る
概
説

（
29
）

に
よ
れ
ば
、
一
項
に
お
い
て
、「
国
籍
、
人
種
、
宗
教
な
ど
に
よ
っ
て
定
め

ら
れ
る
集
団
や
、
そ
の
構
成
員
で
あ
る
個
人
に
対
し
て
、『
公
共
の
平
穏
を
乱
す
の
に
適
し
た
態
様
で
』、『
憎
悪
を
か
き
立
て
、
あ
る
い

は
暴
力
的
な
い
し
恣
意
的
措
置
を
と
る
よ
う
煽
動
す
る
』
こ
と
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
態
様
で
、
そ
れ
ら
の
者
を
誹
謗
中
傷
す
る
こ
と

に
よ
り
、
そ
の
人
間
の
尊
厳
を
攻
撃
す
る
こ
と
」
を
禁
止
す
る
。
ま
た
、
二
項
は
、「
一
項
に
該
当
す
る
内
容
の
文
書
を
頒
布
、
掲
示
、

放
送
な
ど
す
る
こ
と
、
お
よ
び
そ
の
た
め
に
当
該
文
書
を
作
成
・
調
達
な
ど
す
る
こ
と
」
を
禁
止
す
る
。
三
項
は
、「『
公
共
の
平
穏
を
乱

（
一
三
四
三
）
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す
の
に
適
し
た
態
様
で
』、
ナ
チ
ス
が
行
っ
た
民
族
謀
殺
を
是
認
、
矮
小
化
し
、
ま
た
は
そ
の
存
在
を
否
定
す
る
こ
と
」
を
禁
止
す
る
。

四
項
は
、「
ナ
チ
ス
の
『
暴
力
的
か
つ
恣
意
的
支
配
』
を
是
認
、
賛
美
、
あ
る
い
は
正
当
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、『
犠
牲
者
の
尊
厳
を
侵
害

す
る
態
様
で
公
共
の
平
穏
を
乱
す
』
こ
と
」
を
禁
止
す
る
。

毛
利
は
五
項
か
ら
七
項
に
つ
い
て
概
説
し
て
い
な
い
が
、
同
じ
程
度
に
概
説
す
る
な
ら
、
五
項
は
、
三
項
と
四
項
で
禁
止
さ
れ
た
内
容

の
文
書
を
頒
布
、
掲
示
、
放
送
な
ど
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
。
六
項
は
、
二
項
と
五
項
に
つ
い
て
、
そ
の
未
遂
を
処
罰
す
る
。
七
項
は
、

前
述
の
通
り
、
社
会
妥
当
性
条
項
で
あ
る
。

な
お
、
二
〇
一
一
年
の
改
正
ま
で
、
一
項
と
二
項
で
は
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
の
攻
撃
対
象
に
つ
い
て
異
な
る
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。

よ
り
広
範
に
攻
撃
対
象
を
捉
え
て
い
た
二
項
と
異
な
り
、
一
項
は
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
の
攻
撃
対
象
を
「
住
民
の
一
部
」
に
限
定
し
て
い
た
。

こ
の
た
め
、
一
項
に
お
け
る
攻
撃
対
象
は
ド
イ
ツ
に
住
む
住
民
の
一
部
に
限
ら
れ
、
こ
れ
に
対
し
、
二
項
の
文
書
に
よ
る
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー

チ
の
攻
撃
対
象
に
は
外
国
に
住
ん
で
い
る
国
籍
、
民
族
、
宗
教
な
ど
に
よ
っ
て
特
定
さ
れ
る
集
団
も
含
ま
れ
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
た
。
と

こ
ろ
が
、
二
〇
一
一
年
の
改
正
で
、
一
項
の
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
の
攻
撃
対
象
と
し
て
「
住
民
の
一
部
」
に
「
国
民
的
、
人
種
的
、
宗
教
的

集
団
、
若
し
く
は
民
族
的
出
自
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
集
団
」
が
追
加
さ
れ
、
一
項
と
二
項
の
攻
撃
対
象
が
統
一
さ
れ
た
。
現
行
一
三
〇

条
一
項
と
二
項
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
国
民
的
、
人
種
的
、
宗
教
的
集
団
、
若
し
く
は
民
族
的
出
自
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
集
団
」
は
、

そ
の
集
団
が
ド
イ
ツ
に
住
む
か
否
か
を
問
わ
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
住
民
の
一
部
」
は
ド
イ
ツ
に
住
む
住
民
の
一
部
を
意
味
す
る

（
30
）

。

3　

発
生
件
数
及
び
量
刑
の
現
状

刑
法
一
三
〇
条
に
よ
る
摘
発
件
数
は
少
な
く
、
有
罪
に
な
る
率
も
低
い

（
31
）

。
一
九
九
五
年
ま
で
は
警
察
の
犯
罪
統
計
も
と
ら
れ
て
い
な

（
一
三
四
四
）
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か
っ
た
。
二
〇
一
三
年
に
刊
行
さ
れ
た
ノ
モ
ス
社
の
刑
法
コ
ン
メ
ン

タ
ー
ル

（
32
）

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
【
表
1
】
は
、
一
九
九
六
年
か
ら

二
〇
一
〇
年
ま
で
の
①
事
件
数
、
②
被
疑
者
数
、
③
検
挙
率
（
①
か

ら
③
は
ド
イ
ツ
全
体
に
つ
い
て
の
警
察
統
計
の
数
字
）、
④
刑
法
一
三
〇

条
と
少
年
法
に
よ
る
有
罪
確
定
者
数
（
旧
西
ド
イ
ツ
地
域
の
有
罪
確
定

者
数
統
計
の
数
字
）
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
事
件
数
よ
り
も
被

疑
者
数
が
少
な
い
の
は
、
同
一
の
者
が
複
数
の
事
件
に
か
か
わ
っ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
民
衆
扇
動
罪
が
制
定
さ
れ
た
後
、
主
と
し
て
反

ユ
ダ
ヤ
的
表
現
が
摘
発
さ
れ
て
お
り
、
一
時
期
は
左
翼
的
扇
動
が
問

題
化
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
、
再
び
ネ
オ
ナ
チ
に
よ
る
表
現
が
も
っ

ぱ
ら
摘
発
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
多
く
は
若
い
ド
イ
ツ
人
男

性
で
あ
っ
た
と
い
う
。

ま
た
、【
表
2－

1
】
か
ら
【
表
2－

4
】
は
、
二
〇
一
五
年
に

ベ
ッ
ク
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
刑
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル

（
33
）

に
掲
載
さ
れ
た
、

二
〇
一
二
年
に
刑
法
一
三
〇
条
に
よ
り
有
罪
の
言
い
渡
し
を
受
け
た

者
の
量
刑
に
つ
い
て
の
統
計
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
民
衆
扇
動

罪
に
は
、
罰
金
刑
が
科
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
自
由
刑
が
科
さ
れ
た

【表 1】　発生件数や検挙率など

事件数 被疑者数 検挙率 130条で有罪となった者 少年法で有罪
となった者

% 1 項 2 項 3 項 4 項

1996 1548 1095 54.60 197 16 12 79

2000 3294 3244 67.80 186 32 7 87

2001 4365 3773 61.90 329 85 44 181

2002 3022 2647 70.20 330 94 17 184

2003 2202 2142 67.90 297 49 18 122

2004 2649 2391 68.90 246 47 24 116

2005 2812 2363 69.80 226 46 33 85

2006 3096 2527 71.30 220 34 26 3 59

2007 3168 2881 71.40 318 62 53 5 126

2008 3354 2809 65.60 188 57 41 5 106

2009 2430 2685 65.60 369 88 55 3 80

2010 2886 1931 66.50 184 66 60 7 53

（
一
三
四
五
）
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件
数
は
少
な
く
、
一
項
と
二
項
に
限
れ
ば
高
い
割
合
で
執
行
猶
予
が
つ
い
て
い
る
。

一
三
〇
条
一
項
の
法
定
刑
は
三
月
以
上
五
年
以
下
の
自
由
刑
で
あ
る
が
、
多
く
の
場
合
、
刑
法
四
七
条
二
項
に
よ
り
罰
金
刑
が
科
さ
れ

る
。
刑
法
四
七
条
に
よ
れ
ば
、
六
月
未
満
の
自
由
刑
は
、
特
別
な
事
情
が
あ
り
必
要
な
場
合
の
み
科
さ
れ
る
（
一
項
）。
さ
ら
に
、
罰
金

刑
が
法
定
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
六
月
又
は
そ
れ
を
超
え
る
自
由
刑
を
科
さ
ず
、
一
項
に
も
該
当
し
な
い
場
合
、
裁
判
所
は
罰
金
刑
を
言

い
渡
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
二
項
）。
罰
金
刑
は
、
日
数
罰
金
制
で
あ
る

（
34
）

。
二
〇
一
二
年
、
一
三
〇
条
一
項
に
よ
り
有
罪
を
言
い
渡
さ

れ
た
者
の
う
ち
六
二
・
二
八
パ
ー
セ
ン
ト
（
五
八
件
）
が
罰
金
刑
、
三
七
・
七
二
パ
ー
セ
ン
ト
（
三
八
件
）
が
自
由
刑
で
あ
っ
た
（
執
行
猶
予

の
割
合
は
【
表
2－

1
】
参
照
）。
二
項
の
法
定
刑
は
、
三
年
ま
で
の
自
由
刑
又
は
罰
金
刑
で
あ
る
。
有
罪
判
決
を
言
い
渡
さ
れ
た
者
の
う

ち
九
三
・
三
三
パ
ー
セ
ン
ト
（
二
八
件
）
が
罰
金
刑
、
六
・
六
六
パ
ー
セ
ン
ト
（
二
件
）
が
自
由
刑
で
、
い
ず
れ
も
執
行
猶
予
付
き
で
あ
っ
た

（【
表
2－

2
】）。
三
項
の
法
定
刑
は
、
五
年
以
下
の
自
由
刑
又
は
罰
金
刑
で
あ
る
。
有
罪
判
決
を
言
い
渡
さ
れ
た
者
の
う
ち
八
四
・
〇
九

パ
ー
セ
ン
ト
（
三
七
件
）
が
罰
金
刑
、
一
五
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
（
七
件
）
が
自
由
刑
で
あ
っ
た
（
執
行
猶
予
の
割
合
は
【
表
2－

3
】
参
照
）。

四
項
の
法
定
刑
は
、
三
年
以
下
の
自
由
刑
又
は
罰
金
刑
で
あ
る
。
二
〇
一
二
年
に
有
罪
を
言
い
渡
さ
れ
た
者
は
す
べ
て
罰
金
刑
で
あ
っ
た

（
二
二
件
）。
詳
し
く
は
、【
表
2－

1
】
か
ら
【
表
2－
4
】
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

ド
イ
ツ
で
は
、
二
〇
一
五
年
に
シ
リ
ア
難
民
を
は
じ
め
大
量
の
難
民
が
押
し
寄
せ
た
こ
と
か
ら
、
排
外
主
義
運
動
が
高
ま
り
を
見
せ
て

お
り
、
右
翼
政
治
家
に
よ
る
民
衆
扇
動
的
な
発
言
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
へ
の
書
き
込
み
が
あ
ら
た
め
て
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、

二
〇
一
六
年
五
月
三
日
に
は
、
反
イ
ス
ラ
ム
運
動
組
織
、
通
称
ペ
ギ
ー
ダ
（
正
式
に
は
、「
西
洋
の
イ
ス
ラ
ム
化
に
反
対
す
る
愛
国
的
欧
州
人
」）

の
設
立
者
で
元
代
表
の
ル
ッ
ツ
・
バ
ッ
ハ
マ
ン
に
対
し
、
ド
レ
ス
デ
ン
区
裁
判
所
が
民
衆
扇
動
罪
で
有
罪
判
決
を
下
し
た
（
九
六
〇
〇

ユ
ー
ロ
の
罰
金
。
た
だ
し
、
こ
の
判
決
は
ま
だ
確
定
し
て
い
な
い

（
35
））。

バ
ッ
ハ
マ
ン
は
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
に
難
民
を
誹
謗
し
、
憎
悪
を
駆
り
立
て

（
一
三
四
六
）
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【表 2－ 1】130条 1 項の量刑
日数

罰金 5 ～15 16～30 31～90 91～180 180超

62.28％＝58判決 2.08％＝ 2 35.42％＝34 22.91％＝22

月数 年数

自由刑 6 まで 6 6 ～ 9 9 ～12 1 ～ 2 2 ～ 3 3 ～ 5 5 ～10

37.72％＝38 9.375％＝ 9
そ の う ち
執 行 猶 予
8 （ ＝
88.9％）

4.08％＝ 4
そ の う ち
執 行 猶 予
4 （ ＝
100％）

12.5％＝12
そ の う ち
執 行 猶 予
10（ ＝
83.33％）

7.29％＝ 7
そ の う ち
執 行 猶 予
6 （ ＝
85.71％）

6.25％＝ 6
そ の う ち
執 行 猶 予
6 （ ＝
100％）

【表 2－ 2】130条 2 項の量刑
日数

罰金 5 ～15 16～30 31～90 91～180 180超

93.33％＝28判決 10％＝ 3 70％＝21 13.33％＝ 4

月数 年数

自由刑 6 まで 6 6 ～ 9 9 ～12 1 ～ 2 2 ～ 3 3 ～ 5

6.66% ＝ 2 3.33%＝ 1
そ の う ち
執 行 猶 予
1 （ ＝
100%)

3.33% ＝ 1
そ の う ち
執 行 猶 予
1 （ ＝
100%)

【表 2－ 3】130条 3 項の量刑
日数

罰金 5～15 16～30 31～90 91～180 180超

84.09％＝37判決 2.27％＝ 1 22.7％＝10 40.9％＝18 18.18％＝8

月数 年数

自由刑 6 まで 6 6 ～ 9 9 ～12 1 ～ 2 2 ～ 3 3 ～ 5

15.9％＝ 7 9.09％＝ 4
そ の う ち
執 行 猶 予
2 （ ＝
50％）

2.27％＝ 1
そ の う ち
執 行 猶 予
1 （ ＝
100％）

2.27％＝ 1
そ の う ち
執 行 猶 予
0 （ ＝
0 ％）

【表 2－ 4】130条 4 項の量刑
日数

罰金 5 ～15 16～30 31～90 91～180 180超

100% ＝22判決 68.19% ＝15 31.82% ＝ 7

月数 年数

自由刑 6 まで 6 6 ～ 9 9 ～12 1 ～ 2 2 ～ 3 3 ～ 5

0
（
一
三
四
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

四
〇
六

る
コ
メ
ン
ト
を
書
き
込
ん
だ
と
さ
れ
る
。
こ
の
事
件
で
検
察
は
、
七
か
月
の
自
由
刑
を
求
刑
し
た
が
、
区
裁
判
所
は
罰
金
刑
を
選
択
し
た
。

こ
の
他
、
ペ
ギ
ー
ダ
の
女
性
活
動
家
も
、
二
〇
一
六
年
一
月
に
開
催
さ
れ
た
あ
る
集
会
に
お
け
る
発
言
に
つ
い
て
、
民
衆
扇
動
罪
で
告
発

さ
れ
た
が
、
二
〇
一
六
年
五
月
末
、
ラ
イ
プ
チ
ヒ
検
事
局
は
捜
査
の
結
果
、
当
該
発
言
は
民
衆
扇
動
罪
の
構
成
要
件
に
該
当
し
な
い
と
し

て
捜
査
を
中
止
し
た
と
発
表
し
た

（
36
）

。

本
稿
が
民
衆
扇
動
罪
を
取
り
上
げ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
解
説
の
付
い
て
い
な
い
『
わ
が
闘
争
』
の
再
出
版
計
画
は
、
当
初
、

二
〇
一
六
年
夏
と
予
告
さ
れ
て
い
た
が
、
九
月
末
の
時
点
で
も
出
版
に
は
至
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
解
説
の
付
い
て
い
な
い
『
わ
が

闘
争
』
の
再
出
版
は
、
民
衆
扇
動
罪
で
罰
せ
ら
れ
る
の
か
、
今
後
の
行
方
を
注
視
し
た
い
。

三　

民
衆
扇
動
罪
の
表
現
規
制
と
し
て
の
特
徴

1　

保
護
法
益

す
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
刑
法
一
三
〇
条
一
項
は
、
住
民
の
一
部
、
国
籍
・
人
種
・
宗
教
な
ど
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
集
団
、
又
は

そ
の
構
成
員
で
あ
る
個
人
に
対
し
て
、「
公
共
の
平
穏
を
乱
す
の
に
適
し
た
態
様
で
」、
①
憎
悪
を
か
き
立
て
る
こ
と
、
暴
力
的
措
置
の
扇

動
若
し
く
は
恣
意
的
措
置
の
扇
動
、
又
は
、
②
そ
れ
ら
の
者
を
誹
謗
中
傷
等
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
他
人
の
人
間
の
尊
厳
を
攻
撃
す
る
こ

と
を
禁
止
す
る
。
二
項
は
、
一
項
で
禁
止
さ
れ
た
内
容
の
文
書
を
頒
布
、
掲
示
、
放
送
な
ど
す
る
こ
と
、
又
は
そ
の
た
め
に
当
該
文
書
を

作
成
・
調
達
な
ど
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
。

こ
れ
ら
の
規
定
の
保
護
法
益
は
、
通
説
に
よ
れ
ば
、
公
共
の
平
穏
で
あ
る

（
37
）

。
一
三
〇
条
が
「
公
共
の
秩
序
に
対
す
る
罪
」
の
章
に
含
ま

（
一
三
四
八
）



ド
イ
ツ
の
民
衆
扇
動
罪
と
表
現
の
自
由
（
鈴
木
）

四
〇
七

れ
て
い
る
こ
と
が
そ
の
ひ
と
つ
の
理
由
と
な
っ
て
い
る
。
一
項
は
、「
公
共
の
平
穏
を
乱
す
の
に
適
し
た
態
様
」
に
よ
る
こ
と
を
構
成
要

件
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
二
項
に
こ
の
文
言
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
二
項
も
一
項
と
同
様
に
、
公
共
の
平
穏
を
主
た
る
保
護
法
益

と
し
て
い
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
公
共
の
平
穏
と
は
、「
公
共
の
法
的
安
定
性
及
び
市
民
の
平
穏
な
共
同
生
活
の
状
態
、
並
び

に
静
か
で
平
穏
に
生
活
し
て
い
る
と
い
う
住
民
の
意
識
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る

（
38
）

。
な
お
、
学
説
に
は
、
公
共
の
平
穏
よ
り
も
、
人

間
の
尊
厳
を
刑
法
一
三
〇
条
一
項
と
二
項
の
保
護
法
益
と
み
る
立
場
も
あ
る
が
、
主
た
る
保
護
法
益
は
公
共
の
平
穏
で
あ
る
と
す
る
の
が

通
説
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
通
説
も
、
公
共
の
平
穏
と
と
も
に
、
人
間
の
尊
厳
が
保
護
法
益
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

な
お
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
一
三
〇
条
四
項
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
ヴ
ン
ジ
ー
デ
ル
決
定

（
39
）

に
お
い
て
、
同
項
の
保
護
法
益
た
る

「
公
共
の
平
穏
」
に
つ
い
て
、
意
見
表
明
の
自
由
の
侵
害
を
正
当
化
す
る
た
め
に
は
限
定
解
釈
が
必
要
で
あ
る
と
し
た
。
同
決
定
に
よ
れ

ば
、
公
共
の
平
穏
の
保
護
は
、
主
観
的
な
不
安
か
ら
の
市
民
の
保
護
と
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、「
そ
の
内
容
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
法

益
を
脅
か
す
行
為
を
誘
発
す
る
発
言
、
す
な
わ
ち
攻
撃
や
法
律
違
反
へ
と
移
行
さ
せ
る
よ
う
な
発
言
か
ら
の
保
護
」
を
意
味
す
る
。
一
項

で
は
「
公
共
の
平
穏
を
乱
す
の
に
適
し
た
態
様
で
」
と
規
定
さ
れ
、
四
項
で
は
「
公
然
と
又
は
集
会
に
お
い
て
、
国
家
社
会
主
義
の
暴
力

的
支
配
及
び
恣
意
的
支
配
を
是
認
し
、
賛
美
し
又
は
正
当
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
犠
牲
者
の
尊
厳
を
侵
害
す
る
態
様
で
公
共
の
平
穏

を
乱
す
者
」
を
罰
し
て
い
る
と
い
う
文
言
上
の
違
い
が
あ
る
が
、
ヴ
ン
ジ
ー
デ
ル
決
定
が
求
め
た
「
公
共
の
平
穏
」
の
限
定
解
釈
は
、
同

じ
保
護
法
益
の
た
め
の
表
現
規
制
に
も
そ
の
ま
ま
妥
当
す
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る

（
40
）

。

刑
法
一
三
〇
条
は
、
一
九
六
〇
年
に
誕
生
し
た
と
き
、「
公
共
の
平
穏
を
乱
す
の
に
適
し
た
態
様
で
、
他
人
の
人
間
の
尊
厳
を
」、
住
民

の
一
部
に
対
す
る
憎
悪
を
か
き
立
て
（
一
号
）、
暴
力
的
措
置
若
し
く
は
恣
意
的
措
置
を
誘
発
し
（
二
号
）、
又
は
、
住
民
の
一
部
を
罵
倒

し
、
悪
意
で
軽
蔑
し
、
若
し
く
は
中
傷
す
る
こ
と
（
三
号
）
に
よ
っ
て
攻
撃
し
た
者
を
罰
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
九
九
四
年
の
改
正

（
一
三
四
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

四
〇
八

に
よ
り
、
文
言
が
一
部
改
正
さ
れ
、
禁
止
行
為
に
つ
い
て
、「
公
共
の
平
穏
を
乱
す
の
に
適
し
た
態
様
で
」、
住
民
の
一
部
に
対
し
て
、
憎

悪
を
か
き
立
て
た
り
、
暴
力
的
措
置
若
し
く
は
恣
意
的
措
置
を
誘
発
す
る
こ
と
（
一
号
）、
又
は
、
そ
れ
ら
の
者
を
誹
謗
中
傷
す
る
こ
と

に
よ
り
、
他
人
の
人
間
の
尊
厳
を
攻
撃
す
る
こ
と
（
二
号
）
が
禁
止
さ
れ
た
。
こ
の
改
正
に
よ
り
、「
他
人
の
人
間
の
尊
厳
に
対
す
る
攻

撃
」
と
い
う
構
成
要
件
は
、
一
三
〇
条
柱
書
か
ら
削
除
さ
れ
、
一
三
〇
条
一
項
二
号
に
移
さ
れ
た
。
こ
の
た
め
、
こ
の
改
正
に
よ
っ
て
、

一
三
〇
条
一
項
一
号
に
つ
い
て
は
、
人
間
の
尊
厳
に
対
す
る
攻
撃
と
ま
で
は
い
え
な
い
行
為
も
、
公
共
の
平
穏
を
乱
す
の
に
適
し
た
態
様

で
あ
れ
ば
処
罰
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
指
摘
も
あ
る
が
、
人
間
の
尊
厳
の
攻
撃
と
い
え
る
か
否
か
限
界
事
例
に
お
い
て
判
断
が
し

や
す
く
な
る
と
い
う
面
が
あ
る
と
し
て
も
、
改
正
前
と
異
な
る
行
為
態
様
を
罰
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る

（
41
）

。

2　

攻
撃
対
象

民
衆
扇
動
罪
が
一
九
六
〇
年
に
一
三
〇
条
と
し
て
新
設
さ
れ
た
時
、
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
の
攻
撃
対
象
に
つ
い
て
「
住
民
の
一
部
」
と
規

定
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
二
〇
一
一
年
改
正

（
42
）

に
よ
り
、「
国
民
的
、
人
種
的
、
宗
教
的
集
団
、
若
し
く
は
民
族
的
出
自
に
よ
っ
て
定
め
ら

れ
る
集
団
」
と
そ
の
よ
う
な
集
団
に
属
す
る
「
個
人
」
が
追
加
さ
れ
た
。「
国
民
的
、
人
種
的
、
宗
教
的
集
団
、
若
し
く
は
民
族
的
出
自

に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
集
団
」
と
い
う
概
念
は
、
ド
イ
ツ
が
「
国
際
刑
事
裁
判
所
に
関
す
る
ロ
ー
マ
規
程
」
を
批
准
す
る
た
め
に
制
定
し

た
「
国
際
刑
法
典
」
の
六
条
に
定
め
ら
れ
た
民
族
謀
殺
（
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ト
）
に
関
す
る
規
定

（
43
）

に
依
拠
し
て
い
る
。
二
〇
一
一
年
改
正
に
つ

い
て
の
議
会
資
料
に
よ
れ
ば
、
こ
の
改
正
は
、「
国
際
標
準
を
明
確
に
国
内
法
化
す
る
た
め
に
も
、
一
三
〇
条
一
項
と
二
項
で
統
一
的
な

文
言
を
用
い
る
こ
と
を
保
障
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
無
用
の
混
乱
や
誤
っ
た
逆
の
推
論
を
排
除
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
っ
た

（
44
）

」。
と
い
う
の

も
、
文
書
に
よ
る
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
を
禁
止
す
る
一
三
〇
条
二
項
は
、
一
九
九
四
年
に
新
設
さ
れ
た
時
か
ら
、「
住
民
の
一
部
」
と
並
ん

（
一
三
五
〇
）



ド
イ
ツ
の
民
衆
扇
動
罪
と
表
現
の
自
由
（
鈴
木
）

四
〇
九

で
「
国
民
的
、
人
種
的
、
宗
教
的
集
団
、
若
し
く
は
そ
の
民
族
性
（durch ihr V
olkstum

）
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
集
団
」
を
保
護
対
象

と
し
て
お
り
、「
住
民
の
一
部
」
と
の
み
規
定
し
て
い
る
一
項
と
規
定
の
仕
方
が
異
な
っ
て
い
た
。
二
〇
一
一
年
改
正
で
、
一
項
と
二
項

の
保
護
対
象
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
が
文
言
上
も
明
確
に
な
っ
た
。
な
お
、
こ
の
議
会
資
料
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
二
〇
一
一
年
改
正
で
採
用

さ
れ
た
「
民
族
的
出
自
（durch ihre ethnische H

erkunft

）
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
集
団
」
と
い
う
文
言
は
、
意
味
に
お
い
て
は
旧
二
項

の
「
民
族
性
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
集
団
」
と
同
じ
で
あ
る
。

一
九
六
〇
年
の
民
衆
扇
動
罪
は
「
住
民
の
一
部
」
と
い
う
文
言
を
採
用
し
た
が
、
一
九
五
〇
年
代
の
法
案
審
議
の
段
階
で
は
、
保
護
対

象
を
国
民
的
、
人
種
的
、
宗
教
的
集
団
、
又
は
そ
の
民
族
性
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
集
団
と
す
る
案
も
検
討
さ
れ
た
。
し
か
し
、「
人
種
」

と
い
う
文
言
を
用
い
る
こ
と
で
、
保
護
対
象
が
ユ
ダ
ヤ
人
に
限
ら
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
特
定
の
集
団
の
み
に
特
別
の
保
護
が
与
え
ら
れ

る
こ
と
で
、
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
す
る
逆
差
別
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
と
社
会
民
主
党
（
Ｓ
Ｐ
Ｄ
）
の
議
員
が
批
判
し
た
こ
と
か
ら
、
当
時

は
「
住
民
の
一
部
」
と
い
う
文
言
に
落
ち
着
い
た
と
い
う
経
緯
が
あ
っ
た

（
45
）

。
た
だ
し
、
国
民
的
、
人
種
的
、
宗
教
的
集
団
、
又
は
そ
の
民

族
性
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
集
団
と
い
う
表
現
を
採
用
す
れ
ば
、
ユ
ダ
ヤ
人
だ
け
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
・
グ
ル
ー
プ
も
含

ま
れ
る
は
ず
で
あ
り
、
こ
の
批
判
は
理
由
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
46
）

。
こ
れ
ま
で
の
判
例
で
「
住
民
の
一
部
」
と
し
て

認
定
さ
れ
た
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
の
攻
撃
対
象
と
し
て
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
他
、「
ニ
ガ
ー
」、
有
色
人
種
、
特
定
国
出
身
の
外
国
人
労
働
者
、

国
防
軍
兵
士
の
よ
う
な
職
業
上
の
集
団
な
ど
が
あ
る

（
47
）

。

な
お
、
二
〇
一
六
年
に
日
本
で
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
対
策
の
た
め
に
制
定
さ
れ
た
「
本
邦
外
出
身
者
に
対
す
る
不
当
な
差
別
的
言
動
の
解

消
に
向
け
た
取
組
の
推
進
に
関
す
る
法
律
」（
同
年
六
月
三
日
施
行
）
は
、
攻
撃
対
象
を
「
本
邦
外
出
身
者
」
に
限
定
し
た
が
、
ド
イ
ツ
の

民
衆
扇
動
罪
の
攻
撃
対
象
に
は
そ
の
よ
う
な
限
定
は
な
い
。
前
述
の
通
り
、「
国
民
的
、
人
種
的
、
宗
教
的
集
団
、
若
し
く
は
民
族
的
出

（
一
三
五
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

四
一
〇

自
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
集
団
」
は
、
そ
の
集
団
が
ド
イ
ツ
に
住
む
か
否
か
を
問
わ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
住
民
の
一
部
」
に
い
う

「
住
民
」
は
ド
イ
ツ
に
住
む
者
で
あ
る
。

3　

禁
止
さ
れ
る
行
為

一
三
〇
条
一
項
が
禁
止
す
る
の
は
、「
公
共
の
平
穏
を
乱
す
の
に
適
し
た
態
様
で
」、
前
述
し
た
攻
撃
対
象
に
対
し
て
憎
悪
を
か
き
立
て

る
こ
と
、
暴
力
的
措
置
の
扇
動
若
し
く
は
恣
意
的
措
置
の
扇
動
（
一
号
）、
又
は
、
前
述
し
た
攻
撃
対
象
を
罵
倒
し
、
悪
意
を
持
っ
て
侮

辱
し
、
若
し
く
は
中
傷
す
る
こ
と
に
よ
り
、
他
人
の
人
間
の
尊
厳
を
攻
撃
す
る
こ
と
（
二
号
）
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
一
項
は
、
公
共
の
平
穏
そ
れ
自
体
を
保
護
法
益
と
し
て
明
文
化
す
る
の
で
は
な
く
、「
公
共
の
平
穏
を
乱
す
の
に
適
し
た
態

様
」
と
い
う
文
言
を
用
い
て
い
る
。
ド
イ
ツ
刑
法
は
、
一
三
〇
条
以
外
で
も
、
一
二
六
条
、
一
四
〇
条
二
号
、
一
六
六
条
で
も
同
様
の
概

念
を
用
い
て
い
る
。「
公
共
の
平
穏
を
乱
す
の
に
適
し
た
態
様
」
と
は
、
一
項
に
規
定
さ
れ
て
い
る
各
行
為
に
よ
っ
て
、
実
際
に
平
穏
が

乱
さ
れ
る
必
要
は
な
く
、
平
穏
を
乱
す
「
具
体
的
な
適
性
」
が
あ
れ
ば
十
分
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
公
共
の
平
穏
を
乱
す
適
性
が
認
め

ら
れ
る
た
め
に
は
、
具
体
的
な
状
況
に
お
い
て
、
そ
の
発
言
に
よ
り
公
共
の
法
的
安
定
性
へ
の
信
頼
が
揺
ら
ぐ
懸
念
が
必
要
と
な
る
。
そ

の
際
、
信
頼
が
揺
ら
ぐ
こ
と
は
、
憎
悪
が
向
け
ら
れ
た
集
団
の
中
で
そ
れ
が
懸
念
さ
れ
れ
ば
十
分
で
あ
り
、
あ
る
い
は
、
そ
の
発
言
を
受

け
取
る
人
々
の
中
で
、
攻
撃
さ
れ
た
集
団
に
対
し
て
法
律
違
反
の
行
為
が
な
さ
れ
る
傾
向
が
惹
起
さ
れ
た
り
、
強
化
さ
れ
る
可
能
性
が
あ

れ
ば
十
分
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る

（
48
）

。

そ
の
よ
う
な
適
性
を
審
査
す
る
た
め
の
基
準
は
、
ま
ず
攻
撃
の
内
容
と
強
度
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
す
べ
て
の
関
連
性
の
あ
る
状
況
を
包

括
的
に
評
価
す
る
た
め
に
は
、
当
該
攻
撃
を
公
衆
が
、
と
り
わ
け
未
成
年
者
が
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
る
か
も
重
要
に
な
る

（
49
）

。
こ
の
他
、

（
一
三
五
二
）
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攻
撃
さ
れ
た
集
団
の
大
き
さ
や
同
質
性
、
攻
撃
さ
れ
た
集
団
の
社
会
的
統
合
の
欠
如
な
ど
も
重
要
で
あ
る
の
に
対
し
、
攻
撃
さ
れ
た
集
団

が
社
会
に
統
合
さ
れ
て
い
た
り
、
発
言
が
明
ら
か
に
未
成
年
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
場
合
や
、
成
人
の
場
合
で
も
発
言
者
の
人
格
か
ら
し
て

発
言
が
ま
じ
め
に
受
け
止
め
ら
れ
な
い
と
評
価
で
き
る
場
合
な
ど
は
、
適
性
が
認
め
ら
れ
な
い
可
能
性
が
あ
る

（
50
）

。

一
項
で
禁
止
さ
れ
る
い
く
つ
か
の
行
為
の
う
ち
、
暴
力
的
措
置
や
恣
意
的
措
置
の
扇
動
に
つ
い
て
の
み
説
明
し
て
お
く
と

（
51
）

、
暴
力
的
措

置
と
は
、
暴
力
犯
罪
（
刑
法
一
二
五
条
）、
自
由
の
剥
奪
、
暴
力
に
よ
る
追
放
、
迫
害
、
非
難
攻
撃
を
行
う
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
、
恣
意
的
措
置
と
は
、
そ
れ
以
外
の
、
差
別
的
、
か
つ
人
間
性
の
本
質
的
な
要
請
に
反
す
る
あ
ら
ゆ
る
行
為
を
含
む
概
念
で
あ
る

（
52
）

。

「
措
置
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
国
家
が
関
与
し
て
い
な
い
私
人
に
よ
る
行
為
も
処
罰
の
対
象
と
な
る
。

四　

表
現
の
自
由
の
要
請

1　

憲
法
裁
判
所
と
刑
事
裁
判
所

ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
は
、
連
邦
国
家
的
争
訟
、
機
関
争
訟
、
規
範
統
制
な
ど
の
権
限
と
並
ん
で
、
憲
法
異
議
に
つ
い
て
判
断
す

る
権
限
が
あ
る
。
公
権
力
に
よ
っ
て
自
己
の
基
本
権
を
侵
害
さ
れ
た
者
は
、
そ
の
救
済
を
求
め
て
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
憲
法
異
議
を
申
し

立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
適
法
な
憲
法
異
議
に
依
拠
し
て
、
申
立
人
の
主
張
や
利
益
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
、

公
権
力
の
行
為
に
つ
い
て
あ
ら
ゆ
る
観
点
か
ら
審
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
裁
判
所
の
判
決
も
憲
法
異
議
の
対
象
で
あ
る
た
め
、
民
衆

扇
動
罪
に
つ
い
て
有
罪
判
決
を
受
け
た
被
告
人
は
、
そ
の
判
決
に
よ
る
表
現
の
自
由
の
侵
害
を
理
由
に
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
憲
法
異
議
を

申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る

（
53
）

。

（
一
三
五
三
）
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ド
イ
ツ
の
高
級
紙
「
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
タ
ー
・
ア
ル
ゲ
マ
イ
ネ
」
の
報
道
に
よ
れ
ば
、
民
衆
扇
動
罪
は
、
捜
査
の
た
め
の
検
察
の
人
手
不

足
に
加
え
て
、
刑
事
裁
判
所
の
裁
判
官
が
、
表
現
の
自
由
を
重
視
し
て
い
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
で
の
敗
訴
を
お
そ
れ
て
有
罪
判
決
を
下
す

こ
と
に
慎
重
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
集
会
で
の
発
言
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
書
き
込
み
な
ど
民
衆
扇
動
的
表
現
が
目
に
つ
く
割
に
は
、
告

発
や
有
罪
判
決
は
少
な
い
と
い
う

（
54
）

。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
刑
法
に
よ
る
表
現
規
制
の
解
釈
と
適
用
の
段
階
だ
け
で
な
く
、
裁
判
で
争
わ

れ
て
い
る
具
体
的
な
言
明
の
意
味
理
解
の
段
階
で
も
、
刑
事
裁
判
所
に
表
現
の
自
由
へ
の
配
慮
を
要
請
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
刑
事
裁

判
所
が
民
衆
扇
動
罪
で
有
罪
と
し
た
い
く
つ
か
の
判
決
を
覆
し
た
こ
と
も
あ
る
。
以
下
で
は
、
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
規
制
に
関
連
す
る
い
く

つ
か
の
憲
法
判
例
を
手
が
か
り
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
表
現
の
自
由
の
過
剰
な
制
約
に
ど
の
よ
う
に
し
て
歯
止
め
を
か
け
て
い
る
か
を

明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

2　
「
兵
士
は
殺
人
者
だ
」
事
件

ド
イ
ツ
で
は
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
規
制
が
、
民
衆
扇
動
罪
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
集
団
に
対
す
る
侮
辱
的
表
現
の
規
制
の
可
否
と
い
う
形

で
も
議
論
さ
れ
て
き
た
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
集
団
に
対
す
る
侮
辱
的
表
現
が
、
集
団
構
成
員
各
人
に
そ
の
侮
辱
的
効
果
が
波
及
す
る

場
合
（「
個
人
の
被
害
者
性
」
と
い
う
）
に
は
、
侮
辱
罪
（
刑
法
一
八
五
条
）
に
よ
る
規
制
を
認
め
て
い
る

（
55
）

。
た
だ
し
、
具
体
的
事
件
の
結
論

を
導
く
際
に
は
、
刑
法
規
定
の
解
釈
と
適
用
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
争
い
に
な
っ
て
い
る
言
明
の
意
味
理
解
に
つ
い
て
も
、
基
本
法
五

条
一
項
の
意
見
表
明
の
自
由
を
重
視
す
る
姿
勢
を
貫
い
て
い
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
集
団
に
対
す
る
侮
辱
的
表
現
の
規
制
に
つ
い
て
、

集
団
を
限
定
し
て
理
解
す
る
な
ど
の
工
夫
に
よ
っ
て
、
名
誉
の
保
護
よ
り
も
意
見
表
明
の
自
由
を
重
視
す
る
傾
向
が
あ
る
。

ド
イ
ツ
で
は
一
九
九
〇
年
代
半
ば
、「
兵
士
は
殺
人
者
だ
」
と
い
う
言
明
が
侮
辱
罪
と
な
る
か
否
か
を
め
ぐ
る
激
し
い
議
論
が
展
開
さ

（
一
三
五
四
）
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れ
た
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
は
、
一
九
九
四
年
、
部
会

（
56
）

の
決
定
に
よ
っ
て
、「
兵
士
は
殺
人
者
だ
」
と
い
う
ス
テ
ッ
カ
ー
を
自
己

の
所
有
す
る
車
に
貼
っ
て
い
た
者
に
対
す
る
有
罪
判
決
を
、
先
例
に
照
ら
し
て
明
ら
か
に
間
違
っ
て
い
る
と
し
て
破
棄
し
た

（
57
）

。
連
邦
憲
法

裁
判
所
は
、
世
論
の
高
い
支
持
を
得
て
い
る
こ
と
で
有
名
で
あ
る
が
、
こ
の
決
定
は
、
兵
士
の
名
誉
と
の
関
係
で
意
見
表
明
の
自
由
を
重

視
し
す
ぎ
て
い
る
と
し
て
、
政
治
家
を
は
じ
め
世
論
の
激
し
い
批
判
を
受
け
た
。
そ
こ
で
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
一
九
九
五
年
、「
兵

士
は
殺
人
者
だ
」
又
は
「
兵
士
は
潜
在
的
な
殺
人
者
だ
」
と
い
う
言
明
を
め
ぐ
る
四
つ
の
事
件
を
併
合
し
、
今
度
は
第
一
法
廷
の
決
定
に

よ
り
、
以
下
の
よ
う
な
趣
旨
の
丁
寧
な
理
由
づ
け
を
行
っ
て
、
す
べ
て
の
有
罪
判
決
を
破
棄
し
、
事
件
を
刑
事
裁
判
所
に
差
し
戻
し
た

（
58
）

。

刑
法
一
八
五
条
は
個
人
の
名
誉
を
保
護
す
る
も
の
で
あ
り
、
基
本
法
五
条
二
項
は
、
明
文
で
名
誉
に
よ
る
意
見
表
明
の
自
由
の
制
約
を

認
め
て
い
る
。
た
だ
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
立
法
者
は
、
個
人
的
名
誉
の
保
護
の
た
め
に
意
見
表
明
の
自
由
を
好
き
勝
手
に
制
約
で
き
る

と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。「
む
し
ろ
、
立
法
者
は
、
基
本
法
五
条
二
項
の
権
限
を
行
使
す
る
際
に
も
、
制
約
さ
れ
る
基
本
権
か
ら
目
を
離

さ
ず
、
意
見
表
明
の
自
由
に
対
す
る
過
剰
な
萎
縮
効
果
（E

inengungen

）
を
回
避
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。
刑
法
は
、
名
誉
毀
損
に
お

け
る
正
当
な
利
益
を
保
護
す
る
た
め
の
一
九
三
条
を
設
け
る
こ
と
で
、
特
に
意
見
表
明
の
自
由
か
ら
の
影
響
に
開
か
れ
て
お
り
、
対
立
す

る
諸
法
益
に
配
慮
し
た
衡
量
を
許
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
刑
法
一
八
五
条
は
、
国
家
機
関
の
名
誉
を
保
護
す
る
規
範
で
も
あ
る
が
、
そ
れ

も
基
本
法
五
条
二
項
の
一
般
法
律
に
属
す
る
。「
刑
法
に
よ
る
保
護
は
、
と
り
わ
け
意
見
表
明
の
自
由
の
基
本
権
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る

べ
き
世
論
の
批
判
か
ら
、
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
れ
が
厳
し
い
か
た
ち
の
批
判
で
あ
っ
て
も
、
国
家
機
関
を
守
る
こ
と
に
な
っ
て
は
な
ら
な

い
」。刑

法
の
解
釈
と
適
用
は
刑
事
裁
判
所
の
役
割
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
確
立
さ
れ
た
判
例
に
よ
れ
ば
、
意
見
表
明
の

自
由
を
制
約
す
る
法
律
が
問
題
と
な
る
場
合
に
は
、
そ
の
価
値
設
定
的
な
意
義
が
法
適
用
の
段
階
に
お
い
て
も
維
持
さ
れ
る
よ
う
、
制
約

（
一
三
五
五
）
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四

さ
れ
る
基
本
権
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。
個
人
的
名
誉
と
意
見
表
明
の
自
由
の
衡
量
を
一
般
的
・
抽
象
的
に
行
う
こ
と
は
で

き
な
い
。
そ
こ
で
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
判
例
に
お
い
て
、
具
体
的
衡
量
の
た
め
の
基
準
を
提
供
す
る
一
連
の
観
点
を
発
展
さ
せ
て
き

た
。
人
間
の
尊
厳
を
侵
害
す
る
言
明
、
形
式
的
侮
辱
、
誹
謗
的
批
判
の
場
合
、
意
見
表
明
の
自
由
が
退
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
専
門
裁
判
所
が
発
展
さ
せ
た
誹
謗
的
批
判
の
概
念
を
限
定
的
に
定
義
し
た
。
あ
る
裁
判
所
が
、
個
別
事
件
の
あ
ら

ゆ
る
状
況
を
考
慮
し
て
あ
る
具
体
的
衡
量
を
不
必
要
で
あ
る
と
し
た
結
果
、
あ
る
言
明
を
誤
っ
て

・

・

・

形
式
的
侮
辱
又
は
誹
謗
的
批
判
と
判
断

し
た
場
合
、
そ
の
点
に
、
判
決
を
破
棄
に
至
ら
せ
る
憲
法
上
重
大
な
間
違
い
が
あ
る
（
傍
点
は
筆
者
に
よ
る
）。
あ
る
言
明
が
、
人
間
の
尊

厳
に
対
す
る
攻
撃
、
形
式
的
侮
辱
、
誹
謗
的
批
判
に
当
た
ら
な
い
場
合
、
衡
量
は
、
関
連
す
る
法
益
に
対
す
る
侵
害
の
重
大
性
に
左
右
さ

れ
る
。
そ
の
際
、
意
見
表
明
の
自
由
が
、
私
的
な
対
立
の
枠
内
で
自
己
利
益
を
追
求
す
る
た
め
に
行
使
さ
れ
る
か
、
そ
れ
と
も
公
共
性
に

本
質
的
に
か
か
わ
る
問
題
と
の
関
係
で
行
使
さ
れ
る
か
が
重
要
に
な
る
。「
世
論
形
成
に
貢
献
す
る
た
め
の
論
争
的
な
言
明
の
場
合
、
連

邦
憲
法
裁
判
所
の
確
立
さ
れ
た
判
例
に
よ
れ
ば
、
言
論
の
自
由
へ
の
推
定
が
働
く
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
推
定
を
否
定
す
る
た
め
に
は
、

こ
の
推
定
ル
ー
ル
が
導
き
出
さ
れ
る
、
民
主
制
に
と
っ
て
の
意
見
表
明
の
自
由
の
構
成
的
な
意
義
を
考
慮
し
た
理
由
付
け
が
必
要
に
な

る
」。さ

ら
に
、
言
明
の
す
べ
て
の
法
的
評
価
に
と
っ
て
「
そ
の
意
味
が
正
し
く
理
解
さ
れ
た
こ
と
」
が
条
件
と
な
る
。
も
し
正
確
な
意
味
理

解
を
せ
ず
に
、
あ
る
言
明
に
有
罪
判
決
を
下
す
な
ら
、
そ
れ
は
、
正
当
な
言
明
を
抑
圧
す
る
こ
と
に
な
る
し
、
さ
ら
に
は
意
見
表
明
の
自

由
を
行
使
す
る
こ
と
一
般
に
対
し
て
悪
い
影
響
を
与
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
言
明
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
と
っ
て
は
、
自
己
の
言
明
の
誤
っ

た
意
味
理
解
に
よ
っ
て
処
罰
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
意
見
表
明
の
自
由
か
ら
は
、
基
本
権
制
約
的
な
法
律
の

解
釈
と
適
用
の
た
め
だ
け
で
な
く
、
論
争
的
な
言
明
の
意
味
理
解
の
た
め
の
要
請
が
生
じ
る
。
裁
判
所
は
、
言
明
の
客
観
的
な
意
味
の
解

（
一
三
五
六
）



ド
イ
ツ
の
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四
一
五

明
を
目
指
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
論
争
的
な
言
明
の
意
味
を
明
ら
か
に
誤
解
し
、
法
的
評
価
が
そ
れ
に
基
づ
い
て
い
る
判
決
は
、
意

見
表
明
の
自
由
の
基
本
権
に
抵
触
す
る
。
あ
る
裁
判
所
が
、
多
義
的
な
言
明
に
つ
い
て
、
前
も
っ
て
他
の
可
能
な
解
釈
を
筋
の
通
っ
た
理

由
を
も
っ
て
排
除
す
る
こ
と
な
く
、
有
罪
判
決
に
導
く
意
味
を
採
用
す
る
場
合
も
同
様
で
あ
る
」。「
言
明
の
意
味
の
解
明
に
つ
い
て
の
基

本
法
五
条
一
項
一
文
の
要
請
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
る
事
後
審
査
に
服
す
る
」。
あ
る
言
明
に
対
す
る
有
罪
判
決
の
よ
う
な
重
大
な

基
本
権
侵
害
の
場
合
、
と
り
わ
け
こ
の
要
請
に
適
っ
て
い
る
か
否
か
が
問
わ
れ
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
言
明
の
意
味
理
解
に
つ
い
て
の

こ
う
し
た
立
場
に
対
し
て
は
、「
専
門
裁
判
所
の
事
実
認
定
権
限
を
侵
害
し
て
い
る
」
と
い
う
批
判
も
あ
る
が
、
本
稿
で
は
紙
幅
の
関
係

で
こ
の
論
点
に
立
ち
入
ら
な
い

（
59
）

。

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
結
論
に
お
い
て
、
四
つ
の
具
体
的
事
案
に
お
け
る
「
兵
士
は
殺
人
者
だ
」
又
は
「
兵
士
は
潜
在
的
な
殺
人
者

だ
」
と
い
う
言
明
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
は
お
よ
そ
兵
士
一
般
を
指
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
連
邦
軍
兵
士
の
み
を
指
し
て
い

る
と
解
釈
す
る
た
め
に
は
そ
の
た
め
の
理
由
付
け
が
必
要
に
な
る
が
、
原
手
続
に
お
い
て
は
そ
れ
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
判
断
し
た
。

3　

二
〇
〇
九
年
の
二
つ
の
部
会
決
定

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
民
衆
扇
動
罪
に
つ
い
て
も
、
こ
の
決
定
で
明
ら
か
に
し
た
考
え
方
に
依
拠
し
て
、
具
体
的
事
案
に
お
け
る
有
罪

判
決
の
合
憲
性
を
判
断
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
二
〇
〇
〇
年
九
月
六
日
、
第
一
法
廷
第
一
部
会
決
定

（
60
）

は
、
バ
イ
エ
ル
ン
上
級
裁
判
所
に

よ
っ
て
民
衆
扇
動
罪
で
有
罪
判
決
を
受
け
た
新
聞
記
者
の
憲
法
異
議
に
理
由
が
あ
る
と
し
て
同
判
決
を
破
棄
し
、
事
件
を
同
裁
判
所
に
差

し
戻
し
た
。
こ
の
事
件
で
は
、
レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
市
が
公
募
し
た
文
化
、
法
務
、
環
境
の
専
門
担
当
者
の
人
選
に
つ
い
て
、
同
市
で
発

行
さ
れ
て
い
る
週
刊
新
聞
の
一
面
に
「
専
門
担
当
者
の
選
考
、
い
よ
い
よ
最
終
局
面
に
」
と
い
う
見
出
し
に
続
い
て
、「
文
化
部
門
は
ユ

（
一
三
五
七
）
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ダ
ヤ
人
男
性
（E

in Jude

）
？
、
法
務
部
門
は
…
、
環
境
部
門
は
…
」
と
、
選
出
さ
れ
る
者
を
予
測
す
る
見
出
し
が
掲
載
さ
れ
た
。
第
二

面
に
は
、
二
百
人
を
超
え
る
応
募
者
の
中
か
ら
七
人
の
候
補
者
に
絞
ら
れ
た
こ
と
を
詳
し
く
報
道
す
る
記
事
が
掲
載
さ
れ
た
。
検
察
は
、

上
記
の
見
出
し
に
あ
っ
た
「
文
化
部
門
は
ユ
ダ
ヤ
人
男
性
？
」
と
い
う
表
記
に
つ
い
て
、
刑
法
一
三
〇
条
一
項
違
反
だ
と
し
て
こ
の
記
事

を
書
い
た
記
者
を
起
訴
し
た
。
区
裁
判
所
は
こ
の
記
者
を
無
罪
と
し
た
が
、
地
方
裁
判
所
で
は
有
罪
判
決
が
下
さ
れ
（
六
〇
日
の
罰
金
）、

上
級
地
裁
も
こ
れ
を
支
持
し
た
。
見
出
し
で
用
い
ら
れ
た
「
ユ
ダ
ヤ
人
」
と
い
う
文
言
は
、
ナ
チ
ス
用
語
で
あ
り
、
た
と
え
二
面
の
記
事

で
そ
の
文
言
が
用
い
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
一
面
の
見
出
し
に
こ
の
文
言
を
用
い
る
こ
と
は
、
刑
法
一
三
〇
条
一
項
に
違
反
す

る
と
さ
れ
た
。
記
者
は
、
見
出
し
を
記
事
か
ら
切
り
離
し
て
下
さ
れ
た
有
罪
判
決
に
よ
る
意
見
表
明
の
自
由
の
侵
害
を
主
張
し
た
。

こ
の
事
件
に
対
す
る
第
一
法
廷
第
一
部
会
の
決
定
は
、
一
九
九
五
年
の
「
兵
士
は
殺
人
者
だ
」
決
定
で
示
さ
れ
た
意
見
表
明
の
自
由
の

要
請
が
、
民
衆
扇
動
罪
に
も
同
様
に
妥
当
す
る
と
し
た
う
え
で
、
こ
の
事
件
の
場
合
、
刑
事
裁
判
所
に
よ
る
刑
法
一
三
〇
条
一
項
の
規
範

解
釈
に
も
憲
法
上
の
疑
念
が
あ
り
、
さ
ら
に
、
言
明
の
意
味
理
解
も
意
見
表
明
の
自
由
の
要
請
を
み
た
し
て
い
な
か
っ
た
と
判
断
し
た
。

第
一
部
会
決
定
に
よ
れ
ば
、「
文
化
部
門
は
ユ
ダ
ヤ
人
男
性
？
」
と
い
う
言
明
は
、
候
補
者
が
ユ
ダ
ヤ
教
徒
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
よ
う
と

し
た
と
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
そ
の
候
補
者
だ
け
で
な
く
す
べ
て
の
ユ
ダ
ヤ
人
が
文
化
部
門
の
専
門
担
当
者
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い

と
い
う
こ
と
を
強
調
し
よ
う
と
し
た
と
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
、
有
罪
判
決
は
、
な
ぜ
後
者
の
理
解
に
依
拠
す
る
の
か
に

つ
い
て
筋
の
通
っ
た
理
由
づ
け
を
し
て
い
な
か
っ
た
。「
ユ
ダ
ヤ
人
（Jude

）」
と
い
う
文
言
自
体
に
は
、
中
傷
的
な
意
味
は
な
い
。
た
だ

し
そ
れ
が
ナ
チ
ス
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
関
連
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
は
別
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
今
日
で
も
、
こ
の
文
言
を
用
い
る
際
に

は
特
に
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
刑
法
上
の
判
断
の
枠
内
で
こ
の
文
言
の
意
味
を
理
解
す
る
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
意
味
理

解
に
際
し
て
は
、
個
別
事
例
の
事
情
、
と
り
わ
け
文
脈
が
重
要
に
な
る
。
問
題
と
さ
れ
た
見
出
し
の
場
合
、
第
二
面
の
記
事
と
と
も
に
、

（
一
三
五
八
）
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四
一
七

文
化
部
門
の
専
門
担
当
者
が
ユ
ダ
ヤ
教
徒
で
あ
り
、
ユ
ダ
ヤ
文
化
と
の
結
び
つ
き
が
あ
る
こ
と
を
報
道
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

記
者
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
と
い
う
文
言
を
見
出
し
で
用
い
る
際
、
前
述
し
た
よ
う
な
注
意
を
払
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
事
後
的
に
そ
れ
を
自
ら

認
め
、
謝
罪
し
て
い
る
。
第
一
部
会
は
、
問
題
と
さ
れ
た
見
出
し
の
第
一
面
へ
の
掲
載
は
、
配
慮
の
足
り
な
い
、
無
責
任
な
行
為
で
あ
っ

た
と
は
い
え
、
そ
れ
は
憲
法
的
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
有
罪
と
す
る
ほ
ど
の
も
の
と
は
い
え
な
い
と
結
論
付
け
た
。

な
お
、
二
〇
〇
九
年
九
月
二
四
日
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
二
法
廷
第
三
部
会
も
民
衆
扇
動
罪
に
関
連
す
る
憲
法
異
議
に
つ
い
て
決
定
を

下
し
て
い
る

（
61
）

。
こ
の
事
件
で
は
、
同
月
二
七
日
の
連
邦
議
会
選
挙
を
前
に
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
国
境
に
近
い
、
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
・
フ
ォ
ア
ポ

ン
メ
ル
ン
州
の
あ
る
郡
の
当
局
が
、
当
地
の
Ｎ
Ｐ
Ｄ
の
選
挙
ポ
ス
タ
ー
の
掲
示
を
禁
止
し
た
こ
と
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
。
こ
の
ポ
ス

タ
ー
に
は
、「
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
侵
入
を
止
め
ろ
！
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
と
も
に
、
三
羽
の
カ
ラ
ス
が
描
か
れ
、
そ
の
う
ち
一
羽
が

ユ
ー
ロ
紙
幣
を
く
ち
ば
し
で
つ
つ
い
て
い
た
。
Ｎ
Ｐ
Ｄ
は
行
政
裁
判
所
で
こ
の
掲
示
禁
止
を
争
っ
た
が
、
上
級
行
政
裁
判
所
決
定
に
よ
っ

て
、
こ
の
ポ
ス
タ
ー
が
ド
イ
ツ
に
住
む
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
を
中
傷
す
る
こ
と
に
よ
り
、
人
間
の
尊
厳
を
攻
撃
す
る
も
の
で
刑
法
一
三
〇
条
一

項
に
違
反
す
る
と
い
う
理
由
か
ら
掲
示
禁
止
が
維
持
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
Ｎ
Ｐ
Ｄ
は
、
こ
の
決
定
に
よ
る
連
邦
議
会
選
挙
に
お
け
る
意
見

表
明
の
自
由
の
侵
害
を
主
張
し
て
憲
法
異
議
を
申
し
立
て
た
（
基
本
法
五
条
一
項
と
の
結
び
つ
き
に
お
け
る
二
一
条
の
侵
害
）。
第
二
法
廷
第
三

部
会
は
、
投
票
日
の
直
前
に
下
し
た
決
定
に
よ
り
、
上
級
行
政
裁
判
所
決
定
が
意
見
表
明
の
自
由
の
要
請
を
み
た
し
て
い
る
と
し
て

Ｎ
Ｐ
Ｄ
の
申
立
て
を
却
下
し
た
。

4　

ヴ
ン
ジ
ー
デ
ル
決
定

刑
法
一
三
〇
条
に
よ
る
表
現
規
制
と
憲
法
が
保
障
す
る
意
見
表
明
の
自
由
の
関
係
を
検
討
す
る
上
で
重
要
な
も
う
一
つ
の
憲
法
判
例
が
、

（
一
三
五
九
）
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二
〇
〇
九
年
の
ヴ
ン
ジ
ー
デ
ル
決
定

（
62
）

で
あ
る
。
こ
の
事
件
で
は
、
憲
法
異
議
の
申
立
て
に
基
づ
き
、
刑
法
一
三
〇
条
四
項
に
よ
る
ナ
チ
ス

支
配
の
是
認
や
賛
美
の
禁
止
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
。
一
三
〇
条
一
項
と
二
項
に
よ
る
表
現
規
制
の
合
憲
性
そ
の
も
の
が
審
査
の
対
象
で

は
な
か
っ
た
も
の
の
、
一
項
と
二
項
に
よ
る
表
現
規
制
に
つ
い
て
考
え
る
う
え
で
も
、
こ
の
決
定
は
参
考
に
な
る
。

こ
の
事
件
で
は
、
刑
法
一
三
〇
条
四
項
と
結
び
つ
い
た
集
会
法
一
五
条
一
項
に
基
づ
く
集
会
禁
止
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
。
ニ
ュ
ル
ン

ベ
ル
ク
裁
判
で
終
身
刑
と
な
り
、
一
九
八
七
年
八
月
一
七
日
に
シ
ュ
パ
ン
ダ
ウ
刑
務
所
で
死
亡
し
た
ナ
チ
ス
副
総
統
ル
ド
ル
フ
・
ヘ
ス
の

墓
が
あ
っ
た
ヴ
ン
ジ
ー
デ
ル
で
は
、
一
九
八
八
年
か
ら
一
九
九
〇
年
ま
で
毎
年
、
命
日
に
ネ
オ
ナ
チ
が
ヘ
ス
追
悼
集
会
を
開
い
て
い
た
。

当
局
は
、
一
九
九
一
年
か
ら
二
〇
〇
〇
年
ま
で
は
追
悼
集
会
を
禁
止
し
た
が
、
二
〇
〇
一
年
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
決
定

（
63
）

に
よ
り
、
追
悼
集

会
を
開
催
す
る
こ
と
が
再
び
認
め
ら
れ
た
。
た
だ
し
、
前
述
の
と
お
り
、
二
〇
〇
五
年
、
刑
法
改
正
に
よ
り
ナ
チ
ス
支
配
の
是
認
や
賛
美

を
禁
止
す
る
刑
法
一
三
〇
条
四
項
が
新
設
さ
れ
、
当
局
は
集
会
を
禁
止
す
る
法
的
根
拠
を
得
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
状
況
で
、
弁
護
士
で
ネ
オ
ナ
チ
だ
っ
た
ユ
ル
ゲ
ン
・
リ
ー
ガ
ー
（
二
〇
〇
六
年
に
Ｎ
Ｐ
Ｄ
に
入
党
）
は
、
二
〇
〇
五
年
八
月

二
〇
日
、
ヴ
ン
ジ
ー
デ
ル
に
て
屋
外
で
追
悼
集
会
を
開
く
た
め
当
局
に
集
会
開
催
を
届
け
出
た
。
と
こ
ろ
が
、
六
月
二
九
日
付
の
通
知
に

よ
り
、
当
局
は
、
刑
法
一
三
〇
条
四
項
と
結
び
つ
い
た
集
会
法
一
五
条
一
項
に
基
づ
い
て
、
屋
外
・
屋
内
を
問
わ
ず
追
悼
集
会
の
開
催
を

禁
止
し
た
。
リ
ー
ガ
ー
は
、
行
政
裁
判
を
通
じ
て
こ
の
禁
止
を
争
っ
た
が
、
連
邦
行
政
裁
判
所
判
決

（
64
）

も
当
局
の
判
断
を
支
持
し
た
た
め
、

こ
の
判
決
に
よ
る
集
会
の
自
由
や
意
見
表
明
の
自
由
の
侵
害
を
主
張
し
て
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
憲
法
異
議
を
申
し
立
て
た
。
争
点
は
、
刑

法
一
三
〇
条
四
項
の
合
憲
性
と
、
こ
の
事
件
に
お
け
る
同
項
の
解
釈
と
適
用
の
合
憲
性
だ
っ
た
。
な
お
、
ヘ
ス
の
墓
は
二
〇
一
一
年
七
月

に
遺
族
な
ど
の
判
断
に
よ
り
墓
地
か
ら
撤
去
さ
れ
た
。

連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
は
、
二
〇
〇
九
年
一
一
月
四
日
の
決
定

（
65
）

に
よ
っ
て
、
刑
法
一
三
〇
条
四
項
の
合
憲
性
を
認
め
る
と
と
も

（
一
三
六
〇
）



ド
イ
ツ
の
民
衆
扇
動
罪
と
表
現
の
自
由
（
鈴
木
）

四
一
九

に
、
こ
の
事
件
に
お
け
る
集
会
禁
止
と
い
う
当
局
の
判
断
を
支
持
し
た
。

こ
の
決
定
は
、
意
見
表
明
の
自
由
に
関
す
る
近
年
の
憲
法
判
例
の
中
で
も
「
基
本
法
五
条
二
項
に
関
し
て
新
た
な
判
断
を
示
し
て
い
る

点
で
、
特
に
重
要
」
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る

（
66
）

。
な
お
、
憲
法
異
議
で
は
集
会
の
自
由
の
侵
害
も
主
張
さ
れ
た
が
、
連
邦
憲
法
裁
判
所

は
、
こ
れ
ま
で
も
意
見
内
容
に
基
づ
く
集
会
規
制
に
つ
い
て
は
意
見
表
明
の
自
由
に
照
ら
し
て
合
憲
性
を
審
査
し
て
き
た
。

基
本
法
五
条
は
、
一
項
で
意
見
表
明
の
自
由
を
保
障
す
る
と
と
も
に
、
二
項
に
お
い
て
一
般
法
律
に
よ
る
制
約
を
認
め
て
い
る
。
一
般

法
律
に
つ
い
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
リ
ユ
ー
ト
判
決
に
お
い
て
、「
あ
る
法
律
が
一
般
的
で
あ
る
の
は
、
①
そ
れ
が
意
見
そ
れ
自
体

を
禁
止
し
、
意
見
表
明
そ
れ
自
体
に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
②
特
定
の
意
見
を
顧
慮
せ
ず
、
保
護
さ
れ
る
べ
き
法
益
の
保

護
、
③
つ
ま
り
は
意
見
表
明
の
自
由
の
行
使
に
対
し
て
優
位
を
持
つ
共
同
体
の
価
値
の
保
護
に
資
す
る
法
律
で
あ
る
」
と
判
示
し
た

（
67
）

。

刑
法
一
三
〇
条
四
項
の
新
設
に
あ
た
っ
て
は
、
ナ
チ
ス
支
配
の
是
認
や
賛
美
の
禁
止
の
一
般
法
律
該
当
性
を
疑
問
視
す
る
学
説
も
あ
っ

た
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
ヴ
ン
ジ
ー
デ
ル
決
定
に
お
い
て
、
一
般
法
律
該
当
性
を
判
断
す
る
上
で
は
「
意
見
中
立
性
」
が
重
要
で
あ
る

と
し
、
そ
れ
は
全
体
的
考
察
か
ら
判
断
さ
れ
る
と
い
う
考
え
方
を
示
し
た
。
こ
の
決
定
に
よ
れ
ば
、「
こ
こ
で
は
と
り
わ
け
、
あ
る
規
範

が
、
抽
象
的
に
内
容
関
連
的
な
、
様
々
な
行
為
に
対
し
て
開
か
れ
た
基
準
に
限
定
さ
れ
て
い
る
か
、
そ
れ
と
も
、
具
体
的
に
観
点
関
連
的

な
、
と
り
わ
け
例
え
ば
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
関
連
的
な
区
別
に
基
づ
い
て
い
る
か
と
い
う
点
が
焦
点
と
な
る
。
特
別
法
に
あ
た
る
た
め
の
手
が

か
り
は
、
例
え
ば
、
あ
る
規
範
が
、
現
下
の
公
的
な
意
見
対
立
の
具
体
的
な
衝
突
に
対
す
る
回
答
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
場
合
で
あ
り
、

あ
る
い
は
、
個
々
の
、
目
下
の
集
団
の
内
容
上
の
立
場
に
結
び
付
い
て
、
当
該
規
範
が
、
本
質
的
に
、
そ
れ
ら
の
立
場
に
対
し
て
の
み
適

用
さ
れ
う
る
と
い
う
場
合
で
あ
る
。
…
あ
る
規
範
が
、
明
ら
か
に
特
定
の
政
治
的
、
宗
教
的
又
は
世
界
観
的
見
解
の
支
持
者
に
の
み
妥
当

し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
公
的
意
見
の
対
立
に
影
響
を
与
る
よ
う
に
目
的
設
定
さ
れ
て
い
れ
ば
い
る
ほ
ど
、
そ
の
こ
と
は
、
特
別
法
と
な
る

（
一
三
六
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

四
二
〇

た
め
の
ハ
ー
ド
ル
を
越
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
同
様
に
、
あ
る
意
見
制
約
的
な
法
律
が
、
諸
事
件
の
特
定
の
歴
史
的
解
釈
に
結
び
付
い

て
い
る
場
合
や
、
当
該
法
律
が
、
開
か
れ
て
お
ら
ず
、
す
で
に
確
定
さ
れ
た
人
物
の
範
囲
の
法
益
の
保
護
に
限
定
さ
れ
て
い
る
場
合
、
そ

れ
は
特
別
法
の
し
る
し
で
あ
る
。
総
じ
て
い
え
ば
、
意
見
制
約
的
規
範
が
、
政
治
的
か
つ
世
界
観
的
意
見
対
立
に
お
い
て
、
様
々
な
、
具

体
的
な
立
場
に
対
し
て
原
理
的
に
内
容
上
の
距
離
を
保
っ
て
い
る
か
否
か
が
重
要
で
あ
る
」。

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
こ
の
基
準
に
照
ら
し
て
、
刑
法
一
三
〇
条
四
項
を
一
般
法
律
で
は
な
く
特
別
法
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
た
だ
し
、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
は
例
外
的
に
違
憲
と
は
い
え
な
い
と
さ
れ
た
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
そ
の
理
由
を
、
ナ
チ
ス
に
よ
る
不

法
と
恐
怖
へ
の
対
抗
的
な
構
想
と
し
て
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
が
誕
生
し
た
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
基
本
法
の
意
見
表
明
の
自
由
は
、
ナ
チ
ス

支
配
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
的
な
是
認
を
規
制
す
る
こ
と
と
の
関
係
で
は
、
意
見
関
連
的
法
律
と
い
う
意
味
で
の
特
別
法
の
禁
止
に
対
す
る
例

外
を
内
在
し
て
い
る
か
ら
だ
と
説
明
し
た
。

た
だ
し
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
れ
ば
、
意
見
表
明
の
自
由
が
そ
の
よ
う
な
例
外
を
認
め
る
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
例
外
は
、
意
見
表

明
の
自
由
の
実
体
面
で
の
内
容
を
縮
減
し
な
い
。
こ
こ
で
例
外
と
し
て
許
さ
れ
る
規
制
も
、
比
例
原
則
に
適
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

か
つ
、
厳
密
に
外
面
的
な
法
益
保
護
の
た
め
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
そ
れ
を
刑
法
一
三
〇
条
四
項
に
つ

い
て
み
る
と
、
同
項
の
目
的
は
公
共
の
平
穏
を
保
護
す
る
と
い
う
正
当
な
も
の
で
あ
り
、
歴
史
的
な
ナ
チ
ス
支
配
に
関
連
し
て
、
そ
の
是

認
、
賛
美
、
正
当
化
と
い
う
同
項
の
構
成
要
件
も
、
典
型
的
に
政
治
的
論
争
の
平
穏
を
お
び
や
か
す
た
め
に
十
分
な
強
度
を
示
し
て
お
り
、

そ
れ
は
目
的
を
果
た
す
た
め
に
適
合
的
か
つ
必
要
で
、
狭
義
の
比
例
性
も
認
め
ら
れ
る
と
判
断
し
た
。

注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
決
定
に
お
い
て
、
目
的
審
査
の
と
こ
ろ
で
「
公
共
の
平
穏
」
に
つ
い
て
の
限
定
解
釈
を
す
る
こ
と
で
合
憲
性
が

認
め
ら
れ
た
点
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
意
見
表
明
の
自
由
の
侵
害
を
正
当
化
す
る
た
め
に
は
、
公
共
の
平
穏
に
つ
い
て
、
挑
発
的
な

（
一
三
六
二
）



ド
イ
ツ
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の
自
由
（
鈴
木
）

四
二
一

意
見
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
直
面
し
た
市
民
を
主
観
的
な
不
安
か
ら
保
護
す
る
こ
と
や
、
根
本
的
と
認
め
ら
れ
て
い
る
社
会
的
又
は
倫
理
的

な
も
の
の
見
方
を
維
持
す
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
住
民
の
法
意
識
に
お
い
て
人
権
を
確
固
た
る
も
の
に

す
る
と
い
う
目
的
さ
え
も
、
対
抗
す
る
見
解
を
抑
圧
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。「
立
法
者
が
、
そ
れ
を
維
持
す
る
た
め
に
、
世
間
に
影

響
を
与
え
る
意
見
表
明
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
ひ
と
つ
の
正
当
な
目
的
は
、
平
穏
さ
の
保
障
と
し
て
理
解
さ
れ
る
公
共
の
平
穏
で

あ
る
。
こ
こ
で
目
標
と
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
内
容
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
法
益
を
脅
か
す
行
為
を
誘
発
す
る
発
言
、
す
な
わ
ち
攻
撃
や
法
律

違
反
へ
と
移
行
さ
せ
る
よ
う
な
発
言
か
ら
の
保
護
で
あ
る
。
公
共
の
平
穏
の
維
持
は
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
例
え
ば
、
そ
れ
が
向
け
ら

れ
た
人
々
を
そ
の
よ
う
に
行
動
さ
せ
る
気
に
さ
せ
た
り
、
躊
躇
す
る
ハ
ー
ド
ル
を
下
げ
た
り
、
第
三
者
を
直
接
に
怯
え
さ
せ
る
よ
う
な
、

ア
ピ
ー
ル
や
感
情
化
に
よ
る
、
意
見
表
明
の
外
部
的
影
響
と
関
連
し
て
い
る
。
そ
の
場
合
に
も
、
意
見
表
明
の
自
由
へ
の
侵
害
は
、
場
合

に
よ
っ
て
は
、
意
見
表
明
の
内
容
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
公
共
の
平
穏
の
保
護
が
目
指
す
の
は
、
平
穏
な
共
存
の
維
持
で
あ

る
」。
こ
の
決
定
で
は
、
立
法
者
が
、
も
っ
ぱ
ら
か
つ
説
得
的
に
、
公
共
の
平
穏
の
保
護
を
刑
法
一
三
〇
条
四
項
の
拠
り
所
と
し
て
い
る

と
し
て
そ
の
合
憲
性
が
認
め
ら
れ
た
。

一
般
法
律
に
例
外
を
認
め
た
ヴ
ン
ジ
ー
デ
ル
決
定
は
、
学
説
か
ら
、
刑
法
一
三
〇
条
四
項
を
合
憲
と
す
る
と
い
う
「
結
論
あ
り
き
の
議

論
で
は
な
い
か
」
と
批
判
さ
れ
た
。
本
決
定
に
そ
の
よ
う
な
面
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
と
し
て
も
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
こ
の

事
件
を
契
機
と
し
て
、
刑
法
一
三
〇
条
四
項
を
一
度
限
り
の
例
外
と
位
置
づ
け
る
と
と
も
に
、
原
則
と
な
る
一
般
法
律
の
厳
格
化
を
図
っ

た
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
68
）

。

（
一
三
六
三
）
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四
二
二

5　

そ
の
後
の
二
つ
の
部
会
決
定

連
邦
憲
法
裁
判
所
で
は
、
ヴ
ン
ジ
ー
デ
ル
決
定
の
後
も
、
部
会
決
定
に
よ
っ
て
民
衆
扇
動
罪
に
つ
い
て
の
刑
事
裁
判
所
に
よ
る
二
つ
の

有
罪
判
決
が
破
棄
さ
れ
て
い
る
。

二
〇
一
〇
年
二
月
四
日
の
第
一
法
廷
第
一
部
会
決
定

（
69
）

は
、「
外
国
人
送
還
活
動

│
暮
ら
す
価
値
の
あ
る
ド
イ
ツ
の
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク

の
た
め
に
」
と
記
し
た
ポ
ス
タ
ー
を
掲
示
し
た
三
名
を
刑
法
一
三
〇
条
二
項
違
反
で
有
罪
（
罰
金
七
〇
日
、
そ
れ
ぞ
れ
一
日
に
つ
き
八
〇
ユ
ー

ロ
）
と
し
た
判
決
を
破
棄
し
た
。
こ
の
事
件
で
刑
事
裁
判
所
は
、
こ
の
ポ
ス
タ
ー
が
、
外
国
人
の
い
る
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
は
暮
ら
す
に
値

し
な
い
と
こ
ろ
だ
と
訴
え
る
も
の
で
、
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
に
住
む
外
国
人
に
対
す
る
誹
謗
で
あ
り
、
彼
ら
の
人
間
の
尊
厳
に
対
す
る
攻
撃

に
あ
た
り
、
意
見
表
明
の
自
由
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
な
い
と
判
断
し
有
罪
判
決
を
下
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
刑
事
裁
判
所
の
判
決
は
、
連
邦

憲
法
裁
判
所
に
よ
っ
て
、
意
味
理
解
に
お
い
て
も
、
規
範
の
解
釈
に
お
い
て
も
、
意
見
表
明
の
自
由
の
要
請
を
み
た
し
て
い
な
い
と
判
断

さ
れ
た
。
第
一
部
会
決
定
に
よ
れ
ば
、
こ
の
ポ
ス
タ
ー
は
、「
暮
ら
す
価
値
の
あ
る
ド
イ
ツ
の
都
市
」
を
つ
く
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お

り
、
そ
こ
で
は
外
国
人
の
存
在
が
問
題
視
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
外
国
人
を
軽
蔑
す
べ
き
も
の
と
ま
で
は
し
て
い
な
い
。
ポ
ス
タ
ー
に

は
、
外
国
人
敵
対
的
な
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
の
よ
う
な
言
明
は
刑
法
上
の
犯
罪
で
は
な
い
。
刑
事
裁
判
所
が
、
こ
の
ポ
ス

タ
ー
の
言
明
を
、
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
に
住
む
外
国
人
の
人
間
の
尊
厳
対
す
る
攻
撃
に
あ
た
る
と
意
味
理
解
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
根
拠
と

な
る
具
体
的
な
事
情
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
判
決
に
は
そ
れ
が
欠
け
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
他
、
二
〇
一
一
年
一
一
月
九
日
の
第
一
法
廷
第
一
部
会
決
定

（
70
）

は
、
第
二
次
世
界
大
戦
に
対
す
る
ド
イ
ツ
の
戦
争
責
任
を
否
定
し
た

り
、
ナ
チ
ス
に
よ
る
ユ
ダ
ヤ
人
虐
殺
の
存
在
を
否
定
す
る
内
容
の
い
く
つ
か
の
文
書
を
、
飲
食
店
の
店
主
に
手
渡
し
た
男
性
を
、
刑
法

一
三
〇
条
二
項
、
三
項
違
反
で
有
罪
（
罰
金
六
〇
日
、
一
日
に
つ
き
三
五
ユ
ー
ロ
）
と
し
た
刑
事
裁
判
所
の
判
決
を
破
棄
し
た
。
こ
の
事
件
で

（
一
三
六
四
）
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四
二
三

は
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
を
否
定
す
る
文
書
を
店
主
に
渡
し
た
行
為
に
つ
い
て
こ
の
男
性
の
刑
事
責
任
が
争
わ
れ
た
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、

二
項
に
お
け
る
文
書
の
「
頒
布
（V

erbreiten

）」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
、
問
題
の
文
書
が
、
手
渡
し
た
男
性
と
受
け
取
っ
た
店
主
、
す

な
わ
ち
二
人
の
間
で
や
り
取
り
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
の
に
、
刑
事
裁
判
所
が
、
そ
れ
を
頒
布
に
あ
た
る
と
し
た
こ
と
が
、
意
見
表
明
の
自

由
の
意
味
を
正
し
く
理
解
し
て
い
な
い
と
判
断
し
た
。
二
人
の
間
で
文
書
の
や
り
取
り
が
な
さ
れ
た
時
、
そ
の
飲
食
店
に
は
こ
の
男
性
と

店
主
し
か
い
な
か
っ
た
し
、
男
性
が
そ
の
文
書
を
第
三
者
に
も
渡
す
よ
う
依
頼
し
た
と
い
う
事
実
も
な
か
っ
た
。
刑
事
裁
判
所
は
、
二
人

の
間
の
文
書
の
や
り
取
り
に
も
平
穏
を
乱
す
効
果
が
あ
っ
た
と
判
断
し
た
が
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
そ
の
よ
う
な
効
果
を
否
定
し
た
。

五　

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
民
衆
扇
動
罪
が
一
九
六
〇
年
に
刑
法
一
三
〇
条
に
規
定
さ
れ
て
以
来
、
現
行
規
定
に
至
る
ま
で
の
変
遷

を
概
観
し
た
（
最
終
改
正
は
、
二
〇
一
五
年
一
月
二
一
日
）。
そ
の
う
え
で
、
全
七
項
か
ら
な
る
現
行
規
定
の
全
体
像
（
一
項
と
二
項
に
よ
る
一

般
的
な
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
規
制
、
三
項
に
よ
る
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
否
定
の
禁
止
、
四
項
に
よ
る
ナ
チ
ス
支
配
の
賛
美
や
正
当
化
の
禁
止
な
ど
）
を
明
ら
か

に
す
る
と
と
も
に
、
刑
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
表
に
基
づ
き
、
一
九
九
六
年
か
ら
二
〇
一
〇
年
ま
で
の
一
三
〇
条
違
反

事
件
の
発
生
件
数
及
び
二
〇
一
二
年
の
量
刑
の
実
際
を
確
認
し
た
。
さ
ら
に
、『
わ
が
闘
争
』
の
再
出
版
と
の
関
係
で
問
題
と
な
る
刑
法

一
三
〇
条
一
項
と
二
項
に
よ
る
一
般
的
な
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
規
制
に
焦
点
を
あ
て
て
、
表
現
規
制
と
し
て
の
特
徴
を
、
公
共
の
平
穏
と
い

う
保
護
法
益
、
法
定
さ
れ
て
い
る
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
の
攻
撃
対
象
、
禁
止
さ
れ
る
行
為
の
観
点
か
ら
概
説
し
た
。
最
後
に
、
憲
法
判
例
を

手
が
か
り
と
し
て
、
刑
事
裁
判
所
が
民
衆
扇
動
罪
を
具
体
的
事
案
に
適
用
す
る
際
に
要
請
さ
れ
る
、
表
現
の
自
由
へ
の
配
慮
の
あ
り
方
を

（
一
三
六
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

四
二
四

分
析
し
た
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
刑
法
に
よ
る
表
現
規
制
の
解
釈
と
適
用
の
段
階
だ
け
で
な
く
、
裁
判
で
争
わ
れ
て
い
る
具
体
的
な
言

明
の
意
味
理
解
の
段
階
で
も
、
刑
事
裁
判
所
に
表
現
の
自
由
へ
の
配
慮
を
要
請
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
刑
事
裁
判
所
が
民
衆
扇
動
罪
で

有
罪
と
し
た
い
く
つ
か
の
判
決
を
覆
し
た
こ
と
も
あ
る
。
本
稿
で
は
、
表
現
の
自
由
の
要
請
に
つ
い
て
の
重
要
な
憲
法
判
例
と
し
て
、

一
九
九
五
年
の
「
兵
士
は
殺
人
者
だ
」
決
定
と
、
二
〇
〇
九
年
の
ヴ
ン
ジ
ー
デ
ル
決
定
を
詳
し
く
検
討
し
た
ほ
か
、
民
衆
扇
動
罪
に
つ
い

て
の
有
罪
判
決
を
覆
し
た
具
体
例
と
し
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
三
つ
の
部
会
決
定
を
紹
介
し
た
（
二
〇
〇
〇
年
九
月
六
日
の
第
一
法
廷
第

一
部
会
決
定

（
71
）

、
二
〇
一
〇
年
二
月
四
日
の
第
一
法
廷
第
一
部
会
決
定

（
72
）

、
二
〇
一
一
年
一
一
月
九
日
の
第
一
法
廷
第
一
部
会
決
定

（
73
））。

ド
イ
ツ
で
は
、
一
方
で
、
立
法
者
が
、
刑
法
一
三
〇
条
に
よ
る
表
現
規
制
を
絶
え
ず
見
直
し
、
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
規
制
に
取
り
組
ん
で

お
り
、
他
方
で
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
そ
の
規
制
に
よ
る
表
現
の
自
由
の
過
剰
な
制
約
を
回
避
す
る
た
め
の
歯
止
め
と
し
て
の
役
割
を

果
た
し
て
い
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
存
在
を
抜
き
に
し
て
、
民
衆
扇
動
罪
に
よ
る
表
現
規
制
の
効
果
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
、
本
稿
を
閉
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
1
） 

著
作
権
消
滅
後
の
『
わ
が
闘
争
』
再
出
版
に
つ
い
て
、S

ebastian/B
riske, D

ie V
erw

ertung von H
itlers “M

ein K
am

pf”- E
ine 

urheber- und strafrechtliche A
nalyse, A

fP
 2013, 101 ff .; C

lem
ens B

ogedain, “M
ein K

am
pf”, der “M

ythus des 20. Jahrhunderts” 

und die “G
oebbels-T

agebücher”: W
erke früherer N

S
-G

rößen im
 S

pannungsfeld von S
trafrecht, U

rheberrecht und künftiger 

G
em

einfreiheit, Z
U
M

 2015, 205 ff .; T
im

o H
andel,“M

ein K
am

pf”－
G
ilt ein V

erbreitungsverbot auch nach 2015 ?, JR
 2016, 433 

ff . 

（
2
） 

「
ナ
チ
ズ
ム
及
び
軍
国
主
義
か
ら
の
解
放
に
関
す
る
法
律
」
に
基
づ
く
一
九
四
八
年
一
〇
月
一
五
日
の
非
ナ
チ
化
審
査
機
関
（
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
第

一
）
の
決
定
に
よ
る
。V

gl. S
ebastian/B

riske, a.a.O
.

（A
nm

. 1

）, 102.

（
一
三
六
六
）



ド
イ
ツ
の
民
衆
扇
動
罪
と
表
現
の
自
由
（
鈴
木
）

四
二
五

（
3
） L

G
 M

ünchen I, U
rteil v. 8. 3. 3. 2012, A

fP
 2012, 190.

（
4
） O

L
G
 M

ünchen, U
rteil v. 14. 6. 2012, A

fP
 2012, 395.

（
5
） 
そ
れ
以
前
の
議
論
に
つ
い
て
、W

alter S
eitz, D

as W
agnis der F

reiheit, W
eshalb darf D

eutschland H
itlers “M

ein K
am

pf” nicht 

lesen ?, N
JW

 2002, 572 ff .

（
6
） 

ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
は
多
義
的
な
概
念
で
あ
り
、
ま
だ
定
ま
っ
た
定
義
は
な
い
。
定
義
の
困
難
さ
に
つ
い
て
、
小
谷
順
子
「
言
論
規
制
消
極
論
の

意
義
と
課
題
」
金
尚
均
編
『
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
の
法
的
研
究
』（
法
律
文
化
社
、
二
〇
一
四
年
）
九
〇
頁
以
下
参
照
。

（
7
） H

andel, a.a.O
.

（A
nm

. 1

）, 437 ff .

（
8
） S

eiz, a.a.O
.

（A
nm

. 5
）, 437 ff .

（
9
） S

piegel O
nline v. 31. 5. 2016, http://w

w
w
.spiegel.de/kultur/gesellschaft/adolf-hitlers-m

ein-kam
pf-unkom

m
entiert-

staatsanw
aelte-erm

itteln-a-1094377.htm
l

（
最
終
閲
覧
二
〇
一
六
年
一
〇
月
二
〇
日
）.

（
10
） 

民
衆
扇
動
罪
の
概
要
に
つ
い
て
、T

ill F
ohrbeck, W

unsiedel: B
illigung, V

erherrlichung, R
echtfertigung, D

as V
erbot 

nazistischer M
einungen in D

eutschland und U
S
A
, 2015, S

. 56 ff . 

民
衆
扇
動
罪
に
つ
い
て
は
、
楠
木
孝
『
刑
法
解
釈
の
方
法
と
実
践
』（
現

代
人
文
社
、
二
〇
〇
二
年
）
八
六
頁
以
下
、
櫻
庭
総
『
ド
イ
ツ
に
お
け
る
民
衆
扇
動
罪
と
過
去
の
克
服

│
人
種
差
別
表
現
及
び
「
ア
ウ
シ
ュ

ヴ
ィ
ッ
ツ
の
嘘
」
の
刑
事
規
制
』（
福
村
出
版
、
二
〇
一
二
年
）、
同
「
刑
法
に
お
け
る
表
現
の
自
由
の
限
界

│
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
の
明
確
性
と

歴
史
性
と
の
関
係
」
金
尚
均
編
『
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
の
法
的
研
究
』（
法
律
文
化
社
、
二
〇
一
四
年
）
一
一
五
頁
以
下
、
毛
利
透
「
ヘ
イ
ト
ス

ピ
ー
チ
の
法
的
規
制
に
つ
い
て

│
ア
メ
リ
カ
・
ド
イ
ツ
の
比
較
法
的
考
察
」
法
学
論
叢
一
七
六
巻
二
・
三
号
（
二
〇
一
四
年
）
二
一
〇
頁
以
下
が

あ
る
。

（
11
） N
K
-S

tG
B
-O

stendorf §
130 R

n. 2 f., 4. A
ufl . 2013.

ド
イ
ツ
刑
法
の
歴
史
を
概
観
す
る
も
の
と
し
て
、
金
向
均
ほ
か
『
ド
イ
ツ
刑
事
法

入
門
』（
法
律
文
化
社
、
二
〇
一
五
年
）
七
頁
以
下
が
あ
る
。

（
12
） 

へ
ー
ト
ラ
ー
は
、
上
級
審
で
有
罪
と
な
っ
た
。B

G
H
, N

JW
 1952, 1183. 

（
13
） 

櫻
庭
・
前
掲
注（
10
）『
ド
イ
ツ
に
お
け
る
民
衆
扇
動
罪
と
過
去
の
克
服
』
六
四
頁
以
下
参
照
。

（
一
三
六
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

四
二
六

（
14
） 

同
書
六
〇
頁
以
下
参
照
。

（
15
） F

ohrbeck, a.a.O
.

（A
nm

. 10

）, S
. 57.

（
16
） 
一
九
六
〇
年
に
誕
生
し
た
刑
法
一
三
〇
条
の
訳
が
、
櫻
庭
・
前
掲
注（
10
）『
ド
イ
ツ
に
お
け
る
民
衆
扇
動
罪
と
過
去
の
克
服
』
九
一
頁
以
下
に

あ
る
。

（
17
） V

gl. K
arl L

eckner, S
trafgesetzbuch, 9. A

ufl . 1975, S
. 480 f.

楠
木
・
前
掲
注（
10
）一
一
一
頁
以
下
参
照
。

（
18
） D

as sog. V
erbrechensbekäm

pfungsgesetz, B
G
B
l. I 1994, S

. 3186.

（
19
） 

一
九
九
四
年
改
正
に
よ
り
、
一
三
一
条
は
人
間
に
対
す
る
暴
力
を
描
写
す
る
文
書
の
み
を
禁
止
す
る
規
定
と
な
っ
た
。

（
20
） V

gl. F
ohrbeck, a.a.O

.
（A

nm
. 10

）, S
. 58 f. 

櫻
庭
・
前
掲
注（
10
）『
ド
イ
ツ
に
お
け
る
民
衆
扇
動
罪
と
過
去
の
克
服
』
九
六
頁
以
下
、
川

出
敏
裕
「
ド
イ
ツ
犯
罪
対
策
法
（
上
）」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
七
七
号
（
一
九
九
五
）
一
〇
三
頁
以
下
参
照
。

（
21
） G

esetz zur Ä
nderung des V

ersam
m
lungsgesetzes und des S

trafgesetzbuches v. 24. 3. 2005, B
G
B
l. I 2005, S

. 969. 

櫻
庭
・
前

掲
注（
10
）『
ド
イ
ツ
に
お
け
る
民
衆
扇
動
罪
と
過
去
の
克
服
』
一
三
二
頁
以
下
参
照
。

（
22
） F

ohrbeck, a.a.O
.

（A
nm

. 10

）, S
. 60.

（
23
） B

V
erfG

E
 124, 300. 

判
例
評
釈
と
し
て
、
土
屋
武
「
ヴ
ン
ジ
ー
デ
ル
決
定
」
自
治
研
究
九
二
巻
一
号
（
二
〇
一
六
）
一
四
四
頁
以
下
が
あ
る
。

毛
利
・
前
掲
注（
10
）二
二
六
頁
以
下
も
参
照
。
ド
イ
ツ
に
は
た
く
さ
ん
の
判
例
評
釈
が
あ
る
が
本
稿
で
は
、F

ohrbeck, a.a.O
.

（A
nm

. 10

）, S
. 69 

ff .

の
み
を
あ
げ
て
お
く
。

（
24
） G

esetz v. 16. 3. 2011, B
G
B
l. I 2011, S

. 418. 

（
25
） G

esetz v. 21. 1. 2015 B
G
B
l. I 2015, S

. 10.

（
26
） 

こ
の
訳
は
、
毛
利
・
前
掲
注（
10
）二
三
七
頁
に
掲
載
の
「
資
料
」
を
参
考
に
筆
者
が
修
正
・
加
筆
し
た
。

（
27
） B

G
B
l.Ⅰ

 2015, S
. 10. V

gl. B
T
-D

rs. 18/2601.

（
28
） B

ogedain, a.a.O
.

（A
nm

. 1

）, 208; S
ebastian/B

riske, a.a.O
.

（A
nm

. 1
）, 109; S

eitz, a.a.O
.

（A
nm

. 2

）, 573.

（
29
） 

毛
利
・
前
掲
注（
10
）二
二
二
頁
。

（
一
三
六
八
）



ド
イ
ツ
の
民
衆
扇
動
罪
と
表
現
の
自
由
（
鈴
木
）

四
二
七

（
30
） P

eter R
ackow

, S
tG

B
 §

130 R
n. 13 f., in: B

ernd von H
eintschel-H

einegg, S
tG

B
 K

om
m
entar, 2. A

ufl . 2015. 
（
31
） 

近
年
の
判
例
の
概
観
と
し
て
、A

ndreas S
tegbauer, R

echtsprechungsübersicht zu den P
ropaganda- und Ä

ußerungsdelikten, 

N
S
tZ

 2012, 79 ff .; ders., R
echtsprechungsübersicht zu den P

ropaganda- und Ä
ußerungsdelikten, N

S
tZ

 2015, 201 ff .

（
32
） N

K
-S

tG
B
-O

stendorf §
130 R

n. 6. 

（
33
） R

ackow
, a.a.O

.

（A
nm

. 30

）, R
n. 59.

（
34
） 

金
ほ
か
・
前
掲
注（
11
）二
四
一
頁
以
下
の
解
説
に
よ
れ
ば
、
①
刑
罰
の
重
さ
が
五
日
か
ら
三
六
〇
日
ま
で
の
日
数
で
決
定
さ
れ
、
②
個
人
の
支

払
い
能
力
に
応
じ
て
、
一
日
あ
た
り
の
支
払
額
が
算
出
さ
れ
る
。
そ
の
う
え
で
、
原
則
と
し
て
一
括
支
払
い
で
あ
る
が
、
③
そ
れ
が
で
き
な
い
と
判

断
さ
れ
れ
ば
、
支
払
い
の
猶
予
又
は
分
割
払
い
が
認
め
ら
れ
る
。
支
払
い
が
不
可
能
な
者
に
は
代
替
自
由
刑
が
科
さ
れ
る
。

（
35
） F

rankfurter A
llgem

eine Z
eitung v. 3. 5. 2016

（
判
例
集
未
登
載
）.

（
36
） F

rankfurter A
llgem

eine Z
eitung v. 9. 2. 2016.

（
37
） M

iebach/S
chäfer, §

130 R
n. 1 ff ., in: M

ünchner K
om

m
entar zum

 S
trafgesetzbuch, B

d. 2/2 2005.

（
38
） A

.a.O
.

（A
nm

. 37

）, R
n. 16.

（
39
） B

V
erfG

E
 124, 300.

（
40
） 

毛
利
・
前
掲
注（
10
）二
二
九
頁
も
同
旨
。

（
41
） M

iebach/S
chäfer, a.a.O

.

（A
nm

. 37

）, R
n. 3.

（
42
） B

G
B
l.Ⅰ

 2011, S
. 418. V

gl. B
T
-D

rs. 17/3124.

（
43
） 

国
際
刑
法
典
六
条
は
、「
国
民
的
、
人
種
的
、
宗
教
的
ま
た
は
民
族
的
な
集
団
の
、
全
体
ま
た
は
一
部
を
そ
れ
自
体
と
し
て
破
壊
す
る
意
図
を

も
っ
て
、
そ
の
成
員
を
殺
害
し
、
心
身
に
重
い
危
害
を
加
え
、
身
体
的
破
壊
を
も
た
ら
す
生
活
条
件
の
も
と
に
置
き
、
そ
の
集
団
内
で
の
出
生
を
妨

げ
、
ま
た
は
子
ど
も
を
他
の
集
団
に
強
制
的
に
移
す
者
は
、
終
身
の
自
由
刑
に
処
す
る
」
と
定
め
る
。
訳
語
は
、
戸
田
典
子
「
国
際
刑
事
裁
判
所
の

た
め
の
国
内
法
整
備
」
外
国
の
立
法
二
一
五
号
（
二
〇
〇
三
年
）
一
二
一
頁
に
よ
る
。

な
お
、
ド
イ
ツ
で
は
民
族
謀
殺
は
も
と
も
と
一
九
五
四
年
に
刑
法
二
二
〇
ａ
条
に
導
入
さ
れ
た
が
、
現
在
は
国
際
刑
法
典
へ
編
入
さ
れ
、
刑
法
典

（
一
三
六
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

四
二
八

か
ら
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。
櫻
庭
・
前
掲
注（
10
）『
ド
イ
ツ
に
お
け
る
民
衆
扇
動
罪
と
過
去
の
克
服
』
七
四
頁
参
照
。

（
44
） B

T
-D

rs. 17/3124, S
. 10.

（
45
） 
櫻
庭
・
前
掲
注（
10
）『
ド
イ
ツ
に
お
け
る
民
衆
扇
動
罪
と
過
去
の
克
服
』
七
八
頁
、
八
八
頁
以
下
。

（
46
） 
同
書
七
八
頁
。

（
47
） N

K
-S

tG
B
-O

stendorf §
130 R

n. 18.

（
48
） R

ackow
, a.a.O

.

（A
nm

. 30

）, R
n. 21; M

iebach/S
chäfer, a.a.O

.

（A
nm

. 37

）, R
n. 17 f.

（
49
） M

iebach/S
chäfer, a.a.O

.

（A
nm

. 37

）, R
n. 17 f.

（
50
） R

ackow
, a.a.O

.

（A
nm

. 30

）, R
n. 22.

（
51
） 

そ
の
他
の
禁
止
さ
れ
る
行
為
に
つ
い
て
、
櫻
庭
・
前
掲
注（
10
）『
ド
イ
ツ
に
お
け
る
民
衆
扇
動
罪
と
過
去
の
克
服
』
一
四
五
頁
以
下
参
照
。

（
52
） S

chönke/S
chröder/S

ternberg-L
ieben, S

tG
B
 §

130 R
n. 5 b, 29. A

ufl . 2014.

（
53
） 

工
藤
達
朗
＝
畑
尻
剛
『
ド
イ
ツ
の
憲
法
裁
判
〔
第
二
版
〕』（
中
央
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
三
）
三
四
二
頁
以
下
参
照
。

（
54
） F

rankfurter A
llgem

eine Z
eitung v. 9. 2. 2016.

（
55
） B

V
erfG

E
 93, 266. 

こ
の
判
決
に
つ
い
て
、
小
山
剛
「
意
見
表
明
の
自
由
と
集
団
の
名
誉

│
『
兵
士
は
殺
人
者
だ
』
事
件
」
ド
イ
ツ
憲
法

判
例
研
究
会
編
『
ド
イ
ツ
の
憲
法
判
例
Ⅱ
〔
第
二
版
〕』（
信
山
社
、
二
〇
〇
六
年
）
一
六
八
頁
以
下
、
毛
利
透
『
表
現
の
自
由

│
そ
の
公
共
性
と

も
ろ
さ
に
つ
い
て
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
八
）
二
六
九
頁
以
下
、
上
村
都
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
規
制
」
駒
村
圭
吾
＝
鈴
木
秀

美
編
著
『
表
現
の
自
由
Ｉ

│
状
況
へ
』（
尚
学
社
、
二
〇
一
一
）
四
七
六
頁
以
下
参
照
。

（
56
） 

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
第
一
法
廷
と
第
二
法
廷
か
ら
な
り
、
各
法
廷
は
八
名
の
裁
判
官
か
ら
な
る
。
た
だ
し
、
多
数
の
事
件
を
迅
速
に
処
理
す

る
必
要
か
ら
、
憲
法
異
議
の
不
受
理
や
、
先
例
に
照
ら
し
て
憲
法
異
議
に
明
ら
か
な
理
由
が
あ
る
場
合
の
認
容
に
つ
い
て
、
法
廷
で
は
な
く
、
各
法

廷
の
三
名
の
裁
判
官
か
ら
な
る
部
会
に
よ
っ
て
決
定
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
。
各
法
廷
に
三
つ
の
部
会
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
工
藤
＝
畑
尻
・
前
掲

注（
53
）一
二
五
頁
以
下
、
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
編
『
ド
イ
ツ
の
憲
法
判
例
Ⅲ
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
八
）
五
四
〇
頁
参
照
。

（
57
） B

V
erfG

, N
JW

 1994, 2943.

（
一
三
七
〇
）



ド
イ
ツ
の
民
衆
扇
動
罪
と
表
現
の
自
由
（
鈴
木
）

四
二
九

（
58
） B

V
erfG

E
 93, 266.

（
59
） 

詳
し
く
は
、
毛
利
・
前
掲
注（
55
）二
七
三
頁
以
下
参
照
。

（
60
） B

V
erfG

, B
eschluss der 1. K

am
m
er des ersten S

enats v. 6. 9. 2000
-1 B

vR
 1056/95.

（
61
） B

V
erfG

, B
eschluss der 3. K

am
m
er des Z

w
eiten S

enats v. 24. 9. 2009
-2 B

vR
 2179/09.

（
62
） B

V
erfG

E
 124, 300.

（
63
） B

V
erfG

, N
JW

 2001, 2069.

（
64
） B

V
erw

G
E
 131, 216.

（
65
） B

V
erfG

E
 124, 300.

（
66
） 

土
屋
・
前
掲
注（
23
）一
四
七
頁
。

（
67
） B

V
erfG

E
 7, 198 

（209 f.
）.

（
68
） 

土
屋
・
前
掲
注（
23
）一
五
〇
頁
。

（
69
） B

V
erfG

, N
JW

 2010, 2193.

（
70
） B

V
erfG

, N
JW

 2012, 1498.

（
71
） B

V
erfG

, B
eschluss der 1. K

am
m
er des ersten S

enats v. 6. 9. 2000
-1 B

vR
 1056/95.

（
72
） B

V
erfG

, N
JW

 2010, 2193.

（
73
） B

V
erfG

, N
JW

 2012, 1498.

（
一
三
七
一
）





日
本
国
憲
法
に
お
け
る
権
限
分
配
上
の
関
係
と
組
織
上
の
関
係
（
時
本
）

四
三
一

日
本
国
憲
法
に
お
け
る
権
限
分
配
上
の
関
係
と
組
織
上
の
関
係

時　
　

本　
　

義　
　

昭

は
じ
め
に

第
一
節　

限
定
的
執
政
説

　

一　

執
政
説
と
「
国
務
を
総
理
す
る
こ
と
」

　

二　

scheinbar 

な
執
政

第
二
節　

法
律
執
行
説
と
国
民
内
閣
制
論

　

一　

権
力
分
立
論

　

二　

組
織
上
の
関
係
と
国
民
内
閣
制
論

お
わ
り
に

論　

説

（
一
三
七
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

四
三
二

は
じ
め
に

日
本
国
憲
法
六
五
条
の
行
政
権
に
関
す
る
控
除
説
は
か
つ
て
盤
石
と
思
わ
れ
て
い
た
が
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
執
政
説
と
法
律
執
行

説
（
1
）

と
の
台
頭
に
伴
っ
て
批
判
に
曝
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
批
判
の
一
部
は
以
前
か
ら
く
す
ぶ
っ
て
い
た
も
の
が
表
面
化
し
た

結
果
で
あ
る
と
い
え
な
く
も
な
い
が
、
控
除
説
が
凋
落
し
つ
つ
あ
る
根
本
的
な
原
因
は
、
控
除
説
に
よ
っ
て
同
条
の
行
政
権
の
中
に
温
存

さ
れ
て
き
た
戦
前
以
来
の
「
行
政
各
部
中
心
の
行
政
シ
ス
テ
ム
・
官
僚
シ
ス
テ
ム
」
あ
る
い
は
「
行
政
各
部
中
心
の
行
政
（
体
制
）
観
、

行
政
事
務
の
各
省
庁
に
よ
る
分
担
管
理
原
則
（
2
）

」
で
は
、
一
方
で
戦
後
復
興
を
果
た
し
一
定
の
物
質
的
豊
か
さ
を
実
現
し
た
国
内
社
会
に
、

他
方
で
冷
戦
構
造
が
崩
壊
し
た
国
際
社
会
に
、
対
応
で
き
な
い
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
、
と
り
わ
け
、
二
〇
〇
一
年
の

中
央
省
庁
再
編
に
お
い
て
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
た
佐
藤
幸
治
を
、
わ
が
国
は
再
び
戦
前
の
割
拠
主
義
に
よ
る
自
滅
（
3
）

に
陥
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
危
機
感
が
衝
き
動
か
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
や
や
精
密
な
言
い
方
を
す
れ
ば
官
僚
機

構
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
き
た
行
政
「
独
自
の
公
益
判
断
権
（
4
）

」
を
、
執
政
説
は
同
条
の
行
政
権
の
中
で
政
治
の
領
域
に
位
置
づ
け
直
す
、
あ

る
い
は
可
視
化
す
る
。
そ
の
意
味
で
執
政
説
と
控
除
説
の
相
違
は
相
対
的
で
あ
る
と
い
え
る
が
、
両
説
の
こ
の
よ
う
な
関
係
は
、「
公
益

判
断
権
」
を
「
高
度
の
統
治
作
用
（
5
）

」
と
言
い
換
え
た
場
合
、
変
容
す
る
可
能
性
を
孕
ん
で
い
る
。
で
は
、
法
律
執
行
説
は
同
条
か
ら
排
除

さ
れ
た
「
公
益
判
断
権
」
あ
る
い
は
「
高
度
の
統
治
作
用
」
を
ど
こ
に
位
置
づ
け
る
の
か
と
い
え
ば
、
毛
利
透
は
法
律
の
執
行
に
伴
う

「
政
治
性
を
有
す
る
裁
量
（
6
）

」
の
中
に
、
高
橋
和
之
は
権
力
分
立
に
お
け
る
抑
制
と
均
衡
を
と
お
し
た
正
し
い
法
の
制
定
と
い
う
側
面
に
（
7
）

、

あ
る
い
は
議
会
と
執
行
府
が
民
意
へ
の
接
近
を
競
い
合
う
と
い
う
側
面
に
（
8
）

位
置
づ
け
る
。

も
ち
ろ
ん
、
執
政
説
と
法
律
執
行
説
に
対
し
て
は
批
判
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
相
互
の
批
判
（
9
）

で
は
な
く
協
働
執
政
理
論
に
よ
る
批
判
を

（
一
三
七
四
）



日
本
国
憲
法
に
お
け
る
権
限
分
配
上
の
関
係
と
組
織
上
の
関
係
（
時
本
）

四
三
三

取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
協
働
執
政
理
論
と
は
、
簡
単
に
い
え
ば
、
議
会
と
執
行
府
が
執
政
説
の
い
う
「
高
度
の
統
治
作
用
」
を
共

有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
両
者
の
相
互
抑
制
を
通
し
て
、
最
適
な
国
務
の
遂
行
を
実
現
（
10
）

」
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
西
村
良
太
は
こ

の
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
協
働
執
政
理
論
を
展
開
す
る
に
際
し
て
、
執
政
説
に
対
し
て
は
、「『
法
律
に
よ
る
行
政
』
か
ら
漏
出
す
る
『
政

治
』
の
領
域
を
﹇
執
政
権
と
し
て
﹈
正
当
に
も
析
出
し
な
が
ら
」、「『
執
政
権
』
が
ど
こ
ま
で
も
『
内
閣
の
』
権
限
と
し
て
主
題
化
さ
れ

て
き
た
（
11
）

」
結
果
、
議
会
と
執
行
府
の
相
互
抑
制
（
＝
協
働
）
関
係
が
軽
視
さ
れ
て
き
た
と
批
判
す
る
。
確
か
に
、
戦
後
の
憲
法
学
界
が
国

会
と
内
閣
の
権
限
分
配
上
の
関
係
に
お
け
る
（
＝
立
法
に
複
数
の
機
関
を
関
与
さ
せ
る
こ
と
に
よ
る
）
相
互
抑
制
（
＝
協
働
）
関
係
に
あ
ま
り
注

目
し
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
、
し
か
し
、
執
政
説
が
執
政
権
を
日
本
国
憲
法
六
五
条
の
行
政
権
に
独
占
さ
せ
て

い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
執
政
説
は
同
条
の
行
政
権
の
中
に
法
律
の
執
行
と
は
異
質
な
政
治
的
要
素
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る

に
と
ど
ま
り
、
そ
れ
を
同
条
の
行
政
権
に
、
さ
ら
に
は
内
閣
に
独
占
さ
せ
る
こ
と
ま
で
は
主
張
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
（
12
）

。
ま
た
、
高

橋
和
之
の
権
力
分
立
論
に
対
し
て
は
、「
問
題
意
識
を
共
有
し
て
い
る
（
13
）

」
と
し
て
親
近
感
を
示
し
つ
つ
、「
執
政
作
用
を
『
政
治
の
領
域
』

と
割
り
切
り
、『
法
の
領
域
』
に
お
け
る
考
察
対
象
か
ら
あ
ら
か
じ
め
除
外
す
る
（
14
）

」
と
批
判
す
る
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
え
ば
、

執
政
権
を
法
の
忠
実
な
執
行
と
い
う
「
法
の
領
域
」
か
ら
切
り
離
し
、
そ
の
結
果
、
法
を
執
行
す
る
機
関
で
あ
る
内
閣
か
ら
切
り
離
し
、

そ
の
意
味
で
内
閣
に
独
占
さ
せ
な
い
が
、
切
り
離
さ
れ
た
執
政
権
は
、
権
力
分
立
に
お
け
る
「
法
の
領
域
」
に
お
い
て
だ
け
で
は
な
く
、

「
政
治
の
領
域
」
＝
正
し
い
法
の
制
定
と
い
う
側
面
に
お
い
て
も
、
積
極
的
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、

権
力
分
立
に
は
こ
れ
ら
権
限
分
配
上
の
関
係
に
加
え
て
も
う
一
つ
の
側
面
、
す
な
わ
ち
組
織
上
の
関
係
が
あ
る
の
で
あ
り
、
後
者
に
よ
っ

て
、
す
で
に
述
べ
た
議
会
と
執
行
府
が
民
意
へ
の
接
近
を
競
い
合
う
と
い
う
側
面
が
法
的
に
支
え
ら
れ
、
国
民
内
閣
制
が
実
現
さ
れ
る
。

国
民
内
閣
制
は
機
能
的
（
＝
事
実
上
の
）
概
念
で
あ
る
が
、
こ
の
概
念
を
法
的
に
支
え
て
い
る
組
織
上
の
関
係
は
「
均
衡
型
の
一
元
型
議

（
一
三
七
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

四
三
四

院
﹇
内
閣
﹈
制
（
15
）

」
な
の
で
あ
る
。

で
は
、
高
橋
和
之
の
「『
政
治
の
領
域
』
と
『
法
の
領
域
』
と
を
切
断
す
る
理
論
枠
組
（
16
）

」
に
つ
い
て
は
い
か
に
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う

か
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
政
治
の
領
域
」
は
正
し
い
法
の
制
定
と
、「
法
の
領
域
」
は
法
の
忠
実
な
執
行
と
、
そ
れ
ぞ
れ
言
い
換
え

ら
れ
る
。
こ
の
両
者
は
権
力
分
立
を
構
成
し
、
本
稿
で
い
う
と
こ
ろ
の
権
限
分
配
上
の
関
係
で
あ
る
。
問
題
は
「
法
の
領
域
」
と
組
織
上

の
関
係
と
が
一
致
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者
に
お
い
て
は
、「
法
制
定
、
法
執
行
、
法
裁
定
と
い
う
機
能
（
作
用
）
を
制

度
上
ど
の
よ
う
に
区
別
し
、
そ
れ
ぞ
れ
を
い
か
な
る
機
関
に
担
わ
せ
る
か
が
問
題
と
な
（
17
）

」
り
、「
法
執
行
」
機
関
は
「
法
制
定
」
機
関
に

従
属
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
後
者
に
お
い
て
は
、
議
会
と
執
行
府
は
均
衡
関
係
に
あ
る
。
要
す
る
に
、
前
者
は
縦
の
関
係
、
後
者
は
横

の
関
係
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
18
）

が
、
こ
の
点
と
の
関
係
で
注
目
す
べ
き
は
、「
カ
レ
・
ド
・
マ
ル
ベ
ー
ル
は
高
橋
の
﹇
権
力
分
立
の
﹈『
国
民

主
権
モ
デ
ル
』
の
原
型
で
あ
る E

tat legal
の
提
唱
者
で
あ
っ
た
（
19
）

」
と
い
う
毛
利
透
の
指
摘
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
カ
レ
・
ド
・
マ
ル

ベ
ー
ル
の
合
法
国
家
論
に
お
い
て
は
、
組
織
上
の
関
係
と
「
法
の
領
域
」
と
は
、
前
者
が
後
者
を
支
配
す
る
結
果
と
し
て
、
あ
る
い
は
後

者
は
前
者
の
反
映
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
致
す
る
（
20
）

か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
高
橋
の
国
民
内
閣
制
論
を
含
め
た

権
力
分
立
論
と
カ
レ
・
ド
・
マ
ル
ベ
ー
ル
の
合
法
国
家
論
と
を
こ
の
よ
う
な
形
で
、
つ
ま
り
同
じ
土
俵
で
比
較
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
さ

ま
ざ
ま
な
批
判
が
予
測
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
の
批
判
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
本
稿
で
問
題
提
起
し
た
い
の
は
、

理
論
モ
デ
ル
と
し
て
で
は
な
く
実
定
憲
法
の
解
釈
に
お
い
て
、
組
織
上
の
関
係
と
「
法
の
領
域
」
と
を
「
切
断
す
る
」
こ
と
が
で
き
る
の

か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
際
、
い
わ
ば
両
者
の
中
間
に
位
置
す
る
「
政
治
の
領
域
」
と
組
織
上
の
関
係
と
の
関
係
が
重
要
に
な
る
で

あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
高
橋
和
之
の
組
織
上
の
関
係
と
そ
の
機
能
論
で
あ
る
国
民
内
閣
制
論
と
は
、「
内
閣
は
憲
法
七
条
に
基
づ
き
無
制
約
の
解

（
一
三
七
六
）



日
本
国
憲
法
に
お
け
る
権
限
分
配
上
の
関
係
と
組
織
上
の
関
係
（
時
本
）

四
三
五

散
権
を
有
す
る
と
い
う
」
日
本
国
憲
法
の
解
釈
と
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
「
運
用
上
は
、
均
衡
型
の
一
元
型
議
院
﹇
内
閣
﹈
制
が
行
わ
れ

て
い
る
と
」
い
う
こ
と
と
を
前
提
と
し
て
い
る
（
21
）

。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
憲
法
解
釈
と
憲
法
運
用
と
の
下
で
、
民
意
の
実
現
を
名
目
に
習

律
上
の
制
約
か
ら
「
解
散
制
度
を
解
き
放
と
う
と
す
る
の
が
、
い
わ
ゆ
る
国
民
内
閣
制
論
の
含
意
で
も
あ
ろ
う
（
22
）

」
と
い
わ
れ
る
。
と
こ
ろ

が
一
方
で
、
こ
の
よ
う
な
憲
法
解
釈
は
一
つ
の
可
能
な
解
釈
に
と
ど
ま
り
、
し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
憲
法
解
釈
に
よ
っ
て
「
均
衡
型
の
一

元
型
議
院
﹇
内
閣
﹈
制
」
と
い
う
運
用
が
説
明
し
尽
く
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
（
と
り
わ
け
、
そ
の
前
提
で
あ
る
解
散
権
の
帰
属
主
体
に
つ
い

て
）。
現
に
、
日
本
国
憲
法
施
行
後
の
初
め
て
の
解
散
（
一
九
四
八
年
一
二
月
二
三
日
）
に
お
い
て
は
、
六
九
条
所
定
の
手
続
に
従
っ
て
、
つ

ま
り
内
閣
不
信
任
決
議
案
の
可
決
を
ま
っ
て
解
散
が
行
わ
れ
た
。
他
方
で
、
わ
が
国
が
戦
前
以
来
、
議
院
内
閣
制
も
含
め
た
議
会
制
度
の

モ
デ
ル
と
し
て
き
た
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
、
二
〇
一
一
年
議
会
任
期
固
定
法
に
よ
っ
て
、
形
式
的
に
は
君
主
の
、
実
質
的
に
は
内
閣
総
理

大
臣
の
庶
民
院
解
散
権
が
廃
止
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
現
在
の
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
任
期
満
了
以
前
の
総
選
挙
は
、
庶
民
院
が
、
総
議
席
の
三

分
の
二
以
上
の
賛
成
で
総
選
挙
を
実
施
す
る
動
議
を
可
決
し
た
場
合
と
、
過
半
数
の
賛
成
で
内
閣
不
信
任
動
議
を
可
決
し
た
後
一
四
日
以

内
に
新
た
な
内
閣
に
対
す
る
信
任
動
議
を
可
決
し
な
い
場
合
と
に
限
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
23
）

。
こ
れ
は
、
解
散
権
論
争
で
い
え
ば
、
自
律
的

解
散
説
と
六
九
条
限
定
説
を
合
わ
せ
た
も
の
に
近
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
と
な
る
と
、
日
本
国
憲
法
が
制
定
さ
れ
て
七
〇
年
が
経
過
し

た
今
、
現
在
の
よ
う
な
解
散
制
度
の
運
用
が
確
立
さ
れ
る
以
前
の
と
い
う
意
味
で
憲
法
の
政
治
部
門
の
原
型
（
24
）

を
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
は

意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
た
だ
し
、
そ
の
よ
う
な
作
業
を
と
お
し
て
、
本
稿
は
「
新
た
な
理
論
を
提
唱
し
、
あ
る
い
は
、
ま
っ
た
く

視
点
・
切
り
口
を
異
に
す
る
独
創
的
な
理
論
を
提
唱
し
（
25
）

」
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
既
存
の
理
論
や
枠
組
み
の

再
検
討
を
と
お
し
て
、
日
本
国
憲
法
に
お
け
る
国
会
と
内
閣
の
関
係
に
つ
い
て
一
定
の
視
点
か
ら
考
察
し
よ
う
と
す
る
に
と
ど
ま
る
。
そ

の
意
味
で
、
本
稿
は
さ
さ
や
か
な
試
み
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
際
、「
権
力
分
立
に
お
け
る
『
権
力
』
は
、
国
家
作
用
の
区
別
に
着
目
し
て

（
一
三
七
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

四
三
六

使
う
場
合
と
、
機
関
…
…
に
着
目
し
て
使
う
場
合
が
あ
り
、
混
乱
を
避
け
る
た
め
に
、
両
者
を
明
確
に
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
（
26
）

」。
つ
ま

り
、
フ
ラ
ン
ス
的
に
い
え
ば
、
権
力
分
立
論
で
い
う
と
こ
ろ
の pouvoir 

に
は fonction 

の
意
味
と orgene 

の
意
味
と
が
あ
り
（
27
）

、
緻
密

な
議
論
を
展
開
す
る
に
は
両
者
を
意
識
的
に
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
行
政
権
に
つ
い
て
い
え
ば
、
実
質
的
意
味
の
行
政

権
と
形
式
的
意
味
の
行
政
権
と
使
い
分
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
区
別
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

以
下
で
示
す
よ
う
に
、
意
外
に
も
、
強
調
し
て
も
強
調
し
す
ぎ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

第
一
節　

限
定
的
執
政
説

一　

執
政
説
と
「
国
務
を
総
理
す
る
こ
と
」

一
口
に
執
政
説
と
い
っ
て
も
そ
の
内
容
は
論
者
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
本
稿
は
日
本
国
憲
法
六
五
条
の
行
政
権
か
ら
法
律
の
執
行
を
排

除
す
る
、
そ
の
結
果
と
し
て
同
条
の
行
政
権
を
執
政
に
限
定
す
る
執
政
説
（
28
）

は
対
象
と
し
な
い
。
と
い
う
の
は
、
権
力
分
立
の
下
に
お
け
る

権
限
分
配
規
定
で
あ
る
同
条
の
行
政
権
に
は
法
律
を
執
行
す
る
権
限
は
含
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、

問
題
は
法
律
の
執
行
プ
ラ
ス
・
ア
ル
フ
ァ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
で
、
執
政
説
の
中
心
と
し
て
佐
藤
説
を
中
心
に
据
え
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。

佐
藤
説
の
目
的
は
国
会
と
の
関
係
で
内
閣
を
強
化
す
る
こ
と
と
い
う
よ
り
も
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
な
「
行
政
各
部
中
心
の
行
政
シ
ス

テ
ム
」
あ
る
い
は
「
行
政
事
務
の
各
省
庁
に
よ
る
分
担
管
理
原
則
」
を
克
服
す
べ
く
、
全
体
と
し
て
の
行
政
の
中
で
内
閣
を
、
さ
ら
に
内

閣
に
お
け
る
内
閣
総
理
大
臣
を
、
そ
れ
ぞ
れ
強
化
す
る
こ
と
で
あ
る
（
29
）

。
そ
の
た
め
に
は
、「
行
政
権
に
内
在
す
る
と
解
さ
れ
る
政
治
・
統

治
の
作
用
に
つ
い
て
明
確
な
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
」
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
日
本
国
「
憲
法
六
五
条
に
い
う
『
行
政
権
…
…
』
に
は
、
国
法

（
一
三
七
八
）



日
本
国
憲
法
に
お
け
る
権
限
分
配
上
の
関
係
と
組
織
上
の
関
係
（
時
本
）

四
三
七

（
法
律
）
を
執
行
す
る
作
用
と
政
治
・
統
治
の
作
用
の
両
者
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
正
面
か
ら
認
め
る
べ
き
で
あ
る
（
30
）

」。
し
た
が
っ
て
、

こ
こ
で
い
う
行
政
権
は
権
限
分
配
規
定
で
あ
る
同
条
に
お
け
る
実
質
的
意
味
の
行
政
権
で
あ
り
（
31
）

、
実
質
的
意
味
の
行
政
権
に
は
「
政

治
・
統
治
の
作
用
」
が
「
内
在
」
し
、
こ
の
こ
と
は
七
三
条
一
号
に
お
い
て
「
国
務
を
総
理
す
る
こ
と
」
と
い
う
形
で
示
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
同
憲
法
の
制
定
過
程
や
ド
イ
ツ
の
基
本
法
に
お
け
る
執
行
権
概
念
に
よ
っ
て
補
強
さ
れ
て
い
る
（
32
）

が
、
問
題
は
こ
の

よ
う
な
解
釈
に
よ
っ
て
所
期
の
目
的
を
十
全
に
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
で
あ
る
。
実
は
こ
の
点
で
重
要
な
の
が
、
執
政
説
に

と
っ
て
は
否
定
さ
れ
た
は
ず
の
控
除
説
（
33
）

と
の
関
係
で
あ
る
。

日
本
国
憲
法
六
五
条
の
行
政
権
に
関
す
る
控
除
説
は
憲
法
学
界
が
行
政
法
学
か
ら
継
受
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
行
政
法
学
に
お
い
て
は
、

同
条
の
行
政
権
を
積
極
的
に
定
義
し
よ
う
と
消
極
的
に
定
義
し
よ
う
と
、
控
除
の
対
象
は
国
家
の
対
人
的
作
用
に
限
定
さ
れ
、
そ
こ
に
は

初
め
か
ら
統
治
や
執
政
と
い
っ
た
要
素
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
点
に
関
す
る
批
判
的
検
討
を
欠
い
た
継
受
の
た
め
、
漠

然
と
国
家
作
用
か
ら
立
法
作
用
と
司
法
作
用
を
控
除
し
た
結
果
で
あ
る
同
条
の
行
政
権
に
は
法
律
の
執
行
に
加
え
て
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が

混
在
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
雑
居
性
は
同
条
の
行
政
権
の
積
極
的
定
義
を
一
層
困
難
に
す
る
と
い
う
悪
循
環
を
も
た
ら
す
（
34
）

と

と
も
に
、
解
散
権
論
争
に
お
い
て
六
五
条
説
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
六
五
条
説
が
主
張
さ
れ
る
に
は
そ
れ
な
り
の
背
景

が
存
在
し
た
。
す
な
わ
ち
、
六
五
条
説
は
同
憲
法
の
下
に
お
け
る
第
一
回
解
散
の
翌
年
に
入
江
俊
郎
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
（
35
）

が
、
一
方
で

入
江
は
法
制
局
長
官
や
貴
族
院
議
員
と
し
て
同
憲
法
の
制
定
に
深
く
関
与
し
、
他
方
で
金
森
徳
次
郎
国
務
大
臣
は
第
九
〇
回
帝
国
議
会
の

衆
議
院
帝
国
憲
法
改
正
案
委
員
会
に
お
い
て
解
散
権
の
帰
属
主
体
に
つ
い
て
控
除
説
を
前
提
と
し
た
六
五
条
説
を
主
張
し
て
い
た
の
で
あ

る
（
36
）

。
そ
れ
に
対
し
て
、
解
散
権
論
争
に
六
九
条
限
定
説
を
も
っ
て
参
戦
し
た
小
嶋
和
司
は
、「
内
閣
は
﹇
同
条
の
﹈
行
政
権
を
も
つ
が
ゆ

え
に
解
散
権
を
も
つ
と
」
は
い
え
な
い
（
37
）

と
し
て
暗
に
六
五
条
説
を
批
判
し
（
38
）

、
こ
の
批
判
は
控
除
の
対
象
を
「
国
家
の
対
国
民
的
作
用
」
に

（
一
三
七
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

四
三
八

限
定
す
る
（
39
）

い
わ
ゆ
る
「
限
定
的
控
除
説
（
40
）

」
へ
と
発
展
す
る
。「
限
定
的
控
除
説
」
が
解
散
権
論
争
に
由
来
す
る
と
い
う
こ
と
は
後
ほ
ど
述

べ
る
よ
う
に
重
要
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
控
除
説
を
本
来
の
姿
に
戻
し
て
、
国
法
の
執
行
と
し
て
の
同
条
の
行
政
権
の
定
義
と

単
純
な
控
除
説
（
41
）

に
よ
っ
て
同
条
の
行
政
権
に
国
法
の
執
行
に
加
え
て
形
式
的
意
味
の
行
政
権
（
七
三
条
の
一
部
・
三
条
・
六
条
二
項
・
五
三

条
・
五
四
条
二
項
・
七
九
条
一
項
・
八
〇
条
一
項
な
ど
）
も
含
ま
れ
て
し
ま
う
こ
と
と
の
「
矛
盾
撞
着
（
42
）

」
に
対
し
て
帳
尻
合
わ
せ
を
行
っ
た
わ

け
で
あ
る
。
と
な
る
と
、
小
嶋
説
に
お
い
て
は
、「
国
家
の
対
国
民
作
用
」
か
ら
「
形
式
的
（
43
）

」
意
味
の
立
法
作
用
と
司
法
作
用
と
を
控
除

し
た
後
に
残
る
も
の
は
国
法
の
執
行
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
44
）

が
、
こ
こ
で
国
法
の
執
行
と
は
「
横
断
的
」「
階
層
的
」
権
力
分
立
（
45
）

を
前
提
と

し
た
上
位
規
範
の
執
行
で
あ
り
、
権
力
分
立
論
に
お
い
て
小
嶋
と
「
よ
く
似
て
い
る
（
46
）

」
と
い
わ
れ
る
高
橋
和
之
に
よ
れ
ば
、「
一
般
的
・

抽
象
的
法
規
範
の
個
別
・
具
体
的
事
例
へ
の
適
用
・
実
施
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
上
位
規
範
か
ら
下
位
規
範
へ
と
向
か
う
法
の
実
現
過

程
に
お
け
る
上
位
規
範
の
執
行
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
上
位
規
範
の
執
行
と
し
て
の
法
制
定

・

・

・

も
、
こ
れ
に
含
ま
れ
る
（
47
）

」。

そ
し
て
、
佐
藤
幸
治
は
以
上
の
よ
う
な
「
限
定
的
控
除
説
」
と
執
行
概
念
と
を
受
け
入
れ
た
う
え
で
、
あ
え
て
六
五
条
の
行
政
権
に
国
務

の
総
理
を
含
め
る
の
で
あ
る
（
48
）

。
こ
こ
で
は
、
そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
否
か
は
問
う
こ
と
な
く
、
こ
の
よ
う
な
意
味

に
お
け
る
執
政
説
を
限
定
的
執
政
説
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
と
こ
ろ
で
、
執
行
概
念
に
含
ま
れ
る
「
法
制
定

・

・

・

」
は
「
重
大
な
、
と
き
に

は
極
め
て
大
き
な
政
治
的
意
味
を
も
ち
う
る
（
49
）

」
が
、
佐
藤
は
こ
の
点
を
重
視
し
な
い
（
50
）

。
で
は
、
限
定
的
執
政
説
に
お
け
る
同
条
の
行
政
権

の
中
に
含
ま
れ
る
国
務
の
総
理
に
よ
っ
て
内
閣
に
よ
る
「
高
度
の
統
治
作
用
」
が
可
能
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

佐
藤
の
所
期
の
目
的
が
全
体
と
し
て
の
行
政
の
内
部
に
お
け
る
内
閣
（
総
理
大
臣
）
の
主
導
権
の
確
立
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
国
務

の
総
理
は
「
国
家
の
対
国
民
作
用
」
へ
の
限
定
を
前
提
と
す
る
同
条
の
行
政
権
に
取
り
込
む
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
七
三
条
一
号
を
と
お
し

て
形
式
的
意
味
の
行
政
権
と
し
て
内
閣
に
帰
属
さ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
か
（
51
）

。
単
純
な
控
除
説
の
結
果
六
五
条
の
中
に
含
ま
れ
て
い
た
統

（
一
三
八
〇
）



日
本
国
憲
法
に
お
け
る
権
限
分
配
上
の
関
係
と
組
織
上
の
関
係
（
時
本
）

四
三
九

治
・
執
政
の
要
素
を
く
く
り
出
し
て
「
国
務
を
総
理
す
る
こ
と
」
の
中
に
含
め
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
国
務
の
総
理
は
「
国
家

の
対
国
民
作
用
」
へ
の
限
定
を
免
れ
、
十
全
な
統
治
作
用
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
要
す
る
に
、
佐
藤
説
は
結
果
と

し
て
不
徹
底
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
日
本
国
憲
法
六
五
条
の
行
政
権
に
取
り
込
む
こ
と
な
く
七
三
条
一
号
の
「
国
務
を
総
理
す
る
こ
と
」
に
統
治
や
執
政
と

い
っ
た
要
素
を
読
み
込
む
こ
と
は
す
で
に
示
唆
し
た
よ
う
に
解
散
権
論
争
と
の
関
係
で
重
大
な
帰
結
を
も
た
ら
す
。
す
な
わ
ち
、「
国
務

を
総
理
す
る
こ
と
」
に
衆
議
院
を
解
散
す
る
権
限
を
含
め
れ
ば
、
六
五
条
の
行
政
権
に
対
す
る
限
定
と
は
関
係
な
く
解
散
権
を
内
閣
に
帰

属
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
（
52
）

。
こ
の
、
い
わ
ば
七
三
条
説
の
難
点
は
、
七
三
条
一
号
に
お
い
て
「
国
務
を
総
理
す
る
こ
と
」
は
法

律
の
執
行
に
続
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
国
務
と
は
法
律
の
執
行
と
何
ら
の
関
係
が
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
と
無
関
係
な
衆

議
院
の
解
散
を
そ
こ
に
含
め
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
53
）

。
こ
の
点
と
関
連
し
て
、
実
は
、
佐
藤
幸
治

が
国
務
の
総
理
を
語
る
と
き
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
法
律
の
執
行
と
の
関
係
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
国
務
の
総

理
が
「
高
度
の
統
治
作
用
」
と
い
え
る
か
は
疑
問
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
と
な
る
と
、
法
律
の
執
行
に
伴
う
裁
量
以
外
の
国
務

の
総
理
や
執
政
と
は
具
体
的
に
は
何
か
が
問
題
と
な
る
。

二　

scheinbar 

な
執
政

毛
利
透
は
、「
執
政
権
と
は
輪
郭
の
あ
い
ま
い
な
概
念
で
あ
り
、
国
家
作
用
と
し
て
そ
れ
を
他
か
ら
区
別
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
﹇
る

こ
と
か
ら
、﹈
内
閣
が
有
す
る
主
た
る
権
限
と
し
て
そ
れ
を
挙
げ
る
こ
と
」
は
、
内
閣
に
「
憲
法
が
明
示
的
に
認
め
て
い
な
い
権
限
を
容

認
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
」
虞
れ
が
あ
る
と
し
て
、
執
政
説
に
疑
念
を
呈
し
て
い
る
（
54
）

。
そ
も
そ
も
、
執
政
に
は
、
日
本
国
憲
法
が
六
五
条

（
一
三
八
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

四
四
〇

以
外
で
内
閣
に
付
与
し
た
権
限
に
還
元
で
き
な
い
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
の
か
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
具
体
的
に
そ
れ
は
何
か
。

逆
に
そ
う
で
は
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
執
政
と
い
う
概
念
を
用
い
る
必
要
は
な
く
な
り
、
同
条
以
外
の
内
閣
の
権
限
に
関
す
る
諸
規
定
の

解
釈
に
よ
っ
て
対
応
可
能
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
疑
問
に
答
え
る
否
定
的
な
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
の
が
協
働
執
政
理
論

で
あ
る
。

協
働
執
政
理
論
と
は
、
す
で
に
簡
単
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
議
会
と
執
行
府
が
執
政
作
用
の
共
有
を
と
お
し
て
抑
制
と
均
衡
の
関
係
を
形

成
し
、
も
っ
て
最
適
な
国
務
の
遂
行
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
執
政
作
用
の
分
配
を
司
る
の
が
、
西
村
良
太
に
よ

れ
ば
、
ド
イ
ツ
の
戦
後
の
憲
法
学
界
に
「
広
く
浸
透
し
て
い
る
（
55
）

」
機
能
的
権
力
分
立
論
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
問
題
に
す
べ
き

は
執
政
作
用
の
中
身
と
機
能
的
権
力
分
立
論
と
で
あ
る
。

第
一
に
、
便
宜
上
、
機
能
的
権
力
分
立
論
に
つ
い
て
で
あ
る
。
西
村
良
太
に
よ
れ
ば
、
機
能
的
権
力
分
立
論
と
は
、「
各
種
の
機
能
遂

行
権
限
と
そ
れ
が
配
分
さ
れ
る
べ
き
機
関
構
造
と
の
相
関
性
を
重
視
し
、
こ
の
適
正
な
協
働
秩
序
を
構
築
す
る
（
56
）

」
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
意
味
に
お
け
る
機
能
的
権
力
分
立
論
が
否
定
し
た
の
が
、
一
つ
の
機
関
に
一
つ
の
作
用
を
分
配
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
、
そ
う
で
は

な
い
分
配
を
例
外
と
す
る
厳
格
分
離
型
の
権
力
分
立
論
で
あ
る
（
57
）

。
と
い
う
の
は
、
権
力
分
立
に
は
分
離
の
側
面
（
自
由
の
保
障
）
と
抑
制

均
衡
の
側
面
（
国
務
の
効
率
的
遂
行
）
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
が
、「
わ
が
国
の
学
説
は
こ
れ
ま
で
『
分
離
』
の
厳
格
化
を
追
求
し
が
ち
で

あ
っ
た
（
58
）

」。
わ
が
国
の
戦
後
の
憲
法
学
界
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
傾
向
の
原
因
は
、
権
力
分
立
が
立
憲
君
主
制
の
下
で
君
主
の
地
位
と
権

限
と
を
温
存
す
る
た
め
に
援
用
さ
れ
た
の
と
は
逆
に
、
国
会
に
権
限
を
確
保
す
る
た
め
に
主
張
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
わ
が

国
の
憲
法
学
界
に
は
抑
制
均
衡
の
側
面
を
重
視
す
る
論
者
も
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
西
村
も
こ
の
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の

側
面
が
議
院
内
閣
制
論
を
除
け
ば
権
限
分
配
を
め
ぐ
る
具
体
的
な
解
釈
論
に
あ
ま
り
反
映
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で

（
一
三
八
二
）



日
本
国
憲
法
に
お
け
る
権
限
分
配
上
の
関
係
と
組
織
上
の
関
係
（
時
本
）

四
四
一

あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
権
力
分
立
論
に
お
い
て
は
厳
格
分
離
型
が
本
来
の
姿
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
で
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
例
え
ば
、
日
本
国
憲
法
の
下
に
お
け
る
国
会
を
な
ぜ
立
法
機
関
と
い
う
の
か
、
ま

た
、
な
ぜ
内
閣
を
行
政
機
関
と
い
う
の
か
。
そ
れ
は
、
立
法
作
用
の
主
要
部
分
が
国
会
に
、
行
政
作
用
の
主
要
部
分
が
内
閣
に
、
そ
れ
ぞ

れ
帰
属
さ
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
う
で
は
な
い
作
用
、
換
言
す
れ
ば
形
式
的
意
味
の
立
法
権
と
形
式
的
意
味
の
行
政
権
と
は
例

外
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
権
力
分
立
に
お
い
て
抑
制
均
衡
の
側
面
を
重
視
す
る
立
場
へ
と
途
を
開
い
た
が
、
ド
イ
ツ
に
お
い

て
は
、
彼
に
よ
れ
ば
、
キ
ュ
ス
タ
ー
で
あ
る
。
キ
ュ
ス
タ
ー
は
、
作
用
と
機
関
「
を
一
対
一
で
接
合
さ
せ
る
原
理
的
な
図
式
か
ら
離
れ
、

一
つ
の
作
用
に
複
数
の
機
関
を
関
与
さ
せ
る
本
来
の
権
力
分
立
図
式
を
打
ち
立
て
」
た
（
59
）

。
こ
れ
は
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
こ
と
で
あ
る

が
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
そ
れ
よ
り
早
く
両
大
戦
間
に
、
エ
ゼ
ン
マ
ン
が
後
世
に
影
響
を
与
え
る
形
で
同
様
の
主
張
を
行
っ
た
（
60
）

。
こ
の
よ
う
な

意
味
に
お
け
る
機
能
的
権
力
分
立
論
に
お
い
て
は
、
権
力
分
立
は
「
合
理
的
な
機
関
間
秩
序
を
構
築
す
る
た
め
の
『
積
極
的
な
』
組
織
原

理
（
61
）

」
で
あ
り
、
そ
の
対
象
は
「
議
会
と
執
行
府
に
分
有
さ
れ
る
」
執
政
権
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
権
力
分
立
と
は
、
こ
の
執
政
権
を
そ
れ

ぞ
れ
の
機
関
に
ど
う
配
分
し
、
い
か
な
る
協
働
秩
序
を
打
ち
立
て
る
べ
き
か
、
と
問
う
議
論
領
域
な
の
で
あ
る
（
62
）

」。

そ
こ
で
第
二
に
、
執
政
作
用
の
中
身
に
つ
い
て
で
あ
る
。
い
ま
一
度
繰
り
返
せ
ば
、
西
村
良
太
に
よ
れ
ば
、（
機
能
的
）
権
力
分
立
論
の

「
本
領
は
…
…
『
執
政
権
』
の
配
分
法
理
を
追
究
す
る
営
み
に
存
す
る
（
63
）

」。
で
は
、
執
政
権
あ
る
い
は
執
政
作
用
と
は
何
か
。
こ
の
点
西
村

は
、
執
政
と
は
、「
国
政
の
進
む
べ
き
方
向
を
指
示
し
、
諸
政
策
の
総
合
的
調
整
を
図
る
『
国
家
指
導
』
作
用
」、
あ
る
い
は
「
国
家
の
針

路
を
定
め
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
政
策
を
立
案
・
決
定
し
、
そ
の
円
滑
な
実
行
の
た
め
に
総
合
的
調
整
を
施
す
作
用
」
で
あ
る
（
64
）

と
し
た
う

え
で
、
具
体
的
に
は
立
法
・
外
交
・
予
算
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
日
本
国
憲
法
の
場
合
、「
権
力
分
立
の
ね
ら
い
は
、
国
会
と
内
閣

を
と
も
に
﹇
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
﹈
執
政
作
用
に
参
画
さ
せ
、
両
者
の
相
互
抑
制
を
通
し
て
、
最
適
な
国
務
の
遂
行
を
実
現
す
る

（
一
三
八
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

四
四
二

こ
と
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
権
力
分
立
は
、
国
会
と
内
閣
に
よ
る
〈
協
働
執
政
〉
の
確
保
と
、
そ
れ
に
よ
る
実
効
的
な
国
家
決
定
を
め
ざ

す
制
度
原
理
（
65
）

」
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
主
張
は
お
か
し
い
。
立
法
・
外
交
・
予
算
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
権
力

分
立
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
の
は
立
法
作
用
・
外
交
作
用
・
財
政
作
用
で
あ
り
、
そ
こ
で
い
う
執
政
と
は
、
こ
れ
ら
の
作
用
に
議
会
と
執

行
府
が
関
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
効
果
で
あ
り
、
実
体
的
な
作
用
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
彼
の
い
う
執
政
は
実
体
的
な
作

用
の
分
配
・
組
織
に
伴
う
一
定
の
効
果
・
機
能
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
実
体
的
な
作
用
に
対
し
て scheinbar 

な
も
の
に
と
ど
ま
る
と
い

わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
権
限
分
配
で
問
題
に
な
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
効
果
・
機
能
を
果
た
す
よ
う
な
憲
法
上
の
、
立
法

作
用
の
分
配
・
外
交
作
用
の
分
配
・
財
政
作
用
の
分
配
で
あ
り
、
例
え
ば
、
ど
の
よ
う
に
立
法
権
を
分
配
す
れ
ば
（
＝
ど
の
よ
う
に
立
法
手

続
を
組
織
す
れ
ば
）、
立
法
を
と
お
し
て
執
政
と
い
れ
る
効
果
・
機
能
が
発
揮
さ
れ
る
か
で
あ
る
（
66
）

。
こ
の
場
合
、
分
配
の
対
象
は
立
法
作
用

な
の
で
あ
り
、
執
政
作
用
な
る
も
の
で
は
な
い
。「
協
働
﹇
執
政
﹈
権
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、
実
の
と
こ
ろ
、
権
限
に
あ
ら
ず
し
て
、
分

有
さ
れ
て
い
る
権
限
が
発
動
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
可
視
化
さ
れ
る
『
機
能
』（
ま
た
は
政
治
の
領
域
の
話
）
で
は
な
い
か
（
67
）

」
と
の
疑
問
が
提
示

さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
一
方
で
、
限
定
的
執
政
説
に
お
け
る
国
務
の
総
理
に
は
、
法
律
の
執
行
に
伴
う
裁
量
に
還
元
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
も
の
と
い
う
点
で
、
多
く
を
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
他
方
で
、
協
働
執
政
理
論
に
お
け
る
執
政
は
実
体
的
な
作
用
で
は
な
く
、

そ
も
そ
も
権
限
分
配
の
対
象
と
は
い
え
な
い
。
と
な
る
と
、
日
本
国
憲
法
六
五
条
の
行
政
権
は
法
律
の
執
行
と
し
て
お
い
て
、
法
律
の
執

行
と
は
直
接
関
係
の
な
い
領
域
や
法
律
の
執
行
に
伴
う
裁
量
に
還
元
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
条
以
外
の
形
式
的
意

味
の
行
政
権
に
関
す
る
個
別
の
規
定
の
解
釈
に
よ
っ
て
対
応
す
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
同
条
の
行
政
権
に
つ
い
て
は
法
律
執
行
説

が
妥
当
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
法
律
執
行
説
の
支
持
者
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
法
律
執
行
説
を
含
ん
だ
権
力
分

（
一
三
八
四
）



日
本
国
憲
法
に
お
け
る
権
限
分
配
上
の
関
係
と
組
織
上
の
関
係
（
時
本
）

四
四
三

立
論
と
国
民
内
閣
制
論
と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
高
橋
説
、
と
い
う
よ
り
も
高
橋
理
論
は
、「
包
括
的
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
68
）

」
で
あ
る
と
か
、

統
治
機
構
の
全
体
像
を
「
包
括
的
に
論
じ
よ
う
と
す
る
魅
力
的
な
モ
デ
ル
で
あ
る
（
69
）

」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
行
政
権
を
め
ぐ
る
問
題
に
と

ど
ま
ら
な
い
包
括
的
で
体
系
的
な
理
論
枠
組
み
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
体
系
性
・
全
体
性
は
そ
の
一
部
の
み
を
取
り
出
し
て
批
判
す
る
こ

と
を
寄
せ
付
け
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
高
橋
理
論
に
は
、
客
観
的
に
み
れ
ば
、
小
嶋
和
司
の
権
力
分
立
論
を
継

受
し
た
側
面
（
権
力
分
立
論
）
と
、
樋
口
陽
一
の
主
張
す
る
行
政
府
ま
で
の
民
主
主
義
に
対
抗
す
る
側
面
（
国
民
内
閣
制
論
）
と
が
あ
る
。

そ
こ
で
、
こ
の
二
つ
の
側
面
か
ら
高
橋
理
論
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

第
二
節　

法
律
執
行
説
と
国
民
内
閣
制
論

一　

権
力
分
立
論

高
橋
理
論
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
必
要
に
応
じ
て
言
及
し
て
き
た
が
、
こ
こ
で
そ
の
枠
組
み
あ
る
い
は
概
略
を
示
し
て
お
こ
う
。
高
橋

理
論
を
構
成
す
る
権
力
分
立
論
を
も
っ
と
も
簡
潔
に
表
し
て
い
る
の
は
次
の
引
用
で
あ
ろ
う
。
権
力
「
分
立
は
、
法
の
支
配
を
実
現
す
る

た
め
の
組
織
原
理
で
あ
る
。﹇
立
法
・
行
政
・
司
法
の
﹈
三
権
は
、
一
方
で
、
正
し
い
法
の
制
定
の
た
め
に
、
立
法
作
用
に
お
い
て
抑

制
・
均
衡
し
、
他
方
で
、
制
定
さ
れ
た
法
の
忠
実
な
執
行
を
実
現
す
る
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
な
作
用
を
遂
行
す
る
（
70
）

」。
こ
の
よ
う

な
権
力
分
立
論
は
エ
ゼ
ン
マ
ン
と
小
嶋
和
司
と
の
影
響
（
71
）

の
下
で
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
権
力
分
立
を
解
釈
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
モ
ン
テ
ス

キ
ュ
ー
の
権
力
分
立
は
、
高
橋
和
之
に
よ
れ
ば
、
法
は
発
見
す
る
も
の
で
は
な
く
制
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
観
念
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
、
制
定
法
が
自
然
法
と
一
致
せ
ず
、
主
権
者
が
制
定
法
に
従
わ
な
い
事
態
が
生
じ
る
の
を
回
避
す
る
こ
と
を

可
能
に
す
る
「
統
治
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
要
請
に
応
え
る
も
の
で
あ
っ
た
（
72
）

。
そ
の
結
果
、「
正
し
い
法

（
一
三
八
五
）
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四
四
四

の
制
定
」
と
そ
の
正
し
い
「
法
の
忠
実
な
執
行
」
と
に
よ
っ
て
権
力
を
法
に
服
従
さ
せ
る
と
い
う
意
味
で
の
「
近
代
的
な
法
の
支
配
（
立

憲
主
義
（
73
）

）」
が
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
「
近
代
立
憲
主
義
は
…
…
『
法
の
支
配
』
を
抵
抗
権
で
は
な
く
、
実
定
的
な
制
度

に
よ
っ
て
担
保
し
よ
う
と
す
る
（
74
）

」
も
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、「
小
嶋
和
司
＝
高
橋
和
之
理
論
は
、
モ
テ
ス
キ
ュ
ー
理
論
を
『
法
の
支

配
』
と
関
連
づ
け
る
画
期
的
な
視
点
で
あ
る
（
75
）

」
と
い
わ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
際
、
高
橋
理
論
の
権
力
分
立
論
に
お
い
て
も
、
権
力
分

立
の
対
象
は
国
家
の
対
人
的
作
用
に
限
定
さ
れ
て
い
る
（
76
）

。
と
な
る
と
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
「
政
治
の
領
域
」
と
言
い
換
え
ら
れ
る

「
正
し
い
法
の
制
定
」
に
は
、
通
常
は
権
力
分
立
論
に
含
ま
れ
る
「
権
力
分
立
を
前
提
と
し
た
政
治
組
織
上
の
も
の
（
77
）

」、
具
体
的
に
は
内
閣

不
信
任
決
議
権
や
解
散
権
は
含
ま
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
本
稿
は
、「
権
力
分
立
を
前
提
と
し
た
政
治
組
織
上
の
も
の
」

の
関
係
を
組
織
上
の
関
係
と
、
高
橋
理
論
の
権
力
分
立
関
係
を
権
限
分
配
上
の
関
係
と
、
そ
れ
ぞ
れ
呼
ぶ
こ
と
に
し
て
議
論
を
進
め
る
こ

と
に
し
よ
う
。

第
一
に
、「
法
の
忠
実
な
執
行
」
＝
「
法
の
領
域
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。「
法
の
忠
実
な
執
行
」
の
た
め
に
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
が
主
張
し

た
の
は
、
高
橋
和
之
に
よ
れ
ば
、「
立
法
、
執
行
、
裁
判
の
三
作
用
の
区
別
と
、
そ
の
二
あ
る
い
は
三
作
用
が
同
一
の
機
関
に
独
占
さ
れ

る
こ
と
の
禁
止
の
み
で
あ
」
り
、
権
力
分
立
の
こ
の
部
分
は
「
消
極
的
な
原
理
に
す
ぎ
な
い
」。
そ
し
て
、
立
法
作
用
と
執
行
作
用
は
、

「
対
応
す
る
各
機
関
に
専
属
的
に
配
分
さ
れ
る
な
ら
ば
」、
立
法
機
関
と
執
行
機
関
は
前
者
が
後
者
を
支
配
す
る
形
で
上
下
関
係
を
形
成
す

る
（
78
）

。
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
立
法
機
関
と
執
行
機
関
の
上
下
関
係
と
い
う
結
果
に
お
い
て
高
橋
と
カ
レ
・
ド
・
マ
ル
ベ
ー
ル
は
一
致

す
る
が
、
こ
の
一
致
は
あ
く
ま
で
結
果
的
に
そ
う
な
る
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
高
橋
が
着
目
し
て
い
る
の
は
作
用
で

あ
り
、
執
行
作
用
が
立
法
作
用
に
従
属
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
カ
レ
・
ド
・
マ
ル
ベ
ー
ル

が
重
視
す
る
の
は
機
関
の
性
質
で
あ
り
、
国
民
を
代
表
す
る
、
そ
の
意
味
で
始
原
的
機
関
で
あ
る
立
法
機
関
が
執
行
機
関
も
含
め
た
他
の

（
一
三
八
六
）



日
本
国
憲
法
に
お
け
る
権
限
分
配
上
の
関
係
と
組
織
上
の
関
係
（
時
本
）

四
四
五

機
関
を
支
配
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
小
嶋
和
司
の
い
う
「
横
断
的
」「
階
層
的
」
権
力
分
立
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
こ

で
確
認
す
べ
き
は
、
高
橋
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
た
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
権
力
分
立
に
お
い
て
具
体
的
な
実
定
法
に
お
け
る
機
関
間
の
関
係

を
決
め
る
の
は
権
限
（
＝
立
法
作
用
）
分
配
上
の
関
係
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

第
二
に
、「
正
し
い
法
の
制
定
」
＝
「
政
治
の
領
域
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。「
正
し
い
法
の
制
定
」
の
た
め
に
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
が
主
張

し
た
の
は
、
高
橋
和
之
に
よ
れ
ば
、「
社
会
的
諸
勢
力
を
最
も
重
要
な
国
家
作
用
に
関
与
さ
せ
」
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て

「
相
互
の
抑
制
均
衡
を
通
じ
て
社
会
の
調
和
的
発
展
を
図
る
」
こ
と
で
あ
る
（
79
）

。
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
時
代
に
お
け
る
「
最
も
重
要
な
国
家

作
用
」
と
は
立
法
作
用
で
あ
り
、「
社
会
的
諸
勢
力
」
と
し
て
の
人
民
（
下
院
）・
貴
族
（
上
院
）・
君
主
が
立
法
に
関
与
す
る
（K

ing in 

P
arliam

ent

）
こ
と
に
よ
っ
て
、「
法
の
内
容
が
よ
り
一
般
的
な
利
害
を
代
表
す
る
（
80
）

」
と
い
う
意
味
で
の
正
し
い
法
が
実
現
さ
れ
る
。
機
関

に
着
目
す
れ
ば
、
執
行
機
関
の
立
法
へ
の
関
与
あ
る
い
は
立
法
機
関
と
執
行
機
関
に
よ
る
立
法
権
の
分
有
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
作
用
に

着
目
す
れ
ば
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
執
行
機
関
の
立
法
機
関
へ
の
従
属
が
阻
止
さ
れ
る
が
、
そ
の
態
様
は
「
立
憲
君
主
政
モ
デ
ル
」
と

「
国
民
主
権
モ
デ
ル
」
で
は
異
な
る
。
前
者
に
お
い
て
は
、
立
法
権
は
議
会
と
君
主
に
よ
っ
て
分
有
さ
れ
、
君
主
は
裁
可
権
の
行
使
に

よ
っ
て
立
法
に
関
与
す
る
。
そ
の
結
果
、
法
律
の
優
位
の
下
で
た
と
え
立
法
事
項
が
制
限
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、「
君
主
の
地
位
が
議
会

に
従
属
す
る
と
い
う
心
配
は
な
い
（
81
）

」。
そ
れ
に
対
し
て
、
立
法
権
が
議
会
に
独
占
さ
れ
る
後
者
に
お
い
て
は
、
執
行
機
関
の
立
法
へ
の
関

与
は
原
則
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
執
行
機
関
の
立
法
機
関
へ
の
従
属
を
阻
止
す
る
た
め
に
立
法
事
項
を
画
定
す
る
、
高
橋
の

い
う
「
分
離
型
（
82
）

」、
小
嶋
和
司
の
い
う
「
縦
断
的
」「
並
列
的
」
権
力
分
立
（
83
）

が
現
れ
る
。
し
か
し
そ
も
そ
も
、
立
法
事
項
の
画
定
を
も
っ
て

立
法
機
関
と
執
行
機
関
の
「
相
互
の
抑
制
均
衡
」
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
、
ま
た
、
そ
れ
が
「
政
治
の
領
域
」
に
属
す
る
と
い
え
る
で
あ

ろ
う
か
。
も
っ
と
も
、
高
橋
理
論
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
な
問
い
を
立
て
る
こ
と
は
無
意
味
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
こ
に
お
け
る
立

（
一
三
八
七
）
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四
四
六

法
機
関
と
執
行
機
関
の
関
係
は
、「
国
民
主
権
モ
デ
ル
」
の
「
下
降
型
」
に
お
い
て
は
、
行
政
は
、
議
会
に
よ
っ
て
独
占
さ
れ
た
立
法
の
、

「
上
位
規
範
か
ら
下
位
規
範
へ
と
向
か
う
法
の
実
現
過
程
に
お
け
る
上
位
規
範
の
執
行
と
い
う
意
味
で
」
の
執
行
だ
か
ら
で
あ
り
（
84
）

、
そ
こ

に
お
い
て
は
、
立
法
作
用
と
執
行
作
用
の
上
下
関
係
と
立
法
機
関
と
執
行
機
関
の
上
下
関
係
と
が
一
致
す
る
。
そ
の
結
果
、
立
法
機
関
と

執
行
機
関
の
抑
制
均
衡
は
「
政
治
の
領
域
」
で
は
実
現
さ
れ
ず
、
そ
の
た
め
に
は
組
織
上
の
関
係
に
お
け
る
権
限
分
配
が
必
要
と
な
る
の

で
あ
る
。

二　

組
織
上
の
関
係
と
国
民
内
閣
制
論

高
橋
理
論
に
お
け
る
「
政
治
の
領
域
」
の
位
置
づ
け
は
、
実
は
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
権
力
分
立
論
も
含
め
た
「
立
憲
君
主
政
モ
デ

ル
」
と
「
国
民
主
権
モ
デ
ル
」
と
で
は
異
な
る
。
す
な
わ
ち
、
高
橋
理
論
の
法
の
世
界
は
、「
法
の
忠
実
な
執
行
」
＝
「
法
の
領
域
」
と

「
正
し
い
法
の
制
定
」
＝
「
政
治
の
領
域
」
と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
権
力
分
立
論
（
＝
対
人
的
作
用
に
限
定
さ
れ
た
権
限
分
配
上
の
関
係
）

と
、
組
織
上
の
関
係
と
か
ら
成
り
、
三
層
構
造
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
法
の
世
界
の
一
部
の
機
能
論
が
国
民
内
閣
制
論
で
あ
り
、
そ
の

際
、
国
民
内
閣
制
論
に
お
け
る
立
法
機
関
と
執
行
機
関
の
関
係
を
規
定
し
て
い
る
の
は
組
織
上
の
関
係
で
あ
る
が
、
両
機
関
の
関
係
を
規

定
す
る
の
が
「
立
憲
君
主
政
モ
デ
ル
」
か
ら
「
国
民
主
権
モ
デ
ル
」
へ
の
移
行
に
連
動
し
て
「
政
治
の
領
域
」
か
ら
組
織
上
の
関
係
へ
と

移
行
す
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
問
題
な
の
は
、
後
ほ
ど
述
べ
る
よ
う
に
移
行
後
の
組
織
上
の
関
係
が
「
政
治
の
領

域
」
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、「
政
治
の
領
域
」
の
内
実
は
「
立
憲
君
主
政
モ
デ
ル
」
に
お
け
る
「
正
し
い
法
の
制

定
」
と
「
国
民
主
権
モ
デ
ル
」
に
お
け
る
組
織
上
の
関
係
と
い
う
よ
う
に
異
な
る
。
こ
の
相
違
に
は
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
り
、
そ
の
限

り
で
そ
れ
を
意
識
的
な
す
り
替
え
、
さ
ら
に
は
高
橋
理
論
の
破
綻
と
は
あ
え
て
い
わ
な
い
（
85
）

。

（
一
三
八
八
）



日
本
国
憲
法
に
お
け
る
権
限
分
配
上
の
関
係
と
組
織
上
の
関
係
（
時
本
）

四
四
七

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
権
力
分
立
論
に
お
い
て
は
、
立
法
機
関
と
執
行
機
関
が
立
法
権
の
分
有
を
と
お
し
て
抑

制
均
衡
関
係
を
形
成
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
制
定
さ
れ
る
正
し
い
法
に
よ
っ
て
「
社
会
の
調
和
的
発
展
」
が
実
現
さ
れ
る
が
、
抑
制
と
均

衡
が
実
現
さ
れ
る
場
が
立
法
作
用
で
あ
る
の
は
、
一
八
世
紀
の
消
極
国
家
に
お
い
て
立
法
作
用
が
「
最
も
重
要
な
国
家
作
用
」
で
あ
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
抑
制
と
均
衡
が
実
現
さ
れ
る
場
は
時
代
と
と
も
に
変
化
し
、
国
家
に
よ
る
不
断
の
国
際
的
お
よ
び
国
内

的
介
入
を
必
要
と
す
る
現
代
の
専
門
技
術
化
さ
れ
た
行
政
国
家
に
お
い
て
は
、
立
法
は
抑
制
と
均
衡
が
実
現
さ
れ
る
べ
き
「
最
も
重
要
な

国
家
作
用
」
で
あ
る
と
は
も
は
や
い
え
な
い
。
で
は
、
高
橋
和
之
は
現
代
国
家
に
お
い
て
抑
制
と
均
衡
が
実
現
さ
れ
る
場
を
ど
こ
に
設
定

す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
は
、
そ
の
場
は
議
会
や
執
行
府
と
い
っ
た
特
定
の
機
関
あ
る
い
は
固
定
さ
れ
た
場
所

で
は
な
く
、
議
会
と
執
行
府
に
よ
る
「
民
意
へ
の
接
近
競
争
（
86
）

」、
あ
る
い
は
両
機
関
が
民
意
に
接
近
し
よ
う
と
す
る
プ
ロ
セ
ス
だ
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
高
橋
が
国
家
意
思
の
形
成
を
最
高
機
関
に
求
め
る
静
態
的
な
発
想
に
立
脚
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
次
に
問
題
に
す
べ
き
は
民
意
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、「
民
主
主
義
を
理
念
に
政
治
の
仕
組
み
を
考
え
る
以
上
、
制
度
的
に
表
明
さ

れ
る
以
前
の
民
意
の
存
在
は
、
当
然
の
前
提
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
（
87
）

」。
も
っ
と
も
、
民
意
の
存
在
性
は
、「
公
式
の
国
民
意
思
は
、
選
挙

の
外
に
選
挙
以
前
に
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
選
挙
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
る
（
88
）

」
と
い
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
微
妙
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を

え
な
い
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
民
意
の
内
実
は
「
次
の
選
挙
ま
で
の
間
実
行
さ
れ
る
べ
き
一
つ
の
『
政
策
体
系
』
の
選
択
で
あ
る
（
89
）

」。
こ

こ
で
「
政
策
体
系
」
と
は
、
内
的
矛
盾
を
含
ま
な
い
と
い
う
意
味
で
一
貫
性
を
有
す
る
政
治
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
り
、
特
定
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
綱
領
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
（
90
）

。
そ
し
て
、
こ
の
「
政
策
体
系
」
と
そ
の
実
施
主
体
と
を
国
民
が
選
挙
を
と

お
し
て
事
実
上
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
仕
組
み
が
彼
の
い
う
「
直
接
民
主
政
」
で
あ
る
が
、
問
題
は
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
「
直

接
民
主
政
」
を
日
本
国
憲
法
の
規
定
す
る
議
院
内
閣
制
の
下
で
い
か
に
し
て
具
体
化
す
る
か
で
あ
る
。

（
一
三
八
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

四
四
八

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
わ
が
国
の
戦
後
の
憲
法
学
界
に
お
い
て
は
、
厳
格
分
離
型
の
権
力
分
立
論
が
国
会
に
権
限
を
確
保
す
る
た
め

に
主
張
さ
れ
て
き
た
。
高
橋
和
之
に
よ
れ
ば
、
権
力
分
立
論
の
観
点
か
ら
捉
え
ら
れ
た
国
会
と
内
閣
の
関
係
は
法
の
制
定
│
執
行
で
あ
り
、

そ
の
結
果
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
国
政
を
民
主
化
す
る
に
は
法
を
制
定
す
る
機
関
で
あ
る
国
会
を
民
主
化
す
れ
ば
よ
い
。
樋
口
陽
一
の

い
う
議
会
ま
で
の
民
主
主
義
で
あ
り
、
こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
議
院
内
閣
制
に
つ
い
て
は
責
任
本
質
説
が
適
合
的
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

「
法
の
領
域
」
に
属
す
る
権
力
分
立
に
よ
っ
て
「
政
治
の
領
域
」
に
属
す
る
国
会
と
内
閣
の
関
係
を
捉
え
る
こ
と
は
、
法
に
よ
る
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
の
み
に
よ
っ
て
政
治
を
捉
え
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
な
捉
え
方
に
は
政
治
に
不
可
欠
な
ア
ク
シ
ョ
ン
（
能
動
的
な
要
素
）

が
欠
如
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、「
元
来
が
法
の
支
配
の
枠
組
み
で
あ
る
立
法
・
行
政
・
司
法
の
概
念
を
政
治
領
域
に
ま
で
持
ち
込
ん
だ

た
め
に
、
国
会
と
内
閣
の
適
切
な
役
割
配
置
を
捉
え
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、「
政
治
の
領
域
と
法
の
領
域

を
区
別
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
に
即
し
た
思
考
枠
組
み
を
設
定
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
91
）

。「
政
治
の
領
域
」
に
お
け
る
ア
ク
シ
ョ
ン
を

回
復
す
る
た
め
の
方
策
に
つ
い
て
検
討
す
る
前
に
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
こ
で
は
、
国
会
と
内
閣
の
関
係
は
「
政

治
の
領
域
」
に
属
す
る
と
さ
れ
、
ア
ク
シ
ョ
ン
を
必
要
と
す
る
「
政
治
の
領
域
」
は
権
力
分
立
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
結
果
一
方
で
、
権
力
分
立
の
射
程
範
囲
は
狭
め
ら
れ
、
権
力
分
立
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
「
法
の
領
域
」
の

み
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
他
方
で
、「
政
治
の
領
域
」
の
実
体
は
組
織
上
の
関
係
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

「
政
治
の
領
域
」
に
お
け
る
ア
ク
シ
ョ
ン
を
回
復
す
る
に
は
、
限
定
さ
れ
た
意
味
に
お
け
る
権
力
分
立
論
の
観
点
か
ら
民
主
政
論
の
観

点
へ
の
転
換
が
必
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
民
主
政
治
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
国
政
・

・

に
民
意
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
﹇
の
で
、﹈

議
会
と
政
府
を
ま
ず
切
り
離
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
民
意
の
反
映
の
仕
方
を
考
え
る
と
い
う
思
考
法
で
は
な
く
、
…
…
議
会
と
政
府
の

一
定
の
関
係
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
全
体
と
し
て
の
国
政

・

・

・

・

・

・

・

・

の
中
に
、
民
意
が
ど
の
よ
う
に
、
ま
た
、
ど
の
程
度
、
反
映
さ
れ
る
か
を
問
う
べ

（
一
三
九
〇
）



日
本
国
憲
法
に
お
け
る
権
限
分
配
上
の
関
係
と
組
織
上
の
関
係
（
時
本
）

四
四
九

き
で
」
あ
る
（
92
）

。
そ
の
結
果
第
一
に
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
民
意
が
反
映
さ
れ
る
の
は
議
会
や
内
閣
と
い
っ
た
特
定
の
機
関
で
は
な
い

の
で
、
樋
口
陽
一
の
議
会
ま
で
の
民
主
主
義
と
行
政
府
ま
で
の
民
主
主
義
と
い
う
枠
組
み
が
否
定
さ
れ
る
（
93
）

。
第
二
に
、「
議
会
と
政
府
の

一
定
の
関
係
」
と
し
て
は
、「
自
由
な
解
散
権
を
認
め
る
均
衡
型
議
院
内
閣
制
の
方
が
﹇
議
会
優
位
型
と
比
べ
て
﹈
民
主
政
に
よ
り
適
し

て
い
る
（
94
）

」。
と
い
う
の
は
、「
均
衡
型
議
院
内
閣
制
」
に
お
い
て
は
、「
内
閣
も
議
会
も
、
不
信
任
さ
れ
る
こ
と
を
避
け
、
あ
る
い
は
、
解

散
さ
れ
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
は
、
相
手
よ
り
も
よ
り
大
き
な
国
民
の
支
持
を
取
り
付
け
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
か
ら
で
あ
（
95
）

」
り
、
不

信
任
決
議
権
と
解
散
権
と
の
存
在
が
議
会
と
内
閣
の
「
国
民
意
思
へ
の
絶
え
ざ
る
収
れ
ん
過
程
を
…
…
可
能
と
す
る
」。
そ
の
結
果
、「
議

院
内
閣
制
と
は
…
…
世
論
と
議
会
と
政
府
の
間
の
意
思
一
致
を
最
大
限
に
実
現
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
体
制
﹇
な
の
﹈
で
あ
（
96
）

」

り
、
そ
こ
に
お
い
て
は
、「
解
散
権
は
一
元
型
議
院
内
閣
制
の
本
質
的
要
素
（
97
）

」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
内
閣
と
議
会
の
関
係
は
ア
ク
シ
ョ
ン

と
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
関
係
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
そ
こ
に
お
い
て
は
、
少
数
者
＝
内
閣
が
提
案
し
、
多
数
者
＝
議
会
が
賛
否
を
表
明
す
る
。

こ
の
よ
う
な
ア
ク
シ
ョ
ン
│
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
い
う
枠
組
み
に
は
、
カ
ピ
タ
ン
以
上
に
オ
ー
リ
ウ
の
影
響
が
感
じ
ら
れ
る
（
98
）

が
、
若
き
高
橋

を
苦
し
め
た
（
99
）

オ
ー
リ
ウ
の
影
響
は
す
ぐ
後
で
指
摘
す
る
よ
う
に
他
の
点
で
よ
り
深
い
。
第
三
に
、
民
意
が
反
映
さ
れ
る
の
は
「
全
体
と
し

・

・

・

・

て
の
国
政

・

・

・

・

」
あ
る
い
は
「
政
治
プ
ロ
セ
ス
の
結
果
と
し
て
承
認
さ
れ
る
国
政
（
100
）

」
で
あ
り
、
こ
れ
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
固
定
さ
れ
た
場

所
で
は
な
く
議
会
と
内
閣
が
民
意
に
接
近
し
よ
う
と
す
る
動
態
的
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
政
治
の
領
域
は
国
民
・
国
会
・
内
閣

に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
（
101
）

」
こ
と
か
ら
、
高
橋
は
明
言
し
な
い
が
、
高
橋
理
論
に
は
、
政
府
の
主
権
・
服
従
の
主
権
・
法
の
主
権
に
よ
っ
て
構

成
さ
れ
る
多
元
的
主
権
論
あ
る
い
は
そ
の
下
に
お
け
る
状
態
と
し
て
の
国
民
主
権
と
い
う
オ
ー
リ
ウ
の
影
響
が
感
じ
ら
れ
る
（
102
）

（
そ
れ
ぞ
れ

の
三
者
が
対
応
関
係
に
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
）。
こ
の
こ
と
、
す
な
わ
ち
現
代
的
な
行
政
国
家
の
分
析
・
描
写
に
多
元
的
な
視
点
が
導

入
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
実
は
、
必
然
的
帰
結
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
の
は
、
立
法
が
「
最
も
重
要
な
国
家
作
用
」
で

（
一
三
九
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

四
五
〇

あ
る
消
極
国
家
に
お
い
て
は
、「
法
の
忠
実
な
執
行
」
＝
「
法
の
領
域
」
と
「
正
し
い
法
の
制
定
」
＝
「
政
治
の
領
域
」
と
い
う
よ
う
に

立
法
作
用
を
中
心
に
国
政
を
分
析
・
描
写
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
現
代
的
な
行
政
国
家
に
お
い
て
は
、「
立
法
権
の
行
使
と
は
、
法
的

に
は
法
律
を
制
定
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
政
治
的
機
能
は
、
行
政
権
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
（
103
）

」
に
す
ぎ
な
い
の
で
立
法
作
用
を
中
心
に
国

政
を
分
析
・
描
写
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
消
極
国
家
に
つ
い
て
は
立
法
を
中
心
と
し
た
一
元
的
思
考
が
可
能

で
あ
る
が
、
現
代
的
な
行
政
国
家
に
つ
い
て
は
国
政
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
に
着
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
作
用
論
か
ら
機
関
論
へ
の
転
換
で

あ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
一
方
で
、
高
橋
理
論
は
憲
法
学
の
領
域
で
多
元
的
な
視
点
に
よ
っ
て
集
権
的
な
行
政
国
家
を
分
析
・
描
写
す

る
こ
と
に
途
を
開
い
た
が
、
他
方
で
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
権
力
分
立
は
「
法
の
領
域
」
に
限
定
さ
れ
、「
政
治
の
領
域
」
は
高
橋
に

と
っ
て
は
権
力
分
立
の
一
部
で
は
な
い
議
院
内
閣
制
あ
る
い
は
組
織
上
の
関
係
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、

「
国
民
主
権
モ
デ
ル
」
に
お
け
る
「
法
の
領
域
」
と
「
政
治
の
領
域
」
＝
組
織
上
の
関
係
と
は
有
機
的
に
む
す
び
つ
い
て
な
い
ど
こ
ろ
か
、

異
な
る
原
理
が
支
配
し
、
そ
れ
故
、
高
橋
は
前
者
を
後
者
に
持
ち
込
む
べ
き
で
は
な
い
と
繰
り
返
し
主
張
す
る
の
で
あ
る
（
104
）

。
そ
し
て
、

「
国
民
が
内
閣
を
選
出
し
、
内
閣
は
国
民
に
対
し
て
責
任
を
負
う
…
…
政
治
の
あ
り
方
を
表
現
す
る
た
め
」
の
「
造
語
（
105
）

」
で
あ
る
国
民
内

閣
論
が
か
か
わ
る
の
は
後
者
で
あ
り
、
国
民
内
閣
制
と
は
、「
議
院
内
閣
制
の
﹇
、
国
民
が
政
策
と
そ
の
担
い
手
と
を
直
接
選
択
す
る
と

い
う
意
味
で
の
﹈
直
接
民
主
政
的
運
用
形
態
（
106
）

」
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
問
題
は
、
国
民
内
閣
制
の
法
的
前
提
で
あ
る
「
均
衡
型
議
院
内
閣

制
」
が
日
本
国
憲
法
の
規
定
す
る
組
織
上
の
関
係
と
適
合
す
る
か
否
か
で
あ
る
。

お
わ
り
に

高
橋
和
之
に
よ
れ
ば
、「
内
閣
は
憲
法
七
条
に
基
づ
き
無
制
約
の
解
散
権
を
有
す
る
と
い
う
の
が
、
通
説
で
あ
り
、
か
つ
、
確
立
さ
れ

（
一
三
九
二
）



日
本
国
憲
法
に
お
け
る
権
限
分
配
上
の
関
係
と
組
織
上
の
関
係
（
時
本
）

四
五
一

た
慣
行
で
も
あ
る
（
107
）

」。
確
か
に
、
憲
法
運
用
に
つ
い
て
は
そ
の
よ
う
に
い
え
る
が
、
通
説
が
そ
の
よ
う
な
憲
法
運
用
を
容
認
し
て
い
る
と

い
え
る
で
あ
ろ
う
か
（
108
）

。
こ
こ
で
は
こ
の
点
に
踏
み
込
む
こ
と
な
く
、
先
の
問
い
、
換
言
す
れ
ば
、
高
橋
の
い
う
「
均
衡
型
議
院
内
閣
制
」

と
日
本
国
憲
法
の
規
定
す
る
議
院
内
閣
制
と
の
適
合
関
係
に
関
す
る
検
討
を
と
お
し
て
同
憲
法
の
解
釈
に
お
け
る
高
橋
理
論
の
有
効
性
に

つ
い
て
判
断
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

高
橋
和
之
の
権
力
分
立
論
に
影
響
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
小
嶋
和
司
が
解
散
権
論
争
に
お
い
て
重
視
し
た
日
本
国
憲
法
の
条
文
の
一
つ
は

七
〇
条
で
あ
る
。
同
条
に
よ
れ
ば
、「
…
…
衆
議
院
議
員
総
選
挙
の
後
に
初
め
て
国
会
の
召
集
が
あ
っ
た
と
き
は
、
内
閣
は
、
総
辞
職
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
109
）

」。
高
橋
は
、
権
力
分
立
や
国
民
内
閣
制
に
つ
い
て
論
じ
る
に
際
し
て
、
一
貫
し
て
同
条
に
言
及
し
な
い
。
同
条

は
一
般
に
も
あ
ま
り
重
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
小
嶋
に
よ
れ
ば
、
選
挙
の
結
果
に
か
か
わ
り
な
く
内
閣
総
辞
職
を
も
た

ら
す
同
条
か
ら
す
れ
ば
、
同
憲
法
に
お
い
て
は
、「
内
閣
の
国
会
に
対
す
る
従
属
関
係
が
通
常
の
議
院
内
閣
制
に
お
け
る
そ
れ
と
は
異
質

的
な
（
110
）

」
も
の
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
も
っ
と
も
、
議
院
内
閣
制
の
モ
デ
ル
（
111
）

と
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
を
想
定
す
る
か
に
よ
っ

て
、
日
本
国
憲
法
の
規
定
す
る
国
会
と
内
閣
の
関
係
が
議
院
内
閣
制
で
あ
る
か
否
か
、
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
な
議
院
内
閣
制
で
あ
る
か
は

変
わ
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
議
院
内
閣
制
の
類
型
論
と
は
か
か
わ
り
な
く
、
同
条
を
「
内
閣
と
衆
議
院
の
対
立
を
国
民
が
裁
定
す
る
と

い
っ
た
解
散
制
度
の
図
式
や
目
的
に
よ
っ
て
説
明
す
る
の
は
、
相
当
む
ず
か
し
い
（
112
）

」
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
結
果
、
同
憲
法
に
お

い
て
は
、
国
民
（
有
権
者
団
）
│
国
会
│
内
閣
と
い
う
組
織
的
な
上
下
関
係
が
設
定
さ
れ
て
い
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
内
閣
の
自
由

な
解
散
権
が
「
均
衡
型
議
院
内
閣
制
」
の
「
本
質
的
要
素
」
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
こ
の
よ
う
な
関
係
に
と
っ
て
異
質
で
あ
る
と

い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
限
定
さ
れ
た
解
散
権
を
有
す
る
内
閣
が
一
定
の
範
囲
で
国
会
に
従
属
し
て
い
る
と
い
う
捉
え
方
は
、
同
憲
法
の
下

に
お
け
る
第
一
回
解
散
（
一
九
四
八
年
）
に
際
し
て
、
七
条
三
号
に
も
と
づ
く
内
閣
の
自
由
な
解
散
権
を
主
張
す
る
政
府
・
与
党
（
第
二
次

（
一
三
九
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

四
五
二

吉
田
内
閣
と
自
由
党
）
と
、
解
散
は
六
九
条
の
場
合
に
限
ら
れ
る
と
し
て
そ
れ
に
反
対
し
た
野
党
（
民
主
党
・
社
会
党
・
国
民
協
同
党
）
と
が

対
立
す
る
中
で
示
さ
れ
た
連
合
国
総
司
令
部
の
見
解
と
一
致
す
る
（
113
）

。
そ
し
て
、
連
合
国
総
司
令
部
の
こ
の
よ
う
な
見
解
は
マ
ッ
カ
ー

サ
ー
草
案
以
来
一
貫
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
一
方
で
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
草
案
の
起
草
過
程
に
お
け
る
行
政
権
に
関
す
る
委
員
会
の
内
部
に

は
内
閣
（
総
理
大
臣
）
を
強
化
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
見
が
あ
っ
た
（
114
）

が
、
他
方
で
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
草
案
の
起
草
過
程
で
「
拘
束
力
の

あ
る
文
書
と
し
て
取
り
扱
わ
（
115
）

」
れ
た
Ｓ
Ｗ
Ｎ
Ｃ
Ｃ
│
二
二
八
「
日
本
の
統
治
体
制
の
改
革
」
は
内
閣
を
国
会
に
強
く
従
属
さ
せ
る
枠
組
み

を
示
し
て
い
た
（
116
）

中
に
あ
っ
て
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
草
案
は
最
終
的
に
は
後
者
の
立
場
を
採
用
し
、
民
政
局
と
日
本
側
の
交
渉
に
お
い
て
部
分

的
に
は
紆
余
曲
折
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
立
場
が
同
憲
法
の
骨
格
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
っ
た
（
117
）

。
と
こ
ろ
が
、
占
領
解
除
後
の
一
九
五
二
年

八
月
二
八
日
、
第
三
次
吉
田
内
閣
は
七
条
の
み
に
も
と
づ
い
て
衆
議
院
を
解
散
（
118
）

し
、
以
後
七
条
解
散
が
憲
法
運
用
と
し
て
定
着
す
る
こ
と

に
な
り
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
こ
の
第
二
回
解
散
は
、
そ
の
効
果
と
い
う
点
で
、
フ
ラ
ン
ス
第
三
共
和
制
下
に
お
い
て
大
統
領
の
名
目

化
を
も
た
ら
し
た
一
八
七
七
年
の
い
わ
ゆ
る
五
・
一
六
事
件
と
は
逆
の
帰
結
を
招
来
し
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
は
た
し
て
こ
の
よ
う

な
憲
法
運
用
が
国
会
と
内
閣
の
関
係
に
関
す
る
憲
法
構
造
か
ら
好
ま
し
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
日
本
国
憲
法
に
お
け
る
国
会
と
内
閣
の
関
係
を
象
徴
し
て
い
る
の
は
、
国
会
は
「
国
権
の
最
高
機
関
」
で
あ
る
と
い
う

四
一
条
で
は
な
い
か
。
こ
の
規
定
は
、
一
方
で
連
合
国
総
司
令
部
が
イ
ギ
リ
ス
の
議
会
主
権
を
モ
デ
ル
と
し
て
置
い
た
も
の
で
あ
り
、
他

方
で
比
較
憲
法
的
に
み
て
異
例
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
（
119
）

。
と
こ
ろ
が
、
金
森
徳
次
郎
国
務
大
臣
は
帝
国
議
会
の
審
議
に
お
い
て
、
こ
の
規
定

の
政
治
的
重
要
性
を
認
め
つ
つ
、
法
的
に
は
す
で
に
政
治
的
美
称
説
に
近
い
説
明
に
終
始
し
て
い
た
（
120
）

。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
金
森
国
務

大
臣
の
立
場
は
す
で
に
述
べ
た
紆
余
曲
折
、
す
な
わ
ち
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
草
案
の
日
本
側
へ
の
手
交
（
一
九
四
六
年
二
月
一
三
日
）
後
の
民

政
局
と
の
交
渉
に
お
い
て
、
国
会
に
対
す
る
内
閣
の
従
属
を
緩
和
し
よ
う
と
し
た
日
本
側
の
動
向
の
延
長
線
上
に
あ
る
が
、
成
立
し
た
同

（
一
三
九
四
）



日
本
国
憲
法
に
お
け
る
権
限
分
配
上
の
関
係
と
組
織
上
の
関
係
（
時
本
）

四
五
三

憲
法
に
お
け
る
国
会
と
内
閣
の
関
係
は
「
イ
ギ
リ
ス
の
議
院
内
閣
制
と
は
か
な
り
異
な
っ
た
」「
議
会
支
配
制
型
の
も
の
で
あ
る
（
121
）

」
こ
と

も
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
同
憲
法
に
お
い
て
、
国
会
は
「
国
権
の
最
高
機
関
」
で
あ
る
と
い
う
規
定
は
国
会
・
内

閣
・
裁
判
所
に
関
す
る
規
定
の
冒
頭
に
置
か
れ
、
し
か
も
、
国
会
は
「
唯
一
の
立
法
機
関
」
で
あ
る
こ
と
と
は
関
係
な
く
「
国
権
の
最
高

機
関
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
国
会
は
「
国
権
の
最
高
機
関
」
で
あ
る
と
い
う
規
定
は
さ
ま
ざ
ま
な
点
で
か
ら
み
て
重
要
で
あ
る

と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
通
説
で
あ
る
政
治
的
美
称
説
は
こ
の
規
定
に
法
的
意
味
を
認
め
て
こ
な
か
っ
た
（
122
）

。
問
題
は
政

治
的
美
称
説
が
否
定
し
、
法
規
範
説
が
肯
定
す
る
法
的
意
味
の
対
象
で
あ
る
。
そ
れ
が
総
合
調
整
機
能
や
国
家
機
関
の
権
能
お
よ
び
相
互

関
係
に
関
す
る
解
釈
準
則
に
と
ど
ま
る
限
り
、
両
説
の
対
立
点
は
そ
れ
ら
を
法
的
な
も
の
と
す
る
か
否
か
で
あ
り
、
両
説
と
も
そ
れ
ら
の

存
在
自
体
は
認
め
て
い
る
。
両
説
の
相
違
は
実
質
的
に
「
相
対
的
な
も
の
（
123
）

」
に
す
ぎ
な
い
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
こ
の
点
、
大
石
眞

に
よ
れ
ば
、
両
説
「
の
対
立
の
背
景
に
は
、
国
会
の
『
権
限
』
と
『
機
能
』
と
の
区
別
が
あ
」
り
、
政
治
的
美
称
説
が
否
定
す
る
の
は
、

「
法
に
よ
っ
て
特
定
の
組
織
や
人
間
が
国
家
意
思
を
表
す
こ
と
の
で
き
る
一
定
の
範
囲
」
と
い
う
意
味
で
の
「
権
限
」
で
あ
る
の
に
対
し

て
、
法
規
範
説
が
法
的
性
質
を
主
張
す
る
の
は
、「
あ
る
国
家
機
関
が
国
政
全
体
に
対
し
て
も
つ
働
き
」
で
あ
り
、「
法
的
な
権
限
と
い
う

か
た
ち
で
く
ま
な
く
定
式
化
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
い
う
意
味
で
の
「
機
能
」
で
あ
る
（
124
）

。
と
い
う
こ
と
は
、
政
治
的
美
称
説
が

「
法
的
な
権
限
と
い
う
か
た
ち
で
…
…
定
式
化
さ
れ
」
な
い
も
の
の
帰
属
先
を
国
会
は
「
国
権
の
最
高
機
関
」
で
あ
る
と
い
う
規
定
を
根

拠
に
国
会
と
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
で
も
政
治
的
美
称
説
の
内
容
が
政
治
的
な
意
味
に
と
ど
ま
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、

代
表
的
な
政
治
的
美
称
説
の
一
つ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
規
定
が
意
味
す
る
の
は
、「
国
会
は
選
挙
を
つ
う
じ
て
直
接
に
主
権
者
た
る
国
民
に

連
結
し
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
多
く
の
国
家
機
関
の
う
ち
で
最
も
大
き
な
重
要
性
を
み
と
め
ら
れ
る
こ
と
（
125
）

」
で
あ
る
が
、
は
た
し

て
、
こ
の
こ
と
が
政
治
的
な
も
の
に
と
ど
ま
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
、
政
治
的
な
も
の
と
い
う
よ
り
も
、「
法
的
問
題

（
一
三
九
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

四
五
四

に
対
す
る
答
え
を
あ
る
方
向
へ
導
く
（
126
）

」
が
裁
判
所
に
よ
っ
て
執
行
さ
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
の
法
原
理
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う

で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
す
で
に
言
及
し
た
カ
レ
・
ド
・
マ
ル
ベ
ー
ル
の
合
法
国
家
論
、
す
な
わ
ち
、
最
高
機
関
と
い
う
機
関
の
性
質
が

国
会
の
作
用
を
規
定
し
、
国
会
と
い
う
立
法
機
関
を
頂
点
と
す
る
機
関
の
段
階
構
造
が
作
用
の
段
階
構
造
を
規
定
す
る
垂
直
的
権
力
分
立

が
同
憲
法
に
当
て
は
ま
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、「
法
の
領
域
」
＝
権
限
分
配
上
の
関
係
と
「
政
治
の
領
域
」
＝
組
織
上
の
関
係
と

を
分
離
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
国
民
に
よ
っ
て
選
挙
さ
れ
た
議
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
国
会
が
い
ず
れ
の
領
域
あ
る
い
は
関
係
に
お
い

て
も
す
で
に
述
べ
た
意
味
に
お
け
る
最
高
機
関
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
127
）

。

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
国
会
の
位
置
づ
け
は
あ
く
ま
で
憲
法
構
造
上
の
も
の
で
あ
り
、「
政
治
の
領
域
」
＝
組
織
上
の
関
係
に
お
い
て

は
、
政
党
状
況
な
ど
に
よ
っ
て
国
会
と
内
閣
の
現
実
の
関
係
が
変
化
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
高
橋
和
之
の
「
均
衡

型
議
院
内
閣
制
」
を
法
的
前
提
と
す
る
国
民
内
閣
制
論
は
、
す
で
に
述
べ
た
意
味
で
の
国
会
を
最
高
機
関
と
す
る
法
原
理
と
の
関
係
で
好

ま
し
い
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

註（
1
） 

執
政
権
説
と
も
い
わ
れ
る
が
、
対
抗
関
係
に
あ
る
法
律
執
行
説
が
法
律
の
執
行
と
い
う
作
用
に
着
目
し
た
命
名
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
執
政
と
い

う
作
用
に
着
目
し
た
執
政
説
の
方
が
ふ
さ
わ
し
い
で
あ
ろ
う
。

（
2
） 

佐
藤
幸
治
『
日
本
国
憲
法
と
「
法
の
支
配
」』
二
〇
〇
二
年
一
九
四
頁
、
八
〇
頁
お
よ
び
二
三
二
頁
。
さ
ら
に
、
七
九
│
八
一
頁
も
参
照
。

（
3
） 

同
右
・
二
二
九
│
二
三
〇
頁
参
照
。

（
4
） 

毛
利
透
『
統
治
構
造
の
憲
法
論
』
二
〇
一
四
年
二
四
一
頁
。

（
5
） 

佐
藤
・
前
掲
書
註（
2
）、
七
五
頁
。

（
一
三
九
六
）



日
本
国
憲
法
に
お
け
る
権
限
分
配
上
の
関
係
と
組
織
上
の
関
係
（
時
本
）

四
五
五

（
6
） 

毛
利
・
前
掲
書
註（
4
）、
二
三
九
頁
。

（
7
） 

高
橋
和
之
『
国
民
内
閣
制
の
理
念
と
運
用
』
一
九
九
四
年
三
二
四
│
三
二
五
頁
お
よ
び
三
三
七
│
三
三
八
頁
、
な
ら
び
に
同
『
現
代
立
憲
主
義

の
制
度
構
想
』
二
〇
〇
六
年
一
二
五
│
一
二
六
頁
。

（
8
） 
高
橋
・
前
掲
書
註（
7
、『
国
民
内
閣
制
の
理
念
と
運
用
』）、
三
七
〇
│
三
七
二
頁
。

（
9
） 

佐
藤
幸
治
が
高
橋
和
之
の
権
力
分
立
論
と
国
民
内
閣
制
論
と
の
相
当
部
分
に
対
し
て
肯
定
的
な
評
価
を
下
し
て
い
る
（
佐
藤
幸
治
「
内
閣
と

『
行
政
権
』」
佐
藤
幸
治
・
中
村
睦
男
・
野
中
俊
彦
『
フ
ァ
ン
ダ
メ
ン
タ
ル
憲
法
』
一
九
九
四
年
二
二
五
頁
、
な
ら
び
に
佐
藤
・
前
掲
書
註（
2
）、

七
二
頁
、
八
三
頁
、
二
〇
一
頁
、
二
一
七
頁
、
二
三
七
頁
お
よ
び
二
四
〇
頁
。
た
だ
し
、
佐
藤
・
前
掲
論
文
註（
9
）、
二
三
三
頁
、
お
よ
び
佐
藤
・

前
掲
書
註（
2
）、
七
三
頁
参
照
）
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
全
体
と
し
て
の
行
政
の
中
に
あ
っ
て
内
閣
（
総
理
大
臣
）
を
強

化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
認
識
で
両
者
が
一
致
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

（
10
） 

西
村
良
太
『
執
政
機
関
と
し
て
の
議
会
』
二
〇
一
一
年
二
四
四
頁
。

（
11
） 

同
右
・
五
頁
。
な
お
、
以
下
、﹇
﹈
内
は
本
稿
筆
者
に
よ
る
註
記
で
あ
る
。

（
12
） 

例
え
ば
、
石
川
健
治
「
統
治
の
ゼ
マ
ン
テ
ィ
ク
」
憲
法
問
題
一
七
号
二
〇
〇
六
年
七
六
頁
参
照
。

（
13
） 

西
村
・
前
掲
書
註（
10
）、
二
一
四
頁
。
毛
利
説
に
対
す
る
同
様
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
二
一
六
│
二
一
七
頁
参
照
。

（
14
） 

同
右
・
二
一
八
頁
。
た
だ
し
、
西
村
は
こ
の
よ
う
な
理
解
の
正
確
さ
に
つ
い
て
留
保
を
付
し
て
い
る
。

（
15
） 

高
橋
・
前
掲
書
註（
7
、『
国
民
内
閣
制
の
理
念
と
運
用
』）、
三
六
四
頁
。

（
16
） 

西
村
・
前
掲
書
註（
10
）、
二
一
四
頁
。

（
17
） 

高
橋
・
前
掲
書
註（
7
、『
国
民
内
閣
制
の
理
念
と
運
用
』）、
三
三
八
頁
。

（
18
） 

こ
の
不
一
致
を
批
判
す
る
も
の
と
し
て
、
阪
本
昌
成
「
議
院
内
閣
制
に
お
け
る
執
政
・
行
政
・
業
務
」
佐
藤
幸
治
・
初
宿
正
典
・
大
石
眞
編

『
憲
法
五
十
年
の
展
望
Ⅰ
』
一
九
九
八
年
二
五
六
頁
。

（
19
） 

毛
利
・
前
掲
書
註（
4
）、
二
二
五
頁
。
こ
こ
で
権
力
分
立
の
「
国
民
主
権
モ
デ
ル
」
と
は
、
国
民
を
代
表
す
る
議
会
が
立
法
権
を
と
お
し
て
対

象
事
項
を
限
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
始
原
的
決
定
を
下
し
、
執
行
府
は
こ
の
決
定
を
執
行
す
る
に
と
ど
ま
る
（
そ
の
結
果
、
控
除
後
に
残
る
の
は
行
政

（
一
三
九
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

四
五
六

で
は
な
く
立
法
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
、
日
本
国
憲
法
四
一
条
の
国
会
は
「
国
権
の
最
高
機
関
」
で
あ
る
と
い
う
部
分
に
法
的
意
味
が
認
め
ら
れ

る
）
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
高
橋
・
前
掲
書
註（
7
、『
現
代
立
憲
主
義
の
制
度
構
想
』）、
一
二
七
│
一
三
〇
頁
お
よ
び
一
三
二
頁
、
な
ら
び
に
高
橋

和
之
「
権
力
分
立
」
大
石
眞
・
石
川
健
治
編
『
憲
法
の
争
点
』
二
〇
〇
八
年
二
一
頁
）。
さ
ら
に
、
高
橋
・
前
掲
書
註（
7
、『
国
民
内
閣
制
の
理
念

と
運
用
』）、
三
四
一
│
三
四
二
頁
も
参
照
。

（
20
） 

拙
著
『
国
民
主
権
と
法
人
理
論

│
カ
レ
・
ド
・
マ
ル
ベ
ー
ル
と
国
家
法
人
説
の
か
か
わ
り

│
』
二
〇
一
一
年
二
六
二
頁
、
二
六
七
│

二
六
八
頁
お
よ
び
二
九
六
│
二
九
八
頁
。
な
お
、
カ
レ
・
ド
・
マ
ル
ベ
ー
ル
の
合
法
国
家
論
と
の
関
係
で
、「
カ
レ
・
ド
・
マ
ル
ベ
ー
ル
の E

tat 

de droit 

と E
tat legal

の
区
別
は
、
行
政
権
の
許
容
さ
れ
る
発
動
範
囲
に
着
目
し
た
も
の
で
あ
り
、
立
法
事
項
の
広
狭
を
基
準
と
す
る
も
の
で
は

な
い
」（
毛
利
・
前
掲
書
註（
4
）、
二
二
九
頁
）
と
い
う
毛
利
の
指
摘
が
正
鵠
を
得
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
著
註（
20
）、

二
九
七
│
二
九
八
頁
参
照
。

（
21
） 

高
橋
・
前
掲
書
註（
7
、『
国
民
内
閣
制
の
理
念
と
運
用
』）、
四
三
頁
お
よ
び
三
六
四
頁
。

（
22
） 

大
石
眞
『
憲
法
秩
序
へ
の
展
望
』
二
〇
〇
八
年
二
七
六
頁
（
野
中
俊
彦
・
中
村
睦
男
・
高
橋
和
之
・
高
見
勝
利
『
憲
法
Ⅱ　

第
5
版
』

二
〇
一
二
年
一
七
二
│
一
七
三
頁
（
高
橋
執
筆
）
参
照
）。
習
律
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
、
大
石
・
前
掲
書
註（
22
）、
二
七
三
頁
参
照
。

（
23
） 

例
え
ば
、
植
村
勝
慶
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
庶
民
院
解
散
権
の
廃
止

│
連
立
政
権
と
議
会
任
期
固
定
法
の
成
立
」
本
秀
紀
編
『
グ
ロ
ー
バ
ル

化
時
代
に
お
け
る
民
主
主
義
の
変
容
と
憲
法
学
』
二
〇
一
六
年
参
照
。

（
24
） 

本
稿
は
裁
判
所
を
考
察
の
対
象
と
し
な
い
が
、「
政
治
を
担
う
の
は
、
内
閣
の
み
で
は
な
い
。
国
会
も
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
担
い
手
と
し
て
政
治

の
ア
ク
タ
ー
で
あ
る
し
、
法
の
支
配
の
中
心
的
機
関
で
あ
る
裁
判
所
さ
え
、
法
律
を
違
憲
と
判
断
す
る
と
き
に
は
、『
阻
止
す
る
権
力
』
に
よ
っ
て

政
治
に
参
加
す
る
の
で
あ
る
。
日
本
国
憲
法
の
想
定
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
お
い
て
は
、
政
治
は
国
会
・
内
閣
・
裁
判
所
の
相
互
関
係
を
通
じ
て
展
開

す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
」（
高
橋
・
前
掲
書
註（
7
、『
現
代
立
憲
主
義
の
制
度
構
想
』）、
九
頁
）
と
い
う
こ
と
ら
す
れ
ば
、
違
憲
立
法
審
査

権
を
付
与
さ
れ
た
裁
判
所
を
純
粋
な
法
原
理
機
関
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
も
、
司
法
権
と
そ
れ
を
付
与
さ
れ
た
裁
判
所
と
は

別
で
あ
り
、
わ
が
国
の
憲
法
学
界
は
国
家
権
力
の
担
い
手
と
し
て
の
裁
判
所
に
対
し
て
あ
ま
り
に
も
無
防
備
で
は
な
い
か
。

（
25
） 

高
橋
和
之
「
日
本
国
憲
法
は
『
合
意
形
成
型
』
と
適
合
的
か

│
高
見
教
授
の
批
判
へ
の
応
答

│
」
岡
田
信
弘
・
笹
田
栄
司
・
長
谷
部
恭
男

（
一
三
九
八
）



日
本
国
憲
法
に
お
け
る
権
限
分
配
上
の
関
係
と
組
織
上
の
関
係
（
時
本
）

四
五
七

編
（
高
見
勝
利
先
生
古
稀
記
念
）『
憲
法
の
基
底
と
憲
法
理
論
』
二
〇
一
五
年
三
三
九
頁
。

（
26
） 

高
橋
・
前
掲
書
註（
7
、『
国
民
内
閣
制
の
理
念
と
運
用
』）、
三
一
三
頁
。

（
27
） C

f. R
aym
ond C

arré de M
alberg, C

on
tribu

tion
 à la T

h
éorie gén

érale d
e l’É

tat, t.Ⅰ
, 1920

（rééd., 1962. 

同
書
は
二
〇
〇
四
年

に
も
復
刊
さ
れ
た
が
、
本
稿
は
一
九
六
二
年
版
を
用
い
た
）, pp.258-260 note 1.

（
28
） 

こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
執
政
説
は
、「
実
定
法
に
よ
る
一
般
的
・
抽
象
的
な
規
律
に
な
じ
ま
な
い
活
動
、
あ
る
い
は
、
法
定
立
の
性
格
を

有
し
な
い
統
治
政
策
の
立
案
・
見
直
し
」
と
い
う
意
味
で
の
執
政
に
力
点
を
置
く
系
統
（
阪
本
・
前
掲
論
文
註（
18
）、
二
〇
六
│
二
〇
七
頁
、

二
一
一
頁
、
二
五
七
│
二
五
八
頁
お
よ
び
二
六
一
頁
）
と
、
行
政
各
部
が
担
う
行
政
活
動
に
力
点
を
置
く
系
統
（
中
川
丈
久
「
行
政
活
動
の
憲
法
上

の
位
置
づ
け

│
法
律
の
留
保
論
の
多
様
性
、
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
行
政
法
に
お
け
る
法
律
の
留
保
に
つ
い
て

│
」
神
戸
法
学
年
報
一
四
号

一
九
九
八
年
一
五
四
│
一
六
六
頁
）
と
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
独
立
行
政
委
員
会
の
問
題
は
同
条
の
行
政
権
の
定
義
と
は
別
の
問
題
と

し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
が
本
稿
の
立
場
で
あ
る
。

（
29
） 

そ
の
際
、
強
化
さ
れ
る
の
は
行
政
権
で
は
な
く
行
政
府
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
前
提
で
あ
る
（
初
宿
正
典
『
日
独
比
較
憲
法
学
研
究
の
論
点
』

二
〇
一
五
年
四
七
五
頁
註（
38
）
参
照
）。
な
お
、
本
稿
は
内
閣
総
理
大
臣
の
強
化
も
含
め
た
内
閣
の
内
部
関
係
は
対
象
と
し
な
い
。
こ
れ
ら
の
点
に

つ
い
て
は
、
上
田
健
介
『
首
相
権
限
と
憲
法
』
二
〇
一
三
年
一
六
一
│
二
九
〇
頁
参
照
。

（
30
） 

佐
藤
・
前
掲
書
註（
2
）、
七
〇
頁
お
よ
び
七
四
頁
。
佐
藤
が
、
内
閣
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
大
統
領
（
松
井
茂
記
『
ア
メ
リ
カ
憲
法
入
門

﹇
第
7
版
﹈』
二
〇
一
二
年
一
四
七
│
一
四
八
頁
参
照
）
の
よ
う
に
、
法
律
を
自
ら
執
行
す
る
の
で
は
な
く
「
行
政
各
部
に
…
…
執
行
さ
せ
る
」（
佐

藤
・
前
掲
書
註（
2
）、
七
五
頁
お
よ
び
二
二
三
頁
、
な
ら
び
に
佐
藤
幸
治
『
日
本
国
憲
法
論
』
二
〇
一
一
年
四
八
〇
頁
）
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

毛
利
透
は
、
佐
藤
説
を
、
執
政
の
主
体
と
し
て
の
内
閣
と
法
律
を
執
行
す
る
主
体
と
し
て
の
行
政
各
部
と
を
分
離
し
て
し
ま
う
と
批
判
す
る
（
毛

利
・
前
掲
書
註（
4
）、
三
四
〇
│
三
四
一
頁
）。
こ
の
よ
う
な
批
判
に
対
す
る
佐
藤
説
の
立
場
か
ら
の
反
論
に
つ
い
て
は
、
上
田
・
前
掲
書
註（
29
）、

三
三
四
│
三
三
八
頁
参
照
。
佐
藤
も
こ
の
反
論
を
支
持
し
て
い
る
（
佐
藤
・
前
掲
書
註（
30
）、
四
八
一
│
四
八
二
頁
）。

（
31
） 

た
と
え
六
五
条
の
行
政
権
を
形
式
的
に
定
義
し
て
も
そ
う
で
あ
り
、
そ
の
場
合
に
は
、
実
質
的
意
味
の
行
政
権
を
形
式
的
に
定
義
す
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

（
一
三
九
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

四
五
八

（
32
） 

こ
れ
ら
は
欧
米
に
お
け
る
執
行
権
の
概
念
に
政
治
・
統
治
の
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
（
そ
の
際
、
執
行
権
と
執
行
府

の
権
限
と
が
意
識
的
に
区
別
さ
れ
て
い
る
の
か
大
い
に
疑
問
で
あ
る
）
が
、
こ
の
こ
と
は
、
特
定
の
論
者
の
特
定
の
著
作
を
挙
げ
る
こ
と
な
く
、
あ

る
意
味
で
は
当
然
で
あ
り
（
挙
げ
ら
れ
る
論
者
と
著
作
と
の
数
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
、
当
然
と
い
う
こ
と
に
、
さ
ら
に
い
え
ば
、
陳
腐
な
主
張
と

い
う
こ
と
に
な
る
（
独
仏
に
お
け
る
執
行
権
の
伝
統
的
概
念
を
知
る
に
は
、R

.C
arré de M

alberg, su
pra n

ote 

（27

）, pp.463-474 

が
便
利
で

あ
る
））、
重
要
な
の
は
、
こ
の
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
国
民
主
権
に
立
脚
す
る
日
本
国
憲
法
の
解
釈
に
反
映
さ
せ
る
か
で
あ
る
。
な
お
、
フ
ラ
ン
ス
第

五
共
和
制
憲
法
の
規
定
す
る
半
大
統
領
制
に
お
い
て
は
、
大
統
領
が
名
目
化
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
大
統
領
が régner 

と gouverner 

の
一
部

と
を
、
内
閣
総
理
大
臣
が gouverner 

の
一
部
と adm
inistrer 

と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
る
（
例
え
ば
、cf. M

arcel P
rélot et 

Jean B
oulouis, In

stitu
tion

s politiqu
es et d

roit con
stitu

tion
n

el, 11
e éd., 1991, pp.646-647 et 735-737；

D
m
itri G

eorges L
avroff , 

L
e systèm

e politiqu
e fran

çais, 5
e éd., 1991, pp.463-464; Jean-L

ouis Q
uerm

onne et D
om
inique C

hagnollaud, L
e gou

vern
em

en
t 

d
e la F

ran
ce sou

s la V
e R

épubliqu
e, 4

e éd., 1991, pp.57-58

）。
こ
の
う
ち
、
わ
が
国
の
憲
法
学
界
に
お
い
て
は
、gouverner

とadm
inistrer 

の
区
別
に
急
な
あ
ま
り
、
一
部
の
例
外
を
除
い
て
、régner 

が
議
論
の
視
野
に
入
っ
て
こ
な
い
。

（
33
） 

も
っ
と
も
、
行
政
法
学
か
ら
す
れ
ば
、「
憲
法
学
か
ら
の
関
心
は
執
政
の
観
念
を
析
出
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
執
政
を
取
り
除
い
た
あ
と
の
行

政
の
定
義
に
は
関
心
が
な
い
。
控
除
説
に
対
す
る
批
判
は
重
ね
ら
れ
て
も
、
新
た
な
積
極
説
が
提
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
…
…
積
極
的
定

義
が
な
さ
れ
な
い
限
り
、
控
除
説
は
論
理
上
無
傷
の
ま
ま
存
続
す
る
﹇
の
で
あ
り
、﹈
執
政
の
観
念
の
析
出
は
控
除
説
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
も
の

で
は
な
い
」（
塩
野
宏
『
法
治
主
義
の
諸
相
』
二
〇
〇
一
年
三
〇
頁
）。

（
34
） 

こ
の
よ
う
な
雑
居
性
を
典
型
的
に
示
し
て
い
る
の
は
伊
藤
正
己
『
憲
法　

第
三
版
』
一
九
九
五
年
五
一
二
│
五
一
三
頁
で
あ
ろ
う
。

（
35
） 

入
江
俊
郎
「
解
散
と
憲
法
の
規
定
」
同
『
憲
法
成
立
の
経
緯
と
憲
法
上
の
諸
問
題
』
一
九
七
六
年
（
初
出
は
、
一
九
四
九
年
）
四
九
六
頁
。

（
36
） 

金
森
国
務
大
臣
に
よ
れ
ば
、「
衆
議
院
を
解
散
致
し
ま
す
行
為
は
…
…
立
法
、
司
法
以
外
の
執
行
権
の
範
囲
に
属
す
る
」、
ま
た
、
解
散
「
の
実

体
を
決
め
ま
す
の
は
、
行
政
権
の
所
管
に
な
る
」
清
水
伸
編
著
『
逐
条
日
本
国
憲
法
審
議
録
﹇
増
訂
版
﹈
第
三
巻
』
一
九
七
六
年
一
九
八
頁
。「
執

行
権
」
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
二
八
一
頁
参
照
。

（
37
） 

小
嶋
和
司
「
解
散
権
議
論
に
つ
い
て

│
既
成
憲
法
学
の
盲
点
を
つ
く

│
」
同
『
憲
法
と
統
治
機
構
』
一
九
八
八
年
（
初
出
は
、
一
九
五
二

（
一
四
〇
〇
）



日
本
国
憲
法
に
お
け
る
権
限
分
配
上
の
関
係
と
組
織
上
の
関
係
（
時
本
）

四
五
九

年
）
八
四
頁
。

（
38
） 

小
嶋
に
よ
れ
ば
（
小
嶋
和
司
『
憲
法
学
講
話
』
一
九
八
二
年
一
六
四
頁
）、
直
接
六
五
条
説
を
批
判
の
対
象
と
し
た
の
は
「
権
力
分
立
と
衆
議

院
解
散
権
」
一
九
六
七
年
で
あ
る
（
と
く
に
、
同
・
前
掲
書
註（
37
）、
一
四
二
│
一
四
五
頁
）。

（
39
） 
小
嶋
和
司
「
権
力
分
立
」
同
・
前
掲
書
註（
37
）、
二
四
一
│
二
四
二
頁
。

（
40
） 

佐
藤
・
前
掲
論
文
註（
9
）、
二
二
三
頁
。

（
41
） 

と
く
に
、
佐
藤
功
『
憲
法
（下）
﹇
新
版
﹈』
一
九
八
四
年
八
一
〇
│
八
一
一
頁
参
照
。

（
42
） 

佐
藤
・
前
掲
論
文
註（
9
）、
二
二
二
頁
。

（
43
） 

小
嶋
和
司
『
憲
法
概
説
』
一
九
八
七
年
四
三
七
頁
註（
2
）。
控
除
の
対
象
を
形
式
的
意
味
の
立
法
作
用
と
し
た
場
合
、
実
は
、
次
の
よ
う
な
不

都
合
が
生
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
政
令
制
定
権
（
七
三
条
六
号
）
は
憲
法
に
よ
っ
て
内
閣
の
権
限
と
さ
れ
て
お
り
、
形
式
的
意
味
の
立
法
権
で
は
な
く
、

「
限
定
的
控
除
説
」
に
よ
れ
ば
控
除
さ
れ
な
い
、
控
除
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
実
質
的
意
味
の
行
政
権
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
四
一

条
の
「
立
法
」
の
定
義
し
だ
い
で
、
政
令
制
定
権
は
実
質
的
意
味
の
立
法
権
で
あ
る
と
同
時
に
実
質
的
意
味
の
行
政
権
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
44
） 

そ
の
結
果
、
六
五
条
の
実
質
的
意
味
の
行
政
権
の
範
囲
と
形
式
的
意
味
の
そ
れ
と
の
間
に
は
大
き
な
ズ
レ
が
存
在
し
、
国
会
に
よ
る
内
閣
の
責

任
追
及
に
関
す
る
六
六
条
三
項
の
行
政
権
は
範
囲
の
広
い
後
者
に
解
す
べ
き
で
あ
る
が
、
小
嶋
は
「
本
来
的
意
味
の
」
行
政
権
と
し
た
う
え
で
、
同

条
項
は
「
内
閣
が
…
…
本
来
的
意
味
の
行
政
権
の
行
使
以
外
に
責
任
を
負
わ
ぬ
趣
旨
で
は
な
い
」
と
い
う
（
小
嶋
和
司
「
内
閣
の
職
務
と
責
任
」

同
・
前
掲
書
註（
37
）、
三
五
七
頁
）。
そ
れ
に
対
し
て
、
た
と
え
六
五
条
の
行
政
権
を
法
律
の
執
行
に
限
定
し
な
く
て
も
、
六
六
条
三
項
の
行
政
権

は
範
囲
の
広
い
形
式
的
意
味
の
行
政
権
に
解
す
る
べ
き
で
あ
る
（
佐
藤
・
前
掲
書
註（
30
）、
五
〇
四
頁
、
辻
村
み
よ
子
『
憲
法　

第
5
版
』

二
〇
一
六
年
四
二
二
頁
、
お
よ
び
渋
谷
秀
樹
『
憲
法　

第
2
版
』
二
〇
一
三
年
六
一
九
頁
な
ど
）。

（
45
） 

小
嶋
・
前
掲
論
文
註（
39
）、
二
一
〇
│
二
一
一
頁
参
照
。

（
46
） 

阪
本
・
前
掲
論
文
註（
18
）、
二
四
六
頁
。

（
47
） 

高
橋
・
前
掲
書
註（
7
、『
国
民
内
閣
制
の
理
念
と
運
用
』）、
三
四
二
頁
。

（
48
） 

「
限
定
的
控
除
説
」
を
前
提
と
す
る
限
り
七
三
条
二
号
な
い
し
五
号
を
六
五
条
の
行
政
権
に
含
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
こ
の

（
一
四
〇
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

四
六
〇

点
佐
藤
は
、「
六
五
条
の
『
行
政
権
』
の
意
味
を
問
う
こ
と
は
、
七
三
条
と
の
関
係
を
問
う
こ
と
で
も
あ
る
」（
佐
藤
・
前
掲
書
註（
30
）、
四
七
九

頁
）
と
い
い
つ
つ
、
曖
昧
で
あ
る
（
同
・
前
掲
書
註（
2
）、
二
二
五
頁
参
照
）。
た
だ
し
、
同
・
前
掲
論
文
註（
9
）、
二
二
九
頁
は
肯
定
的
に
読
ま

ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
六
五
条
と
七
三
条
の
関
係
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
議
論
の
対
象
は
重
複
す
る
部
分
で
あ
っ
た
が
、

阪
本
昌
成
は
、
六
五
条
は
実
体
と
し
て
の
作
用
を
分
配
す
る
の
で
は
な
く
、
い
わ
ば
器
を
設
定
す
る
に
と
ど
ま
り
（「
権
限
帰
属
先
の
同
定
規
定
」）、

そ
の
内
実
を
充
填
す
る
の
は
七
三
条
（「
権
限
付
与
の
規
定
」）
で
あ
る
と
い
う
新
し
い
解
釈
を
提
示
す
る
。
こ
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、「
権
限
帰
属
先

の
同
定
規
定
」
と
「
権
限
付
与
の
規
定
」
と
を
分
離
す
る
の
は
、
憲
法
制
定
者
が
こ
れ
ら
の
規
定
の
対
象
を
「
最
も
危
険
な
統
治
部
門
」
と
み
な
し

て
、「
権
限
付
与
の
規
定
」
に
よ
っ
て
そ
の
権
限
を
限
定
す
る
た
め
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
阪
本
に
よ
れ
ば
、
日
本
国
憲
法
の
場
合
、
七
三
条
に

「『
国
務
を
総
理
す
る
こ
と
』、『
外
交
関
係
を
処
理
す
る
こ
と
』
等
の
概
括
条
項
を
置
い
た
関
係
で
、
こ
の
ね
ら
い
は
成
功
し
て
い
な
い
」（
阪
本
昌

成
『
権
力
分
立
』
二
〇
一
六
年
一
二
五
│
一
四
五
頁
）。
ま
た
、
こ
の
解
釈
は
、
議
会
主
権
の
克
服
を
目
指
し
た
フ
ラ
ン
ス
第
五
共
和
制
憲
法
に
も

当
て
は
ま
る
よ
う
に
思
わ
れ
、「
権
限
付
与
の
規
定
」
に
当
た
る
の
が
法
律
事
項
を
列
挙
し
た
三
四
条
で
あ
ろ
う
が
、「
権
限
帰
属
先
の
同
定
規
定
」

は
存
在
し
な
い
。

（
49
） 

高
橋
・
前
掲
書
註（
7
、『
現
代
立
憲
主
義
の
制
度
構
想
』）、
一
二
│
一
三
頁
。

（
50
） 

佐
藤
は
、「
行
政
権
者
が
な
し
て
い
る
こ
と
ま
た
は
す
べ
き
こ
と
を
す
べ
て
法
律
の
執
行

・

・

・

・

・

で
説
明
す
る
こ
と
﹇
に
﹈
は
ど
う
し
て
も
無
理
が
あ

る
よ
う
に
思
え
る
」（
佐
藤
・
前
掲
書
註（
30
）、
四
八
一
頁
）
と
い
う
が
、
こ
の
こ
と
は
法
律
執
行
説
に
対
す
る
批
判
に
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
の

は
、
法
律
執
行
説
も
、
あ
ま
り
も
当
然
で
あ
る
が
、
形
式
的
意
味
の
行
政
権
の
存
在
を
否
定
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（
51
） 

こ
の
よ
う
な
解
釈
は
す
で
に
長
谷
部
恭
男
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
て
い
る
（
水
島
朝
穂
・
石
川
健
治
・
蟻
川
恒
正
・
長
谷
部
恭
男
「
国
民
主
権
、

議
会
、
地
方
自
治
﹇
討
論
﹈」
法
律
時
報
六
九
巻
六
号
一
九
九
七
年
二
七
頁
（
長
谷
部
発
言
））
が
、
長
谷
部
が
そ
の
後
国
務
の
総
理
を
六
五
条
の
行

政
権
の
中
に
取
り
込
ん
で
い
る
か
否
か
は
微
妙
で
あ
る
（
長
谷
部
恭
男
『
憲
法　

第
6
版
』
二
〇
一
四
年
三
七
五
│
三
七
七
頁
参
照
）。
ま
た
、
こ

の
よ
う
な
解
釈
に
お
い
て
は
「
法
律
を
誠
実
に
執
行
」
す
る
こ
と
は
確
認
規
定
に
な
る
の
と
か
と
い
う
と
、「
誠
実
執
行
条
項
」
と
の
関
係
で
必
ず

し
も
そ
う
と
は
い
え
な
い
（「
誠
実
執
行
条
項
」
に
つ
い
て
は
、
駒
村
圭
吾
『
権
力
分
立
の
諸
相
』
一
九
九
九
年
二
三
七
│
二
四
八
頁
、
お
よ
び
駒

村
圭
吾
「
内
閣
の
行
政
権
と
行
政
委
員
会
」
大
石
他
編
・
前
掲
書
註（
19
）、
二
二
八
│
二
三
一
頁
参
照
）。

（
一
四
〇
二
）



日
本
国
憲
法
に
お
け
る
権
限
分
配
上
の
関
係
と
組
織
上
の
関
係
（
時
本
）

四
六
一

（
52
） 

そ
れ
に
対
し
て
、
佐
藤
説
以
外
の
執
政
説
が
六
五
条
の
行
政
権
を
「
国
家
の
対
国
民
作
用
」
へ
の
限
定
か
ら
解
放
す
る
と
す
れ
ば
、
同
条
の
行

政
権
に
解
散
権
が
含
ま
れ
る
可
能
性
が
生
じ
、
六
五
条
説
を
否
定
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
な
お
、
解
散
権

の
帰
属
主
体
に
関
す
る
上
田
健
介
の
次
の
よ
う
な
指
摘
は
興
味
深
い
。
す
な
わ
ち
上
田
に
よ
れ
ば
、
一
方
で
、「
内
閣
総
理
大
臣
﹇
は
﹈
内
閣
存
立

の
基
礎
で
あ
」
り
、
他
方
で
、「
衆
議
院
の
解
散
は
、
内
閣
総
辞
職
を
必
然
的
に
導
く
、
内
閣
の
組
織
の
根
幹
に
か
か
わ
る
行
為
で
あ
る
」
こ
と
か

ら
、「
解
散
権
は
内
閣
総
理
大
臣
の
権
限
で
あ
る
と
い
う
習
律
が
成
立
し
て
い
る
」
こ
と
は
う
な
ず
け
る
（
上
田
・
前
掲
書
註（
29
）、
一
六
八
頁
）。

こ
の
指
摘
に
は
、
内
閣
総
理
大
臣
の
解
散
権
を
憲
法
構
造
か
ら
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
可
能
性
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
が
、
こ
の
よ

う
な
憲
法
構
造
の
み
で
は
、
解
散
権
の
帰
属
主
体
を
内
閣
総
理
大
臣
と
す
る
決
め
手
と
し
て
は
や
や
弱
い
の
で
は
な
い
か
。
も
っ
と
も
、
彼
が
主
張

し
て
い
る
の
は
、「
解
散
権
は
内
閣
総
理
大
臣
の
権
限
で
あ
る
と
い
う
習
律
が
成
立
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
ま
で
で
あ
る
が
、
解
散
権
が
内
閣
に

帰
属
す
る
こ
と
の
根
拠
に
つ
い
て
、
彼
が
ど
の
よ
う
な
立
場
に
立
っ
て
い
る
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
（
同
「
衆
議
院
解
散
権
の
根
拠
と
限
界
」
大

石
他
編
・
前
掲
書
註（
19
）、
二
四
二
│
二
四
三
頁
参
照
）。

（
53
） 

小
嶋
は
、「
国
務
を
総
理
す
る
こ
と
」
と
は
立
法
や
司
法
に
関
す
る
「
決
定
に
い
た
ら
な
い
調
整
的
配
慮
」
で
あ
る
（
小
嶋
・
前
掲
書
註（
43
）、

四
四
二
頁
）
と
い
う
が
、
こ
の
「
調
整
的

・

・

・

配
慮
」（
傍
点
は
引
用
者
（
た
だ
し
、
こ
こ
以
外
は
原
著
者
））
に
解
散
権
を
含
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
で

あ
ろ
う
か
。

（
54
） 

芹
沢
斉
・
市
川
正
人
・
坂
口
正
二
郎
編
『
新
基
本
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル　

憲
法
』
二
〇
一
一
年
三
六
九
頁
（
毛
利
透
執
筆
）、
お
よ
び
毛
利
・
前

掲
書
註（
4
）、
二
二
二
頁
。

（
55
） 

西
村
・
前
掲
書
註（
10
）、
一
六
二
頁
。

（
56
） 

同
右
・
一
六
七
頁
。「
機
関
構
造
に
適
し
た
権
限
配
分
を
通
じ
て
機
関
間
の
円
滑
な
協
働
関
係
を
構
築
し
、
も
っ
て
国
家
任
務
の
適
正
な
遂
行

を
実
現
す
る
」（
六
二
頁
）
と
も
い
わ
れ
る
。

（
57
） 

西
村
は
機
能
と
い
う
用
語
を
多
用
す
る
が
、
彼
の
い
う
機
能
は
作
用
と
同
義
の
よ
う
で
あ
る
（
同
右
・
一
五
八
頁
な
ど
参
照
）
の
で
、
本
稿
は

作
用
と
い
う
用
語
に
統
一
す
る
。

（
58
） 

同
右
・
二
二
四
頁
（
四
頁
も
同
旨
）。

（
一
四
〇
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

四
六
二

（
59
） 

同
右
・
一
五
八
頁
。

（
60
） C

f. C
harles E

isem
ann,“L

’ ≪
E
sprit des lois

≫
 et la séparation des pouvoirs”in M

élan
ges R

.C
arré d

e M
alberg, 1933

（
現

在
は
、L

e m
êm
e, É

crits d
e th

éorie d
u

 d
roit, d

e d
roit con

stitu
tion

n
el et d

’id
ées politiqu

es, 2002 

に
所
収
）. 

同
論
文
の
枠
組
み
を
フ

ラ
ン
ス
憲
法
史
に
適
用
し
た
の
が
、M

ichel T
roper, L

a séparation
 d

es pou
voirs et l’h

istoire con
stitu

tion
n

elle fran
çaise, 1973 

（rééd., 1980 et 2014

） 

で
あ
る
（cf. O

livier B
eaud,“M

.T
roper et la séparation des pouvoirs”, D

roits, 2003；
C
hristophe A

lonso, 

R
ech

erch
e su

r le prin
cipe d

e séparation
 en

 d
roit pu

blic fran
çais, 2015, pp.183-198

）。
な
お
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
厳
格
分
離
型
の

権
力
分
立
論
（cf. M

auro B
arberis,“L

a séparation des pouvoirs”in M
ichel T

roper et D
om
inique C

hagnollaud

（dir.

）, T
raité 

in
tern

ation
al d

e d
roit con

stitu
tion

n
el, t.Ⅰ

, 2012, p.718

）
が
流
布
す
る
原
因
を
作
っ
た
も
の
の
一
つ
は L

éon D
uguit, L

a séparation
 

d
es pou

voirs et l’A
ssem

blée n
ation

ale d
e 1789, 1893 

で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
デ
ュ
ギ
ー
は
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
を
厳
格
分
離
型
の
権
力
分
立

論
者
と
は
理
解
し
な
い
が
（cf. L

éon D
uguit, T

raité d
e d

roit con
stitu

tion
n

el, 3
e éd., t.Ⅱ

, 1928, pp.665-666

）。

（
61
） 

同
右
・
一
六
四
頁
。

（
62
） 

同
右
・
一
六
七
頁
。
そ
の
際
、
抑
制
均
衡
と
分
業
ま
た
は
協
働
と
は
「
同
義
」
で
あ
る
（
二
〇
〇
頁
）
と
い
う
よ
う
に
、
西
村
に
お
い
て
、
分

業
と
協
働
が
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
両
者
は
異
な
る
組
織
原
理
で
あ
り
、
オ
ー
リ
ウ
に
よ
れ
ば
、
分
業
に
よ
っ
て
効
率
が
、
協
働

（
＝
均
衡
）
に
よ
っ
て
自
由
が
、
そ
れ
ぞ
れ
も
た
ら
さ
れ
る
（
拙
著
『
法
人
・
制
度
体
・
国
家

│
オ
ー
リ
ウ
に
お
け
る
法
理
論
と
国
家
的
な
も
の

を
求
め
て

│
』
二
〇
一
五
年
二
一
〇
頁
）。
こ
の
よ
う
な
オ
ー
リ
ウ
の
立
場
は
、
す
で
に
述
べ
た
、
自
由
の
保
障
を
も
た
ら
す
分
離
の
側
面
と
国

務
の
効
率
的
遂
行
を
も
た
ら
す
抑
制
均
衡
の
側
面
と
い
う
西
村
の
立
場
と
逆
に
な
る
が
、
こ
の
よ
う
な
相
違
が
生
じ
る
原
因
は
力
点
を
オ
ー
リ
ウ
が

機
関
に
、
西
村
が
作
用
に
、
そ
れ
ぞ
れ
置
い
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

（
63
） 

西
村
・
前
掲
書
註（
10
）、
七
頁
。

（
64
） 

同
右
・
一
六
八
頁
お
よ
び
二
〇
四
頁
。

（
65
） 

同
右
・
二
四
四
頁
。

（
66
） 

例
え
ば
、
内
閣
の
法
案
提
出
権
に
つ
い
て
、
西
村
は
、
法
律
案
が
日
本
国
憲
法
七
二
条
の
「
議
案
」
に
含
ま
れ
る
根
拠
を
、「
日
本
国
憲
法
が

（
一
四
〇
四
）



日
本
国
憲
法
に
お
け
る
権
限
分
配
上
の
関
係
と
組
織
上
の
関
係
（
時
本
）

四
六
三

国
会
と
内
閣
の
協
働
を
…
…
『
要
請
』
し
て
い
る
こ
と
」
に
求
め
る
（
同
右
・
二
二
九
頁
）。
こ
れ
は
、
機
能
的
権
力
分
立
論
を
前
提
と
し
た
協
働

執
政
理
論
を
決
め
手
と
し
て
内
閣
の
法
案
提
出
権
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
方
法
は
解
釈
論
と
し
て
は
邪
道
で
あ
る
と
い
わ

ざ
る
を
え
な
い
。
と
い
う
の
は
、「
精
密
使
用
に
耐
え
る
剃
刀
で
は
な
く
、
重
量
感
で
の
み
勝
負
し
よ
う
と
い
う
大
型
鈍
刀
・
マ
サ
カ
リ
の
よ
う
な

も
の
」（
小
嶋
和
司
「『
主
権
論
』
お
ぼ
え
が
き
〈
そ
の
一
〉」
同
・
前
掲
書
註（
37
）、
四
三
頁
）
と
い
う
点
で
権
力
分
立
は
主
権
と
同
じ
で
あ
る
か

ら
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、「『
権
力
分
立
』
の
み
を
決
め
手
に
す
る
解
釈
論
は
、
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
同
・
前
掲
論
文
註（
39
）、
二
四
五
頁
）。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
論
は
権
力
分
立
の
多
義
性
（
例
え
ば
、cf. C

h.A
lonso, su

pra n
ote 

（60

）, pp.60-63

）
と
い
う
点
か
ら
も
回
避
す
べ
き

で
あ
る
。
法
律
案
が
同
条
の
「
議
案
」
に
含
ま
れ
る
こ
と
は
、
内
閣
法
の
制
定
も
含
め
た
同
憲
法
の
成
立
過
程
か
ら
容
易
に
論
証
可
能
で
あ
り

（
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
草
案
に
つ
い
て
は
、
高
柳
賢
三
・
大
友
一
郎
・
田
中
英
夫
編
著
『
日
本
国
憲
法
制
定
の
過
程
Ⅰ
』
一
九
七
二
年
二
八
九
頁
、
日
本

国
憲
法
の
制
定
に
つ
い
て
は
、
清
水
編
著
・
前
掲
書
註（
36
）、
三
五
九
│
三
六
〇
頁
、
内
閣
法
の
制
定
に
つ
い
て
は
、
大
石
・
前
掲
書
註（
22
）、

二
三
九
頁
、
二
四
三
頁
、
二
四
八
頁
、
二
五
二
頁
、
二
五
四
頁
お
よ
び
二
六
一
頁
、
そ
れ
ぞ
れ
を
参
照
。
さ
ら
に
、
樋
口
陽
一
・
佐
藤
幸
治
・
中
村

睦
男
・
浦
部
法
穂
『
憲
法
Ⅲ
』
一
九
九
八
年
二
三
五
頁
（
中
村
執
筆
）
も
参
照
）、
解
釈
論
と
し
て
は
、
機
能
的
権
力
分
立
論
を
前
提
と
し
た
協
働

執
政
理
論
は
こ
の
よ
う
な
論
証
の
結
果
を
補
強
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
は
内
閣
法
五
条
の
「
内
閣
提

出
の
法
律
案
」
は
同
憲
法
七
二
条
の
「
議
案
」
を
具
体
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
前
者
は
後
者
の
確
認
規
定
で
あ
る
と
い
う
立
場
に
立
つ
が
、
創
設
規

定
で
あ
る
と
い
う
理
解
も
含
め
て
詳
し
く
は
、
奥
村
公
輔
『
立
法
手
続
と
権
力
分
立
』
二
〇
一
六
年
二
一
五
│
二
一
八
頁
参
照
。

（
67
） 

阪
本
昌
成
「
行
政
権
の
概
念
」
大
石
他
編
・
前
掲
書
註（
51
）、
二
二
三
頁
。
そ
れ
故
、
西
村
は
中
立
権
あ
る
い
は
調
整
権
を
議
論
の
対
象
と
し

な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
確
か
に
、
現
存
す
る
国
家
に
執
政
的
な
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
執
政
的
な

も
の
は
君
主
制
と
共
和
制
で
は
異
な
る
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
君
主
制
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
絶
対
君
主
制
で
あ
ろ
う
と
制
限
君
主
制
で
あ

ろ
う
と
、
執
政
的
な
も
の
は
君
主
と
い
う
自
然
人
に
よ
っ
て
体
現
さ
れ
、
そ
の
意
味
で
静
態
的
で
実
体
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
共
和
制
に
お
い
て

は
、
機
関
の
活
動
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
動
態
的
で
機
能
的
な
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
後
者
に
お
い
て
権
力
分
立
の
対
象
と
な
る

の
は
、
機
関
の
活
動
（
＝
作
用
）
で
あ
っ
て
執
政
的
な
も
の
で
は
な
い
（
後
者
に
お
い
て
執
政
的
な
も
の
を
実
体
的
な
も
の
と
考
え
て
も
、
重
要
な

の
は
そ
の
存
在
で
は
な
く
、
そ
の
分
配
で
あ
る
）。

（
一
四
〇
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

四
六
四

（
68
） 

山
元
一
『
現
代
フ
ラ
ン
ス
憲
法
理
論
』
二
〇
一
四
年
六
三
一
頁
。

（
69
） 

上
田
・
前
掲
書
註（
29
）、
四
〇
三
頁
註（
5
）。

（
70
） 
高
橋
・
前
掲
書
註（
7
、『
現
代
立
憲
主
義
の
制
度
構
想
』）、
一
二
六
│
一
二
七
頁
。

（
71
） 
高
橋
・
前
掲
書
註（
7
、『
国
民
内
閣
制
の
理
念
と
運
用
』）、
三
一
二
│
三
一
三
頁
註（
3
）お
よ
び（
4
）参
照
。

（
72
） 

同
右
・
三
一
〇
頁
。
高
橋
は
自
然
法
と
し
て
、
一
七
・
八
世
紀
啓
蒙
期
の
古
典
的
自
然
法
論
の
い
う
自
然
法
を
想
定
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

古
典
的
自
然
法
論
と
カ
ト
リ
ッ
ク
思
想
に
立
脚
し
た
伝
統
的
自
然
法
論
と
の
相
違
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
著
註（
62
）、
第
一
章
第
一
節
三
（
と
く
に
、

註（
77
））
参
照
。

（
73
） 

高
橋
和
之
「
権
力
分
立
論
再
訪
」
初
宿
正
典
・
米
沢
広
一
・
松
井
茂
記
・
市
川
正
人
・
土
井
真
一
編
（
佐
藤
幸
治
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
）

『
国
民
主
権
と
法
の
支
配
﹇
上
巻
﹈』
二
〇
〇
八
年
五
頁
。

（
74
） 

高
橋
・
前
掲
書
註（
7
、『
現
代
立
憲
主
義
の
制
度
構
想
』）、
一
九
頁
。

（
75
） 

阪
本
・
前
掲
論
文
註（
18
）、
二
二
八
頁
。

（
76
） 

例
え
ば
、
高
橋
・
前
掲
書
註（
7
、『
現
代
立
憲
主
義
の
制
度
構
想
』）、
三
三
九
頁
註（
4
）、
お
よ
び
同
・
前
掲
書
註（
7
、『
現
代
立
憲
主
義
の

制
度
構
想
』）、
一
一
頁
参
照
。

（
77
） 

小
嶋
・
前
掲
書
註（
39
）、
二
四
二
頁
。
小
嶋
に
よ
れ
ば
、
権
力
分
立
の
対
象
で
あ
る
「
国
家
の
対
国
民
作
用
」
以
外
の
国
家
作
用
と
し
て
は
、

「
純
粋
に
政
治
組
織
上
の
も
の
」
だ
け
で
は
な
く
、
外
交
作
用
に
加
え
て
「
対
内
関
係
で
も
、
直
接
国
民
へ
の
能
動
的
支
配
作
用
た
る
意
味
を
も
た

ぬ
国
家
作
用
」（
財
政
作
用
や
行
政
組
織
に
関
す
る
作
用
な
ど
）
が
あ
る
が
、
高
橋
は
最
後
者
を
ほ
と
ん
ど
議
論
の
対
象
と
し
な
い
。

（
78
） 

高
橋
・
前
掲
書
註（
7
、『
国
民
内
閣
制
の
理
念
と
運
用
』）、
三
二
七
│
三
二
八
頁
。

（
79
） 

同
右
・
三
二
九
頁
。

（
80
） 

高
橋
・
前
掲
書
註（
7
、『
現
代
立
憲
主
義
の
制
度
構
想
』）、
一
二
五
頁
。

（
81
） 

高
橋
・
前
掲
書
註（
7
、『
国
民
内
閣
制
の
理
念
と
運
用
』）、
三
四
〇
頁
。

（
82
） 

同
右
・
三
四
一
│
三
四
二
頁
。

（
一
四
〇
六
）



日
本
国
憲
法
に
お
け
る
権
限
分
配
上
の
関
係
と
組
織
上
の
関
係
（
時
本
）

四
六
五

（
83
） 

小
嶋
・
前
掲
論
文
註（
39
）、
二
一
〇
│
二
一
一
頁
参
照
。

（
84
） 

高
橋
・
前
掲
書
註（
7
、『
国
民
内
閣
制
の
理
念
と
運
用
』）、
三
四
二
頁
。
さ
ら
に
、
同
・
前
掲
書
註（
7
、『
現
代
立
憲
主
義
の
制
度
構
想
』）、

一
二
九
│
一
三
〇
頁
も
参
照
。

（
85
） 
「
抑
制
・
均
衡
関
係
を
形
成
す
る
の
は
、
機
関
と
し
て
の
権
力
で
あ
り
、﹇
そ
﹈
の
権
限
は
、『
立
法
』
権
や
『
行
政
』
権
と
は
異
な
る
」。
そ
し

て
、
抑
制
・
均
衡
の
た
め
の
権
限
と
組
織
「
の
あ
り
方
に
応
じ
て
、
立
憲
君
主
制
・
大
統
領
制
・
議
院
内
閣
制
な
ど
の
制
度
類
型
が
区
別
さ
れ
る
」

（
高
橋
・
前
掲
書
註（
7
、『
国
民
内
閣
制
の
理
念
と
運
用
』）、
三
三
八
│
三
三
九
頁
）。
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
抑
制
・
均
衡
の
た
め
の
権
限
が

組
織
上
の
関
係
に
お
け
る
権
限
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
と
も
に
、
立
憲
君
主
制
と
大
統
領
制
・
議
院
内
閣
制
と
が
同
じ
次
元
で
区
別
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
「
正
し
い
法
の
制
定
」
＝
「
政
治
の
領
域
」
と
組
織
上
の
関
係
と
が
意
識
的
に
区
別
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
い
え

る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
高
橋
が
、「
法
の
支
配
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
政
治
領
域
の
活
動
は
、
法
の
言
語
へ
と
翻
訳
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」

（
同
・
前
掲
書
註（
7
、『
現
代
立
憲
主
義
の
制
度
構
想
』）、
九
七
頁
）
と
い
う
と
き
、「
法
の
言
語
」
が
「
法
の
忠
実
な
執
行
」
＝
「
法
の
領
域
」
を

意
味
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
「
翻
訳
」
は
「
法
の
忠
実
な
執
行
」
＝
「
法
の
領
域
」
と
「
正
し
い
法
の
制
定
」
＝
「
政
治
の
領
域
」
と
を
別
系
統
と

す
る
と
い
う
出
発
点
に
反
す
る
で
あ
ろ
う
。
以
上
は
「
国
民
主
権
モ
デ
ル
」
が
前
提
で
あ
る
が
、
で
は
、「
立
憲
君
主
政
モ
デ
ル
」
に
お
け
る
立
法

機
関
と
執
行
機
関
の
関
係
は
、「
正
し
い
法
の
制
定
」
＝
「
政
治
の
領
域
」
に
お
け
る
権
限
分
配
と
組
織
上
の
関
係
に
お
け
る
そ
れ
と
に
よ
っ
て
二

重
に
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
は
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
が
権
力
分
立
論
に
お
い
て
組
織
上
の
関
係
（
に
お
け
る
権
限

分
配
）
を
想
定
し
て
た
か
否
か
の
理
解
に
か
か
っ
て
い
る
。
こ
の
点
、
高
橋
が
肯
定
的
で
あ
る
（
同
・
前
掲
書
註（
7
、『
国
民
内
閣
制
の
理
念
と
運

用
』）、
三
一
六
頁
）
の
に
対
し
て
、
阪
本
昌
成
は
否
定
的
（「
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
盲
点
」）
で
あ
る
（
阪
本
・
前
掲
論
文
註（
18
）、
二
四
七
│

二
四
八
頁
）
で
あ
る
が
、
本
稿
は
こ
の
点
に
は
踏
み
込
ま
な
い
。
な
お
、
高
橋
は
「
法
の
忠
実
な
執
行
」
と
「
正
し
い
法
の
制
定
」
を
権
力
分
立
の

フ
ラ
ン
ス
型
と
イ
ギ
リ
ス
型
と
い
う
形
で
一
般
化
し
て
い
る
（
高
橋
・
前
掲
論
文
註（
73
）、
二
〇
│
二
九
頁
参
照
）。

（
86
） 

高
橋
・
前
掲
書
註（
7
、『
国
民
内
閣
制
の
理
念
と
運
用
』）、
三
七
六
頁
。

（
87
） 

同
右
・
三
六
八
頁
。

（
88
） 

高
橋
・
前
掲
書
註（
7
、『
現
代
立
憲
主
義
の
制
度
構
想
』）、
八
五
頁
。

（
一
四
〇
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

四
六
六

（
89
） 

高
橋
・
前
掲
書
註（
7
、『
国
民
内
閣
制
の
理
念
と
運
用
』）、
三
六
七
頁
。

（
90
） 

高
橋
・
前
掲
書
註（
7
、『
現
代
立
憲
主
義
の
制
度
構
想
』）、
六
九
頁
註（
3
）。

（
91
） 
同
右
・
一
三
頁
。

（
92
） 
高
橋
・
前
掲
書
註（
7
、『
国
民
内
閣
制
の
理
念
と
運
用
』）、
三
六
六
頁
。

（
93
） 

同
右
・
三
六
六
頁
。
樋
口
の
枠
組
み
に
つ
い
て
は
、
樋
口
陽
一
『
現
代
民
主
主
義
の
憲
法
思
想
』
一
九
七
七
年
二
〇
三
│
二
三
〇
頁
参
照
。

（
94
） 

高
橋
・
前
掲
書
註（
7
、『
国
民
内
閣
制
の
理
念
と
運
用
』）、
四
〇
頁
註（
24
）。
な
お
、
高
橋
に
よ
れ
ば
、
責
任
本
質
説
と
均
衡
本
質
説
は
「
政

治
を
『
決
定
│
執
行
』
図
式
で
捉
え
る
か
、『
統
治
│
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
』
図
式
で
捉
え
る
か
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
」（
同
・
前
掲
書
註（
7
、『
現

代
立
憲
主
義
の
制
度
構
想
』）、
九
八
頁
）。

（
95
） 

高
橋
・
前
掲
書
註（
7
、『
現
代
立
憲
主
義
の
制
度
構
想
』）、
九
九
頁
。

（
96
） 

高
橋
・
前
掲
書
註（
7
、『
国
民
内
閣
制
の
理
念
と
運
用
』）、
三
九
四
頁
。

（
97
） 

同
右
・
三
九
三
頁
。

（
98
） 

高
橋
・
前
掲
書
註（
7
、『
現
代
立
憲
主
義
の
制
度
構
想
』）、
七
註（
3
）、
お
よ
び
同
・
前
掲
論
文
註（
25
）、
三
二
三
頁
。
オ
ー
リ
ウ
の
い
う
少

数
派
権
力
と
多
数
派
権
力
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
著
註（
62
）、
三
三
〇
│
三
三
一
頁
参
照
。

（
99
） 

高
橋
和
之
『
現
代
憲
法
理
論
の
源
流
』
一
九
八
七
年
ⅲ
│
ⅳ
頁
参
照
。

（
100
） 

高
橋
・
前
掲
書
註（
7
、『
現
代
立
憲
主
義
の
制
度
構
想
』）、
一
一
頁
。

（
101
） 

同
右
・
九
頁
。

（
102
） 

高
橋
に
よ
れ
ば
、「
オ
ー
リ
ウ
研
究
の
若
干
の
成
果
は
目
に
見
え
ぬ
所
に
反
映
さ
れ
て
い
る
」（
高
橋
・
前
掲
書
註（
99
）、
ⅴ
頁
）
と
の
こ
と
で

あ
る
が
、「
オ
ー
リ
ウ
研
究
の
若
干
の
成
果
」
と
し
て
、
三
四
八
│
三
六
三
頁
参
照
。
ま
た
、
オ
ー
リ
ウ
の
多
元
的
主
権
論
と
状
態
と
し
て
の
国
民

主
権
と
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
著
註（
62
）、
第
三
章
第
一
節
三
お
よ
び
三
九
九
│
四
〇
〇
頁
参
照
。

（
103
） 

高
橋
・
前
掲
書
註（
7
、『
現
代
立
憲
主
義
の
制
度
構
想
』）、
一
三
四
頁
。

（
104
） 

一
方
で
、
権
力
分
立
の
対
象
で
あ
る
立
法
は
対
人
的
作
用
の
み
を
対
象
と
し
、
他
方
で
、
高
橋
は
法
律
を
形
式
的
に
定
義
す
る
（
高
橋
和
之

（
一
四
〇
八
）



日
本
国
憲
法
に
お
け
る
権
限
分
配
上
の
関
係
と
組
織
上
の
関
係
（
時
本
）

四
六
七

『
立
憲
主
義
と
日
本
国
憲
法　

第
3
版
』
二
〇
一
三
年
三
四
六
頁
）
の
で
、
立
法
で
は
な
い
法
律
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
日
本
国
憲
法
に
お
け

る
立
法
と
法
律
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
他
の
あ
り
う
る
場
合
も
含
め
て
、
同
・
前
掲
書
註（
7
、『
国
民
内
閣
制
の
理
念
と
運
用
』）、
三
四
三
│

三
五
四
頁
参
照
。

（
105
） 
高
橋
・
前
掲
書
註（
7
、『
現
代
立
憲
主
義
の
制
度
構
想
』）、
六
三
頁
。

（
106
） 

同
右
・
六
六
頁
。
高
橋
は
、「
直
面
し
て
い
る
最
大
の
問
題
が
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
的
政
治
で
あ
る
と
い
う
な
ら
…
…
、
代
表
者
に
よ
り
大
き
な
自

律
性
を
許
容
す
る
媒
介
民
主
政
的
運
用
を
め
ざ
す
こ
と
も
、
選
択
と
し
て
あ
り
え
よ
う
」
と
い
う
（
高
橋
・
前
掲
論
文
註（
25
）、
三
三
九
頁
）。
な

お
、
国
民
内
閣
制
論
に
対
す
る
も
っ
と
も
徹
底
し
た
批
判
は
、
高
見
勝
利
『
現
代
日
本
の
議
会
政
と
憲
法
』
二
〇
〇
八
年
五
三
│
八
三
頁
で
あ
ろ
う
。

（
107
） 

高
橋
・
前
掲
書
註（
7
、『
国
民
内
閣
制
の
理
念
と
運
用
』）、
四
三
頁
。

（
108
） 

「
憲
法
習
律
」
と
い
う
概
念
を
用
い
る
（
深
瀬
忠
一
「
衆
議
院
の
解
散

│
比
較
憲
法
史
的
考
察
」
宮
澤
俊
儀
先
生
還
暦
記
念
『
日
本
国
憲
法

体
系
⑷
』
一
九
六
二
年
一
二
九
頁
）
か
否
か
は
と
も
か
く
、
内
閣
の
解
散
権
に
何
ら
か
の
制
約
を
付
そ
う
と
す
る
の
が
主
流
の
考
え
方
（
芦
部
信
喜

『
憲
法　

新
版
補
訂
版
』
一
九
九
九
年
二
九
九
頁
、
お
よ
び
佐
藤
・
前
掲
書
註（
30
）、
四
七
九
頁
な
ど
参
照
）
で
あ
ろ
う
。

（
109
） 

同
条
の
成
り
立
ち
に
つ
い
て
は
、
ご
く
簡
単
で
は
あ
る
が
、
拙
稿
「
日
本
国
憲
法
70
条
の
精
察
」
龍
谷
大
学
社
会
学
部
紀
要
一
四
号
一
九
九
九

年
三
九
頁
参
照
。

（
110
） 

小
嶋
和
司
「
憲
法
の
規
定
す
る
統
治
機
構

│
は
た
し
て
議
院
内
閣
制
か

│
」
同
・
前
掲
書
註（
37
）、
三
七
三
頁
。

（
111
） 

議
院
内
閣
制
の
モ
デ
ル
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、
主
と
し
て
一
元
型
と
二
元
型
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
が
、
議
院
内
閣
制
の
類
型
化
の
一
つ
と

し
て
樋
口
陽
一
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
責
任
本
質
説
と
均
衡
本
質
説
（
樋
口
陽
一
「
議
院
内
閣
制
の
概
念
」
小
嶋
和
司
編
『
憲
法
の
争
点
（
新
版
）』

一
九
八
五
年
）
は
現
在
で
も
大
き
な
影
響
力
を
有
す
る
。
こ
の
類
型
論
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
注
目
さ
れ
て
き
た
の
は
、
責
任
本
質
説
に
立
脚
し
た
場

合
に
お
け
る
議
院
内
閣
制
と
会
議
制
（
議
会
支
配
制
・
議
会
統
治
制
な
ど
と
も
い
う
）
の
相
違
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
均
衡
本
質
説
に
立
脚
し
た
場

合
、
高
橋
の
い
う
「
均
衡
型
議
院
内
閣
制
」
も
解
散
権
論
争
に
お
け
る
六
九
条
限
定
説
の
下
で
の
議
院
内
閣
制
も
と
も
に
議
院
内
閣
制
と
い
う
こ
と

に
な
り
、
均
衡
本
質
説
に
お
い
て
は
内
閣
に
よ
る
解
散
権
行
使
の
裁
量
の
度
合
は
反
映
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
（
均
衡
が
幅
の
あ
る
概
念
で
あ
る
可

能
性
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
著
註（
62
）、
三
八
四
頁
参
照
）。
こ
の
点
、
大
石
眞
に
よ
る
対
抗
的
解
散
と
裁
量
的
解
散
の
区
別
（
大
石
眞
『
立
憲
民

（
一
四
〇
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

四
六
八

主
制
』
一
九
九
六
年
一
九
八
│
二
〇
二
頁
、
お
よ
び
大
石
眞
『
憲
法
講
義
Ⅰ　

第
3
版
』
二
〇
一
四
年
一
一
八
頁
参
照
）
は
有
意
味
で
あ
ろ
う
。
な

お
、
長
谷
部
恭
男
は
議
院
内
閣
制
の
本
質
と
議
院
内
閣
制
を
他
の
政
治
体
制
か
ら
区
別
す
る
そ
の
標
識
と
を
意
識
的
に
区
別
す
る
（
長
谷
部
・
前
掲

書
註（
51
）、
三
七
〇
│
三
七
四
頁
参
照
）。

（
112
） 
大
石
・
前
掲
書
註（
111
、『
立
憲
民
主
制
』）、
一
九
九
頁
。

（
113
） 

第
一
回
解
散
前
後
に
さ
ま
ざ
ま
な
ル
ー
ト
か
ら
得
ら
れ
た
連
合
国
総
司
令
部
の
日
本
国
憲
法
の
規
定
す
る
解
散
制
度
に
関
す
る
見
解
に
つ
い
て

は
、
佐
藤
達
夫
「
解
散
権
論
議
の
回
想
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
一
七
号
一
九
六
一
年
参
照
。
そ
の
中
で
、「
第
六
九
条
の
場
合
で
も
、
内
閣
が
解
散
す
る

の
で
は
な
い
。
衆
議
院
が
み
ず
か
ら
解
散
す
る
の
で
あ
る
。
…
…
衆
議
院
は
、
そ
れ
自
身
の
不
信
任
案
可
決
ま
た
は
信
任
案
否
決
と
い
う
行
為
の
効

果
と
し
て
解
散
と
な
る
の
で
あ
る
」（
一
四
│
一
五
頁
）
と
い
う
ケ
イ
デ
ィ
ス
の
見
解
は
、
す
で
に
ふ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
の
二
〇
一
一
年
議
会
任
期
固

定
法
と
の
関
係
で
大
変
興
味
深
い
。

（
114
） 

拙
稿
「
日
本
国
憲
法
の
規
定
す
る
国
会
と
内
閣
の
関
係
㈠

│
六
八
条
一
項
但
書
を
て
が
か
り
に
し
て

│
」
法
学
論
叢
一
三
九
巻
三
号

一
九
九
六
年
六
六
│
六
九
頁
、
お
よ
び
大
石
・
前
掲
書
註（
22
）、
一
九
二
頁
参
照
。

（
115
） 

高
柳
他
編
著
・
前
掲
書
註（
66
）、
一
三
一
頁
。
さ
ら
に
、
原
秀
成
『
日
本
国
憲
法
制
定
の
系
譜
Ⅱ
』
二
〇
〇
五
年
五
四
〇
│
五
四
五
頁
も
参
照
。

（
116
） 

前
掲
拙
稿
註（
114
）、
六
三
│
六
六
頁
参
照
。

（
117
） 

な
お
、
内
閣
を
国
会
に
強
く
従
属
さ
せ
る
と
い
う
日
本
国
憲
法
の
枠
組
み
は
、「
解
散
権
行
使
を
限
定
し
て
議
会
優
位
を
確
保
し
よ
う
と
し
た

﹇
第
二
次
世
界
﹈
大
戦
直
後
の
西
欧
型
憲
法
の
傾
向
」
に
属
す
る
と
い
う
捉
え
方
（
樋
口
・
前
掲
論
文
註（
111
）、
一
八
三
頁
）
に
つ
い
て
は
、
そ
れ

に
与
す
る
論
者
が
存
在
す
る
（
杉
原
泰
雄
・
只
野
雅
人
『
憲
法
と
議
会
制
度
』
二
〇
〇
七
年
一
四
三
│
一
四
四
頁
（
只
野
執
筆
））
が
、
必
ず
し
も

そ
う
と
は
い
え
な
い
（
前
掲
拙
稿
註（
114
）、
六
一
│
六
二
頁
参
照
）。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
枠
組
み
の
背
後
に
は
、
次
の
よ
う
な
「
天
皇
制
の
影
」

が
存
在
す
る
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、「
日
本
国
憲
法
が
要
求
す
る
民
主
制
は
、
国
政
に
民
意
を
反
映
さ
せ
る
と
い
う
目
的
を

有
す
る
の
み
で
は
な
く
、
選
挙
人
団
↓
国
会
↓
内
閣
↓
天
皇
と
い
う
回
路
を
通
し
て
、
最
終
的
に
天
皇
を
民
主
的
に
統
制
す
る
手
段
で
も
あ
る
」

（
前
掲
拙
稿
註（
114
）、
六
五
頁
）。

（
118
） 

日
本
側
は
「
憲
法
起
草
の
と
き
か
ら
﹇
衆
議
院
の
解
散
に
は
﹈
別
段
の
制
限
は
な
い
も
の
と
考
え
て
た
」（
佐
藤
・
前
掲
論
文
註（
113
）、
一
四

（
一
四
一
〇
）



日
本
国
憲
法
に
お
け
る
権
限
分
配
上
の
関
係
と
組
織
上
の
関
係
（
時
本
）

四
六
九

頁
）。

（
119
） 

成
田
憲
彦
「
日
本
国
憲
法
と
国
会
」
内
田
健
三
・
金
原
左
門
・
古
屋
哲
夫
編
『
日
本
議
会
史
録
4
』
一
九
九
〇
年
六
〇
│
六
三
頁
、
お
よ
び
高

柳
賢
三
・
大
友
一
郎
・
田
中
英
夫
編
著
『
日
本
国
憲
法
制
定
の
過
程
Ⅱ
』
一
九
七
二
年
一
九
五
頁
。

（
120
） 
清
水
編
著
・
前
掲
書
註（
36
）、
四
四
│
六
一
頁
参
照
。
た
だ
し
、
土
井
真
一
「『
国
権
の
最
高
機
関
』
論
の
再
検
討
」
法
学
論
叢
一
四
八
巻

五
・
六
号
二
〇
〇
一
年
三
〇
三
頁
参
照
。

（
121
） 

大
石
眞
『
日
本
憲
法
史
﹇
第
2
版
﹈』
二
〇
〇
五
年
三
六
三
│
三
六
四
頁
。

（
122
） 

こ
の
よ
う
な
主
張
は
、
支
配
的
学
説
の
内
部
に
お
い
て
、
一
方
で
控
除
説
と
軌
を
一
に
す
る
が
、
他
方
で
厳
格
分
離
型
の
権
力
分
立
論
に
よ
っ

て
国
会
に
権
限
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
こ
と
と
矛
盾
す
る
。
支
配
的
学
説
の
問
題
点
の
一
つ
は
こ
の
よ
う
な
一
貫
性
の
欠
如
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
こ

れ
ら
の
点
に
つ
い
て
踏
み
込
む
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
123
） 

高
見
勝
利
『
芦
部
憲
法
学
を
読
む
』
二
〇
〇
四
年
一
〇
三
頁
。

（
124
） 

大
石
・
前
掲
書
註（
111
、『
憲
法
講
義
Ⅰ　

第
3
版
』）、
一
三
〇
頁
。
憲
法
上
ど
の
機
関
に
属
す
る
か
明
ら
か
で
は
な
い
権
限
は
国
会
に
属
す
る

と
推
定
す
る
こ
と
は
、「
権
限
」
に
か
か
わ
る
の
で
、
単
純
な
控
除
説
の
立
場
に
立
つ
限
り
、
国
会
は
「
国
権
の
最
高
機
関
」
で
あ
る
と
い
う
規
定

の
法
的
意
味
と
し
て
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
清
宮
四
郎
の
そ
れ
を
認
め
る
政
治
的
美
称
説
と
単
純
な
控
除
説
（
清
宮
四
郎
『
憲

法
Ⅰ
﹇
第
三
版
﹈』
一
九
七
九
年
二
〇
三
頁
お
よ
び
三
〇
〇
│
三
〇
一
頁
）
と
は
矛
盾
す
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
（
た
だ
し
、
野
中
他
・
前
掲
書

註（
22
）、
七
二
頁
（
高
見
執
筆
））。
そ
の
際
、
清
宮
は
国
法
の
執
行
か
ら
司
法
を
除
い
た
も
の
を
行
政
と
す
る
こ
と
か
ら
一
種
の
限
定
的
控
除
説
に

立
脚
し
て
い
る
と
い
う
理
解
（
中
川
丈
久
「
立
法
権
・
行
政
権
・
司
法
権
の
概
念
の
序
論
的
考
察

│
権
力
分
立
の
捉
え
方
に
つ
い
て

│
」
小
早

川
光
郎
・
宇
賀
克
也
編
（
塩
野
宏
先
生
古
稀
記
念
）『
行
政
法
の
発
展
と
変
革
（
上
）』
二
〇
〇
一
年
三
四
二
頁
）
が
あ
る
が
、
彼
が
七
三
条
の
諸
権

限
を
六
五
条
の
行
政
権
に
含
め
る
（
清
宮
・
前
掲
書
註（
124
）、
三
二
二
頁
）
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
理
解
に
は
賛
成
で
き
な
い
。

（
125
） 

宮
澤
俊
義
（
芦
部
信
喜
補
訂
）『
全
訂
日
本
国
憲
法
』
一
九
七
八
年
三
三
八
頁
。

（
126
） 

長
谷
部
・
前
掲
書
註（
51
）、
九
六
頁
。

（
127
） 

さ
ら
に
、
前
掲
拙
著
註（
62
）、
四
一
〇
頁
註（
68
）も
参
照
。
こ
の
よ
う
な
理
解
に
お
い
て
は
、
機
関
が
作
用
を
支
配
す
る
と
い
う
意
味
で
「
法

（
一
四
一
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

四
七
〇

の
領
域
」
＝
権
限
分
配
上
の
関
係
と
「
政
治
の
領
域
」
＝
組
織
上
の
関
係
と
を
分
離
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
分
離
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
結
果
と
し
て
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
国
家
作
用
の
定
義
と
機
関
へ
の
分
配
と
に
未
確
定
の
部
分
が
あ
る
の
で
こ
の
部
分
は
権
限
分
配
の

関
係
性
＝
抑
制
と
均
衡
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
「
国
家
作
用
の
観
念
確
定
と
抑
制
・
均
衡
法
理
の
構
想
と
は
相
補

的
な
関
係
に
あ
る
」（
駒
村
圭
吾
『
権
力
分
立
の
諸
相
』
一
九
九
九
年
一
一
│
一
六
頁
）
の
と
は
異
な
る
。
後
者
に
お
い
て
機
関
間
の
関
係
を
規
定

す
る
の
は
組
織
上
の
関
係
で
は
な
く
権
限
分
配
上
の
関
係
で
あ
る
。

（
一
四
一
二
）



財
産
上
の
負
担
を
伴
う
表
現
行
為
の
規
制
と
「
や
む
に
已
ま
れ
ぬ
利
益
」（
長
谷
川
）

四
七
一

財
産
上
の
負
担
を
伴
う
表
現
行
為
の
規
制
と
「
や
む
に
已
ま
れ
ぬ
利
益
」

│
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
サ
ム
の
息
子
法
を
め
ぐ
る
違
憲
判
決
を
中
心
に

│

長
谷
川　
　

貞　
　

之

一　

は
じ
め
に

二　

犯
罪
人
利
得
禁
止
法
│
サ
ム
の
息
子
法
の
制
定
と
展
開

　

1　

サ
ム
の
息
子
法
の
誕
生
│B

erkow
itz

事
件

　

2　

S
im
on &

 S
chuster

社
事
件
と
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
サ
ム
の
息
子
法
の
違
憲
判
決

　

3　

C
hildren of B

edford

事
件
と
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
サ
ム
の
息
子
法
違
憲
判
決

三　

サ
ム
の
息
子
法
に
関
す
る
判
例
法
理
と
「
や
む
に
已
ま
れ
ぬ
利
益
」
の
衡
量

　

1　

連
邦
最
高
裁
判
所
の
立
場

　

2　

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
サ
ム
の
息
子
法
の
そ
の
後

論　

説

（
一
四
一
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

四
七
二

四　
「
や
む
に
已
ま
れ
ぬ
利
益
」
と
犯
罪
被
害
者
補
償
制
度

　

1　

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
犯
罪
被
害
者
補
償
制
度
の
現
状

　

2　

没
収
と
犯
罪
被
害
者
基
金
の
財
源

　

3　

犯
罪
被
害
者
の
損
害
て
ん
補
│
「
や
む
に
已
ま
れ
ぬ
利
益
」
の
存
否
、
出
訴
期
限
法
と
の
関
係

五　

サ
ム
の
息
子
法
に
よ
る
規
制
と
表
現
の
自
由

　

1　

表
現
内
容
に
基
づ
く
規
制
と
内
容
に
中
立
的
な
規
制
の
二
分
論

　

2　

表
現
内
容
に
基
づ
く
規
制
と
「
や
む
に
已
ま
れ
ぬ
利
益
」
の
審
査
基
準

　

3　

規
制
目
的
の
「
や
む
に
已
ま
れ
ぬ
利
益
」
と
「
狭
く
策
定
さ
れ
た
」
規
制
手
段
と
の
関
係

六　

結　

語

一　

は
じ
め
に

被
害
者
の
保
護
を
求
め
る
各
国
の
法
律
は
、
疎
外
さ
れ
た
被
害
者
の
地
位
の
回
復
、
被
害
者
の
支
援
・
保
護
と
い
う
観
点
か
ら
、
被
害

者
に
刑
事
手
続
の
各
段
階
で
の
情
報
の
提
供
、
刑
事
手
続
へ
の
参
加
な
ど
を
保
障
す
る
ほ
か
、
被
害
者
に
財
政
上
の
援
助
を
提
供
す
る
こ

と
も
、
そ
の
多
く
が
共
通
の
内
容
と
し
て
定
め
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
（
以
下
、
単
に
「
ア
メ
リ
カ
」
と
い
う
）
に
お
い
て
は
、
被
害

者
に
対
す
る
財
政
上
の
援
助
を
提
供
す
る
制
度
と
し
て
、
刑
罰
と
し
て
の
「
被
害
弁
償
」（restitution

）、「
犯
罪
被
害
者
補
償
」（victim

 

com
pensation

）
の
ほ
か
に
、「
サ
ム
の
息
子
法
」（S

on of S
am
 L
aw
s

）
に
よ
る
被
害
者
へ
の
賠
償
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（
1
）

。
こ
れ
ら
三
つ
の

制
度
は
、
そ
の
目
的
や
適
用
範
囲
も
そ
れ
ぞ
れ
異
な
り
、
相
互
の
関
係
の
考
察
は
重
要
で
あ
る
が
、
全
体
的
な
考
察
は
別
の
機
会
に
譲
る

（
一
四
一
四
）



財
産
上
の
負
担
を
伴
う
表
現
行
為
の
規
制
と
「
や
む
に
已
ま
れ
ぬ
利
益
」（
長
谷
川
）

四
七
三

こ
と
に
し
て
、
本
稿
で
は
こ
の
う
ち
サ
ム
の
息
子
法
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
こ
と
に
し
た
い
。

サ
ム
の
息
子
法
と
は
、
ア
メ
リ
カ
の
各
州
や
連
邦
に
お
い
て
、
個
人
や
法
人
な
ど
の
第
三
者
が
告
発
ま
た
は
有
罪
と
認
定
さ
れ
た
者
と

映
画
、
書
籍
、
雑
誌
な
ど
の
表
現
形
態
に
よ
り
、
犯
罪
の
再
現
、
犯
罪
に
つ
い
て
の
犯
罪
者
の
考
え
方
や
感
情
を
表
現
す
る
契
約
を
結
ぶ

場
合
に
、
そ
の
個
人
や
法
人
は
、
契
約
上
、
犯
罪
の
加
害
者
ま
た
は
犯
罪
者
に
支
払
う
べ
き
金
銭
を
、
犯
罪
被
害
者
委
員
会
な
ど
を
通
じ

て
第
三
者
預
託
口
座
（escrow

 account

）
に
預
け
、
そ
の
口
座
開
設
の
日
か
ら
五
年
以
内
に
犯
罪
被
害
者
が
犯
罪
の
加
害
者
等
に
民
事
の

損
害
賠
償
請
求
の
訴
え
を
提
起
し
、
勝
訴
判
決
を
得
た
と
き
は
、
そ
の
預
託
金
か
ら
犯
罪
被
害
者
に
賠
償
金
が
支
払
わ
れ
る
（
第
三
者
預

託
口
座
開
設
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
て
係
属
中
の
訴
訟
が
な
い
と
き
は
、
預
託
金
は
本
来
受
領
す
べ
き
犯
罪
加
害
者
等
に
返
還
さ
れ
る
）
と
い
う
仕

組
み
を
定
め
る
法
律
の
総
称
で
あ
る
（
2
）

。
サ
ム
の
息
子
法
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
二
・
三
の
紹
介
が
あ
る
の
み
で
（
3
）

、
そ
の
詳
細

は
余
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。

ア
メ
リ
カ
の
憲
法
学
に
お
い
て
は
、
表
現
の
自
由
は
最
も
重
要
な
基
本
的
権
利
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
言
論
の
内
容
を
理
由
に
表
現
に

制
限
を
加
え
る
と
か
、
特
定
の
表
現
活
動
に
経
済
的
負
担
を
課
す
こ
と
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
表
現
の
自
由
を
保
障
し
た
合
衆
国
憲
法

修
正
第
一
条
（F

irst A
m
endm

ent

）
に
反
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
表
現
の
自
由
を
制
限
す
る
場
合
の
方
法
と
し
て
は
、
表
現
内
容
を

理
由
に
制
限
す
る
規
制
（
表
現
内
容
の
規
制
）
の
場
合
と
、
表
現
内
容
と
は
直
接
関
係
が
な
い
表
現
の
時
・
場
所
・
方
法
を
制
限
す
る
規
制

（
表
現
内
容
中
立
の
規
制
）
の
場
合
と
が
あ
る
。
表
現
内
容
の
規
制
は
憲
法
が
禁
止
す
る
検
閲
・
事
前
規
制
に
通
じ
る
も
の
で
あ
り
、
表
現

さ
れ
る
内
容
の
適
否
で
も
っ
て
そ
の
表
現
を
禁
止
す
る
こ
と
は
、
法
的
に
許
さ
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
規
制
が
許
容
さ
れ
る
た
め
に
は
、

厳
格
な
司
法
審
査
（strict judicial scrutiny

）
が
要
請
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
表
現
の
内
容
中
立
的
な
規
制
は
、
表
現
内
容
に
着
目
す

る
こ
と
な
く
特
定
の
表
現
行
為
を
規
制
す
る
も
の
で
あ
り
、
表
現
の
自
由
に
対
す
る
制
限
は
間
接
的
で
あ
る
か
ら
、
表
現
内
容
の
規
制
ほ

（
一
四
一
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

四
七
四

ど
厳
格
な
司
法
審
査
に
服
す
る
必
要
は
な
い
と
い
わ
れ
る
。

サ
ム
の
息
子
法
が
採
用
す
る
著
作
等
を
通
じ
た
犯
罪
の
再
現
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
利
益
の
享
受
の
制
限
・
剥
奪
に
つ
い
て
は
、
現
在
、

ア
メ
リ
カ
の
連
邦
最
高
裁
判
所
（
以
下
、
単
に
「
連
邦
最
高
裁
判
所
」
と
い
う
）
が
説
く
表
現
内
容
に
基
づ
く
規
制
・
内
容
中
立
的
な
規
制
の

二
分
論
を
前
提
に
、
表
現
の
自
由
を
保
障
し
た
合
衆
国
憲
法
修
正
第
一
条
の
解
釈
を
通
じ
て
、
規
制
目
的
に
是
非
と
も
実
現
し
た
い
州
の

利
益
、
す
な
わ
ち
「
や
む
に
已
ま
れ
ぬ
利
益
」（com

pelling interest

）
の
存
在
を
必
要
と
し
、
そ
の
利
益
の
実
現
を
促
進
・
達
成
す
る
た

め
、
そ
の
規
制
手
段
は
規
制
目
的
と
の
関
連
で
「
狭
く
策
定
さ
れ
た
」（narrow

ly tailored

）
も
の
で
あ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。

現
在
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
理
論
を
導
く
た
め
に
、
サ
ム
の
息
子
法
に
は
厳
格
な
司
法
審
査
の
定
式
が
普
及
し
て
い
る
。

本
稿
は
、
サ
ム
の
息
子
法
が
最
初
に
導
入
さ
れ
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
サ
ム
の
息
子
法
を
取
り
上
げ
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
サ
ム
の
息
子

法
を
め
ぐ
る
連
邦
最
高
裁
判
決
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
サ
ム
の
息
子
法
に
対
す
る
厳
格
な
司
法
審
査
の
意
義
、
問
題
点
を
明
ら
か

に
す
る
と
と
も
に
、
併
せ
て
損
害
賠
償
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

二　

犯
罪
人
利
得
禁
止
法
│
サ
ム
の
息
子
法
の
制
定
と
展
開

1　

サ
ム
の
息
子
法
の
誕
生
│B

erkow
itz

事
件

ま
ず
、
サ
ム
の
息
子
法
制
定
の
契
機
と
な
っ
たB

erkow
itz

事
件
を
紹
介
し
、
サ
ム
の
息
子
法
制
定
の
経
緯
を
み
て
お
く
こ
と
に
し

よ
う
（
4
）

。
一
九
七
七
年
夏
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
で
、
無
差
別
に
女
性
を
狙
っ
た
連
続
殺
傷
事
件
が
起
こ
り
、
六
人
が
殺
害
さ
れ
、
七
人
が
傷
害
を

（
一
四
一
六
）



財
産
上
の
負
担
を
伴
う
表
現
行
為
の
規
制
と
「
や
む
に
已
ま
れ
ぬ
利
益
」（
長
谷
川
）

四
七
五

負
う
事
態
と
な
っ
た
。
犯
人
は
、
そ
の
後
逮
捕
さ
れ
、
デ
ー
ビ
ッ
ド
・
バ
ー
コ
ヴ
ィ
ッ
ツ
（D

avid B
erkow

itz

）
と
い
う
男
で
あ
っ
た
が
、

犯
行
の
中
で
「
サ
ム
の
息
子
」（S

on of S
am

）
と
名
乗
り
、
犯
行
予
告
な
ど
を
し
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
人
々
を
震
撼
と
さ
せ
た
。
こ
の

連
続
殺
人
事
件
に
つ
い
て
、
バ
ー
コ
ヴ
ィ
ッ
ツ
は
好
奇
の
的
と
な
り
、
そ
の
犯
罪
事
実
を
出
版
物
に
よ
り
公
表
し
て
多
額
の
収
益
（
出
版

権
の
売
却
で
約
七
、五
〇
〇
ド
ル
）
を
え
る
可
能
性
が
話
題
と
な
っ
た
。

犯
罪
者
が
自
分
の
犯
罪
に
つ
い
て
書
い
た
著
作
や
手
記
、
収
録
さ
れ
た
ビ
デ
オ
、
犯
罪
に
関
す
る
逸
話
な
ど
は
、
一
般
人
の
関
心
も
高

く
、
よ
く
売
れ
る
。
バ
ー
コ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
逮
捕
後
、
彼
の
犯
罪
に
関
す
る
独
占
手
記
を
買
い
求
め
る
出
版
社
等
の
メ
デ
ィ
ア
が
殺
到
し
、
購

入
希
望
価
格
は
巨
額
な
も
の
と
な
っ
た
。
大
手
の
出
版
社
で
あ
る
マ
グ
ロ
ー
ヒ
ル
（M

cG
raw
-H
ill

）
社
か
ら
の
申
出
額
は
二
五
万
ド
ル
で

あ
っ
た
。
こ
れ
を
知
っ
た
市
民
は
、
大
い
に
憤
慨
し
、
公
衆
の
怒
り
が
湧
き
あ
が
っ
た
。
出
版
契
約
に
よ
っ
て
犯
罪
者
と
出
版
社
は
儲
か

る
が
、
犯
罪
被
害
者
や
そ
の
遺
族
は
出
版
に
よ
っ
て
再
び
忘
れ
難
い
こ
と
を
思
い
出
さ
せ
ら
れ
て
、
心
の
傷
が
癒
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
議
会
は
、
世
論
の
声
を
背
景
に
、
犯
罪
者
が
自
己
の
犯
罪
か
ら
多
大
の
利
益
を
得
る
一
方
で
、
犯
罪
被
害
者
が
何
の

補
償
も
与
え
ら
れ
な
い
と
い
う
事
態
を
憂
慮
し
、
一
九
七
七
年
八
月
、
大
急
ぎ
で
法
改
正
を
行
い
、
犯
罪
者
利
得
禁
止
法
（notoriety-for-

profi t statute

）
を
制
定
し
た
（
5
）

。
同
法
は
、
犯
罪
で
告
発
ま
た
は
有
罪
の
認
定
を
さ
れ
た
者
が
自
己
の
犯
罪
で
利
益
を
得
る
こ
と
を
阻
止

す
る
と
と
も
に
、
犯
罪
で
得
た
収
益
を
被
害
者
救
済
委
員
会
が
没
収
し
、
第
三
者
保
管
の
預
託
口
座
に
預
け
入
れ
て
、
そ
れ
を
犯
罪
被
害

者
の
賠
償
に
あ
て
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
犯
人
で
あ
る
バ
ー
コ
ヴ
ィ
ッ
ツ
が
「
サ
ム
の
息
子
」（S

on of S
am

）
と
名
乗
っ
た
こ
と
か

ら
、
こ
の
犯
罪
者
利
得
禁
止
法
は
、「
サ
ム
の
息
子
法
」（S

on of S
am
 L
aw

）
と
も
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
サ
ム
の
息
子
法
（N

.Y
. E
xec. L

aw
 §
623-a

）
は
、
後
に
連
邦
最
高
裁
判
所
か
ら
違
憲
の
判
決
を
受
け
て
改
正
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
が
、
制
定
当
時
、
次
の
よ
う
な
内
容
を
も
つ
法
律
で
あ
っ
た
。

（
一
四
一
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

四
七
六

・
犯
罪
者
と
そ
の
犯
罪
に
関
す
る
実
話
を
も
と
に
し
た
出
版
の
契
約
を
し
た
者
は
、
そ
の
契
約
の
写
し
を
犯
罪
被
害
者
救
済
委
員
会
に

提
出
し
、
そ
の
契
約
に
基
づ
い
て
支
払
う
金
銭
を
同
委
員
会
に
引
き
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

・
犯
罪
被
害
者
救
済
員
会
は
、
上
記
の
金
員
を
第
三
者
預
託
口
座
に
五
年
間
、
そ
の
犯
罪
の
被
害
者
に
対
す
る
賠
償
金
の
支
払
い
の
た

め
に
保
管
す
る
。

・
犯
罪
被
害
者
は
、
第
三
者
預
託
口
座
の
開
設
の
日
か
ら
五
年
間
、
損
害
賠
償
を
求
め
る
民
事
訴
訟
を
犯
罪
者
に
対
し
て
提
起
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
の
訴
訟
で
勝
訴
判
決
を
得
た
被
害
者
は
、
預
託
金
か
ら
直
ち
に
賠
償
金
の
支
払
い
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

・
第
三
者
預
託
口
座
の
開
設
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
た
時
点
で
、
損
害
賠
償
に
係
る
民
事
訴
訟
が
提
起
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
預
託

金
の
残
金
は
犯
罪
者
に
返
還
さ
れ
る
。

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
サ
ム
の
息
子
法
に
よ
れ
ば
、
犯
罪
を
再
現
し
、
犯
罪
者
の
「
考
え
、
感
じ
方
、
意
見
あ
る
い
は
感
情
」
を
表
現
す
る

映
画
、
書
籍
、
雑
誌
記
事
な
ど
の
作
成
の
た
め
に
、
被
疑
者
や
有
罪
認
定
を
受
け
た
者
（
犯
罪
者
）
と
契
約
を
結
ん
だ
者
は
、
そ
の
契
約

書
の
写
し
を
犯
罪
被
害
者
委
員
会
（C

rim
e V
ictim

s B
oard

）
に
提
出
し
、
そ
の
契
約
か
ら
え
た
収
益
を
同
委
員
会
に
譲
渡
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
犯
罪
被
害
者
委
員
会
は
、
受
領
し
た
金
銭
を
第
三
者
預
託
口
座
に
預
け
、
そ
の
預
託
口
座
開
設
の
日
か
ら
五
年
以
内
に
犯
罪

被
害
者
が
民
事
の
損
害
賠
償
の
訴
え
を
提
起
し
、
犯
罪
者
ま
た
は
そ
の
代
理
人
に
支
払
い
を
命
ず
る
勝
訴
判
決
が
下
さ
れ
た
場
合
に
は
、

そ
の
預
託
金
か
ら
犯
罪
被
害
者
に
賠
償
金
が
支
払
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
サ
ム
の
息
子
法
は
、
犯
罪
者
に
不
当
な
収
益
を
得
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
目
的
を
も
っ
て
制
定
さ
れ
た
法
律
で

あ
る
が
、
法
の
定
め
る
手
続
を
踏
め
ば
、
犯
罪
被
害
者
は
出
訴
期
限
を
徒
過
し
て
も
民
事
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
勝
訴

判
決
を
得
る
こ
と
に
よ
り
預
託
金
か
ら
自
動
的
に
賠
償
を
受
け
ら
れ
る
と
い
う
点
に
特
徴
が
あ
る
。
ま
た
、
州
の
犯
罪
被
害
者
補
償
制
度

（
一
四
一
八
）



財
産
上
の
負
担
を
伴
う
表
現
行
為
の
規
制
と
「
や
む
に
已
ま
れ
ぬ
利
益
」（
長
谷
川
）

四
七
七

に
あ
る
よ
う
な
、
犯
罪
被
害
者
が
「
深
刻
な
財
政
上
の
危
機
に
あ
る
」
こ
と
を
要
件
と
し
て
い
な
い
点
も
、
こ
の
法
律
の
特
徴
の
一
つ
で

あ
る
。

そ
の
後
、
連
邦
政
府
と
他
の
州
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
サ
ム
の
息
子
法
に
倣
い
、
同
じ
よ
う
な
法
律
を
制
定
し
て
行
っ
た
。
連
邦
法
と

し
て
は
、
一
九
八
四
年
に
「
犯
罪
被
害
者
法
」（V

ictim
s of C

rim
e A
ct, 18 U

.S
.C
.§
§
3681-82

）
が
制
定
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
州
や
地
方

の
被
害
者
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
援
助
す
る
た
め
に
、
犯
罪
被
害
者
基
金
（C

rim
e V
ictim

s F
und

）
を
創
設
す
る
も
の
で
あ
り
、
連
邦
犯
罪

に
係
る
罰
金
、
没
取
保
釈
保
証
金
、
刑
罰
付
加
金
な
ど
を
主
な
財
源
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（
6
）

。
ま
た
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
以
外
の
他
の
州

に
お
い
て
も
、
犯
罪
者
や
有
罪
の
宣
告
を
受
け
た
被
告
人
が
自
分
の
犯
行
を
著
作
や
印
刷
物
、
メ
デ
ィ
ア
な
ど
通
じ
て
公
表
し
、
収
益
を

得
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
サ
ム
の
息
子
法
と
同
様
の
法
律
（「
収
益
の
た
め
の
悪
名
条
項
」（notoriety-for-profi t 

statute

）
と
呼
ば
れ
る
犯
罪
人
利
得
禁
止
法
）
を
設
け
る
州
が
相
次
い
だ
。
一
九
八
〇
年
代
後
半
ま
で
に
、
少
な
く
と
も
約
四
二
の
州
で

「
サ
ム
の
息
子
法
」
ま
た
は
そ
れ
に
類
似
す
る
法
律
が
制
定
さ
れ
て
い
る
（
7
）

。
各
州
で
制
定
さ
れ
る
サ
ム
の
息
子
法
は
、
立
法
趣
旨
は
ほ
ぼ

同
じ
で
あ
る
が
、
適
用
範
囲
や
そ
の
要
件
・
効
果
に
幾
分
違
い
が
み
ら
れ
る
（
8
）

。

2　

S
im
on &

 S
chuster

社
事
件
と
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
サ
ム
の
息
子
法
の
違
憲
判
決

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
サ
ム
の
息
子
法
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
、
別
の
事
件
を
契
機
に
、
憲
法
違
反
で
あ
る
と
の
挑
戦
を
受
け
る
こ
と
に
な

る
。
そ
れ
が
、S

im
on &

 S
chuster, Inc. v. M

em
bers of the N

ew
 Y
ork S

tate C
rim
e V
ictim

s B
oard, 112 S

. C
t. 501 

（1991

）

で
あ
る
（
9
）

。
こ
の
事
件
の
概
要
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
（
10
）

。

マ
フ
ィ
ア
の
構
成
員
で
あ
っ
た
ヘ
ン
リ
ー
・
ヒ
ル
（H

enry H
ill

）
は
、
一
九
八
〇
年
、
麻
薬
売
買
の
共
同
謀
議
の
容
疑
で
逮
捕
・
起
訴

（
一
四
一
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

四
七
八

さ
れ
た
が
、
司
法
取
引
に
応
じ
て
、
起
訴
を
免
れ
、
連
邦
証
人
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
（federal w

itness protection program

）
に
よ
る
保
護

の
下
に
、
検
察
側
の
証
人
と
し
て
ギ
ャ
ン
グ
組
織
の
撲
滅
に
協
力
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
を
知
っ
た
出
版
社
の
サ
イ
モ
ン
＆
シ
ュ
ス

タ
ー
社
（S

im
on &

 S
chuster, Inc.

）
は
、
一
九
五
五
年
か
ら
一
一
歳
で
犯
罪
の
人
生
を
歩
み
始
め
、
長
年
ギ
ャ
ン
グ
と
し
て
犯
罪
組
織
に

関
与
し
て
き
た
ヒ
ル
の
実
生
活
を
基
に
し
て
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
の
ギ
ャ
ン
グ
組
織
の
内
幕
物
を
出
版
す
る
こ
と
を
計
画
し
た
。
著
名
な

出
版
ブ
ロ
ー
カ
ー
で
あ
る
ス
テ
ア
リ
ン
グ
・
ロ
ー
ド
（S

tearing L
ord

）
の
仲
介
を
通
じ
て
出
版
の
依
頼
を
受
け
た
ヒ
ル
は
、
一
九
八
一

年
八
月
、
内
幕
物
を
得
意
と
す
る
記
者
の
ニ
コ
ラ
ス
・
ピ
レ
ッ
ギ
（N

icholas P
ileggi

）
と
の
間
で
、
犯
罪
の
情
報
提
供
者
を
ヒ
ル
、
そ

の
執
筆
者
を
ピ
レ
ッ
ギ
と
し
て
、
ヒ
ル
が
こ
れ
ま
で
関
与
し
て
き
た
犯
罪
の
内
幕
を
実
話
書
と
し
て
執
筆
す
る
こ
と
に
合
意
し
た
。
そ
し

て
、
同
年
九
月
、
ヒ
ル
と
ピ
レ
ッ
ギ
、
お
よ
び
ロ
ー
ド
は
、
サ
イ
モ
ン
＆
シ
ュ
ス
タ
ー
社
と
の
間
で
、
同
社
か
ら
犯
罪
の
内
幕
を
描
い
た

実
話
書
を
出
版
す
る
契
約
を
締
結
し
、
サ
イ
モ
ン
＆
シ
ュ
ス
タ
ー
社
は
二
人
に
印
税
を
支
払
う
こ
と
、
ヒ
ル
に
支
払
う
印
税
等
の
一
〇
％

が
仲
介
代
理
人
の
ロ
ー
ド
に
支
払
わ
れ
る
こ
と
が
取
り
交
わ
さ
れ
た
。

そ
れ
か
ら
数
年
を
経
て
、
一
九
八
六
年
一
月
、
サ
イ
モ
ン
＆
シ
ュ
ス
タ
ー
社
よ
り
、
ピ
レ
ッ
ギ
著
『
ワ
イ
ズ
ガ
イ
：
マ
フ
ィ
ア
の
家
族

の
生
活
（W

IS
E
G
U
Y
: L
ife in a M

afi a F
am
ily

）』
と
題
す
る
犯
罪
実
話
書
が
出
版
さ
れ
た
。
こ
の
本
の
中
で
、
ヒ
ル
が
関
与
し
た
贈
収

賄
（bribery

）、
暴
行
（assault

）、
ゆ
す
り
（extortion

）、
窃
盗
（theft

）、
強
盗
（burglary

）、
放
火
（arson

）、
麻
薬
取
引
（drug 

dealing

）、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
詐
欺
（credit card fraud

）、
殺
人
（m

urder

）
な
ど
犯
行
歴
が
記
さ
れ
、
ケ
ネ
デ
ィ
国
際
空
港
の
タ
ー
ミ

ナ
ル
で
ル
フ
ト
ハ
ン
ザ
航
空
会
社
か
ら
現
金
五
〇
〇
万
ド
ル
と
数
十
万
ド
ル
相
当
の
宝
石
を
盗
取
し
た
こ
と
、
ボ
ス
ト
ン
大
学
の
バ
ス

ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
選
手
か
ら
賄
賂
を
授
受
し
た
こ
と
な
ど
が
暴
露
さ
れ
る
と
、
こ
の
本
は
た
ち
ま
ち
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
り
、
サ
イ
モ
ン
＆

シ
ュ
ス
タ
ー
社
は
初
版
で
約
九
万
部
を
売
り
上
げ
、
翌
一
九
八
七
年
二
月
に
は
一
〇
〇
万
部
以
上
の
ペ
ー
パ
ー
バ
ッ
ク
が
出
版
さ
れ
た
（
11
）

。

（
一
四
二
〇
）



財
産
上
の
負
担
を
伴
う
表
現
行
為
の
規
制
と
「
や
む
に
已
ま
れ
ぬ
利
益
」（
長
谷
川
）

四
七
九

犯
罪
実
話
書
『
ワ
イ
ズ
ガ
イ
』
の
評
判
を
耳
に
し
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
犯
罪
被
害
者
委
員
会
は
、
一
九
八
六
年
一
月
三
一
日
、
サ
イ
モ

ン
＆
シ
ュ
ス
タ
ー
社
に
対
し
、
上
記
の
出
版
契
約
書
の
写
し
を
同
委
員
会
に
提
出
す
べ
き
こ
と
、
こ
の
出
版
契
約
に
基
づ
く
著
者
ら
に
対

す
る
印
税
等
の
支
払
い
を
一
時
凍
結
す
べ
き
こ
と
を
要
請
し
、
サ
イ
モ
ン
＆
シ
ュ
ス
タ
ー
社
は
こ
の
要
請
に
従
っ
た
。
そ
し
て
、
翌

一
九
八
七
年
六
月
一
五
日
、
犯
罪
被
害
者
委
員
会
は
、
審
査
し
た
結
果
、
犯
罪
実
話
書
『
ワ
イ
ズ
ガ
イ
』
に
つ
い
て
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州

サ
ム
の
息
子
法
が
適
用
さ
れ
る
と
の
結
論
に
達
し
、
サ
イ
モ
ン
＆
シ
ュ
ス
タ
ー
社
に
対
し
、
次
の
よ
う
な
決
定
通
知
を
行
っ
た
。『
ワ
イ

ズ
ガ
イ
』
は
、
サ
ム
の
息
子
法
に
い
う
犯
罪
実
話
に
該
当
す
る
。
従
っ
て
、
ヒ
ル
は
す
で
に
支
払
い
済
み
の
金
額
（
九
六
、二
五
〇
ド
ル
）

を
、
ヒ
ル
の
仲
介
代
理
人
は
自
ら
が
報
酬
と
し
て
受
け
取
っ
た
金
額
（
ヒ
ル
の
取
り
分
の
一
〇
％
）
を
引
き
渡
す
べ
き
こ
と
、
ま
た
、
サ
イ

モ
ン
＆
シ
ュ
ス
タ
ー
社
は
、
今
後
、
ヒ
ル
に
支
払
う
べ
き
印
税
等
を
す
べ
て
犯
罪
被
害
者
委
員
会
に
引
渡
し
、
す
で
に
ヒ
ル
に
支
払
っ
た

約
一
〇
億
ド
ル
に
つ
い
て
ヒ
ル
が
同
委
員
会
に
引
き
渡
さ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
サ
イ
モ
ン
＆
シ
ュ
ス
タ
ー
社
が
そ
の
分
を
引
き
渡
す
べ

き
こ
と
を
命
じ
た
。
こ
の
犯
罪
被
害
者
委
員
会
の
決
定
に
対
し
て
は
サ
イ
モ
ン
＆
シ
ュ
ス
タ
ー
社
に
聴
聞
を
受
け
る
権
利
が
与
え
ら
れ
た

が
、
同
社
は
こ
の
権
利
を
行
使
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
か
ら
一
ヶ
月
後
の
同
年
七
月
一
五
日
、
上
記
決
定
が
確
定
し
、
執
行
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
サ
イ
モ
ン
＆
シ
ュ
ス
タ
ー
社
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
サ
ム
の
息
子
法
が
合
衆
国
憲
法
修
正
第
一
条
に
違
反
す
る

と
主
張
し
、
こ
の
決
定
の
無
効
確
認
と
執
行
停
止
お
よ
び
救
済
を
求
め
て
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
南
部
地
区
の
連
邦
地
方
裁
判
所
に
提
訴
し

た
。連

邦
地
方
裁
判
所
は
、
一
九
八
九
年
一
〇
月
六
日
、
州
政
府
に
は
犯
罪
被
害
者
を
救
済
す
る
と
い
う
「
是
非
と
も
実
現
す
べ
き
利
益
」

が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
犯
罪
の
著
作
か
ら
生
じ
る
収
入
の
引
渡
し
を
認
め
て
も
、
そ
の
こ
と
自
体
、
表
現
の
自
由
を
不
当
に
抑
圧
す
る
も

の
で
は
な
い
と
述
べ
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
サ
ム
の
息
子
法
は
合
衆
国
憲
法
修
正
第
一
条
に
矛
盾
し
な
い
旨
の
判
決
を
下
し
、
サ
イ
モ
ン

（
一
四
二
一
）



日
本
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学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

四
八
〇

＆
シ
ュ
ス
タ
ー
社
の
訴
え
を
退
け
た
（
12
）

。
こ
れ
に
対
し
、
サ
イ
モ
ン
＆
シ
ュ
ス
タ
ー
社
は
控
訴
し
て
争
っ
た
。

連
邦
控
訴
裁
判
所
は
、
一
九
九
〇
年
一
〇
月
三
日
、
連
邦
地
裁
の
判
決
を
支
持
し
、
控
訴
を
棄
却
す
る
旨
の
判
決
を
下
し
た
（
13
）

。
連
邦
控

裁
判
決
に
よ
れ
ば
、
犯
罪
者
が
被
害
者
に
損
害
を
生
じ
さ
せ
、
そ
の
賠
償
を
必
要
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
被
害
者
の
救
済
の
た
め
に
犯

罪
の
著
作
か
ら
生
じ
る
収
入
の
引
渡
し
を
求
め
る
こ
と
は
、
州
の
「
や
む
に
已
ま
れ
ぬ
利
益
」（com

pelling interest

）
で
あ
る
。
サ
ム
の

息
子
法
は
、
そ
の
内
容
が
被
害
者
に
関
し
て
著
作
の
大
半
を
占
め
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
犯
罪
被
害
者
を
描
写
す
る
著
作
か
ら
の

印
税
を
犯
罪
被
害
者
の
救
済
の
た
め
に
優
先
的
に
弁
済
に
あ
て
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
認
め
て
も
、
犯
罪
者
は
犯
罪
に
つ
い
て
表
現

す
る
自
由
を
制
限
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
、
犯
罪
の
著
作
か
ら
生
じ
る
収
入
の
す
べ
て
の
引
渡
し
が
要
求
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

サ
ム
の
息
子
法
は
「
狭
く
策
定
さ
れ
て
」（narrow

ly tailored

）
て
お
り
、「
過
度
に
包
括
的
」（overinclusive

）
で
は
な
く
、
合
衆
国
憲

法
修
正
第
一
条
に
抵
触
し
な
い
、
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る
（
14
）

。
こ
れ
に
対
し
、
サ
イ
モ
ン
＆
シ
ュ
ス
タ
ー
社
よ
り
連
邦
最
高
裁
判
所

に
裁
量
上
告
の
受
理
の
申
立
て
が
な
さ
れ
た
。

裁
量
上
告
は
、
当
該
事
件
が
憲
法
問
題
ま
た
は
連
邦
法
の
問
題
を
含
む
と
考
え
る
場
合
に
は
受
理
さ
れ
、
連
邦
最
高
裁
判
所
で
審
理
が

行
わ
れ
る
。
本
件
事
案
に
つ
い
て
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
連
邦
政
府
お
よ
び
大
部
分
の
州
が
同
様
の
目
的
の
た
め
に
類
似
す
る
同
種
の

法
律
を
制
定
し
て
お
り
重
要
な
問
題
を
包
含
し
、
何
度
も
繰
り
返
し
提
訴
さ
れ
る
蓋
然
性
が
高
い
と
の
理
由
で
、
裁
量
上
訴
を
受
理
し
た
。

連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
審
理
の
結
果
、
一
九
九
一
年
一
二
月
一
〇
日
、
全
員
一
致
で
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
サ
ム
の
息
子
法
は
言
論
の

自
由
を
保
障
し
た
合
衆
国
憲
法
第
一
修
正
に
違
反
し
、
連
邦
控
訴
裁
判
所
の
判
決
は
破
棄
さ
れ
る
と
判
示
し
た
（
15
）

。
法
廷
意
見
を
書
い
た
オ

コ
ナ
ー
（O

’C
onnor

）
判
事
は
、
そ
の
理
由
を
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
16
）

。

⑴　

あ
る
法
律
が
言
論
の
内
容
（content of speech

）
を
理
由
に
言
論
者
に
財
政
的
な
負
担
（fi nancial burden

）
を
課
す
場
合
、
そ
の

（
一
四
二
二
）



財
産
上
の
負
担
を
伴
う
表
現
行
為
の
規
制
と
「
や
む
に
已
ま
れ
ぬ
利
益
」（
長
谷
川
）

四
八
一

法
律
は
合
衆
国
憲
法
第
一
修
正
（F

irst A
m
endm

ent

）
に
違
反
す
る
と
推
定
さ
れ
る
、
と
考
え
る
の
が
確
立
し
た
原
理
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

言
論
の
内
容
に
基
づ
い
て
差
別
す
る
こ
と
を
政
府
に
認
め
る
規
制
は
合
衆
国
憲
法
修
正
第
一
条
の
も
と
で
は
許
容
さ
れ
な
い
、
と
い
う
原

則
の
一
つ
の
現
れ
で
あ
る
。
サ
ム
の
息
子
法
は
、
そ
の
よ
う
な
内
容
に
基
づ
く
法
律
で
あ
る
。

本
件
に
お
け
る
言
論
者
が
ヒ
ル
ま
た
は
サ
イ
モ
ン
＆
シ
ュ
ス
タ
ー
社
の
い
ず
れ
で
あ
る
と
考
え
る
に
せ
よ
、
サ
ム
の
息
子
法
は
、
表
現

活
動
（expressive activity

）
か
ら
得
ら
れ
た
収
入
（incom

e

）
に
対
し
て
財
政
的
な
負
担
を
課
す
も
の
で
あ
り
、
特
定
の
内
容
を
も
つ
作

品
に
の
み
向
け
ら
れ
て
い
る
。
財
政
的
負
担
を
課
す
い
ず
れ
の
形
態
も
、
発
言
に
対
す
る
負
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
（disincentives

）
と
し

て
機
能
す
る
。

被
害
者
救
済
委
員
会
は
、
議
会
が
特
定
の
思
想
を
抑
圧
す
る
意
図
を
も
っ
て
い
る
場
合
に
の
み
、
差
別
的
な
財
政
的
取
扱
い
は
合
衆
国

憲
法
修
正
第
一
条
の
も
と
で
疑
わ
し
い
も
の
と
な
る
と
主
張
す
る
が
、
こ
の
主
張
は
正
し
く
な
い
。
我
々
は
長
い
間
、
適
切
な
政
府
の
関

心
に
向
け
ら
れ
た
規
制
で
あ
っ
て
も
、
合
衆
国
憲
法
修
正
第
一
条
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
た
権
利
の
行
使
を
不
当
に
制
限
す
る
こ
と
が
あ
り

得
る
こ
と
を
認
め
て
き
た
。

被
害
者
救
済
委
員
会
は
、
サ
ム
の
息
子
法
は
メ
デ
ィ
ア
に
対
す
る
内
容
に
基
づ
く
財
政
的
な
規
制
で
は
な
く
、
犯
罪
者
と
そ
の
言
論
を

伝
達
す
る
旨
の
契
約
を
締
結
し
た
主
体
（entity

）
に
対
し
て
一
般
的
な
負
担
を
課
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
合
衆
国
憲
法
修
正
第
一
条
と

矛
盾
し
な
い
、
と
主
張
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
主
張
は
、
規
定
の
論
理
構
造
お
よ
び
憲
法
的
な
理
由
か
ら
採
用
で
き
な
い
。

サ
ム
の
息
子
法
は
、
特
定
の
内
容
を
も
つ
作
品
の
創
作
お
よ
び
出
版
に
対
し
て
財
政
的
な
負
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
与
え
る
。
こ
の
よ

う
な
差
別
的
な
取
扱
い
を
正
当
化
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
規
制
が
是
非
と
も
実
現
す
べ
き
州
の
利
益
に
資
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
そ

の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
限
定
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
州
は
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
一
四
二
三
）
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〇
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月
）

四
八
二

⑵　

州
は
、
犯
罪
の
被
害
者
が
犯
罪
の
果
実
（fruits

）
よ
り
賠
償
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
ま
た
、
犯
罪
の
被
害
者
が
損
害

の
回
復
を
受
け
る
前
に
、
犯
罪
者
が
犯
罪
か
ら
利
益
（profi t

）
を
得
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
に
、
是
非
と
も
実
現

す
べ
き
利
益
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
賠
償
を
加
害
者
の
犯
罪
に
関
す
る
表
現
（speech about the crim

e

）
に
限
定
す
る
場
合
に
は
、

こ
の
利
益
は
た
と
え
あ
っ
た
と
し
て
も
、
僅
か
な
も
の
で
し
か
な
い
。

⑶　

被
害
者
が
犯
罪
か
ら
得
た
収
益
（proceeds

）
か
ら
賠
償
を
受
け
る
た
め
の
手
段
と
し
て
、
サ
ム
の
息
子
法
は
過
度
に
包
括
的

（overinclusive

）
で
あ
る
。
こ
の
法
律
は
、
犯
罪
に
つ
い
て
の
著
者
の
考
え
方
や
回
想
が
表
現
さ
れ
て
い
れ
ば
、
著
作
の
直
接
的
な
主
題

と
は
関
係
な
く
、
あ
る
い
は
、
付
随
的
で
あ
る
と
し
て
も
、
あ
ら
ゆ
る
主
題
の
著
作
（w

orks on any subject

）
に
適
用
さ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
ま
た
、
こ
の
法
律
に
い
う
「
あ
る
犯
罪
で
有
罪
の
認
定
を
受
け
た
者
（person convinced of a crim

e

）」
の
定
義
は
広
汎
で
あ
る
た

め
、
著
者
が
実
際
に
告
訴
さ
れ
、
あ
る
い
は
、
有
罪
判
決
を
受
け
た
否
か
に
関
わ
り
な
く
、
あ
る
犯
罪
を
行
っ
た
こ
と
を
著
作
の
中
で
認

め
た
場
合
に
も
、
こ
の
法
律
は
適
用
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
こ
と
が
結
び
つ
く
と
、
潜
在
的
に
は
き
わ
め
て
多
く
の
著
作
に
適
用
が
及

ぶ
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
マ
ル
コ
ム
Ｘ
（M

alcolm
 X

）
の
『
自
伝
（A

utobiography

）』、
Ｈ
・
ソ
ロ
ー
（H

enry D
. T
horeau

）
の
『
市

民
的
抵
抗
（C

ivil D
isobedience

）』、
聖
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
（S

aint A
ugustine

）
の
『
告
白
（C

onfessions

）』
な
ど
の
著
作
で
さ
え
、
サ

ム
の
息
子
法
の
適
用
を
受
け
、
犯
罪
被
害
者
委
員
会
に
そ
の
印
税
（royalty

）
を
寄
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
犯
罪
の
果
実
か
ら
被
害
者
に
賠
償
を
与
え
る
と
い
う
州
の
利
益
は
「
や
む
に
已
ま
れ
ぬ
利
益
」
で
は
あ
る
が
、
サ

ム
の
息
子
法
は
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
限
定
的
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
結
果
、
サ
ム
の
息
子
法
は
、
合
衆
国
憲
法
修
正
第

一
条
に
違
反
す
る
こ
と
に
な
る
。

（
法
廷
意
見
に
同
調
す
る
意
見
）

（
一
四
二
四
）



財
産
上
の
負
担
を
伴
う
表
現
行
為
の
規
制
と
「
や
む
に
已
ま
れ
ぬ
利
益
」（
長
谷
川
）

四
八
三

ブ
ラ
ッ
ク
マ
ン
（B

lackm
un

）
判
事
の
同
調
意
見
：　

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
法
は
、「
過
度
に
包
括
的
」（overinclusive

）
で
あ
っ
た
の
と

同
様
に
、「
過
少
に
包
摂
的
」（underinclusive

）
で
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
裁
判
所
は
言
及
す
べ
き
で
あ
っ
た
（
17
）

。

ケ
ネ
デ
ィ
ー
（K

ennedy

）
判
事
の
同
調
意
見
：　

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
法
は
、
書
か
れ
た
こ
と
の
内
容
を
唯
一
の
基
準
と
し
、
著
者
お

よ
び
出
版
社
に
対
し
て
い
く
つ
か
の
重
大
な
制
限
を
課
し
て
い
る
。
規
制
さ
れ
る
内
容
が
合
衆
国
憲
法
修
正
第
一
条
に
よ
っ
て
完
全
に
保

護
さ
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
こ
と
自
体
が
こ
の
法
律
を
違
憲
と
判
断
す
る
完
全
か
つ
十
分
な
理
由
と
な
る
。
こ
の
法
律
が
是
非
と
も
実
現

す
べ
き
州
の
利
益
を
実
現
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
り
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
限
定
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
州
が
立
証

で
き
る
か
否
か
を
問
題
と
す
る
必
要
は
な
い
。
言
論
の
内
容
に
基
づ
く
規
制
に
是
非
と
も
実
現
す
べ
き
利
益
基
準
を
適
用
し
な
い
こ
と
は
、

裁
判
所
が
繰
り
返
し
述
べ
、
実
践
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
政
府
は
、
表
現
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
、
そ
の
思
想
・
主
題
、
も
し
く
は
そ
の
内
容

を
理
由
に
表
現
を
制
限
す
る
権
限
を
有
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
合
衆
国
憲
法
修
正
第
一
条
は
意
味
し
て
い
る
（
18
）

。

3　

C
hildren of B

edford

事
件
と
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
サ
ム
の
息
子
法
違
憲
判
決

次
に
、
前
述
のS

im
on &

 S
chuster

社
事
件
の
訴
訟
期
間
と
時
期
が
一
部
重
な
る
部
分
も
あ
る
が
、S

im
on &

 S
chuster

判
決

（
一
九
九
一
年
）
の
趣
旨
に
鑑
み
て
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
サ
ム
の
息
子
法
に
関
す
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
最
高
裁
判
所
の
合
憲
判
決
を
取
り
消

し
、
事
件
を
同
裁
判
所
に
差
戻
し
たC

hildren of B
edford, Inc. v. P

etrom
elis, 541 N

.Y
.S
. 2d 894 

（S
upp. 1989

） 

を
取
り
上
げ
て

お
こ
う
。
こ
の
事
件
の
概
要
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
（
19
）

。

一
九
八
〇
年
三
月
、
名
門
女
学
校
の
校
長
ジ
ー
ン
・
ハ
リ
ス
（Jean H

arris
）
は
、
一
四
年
間
愛
人
関
係
に
あ
っ
た
医
師
ハ
ー
マ
ン
・

タ
ル
モ
バ
ー
（H

erm
an T

arm
ow
er

）
を
射
殺
し
た
。
射
殺
の
理
由
は
、
タ
ル
モ
バ
ー
が
、
ハ
リ
ス
よ
り
若
い
女
性
と
深
い
男
女
の
関
係

（
一
四
二
五
）
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に
な
っ
た
こ
と
が
原
因
で
あ
っ
た
。
ハ
リ
ス
は
、
こ
の
事
件
で
逮
捕
さ
れ
、
殺
人
罪
で
懲
役
一
五
年
な
い
し
終
身
の
実
刑
判
決
を
受
け
た
（
20
）

。

た
だ
し
、
ハ
リ
ス
は
、
一
二
年
の
服
役
後
、
一
九
九
三
年
一
月
に
仮
釈
放
さ
れ
た
。
ハ
リ
ス
は
、
刑
務
所
に
服
役
中
、
出
版
社
で
あ
る
マ

ク
ミ
ラ
ン
（M

cM
illan

）
社
か
ら
『
二
つ
の
世
界
に
お
け
る
見
知
ら
ぬ
人
（S
tranger in T

w
o W
orlds

）』
と
題
す
る
本
を
出
版
す
る
契
約

を
取
り
交
わ
し
、
そ
こ
か
ら
得
る
印
税
を
自
分
の
税
金
と
弁
護
士
費
用
に
充
て
た
う
え
で
、
残
り
を
非
営
利
法
人
「
ベ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
の

子
ど
も
た
ち
」（C

hildren of B
edford, Inc.

）
に
譲
渡
す
る
こ
と
に
し
た
。
こ
の
非
営
利
法
人
は
、
受
刑
中
の
女
性
た
ち
の
子
ど
も
の
福

祉
を
目
的
と
す
る
団
体
で
あ
り
、
ハ
リ
ス
自
身
が
設
立
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
出
版
の
話
を
聞
き
つ
け
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
犯
罪
被
害
者
委
員
会
は
、
マ
ク
ミ
ラ
ン
社
か
ら
出
版
に
関
す
る
契
約
書
の
写
し
を
提

出
し
て
も
ら
い
、『
二
つ
の
世
界
に
お
け
る
見
知
ら
ぬ
人
』
が
サ
ム
の
息
子
法
に
い
う
犯
罪
実
話
に
該
当
す
る
か
否
か
を
審
査
す
る
こ
と

に
し
た
。
審
査
の
結
果
、
犯
罪
被
害
者
委
員
会
は
、
一
九
八
七
年
一
〇
月
二
六
日
、
こ
の
著
作
が
サ
ム
の
息
子
法
に
い
う
犯
罪
実
話
に
該

当
す
る
と
判
断
し
、
そ
の
旨
の
決
定
を
通
知
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
非
営
利
法
人
「
ベ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
の
子
ど
も
た
ち
」
は
、
犯
罪
被
害

者
委
員
会
を
相
手
取
り
、
こ
の
決
定
の
無
効
確
認
を
求
め
て
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
地
方
裁
判
所
（S

uprem
e C
ourt, N

ew
 Y
ork C

ounty

）

に
訴
え
を
提
起
し
た
。

第
一
審
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
地
方
裁
判
所
は
、
一
九
八
九
年
四
月
一
二
日
、
原
告
「
ベ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
の
子
ど
も
た
ち
」
の
訴
え
を
棄

却
し
た
（
21
）

。
原
告
よ
り
控
訴
さ
れ
た
が
、
第
二
審
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
控
訴
裁
判
所
（S

uprem
e C
ourt, A

ppellate D
ivision

）
は
、

一
九
九
〇
年
五
月
二
四
日
、
第
一
審
の
判
決
を
支
持
し
、
控
訴
を
棄
却
し
た
（
22
）

。
さ
ら
に
、
本
事
件
は
上
級
裁
判
所
に
上
告
さ
れ
て
争
わ
れ

た
。
上
告
審
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
最
高
裁
判
所
（C

ourt of A
ppeals of N

ew
 Y
ork

）
は
、
一
九
九
一
年
五
月
七
日
、
控
訴
審
判
決
と
同
様
、

本
件
著
作
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
い
わ
ゆ
る
サ
ム
の
息
子
法
の
規
定
す
る
犯
罪
実
話
に
該
当
す
る
こ
と
、
サ
ム
の
息
子
法
は
自
由
な
言
論

（
一
四
二
六
）



財
産
上
の
負
担
を
伴
う
表
現
行
為
の
規
制
と
「
や
む
に
已
ま
れ
ぬ
利
益
」（
長
谷
川
）

四
八
五

の
権
利
を
侵
害
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
判
示
し
、「
ベ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
の
子
ど
も
た
ち
」
の
上
告
を
退
け
た
（
23
）

。

「
ベ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
の
子
ど
も
た
ち
」
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
す
べ
て
の
裁
判
所
で
敗
訴
し
た
こ
と
か
ら
、
連
邦
最
高
裁
判
所
に
裁

量
上
告
の
受
理
の
申
立
て
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
が
受
理
さ
れ
、
本
事
件
は
連
邦
最
高
裁
判
所
で
審
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ち
な

み
に
、
本
事
件
に
つ
い
て
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
最
高
裁
判
所
の
判
決
が
あ
っ
た
の
が
一
九
九
一
年
五
月
七
日
で
あ
り
、
そ
れ
か
ら
約
半
年

後
の
同
年
一
二
月
一
〇
日
に
、
連
邦
最
高
裁
判
所
で
前
述
の
サ
イ
モ
ン
＆
シ
ュ
ス
タ
ー
社
判
決
（
一
九
九
一
年
）
が
下
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
意
味
で
は
、
本
事
件
の
審
理
は
、
サ
イ
モ
ン
＆
シ
ュ
ス
タ
ー
社
判
決
（
一
九
九
一
年
）
の
影
響
か
ら
ま
っ
た
く
無
関
係
と
い
う
わ
け
で

も
な
い
状
況
の
下
で
行
わ
れ
た
も
の
と
い
え
る
。

連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
一
九
九
二
年
一
月
一
三
日
、
サ
イ
モ
ン
＆
シ
ュ
ス
タ
ー
社
事
件
に
つ
い
て
の
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
決

（
一
九
九
一
年
）
の
趣
旨
に
鑑
み
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
最
高
裁
判
所
の
判
決
を
取
り
消
し
、
本
事
件
を
同
裁
判
所
に
差
し
戻
す
旨
の
判
決
を

下
し
た
（
24
）

。
差
戻
し
を
受
け
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
最
高
裁
判
所
は
、
翌
一
九
九
二
年
四
月
三
日
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
サ
ム
の
息
子
法
は
合
衆

国
憲
法
修
正
第
一
条
に
違
反
し
無
効
で
あ
る
と
述
べ
、
犯
罪
被
害
者
委
員
会
の
上
記
決
定
を
取
消
す
旨
の
判
決
を
言
い
渡
し
た
（
25
）

。

三　

サ
ム
の
息
子
法
に
関
す
る
判
例
法
理
と
「
や
む
に
已
ま
れ
ぬ
利
益
」
の
衡
量

1　

連
邦
最
高
裁
判
所
の
立
場

こ
れ
ま
で
の
判
例
の
検
討
を
踏
ま
え
て
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
サ
ム
の
息
子
法
に
対
す
る
連
邦
最
高
裁
判
所
の
立
場
お
よ
び
判
例
法
理
を

確
認
し
て
お
こ
う
。
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
サ
イ
モ
ン
＆
シ
ュ
ス
タ
ー
社
判
決
（
一
九
九
一
年
）
に
お
い
て
、
犯
罪
者
や
有
罪
の
宣
告
を

（
一
四
二
七
）
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受
け
た
被
告
人
に
そ
の
犯
罪
に
関
す
る
著
作
か
ら
得
た
収
益
を
第
三
者
預
託
口
座
に
預
託
さ
せ
、
そ
れ
を
犯
罪
被
害
者
に
分
配
す
る
サ
ム

の
息
子
法
が
、
表
現
の
自
由
を
保
障
し
た
合
衆
国
憲
法
修
正
第
一
条
に
違
反
す
る
と
判
示
し
た
。
同
判
決
は
、
表
現
の
内
容
に
基
づ
く
規

制
と
の
類
似
性
を
強
調
し
、
厳
格
審
査
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
そ
の
骨
子
は
、
次
の
点
に
あ
る
。

連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
サ
ム
の
息
子
法
は
合
衆
国
憲
法
修
正
第
一
条
が
保
障
す
る
表
現
の
自
由

の
う
ち
表
現
内
容
の
規
制
に
当
た
る
と
し
た
う
え
で
、
か
か
る
規
制
に
対
し
て
は
「
厳
格
な
審
査
」
が
要
求
さ
れ
る
と
し
、
そ
れ
が
合
法

で
あ
る
あ
る
た
め
に
は
州
政
府
の
側
で
「
や
む
に
已
ま
れ
ぬ
利
益
」
の
存
在
を
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
立
証
が
な
け
れ
ば
当
該

規
制
は
違
憲
を
免
れ
な
い
と
し
て
、
審
理
の
結
果
、
全
員
一
致
で
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
サ
ム
の
息
子
法
を
違
憲
と
し
た
。
オ
コ
ナ
ー
判
事

の
執
筆
に
よ
る
法
廷
意
見
の
要
旨
は
、
次
の
二
点
か
ら
な
る
。

ま
ず
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
あ
る
法
律
が
内
容
を
理
由
に
言
論
に
制
約
を
加
え
る
場
合
、
そ
の
法
律
は
合
衆
国
憲
法
修
正
第
一
条
に

違
反
す
る
と
推
定
さ
れ
る
の
が
確
立
し
た
原
理
で
あ
る
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
サ
ム
の
息
子
法
は
表
現
の
内
容
を
理
由
に
表
現
者
に
財
政
的

な
負
担
を
課
す
法
律
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
も
表
現
内
容
の
規
制
に
関
す
る
厳
格
な
審
査
基
準
が
適
用
さ
れ
る
と
し
た
。

次
に
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
サ
ム
の
息
子
法
に
お
い
て
は
、
同
法
に
い
う
「
あ
る
犯
罪
で
有
罪
の
宣
告
を
受
け
た

者
」
と
の
文
言
が
広
す
ぎ
て
、
実
際
に
有
罪
の
宣
告
を
受
け
た
者
以
外
の
者
も
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
、
著
者
が
自
己
の
犯
罪
に
つ
い
て

僅
か
に
触
れ
た
作
品
に
も
適
用
さ
れ
る
た
め
、
過
度
に
広
汎
で
あ
る
と
し
た
。

そ
の
う
え
で
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
犯
罪
の
収
益
か
ら
被
害
者
に
賠
償
を
行
う
こ
と
と
犯
罪
者
に
犯
罪
で
儲
け
さ
せ
て
は
な
ら
な
い

こ
と
は
、
州
に
お
い
て
「
や
む
に
已
ま
れ
ぬ
利
益
」
で
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
が
、
賠
償
を
犯
人
の
犯
罪
に
関
す
る
表
現
活
動
か
ら
生

じ
た
収
益
に
限
定
す
る
場
合
は
、
こ
の
利
益
は
た
と
え
あ
っ
た
と
し
て
も
僅
か
な
も
の
で
し
か
な
く
、
特
定
の
内
容
の
表
現
活
動
に
制
約

（
一
四
二
八
）
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を
加
え
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
た
。
こ
こ
で
は
、「
や
む
に
已
ま
れ
ぬ
州
の
利
益
」
と
い
う
立
法
目
的
と
そ
の
利
益

を
実
現
す
べ
き
規
制
手
段
と
の
比
較
衡
量
を
通
じ
て
、
規
制
手
段
が
立
法
目
的
と
の
関
連
で
「
狭
く
策
定
さ
れ
」
て
い
る
か
ど
う
か
を
審

査
す
る
態
度
が
み
ら
れ
る
（
26
）

。

連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
こ
の
よ
う
な
厳
格
な
司
法
審
査
の
定
式
を
示
し
な
が
ら
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
サ
ム
の
息
子
法
が
、
適
用
さ
れ
る

人
の
範
囲
が
犯
罪
の
有
罪
宣
告
を
受
け
た
者
以
外
の
告
発
を
受
け
た
に
す
ぎ
な
い
者
に
ま
で
及
ん
で
い
る
点
で
法
律
の
適
用
範
囲
が
「
過

度
に
広
汎
」
で
あ
り
、
ま
た
、
預
託
さ
れ
る
金
銭
を
犯
罪
者
の
犯
行
に
係
る
著
作
の
出
版
か
ら
生
じ
た
収
益
に
限
定
し
て
い
る
点
で
「
過

少
に
包
摂
的
」
で
あ
る
こ
と
を
問
題
と
し
た
。

表
現
内
容
の
規
制
は
、
政
府
に
よ
る
恣
意
的
な
制
約
の
危
険
が
常
に
大
き
く
つ
き
ま
と
う
。
一
方
、
表
現
の
自
由
が
果
た
す
役
割
な
い

し
機
能
を
考
え
る
な
ら
ば
、
表
現
内
容
の
規
制
に
対
し
て
は
、
最
も
厳
格
な
審
査
基
準
が
要
請
さ
れ
る
。
表
現
内
容
の
規
制
の
場
合
、
規

制
立
法
に
対
し
て
は
厳
格
な
審
査
基
準
が
適
用
さ
れ
、
そ
の
合
憲
性
が
判
断
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
表
現
内
容
の
中
立
の
場
合
に
は
、

厳
格
な
審
査
基
準
よ
り
も
緩
や
か
に
、
よ
り
制
限
的
で
な
い
他
の
選
び
う
る
手
段
の
基
準
を
用
い
て
、
規
制
立
法
の
合
憲
性
が
判
断
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
本
来
、
内
容
の
中
立
的
な
規
制
で
あ
る
サ
ム
の
息
子
法
に
対
し
て
、
こ
れ
を
「
や
む
に
已
ま
れ

ぬ
利
益
」
の
衡
量
を
通
じ
た
合
憲
性
判
断
の
司
法
審
査
を
行
う
た
め
に
、
あ
え
て
表
現
内
容
の
規
制
に
準
じ
た
厳
格
審
査
を
要
請
し
た
よ

う
に
も
思
え
な
く
も
な
い
。

連
邦
最
高
裁
判
所
の
説
く
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
表
現
の
内
容
を
理
由
に
表
現
者
に
経
済
的
負
担
を
課
す
法
律
は
、
表
現
内
容
に
対
す
る

規
制
の
場
合
と
同
様
に
厳
格
な
審
査
に
付
さ
れ
、
規
制
当
局
の
側
に
や
む
に
已
ま
れ
ぬ
利
益
が
あ
る
な
ど
特
段
の
事
情
が
な
け
れ
ば
、
表

現
の
自
由
を
保
障
し
た
合
衆
国
憲
法
修
正
第
一
条
に
違
反
し
、
無
効
と
な
る
。
ま
た
、「
や
む
に
已
ま
れ
ぬ
利
益
」
な
ど
特
段
の
事
情
が

（
一
四
二
九
）
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あ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
法
律
の
定
め
方
と
し
て
は
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
の
に
「
狭
く
策
定
さ
れ
た
」
規
制
手
段
が
必
要
と
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

2　

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
サ
ム
の
息
子
法
の
そ
の
後

連
邦
最
高
裁
判
所
に
よ
り
サ
ム
の
息
子
法
を
違
憲
と
判
断
さ
れ
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
議
会
は
、
そ
の
後
、
連
邦
最
高
裁
判
所
で
指
摘
し

た
点
を
踏
ま
え
て
、
サ
ム
の
息
子
法
の
改
正
法
案
を
作
成
し
、
一
九
九
二
年
七
月
、
議
会
で
同
法
案
を
可
決
成
立
さ
せ
、
知
事
の
署
名
に

よ
り
法
律
改
正
を
行
っ
て
い
る
（
27
）

。

一
九
九
二
年
の
改
正
法
は
、
ま
ず
、
従
前
の
法
律
が
「
過
度
に
包
括
的
」
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
た
批
判
を
免
れ
る
た
め
に
、
犯
罪
お
よ

び
犯
人
の
定
義
を
狭
い
も
の
と
し
た
。
そ
の
結
果
、
一
九
九
二
年
の
改
正
法
で
は
、
同
法
に
い
う
犯
罪
と
は
、
刑
法
お
よ
び
州
の
そ
の
他

の
統
合
的
法
律
の
章
に
定
め
ら
れ
た
重
罪
を
い
う
と
定
義
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
従
前
の
法
律
が
有
罪
判
決
を
受
け
た
者
だ
け
で
な
く
、
告

発
を
受
け
た
に
す
ぎ
な
い
者
も
含
む
た
め
漠
然
と
し
て
い
る
と
の
批
判
に
応
え
る
も
の
で
あ
る
。

次
に
、
一
九
九
二
年
の
改
正
法
は
、
犯
罪
の
収
益
の
定
義
を
、
前
の
法
律
よ
り
も
広
い
も
の
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
一
九
九
二
年
の
改

正
法
に
よ
れ
ば
、
同
法
に
い
う
犯
罪
の
収
益
は
、
著
作
か
ら
え
ら
れ
る
利
益
の
み
な
ら
ず
、
被
告
人
が
犯
罪
に
よ
り
得
た
財
産
、
ま
た
は

そ
の
結
果
生
じ
た
所
得
（
こ
れ
ら
に
は
犯
罪
の
実
行
中
ま
た
は
そ
の
準
備
の
過
程
で
習
得
し
た
知
識
を
用
い
て
え
た
資
産
が
含
ま
れ
る
）
を
包
含
す

る
も
の
で
あ
る
。

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
サ
ム
の
息
子
法
と
同
じ
よ
う
な
法
律
を
有
す
る
他
の
州
で
も
、
サ
ム
の
息
子
法
の
改
正
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
他
州

の
サ
ム
の
息
子
法
が
、
ど
の
よ
う
に
連
邦
最
高
裁
判
所
の
指
摘
し
た
違
憲
問
題
を
回
避
し
、
有
効
な
法
律
と
し
て
将
来
の
存
続
を
図
っ
て

（
一
四
三
〇
）



財
産
上
の
負
担
を
伴
う
表
現
行
為
の
規
制
と
「
や
む
に
已
ま
れ
ぬ
利
益
」（
長
谷
川
）

四
八
九

行
っ
た
の
か
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
場
合
と
同
様
に
興
味
あ
る
点
で
あ
る
。
そ
の
詳
細
は
別
の
機
会
に
譲
る
が
、
こ
こ
で
は
次
の
点
を

指
摘
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
サ
ム
の
息
子
法
が
違
憲
の
判
断
を
下
さ
れ
て
も
、
他
の
州
に
お
け
る
サ
ム
の
息
子
法

が
違
憲
の
挑
戦
を
受
け
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
28
）

。
こ
れ
が
何
を
意
味
す
る
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

各
州
の
実
情
を
踏
ま
え
、
被
害
弁
償
や
犯
罪
被
害
者
補
償
制
度
で
犯
罪
被
害
者
の
損
害
が
ど
の
程
度
て
ん
補
さ
れ
て
い
る
か
を
検
討
す
る

必
要
が
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、「
や
む
に
已
ま
れ
ぬ
州
の
利
益
」
の
存
否
を
明
ら
か
に
し
て
行
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
（
29
）

。

四　
「
や
む
に
已
ま
れ
ぬ
利
益
」
と
犯
罪
被
害
者
補
償
制
度

1　

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
犯
罪
被
害
者
補
償
制
度
の
現
状

ア
メ
リ
カ
は
、
世
界
の
犯
罪
被
害
者
対
策
を
リ
ー
ド
し
て
き
た
国
の
一
つ
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
犯
罪
被
害
者
に
対
す
る
公
的

補
償
制
度
は
、
被
害
者
援
助
の
最
初
期
か
ら
存
在
す
る
。
そ
れ
が
「
や
む
に
已
ま
れ
ぬ
州
の
利
益
」
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
。
以
下

で
は
、
両
者
の
関
係
を
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
犯
罪
被
害
者
補
償
制
度
の
歴
史
的
展
開
を
振
り
返
り
な
が
ら
み
る
こ
と
に
し
よ
う
（
30
）

。

ま
ず
、
一
九
六
五
年
に
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
で
全
米
初
の
犯
罪
被
害
者
補
償
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
制
定
さ
れ
た
。
こ
れ
を
契
機
に
、

一
九
六
〇
年
代
半
ば
頃
か
ら
各
地
で
犯
罪
被
害
者
の
経
済
的
な
救
済
措
置
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
な
ど
幾
つ
か
の

州
に
お
い
て
も
同
様
の
犯
罪
被
害
者
補
償
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
制
定
さ
れ
た
。
七
〇
年
代
初
頭
か
ら
は
、
犯
罪
被
害
者
の
た
め
の
全
国
的
な
民

間
組
織
と
し
て
「
全
米
被
害
者
支
援
機
構
」（N

ational O
rganization for V

ictim
 A
ssistance 

﹇N
O
V
A

﹈）
な
ど
が
設
立
さ
れ
、
こ
れ
ら
が

中
心
と
な
り
被
害
者
の
精
神
的
援
助
と
被
害
者
の
権
利
に
対
す
る
認
識
の
強
化
な
ど
を
目
指
し
て
、
そ
の
活
動
の
輪
を
全
国
に
拡
大
し
て

（
一
四
三
一
）
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行
っ
た
（
31
）

。
ま
た
、
警
察
や
検
察
な
ど
の
刑
事
司
法
機
関
の
側
に
お
い
て
も
、
連
邦
法
執
行
援
助
局
（F

ederal L
aw
 E
nforcem

ent 

A
ssistance A

gency 

﹇L
E
A
A

﹈）
が
犯
罪
被
害
者
の
モ
デ
ル
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
創
設
し
、
犯
罪
被
害
者
へ
の
協
力
お
よ
び
検
察
の
向
上
を
図
る

た
め
に
、
地
方
検
事
局
に
お
け
る
犯
罪
被
害
者
お
よ
び
証
人
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
資
金
を
提
供
す
る
な
ど
し
た
。
一
九
七
七
年
に
は
、
既
存
の

二
二
の
犯
罪
被
害
者
補
償
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
、
各
州
に
対
す
る
情
報
提
供
や
技
術
的
な
支
援
、
お
よ
び
全
国
的
な
補
償
制
度
の
創
設
を
促
進

す
る
た
め
に
、「
全
米
犯
罪
被
害
者
補
償
委
員
会
協
会
」（N
ational A

ssociation of C
rim
e V
ictim

 C
om
pensation B

oard

）
を
設
立
し
た
。

さ
ら
に
、
八
〇
年
代
に
入
る
と
、
刑
事
手
続
上
の
犯
罪
被
害
者
の
保
護
や
法
的
地
位
の
向
上
に
力
点
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、

一
九
八
二
年
に
は
連
邦
裁
判
所
に
お
け
る
犯
罪
被
害
者
お
よ
び
証
人
の
公
正
な
処
遇
を
定
め
た
「
連
邦
被
害
者
お
よ
び
証
人
保
護
法
」

（V
ictim

 and W
itness P

rotection A
ct

）
が
制
定
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
大
き
な
転
機
と
な
っ
た
の
は
、
連
邦
政
府
が
レ
ー
ガ
ン
大
統
領
の
政
権
時
代
に
設
立
さ
れ
た
「
犯
罪
被
害

者
に
関
す
る
大
統
領
特
別
委
員
会
」（P
resident ’s T

ask F
orce on V

ictim
s of C

rim
e

）
の
勧
告
を
受
け
、
本
格
的
な
犯
罪
被
害
者
の
対
策

に
乗
り
出
し
た
こ
と
に
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
一
九
八
三
年
、
連
邦
司
法
省
計
画
局
内
に
「
犯
罪
被
害
者
対
策
室
（O

ffi  ce for V
ictim

s of 

C
rim
e 

﹇O
V
C

﹈）
が
設
置
さ
れ
、
専
門
家
の
育
成
、
被
害
者
の
権
利
を
擁
護
す
る
た
め
の
モ
デ
ル
立
法
例
の
発
案
な
ど
を
行
う
一
方
、
翌

一
九
八
四
年
に
、「
犯
罪
被
害
者
法
（V

ictim
s of C

rim
e A
ct 

﹇V
O
C
A

﹈ 42 U
.S
.C
. 10607⒠

⑵

）
が
制
定
さ
れ
、
州
や
地
方
の
被
害
者
支
援

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
援
助
す
る
た
め
、
犯
罪
被
害
者
基
金
（C

rim
e V
ictim

s F
und

）
を
創
設
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
の
犯
罪
被
害
者
基
金
は
、
犯
罪
被
害
者
対
策
室
（O

V
C

）
が
そ
の
運
営
を
司
る
が
、
基
金
総
額
お
よ
び
支
給
対
象
が
大
規
模
で
あ
る

こ
と
、
国
家
予
算
に
依
存
し
な
い
財
源
シ
ス
テ
ム
を
も
つ
点
が
特
色
で
あ
る
。
犯
罪
被
害
者
基
金
の
財
源
は
、
一
般
の
税
金
を
用
い
ず
、

連
邦
法
に
違
反
し
た
者
か
ら
得
た
罰
金
（42 U

.S
.C
.§
10601⒝

⑴

）、
没
収
さ
れ
た
保
釈
保
証
金
（42 U

.S
.C
.§
10601⒝

⑶

）、
刑
罰
賦
課

（
一
四
三
二
）



財
産
上
の
負
担
を
伴
う
表
現
行
為
の
規
制
と
「
や
む
に
已
ま
れ
ぬ
利
益
」（
長
谷
川
）

四
九
一

金
（42 U

.S
.C
.§
10601⒝

⑴

）、
お
よ
び
自
己
の
犯
罪
に
関
す
る
事
柄
を
公
表
す
る
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
利
益
の
没
収
金
（42 

U
.S
.C
.§
10601⒝

⑷
, 18 U

.S
.C
.§
3681

）
が
用
い
ら
れ
る
。
犯
罪
被
害
者
基
金
は
、
そ
の
一
部
が
裁
量
的
助
成
金
と
し
て
犯
罪
被
害
者
対

策
室
（O

V
C

）
に
よ
る
独
自
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発
・
実
施
、
お
よ
び
、
そ
の
支
援
に
活
用
さ
れ
る
ほ
か
、
そ
の
九
〇
％
以
上
は
全
米
各

州
に
配
分
さ
れ
て
い
る
。
連
邦
か
ら
支
出
さ
れ
る
補
助
金
に
よ
り
、
各
州
の
犯
罪
被
害
者
補
償
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
被
害
者
支
援
組
織
の
財
政

的
基
盤
が
整
備
さ
れ
、
そ
の
活
動
が
飛
躍
的
に
促
進
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
た
だ
、
犯
罪
被
害
者
基
金
に
つ
い
て
は
、
そ
の
財
源
の
性

質
上
、
年
度
ご
と
の
資
金
の
調
達
額
に
大
き
な
差
が
あ
り
、
各
州
で
安
定
し
た
資
金
供
給
の
方
途
を
探
る
努
力
が
必
要
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
犯
罪
被
害
者
対
策
室
（O

V
C

）
は
、
配
分
さ
れ
る
助
成
金
に
つ
い
て
、
受
給
資
格
や
条
件
な
ど
に
一
定
の
基
準
を
設
け
て
い
る
も
の

の
、
ど
の
よ
う
に
被
害
者
対
策
を
展
開
し
て
行
く
か
は
全
面
的
に
州
当
局
に
委
任
さ
れ
て
い
る
。
州
当
局
は
、
独
自
の
申
請
手
続
を
定
め
、

助
成
対
象
を
決
定
す
る
う
え
で
、
ま
た
、
継
続
的
に
助
成
す
る
か
ど
う
か
に
関
す
る
条
件
を
定
め
る
う
え
で
、
大
き
な
裁
量
権
を
有
し
て

い
る
。

補
償
の
対
象
と
な
る
犯
罪
被
害
者
は
、
性
犯
罪
を
含
む
す
べ
て
の
暴
力
犯
罪
の
被
害
者
で
あ
る
。
被
害
者
の
配
偶
者
や
被
扶
養
者
も
給

付
の
対
象
と
な
り
う
る
。
一
九
八
八
年
に
犯
罪
被
害
者
法
（V

O
C
A

）
が
改
正
さ
れ
、
家
庭
内
暴
力
の
被
害
者
お
よ
び
酒
酔
い
運
転
に
よ

る
事
故
の
被
害
者
に
も
補
償
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
。
補
償
の
対
象
は
、
医
療
費
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
費
用
、
犯
罪
に
よ
る
傷
害
の
た

め
に
就
労
で
き
な
か
っ
た
期
間
の
損
失
賃
金
、
殺
人
被
害
者
の
被
扶
養
者
の
生
活
費
、
葬
祭
費
な
ど
で
あ
る
。
犯
罪
被
害
者
が
補
償
を
受

け
る
た
め
に
は
、
警
察
に
対
す
る
迅
速
な
届
出
や
捜
査
に
対
す
る
協
力
な
ど
、
幾
つ
か
の
受
給
要
件
を
満
た
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
。

犯
罪
被
害
者
補
償
制
度
に
よ
る
補
償
は
、
い
わ
ゆ
る
「
最
後
の
拠
り
所
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
労
災
な
ど
の
保
険
給
付

や
犯
罪
被
害
者
か
ら
の
賠
償
な
ど
損
害
が
て
ん
補
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
限
度
に
お
い
て
補
償
さ
れ
な
い
。
犯
罪
被
害
者
法
（V

O
C
A

）

（
一
四
三
三
）
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の
補
助
金
の
財
源
は
、
連
邦
犯
罪
の
犯
罪
者
の
罰
金
、
没
収
金
が
主
な
も
の
で
あ
る
。
各
州
の
財
源
も
ま
た
、
主
に
犯
罪
者
か
ら
の
罰

金
・
没
収
金
な
ど
に
よ
り
賄
わ
れ
て
い
る
。
州
の
中
に
は
、
一
般
財
源
と
の
併
用
に
よ
り
運
用
が
な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
財

源
は
必
ず
し
も
潤
沢
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
支
給
さ
れ
る
補
償
金
に
は
、
ほ
と
ん
ど
の
州
で
上
限
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
補
償
の
上
限

は
、
概
ね
一
万
ド
ル
か
ら
二
万
五
、〇
〇
〇
ド
ル
で
あ
り
、
被
害
者
一
人
当
た
り
の
受
給
額
は
全
米
で
平
均
約
二
、〇
〇
〇
ド
ル
で
あ
る
。

た
だ
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
だ
け
は
、
て
ん
補
さ
れ
る
補
償
金
の
額
に
上
限
を
設
け
て
い
な
い
。

2　

没
収
と
犯
罪
被
害
者
基
金
の
財
源

財
源
と
の
関
係
で
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
没
収
制
度
に
つ
い
て
触
れ
て
お
こ
う
。
連
邦
法
に
は
、
特
殊
な
類
型
の
没
収
制
度
と
し
て
、

有
罪
判
決
後
に
、
人
身
犯
罪
で
有
罪
と
な
っ
た
被
告
人
が
自
分
の
犯
罪
の
映
画
化
・
小
説
化
な
ど
の
権
利
か
ら
得
た
収
益
を
没
収
し
て
犯

罪
被
害
者
の
民
事
賠
償
に
当
て
る
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
る
（
32
）

。
民
事
の
没
収
制
度
は
、
人
の
死
を
も
た
ら
し
た
物
を
国
が
没
収
す
る

deoband

の
制
度
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
人
の
死
の
原
因
と
な
っ
た
物
は
壊
れ
て
い
る
の
で
、
没
収
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
考
え
方
に
基
づ
い
て
い
る
（
33
）

。

民
事
没
収
の
手
続
は
、
刑
事
手
続
と
は
別
個
に
、
没
収
対
象
財
産
を
被
告
と
し
て
民
事
訴
訟
手
続
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
刑
事
手
続
が

開
始
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
要
件
で
は
な
い
。
民
事
の
没
収
は
、
合
衆
国
当
局
（
行
政
庁
）
が
連
邦
地
方
裁
判
所
に
訴
状
を
提
出
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
る
。
民
事
没
収
の
対
象
財
産
は
、
法
禁
物
と
犯
罪
の
道
具
と
し
て
使
わ
れ
た
財
産
が
中
心
で
あ
る
。

民
事
没
収
の
場
合
、
行
政
庁
は
、
ま
ず
、
相
当
の
理
由
を
示
し
て
裁
判
所
か
ら
令
状
を
得
て
、
所
定
の
財
産
を
押
収
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
押
収
に
あ
た
っ
て
は
、
当
該
財
産
が
民
事
没
収
の
対
象
と
な
り
得
る
と
信
ず
る
相
当
の
理
由
の
存
在
が
必
要
で
あ
る
。
行
政
庁
は
、

（
一
四
三
四
）
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没
収
対
象
財
産
が
没
収
の
対
象
と
な
り
得
る
も
の
で
あ
る
と
信
ず
る
相
当
の
理
由
を
示
せ
ば
足
り
、
合
理
的
な
疑
い
を
超
え
る
程
度
の
立

証
は
必
要
で
な
い
。
没
収
対
象
財
産
に
関
し
て
権
利
を
主
張
す
る
者
は
、
当
該
財
産
ま
た
は
そ
れ
に
関
す
る
利
益
が
没
収
の
対
象
と
な
ら

な
い
こ
と
を
証
拠
の
優
越
の
程
度
に
証
明
し
な
け
れ
ば
、
没
収
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

次
に
、
没
収
対
象
財
産
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
押
収
し
た
後
は
、
そ
の
価
格
の
算
定
が
行
政
庁
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
当
該
没
収
財
産
が
存

在
し
た
場
所
の
新
聞
に
週
一
回
・
連
続
三
週
間
、
没
収
に
関
す
る
公
告
を
な
し
、
か
つ
、
利
害
関
係
人
に
は
民
事
没
収
手
続
へ
参
加
す
る

機
会
が
与
え
ら
れ
る
。
所
定
の
期
間
内
に
異
議
の
申
立
が
な
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
没
収
の
効
力
が
発
生
す
る
（
34
）

。
没
収
の
要
件
に
当
た
ら

な
い
場
合
、
ま
た
は
、
異
議
の
申
立
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
司
法
手
続
に
移
行
し
、
連
邦
民
事
訴
訟
規
則
に
基
づ
い
て
証
拠
開
示
手
続
が

行
わ
れ
、
こ
の
段
階
で
決
着
し
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
公
判
手
続
に
よ
っ
て
没
収
の
可
否
が
決
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

一
方
、
刑
事
の
没
収
は
、
刑
罰
と
し
て
有
罪
判
決
を
受
け
た
被
告
人
に
対
し
て
科
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
有
罪
判
決
後
に
執
行
さ
れ
る
。

刑
事
没
収
の
範
囲
は
、
個
々
の
法
律
に
個
別
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
が
、
当
該
犯
罪
行
為
の
遂
行
・
助

長
の
た
め
に
使
用
さ
れ
ま
た
は
使
用
を
意
図
さ
れ
た
財
産
、
当
該
犯
罪
か
ら
得
た
収
益
ま
た
は
そ
れ
に
由
来
す
る
財
産
な
ど
が
一
般
的
に

規
定
さ
れ
て
い
る
。
刑
事
没
収
の
手
続
に
お
い
て
被
告
人
の
財
産
を
没
収
す
る
に
は
、
起
訴
状
に
没
収
の
対
象
と
な
る
財
産
が
記
載
さ
れ

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
陪
審
は
特
別
評
決
に
よ
っ
て
没
収
の
可
否
を
決
定
し
、
裁
判
所
が
被
告
人
に
対
し
て
没
収
を
命
ず
る
。

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
民
事
・
刑
事
の
二
つ
の
没
収
制
度
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
適
用
範
囲
に
お
い
て
重
な
る
と
こ
ろ
が
少
く

な
い
。
し
か
し
、
刑
事
没
収
の
制
度
の
下
に
お
い
て
は
、
手
続
上
、
被
告
人
は
没
収
の
対
象
と
な
る
財
産
を
移
転
・
隠
匿
な
ど
し
て
没
収

を
免
れ
る
危
険
が
大
き
い
。
そ
の
た
め
、
財
産
の
没
収
手
段
と
し
て
は
、
起
訴
の
必
要
も
な
く
、
証
明
責
任
な
ど
で
有
利
な
民
事
没
収
を

選
択
す
る
こ
と
が
多
い
と
い
わ
れ
て
い
る
（
35
）

。

（
一
四
三
五
）
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こ
の
ほ
か
、
ア
メ
リ
カ
に
は
、
犯
罪
か
ら
得
た
収
益
を
剥
奪
す
る
没
収
に
類
似
し
た
制
度
と
し
て
、
い
わ
ゆ
るR

IC
O

法
（
正
式
名
称

を
「
暴
力
団
の
影
響
下
に
あ
る
腐
敗
し
た
組
織
の
規
制
法
」（R

ackeeer Infl uenced and C
orrupt O

rganization

）
と
い
う
（
36
）

）
の
下
で
、
被
告
人
が

所
定
の
団
体
（enterprise

）
を
法
の
定
め
る
事
項
に
違
反
し
て
運
営
す
る
な
ど
し
た
場
合
に
、
当
該
団
体
に
対
し
て
被
告
人
が
有
す
る
権

益
お
よ
び
当
該
団
体
に
影
響
を
与
え
る
原
因
と
な
っ
て
い
る
財
産
・
契
約
上
の
権
利
の
す
べ
て
を
没
収
す
る
「
エ
ン
タ
プ
ラ
イ
ズ
没
収
」

が
認
め
ら
れ
て
い
る
（
37
）

。R
IC
O

法
は
、
一
九
七
〇
年
の
「
組
織
犯
罪
規
制
法
」（O

rganized C
rim
e C
ontrol of A

ct

）
の
第
九
編
と
し
て
制

定
さ
れ
、
連
邦
刑
法
典
一
八
編
一
九
六
一
条
か
ら
一
九
六
八
条
に
編
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
没
収
の
対
象
と
な
る
権
益
な
ど
の
中
に
は
、

当
該
団
体
内
に
お
け
る
被
告
人
の
地
位
・
役
職
、
そ
こ
か
ら
得
る
利
益
（
例
え
ば
、
給
料
、
賞
与
な
ど
）
も
含
ま
れ
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
立

法
が
当
該
団
体
か
ら
被
告
人
の
影
響
力
を
排
除
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
没
収
の
対
象
と
な
る
権
益
が
犯
罪
と
関
係
あ

る
か
ど
う
か
を
問
わ
な
い
（
38
）

。
没
収
す
べ
き
財
産
を
没
収
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
同
価
値
の
被
告
人
の
財
産
を
没
収
で
き

る
代
替
没
収
の
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
る
（
39
）

。
こ
の
よ
う
な
エ
ン
タ
プ
ラ
イ
ズ
没
収
お
よ
び
代
替
没
収
と
同
様
の
規
定
は
、
薬
物
取
引
の
継

続
的
犯
罪
組
織
（C

C
E

）
に
つ
い
て
も
置
か
れ
て
い
る
（
40
）

。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
民
事
没
収
は
民
事
上
の
制
度
で
あ
り
、
起
訴
の
必
要
も
な
く
、
証
明
責
任
な
ど
で
有
利
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
比
較
的

多
く
活
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
刑
事
被
告
人
に
与
え
ら
れ
て
い
る
憲
法
上
の
権
利
は
民
事
没
収
手
続
に
は
適
用
が
な
い
こ
と
も
特
徴
の

一
つ
で
あ
る
。
し
か
し
、
法
禁
物
や
有
害
物
質
の
没
収
を
除
い
て
、
民
事
没
収
を
民
事
罰
と
し
て
扱
う
こ
と
、
お
よ
び
、
犯
罪
と
関
係
の

な
い
財
産
の
没
収
を
認
め
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
批
判
が
強
い
（
41
）

。
む
し
ろ
、
没
収
は
、
犯
罪
利
益
の
剥
奪
に
限
定
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う

意
見
が
あ
る
（
42
）

。
ま
た
、
没
収
よ
り
も
、
犯
罪
利
益
に
比
例
し
た
罰
金
制
度
を
充
実
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
意
見
も
少
な
く
な
い
（
43
）

。

（
一
四
三
六
）
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犯
罪
被
害
者
の
損
害
て
ん
補
│
「
や
む
に
已
ま
れ
ぬ
利
益
」
の
存
否
、
出
訴
期
限
法
と
の
関
係

以
上
の
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
犯
罪
被
害
者
の
権
利
運
動
が
き
わ
め
て
活
発
で
あ
り
、
全
米
被
害
者
支
援
機
構
（N

O
V
A

）
な
ど

の
民
間
団
体
は
、
ロ
ビ
ー
活
動
や
啓
蒙
活
動
を
通
じ
て
、
立
法
府
や
行
政
府
に
犯
罪
被
害
者
の
権
利
を
法
的
に
確
立
す
る
よ
う
に
働
き
か

け
て
い
る
。
ま
た
、
犯
罪
被
害
者
法
（V

O
C
A

）
を
中
心
と
し
た
犯
罪
被
害
者
補
償
制
度
の
下
で
、
現
在
で
は
、
都
市
部
の
大
規
模
警
察

の
多
く
は
、
被
害
者
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
設
置
し
て
お
り
、
犯
罪
被
害
者
援
助
活
動
は
、
着
実
に
増
加
・
拡
大
す
る
傾
向
に
あ
る
。

し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
犯
罪
被
害
者
補
償
制
度
は
、
暴
力
犯
罪
や
飲
酒
運
転
、
家
庭
内
暴
力
な
ど
の
被
害
者
に
対
し
て
経
済
的

援
助
を
行
う
も
の
で
あ
っ
て
（
44
）

、
心
理
的
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
含
む
医
療
費
、
犯
罪
に
よ
る
身
体
的
傷
害
に
よ
っ
て
失
っ
た
賃
金
、
殺
人
の

場
合
の
葬
儀
費
用
、
お
よ
び
被
扶
養
者
の
生
活
費
な
ど
が
補
償
の
対
象
で
あ
る
。
犯
罪
に
よ
る
財
産
的
損
害
は
、
原
則
と
し
て
補
償
の
対

象
外
と
さ
れ
て
い
る
（
45
）

。
の
み
な
ら
ず
、
犯
罪
被
害
者
補
償
制
度
は
、
申
請
の
顕
著
な
増
加
に
由
来
す
る
財
政
的
困
窮
や
人
的
資
源
の
不
足

な
ど
の
慢
性
的
な
課
題
を
抱
え
て
お
り
、
申
請
か
ら
実
際
の
交
付
ま
で
に
は
遅
延
が
生
じ
て
い
る
。
し
か
も
、
補
償
の
上
限
は
、
前
述
の

よ
う
に
、
大
半
の
州
で
一
万
五
、〇
〇
〇
ド
ル
か
ら
二
万
五
、〇
〇
〇
ド
ル
で
、
一
人
あ
た
り
の
平
均
補
償
額
は
約
二
、〇
〇
〇
ド
ル
で
あ

る
。
犯
罪
被
害
者
基
金
の
財
源
は
、
連
邦
犯
罪
に
係
る
罰
金
、
保
釈
保
証
金
、
刑
罰
付
加
金
、
お
よ
び
被
害
者
が
自
分
の
版
材
を
映
画
や

図
書
に
よ
り
公
表
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
利
益
の
没
収
金
な
ど
の
預
託
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
今
な
お
ア
メ
リ
カ
で
は
十
分
に

援
助
を
受
け
て
い
る
犯
罪
被
害
者
は
少
数
で
あ
り
、
情
報
提
供
も
十
分
で
な
い
。

一
方
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
犯
罪
被
害
者
補
償
制
度
と
は
別
に
、
刑
事
裁
判
に
お
い
て
、
刑
の
宣
告
猶
予
や
執
行
猶
予
の
条
件
と
し
て
、

被
告
人
に
被
害
回
復
や
賠
償
を
含
む
被
害
弁
償
命
令
（restitution order
） 
を
科
す
こ
と
が
、
比
較
的
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
き
た
（
46
）

。
被
害

弁
償
命
令
は
、
被
害
者
の
刑
事
司
法
に
対
す
る
満
足
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
要
因
の
一
つ
で
あ
り
、
ま
た
、
犯
罪
者
に
対
す
る
更
生
の

（
一
四
三
七
）
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効
果
を
も
つ
と
い
う
理
由
か
ら
、
現
在
、
す
べ
て
の
州
に
お
い
て
こ
れ
に
関
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ
、
弁
償
す
べ
き
損
害
（
精
神
的
治
療

や
社
会
復
帰
の
た
め
の
治
療
の
費
用
、
逸
失
利
益
、
転
居
・
移
転
の
費
用
、
葬
儀
代
な
ど
）
や
被
害
者
の
範
囲
（
被
害
者
本
人
に
限
ら
ず
そ
の
家
族
や

被
害
者
へ
の
援
助
を
行
っ
た
支
援
団
体
な
ど
）
の
拡
大
、
お
よ
び
そ
の
執
行
方
法
（
弁
償
命
令
に
基
づ
く
民
事
執
行
）
に
関
す
る
改
善
が
行
わ
れ

て
い
る
（
47
）

。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
な
ど
の
州
で
は
、
被
害
者
援
助
団
体
を
含
む
私
的
団
体
に
弁
償
金
の
回
収
を
請
け
負
わ
せ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
（
48
）

。

し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
賠
償
資
力
に
乏
し
く
、
刑
務
所
な
ど
に
収
監
さ
れ
て
い
る
犯
罪
者
か
ら
賠
償
金
な
ど
の
弁
償
を
得
る
機
会

は
ほ
と
ん
ど
い
っ
て
期
待
し
難
い
。

こ
の
よ
う
な
実
態
を
考
慮
し
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
は
サ
ム
の
息
子
法
を
制
定
し
、
一
方
で
、
犯
罪
被
害
者
お
よ
び
そ
の
家
族
に
対
す
る

損
害
の
て
ん
補
を
図
る
と
と
も
に
、
他
方
で
、
犯
罪
被
害
者
に
対
し
て
不
当
な
利
益
の
獲
得
を
阻
止
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
前
述
の

サ
ム
の
息
子
法
の
違
憲
を
問
う
裁
判
所
の
審
理
で
は
、
州
の
側
で
十
分
な
証
明
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
実
態
を
踏
ま
え
た

「
や
む
に
已
ま
れ
ぬ
州
の
利
益
」
が
正
面
か
ら
議
論
さ
れ
て
い
な
い
。

ま
た
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
な
ど
で
制
定
さ
れ
た
サ
ム
の
息
子
法
は
、
犯
罪
の
加
害
者
ま
た
は
犯
罪
者
に
帰
す
べ
き
金
銭
を
、
州
の
犯
罪

被
害
者
委
員
会
を
通
じ
て
第
三
者
預
託
口
座
に
預
け
、
そ
の
口
座
開
設
の
日
か
ら
五
年
以
内
に
犯
罪
被
害
者
が
犯
罪
の
加
害
者
に
民
事
の

損
害
賠
償
請
求
訴
訟
を
提
起
し
、
勝
訴
判
決
を
え
た
と
き
は
、
そ
の
預
託
金
か
ら
犯
罪
被
害
者
に
賠
償
金
が
支
払
わ
れ
る
と
い
う
仕
組
み

を
と
っ
て
お
り
、
時
効
消
滅
し
た
は
ず
の
民
事
損
害
賠
償
請
求
で
あ
っ
て
も
、
後
日
、
そ
の
復
活
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
一
般
に
、
不

法
行
為
を
理
由
と
す
る
民
事
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
は
、
各
州
で
脅
迫
・
暴
行
（assault &

 battery

）
や
不
当
死
亡
（w

rongful death

）
の

場
合
を
中
心
に
二
年
の
出
訴
期
間
（tim

e-periods

）
を
定
め
て
い
る
（
49
）

。
サ
ム
の
息
子
法
は
、
係
属
中
の
訴
訟
が
な
い
と
き
は
預
託
金
が
本

来
受
領
す
べ
き
犯
罪
の
加
害
者
な
ど
に
返
還
さ
れ
る
と
し
て
も
、
制
定
法
上
の
出
訴
期
限
法
（S

tatutes of L
im
itation

）
を
実
質
的
に
変

（
一
四
三
八
）
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更
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
サ
ム
の
息
子
法
が
実
務
に
与
え
る
影
響
に
は
頗
る
大
き
い
も
の
が
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
点
、

犯
罪
の
再
現
に
開
す
る
著
作
等
が
公
表
さ
れ
た
時
点
で
新
た
な
権
利
侵
害
が
生
じ
た
と
評
価
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
サ
ム
の
息
子
法

の
合
憲
性
を
判
断
す
る
う
え
で
は
、
出
訴
期
限
に
つ
い
て
の
検
討
も
ま
た
重
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
50
）

。

五　

サ
ム
の
息
子
法
に
よ
る
規
制
と
表
現
の
自
由

1　

表
現
内
容
に
基
づ
く
規
制
と
内
容
に
中
立
的
な
規
制
の
二
分
論

合
衆
国
憲
法
修
正
第
一
条
は
、
連
邦
議
会
が
言
論
の
自
由
・
出
版
の
自
由
、
平
和
的
に
集
会
す
る
人
民
の
権
利
を
縮
減
す
る
法
律
を
制

定
す
る
こ
と
を
禁
止
し
、
言
論
・
出
版
の
自
由
、
集
会
の
自
由
を
保
障
し
て
い
る
（
51
）

。
修
正
第
一
条
が
保
障
す
る
言
論
・
出
版
の
自
由
は
、

両
者
を
総
称
し
て
、
一
般
に
「
表
現
の
自
由
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
修
正
第
一
条
は
、
条
文
上
、
連
邦
議
会
だ
け
が
禁
止
の
名
宛
人
と

な
っ
て
い
る
が
、
連
邦
政
府
の
ど
の
部
門
も
こ
れ
に
拘
束
さ
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
修
正
第
一
条
が
、
差
別
の
禁
止
を
定
め
る

修
正
第
一
四
条
を
通
じ
て
州
に
も
適
用
さ
れ
、
州
政
府
の
行
為
を
拘
束
す
る
こ
と
も
、
今
日
で
は
一
般
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
（
52
）

。
従
来
、

表
現
の
自
由
の
中
核
的
内
容
を
占
め
て
い
た
の
は
、
検
閲
の
禁
止
な
い
し
事
前
抑
制
の
禁
止
で
あ
る
。
し
か
し
、
合
衆
国
憲
法
の
権
利
規

定
は
数
も
少
な
く
、
そ
れ
だ
け
に
修
正
第
一
条
が
市
民
的
権
利
の
一
般
的
規
定
の
よ
う
な
機
能
を
担
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
憲
法
が
保
障
す
る
表
現
の
自
由
の
下
で
、
表
現
の
自
由
の
規
制
は
、
規
制
目
的
を
達
成
す
る
た
め
必
要
最
小
限
度
に
お
い

て
の
み
認
め
ら
れ
る
。
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
他
に
よ
り
制
限
的
で
な
い
代
替
手
段
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
採
ら
れ
た
手
段
は
修

正
第
一
条
に
違
反
す
る
。
ま
た
、
規
制
が
過
度
に
広
汎
で
あ
れ
ば
、
そ
の
規
制
は
修
正
第
一
条
に
違
反
す
る
こ
と
に
な
る
。
過
度
に
広
汎

（
一
四
三
九
）
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四
九
八

な
表
現
の
規
制
は
、
合
憲
的
に
制
限
し
得
な
い
表
現
ま
で
制
約
さ
せ
る
恐
れ
を
生
じ
さ
せ
、
本
来
で
あ
れ
ば
合
憲
的
に
な
し
得
る
表
現
行

為
に
ま
で
萎
縮
効
果
（chilling eff ect

）
を
及
ぼ
す
か
ら
で
あ
る
（
53
）

。

ア
メ
リ
カ
憲
法
学
で
は
、
表
現
の
自
由
の
規
制
に
対
す
る
合
憲
性
判
断
の
司
法
審
査
に
お
い
て
、
表
現
内
容
に
基
づ
く
規
制
と
内
容
に

中
立
的
規
制
と
を
区
別
す
る
二
分
論
の
考
え
方
が
、
判
例
お
よ
び
学
説
上
も
盛
ん
に
主
張
さ
れ
て
い
る
（
54
）

。
こ
の
二
分
論
は
、
合
衆
国
憲
法

修
正
第
一
条
の
分
析
に
対
す
る
バ
ー
ガ
ー
・
コ
ー
ト
の
司
法
審
査
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
今
日
、
表
現
の
自
由
論
に

お
い
て
最
も
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
判
例
法
理
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
連
邦
最
高
裁
の
説
く
表
現
内
容
に
基
づ
く
規
制
と
内
容
に
中
立
的

規
制
の
区
別
（
二
分
論
）
に
つ
い
て
は
、
連
邦
最
高
裁
判
所
に
現
れ
た
判
決
の
事
案
を
み
る
限
り
、
必
ず
し
も
区
分
の
基
準
に
従
っ
て
論

理
的
に
一
貫
し
た
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
と
の
指
摘
が
あ
る
（
55
）

。

2　

表
現
内
容
に
基
づ
く
規
制
と
「
や
む
に
已
ま
れ
ぬ
利
益
」
の
審
査
基
準

表
現
と
内
容
に
基
づ
く
規
制
と
は
、
表
現
者
が
伝
達
し
よ
う
と
す
る
表
現
の
内
容
そ
の
も
の
を
理
由
と
し
た
規
制
で
あ
る
。
表
現
内
容

に
基
づ
く
規
制
が
合
憲
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
厳
格
な
審
査
に
服
す
る
と
さ
れ
る
（
56
）

。
厳
格
な
審
査
と
は
、
表
現
の
内
容
に
基
づ
く
規
制
が

合
憲
と
さ
れ
る
た
め
に
は
、
政
府
に
よ
る
表
現
規
制
の
目
的
が
「
や
む
に
已
ま
れ
ぬ
利
益
」
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
規
制
手

段
が
規
制
目
的
の
た
め
に
「
必
要
不
可
欠
」
か
、
ま
た
は
「
狭
く
策
定
さ
れ
た
」
も
の
で
あ
る
こ
と
（
規
制
目
的
・
規
制
手
段
の
厳
格
な
関

連
性
）
を
必
要
と
す
る
と
い
う
司
法
審
査
で
あ
る
（
57
）

。「
厳
格
審
査
」
の
起
源
や
厳
格
審
査
を
構
成
し
て
い
る
規
制
目
的
と
規
制
手
段
の
間

の
関
連
性
な
ど
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
憲
法
史
の
研
究
に
お
い
て
も
い
ま
だ
必
ず
し
も
十
分
な
説
明
は
得
ら
れ
て
い
な
い
（
58
）

。
ま
た
、

「
や
む
に
已
ま
れ
ぬ
利
益
」
の
基
準
が
連
邦
最
高
裁
判
所
に
定
着
し
て
行
っ
た
過
程
に
つ
い
て
も
、
必
ず
し
も
明
確
な
説
明
が
な
さ
れ
て

（
一
四
四
〇
）
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い
る
わ
け
で
は
な
い
（
59
）

。

最
近
の
研
究
に
よ
る
と
、「
や
む
に
已
ま
れ
ぬ
利
益
」
の
概
念
は
、S

kinner v. O
klahom

a, 316 U
.S
. 535 

（1942 （60
）

）
とK

orem
atsu 

v. U
nited S

tates, 323 U
.S
. 214 

（1944 （61
）

）
に
そ
の
萌
芽
が
あ
り
、
ウ
ォ
ー
レ
ン
・
コ
ー
ト
時
代
の
人
権
保
護
の
裁
判
を
通
じ
て
、
州
政

府
に
規
制
を
正
当
化
す
る
た
め
の
重
い
立
証
責
任
を
課
す
必
要
性
か
ら
、
厳
格
な
司
法
審
査
の
一
つ
の
基
準
と
し
て
そ
の
輪
郭
が
形
成
さ

れ
て
き
た
と
の
指
摘
が
あ
る
（
62
）

。
と
り
わ
け
、
合
衆
国
憲
法
修
正
第
一
条
の
下
で
憲
法
上
保
護
さ
れ
る
権
利
の
規
制
に
対
し
て
、「
や
む
に

已
ま
れ
ぬ
利
益
」
の
存
在
が
必
要
と
さ
れ
、
そ
れ
を
規
制
す
る
側
の
州
政
府
が
立
証
す
る
こ
と
を
要
し
、
か
つ
、
規
制
手
段
と
し
て
も
人

権
保
護
の
観
点
か
ら
「
狭
く
策
定
さ
れ
た
」
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
と
の
考
え
方
が
、
一
九
五
〇
年
代
・
一
九
六
〇
年
代
の
裁
判
を

通
じ
て
形
成
さ
れ
、
支
配
的
と
な
っ
て
行
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
（
63
）

。
そ
れ
を
象
徴
的
に
表
す
る
の
が
、S

w
eezy v. N

ew
 H
am
pshire, 

354 U
.S
. 234 

（1957

）
に
お
い
て
Ｆ
・
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
（F

elix F
rankfurter

）
判
事
が
説
い
た
「
法
律
に
よ
り
委
任
さ
れ
る
州
の
利

益
は
や
む
に
已
ま
れ
ぬ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（the subordinating interest of the S

tate m
ust be com

pelling

）
と
い
う
言
葉
（
64
）

で

あ
っ
た
と
い
う
意
見
も
あ
る
（
65
）

。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
今
で
は
、
表
現
内
容
に
基
づ
い
た
規
制
が
政
府
な
ど
の
規
制
当
局
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
場
合
、
司
法
審
査
と
し
て

は
、「
厳
格
審
査
」
の
基
準
が
適
用
さ
れ
、
州
政
府
に
は
「
や
む
に
已
ま
れ
ぬ
利
益
」
が
あ
る
こ
と
の
証
明
が
課
さ
れ
、
し
か
も
、
そ
れ

が
人
権
保
護
の
観
点
か
ら
「
狭
く
策
定
さ
れ
た
」
も
の
で
あ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
厳
格
審
査
は
、
規
制
当
局
の
違
法
な
目

的
を
探
り
出
す
こ
と
、
お
よ
び
、
規
制
目
的
と
規
制
手
段
と
の
関
連
性
を
問
い
質
し
、
規
制
当
局
に
よ
る
規
制
の
正
当
性
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
に
あ
る
（
66
）

。
そ
の
た
め
の
審
査
基
準
の
一
つ
が
、
い
わ
ゆ
る
「
や
む
に
已
ま
れ
ぬ
利
益
」
の
基
準
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
67
）

。

表
現
内
容
に
基
づ
く
規
制
に
つ
い
て
は
、
連
邦
最
高
裁
の
説
く
判
例
法
理
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
、
範
疇
化
な
い
し
定
義
衡
量
の
ア
プ
ロ
ー

（
一
四
四
一
）
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五
〇
〇

チ
を
用
い
、
規
制
の
対
象
と
さ
れ
た
表
現
が
あ
ら
か
じ
め
厳
格
に
定
義
さ
れ
た
一
定
の
範
疇
に
属
す
る
表
現
か
否
か
を
検
討
す
る
こ
と
に

な
る
（
68
）

。
そ
の
う
え
で
、
修
正
第
一
条
の
下
で
保
護
さ
れ
る
表
現
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、
規
制
目
的
と
規
制
手
段
の
厳
格
な
関
連
性
が
問

わ
れ
、
内
容
に
基
づ
く
厳
格
な
司
法
審
査
に
服
す
る
こ
と
に
な
る
（
69
）

。

こ
れ
に
対
し
、
表
現
の
内
容
中
立
的
な
規
制
と
は
、
表
現
の
内
容
以
外
の
表
現
活
動
に
お
け
る
時
間
や
場
所
、
あ
る
い
は
態
様
に
つ
い

て
、
政
府
な
ど
の
規
制
当
局
が
規
制
を
課
す
場
合
で
あ
る
。
表
現
内
容
に
向
け
ら
れ
て
い
な
い
規
制
に
は
、
大
別
し
て
、
二
つ
の
類
型
が

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
一
つ
が
表
現
行
為
の
時
・
場
所
・
態
様
を
内
容
中
立
的
に
規
制
す
る
場
合
（
70
）

で
あ
り
、
も
う
一
つ
が
、
表
現
行
為

以
外
の
行
為
の
制
約
が
表
現
行
為
の
規
制
と
し
て
作
用
す
る
場
合
（
71
）

で
あ
る
。
前
者
は
、
州
の
お
祭
り
広
場
で
物
品
の
販
売
・
頒
布
を
行
う

際
に
、
主
催
団
体
か
ら
賃
貸
し
た
ブ
ー
ス
で
行
う
こ
と
が
強
要
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
（
72
）

。
後
者
は
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
反
対
の
意
思
表
示
と
し

て
徴
兵
登
録
証
明
書
を
公
衆
の
面
前
で
焼
却
し
た
こ
と
が
、
徴
兵
登
録
証
明
書
を
故
意
に
焼
却
・
破
損
し
た
こ
と
に
あ
た
る
と
の
理
由
で

起
訴
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
（
73
）

。
両
者
は
、
状
況
の
違
い
か
ら
、
当
該
規
制
に
対
す
る
合
憲
性
判
断
の
審
査
に
差
異
を
設
け
る
こ
と
も
考
え
ら

れ
る
が
、
連
邦
最
高
裁
判
所
で
は
両
者
を
区
別
す
る
こ
と
な
く
、
内
容
中
立
的
な
規
制
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
（
74
）

。

表
現
の
内
容
中
立
的
な
規
制
に
つ
い
て
は
、
そ
の
規
制
が
表
現
の
主
題
や
主
体
を
含
む
表
現
の
内
容
で
は
な
く
、
政
府
の
重
要
な
利
益

（signifi cant or im
portant interest

）
を
達
成
す
る
た
め
に
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
表
現
活
動
の
た
め
の
代
替
的
な
表
現
手
段
が
十

分
に
確
保
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
規
制
を
合
憲
と
判
断
す
る
解
釈
が
示
さ
れ
て
き
た
（
75
）

。
こ
の
場
合
の
合
憲
性
審
査
の
基
準
と
し
て

は
、
第
一
に
、
重
要
な
規
制
目
的
と
最
小
限
の
規
制
手
段
と
い
う
要
件
が
満
た
さ
れ
る
こ
と
、
第
二
に
、
そ
の
規
制
が
課
さ
れ
て
も
な
お

十
分
に
表
現
を
伝
え
る
他
の
回
路
が
存
在
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
代
替
的
表
現
手
段
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
第
一
の
要
件
は
、
規

制
手
段
が
重
要
な
政
府
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
で
き
る
だ
け
少
な
い
範
囲
で
適
切
に
工
夫
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
意
味
し
、

（
一
四
四
二
）
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ぬ
利
益
」（
長
谷
川
）

五
〇
一

「
重
要
な
利
益
」
を
保
護
す
る
目
的
が
あ
れ
ば
十
分
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
、
厳
格
な
審
査
に
服
し
、「
や
む
に
已
ま
れ
ぬ
利

益
」
が
必
要
と
さ
れ
る
表
現
内
容
に
基
づ
く
規
制
の
場
合
と
比
べ
る
と
、
内
容
中
立
的
な
規
制
の
場
合
に
は
、「
重
要
な
利
益
」
の
存
在

で
足
り
る
こ
と
か
ら
、
比
較
的
緩
や
か
な
審
査
基
準
が
採
用
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
（
76
）

。
し
か
し
、
表
現
活
動
に
対
す
る
規
制
が
、
時
間
や

場
所
、
あ
る
い
は
態
様
に
つ
い
て
の
規
制
と
い
う
外
見
だ
け
で
内
容
中
立
的
な
規
制
で
あ
る
と
は
い
え
ず
、
合
憲
性
の
審
査
に
あ
た
っ
て

は
個
別
的
か
つ
実
質
的
な
判
断
が
必
要
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

表
現
の
内
容
中
立
的
な
規
制
に
つ
い
て
、
連
邦
最
高
裁
判
所
が
規
制
当
局
の
判
断
を
尊
重
し
、
低
い
レ
ベ
ル
の
司
法
審
査
し
か
行
わ
な

い
背
後
に
は
、
特
定
の
思
想
を
差
別
的
に
扱
っ
て
い
る
こ
と
が
明
確
に
示
さ
れ
な
い
限
り
、
言
論
利
益
と
規
制
利
益
の
調
整
に
関
す
る
規

制
当
局
の
判
断
は
信
頼
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
前
提
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
表
現
内
容
に
基
づ
く
規
制
と
内
容
の
中
立
的
な
規

制
の
二
分
論
を
前
提
に
、
政
府
の
規
制
目
的
な
い
し
狙
い
が
表
現
の
内
容
に
向
け
ら
れ
て
い
る
か
否
か
の
違
い
は
、
衡
量
す
べ
き
利
益
や

価
値
の
相
違
に
由
来
す
る
部
分
が
少
な
く
な
い
。
表
現
の
自
由
に
対
す
る
憲
法
上
の
保
障
を
根
拠
づ
け
る
価
値
と
し
て
し
ば
し
ば
主
張
さ

れ
る
の
は
、
民
主
政
治
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
表
現
の
自
由
の
重
要
性
、
個
人
の
自
己
表
現
に
と
っ
て
の
不
可
欠
性
、
お
よ
び
、
思
想
の

自
由
市
場
論
で
あ
る
（
77
）

。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
論
拠
に
基
づ
き
、
表
現
内
容
に
基
づ
く
規
制
＝
厳
格
審
査
、
内
容
中
立
的
規
制
＝
合
理
的

関
連
性
の
審
査
と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
が
司
法
審
査
の
範
囲
や
程
度
の
相
違
と
結
び
つ
く
た
め
に
は
、
表
現
内
容
に
基
づ
く
規
制
の
方
が

内
容
中
立
的
規
制
の
場
合
よ
り
も
表
現
の
自
由
に
と
っ
て
一
般
的
に
脅
威
で
あ
る
こ
と
が
論
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
78
）

。

連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
表
現
内
容
に
基
づ
く
規
制
と
内
容
の
中
立
的
な
規
制
の
二
分
論
に
基
づ
き
、
表
現
の
主
題
な
い
し
主
体
に
基
づ

く
規
制
に
つ
い
て
も
、
表
現
の
内
容
に
基
づ
く
規
制
の
場
合
と
同
様
に
原
則
と
し
て
許
さ
れ
な
い
と
説
く
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
必
ず

し
も
一
貫
し
た
態
度
が
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
り
わ
け
問
題
と
な
る
の
が
、
当
該
規
制
が
表
現
内
容
に
基
づ
く
規
制
と
内
容

（
一
四
四
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

五
〇
二

の
中
立
的
な
時
・
場
所
・
態
様
に
関
す
る
規
制
の
両
者
の
性
格
を
併
せ
持
っ
た
場
合
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、U

nited S
tates v. 

O
’B
rien, 391 U

.S
. 367 

（1968

） 

は
、
非
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
た
る
公
共
施
設
・
財
産
で
の
表
現
行
為
に
対
す
る
内
容
の
中
立
的

な
規
制
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
事
例
で
、
そ
の
規
制
が
政
府
の
憲
法
上
の
権
限
の
範
囲
内
に
あ
り
、
重
要
な
政
府
の
利
益
を
促
進
し
、
政

府
の
利
益
が
表
現
の
自
由
の
抑
圧
と
無
関
係
で
あ
っ
て
、
主
張
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
修
正
第
一
条
に
い
う
表
現
の
自
由
に
対
す
る
付
随
的
影

響
が
政
府
利
益
の
促
進
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
以
上
に
大
き
く
な
い
な
ら
ば
、
当
該
規
制
は
正
当
化
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、P

olice D
epartm

ent of the C
ity of C

hicago v. M
osley, 408 U

.S
. 92 

（1972

）
で
は
、
授
業
時
間
中
の
学
校
周

辺
で
の
ピ
ケ
ッ
テ
ィ
ン
グ
を
、
労
働
争
議
中
の
学
校
に
対
す
る
平
和
的
ピ
ケ
ッ
テ
ィ
ン
グ
を
除
い
て
全
面
的
に
禁
止
し
た
市
条
例
が
違
憲

と
判
示
さ
れ
た
。
本
件
市
条
例
は
、
表
現
の
主
題
に
基
づ
く
区
別
を
行
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
労
働
争
議
中
の
組
合
に
よ
る
ピ
ケ
ッ

テ
ィ
ン
グ
を
認
め
て
い
る
点
で
は
表
現
の
内
容
に
よ
る
区
別
を
許
容
し
て
い
る
と
い
え
な
く
も
な
い
が
、
本
判
決
は
、
そ
の
点
に
ま
っ
た

く
言
及
す
る
こ
と
な
く
、
表
現
の
主
題
に
よ
る
区
別
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
表
現
の
内
容
に
基
づ
く
規
制
と
捉
え
、
本
件
市
条

例
に
よ
る
「
規
制
は
時
・
場
所
・
状
況
の
中
立
性
を
踏
み
外
し
、
内
容
に
関
心
を
向
け
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
決
し
て
許
さ

れ
な
い
」
と
し
て
、
違
憲
の
判
断
を
下
し
て
い
る
。

こ
のM

osley

判
決
（
一
九
七
二
年
）
と
対
照
的
な
結
論
を
示
し
た
の
が
、Young v. A

m
erican M

ini T
heaters, 427 U

.S
. 50 

（1976

）

で
あ
る
。Y

oung

判
決
（
一
九
七
六
年
）
で
は
、
成
人
向
け
映
画
館
の
立
地
を
規
制
す
る
ゾ
ー
ニ
ン
グ
条
例
の
合
憲
性
が
問
題
と
な
っ
た
。

連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
本
件
ゾ
ー
ニ
ン
グ
条
例
を
五
対
四
で
合
憲
と
判
断
し
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
犯
罪
の
煽

動
、
闘
争
的
言
辞
、
名
誉
毀
損
的
表
現
、
営
利
的
表
現
、
猥
褻
の
表
現
を
例
に
挙
げ
な
が
ら
、M

osley

判
決
（
一
九
七
二
年
）
の
い
う
中

立
性
原
理
の
考
え
方
を
批
判
し
、
本
件
ゾ
ー
ニ
ン
グ
条
例
は
表
現
の
内
容
に
対
し
て
中
立
的
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
。Y

oung

判
決

（
一
四
四
四
）



財
産
上
の
負
担
を
伴
う
表
現
行
為
の
規
制
と
「
や
む
に
已
ま
れ
ぬ
利
益
」（
長
谷
川
）

五
〇
三

（
一
九
七
六
年
）
の
論
理
に
従
え
ば
、
表
現
の
主
題
に
関
す
る
規
制
で
あ
っ
て
も
、
内
容
に
中
立
的
な
規
制
と
み
な
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
、

厳
格
な
審
査
に
服
せ
し
め
る
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
表
現
の
主
題
や
主
体
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
広
汎
で
あ
る
か
ら
、
表
現
内
容
に
基
づ
く
規
制
の
要
素
と
内
容
中
立
的
な
規
制

の
要
素
の
双
方
を
併
せ
持
っ
て
い
る
よ
う
な
場
合
、
ど
ち
ら
の
要
素
を
重
視
す
る
か
に
よ
り
司
法
審
査
の
基
準
も
異
な
る
と
い
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
文
面
上
は
内
容
に
中
立
的
な
規
制
で
あ
っ
て
も
、
実
質
的
に
は
表
現
内
容
に
基
づ
く
規
制
と
な
っ
て
い
る
場
合
も
あ
り
、

こ
の
場
合
に
は
厳
格
な
審
査
に
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
表
現
の
内
容
に
基
づ
く
規
制
と
内
容
中
立
的
な
規
制
と
の
二
分
論
に
よ
る
限
り
、
表
現
の
主
題
に
関
す
る
規
制
を
区
分

論
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
は
、
憲
法
上
、
重
要
な
問
題
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。M

osley

判
決
（
一
九
七
二
年
）
お
よ
び

Y
oung

判
決
（
一
九
七
六
年
）
以
外
の
判
決
で
も
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
あ
る
場
合
に
は
、
表
現
の
主
題
に
着
目
し
た
規
制
を
表
現
の

内
容
に
基
づ
く
規
制
と
捉
え
、
厳
格
な
審
査
基
準
を
適
用
し
て
い
る
（
79
）

。
ま
た
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
あ
る
場
合
に
は
、
表
現
の
主
題
に

着
目
し
た
規
制
を
本
質
的
に
内
容
中
立
的
規
制
と
捉
え
、
緩
や
か
な
比
較
衡
量
を
用
い
て
合
憲
性
の
判
断
を
行
っ
て
い
る
（
80
）

。

ま
た
、
表
現
の
主
題
に
基
づ
く
規
制
の
場
合
と
同
様
、
表
現
の
主
体
に
基
づ
く
規
制
の
場
合
に
お
い
て
も
、
規
制
の
合
憲
性
審
査
に
お

い
て
、
連
邦
最
高
裁
判
所
の
態
度
に
は
一
定
の
混
乱
が
み
ら
れ
る
（
81
）

。

例
え
ば
、F
irst N

ational B
ank of B

oston v. B
ellotti, 435 U

.S
. 765 

（1978

）
は
、
住
民
投
票
に
あ
た
り
、
会
社
の
財
産
ま
た
は

事
業
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
の
な
い
問
題
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
会
社
が
献
金
す
る
こ
と
な
ど
を
禁
じ
る
州
法
を
違
憲
と
判
示
し
た
。

B
ellotti

判
決
（
一
九
七
八
年
）
は
、
保
護
さ
れ
た
表
現
の
領
域
で
は
、
表
現
の
主
題
や
公
共
的
問
題
に
つ
い
て
話
す
こ
と
の
で
き
る
主
体

を
指
定
す
る
権
限
は
憲
法
上
立
法
府
に
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
と
し
、
や
む
に
已
ま
れ
ぬ
利
益
の
存
在
と
規
制
の
目
的
・
手
段
の
厳
密
な

（
一
四
四
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

五
〇
四

関
連
性
の
証
明
を
政
府
に
課
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、P

erry E
ducation A

ssociation v. P
erry L

ocal E
ducators ’ A

ssociation, 460 U
.S
. 37 

（1983

）
は
、
学
校
区

が
そ
の
学
校
間
に
独
自
に
設
け
て
い
る
郵
便
シ
ス
テ
ム
と
そ
の
一
端
で
あ
る
教
師
用
郵
便
受
け
の
利
用
に
つ
い
て
、
排
他
的
交
渉
の
代
表

者
で
あ
る
労
働
組
合
に
は
認
め
る
が
、
そ
う
で
な
い
労
働
組
合
に
は
認
め
な
い
と
す
る
政
策
を
合
憲
と
判
示
し
た
。P

erry

判
決

（
一
九
八
三
年
）
で
は
、
表
現
の
内
容
に
基
づ
く
規
制
が
行
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
郵
便
受
け
を
非
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
と

し
た
う
え
で
、
非
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
概
念
の
中
に
は
、
表
現
の
主
題
や
話
し
手
の
主
体
に
基
づ
い
て
ア
ク
セ
ス
を
区
別
す
る

権
利
が
暗
黙
の
前
提
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
と
し
て
、
合
憲
の
判
断
を
下
し
た
も
の
と
い
え
る
。

さ
ら
に
、
表
現
形
態
の
規
制
に
つ
い
て
も
、
規
制
当
局
は
、
表
現
内
容
の
規
制
か
表
現
行
為
の
態
様
に
関
す
る
規
制
か
の
区
別
が
し
ば

し
ば
曖
昧
で
あ
る
た
め
、
内
容
に
中
立
的
な
手
法
で
規
制
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
実
際
に
は
、
表
現
の
内
容
に
基
づ
く
規
制
で
あ
る
と
し

て
厳
格
な
審
査
に
服
し
、
違
憲
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
（
82
）

。

例
え
ば
、C

ohen v. C
alifornia, 403 U

.S
. 15 

（1971

）
で
は
、”F

uck the D
raft ”

と
書
か
れ
た
服
を
着
用
し
て
裁
判
所
の
廊
下
を

歩
い
た
こ
と
が
州
の
禁
じ
る
人
を
不
快
に
さ
せ
る
行
為
に
あ
た
る
と
し
て
起
訴
さ
れ
た
が
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
州
裁
判
所
の
下
し
た

有
罪
判
決
を
破
棄
し
た
。

こ
の
ほ
か
、C
ohen

判
決
（
一
九
七
一
年
）
の
よ
う
な
例
と
し
て
は
、
街
の
汚
れ
を
防
止
す
る
と
い
う
理
由
で
ビ
ラ
ま
き
を
全
面
的
に

禁
止
す
る
条
例
を
違
憲
と
判
示
し
たS

chneider v. N
ew
 Jersey, 308 U

.S
. 147 

（1939

）
や
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
を
理
由
と
し
て

戸
別
訪
問
を
全
面
的
に
禁
止
す
る
条
例
を
違
憲
と
判
示
し
たM

artin v. C
ity of S

truthers, 319 U
.S
. 141 

（1943

）
な
ど
を
挙
げ
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
一
四
四
六
）



財
産
上
の
負
担
を
伴
う
表
現
行
為
の
規
制
と
「
や
む
に
已
ま
れ
ぬ
利
益
」（
長
谷
川
）

五
〇
五

も
っ
と
も
、
最
近
の
連
邦
最
高
裁
判
決
に
は
、
表
現
形
態
の
規
制
の
重
大
性
に
対
す
る
認
識
が
希
薄
化
し
、
問
題
と
な
っ
た
規
制
が
内

容
中
立
的
な
規
制
で
あ
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
、
内
容
に
基
づ
く
規
制
の
場
合
よ
り
も
厳
格
で
な
い
司
法
審
査
に
服
す
る
も
の
と
し
、
当

該
規
制
を
合
憲
と
判
示
し
た
も
の
が
幾
つ
か
あ
る
（
83
）

。
例
え
ば
、M

em
bers of the C

ity C
ouncil of L

os A
ngeles v. T

axpayers for 

V
incent, 104 S

. C
t. 2118 

（1984

）
は
、
街
灯
・
電
柱
な
ど
へ
の
ビ
ラ
貼
り
を
禁
止
す
る
市
条
例
に
つ
い
て
、
本
件
を
非
パ
ブ
リ
ッ

ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
お
け
る
表
現
活
動
の
規
制
の
事
例
と
捉
え
、
前
述
のO

’B
rien

判
決
（
一
九
六
八
）
で
示
さ
れ
た
内
容
に
中
立
的
な

規
制
の
合
憲
性
審
査
基
準
に
沿
っ
て
、
当
該
規
制
を
合
憲
と
判
示
し
た
。
ま
た
、C

lark v. C
om
m
unity for C

reative N
on-V

iolence 

（C
C
N
V

）, 104 S
. C
t. 3065 

（1984

） 

は
、
家
の
な
い
人
々
の
窮
状
を
訴
え
る
デ
モ
に
関
し
て
、
デ
モ
参
加
者
の
公
園
内
で
寝
泊
り
を
国

立
公
園
管
理
規
則
に
よ
り
禁
止
し
た
と
し
て
も
、
合
衆
国
憲
法
修
正
第
一
条
に
違
反
し
な
い
と
判
示
し
た
。
こ
の
二
つ
の
判
決
は
、
当
該

規
制
が
内
容
中
立
的
で
あ
る
か
否
か
を
重
視
し
、
比
較
衡
量
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
用
い
た
内
容
に
中
立
的
な
時
・
場
所
・
態
様
の
規
制
に
対

す
る
比
較
的
緩
や
か
な
審
査
基
準
が
適
用
さ
れ
事
例
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
84
）

。
も
っ
と
も
、
両
判
決
に
つ
い
て
は
、
経
済
的
に
あ
ま
り

恵
ま
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
政
治
的
に
は
、
あ
ま
り
有
力
で
な
い
人
々
の
言
論
に
対
し
て
連
邦
最
高
裁
判
所
の
鈍
感
さ
を
例
証
す
る
も
の

で
あ
る
と
し
、
そ
の
判
断
を
厳
し
く
批
判
す
る
者
も
い
る
（
85
）

。

学
説
は
、
連
邦
最
高
裁
判
所
が
説
く
表
現
の
自
由
に
関
す
る
二
分
論
を
比
較
的
好
意
的
に
受
け
容
れ
て
い
る
が
、
論
者
ご
と
に
そ
の
区

分
の
基
準
・
内
容
が
微
妙
に
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
86
）

。
代
表
的
な
学
説
を
挙
げ
れ
ば
、
Ｊ
・
イ
ー
リ
ー

（E
ly

）
や
Ｌ
・
ト
ゥ
ラ
イ
プ
（T

ribe

）
が
説
く
意
思
伝
達
的
イ
ン
パ
ク
ト
理
論
で
は
、
規
制
が
意
思
伝
達
的
イ
ン
パ
ク
ト
に
向
け
ら
れ
て

い
る
か
否
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
規
制
が
表
現
の
自
由
の
保
障
に
及
ぼ
す
意
味
が
異
な
り
、
従
っ
て
、
司
法
審
査
の
あ
り
方
も
異
な
る
と
し

て
い
る
（
87
）

。
ジ
ェ
フ
リ
ー
・
Ｒ
・
ス
ト
ー
ン
（S

tone

）
は
、
連
邦
最
高
裁
判
決
と
ほ
ぼ
同
じ
観
点
に
立
っ
て
、
表
現
内
容
に
基
づ
く
規
制

（
一
四
四
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

五
〇
六

と
内
容
に
中
立
的
な
規
制
を
根
拠
づ
け
る
諸
事
由
を
当
該
規
制
が
脅
か
す
程
度
に
応
じ
て
区
分
し
、
前
者
の
規
制
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
絶
対

的
保
護
に
近
い
基
準
に
よ
っ
て
修
正
第
一
条
の
保
護
が
与
え
ら
れ
る
と
す
る
が
、
後
者
の
規
制
に
つ
い
て
は
、
そ
の
本
質
上
、
特
定
の
伝

達
手
段
の
有
用
性
の
み
を
制
限
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
見
解
を
他
人
に
伝
達
す
る
能
力
を
当
該
規
制
が
意
味
あ
る
程
度
に
ま
で
損
な
う
か

ど
う
か
を
比
較
衡
量
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
り
行
い
、
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
当
該
規
制
の
合
憲
性
が
判
断
さ
れ
る
と
し
て
い
る
（
88
）

。

こ
の
ほ
か
、
学
説
に
は
、
連
邦
最
高
裁
判
決
の
必
ず
し
も
一
貫
し
な
い
立
場
の
状
況
を
反
映
し
て
、
表
現
の
内
容
に
中
立
的
な
規
制
の

み
を
擁
護
し
得
る
と
す
る
見
解
（
89
）

、
表
現
の
主
題
や
主
体
に
基
づ
く
規
制
と
区
別
し
得
な
い
と
す
る
見
解
（
90
）

、
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
性
質
に
応
じ
て

考
え
得
る
と
す
る
見
解
（
91
）

な
ど
が
あ
り
、
見
解
は
多
岐
に
分
れ
る
（
92
）

。
最
近
で
は
、
二
分
論
を
排
し
て
、
三
分
論
を
主
張
す
る
見
解
（
93
）

や
、
二
分

論
に
お
け
る
区
分
の
一
貫
性
の
欠
如
、
表
現
の
自
由
の
保
護
水
準
の
低
下
を
指
摘
し
、
区
分
論
自
体
を
否
定
す
る
見
解
（
94
）

も
現
れ
て
い
る
。

3　

規
制
目
的
の
「
や
む
に
已
ま
れ
ぬ
利
益
」
と
「
狭
く
策
定
さ
れ
た
」
規
制
手
段
と
の
関
係

こ
れ
ま
で
概
観
し
て
き
た
よ
う
に
、
連
邦
最
高
裁
判
決
で
は
、
表
現
内
容
に
基
づ
く
規
制
と
内
容
に
中
立
的
な
規
制
の
二
分
論
が
違

憲
・
合
憲
の
司
法
審
査
の
判
断
基
準
を
決
め
る
法
理
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
両
者
の
区
別
に
関
す
る
連
邦
最
高
裁
判
所
の
立
場
は
、
こ

れ
ま
で
の
判
決
を
み
る
限
り
、
必
ず
し
も
論
理
的
に
一
貫
し
た
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
連
邦
最
高
裁
判
決
の
中
に
あ
っ

て
、S

im
on &

 S
chuster

判
決
（
一
九
九
一
年
）
は
、
連
邦
最
高
裁
判
所
が
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
や
公
共
の
財
産
の
利
用
と
は
関

係
が
な
い
事
案
で
、
表
現
内
容
に
基
づ
く
規
制
と
の
類
似
性
を
強
調
し
、
厳
格
審
査
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

S
im
on &

 S
chuster

判
決
（
一
九
九
一
年
）
で
は
、
被
告
人
や
有
罪
判
決
を
受
け
た
犯
罪
者
に
、
そ
の
犯
罪
に
関
す
る
著
作
か
ら
得
た

収
入
を
第
三
者
預
託
口
座
に
預
託
さ
せ
、
被
害
者
に
分
配
す
る
い
わ
ゆ
る
サ
ム
の
息
子
法
が
、「
や
む
に
已
ま
れ
ぬ
利
益
」
の
確
保
の
た

（
一
四
四
八
）



財
産
上
の
負
担
を
伴
う
表
現
行
為
の
規
制
と
「
や
む
に
已
ま
れ
ぬ
利
益
」（
長
谷
川
）

五
〇
七

め
必
要
不
可
欠
の
も
の
と
は
い
え
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
本
件
訴
訟
で
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
サ
ム
の
息
子
法
で
あ

る
。
上
告
人
の
出
版
社
は
、
著
名
な
ギ
ャ
ン
グ
で
あ
る
ヘ
ン
リ
ー
・
ヒ
ル
の
自
伝
を
出
版
し
た
と
こ
ろ
、
自
伝
の
発
行
契
約
に
基
づ
い
て

現
在
か
ら
将
来
に
わ
た
り
ヒ
ル
に
支
払
わ
れ
る
す
べ
て
の
金
額
を
州
へ
納
付
す
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
こ
と
が
本
件
訴
訟
の
発
端
で
あ
っ

た
。当

時
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
サ
ム
の
息
子
法
は
、
一
九
七
七
年
八
月
の
制
定
か
ら
三
回
ほ
ど
の
改
正
（
一
九
七
八
年
・
一
九
八
一
年
・

一
九
八
六
年
）
を
経
て
い
た
が
、
犯
罪
の
加
害
者
が
犯
行
を
題
材
に
著
作
を
出
版
・
販
売
し
て
得
る
現
在
か
ら
将
来
に
わ
た
る
す
べ
て
の

金
銭
は
、
い
っ
た
ん
州
の
犯
罪
被
害
者
委
員
会
は
開
設
す
る
第
三
者
預
託
口
座
に
寄
託
さ
れ
る
と
し
、
そ
の
後
、
犯
罪
被
害
者
が
損
害
賠

償
請
求
訴
訟
を
提
起
し
て
勝
訴
判
決
を
得
た
場
合
、
そ
の
預
託
金
か
ら
賠
償
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
た
。
口
座
開
設
の
日

か
ら
五
年
を
経
過
し
て
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
が
提
起
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
預
託
金
は
加
害
者
に
返
還
さ
れ
る
仕
組
み
で
あ
っ
た
。

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
サ
ム
の
息
子
法
は
、
憲
法
が
保
障
す
る
表
現
の
自
由
と
の
関
係
に
配
慮
し
、
出
版
と
か
発
言
な
ど
の
表
現
行
為
や
表
現

活
動
そ
の
も
の
に
は
制
約
を
加
え
て
い
な
い
。
犯
罪
の
加
害
者
が
犯
罪
行
為
を
題
材
に
金
儲
け
を
す
る
こ
と
許
さ
な
い
こ
と
、
無
権
利
の

ま
ま
賠
償
を
受
け
ず
放
置
さ
れ
て
い
る
犯
罪
被
害
者
の
救
済
を
図
る
こ
と
が
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
サ
ム
の
息
子
法
を
制
定
し
た
立
法
趣
旨

で
あ
っ
た
。

し
か
し
、S
im
on &

 S
chuster

判
決
（
一
九
九
一
年
）
は
、
連
邦
最
高
裁
判
所
判
事
の
全
員
一
致
に
よ
り
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
サ
ム
の

息
子
法
が
合
衆
国
憲
法
第
一
条
に
違
反
し
違
憲
で
あ
る
と
判
示
し
た
。
オ
コ
ナ
ー
判
事
が
執
筆
し
た
法
廷
意
見
は
、
州
法
は
特
定
の
内
容

の
言
論
に
つ
い
て
財
政
的
な
負
担
を
課
す
も
の
で
あ
り
、
犯
罪
被
害
者
の
救
済
を
確
実
に
す
る
と
い
う
州
法
の
立
法
目
的
は
「
や
む
に
已

ま
れ
ぬ
利
益
」
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
利
益
を
達
成
す
る
た
め
に
州
法
の
採
用
す
る
規
制
手
段
は
「
過
度
に
包
括
的
で
あ

（
一
四
四
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

五
〇
八

る
」
と
し
て
、
表
現
の
自
由
を
保
障
し
た
修
正
第
一
条
に
違
反
す
る
と
判
断
し
、
原
判
決
を
破
棄
し
て
、
事
件
を
原
審
に
差
し
戻
し
た
。

犯
罪
の
収
益
か
ら
被
害
者
に
賠
償
を
行
う
こ
と
と
犯
罪
者
に
儲
け
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
是
非
と
も
実
現
す
べ
き
州
の
利

益
（
や
む
に
已
ま
れ
ぬ
利
益
）
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
利
益
が
州
に
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
が
、
賠
償
を
犯
罪
者
の
犯
罪
に
関
す
る
表
現

活
動
か
ら
生
じ
た
収
益
に
限
定
す
る
場
合
は
、
こ
の
利
益
は
た
と
え
あ
っ
た
と
し
て
も
僅
か
な
も
の
で
し
か
な
い
と
い
う
の
が
、
連
邦
最

高
裁
判
所
の
法
廷
意
見
が
説
い
た
理
由
で
あ
る
。
こ
の
法
廷
意
見
の
中
に
は
、
修
正
第
一
条
の
下
で
は
表
現
の
内
容
に
基
づ
い
た
差
別
は

禁
止
さ
れ
て
お
り
、
州
法
の
よ
う
な
財
政
上
の
負
担
を
通
じ
て
特
定
の
内
容
の
言
論
に
対
し
て
差
別
的
な
取
扱
い
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合

に
は
、
州
政
府
に
「
や
む
に
已
ま
れ
ぬ
利
益
」
が
あ
り
、
そ
の
利
益
を
達
成
す
る
た
め
規
制
目
的
と
の
関
連
で
「
狭
く
策
定
さ
れ
た
」
規

制
手
段
が
採
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
州
政
府
は
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
連
邦
最
高
裁
判
所
で
説
か
れ
た

厳
格
審
査
の
基
準
が
定
式
を
も
っ
て
は
っ
き
り
と
表
れ
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
法
廷
意
見
で
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
の
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
サ
ム
の
息
子
法
が
適
用
さ
れ
る
人
の
範
囲
が
犯
罪
の
有

罪
宣
告
を
受
け
た
者
以
外
に
、
告
発
を
受
け
た
に
す
ぎ
な
い
者
に
ま
で
及
ん
で
い
た
こ
と
か
ら
、
規
制
手
段
が
過
度
に
広
汎
で
あ
る
こ
と
、

す
な
わ
ち
、
規
制
手
段
に
お
け
る
「
過
度
の
包
括
性
」
に
集
中
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ブ
ラ
ッ
ク
マ
ン
判
事
の
指
摘
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

本
判
決
で
は
規
制
手
段
に
お
け
る
「
過
少
の
包
摂
性
」
も
重
要
な
論
点
の
一
つ
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
連

邦
最
高
裁
判
所
で
展
開
さ
れ
た
厳
格
審
査
の
状
況
を
み
る
な
ら
ば
、
規
制
手
段
に
お
け
る
「
過
少
の
包
摂
性
」
の
問
題
を
軽
視
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。

表
現
の
自
由
の
規
制
は
、
規
制
目
的
を
達
成
す
る
た
め
必
要
最
小
限
度
に
お
い
て
の
み
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
目
的
を
達
成
す
る

た
め
に
、
他
に
よ
り
制
限
的
で
な
い
代
替
手
段
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
と
ら
れ
た
手
段
は
合
衆
国
憲
法
修
正
第
一
条
に
違
反
す
る
。
も

（
一
四
五
〇
）



財
産
上
の
負
担
を
伴
う
表
現
行
為
の
規
制
と
「
や
む
に
已
ま
れ
ぬ
利
益
」（
長
谷
川
）

五
〇
九

し
規
制
が
過
度
に
広
汎
で
あ
れ
ば
、
そ
の
規
制
は
修
正
第
一
条
に
違
反
す
る
こ
と
に
な
る
。
過
度
に
広
汎
な
表
現
の
規
制
は
、
合
憲
的
に

制
限
し
得
な
い
表
現
ま
で
制
約
さ
せ
る
恐
れ
を
生
じ
さ
せ
、
本
来
で
あ
れ
ば
合
憲
的
に
な
し
得
る
表
現
行
為
に
ま
で
萎
縮
効
果
を
及
ぼ
す

こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

表
現
の
自
由
に
対
す
る
規
制
に
は
、
表
現
内
容
と
無
関
係
に
時
・
場
所
・
方
法
を
規
制
す
る
内
容
中
立
規
制
と
、
表
現
内
容
に
関
す
る

内
容
規
制
と
が
あ
り
、
後
者
の
方
が
、
表
現
の
自
由
に
対
し
て
よ
り
強
度
の
規
制
と
い
え
る
こ
と
か
ら
、
内
容
中
立
規
制
に
つ
い
て
は
緩

や
か
な
基
準
に
よ
り
判
断
す
べ
き
で
あ
り
、
内
容
規
制
に
つ
い
て
は
厳
格
な
基
準
に
よ
り
、
そ
の
合
憲
性
を
判
定
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
。S

im
on &

 S
chuster

判
決
（
一
九
九
一
年
）
で
は
、
法
律
が
特
定
の
表
現
の
内
容
を
理
由
と
し
て
表
現
者
に
財
政
的
な
負

担
を
課
す
場
合
に
は
、
合
衆
国
憲
法
修
正
第
一
条
に
違
反
す
る
と
い
う
推
定
が
働
く
と
し
、
こ
の
事
案
を
表
現
の
内
容
に
基
づ
く
規
制
に

分
類
し
て
、
厳
格
な
審
査
を
導
い
て
い
る
（
95
）

。
表
現
活
動
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
利
益
の
享
受
の
制
限
な
い
し
剥
奪
は
、
本
来
、
利
益
追
求
を

目
的
と
す
る
表
現
者
の
動
機
を
弱
め
る
に
す
ぎ
ず
、
表
現
活
動
の
不
能
や
縮
小
に
直
接
つ
な
が
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
内

容
に
中
立
的
な
規
制
に
対
す
る
合
憲
性
判
断
の
審
査
と
し
て
比
較
的
緩
や
か
な
審
査
基
準
を
採
用
し
、
表
現
行
為
の
文
脈
に
配
慮
し
た
利

益
衡
量
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
取
り
入
れ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
連
邦
最
高
裁
判
所
の
多
数
意
見
は
、
州
が

実
現
し
た
い
「
や
む
に
已
ま
れ
ぬ
利
益
」
の
衡
量
と
の
関
連
で
、
よ
り
狭
く
策
定
さ
れ
た
規
制
手
段
が
要
請
さ
れ
る
と
し
た
。
財
政
上
の

負
担
を
伴
う
表
現
行
為
の
規
制
に
対
す
る
厳
格
審
査
は
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
を
導
く
た
め
に
採
ら
れ
た
と
い
え
な
く
も
な
い
（
96
）

。

表
現
内
容
に
基
づ
く
規
制
と
内
容
中
立
的
な
規
制
と
の
二
分
論
を
前
提
と
す
る
場
合
、
表
現
行
為
に
対
す
る
同
じ
規
制
が
政
府
の
主
張

す
る
規
制
利
益
に
応
じ
て
、
表
現
内
容
に
基
づ
く
規
制
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
内
容
中
立
的
な
規
制
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。

例
え
ば
、
ド
ラ
イ
ブ
イ
ン
・
シ
ア
タ
ー
の
営
業
を
禁
止
す
る
場
合
に
、
規
制
当
局
が
猥
褻
と
考
え
る
映
画
が
上
映
さ
れ
る
と
い
う
理
由
で

（
一
四
五
一
）
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五
一
〇

の
禁
止
で
あ
れ
ば
、
表
現
の
内
容
に
基
づ
く
規
制
と
な
り
、
厳
格
な
審
査
に
服
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
映
画
の
上
映
が
交
通
の
混
乱
を
引

き
起
こ
し
や
す
い
と
い
う
理
由
で
の
禁
止
で
あ
れ
ば
、
内
容
に
中
立
的
な
規
制
と
な
り
、
比
較
的
緩
や
か
な
審
査
に
付
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
こ
の
よ
う
な
審
査
基
準
の
差
異
は
、
表
現
内
容
に
基
づ
く
規
制
ま
た
は
内
容
中
立
的
規
制
の
区
別
を
、
司
法
審
査
の
範
囲
や
程
度
、

そ
の
方
法
論
の
相
違
に
結
び
つ
け
る
点
に
あ
る
。

ま
た
、
表
現
内
容
に
基
づ
く
規
制
と
内
容
中
立
的
な
規
制
を
区
別
し
て
論
じ
る
こ
と
に
、
か
り
に
理
論
的
根
拠
が
あ
る
と
し
て
も
、
表

現
の
「
内
容
」
と
は
何
か
、
表
現
の
主
題
と
主
体
に
基
づ
く
規
制
は
内
容
に
基
づ
く
規
制
に
含
ま
れ
る
か
、
表
現
内
容
に
基
づ
く
規
制
の

要
素
と
内
容
に
中
立
的
な
規
制
の
要
素
を
併
せ
持
つ
場
合
に
適
用
さ
れ
る
審
査
基
準
と
は
何
か
な
ど
、
前
提
問
題
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
解

決
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
は
少
な
く
な
い
。
そ
の
う
え
で
、
表
現
内
容
に
基
づ
く
規
制
と
内
容
に
中
立
的
な
規
制
と
い
う
二

分
論
に
立
っ
た
司
法
審
査
の
判
断
基
準
が
表
現
の
自
由
の
理
論
と
し
て
正
当
化
で
き
る
か
ど
う
か
、
こ
の
点
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。サ

ム
の
息
子
法
は
、
犯
罪
に
つ
い
て
の
著
者
の
考
え
方
や
回
想
が
表
現
さ
れ
て
い
れ
ば
、
著
作
の
直
接
的
な
主
題
と
は
関
係
な
く
、
あ

る
い
は
、
そ
れ
が
付
随
的
で
あ
る
と
し
て
も
、
あ
ら
ゆ
る
主
題
の
著
作
に
適
用
さ
れ
る
可
能
性
を
有
し
て
い
る
。
ま
た
、
サ
ム
の
息
子
法

に
い
う
「
あ
る
犯
罪
で
有
罪
の
認
定
を
受
け
た
者
」
の
定
義
は
広
汎
で
あ
る
た
め
、
著
者
が
実
際
に
告
訴
さ
れ
た
か
、
あ
る
い
は
、
有
罪

判
決
を
受
け
た
否
か
に
関
わ
り
な
く
、
あ
る
犯
罪
を
行
っ
た
こ
と
を
著
作
の
中
で
認
め
た
場
合
に
も
、
こ
の
法
律
は
適
用
さ
れ
る
危
険
性

が
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
こ
と
が
結
び
つ
く
と
、
サ
ム
の
息
子
法
は
潜
在
的
に
き
わ
め
て
多
く
の
著
作
に
適
用
が
及
ぶ
こ
と
に
な
る
。

S
im
on &

 S
chuster

判
決
（
一
九
九
一
年
）
の
法
廷
意
見
で
は
、
こ
の
点
の
価
値
判
断
が
「
や
む
に
已
ま
れ
ぬ
利
益
」
の
衡
量
と
い
う
言

葉
と
な
っ
て
現
れ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

（
一
四
五
二
）



財
産
上
の
負
担
を
伴
う
表
現
行
為
の
規
制
と
「
や
む
に
已
ま
れ
ぬ
利
益
」（
長
谷
川
）

五
一
一

ま
た
、S

im
on &

 S
chuster

判
決
（
一
九
九
一
年
）
の
法
廷
意
見
で
は
、
通
常
の
立
法
の
場
合
に
妥
当
す
る
合
憲
性
の
推
定
は
表
現
内

容
に
基
づ
く
規
制
の
場
合
に
は
働
か
な
い
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
や
公
共
の
財
産
の
利
用
と
は
関
係
が
な

い
事
案
に
お
い
て
も
、
裁
判
所
が
表
現
の
規
制
を
慎
重
に
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
表
現
の
自
由
を
保
障
す
る
合
衆

国
憲
法
修
正
第
一
条
の
解
釈
問
題
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
い
え
る
。
従
来
、
修
正
第
一
条
の
中
核
的
内

容
を
占
め
て
い
た
の
は
、
検
閲
の
禁
止
な
い
し
事
前
抑
制
の
禁
止
で
あ
る
。S

im
on &

 S
chuster

判
決
（
一
九
九
一
年
）
の
法
廷
意
見
は
、

特
定
の
内
容
の
言
論
に
つ
い
て
財
政
的
な
負
担
を
課
し
、
犯
罪
被
害
者
の
救
済
を
図
る
サ
ム
の
息
子
法
に
つ
い
て
、
検
閲
と
の
類
似
性
を

強
調
し
、
表
現
内
容
に
基
づ
い
た
規
制
の
原
則
的
禁
止
に
結
び
つ
け
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

六　

結　

語

以
上
、
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
サ
ム
の
息
子
法
が
採
用
す
る
著
作
等
を
通
じ
た
犯
罪
の
再
現
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
利
益
の
享
受
の
制

限
・
剥
奪
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
連
邦
最
高
裁
が
説
く
判
例
法
理
に
よ
れ
ば
、
表
現
の
自
由
を
保
障
し
た
修
正
第
一
条
の
解
釈
に
お
い
て
、

規
制
目
的
に
「
や
む
に
已
ま
れ
ぬ
利
益
」
の
存
在
を
必
要
と
し
、
そ
れ
と
と
も
に
、
そ
の
利
益
の
達
成
手
段
が
規
制
目
的
と
の
関
連
で

「
狭
く
策
定
さ
れ
た
」
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
厳
格
な
違
憲
審
査
の
定
式
が
普
及
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
表
現
の
自
由
が
問
題
と
な
る
場
面
に
お
い
て
、
こ
の
厳
格
な
審
査
基
準
が
常
に
適
用
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
表
現

内
容
に
基
づ
い
た
規
制
に
対
し
て
は
厳
格
な
審
査
基
準
が
適
用
さ
れ
る
が
、
表
現
内
容
に
中
立
的
な
規
制
に
対
し
て
は
よ
り
緩
や
か
な
合

憲
性
判
断
の
審
査
基
準
が
適
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
表
現
の
内
容
以
外
の
表
現
行
為
に
関
す
る
時
や
場
所
、
態
様
に
対
す
る
規
制
の
審

（
一
四
五
三
）
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五
一
二

査
で
も
、
内
容
に
中
立
的
な
規
制
の
場
合
と
同
様
、
比
較
的
緩
や
か
な
審
査
基
準
が
適
用
さ
れ
て
い
る
。

表
現
内
容
に
基
づ
く
規
制
と
内
容
中
立
的
規
制
を
区
別
し
て
論
じ
る
二
分
論
に
立
脚
す
る
場
合
に
は
、
表
現
の
内
容
と
は
何
か
、
表
現

の
主
題
と
主
体
に
関
す
る
規
制
は
内
容
の
規
制
に
含
ま
れ
る
か
な
ど
、
こ
れ
ら
の
点
は
前
提
と
し
て
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
問
題
と
い
え
る
。
し
か
し
、
表
現
の
自
由
の
保
障
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
、
規
制
の
目
的
や
狙
い
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
い
う
こ

と
、
そ
し
て
、
そ
の
規
制
が
表
現
活
動
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
か
と
い
う
こ
と
を
見
極
め
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
際
、
表

現
内
容
の
規
制
ま
た
は
内
容
に
中
立
的
な
規
制
の
い
ず
れ
で
あ
れ
、
そ
の
合
憲
性
審
査
に
あ
た
っ
て
は
、
表
現
行
為
の
文
脈
を
考
慮
し
た

比
較
衡
量
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
上
で
、
そ
の
規
制
が
な
ぜ
必
要
な
の
か
、
表
現
活
動
に
ど
の
よ
う
な
影
響

を
及
ぼ
す
か
、
よ
り
制
約
的
で
な
い
他
の
代
替
的
規
制
手
段
は
存
在
し
な
い
の
か
な
ど
を
、
具
体
的
か
つ
実
質
的
に
検
討
す
る
必
要
が
あ

る
。
大
上
段
に
振
り
か
ぶ
っ
て
、
演
繹
的
な
手
法
に
よ
り
、
表
現
内
容
の
規
制
・
内
容
中
立
的
規
制
の
二
分
論
を
当
然
の
前
提
に
、
類
型

論
的
な
発
想
に
基
づ
き
「
や
む
に
已
ま
れ
ぬ
利
益
」
の
衡
量
か
ら
一
定
の
結
論
を
導
く
手
法
に
は
、
ど
こ
か
釈
然
と
し
な
い
違
和
感
が
感

ぜ
ら
れ
る
。

犯
罪
被
害
者
や
そ
の
遺
族
が
被
っ
た
損
害
に
つ
い
て
、
損
害
の
賠
償
が
な
さ
れ
な
い
ま
ま
、
犯
罪
の
加
害
者
が
犯
罪
に
関
す
る
著
書
や

映
画
、
雑
誌
記
事
、
ビ
デ
オ
な
ど
を
通
じ
て
多
額
の
収
益
を
得
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
誰
も
が
一
致
し
て
認
め
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
組
織
的
犯
罪
処
罰
法
に
お
い
て
没
収
の
対
象
と
な
る
財
産
の
範
囲
が
金
銭
債
権
に
拡
大
さ
れ
、
犯
罪

収
益
等
に
係
る
規
制
が
強
化
さ
れ
た
が
（
同
法
二
条
二
項
〜
四
項
）、
被
害
者
が
そ
の
財
産
に
つ
い
て
正
当
な
権
利
を
有
し
、
犯
人
か
ら
こ

れ
を
没
収
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
被
害
者
の
犯
人
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
な
ど
の
私
法
上
の
権
利
の
行
使
が
困
難
に
な
る
と
認
め
ら
れ
る

場
合
に
は
、
没
収
を
控
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
同
法
一
三
条
二
項
）。
た
だ
、
被
害
者
が
私
法
上
の
権
利
を
十
分
に
行
使
で
き
な
い

（
一
四
五
四
）



財
産
上
の
負
担
を
伴
う
表
現
行
為
の
規
制
と
「
や
む
に
已
ま
れ
ぬ
利
益
」（
長
谷
川
）

五
一
三

状
況
に
あ
る
と
き
は
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
被
害
者
保
護
の
観
点
か
ら
例
外
的
に
没
収
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
（
同

法
一
三
条
三
項
（
97
）

）。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
サ
ム
の
息
子
法
の
よ
う
な
犯
罪
人
利
得
禁
止
法
を
制
定
す
る
場
合
、
表
現
の
自
由
と
の
関
係
で
は
、

細
心
の
工
夫
が
必
要
と
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
連
邦
最
高
裁
は
我
々
に
知
ら
し
め
た
と
い
う
点
で
、S

im
on &

 S
chuster

判
決

（
一
九
九
一
年
）
は
大
き
な
意
義
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
1
） 

安
東
美
和
子
ほ
か
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
犯
罪
被
害
者
施
設
及
び
そ
の
運
用
実
態
」〈
法
務
総
合
研
究
所
研
究
報
告
九
〉『
諸
外
国
に
お
け
る
犯

罪
被
害
者
施
策
に
関
す
る
研
究
』（
法
務
総
合
研
究
所
、
二
〇
〇
〇
年
）
一
頁
、
五
頁
以
下
。

（
2
） S

uzan D
udley G

old, F
irst A

m
endm

ent C
ases: S

on of S
am
 C
ase, C

avendish S
quare, 2014, pp. 45 et seq., 50. 

こ
の
ほ
か
、
本

稿
で
引
用
す
る
論
文
お
よ
び
著
書
を
参
照
。

（
3
） 

椎
橋
隆
幸
「
犯
罪
被
害
者
の
財
政
的
救
済
策
」
書
斎
の
ひ
ろ
ば
四
四
四
号
（
一
九
九
五
年
）
二
五
頁
以
下
、
岩
本
一
郎
「〈
最
近
の
判
例
〉

S
im
on &

 S
chuster, Inc. v. M

em
bers of the N

ew
 Y
ork S

tate C
rim
e V
ictim

s B
oard, 112 S

. C
t. 501 

（1991

）

│
犯
罪
者
が
犯
罪
事

実
を
表
現
す
る
作
品
か
ら
え
る
収
入
を
犯
罪
犠
牲
者
に
ま
わ
す
た
め
の
法
律
、
い
わ
ゆ
る
サ
ム
の
息
子
法
の
合
憲
性
」
ア
メ
リ
カ
法
一
九
三
三
│
一

（
一
九
九
三
年
）
九
九
頁
以
下
な
ど
。

（
4
） Jessica Y
ager, In

vestigatin
g N

ew
 York’s 2001 S

on
 of S

am
 L

aw
: P

roblem
s w

ith
 T

h
e R

ecen
t E

xten
sion

 of T
rort L

iability 

for P
eople C

on
victed

 of C
rim

es, 48 N
. Y
. S
ch. L

. R
ev. 433 

（2004

）; S
ean J. K

ealy, A
 P

roposal for A
 N

ew
 M

assach
u

setts 

N
otoriety-for-P

rofi t L
aw

: T
h

e G
ran

d
son

 of S
am
, 22 W

. N
ew
 E
ng. L

. R
ev. 1 

（2000

）; O
rly N

osrati, S
on

 of S
am

 L
aw

s: K
illin

g 

F
ree S

peech
 or P

rom
otin

g K
iller P

rofi ts ?, 20 W
hittier L

. R
ev. 949 

（1999

）; S
teven P

. V
ergas, N

ew
 York’s S

on
 of S

am
 L

aw
: 

A
llive an

d
 W

ell T
od

ay, 11 T
ouro L

. R
ev. 629 

（1995

）
な
ど
。
な
お
、
併
せ
て
、G

old, su
pra note 2, at 7 et seq.

を
参
照
。

（
5
） N

.Y
. E
xec. L

aw
 §
623-a.

（
一
四
五
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

五
一
四

（
6
） 

安
東
ほ
か
・
前
掲
注（
1
）三
三
頁
。

（
7
） 

詳
細
は
、G

ilbert O
’K
eefe G

reenm
an, S

on
 of S

im
on

 &
 S

ch
u

ster: A
 “T

ru
e C

rim
e” S

tory of M
otive, O

pportu
n

ity an
d

 th
e 

F
irst A

m
en

d
m

en
t, 18 U

. H
aw
. L
. R
ev. 201, 201 

（1996

）; C
onnie K

oshiol, S
trict S

cru
tin

y S
ou

n
d

s T
h

e D
eath

 K
n

ell for N
ew

 

York’s S
on

 of S
am

 L
aw
, 17 S

. Ill. U
. L
. J. 599 , 600 

（1993

）; L
isa A

nn M
orelli, S

im
on

 &
 S

ch
u

ster, In
c. v. M

em
bers of T

h
e 

N
ew

 Y
ork S

tate C
rim

e V
ictim

s B
oard

: H
ow

 th
e C

h
aracterization

 of A
 S

peech
 R

egu
lation

 C
an

 E
ffectively D

estroy A
 

L
egislative L

aw
, 42 C

ath. U
. L
. R
ev. 651 

（1993

）; L
ori F

. Z
vack, C

an
 S

tates E
n

act C
on

stitu
tion

al “S
on

 of S
am

” L
aw

 A
fter 

S
im

on
 &

 S
ch

u
ster, In

c. v. N
ew

 York S
tate C

rim
e V

ictim
s B

oard
?, 37 S

t. U
. L
. J. 701, 702 

（1993

）; K
ealy, su

pra note 4, at 6; 

N
osrati, su

pra note 4, at 453.

（
8
） F

irst A
m
endm

ent C
enter

│http://w
w
w
.fi rstam

endm
entcenter.org

は
、
二
〇
一
二
年
五
月
現
在
、
全
米
に
は
四
五
の
州
で
サ
ム
の

息
子
法
が
制
定
さ
れ
て
い
る
と
し
、
こ
れ
を
、
①
裁
判
所
に
よ
っ
て
廃
止
さ
る
か
ま
た
は
削
除
さ
れ
な
い
有
効
な
法
律
を
も
つ
州
（
三
四
州
）、
②

改
廃
に
よ
り
新
た
に
有
効
な
法
律
を
も
つ
州
（
一
〇
州
）、
お
よ
び
、
③
裁
判
所
に
よ
っ
て
削
除
さ
れ
る
が
有
効
な
法
律
と
し
て
存
置
さ
せ
て
い
る

州
（
一
州
）
に
大
別
し
、
根
拠
法
を
掲
げ
て
そ
の
内
容
を
紹
介
し
て
い
る
。
ま
た
、John A

llyn S
oderberg, S

on
 of S

am
 L

aw
s: A

 V
ictim

 of 

T
h

e F
irst A

m
en

d
m

en
t?, 49 W

ash. &
 L
ee L

. R
ev. 629, 634-637 

（1992

） 

は
、
一
九
七
七
年
以
降
制
定
さ
れ
た
四
四
の
州
に
お
け
る
サ
ム

の
息
子
法
を
取
り
上
げ
、
簡
単
な
内
容
の
分
析
を
試
み
て
い
る
。

（
9
） 

本
件
は
、
連
邦
裁
判
所
が
管
轄
す
る
事
件
で
あ
る
。
本
件
の
経
過
に
つ
い
て
は
、K

athleen H
ow
e, Is F

ree S
peech

 too H
igh

 a P
rice to 

P
ay for C

rim
e? O

vercom
in

g th
e C

on
stitu

tion
al In

con
sisten

cies in
 S

on
 of S

am
 L

aw
s, 24 L

oy. L
. A
. E
nt. L

. R
ev. 341, 344-250 

（2004

）; T
racy C

obb, M
akin

g A
 K

illin
g: E

valu
atin

g th
e C

on
stitu

tion
ality of th

e T
exas S

on
 of S

am
 L

aw
, 39 H

ous. L
. R
ev. 

1483, 1489-1494 

（2003

）; M
ichelle G

. L
ew
is L
iebeskind, B

ack to B
asics for V

ictim
s: S

trikin
g S

on
 of S

am
 L

aw
s in

 F
avor of an

 

A
m

en
d

ed
 R

estitu
tion

ary S
ch

em
e, 

﹇1994

﹈ A
nnual S

urvey of A
m
erican L

aw
 29, 33-43; K

elly F
ranks, “S

on
 of S

am
” L

aw
s A

fter 

S
im

on
 &

 S
ch

u
ster v. N

ew
 York C

rim
e V

ictim
s B

oard
: F

ree S
peech

 V
ersu

s V
ictm

s’ R
igh

ts, 14 H
astings C

om
m
. &
 E
nt. L

. J. 

595, 600-611 

（1992

）; R
alph W

. Johnson, Ⅲ
, S

im
on

 &
 S

ch
u

ster v. N
ew

 York C
rim

e V
ictim

s B
oard

: T
h

e D
em

ise of N
ew

 York’s 

（
一
四
五
六
）



財
産
上
の
負
担
を
伴
う
表
現
行
為
の
規
制
と
「
や
む
に
已
ま
れ
ぬ
利
益
」（
長
谷
川
）

五
一
五

S
on

 of S
am

 L
aw

 an
d

 th
e D

ecision
 th

at cou
ld

 H
ave B

een, 2 F
ordham

 Intell. P
rop. M

edia &
 E
nt. L

. J. 193, 202-211 

（1992

）; 

G
reenm

an, su
pra note 7, at 204-205 

な
ど
。

（
10
） 
本
文
で
述
べ
る
事
実
関
係
は
、
第
一
審
のS

im
on &

 S
chuster, Inc. v. M

em
bers of the N

ew
 Y
ork S

tate C
rim
e V
ictim

s B
oard, 

724 F
. S
upp. 170 

（S
.D
.N
.Y
.1989

）
お
よ
び
控
訴
審
のS

im
on &

 S
chuster v. F

ischetti, 916 F
. 2d 777 

（2nd C
ir., 1990

）
の
確
定
し
た

事
実
に
よ
る
。
併
せ
て
、S

im
on &

 S
chuster, Inc. v. M

em
bers of the N

ew
 Y
ork S

tate C
rim
e V
ictim

s B
oard, 112 S

. C
t. 501 

（1991

）

を
参
照
。

（
11
） 

後
に
、
本
件
の
犯
罪
実
話
書
『
ワ
イ
ズ
ガ
イ
（W

IS
E
G
U
Y

）』
に
基
づ
き
、
マ
ー
テ
ィ
ン
・
ス
コ
セ
ッ
シ
（M

artin S
corsese

）
の
監
督
に

よ
る
映
画
『
グ
ッ
ド
フ
ェ
ロ
ー
ズ
（G

oodF
ellas

）』
が
制
作
・
公
開
さ
れ
、
一
九
九
〇
年
度
の
ア
カ
デ
ミ
ー
賞
を
受
賞
し
て
い
る
。

（
12
） S

im
on &

 S
chuster, Inc. v. M

em
bers of the N

ew
 Y
ork S

tate C
rim
e V
ictim

s B
oard, 724 F

. S
upp. 170 

（S
.D
.N
.Y
.1989

）. 

判
決

文
は
、
キ
ー
ナ
ン
（K

eenan

）
裁
判
官
の
執
筆
に
よ
る
。

（
13
） S

im
on &

 S
chuster v. F

ischetti, 916 F
. 2d 777 

（2nd C
ir., 1990

）. 

判
決
は
、
マ
イ
ナ
ー
（M

iner

）
裁
判
官
と
ウ
ォ
ー
カ
ー
（W

alker

）

裁
判
官
に
よ
る
多
数
意
見
で
あ
る
。

（
14
） 

こ
の
多
数
意
見
に
対
し
て
は
、
ニ
ュ
ー
マ
ン
（N

ew
m
an

）
裁
判
官
の
反
対
意
見
が
あ
る
。
ニ
ュ
ー
マ
ン
裁
判
官
は
、
次
の
点
を
指
摘
す
る
。

内
容
に
よ
っ
て
規
制
対
象
と
な
る
著
作
を
区
別
す
る
こ
と
は
言
論
の
自
由
を
保
障
し
た
合
衆
国
憲
法
修
正
第
一
条
に
違
反
し
、
許
さ
れ
な
い
。
犯
罪

人
が
犯
罪
か
ら
利
益
を
得
る
こ
と
を
阻
止
し
、
こ
れ
に
よ
り
被
害
者
の
苦
痛
を
緩
和
す
る
こ
と
は
、
州
の
利
益
で
は
な
い
。
公
共
の
利
益
に
関
わ
る

事
項
の
出
版
を
阻
止
す
る
実
際
的
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
立
法
は
許
さ
れ
な
い
。
誤
っ
て
告
発
さ
れ
た
者
が
無
罪
を
主
張
す
る
た
め
に
書
い
た
著
作
に

つ
い
て
も
サ
ム
の
息
子
法
は
適
用
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
過
度
に
包
括
的
で
あ
る
。
犯
罪
者
が
著
作
か
ら
得
る
印
税
等
の
金
員
の
引
渡
し
を
拒
絶
す
る

場
合
、
出
版
社
が
著
者
に
代
わ
っ
て
引
渡
し
の
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
り
、
出
版
社
は
前
払
を
躊
躇
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

（
15
） S
im
on &

 S
chuster v. N

.Y
. S
tate C

rim
e V
ictim

s B
oard, 502 U

.S
. 105, 112 S

. C
t. 501 

（1991

）.

（
16
） Id., 105 U

.S
. 105, at 108-124, 112 S

. C
t. 501, at 504-512. 

オ
コ
ナ
ー
（O

’C
onnor

）
判
事
が
執
筆
し
た
法
廷
意
見
に
、
レ
ー
ン
ク
イ

ス
ト
（R

ehnquist

）
最
高
裁
長
官
、
ホ
ワ
イ
ト
（W

hite

）
判
事
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
（S

tevens

）
判
事
、
ス
カ
ー
リ
ア
（S

calia

）
判
事
、
お

（
一
四
五
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

五
一
六

よ
び
ソ
ー
タ
ー
（S

outer

）
判
事
が
同
意
し
、
ブ
ラ
ッ
ク
マ
ン
（B

lackm
un

）
判
事
と
ケ
ネ
デ
ィ
（K

ennedy

）
判
事
は
、
同
調
意
見
を
述
べ
て
い

る
。
ト
ー
マ
ス
（T

hom
as

）
判
事
は
、
本
件
の
審
理
お
よ
び
判
決
に
参
加
し
て
い
な
い
。

（
17
） Id., 105 U

.S
. 105, at 123-124, 112 S

. C
t. 501, at 512.

（
18
） Id., 105 U

.S
. 105, at 124-128, 112 S

. C
t. 501, at 512-515.

（
19
） N

osrati, su
pra note 4, at 956-957

な
ど
参
照
。

（
20
） P

eople v. H
arris, 456 N

. Y
. S
. 2nd 694 

（C
t. A
pp. 1982

）.

（
21
） C

hildren of B
edford, Inc. v. P

etrom
elis, 541 N

.Y
.S
. 2d 894 

（S
upp. 1989

）.

（
22
） C

hildren of B
edford, Inc. v. P

etrom
elis, 556 N

.Y
.S
. 2d 483 

（A
.D
.1990

）.

（
23
） C

hildren of B
edford, Inc. v. P

etrom
elis, 77 N

.Y
. 2d 713, 570 N

.Y
.S
. 2d 453 

（C
t. A
pp. 1991

）.

（
24
） C

hildren of B
edford, Inc. v. P

etrom
elis, 502 U

.S
. 1025, 112 S

. C
t. 859 

（1992

）.

（
25
） C

hildren of B
edford, Inc. v. P

etrom
elis, 79 N

. Y
. 2d 792, 583 N

. Y
. S
. 2d 188 

（C
t. A
pp. 1992

）.

（
26
） S

oderberg, su
pra note 8, at 658-666; H

ow
e, su

pra note 10, at 364; C
obb, su

pra note 10, at 1508

な
ど
。

（
27
） 

詳
細
は
、L

iebeskind, su
pra note 9, at 30; Y

ager, su
pra note 4, at 435, 441-449; H

ow
e, su

pra note 9, at 349-351; M
ark A

. 

C
onrad, N

ew
 Yorks’ N

ew
 “S

on
 of S

am
” L

aw
│D

oes It E
ffectively P

rotect th
e R

igh
ts of C

rim
e V

ictim
s to S

eek R
ed

ress F
rom

 

T
h

eir P
epetrators, 2 F

ordham
 E
nt. M

edia &
 Intell. P

rop. L
. F
. 27, 38-45 

（1992

）; A
nthony J. A

nnucci, A
n

atom
y of th

e m
od

ern
 

P
rison

ers’ R
igh

ts S
u

it: N
ew

 York’s E
xpan

d
ed

 S
on

 of S
am

 L
aw

 an
d

 O
th

er F
iscal M

easu
res to D

eter P
rison

ers’ S
u

its W
h

ile 

S
atisfyin

g O
u

tstan
d

in
g D

ebts, 24 P
ace L

. R
ev. 631, 643-650 

（2004

）.

（
28
） N
osrati, su

pra note 4, at 962.

（
29
） 

各
州
に
お
け
る
被
害
弁
償
や
犯
罪
被
害
者
補
償
制
度
の
概
観
に
つ
い
て
は
、S

usan K
iss S

arnoff , P
aying for C

rim
e: T
he P

olicies and 

P
ossibilities of C

rim
e V
ictim

 R
eim
bursem

ent, P
raeger, 1996, pp. 1 et seq., 45-55; 

安
東
ほ
か
・
前
掲
注（
1
）三
三
頁
な
ど
参
照
。

（
30
） 

以
下
の
記
述
は
、
安
東
ほ
か
・
前
掲
注（
1
）五
頁
以
下
、
久
山
立
能
「
米
国
政
府
の
被
害
者
対
策
│
司
法
省
犯
罪
被
害
者
室
報
告
書
か
ら
│
」

（
一
四
五
八
）



財
産
上
の
負
担
を
伴
う
表
現
行
為
の
規
制
と
「
や
む
に
已
ま
れ
ぬ
利
益
」（
長
谷
川
）

五
一
七

警
察
政
策
研
究
三
号
（
一
九
九
九
年
）
一
四
四
頁
以
下
、
安
田
貴
彦
「
諸
外
国
に
み
る
犯
罪
被
害
者
対
策
の
現
状
│
ア
メ
リ
カ
を
中
心
に
│
」
法
律

の
ひ
ろ
ば
一
九
九
五
年
五
月
号
四
二
頁
以
下
、S

arnoff , su
pra note 29, at 17 et seq. 

﹇V
ictim

 R
estitution

﹈, 45 et seq. 

﹇C
ivil 

L
itigation

﹈, 59 et seq. 

﹇C
rim
e V
ictim

 C
om
pensation

﹈ 

な
ど
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
富
田
信
穂
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
犯

罪
被
害
者
補
償
制
度
」
警
察
学
論
集
五
四
巻
三
号
（
二
〇
〇
一
年
）
五
八
頁
、
川
崎
友
己
「
企
業
に
対
す
る
刑
事
制
裁
と
し
て
の
被
害
弁
償
命
令
│

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
動
向
を
参
考
に
し
て
│
」
同
志
社
法
学
五
四
巻
三
号
﹇
通
巻
二
八
八
号
﹈（
二
〇
〇
一
年
）
一
一
一
〇
頁
以
下
な
ど
参
照
。

（
31
） 

全
米
被
害
者
支
援
機
構
（N

O
V
A

） 

以
外
の
組
織
に
つ
い
て
、
安
田
・
前
掲
注（
1
）四
五
頁
を
参
照
。

（
32
） 18 U

.S
.C
.§
3681.

（
33
） 

詳
細
は
、
芝
原
邦
爾
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
没
収
制
度
」
法
時
六
三
巻
二
号
（
一
九
九
一
年
）
七
四
頁
以
下
、
佐
伯
仁
志
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

の
没
収
制
度
」
ジ
ュ
リ
一
〇
一
九
号
（
一
九
九
三
年
）
一
六
頁
以
下
、
谷
口
正
孝
「
没
収
及
び
追
徴
の
研
究
│
無
差
別
没
収
を
中
心
と
し
て
│
」
司

法
研
究
報
告
書
第
八
輯
第
四
号
（
一
九
五
五
年
）
一
頁
、
三
〇
頁
以
下
な
ど
。

（
34
） 

民
事
没
収
と
刑
事
没
収
に
共
通
し
て
、
没
収
対
象
財
産
に
関
す
る
す
べ
て
の
権
利
や
権
益
は
、
没
収
の
原
因
と
な
る
行
為
が
行
わ
れ
た
時
点
で

合
衆
国
に
帰
属
す
る
と
い
う
考
え
方
（R

elation B
ack D

octrine

）
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
薬
物
に
関
す
る
民
事
没
収
二
一
編
八
八
一

条
⒣
、
一
八
編
九
八
一
条
⒡
、
二
一
編
八
五
三
条
⒠
、
一
八
編
九
八
二
条
⒝
。
こ
の
考
え
方
に
基
づ
き
、
合
衆
国
は
そ
の
後
に
犯
罪
者
以
外
の
者
に

譲
渡
さ
れ
た
財
産
も
没
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
35
） D

avid J. F
ried, R

ation
alizin

g C
rim

in
al F

orfeitu
re, 79 J. C

rim
. L
. &
 C
rim
inology 328, 410 

（1988

） 

は
、
犯
罪
利
益
の
没
収
を

す
べ
て
の
犯
罪
に
規
定
し
、
没
収
の
利
益
は
被
害
弁
償
の
た
め
の
基
金
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
前
述
の
注（
33
）で

引
用
の
芝
原
孫
文
お
よ
び
佐
伯
論
文
の
ほ
か
に
、
原
田
明
夫
「
犯
罪
に
よ
り
生
じ
た
利
得
と
没
収
⑴
⑵
」
判
タ
五
四
九
号
五
〇
頁
、
五
六
五
号
四
六

頁
（
と
も
に
一
九
八
五
年
）、
江
原
伸
一
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
不
法
財
産
没
収
制
度
の
概
略
」
警
察
学
論
集
四
一
巻
一
一
号
（
一
九
八
八
年
）

七
〇
頁
以
下
な
ど
参
照
。

（
36
） R

IC
O

法
に
関
す
る
最
近
の
紹
介
・
分
析
と
し
て
、
田
上
富
信
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
組
織
犯
罪
と
民
事
責
任
│C

ivil R
ico

法
の
理
念
と
現

実
│
」
法
と
政
治
五
八
巻
一
号
（
二
〇
〇
七
年
）
二
五
頁
以
下
。
こ
の
ほ
か
、
池
田
啓
倫
ほ
か
「
米
国
組
織
犯
罪
規
制
法
（R

IC
O

法
）
に
つ
い

（
一
四
五
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

五
一
八

て
」
金
法
一
二
八
六
号
（
一
九
九
一
年
）
一
八
頁
以
下
﹇
付
・
全
文
訳
﹈、
佐
伯
仁
志
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国R

IC
O

法
に
つ
い
て
（
上
）（
下
）」
商

事
法
務
一
二
二
一
号
（
一
九
九
〇
年
）
九
頁
以
下
、
一
二
二
二
号
（
一
九
九
〇
年
）
三
三
頁
以
下
、
飯
柴
政
次
・
千
野
啓
太
郎
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け

る
組
織
犯
罪
対
策
法
制
│R

IC
O

法
及
び
特
別
捜
査
手
法
に
関
し
て
│
」
ジ
ュ
リ
九
六
〇
号
（
一
九
九
〇
年
）
四
七
頁
以
下
、
リ
ン
ダ
・
Ｂ
・
ラ

ク
デ
ィ
ー
ア
、〈
訳
〉
松
本
和
道
「
民
事
・
刑
事
で
活
用
さ
れ
る
米
国
の
暴
力
団
対
策
法
（
上
）（
下
）：
日
本
企
業
の
た
め
のR

IC
O

法
概
観
」

Ｎ
Ｂ
Ｌ
五
四
五
号
（
一
九
九
四
年
）
八
頁
以
下
、
五
四
八
号
（
一
九
九
四
年
）
二
六
頁
以
下
、
江
原
伸
一
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
不
法
財
産
没
収
制

度
の
概
略
」
警
察
学
論
集
四
一
巻
一
一
号
（
一
九
八
八
年
）
七
〇
頁
、
七
五
頁
以
下
な
ど
参
照
。R

IC
O

法
は
、
民
事
的
権
利
実
現
の
た
め
の
規
定

に
基
づ
い
て
提
起
さ
れ
た
訴
訟
に
関
す
る
出
訴
期
限
を
明
文
で
規
定
し
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
い
か
な
る
場
合
に
出
訴
期
限
法
を
適
用
す
べ
き
か

が
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
楠
元
純
一
郎
「
民
事R

IC
O

法
上
の
請
求
訴
訟
と
適
切
な
出
訴
期
限
法
」
商
事
法
務
一
三
三
五
号
（
一
九
九
三

年
）
四
三
頁
以
下
。

（
37
） 18 U

.S
.C
.§
1963 ⒜

⒝
.

（
38
） 

佐
伯
・
前
掲
注（
33
）一
七
頁
。

（
39
） 18 U

.S
.C
.§
1963 ⒨

, §
1467 ⒩

, §
2253 ⒪

.

（
40
） 21 U

.S
.C
.§
853 ⒜

⑶
, 21 U

S
C
§
853 ⒫

.

（
41
） 

佐
伯
・
前
掲
注（
33
）二
二
頁
。

（
42
） F

ried, su
pra note 35, at 410.

（
43
） N

ote, A
 P

roposal to R
eform

 C
rim

in
al F

orfeitu
re u

n
d

er R
IC

O
 an

d
 C

C
E
, 97 H

arv. L
. R
ev. 1929, 1940 

（1984

）.

（
44
） 

犯
罪
被
害
者
法
（V

O
C
A

）
は
、
基
金
配
分
に
関
し
て
各
州
が
優
先
的
に
措
置
を
行
う
べ
き
分
野
と
し
て
、
児
童
虐
待
、
家
庭
内
暴
力
、
性
的

暴
力
を
規
定
し
て
い
る
ほ
か
、
ギ
ャ
ン
グ
に
よ
る
暴
力
の
被
害
者
や
殺
人
事
件
被
害
者
の
遺
族
、
憎
悪
・
偏
見
を
動
機
と
す
る
犯
罪
の
被
害
者
な
ど

に
対
し
て
も
支
援
の
実
施
を
行
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
詳
し
く
は
、
久
山
・
前
掲
注（
30
）一
四
五
頁
。

（
45
） 

安
東
ほ
か
・
前
掲
注（
1
）三
三
頁
。

（
46
） 

安
東
ほ
か
・
前
掲
注（
1
）二
一
頁
。

（
一
四
六
〇
）



財
産
上
の
負
担
を
伴
う
表
現
行
為
の
規
制
と
「
や
む
に
已
ま
れ
ぬ
利
益
」（
長
谷
川
）

五
一
九

（
47
） 

連
邦
レ
ベ
ル
で
も
、
裁
判
所
は
、
す
べ
て
の
事
件
に
お
い
て
弁
償
命
令
を
科
す
る
権
限
を
有
し
（18 U

.S
.C
.§
3663

な
ど
）、
弁
償
命
令
に
対

し
て
は
民
事
執
行
が
可
能
で
あ
り
（18 U

.S
.C
.§
3613

）、
弁
償
金
の
支
払
い
が
な
い
場
合
に
は
、
執
行
猶
予
の
取
消
し
（18 U

.S
.C
.§
3613A

）

な
ど
行
わ
れ
る
。

（
48
） 
安
東
ほ
か
・
前
掲
注（
1
）二
二
頁
。

（
49
） H

arry B
. L
ittle, A

 C
om

parison
 of th

e S
tatu

tes of L
im

itation
s, 21 Ind. L

. J. 23, 39-41 

（1945

） ﹇A
P
P
E
N
D
IX
 A

│T
IM
E
-

P
E
R
IO
D
S
 

（B
Y
 Y
E
A
R
S

） A
L
L
O
W
E
D
 F
O
R
 B
R
IN
G
IN
G
 A
C
T
IO
N
S

﹈. 

併
せ
て
、F

rancis E
. M
cG
overn, T

h
e S

tatu
s of S

tatu
tes 

of L
im

itation
s an

d
 S

tatu
tes of R

epose in
 P

rod
u

ct L
iability A

ction
s: P

resen
t an

d
 F

u
tu

re, 16 F
orum

 416, 438-440 

（1986

） 

﹇A
P
P
E
N
D
IX
 A

│O
V
E
R
V
IE
W

﹈
参
照
。
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
出
訴
期
限
法
の
イ
ギ
リ
ス
法
か
ら
の
継
受
と
発
展
に
つ
い
て
は
、N

ote, 

D
evelopm

en
ts in

 th
e L

aw
│S

tatu
tes of L

im
itation, 63 H

arv. L
. R
ev. 1177 

（1950

）; C
harles C

. C
allahan, S

tatu
tes of 

L
im

itation
 in

 B
ackgrou

n
d, 16 O

hio S
tate l. J. 130 

（1955

）; John R
. M
ix, S

tate S
tatu

tes of L
im

itation
: C

on
trasted

 an
d

 

C
om

pared, 3 R
ocky M

t. L
. R
ev. 106 
（1931

）; T
yler T

. O
choa &

 A
ndrew

 J. W
istrich, T

h
e P

u
zzlin

g P
u

rpose of S
tatu

tes of 

L
im

itation, 28 P
a. L
. J. 453 

（1997
） 
な
ど
に
詳
し
い
。

（
50
） S

arnoff , su
pra note 29, at 55.

（
51
） 

鈴
木
康
彦
『
註
釈
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
』（
国
際
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
）
一
六
七
頁
。
合
衆
国
憲
法
修
正
第
一
条
は
、
そ
れ
が
加
え
ら
れ
た

一
七
九
一
年
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
何
を
意
味
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
議
論
が
絶
え
な
い
。
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
ル
イ
ス
著
、
池
田
年
穂
・
籾
岡
宏

成
訳
『
敵
対
す
る
思
想
の
自
由
：
ア
メ
リ
カ
最
高
裁
判
事
と
修
正
第
一
条
の
物
語
』（
慶
応
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
二
年
）
四
頁
以
下
。
修
正

第
一
条
の
保
障
す
る
表
現
の
自
由
を
め
ぐ
る
論
点
に
つ
き
、
樋
口
範
雄
『
ア
メ
リ
カ
憲
法
』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
一
年
）
三
一
七
頁
以
下
参
照
。

（
52
） 

松
井
茂
記
『
ア
メ
リ
カ
憲
法
入
門
﹇
第
六
版
﹈』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
年
）
一
五
一
頁
。

（
53
） 

こ
の
法
理
は
、
過
度
の
広
汎
性
ゆ
え
の
無
効
の
法
理
（over-breadth doctrine

）
と
呼
ば
れ
る
。
松
井
・
前
掲
注（
52
）一
六
八
│
一
六
九
頁
、

一
七
〇
頁
。

（
54
） 

詳
細
は
、
長
岡
徹
「
表
現
の
自
由
と
規
制
類
型
│
表
現
内
容
に
基
づ
く
規
制
と
内
容
中
立
的
規
制
区
分
論
の
検
討
（
一
）」
香
川
大
学
教
育
学

（
一
四
六
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

五
二
〇

部
研
究
報
告
第
Ⅰ
部
六
八
号
（
一
九
八
六
年
）
七
一
頁
、
八
〇
頁
以
下
、
市
川
正
人
「
表
現
内
容
の
規
制
・
内
容
中
立
的
規
制
二
分
論
と
表
現
の
自

由
（
一
）」
三
重
大
学
法
経
論
叢
四
巻
一
号
（
一
九
八
六
年
）
一
頁
、
八
頁
以
下
、
神
谷
雅
子
「
表
現
の
自
由
（
一
）
│
合
衆
国
最
高
裁
判
所
に
み

る
表
現
の
時
間
、
場
所
、
方
法
お
よ
び
態
様
に
対
す
る
規
制
と
、
表
現
の
方
法
と
場
所
の
類
型
│
」
国
家
学
会
雑
誌
一
〇
一
巻
一
・
二
号

（
一
九
八
八
年
）
一
頁
、
八
頁
以
下
、
梶
原
健
祐
「
衡
量
枠
と
準
則
│
表
現
の
自
由
論
に
お
け
る
司
法
審
査
基
準
の
再
検
討
│
」
山
口
経
済
学
雑
誌

五
八
巻
六
号
（
二
〇
一
〇
年
）
二
五
頁
以
下
、
城
野
一
憲
「
表
現
の
自
由
と
厳
格
審
査
│
ア
メ
リ
カ
連
邦
憲
法
の
修
正
一
条
解
釈
に
お
け
る
ル
ー
ツ

と
展
開
│
」
早
稲
田
法
学
会
誌
六
五
巻
二
号
（
二
〇
一
五
年
）
九
九
頁
以
下
な
ど
。
全
体
を
鳥
瞰
で
き
る
最
近
の
欧
文
の
文
献
と
し
て
、M

ark J. 

R
ichards, T

he P
olitics of F

reedom
 of E

xpression: T
he D

ecisions of the S
uprem

e C
ourt of the U

nited S
tates, P

algrave 

M
acm
illan, 2013, pp. 103 et seq.

（
55
） 

長
岡
・
前
掲
注（
54
）﹇
検
討
（
一
）﹈
八
七
頁
。

（
56
） 

例
え
ば
、P

olice D
epartm

ent of the C
ity of C

hicago v. M
osley, 408 U

.S
. 92 

（1972

）; F
irst N

ational B
ank of B

oston v. B
ellotti, 

435 U
.S
. 765 

（1978

）; P
erry E

ducation A
ssociation v. P

erry L
ocal E

ducators’ A
ssociation, 460 U

.S
. 37 

（1983

） 

な
ど
。
詳
細
は
、

長
岡
・
前
掲
注（
54
）﹇
検
討
（
一
）﹈
八
二
頁
、
城
野
・
前
掲
注（
54
）九
九
│
一
〇
〇
頁
、M

ark R
ienzi &

 S
tuart B

uck, N
eu

tral N
o M

ore: 

S
econ

d
ary E

ffects A
n

alysis an
d

 th
e Q

u
iet D

em
ise of th

e C
on

ten
t-N

eu
trality T

est, 82 F
ordham

 L
. R
ev. 1187, 1192 

（2013

）
な
ど
。

（
57
） 

連
邦
最
高
裁
判
所
に
よ
っ
て
運
用
さ
れ
て
い
る
司
法
審
査
の
基
準
は
、「
厳
格
審
査
」（strict scrutiny

）、「
合
理
的
根
拠
の
テ
ス
ト
」

（rational basis test

）、
お
よ
び
、「
中
間
審
査
基
準
」（interm

ediate scrutiny

）
の
三
つ
に
分
類
・
整
理
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
城
野
・

前
掲
注（
54
）一
〇
〇
頁
。

（
58
） R

ichard F
allon, Jr., S

trict Ju
d

ical S
cru

tin
y, 54 U

C
L
A
  L
. R
ev. 1267, 1270 

（2007

）.

（
59
） S
tephan A

. S
iegel, T

h
e O

rigin
 of th

e C
om

pellin
g S

tate In
terest T

est an
d

 S
trict S

cru
tin

y, 48 A
m
. J. L

egal H
ist. 355 

（2006

）
は
、
厳
格
審
査
の
原
型
は
修
正
第
一
四
条
の
平
等
保
護
条
項
の
解
釈
で
は
な
く
、
修
正
第
一
条
の
言
論
保
護
条
項
の
解
釈
に
求
め
ら
れ
る

と
し
て
い
る
。
修
正
第
一
四
条
と
修
正
第
一
条
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
城
野
・
前
掲
注（
54
）一
〇
二
頁
以
下
も
参
照
。

（
60
） S

kinner, U
.S
. at 541.

（
一
四
六
二
）



財
産
上
の
負
担
を
伴
う
表
現
行
為
の
規
制
と
「
や
む
に
已
ま
れ
ぬ
利
益
」（
長
谷
川
）

五
二
一

（
61
） K

orem
atsu, 323 U

.S
. at 216.

（
62
） S

iegel, su
pra note 59, at 356. 

（
63
） S

iegel, su
pra note 59, at 357-361, 380 et seq.

（
64
） 354 U

.S
. 234, at 265.

（
65
） S

iegel, su
pra note 59, at 367. F

allon, su
pra note 58, at 1273 et seq.

も
ま
た
、Siegel

と
同
様
、
厳
格
責
任
の
誕
生
と
発
展
の
中
で
、

「
や
む
に
已
ま
れ
ぬ
利
益
」
の
概
念
が
審
査
基
準
の
一
つ
と
し
て
登
場
し
て
き
た
こ
と
を
指
摘
す
る
が
、
論
証
の
た
め
に
引
用
す
る
裁
判
例
に
若
干

の
違
い
が
あ
る
。
た
だ
、
両
者
と
も
、
一
九
六
〇
年
代
に
連
邦
最
高
裁
判
所
が
厳
格
審
査
の
法
理
を
確
立
す
る
過
程
の
中
で
、
規
制
当
局
で
あ
る
州

政
府
に
規
制
目
的
と
し
て
「
や
む
に
已
ま
れ
ぬ
利
益
」
が
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
「
狭
く
策
定
さ
れ
た
」
規
制
手
段
に
よ
り
実
現
さ
れ
る
べ

き
こ
と
を
要
求
さ
れ
て
き
た
と
い
う
点
、
言
い
換
え
れ
ば
、「
や
む
に
已
ま
れ
ぬ
利
益
」
の
概
念
は
厳
格
審
査
の
一
つ
の
基
準
で
あ
り
、
厳
格
審
査

の
誕
生
よ
り
や
や
遅
れ
て
登
場
し
て
き
た
と
い
う
点
で
は
、
一
致
し
た
見
方
を
し
て
い
る
。

（
66
） S

iegel, su
pra note 59, 393-394, 397. F

allon, su
pra note 59, at 1326

も
ま
た
、
規
制
手
段
と
し
て
の
「
狭
く
策
定
さ
れ
た
」
こ
と
の

要
件
は
、
規
制
の
正
当
性
根
拠
を
示
す
も
の
と
捉
え
て
い
る
。

（
67
） S

iegel, su
pra note 59, at 402. 

（
68
） 

連
邦
最
高
裁
判
所
が
合
衆
国
憲
法
修
正
第
一
条
の
保
護
を
受
け
な
い
も
の
と
し
て
析
出
し
て
き
た
表
現
活
動
に
は
、
差
し
迫
っ
た
非
合
法
行
為

の
煽
動
、
闘
争
的
言
辞
、
猥
褻
の
表
現
、
名
誉
毀
損
的
表
現
、
虚
偽
・
欺
瞞
的
な
営
利
的
表
現
、
チ
ャ
イ
ル
ド
・
ポ
ル
ノ
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

営
利
的
表
現
に
つ
い
て
は
、
そ
の
規
制
が
経
済
的
規
制
の
面
を
有
し
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
連
邦
最
高
裁
は
伝
統
的
に
表
現
の
自
由
の
射
程
外
に

置
い
て
き
た
が
、
広
告
で
も
情
報
伝
達
と
い
う
機
能
を
果
た
し
て
い
る
と
し
て
、
現
在
で
は
表
現
の
自
由
の
保
護
を
認
め
て
い
る
。V

irginia 

S
tate B

oard of P
harm

acy v. V
irginia C

itizens C
onsum

er C
ouncil, 425 U

.S
. 748 

（1976

） 

な
ど
。
こ
の
点
に
つ
き
、
松
井
・
前
掲
注

（
52
）一
八
八
頁
以
下
、
城
野
・
前
掲
注（
54
）一
三
三
頁
以
下
。
な
お
、
併
せ
て
、D

aniel F
arber, T

h
e C

ategorical A
pproach

 to P
rotectin

g 

S
peech

 in
 A

m
erican

 C
on

stitu
tion

al L
aw
, 84 Ind. L

. J. 917 

（2009

）
参
照
。

（
69
） 

詳
細
は
、
長
岡
・
前
掲
注（
54
）﹇
検
討
（
一
）﹈
八
二
頁
、
市
川
・
前
掲
注（
54
）﹇
二
分
論
（
一
）﹈
一
九
頁
、
二
二
頁
以
下
、
市
川
正
人
「
表
現

（
一
四
六
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

五
二
二

内
容
の
規
制
・
内
容
中
立
的
規
制
二
分
論
と
表
現
の
自
由
（
三
・
完
）」
三
重
大
学
法
経
論
叢
七
巻
一
号
（
一
九
八
九
年
）
一
頁
以
下
、
城
野
・
前

掲
注（
54
）一
三
一
│
一
三
三
頁
な
ど
。

（
70
） 
表
現
活
動
の
日
時
が
不
適
切
で
あ
る
場
合
（
例
え
ば
、
デ
モ
や
集
会
の
開
催
が
夜
中
で
あ
っ
た
り
、
集
会
場
の
休
館
日
に
開
催
を
試
み
た
り
す

る
）
や
、
表
現
す
る
場
所
が
不
適
当
で
あ
る
場
合
（
例
え
ば
、
子
ど
も
の
目
に
つ
く
よ
う
な
場
所
で
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
を
掲
示
す
る
）、
あ
る
い
は
、

態
様
・
方
法
に
問
題
が
あ
る
場
合
（
例
え
ば
、
電
柱
へ
の
張
り
紙
の
よ
う
に
街
の
美
観
を
損
ね
る
方
法
を
使
っ
た
り
す
る
）
で
あ
る
。

（
71
） 

行
為
自
体
は
表
現
行
為
で
は
な
い
が
、
そ
れ
が
表
現
目
的
で
行
わ
れ
た
場
合
に
、
そ
れ
を
規
制
す
る
こ
と
が
表
現
の
自
由
の
問
題
を
提
起
す
る

場
合
で
あ
る
。

（
72
） H

eff ron v. International S
ociety for K

rishna C
onsciousness, Inc., 452 U

.S
. 640 

（1981

）.

（
73
） U

nited S
tates v. O

’B
rien, 391 U

.S
. 367 

（1968

）.

（
74
） 

松
井
・
前
掲
注（
52
）二
〇
一
頁
。

（
75
） 

例
え
ば
、U

nited S
tates v. G

race, 461 U
.S
. 171 

（1983

）; H
eff ron v. C

ity of S
truthers, 319 U

.S
. 141 

（1943

）
な
ど
。
詳
細
は
、

長
岡
・
前
掲
注（
54
）﹇
検
討
（
一
）﹈
八
二
頁
、
長
岡
徹
「
表
現
の
自
由
と
規
制
類
型
│
表
現
内
容
に
基
づ
く
規
制
と
内
容
中
立
的
規
制
区
分
論
の
検

討
（
二
・
完
）」
香
川
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告
第
Ⅰ
部
六
九
号
（
一
九
八
七
年
）
九
五
頁
、
一
〇
五
頁
以
下
、
神
谷
雅
子
「
表
現
の
自
由
（
二
）

│
合
衆
国
最
高
裁
判
所
に
み
る
表
現
の
時
間
、
場
所
、
方
法
お
よ
び
態
様
に
対
す
る
規
制
と
、
表
現
の
方
法
と
場
所
の
類
型
│
」
国
家
学
会
雑
誌

一
〇
二
巻
一
・
二
号
（
一
九
八
九
年
）
四
六
頁
以
下
、
市
川
・
前
掲
注（
54
）﹇
検
討
（
一
）﹈
一
九
頁
、
市
川
正
人
「
表
現
内
容
の
規
制
・
内
容
中
立

的
規
制
二
分
論
と
表
現
の
自
由
（
二
）」
三
重
大
学
法
経
論
叢
五
巻
一
号
（
一
九
八
七
年
）
三
一
頁
以
下
。

（
76
） 

内
容
中
立
的
な
規
制
の
場
合
に
用
い
ら
れ
る
比
較
的
緩
や
か
な
審
査
基
準
を
「
中
間
審
査
基
準
」（interm

ediate scrutiny

）
と
い
う
こ
と
が

あ
る
。
城
野
・
前
掲
注（
54
）一
〇
〇
頁
以
下
、
樋
口
範
雄
『
ア
メ
リ
カ
憲
法
』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
一
年
）
三
九
七
頁
な
ど
。

（
77
） 

長
岡
・
前
掲
注（
75
）﹇
検
討
（
二
・
完
）﹈
九
六
頁
。

（
78
） 

人
が
何
か
を
表
現
す
る
と
き
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
な
形
で
表
現
す
る
か
は
、
非
常
に
重
要
な
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
表
現
行
為
を
通
し
て
し
か
、

我
々
は
表
現
内
容
を
表
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
両
者
は
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
か
ら
、
そ
の
媒
体
と
し
て
の
「
時
・
場
所
・
方
法
・
手
段
」
に

（
一
四
六
四
）



財
産
上
の
負
担
を
伴
う
表
現
行
為
の
規
制
と
「
や
む
に
已
ま
れ
ぬ
利
益
」（
長
谷
川
）

五
二
三

つ
い
て
制
限
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
と
内
容
を
制
限
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
区
別
し
て
論
じ
る
こ
と
は
、
現
実
的
で
は
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

内
容
中
立
的
な
規
制
と
い
う
マ
ジ
ッ
ク
ワ
ー
ド
の
範
疇
に
よ
り
処
理
さ
れ
る
「
表
現
」
は
、
厳
格
な
審
査
基
準
の
保
護
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
切
り

捨
て
ら
れ
て
も
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

（
79
） E

rznoznic v. C
ity of Jacksonville 422 U

.S
. 205 

（1975

）﹇
ド
ラ
イ
ブ
イ
ン
・
シ
ア
タ
ー
の
公
道
か
ら
み
え
る
ス
ク
リ
ー
ン
上
で
ヌ
ー
ド

シ
ー
ン
を
上
映
す
る
こ
と
を
禁
止
し
た
条
例
を
違
憲
と
し
た
﹈; S
chad v. B

orough of M
ount E

phraim
, 452 U

.S
. 61 

（1981

）﹇
商
業
地
区
で

の
ラ
イ
ブ
・
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
を
禁
止
す
る
ゾ
ー
ニ
ン
グ
条
例
（
本
件
で
は
ヌ
ー
ド
ダ
ン
ス
）
を
違
憲
と
し
た
﹈; W

idm
ar v. V

incent, 454 

U
.S
. 263 

（1981
）﹇
公
認
学
生
団
体
に
は
大
学
の
施
設
利
用
を
認
め
な
が
ら
、
宗
教
活
動
を
す
る
学
生
団
体
に
は
施
設
利
用
を
認
め
な
い
大
学
規

則
を
違
憲
と
し
た
﹈
な
ど
。

（
80
） L

ehm
an v. C

ity of S
haker H

eights, 418 U
.S
. 298 

（1974

）﹇
市
バ
ス
の
車
内
広
告
を
商
業
広
告
に
限
り
、
そ
れ
以
外
の
政
治
広
告
を
認

め
な
い
車
内
規
則
を
合
憲
と
し
た
﹈; G

reer v. S
pock, 424 U

.S
. 828 

（1976

） ﹇
軍
事
基
地
内
で
民
間
人
が
劇
や
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
を
上
演
し
、
麻

薬
の
弊
害
に
つ
い
て
演
説
す
る
こ
と
は
認
め
る
が
、
政
治
的
な
演
説
や
示
威
行
動
を
行
う
こ
と
を
一
切
禁
止
す
る
基
地
規
則
を
合
憲
と
し
た
﹈
な
ど
。

（
81
） 

長
岡
・
前
掲
注（
54
）﹇
検
討
（
一
）﹈
八
六
頁
以
下
、
八
七
頁
。

（
82
） 

長
岡
・
前
掲
注（
75
）﹇
検
討
（
二
・
完
）﹈
一
一
二
頁
以
下
、
一
一
五
頁
以
下
。

（
83
） 

長
岡
・
前
掲
注（
75
）﹇
検
討
（
二
・
完
）﹈
一
一
五
頁
。

（
84
） 

長
岡
・
前
掲
注（
54
）﹇
検
討
（
一
）﹈
八
三
頁
。

（
85
） L

aurence H
. T
ribe, C

on
stitu

tion
al C

alcu
lu

s: E
qu

al Ju
stice or E

con
om

ic E
ffi cien

cy ?, 98 H
arv. L

. R
ev. 592, 601 

（1985

）.

（
86
） 

詳
細
は
、
長
岡
・
前
掲
注（
54
）﹇
検
討
（
一
）﹈
八
九
頁
以
下
、
市
川
・
前
掲
注（
69
）﹇
二
分
論
（
三
・
完
）﹈
二
二
頁
以
下
。

（
87
） John H
. E
ly, D

em
ocracy and D

istrust, H
arv. U

niv. P
ress, 1980, 110-111; John H

. E
ly, F

lag D
esecration

: A
 C

ase S
tu

d
y in

 

th
e R

oles of C
ategorization

 an
d

 B
alan

cin
g in

 F
irst A

m
en

d
m

en
t A

n
alysis, 88 H

arv. L
. R
ev. 1482, 1497-1501 

（1975

）; 

L
aurence H

. T
ribe, A

m
erican C

onstitutional L
aw
, F
oundation P

ress, 1978,§
12-2, at 580-82, 602-04.

（
88
） G

eoff rey R
. S
tone, C

on
ten

t R
egu

lation
 an

d
 th

e F
irst A

m
en

d
m

en
t, 25 W

illiam
 &
 M
ary l. R

ev. 189, 198 

（1983

）.

（
一
四
六
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

五
二
四

（
89
） P

aul B
. S
tephan, T

h
e F

irst A
m

en
d

m
en

t an
d

 C
on

ten
t D

iscrim
in

ation, 68 V
a. L
. R
ev. 203 

（1982

）.
（
90
） F

rederick S
chauer, C

ategories an
d

 th
e F

irst A
m

en
d

m
en

t: A
 P

lay in
 T

h
ree A

cts, 34 V
and. L

. R
ev. 265 

（1981

）.
（
91
） R

onald A
. C
ass, F

irst A
m

en
d

m
en

t A
ccess to G

overn
m

en
t F

acilities, 65 V
aq. L

. R
ev. 1987 

（1979

）.

（
92
） 
学
説
の
整
理
と
し
て
、
長
岡
・
前
掲
注（
75
）﹇
検
討
（
二
・
完
）﹈
九
三
頁
、
市
川
・
前
掲
注（
69
）﹇
二
分
論
（
三
・
完
）﹈
二
二
頁
以
下
。

（
93
） D

aniel A
. F
aber, C

on
ten

t R
egu

lation
 an

d
 th

e F
irst A

m
en

d
m

en
t: A

 R
evision

ist V
iew
, 68 G

eo. L
. J. 727 

（1980

）; D
aniel A

. 

F
aber &

 John E
. N
ow
ak, T

h
e M

islead
in

g N
atu

re of P
u

blic F
oru

m
 A

n
alysis: C

on
ten

t an
d

 C
on

text in
 F

irst A
m

en
d

m
en

t 

A
d

ju
d

ication, 70 V
a. L
. R
ev. 1219 

（1984

）.

（
94
） M

artin H
. R
edish, T

h
e C

on
ten

t D
iscrim

in
ation

 in
 F

irst A
m

en
d

m
en

t A
n

alysis, 34 S
tan. L

. R
ev. 113 

（1981

）.

（
95
） 

表
現
活
動
に
対
す
る
規
制
と
財
政
的
負
担
と
の
関
係
は
、
一
般
に
、
次
の
三
つ
の
類
型
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
①
表
現
活
動
の
た
め
の

支
出
に
対
す
る
規
制
（
例
、
選
挙
運
動
資
金
の
制
限
な
ど
）、
②
表
現
活
動
に
か
か
る
費
用
の
増
加
負
担
（
例
、
物
品
税
の
賦
課
、
補
助
金
の
拒

否
・
削
減
、
デ
モ
に
対
す
る
保
証
金
な
ど
）、
お
よ
び
、
③
表
現
活
動
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
利
益
の
剥
奪
・
制
限
（
例
、
新
聞
紙
税
な
ど
）
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
①
と
②
は
表
現
活
動
の
不
能
や
縮
小
に
直
接
つ
な
が
る
が
、
③
は
利
益
追
求
を
目
的
と
す
る
表
現
者
の
動
機
を
弱
め
る
に
す
ぎ
な
い
。

（
96
） 

「
や
む
に
已
ま
れ
ぬ
利
益
」
の
概
念
の
起
源
に
つ
い
て
は
、S

iegel, su
pra note 59, at 355

を
参
照
。

（
97
） 

組
織
的
な
犯
罪
に
お
い
て
は
、
不
正
の
利
益
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
種
々
の
活
動
が
行
わ
れ
、
こ
れ
に
よ
る
犯
罪
収
益
が
犯
罪
組
織
の
維

持
・
拡
大
に
用
い
ら
れ
る
と
か
、
将
来
の
犯
罪
活
動
に
再
投
資
さ
れ
る
ほ
か
、
事
業
活
動
に
投
資
さ
れ
て
合
法
的
な
経
済
活
動
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す

こ
と
が
あ
る
。
わ
が
国
で
は
、
刑
法
の
没
収
が
有
体
物
に
限
ら
れ
、
犯
罪
収
益
等
の
は
く
奪
の
措
置
と
し
て
は
十
分
と
は
い
え
な
い
状
況
に
あ
る
こ

と
か
ら
、
一
九
九
九
年
八
月
に
「
組
織
的
犯
罪
処
罰
法
」（
平
成
一
一
年
法
律
一
三
六
号
）
が
制
定
さ
れ
、
没
収
の
対
象
と
な
る
財
産
の
範
囲
を
有

体
物
か
ら
金
銭
債
権
に
拡
大
す
る
な
ど
、
犯
罪
収
益
等
に
係
る
規
制
が
強
化
さ
れ
た
（
同
法
二
条
二
項
〜
四
項
、
一
三
条
以
下
）。
こ
れ
は
、
組
織

的
な
犯
罪
に
経
済
的
な
側
面
か
ら
対
処
す
る
措
置
と
し
て
、
犯
罪
収
益
等
の
的
確
な
は
く
奪
を
可
能
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
被
害
者
が

そ
の
財
産
に
つ
い
て
正
当
な
権
利
を
有
す
る
場
合
（
犯
罪
被
害
財
産
）
で
あ
っ
て
、
犯
人
か
ら
こ
れ
を
没
収
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
被
害
者
の
犯
人
に

対
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
な
ど
の
私
法
上
の
請
求
権
の
実
現
を
困
難
に
す
る
な
ど
、
被
害
者
保
護
の
観
点
か
ら
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に

（
一
四
六
六
）



財
産
上
の
負
担
を
伴
う
表
現
行
為
の
規
制
と
「
や
む
に
已
ま
れ
ぬ
利
益
」（
長
谷
川
）

五
二
五

は
、
没
収
を
控
え
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
同
法
一
三
条
二
項
）。
た
だ
し
、
そ
の
場
合
で
も
、
被
害
者
が
民
事
上
の
請
求
権
を
十
分
に
行
使

で
き
な
い
場
合
に
は
、
被
害
者
の
犯
人
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
等
を
保
護
す
る
た
め
、
例
外
と
し
て
没
収
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
（
同
法

一
三
条
三
項
）。
三
浦
守
ほ
か
「
組
織
的
犯
罪
対
策
関
連
三
法
の
解
説
（
三
）」
法
曹
時
報
五
二
巻
八
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
四
三
頁
、
五
二
頁
以
下
。

わ
が
国
に
お
け
る
犯
罪
被
害
者
等
の
加
害
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
に
つ
い
て
は
、
長
谷
川
貞
之
「
損
害
賠
償
命
令
制
度
の
意
義
と
機
能

│

刑
事
司
法
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
に
よ
る
損
害
賠
償
制
度
の
再
検
討
の
可
能
性

│
」
日
本
法
学
八
二
巻
二
号
（
二
〇
一
六
年
）
五
七
一
頁
以
下
を
参

照
。

（
一
四
六
七
）





 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

掲載論文の取り下げについて 
 
   令和６年４月１６日，執筆者本人より，機関誌編集委員会委員長に対して，

研究倫理上の問題（先行研究を盗用した行為）を理由として，以下の論文の

取り下げ申請がありました。本委員会は当該論文の取り下げが妥当と判断

し，執筆者の申請を受理して，当該論文を取り下げることにいたしました。 
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ア
メ
リ
カ
大
統
領
の
連
邦
公
務
員
任
命
権
と
上
院
の
承
認
手
続
（
阿
部
）

五
九
七

ア
メ
リ
カ
大
統
領
の
連
邦
公
務
員
任
命
権
と
上
院
の
承
認
手
続

阿　
　

部　
　

竹　
　

松

は
じ
め
に

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
第
二
条
第
二
節
第
二
項
第
二
段
は
、「
大
統
領
は
、
大
使
、
そ
の
他
の
外
交
使
節
な
ら
び
に
領
事
、
連
邦
最
高

裁
判
所
の
判
事
、
お
よ
び
任
命
に
つ
い
て
本
条
項
に
別
段
の
定
め
が
な
い
が
、
法
律
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
〔
連
邦
政

府
〕
の
そ
の
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
職
種
の
公
務
員
を
指
名
し
、
上
院
の
事
前
と
事
後
の
助
言
と
同
意
を
得
て
任
命
す
る
。
た
だ
し
、
連
邦
議

会
は
、
連
邦
議
会
が
適
当
で
あ
る
と
判
断
す
る
場
合
に
は
、
法
律
に
よ
っ
て
、
下
級
公
務
員
の
任
命
権
を
大
統
領
の
み
に
与
え
、
ま
た
は

司
法
裁
判
所
も
し
く
は
各
省
の
長
官
に
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
第
二
条
第
二
節
第
三
項
は
、「
大
統
領

は
、
上
院
の
次
の
会
期
末
に
任
期
が
満
了
す
る
任
務
を
与
え
て
、
上
院
の
休
会
中
に
生
じ
た
欠
員
を
補
充
す
る
権
限
を
有
す
る
」
と
規
定

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
大
統
領
に
は
、
大
使
、
そ
の
他
の
外
交
使
節
な
ら
び
に
領
事
、
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
事
を
は
じ
め
各
省
庁

論　

説

（
一
五
三
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

五
九
八

の
最
高
責
任
者
で
あ
る
閣
僚
か
ら
連
邦
下
級
裁
判
所
の
判
事
、
独
立
行
政
機
関
の
委
員
な
ど
の
文
官
公
務
員
か
ら
軍
人
に
至
る
連
邦
公
務

員
を
任
命
す
る
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
の
目
的
は
、
大
統
領
が
連
邦
政
府
の
要
職
に
就
く
者
を
任
命
す
る
に
当
た
っ
て
、
ど
の

よ
う
な
手
続
で
人
選
を
し
て
い
る
か
、
ま
た
、
上
院
が
ど
の
よ
う
な
手
続
を
と
っ
て
承
認
を
与
え
て
い
る
か
に
つ
い
て
論
述
し
て
、
ア
メ

リ
カ
大
統
領
の
連
邦
公
務
員
任
命
権
と
上
院
の
承
認
手
続
の
実
態
を
解
明
す
る
こ
と
に
あ
る
。

一
、
大
統
領
任
命
権

1
．
憲
法
起
草
者
の
意
図

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
の
任
命
条
項
は
、
憲
法
制
定
会
議
に
出
席
し
た
憲
法
起
草
者
の
う
ち
で
「
権
力
の
分
散
」（separation of 

pow
ers

）
に
関
心
を
も
っ
て
い
た
二
つ
の
派
閥
の
妥
協
の
産
物
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
の
エ
ル
ブ
リ
ッ
ジ
・

ゲ
リ
ィ
（E

lbridge G
erry

）
と
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ー
ニ
ア
州
の
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
（B

enjam
in F
ranklin

）
は
、
単
一
の
機
関

に
過
剰
な
権
限
を
集
中
し
て
与
え
る
こ
と
に
懐
疑
的
で
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
は
、「
大
統
領
は
、
此
処
彼
処
を
問
わ
ず
、
独
裁
者
に

な
る
ま
で
休
ま
ず
に
権
力
を
増
大
さ
せ
る
（
1
）

」
と
主
張
し
て
、
大
統
領
に
権
力
を
集
中
さ
せ
る
こ
と
に
反
対
の
立
場
を
と
っ
た
。
一
方
、

ヴ
ァ
ジ
ー
ニ
ア
州
の
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
マ
デ
ィ
ソ
ン
（Jam

es M
adison

）、
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ー
ニ
ア
州
の
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン

（Jam
es W

ilson

）、
ニ
ュ
ー
・
ヨ
ー
ク
州
の
（A

lexander H
am
ilton

）
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
ハ
ミ
ル
ト
ン
は
、
行
政
府
の
要
員
を
選
任
す
る

専
属
権
が
与
え
ら
れ
た
強
力
な
大
統
領
が
望
ま
し
い
と
考
え
て
い
た
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
、
憲
法
制
定
会
議
で
の
討
議
中
に

「
良
い
法
律
と
い
え
ど
も
良
い
行
政
長
官
な
し
に
は
効
を
奏
さ
な
い
。
法
律
を
執
行
す
る
公
務
員
を
任
命
す
る
権
限
を
有
し
な
い
行
政
長

（
一
五
四
〇
）



ア
メ
リ
カ
大
統
領
の
連
邦
公
務
員
任
命
権
と
上
院
の
承
認
手
続
（
阿
部
）

五
九
九

官
〔
大
統
領
〕
は
、
良
い
行
政
長
官
で
あ
る
は
ず
が
な
い
。
ま
た
、
大
統
領
の
職
責
が
上
院
の
よ
う
な
機
関
よ
っ
て
打
ち
壊
さ
れ
る
か
も

し
れ
な
い
（
2
）

」
と
述
べ
て
、
任
命
権
を
二
分
し
て
大
統
領
と
上
院
に
与
え
る
こ
と
に
反
対
し
た
。
ジ
ョ
ン
・
ア
ダ
ム
ズ
（John A

dam
s

）
は
、

連
邦
政
府
の
公
務
員
の
任
命
に
関
し
て
、
上
院
が
極
め
て
大
き
な
役
割
を
果
た
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
一
七
八
七
年
に
ト
マ
ス
・
ジ
ェ

フ
ァ
ー
ソ
ン
（T

hom
as Jeff erson

）
に
宛
て
た
書
簡
に
記
述
し
て
い
る
（
3
）

。
比
較
的
短
い
討
議
の
末
、
憲
法
起
草
者
た
ち
は
、「
抑
制
と
均

衡
」（checks and balances

）
の
原
理
を
導
入
し
て
、
連
邦
政
府
の
公
務
員
を
任
命
す
る
権
限
を
大
統
領
と
上
院
に
分
散
し
て
与
え
た
。

2
．
大
統
領
任
命
権
の
性
格

上
述
し
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
は
、
大
使
、
そ
の
他
の
外
交
使
節
な
ら
び
に
領
事
、
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
事
お
よ
び
連

邦
下
級
裁
判
所
の
判
事
、
連
邦
法
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
る
連
邦
行
政
府
省
庁
の
長
官
（
閣
僚
）
や
次
官
、
独
立
行
政
機
関
の
長
か
ら
軍
人

に
至
る
多
勢
の
連
邦
政
府
の
公
務
員
を
任
命
す
る
権
限
を
大
統
領
に
与
え
て
い
る
。
近
年
で
は
、
大
統
領
は
、
約
六
万
五
、〇
〇
〇
名
の

武
官
の
公
務
員
（
軍
人
）
と
連
邦
行
政
府
に
勤
務
す
る
約
二
百
六
十
万
名
に
の
ぼ
る
文
官
の
公
務
員
の
う
ち
の
約
五
、五
〇
〇
名
の
上
級

公
務
員
と
独
立
行
政
機
関
に
勤
務
す
る
約
一
〇
〇
名
の
下
級
公
務
員
を
上
院
議
員
の
過
半
数
の
承
認
を
得
て
任
命
し
て
い
る
（
4
）

。
任
命
条
項

に
は
「
大
統
領
は
、
任
命
に
つ
い
て
本
条
項
に
別
段
の
定
め
が
な
い
が
、
法
律
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
〔
連
邦
政
府
機

関
〕
の
そ
の
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
職
種
の
公
務
員
を
指
名
し
、
上
院
に
よ
る
事
前
と
事
後
（〝
事
前
と
事
後
〞
は
、〝
事
前
な
い
し
は
事
後
〞
と
解

さ
れ
て
き
た
。）
の
助
言
と
同
意
を
得
て
任
命
す
る
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
法
律
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
る
連
邦
政
府
機
関
の
そ
の
他
の

さ
ま
ざ
ま
な
職
種
の
公
務
員
と
は
、
現
在
で
は
十
五
省
に
増
設
さ
れ
て
い
る
省
庁
の
長
官
、
次
官
、
次
官
補
お
よ
び
連
邦
下
級
裁
判
所
の

判
事
の
こ
と
で
あ
る
と
見
做
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
任
命
条
項
の
但
書
は
「
連
邦
議
会
は
、
連
邦
議
会
が
適
当
で
あ
る
と
判
断
す
る
場

合
に
は
、
法
律
に
よ
っ
て
、
下
級
公
務
員
の
任
命
権
を
大
統
領
の
み
に
与
え
、
ま
た
は
司
法
裁
判
所
も
し
く
は
各
省
の
長
官
に
与
え
る
こ

（
一
五
四
一
）
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本
法
学　

第
八
十
二
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第
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（
二
〇
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六
年
十
二
月
）

六
〇
〇

と
が
で
き
る
」
と
規
定
し
て
い
る
が
、
下
級
公
務
員
と
は
、
ど
の
よ
う
な
公
務
員
で
あ
る
か
に
つ
い
て
長
年
に
わ
た
っ
て
定
か
で
は
な

か
っ
た
。
一
九
八
八
年
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
「
モ
ー
リ
ソ
ン
対
オ
ル
ソ
ン
事
件
（
5
）

」（M
orrison v. O

lson

）
で
一
九
七
八
年
に
制
定
さ
れ

た
「
政
府
倫
理
法
」（E

thics in G
overnm

ent A
ct

）
に
基
づ
い
て
、
連
邦
法
に
違
反
し
た
行
政
府
の
上
級
公
務
員
を
調
査
し
、
訴
追
す
る

た
め
に
設
置
さ
れ
た
独
立
規
制
委
員
会
の
委
員
は
、
下
級
公
務
員
で
あ
る
と
判
示
し
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
独
立
規
制
委
員
会
の
委
員
は
、

限
ら
れ
た
管
轄
内
で
連
邦
特
別
裁
判
所
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
職
務
の
み
を
遂
行
す
る
権
限
し
か
与
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
大
統
領
に
よ
っ

て
で
は
な
く
、
司
法
長
官
に
よ
っ
て
任
免
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。

任
命
条
項
の
但
書
に
基
づ
い
て
、
連
邦
議
会
が
適
当
で
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
に
は
、
法
律
を
制
定
し
て
、
上
院
の
承
認
を
得
な
い
で

下
級
公
務
員
を
任
命
す
る
権
限
を
大
統
領
に
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
近
年
、
連
邦
行
政
府
の
ホ
ワ
イ
ト
・
ハ

ウ
ス
大
統
領
人
事
局
に
よ
る
指
名
候
補
者
に
つ
い
て
の
過
度
な
身
元
調
査
や
上
院
の
怠
慢
な
承
認
審
議
が
、
連
邦
政
府
の
要
職
に
就
こ
う

と
し
て
い
る
者
を
失
望
さ
せ
て
い
る
と
の
批
判
が
高
ま
っ
て
き
た
。
第
一
一
二
連
邦
議
会
（
二
〇
一
一
│
二
〇
一
三
）
は
、
上
院
の
超
党
派

の
議
員
た
ち
が
準
備
し
た
任
命
手
続
を
簡
素
化
し
て
敏
速
化
を
図
る
た
め
の
二
法
案
を
発
議
し
た
。
そ
し
て
、
上
院
は
、
双
方
の
法
案
を

可
決
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
一
部
が
即
時
発
効
し
、
残
余
部
分
が
制
定
六
十
日
後
の
二
〇
一
二
年
十
月
九
日
に
発
効
し
た
「
大
統
領

任
命
の
効
率
化
お
よ
び
簡
素
化
法
」（T

he P
residential A

ppointm
ent E

ffi  ciency and S
tream

lining A
ct of 2011; P

. L
. 112-166

）
に
よ
っ

て
、
連
邦
行
政
府
内
の
一
六
三
の
管
理
職
の
役
職
者
（
殆
ど
が
次
官
補
、
局
長
、
次
長
で
あ
る
）
の
任
命
に
つ
い
て
は
、
上
院
の
承
認
条
件

が
削
除
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
大
統
領
は
、
上
院
の
承
認
を
得
な
い
で
、
そ
れ
ら
の
役
職
者
を
独
断
で
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
（
6
）

。

理
論
上
で
は
、
連
邦
最
高
裁
判
所
首
席
判
事
ジ
ョ
ン
・
マ
ー
シ
ャ
ル
が
、
一
八
〇
三
年
、「
マ
ー
バ
リ
対
マ
デ
ィ
ソ
ン
事
件
（
7
）

」（M
arbury 

（
一
五
四
二
）



ア
メ
リ
カ
大
統
領
の
連
邦
公
務
員
任
命
権
と
上
院
の
承
認
手
続
（
阿
部
）

六
〇
一

v. M
adison

）
で
「
大
統
領
の
任
命
権
は
、
大
統
領
の
専
属
権
で
あ
る
」
と
判
示
し
た
よ
う
に
、
閣
僚
や
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
事
な
ど

の
上
級
公
務
員
を
任
命
す
る
大
統
領
権
限
は
、
上
院
が
政
治
的
な
理
由
か
ら
承
認
を
拒
否
す
る
こ
と
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
大
統
領
に
賦
与

さ
れ
た
固
有
の
特
権
（prerogative pow

er

）
で
あ
る
と
見
做
さ
れ
て
い
る
（
8
）

。
特
に
、
閣
僚
を
任
命
す
る
大
統
領
権
限
は
、
広
範
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
閣
僚
の
任
命
に
は
、
い
か
な
る
資
格
条
件
も
課
せ
ら
れ
て
い
な
い
。
実
際
に
は
、
大
統
領
の
自
由
裁
量
で
閣
僚
が
指
名
さ

れ
て
い
る
。
他
党
に
属
し
て
い
る
者
を
閣
僚
に
加
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
一
九
四
〇
年
、
民
主
党
の
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
・
ル
ー
ズ
ヴ
ェ

ル
ト
（F

ranklin D
. R
oosevelt

）
大
統
領
は
、
共
和
党
の
へ
ン
リ
ィ
・
ス
テ
ィ
ム
ソ
ン
（H

enry L
. S
tim
son

）
を
陸
軍
長
官
に
任
命
し
、

同
じ
く
共
和
党
の
フ
ラ
ン
ク
・
ノ
ッ
ク
ス
（F

rank K
nox, 1874-1944

）
を
海
軍
長
官
に
任
命
し
て
い
る
。
通
常
、
閣
僚
に
選
ば
れ
る
者
は
、

大
統
領
選
挙
で
大
統
領
を
当
選
さ
せ
る
た
め
の
原
動
力
と
な
っ
た
人
達
や
大
統
領
が
政
策
を
実
行
し
て
い
く
た
め
に
必
要
な
有
為
な
人
物

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
閣
僚
は
、
概
し
て
、
大
統
領
の
政
策
や
イ
デ
ィ
オ
ロ
ギ
ー
に
共
鳴
し
て
い
る
人
達
で
あ
る
。
こ
れ
と
は
対
照
的

に
、
上
院
の
承
認
を
得
て
、
大
統
領
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
事
は
、
必
ず
大
統
領
の
期
待
に
沿
っ
た
判
断
を
す
る

人
達
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
の
が
通
例
で
あ
る
。
歴
代
の
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
事
が
下
し
た
判
決
は
、
多
く
の
場
合
、
大
統
領
の
期
待

を
裏
切
っ
て
き
た
。
そ
の
有
名
な
実
例
は
、
ド
ワ
イ
ト
・
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ウ
ワ
ー
（D

w
ight D

. E
isenhow

er

）
大
統
領
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ

て
連
邦
最
高
裁
判
所
首
席
判
事
を
務
め
た
ア
ー
ル
・
ウ
ォ
ー
レ
ン
（E

arl W
arren

）
で
あ
る
。
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ウ
ワ
ー
大
統
領
は
、
ウ
ォ
ー

レ
ン
判
事
が
保
守
派
の
判
事
で
あ
る
と
信
じ
て
い
た
。
し
か
し
、
ウ
ォ
ー
レ
ン
首
席
判
事
が
下
し
た
一
連
の
判
決
は
、
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ウ

ワ
ー
大
統
領
が
「
あ
の
任
命
は
私
が
今
ま
で
に
し
た
失
敗
の
う
ち
の
最
も
馬
鹿
げ
た
失
敗
で
あ
っ
た
」
と
漏
ら
し
た
ほ
ど
比
較
的
保
守
的

な
共
和
党
の
見
解
と
は
遠
く
か
け
離
れ
た
ア
メ
リ
カ
裁
判
史
上
で
最
も
リ
ベ
ラ
ル
な
判
断
に
基
づ
い
た
判
決
で
あ
っ
た
（
9
）

。
（
一
五
四
三
）
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六
〇
二

二
、
上
院
の
任
命
承
認
権
の
性
格

上
院
は
、
会
期
中
に
大
使
や
そ
の
他
の
外
交
使
節
な
ら
び
に
領
事
、
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
事
、
連
邦
控
訴
裁
判
所
の
判
事
、
連
邦
地

方
裁
判
所
の
判
事
、
特
別
裁
判
所
の
判
事
、
連
邦
行
政
府
省
庁
の
特
定
の
上
級
管
理
職
の
役
職
者
、
独
立
行
政
機
関
（Independent 

A
gencies

）
の
役
職
者
、
規
制
委
員
会
（R

egulatory B
oards and C

om
m
issions

）
の
委
員
長
や
委
員
な
ど
の
文
官
の
公
務
員
と
軍
人
の
任

命
に
つ
い
て
承
認
審
議
を
し
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
の
外
交
官
の
指
名
候
補
者
の
承
認
は
、
日
常
茶
飯
事
の
ご
と
く
機
械
的
に
な
さ
れ
て

い
る
。
上
院
は
、
多
数
の
指
名
候
補
者
を
一
会
期
中
の
短
時
間
内
に
審
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
全
員
に
つ
い
て
詳
し
く
審
議
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
上
院
は
、
時
折
、
数
百
名
を
一
括
し
て
承
認
す
る
こ
と
も
あ
る
。
特
に
、
軍
人

や
昇
格
人
事
の
承
認
は
、
一
括
審
議
に
付
さ
れ
て
い
る
（
10
）

。

上
院
は
、
伝
統
的
に
終
身
官
で
あ
る
連
邦
最
高
裁
判
所
判
事
の
指
名
候
補
者
の
任
命
承
認
に
は
、
慎
重
な
審
議
を
し
て
、
よ
り
強
力
な

影
響
力
を
及
ぼ
し
て
き
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
上
院
は
、
概
し
て
、
連
邦
最
高
裁
判
所
判
事
の
指
名
候
補
者
の
任
命
承
認
に
は
厳
し
く
、

閣
僚
の
指
名
候
補
者
に
は
寛
容
で
あ
る
。
一
七
八
九
年
の
ジ
ョ
ー
ジ
・
ワ
シ
ン
ト
ン
初
代
大
統
領
政
権
下
の
一
七
八
九
年
に
最
初
に
上
院

が
任
命
承
認
を
し
て
以
来
、
二
〇
一
六
年
の
バ
ラ
ク
・
オ
バ
マ
大
統
領
政
権
ま
で
の
二
二
七
年
間
に
歴
代
の
大
統
領
が
任
命
承
認
を
得
る

た
め
に
上
院
に
提
出
し
た
連
邦
最
高
裁
判
所
判
事
の
指
名
候
補
者
は
、
一
六
一
名
に
の
ぼ
る
。
そ
れ
ら
の
う
ち
上
院
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ

た
者
は
、
承
認
さ
れ
た
の
に
も
拘
わ
ら
ず
判
事
に
就
任
し
な
か
っ
た
七
名
を
含
め
て
一
二
四
名
で
あ
る
。
上
院
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
な

か
っ
た
三
十
七
名
の
う
ち
の
九
名
は
、
上
院
議
員
の
点
呼
表
決
（roll-call votes

）
で
承
認
が
否
決
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
の
二
十
八
名

は
、
上
院
の
審
議
未
了
や
議
決
を
し
な
い
ま
ま
で
棚
上
げ
に
さ
れ
た
り
、
上
院
の
反
対
が
強
か
っ
た
た
め
に
、
指
名
し
た
大
統
領
に
よ
っ

（
一
五
四
四
）



ア
メ
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カ
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）

六
〇
三

て
取
り
下
げ
ら
れ
た
り
し
て
い
る
。
ま
た
、
上
院
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
な
か
っ
た
三
十
七
名
の
う
ち
の
六
名
は
、
再
度
、
大
統
領
に
よ
っ

て
指
名
さ
れ
た
後
に
、
上
院
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
て
い
る
（
11
）

。
こ
れ
に
対
し
て
、
上
院
が
承
認
し
た
閣
僚
の
指
名
候
補
者
は
五
〇
〇
名
以
上

に
の
ぼ
る
が
、
承
認
が
否
決
さ
れ
た
者
は
た
っ
た
の
九
名
で
あ
り
、
上
院
の
反
対
で
大
統
領
が
取
り
下
げ
た
者
は
十
二
名
で
あ
る
（
12
）

。

三
、
行
政
府
の
候
補
者
指
名
手
続

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
は
、
連
邦
政
府
の
公
務
員
を
補
充
す
る
責
務
を
大
統
領
と
上
院
に
分
担
さ
せ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
大
統
領
が

特
定
の
候
補
者
を
指
名
し
、
上
院
の
事
前
な
い
し
は
事
後
の
助
言
と
同
意
を
得
て
任
命
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ア

メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
は
、
大
統
領
が
候
補
者
を
ど
の
よ
う
に
し
て
指
名
す
る
か
、
上
院
が
大
統
領
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
た
候
補
者
を
ど
の

よ
う
な
手
続
を
と
っ
て
承
認
す
る
か
に
つ
い
て
は
沈
黙
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
大
統
領
に
よ
る
候
補
者
の
指
名
と
上
院
に
よ
る
指
名

候
補
者
の
承
認
は
、
長
年
に
わ
た
っ
て
培
わ
れ
た
慣
行
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
て
い
る
。

大
統
領
は
、
当
選
直
後
か
ら
、
閣
僚
、
大
使
や
そ
の
他
の
外
交
使
節
な
ら
び
に
領
事
、
連
邦
最
高
裁
判
所
お
よ
び
下
級
裁
判
所
の
判
事
、

特
別
裁
判
所
の
判
事
、
連
邦
行
政
府
省
庁
の
上
級
管
理
職
の
役
職
者
、
独
立
行
政
機
関
（independent agencies

）
の
役
職
者
、
規
制
委
員

会
（R

egulatory B
oards and C

om
m
issions

）
の
委
員
長
や
委
員
な
ど
の
人
選
を
開
始
し
て
い
る
。
ま
ず
、
指
名
候
補
者
の
人
選
は
、
ホ

ワ
イ
ト
・
ハ
ウ
ス
大
統
領
人
事
局
（W

hite H
ouse O

ffi  ce of P
residential P

ersonnel

）
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
連
邦
議
会
議
員
や
圧
力
団

体
が
、
時
折
、
特
定
の
候
補
者
の
承
認
に
助
言
や
同
意
す
る
立
場
か
ら
推
薦
文
書
を
ホ
ワ
イ
ト
・
ハ
ウ
ス
大
統
領
人
事
局
に
送
付
し
た
り
、

直
接
コ
ン
タ
ク
ト
を
と
っ
た
り
す
る
形
式
で
大
統
領
に
候
補
者
を
推
薦
す
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ホ
ワ
イ
ト
・
ハ
ウ
ス
大
統

（
一
五
四
五
）
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六
〇
四

領
人
事
局
は
、
こ
れ
ら
の
推
薦
を
尊
重
す
る
義
務
は
な
い
。
候
補
者
が
指
名
さ
れ
る
と
、
連
邦
行
政
府
の
諸
機
関
が
指
名
候
補
者
を
詳
し

く
調
査
す
る
業
務
に
介
入
さ
せ
ら
れ
る
。
ま
ず
、
大
統
領
協
議
局
（O

ffi  ce of C
ounsel to the P

resident

）
が
、
指
名
候
補
者
の
人
物
保

証
（clearance
）
に
つ
い
て
調
べ
る
。
こ
の
調
査
業
務
は
、
時
折
、
連
邦
捜
査
局
（
Ｆ
Ｂ
Ｉ
）、
内
国
歳
入
庁
（Internal R

evenue S
ervice

）、

政
治
倫
理
局
（O

ffi  ce of G
overnm

ent E
thics

）
お
よ
び
指
名
候
補
者
の
配
属
予
定
先
の
省
庁
の
倫
理
委
員
会
の
委
員
に
よ
っ
て
さ
ら
に
厳

格
に
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
指
名
候
補
者
は
、
候
補
者
の
選
出
と
調
査
の
手
続
が
執
ら
れ
て
い
る
期
間
中
に
、「
俸
給
等
所
得
公
開
報

告
書
」（P

ublic F
inancial D

isclosure R
eport; S

tandard F
orm
 278

）、「
国
家
安
全
保
障
職
務
に
関
す
る
調
査
書
」（Q

uestionnaire for 

N
ational S

ecurity P
ositions; S

F
 86

）、
ホ
ワ
イ
ト
・
ハ
ウ
ス
の
「
個
人
情
報
陳
述
調
査
書
」（P

ersonal D
ata S

tatem
ent Q

uestionnaire

）

を
含
む
諸
書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
素
姓
調
査
で
利
害
関
係
に
問
題
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
政
治
倫
理
局
と
独
立
行
政
機
関

の
倫
理
委
員
会
が
問
題
解
消
の
た
め
に
指
名
候
補
者
と
話
し
合
っ
て
解
決
す
る
。
大
統
領
協
議
局
が
指
名
候
補
者
の
人
物
調
査
を
終
え
る

と
、
候
補
者
の
人
選
と
第
一
段
階
の
調
査
手
続
き
が
終
了
す
る
。
大
統
領
は
、
慣
例
に
従
っ
て
、
上
院
の
承
認
を
得
る
た
め
に
、
指
名
候

補
者
の
調
査
書
類
を
添
え
て
「
大
統
領
指
名
教
書
」（presidential nom

ination m
essages

）
を
上
院
に
送
付
す
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

ホ
ワ
イ
ト
・
ハ
ウ
ス
大
統
領
人
事
局
が
行
う
候
補
者
の
指
名
手
続
が
完
了
す
る
（
13
）

。

四
、
立
法
府
の
候
補
者
承
認
手
続

1
．
大
統
領
指
名
教
書
の
受
理
と
委
員
会
付
託

上
院
が
大
統
領
指
名
教
書
を
受
理
す
る
と
、
行
政
担
当
事
務
官
（E

xecutive C
lerk

）
が
そ
れ
に
番
号
を
付
し
て
、
本
会
議
場
で
そ
れ

（
一
五
四
六
）



ア
メ
リ
カ
大
統
領
の
連
邦
公
務
員
任
命
権
と
上
院
の
承
認
手
続
（
阿
部
）

六
〇
五

を
読
み
上
げ
る
。
行
政
事
務
官
は
、
個
々
の
候
補
者
に
番
号
を
付
す
の
で
は
な
く
、
個
々
の
大
統
領
指
名
教
書
に
番
号
を
付
す
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。
一
つ
の
大
統
領
指
名
教
書
に
複
数
の
指
名
議
案
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
の
指
名
議
案
が

同
じ
番
号
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
大
統
領
が
提
出
す
る
大
統
領
指
名
教
書
と
呼
ば
れ
て
い
る
指
名
議
案
は
、
連
邦
議
会
の
事
務
局
に
も
配

布
さ
れ
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
「
行
政
議
案
審
議
日
程
表
」（E

xecutive C
alendar

）
の
特
別
欄
で
あ
る
「
特
権
指
名
」

（P
rivileged N

om
inations

）
の
欄
に
記
載
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
実
際
問
題
と
し
て
、
上
院
の
本
会
議
で
指
名
議
案
が
満
場
一
致

で
採
決
さ
れ
る
場
合
を
除
い
て
、
殆
ど
の
指
名
議
案
は
、
受
理
さ
れ
た
日
に
採
決
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
直
ち
に
常
任
委
員
会
に

付
託
さ
れ
る
。
手
続
上
で
は
、
所
轄
常
任
委
員
会
の
委
員
長
が
指
名
候
補
者
の
履
歴
書
と
俸
給
等
所
得
公
開
報
告
書
を
含
む
指
名
議
案
を

受
理
し
た
旨
を
行
政
担
当
事
務
官
に
通
知
し
た
後
に
、
指
名
議
案
は
行
政
議
案
審
議
日
程
表
に
記
載
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
十
日

後
、
指
名
議
案
は
、
行
政
議
案
審
議
日
程
表
の
特
権
指
名
欄
か
ら
取
り
除
か
れ
て
、
委
員
会
か
ら
上
程
さ
れ
る
指
名
議
案
と
同
じ
取
り
扱

を
受
け
る
指
名
議
案
の
欄
に
記
載
さ
れ
る
。
重
要
な
こ
と
は
、
指
名
議
案
が
行
政
議
案
審
議
日
程
表
に
記
載
さ
れ
る
と
、
い
か
な
る
上
院

議
員
で
も
、
そ
の
指
名
議
案
を
特
定
の
委
員
会
に
付
託
す
る
要
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
上
院
規
則
第
三
十
一
条

（S
enate R

ule X
X
X
I

）
に
よ
る
と
、
指
名
議
案
は
、
特
定
の
委
員
会
に
付
託
す
る
こ
と
が
指
定
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
い
て
、
所
轄
の
常

任
委
員
会
に
付
託
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
特
定
の
役
職
に
就
く
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
る
指
名
候
補
者
の
指
名

議
案
は
、
特
定
の
上
院
議
員
の
要
請
が
な
い
限
り
常
任
委
員
会
に
付
託
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
第
一
一
二
連
邦
議
会
で
議
決
さ
れ

て
い
る
（
14
）

。
指
名
議
案
が
付
託
さ
れ
た
所
轄
常
任
委
員
会
は
、
聴
聞
会
（hearing

）
を
開
催
し
て
、
そ
の
指
名
議
案
に
つ
い
て
審
議
し
て
決

議
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
決
議
結
果
を
上
院
の
本
会
議
に
上
程
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

（
一
五
四
七
）
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六
〇
六

2
．
委
員
会
審
議

上
院
の
各
常
任
委
員
会
は
、
正
式
に
聴
聞
会
を
開
催
し
た
り
、
ま
た
は
聴
聞
会
を
開
催
し
た
り
し
な
い
で
指
名
さ
れ
た
候
補
者
の
情
報

を
独
自
に
収
集
し
て
調
査
を
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
連
邦
行
政
府
が
最
初
に
候
補
者
を
調
査
し
て
指
名
選
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
た
め
に
、
上
院
の
各
委
員
会
は
、
概
し
て
、
ホ
ワ
イ
ト
・
ハ
ウ
ス
大
統
領
人
事
局
が
あ
ら
か
じ
め
収
集
し
た
候
補
者
に
関
す
る
基
礎

資
料
や
連
邦
調
査
局
（
Ｆ
Ｂ
Ｉ
）
が
作
成
し
た
報
告
書
に
頼
り
が
ち
で
あ
る
。
連
邦
調
査
局
が
行
っ
た
調
査
の
報
告
記
録
は
、
主
に
ホ
ワ

イ
ト
・
ハ
ウ
ス
事
務
局
に
付
託
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
報
告
書
な
い
し
は
報
告
書
の
要
約
は
、
大
統
領
の

関
連
省
庁
や
所
轄
委
員
会
の
上
院
議
員
に
も
配
布
さ
れ
て
い
る
。
連
邦
調
査
局
の
資
料
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
委
員
会
の
慣
行
は
、
ま
ち

ま
ち
で
あ
る
。
あ
る
委
員
会
で
は
、
委
員
長
と
役
職
委
員
の
み
が
連
邦
調
査
局
が
作
成
し
た
報
告
書
を
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
て
い
た
り
、
他
の
委
員
会
で
は
資
料
の
提
供
要
請
を
し
た
上
院
議
員
の
み
が
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
り
し
て
、

委
員
会
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
。
委
員
会
ス
タ
ッ
フ
（
委
員
会
事
務
官
）
は
、
通
常
、
連
邦
調
査
局
が
収
集
作
成
し
た
資
料
を
検
討
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
指
名
候
補
者
の
殆
ど
全
員
が
大
統
領
協
議
局
よ
り
俸
給
等
所
得
公
開
報
告
書
の
提
出
を
求
め

ら
れ
る
が
、
そ
の
俸
給
等
所
得
公
開
報
告
書
に
は
、
指
名
候
補
者
が
在
職
す
る
省
庁
を
所
轄
す
る
倫
理
委
員
会
や
政
治
倫
理
局
長
か
ら
提

出
さ
れ
た
意
見
書
が
添
付
さ
れ
て
各
委
員
会
に
付
託
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
連
邦
調
査
局
の
報
告
書
と
は
異
な
り
、
俸
給
等
所
得

公
開
報
告
書
は
、
一
般
に
公
開
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
委
員
会
の
委
員
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
委
員
会
ス
タ
ッ
フ
や
一
般
市
民
も

俸
給
等
所
得
公
開
報
告
書
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
15
）

。

委
員
会
に
よ
っ
て
程
度
の
差
は
あ
る
が
、
指
名
議
案
が
付
託
さ
れ
た
常
任
委
員
会
は
、
指
名
候
補
者
に
関
す
る
情
報
を
独
自
に
収
集
し

て
い
る
。
各
委
員
会
は
、
ホ
ワ
イ
ト
・
ハ
ウ
ス
大
統
領
人
事
局
か
ら
送
付
さ
れ
た
指
名
候
補
者
の
俸
給
等
所
得
公
開
報
告
書
、
国
家
安
全

（
一
五
四
八
）
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保
障
職
務
に
関
す
る
調
査
書
、
個
人
情
報
陳
述
調
査
書
を
検
討
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
委
員
会
に
よ
っ
て
は
、
そ
れ
ら
を
検
討
し
た

後
に
、
指
名
候
補
者
に
対
し
て
再
度
に
わ
た
っ
て
諸
々
の
報
告
書
や
調
査
書
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
も
あ
る
。
司
法
委
員
会
は
、
委
員
会

専
属
の
調
査
委
員
を
有
し
て
い
る
が
、
時
折
、
大
統
領
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
た
候
補
者
を
支
持
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
意
見
を
求
め
る

「
青
色
伝
票
」（blue slips

）
と
呼
ば
れ
て
い
る
文
書
を
指
名
候
補
者
の
出
身
州
の
上
院
議
員
に
送
付
し
て
、
回
答
し
て
も
ら
う
形
式
で
指

名
候
補
者
に
関
す
る
情
報
を
収
集
し
て
い
る
。
上
院
の
議
事
運
営
委
員
会
（C

om
m
ittee on R

ules and A
dm
inistration

）
は
、
比
較
的
小

員
数
の
指
名
候
補
者
し
か
審
議
し
て
い
な
い
が
、
連
邦
調
査
局
や
連
邦
会
計
検
査
院
（G

eneral A
ccountability O

ffi  ce

）
の
支
援
を
得
て

独
自
の
調
査
を
行
っ
て
い
る
。
委
員
会
の
委
員
長
や
委
員
会
ス
タ
ッ
フ
が
、
聴
聞
会
の
開
催
以
前
に
、
俸
給
等
所
得
公
開
報
告
書
の
内
容

や
そ
の
他
の
懸
案
事
項
に
つ
い
て
話
し
合
う
た
め
に
指
名
候
補
者
と
面
会
す
る
こ
と
は
、
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
特
に
、
上
級
管
理
職

に
就
く
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
指
名
候
補
者
は
、
個
人
的
に
委
員
会
の
委
員
や
指
名
候
補
者
の
出
身
州
の
上
院
議
員
に
面
会
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
個
人
面
談
は
、
概
し
て
、
指
名
候
補
者
か
ら
の
要
請
で
な
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
が
、
相
互
理
解
に
役
立
っ
て

い
る
（
16
）

。
1
）
審
議
規
則

殆
ど
の
委
員
会
は
、
承
認
審
議
に
関
す
る
規
則
を
定
め
て
い
る
。
そ
の
多
く
は
、
指
名
候
補
者
か
ら
提
出
さ
れ
た
履
歴
書
や
俸
給
等
所

得
公
開
報
告
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
情
報
を
い
か
に
処
理
す
る
か
に
つ
て
の
基
準
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
殆
ど
の
委
員
会
は
、
委
員
会
が
調

査
す
る
期
間
の
時
間
割
に
関
す
る
規
則
も
定
め
て
い
る
。
そ
の
典
型
的
な
も
の
は
、
委
員
会
が
決
議
を
し
た
り
聴
聞
会
を
開
催
し
た
り
す

る
事
前
の
一
週
間
か
二
週
間
に
限
定
さ
れ
た
期
間
に
、
指
名
候
補
者
が
提
出
し
た
書
類
を
特
定
の
上
院
議
員
に
再
調
査
さ
せ
る
時
間
割
に

関
す
る
規
定
で
あ
る
。
規
則
の
中
に
は
、
過
半
数
採
決
、
満
場
一
致
採
決
、
委
員
長
採
決
な
ど
の
決
議
方
法
に
関
す
る
規
則
も
含
ま
れ
て

（
一
五
四
九
）
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い
る
（
17
）

。
2
）
聴
聞
会

歴
史
上
で
は
、
大
統
領
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
た
文
官
の
指
名
候
補
者
の
約
半
数
の
者
が
聴
聞
会
の
手
続
を
経
な
い
で
審
議
さ
れ
て
承
認

さ
れ
て
き
た
。
指
名
議
案
が
付
託
さ
れ
た
常
任
委
員
会
は
、
特
定
の
指
名
候
補
者
に
つ
い
て
調
査
す
る
た
め
に
聴
聞
会
を
開
催
す
る
こ
と

に
な
っ
て
い
る
。
聴
聞
会
の
形
式
は
、
指
名
候
補
者
が
就
任
す
る
予
定
の
官
職
の
職
種
の
重
要
性
や
役
割
内
容
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
た

と
え
ば
、
多
数
の
指
名
候
補
者
を
審
議
す
る
司
法
委
員
会
で
も
、
検
事
な
ど
の
連
邦
法
務
官
（attorneys

）、
連
邦
保
安
官
（U

.S
. 

m
arshals

）、
補
助
裁
判
官
（part-tim

e com
m
issions

）
の
指
名
候
補
者
の
調
査
の
た
め
に
は
聴
聞
会
を
開
催
し
て
い
な
い
。
一
方
、
農
業
・

食
物
・
林
業
常
任
委
員
会
（C

om
m
ittee on A

griculture, N
utrition, and F

orestry

）
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
資
源
常
任
委
員
会
（C

om
m
ittee 

on E
nergy and N

atural R
esources

）
は
、
殆
ど
の
全
員
の
指
名
候
補
者
に
つ
い
て
の
聴
聞
会
を
開
催
し
て
い
る
。
聴
聞
会
の
開
会
時
間

帯
や
審
議
内
容
も
多
種
多
様
で
あ
る
。
聴
聞
会
は
、
通
常
、
指
名
候
補
者
の
出
身
州
の
上
院
議
員
が
指
名
候
補
者
を
紹
介
す
る
こ
と
か
ら

始
ま
り
、
候
補
者
が
徹
底
的
に
詰
問
さ
れ
る
審
議
方
法
を
採
っ
て
い
る
。
時
折
、
連
邦
議
会
の
下
院
議
員
を
含
む
大
勢
の
証
人
を
召
喚
し

て
審
議
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
指
名
候
補
者
は
、
特
定
の
政
策
に
対
す
る
個
人
的
な
見
解
に
つ
い
て
も
質
問
さ
れ
、
そ
れ
に
つ
い

て
の
意
見
を
披
露
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
あ
る
。
上
院
規
則
二
十
六
条
に
は
、
委
員
会
の
出
席
委
員
の
多
数
決
に
よ
っ
て
公
開
と

し
な
い
と
決
議
し
な
い
限
り
、
公
聴
会
は
公
開
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
（
18
）

。

3
．
本
会
議
審
議

上
院
は
、
通
常
の
法
案
審
議
と
は
切
り
離
し
て
指
名
議
案
や
条
約
法
案
な
ど
の
行
政
関
係
の
議
案
の
審
議
を
し
て
い
る
。
委
員
会
か
ら

上
程
さ
れ
た
す
べ
て
の
指
名
議
案
は
、
ま
ず
、
承
認
ま
た
は
不
承
認
、
あ
る
い
は
推
薦
書
の
あ
る
な
し
に
関
係
な
く
、
審
議
未
了
の
法
案

（
一
五
五
〇
）
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や
決
議
案
が
記
載
さ
れ
て
い
る
議
案
審
議
日
程
表
（calendar of business

）
と
は
別
の
行
政
議
案
審
議
日
程
表
（executive calendar

）
に

記
載
さ
れ
る
。
通
常
、
多
数
党
の
院
内
総
務
（M

ajority L
eader

）
が
指
名
議
案
の
審
議
日
程
の
順
番
を
決
定
し
て
い
る
。
指
名
議
案
は
、

条
約
法
案
と
同
様
、
独
自
の
議
事
録
や
審
議
手
続
の
規
則
を
も
つ
上
院
の
行
政
議
案
審
議
会
議
（executive session

）
で
審
議
さ
れ
て
い

る
。
指
名
議
案
が
上
院
の
本
会
議
に
上
程
さ
れ
る
と
、
行
政
議
案
審
議
会
議
に
か
け
ら
れ
て
、
定
足
数
を
満
た
し
た
出
席
議
員
の
過
半
数

議
決
で
指
名
議
案
に
承
認
か
不
承
認
か
の
議
決
が
な
さ
れ
る
。
殆
ど
の
指
名
議
案
は
、
反
対
も
な
く
満
場
一
致
の
賛
成
で
承
認
さ
れ
る
の

が
通
例
で
あ
る
。
割
合
と
し
て
は
少
な
い
が
、
指
名
候
補
者
が
上
級
職
に
就
く
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
指
名
議
案
は
、
概
し
て
、
入
念

に
審
議
さ
れ
る
。
指
名
議
案
に
議
論
が
沸
騰
し
そ
う
な
場
合
に
は
、
所
轄
委
員
会
の
委
員
長
が
、
通
常
、
冒
頭
演
説
を
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。
特
に
候
補
者
を
人
選
す
る
指
名
手
続
過
程
に
お
い
て
関
与
し
た
上
院
議
員
は
、
指
名
候
補
者
に
つ
い
て
の
推
薦
の
弁
を
と
る
こ

と
が
で
き
る
。
上
院
規
則
の
下
で
は
、
討
論
終
結
（cloture

）
の
動
議
が
出
さ
れ
な
い
限
り
討
論
の
時
間
制
限
が
な
い
の
で
、
上
院
議
員

は
自
己
の
欲
す
る
ま
ま
に
長
時
間
に
わ
た
っ
て
指
名
議
案
に
つ
い
て
議
論
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
九
二
九
年
ま
で
は
、
行
政
議
案
審

議
会
議
は
、
非
公
開
で
あ
っ
た
が
、
今
日
で
は
上
院
か
ら
特
別
の
要
請
が
な
い
限
り
公
開
に
な
っ
て
い
る
。
上
院
規
則
第
三
十
一
条
に
よ

る
と
、
指
名
議
案
に
賛
成
す
る
上
院
議
員
は
誰
で
も
採
決
の
動
議
を
出
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
19
）

。

1
）
議
事
妨
害
演
説

上
院
は
、
殆
ど
の
場
合
に
、
上
院
議
員
が
好
き
な
だ
け
長
時
間
に
わ
た
っ
て
討
議
す
る
こ
と
を
容
認
し
て
き
た
。
法
案
や
指
名
議
案
に

反
対
す
る
議
員
が
議
決
妨
害
を
す
る
た
め
に
長
演
説
を
す
る
こ
と
が
議
事
妨
害
演
説
（fi libuster

）
と
呼
ば
れ
て
き
た
が
、
上
院
議
員
が

指
名
議
案
に
対
し
て
議
事
妨
害
演
説
の
戦
術
を
行
使
し
始
め
た
か
に
つ
い
て
正
確
に
知
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
一
九
二
九

年
以
前
で
は
、
上
院
本
会
議
で
の
指
名
候
補
者
の
承
認
審
議
は
、
非
公
開
の
行
政
議
案
審
議
会
議
で
な
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
議
事

（
一
五
五
一
）
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妨
害
演
説
を
止
め
さ
せ
る
方
法
に
討
議
を
打
ち
切
る
討
論
終
結
（cloture

）
の
手
段
が
あ
る
。
上
院
が
討
論
終
結
の
基
準
を
最
初
に
定
め

た
の
は
、
一
九
一
七
年
の
こ
と
で
あ
る
（
20
）

。

2
）
討
論
終
結

上
院
規
則
二
十
二
条
に
は
、
討
論
終
結
に
つ
い
て
の
規
定
が
あ
る
。
最
低
十
六
名
の
上
院
議
員
が
署
名
し
て
、
指
名
議
案
に
つ
い
て
の

討
議
中
の
議
事
妨
害
演
説
（fi libuster

）
を
終
結
さ
せ
る
た
め
の
討
論
終
結
の
動
議
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
満
場
一
致
の
賛
同
が

あ
る
場
合
に
は
例
外
と
し
て
、
上
院
で
は
討
論
終
結
動
議
が
提
出
さ
れ
た
日
の
後
の
会
議
の
第
二
日
目
の
会
議
ま
で
は
、
討
論
終
結
動
議

の
採
決
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
、
討
論
終
結
動
議
が
月
曜
日
に
提
出
さ
れ
た
と
す
る
と
、
水
曜
日
に
採
決
す
る
こ
と
に
な

る
。
議
長
は
事
務
局
長
に
定
足
数
を
満
た
し
て
い
る
か
を
確
認
さ
せ
て
か
ら
、
採
決
に
入
る
。
上
院
議
員
は
、
討
論
を
終
結
さ
せ
る
べ
き

で
あ
る
と
い
う
動
議
に
賛
成
か
不
賛
成
の
票
を
投
じ
る
。
従
来
で
は
、
指
名
議
案
に
対
す
る
討
論
終
結
動
議
が
成
立
す
る
に
は
、
三
分
の

二
以
上
の
賛
成
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
二
〇
一
三
年
の
上
院
議
決
に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
て
、
定
足
数
を
満
た
し
た
出
席
議
員
の
過
半

数
議
決
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
事
候
補
の
指
名
議
案
に
対
す
る
討
論
終
結
動
議
が
成
立
す
る
に
は
、
上
院
議

員
の
五
分
の
三
（
六
〇
名
）
以
上
の
賛
成
が
必
要
で
あ
る
。
討
論
終
結
動
議
が
成
立
す
る
と
、
そ
の
後
の
討
論
時
間
は
三
〇
時
間
に
制
限

さ
れ
る
（
21
）

。

3
）
審
議
停
止

審
議
停
止
（holds

）
と
は
、
指
名
議
案
や
通
常
法
案
に
つ
い
て
の
審
議
が
遅
延
す
る
の
を
防
止
す
る
た
め
に
、
審
議
を
一
時
的
に
停
止

さ
せ
る
手
段
の
こ
と
で
あ
る
。
い
か
な
る
上
院
議
員
で
も
審
議
停
止
の
動
議
を
帰
属
政
党
の
院
内
総
務
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
審

議
停
止
に
関
す
る
規
則
は
、
上
院
規
則
に
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
上
院
議
員
が
指
名
議
案
に
つ
い
て
時
間
を
か
け
て
調
査
し
た
い
と
き
や

（
一
五
五
二
）



ア
メ
リ
カ
大
統
領
の
連
邦
公
務
員
任
命
権
と
上
院
の
承
認
手
続
（
阿
部
）

六
一
一

指
名
候
補
者
と
直
接
面
会
し
て
話
し
合
い
た
い
と
き
に
審
議
停
止
の
動
議
を
提
出
す
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
ま
た
、
上
院
議
員
が
指
名
候

補
者
の
政
策
上
の
見
解
に
同
意
で
き
な
い
場
合
や
行
政
府
か
ら
の
譲
歩
を
期
待
し
て
い
る
場
合
に
も
、
審
議
停
止
の
動
議
を
提
出
す
る
こ

と
が
で
き
る
（
22
）

。

4
．
大
統
領
指
名
教
書
の
大
統
領
還
付

上
院
規
則
第
三
十
一
条
第
六
項
に
よ
っ
て
、
指
名
議
案
は
、
承
認
さ
れ
て
も
承
認
さ
れ
な
く
て
も
、
会
期
末
ま
た
は
上
院
が
三
〇
日
以

上
の
休
会
に
入
る
と
き
に
は
必
ず
大
統
領
に
還
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
本
会
議
で
指
名
議
案
に
承
認
か
不
承
認

の
議
決
が
な
さ
れ
る
と
、
上
院
事
務
局
長
（S

ecretary of the S
enate

）
が
指
名
議
案
に
議
決
報
告
書
を
添
付
し
て
ホ
ワ
イ
ト
・
ハ
ウ
ス

に
還
付
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
大
統
領
は
、
指
名
候
補
者
が
上
院
で
承
認
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
新
規
に
候
補
者
を
指
名
し
て
、

大
統
領
指
名
教
書
を
上
院
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
規
則
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
上
院
は
、
満
場
一
致
の
賛
成
に
よ
っ

て
、
こ
の
規
則
を
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
上
院
の
会
期
間
休
会
や
長
期
の
会
期
内
休
会
中
で
は
、
大
統
領
指
名
教
書
を
棚

上
げ
に
し
て
審
議
し
な
い
で
放
置
す
る
こ
と
も
あ
る
（
23
）

。

五
、
上
院
休
会
中
の
欠
員
補
充
権

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
第
二
条
第
二
節
第
三
項
は
、「
大
統
領
は
、
上
院
の
次
の
会
期
末
に
任
期
が
満
了
す
る
任
務
を
与
え
て
、
上
院

の
休
会
中
に
生
じ
た
欠
員
を
補
充
す
る
権
限
を
有
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
条
項
は
、
大
統
領
に
は
上
院
の
承
認
を
得
な
い
で
独

断
で
上
院
の
休
会
中
に
生
じ
た
公
務
員
の
欠
員
を
一
時
的
に
補
充
す
る
権
限
が
あ
る
こ
と
を
明
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
最
近
で
は
、
レ
ー

（
一
五
五
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

六
一
二

ガ
ン
大
統
領
は
、
こ
の
権
限
を
行
使
し
て
、
二
四
三
名
、
ク
リ
ン
ト
ン
大
統
領
は
一
四
〇
名
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
は
一
七
一
、

息
子
の
ジ
ョ
ー
ジ
・
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
は
七
十
七
名
、
バ
ラ
ク
・
オ
バ
マ
大
統
領
は
二
〇
一
二
年
ま
で
に
三
十
二
名
の
欠
員
補
充
を
し
て

い
る
（
24
）

。
歴
代
の
大
統
領
は
、
上
院
が
休
会
す
る
以
前
に
欠
員
が
生
じ
て
い
た
場
合
で
も
、
敢
え
て
休
会
中
の
時
期
を
選
ん
で
本
条
項
に
基
づ
い

て
裁
判
官
や
閣
僚
の
欠
員
補
充
を
し
て
き
た
。
休
会
に
は
会
期
と
会
期
の
間
の
休
会
で
あ
る
会
期
間
休
会
（inter-session recess

）
と
夏

休
み
の
よ
う
な
二
週
間
ば
か
り
の
短
い
期
間
の
会
期
内
休
会
（intra-session recess

）
と
が
あ
る
。
建
国
後
一
五
〇
年
間
で
は
、
歴
代
の

大
統
領
は
会
期
間
休
会
中
に
限
定
し
て
欠
員
補
充
を
し
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
第
二
次
大
戦
後
と
特
に
一
九
八
〇
年
代
の
中
期
か
ら

大
統
領
は
会
期
内
休
会
中
に
欠
員
補
充
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
欠
員
補
充
条
項
に
よ
る
と
、
大
統
領
に
よ
っ
て
欠
員
補
充
の
任
命
を
受

け
た
者
は
、
上
院
の
次
の
会
期
末
に
任
期
が
満
了
す
る
こ
と
に
な
る
。
近
年
で
は
、
上
院
の
会
期
は
十
ヶ
月
間
か
ら
十
二
ヶ
月
間
に
な
っ

て
い
る
。
上
院
は
殆
ど
年
中
開
会
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
会
期
間
休
会
中
に
任
命
さ
れ
た
者
は
、
上
院
の

次
の
会
期
が
終
了
す
る
ま
で
の
約
一
年
間
に
わ
た
っ
て
任
務
に
就
く
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
会
期
内
休
会
中
に
任
命
さ
れ
た
者

は
、
任
命
さ
れ
た
と
き
の
会
期
の
残
余
期
間
と
次
の
会
期
が
終
了
す
る
と
き
ま
で
の
二
年
間
近
く
も
任
務
に
就
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ

う
に
任
命
さ
れ
た
と
き
の
休
会
が
異
な
る
こ
と
で
任
務
期
間
が
異
な
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
上
院
が
休
会
中
の
欠
員
補
充
権
と
は
、
休

会
中
に
生
じ
た
欠
員
を
補
充
す
る
権
限
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
上
院
が
休
会
す
る
以
前
に
生
じ
た
欠
員
を
も
含
め
て
上
院
の
休
会
中
に

欠
員
を
補
充
す
る
権
限
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
異
説
が
多
く
て
定
か
で
は
な
か
っ
た
。
連
邦
法
（5U

.S
.C
.§
5503

）
は
、
上
院
の
開
会

中
に
生
じ
た
欠
員
を
補
充
す
る
た
め
に
休
会
中
に
任
命
を
受
け
た
者
に
対
す
る
俸
給
の
支
払
い
を
禁
じ
て
い
る
。
二
〇
一
四
年
、
連
邦
最

高
裁
判
所
は
、「
全
国
労
働
関
係
委
員
会
対
ノ
ウ
エ
ル
。
カ
ニ
ン
グ
事
件
（
25
）

」（N
ational L

abor R
elations B

oard v. N
oel C

anning

）
で
上
記

（
一
五
五
四
）



ア
メ
リ
カ
大
統
領
の
連
邦
公
務
員
任
命
権
と
上
院
の
承
認
手
続
（
阿
部
）

六
一
三

の
疑
問
を
解
く
全
員
一
致
の
判
決
を
下
し
た
。
す
な
わ
ち
、「
①
大
統
領
は
、
上
院
が
休
会
中
で
あ
っ
て
審
議
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場

合
以
外
に
は
、
憲
法
第
二
条
第
二
節
第
三
項
の
欠
員
補
充
条
項
に
定
め
ら
れ
た
任
命
権
を
行
使
し
て
は
な
ら
な
い
。
②
休
会
と
は
、
会
期

間
休
会
と
会
期
内
休
会
の
双
方
の
休
会
の
こ
と
で
あ
る
。
③
欠
員
が
休
会
中
に
生
じ
よ
う
と
休
会
以
前
に
生
じ
よ
う
と
も
関
係
な
く
、
大

統
領
が
欠
員
補
充
の
任
命
を
す
る
と
き
が
休
会
中
で
あ
れ
ば
よ
い
」
と
判
示
し
た
。

六
、
大
統
領
罷
免
権
と
上
院
の
承
認

日
本
国
憲
法
第
六
十
八
条
第
二
項
は
、「
内
閣
総
理
大
臣
が
任
意
に
国
務
大
臣
を
罷
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
は
、
大
統
領
の
罷
免
権
に
つ
い
て
は
沈
黙
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
大
統
領
の
罷
免
権
に
つ
い

て
第
一
連
邦
議
会
で
、
は
や
く
も
論
議
を
よ
ん
で
い
る
。
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
ハ
ミ
ル
ト
ン
（A

lexander H
am
ilton

）
は
、「
大
統
領
の

罷
免
権
は
、
任
命
権
に
包
含
さ
れ
る
も
の
で
、
上
院
の
助
言
と
同
意
を
得
て
行
使
す
る
権
限
に
帰
属
す
る
」
と
主
張
し
た
。
ア
レ
ク
サ
ン

ダ
ー
・
ハ
ミ
ル
ト
ン
の
主
張
に
対
し
て
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
マ
デ
ィ
ソ
ン
（Jam

es M
adison

）
は
、「
行
政
権
は
、
大
統
領
だ
け
に
属
し
て

い
る
の
で
、
大
統
領
は
行
政
府
に
属
す
る
公
務
員
を
上
院
の
承
認
を
得
な
い
で
罷
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
主
張
し
て
対
立
し
た
。

一
八
六
七
年
、
連
邦
議
会
は
「
大
統
領
が
上
院
の
助
言
と
同
意
を
得
て
任
命
し
た
公
務
員
の
罷
免
に
つ
て
は
、
大
統
領
が
そ
の
公
務
員
を

罷
免
す
る
と
き
に
も
上
院
の
承
認
が
必
要
で
あ
る
。
大
統
領
は
、
上
院
の
助
言
と
同
意
を
得
て
後
任
を
任
命
し
た
後
に
前
任
者
を
罷
免
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
連
邦
議
会
が
休
会
中
で
同
意
を
得
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
大
統
領
は
任
意
に
公
務
員
を
停
職
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

が
、
罷
免
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
上
院
は
、
会
期
再
開
後
に
大
統
領
の
停
職
措
置
に
同
意
す
る
か
否
か
を
決
定
す
る
」
と
い

（
一
五
五
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

六
一
四

う
内
容
の
公
務
員
任
期
法
（T

he T
enure of O

ffi  ce A
ct

）
の
法
案
を
通
過
さ
せ
た
。
し
か
し
、
ア
ン
デ
ュ
リ
ュ
ー
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン

（A
ndrew

 Johnson

）
大
統
領
は
、「
大
統
領
の
連
邦
公
務
員
を
罷
免
す
る
権
限
は
、
大
統
領
の
単
独
行
使
権
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
公

務
員
任
期
法
は
、
違
憲
で
あ
る
」
と
主
張
し
て
通
過
法
案
に
署
名
す
る
の
を
拒
否
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
法
案
は
、
再
び
両
議
院
を
各
々

三
分
の
二
以
上
の
多
数
で
可
決
し
た
。
そ
し
て
、
一
八
六
九
年
に
一
部
修
正
さ
れ
て
法
律
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
こ
の
公
務
員
任
期
法
は
、

グ
ロ
ヴ
ァ
ー
・
ク
リ
ー
ヴ
ラ
ン
ド
（G

rover C
leveland

）
大
統
領
の
反
対
に
あ
っ
て
、
一
八
八
七
年
に
全
面
的
に
廃
止
さ
れ
た
。

一
八
七
六
年
、
連
邦
議
会
は
、
公
務
員
任
期
法
と
同
じ
内
容
の
郵
便
局
長
の
任
命
に
関
し
て
規
定
し
て
い
る
「
郵
便
局
長
法
」（T

he 

P
ostm

aster A
ct

）
を
制
定
し
た
。
一
九
二
〇
年
、
ウ
ッ
ド
ロ
ー
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
大
統
領
は
、
郵
便
局
長
で
あ
っ
た
マ
イ
ヤ
ー
ズ
（M

yers

）

を
上
院
の
助
言
と
同
意
を
求
め
な
い
で
罷
免
し
た
。
そ
の
後
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
大
統
領
が
後
任
者
に
つ
い
て
上
院
の
同
意
を
求
め
た
が
、
上

院
は
そ
れ
を
拒
否
し
た
。
こ
れ
に
勇
気
づ
け
ら
れ
た
マ
イ
ヤ
ー
ズ
は
、
大
統
領
の
罷
免
行
為
が
郵
便
局
長
法
に
違
反
し
て
い
る
と
主
張
し

て
、
任
期
残
存
期
間
の
俸
給
の
支
払
請
求
の
訴
え
を
行
政
裁
判
所
に
提
訴
し
た
。
マ
イ
ヤ
ー
ズ
は
、
こ
の
裁
判
で
敗
訴
し
た
が
、
大
統
領

の
罷
免
権
に
関
す
る
事
件
に
憲
法
解
釈
問
題
を
か
ら
め
て
連
邦
最
高
裁
判
所
に
上
訴
し
た
。
一
九
二
六
年
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
大
統
領
の
一
期

前
に
大
統
領
を
務
め
て
ウ
ィ
ル
ソ
ン
大
統
領
に
任
命
さ
れ
た
連
邦
最
高
裁
判
所
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
タ
フ
ト
（W

illiam
 H
. T
aft, 1921-1930; 

在
任
）
首
席
判
事
以
下
九
名
の
陪
席
判
事
が
審
理
し
た
結
果
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
「
マ
イ
ヤ
ー
ズ
対
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
事
件
（
26
）

」（M
yers 

v. U
nited S

tates

）
で
マ
デ
ィ
ソ
ン
が
主
張
し
た
の
と
同
じ
内
容
の
「
上
院
の
承
認
を
得
て
大
統
領
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た
行
政
府
に
属

す
る
公
務
員
を
罷
免
す
る
権
限
は
、
大
統
領
だ
け
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
大
統
領
の
罷
免
行
為
が
連
邦
議
会
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ

る
こ
と
は
妥
当
な
い
」
と
判
示
し
た
。
タ
フ
ト
の
見
解
は
、「
大
統
領
は
、
法
律
が
誠
実
に
執
行
さ
れ
る
よ
う
に
監
督
す
る
」（
第
二
条
第

三
節
）
と
明
記
さ
れ
た
職
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
部
下
を
罷
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
連
邦
最

（
一
五
五
六
）



ア
メ
リ
カ
大
統
領
の
連
邦
公
務
員
任
命
権
と
上
院
の
承
認
手
続
（
阿
部
）

六
一
五

高
裁
判
所
の
判
決
に
よ
り
、
大
統
領
が
上
院
の
事
前
な
い
し
は
事
後
の
助
言
と
同
意
を
得
な
い
で
行
政
府
の
公
務
員
を
罷
免
す
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
が
確
立
し
た
。

一
九
三
三
年
、
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
・
ル
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
（F

ranklin D
. R
oosevelt

）
大
統
領
（
民
主
党
）
が
、
共
和
党
員
で
あ
り
連
邦
取
引

委
員
会
（F

ederal T
rade C

om
m
ission

）
の
委
員
で
も
あ
っ
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ハ
ン
フ
リ
ィ
（W

illiam
 S
. H
um
phrey

）
を
大
統
領
の
政
策

に
従
っ
て
い
な
い
と
い
う
理
由
で
罷
免
し
た
。
一
九
三
五
年
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
「
ハ
ン
フ
リ
ィ
の
遺
産
相
続
執
行
人
ラ
ー
ス
バ
ン
対

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
事
件
（
27
）

」（R
athbun,  H

um
phrey ’s E

xecutor v. U
nited S

tates

）
で
「
連
邦
議
会
は
、
行
政
府
内
に
必
ず
し
も
行
政
上
の

機
能
を
果
た
す
と
は
限
ら
な
い
機
関
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
連
邦
取
引
委
員
会
は
、
大
統
領
の
権
限
が
全
面
的
に
及
ば
な
い
行
政

府
内
に
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
の
種
の
独
立
委
員
会
で
あ
る
。
連
邦
議
会
は
、
無
能
力
、
怠
慢
、
背
任
行
為
な
ど
の
理
由
に
よ
っ
て
委
員
を

罷
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
大
統
領
の
罷
免
権
は
、
準
立
法
的
（quasi-legislative

）
も
し
く
は
準
司
法
的
（quasi-judicial

）
な
役
割

を
果
た
し
て
い
る
独
立
行
政
機
関
の
公
務
員
に
は
及
ば
な
い
」
と
い
う
判
決
を
下
し
た
。

こ
の
裁
判
で
は
、
準
立
法
上
も
し
く
は
準
司
法
上
の
役
割
を
果
た
す
公
務
員
と
行
政
上
の
役
割
を
果
た
す
公
務
員
と
を
明
確
に
識
別
し

て
定
義
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
一
九
八
八
年
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、「
モ
ー
リ
ソ
ン
対
オ
ル
ソ
ン
事
件
（
28
）

」（M
orrison v. 

O
lson

）
で
「
大
統
領
は
、
相
当
な
理
由
が
あ
り
、
罷
免
さ
れ
る
公
務
員
に
身
体
障
害
、
心
身
障
害
な
い
し
は
職
務
を
遂
行
す
る
上
で
重

大
な
障
害
に
な
る
事
情
が
あ
る
場
合
に
限
っ
て
、
独
立
委
員
会
の
委
員
を
罷
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
判
示
し
た
。

二
〇
一
〇
年
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
バ
ー
ツ
（John G

. R
oberts, Jr.

）
首
席
判
事
が
率
い
る
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、「
自
由
企
業
基
金
対
公
開

会
社
会
計
監
視
委
員
会
事
件
（
29
）

」（F
ree E

nterprise F
und v. P

ublic C
om
pany A

ccounting O
versight B

oard

）
で
「
公
開
会
社
会
計
監
視

委
員
会
の
委
員
は
、
サ
ー
バ
ー
ン
ズ
・
オ
ッ
ク
ス
レ
イ
法
（T

he S
arbanes-O

xley A
ct

）
の
下
で
大
統
領
の
罷
免
権
か
ら
二
重
の
保
護
を

（
一
五
五
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

六
一
六

受
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
委
員
会
の
委
員
は
、
無
能
力
、
怠
慢
、
背
任
行
為
な
ど
の
理
由
で
大
統
領
に
よ
っ
て
罷
免
さ
れ
る
証
券

取
引
委
員
会
（S

ecurities and E
xchange C

om
m
ission

）
の
委
員
が
示
し
た
正
当
な
理
由
に
よ
っ
て
の
み
大
統
領
に
よ
っ
て
罷
免
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
大
統
領
の
罷
免
権
に
対
す
る
二
重
の
制
限
は
、
任
命
条
項
の
「
権
力
の
分
散
」
と
「
抑
制
と
均
衡
」
の
原
理

を
具
現
化
し
た
規
定
に
違
反
し
て
い
る
の
で
違
憲
で
あ
る
」
と
五
対
四
で
判
示
し
た
。
公
開
会
社
会
計
監
視
委
員
会
の
委
員
は
、
政
策
決

定
と
法
律
を
執
行
す
る
行
政
府
の
権
限
を
行
使
し
て
い
る
公
務
員
で
あ
る
。
憲
法
第
二
条
第
三
節
第
四
項
の
監
督
条
項
（take care 

clause

）
は
、
法
律
が
誠
実
に
執
行
さ
れ
る
よ
う
に
す
べ
て
の
公
務
員
を
監
督
し
、
指
揮
す
る
権
限
を
大
統
領
に
与
え
て
い
る
。
サ
ー

バ
ー
ン
ズ
・
オ
ッ
ク
ス
レ
イ
法
は
、
大
統
領
の
罷
免
権
に
対
し
て
二
重
の
制
限
を
課
し
て
い
る
。
こ
の
こ
は
、
監
督
条
項
に
定
め
ら
れ
て

い
る
大
統
領
権
限
を
妨
げ
て
い
る
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
判
決
の
注
目
す
べ
き
点
は
「
大
統
領
の
罷
免
権
は
、
準
立
法
的
も
し
く
は
準

司
法
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
独
立
行
政
機
関
の
公
務
員
に
は
及
ば
な
い
」
と
判
示
し
た
「
ハ
ン
フ
リ
ィ
の
遺
産
相
続
執
行
人
ラ
ー
ス

バ
ン
対
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
事
件
」
の
判
決
を
支
持
し
て
、
監
督
条
項
を
盾
に
と
っ
て
、
大
統
領
の
罷
免
権
が
行
政
上
の
役
割
を
果
た
し
て

い
る
独
立
行
政
機
関
の
公
務
員
に
及
ぶ
こ
と
を
真
正
面
か
ら
確
認
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

七
、
大
統
領
単
独
任
命
の
職
種
と
役
職

上
述
し
た
よ
う
に
、
二
〇
一
二
年
に
制
定
さ
れ
た
「
大
統
領
任
命
の
効
率
化
お
よ
び
簡
素
化
法
」（
議
案
番
号
一
一
二
│
一
六
六
）
に
よ
っ

て
、
大
統
領
が
連
邦
行
政
府
内
の
一
六
三
の
管
理
職
に
就
く
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
指
名
候
補
者
を
上
院
の
承
認
を
得
な
い
で
任
命
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
法
律
が
制
定
さ
れ
る
以
前
で
は
、
連
邦
行
政
府
内
の
省
庁
や
独
立
行
政
機
関
に
勤
務
し
て
い
た

（
一
五
五
八
）



ア
メ
リ
カ
大
統
領
の
連
邦
公
務
員
任
命
権
と
上
院
の
承
認
手
続
（
阿
部
）

六
一
七

公
務
員
の
総
数
は
、
約
一
七
四
万
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
の
大
統
領
が
上
院
の
承
認
を
得
て
候
補
者
を
任
命
す
る
連
邦
行
政
府
内
の
文
官

の
管
理
職
数
は
、
五
、五
〇
六
で
あ
っ
た
。
二
〇
一
二
年
に
連
邦
政
府
が
刊
行
し
た
「
政
策
と
後
援
管
理
職
」（P

olicy and S
upporting 

P
ositions

）
に
よ
る
と
、
大
統
領
が
上
院
の
承
認
を
得
て
候
補
者
を
任
命
す
る
連
邦
行
政
府
内
の
文
官
の
管
理
職
数
は
、
ジ
ョ
ン
・
ケ
ネ

デ
ィ
（John F

. K
ennedy, 1961-1963

）
大
統
領
政
権
以
後
に
約
三
六
五
も
増
加
し
て
い
る
（
30
）

。
こ
の
増
加
の
原
因
は
、
全
十
五
省
庁
の
う
ち

の
五
省
庁
が
こ
の
半
世
紀
間
に
増
設
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
一
九
六
五
年
に
住
宅
・
都
市
開
発
省
（D

epartm
ent of H

ousing 

and U
rban D

evelopm
ent

）、
一
九
六
六
年
に
運
輸
省
（D
epartm

ent of T
ransportation

）、
一
九
七
七
年
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
省
（D

epartm
ent 

of E
nergy

）、
一
九
七
九
に
教
育
省
（D

epartm
ent of E

ducation

）、
二
〇
〇
二
年
に
国
土
安
全
保
障
省
（D

epartm
ent of H

om
eland 

S
ecurity

）
が
創
設
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
一
九
七
〇
年
に
環
境
保
護
庁
（E

nvironm
ental P

rotection A
gency

）、
一
九
七
二
年
に
消
費

者
製
品
安
全
委
員
会
（C

onsum
er P

roduct S
afety C

om
m
ission

）、
一
九
七
五
年
に
連
邦
選
挙
委
員
会
（F

ederal E
lection C

om
m
ission

）

が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
下
記
は
、
大
統
領
任
命
の
効
率
化
お
よ
び
簡
素
化
法
に
よ
っ
て
、
大
統
領
が
上
院
の
承
認
を
得
な
い
で
単
独
に
役

職
者
を
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
連
邦
行
政
府
内
の
一
六
三
の
職
種
と
役
職
で
あ
る
。

農
業
、
食
物
、
林
業
（A
griculture, N

utrition and F
orestry

）

農
務
省
、
行
政
担
当
次
官
補
（A

ssistant S
ecretary for A

dm
inistration, D

epartm
ent of A

griculture

）

農
務
省
、
農
村
地
帯
公
益
事
業
管
理
官
（R

ural U
tilities S

ervice A
dm
inistrator, D

epartm
ent of A

griculture

）

農
産
物
信
用
貸
付
公
社
、
理
事
七
名
（D

irectors 

（7

）, C
om
m
odity C

redit C
orporation

）

軍
事
（A

rm
ed S

ervices

）

（
一
五
五
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

六
一
八

国
家
安
全
教
育
委
員
会
、
委
員
六
名
（M

em
bers 

（6

）, N
ational S

ecurity E
ducation B

oard

）

選
抜
徴
兵
局
、
局
長
（D

irector, S
elective S

ervice

）

金
融
、
住
宅
、
都
市
問
題
（B

anking, H
ousing and U

rban A
ff airs

）

財
務
省
、
地
域
開
発
財
政
研
究
所
基
金
、
所
長
（A

dm
inistrator, C

om
m
unity D

evelopm
ent F

inancial Institution F
und, D

epartm
ent of 

the T
reasury

）

住
宅
・
都
市
開
発
省
、
公
共
問
題
担
当
次
官
補
（A

ssistant S
ecretary for P

ublic A
ff airs, D

epartm
ent of H

ousing

and U
rban D

evelopm
ent

）

経
済
諮
問
審
議
会
、
委
員
二
名
（M

em
bers 

（2

）, C
ouncil of E

conom
ic A
dvisers

）

商
業
、
科
学
、
運
輸
（C

om
m
erce, S

cience, and T
ransportation

）

連
邦
航
空
管
理
局
、
次
長
（D

eputy A
dm
inistrator, F

ederal A
viation A

dm
inistration

）

国
家
海
洋
お
よ
び
大
気
管
理
局
、
主
任
自
然
科
学
者
専
門
官
（C

hief S
cientist, N

ational O
ceanic and A

tm
ospheric A

dm
inistration

）

セ
ン
ト
・
ロ
ー
レ
ン
ス
水
路
開
発
公
団
、
総
裁
（A

dm
inistrator, S

t. L
aw
rence S

eaw
ay D

evelopm
ent C

orporation

）

運
輸
省
、
予
算
・
事
業
計
画
担
当
次
官
補
（A

ssistant S
ecretary for B

udget and P
rogram

s, D
epartm

ent of T
ransportation

）

環
境
、
公
共
事
業
（E

nvironm
ent and P

ublic W
orks

）

ア
パ
ラ
チ
ア
地
域
委
員
会
、
連
邦
共
同
委
員
長
代
行
（A

lternate F
ederal C

o-C
hairm

an, A
ppalachian R

egional C
om
m
ission

）

ミ
シ
シ
ッ
ピ
川
流
域
開
発
公
社
、
監
督
官
七
名
（C

om
m
issioners 

（7

）, M
ississippi R

iver C
orporation

）

財
政
（F

inance

）

（
一
五
六
〇
）



ア
メ
リ
カ
大
統
領
の
連
邦
公
務
員
任
命
権
と
上
院
の
承
認
手
続
（
阿
部
）

六
一
九

財
務
省
、
公
事
担
当
次
官
補
（A

ssistant S
ecretary for P

ublic A
ff airs, D

epartm
ent of T

reasury

）

連
邦
出
納
官
（T

reasurer of the U
nited S

tates

）

財
務
省
、
行
政
管
理
担
当
次
官
補
（A

ssistant S
ecretary for M

anagem
ent, D

epartm
ent of T

reasury

）

外
交
（F

oreign R
elations

）

国
務
省
、
公
事
担
当
次
官
補
（A

ssistant S
ecretary for P

ublic A
ff airs, D

epartm
ent of S

tate

）

連
邦
国
際
開
発
庁
、
行
政
管
理
担
当
次
長
（A

ssistant A
dm
inistrator for M

anagem
ent, U

.S
. A
gency for International D

evelopm
ent

）

国
務
省
、
行
政
担
当
次
官
補
（A

ssistant S
ecretary for A

dm
inistration, D

epartm
ent of S

tate

）

保
健
、
教
育
、
労
働
、
年
金
（H

ealth, E
ducation, L

abor and P
ensions

）

教
育
省
、
行
政
管
理
担
当
次
官
補
（A

ssistant S
ecretary for M

anagem
ent, D

epartm
ent of E

ducation

）

労
働
省
、
公
事
担
当
次
官
補
（A

ssistant S
ecretary for P

ublic A
ff airs, D

epartm
ent of L

abor

）

教
育
省
、
教
育
統
計
局
監
督
官
（C
om
m
issioner, E

ducation S
tatistics, D

epartm
ent of E

ducation

）

全
国
心
身
障
害
審
議
会
、
委
員
十
五
名
（M

em
bers 

（15
）, N

ational C
ouncil on D

isability

）

保
健
社
会
福
祉
省
、
公
事
担
当
次
官
補
（A

ssistant S
ecretary for P

ublic A
ff airs, D

epartm
ent of H

ealth and H
um
an S

ervices

）

全
国
科
学
財
団
、
全
国
科
学
審
議
会
、
委
員
二
十
四
名
（M

em
bers 

（24

）, N
ational S

cience B
oard, N

ational S
cience F

oundation

）

全
国
・
地
域
社
会
奉
仕
公
団
、
業
務
執
行
理
事
二
名
（M

anaging D
irectors 

（2

）, C
orporation for N

ational and C
om
m
unity S

ervice

）

全
国
教
育
科
学
委
員
会
、
委
員
十
五
名
（M

em
bers 

（15

）, N
ational B

oard of E
ducation S

ciences

）

労
働
省
、
行
政
管
理
担
当
次
官
補
（A

ssistant S
ecretary for A

dm
inistration and M

anagem
ent, D

epartm
ent of L

abor

）（
一
五
六
一
）
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八
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巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

六
二
〇

識
字
諮
問
委
員
会
国
立
研
究
所
、
委
員
十
名
（M

em
bers 

（10

）, N
ational Institute for L

iteracy A
dvisory B

oard

）

労
働
省
、
婦
人
局
、
局
長
（D

irector of the W
om
en ’s B

ureau, D
epartm

ent of L
abor

）

全
国
芸
術
人
文
科
学
基
金
、
国
立
博
物
館
・
図
書
館
サ
ー
ヴ
ィ
ス
委
員
会
、
委
員
二
十
名
（M

em
bers 

（20

）, N
ational M

useum
 and 

L
ibrary S

ervices B
oard, N

ational F
oundation of the A

rts and H
um
anities

）

国
土
安
全
保
障
、
国
政
問
題
（H

om
eland S

ecurity and G
overnm

ental A
ff airs

）

国
土
安
全
保
障
省
、
麻
薬
対
策
執
行
局
、
局
長
（D

irector, O
ffi  ce of C

ounternarcotics E
nforcem

ent, D
epartm

ent of H
om
eland S

ecurity

）

国
土
安
全
保
障
省
、
主
任
医
務
専
門
官
（C

hief M
edical O

ffi  cer, D
epartm

ent of H
om
eland S

ecurity

）

国
土
安
全
保
障
省
、
連
邦
緊
急
事
態
管
理
庁
、
補
助
金
制
度
担
当
次
長
（A

ssistant A
dm
inistrator for G

rant P
rogram

s, F
ederal 

E
m
ergency, D

epartm
ent of H

om
eland S

ecurity

）

国
土
安
全
保
障
省
、
米
国
消
防
管
理
局
、
局
長
（A

dm
inistrator, U

.S
. F
ire A

dm
inistration, D

epartm
ent of H

om
eland S

ecurity

）

イ
ン
デ
ィ
ア
ン
問
題
（Indian A
ff airs

）

ナ
ヴ
ァ
ホ
ウ
族
お
よ
び
ホ
ウ
ピ
族
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
移
転
問
題
事
務
局
、
監
督
官
（C

om
m
issioner, O

ffi  ce of N
avajo and H

opi Indian 

R
elocation

）

ア
メ
リ
カ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
お
よ
び
ア
ラ
ス
カ
原
住
民
文
化
芸
術
振
興
研
究
所
、
評
議
会
、
委
員
十
三
名
（M

em
bers 

（13

）, B
oard of 

T
rustees, Institute of A

m
erican Indian and A

laska N
ative C

ulture and A
rts D

evelopm
ent

）

司
法
（Judiciary

）

司
法
省
、
司
法
統
計
局
、
局
長
（D

irector, B
ureau of Justice S

tatistics, D
epartm

ent of Justice

）

（
一
五
六
二
）



ア
メ
リ
カ
大
統
領
の
連
邦
公
務
員
任
命
権
と
上
院
の
承
認
手
続
（
阿
部
）

六
二
一

大
統
領
府
、
国
家
薬
物
統
制
政
策
局
、
次
長
（D

eputy D
irector, O

ffi  ce of N
ational D

rug C
ontrol P

olicy, E
xecutive O

ffi  ce of the 

P
resident

）

司
法
省
、
司
法
支
援
局
、
局
長
（D

irector, B
ureau of Justice A

ssistance, D
epartm

ent of Justice

）

大
統
領
府
、
国
家
薬
物
統
制
政
策
局
、
需
要
減
少
対
策
局
、
次
長
（D

eputy D
irector, D

em
and R

eduction, O
ffi  ce of N

ational D
rug 

C
ontrol P

olicy, E
xecutive O

ffi  ce of the P
resident

）

司
法
省
、
国
立
司
法
研
究
所
、
所
長
（D

irector, N
ational Institute of Justice, D

epartm
ent of Justice

）

大
統
領
府
、
国
家
薬
物
統
制
政
策
局
、
供
給
減
少
対
策
部
、
次
長
（D

eputy D
irector, S

upply R
eduction, O

ffi  ce of N
ational D

rug 

C
ontrol P

olicy, E
xecutive O

ffi  ce of the P
resident

）

司
法
省
、
犯
罪
被
害
者
局
、
局
長
（D

irector, O
ffi  ce for V

ictim
s of C

rim
e, D
epartm

ent of Justice

）

大
統
領
府
、
国
家
薬
物
統
制
政
策
局
、
州
郡
市
町
村
の
部
族
民
問
題
対
策
本
部
、
次
長
（D

eputy D
irector, S

tate, L
ocal, and T

ribal 

A
ff airs, O

ffi  ce of N
ational D

rug C
ontrol P

olicy, E
xecutive O

ffi  ce of the P
resident

）

司
法
省
、
青
少
年
審
判
お
よ
び
青
少
年
犯
罪
防
止
局
、
局
長
（A

dm
inistrator, O

ffi  ce of Juvenile Justice and D
elinquency P

revention, 

D
epartm

ent of Justice

）

退
役
軍
人
問
題
（V
eterans ’ A

ff airs

）

退
役
軍
人
省
、
行
政
管
理
担
当
次
官
補
（A

ssistant S
ecretary for M

anagem
ent, D

epartm
ent of V

eterans A
ff airs

）

退
役
軍
人
省
、
戦
略
、
安
全
、
軍
備
担
当
次
官
補
（A

ssistant S
ecretary for O

perations, S
ecurity, and P

reparedness, D
epartm

ent of 

V
eterans A

ff airs

）

（
一
五
六
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

六
二
二

退
役
軍
人
省
、
人
的
資
源
管
理
担
当
次
官
補
（A

ssistant S
ecretary for H

um
an R

esources and A
dm
inistration, D

epartm
ent of V

eterans 

A
ff airs

）

退
役
軍
人
省
、
公
共
お
よ
び
政
府
間
総
務
担
当
次
官
補
（A

ssistant S
ecretary for P

ublic and Intergovernm
ental A

ff airs, D
epartm

ent 

of V
eterans A

ff airs

）

結
び

上
述
し
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
は
、
連
邦
政
府
の
公
務
員
を
補
充
す
る
責
務
を
大
統
領
と
上
院
に
分
担
さ
せ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
大
統
領
が
特
定
の
候
補
者
を
指
名
し
、
上
院
の
事
前
な
い
し
は
事
後
の
助
言
と
同
意
を
得
て
任
命
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

憲
法
起
草
者
た
ち
が
任
命
権
を
二
分
し
て
大
統
領
と
上
院
に
与
え
た
意
図
は
、
大
統
領
の
任
命
権
に
「
権
力
の
分
散
」
と
「
抑
制
と
均

衡
」
の
原
理
を
導
入
し
て
、
立
法
権
を
行
使
す
る
上
院
が
大
統
領
の
行
政
権
を
牽
制
す
る
こ
と
が
好
ま
し
い
と
考
え
た
と
こ
ろ
に
窺
う
こ

と
が
で
き
る
。
換
言
す
れ
ば
、
行
政
権
は
広
範
な
権
限
で
あ
る
の
で
、
行
政
権
を
与
え
ら
れ
た
大
統
領
は
、
必
然
的
に
独
裁
者
に
な
る
可

能
性
を
秘
め
て
い
る
と
考
え
た
憲
法
起
草
者
た
ち
は
、
上
院
に
承
認
権
を
与
え
て
連
邦
政
府
の
公
務
員
を
任
命
す
る
大
統
領
権
限
を
抑
制

す
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
こ
と
が
憲
法
制
定
会
議
の
議
事
記
録
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
『
マ
デ
ィ
ソ
ン
・
ノ
ー
ト
』（Jam

es M
adison ’s 

N
otes on the D

ebates

）
か
ら
も
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
上
院
が
果
た
し
て
き
た
承
認
役
割
の
実
績
は
、
司
法
府

の
連
邦
最
高
裁
判
所
判
事
の
指
名
候
補
者
の
任
命
承
認
に
は
厳
し
く
、
行
政
府
の
要
職
に
就
く
指
名
候
補
者
の
任
命
承
認
に
は
寛
容
な
も

の
で
あ
っ
た
。

（
一
五
六
四
）



ア
メ
リ
カ
大
統
領
の
連
邦
公
務
員
任
命
権
と
上
院
の
承
認
手
続
（
阿
部
）

六
二
三

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
、
普
通
法
（com

m
on law

）
が
幅
を
利
か
し
て
い
る
。
普
通
法
と
は
裁
判
官
が
言
い
渡
し
た
一
連
の
判
決
の
集

大
成
と
で
も
言
う
べ
き
判
例
法
の
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
普
通
法
は
、
裁
判
官
が
作
っ
た
法
律
で
あ
る
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
合
衆

国
の
裁
判
所
に
は
、
裁
判
官
が
判
決
を
下
す
に
当
た
っ
て
先
に
下
さ
れ
た
判
決
に
拘
束
さ
れ
る
「
先
例
拘
束
性
の
原
理
」（doctrine of 

precedent / stare decisis

）
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
一
つ
の
判
決
が
そ
の
後
に
判
決
を
下
す
裁
判
官
に
甚
大
な
影
響
を
及

ぼ
す
こ
と
に
な
る
。
少
人
数
で
審
理
し
て
下
さ
れ
る
判
決
が
、
多
人
数
で
審
議
し
て
制
定
さ
れ
る
法
律
と
同
等
の
拘
束
力
を
も
つ
法
律
に

な
る
た
め
に
、
上
院
が
最
終
審
裁
判
所
で
あ
る
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
事
指
名
候
補
者
の
任
命
承
認
に
は
慎
重
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
法

慣
習
の
背
景
が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
は
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
立
法
に
は
関
与
す
る
こ
と
な
く
、
法
の
執
行
業
務
に
専
念
す
る
行
政
府

の
要
員
は
、
立
法
府
に
対
し
て
さ
ほ
ど
の
影
響
力
を
及
ぼ
さ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
上
院
は
、
裁
判
官
の
指
名
候
補
者
の
任
命
承
認
に
は

厳
し
く
、
連
邦
議
会
議
員
で
も
な
く
、
た
だ
単
な
る
大
統
領
の
政
策
推
進
者
で
あ
る
閣
僚
を
は
じ
め
行
政
府
の
要
職
に
就
く
こ
と
が
予
定

さ
れ
て
い
る
指
名
候
補
者
の
任
命
承
認
に
は
寛
容
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
に
追
い
打
ち
を
か
け
る
よ
う
に
、
二
〇
一
二
年
、
上

院
は
「
大
統
領
任
命
の
効
率
化
お
よ
び
簡
素
化
法
」
を
制
定
し
て
、
連
邦
行
政
府
内
の
一
六
三
の
管
理
職
に
就
く
こ
と
が
予
定
さ
れ
る
指

名
候
補
者
を
上
院
の
承
認
を
得
な
い
で
大
統
領
が
独
断
で
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
上
院
が
大
統
領
の
任

命
権
に
対
す
る
抑
制
権
を
自
ら
の
手
で
放
棄
し
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
今
後
、
上
院
が
憲
法
起
草
者
の
意
向
に
沿
っ
て
判
断
す
る
原
意

主
義
（originalism

）
の
見
地
に
立
脚
し
て
、
裁
判
官
の
指
名
候
補
者
の
任
命
承
認
の
み
に
偏
重
し
て
厳
し
く
す
る
の
で
は
な
く
、
平
等

に
行
政
府
の
役
職
に
就
く
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
指
名
候
補
者
に
対
し
て
も
広
範
に
し
て
厳
し
い
任
命
承
認
を
す
る
よ
う
な
方
向
転
換

を
は
か
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

（
一
五
六
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

六
二
四

〈
備
考
〉　

条
文
中
の
括
弧
〔　

〕
中
の
語
句
は
、
条
文
中
に
は
な
い
が
、
筆
者
が
読
者
の
理
解
に
役
立
て
る
た
め
に
加
筆
し
た
も
の
で

あ
る
。

〔
註
〕

（
1
） Jam

es M
adison,T

he D
ebates in the F

ederal C
onvention of 1787 W

hich F
ram
ed the C

onstitution of the U
nited S

tates of 

A
m
erica, G

reenw
ood P

ress, W
estport, C

onnecticut, 1920, p. 55.

（
2
） Ibid., p. 528.

（
3
） Joseph P

. H
arris, T

he A
dvice and C

onsent of the S
enate, U

niversity of C
alifornia P

ress, B
erkeley, C

alifornia, 1953, p. 

29.

（
4
） B

arbara A
. B
ardes, M

ack C
. S
helley, and S

teff en W
. S
chm
idt, A

m
erican G

overnm
ent and P

olitics T
oday: T

he E
ssentials, 

2015-2016 E
dition, C

engage L
earning, B

oston, M
assachusetts, 2016, pp. 348-349. A

nd also see w
w
w
.senate.gov/artandhistory/

N
om
inations.htm

.

（
5
） M

orrison v. O
lson, 487 U

.S
. 654 

（1988
）.

（
6
） M

aeve P
. C
arey, P

residential A
ppointm

ents, the S
enate’s C

onfi rm
ation P

rocess, and C
hange M

ade in the 112
th C
ongress, 

C
ongressional R

esearch S
ervice, O

ctober 9, 2012, p. 1.

（
7
） M

arbury v. M
adison, 5 U

.S
. 137, 2 L

. E
d. 60 

（1803
）.

（
8
） D
avid M

. O
’B
rien, C

onstitutional L
aw
 and P

olitics, V
ol. 1, S

truggles for P
ow
er and G

overnm
ental A

ccountability, N
inth 

E
dition, W

・W

・N
orton &

 C
om
pany, N

ew
 Y
ork, 2014, p. 391.

（
9
） T

odd S
. P
urdum

, “P
residents, P

icking Justices, C
an H

ave B
ackfi res”, C

ourts in T
ransition; N

om
inees and H

istory, N
ew
 

Y
ork T

im
es, July 5, 2005, p. A

4.

（
一
五
六
六
）



ア
メ
リ
カ
大
統
領
の
連
邦
公
務
員
任
命
権
と
上
院
の
承
認
手
続
（
阿
部
）

六
二
五

（
10
） E

lizabeth R
ybicki, S

enate C
onsideration of P

residential N
om
inations: C

om
m
ittee and F

loor P
rocedure, C

ongressional 

R
esearch S

ervice, M
arch 9, 2015, p. 1.

（
11
） D

avid M
. O

’B
rien, C

onstitutional L
aw
 and P

olitics, V
ol. 1, S

truggles for P
ow
er and G

overnm
ental A

ccountability, N
inth 

E
dition, W

・W

・N
orton &

 C
om
pany, N

ew
 Y
ork, 2014, p. 395. A

nd also see https://en.w
ikipeia.org/L

ist of N
om
inations to the 

S
uprem

e C
ourt of the U

nited S
tates.

（
12
） w

w
w
.senate.gov/artandhistory/N

om
inations.htm

. 

（
13
） M

aeve P
. C
arey, P

residential A
ppointm

ents, the S
enate’s C

onfi rm
ation P

rocess, and C
hange M

ade in the 112
th C
ongress, 

C
ongressional R

esearch S
ervice, O

ctober 9, 2012, pp. 3-4.

（
14
） E

lizabeth R
ybicki, S

enate C
onsideration of P

residential N
om
inations: C

om
m
ittee and F

loor P
rocedure, C

ongressional 

R
esearch S

ervice, M
arch 9, 2015, pp. 2-3.

（
15
） Ibid., pp. 4-5.

（
16
） Ibid., p. 5.

（
17
） Ibid., p. 4.

（
18
） Ibid., pp. 5-6.

（
19
） Ibid., pp. 8-9.

（
20
） B

etsy P
alm
er, E

volution of the S
enate’s R

ole in the N
om
ination and C

onfi rm
ation P

rocess: A
 B
rief H

istory, R
esearch 

S
ervice, M

ay 13, 2009, p. 10.

（
21
） E
lizabeth R

ybicki, S
enate C

onsideration of P
residential N

om
inations: C

om
m
ittee and F

loor P
rocedure, C

ongressional 

R
esearch S

ervice, M
arch 9, 2015, pp. 9-10.

（
22
） Ibid., pp. 10-11.

（
23
） Ibid., p. 11.
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（
24
） L

arry B
erm
an and B

ruce A
llen M

urphy, A
pproaching D

em
ocracy, E

ighth E
dition, P

earson, U
pper S

addle R
iver, N

ew
 

Jersey, 2013, p. 157. A
nd also see https://en.w

ikipedia.org/w
iki/recess appointm

ent.
（
25
） N

ational L
abor R

elations B
oard v. N

oel C
anning, 573 U

.S
. _____

（2014

）.

（
26
） M

yers v. U
nited S

tates, 272, U
.S
. 52 

（1926

）. A
nd see also R

alph A
. R
ossum

 and G
. A
lan T

arr, A
m
erican C

onstitutional 

L
aw
: V
olum

e 1, T
he S

tructure of G
overnm

ent, S
eventh E

dition, T
hom
son / W

adsw
orth, B

elm
ont, C

alifornia, 2007, pp. 197-

201.

（
27
） R

athban, H
um
phrey’s E

xecutor v. U
nited S

tates, 295 U
.S
. 602 

（1935

）.

（
28
） M

orrison v. O
lson, 487 U

.S
. 654 

（1988

）.

（
29
） F

ree E
nterprise F

und v. P
ublic C

om
pany A

ccounting O
versight B

oard, 561 U
.S
. 477 

（2010

）.

（
30
） P

olicy and S
upporting P

ositions, C
hapter 13, K

now
n as “P

lum
 B
ook,” W

ashington D
. C
., G
overnm

ent P
rinting O
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タ
イ
に
お
け
る
政
治
の
司
法
化
と
脱
民
主
化

玉　
　

田　
　

芳　
　

史

一　

は
じ
め
に

本
稿
で
は
、
東
南
ア
ジ
ア
の
タ
イ
を
具
体
的
な
事
例
と
し
な
が
ら
、
政
治
の
司
法
化
（judicialization of politics

）
に
つ
い
て
考
察
す

る
。
タ
イ
で
は
、
立
憲
主
義
を
後
ろ
盾
と
し
て
二
〇
〇
六
年
に
始
ま
っ
た
司
法
化
が
、
民
主
主
義
を
崩
壊
へ
導
い
て
き
た
。
司
法
化
は
民

主
化
を
ど
う
妨
げ
た
の
か
。

政
治
の
司
法
化
は
、
代
表
的
な
定
義
に
よ
れ
ば
、「
中
核
と
な
る
道
徳
的
な
難
問
、
政
策
上
の
疑
義
、
政
治
論
争
の
解
決
を
、
裁
判
所

や
司
法
手
段
に
頼
ろ
う
と
す
る
傾
向
の
強
ま
り
」
で
あ
る
（H

irschl 2008a: 94; 2008b

）。
ド
レ
ッ
セ
ル
は
も
っ
と
か
み
砕
い
て
、
政
治
の

司
法
化
と
は
、
狭
義
に
は
「
判
事
に
よ
る
違
憲
審
査
が
政
策
に
寄
与
し
た
り
影
響
を
与
え
た
り
す
る
方
法
」
で
あ
り
、
広
義
に
は
「
政
治

や
社
会
に
お
い
て
司
法
過
程
や
裁
判
所
の
判
決
の
存
在
感
が
増
す
こ
と
」
で
あ
る
と
定
義
す
る
（D

ressel 2012: 4

）。

論　

説

（
一
五
六
九
）
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年
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二
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）

六
二
八

司
法
化
は
、
立
憲
主
義
に
立
脚
し
て
お
り
、
多
数
決
民
主
主
義
と
の
間
に
緊
張
関
係
を
生
み
出
し
て
い
る
。
司
法
化
に
よ
っ
て
、「
政

治
の
領
域
、
民
主
主
義
の
範
囲
は
、
司
法
的
権
限
に
取
り
囲
ま
れ
、
そ
の
有
利
に
な
る
よ
う
に
さ
れ
る
」
と
い
う
面
が
あ
る
か
ら
で
あ
る

（
タ
マ
ナ
ハ2011:156

）。
歴
史
的
な
経
緯
か
ら
い
え
ば
、
司
法
化
は
多
数
決
民
主
主
義
の
暴
走
へ
の
反
省
か
ら
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
欧
州

で
始
ま
っ
た
。
フ
ァ
シ
ズ
ム
が
民
主
主
義
に
と
っ
て
大
き
な
脅
威
と
な
っ
た
が
ゆ
え
に
、
自
由
を
重
視
し
、
多
数
派
支
配
に
警
戒
の
目
を

光
ら
せ
る
憲
法
の
起
草
が
行
わ
れ
、
憲
法
護
持
の
た
め
の
憲
法
裁
判
所
が
設
置
さ
れ
る
事
例
が
増
え
た
。
憲
法
裁
判
所
は
、
旧
植
民
地
諸

国
が
独
立
時
に
導
入
し
、
一
九
七
〇
年
代
に
始
ま
る
民
主
化
の
第
三
の
波
と
と
も
に
世
界
中
へ
広
ま
っ
た
。
東
ア
ジ
ア
地
域
で
は
、
民
主

化
が
八
〇
年
代
後
半
に
始
ま
っ
て
、「
議
会
主
権
と
い
う
伝
統
的
な
考
え
方
か
ら
、
専
門
裁
判
所
に
よ
る
立
憲
的
な
抑
制
と
い
う
考
え
方

へ
の
変
化
」
が
生
じ
て
、
新
た
に
憲
法
裁
判
所
が
設
置
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（G

insburg 2008: 82

）。
変
化
は
先
進
民
主
主
義
国
で
も

起
き
た
。「
か
な
り
最
近
ま
で
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
流
の
議
会
主
権
の
最
後
の
砦
と
見
な
さ
れ
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン

ド
、
イ
ス
ラ
エ
ル
と
い
っ
た
国
々
で
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
政
治
シ
ス
テ
ム
に
憲
法
優
位
の
原
則
を
盛
り
込
む
こ
と
を
狙
っ
て
、
憲
法
の
包
括

的
な
改
正
に
近
年
乗
り
出
し
た
」（H

irschl 2004: 1-2
）。「
二
〇
〇
八
年
に
は
、
司
法
の
介
入
を
免
れ
る
政
策
決
定
領
域
の
割
合
は
二
五

年
前
よ
り
も
明
ら
か
に
小
さ
い
。
一
九
八
〇
年
代
初
頭
と
比
べ
る
と
、
従
来
は
純
粋
に
政
治
の
争
点
で
あ
っ
た
も
の
が
、
ま
ず
も
っ
て
司

法
あ
る
い
は
憲
法
の
争
点
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
」
と
ハ
ー
シ
ュ
ル
が
述
べ
る
通
り
で
あ
る
（H

irschl 2008a:113

）。
違
憲

審
査
制
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
た
立
憲
主
義
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
語
り
う
る
時
代
を
迎
え
て
い
る
の
で
あ
る
（
阪
口2002

）。

司
法
化
は
、
法
学
者
か
ら
も
政
治
学
者
か
ら
も
注
目
を
浴
び
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
我
が
国
で
も
、
ア
ジ
ア
に
関
し
て
は
、
ア

ジ
ア
経
済
研
究
所
の
作
本
直
行
や
今
泉
慎
也
ら
の
法
学
者
グ
ル
ー
プ
が
研
究
を
積
み
重
ね
て
き
た
（
作
本
編1998; 

小
林
・
今
泉
編2002; 

作

本
・
今
泉
編2003; 

今
泉2006; 

今
泉2008; 

今
泉
編2012

）。
東
南
ア
ジ
ア
に
つ
い
て
は
、
政
治
学
者
の
川
村
（2012

）
が
丁
寧
な
比
較
研
究
を

（
一
五
七
〇
）
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二
九

試
み
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ド
レ
ッ
セ
ル
に
よ
る
と
、
司
法
化
と
は
何
か
、
司
法
化
が

生
じ
る
理
由
は
何
か
、
司
法
化
の
政
治
的
効
果
は
何
か
と
い
っ
た
基
本
的
な
点
に
つ
い
て
、

世
界
の
研
究
者
の
間
で
ま
だ
一
致
が
あ
ま
り
み
ら
れ
な
い
（D

ressel 2012: 3

）。

ド
レ
ッ
セ
ル
に
よ
れ
ば
、
先
行
研
究
の
多
く
は
、
司
法
の
権
限
強
化
の
原
因
に
関
心
を
向

け
て
き
た
。
司
法
が
何
を
し
た
の
か
、
政
治
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
と
い
っ
た

司
法
の
実
績
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
注
意
を
払
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
彼
は
、
①
司
法
の
事
実
上

の
独
立
（
制
度
上
の
独
立
、
判
事
の
介
入
の
意
欲
と
能
力
、
政
治
エ
リ
ー
ト
か
ら
の
支
援
）、
②
純
粋

政
治
へ
の
判
事
の
関
与
と
い
う
二
つ
の
次
元
か
ら
、
司
法
と
政
治
の
関
係
に
つ
い
て
四
つ
の

類
型
を
描
き
出
す
。
そ
れ
は
、
司
法
の
自
制
、
積
極
主
義
、
沈
黙
、
政
治
化
の
四
つ
で
あ
る

（D
ressel 2012: 6

）（
図
参
照
）。
司
法
が
政
治
に
積
極
的
に
関
与
す
る
国
は
、
そ
れ
が
民
主
化

に
寄
与
し
て
い
る
韓
国
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
、
民
主
化
を
阻
害
し
て
い
る
タ

イ
に
二
分
さ
れ
て
い
る
。

司
法
化
は
立
憲
主
義
と
民
主
主
義
の
交
点
で
生
じ
る
現
象
で
あ
る
。
ヒ
ル
ビ
ン
ク
に
よ
れ

ば
、
従
来
は
主
と
し
て
法
学
者
が
研
究
を
担
当
し
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
焦
点
を
合
わ
せ
、

あ
ら
か
じ
め
決
め
た
結
論
に
都
合
の
よ
い
証
拠
を
並
べ
る
も
の
が
多
か
っ
た
。
実
証
的
な
比

較
研
究
を
も
っ
と
積
み
重
ね
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
作
業
に
適
し
て
い
る
の
は
比
較
政
治
学

で
あ
る
（H

ilbink 2008: 228

）。
ハ
ー
シ
ュ
ル
も
ま
た
、
政
治
の
司
法
化
に
関
す
る
「
実
証

図　司法と政治の関係
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出所：Dressel 2012: 6の図1.1を一部改変
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六
三
〇

研
究
は
、
社
会
科
学
全
般
、
と
り
わ
け
政
治
学
を
抜
き
に
し
て
は
、
あ
り
え
な
い
」（H

irschl 2014:15

）
と
指
摘
す
る
。
政
治
学
の
観
点

か
ら
の
実
証
研
究
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

日
本
で
は
、
二
〇
一
五
年
に
安
保
法
制
が
重
要
な
政
治
的
争
点
と
な
り
、
国
会
で
の
多
数
派
の
地
位
を
利
用
し
て
憲
法
を
軽
視
し
て
よ

い
の
か
と
い
う
形
で
話
題
に
な
っ
た
。
立
憲
主
義
と
民
主
主
義
が
正
面
衝
突
し
て
も
、
日
本
や
欧
米
の
よ
う
な
先
進
民
主
主
義
国
で
は
、

民
主
主
義
が
崩
壊
す
る
可
能
性
は
乏
し
い
。
し
か
し
、
民
主
化
途
上
に
あ
る
国
で
は
、
民
主
主
義
は
立
憲
主
義
に
負
け
ず
劣
ら
ず
脆
弱
で

あ
る
。
ま
ず
司
法
化
と
民
主
化
に
つ
い
て
考
察
し
た
後
、
司
法
化
に
よ
っ
て
民
主
主
義
体
制
か
ら
の
離
脱
つ
ま
り
脱
民
主
化
が
生
じ
た
タ

イ
の
事
例
を
具
体
的
に
見
て
み
よ
う
。

二　

政
治
の
司
法
化
と
民
主
化

（
一
）
立
憲
主
義
と
民
主
主
義

立
憲
主
義
と
違
憲
審
査
を
ほ
と
ん
ど
無
条
件
に
是
認
す
る
人
び
と
の
中
に
は
、
本
当
の
民
主
主
義
は
立
憲
民
主
主
義
で
あ
っ
て
議
会
主

権
の
原
則
に
基
づ
く
多
数
派
支
配
と
同
義
で
は
な
く
、
憲
法
に
よ
っ
て
少
数
派
を
多
数
派
の
暴
政
か
ら
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え

る
も
の
が
存
在
す
る
（H

irschl 2004: 1-2

）。

民
主
主
義
国
で
は
、
執
政
権
や
立
法
権
の
担
い
手
に
は
、
選
挙
で
選
ば
れ
た
と
い
う
正
当
性
が
あ
る
。
そ
う
し
た
国
民
代
表
に
対
し
て

司
法
審
査
つ
ま
り
違
憲
審
査
を
行
う
の
が
司
法
府
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
憲
法
裁
判
所
（
も
し
く
は
違
憲
審
査
権
を
持
っ
た
司
法
裁
判
所
）

が
、
法
律
や
政
策
の
合
憲
性
を
審
査
す
る
。
原
理
で
い
え
ば
、
民
主
主
義
（
多
数
決
主
義
）
と
立
憲
主
義
が
衝
突
す
る
。
立
憲
主
義
者
は
、

（
一
五
七
二
）
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選
挙
で
多
数
派
の
支
持
を
得
た
な
ら
ば
、
何
を
し
て
も
よ
い
の
か
と
警
鐘
を
鳴
ら
す
。
反
多
数
決
主
義
で
あ
る
。
他
方
、
民
主
主
義
者
は
、

国
民
に
選
ば
れ
た
わ
け
で
は
な
い
裁
判
官
が
民
意
を
否
定
し
て
も
よ
い
の
か
と
批
判
す
る
。

こ
の
た
め
、
政
治
の
司
法
化
に
は
賛
否
両
論
が
渦
巻
く
こ
と
に
な
る
。
研
究
者
は
当
初
は
こ
の
立
憲
主
義
（
違
憲
審
査
の
拡
大
）
を
歓
迎

し
て
い
た
。
国
民
の
権
利
保
護
や
民
主
主
義
の
深
化
に
寄
与
す
る
と
捉
え
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
近
年
は
懐
疑
的
な
見
方
が
増
え
て

き
た
。
ひ
い
き
目
に
は
現
実
を
十
分
に
は
踏
ま
え
な
い
素
朴
な
理
想
主
義
、
悪
く
い
え
ば
腹
黒
い
エ
リ
ー
ト
主
義
の
過
剰
な
自
由
主
義
と

い
う
批
判
で
あ
る
。
そ
う
し
た
批
判
者
に
と
っ
て
は
、
立
憲
主
義
の
拡
大
は
、
基
本
的
な
政
策
の
決
定
が
、
国
民
を
代
表
せ
ず
、
国
民
に

説
明
責
任
を
負
わ
ず
、
国
民
と
接
点
の
な
い
エ
リ
ー
ト
、
つ
ま
り
特
権
的
少
数
者
に
奉
仕
す
る
関
心
や
能
力
し
か
な
い
判
事
に
よ
っ
て
担

わ
れ
る
と
映
じ
る
こ
と
に
な
る
（H

ilbink 2008: 227

）。

平
等
志
向
の
多
数
決
主
義
者
ば
か
り
で
は
な
く
、
保
守
主
義
者
の
中
に
も
司
法
化
を
辛
辣
に
批
判
す
る
も
の
が
い
る
。「
西
洋
諸
国
は

『
ア
メ
リ
カ
病
』
に
罹
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
た
。
正
し
く
は
国
民
と
民
選
代
表
に
帰
属
す
る
権
威
を
判
事
が
奪
い
取
る
病
気
で
あ
る
。
そ

れ
ら
の
諸
国
は
、
い
さ
さ
か
手
遅
れ
な
が
ら
、
こ
の
帝
国
主
義
が
ア
メ
リ
カ
病
で
は
な
い
こ
と
に
気
付
き
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
は
司
法
の
病

で
あ
り
、
国
境
を
知
ら
な
い
。
こ
の
病
弊
は
、
判
事
が
執
政
府
や
立
法
府
の
決
定
を
覆
す
権
力
す
な
わ
ち
違
憲
審
査
権
を
付
与
さ
れ
た
り

入
手
し
た
り
し
た
と
こ
ろ
で
は
ど
こ
で
も
発
生
す
る
。
…
こ
れ
は
古
く
か
ら
の
先
進
民
主
主
義
国
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
。
西
洋
諸
国
民

の
自
己
統
治
能
力
は
稀
釈
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
倫
理
環
境
で
暮
ら
す
の
か
を
選
ぶ
能
力
は
着
実
に
低
下
し
て
い
る
。
…
裁
判
所
は
、
民
選

代
議
士
が
作
っ
た
法
律
に
表
明
さ
れ
る
民
意
に
体
系
的
に
背
く
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
統
治
の
民
主
的
な
諸
制
度
よ
り
も
は
る
か
に
尊
敬
を

集
め
て
き
た
し
、
今
で
も
そ
う
で
あ
る
」（B

ork 2003: 1

）。

立
憲
主
義
と
民
主
主
義
の
対
立
に
関
連
し
て
、
法
の
支
配
に
つ
い
て
留
意
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
点
が
あ
る
。
司
法
化
と
は
、

（
一
五
七
三
）
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六
三
二

国
家
の
三
権
分
立
に
お
い
て
、
司
法
を
重
視
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
そ
の
際
に
、
多
く
の
人
び
と
が
暗
黙
の
う
ち
に
前
提
と
し
が
ち
な
の

が
、
司
法
の
無
謬
性
で
あ
る
。
ハ
ー
シ
ュ
ル
が
「
実
証
研
究
に
よ
れ
ば
、
大
方
の
立
憲
民
主
主
義
国
で
は
、
裁
判
所
は
、
政
治
的
な
判
断

を
下
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
ほ
か
の
あ
ら
ゆ
る
政
治
制
度
よ
り
も
大
き
な
正
当
性
や
支
持
を
得
て
お
り
、」
し
か
も
、「
立
憲
主
義

化
や
違
憲
審
査
の
導
入
に
よ
っ
て
、
体
制
は
国
際
的
な
評
判
や
信
頼
度
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
、
先
行
研
究
で
は
定
説
と
な
っ

て
い
る
」
と
指
摘
す
る
よ
う
に
（H

irschl 2008a: 106, 108

）、
裁
判
所
は
政
治
か
ら
独
立
し
て
い
れ
ば
、
無
垢
で
誠
実
だ
と
い
う
よ
う
に
、

い
わ
ば
性
善
説
の
立
場
か
ら
捉
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
単
純
化
し
て
い
え
ば
、
一
方
で
政
治
に
は
悪
と
善
が
あ
り
、
他
方
で
司
法
に
は
善

し
か
な
く
、
政
治
と
の
関
係
で
強
弱
の
差
違
が
生
ま
れ
る
。
つ
ま
り
、
司
法
は
政
治
か
ら
の
独
立
性
を
確
保
で
き
れ
ば
、
本
来
の
善
性
を

発
揮
し
う
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
司
法
に
独
立
性
が
必
要
な
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
司
法
が
必
然
的
に
善
と
判
断

し
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
法
の
支
配
と
は
、
政
治
権
力
が
法
に
基
づ
き
法
に
従
っ
て
行
使
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
原
理
」
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、「
第
一
は
、

正
し
い
法
の
制
定
」、「
第
二
は
、
そ
の
法
の
忠
実
な
執
行
」
が
必
要
で
あ
る
（
高
橋2006:141

）。
こ
れ
ら
の
立
法
と
行
政
の
合
法
性
を
担

保
す
る
の
が
司
法
で
あ
る
。
そ
の
司
法
の
合
法
性
は
ど
の
よ
う
に
担
保
さ
れ
る
の
か
。「
法
の
支
配
」
の
曖
昧
さ
に
つ
い
て
、
愛
敬
が
先

行
研
究
を
丁
寧
に
紹
介
し
て
い
る
の
で
引
用
し
て
お
こ
う
。「「
法
の
支
配
」
は
、「
善
」
と
同
様
に
、
誰
も
が
そ
れ
に
賛
成
す
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
正
確
に
は
何
な
の
か
に
つ
い
て
、
合
意
の
存
在
し
な
い
概
念
で
あ
る
。」「
法
の
支
配
と
い
う
用
語
は
長
年
の
利
用
に

よ
っ
て
そ
れ
自
体
に
一
定
の
力
が
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
利
用
す
る
実
体
的
な
主
張
は
分
不
相
応
の
説
得
力
を
与
え
﹇
る
﹈。」「
法
の
支
配

は
明
ら
か
に
理
念
で
あ
り
、
そ
れ
が
理
念
で
あ
る
以
上
、
法
の
支
配
の
妥
当
な
概
念
に
は
不
可
避
的
に
最
小
限
の
道
徳
的
要
素
が
含
ま
れ

る
」（
愛
敬2012:51, 52, 53

）。
ま
た
、
法
の
支
配
と
近
接
し
た
フ
ラ
ン
ス
語
の
概
念
「
法
の
国
家
」
な
い
し
「
法
治
国
」
に
つ
い
て
、
ト

（
一
五
七
四
）



タ
イ
に
お
け
る
政
治
の
司
法
化
と
脱
民
主
化
（
玉
田
）

六
三
三

ロ
ペ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、「
今
日
で
は
、
法
治
国
と
い
う
表
現
は
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
で
あ
ら
ゆ
る
論
者
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
…
そ
れ
ら
の
言

説
す
べ
て
が
…
法
治
国
に
好
意
的
な
立
場
を
と
っ
て
い
る
。」「
こ
の
よ
う
な
全
員
一
致
の
状
況
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
怪
し
む
に
足
る
も

の
で
あ
り
…
き
っ
と
そ
こ
に
は
何
ら
か
の
曖
昧
さ
や
混
乱
が
潜
ん
で
い
る
と
考
え
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。」「
法
治
国
と
民
主
政
の
関

係
に
つ
い
て
言
え
ば
、
法
治
国
は
民
主
政
を
補
う
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
民
主
政
に
代
わ
り
う
る
も
の
な
の
か
、
あ
る
い
は
ま
た

民
主
政
に
対
す
る
ブ
レ
ー
キ
の
役
割
を
果
た
す
も
の
な
の
か
、
と
い
っ
た
問
い
に
対
す
る
答
え
は
、
す
べ
て
、
法
治
国
と
い
う
表
現
に
い

か
な
る
意
味
を
与
え
る
の
か
に
よ
っ
て
変
わ
る
」（
ト
ロ
ペ
ー
ル 2013: 87, 88, 93

）。「
法
治
国
が
望
ま
し
い
も
の
と
し
て
示
さ
れ
る
の
は
、

そ
れ
が
自
由
と
民
主
政
を
保
証
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。」「
法
治
国
の
な
い
と
こ
ろ
に
は
民
主
政
は
な
い
」
け
れ
ど

も
、「
あ
ら
ゆ
る
法
治
国
が
必
ず
し
も
民
主
政
で
は
な
い
」（
ト
ロ
ペ
ー
ル 2013: 100, 101

）。

法
の
支
配
に
し
て
も
司
法
化
に
し
て
も
、
無
批
判
に
是
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
法
の
支
配
を
実
現
す
る
鍵
を
握
る
司
法

府
が
権
力
を
過
剰
に
行
使
す
る
な
ら
ば
、
国
民
代
表
が
担
い
手
と
な
る
立
法
府
や
執
政
府
は
権
力
を
不
当
に
制
限
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る

か
ら
で
あ
る
。

立
憲
主
義
と
民
主
主
義
に
関
連
し
て
、
も
う
一
つ
大
切
な
こ
と
が
あ
る
。
世
界
の
た
い
て
い
の
国
に
は
憲
法
が
あ
り
、
立
憲
主
義
が
あ

る
程
度
実
現
さ
れ
て
い
る
。
先
進
民
主
主
義
国
で
は
、
す
で
に
民
主
主
義
が
根
づ
い
て
お
り
、
立
憲
主
義
と
正
面
衝
突
し
て
も
、
民
主
主

義
は
崩
壊
し
な
い
。
と
こ
ろ
が
多
く
の
国
で
は
、
民
主
主
義
は
実
現
し
て
い
な
い
。
途
上
国
政
治
研
究
で
、
民
主
化
が
主
た
る
ト
ピ
ッ
ク

に
な
る
の
は
、
民
主
化
し
て
い
な
い
国
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
経
済
好
調
な
東
ア
ジ
ア
に
限
っ
て
見
れ
ば
、
二
〇
一
六
年
時
点
で
は
、
中

華
人
民
共
和
国
、
北
朝
鮮
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
、
ラ
オ
ス
、
タ
イ
、
ブ
ル
ネ
イ
と
い
っ
た
国
で
は
国
政
選
挙
が
実
施
さ
れ
て
お
ら
ず
民
選
議
員

が
存
在
し
な
い
。
加
え
て
、
競
争
的
権
威
主
義
体
制
の
例
に
漏
れ
ず
、
選
挙
が
実
施
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
れ
が
自
由
で
も
公
平
で
も
な
い

（
一
五
七
五
）
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国
が
少
な
く
な
い
。
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
が
そ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
民
主
主
義
と
は
無
縁
な
国
、
民
主
化
途

上
の
国
が
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。
民
主
主
義
な
き
司
法
化
は
権
威
主
義
体
制
の
強
化
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
国
で
ま
ず
必
要
な

の
は
民
主
化
で
あ
ろ
う
。

（
二
）
三
つ
の
実
証
研
究

本
節
で
は
、
司
法
化
と
民
主
化
の
関
係
に
関
す
る
三
つ
の
代
表
的
な
先
行
研
究
を
紹
介
し
た
い
。
二
つ
は
、
司
法
化
が
民
主
化
に
付
随

す
る
理
由
を
、
旧
エ
リ
ー
ト
の
権
益
保
護
に
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
ひ
と
つ
は
ギ
ン
ズ
バ
ー
グ
の
「
保
険
モ
デ
ル
」、
も
う
ひ
と
つ
は

ハ
ー
シ
ュ
ル
の
「
覇
権
維
持
モ
デ
ル
」
で
あ
る
。
三
つ
め
は
、
多
民
族
社
会
で
民
主
化
後
最
初
の
選
挙
だ
け
で
は
な
く
二
度
目
以
後
も
自

由
で
公
平
な
選
挙
を
可
能
に
す
る
鍵
は
立
憲
主
義
だ
と
主
張
す
る
ア
イ
サ
チ
ャ
ロ
フ
の
「
脆
い
民
主
主
義
」
論
で
あ
る
。

第
一
に
、
ギ
ン
ズ
バ
ー
グ
に
よ
れ
ば
、
憲
法
起
草
当
時
の
権
力
者
が
、
選
挙
に
負
け
て
権
力
を
失
う
可
能
性
を
認
識
し
て
い
れ
ば
、
政

治
的
保
険
と
し
て
違
憲
審
査
を
強
化
し
よ
う
と
す
る
。「
違
憲
審
査
は
、
立
法
府
に
お
け
る
敗
者
が
紛
争
を
裁
判
所
に
持
ち
込
む
よ
う
に

促
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
敗
者
が
憲
法
秩
序
体
制
に
忠
実
で
あ
り
続
け
る
可
能
性
を
高
め
る
。」「
違
憲
審
査
は
民
主
主
義
に
と
っ
て
の
基

本
的
な
価
値
を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
、
権
威
主
義
体
制
の
過
去
と
の
断
絶
を
記
す
。
新
し
い
指
導
者
を
、
過
去
の
指
導
者
に
は
な
か
っ

た
よ
う
な
方
法
で
拘
束
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
違
憲
審
査
は
正
義
と
法
に
関
す
る
新
し
い
考
え
方
を
表
現
し
構
成
す
る
」（G

insburg 

2003

）。
ギ
ン
ズ
バ
ー
グ
は
二
〇
〇
三
年
の
著
書
で
は
、
違
憲
審
査
と
民
主
主
義
の
共
存
共
栄
と
い
う
楽
観
的
な
考
え
方
を
表
明
し
て
い

た
。
し
か
し
、
彼
は
権
威
主
義
体
制
に
お
け
る
裁
判
所
を
考
察
し
た
二
〇
〇
八
年
の
共
著
で
は
、
政
治
の
司
法
化
は
民
主
主
義
体
制
で
も

権
威
主
義
体
制
で
も
生
じ
る
と
述
べ
る
。
権
威
主
義
体
制
で
は
、
支
配
を
温
存
す
る
た
め
に
司
法
化
が
進
め
ら
れ
る

（
1
）（G

insburg and 

M
oustafa 2008

）。

（
一
五
七
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五

第
二
に
、
ハ
ー
シ
ュ
ル
に
よ
る
と
、「
裁
判
所
が
政
治
制
度
で
あ
る
こ
と
を
よ
り
強
く
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
年
の
政
治
学
者

は
、
違
憲
審
査
は
政
治
的
に
構
築
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
民
選
政
治
家
に
は
憲
法
裁
判
所
を
強
化
す
る
政
治
的
政
策
的
理
由
が
あ
る
と
主

張
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。」「
具
体
的
な
政
治
権
力
闘
争
、
エ
リ
ー
ト
と
そ
の
他
の
有
力
者
の
利
害
、
そ
し
て
世
界
観
や
政
策
選

好
の
衝
突
が
、
純
粋
政
治
の
司
法
化
の
主
た
る
触
媒
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
政
治
が
司
法
に
対
し
て
示
す
打
算
的
な
尊
重
、
そ
し
て
政
治

的
に
抜
け
目
の
な
い
司
法
の
行
動
が
、
こ
こ
で
の
爆
発
の
化
学
式
で
あ
る
」（H

irschl 2008a: 97

）。「
政
治
権
力
を
失
う
こ
と
を
懸
念
す

る
有
力
な
社
会
政
治
集
団
は
、
覇
権
維
持
の
機
略
と
し
て
、
純
粋
政
治
の
司
法
化
を
支
持
し
、
よ
り
一
般
的
に
は
違
憲
審
査
を
確
立
し
、

憲
法
裁
判
所
の
権
限
を
強
化
し
よ
う
と
す
る
か
も
知
れ
な
い
」（H

irschl 2008a: 106-107; 2010:246

も
参
照
）。

第
三
に
、
ア
イ
サ
チ
ャ
ロ
フ
は
、
冷
戦
終
焉
か
ら
二
五
年
が
た
っ
て
も
、
民
主
化
が
順
調
に
進
ん
で
い
な
い
こ
と
を
憂
え
、
打
開
策
と

し
て
憲
法
裁
判
所
の
活
用
を
強
く
主
張
す
る
。
民
主
主
義
は
選
挙
に
基
づ
く
多
数
派
支
配
で
あ
る
。
し
か
し
、
選
挙
だ
け
で
は
十
分
で
は

な
い
。「
選
挙
は
誰
が
多
数
派
で
あ
り
誰
が
少
数
派
な
の
か
を
数
え
上
げ
る
に
す
ぎ
な
い
。
選
挙
そ
の
も
の
は
、
被
治
者
に
対
す
る
勝
者

の
礼
節
や
説
明
責
任
を
保
証
す
る
わ
け
で
は
な
い
。」「
選
挙
は
…
多
数
派
の
暴
政
に
す
ぎ
な
い
も
の
に
、
正
当
性
が
あ
る
か
の
よ
う
な
偽

り
の
雰
囲
気
を
醸
し
出
す
こ
と
が
多
い
」（Issacharoff  2015: 5

）。
民
主
化
の
第
三
の
波
を
経
験
し
て
い
る
諸
国
は
、
言
語
・
民
族
・
宗

教
な
ど
が
多
様
な
多
民
族
社
会
が
多
い
。
そ
う
し
た
分
断
社
会
で
選
挙
政
治
が
始
ま
る
と
、
社
会
の
分
断
を
利
用
し
た
票
の
動
員
合
戦
が

始
ま
り
、
社
会
の
分
断
が
一
段
と
鮮
明
に
な
る
。

「
民
主
主
義
が
う
ま
く
ゆ
く
に
は
、
勝
て
る
能
力
も
負
け
る
能
力
も
必
要
で
あ
る
」（Issaacharoff  2015: 3

）
し
か
し
な
が
ら
、
初
回
の

選
挙
で
勝
利
し
た
勢
力
は
政
権
に
居
座
る
た
め
に
手
を
尽
く
し
、
二
回
目
以
後
は
自
由
で
も
公
平
で
も
な
い
選
挙
し
か
実
施
し
な
い
こ
と

が
多
い
。
こ
の
意
味
で
「
二
回
目
の
選
挙
は
民
主
主
義
の
成
熟
の
リ
ト
マ
ス
試
験
紙
」
で
あ
る
（Issaacharoff  2015: 129

）。

（
一
五
七
七
）
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文
化
的
に
多
様
な
社
会
に
お
け
る
数
字
偏
重
の
民
主
主
義
の
問
題
を
緩
和
す
る
の
が
、
多
極
共
存
主
義
と
立
憲
主
義
で
あ
る
。「
民
主

主
義
が
意
思
決
定
を
多
数
派
に
委
ね
る
の
に
対
し
て
、
立
憲
主
義
は
政
治
の
一
定
の
重
要
な
部
分
を
民
衆
の
直
接
支
配
（
多
数
派
支
配
）

か
ら
除
外
す
る
。」「
民
主
政
治
と
立
憲
的
抑
制
は
緊
張
関
係
に
あ
る
た
め
、
抑
制
を
課
し
う
る
媒
介
機
関
が
必
要
に
な
る
。」
憲
法
を
遵

守
さ
せ
る
た
め
に
、
憲
法
裁
判
所
を
設
置
す
る
か
、
最
高
裁
に
違
憲
審
査
を
行
う
十
分
な
権
力
を
付
与
す
る
か
、
い
ず
れ
か
の
措
置
を
講

じ
て
い
る
（Issaacharoff  2015: 8-9

）。
こ
こ
で
「
厄
介
な
の
は
、
民
主
的
な
権
威
が
も
っ
と
も
乏
し
い
司
法
府
が
、
フ
ォ
ー
マ
ル
な
合
法

性
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
諸
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
選
挙
の
洗
礼
を
受
け
た
政
府
に
対
峙
す
る
と
い
う
点
に
あ
る
」（Issaacharoff  2015: 

275-277

）。
と
は
い
え
、「
立
憲
主
義
は
民
主
主
義
に
と
っ
て
安
全
装
置
で
あ
る
。
し
か
し
、
民
主
主
義
そ
の
も
の
の
代
用
品
で
は
な
い
」

（Issaacharoff  2015: 280

）
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

三　

多
数
決
民
主
主
義
に
挑
む
タ
イ
の
司
法

（
一
）
一
九
九
七
年
憲
法

タ
イ
の
政
治
は
二
一
世
紀
初
頭
に
は
東
南
ア
ジ
ア
で
も
っ
と
も
民
主
的
と
見
な
さ
れ
て
い
た
。
ま
ず
民
主
化
の
大
き
な
見
取
り
図
を
示

し
て
お
こ
う
。
タ
イ
は
一
九
世
紀
に
列
強
の
植
民
地
に
な
る
こ
と
を
免
れ
、
君
主
が
中
央
集
権
化
を
進
め
た
。
一
九
三
二
年
に
革
命
が
勃

発
し
、
憲
法
が
施
行
さ
れ
国
会
が
開
設
さ
れ
て
立
憲
君
主
制
の
時
代
が
始
ま
っ
た
。
そ
の
後
は
、
ク
ー
デ
タ
と
憲
法
改
廃
が
繰
り
返
さ
れ

て
、
軍
事
政
権
の
時
代
が
長
く
続
い
た
。
民
選
議
員
の
首
相
就
任
が
慣
行
上
も
法
制
上
も
定
着
す
る
の
は
一
九
九
二
年
以
後
で
あ
る
。
軍

人
や
官
僚
に
代
わ
っ
て
台
頭
す
る
下
院
議
員
の
権
力
を
抑
制
す
る
こ
と
を
一
つ
の
目
的
と
し
て
、
一
九
九
七
年
に
新
憲
法
が
起
草
さ
れ
た
。

（
一
五
七
八
）
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七

こ
れ
は
三
二
年
か
ら
数
え
て
一
六
番
目
で
あ
り
、
国
民
代
表
が
初
め
て
起
草
に
参
加
し
た
憲
法
で
あ
っ
た
。
九
七
年
憲
法
は
次
の
二
点
に

お
い
て
そ
の
後
の
タ
イ
政
治
に
甚
大
な
影
響
を
与
え
た
。
第
一
に
、
安
定
し
た
内
閣
の
登
場
を
願
っ
て
、
選
挙
制
度
を
不
安
定
な
連
立
政

権
の
主
因
と
な
っ
て
い
た
中
選
挙
区
制
か
ら
二
大
政
党
制
を
生
み
出
し
や
す
い
小
選
挙
区
と
比
例
代
表
制
へ
と
改
革
し
た
。
同
憲
法
下
で

最
初
の
総
選
挙
が
二
〇
〇
一
年
に
実
施
さ
れ
る
と
、
政
治
が
一
変
し
た
。
タ
ッ
ク
シ
ン
が
率
い
る
タ
イ
ラ
ッ
ク
タ
イ
党
（
以
下
で
は

Ｔ
Ｒ
Ｔ
）
が
タ
イ
で
は
前
例
の
な
い
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
選
挙
を
展
開
し
、
富
裕
層
に
も
貧
困
層
に
も
具
体
的
で
魅
力
的
な
公
約
を
提
示
し
た
。

同
党
は
ほ
ぼ
過
半
数
の
議
席
を
獲
得
し
、
安
定
し
た
政
権
が
登
場
し
た
。
同
党
は
公
約
の
多
く
を
実
現
す
る
こ
と
で
、
四
年
後
に
は
下
院

議
席
の
四
分
の
三
を
獲
得
す
る
圧
勝
を
お
さ
め
た
。
有
権
者
の
側
も
、
候
補
者
本
位
か
ら
政
党
本
位
の
投
票
へ
と
変
化
し
、
選
挙
政
治
へ

の
拘
り
を
強
め
た
。

同
憲
法
は
、
第
二
に
、
そ
う
し
た
多
数
決
民
主
主
義
へ
の
抑
制
装
置
と
し
て
司
法
制
度
を
改
革
し
た
。
①
最
高
裁
を
頂
点
と
す
る
司
法

裁
判
所
を
法
務
省
か
ら
切
り
離
し
た
。
そ
れ
ま
で
は
判
事
が
法
務
省
事
務
官
職
に
就
任
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば

一
九
九
二
年
か
ら
九
六
年
に
か
け
て
最
高
裁
長
官
を
務
め
た
判
事
は
事
務
次
官
経
験
者
で
あ
っ
た
。
分
離
は
、
政
党
政
治
家
の
法
務
大
臣

を
司
法
裁
判
所
か
ら
遮
断
す
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
②
裁
判
所
を
一
元
制
か
ら
多
元
制
へ
と
変
更
し
た
。
司
法
裁
判
所
と
は
別
個
に
、
憲

法
裁
判
所
と
行
政
裁
判
所
を
設
置
し
た
。
前
者
は
一
審
制
、
後
者
は
二
審
制
で
あ
る
。
③
政
治
家
が
被
告
と
な
っ
た
刑
事
事
件
を
専
門
に

扱
う
最
高
裁
政
治
家
犯
罪
部
を
設
置
し
た
。
こ
こ
で
は
、
通
常
の
三
審
制
と
は
異
な
り
、
一
審
制
が
採
用
さ
れ
た
。
④
政
治
家
の
不
正
を

監
視･

摘
発
す
る
こ
と
に
主
眼
を
置
い
て
、
汚
職
防
止
取
締
委
員
会
、
選
挙
管
理
委
員
会
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
、
会
計
監
査
委
員
会
が
設
置

さ
れ
た
。
監
視
能
力
を
高
め
る
べ
く
、
予
算
や
人
事
の
独
立
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
た
め
、
独
立
機
関
と
総
称
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、

裁
判
所
と
連
携
し
て
調
査
や
訴
追
を
行
い
、
メ
ン
バ
ー
に
は
判
事
出
身
者
が
多
い
と
い
う
意
味
で
、
広
義
の
司
法
機
関
と
見
な
し
う
る
。

（
一
五
七
九
）
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六
三
八

こ
れ
ら
の
司
法
機
関
は
、
二
〇
〇
六
年
に
突
然
眠
り
か
ら
覚
め
て
、
〇
六
年
、
〇
八
年
、
一
四
年
の
三
度
に
わ
た
っ
て
、
民
選
政
権
の
打

倒
に
決
定
的
な
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
っ
た
。
司
法
は
政
権
を
ど
う
倒
し
た
の
か
（
玉
田2013; 2015b

）。
三
幕
に
わ
け
て
概
観
し
て
み

よ
う
。

（
二
）
第
一
幕

二
〇
〇
五
年
総
選
挙
後
に
は
タ
ッ
ク
シ
ン
首
相
の
汚
職
や
不
敬
を
批
判
す
る
声
が
あ
が
る
よ
う
に
な
り
、
同
年
末
に
は
黄
シ
ャ
ツ
を
着

用
し
国
王
に
首
相
更
迭
を
請
願
す
る
デ
モ
隊
（
Ｐ
Ａ
Ｄ
）
が
登
場
し
た
。
反
政
府
集
会
の
勢
い
が
増
す
と
、
首
相
は
〇
六
年
二
月
に
国
会

を
解
散
し
、
四
月
二
日
に
総
選
挙
を
予
定
し
た
。
野
党
の
ボ
イ
コ
ッ
ト
で
選
挙
が
混
乱
し
た
。
①
無
所
属
議
員
禁
止
、
②
政
党
の
公
認
を

得
る
に
は
国
会
解
散
以
前
か
ら
党
員
で
あ
る
こ
と
、
③
立
候
補
者
一
名
の
選
挙
区
で
当
選
す
る
に
は
有
権
者
総
数
の
二
割
以
上
の
得
票
が

必
要
、
④
一
選
挙
区
で
同
一
政
党
に
よ
る
複
数
候
補
者
擁
立
禁
止
、
⑤
一
カ
月
以
内
に
当
選
者
確
定
、
と
い
っ
た
法
律
上
の
縛
り
が
あ
っ

た
。
与
党
候
補
は
野
党
支
持
が
厚
い
選
挙
区
で
は
当
選
ラ
イ
ン
の
得
票
を
得
る
こ
と
が
難
し
く
、
初
回
の
投
票
で
は
四
〇
選
挙
区
で
当
選

者
が
確
定
し
な
か
っ
た
。
四
月
二
三
日
に
二
回
目
の
投
票
が
実
施
さ
れ
、
そ
れ
で
も
確
定
し
な
か
っ
た
一
四
議
席
を
め
ぐ
る
三
回
目
の
投

票
が
四
月
二
九
日
に
予
定
さ
れ
た
。
そ
の
矢
先
の
四
月
二
五
日
に
、
就
任
宣
誓
の
た
め
に
拝
謁
し
た
最
高
裁
と
憲
法
裁
の
判
事
へ
の
訓
示

で
、
国
王
は
進
退
を
か
け
て
事
態
を
打
開
す
る
よ
う
厳
命
し
た
。
こ
の
訓
示
は
放
送
メ
デ
ィ
ア
や
活
字
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
国
民
へ
の
周

知
が
図
ら
れ
た

（
2
）

。

四
月
二
八
日
に
は
、
行
制
裁
が
翌
日
の
投
票
を
差
し
止
め
た
。
続
い
て
、
五
月
八
日
に
憲
法
裁
が
総
選
挙
違
憲
無
効
判
決
を
下
し
た
。

訴
状
の
論
点
は
、
①
解
散
か
ら
選
挙
ま
で
の
日
数
が
少
な
す
ぎ
る
、
②
選
管
は
投
票
の
秘
密
を
守
ら
な
か
っ
た
、
③
選
管
は
与
党
が
泡
沫

政
党
を
雇
っ
て
候
補
者
を
擁
立
さ
せ
る
の
を
放
任
し
た
、
④
選
管
は
全
会
一
致
で
決
定
を
下
し
て
い
な
い
、
の
四
点
で
あ
っ
た
。
裁
判
所

（
一
五
八
〇
）
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六
三
九

は
③
と
④
に
つ
い
て
は
判
断
せ
ず
、
最
初
の
二
点
を
根
拠
と
し
て
違
憲
と
判
断
し
た
。
①
に
つ
い
て
は
、
立
候
補
者
一
名
の
選
挙
区
が
多

い
、
与
党
が
圧
勝
、
泡
沫
政
党
が
議
席
獲
得
、
比
例
区
に
欠
員
と
い
っ
た
異
常
さ
を
羅
列
し
て
、
選
挙
が
公
平
で
も
民
主
的
で
も
な
か
っ

た
と
指
摘
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
重
要
な
こ
と
に
、
訴
因
と
な
っ
た
日
数
と
の
因
果
関
係
へ
の
言
及
は
な
か
っ
た

（
3
）

。
②
に
つ
い
て
は
、
投
票

用
紙
記
入
台
の
向
き
を
一
八
〇
度
回
転
し
て
投
票
所
立
会
人
に
背
を
向
け
る
方
式
に
変
更
し
た
結
果
、
覗
き
見
可
能
と
な
り
投
票
の
秘
密

を
守
れ
な
く
な
っ
た
の
で
違
憲
と
判
断
し
た
。
日
本
な
ど
多
く
の
国
と
同
じ
方
式
で
あ
り
、
タ
イ
で
も
〇
五
年
の
統
一
地
方
選
か
ら
導
入

さ
れ
て
い
た
。
実
質
的
に
は
こ
れ
が
違
憲
判
断
の
唯
一
の
根
拠
で
あ
っ
た
。

選
挙
の
完
遂
に
こ
だ
わ
り
、
辞
職
勧
告
の
受
入
を
拒
ん
で
い
た
選
管
に
、
首
都
地
裁
は
七
月
二
四
日
に
懲
役
四
年
の
実
刑
判
決
を
下
し
、

異
例
な
こ
と
に
保
釈
を
認
め
ず
収
監
す
る
こ
と
で
、
失
職
に
追
い
込
ん
だ
。
直
前
の
一
六
日
に
最
高
裁
と
行
政
裁
の
長
官
が
会
談
し
、
選

管
更
迭
を
確
認
済
み
で
あ
っ
た
。
九
月
に
判
事
四
名
を
含
む
後
任
の
選
管
五
名
が
任
命
さ
れ
た
も
の
の
、
選
挙
で
は
タ
ッ
ク
シ
ン
派
の
勝

利
が
確
実
な
た
め
、
九
月
一
九
日
に
軍
隊
が
ク
ー
デ
タ
を
決
行
し
、
政
権
を
崩
壊
へ
追
い
込
ん
だ
。

（
三
）
第
二
幕

軍
事
政
権
下
の
二
〇
〇
七
年
五
月
に
、
憲
法
裁

（
4
）

は
〇
六
年
四
月
に
選
挙
違
反
に
よ
っ
て
不
当
に
国
家
権
力
奪
取
を
企
て
た
と
い
う
理
由

で
Ｔ
Ｒ
Ｔ
を
解
党
し
た
。
同
時
に
、
不
利
益
処
分
に
は
遡
及
効
が
な
い
と
い
う
一
般
原
則
な
ら
び
に
タ
イ
の
判
例
を
無
視
し
て
、
ク
ー
デ

タ
後
の
命
令
に
基
づ
い
て
同
党
役
員
一
一
一
名
に
五
年
間
の
政
治
職
追
放
処
分
を
下
し
た
。
し
か
も
、
タ
ッ
ク
シ
ン
の
資
産
を
凍
結
し
、

タ
ッ
ク
シ
ン
復
活
阻
止
に
主
眼
を
お
く
二
〇
〇
七
年
憲
法
で
選
挙
制
度
を
中
選
挙
区
制
に
戻
し
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
〇
七
年

一
二
月
総
選
挙
で
は
、
Ｔ
Ｒ
Ｔ
の
後
継
政
党
（
Ｐ
Ｐ
Ｐ
）
が
勝
利
し
、
新
た
に
党
首
に
迎
え
ら
れ
た
サ
マ
ッ
ク
が
首
相
に
就
任
し
た
。

サ
マ
ッ
ク
政
権
の
外
務
大
臣
は
二
〇
〇
八
年
六
月
一
九
日
に
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
が
タ
イ
国
境
に
位
置
す
る
寺
院
の
世
界
遺
産
登
録
を
申
請

（
一
五
八
一
）
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六
四
〇

す
る
こ
と
を
認
め
る
共
同
宣
言
に
署
名
し
た
。
政
府
は
批
准
が
必
要
な
条
約
と
見
な
さ
ず
国
会
で
承
認
を
求
め
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

Ｐ
Ａ
Ｄ
は
領
土
喪
失
に
つ
な
が
る
と
主
張
し
、
行
政
裁
判
所
に
訴
え
た
。
行
政
裁
は
六
月
二
七
日
に
差
し
止
め
を
命
令
し
た
。
著
名
な
公

法
学
者

（
5
）

は
、
批
准
が
必
要
と
し
な
が
ら
も
、
行
政
裁
に
は
管
轄
権
が
な
い
と
指
摘
し
、
上
級
審
に
棄
却
を
求
め
た
。
上
級
審
が
棄
却
判
決

を
用
意
す
る
と
、
行
政
裁
長
官
が
担
当
判
事
を
交
代
さ
せ
、
一
審
を
支
持
す
る
判
決
を
出
さ
せ
た
（P

uangthong, 2013: 68; L
okw

anni, 

2013: 112-113

）。
他
方
、
憲
法
裁
は
国
会
議
長
か
ら
判
断
を
求
め
ら
れ
る
と
、
七
月
八
日
に
、「
国
境
を
変
更
す
る
こ
と
に
な
る
か
も
し

れ
な
い
」（
傍
線
は
引
用
者
）
か
ら
批
准
が
必
要
で
あ
っ
た
と
い
う
理
由
で
違
憲
と
判
断
し
た
。
風
が
吹
け
ば
桶
屋
が
儲
か
る
と
い
う
よ
う

な
こ
じ
つ
け
に
反
発
す
る
も
の
が
少
な
く
な
か
っ
た

（
6
）

。

Ｐ
Ａ
Ｄ
デ
モ
隊
が
八
月
二
六
日
か
ら
首
相
府
を
占
拠
す
る
中
、
憲
法
裁
は
九
月
九
日
に
首
相
失
職
判
決
を
下
し
た
。
首
相
が
料
理
番
組

に
出
演
し
て
報
酬
を
受
け
取
っ
た
の
は
「
従
業
員
」
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
憲
法
が
禁
止
す
る
利
益
相
反
規
定
に
抵
触
す
る
と

い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
民
商
法
、
税
法
、
労
働
法
な
ど
に
共
通
す
る
「
従
業
員
」
の
解
釈
と
異
な
る
と
い
う
批
判
に
対
し
て
は
、
憲
法
は

最
高
法
規
で
あ
り
、
ほ
か
の
法
律
と
同
じ
解
釈
を
す
る
必
要
が
な
い
と
主
張
し
た
。
Ｐ
Ａ
Ｄ
が
一
一
月
二
五
日
か
ら
首
都
の
国
際
空
港
を

占
拠
す
る
中
、
一
二
月
二
日
に
憲
法
裁
は
与
党
Ｐ
Ｐ
Ｐ
の
解
党
を
命
じ
た
。
二
〇
〇
七
年
憲
法
で
新
た
に
解
党
事
由
に
加
え
ら
れ
た
党
幹

部
の
選
挙
違
反
が
理
由
で
あ
っ
た
。
解
党
で
首
相
が
議
員
資
格
を
失
っ
て
政
権
は
崩
壊
し
た
。
解
党
で
移
籍
が
自
由
に
な
っ
た
議
員
の
説

得
に
陸
軍
幹
部
が
乗
り
出
し
、
Ｐ
Ｐ
Ｐ
議
員
三
三
名
が
野
党
民
主
党
支
持
に
転
じ
た
た
め
、
政
権
交
代
が
実
現
し
た
。

（
四
）
第
三
幕

民
主
党
政
権
は
二
〇
一
一
年
の
任
期
満
了
が
近
く
な
る
と
憲
法
を
改
正
し
て
選
挙
制
度
を
見
直
し
た
。
民
主
党
に
有
利
に
な
る
よ
う
、

比
例
区
の
定
員
を
増
や
す
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
同
年
七
月
の
総
選
挙
で
は
、
タ
ッ
ク
シ
ン
派
の
後
継
政
党
プ
ア
タ
イ
党
が
大
差
で

（
一
五
八
二
）



タ
イ
に
お
け
る
政
治
の
司
法
化
と
脱
民
主
化
（
玉
田
）

六
四
一

勝
利
し
、
タ
ッ
ク
シ
ン
の
妹
イ
ン
ラ
ッ
ク
が
首
相
に
就
任
し
た
。

1　

憲
法
改
正
違
憲
判
決

イ
ン
ラ
ッ
ク
政
権
は
二
〇
〇
七
年
憲
法
の
全
面
改
正
に
乗
り
出
し
た
。
一
二
年
に
は
憲
法
改
正
の
手
続
き
を
定
め
る
憲
法
二
九
一
条
改

正
案
の
可
決
を
目
指
し
た
。
国
会
審
議
が
終
わ
り
、
採
決
を
待
つ
だ
け
に
な
っ
た
六
月
一
日
に
、
憲
法
裁
は
憲
法
六
八
条
に
抵
触
す
る

（
体
制
転
覆
の
）
疑
い
が
あ
る
と
い
う
理
由
で
採
決
を
差
し
止
め
、
続
い
て
七
月
一
三
日
に
、
六
八
条
に
違
反
し
な
い
、
全
面
改
正
に
は
国

民
投
票
が
必
要
、
個
別
条
文
の
改
正
な
ら
可
能
と
い
う
判
決
を
下
し
た

（
7
）

。
こ
の
判
決
を
受
け
て
、
国
会
は
翌
年
に
な
っ
て
個
別
の
改
正
に

乗
り
出
し
、
上
院
改
革
と
条
約
批
准
条
件
見
直
し
の
二
点
の
改
正
案
を
可
決
し
た
。

憲
法
裁
は
二
〇
一
三
年
一
一
月
二
〇
日
に
、
〇
七
年
憲
法
で
民
選
・
非
民
選
が
ほ
ぼ
同
数
と
な
っ
て
い
た
上
院
議
員
全
員
を
九
七
年
憲

法
と
同
様
な
民
選
に
戻
す
改
正
案
に
つ
い
て
は
、
起
草
手
続
き

（
8
）

と
改
正
内
容
の
双
方
に
お
い
て
憲
法
に
抵
触
し
て
い
る
と
い
う
判
決
を
下

し
た
。
内
容
に
つ
い
て
は
、
上
院
議
員
を
す
べ
て
民
選
に
す
る
と
、
下
院
議
員
の
親
族
が
増
え
て
下
院
へ
の
抑
制
均
衡
機
能
を
果
た
せ
な

く
な
り
、
六
八
条
が
禁
止
す
る
憲
法
に
違
反
し
た
方
法
に
よ
る
権
力
獲
得
の
機
会
を
準
備
す
る
こ
と
に
な
り
、
違
憲
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

次
に
、
条
約
の
国
会
批
准
に
関
連
す
る
改
正
案
は
一
三
年
一
一
月
四
日
に
可
決
さ
れ
た
。
憲
法
裁
は
一
四
年
一
月
八
日
に
、
①
審
議
を
尽

く
し
て
い
な
い
、
②
立
法
府
を
弱
体
化
し
抑
制
均
衡
を
崩
す
と
い
う
二
つ
の
理
由
に
よ
り
、
憲
法
六
八
条
に
抵
触
す
る
と
し
て
違
憲
判
決

を
下
し
た
。
判
決
は
さ
ら
に
、
国
民
主
権
や
法
治
主
義
に
反
し
て
お
り
、
憲
法
一
二
二
条
の
議
員
が
国
民
代
表
と
し
て
行
動
す
る
と
い
う

原
則
に
も
反
し
て
い
る
と
も
指
摘
し
た
。

こ
れ
ら
の
違
憲
判
決
に
は
批
判
が
相
次
い
だ
。
第
一
に
、
違
憲
判
断
の
根
拠
と
さ
れ
る
六
八
条
は
憲
法
の
「
第
三
章
国
民
の
権
利
と
自

由
」
に
置
か
れ
て
い
て
、
個
人
が
権
利
や
自
由
を
統
治
体
制
の
打
倒
や
違
憲
な
方
法
に
よ
る
権
力
獲
得
に
用
い
る
こ
と
を
禁
止
す
る
規
定

（
一
五
八
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

六
四
二

で
あ
り
、
国
会
の
職
務
権
限
に
は
適
用
で
き
な
い
（S

om
lak 2013; E

kkachai 2013

）。
第
二
に
、
憲
法
は
国
会
に
憲
法
改
正
権
限
を
認
め

て
お
り
（
二
九
一
条
お
よ
び
一
三
六
条
）、
改
正
を
禁
じ
る
の
は
国
家
の
体
制
と
形
態
の
変
更
の
二
点
の
み
で
あ
っ
て
、
上
院
や
条
約
批
准

の
見
直
し
は
該
当
し
な
い
。
第
三
に
、
六
八
条
違
反
は
検
察
を
通
じ
て
起
訴
す
る
と
憲
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
ず

れ
も
検
察
を
通
し
て
い
な
い
の
で
憲
法
裁
は
受
理
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
裁
判
所
は
憲
法
改
正
が
少
数
意
見
を
無

視
し
た
多
数
派
の
横
暴
で
あ
っ
て
、
多
数
決
で
は
覆
せ
な
い
法
の
支
配
の
原
則
に
違
反
し
て
い
る
の
で
、
憲
法
裁
判
所
は
受
理
し
う
る
と

述
べ
た
。

2　

総
選
挙
無
効
判
決

イ
ン
ラ
ッ
ク
政
権
は
反
政
府
デ
モ
の
盛
り
上
が
り
に
直
面
し
て
、
二
〇
一
三
年
一
二
月
九
日
に
国
会
を
解
散
し
、
二
月
二
日
に
総
選
挙

を
実
施
す
る
こ
と
に
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
反
政
府
デ
モ
隊
は
選
挙
先
送
り
を
要
求
し
、
立
候
補
届
出
や
投
票
を
妨
害
し
た
。
南
部
の
二
八

選
挙
区
で
は
、
届
出
を
受
理
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
候
補
者
が
不
在
と
な
っ
た
。
内
外
の
有
権
者
二
千
万
人
以
上
が
投
票
し
、
投
票
率
は

四
八
％
で
あ
っ
た
（
玉
田2016a

）。
憲
法
裁
は
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
か
ら
の
訴
え
を
受
理
し
、
三
月
二
一
日
に
総
選
挙
無
効
判
決
を
下
し
た
。

第
一
に
、
二
八
選
挙
区
で
日
を
改
め
て
選
挙
を
実
施
す
る
の
は
、
選
挙
を
同
一
日
に
実
施
す
べ
き
と
い
う
憲
法
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
、

そ
れ
ゆ
え
第
二
に
、
選
挙
実
施
政
令
の
う
ち
選
挙
の
日
程
を
二
月
二
日
と
定
め
た
部
分
だ
け
が
憲
法
違
反
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
選
挙
は

無
効
な
が
ら
、
国
会
解
散
は
有
効
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
与
党
議
員
や
学
者
が
批
判
を
浴
び
せ
た
。
①
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
に
は
総
選
挙
無
効
確
認
を
求
め
る
権
限
が
な
く
、
憲
法
裁

は
訴
え
を
退
け
る
べ
き
で
あ
る
。
②
憲
法
は
総
選
挙
を
全
国
で
同
日
に
実
施
す
べ
き
と
は
規
定
し
て
い
な
い
。
政
令
で
二
月
二
日
に
実
施

と
決
め
た
こ
と
も
憲
法
が
定
め
る
条
件
に
か
な
っ
て
お
り
合
憲
で
あ
る
。
事
後
の
妨
害
行
為
か
ら
憲
法
違
反
と
す
る
の
は
本
末
転
倒
で
あ

（
一
五
八
四
）



タ
イ
に
お
け
る
政
治
の
司
法
化
と
脱
民
主
化
（
玉
田
）

六
四
三

る
。
③
二
八
選
挙
区
で
再
選
挙
を
す
れ
ば
済
む
こ
と
で
あ
り
、
残
る
三
四
七
の
選
挙
区
な
ら
び
に
世
界
中
の
在
外
公
館
で
実
施
さ
れ
た
投

票
を
無
効
と
す
る
必
要
は
な
い
。
妨
害
者
の
肩
を
持
ち
、
投
票
し
た
者
の
権
利
を
侵
害
す
る
不
当
判
決
で
あ
る
。
④
こ
の
判
決
を
受
け
入

れ
る
な
ら
ば
、
今
後
も
、
ど
こ
か
一
つ
選
挙
区
で
立
候
補
や
投
票
を
妨
害
す
れ
ば
、
総
選
挙
は
無
効
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

3　

首
相
失
職
判
決

国
家
安
全
保
障
会
議
（
Ｎ
Ｓ
Ｃ
）
事
務
局
長
タ
ウ
ィ
ン
は
、
イ
ン
ラ
ッ
ク
政
権
発
足
直
後
の
二
〇
一
一
年
九
月
初
旬
に
首
相
府
顧
問
へ

の
異
動
を
命
じ
ら
れ
た
。
タ
ウ
ィ
ン
が
一
二
年
四
月
に
取
り
消
し
を
求
め
て
訴
訟
を
起
こ
す
と
、
行
政
裁
は
一
四
年
三
月
七
日
に
、
異
動

理
由
の
説
明
が
な
か
っ
た
の
で
違
法
と
い
う
判
決
を
下
し
た
。
そ
れ
を
受
け
て
即
刻
、
任
命
上
院
議
員
が
異
動
を
決
め
た
内
閣
の
更
迭
を

求
め
て
憲
法
裁
に
訴
え
た
。
憲
法
裁
は
四
月
二
日
に
訴
え
を
受
理
し
、
五
月
七
日
に
判
決
を
下
し
た
。
そ
れ
は
、
タ
ウ
ィ
ン
の
異
動
は
そ

の
転
出
で
空
い
た
Ｎ
Ｓ
Ｃ
の
ポ
ス
ト
に
一
一
年
一
〇
月
に
警
察
長
官
を
転
任
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
空
い
た
警
察
長
官
に
首
相
の
義
兄
を

任
命
す
る
た
め
の
工
作
で
あ
っ
た
と
断
じ
て
、
違
憲
の
利
益
相
反
行
為
と
認
定
し
、
一
一
年
九
月
当
時
の
閣
僚
の
う
ち
判
決
時
の
第
五
次

内
閣
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
一
〇
名
を
失
職
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
判
決
も
批
判
を
招
い
た
。
①
一
二
月
の
国
会
解
散
で
選
挙
管
理
内
閣
に
な
っ
て
い
る
閣
僚
は
す
で
に
失
職
し
て
い
る
の
で
重
ね
て

失
職
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
②
仮
に
失
職
対
象
に
な
る
と
し
て
も
、
該
当
す
る
の
は
二
〇
一
一
年
九
月
当
時
の
閣
僚
ポ
ス
ト
で
あ
り
、

閣
僚
自
身
で
は
な
い
。
第
一
次
内
閣
と
第
五
次
内
閣
で
同
じ
ポ
ス
ト
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
も
の
は
二
名
し
か
い
な
い
。
判
決
通
り
な
ら
ば
、

違
法
な
人
事
異
動
の
決
定
に
加
わ
っ
た
段
階
で
、
当
該
人
物
は
そ
の
後
の
入
閣
資
格
を
失
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
憲
法

二
六
六
条
に
よ
る
と
、
憲
法
裁
は
失
職
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
て
も
、
閣
僚
就
任
権
を
剥
奪
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
憲
法
に
違
反
し
た
判

決
で
あ
る
（P

rachathai 2014

）。
③
裁
判
所
は
、
首
相
の
親
族
だ
か
ら
利
益
相
反
と
自
動
的
に
即
断
し
、
当
該
人
物
に
就
任
の
適
格
性
が

（
一
五
八
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

六
四
四

あ
る
か
ど
う
か
の
判
断
を
い
っ
さ
い
し
な
か
っ
た
。
義
兄
は
副
長
官
中
の
序
列
が
二
〇
〇
九
年
に
は
第
一
位
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
必
ず

し
も
不
当
な
縁
故
人
事
と
は
い
え
な
い

（
9
）

。

四　

お
わ
り
に

タ
イ
で
は
、
司
法
化
は
二
〇
〇
六
年
四
月
に
始
ま
り
、
一
〇
年
後
に
も
進
行
中
で
あ
る
（
玉
田2015a

）。
立
憲
民
主
主
義
や
司
法
積
極

主
義
を
強
く
支
持
す
る
研
究
者
ア
イ
サ
チ
ャ
ロ
フ
は
、
憲
法
裁
判
所
が
立
憲
民
主
主
義
の
確
立
や
維
持
の
た
め
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し

て
き
た
南
ア
フ
リ
カ
、
イ
ン
ド
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
な
ど
の
事
例
を
紹
介
し
た
後
、
二
〇
一
三
年
の
タ
イ
に
お
け
る
憲
法
改
正
に
言
及
す
る
。

彼
は
、
国
会
に
よ
る
憲
法
改
正
に
、
憲
法
裁
判
所
が
違
憲
判
断
を
下
す
こ
と
自
体
に
は
反
対
し
な
い
。
し
か
し
、
任
命
の
上
院
を
民
選
に

変
更
す
る
憲
法
改
正
に
つ
い
て
は
、「
立
法
府
を
任
命
制
に
と
ど
め
て
お
く
こ
と
を
支
持
す
る
民
主
主
義
運
動
は
、
ア
メ
リ
カ
のT

ea 

party

以
外
に
は
、
想
像
し
が
た
い
。」「
憲
法
秩
序
へ
の
根
本
的
攻
撃
と
い
え
る
明
白
な
特
徴
が
な
く
、
手
続
き
上
も
問
題
が
な
い
憲
法

改
正
を
阻
止
し
う
る
よ
う
な
憲
法
上
の
原
則
が
存
在
す
る
の
か
ど
う
か
が
問
題
に
な
る
」（Issacharoff  2015: 266

）。
彼
に
よ
る
と
、
裁

判
所
は
対
立
の
一
方
当
事
者
と
明
ら
か
に
同
盟
し
、
非
司
法
目
的
に
司
法
判
断
を
用
い
た
。
司
法
が
二
〇
一
四
年
軍
事
ク
ー
デ
タ
の
先
導

役
に
な
っ
た
こ
と
は
否
定
し
が
た
い
（Issacharoff  2015: 267,275
）。

タ
イ
に
お
け
る
司
法
化
は
、
選
挙
で
勝
利
し
て
政
権
を
握
る
多
数
派
の
暴
政
を
批
判
し
つ
つ
、
実
際
に
は
少
数
派
の
暴
政
を
実
現
し
よ

う
と
す
る
勢
力
に
荷
担
し
て
き
た
。
第
一
に
、
司
法
化
は
タ
ッ
ク
シ
ン
派
政
権
の
打
倒
に
利
用
さ
れ
て
き
た
。
同
派
は
二
〇
〇
一
年
以
後

の
国
政
選
挙
で
全
勝
し
て
い
る
が
、
〇
六
年
か
ら
〇
七
年
、
〇
八
年
か
ら
一
一
年
、
そ
し
て
一
四
年
以
後
は
野
に
お
か
れ
た
。
裁
判
所
が
、

（
一
五
八
六
）



タ
イ
に
お
け
る
政
治
の
司
法
化
と
脱
民
主
化
（
玉
田
）

六
四
五

デ
モ
隊
や
軍
隊
と
連
携
し
て
政
権
を
打
倒
し
た
か
ら
で
あ
る
。

第
二
に
、
司
法
化
の
根
拠
と
な
る
憲
法
は
、
ご
都
合
主
義
で
書
き
換
え
ら
れ
て
き
た
。
二
〇
〇
七
年
に
も
一
六
年
に
も
、
主
眼
は
政
党

政
治
家
の
権
力
を
抑
制
・
統
制
す
る
こ
と
に
あ
り
、
国
民
代
表
を
蚊
帳
の
外
に
置
い
て
、
新
憲
法
の
起
草
が
行
わ
れ
た
。
一
目
瞭
然
な
の

は
上
院
で
あ
る
。
九
七
年
憲
法
で
は
全
員
が
民
選
で
あ
っ
た
も
の
が
、
〇
七
年
に
は
民
選
・
非
民
選
が
ほ
ぼ
同
数
と
な
り
、
一
六
年
に
は

全
員
が
非
民
選
へ
と
変
更
さ
れ
た
。
一
六
年
憲
法
は
軍
隊
の
政
治
力
温
存
を
狙
っ
て
お
り
、
不
安
定
な
連
立
政
権
の
登
場
を
促
す
選
挙
制

度
、
首
相
の
民
選
議
員
限
定
の
解
除
と
い
っ
た
措
置
に
加
え
て
、
施
行
当
初
の
五
年
間
の
み
適
用
さ
れ
る
経
過
規
定
に
お
い
て
上
院
議
員

の
任
命
権
を
軍
隊
に
付
与
し
、
定
数
を
二
〇
〇
名
か
ら
二
五
〇
名
へ
増
や
し
て
い
る
。

二
〇
〇
七
年
に
も
一
六
年
に
も
憲
法
草
案
を
め
ぐ
る
国
民
投
票
が
実
施
さ
れ
た
。
民
意
を
憲
法
に
反
映
さ
せ
る
た
め
で
は
な
く
、
草
案

の
起
草
過
程
と
内
容
の
非
民
主
性
を
覆
い
隠
す
民
主
的
な
正
当
性
の
衣
を
ま
と
う
た
め
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
一
六
年
に
は
、
そ
れ
ゆ
え
恥

じ
ら
い
な
く
、「
当
初
の
五
年
間
は
上
院
議
員
に
首
班
指
名
選
挙
で
の
投
票
権
を
認
め
て
も
よ
い
か
」
と
い
う
主
旨
の
追
加
質
問
を
、
憲

法
草
案
と
と
も
に
国
民
投
票
に
付
す
こ
と
に
し
た
。
下
院
議
員
は
五
〇
〇
名
な
の
で
、
軍
隊
任
命
の
上
院
議
員
が
両
院
議
員
の
三
分
の
一

を
占
め
て
、
最
大
党
派
と
な
り
、
首
相
選
出
を
強
く
左
右
す
る
可
能
性
が
高
い
。
憲
法
草
案
本
文
に
書
き
込
む
の
で
は
な
く
、
別
添
の
文

書
と
し
て
用
意
し
、
国
民
投
票
に
同
時
に
か
け
る
と
い
う
の
は
姑
息
な
手
法
と
い
う
ほ
か
な
い
（
玉
田2016b; 2016c

）。

第
三
に
、
司
法
化
を
中
心
と
な
っ
て
担
う
憲
法
裁
判
所
は
、
憲
法
条
文
や
判
例
を
無
視
し
た
判
決
を
た
び
た
び
下
し
て
き
た
。
〇
七
年

憲
法
に
関
し
て
い
え
ば
、
民
主
党
政
権
に
よ
る
改
正
に
は
合
憲
判
断
を
下
し
つ
つ
、
タ
ッ
ク
シ
ン
派
に
よ
る
改
正
は
解
党
処
分
に
直
結
す

る
体
制
転
覆
の
疑
い
あ
り
と
し
て
一
度
も
容
認
し
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
憲
法
を
破
棄
す
る
軍
事
ク
ー
デ
タ
と
い
う
立
憲
主
義
へ
の
挑
戦

に
違
憲
判
断
が
下
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、
憲
法
に
基
づ
い
て
設
置
さ
れ
、
憲
法
を
守
る
任
務
を
果
た
す
憲
法
裁
は
、
〇
六
年
ク
ー

（
一
五
八
七
）
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デ
タ
時
に
は
憲
法
破
棄
に
伴
っ
て
廃
止
さ
れ
た
も
の
の
、
一
四
年
ク
ー
デ
タ
後
に
は
廃
止
さ
れ
ず
存
続
し
た
。
根
拠
法
が
な
く
な
っ
て
も
、

多
数
決
民
主
主
義
と
の
戦
い
に
有
用
と
期
待
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
の
憲
法
裁
は
、
一
六
年
の
憲
法
草
案
国
民
投
票
で
は
賛
否
の

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
厳
し
く
規
制
す
る
法
律
に
合
憲
判
断
を
下
し
た
。

二
〇
〇
六
年
以
後
の
タ
イ
で
は
、
憲
法
裁
に
と
ど
ま
ら
ず
、
最
高
裁
や
行
政
裁
も
、
そ
し
て
準
司
法
機
関
（
選
挙
管
理
員
会
、
汚
職
防
止

取
締
委
員
会
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
、
会
計
監
査
委
員
会
）
も
、
中
立
の
審
判
者
で
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
、
対
立
の
一
方
の
当
事
者
に
し
ば
し
ば
荷
担

し
て
き
た
（N

ithi 2012; M
érieau 2016; 

外
山2014; M

cC
argo 2014

）。
司
法
が
果
た
し
て
き
た
役
割
は
、
司
法
権
の
強
化
に
よ
る
少
数
派

の
権
利
の
保
護
（
政
治
の
司
法
化
）
で
は
な
く
、
司
法
の
政
治
利
用
に
よ
っ
て
少
数
派
に
奉
仕
す
る
こ
と
（
司
法
の
政
治
化
）
と
い
え
よ
う
。

そ
れ
は
、
立
憲
主
義
の
防
衛
で
も
民
主
主
義
の
防
衛
で
も
な
く
、
多
数
決
民
主
主
義
か
ら
少
数
派
エ
リ
ー
ト
を
防
衛
す
る
こ
と
で
し
か
な

い
。
そ
れ
は
法
の
支
配
で
は
な
く
、
法
に
よ
る
支
配
で
あ
る
。
司
法
機
関
の
決
定
や
判
断
の
多
く
は
、
政
治
的
な
価
値
判
断
の
表
明
に
過

ぎ
な
い
。
ア
メ
リ
カ
で
教
鞭
を
執
る
タ
イ
人
歴
史
学
者
ト
ン
チ
ャ
イ
は
二
〇
〇
八
年
七
月
に
「IN

Q
U
IS

IT
IO

N

」
と
題
す
る
エ
ッ
セ
イ

を
発
表
し
た
。
共
同
宣
言
違
憲
判
決
の
数
日
後
に
、
タ
イ
語
で
タ
イ
人
読
者
向
け
に
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
被

告
を
異
端
者
と
想
定
し
た
上
で
、
捜
査
、
訴
追
、
裁
判
を
行
い
、
厳
罰
に
い
た
る
異
端
審
問
が
行
わ
れ
て
い
た
と
概
説
す
る
内
容
で
あ
る

（T
hongchai 2008

）。
今
日
の
タ
イ
で
、
有
罪
と
推
定
し
、
理
由
を
こ
じ
つ
け
る
と
い
う
の
は
そ
う
し
た
魔
女
狩
り
と
似
て
い
る
。

最
後
に
、
タ
イ
で
司
法
化
が
始
ま
っ
た
の
は
、
民
主
主
義
の
急
速
な
定
着
へ
の
反
発
が
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
。
首
相
が
総
選
挙
の
結
果

で
決
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
分
岐
点
は
一
九
九
二
年
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
政
治
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
軍
隊
や
官
庁
が
後
景
に

退
き
、
下
院
の
多
数
を
占
め
る
地
方
選
出
議
員
が
前
景
に
登
場
し
て
き
た
。
こ
の
状
況
に
対
応
す
る
た
め
に
政
治
改
革
が
目
指
さ
れ
、

一
九
九
七
年
憲
法
が
起
草
さ
れ
た
。
選
挙
制
度
改
革
を
通
じ
て
安
定
し
た
二
大
政
党
制
を
目
指
し
た
ほ
か
、
都
市
中
間
層
の
声
を
国
政
に

（
一
五
八
八
）
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反
映
さ
せ
や
す
く
す
る
た
め
に
、
国
会
議
員
の
立
候
補
資
格
に
大
卒
以
上
の
学
歴
を
求
め
た
り
、
選
挙
区
議
員
の
入
閣
を
禁
止
し
た
り
し

た
（
玉
田2003: 

4
章
）。
し
か
し
、
予
想
に
反
し
て
、
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
選
挙
が
始
ま
り
、
有
権
者
直
結
で
高
い
人
気
を
誇
る
政
治
指
導
者

が
登
場
し
た
。
有
権
者
は
馴
染
み
の
候
補
者
か
ら
の
金
品
や
便
益
の
提
供
で
は
な
く
、
政
党
の
公
約
に
応
じ
て
政
権
選
択
の
た
め
の
投
票

を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
有
権
者
が
選
挙
の
価
値
を
実
感
し
、
選
挙
へ
の
拘
り
を
強
め
た
た
め
、
民
主
政
治
の
定
着
が
進
ん
だ
。
選
挙
で

勝
て
ず
、
権
益
を
脅
か
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
旧
来
の
政
治
エ
リ
ー
ト
（
軍
隊
、
官
庁
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
、
都
市
中
間
層
な
ど
）
は
、

一
九
九
七
年
憲
法
で
用
意
し
て
お
い
た
司
法
化
の
た
め
の
制
度
を
、
〇
六
年
に
作
動
さ
せ
始
め
た
。
こ
れ
は
、「
法
曹
支
配
」
へ
の
移
行

に
警
鐘
を
鳴
ら
す
ハ
ー
シ
ュ
ル
が
、「
代
議
政
治
に
お
け
る
決
定
を
下
す
諸
制
度
が
、
確
立
さ
れ
た
社
会
サ
ー
ク
ル
（
典
型
的
に
は
富
豪
、

政
治
貴
族
、
専
門
職
業
人
、
都
市
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
）
の
掌
中
に
安
全
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
限
り
、
政
治
家
や
憲
法
理
論
家
は
議
会
主
権
を

も
っ
と
も
神
聖
な
る
民
主
的
価
値
で
あ
る
と
賞
賛
し
た
。」「
と
こ
ろ
が
、
確
立
さ
れ
た
利
害
の
政
治
的
代
表
者
た
ち
が
、（
国
に
よ
っ
て
時

期
は
異
な
る
の
で
あ
る
が
）
そ
れ
ら
の
諸
制
度
へ
の
統
制
力
を
失
い
始
め
る
と
、
彼
ら
は
『
多
数
派
の
暴
政
』
を
心
配
し
始
め
た
。
そ
の
結

果
、
違
憲
審
査
制
を
絶
賛
し
て
採
用
し
、
重
要
な
政
策
決
定
機
能
を
裁
判
所
に
移
し
た
。」（H

irschl 2004: 217

）
と
述
べ
た
こ
と
と
見
事

な
ま
で
に
合
致
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
タ
イ
で
こ
の
ま
ま
司
法
積
極
主
義
が
進
み
、
法
曹
支
配
へ
と
向
か
っ
て
い
く
と
は
限
ら
な
い
。
司

法
に
と
っ
て
都
合
の
よ
い
法
改
正
が
続
け
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
令
や
判
例
を
軽
視
し
た
判
決
を
下
し
て
、
自
ら
の
権
威
や

信
頼
を
損
ね
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

（
1
） 

彼
は
二
〇
一
二
年
の
書
評
論
文
で
は
、
司
法
の
権
限
強
化
や
司
法
の
独
立
が
伝
統
的
に
は
重
視
さ
れ
て
き
た
も
の
の
、
そ
う
し
た
権
限
や
独
立

性
は
地
域
、
時
代
、
争
点
な
ど
に
応
じ
て
大
き
く
異
な
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
よ
り
き
め
細
か
い
実
証
研
究
が
必
要
で
あ
る
と
指
摘
す
る

（
一
五
八
九
）
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（G
insburg 2012

）。

（
2
） 

訓
示
の
全
文
（
和
訳
）
は
（
玉
田2010

）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
3
） 
国
王
が
訓
示
で
、
日
数
が
少
な
く
過
ぎ
た
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
た
の
に
対
し
て
、
国
会
解
散
か
ら
六
〇
日
以
内
に
選
挙
実
施
と
い
う
憲
法
の

規
定
に
反
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

（
4
） 

厳
密
に
い
え
ば
こ
の
憲
法
裁
は
、
二
〇
〇
六
年
ク
ー
デ
タ
で
九
七
年
憲
法
が
破
棄
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
廃
止
さ
れ
た
憲
法
裁
の
代
わ
り
に
設
置

さ
れ
、
最
高
裁
（
六
名
）
と
行
制
裁
（
三
名
）
の
判
事
で
構
成
さ
れ
た
憲
法
判
事
委
員
会
を
指
し
て
い
る
。

（
5
） 

一
九
九
七
年
憲
法
起
草
の
中
心
人
物
の
一
人
で
あ
り
、
二
〇
一
四
年
ク
ー
デ
タ
後
に
も
憲
法
起
草
委
員
長
に
な
っ
た
ボ
ー
ウ
ォ
ー
ン
サ
ッ
ク
で

あ
る
。

（
6
） 

こ
の
事
件
を
担
当
し
、
二
〇
一
一
年
か
ら
一
三
年
ま
で
長
官
を
務
め
た
憲
法
裁
判
事
は
、
批
判
に
次
の
よ
う
に
反
論
し
て
い
る
。「
今
現
在
国

境
を
変
更
す
る
な
ら
ば
国
会
の
同
意
を
得
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、「
将
来
領
土
を
他
国
に
譲
り
渡
す
」
と
取
り
決
め
に
書
か
れ
て
い
れ
ば
、
将

来
の
こ
と
ゆ
え
に
見
直
さ
れ
る
「
か
も
し
れ
な
い
」
し
見
直
さ
れ
な
い
「
か
も
し
れ
な
い
」
か
ら
、
国
会
の
批
准
は
不
要
で
あ
る
と
解
釈
し
て
よ
い

の
か
。
政
府
が
、
国
会
へ
の
通
知
や
国
会
で
の
同
意
を
抜
き
に
し
て
、
領
土
を
将
来
他
国
に
譲
り
渡
す
と
い
う
売
国
的
な
取
り
決
め
を
し
て
も
よ
い

の
か
」（W

asan n.d.: 54

）。
件
の
共
同
宣
言
に
は
国
境
線
の
見
直
し
や
そ
の
可
能
性
に
関
す
る
言
及
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
の
で
、
こ
れ
は
稚
拙

な
言
い
が
か
り
と
い
え
よ
う
。

（
7
） 

審
理
手
続
き
面
で
は
、
こ
の
裁
判
は
改
正
案
可
決
前
の
違
憲
審
査
な
の
で
、
立
法
権
の
侵
害
で
あ
る
。

（
8
） 

手
続
き
に
つ
い
て
は
、
①
二
〇
一
三
年
三
月
二
〇
日
に
提
出
さ
れ
た
改
正
案
の
原
案
と
国
会
の
第
一
読
会
に
提
出
さ
れ
た
改
正
案
の
内
容
が
一

致
し
な
い
。
②
国
会
で
の
審
議
が
始
ま
っ
て
か
ら
一
四
日
目
の
四
月
一
八
日
に
な
っ
て
審
議
日
数
を
一
五
日
間
と
決
め
た
結
果
、
残
り
一
日
と
な
り

時
間
不
足
で
発
言
で
き
な
い
も
の
が
多
数
出
た
。
こ
れ
は
議
事
運
営
規
則
に
違
反
し
て
い
る
。
③
代
理
投
票
を
し
た
下
院
議
員
が
一
名
い
た
。

（
9
） 

義
兄
は
タ
ッ
ク
シ
ン
政
権
時
代
に
警
察
副
長
官
に
任
命
さ
れ
た
。
二
〇
〇
六
年
ク
ー
デ
タ
直
後
に
警
察
を
追
わ
れ
て
首
相
顧
問
へ
左
遷
さ
れ
た
。

〇
八
年
六
月
に
副
長
官
に
復
帰
し
た
も
の
、
同
年
一
二
月
発
足
の
民
主
党
政
権
は
彼
を
嫌
っ
て
年
功
序
列
軽
視
の
長
官
人
事
を
行
っ
た
。

（
一
五
九
〇
）
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『
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憲
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と
憲
法
理
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』
日
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。

今
泉
慎
也. 2008.

「
裁
判
制
度
改
革
：
タ
イ
政
治
の
司
法
化
と
そ
の
限
界
」
玉
田
芳
史
・
船
津
鶴
代
編
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革
1
9
9
1
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2
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』
ア
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六
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│
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一
六
頁
。

今
泉
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也
編. 2012.
『
ア
ジ
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司
法
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三

自
由
改
良
の
時
代
と
救
貧
法
か
ら
の
離
脱

矢　
　

野　
　
　
　
　

聡

1
．
自
由
党
の
社
会
政
策

成
文
憲
法
を
有
し
な
い
イ
ギ
リ
ス
連
合
王
国
は
、
そ
れ
ゆ
え
に
近
代
に
至
っ
て
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
伝
統
を
踏
ま
え
な
が
ら
法
実
証
主
義

の
近
代
的
統
治
体
制
を
整
え
て
い
っ
た
。
社
会
政
策
上
は
、
す
で
に
一
九
世
紀
前
半
の
新
救
貧
法
制
定
時
に
は
、
わ
が
国
で
い
う
と
こ
ろ

の
憲
法
第
二
五
条
第
一
項
の
生
存
権
規
定
が
実
効
性
を
持
っ
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
思
想
は
、
経
済
学
説
か
ら
い
え
ば
賃
金
基
金
説
に
基

づ
い
た
貧
困
層
の
創
出
の
必
然
性
と
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
お
よ
び
イ
ギ
リ
ス
国
教
会
の
思
想
に
特
有
な
質
素
倹
約
に
よ
る
貯
蓄
及
び
勤
労

思
想
の
奨
励
に
よ
る
勤
労
精
神
の
高
揚
が
強
調
さ
れ
た
。
新
救
貧
法
に
特
有
な
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
収
容
の
原
理
や
、
低
位
性
の
原
理
は
、
こ

う
し
た
勤
労
精
神
の
高
揚
と
裏
表
を
な
す
、
む
し
ろ
懲
罰
的
な
政
策
の
道
具
と
し
て
用
い
ら
れ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、

一
八
六
〇
年
代
か
ら
労
働
者
の
状
態
に
関
す
る
楽
観
的
視
点
は
次
第
に
薄
れ
て
、
不
況
と
経
済
循
環
、
そ
し
て
労
働
者
と
り
わ
け
下
層
労

論　

説

（
一
五
九
五
）
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六
五
四

働
者
の
失
業
と
の
関
連
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
さ
ら
に
首
都
ロ
ン
ド
ン
や
ヨ
ー
ク
市
に
お
け
る
貧
困
調
査
の
結
果
、
住
民
の
三
分
の

一
以
上
が
貧
困
状
態
で
あ
る
と
い
う
事
実
が
明
ら
か
に
な
る
に
つ
れ
て
、
議
会
で
は
保
守
党
、
自
由
党
を
問
わ
ず
社
会
政
策
の
遂
行
に
力

を
注
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
。

一
九
〇
一
年
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
主
義
の
繁
栄
の
象
徴
で
あ
る
と
と
も
に
、
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
収
容
に
見
る
貧
民
の
処
遇
の
悲
惨
さ
の
時
代

の
象
徴
で
あ
っ
た
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
女
王
が
逝
去
し
、
イ
ギ
リ
ス
社
会
は
新
た
な
局
面
を
迎
え
た
。
政
治
場
面
で
は
選
挙
法
改
正
に
よ
る
労

働
者
階
級
の
政
治
参
加
の
増
大
と
と
も
に
社
会
政
策
の
改
革
が
保
守
、
自
由
両
党
を
問
わ
ず
共
通
の
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
た
。
二
〇
世
紀

初
頭
の
大
イ
ギ
リ
ス
帝
国
主
義
の
国
策
に
沿
っ
た
対
外
政
策
、
金
融
・
財
政
政
策
及
び
社
会
政
策
は
、
か
つ
て
の
グ
ラ
ッ
ド
ス
ト
ン

（W
illiam

 E
w
art G

ladstone, 1809-1898
）
内
閣
が
謳
歌
し
、
イ
ギ
リ
ス
流
の
理
想
主
義
及
び
楽
観
主
義
を
有
し
て
い
た
自
由
主
義
的
帝
国

主
義
の
政
策
と
は
異
な
っ
て
い
た
。
帝
国
主
義
に
よ
る
世
界
的
植
民
地
化
に
よ
る
収
奪
の
野
望
と
、
イ
ギ
リ
ス
国
内
の
社
会
政
策
が
直
接

に
結
び
つ
い
て
い
た
の
は
南
ア
フ
リ
カ
の
豊
富
な
資
源
を
収
奪
す
る
明
快
な
目
的
を
有
し
て
い
た
ボ
ー
ア
戦
争
（1899-1902

）
の
勃
発
と

展
開
で
あ
っ
た
。
南
半
球
の
厳
し
い
自
然
環
境
と
、
主
に
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
何
代
か
に
わ
た
っ
て
住
み
着
い
た
居
住
者
の
頑
強
な
抵
抗
に
よ

る
南
ア
フ
リ
カ
戦
線
の
苦
戦
の
経
験
で
、
イ
ギ
リ
ス
兵
士
と
し
て
駆
り
出
さ
れ
た
貧
民
の
不
衛
生
・
不
完
全
な
栄
養
状
態
か
ら
起
き
た
体

力
低
下
と
軟
弱
な
兵
士
の
戦
い
ぶ
り
が
政
治
問
題
と
し
て
浮
上
し
た
。
下
層
労
働
者
の
栄
養
改
善
や
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
普
及
、
そ
し

て
基
礎
と
な
る
教
育
や
住
宅
の
供
給
が
「
国
民
的
効
率
（N

ational E
ffi  ciency

）」
の
名
の
も
と
で
左
翼
社
会
主
義
者
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
と

ど
ま
ら
ず
、
保
守
政
党
ま
で
が
行
う
べ
き
社
会
政
策
の
課
題
と
な
っ
て
い
っ
た
。
社
会
政
策
に
つ
い
て
は
、
こ
の
時
代
に
は
普
通
選
挙
法

の
改
正
に
よ
る
労
働
者
階
級
の
政
治
的
影
響
力
の
増
大
と
呼
応
し
な
が
ら
、
い
わ
ゆ
る
自
由
主
義
的
社
会
改
良
の
掛
け
声
と
と
も
に
労
働

者
階
級
や
生
活
困
窮
者
全
体
を
見
通
し
た
国
家
的
社
会
政
策
の
役
割
の
増
大
が
提
唱
さ
れ
た
。
こ
の
近
代
的
国
家
に
よ
る
社
会
政
策
の
遂

（
一
五
九
六
）
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五
五

行
は
、
す
で
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
新
興
工
業
国
ド
イ
ツ
を
は
じ
め
と
し
、
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
も
積
極
的
に
行
わ
れ
、
先
進
国
か
ら
注

目
を
集
め
て
い
た
。
社
会
政
策
で
は
、
公
的
扶
助
政
策
＝
救
貧
政
策
が
そ
れ
ま
で
主
に
地
方
自
治
庁
（L

ocal G
overnm

ent B
oard;

以
下

Ｌ
Ｇ
Ｂ
と
い
う
）
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
き
た
が
、
中
央
政
府
主
導
に
よ
る
問
題
の
提
示
と
サ
ー
ビ
ス
の
刷
新
が
強
く
主
張
さ
れ
た
の
も
、

こ
う
し
た
時
代
的
背
景
を
踏
ま
え
た
結
果
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
一
般
に
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
立
法
の
時
代
と
い
う
の
は
歴
史
的
に
は
一
九
〇
五
年
以
降
を
指
す
が
、
こ
の
年
に
イ
ギ
リ
ス
で
は

総
選
挙
が
行
わ
れ
、
自
由
党
が
圧
倒
的
勝
利
を
収
め
て
保
守
党
か
ら
政
権
を
奪
回
し
、
思
い
切
っ
た
社
会
政
策
を
行
お
う
と
し
て
い
た
（
1
）

。

目
立
っ
た
の
は
労
働
者
階
級
の
利
害
を
代
表
す
る
議
員
の
躍
進
で
あ
る
。
こ
の
選
挙
で
自
由
党
と
労
働
者
代
表
（
後
の
労
働
党
）
は
選
挙

協
定
を
結
ん
で
協
力
を
行
い
、
全
国
の
選
挙
区
で
立
候
補
す
る
議
員
候
補
が
自
由
党
単
独
あ
る
い
は
労
働
者
代
表
単
独
の
場
合
、
そ
れ
ぞ

れ
の
候
補
者
に
投
票
す
る
よ
う
に
し
た
。
選
挙
時
に
呼
称
し
て
い
た
労
働
者
代
表
委
員
会
（L

abour R
epresentation C

om
m
ittee L

R
G

）

は
全
国
で
五
一
名
の
立
候
補
者
を
出
し
、
そ
の
う
ち
二
九
名
が
当
選
し
て
一
九
〇
六
年
に
労
働
党
（L

abour P
arty

）
に
そ
の
名
称
を
変

え
た
。
一
方
一
八
九
五
年
に
総
選
挙
で
保
守
党
に
敗
れ
、
一
〇
年
の
間
雌
伏
を
続
け
て
い
た
自
由
党
も
多
く
の
議
席
を
獲
得
し
た
が
、
内

部
に
は
旧
来
の
帝
国
主
義
的
社
会
改
良
を
声
高
に
表
明
す
る
も
の
と
、
む
し
ろ
対
外
的
ア
ピ
ー
ル
を
抑
え
て
労
働
党
寄
り
の
社
会
政
策
を

中
心
と
し
た
国
内
政
策
の
主
張
を
す
る
も
の
と
が
お
り
、
そ
の
政
権
基
盤
は
盤
石
で
は
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
下
院
で
勝
利
を
収
め
た
も
の

の
、
貴
族
院
で
は
保
守
党
が
多
数
派
を
占
め
て
お
り
、
政
権
運
営
に
は
「
ね
じ
れ
」
現
象
が
起
き
て
い
た
。
自
由
党
政
府
に
し
て
み
れ
ば
、

自
分
た
ち
を
支
持
す
る
選
挙
民
の
基
盤
は
イ
ギ
リ
ス
国
民
の
左
派
で
非
国
教
会
系
の
比
率
が
多
い
と
さ
れ
て
い
た
が
、
同
時
に
労
働
党
も

ま
た
こ
の
同
じ
よ
う
な
政
治
意
識
の
人
々
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
第
一
党
で
あ
る
自
由
党
が
政
権
を
維
持
す
る
た
め

に
労
働
党
を
頼
り
と
す
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
同
時
に
労
働
組
合
主
義
の
人
々
も
自
由
党
政
権
を
支
持
し
た
。
こ
れ
を
当
時
の
人
々
は
自

（
一
五
九
七
）
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五
六

由
党
と
労
働
党
を
ミ
ッ
ク
ス
し
て
「
リ
ブ
・
ラ
ブ
（the L

ib.-L
abs

）」
と
呼
ん
だ
。

と
こ
ろ
で
急
速
に
台
頭
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
の
諸
国
、
と
り
わ
け
ド
イ
ツ
に
伍
し
て
イ
ギ
リ
ス
本
国
の
政
治
的
な
政
権
基
盤
を
安
定

的
に
維
持
す
る
に
は
、
中
央
集
権
的
な
政
府
お
よ
び
行
政
に
よ
る
強
力
な
雇
用
政
策
や
貧
困
対
策
が
必
要
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
政
治

的
に
は
、
む
し
ろ
頑
迷
で
保
守
的
と
思
わ
れ
た
Ｌ
Ｇ
Ｂ
に
よ
る
救
貧
法
行
政
の
見
直
し
と
、
救
貧
法
体
制
か
ら
の
国
内
行
政
の
離
脱
を
進

め
る
の
が
政
治
的
に
も
必
要
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
次
第
に
大
き
く
な
っ
た
。
こ
う
し
て
自
由
党
の
党
主
で
あ
る
ヘ
ン
リ
ー
・
キ
ャ
ン

ベ
ル
バ
ナ
マ
ン
（S

ir H
enry C

am
pbell-B

annerm
an, G

C
B
, 1836-1908

）
率
い
る
内
閣
の
下
で
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
（L

loyd G
eorge 1863-

1945

）
ら
が
入
閣
し
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ
が
行
っ
て
い
た
救
貧
法
行
政
と
は
距
離
を
置
い
た
社
会
政
策
が
進
め
ら
れ
た
。
こ
の
政
策
の
背
後
に
は
、

社
会
政
策
の
焦
点
と
し
て
注
目
し
て
い
た
ド
イ
ツ
型
社
会
政
策
の
導
入
、
と
い
う
視
点
が
あ
っ
た
。

一
九
〇
五
年
か
ら
政
府
は
「
救
貧
法
に
関
す
る
王
立
委
員
会
」
を
開
催
し
、
救
貧
法
の
行
政
上
の
問
題
点
に
つ
い
て
審
議
し
て
い
た
。

そ
の
議
題
は
当
然
な
が
ら
当
時
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
失
業
問
題
と
高
齢
者
を
含
む
貧
困
問
題
、
そ
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
採
用
さ
れ
は
じ

め
て
い
た
国
家
年
金
問
題
に
も
及
ん
だ
。
一
九
〇
七
年
、
同
委
員
会
の
席
で
、
当
時
は
ま
だ
若
い
一
官
僚
に
過
ぎ
な
か
っ
た
ベ
ヴ
ァ
リ
ッ

ジ
（W

illiam
 B
everidge

）
が
発
言
を
許
さ
れ
、
拠
出
制
の
ド
イ
ツ
失
業
保
険
制
度
の
説
明
を
す
る
と
き
に
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。「
こ
の

問
題
（
年
金
問
題
‐
筆
者
）
を
取
り
扱
う
大
き
な
総
合
的
手
法
の
一
つ
で
す
（
2
）

。」
こ
れ
を
聞
い
た
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
は
、
次
節
で
述
べ
る

無
拠
出
制
国
家
年
金
制
度
が
成
立
し
た
後
の
一
九
〇
八
年
の
八
月
に
、
拠
出
制
疾
病
保
険
（
後
の
国
民
保
険
）
制
度
の
可
能
性
を
探
る
た

め
に
五
日
間
の
ド
イ
ツ
訪
問
を
行
っ
た
。
こ
の
ド
イ
ツ
訪
問
が
、
そ
の
後
の
社
会
保
障
制
度
を
軸
に
し
た
イ
ギ
リ
ス
福
祉
国
家
形
成
に
大

き
な
影
響
を
与
え
た
の
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
同
時
に
新
救
貧
法
の
思
想
を
引
き
ず
り
、
地
方
自
治
制
度
の
独
立
性
に
隠

然
た
る
力
を
有
し
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
行
政
機
構
の
運
命
も
定
ま
っ
て
い
っ
た
。
政
治
的
に
は
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
と
ベ
ヴ
ァ
リ
ッ

（
一
五
九
八
）
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ジ
ら
の
積
極
的
な
改
革
主
義
者
こ
そ
、
イ
ギ
リ
ス
に
ビ
ス
マ
ル
ク
型
社
会
保
障
制
度
の
導
入
を
促
し
た
主
要
人
物
で
あ
っ
た
。
同
時
に
社

会
保
障
制
度
が
中
央
集
権
型
の
社
会
民
主
主
義
的
社
会
政
策
を
目
指
す
方
向
を
定
め
た
転
換
点
と
な
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

2
．
老
齢
年
金
法
の
成
立

イ
ギ
リ
ス
の
老
齢
年
金
制
度
は
、
公
的
年
金
関
係
の
通
史
か
ら
は
政
治
課
題
と
し
て
重
要
な
審
議
過
程
か
ら
生
ま
れ
た
と
い
う
理
解
が

可
能
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
性
格
の
も
の
で
は
必
ず
し
も
な
い
。
年
金
そ
の
も
の
で
い
え
ば
、
す
で
に
エ
リ
ザ
ベ
ス
救
貧
法
の
時
代
か
ら
老

人
に
対
し
て
定
期
的
な
定
額
院
外
給
付
（
ペ
ン
シ
ョ
ン
）
が
給
付
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
無
拠
出
型
の
公
的
年
金
制
度
と
置
き
換
え
て
も

別
に
不
思
議
は
な
い
。
年
金
の
仕
組
み
そ
の
も
の
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
と
っ
て
は
資
産
を
有
す
る
階
層
の
相
続
や
国
家
的
役
割
を
な
し
た

人
々
に
は
な
じ
み
深
い
も
の
で
あ
り
、
普
通
の
人
々
に
と
っ
て
も
別
段
目
新
し
く
興
味
深
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
高
齢
貧

困
を
意
識
し
た
公
的
年
金
制
度
の
提
案
が
本
格
的
に
表
れ
た
の
は
一
九
世
紀
の
後
半
か
ら
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
聖
職
者
で
あ
っ
た
ブ

ラ
ッ
ク
レ
イ
（C

anon W
illiam

 B
lackley

）
に
よ
る
提
案
が
有
名
で
あ
る
。
ブ
ラ
ッ
ク
レ
イ
は
強
制
に
よ
る
公
的
な
拠
出
制
老
齢
年
金
の

提
案
を
行
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
若
年
時
代
に
強
制
的
に
年
金
保
険
料
を
納
め
、
人
々
か
ら
集
め
た
積
立
金
を
年
金
財
政
の
原
資
と
し
て
老

齢
年
金
や
疾
病
の
給
付
に
充
て
る
、
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
。
ブ
ラ
ッ
ク
レ
イ
の
案
は
明
ら
か
に
社
会
保
険
方
式
に
影
響
さ
れ
た
も
の
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
（
3
）

。
し
か
し
彼
の
提
案
は
強
力
な
反
対
に
遭
遇
し
た
。
特
に
反
対
し
た
の
は
、
す
で
に
類
似
の
年
金
型
共
済
制
度
を

組
合
内
に
保
有
し
て
い
た
友
愛
組
合
で
あ
っ
た
。
彼
ら
に
と
っ
て
、
自
分
の
友
愛
組
合
が
有
す
る
共
済
型
の
積
立
お
よ
び
福
祉
給
付
に
対

抗
す
る
、
い
か
な
る
形
の
国
家
制
度
も
容
認
せ
ず
こ
れ
に
反
対
を
表
明
し
た
の
で
あ
る
。

一
八
八
一
年
に
な
っ
て
ジ
ョ
セ
フ
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
（Joseph C

ham
berlain

）
が
老
齢
年
金
制
度
を
取
り
上
げ
た
。
彼
も
ま
た
、
拠
出

（
一
五
九
九
）
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五
八

制
の
強
制
年
金
制
度
を
提
唱
し
、
自
由
党
の
有
力
な
国
会
議
員
と
し
て
の
立
場
か
ら
世
論
を
喚
起
し
て
年
金
実
現
の
活
動
を
強
め
た
。
彼

の
年
金
提
案
は
そ
れ
な
り
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
ー
計
算
に
基
づ
き
、
現
実
性
に
富
む
と
と
も
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
強
烈
で
、
友
愛
組
合
の

反
対
を
押
し
の
け
る
に
は
十
分
で
あ
っ
た
。
実
際
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
ら
が
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の
唱
え
た
老
齢
年
金
制
度
実
現
に
向
け
て
具

体
的
な
検
討
を
始
め
て
い
た
。
し
か
し
、
実
際
の
制
度
実
現
に
は
ま
だ
困
難
な
課
題
が
あ
り
、
当
時
の
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
ら
は
そ
れ
を
十
分

に
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
。
困
難
な
課
題
と
は
フ
レ
イ
ザ
ー
（F
raser, D

.2009

）
に
よ
れ
ば
、
年
金
の
財
源
を
一
般
労
働
者
か
ら
徴
収
し

よ
う
と
い
う
計
画
に
は
過
度
に
楽
観
的
で
、
厳
密
な
リ
ス
ク
の
分
析
が
伴
わ
ず
、
ま
た
当
時
の
友
愛
組
合
が
実
施
し
て
い
た
よ
う
な
死
亡

率
の
計
算
等
は
計
画
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
（
4
）

、
と
説
明
し
て
い
る
。

も
う
一
人
の
老
齢
年
金
提
唱
者
は
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ブ
ー
ス
（C

harles B
ooth

）
で
あ
る
。
彼
は
自
費
で
ロ
ン
ド
ン
東
部
地
区
の
貧
困
調

査
を
行
い
、
一
八
九
〇
年
代
に
大
著
「
ロ
ン
ド
ン
市
民
の
生
活
と
労
働
（T

he L
ife and L

abour of the P
eople in L

ondon; 1892-1902

）」

を
ま
と
め
上
げ
た
人
物
だ
が
、
貧
困
調
査
か
ら
得
た
結
論
の
一
つ
と
し
て
高
齢
者
の
悲
惨
な
貧
困
の
実
態
に
対
し
て
国
家
年
金
に
よ
る
貧

困
高
齢
者
へ
の
給
付
を
行
う
こ
と
を
提
唱
し
た
。
こ
の
提
案
は
ブ
ラ
ッ
ク
レ
イ
や
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の
も
と
は
全
く
異
な
り
、
一
定
年
齢
以

上
の
貧
困
高
齢
者
に
強
制
的
に
無
拠
出
の
国
家
年
金
を
給
付
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
政
治
家
で
は
な
く
実
業
家
に
す
ぎ
な
か
っ

た
ブ
ー
ス
は
、
そ
れ
で
も
実
際
に
彼
が
唱
え
た
年
金
制
度
の
普
及
活
動
を
行
い
、
彼
の
提
案
も
実
際
に
運
用
さ
れ
て
い
る
救
貧
法
給
付
に

近
い
こ
と
も
あ
っ
て
イ
ギ
リ
ス
世
論
の
注
目
を
浴
び
た
。
し
か
し
、
当
時
の
自
由
党
政
府
の
方
針
は
国
家
財
政
の
現
実
性
を
重
視
す
る
立

場
か
ら
年
金
給
付
に
伴
う
増
税
に
は
反
対
で
国
税
、
地
方
税
の
支
出
を
原
則
的
に
行
わ
な
い
こ
と
で
あ
り
、
ブ
ー
ス
が
提
唱
し
た
制
度
の

実
施
に
よ
っ
て
お
よ
そ
一
六
〇
〇
万
ポ
ン
ド
（
一
八
八
〇
年
代
当
時
）
と
見
込
ま
れ
る
一
方
的
国
家
財
政
支
出
が
見
込
ま
れ
る
た
め
、
一
貫

し
て
否
定
的
な
態
度
を
取
り
続
け
た
（
5
）

。

（
一
六
〇
〇
）
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す
で
に
こ
の
時
期
に
は
、
混
合
型
の
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
は
各
々
の
専
門
的
社
会
福
祉
施
設
へ
と
分
化
し
始
め
て
お
り
、
多
く
の
ワ
ー
ク
ハ

ウ
ス
収
容
者
は
高
齢
者
と
い
う
実
態
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
高
齢
者
向
け
年
金
の
審
議
に
つ
い
て
、
こ
の
時
期
は
公
的
年
金
の
創
設
を

前
提
と
し
た
高
齢
者
に
対
す
る
複
数
の
委
員
会
調
査
報
告
書
が
発
表
さ
れ
て
い
た
。
一
八
九
三
年
に
「
貧
困
老
人
に
関
す
る
王
立
委
員
会

（R
oyal C

om
m
ission on the A

ged P
oor

）」
が
招
集
さ
れ
、
こ
れ
に
は
代
表
的
提
唱
者
で
あ
っ
た
ブ
ー
ス
と
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
も
委
員
と
し

て
加
わ
っ
て
い
た
。
王
立
委
員
会
で
は
高
齢
者
の
貧
困
実
態
が
明
ら
か
と
な
っ
た
が
、
報
告
書
の
多
数
派
報
告
も
少
数
派
報
告
も
公
的
年

金
創
設
を
描
く
明
瞭
な
結
論
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
全
国
の
Ｌ
Ｇ
Ｂ
が
独
自
の
判
断
の
も
と
に
行
う
救
貧
行
政
に
現
実
的
な
解
決

の
方
向
を
見
出
そ
う
と
す
る
な
ど
、
お
よ
そ
中
央
政
府
が
統
一
的
に
行
う
社
会
政
策
と
し
て
の
公
的
老
齢
年
金
制
度
の
創
設
と
は
か
け
離

れ
た
内
容
の
提
示
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
当
時
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
で
あ
っ
た
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
が
い
ち
早
く
高
齢
者
国
家
年
金
制
度
を
制
定
し
た
の
を
受
け
て
、
保

守
党
政
権
下
の
一
八
九
九
年
に
は
「
貧
困
に
値
す
る
高
齢
者
に
関
す
る
特
別
委
員
会
（S

elect C
om
m
ittee on the D

eserving O
ld P
oor

）」

が
招
集
さ
れ
た
。
し
か
し
一
九
世
紀
後
半
の
イ
ギ
リ
ス
で
は
実
際
に
は
新
救
貧
法
体
制
の
下
で
す
で
に
七
〇
歳
以
上
の
男
子
の
四
分
の
一

か
ら
二
分
の
一
、
女
子
の
二
分
の
一
か
ら
四
分
の
三
の
も
の
が
実
質
的
に
年
金
と
同
じ
内
様
の
定
額
院
外
給
付
を
受
給
し
て
い
た
と
さ
れ

て
い
た
。
こ
の
う
ち
最
も
受
給
率
の
高
か
っ
た
地
域
は
イ
ギ
リ
ス
南
部
お
よ
び
東
部
で
、
低
か
っ
た
地
域
は
ロ
ン
ド
ン
と
そ
の
他
の
新
興

工
業
都
市
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
一
九
世
紀
後
半
か
ら
自
由
党
で
年
金
制
度
が
論
議
さ
れ
、
ジ
ョ
セ
フ
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
や
ロ
イ
ド
・

ジ
ョ
ー
ジ
が
実
現
に
尽
力
し
た
高
齢
年
金
制
度
法
案
は
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
救
貧
法
行
政
の
現
実
性
の
存
在
と
機
能
ま
で
突
き
破
る
画
期
的

な
力
は
当
時
な
か
っ
た
。
そ
の
大
き
な
理
由
の
一
つ
は
、
主
に
地
方
の
救
貧
法
保
護
官
の
利
害
と
直
接
に
か
か
わ
っ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。

す
な
わ
ち
国
家
年
金
の
支
給
は
す
で
に
Ｌ
Ｇ
Ｂ
が
行
っ
て
い
た
地
域
の
独
立
し
た
定
額
院
外
給
付
を
否
定
す
る
も
の
で
、
国
家
規
模
の
給

（
一
六
〇
一
）
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六
六
〇

付
は
受
給
者
の
依
存
性
も
招
く
、
と
の
主
張
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
中
央
集
権
型
社
会
保
障
制
度
の
理
想
論
と
相
い
れ
な
い
、
イ
ギ
リ
ス
救

貧
法
行
政
の
伝
統
的
な
態
度
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
イ
ギ
リ
ス
に
は
新
し
い
動
き
が
あ
っ
た
。
後
の
救
貧
法
に
関
す
る
王
立
委
員
会
の
少

数
派
報
告
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
躍
進
し
て
議
席
を
増
や
し
た
労
働
党
は
当
初
か
ら
普
遍
的
国
家
年
金
成
立
に
賛
成
の
立
場
で
あ
っ
た
。

自
由
党
内
閣
は
労
働
党
の
賛
同
も
得
て
比
較
的
容
易
に
国
家
年
金
制
度
の
制
定
に
向
け
て
着
手
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
保
守
党

か
ら
政
権
を
奪
還
し
た
自
由
党
の
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
に
し
て
み
れ
ば
、
社
会
政
策
の
目
玉
と
し
て
以
前
に
自
身
が
手
掛
け
て
実
現
に
い

た
ら
な
か
っ
た
老
齢
年
金
法
の
制
定
か
ら
着
手
し
よ
う
と
す
る
の
は
当
然
の
動
き
で
あ
っ
た
。
一
九
〇
七
年
に
は
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ブ
ー
ス

が
年
金
制
度
の
提
案
を
出
版
し
て
世
論
の
注
目
を
引
い
た
。
キ
ャ
ン
ベ
ル
・
バ
ナ
マ
ン
の
引
退
後
の
一
九
〇
八
年
に
政
権
を
引
き
継
い
だ

ア
ス
キ
ス
（H

erbert H
enry A

squith,1st E
arl of O

xford and A
squith, K

G
, P
C
, K
C
, 1852-1928

）
自
由
党
政
権
下
の
政
治
的
状
況
は
、

当
時
イ
ギ
リ
ス
が
外
国
勢
力
、
特
に
躍
動
著
し
い
ド
イ
ツ
に
対
し
て
政
治
的
に
も
軍
事
的
に
も
優
位
に
立
ち
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
命
題
が
あ
っ
た
（
6
）

。
本
来
こ
の
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
国
家
は
個
的
市
民
と
し
て
の
国
民
中
間
層
の
増
強
と
保
全
の
た
め
に
社
会
政
策
、
と

り
わ
け
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
を
優
先
し
よ
う
と
す
る
考
え
方
も
強
か
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
ス
キ
ス
政
権
は
、
こ
の
よ
う

な
背
景
か
ら
低
所
得
層
を
強
く
意
識
し
た
社
会
政
策
を
先
取
り
的
に
実
施
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
自
由
党
内
閣
は
こ
う
し
た

動
き
を
背
景
に
、
つ
い
に
無
拠
出
制
の
国
家
に
よ
る
普
遍
的
老
齢
年
金
制
度
を
一
九
〇
八
年
に
制
定
し
た
。

高
齢
に
よ
る
貧
困
お
よ
び
貧
困
の
恐
怖
か
ら
の
離
脱
、
言
い
換
え
れ
ば
救
貧
法
か
ら
の
離
脱
の
第
一
歩
は
、
一
九
〇
八
年
の
無
拠
出
老

齢
年
金
法
の
成
立
で
あ
っ
た
。
ア
ス
キ
ス
内
閣
は
、
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
に
収
容
せ
ざ
る
を
得
な
い
高
齢
者
が
多
数
存
在
し
て
い
る
事
実
、
お

よ
び
現
在
の
低
所
得
現
業
労
働
者
が
、
自
分
た
ち
の
絶
望
的
未
来
を
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
居
住
と
重
ね
会
わ
さ
ざ
る
を
得
な
い
、
と
い
う
事
実

を
直
視
し
て
い
た
。
五
月
に
成
立
し
た
法
（
7
）

の
内
容
は
、
年
間
の
所
得
が
二
一
ポ
ン
ド
か
ら
三
一
ポ
ン
ド
一
〇
シ
リ
ン
グ
の
七
〇
歳
以
上
の

（
一
六
〇
二
）



自
由
改
良
の
時
代
と
救
貧
法
か
ら
の
離
脱
（
矢
野
）

六
六
一

高
齢
者
が
受
給
資
格
者
と
な
り
、
週
一
シ
リ
ン
グ
か
ら
五
シ
リ
ン
グ
ま
で
の
年
金
を
受
給
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
無
拠
出
老
齢

年
金
制
度
が
施
行
さ
れ
た
一
九
〇
九
年
一
月
時
点
で
、
イ
ギ
リ
ス
全
体
で
お
よ
そ
四
九
万
人
が
支
給
対
象
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の

七
〇
歳
以
上
高
齢
者
は
、
救
貧
法
の
給
付
対
象
で
は
な
い
な
が
ら
も
、
き
わ
め
て
窮
乏
化
し
た
も
の
た
ち
で
あ
っ
て
、
そ
の
多
く
が
女
性

で
あ
っ
た
（
8
）

。
同
時
に
こ
の
年
金
受
給
の
条
件
に
は
「
道
徳
条
項
」
が
付
与
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
無
拠
出
老
齢
年
金
の
被
受
給
者
は
請
求

の
一
〇
年
前
ま
で
に
刑
務
所
に
収
監
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
こ
と
、
こ
の
中
に
は
飲
酒
に
よ
る
収
監
も
含
む
こ
と
、
外
国
籍
の
も
の
で
な
い

こ
と
、
ま
た
配
偶
者
が
外
国
籍
で
は
な
い
こ
と
、
で
あ
っ
た
。
し
か
し
道
徳
条
項
は
そ
の
後
多
く
の
批
判
に
さ
ら
さ
れ
、
二
年
後
に
は
修

正
が
加
え
ら
れ
、
そ
し
て
一
九
一
一
年
に
除
去
さ
れ
た
。
と
は
い
え
、
後
に
示
す
よ
う
に
高
齢
者
の
施
設
処
遇
に
関
し
て
い
え
ば
、

一
九
一
三
年
か
ら
一
九
四
〇
年
代
に
い
た
る
ま
で
、
高
齢
者
と
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
の
関
係
は
、
そ
れ
以
前
の
処
遇
と
特
段
急
激
に
変
化
す
る

と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。

成
立
し
た
国
家
に
よ
る
老
齢
年
金
は
一
九
〇
九
年
初
め
か
ら
施
行
さ
れ
た
。
ま
た
そ
れ
ま
で
救
貧
法
に
よ
る
院
外
定
期
給
付
金
を
受
給

し
て
い
た
対
象
老
人
は
、
二
年
の
経
過
措
置
の
後
に
老
齢
年
金
に
切
り
替
え
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
た
。
年
金
を
受
け
取
る
場
所
は
、
救
貧

法
が
有
し
て
い
た
貧
困
の
ス
テ
ィ
グ
マ
（
汚
名
）
を
避
け
る
意
味
か
ら
も
、
郵
便
局
と
決
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
病
弱
の
理
由
か
ら
従
来

の
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
に
収
容
さ
れ
て
い
た
高
齢
者
は
、
年
金
受
給
の
資
格
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ブ
ラ
ン
デ
ー
ジ
（B

rundage A
. 

2002

）
は
、
老
齢
年
金
法
の
成
立
に
よ
り
地
方
の
貧
民
保
護
官
行
政
が
負
担
軽
減
と
な
る
部
分
は
確
か
に
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
微
々
た
る

も
の
だ
、
と
述
べ
て
い
る
（
9
）

。
国
家
老
齢
年
金
法
の
成
立
は
理
念
的
に
は
確
か
に
救
貧
法
か
ら
の
決
定
的
な
離
脱
と
映
っ
た
。
国
家
老
齢
年

金
法
に
は
、
そ
れ
以
前
に
受
け
て
い
た
Ｌ
Ｇ
Ｂ
に
よ
る
院
外
給
付
と
の
連
続
性
を
明
確
に
否
定
す
る
条
項
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
（
10
）

。
そ
れ

は
一
九
世
紀
初
頭
か
ら
や
労
働
関
係
法
令
が
救
貧
法
か
ら
離
れ
、
国
家
と
し
て
の
イ
ギ
リ
ス
社
会
政
策
に
明
確
に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
過

（
一
六
〇
三
）
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六
六
二

程
を
追
随
す
る
も
の
と
い
う
見
方
も
で
き
る
。
し
か
し
他
方
で
は
、
従
来
の
救
貧
法
行
政
が
行
っ
た
院
外
定
額
給
付
を
全
国
的
に
統
一
し
、

そ
の
残
滓
を
多
く
引
き
ず
っ
て
い
た
と
い
う
見
方
も
可
能
で
あ
る
。
た
と
え
ば
道
徳
条
項
の
審
査
は
、
救
貧
法
保
護
官
が
加
わ
っ
て
い
た

年
金
委
員
会
を
通
じ
て
Ｌ
Ｇ
Ｂ
に
布
告
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
過
去
に
救
貧
法
受
給
申
請
し
た
当
時
の
審
査
内
容
記
録
の
、
ま
る
で

取
る
に
足
り
な
い
部
分
が
理
由
で
年
金
受
給
が
で
き
な
い
と
い
う
例
も
あ
っ
た
（
11
）

。

一
九
〇
八
年
国
家
無
拠
出
老
齢
年
金
法
は
結
局
三
年
間
続
い
た
。
そ
の
間
、
身
体
虚
弱
の
理
由
か
ら
年
金
成
立
以
前
も
以
後
も
、
ワ
ー

ク
ハ
ウ
ス
に
収
容
さ
れ
る
高
齢
者
の
動
機
や
動
向
に
な
ん
ら
の
影
響
を
与
え
な
か
っ
た
。
七
〇
歳
以
上
の
高
齢
者
の
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
の
収

容
は
、
同
時
に
無
拠
出
国
家
年
金
の
支
給
停
止
を
意
味
し
た
。
す
な
わ
ち
無
拠
出
制
国
家
老
齢
年
金
制
度
が
成
立
し
た
と
い
っ
て
も
、
孤

独
な
無
産
か
つ
身
寄
り
の
な
い
高
齢
者
に
と
っ
て
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
は
恐
怖
の
施
設
と
ス
テ
ィ
グ
マ
の
象
徴
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
ま
ま

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
救
貧
法
の
恐
怖
や
ス
テ
ィ
グ
マ
と
い
う
否
定
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
、
そ
の
後
救
貧
法
が
最
終
的
に
消
滅
し
た
の
ち
ま
で

も
続
く
こ
と
に
な
る
。
も
う
一
つ
の
特
徴
は
、
一
九
〇
八
年
に
制
定
さ
れ
た
無
拠
出
国
家
年
金
法
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
年
金
問
題
の
決
着
で

あ
る
と
ほ
と
ん
ど
の
関
係
者
が
思
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
翌
年
の
一
九
〇
九
年
に
は
早
く
も
年
金
改
正
法
が
下
院
を
通

過
し
た
が
貴
族
院
で
否
決
さ
れ
て
い
る
。
翌
年
の
一
九
一
〇
年
に
総
選
挙
を
実
行
し
た
自
由
党
は
、
再
び
多
数
派
を
形
成
す
る
と
と
も
に

無
拠
出
国
家
年
金
制
度
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
労
働
党
及
び
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
国
民
主
義
派
と
提
携
し
た
。
新
法
の
成
立
の
た
め
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
他
の
社
会
政
策
立
法
に
比
べ
て
一
九
〇
八
年
イ
ギ
リ
ス
無
拠
出
国
家
年
金
法
は
確
か
に
救
貧
法
と
の
関
連
を
有
す
る

立
法
で
あ
っ
た
。
し
か
し
無
拠
出
制
度
実
施
か
ら
三
年
後
に
発
足
し
た
新
た
な
年
金
制
度
、
お
よ
び
一
九
二
五
年
の
拠
出
制
年
金
制
度
は
、

い
ず
れ
も
ド
イ
ツ
の
社
会
保
険
の
様
式
を
強
く
意
識
し
た
老
齢
年
金
制
度
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
救
貧
法
離
脱
の
性
格
を
そ
こ
に
伺
う

こ
と
は
で
き
ず
、
社
会
保
障
制
度
と
し
て
の
老
齢
年
金
は
一
九
二
五
年
に
な
っ
て
成
立
し
、
よ
う
や
く
イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
と
の
関
係
を

（
一
六
〇
四
）
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六
六
三

絶
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

3
．
救
貧
法
と
児
童
教
育

ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
王
朝
時
代
を
通
じ
て
、
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
の
児
童
教
育
は
有
名
に
な
り
、
あ
た
か
も
児
童
福
祉
と
教
育
が
昔
か
ら
同
時
に

唱
え
ら
れ
て
い
た
か
と
い
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
旧
救
貧
法
時
代
に
も
、
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
の
児
童
に
対
す
る
教
育
の
仕
組
み

は
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
例
外
的
な
も
の
で
成
人
の
労
働
者
と
し
て
の
再
教
育
の
場
に
交
わ
っ
て
い
た
程
度
で
あ
る
と
い
わ
れ

る
（
12
）

。
有
名
な
の
は
リ
ー
ズ
（R

eeds
）、
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
（B

irm
ingham

）、
そ
れ
に
い
く
つ
か
の
ロ
ン
ド
ン
内
の
教
区
で
あ
る
が
、
そ
こ
で

行
わ
れ
て
い
た
の
は
主
に
い
わ
ゆ
る
読
み
書
き
そ
ろ
ば
ん
（T

hree R
s

）
で
あ
っ
た
。
当
時
の
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
内
に
収
容
さ
れ
て
い
た
児

童
は
孤
児
や
極
貧
の
家
庭
の
子
ど
も
で
、
彼
ら
は
徒
弟
奉
公
か
中
産
階
級
以
上
の
家
庭
の
給
仕
に
な
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
た
の
で
、

こ
う
し
た
素
養
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
立
法
化
の
過
程
は
、
地
方
の
事
例
が
次
第
に
普
及
す
る
と
と
も
に
あ
る
時

点
か
ら
議
会
に
よ
る
法
律
と
な
っ
て
全
国
的
に
制
度
化
す
る
。
児
童
に
対
し
て
は
一
八
三
二
│
四
年
の
救
貧
法
に
関
す
る
王
立
委
員
会
報

告
に
学
校
に
代
わ
る
読
み
、
書
き
、
宗
教
の
教
育
が
行
わ
れ
る
べ
き
こ
と
が
勧
告
さ
れ
た
。
そ
こ
に
は
基
本
的
素
養
を
身
に
着
け
る
と
と

も
に
、
世
代
を
通
じ
て
受
け
継
が
れ
る
と
い
う
貧
困
状
態
の
負
の
連
鎖
か
ら
の
脱
出
の
手
段
と
し
て
も
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
と
み
ら
れ

る
。新

救
貧
法
が
施
行
さ
れ
た
の
ち
、
こ
の
方
針
は
救
貧
法
委
員
会
（P

oor L
aw
 C
om
m
ittee

以
下
、
Ｐ
Ｌ
Ｃ
と
い
う
）
に
よ
っ
て
全
国
的
に

奨
励
さ
れ
、
大
規
模
な
混
合
型
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
の
中
に
児
童
教
育
の
部
門
が
設
け
ら
れ
た
。
こ
の
た
め
、
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
で
は
学
校
教
師

を
雇
用
し
た
が
、
彼
ら
（
彼
女
ら
）
の
給
料
は
驚
く
ほ
ど
低
か
っ
た
。
さ
ら
に
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
と
言
う
環
境
の
中
で
の
教
育
で
は
、
通
常

（
一
六
〇
五
）
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六
六
四

の
学
校
教
育
と
は
全
く
異
な
っ
た
環
境
の
下
で
行
わ
ざ
る
を
得
ず
、
そ
の
成
果
は
通
常
の
教
育
が
期
待
す
る
も
の
と
は
程
遠
か
っ
た
と
い

わ
れ
る
。
こ
う
し
た
中
で
、
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
内
の
児
童
教
育
に
効
力
を
発
揮
し
た
も
の
と
し
て
、
ブ
ラ
ン
デ
ー
ジ
（B

rundage, A
. 2002

）

は
地
域
の
教
会
牧
師
（chaplain

）
の
役
割
を
挙
げ
て
い
る
（
13
）

。
牧
師
は
宗
教
的
伝
道
の
使
命
か
ら
、
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
内
の
児
童
に
関
心
が
高

く
、
一
般
に
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
の
施
設
長
や
施
設
内
教
師
よ
り
も
高
い
素
養
を
持
ち
、
し
た
が
っ
て
個
別
児
童
の
教
育
に
も
熱
心
だ
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
彼
ら
は
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
を
訪
れ
、
児
童
に
熱
心
な
教
育
を
与
え
た
。
さ
ら
に
、
新
救
貧
法
成
立
後
間
も
な
く
、
ワ
ー
ク
ハ
ウ

ス
内
の
教
育
環
境
の
悲
惨
さ
に
留
意
し
た
チ
ャ
ド
ウ
ィ
ッ
ク
ら
の
補
助
委
員
の
提
唱
に
よ
っ
て
、
人
口
が
比
較
的
少
な
い
教
区
連
合
で
複

数
の
教
区
連
合
に
よ
る
統
一
し
た
児
童
教
育
の
提
唱
が
行
わ
れ
、
ロ
ン
ド
ン
で
は
一
〇
〇
〇
名
程
度
の
救
貧
学
校
も
設
立
さ
れ
た
。
さ
ら

に
こ
の
事
例
を
受
け
て
、
一
八
四
〇
年
代
に
は
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
と
リ
バ
プ
ー
ル
に
も
同
様
の
救
貧
学
校
が
設
立
さ
れ
た
と
い
う
（
14
）

。
実
際

政
府
も
教
育
の
効
用
を
重
く
見
て
、
一
八
三
九
年
に
は
児
童
教
育
に
関
す
る
予
算
が
計
上
さ
れ
、
枢
密
院
評
議
会
に
学
校
教
育
に
関
す
る

委
員
会
が
設
置
さ
れ
、
公
教
育
の
普
及
に
関
す
る
関
心
が
高
ま
っ
た
。
自
由
党
内
閣
は
保
守
党
よ
り
も
比
較
的
救
貧
教
育
に
熱
心
で
、

一
八
四
八
年
に
は
地
区
学
校
法
（
15
）

を
議
会
で
成
立
さ
せ
救
貧
教
育
の
充
実
を
図
っ
た
。

と
こ
ろ
で
一
般
の
イ
ギ
リ
ス
の
公
的
学
校
教
育
の
始
ま
り
は
一
八
七
〇
年
の
義
務
教
育
法
、
別
名
フ
ォ
ス
タ
ー
法
（
16
）

と
い
わ
れ
て
い
る

が
、
同
法
は
初
等
教
育
を
義
務
付
け
た
と
い
う
よ
り
は
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ス
ク
ー
ル
や
宗
教
団
体
系
の
民
間
の
教
育
団
体
に
よ
る
教
育
を
受

け
ら
れ
な
い
労
働
者
階
級
や
下
層
民
の
子
弟
の
教
育
を
目
的
と
し
て
い
た
。
フ
ォ
ス
タ
ー
法
が
成
立
す
る
背
景
の
一
つ
に
、
北
部
ド
イ
ツ

（
当
時
は
統
一
前
の
プ
ロ
シ
ア
）
に
よ
る
国
家
教
育
制
度
の
成
立
が
あ
る
。
北
部
ド
イ
ツ
で
は
一
八
七
〇
年
ま
で
に
は
す
で
に
国
家
に
よ
る

強
制
の
児
童
教
育
シ
ス
テ
ム
が
完
備
し
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
一
八
三
三
年
ま
で
に
は
プ
ロ
シ
ア
の
児
童
の
八
〇
％
は
す
で

に
何
ら
か
の
学
校
に
通
っ
て
お
り
、
そ
の
教
育
に
関
す
る
費
用
を
国
家
が
負
担
す
る
よ
う
に
し
た
の
が
一
八
七
二
年
、
学
校
監
督
法
で

（
一
六
〇
六
）
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改
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六
六
五

あ
っ
た
（
17
）

。
こ
の
後
も
ド
イ
ツ
は
幼
児
、
中
等
教
育
だ
け
で
な
く
、
技
術
教
育
、
高
等
教
育
な
ど
若
者
の
様
々
な
教
育
の
整
備
に
国
家
予
算

を
費
や
す
政
策
を
積
極
的
に
進
め
た
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
も
国
の
予
算
で
行
う
、
必
ず
し
も
強
制
と
は
限
ら
な
い
が
自
由
な
公
教
育
が

連
邦
政
府
の
規
定
に
よ
り
建
国
初
期
の
一
七
八
七
年
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
た
め
一
九
世
紀
末
ま
で
に
は
ア
メ
リ
カ
の
ほ
と
ん
ど
の

都
市
に
は
地
区
ご
と
に
自
由
学
校
が
配
置
さ
れ
、
子
供
た
ち
は
教
育
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
さ
ら
に
は
北
部
中
心
の
白
人
学

校
の
ア
ク
セ
ス
が
充
実
し
た
の
ち
、
南
部
で
は
黒
人
の
学
校
が
順
次
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
。
同
様
の
動
き
は
フ
ラ
ン
ス
に
も
見
ら
れ
た
。

イ
ギ
リ
ス
で
国
家
に
よ
る
義
務
教
育
制
度
が
遅
れ
た
理
由
は
、
ア
ン
グ
リ
カ
ン
派
と
英
国
国
教
会
と
の
宗
教
的
対
立
が
あ
っ
た
か
ら
と

い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
教
育
法
は
一
八
七
六
年
（
初
等
教
育
を
両
親
の
義
務
と
し
た
）、
一
八
八
〇
年
（
義
務
教
育
年
限
を
一
〇
歳
ま
で
と
し

た
）、
一
八
九
九
年
（
年
限
は
一
二
歳
に
引
き
上
げ
ら
れ
、
中
央
に
教
育
委
員
会
が
設
置
さ
れ
た
）
と
改
正
を
重
ね
、
一
九
〇
二
年
の
バ
ル
フ
ォ
ア

法
（
義
務
教
育
の
年
限
が
五
歳
か
ら
一
三
歳
ま
で
と
さ
れ
た
）
に
い
た
っ
て
ほ
ぼ
完
成
し
た
。
中
等
教
育
や
職
業
教
育
は
一
一
歳
か
ら
一
六
歳

ま
で
と
さ
れ
た
。
地
方
自
治
体
も
ま
た
バ
ル
フ
ォ
ア
法
に
よ
っ
て
私
立
学
校
に
も
助
成
金
を
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

学
校
給
食
は
フ
ラ
ン
ス
で
始
ま
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
二
月
革
命
の
翌
年
の
一
八
四
九
年
、
パ
リ
地
区
で
学
校
基
金
が
設
け
ら
れ
、

小
学
校
の
出
席
を
促
す
た
め
に
商
品
を
与
え
た
り
し
て
い
た
が
、
や
が
て
給
食
を
出
す
よ
う
に
な
っ
た
。
一
八
七
一
年
の
普
仏
戦
争
後
、

学
校
教
育
が
普
及
し
た
。
こ
の
頃
か
ら
大
き
な
自
治
体
は
学
校
給
食
に
予
算
を
出
す
よ
う
に
な
っ
た
（
18
）

。
イ
ギ
リ
ス
で
は
一
八
六
四
年
、

ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
の
貧
民
学
校
の
児
童
に
給
食
す
る
た
め
貧
困
児
童
給
食
協
会
が
作
ら
れ
た
。
一
八
七
〇
年
教
育
法
以
降
、
こ
の
種

の
団
体
が
乱
立
し
た
。
親
か
ら
の
徴
収
は
一
食
一
ペ
ン
ス
で
、
と
く
に
Ｃ
Ｏ
Ｓ
は
こ
の
運
動
に
積
極
的
で
あ
っ
た
。

一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
を
跨
い
だ
ボ
ー
ア
戦
争
に
よ
る
イ
ギ
リ
ス
兵
士
の
弱
体
化
を
究
明
す
る
中
で
明
ら
か
に
な
っ
た
国
民
体
力
の

低
下
の
原
因
が
、
下
層
労
働
者
階
級
の
不
衛
生
や
栄
養
不
足
に
起
因
す
る
と
い
う
事
実
は
、
植
民
地
主
義
に
よ
る
帝
国
主
義
的
世
界
侵
略

（
一
六
〇
七
）
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六
六
六

を
遂
行
す
る
軍
事
・
政
治
支
配
層
に
衝
撃
を
与
え
た
。
と
く
に
強
い
関
心
が
も
た
れ
た
の
は
、
学
童
の
栄
養
不
良
と
健
康
の
問
題
で
あ
っ

た
。
こ
れ
に
対
し
て
敏
感
に
反
応
し
た
の
は
自
由
党
よ
り
も
む
し
ろ
保
守
党
で
あ
っ
た
。
ト
イ
ン
ビ
ー
ホ
ー
ル
の
支
持
者
、
ゴ
ー
ス
ト

（John G
orst

）
保
守
党
議
員
は
、
東
ロ
ン
ド
ン
地
区
の
ス
ラ
ム
の
惨
状
か
ら
、
児
童
の
学
校
に
給
食
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。

し
か
し
バ
ル
フ
ォ
ア
内
閣
は
こ
の
課
題
に
立
ち
向
か
お
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
フ
レ
イ
ザ
ー
（F

raser, D
.2009

）
に
よ
れ
ば
、
そ
の
理
由

は
国
家
老
齢
年
金
制
度
と
同
様
に
国
税
、
地
方
税
の
負
担
に
な
る
政
策
を
行
い
た
く
な
か
っ
た
、
ま
た
結
果
的
に
自
由
党
の
利
益
に
な
る

よ
う
な
政
策
を
し
た
く
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
述
べ
て
い
る
（
19
）

。
一
九
〇
六
年
に
自
由
党
内
閣
の
時
代
に
な
っ
て
Ｃ
Ｏ
Ｓ
に
よ
る
貧
困
児
童
の

給
食
及
び
保
健
指
導
に
関
す
る
要
望
も
あ
っ
て
給
食
（
学
童
）
令
が
成
立
し
た
（
20
）

。
だ
が
、
こ
の
内
容
は
極
め
て
制
限
的
で
財
政
援
助
も
少

な
く
Ｌ
Ｇ
Ｂ
に
よ
り
救
貧
法
保
護
官
に
学
童
給
食
を
命
ず
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
時
代
は
す
で
に
Ｌ
Ｇ
Ｂ
行
政
を
前
面
に
出
す
方
法

で
は
十
分
に
機
能
し
な
く
な
っ
て
い
た
。
救
貧
法
受
給
の
ス
テ
ィ
グ
マ
と
の
印
象
が
重
な
り
合
う
こ
の
制
度
は
、
貧
民
の
両
親
さ
え
申
し

込
み
を
躊
躇
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
一
九
〇
六
年
、
労
働
党
議
員
ウ
ィ
ル
ス
ン
（W

ilson,W
.T

）
は
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ
所
轄
で
は
な
く
地

方
教
育
当
局
に
よ
る
学
校
給
食
法
案
を
提
案
し
、
教
育
委
員
会
書
記
の
モ
ラ
ン
ト
（M

orant, R
.L
.

）
は
こ
れ
に
大
き
く
賛
成
し
た
。
だ
が

こ
の
法
案
は
貴
族
院
で
否
決
さ
れ
た
。
結
局
一
九
〇
六
年
教
育
法
は
、
地
方
教
育
当
局
が
学
校
給
食
を
行
う
こ
と
を
強
制
で
は
な
い
が
許

可
し
た
。
財
源
は
慈
善
団
体
を
通
じ
て
の
個
人
の
寄
付
、
児
童
の
両
親
の
適
度
な
給
食
費
の
負
担
と
い
う
も
の
で
、
両
親
が
給
食
費
を
払

え
な
く
て
も
、
そ
の
た
め
に
市
民
権
そ
の
他
の
権
利
を
失
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
、
と
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
貧
困
児
童
の
給
食
に
関
す

る
問
題
は
Ｌ
Ｇ
Ｂ
の
手
を
離
れ
、
地
方
自
治
体
政
府
の
所
轄
と
な
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
は
救
貧
法
行
政
組
織
の
直
接
的
関
与
が
な
く
な
っ

た
だ
け
で
、
救
貧
法
が
引
き
ず
る
ス
テ
ィ
グ
マ
ま
で
を
も
排
除
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
救
貧
法
の
名
を
変
え
た
だ
け

の
延
長
制
度
で
あ
り
、
す
で
に
二
〇
世
紀
初
頭
の
イ
ギ
リ
ス
の
貧
困
問
題
を
解
決
す
る
手
段
で
は
な
か
っ
た
。
一
九
一
四
年
の
教
育
法
改

（
一
六
〇
八
）
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七

正
は
、
こ
の
矛
盾
の
解
決
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
。
中
央
の
教
育
当
局
は
、
必
要
な
学
童
の
給
食
を
命
ず
る
と
い
う
強
制
権
を
持
っ
た
。

総
費
用
の
五
〇
％
ま
で
が
国
庫
負
担
と
な
っ
た
。
給
食
は
休
暇
中
も
続
け
ら
れ
る
し
、
ど
の
児
童
に
給
食
を
行
う
べ
き
か
決
定
す
る
権
利

は
、
学
校
の
医
療
査
察
官
に
あ
る
と
規
定
さ
れ
た
。

児
童
へ
の
社
会
保
障
に
つ
い
て
は
給
食
の
他
に
学
校
保
健
制
度
の
確
立
が
あ
る
。
一
九
〇
七
年
に
は
議
員
立
法
の
一
つ
と
し
て
学
童
保

健
法
が
上
程
さ
れ
、
国
会
で
成
立
し
た
。
学
童
保
健
法
（
21
）

の
意
義
は
、
従
来
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
身
体
検
査
を
行
う
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
か

ら
摘
出
さ
れ
た
医
療
上
問
題
が
あ
る
児
童
に
対
し
、
治
療
へ
の
道
を
開
い
た
点
に
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
実
施
は
強
制
さ
れ
た
も
の
で
は

な
く
地
方
教
育
当
局
の
責
任
と
さ
れ
、
実
施
は
自
治
体
の
任
意
と
な
っ
て
い
た
。
同
法
の
内
容
は
学
校
に
医
療
査
察
官
が
巡
回
す
る
こ
と

を
義
務
付
け
る
も
の
で
、
自
由
党
は
あ
ま
り
乗
り
気
で
は
な
か
っ
た
が
議
会
内
、
あ
る
い
は
学
会
か
ら
の
個
人
の
熱
意
に
よ
っ
て
成
立
し

た
。
一
九
〇
八
年
に
成
立
し
た
児
童
法
は
、
今
日
の
児
童
憲
章
の
も
と
と
な
る
法
律
で
児
童
の
法
的
権
利
の
保
障
や
親
等
の
虐
待
や
ネ
グ

レ
ク
ト
か
ら
の
保
護
を
う
た
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
今
ま
で
見
た
よ
う
に
、
児
童
教
育
と
り
わ
け
貧
困
児
童
に
着
目
し
た
教
育
シ
ス
テ
ム
は
、
自
由
党
内
閣
が
積
極
的
に
取
り
上

げ
た
課
題
と
は
言
い
難
い
と
思
え
る
。
議
員
立
法
に
よ
っ
て
立
案
が
な
さ
れ
、
モ
ラ
ン
ト
の
情
熱
の
他
は
内
閣
を
含
め
自
由
党
は
む
し
ろ

消
極
的
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
イ
ギ
リ
ス
が
こ
の
時
期
に
矢
継
ぎ
早
に
こ
れ
ら
の
社
会
政
策
に
関
す
る
法
律
を
成
立
し
た
の
は
、

内
的
必
然
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
当
時
イ
ギ
リ
ス
に
立
ち
は
だ
か
っ
た
ラ
イ
バ
ル
と
な
っ
て
い
た
ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
等
の
大
陸
諸
国
が
こ

れ
ら
の
充
実
し
た
諸
制
度
を
有
し
て
お
り
、
そ
れ
を
意
識
し
な
が
ら
行
わ
れ
た
公
算
が
大
き
い
。
実
際
一
九
一
一
年
時
点
で
こ
の
事
業
を

行
っ
て
い
た
の
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ウ
ェ
ー
ル
ズ
三
三
二
教
育
当
局
の
う
ち
、
わ
ず
か
一
三
一
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。（

一
六
〇
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

六
六
八

4
．
救
貧
法
に
関
す
る
王
立
委
員
会

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ブ
ー
ス
ら
の
貧
困
調
査
に
よ
る
、
お
よ
そ
四
〇
％
に
迫
る
首
都
ロ
ン
ド
ン
の
驚
く
べ
き
貧
困
者
数
の
多
さ
は
、
ポ
プ

ラ
ー
連
合
教
区
に
お
け
る
救
貧
法
保
護
官
の
労
働
者
階
級
に
よ
る
政
治
組
織
の
参
入
等
、
大
都
市
貧
困
地
区
に
大
き
な
社
会
的
影
響
を
与

え
た
。
こ
れ
は
と
り
わ
け
ロ
ン
ド
ン
貧
困
地
区
居
住
者
の
失
業
問
題
を
顕
在
化
さ
せ
た
。
政
治
的
意
図
に
よ
っ
て
救
貧
法
保
護
官
と
な
っ

た
ポ
プ
ラ
ー
の
ジ
ョ
ー
ジ
・
ラ
ン
ズ
バ
リ
ー
（G

eorge L
ansbury

）
や
ウ
ィ
ル
・
ク
ル
ー
ク
ス
（W

illiam
 C
rooks

）
ら
は
、
一
九
〇
三
年

に
失
業
者
の
居
住
の
た
め
に
ポ
プ
ラ
ー
の
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
を
開
放
し
た
り
、
条
例
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
て
い
た
有
能
貧
民
へ
の
院
外
給
付

を
行
っ
た
り
、
失
業
対
策
の
た
め
エ
セ
ッ
ク
ス
に
最
初
の
農
場
で
あ
る
救
貧
法
入
植
コ
ロ
ニ
ー
（P

oor L
aw
 farm

 colony

）
を
設
立
し
た
（
22
）

。

こ
う
し
た
地
域
に
よ
る
個
別
救
済
の
試
み
は
、
逆
に
政
府
の
失
業
問
題
に
対
す
る
無
策
を
際
立
た
せ
る
。
し
か
し
一
九
〇
二
年
七
月
か
ら

政
権
を
担
当
し
た
バ
ル
フ
ォ
ア
（A
rthur Jam

es B
alfour, 1st E

arl of B
alfour, K

G
, O
M
, P
C
, D
L
, 1848-1930

）
保
守
党
政
府
は
失
業
者

救
済
に
乗
り
気
で
は
な
か
っ
た
。
失
業
を
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
る
際
に
政
治
的
意
図
を
見
抜
い
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
中
で
も
当
時
Ｌ
Ｇ
Ｂ
長
官
で
あ
っ
た
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ロ
ン
グ
（W

alter L
ong

）
は
失
業
と
貧
困
の
問
題
に
関
心
が
高
く
、
彼

の
信
念
と
情
熱
で
一
九
〇
五
年
失
業
労
働
者
法
が
成
立
し
た
（
23
）

。
保
守
党
政
権
下
で
ま
と
め
ら
れ
た
こ
の
法
律
は
、
個
人
の
平
等
を
意
識
し

た
情
熱
が
他
の
議
員
を
動
か
し
た
と
い
う
側
面
が
強
く
、
政
府
自
身
が
社
会
保
障
確
立
の
展
望
を
持
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
し

た
が
っ
て
現
行
行
政
の
根
拠
と
な
る
救
貧
法
に
依
拠
す
る
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
。
法
律
の
内
容
は
、
ロ
ン
ド
ン
の
す
べ
て
の
バ
ラ

（borough

）
お
よ
び
人
口
五
万
人
以
上
の
救
貧
法
行
政
区
に
「
窮
乏
委
員
会
（distress com

m
ittees

）」
を
設
立
し
て
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ
が
緊
急
時

の
窮
乏
化
に
対
応
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
失
業
と
い
う
結
果
へ
の
対
処
と
同
時
に
失
業
予
防
の
対
処
ま
で
が
中
央
政

（
一
六
一
〇
）



自
由
改
良
の
時
代
と
救
貧
法
か
ら
の
離
脱
（
矢
野
）

六
六
九

府
や
一
般
の
地
方
行
政
で
は
な
く
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ
が
担
う
こ
と
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
に
は
、
地
区
評
議
会
の
会
員
、
慈

善
団
体
、
貧
民
頬
官
ら
に
よ
っ
て
地
方
税
及
び
慈
善
団
体
の
寄
付
金
等
か
ら
運
営
さ
れ
た
（
24
）

。

し
か
し
す
で
に
失
業
者
を
自
由
放
任
の
思
想
の
残
滓
が
色
濃
い
と
み
ら
れ
て
い
た
（
こ
の
観
点
か
ら
反
対
を
受
け
て
い
た
）
救
貧
法
行
政

そ
の
も
の
で
取
り
扱
う
時
代
で
は
な
か
っ
た
。
失
業
労
働
者
法
の
施
行
に
よ
っ
て
制
度
の
不
具
合
が
さ
ら
に
際
立
ち
、
中
央
政
府
が
失
業

問
題
を
解
決
す
る
べ
き
と
の
機
運
が
高
ま
る
の
は
必
然
で
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
労
働
総
同
盟
（
以
下
Ｔ
Ｕ
Ｃ
と
い
う
）
は
同
法
施
行
後
、
直

ち
に
攻
撃
に
移
っ
た
。
彼
ら
は
ワ
ル
ワ
ー
ス
（W

alw
orth

）
や
ポ
プ
ラ
ー
（P

oplar

）
か
ら
ウ
エ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
（W

estm
inster

）
ま
で

音
楽
隊
付
き
の
行
進
を
行
い
、
同
法
に
よ
る
失
業
対
策
の
不
備
を
訴
え
た
。
こ
う
し
た
労
働
党
に
よ
る
強
い
政
治
的
は
た
ら
き
か
け
も

あ
っ
て
、
結
局
失
業
労
働
者
法
は
三
年
し
か
持
た
ず
、
失
業
問
題
は
再
度
の
審
議
を
経
て
社
会
保
障
関
連
法
に
属
す
る
諸
制
度

（
一
九
〇
九
年
職
業
紹
介
法
、
一
九
〇
九
年
最
低
賃
金
法
、
一
九
〇
九
年
住
宅
、
都
市
計
画
法
）
の
実
現
を
見
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
（
25
）

。

Ｌ
Ｇ
Ｂ
と
失
業
者
対
策
、
貧
困
対
策
の
か
か
わ
り
や
混
乱
等
の
事
実
を
受
け
て
、
保
守
党
内
部
か
ら
も
現
行
救
貧
法
行
政
の
刷
新
を
図

る
動
き
が
み
ら
れ
た
。
ま
た
救
貧
税
の
高
騰
が
再
び
問
題
と
な
り
、
す
で
に
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
に
定
着
し
た
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
収
容
に
よ

る
「
低
位
性
原
則
」
の
否
定
的
側
面
は
誰
の
目
に
も
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
こ
の
見
直
し
は
一
九
世
紀
ま
で
行
わ
れ
て
い
た
新
救

貧
法
改
正
を
め
ぐ
る
も
の
と
は
異
な
り
、
明
瞭
な
理
論
的
動
機
の
も
と
に
行
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
救
貧
法
の
問
題
点
を
と
ら

え
て
社
会
政
策
に
お
い
て
優
位
に
立
と
う
と
す
る
政
局
を
意
識
し
た
保
守
党
の
選
挙
対
策
が
反
映
さ
れ
て
い
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

救
貧
法
に
関
す
る
王
立
委
員
会
の
審
議
過
程
も
審
議
期
間
で
あ
る
四
年
の
歳
月
を
要
し
た
が
、
委
員
会
審
議
は
決
し
て
活
発
な
も
の
で
は

な
く
、
低
調
な
中
で
推
移
し
た
。
委
員
会
の
活
動
が
実
際
に
行
わ
れ
た
の
は
一
九
〇
五
年
一
二
月
か
ら
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
委
員
会

を
総
選
挙
対
策
の
一
つ
に
と
ら
え
て
い
た
バ
ル
フ
ォ
ア
の
思
惑
は
外
れ
、
選
挙
期
間
中
「
社
会
的
事
項
（social issue

）」
と
し
て
取
り
上

（
一
六
一
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

六
七
〇

げ
た
失
業
、
貧
困
に
関
す
る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
も
盛
り
上
が
ら
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
経
緯
を
経
て
バ
ル
フ
ォ
ア
内
閣
が
一
二
月
に
総
辞
職

し
、
自
由
党
の
キ
ャ
ン
ベ
ル
・
バ
ナ
マ
ン
に
よ
る
内
閣
が
成
立
し
た
。
翌
年
の
一
九
〇
六
年
一
月
に
行
わ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
総
選
挙
で
も
自

由
党
が
躍
進
し
、
保
守
党
は
惨
敗
し
た
。

救
貧
法
に
関
す
る
王
立
委
員
会
に
つ
い
て
詳
し
く
見
て
み
よ
う
。
保
守
党
政
権
の
下
で
発
足
し
た
委
員
会
の
正
式
名
称
は
「
救
貧
法
及

び
生
活
困
窮
者
救
済
に
関
す
る
王
立
委
員
会
」
と
称
さ
れ
、
こ
れ
に
は
二
〇
名
の
委
員
が
選
出
さ
れ
た
。
構
成
す
る
委
員
の
う
ち
、
主
要

な
六
名
は
慈
善
組
織
教
会
（C

harity O
rganization S

ociety;

以
下
Ｃ
Ｏ
Ｓ
と
呼
ぶ
）
の
メ
ン
バ
ー
で
、
創
設
者
の
一
人
で
あ
る
オ
ク
テ
ィ

ヴ
ィ
ア
・
ヒ
ル
（O

ctavia H
ill 1838-1912

）、
書
記
局
長
に
従
事
し
て
い
た
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ロ
ッ
ク
（C

.S
.L
och,

）、
歴
史
家
の
ヘ
レ
ン
・
ボ

サ
ン
ケ
ト
（H

elen B
osanquet 1860-1926

）
な
ど
で
あ
っ
た
。
次
い
で
重
要
で
あ
っ
た
委
員
は
救
貧
法
保
護
官
代
表
で
、
五
人
に
よ
っ
て

構
成
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
う
ち
二
名
は
後
の
労
働
党
に
所
属
す
る
人
た
ち
で
あ
っ
た
。
中
で
も
と
り
わ
け
大
き
な
存
在
感
を
持
っ
た
の
は
、

後
の
労
働
党
員
と
し
て
救
貧
法
保
護
官
に
就
任
し
た
ポ
プ
ラ
ー
連
合
教
区
の
ジ
ョ
ー
ジ
・
ラ
ン
ズ
バ
リ
で
あ
る
。
同
時
に
彼
は
下
院
国
会

議
員
に
所
属
し
て
い
た
ほ
か
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
及
び
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
Ｌ
Ｇ
Ｂ
主
席
と
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
お
よ
び
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の

Ｌ
Ｇ
Ｂ
の
恒
久
主
席
も
兼
務
し
て
い
た
。
そ
の
ほ
か
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
は
グ
ラ
ス
ゴ
ー
大
学
と
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
経
済
学
者
、

イ
ギ
リ
ス
国
教
会
、
ロ
ー
マ
ン
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
、
そ
し
て
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
教
会
か
ら
の
代
表
、
そ
れ
に
著
名
人
と
し
て
ロ
ン
ド
ン
貧

困
調
査
を
行
っ
た
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ブ
ー
ス
（C

harles B
ooth 1840-1916

）、
ベ
ア
ト
リ
ス
・
ウ
ェ
ッ
ブ
（B

eatrice W
ebb 1858-1943

）
ら
（
26
）

が
委
員
に
就
任
し
た
。
委
員
長
は
保
守
党
の
ジ
ョ
ー
ジ
・
ハ
ミ
ル
ト
ン
卿
（L

ord G
eorge H

am
ilton 1845-1927

）
で
あ
っ
た
が
、
総
選
挙

で
敗
れ
た
た
め
、
一
二
月
ま
で
の
任
期
と
な
っ
た
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
委
員
の
氏
名
の
公
表
は
、
一
九
〇
九
年
に
報
告
が
発
表
さ
れ
る
ま

で
行
わ
れ
な
か
っ
た
。

（
一
六
一
二
）



自
由
改
良
の
時
代
と
救
貧
法
か
ら
の
離
脱
（
矢
野
）

六
七
一

王
立
委
員
会
は
審
議
開
始
の
時
点
か
ら
Ｃ
Ｏ
Ｓ
の
代
表
六
人
と
労
働
党
・
フ
ェ
ビ
ア
ン
協
会
の
代
表
四
名
と
の
基
本
的
思
想
の
違
い
が

鮮
明
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
巧
妙
な
ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
の
論
述
に
よ
っ
て
救
貧
法
は
解
体
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
現
行
救
貧

法
の
役
割
は
カ
ウ
ン
テ
ィ
カ
ウ
ン
シ
ル
な
い
し
バ
ラ
に
よ
る
自
治
体
行
政
と
し
て
純
化
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
主
張
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し

Ｃ
Ｏ
Ｓ
の
代
表
た
ち
は
必
ず
し
も
す
べ
て
の
メ
ン
バ
ー
が
労
働
党
・
フ
ェ
ビ
ア
ン
協
会
側
の
意
見
を
反
対
と
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、

現
行
の
救
貧
法
が
有
す
る
抑
制
的
な
公
的
救
済
措
置
の
存
在
を
全
く
否
定
す
る
と
い
う
立
場
で
は
な
か
っ
た
。
ブ
ラ
ン
デ
ー
ジ
に
よ
る
と
、

Ｃ
Ｏ
Ｓ
の
思
想
の
背
景
に
あ
っ
た
の
は
一
八
三
四
年
に
打
ち
立
て
ら
れ
た
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
や
給
付
決
定
の
際
に
新
救
貧
法
が
有
し
て
い
た

宗
教
的
慈
善
の
動
機
に
よ
る
判
断
を
取
り
戻
す
こ
と
で
あ
っ
た
（
27
）

。
Ｃ
Ｏ
Ｓ
の
存
在
根
拠
は
宗
教
的
寛
容
さ
の
普
及
で
あ
っ
て
、
こ
の
分
野

を
認
め
よ
う
と
し
な
い
社
会
主
義
者
ら
と
同
じ
歩
調
に
立
つ
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
結
論
を
先
取
り
し
て
い
え
ば
、
貧
困
者
に
対

す
る
慈
善
活
動
は
、
あ
く
ま
で
も
救
貧
法
を
前
提
に
し
て
発
生
、
生
成
し
、
存
続
し
て
い
た
。
Ｃ
Ｏ
Ｓ
は
、
救
貧
法
と
の
共
存
に
よ
っ
て

は
じ
め
て
自
分
た
ち
の
活
動
が
認
知
さ
れ
て
い
る
と
い
う
認
識
に
立
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
王
立
委
員
会
の
Ｃ
Ｏ
Ｓ
代
表
ら
の

意
見
は
彼
ら
の
組
織
と
し
て
の
存
在
意
義
を
自
ず
か
ら
説
明
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

委
員
会
は
委
員
長
の
趣
旨
に
よ
る
Ｌ
Ｇ
Ｂ
の
一
四
名
の
一
般
査
察
官
が
任
命
さ
れ
て
、
王
立
委
員
会
の
事
項
に
関
す
る
調
査
に
当
た
っ

た
。
加
え
て
無
数
の
救
貧
法
保
護
官
、
自
治
体
職
員
、
そ
れ
に
保
健
担
当
官
ら
が
こ
の
調
査
に
協
力
し
た
。
さ
ら
に
、
委
員
会
の
メ
ン

バ
ー
の
中
で
も
救
貧
法
に
対
し
て
独
自
に
調
査
を
行
う
も
の
が
現
れ
た
。
ベ
ア
ト
リ
ス
・
ウ
ェ
ッ
ブ
は
膨
大
な
著
作
で
あ
る
イ
ギ
リ
ス
救

貧
法
史
の
執
筆
に
取
り
掛
か
り
、
ベ
ア
ト
リ
ス
の
夫
の
シ
ド
ニ
ー
・
ウ
ェ
ッ
ブ
は
フ
ェ
ビ
ア
ン
協
会
内
に
独
自
の
調
査
チ
ー
ム
を
組
織
し

て
一
八
三
四
年
以
降
の
救
貧
法
の
動
き
を
調
査
し
、
こ
れ
を
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
公
表
し
て
救
貧
法
少
数
派
報
告
の
議
論
の
一
助
と
し
た
（
28
）

。

こ
の
ほ
か
に
は
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ロ
ッ
ク
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ブ
ー
ス
ら
が
独
自
の
調
査
を
行
っ
た
。
な
お
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ブ
ー
ス
は
後
に

（
一
六
一
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

六
七
二

王
立
委
員
会
の
委
員
を
辞
任
し
て
い
る
。
参
加
し
た
委
員
の
多
数
は
、
主
に
Ｃ
Ｏ
Ｓ
の
指
導
者
た
ち
の
思
想
を
受
容
し
た
。
し
か
し
、

一
九
世
紀
ま
で
の
貧
困
対
策
で
主
要
な
原
理
で
あ
っ
た
貧
民
に
対
す
る
公
的
取
り
扱
い
に
関
す
る
「
低
位
性
原
則
」
に
見
ら
れ
る
抑
圧
的

な
精
神
に
つ
い
て
は
、
委
員
全
体
の
間
で
も
す
で
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
共
通
認
識
が
あ
り
、
関
連
調
査
に
つ
い
て
も
こ
の
精
神

の
下
で
行
わ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
調
査
の
結
果
が
示
し
た
も
の
は
救
援
抑
制
の
結
果
貧
民
に
不
衛
生
な
状
態
が
ま
ん
延
し
、
健
康
に
有
害

で
あ
る
と
い
う
事
実
で
あ
っ
た
。

一
九
〇
九
年
に
発
表
さ
れ
た
王
立
委
員
会
報
告
は
多
数
派
報
告
と
少
数
派
報
告
と
に
分
か
れ
、
当
時
行
わ
れ
て
い
た
救
貧
法
行
政
及
び

社
会
政
策
の
将
来
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
哲
学
の
違
い
を
そ
の
ま
ま
反
映
し
た
。
多
数
派
報
告
を
執
筆
し
た
の
は
、
ヘ
レ
ン
・
ボ
サ
ン
ケ

ト
と
、
グ
ラ
ス
ゴ
ー
大
学
経
済
学
部
教
授
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ス
マ
ー
ト
（W

illiam
 S
m
art

）
で
あ
っ
た
（
29
）

。
多
数
派
報
告
は
、
現
在
も
一
部

の
研
究
者
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
一
八
三
四
年
報
告
の
思
想
に
準
拠
し
た
考
え
方
を
表
明
す
る
こ
と
と
は
全
く
異
な
っ
て
い

る
。
さ
ら
に
そ
れ
は
Ｃ
Ｏ
Ｓ
が
初
期
に
有
し
て
い
た
教
義
と
も
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
最
大
の
特
徴
は
、
そ
れ
ま
で
社
会
の
主
流
で

あ
っ
た
貧
困
の
考
え
方
と
し
て
知
ら
れ
る
「
低
位
性
原
則
」
す
な
わ
ち
貧
困
者
に
対
し
て
劣
等
的
処
遇
で
臨
む
差
別
的
取
り
扱
い
を
完
全

に
放
棄
し
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
多
数
派
報
告
は
生
活
困
窮
者
を
生
活
で
き
な
い
よ
う
な
堕
落
者
、
と
み
る
の
で
は
な
く
「
緊
急

で
差
し
迫
っ
た
必
要
に
駆
ら
れ
て
い
る
も
の
（necessitous
）」
と
表
現
し
た
（
30
）

。
こ
う
し
た
背
景
の
も
と
に
、
多
数
派
報
告
は
現
行
救
貧
法

行
政
機
構
を
「
公
的
扶
助
局
（P

ublic A
ssistance A

uthority

）」
に
名
称
変
更
す
る
こ
と
、
保
護
官
委
員
会
は
カ
ウ
ン
テ
ィ
な
い
し
バ
ラ

（borough

）
評
議
会
（council

）
に
移
す
こ
と
、
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
を
一
般
混
合
型
か
ら
保
健
医
療
や
福
祉
に
専
門
化
し
た
施
設
に
す
る
こ
と
、

等
を
提
案
し
た
。

一
方
少
数
派
報
告
の
大
部
分
は
ベ
ア
ト
リ
ス
・
ウ
ェ
ッ
ブ
（
お
よ
び
委
員
で
は
な
い
が
シ
ド
ニ
ー
・
ウ
ェ
ッ
ブ
）
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
っ

（
一
六
一
四
）



自
由
改
良
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代
と
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脱
（
矢
野
）

六
七
三

た
。
彼
ら
は
貧
困
問
題
を
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
の
遺
産
と
し
て
は
と
ら
え
な
か
っ
た
。
救
貧
法
行
政
の
現
実
性
や
積
極
的
評
価
に
つ
い
て

認
め
よ
う
と
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
社
会
主
義
者
と
し
て
の
彼
ら
の
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
生
活
困
窮
者
は
「
新
し
い
行
政
組
織
に
よ
る

処
遇
が
必
要
な
も
の
」
と
み
な
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
困
窮
は
そ
の
人
の
ラ
イ
フ
・
サ
イ
ク
ル
に
置
き
換
え
る
べ
き
で
、

出
生
か
ら
老
齢
ま
で
を
考
え
、
政
府
の
部
局
が
適
切
な
対
応
を
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
た
。
こ
れ
は
基
本
的
に
シ
ド
ニ
ー
・
ウ
ェ
ッ
ブ
の

思
想
に
基
づ
く
。
そ
れ
ゆ
え
、
老
齢
年
金
は
普
遍
的
で
あ
る
べ
き
で
（
31
）

失
業
問
題
は
職
業
紹
介
所
や
労
働
省
が
担
当
す
べ
き
だ
と
主
張
し

た
。
救
貧
法
の
解
体
と
い
う
彼
ら
の
主
張
は
、
救
貧
法
が
取
り
扱
っ
て
い
る
対
象
を
代
わ
り
に
政
府
や
自
治
体
が
社
会
政
策
の
一
環
と
し

て
直
接
受
け
入
れ
る
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
社
会
主
義
的
行
政
運
営
を
求
め
る
労
働
党
の
目
的
に
か
な
っ
て
い
た
。

こ
こ
で
も
う
一
度
王
立
委
員
会
多
数
派
と
少
数
派
の
意
見
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。
報
告
内
容
で
両
者
に
共
通
す
る
認
識
は
、
一
八
三
四

年
当
初
の
新
救
貧
法
思
想
か
ら
の
完
全
な
離
脱
で
あ
る
。
法
の
思
想
で
あ
る
抑
圧
的
行
政
措
置
を
批
判
し
、
有
能
貧
民
で
な
い
も
の
を
低

位
性
原
則
で
扱
う
こ
と
は
不
適
当
と
批
判
し
た
。
抑
圧
的
行
政
に
よ
っ
て
生
じ
た
不
衛
生
、
病
気
の
ま
ん
延
等
に
つ
い
て
は
、「
予
防
と

治
療
」
の
た
め
に
公
費
が
使
わ
れ
る
べ
き
こ
と
を
勧
告
し
た
。
一
八
三
四
年
新
救
貧
法
の
所
産
で
あ
る
救
済
委
員
会
、
教
区
連
合
、
一
般

混
合
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
は
廃
止
さ
れ
る
べ
き
と
提
案
さ
れ
た
。
代
わ
り
に
こ
の
行
政
を
執
行
す
る
組
織
は
カ
ウ
ン
テ
ィ
、
カ
ウ
ン
テ
ィ
・
バ

ラ
が
適
当
で
あ
る
と
勧
告
し
た
。
普
遍
的
国
家
老
齢
年
金
の
設
立
に
は
賛
成
を
し
、
ま
た
知
的
障
が
い
者
、
危
険
な
精
神
障
が
い
者
の
取

り
扱
い
は
別
に
行
う
こ
と
を
勧
告
し
た
。
児
童
問
題
に
つ
い
て
は
孤
児
、
養
育
児
童
に
寄
宿
学
校
を
、
ま
た
里
親
制
度
の
促
進
を
勧
告
し

た
。
失
業
問
題
を
救
貧
法
行
政
か
ら
特
化
し
、
政
府
に
よ
る
職
業
紹
介
、
政
府
が
季
節
的
失
業
、
循
環
的
失
業
な
ど
の
失
業
対
策
を
行
う

こ
と
、
年
少
労
働
者
の
雇
用
促
進
な
ど
が
勧
告
さ
れ
た
。

次
に
両
者
の
間
で
決
定
的
に
異
な
る
見
解
に
つ
い
て
述
べ
て
み
よ
う
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
一
八
三
四
年
救
貧
法
か
ら
継
続
す
る
行

（
一
六
一
五
）
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六
七
四

政
組
織
は
一
新
す
る
こ
と
で
両
者
は
一
致
し
て
い
た
が
、
多
数
派
は
公
的
扶
助
委
員
会
の
設
置
は
認
め
る
が
同
時
に
民
間
慈
善
組
織
委
員

会
の
設
置
を
提
案
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
少
数
派
は
民
間
組
織
の
存
在
は
認
め
ず
、
中
央
政
府
と
自
治
体
が
行
政
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
す

べ
て
こ
れ
を
行
う
こ
と
を
主
張
し
、
カ
ウ
ン
テ
ィ
ご
と
に
教
育
、
健
康
、
施
設
、
年
金
の
四
つ
の
委
員
会
を
作
り
、
そ
の
う
え
で
公
的
扶

助
登
録
の
機
関
を
設
置
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
少
数
派
は
、
現
行
自
治
体
サ
ー
ビ
ス
の
不
十
分
性
を
強
く
批
判
し
て
い
た
。
彼
ら
の
唱

え
る
救
貧
法
解
体
は
、
現
行
救
貧
法
行
政
の
解
体
と
同
意
義
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
多
数
派
は
そ
こ
ま
で
の
革
新
を
唱
え
て
は
い
な

か
っ
た
。
し
か
し
後
の
社
会
保
障
の
確
立
過
程
か
ら
言
え
ば
、
少
数
派
の
主
張
の
理
論
的
根
拠
は
日
本
国
憲
法
で
い
う
「
最
低
生
活
を
営

む
権
利
」
か
ら
導
か
れ
る
も
の
で
、
施
設
の
機
能
分
化
の
勧
告
も
同
様
の
思
想
か
ら
派
生
し
て
い
た
。
こ
こ
に
少
数
派
報
告
の
先
進
性
と

革
新
性
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
は
少
数
派
報
告
の
発
表
に
前
後
し
て
自
ら
「
救
貧
法
解
体
促
進
全
国
委
員
会
（N

ational C
om
m
ittee to P

rom
ote the 

B
reak-up of the poor law

）」
を
組
織
し
、
現
行
行
政
組
織
が
有
能
貧
民
の
生
活
と
衛
生
に
関
し
て
よ
り
予
防
的
な
行
政
措
置
を
取
る
よ

う
に
求
め
る
運
動
を
起
こ
し
た
。
Ｃ
Ｏ
Ｓ
も
ま
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
を
通
じ
て
多
数
派
と
し
て
の
自
分
た
ち
の
主
張
を
広
く
ア
ピ
ー
ル
し

た
。
両
者
は
こ
の
よ
う
に
積
極
的
に
働
き
か
け
た
が
、
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
、
ア
ス
キ
ス
内
閣
で
蔵
相
を
担
当
し
て
い
た
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー

ジ
は
救
貧
法
委
員
会
の
多
数
派
、
少
数
派
報
告
を
い
ず
れ
も
無
視
し
た
。
ブ
ラ
ン
デ
ー
ジ
（B

rundage, A
. 2002

）
は
こ
の
理
由
に
つ
い
て

二
点
述
べ
て
い
る
。
一
つ
に
は
、
こ
の
報
告
が
一
八
三
四
年
当
時
と
異
な
り
、
統
一
し
た
勧
告
と
し
て
ま
と
め
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
、

し
た
が
っ
て
多
数
派
、
少
数
派
両
報
告
と
も
に
勧
告
の
正
当
性
、
強
制
性
が
薄
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
一
九
〇
九
年
当
時
の
ロ

イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
蔵
相
は
当
時
「
人
民
予
算
」
と
し
て
知
ら
れ
る
再
分
配
を
重
視
し
た
予
算
を
議
会
に
提
案
し
、
こ
れ
が
と
く
に
イ
ギ
リ

ス
貴
族
院
で
紛
糾
し
て
い
て
そ
の
克
服
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
集
中
せ
ざ
る
を
得
ず
、
救
貧
法
改
革
の
実
施
ま
で
は
手
が
回
ら
な
か
っ
た
こ
と

（
一
六
一
六
）



自
由
改
良
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七
五

に
よ
る
。

こ
の
報
告
は
、
当
時
現
実
的
に
行
わ
れ
て
い
た
救
貧
法
行
政
の
執
行
体
制
に
も
大
き
な
動
揺
と
な
っ
た
。
両
者
と
も
現
行
救
貧
法
行
政

組
織
の
刷
新
を
求
め
た
、
と
い
う
事
実
は
救
貧
法
保
護
官
そ
の
他
の
ス
タ
ッ
フ
に
脅
威
と
懸
念
を
与
え
た
。
そ
の
不
安
は
全
国
の
保
守
的

な
ス
タ
ッ
フ
だ
け
で
な
く
、
ポ
プ
ラ
ー
連
合
教
区
の
職
員
の
よ
う
に
社
会
主
義
よ
り
の
人
々
に
も
波
及
し
た
。
同
じ
労
働
党
及
び
そ
の
シ

ン
パ
で
あ
る
ポ
プ
ラ
ー
の
保
護
官
た
ち
は
、
自
分
た
ち
の
地
位
と
職
業
の
消
滅
を
恐
れ
て
ウ
ェ
ッ
ブ
ら
の
運
動
に
論
争
を
仕
掛
け
、
彼
ら

は
次
第
に
王
立
委
員
会
少
数
派
報
告
に
対
す
る
抵
抗
運
動
を
広
げ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
動
き
は
即
座
に
保
守
的
な
地
方
の
保
護
官
組
織

に
も
波
及
し
た
。

5
．
自
由
社
会
改
良
の
特
徴

今
ま
で
見
た
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
二
〇
世
紀
初
頭
の
自
由
改
良
の
時
代
を
推
し
進
め
た
要
因
は
大
き
く
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
一
つ

は
、
普
通
選
挙
法
の
普
及
に
よ
る
、
労
働
者
階
級
へ
の
利
害
に
対
す
る
配
慮
で
あ
る
。
こ
れ
は
わ
が
国
で
も
、
こ
の
時
期
を
扱
っ
た
社
会

政
策
関
係
の
書
籍
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
側
面
だ
け
か
ら
社
会
政
策
の
推
進
の
必
然
性
を
説
明
し
尽

く
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
う
一
つ
の
要
因
は
、
一
九
世
紀
後
半
か
ら
急
速
に
台
頭
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
国
、
と
り
わ
け
ド
イ
ツ
帝
国

の
状
況
に
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
は
大
小
の
公
国
に
分
裂
し
た
ま
ま
近
代
を
迎
え
た
が
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
鉄
血
宰
相

で
あ
る
オ
ッ
ト
ー
・
フ
ォ
ン
・
ビ
ス
マ
ル
ク
の
政
治
的
主
導
と
参
謀
長
モ
ル
ト
ケ
の
軍
事
作
戦
に
よ
り
、
シ
ュ
レ
ス
ビ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ

タ
イ
ン
地
方
を
デ
ン
マ
ー
ク
か
ら
併
合
し
た
。
さ
ら
に
そ
の
後
、
普
墺
戦
争
（
一
八
六
六
年
）、
普
仏
戦
争
（
一
八
七
一
年
）
に
勝
利
し
て
、

同
年
ド
イ
ツ
帝
国
と
し
て
統
一
を
果
た
し
た
。
新
た
な
統
一
ド
イ
ツ
は
、
ビ
ス
マ
ル
ク
の
も
と
で
自
由
主
義
的
社
会
改
良
政
策
を
次
々
に

（
一
六
一
七
）
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六
七
六

実
施
し
て
、
国
力
の
増
強
と
政
治
の
安
定
を
図
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
王
室
の
血
統
を
ハ
ノ
ー
バ
ー
公
国
（
当
時
）
に
持
つ
イ
ギ
リ
ス
帝
国
と

し
て
は
、
こ
う
し
た
ド
イ
ツ
の
政
治
動
向
に
無
縁
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
に
倣
っ
て
近
代
的
社
会
保

険
に
よ
る
社
会
政
策
の
路
を
進
む
に
は
、
大
き
な
障
害
と
な
る
の
が
伝
統
的
に
行
わ
れ
て
き
た
救
貧
法
行
政
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

二
〇
世
紀
初
頭
の
社
会
改
良
は
、
救
貧
法
か
ら
の
離
脱
を
理
念
的
に
は
伴
い
な
が
ら
も
Ｌ
Ｇ
Ｂ
所
属
の
救
貧
法
保
護
官
ら
に
よ
る
従
来

か
ら
の
貧
困
者
、
失
業
者
へ
の
救
貧
法
政
策
に
お
け
る
社
会
政
策
を
根
本
的
に
変
革
さ
せ
る
形
で
推
移
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
選
挙

法
改
正
と
労
働
運
動
の
高
ま
り
の
最
中
に
政
権
を
担
当
し
た
自
由
党
政
府
は
、
労
働
者
階
級
の
保
護
と
地
位
向
上
に
は
一
定
の
理
解
を
示

し
な
が
ら
、
こ
の
時
点
で
は
全
国
的
に
数
百
年
に
も
わ
た
る
地
方
組
織
を
軸
に
し
た
全
国
の
Ｌ
Ｇ
Ｂ
組
織
に
は
手
を
加
え
よ
う
と
し
な

か
っ
た
。
つ
ま
り
貧
困
問
題
は
Ｌ
Ｇ
Ｂ
の
救
貧
法
行
政
機
構
に
委
ね
て
こ
れ
を
温
存
す
る
一
方
で
、
ド
イ
ツ
型
の
社
会
保
険
の
導
入
に

よ
っ
て
財
政
対
策
を
も
に
ら
ん
だ
貧
困
の
予
防
と
労
働
者
の
保
護
、
育
成
を
別
個
に
図
る
と
い
う
イ
ギ
リ
ス
の
新
た
な
道
を
模
索
し
た
。

し
た
が
っ
て
貧
困
層
に
対
し
て
は
救
貧
法
解
体
に
よ
っ
て
直
接
行
政
サ
ー
ビ
ス
機
構
の
隔
離
・
整
備
を
訴
え
て
い
た
ウ
ェ
ッ
ブ
ら
は
、
こ

の
自
由
党
的
社
会
保
険
型
の
政
策
に
極
め
て
冷
淡
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
フ
ェ
ビ
ア
ン
協
会
な
ど
労
働
党
内
部
で
は
救
貧
法
解
体
を
ス

ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
政
治
活
動
が
行
わ
れ
た
が
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ
の
存
在
は
圧
倒
的
で
必
ず
し
も
こ
れ
が
労
働
党
の
議
員
や
支
持
者
の
間
に
深
く
浸

透
し
て
、
広
く
国
民
の
政
治
的
関
心
を
生
み
だ
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
の
運
動
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

第
一
次
世
界
大
戦
以
前
の
イ
ギ
リ
ス
社
会
政
策
は
救
貧
法
解
体
の
方
向
に
動
い
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

自
由
社
会
改
良
（
リ
ベ
ラ
ル
・
リ
フ
ォ
ー
ム
）
と
地
方
自
治
組
織
の
一
部
で
あ
る
Ｌ
Ｇ
Ｂ
（
地
方
自
治
庁
）
と
の
政
治
的
妥
協
の
接
点
が
ほ

と
ん
ど
な
か
っ
た
の
は
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ
が
現
実
的
な
人
々
の
貧
困
問
題
の
み
に
対
処
し
て
い
て
、
自
由
党
政
府
が
許
容
し
た
社
会
主
義
の
特
徴

と
も
い
え
る
効
率
的
な
国
家
政
策
の
理
念
と
し
て
の
社
会
改
良
に
興
味
を
示
さ
な
か
っ
た
と
い
う
点
が
指
摘
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
関

（
一
六
一
八
）
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矢
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）
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七
七

係
を
改
善
さ
せ
、
自
由
党
政
府
と
Ｌ
Ｇ
Ｂ
と
の
協
働
と
な
る
き
っ
か
け
が
一
九
〇
九
年
に
行
わ
れ
た
。
こ
れ
が
住
宅
及
び
都
市
計
画
法

（H
ousing and T

ow
n P
lanning A

ct

）
で
あ
る
。
労
働
者
の
住
宅
問
題
と
そ
の
供
給
は
、
一
九
世
紀
後
半
か
ら
主
に
Ｃ
Ｏ
Ｓ
等
の
民
間
慈
善

団
体
か
ら
提
唱
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
建
物
の
建
設
や
保
持
に
関
す
る
行
政
へ
の
実
現
は
当
時
ほ
と
ん
ど
な
く
、
わ
ず
か
に
ロ
ン
ド

ン
・
カ
ウ
ン
テ
ィ
評
議
会
（L

ondon C
ounty C

ouncil ;

以
下
Ｌ
Ｃ
Ｃ
と
い
う
）
が
一
八
九
〇
年
及
び
一
九
〇
〇
年
の
条
例
で
最
初
に
建
設
し

た
程
度
で
あ
っ
た
。
Ｌ
Ｃ
Ｃ
に
よ
る
労
働
者
向
け
住
宅
の
建
設
に
よ
っ
て
も
、
一
九
一
〇
年
ま
で
に
建
設
し
た
労
働
者
向
け
住
宅
は
、
労

働
者
人
口
の
二
％
以
下
し
か
供
給
が
で
き
て
い
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
（
32
）

。
ボ
ー
ア
戦
争
に
よ
る
国
民
の
体
力
低
下
が
特
に
都
市
下
層
階
級

に
顕
著
で
あ
っ
た
事
実
は
、
ロ
ン
ド
ン
の
貧
民
地
域
の
保
健
衛
生
や
人
口
過
密
問
題
の
解
消
と
し
て
語
ら
れ
、
実
際
住
宅
公
社
や
様
々
な

人
物
の
発
案
に
よ
る
都
市
下
層
労
働
者
向
け
の
住
宅
建
設
促
進
が
試
み
ら
れ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
必
ず
し
も
功
を
奏
し
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
一
九
〇
九
年
法
は
、
そ
れ
ま
で
Ｌ
Ｃ
Ｃ
を
始
め
、
自
治
体
に
よ
る
公
的
住
宅
建
設
お
よ
び
住
宅
の
維
持
・
管
理
が
公
的
セ
ク
タ
ー
に

託
さ
れ
て
い
た
も
の
を
、
民
間
の
セ
ク
タ
ー
に
移
譲
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
。
Ｌ
Ｇ
Ｂ
は
決
し
て
民
間
部
門
で
は
な
い
が
貧
民

の
行
政
に
は
詳
し
か
っ
た
の
で
、
労
働
者
住
宅
に
関
す
る
建
設
及
び
衛
生
状
態
の
保
全
を
担
当
す
る
よ
う
促
さ
れ
た
。
そ
の
後
住
宅
供
給

は
必
ず
し
も
順
調
に
推
移
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
都
市
計
画
と
い
う
長
期
ビ
ジ
ョ
ン
を
伴
う
社
会
立
法
の
制
定
は
自
由
党
政
権
で

は
珍
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
実
か
ら
も
、
社
会
主
義
的
視
点
か
ら
述
べ
た
よ
う
に
、
長
い
期
間
に
わ
た
っ
て
イ
ギ
リ
ス
の
貧
困
問

題
に
対
処
し
て
き
た
救
貧
法
行
政
部
門
が
時
代
の
要
請
に
そ
ぐ
わ
な
い
と
断
定
す
る
に
は
、
こ
の
時
点
で
は
相
当
の
無
理
が
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。

す
で
に
み
た
よ
う
に
こ
の
時
期
に
矢
継
ぎ
早
に
審
議
、
成
立
し
た
社
会
政
策
関
連
諸
立
法
全
般
は
他
の
時
期
に
比
べ
て
そ
の
数
が
多
い
。

そ
の
原
因
は
一
般
的
に
考
え
る
と
自
由
党
政
府
に
よ
る
積
極
的
社
会
政
策
の
結
果
に
よ
る
と
こ
ろ
、
と
な
る
が
実
際
は
そ
う
で
は
な
か
っ

（
一
六
一
九
）
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た
。
む
し
ろ
近
代
か
ら
国
民
国
家
を
成
長
さ
せ
て
き
た
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
先
進
諸
国
や
世
界
に
散
ら
ば
る
イ
ギ
リ
ス
の
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス

が
労
働
者
階
級
に
積
極
的
に
選
挙
権
を
付
与
し
彼
ら
の
社
会
主
義
的
要
求
を
認
め
て
ゆ
く
プ
ロ
セ
ス
の
一
時
期
に
自
由
党
政
権
が
位
置
し

て
い
た
だ
け
、
と
い
う
評
価
の
ほ
う
が
現
実
的
で
あ
ろ
う
。
イ
ギ
リ
ス
が
社
会
を
動
か
す
よ
り
速
い
ス
ピ
ー
ド
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
当
時

の
植
民
地
諸
国
の
動
き
が
急
激
に
展
開
し
、
そ
れ
が
イ
ギ
リ
ス
に
も
ど
っ
て
更
な
る
社
会
改
良
を
促
し
た
、
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。

（
1
） 

こ
の
選
挙
で
保
守
党
は
四
〇
五
議
席
か
ら
一
五
七
議
席
と
大
敗
し
、
首
相
の
バ
ル
フ
ォ
ア
自
身
も
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
で
落
選
し
た
。

（
2
） H

arris B
.（2004

）, T
h

e O
rigin

s of th
e B

ritish
 W

elfare S
tate, P

algrave M
acm
ilan, 

（
3
） 

ド
イ
ツ
が
社
会
保
険
方
式
の
年
金
制
度
を
採
用
す
る
の
は
一
八
八
九
年
で
あ
る
。

（
4
） F

raser D
.（2009

）, T
h

e E
volu

tion
 of th

e B
ritish

 W
elfare S

tate,p.180.

（
5
） F

raser D
.（2009

）, p.181.

（
6
） 

ア
ス
キ
ス
は
海
軍
の
戦
力
増
強
に
特
に
力
を
入
れ
、
ド
イ
ツ
と
の
増
艦
競
争
を
行
っ
た
。

（
7
） 1908. 8 E

dw
ard Ⅶ

. cap. 40.

（
無
拠
出
老
齢
年
金
法
）

（
8
） T

hane,P
.,（1982

）, T
h

e F
ou

n
d

ation
 of th

e W
elfare S

tate, L
ongm

an, pp.81-84.

（
9
） B

rundage, A
.（2002

）, T
h

e E
n

glish
 P

oor L
aw

s, 1700-1930,P
algrave, p.142.

（
10
） 1908. E

dw
ard Ⅶ

. C
ap.40.:section 2-3

（
11
） 

前
掲

（
12
） B

rundage, A
.（2002

）,p.94.

（
13
） B

rundage, A
.（2002

）,p.93.

（
一
六
二
〇
）
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（
14
） 

こ
れ
を
ノ
ー
ウ
ッ
ド
・
モ
デ
ル
（N

orw
ood M

odel

）
と
呼
ぶ
。

（
15
） 1848. 11 &

 12 V
ictoria. cap. 31.

（
16
） 1870. 33 &

 34 V
ictoria. cap.75.

（
17
） T

hane, P
.（1996

）, p.96.

（
18
） 

小
山
路
男
（
一
九
七
八
年
）『
西
洋
社
会
事
業
史
論
』、
光
生
館
、
二
〇
〇
頁

（
19
） F

raser D
.（2009

）,p.178.

（
20
） 1906. 6 E

dw
ard Ⅵ

. cap. 57.

（
教
育
（
学
童
給
食
）
法
）

（
21
） 1907. 7 E

dw
ard Ⅶ

. cap. 43.

（
22
） T

hane, P
.（1996

）, p.66.

（
23
） 1905. 5 E

dw
ard Ⅶ

. cap. 18.

（
24
） T

hane, P
.（1996

）, p.67.

（
25
） 1909. 9 E

dw
ard Ⅶ

. cap. 7.

（
職
業
紹
介
法
）

 
1909. 9 E

dw
ard Ⅶ

. cap. 22.

（
最
低
賃
金
法
）

 
1909. 9 E

dw
ard Ⅶ

. cap. 44.

（
住
宅
、
都
市
計
画
法
）（
地
方
教
育
当
局
（
診
療
）
法
）

（
26
） 

ベ
ア
ト
リ
ス
・
ウ
ェ
ッ
ブ
が
結
婚
前
の
ベ
ア
ト
リ
ス
・
ポ
ッ
タ
ー
で
あ
っ
た
時
代
に
、
従
兄
弟
に
当
た
り
、
同
じ
ユ
ニ
タ
リ
ア
ン
教
徒
と
し
て

ま
た
富
裕
な
中
産
階
級
と
し
て
親
交
を
し
て
い
た
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ブ
ー
ス
の
ロ
ン
ド
ン
調
査
に
加
わ
っ
て
い
た
の
は
有
名
な
話
で
あ
る
。

（
27
） B

rundage, A
.（2002

）, T
h

e E
n

glish
 P

oor L
aw

s, 1700-1930,P
algrave, p.137.

（
28
） 

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
印
刷
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
意
見
は
、
後
に
「
イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
政
策
一
九
一
〇
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
。W

ebb S
.&
B
.

（1910

）, E
n

glish
 P

oor L
aw

 P
olicy, L

ondon; L
ongm

ans G
reen

（
29
） B

rundage, A
.（2002

）,p.137.

（
30
） B

rundage, A
.（2002

）,p.138.

（
一
六
二
一
）
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六
八
〇

（
31
） 

イ
ギ
リ
ス
で
は
す
で
に
一
九
〇
八
年
か
ら
普
遍
的
老
齢
年
金
制
度
が
施
行
さ
れ
て
い
た
。
少
数
派
報
告
は
七
〇
歳
以
上
の
支
給
を
六
五
歳
に
繰

り
上
げ
る
主
張
を
し
た
。

（
32
） T

hane, P
.（1982

）,p.89.

（
一
六
二
二
）
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安全保障法制をめぐる
日本人の戦争観と安全保障意識

福　田　　　充

1 章　はじめに　～　日本の安全保障法制をめぐる社会情勢

2016 年現在、中東のシリアではアサド政権と反政府勢力による内戦

が続き、アメリカを中心とする有志連合軍による「イスラム国（IS）」

への限定的空爆が実施されている。「イスラム国（IS）」による戦闘は

隣国イラクでも継続中であり、その「イスラム国（IS）」がインター

ネットやソーシャルメディアにより世界に発信するメッセージに呼応

するかのように、2016 年に入ってからもフランスやベルギー、ドイツ、

アメリカなどの欧米諸国において、またバングラデシュ、トルコ、ア

フガニスタンなどアジアにおいてもテロ事件が相次いだ。それらのテ

ロ事件を「イスラム国（IS）」が後付けで追認する犯行声明を発表する

形であっても、これこそがその「イスラム国（IS）」が実践する「グ

ローバル・ジハード」の戦略に他ならない。かつて、非対称的な低強

度紛争とも表現された「対テロ戦争」は、現在においても形を変えて

続いている。

他方で、東アジアの安全保障についてみても、北朝鮮は核開発を継

続し、日本海に向けて弾道ミサイルの発射実験を繰り返している。国

連安保理決議違反であるこれらの行為に対してもアメリカをはじめ先

進国や周辺国、国連など国際機関は未だ有効な手を打てないでいる。

また、南シナ海においては、中国が建設した人工島における空港など

論　説

（
一
六
四
四
）
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の軍事施設により、フィリピンやベトナムなど周辺諸国との緊張がさ

らに高まっている。遠洋進出を目論む中国人民解放軍にとって南シナ

海の制海権確保は至上命題であり、着々と手段を講じる中国に対して、

アメリカなど先進国や国際機関の対応は後手に回っている。

このようにグローバリズムの時代において、世界の安全保障環境は

常に変化し続けている。それと同時に、世界の安全保障において、日

本に求められる国際貢献にも変化が見えつつある。

このような国際情勢の中、日本では積極的平和主義を唱える安倍政

権により 2015 年 9 月に安全保障関連法が成立した（1）。安全保障関連

法は、日本の政府と自衛隊に対して集団的自衛権を認めるもので、日

本国憲法と照らして合憲か違憲かが問われる憲法論争にまで発展した。

国会開設中も全国各地において安全保障関連法案に対する反対デモが

発生し、メディア報道も過熱するなど、社会的混乱が発生した。法案

成立後も、この社会的混乱はしばらく続いた。

このように変容する国際情勢の中で、日本の安全保障政策がどうあ

るべきか、そして日本人が安全保障についてどのように考えているか、

意識の構造を解明するために、全国アンケート調査を実施した。日本

人の安全保障意識の構造を解明し、それが日本人のどのような戦争観

と結びついているか、調査データに基づいた多変量解析により検証を

行う。

2章　調査計画と結果の概要

「日本人の安全保障意識に関するアンケート調査」の調査概要は以下

の通りである。調査主体は、日本大学法学部・福田充研究室（当時）で

ある。調査対象は、日本に在住する 18 歳以上の男女（調査モニター）の

500 人、標本抽出法は調査モニターに対する多段層化抽出法である。調

査実施方法は、インターネット・オンライン調査で、調査期間は 2016

年 1 月 10 日から 15 日までの 6日間である。回収数は 500 票で回収率

100％、有効回答率も 500 票で有効回答率も 100％であった（2）。この調

（
一
六
四
三
）
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査の実施以前に、2015 年 8 月には安保関連法案を国会審議中の国民の

世論についても、福田研究室においてプレ調査を実施している（3）。

ここからアンケート調査データをもとに現代の日本人の安全保障観

について考察する。まず、安全保障関連法に対する態度についてみる

と、「賛成」は 45.4％、「反対」は 54.6％であった。クロス分析の結果

をみると図表 1のように性差が大きく、男性は「賛成」が 54.3％、女

性は「反対」が 63.2％であった。安全保障関連法に対して男性の方で

賛成派が多く、女性の方で反対派が多い傾向が見られた（統計的有意水

準：p＜0.001）。年齢については 20 代以下において「賛成」と「反対」

が 50％ずつと拮抗しており、70 代において「賛成」が 51.4％とやや多

い傾向があった以外は、30 代、40 代、50 代、60 代のすべてで「反対」

が多い傾向が見られた。「賛成」派が多い世代は、20 代以下の若者と

70 代の高年齢層であるといえる。

続いて、「今の世界の情勢から考えて、日本が戦争や紛争に巻き込ま

れたり、ほかの国から侵略を受けたりする危険がどの程度あるか」を

問うたところ、図表 2のような結果が得られた。これは戦争に対する

「リスク認知」をたずねたもので、「非常に危険がある」という回答が

17.4％、「ある程度危険がある」という回答が 61.4％と、戦争に関する

危険があるとするリスク認知の割合は合わせて 78.8％にのぼった。ま

図表 1　安全保障関連法に対する賛否と性差（N＝500）

（
一
六
四
二
）
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た、「今の世界の情勢から考えて、日本が戦争や紛争に巻き込まれたり、

ほかの国から侵略を受けたりすることに対してどの程度、不安を感じ

るか」についてたずねたところ、図表 3のような結果が得られた。「非

常に不安だ」という回答が 22％、「やや不安だ」という回答が 54.4％と、

戦争に対するリスク不安を感じている層は 76.4％にのぼることが明ら

かとなった。

それでは、日本人は自衛隊のさまざまな国際的活動の現状や今後の

活動の可能性に対してどのような態度を持っているのだろうか。図表 4

のように、「賛成である」と「どちらかといえば賛成である」の割合を

図表 2　戦争に対するリスク認知
 （N＝500）

図表 3　戦争に対するリスク不安
 （N＝500）

図表 4　日本の自衛隊の活動に対する賛否（N＝500）

（
一
六
四
一
）
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合計した結果をみると、安全保障関連法に関して今後活動の可能性が

発生する「自衛隊による海外での日本人救助」に対しては賛成派が

81.8％ともっとも多く、「日本人の避難者を乗せたアメリカ船舶の防

護」に対しても賛成派が 78％と多いことがわかった。また、「中東・ホ

ルムズ海域での機雷除去」に対しても 68.8％が賛成しており、「国連主

導以外の国際平和活動参加」に対しても 67％が賛成している。それに

対して、「アメリカに向かう弾道ミサイルの迎撃」については反対派が

53.2％と多く、「日本周辺以外での米軍への後方支援」に対しては

54.6％と反対派が多いことがわかる。このように、自衛隊の活動につい

ては、個別的な事象に対して賛否は割れており、日本人が積極的に活

動を認めている部分と、慎重な態度を示している部分があることが判

明した。

3章　日本人の安全保障意識とその構造

ここから本論文の本題である、日本人の安全保障意識について調査

結果をもとに考察する。2015 年の 1年間でテレビや新聞などメディア

報道において語られた安全保障関連法に対する論点を 17 項目抽出し、

その論点に対してどのような態度を持っているかを 4段階の順序尺度

でたずねた結果が、図表 5である。

この図表 5の安全保障関連法に対する意識についての 17 項目をカテ

ゴリーに分類するため、因子分析を行った。その因子分析の結果を示

したのが図表 6である。因子分析の結果、日本人の安全保障関連法に

対する意識には、批判的態度（第 1因子）、積極的平和主義（第 2因子）、

個別的自衛権（第 3因子）の 3つの因子が存在することが明らかとなっ

た。

安全保障関連法に対する意識の中で、第 1因子の「批判的態度」に

は「強行採決など手続きが民主主義に反していると思う」、「集団的自

衛権の行使で日本が戦争に参加するリスクが高まる」、「日本国憲法に

反している」、「海外で日本人がテロの標的にされやすくなる」などの、

（
一
六
四
〇
）
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安全保障関連法に対する批判的な項目が含まれる。また、第 2因子の

「積極的平和主義」には、「日本一国で平和を維持していくことは困難

である」、「世界情勢に合わせて日本の安全保障政策も変わっていくべ

きだ」、「日本が世界の安全保障に積極的に関わり、国際的な貢献をす

べきだ」など、安倍政権が掲げる「積極的平和主義」に基づく安全保

障観を支持する項目が含まれる。また、第 3因子の「個別的自衛権」

には、「領空・領海侵犯された場合でも個別的自衛権で対応できる」と

「他国からミサイルが飛んできた場合でも個別的自衛権で対応できる」

という 2つの項目が含まれる。日本の安全保障には個別的自衛権があ

れば十分で、集団的自衛権の必然性を疑問視する態度である。

図表 5　安全保障関連法についての意識（N＝500）

（
一
六
三
九
）
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この第 2因子の積極的平和主義に関する項目を見ると、日本人の中

にもこうした国際主義、人道主義に基づいた安全保障観が根付いてい

ることがわかる。これらの項目に対する単純集計結果をみると、図表 7

のようになる。それぞれの項目に対して「あてはまる」と「ややあて

はまる」の回答の割合を合計して考えると、「世界情勢に合わせて日本

の安全保障政策も変わっていくべきだ」とする意見が 76.4％あり、「日

図表 6　安全保障関連法に対する意識の因子構造

図表 7　積極的平和主義に関する意識（N＝500）

（
一
六
三
八
）
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本一国で平和を維持していくことは困難である」とする意見も 83％も

あるように、日本の安全保障政策の変更や集団的安全保障に対する肯

定的な意見が多数派であることがわかる。また「日本が世界の安全保

障に積極的に関わり、国際的な貢献をすべきだ」という意見も 74％に

のぼっている。このように日本国民は、安倍政権が掲げる積極的平和

主義のうち、これらの項目に関する安全保障観には賛同しており、日

本が積極的に国際安全保障に貢献することを望んでいることがわかる。

しかしながらその反面、安倍政権が進める安全保障関連法に対して、

批判的な項目に対しても「あてはまる」とする意見が多いことが図表 5

からもわかる。第 1因子の「批判的態度」がどのような構造をもって

いるのかを明らかにするため、批判的態度を構成している 10 項目を抽

出し、主成分分析を行った結果が図表 8である。その結果、安倍政権

による安保関連法に対する批判的態度は、①「手続批判志向」、②「反

戦志向」、③「テロリスク志向」、④「護憲志向」の 4つのパターンか

ら構成されていることが明らかとなった。

第 1因子は「国民に対する説明が不十分である」、「安保関連法案の

議論がしっかりなされていない」、「強行採決など手続きが民主主義に

反していると思う」などの項目から構成される「手続批判志向」であ

る。これは、安倍政権が安保関連法案を国会で審議する過程で、国民

への説明責任が十分に果たされていないこと、また国会の審議におい

ても強行採決の手段がとられるなど議論が十分になされていないとい

図表 8　安全保障関連法に対する「批判的態度」を構成する因子

（
一
六
三
七
）
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具体的に調査結果のデータを見ると「安保関連法案の議論がしっか

りなされていない」とする意見が 76.6％にのぼり、「国民に対する説明

が不十分である」という意見も 79.4％にのぼるなど、安倍政権による

国民への説明責任の問題、議会運営の問題に対する反発が強いことが

図表 9　第 1因子「手続批判志向」を構成する項目への態度（N＝500）

図表 10　第 2因子「反戦志向」を構成する項目への態度（N＝500）

（
一
六
三
六
）
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わかる。「強行採決など手続きが民主主義に反している」とする意見も

69.8％にのぼっている。つまり、安全保障関連法に関する国民の混乱

は、この安倍政権による法制化の手続きにも要因があったといえる。

そして、第 2因子は「戦前の日本の軍国主義に戻る危険性がある」、

「徴兵制になる恐れがある」、「集団的自衛権の行使で日本が戦争に参加

するリスクが高まる」の項目からなる「反戦志向」である。2015 年に

国会で安全保障関連法案が議論されている最中でも、同法案が野党や

マスコミ各社から「戦争法案」と呼ばれ、「徴兵制につながる恐れ」が

指摘された。こうした野党やマスコミ各社の戦術から、こうした言説

は拡散し、国会周辺を埋め尽くすまでの大規模なデモの発生につな

がった。

図表 10 のように具体的な調査結果のデータをみると「戦前の日本の

軍国主義に戻る危険性がある」という回答が 53％、「徴兵制になる恐れ

がある」という回答が 49.4％にのぼり、5割前後を占めていることがわ

かる。また、「集団的自衛権の行使で日本が戦争に参加するリスクが高

まる」という回答は 75％に達し、集団的自衛権の行使が日本の戦争参

加につながることを多くの日本人が危惧していることも明らかとなっ

た。

続いて第 3因子は、「海外で日本人がテロの標的にされやすくなる」

と「日本国内でテロの危険性が高まる」からなる「テロリスク志向」

である。これは、安倍政権が掲げる積極的平和主義と集団的自衛権の

行使により、対テロ戦争に関わっている欧米諸国と歩調を合わせるこ

とによって、日本もイスラム過激派のテロの標的になる可能性が高ま

るという態度である。実際に 2015 年 1 月には「イスラム国（IS）」に

よる日本人人質テロ事件が発生し、日本人男性 2名が殺害された。こ

れは、安倍政権がイスラエルで積極的平和主義を掲げて中東諸国への

資金援助を表明した直後に発生したテロ事件であった。

具体的に調査結果のデータを見ると、図表 11 のように「海外で日本

人がテロの標的にされやすくなる」という回答は 77.4％と極めて高く、

（
一
六
三
五
）
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「日本国内でテロの危険性が高まる」という回答も 77％にのぼっている

ことがわかる。日本人は日本の安全保障政策とテロリズムのリスクを

関連させて理解していることが明らかとなった。

最後の第 4因子は、「日本国憲法に違反している」と「平和憲法を守

りたい」の 2つの項目から構成されている「護憲志向」である。この

安全保障関連法は、その審議の当初から衆院憲法審査会で「法案は違

憲である」と 3人の憲法学者が結論づけたところからメディア報道や

世論の中でその位置づけが憲法問題へとシフトした。この安全保障関

連法は合憲か違憲かについての論争には未だ決着がついていない。い

わゆる「護憲派」の立場から安全保障関連法案は厳しく批判され、世

論に大きな影響を与えた。

アンケート調査の結果をみると、図表 12 のように「日本国憲法に違

反している」とする意見は 59.2％、「平和憲法を守りたい」とする意見

は 80.6％にのぼった。このように、日本人の過半数は安保関連法を憲

法違反であると考えていることがわかる。

以上の主成分分析の結果とデータから、現在の多くの日本人は、安

保関連法が日本国憲法に反しているという意識を持ちながら、日本の

国際的安全保障への貢献をどう構築するかというジレンマを抱えてい

図表 11　第 3因子「テロリスク志向」を構成する項目への態度（N＝500）

（
一
六
三
四
）
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るといえる。このジレンマに対して安倍政権は国民への十分な説得材

料と論理を持ち得ておらず、その結果として、国民への説明責任を果

たせないまま、安全保障関連法案の強行採決という結論に結びついた。

安全保障関連法への批判的態度は、護憲志向と反戦志向という日本人

の根強い心理にもとづいており、さらに安倍政権への運営手法に対す

る手続批判志向によってより強化されたと考えられる。

4章　日本人の戦争観と安全保障意識との関係

日本人の安全保障意識の構造について考察してきたが、この日本人

の安全保障意識にはどのような戦争観が裏打ちされているのだろうか。

日本人はどのような戦争観を持っているのか、本章で考察を行う。戦

争に関する多様な態度を測定したのが図表 13 である。さらにこれらの

結果について主成分分析を行った結果が、図表 14 である。9つの質問

項目が 5つの戦争観、「合法戦争観」、「違法戦争観」、「リアリズム戦争

観」、「正戦論的戦争観」、「無差別戦争観」にパターン化された。

この中でも日本人がもっとも多く支持したのは「どんな理由があっ

ても戦争は許されない」（87.2％）、「戦争は違法な行為である」（86.4％）

から構成される「違法戦争観」であった。これは 20 世紀以後のとくに

第 1次世界大戦による総力戦、全体戦争以後に発生し一般化した、戦争

図表 12　第 4因子「護憲志向」を構成する項目への態度（N＝500）

（
一
六
三
三
）
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そのものが悪であり違法性のあるものとしてとらえる戦争観である（4）。

その次に支持が多かったのは「戦争に正・不正はなく倫理的に判断す

ることはできない」（73％）の「無差別戦争観」である。これは世界に

違法戦争観が浸透する以前に一般的であった戦争観であり、戦争は善

悪など倫理的な視点や合法・違法の法的観点から判断することはでき

ない現象であるとらえる戦争観である。

また、「国家間の軍事力の均衡が戦争の抑止につながる」（50.2％）や

「武力の所持が戦争の抑止力につながる」（44.4％）といったリアリズム

的な安全保障観は、バランス・オブ・パワー（勢力均衡論）などの理論

に裏打ちされた戦争観といえる（Waltz, 1979）（ 5）。そして、「大義名分

のある正義のための戦争は許される」（23％）や「侵略戦争を起こした

国に対しての懲罰戦争は許される」（38.6％）などの態度は、正戦論的

図表 13　日本人の戦争観（N＝500）

図表 14　日本人の戦争観に関するパターン

（
一
六
三
二
）
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な戦争観と関連している。正戦論とは、倫理的基準や宗教的基準、法

的基準などに基づいて戦争を正当な戦争と不当な戦争とに区別し、正

当な戦争を合法と認める考え方である（6）。中世以前から存在した古典

的な正戦論に対して、グロティウス的な正戦論を経て、現代的な正戦

論も再検討がなされている（Walzer, 1977）。

因子分析の結果、パターン化されたそれぞれの戦争観を構成する項

目の順序尺度の得点を足し合わせた合成変数を構成し、同時に、安全

保障意識に関する因子についてもそれらを構成する質問項目の順序尺

度の得点を足し合わせた合成変数を構成した。こうして構成された戦

争観の合成変数と、安全保障意識に関する合成変数の関係を考察する

ために、相関分析を行った。こうした処理に基づいて得られた相関モ

デルが図表 15 である。

図表 15 にそって、まず戦争観における合成変数の相関関係をみると、

合法戦争観とリアリズム戦争観の間に（r＝0.473）、リアリズム戦争観と

正戦論的戦争観の間に（r＝0.480）、合法戦争観と正戦論的戦争観の間に

図表15　戦争観と安全保障意識との相関モデル（数値は相関係数。*** : p〈0.001）

（
一
六
三
一
）
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（r＝0.615）、それぞれ正の相関関係があることがわかる。またリアリズ

ム戦争観と無差別戦争観の間に相関関係がみられる（r＝0.289）。それに

対して、違法戦争観は合法戦争観に対して（r＝－0.393）、リアリズム戦

争観に対して（r＝－0.321）、正戦論的戦争観に対して（r＝－0.351）と、

それぞれに負の相関関係があることが判明した。このように、日本人

の世論には解釈可能な一定の戦争観が構造化されていることが明らか

となった。

さらに、戦争観と安全保障意識の間の相関関係をみると、安全保障

関連法への批判的態度を構成する合成変数である手続批判志向、反戦

志向、テロリスク志向、護憲志向のすべてと違法戦争観との間に正の

相関関係が見られた。違法戦争観と手続批判志向の間に（r＝0.466）、違

法戦争観と反戦志向の間に（r＝0.460）、違法戦争観とテロリスク志向の

間に（r＝0.366）、違法戦争観と護憲志向の間に（r＝0.515）と、それぞれ

正の相関関係が見いだされた。つまりこの関係は、違法戦争観の傾向

を持っているほど、手続批判志向、反戦志向、テロリスク志向、護憲

志向の傾向が強いということを意味している。反対に、これらの安全

保障関連法への批判的態度の合成変数は、それぞれ合法戦争観や正戦

論的戦争観、リアリズム戦争観と負の相関関係があった。この関係に

ついては、モデルを簡略化するために図表 15 からは省略している。

さらに安全保障関連法に対する「賛成」「反対」の態度に影響力を持

図表 16　安全保障関連法への賛否と戦争観に関する重回帰分析

非標準化係数 　 標準化係数 t 有意確率
B 標準誤差 ベータ 　 　

（定数） 1.233 0.122 　 10.127 0
合法戦争観 0.002 0.017 0.008 0.143 0.886
違法戦争観 －0.074 0.015 －0.223 －4.996 0
リアリズム戦争観 0.091 0.016 0.286 5.558 0
正戦論的戦争観 0.013 0.017 0.041 0.76 0.448
無差別戦争観 －0.006 0.025 －0.011 －0.246 0.806

従属変数：安全保障関連法への賛否
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つ戦争観について考察するため、安全保障関連法への賛否を従属変数

として、5つの戦争観を独立変数として重回帰分析を行った。その結果

を示したのが図表 16 である。強制投入法による重回帰分析の結果、安

全保障関連法への賛否の態度にもっとも影響力を持つ戦争観は「違法

戦争観」（標準化係数β＝－0.223, p＜0.001）と、「リアリズム戦争観」（標

準化係数β＝0.286, p＜0.001）の 2 つの変数であることがわかった。つま

り、安全保障関連法に対する日本人の態度は、リアリズム戦争観が賛

成派を、違法戦争観が反対派を形成し、それぞれの戦争観が安全保障

関連法に対する態度形成に大きな影響力を持ったといえる。

5章　日本人の国際テロリズム問題とテロ対策への意識

最後に日本人の国際テロリズムに対する意識について概観したい。

2016 年にはG7伊勢志摩サミットのためのテロ対策が日本国内におい

ても強化され、警備体制や出入国管理が強化された。また同年 7月に

はバングラデシュのダッカで発生した銃乱射テロ事件によって日本人 7

人が死亡した。「イスラム国（IS）」などイスラム過激派やそれに呼応

する形で世界各国において発生するテロリズムに対して、日本人はど

のような意識をもっているのだろうか。

「今の世界の情勢から考えて、日本国内においてテロが発生する危険

がどの程度あるか」という質問に対する回答が図表 17 である。これは

日本国内でのテロ事件に対するリスク認知を問うたものであるが、「非

常に危険がある」という回答が 20.6％、「ある程度危険がある」という

回答が 65％であった。また、「日本国内でテロが発生することに不安」

を感じるかを問うた結果が図表 18 である。これは国内でのテロ事件に

対するリスク不安を問うたものであるが、「不安を感じる」という回答

が 35％、「どちらかといえば不安を感じる」という回答が 49.4％と非常

に高い値を示した。このように日本人の中にテロリズムに対するリス

ク認知とリスク不安が非常に高い状態にあることが明らかになった。

日本人の国際テロリズムに対する意識については、図表 19 のような
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結果が得られた。ここでは非常に雑多な質問項目をまとめた形で概観

するが、「とてもあてはまる」という回答と「ややあてはまる」という

回答を合計した割合で見ると、「日本へのイスラム過激派によるテロの

脅威は高まっている」とする回答は 83.2％にのぼった。そしてそれに

対して、「テロ対策に関する国際的活動に日本も協力すべきである」と

する意見が 86.8％にのぼり、「日本も国内のテロ対策を強化すべきであ

る」とする意見は 90.6％、「日本も国際的なテロに関する情報活動を強

化すべきである」とする意見も 89.6％という極めて高い値を示した。

このようにこれらのデータから、現代の日本人は高まる国際テロの脅

威に対して、日本のテロ対策を強化すべきであるという強い態度を

持っていることが明らかとなった。その背景にあるのは日本人の中に

高まっているテロに対するリスク認知とリスク不安である。

しかしながらその一方で、「日本もイスラム国に対する対テロ戦争に

積極的に参加すべきである」とする回答は 31.8％と低く、軍事作戦に

よる対テロ戦争への参加には抑制的であることがわかった。さらに

「テロ対策強化によって監視が強化されることに不安を感じる」という

回答は 56.4％に達するなど、テロ対策の強化による監視社会に対する

不安も同時に抱えている現状が明らかとなった。以上のように、現代

図表 17　テロに対するリスク認知
 （N＝500）

図表 18　テロに対するリスク不安
 （N＝500）
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の日本人は国際テロリズムの高まりに対して日本のテロ対策の強化を

求めながらも、それによる日本の対テロ戦争への参加や国民への監視

強化に対しては慎重であるという態度が見て取れる。このような日本

人のテロ対策に対する意識に配慮した、テロ対策や危機管理体制の構

築が求められる。

以上のように、本論文では日本人の安全保障意識と戦争観の関係性

を社会調査のデータ分析をもとに検討した。調査データとそれに基づ

いた多変量解析により、日本人の安全保障意識と戦争観、国際テロリ

ズムに対する意識には一定の構造があり、特徴があることが明らかと

なった。違法戦争観が安全保障関連法への批判的態度につながり、手

続批判的志向や反戦志向、テロリスク志向、護憲志向と結びついてい

図表 19　テロリズムに対する意識（N＝500）
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た。また、リアリズム戦争観が積極的平和主義と正の相関関係で結び

ついていた。そして、安全保障関連法への賛否に関する態度にはこの 2

つの違法戦争観とリアリズム戦争観が強く影響力を与えていることが

明らかとなった。日本人の世論の中にはこうした戦争観と安全保障意

識が構造化されているのである。日本は民主主義国家である以上、こ

うした日本人の世論や意識、政治的態度を十分に考慮しなければなら

ない。こうした日本人の意識を考慮した上で、今後の安全保障政策や

テロ対策の構築が求められる。

【注釈】
（ 1） ここでいう安全保障関連法は、平成 27 年 9 月 19 日に成立し、同 30
日に公布された平和安全法制関連 2法のことを指す。自衛隊法や国際平和
協力法などを一部改正したものを束ねた平和安全法制整備法と、新規の国
際平和支援法の 2法である。平成 28 年 3 月 29 日、平和安全法制関連 2法
は施行された。

（ 2） この「日本人の安全保障意識に関するアンケート調査」における質問
項目は、①安全保障関連法に対する賛否、②戦争に対するリスク認知、③
戦争に対するリスク不安、④安全保障に関する意識、⑤安全保障関連法に
おける諸規定への賛否、⑥戦争観、⑦テロに対するリスク認知、⑧テロに
対するリスク不安、⑨テロ対策に関する意識、⑩フェイスシートなどであ
る。すべての質問項目が順序尺度か名義尺度による強制選択肢法からなる
無記名式のインターネット・オンライン調査である。調査委託をした株式
会社サーベイリサーチセンターの全国調査モニターの中から多段層化抽出
法により抽出された対象者に調査を実施した。よって、回収率も有効回答
率も 100％が可能となる。

（ 3） 2015 年 8 月に実施したプレ調査の概要は以下の通りである。調査対象
者は 18 歳以上の日本全国に在住している日本人男女 414 人、標本抽出方
法は調査モニターを利用した層化抽出法、調査実施方法はインターネット・
オンライン調査である。調査実施期間は 2015 年 8月 24日から 25日の 2日
間、回答数（率）は 414 票（100%）、有効回答数（率）は 414 票（100%）
であった。本論文では、この調査データは使用しない。

（ 4） 第 1 次世界大戦後の、国際連盟規約や不戦条約によって、戦争の違法
化とそれに基づいた違法戦争観が世界に広がった。国際連盟規約では国際
連盟理事会や国際裁判を通じた紛争の平和的解決義務が課せられた。不戦
条約では国際紛争の解決手段として戦争に訴えることが禁止された。カー
ル・シュミットは、1917 年のアメリカ合衆国ウィルソン大統領の教書を
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もって、それまでの無差別戦争観から違法戦争観（差別戦争観）へ転換し
た契機とみなした。
Schmitt,C. （1938） Die Wendung zum diskriminierenden Kriegsbegriff, 
Berlin : Duncker & Humblot.

（ 5 ） 安全保障研究、国際政治学においてバランス・オブ・パワー理論（勢
力均衡論）を展開したのはケネス・ウォルツである。
Waltz, K.N. （1979） Theory of International Politics, McGraw-Hill. ケネ
ス・ウォルツ（2010）『国際政治の理論』、河野勝・岡垣知子訳、勁草書房。

（ 6） マイケル・ウォルツァーによる正戦論はその著書『正しい戦争と不正
な戦争』（Just and Unjust Wars）において展開され、現代の正戦論として
評価されている。
Walzer, M. （1977） Just and Unjust Wars, Basic Books. マイケル・ウォ
ルツァー（2008）『正しい戦争と不正な戦争』、萩原能久訳、風行社。

※　本研究は、平成 27 年度日本大学理事長特別研究「危機管理学の構

築とレジリエントな大学の創造のための総合的研究」（研究代表者・福

田充）の研究プロジェクトの一部として実施した調査研究である。こ

の研究成果は日本大学理事長特別研究による研究助成に負うところ

が大きく、謝意を表したい。

【参考文献】
Beck, U. （2002） Das schweigen der Worrer : Uber Terror and Krieg. 

Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, ウルリッヒ・ベック（2003）『世界
リスク社会論』島村賢一訳、平凡社。

Beck, U. （2003） The silence of words: On terror and war, Security Dialogue, 
Vol.34, No.3, 255-267.
Betts, R. K. （2007） Enemies of Intelligence: Knowledge & Power in 

American National Security, Columbia University Press.
福田充編（2016）『危機管理学の構築とレジリエントな大学の創造のための
総合的研究』、日本大学理事長特別研究・平成 27 年度研究報告書。

福田充（2015）「テロリズムとメディア報道～英米におけるテロ報道に関する
制度の考察」、『海外調査情報』、日本民間放送連盟研究所、Vol.11, pp.9-15.
福田充（2014）「ソーシャルメディアの政治コミュニケーションと社会変動」
『治安フォーラム』、第 20 巻、11 号（2014 年 11 月号）、pp.28-36.
福田充（2010）『テロとインテリジェンス～覇権国家アメリカのジレンマ』
慶應義塾大学出版会。
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る言説のメディア論的再検討｣『Sophia Journalism Studies』， 2007, Vol.2, 
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Hoff man, B. （1998） Inside Terrorism, Victor Gollancz Inc., London. B. ホフ
マン（1999）『テロリズム～正義という名の邪悪な殺戮』上野元美訳、原
書房。
Jervis, R. （2005） American Foreign Policy in a New Era, Routledge Taylor 
& Francis Groupe.
Nacos, B. L. （2007） Mass-Mediated Terrorism: The Central Role of The 

Media in Terrorism and Counterterrorism, Rowman & Littlefi rld.
Sageman M. （2008） Leaderless Jihad: Terror Network in The Twenty-First 

Century, University Pennsylvania Press.
Schmitt,C. （1938） Die Wendung zum diskriminierenden Kriegsbegriff, 
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Waltz, K.N. （1979） Theory of International Politics, McGraw-Hill. ケネス・
ウォルツ（2010）『国際政治の理論』、河野勝・岡垣知子訳、勁草書房。
Walzer, M. （1977） Just and Unjust Wars, Basic Books. マイケル・ウォル
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ロシア連邦憲法裁判所と政治の司法化

河　原　祐　馬

はじめに

本稿は、ソ連崩壊後ロシアの政治プロセスにおいて司法が果たして

いる実際の役割について、主として、ロシア連邦憲法裁判所の活動を

中心とする憲法監督制度をめぐる問題との関連において、論じようと

するものである。「ソヴィエト体制の経験は憲法を有してはいても、憲

法秩序を有してはいなかった（ 1 ）」と述べたのはイギリスの政治学者リ

チャード・サクワであるが、ソ連崩壊後のロシアでは、1990 年代のエ

リツィン時代以降における民主化プロセスの進展の中で、憲法裁判所

が政府や議会の行為もしくは決定に対して司法判断を示す事例が数多

く見られるようになっており、他の旧ソ連東欧の体制移行諸国と同じ

く、いわゆる政治の司法化をめぐる問題が今日、同国内外の論者たち

の間で研究上の大きな物議の対象となっている。

ペレストロイカ期のソ連から現在へと至る体制移行期のロシアにお

いて、独立した司法審査の基本的な枠組みを構築するための試みがこ

れまで大きく分けて 3 度にわたってなされてきた。1989 年から 91 年の

ソ連崩壊まで存在したソ連憲法監督委員会、1991 年から 93 年まで活動

した最初のロシア連邦憲法裁判所および 1995 年に新たに活動を再開し

た現ロシア連邦憲法裁判所の試みがそれである（ 2 ）。通常、憲法裁判所

は司法府の中で議会や政府ともっとも近接した立ち位置にあり、それ

はロシアの政治制度においても例外ではない。ソ連崩壊後のロシアに

論　説
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おいて、同国の憲法裁判所は、議会や政府諸機関との間での、また、

連邦と地域・地方の諸機関との間での競合する利害をめぐる対立の中、

国家指導者をはじめとする当該の利害関係者たちによる政治的利用の

ための制度上の主たる手段の一つとなっていると考えられる。

こうした状況にあって、政治における司法の役割について論じるこ

とは、特にロシアのような未だ体制移行途上にある国の民主化プロセ

スの進展を考察する上で多くの示唆を与え得る重要な研究課題の一つ

であると考えられる。本稿では、主として、2008 年以降のプーチン＝

メドヴェージェフ政権下における憲法裁判所の活動を中心としたロシ

アの司法制度の役割に目を向け、同国における政治の司法化をめぐる

問題について論じることにしたい。その際、特に裁判官の地位をはじ

めとする司法の独立をめぐる問題や最近になって国際的な注目度が大

きな高まりを見せている欧州人権裁判所（ECHR）との政治対立問題を

取り上げ、同国の法治国家としての脆弱性や疑似立憲主義的傾向をめ

ぐる議論について一考することにする。

Ⅰ．ソ連憲法監督委員会と旧ロシア連邦憲法裁判所

ソ連において、議会や政府の行為が憲法の諸規定に則ってなされる

という司法監督に関わる問題は、先のサクワの指摘にある通り、ゴル

バチョフによるペレストロイカ期の時代まで、実際上、ほとんど重視

されてはいなかった。1977 年に制定されたブレジネフ憲法はその第

173 条に同憲法の最高法規性の規定を置いており、同条に基づき、この

憲法の最高法規性を担保するための措置として講じられたのが、ソ連

最高会議および同幹部会に憲法遵守の管理を委ねる憲法保障制度で

あった（ 3 ）。今日、この憲法保障制度が担っていたとされる憲法遵守の

管理という同制度が課せられていた本来の機能は、ソ連時代において、

全く果たされてはいなかったと見られている。

ペレストロイカ期の 1988 年 6 月に開催された第 19 回ソ連共産党協

（
一
六
七
五
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議会において、共産党と国家の分離、党の民主化、議会の制度改革お

よび法治国家の確立といった基本方針が打ち出され、1988 年 12 月、ソ

連憲法監督委員会が法令等の憲法適合性審査を行う権限を与えられる

独立した司法機関として設置された。同委員会は、ソ連人民代議員大

会や同最高会議、ソ連大統領、連邦構成共和国の国家最高機関および

政府高官などからの質疑を受ける形で提起された問題の検討を行い、

また、場合によっては、委員会の裁量で自らそれを行使する権限を有

していた（ 4 ）。しかし、ソ連憲法監督委員会は裁判所としての機能を有

してはいなかったので、それは訴訟を裁定する立場にはなかった。故

に、同委員会は、司法審査の勧告権限のみを有する憲法監督のための

諮問的な意味合いの強い制度であった（ 5 ）と考えられる。1990 年 1 月、

ソ連憲法監督委員会は正式にその活動を開始したが、翌 91 年 8 月の連

邦政府保守派によるクーデター未遂事件へと至るその後の混乱した政

局の中で内実を伴うこれといった成果を上げぬまま、1991 年 12 月の連

邦崩壊をもって、その短い活動を終えることになった。

この時期、ソ連の連邦構成共和国の中で最大のロシア・ソヴィエト

連邦社会主義共和国においても、1989 年 10 月、1977 年のソ連憲法の

改正に伴う同共和国の 78 年憲法の一部改正を受けて、ロシア憲法監督

委員会の設置が決定された。しかし、この憲法監督委員会はその後の

展開の中で実際の設置へと至らず、1990 年 10 月、この 78 年憲法をさ

らに一部改正する形で同共和国に憲法裁判所を準備するための規定が

設けられた。翌 91 年 5 月、ロシア・ソヴィエト連邦社会主義共和国最

高会議はこの憲法裁判所の組織および権限についての規定を採択し、

それに続く 7 月、同人民代議員大会は、ロシア・ソヴィエト連邦社会

主義共和国憲法裁判所法を正式に承認した。これにより、ロシアは連

邦構成共和国の中でいち早く憲法裁判所を創設した最初の共和国と

なった（ 6 ）。

1991 年 7 月に採択されたロシアの憲法裁判所法では、同憲法裁判所

の独立性の担保を主たる目的として、裁判官の身分保障のための幾つ

（
一
六
七
四
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かの措置が講ぜられていた。同法は 65 歳定年制を採用し、裁判官は終

身で任命を受け、また、自らの同意なくして、退職や他の職位への転

属等を強いられることはないとされた（ 7 ）。同憲法裁判所の裁判官は最

高会議の議長提案に基づく形で人民代議員大会により選出され、本職

の採用に当たっては、35 歳から 60 歳までの同国市民であることや、「10

年以上の法律専門職の経歴」といった幾つかの要件が求められた（ 8 ）。

同憲法裁判所に付与された主たる権限としては、抽象的規範統制の

権限や憲法不服申立て審査の権限、意見提示の権限などが挙げられ

る（ 9 ）。また、人民代議員大会や最高会議、大統領、閣僚会議といった

同国の最高権力機関が抽象的かつ具体的な審査の請願を行うことがで

きることに加えて、下級裁判所や市民団体および個々の市民について

も具体的な審査請求の申請を行うことが可能であると共に、裁判所自

らがその司法権の範囲内で問題を提起することができた。中でも、同

裁判所は自らの「意見にしたがって大統領等の行為および決定を合憲

または違憲と認定することを当該機関に義務づける（10）」ことができる

とされており、この意見提示の権限は「93 年政治危機」を経て 1995 年

に新たにその活動を再開した現在のロシア連邦憲法裁判所には認めら

れてはいない高次の権限の一つであると言えるものである。

ソ連邦の崩壊が間近に迫った 1991 年 10 月、第 5 回ロシア・ソヴィ

エト連邦社会主義共和国人民代議員大会は憲法裁判所の裁判官 13 人

（定員 15 名）を選出し、これにより、ロシアにおいて最初の憲法裁判所

が事実上、発足することになった。同憲法裁判所は、1978 年に制定さ

れたロシア・ソヴィエト連邦社会主義共和国憲法およびその一部改正

法を前提とする法的環境の下にあって、ソ連崩壊後の混乱した政情の

中、独立した憲法審査機関としての自らの活動を開始した。1992 年 1

月、ロシア連邦憲法裁判所は、国家安全保障委員会と内務省を一つの

省庁に合併するというエリツィン大統領の大統領令を違憲とする決定

を下した。同裁判所にとって初となるこの決定はエリツィン大統領に

よって遵守され、それはソ連崩壊直後の同国における効果的な司法審

（
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六
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査の先例となった（11）。

このように、この最初の旧ロシア連邦憲法裁判所は、上記のソ連憲

法監督委員会の諮問的な権限とは異なって、その原則において、より

大きな司法審査の権限を有するものであった。しかし、同憲法裁判所

は、その後、「93 年政治危機」へと至るロシアの新たな連邦憲法の起草

をめぐる大統領と議会との間の激しい政治対立のプロセスを経て、「結

果的に、大統領側と議会側との権力抗争において反大統領側に立つこ

とになり、このことがロシア連邦憲法裁判所の活動の停止、さらには

その「改組」という大統領側の超法規的措置をもたらすこと（12）」にな

るのである。

Ⅱ．「93 年政治危機」後のロシア連邦憲法裁判所

1 ．1993 年憲法と憲法裁の権限

新たな憲法の起草をめぐる大統領と議会との間の政争は、最終的に、

1993 年の劇的な政治危機へと行き着いた。1993 年 9 月 21 日、エリツィ

ン大統領は最高会議を解散し、新憲法採択のための国民投票および新

憲法の規定に基づく新たな議会のための選挙を要求する大統領令 1440

を発布した。同大統領は、この大統領令の法的根拠を 1991 年 6 月の大

統領選挙および 93 年 4 月の国民投票の結果、さらには、国家安全保障

に対する大統領としての自らの憲法上の責任に求めた。これに対して、

ロシア連邦憲法裁判所のヴァレリィ・ゾルキン長官をはじめとする 10

名の裁判官は、エリツィン大統領には議会の解散権および活動停止権

はないとの判断を示し、大統領令 1440 に対して憲法規定に反するとの

意見提示を行った（13）。これに対して、エリツィン大統領は、旧ロシア

連邦憲法裁判所の任を解き、1993 年 10 月 7 日、同裁判所の活動を停止

させた。「93 年政治危機」が大統領側の勝利に終わった当初、この政争

の中で議会側の立場を示した憲法裁判所の存否が危ぶまれたが、それ

は、93 年憲法体制下での新たな政治環境の中で、独立した司法審査の

（
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六
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二
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制度として存続し続けることになった。

新たなロシア連邦憲法裁判所の権限については、1993 年憲法第 125

条において定められている。まず同憲法裁は、「ロシア連邦大統領、連

邦会議、国家会議、連邦会議または国家会議議員の 5 分の 1、ロシア連

邦政府、ロシア連邦最高裁判所およびロシア連邦最高調停裁判所、ロ

シア連邦構成主体の立法および行政権力諸機関の質問」に応じて、以

下に掲げるものがロシア連邦憲法と一致しているかどうかについての

問題を解決するものとされている。「連邦法、ロシア連邦大統領、連邦

会議・国家会議およびロシア連邦政府の規範法」、「共和国憲法、ロシ

ア連邦国家権力諸機関の行為およびロシア連邦国家権力諸機関とロシ

ア連邦構成主体の共同行為に関わる諸問題について公布された連邦構

成主体の規約、同じく、法律およびその他の規範法」、「ロシア連邦国

家権力諸機関とロシア連邦構成主体の国家権力諸機関との間の協定お

よびロシア連邦構成主体の国家権力諸機関との間の協定」、「ロシア連

邦の未発効の国際条約」がそれらである（14）。

また、同憲法裁は、「連邦の国家権力諸機関間の」、「ロシア連邦の国

家権力諸機関とロシア連邦構成主体の国家権力諸機関間の」、かつ、

「ロシア連邦構成主体の最高国家諸機関間の」権限についての争議を解

決し、また、「市民の憲法上の諸権利と自由の侵害に関する請願および

裁判所の質問に応じて、具体的な問題において適用された、もしくは、

適用されようとしている、然るべく連邦法によって定められた法律の

合憲性について審査する」とされている。さらに、同憲法裁は、「ロシ

ア連邦大統領、連邦会議、国家会議、ロシア連邦政府、ロシア連邦構

成主体の立法権力諸機関の質問に応じて、ロシア連邦憲法の解釈を行

う」。また、「違憲であると認められた法令もしくはそれらの個々の規

定は効力を失う」ものとされる。ロシア連邦憲法に即さないロシア連

邦の国際条約についても同じである。最後に、同憲法裁は、「連邦会議

の質問に応じて、国家反逆もしくはその他の重大な犯罪の科でのロシ

ア連邦大統領の弾劾決議に関わる既定の手続きの遵守についての判断

（
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を与える」ものとされている（15）。

2 ．新たなロシア連邦憲法裁判所

1994 年 7 月、新しいロシア連邦憲法裁判所法が採択されたが、連邦

議会がエリツィン大統領に指名された裁判官の任命を数度にわたって

拒否したために、実際に同憲法裁判所がその活動を再開したのは 1995

年 2 月になってからのことであった（16）。

この新たなロシア連邦憲法裁判所には、主に、ロシア連邦の法律を

はじめとする連邦および連邦構成体の法令等を対象とする抽象的規範

統制の権限、権限争議を解決する権限、憲法不服申立てまたは裁判所

の質疑にもとづく法律の憲法適合性審査の権限および 93 年ロシア連邦

憲法の解釈権といった権限が与えられている（17）。旧憲法裁判所時代と

の比較において、その権限上の大きな相違は、新たな憲法裁判所には

自らの発意にもとづいて法令の合憲性を審査する権限や意見提示の権

限等が認められてはいないことである。また、同裁判所裁判官の定員

は 15 名から 19 名へと拡大された（18）。同憲法裁判所法の規定に従って、

裁判官の任期は更新不可の 12 年と定められ、終身ではなくなった。義

務的な 70 歳定年制が採用され、任官の下限年齢についても、35 歳から

40 歳へと引き上げられた（19）。しかし、旧憲法裁判所時代から任官して

いた 13 人の裁判官については、この規定の適用対象とはされず、ひき

続き、65 歳までの勤務が認められた。さらに、法律専門職の経歴に関

わる任官に当たっての要件についても、10 年以上から 15 年以上へと改

められ、また、公認の資格証明書をもつことなどが同裁判所裁判官候

補の新たな資格要件となった（20）。

カーラ・トーソンは、1995 年から 97 年にかけてのウラジーミル・ツ

マノフ新憲法裁判所初代長官の時代、新しく活動を再開した同裁判所

は、「訴訟についてのその選択において、基本的に異なる戦略に携わり」、

旧憲法裁判所のゾルキン長官時代と比べて、同裁判所の訴訟内容は、

「政府諸機関の注目を集めた司法論争から共和国や地域によって提起さ

（
一
六
七
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れた市民的権利の問題と連邦制度の問題へと大きく推移した」と述べ

ている（21）。その際、トーソンによって示された指標では、ゾルキン時

代の憲法裁判所によって審議された訴訟の全体の配分は、権力の分立

が 42％、連邦制度が 28％、個人の権利が 30％であったのに対して、ツ

マノフ時代では、それはそれぞれ、10％、30％、60％となっている（22）。

この新旧裁判所の両長官時代の比較において、新たな憲法裁判所にお

いて最も多くなった訴訟は市民的権利に関わる問題であった。また、

司法審査のために受理された訴訟についても、ゾルキン長官時代の裁

判所が、「異議申立てを受けた法令の 3 分の 2 以上を全部または一部違

憲であるとしたのに対して、ツマノフのそれは、異議申立を受けた法

令の半分程度しか違憲とはしなかった（23）」とされている。

1997 年 2 月、95 年にロシア連邦憲法裁判所が活動を再開した時に長

官となったツマノフが定年退職となる。このツマノフの後任となった

のはマラット・バルガイであり、彼が、1997 年から 2003 年まで、2 期

6 年にわたって、同裁判所の長官職を務めた。この時期はエリツィン時

代からプーチン時代への移行期に当たるが、バルガイ時代の憲法裁判

所は、前任者の時代と同様に、高次の政治問題への関与をでき得る限

り回避しつつ、政治的含意をもつ訴訟を注意深く取り扱ったとされ

る（24）。ツマノフおよびバルガイの両長官時代におけるこうした傾向は、

新たに活動を再開したロシア連邦憲法裁判所における政治訴訟の減少

へとつながり、それはまた、93 年政治危機以後の議会と政府との間の

政治論争の相対的減少に相応したものでもあると考えられる。

ロシア法学者の佐藤史人は、同国の大統領権限をめぐる憲法裁判の

展開を研究テーマとした論考の中で、「九四年制定の憲法裁判所法に

よって新たな法的基礎づけを与えられ、九五年に活動を再開した憲法

裁判所は、その歴史的背景ゆえに、自らの「生き残り」のために大統

領に対して向けられた申立てのほとんどを退けざるをえなかったが、

その結果として、大統領への権限の集中を促す政治プロセスが形成さ

れ、それは、今日のロシア憲法体制が抱える最大の矛盾にもなってい

（
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る（25）」と述べ、特に、「プーチン政権の集権化政策の結果として、中

央および地方の国家機関からの憲法裁判所への申立て」は減少し、「大

統領の権限が憲法裁判所において争点化しにくくなった（26）」との見解

を示している。

Ⅲ．プーチン以後のロシア連邦憲法裁判所

1 ．ロシア連邦憲法裁判所の活動

1993 年憲法体制下のロシアにおいて、連邦政府と共和国もしくは地

域との間の権限をめぐる問題を主たる対象とした連邦制度に関わる訴

訟は、新しいロシア連邦憲法裁判所が行った裁定の中でも特に政治的

に重要なものであると考えられる。エリツィン時代を通じて、連邦政

府と議会との間の政治対立が常態化する中、共和国をはじめとする地

方の自治的要求が高まりを見せ、エリツィン時代のロシアでは、中央

と地方との関係において、非中央集権的な傾向が顕著なものとなって

いた。プーチン大統領は、こうした中央と地方との関係を「垂直権力」

の下に強い中央集権的な政治体制の構築に向けて大きく改めるための

一連の改革を行った。この「垂直権力」の強化の流れの中で、プーチ

ン時代を通じて、「憲法の下で連邦構成体の権限を限定すること（27）」

が新しく発足した同憲法裁判所が果たすべき重要な役割の一つとなっ

た。1990 年代を通して、ロシア連邦憲法裁判所は基本的に連邦法を支

持する一連の決定を行ったが、同裁判所の連邦政府寄りのこうした傾

向は、先の佐藤論文における指摘にもあったように、プーチン大統領

の時代に入って、より明確なものになっていった。

現在のロシア連邦憲法裁判所が活動を再開した 1995 年からタンデム

政権が誕生した 2012 年までの 17 年間において、同裁判所は約 350 件

の裁定を行った（28）。これらの裁定のほとんどは特定の法令や諸規則の

合憲性を審議するものであった。例えば、1995 年、憲法裁判所は分離

傾向の強まったチェチェン共和国における軍の使用に関わる大統領令
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と連邦政府の法令を支持し、翌 96 年にはモスクワをはじめとする幾つ

かの都市において居住を制限する市法を違憲とする判決を行った。ま

た、連邦会議と大統領の権限紛争の形をとった 1999 年のグシンスキー

検事総長の停職問題では、「検察庁法には検事総長の停止についての特

別な規定が欠けている以上、大統領令による検事総長の職務停止は合

憲（29）」であると判断した。さらに 2005 年には、連邦構成主体の知事

をはじめとする最高役職者の候補を連邦大統領が提案する権限を認め

る判決が同裁判所によって下された。

ロシア連邦憲法裁判所は、年に 20 ～ 30 程度の判決を行うが、この

他にも判決に至らない年に数百の決定を行う。また通常、同裁判所が

訴訟もしくは調査を受け入れる上での前提となる請願については、年

間 1 万 5 千件程度の数に達するとされる（30）。特に、プーチン＝メド

ヴェージェフ政権下のロシアにおいては、その判決数は、2011 年以降、

年に 30 件を超えるペースで増大傾向にあり、2008 年から 2016 年 6 月

10 日現在までの判決の延べ数は 229 件となっている（31）。これら判決に

まで至った訴訟の内、主に政治問題に関わると思われるものを列挙す

ると、裁判官の地位、アルタイ共和国の議員の地位、チェルノブイリ

事故に関わる補償等の問題、憲法裁判所法、選挙法とレファレンダム

に参加する権利、クラスノヤルスク地方の議員選挙、ロシアにおける

クリミア併合、外国エージェント法関係、ロシアへの出入国手続き、

ロシアにおける外国人の法的地位およびエイズのロシアでの拡大防止

など、それらの内容は多岐にわたっている（32）。

このように、1995 年に活動を再開した現ロシア連邦憲法裁判所の活

動はけっして停滞したものとはなってはおらず、特に、市民の憲法上

の権利と自由の侵害に関わる訴訟において一定の重要な役割を果たし

ていると考えられる。その意味において、1995 年にその活動を再開し

た現在のロシア連邦憲法裁判所の存在は、政治の司法化をめぐる一連

の問題とも密接に関わりながら、同国における今後の民主主義的な発

展を促す上での潜在的な可能性を秘めたものであると考えられる。し
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かし、プーチン以後の大統領府を中心とした連邦権力の強化を目指し

た中央集権的な諸政策の動向にロシア連邦憲法裁判所をはじめとする

同国の司法府の活動も大きな影響を蒙ることになったことも、また周

知の事実である。次節では、主として、司法の独立性との関連で、

プーチン以後のロシアにおける同憲法裁判所の裁判官の地位をめぐる

問題について、一言することにする。

2 ．裁判官の地位について

先述したバルガイ長官時代は旧憲法裁判所時代から在職していた裁

判官たちの多くにとっての退職時期と重なっており、この時期、ロシ

ア指導部の関心は同憲法裁判所の裁判官たちの任免をめぐる問題へと

向けられた。裁判官の任免をめぐる問題は司法制度の独立にとって極

めて重要な意味をもっており、特に、雇用保障の条件は裁判官の在職

中の挙止に少なからぬ影響を与えるものであると考えられる。1994 年

の憲法裁判所法の定めでは、現在のロシア連邦憲法裁判所の裁判官の

在職制限と退職年齢は 12 年で 70 歳とされていることについては先述

したが、こうした雇用保障の条件は、プーチン以後の時代において、

先ず 2000 年に、1994 年から 2000 年にかけて任命された裁判官につい

ては 15 年で退職年齢なしとされ、その後 2001 年に、同じく 1994 年か

ら 2000 年に任命された裁判官に対しては 15 年で 70 歳と改められた。

また 2005 年には、すべての裁判官に対して終身で 70 歳と定められ、

このように、その雇用保障の条件が幾度も改められている（33）。さらに、

メドヴェージェフ大統領時代の 2010 年末、ロシア連邦議会は憲法裁判

所長官の年齢制限をとり除く法改正を行った。この背景として、翌年

2011 年に実施予定の下院議会選挙を見据えて、2003 年に同裁判所の長

官に復帰した政権に忠実なヴァレリィ・ゾルキンの長官職の続行を望

む大統領府の政治的意向が働いていたとされている（34）。

プーチン以後のロシアにおいて、特に、ロシア連邦憲法裁判所の政

治的独立性をめぐる問題との関係で必ず話題にされるのが、2009 年の
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同憲法裁判所の長官および副長官の選出方法に関わる憲法裁判所法の

改正問題である。2009 年 5 月、メドヴェージェフ大統領は、憲法裁判

所の長官と副長官が大統領の指名に基づき連邦会議に提案される方向

での憲法裁判所法の改正案を提示し、同 6 月、この改正案は正式に承

認された。同法の従来の規定では、憲法裁判所の長官および副長官は

同裁判所の裁判官によって互選されることになっており、長官と副長

官は更新可能な 3 年任期で単純過半数によって選出されていた（35）。こ

れらの職位は同裁判所の手続きや行政上の業務に関わる権限とも密接

に結びついており、中でも、長官は同裁判所の裁判官の任免において

特に重要な役割を果たしていた。

この改正問題との関連で、同裁判所の裁判官であったウラジーミ

ル・ヤロスラフツェフが、2009 年 8 月付のスペインの新聞「エル・パ

イス」に対するインタビューにおいて、大統領と国の保安機関がロシ

アの司法的独立を侵食しているとして、先述の憲法裁判所改正法に関

わる政権側の措置を批判した。同 10 月、憲法裁判所は、ヤロスラフ

ツェフ裁判官が同国の司法の権威を貶めたとして、彼を告発した。こ

れに対して、憲法裁判所の同僚であったアナトーリィ・コノノフがヤ

ロスラフツェフ裁判官を擁護し、ロシアには独立した司法は存在しな

いとの主張を行い、上記の憲法裁判所法の改正内容が非民主主義的で

あると公然と非難した（36）。この結果、コノノフは、自らの任期をあと

7 年残して、2010 年 1 月、同裁判所の裁判官を辞任することを余儀な

くされた。ことの発端となったヤロスラフツェフ裁判官については同

憲法裁判所に留まったが、同裁判官が兼任していた裁判官の規律を監

督するロシア裁判官会議の役職を辞する結果となった。

2010 年 11 月、ロシア連邦憲法裁判所法の改正がさらに続いた。この

改正では、同裁判所長官の影響力強化を目的として、これまで 2 部制

であった小法廷の廃止、長官の解任手続きの複雑化および先述した長

官に対する 70 歳定年制の適用除外などの規定が同法に盛り込まれた（37）。

翌 2011 年 2 月、この 2010 年改正憲法裁判所法が施行されたが、同改

（
一
六
六
五
）

108



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

七
二
二

正法は先述の「垂直権力」の実現を企図した政権側による制度改革の

一環を成すものであると考えられ、同改正法によって、昇進、給与・

賞与や住居、懲罰など、また、重要な訴訟における裁判官の人選と

いった権限が長官に付与され、これにより、裁判所における長官の他

の裁判官たちに対する影響力はさらに高められる結果となった。一般

にロシアでは、裁判官は月額 1 万 8 千ルーブリ（約 6 百ドル）から 3 万

ルーブリ（約 1 千ドル）の給与を受け取っているが、裁判所の長官は自

らの裁量で年間 20 万ルーブリ（約 7 千ドル）までの賞与を個々の裁判官

に与えることができると言われている（38）。

また、退職後、裁判官は年金およびその他の便益故に自らが勤務し

た裁判所に依存する傾向が強く、そのことは裁判官たちが置かれる状

況をはじめとする司法の独立性をめぐる問題について彼らが異議を唱

えることをより困難にしている（39）と考えられる。さらに、憲法裁判所

をはじめとする同国の裁判所は、概して、政治問題に関わる重要な訴

訟において、執政府からの独立性を欠いていることがしばしば指摘さ

れる。クレムリンの政治的指導者たちは、大統領によって任命される

裁判所の長官を通じて、裁判官たちに対して様々な圧力を課すことが

できる。政権側の意図に反する判決は頻繁に上訴・逆転され、もし、

その裁判官が何度も判決を覆された場合、彼は訓告の対象となり、場

合によっては、処罰として解雇のリスクを背負うことになる（40）。こう

したことすべてが裁判所長官の特権と深く結びついており、それ故に、

裁判官たちは、上級審による差し戻しという事態を避ける形で迅速に

結審を行うという強い動機を有しており、それは、通常、検察に迎合

するということを意味しているとの指摘がなされている（41）。

プーチンとメドヴェージェフは、「司法審査を行う独立した、かつ、

強力な憲法裁判所の価値を大いに誉めそやした」が、同裁判所に対す

る両大統領の対応は、エリツィン時代に比して、実際の「政治システ

ムにおいてその影響と権威を周辺化させる」方向に進んでいると考え

られる（42）。プーチン＝メドヴェージェフのタンデム政権下のロシアに

（
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おいて、ロシア連邦憲法裁判所をはじめとする同国の司法府に対する

政権による政治圧力の強化については内外の多くの論者が指摘すると

ころであるが、特に、プーチン以後の憲法裁判所の政治姿勢が政権に

対してより迎合的なものになっていることは実際に否めない事実であ

ると考えられる。2014 年になされたクリミア自治共和国とセヴァスト

ポリ特別市を連邦構成体としてロシア連邦に編入することを定めた国

家編入条約の合憲性の認定や政治活動に関わる外国から資金提供を受

けるすべてのＮＧＯに対して外国のエージェント機能を有する組織と

しての登録を義務づける外国エージェント登録法の合憲性の裁定など、

国際的にも注目を集めたこれらの問題に対するロシア連邦憲法裁判所

の最近の判断は、同裁判所のこうした政権寄りの姿勢を如実に示す諸

例であると言えるだろう。

Ⅳ．ロシアと司法のグローバル化

1 ．CE加盟と欧州人権裁判所

欧州人権裁判所（以下、ECHR）は、1950 年に調印された欧州人権条

約に実効性を付与することを主たる目的として、1959 年にフランスの

ストラスブールに設置された人権救済機関である。1998 年 11 月におけ

る同条約の改定以降は常設の組織となっており、欧州評議会（以下、

CE）のすべての加盟国は、1950 年の欧州人権条約に基づいて、この裁

判所の判決を履行する義務を負っている。ロシアは、1992 年 5 月に

CE への加盟申請を行い、96 年 2 月、チェチェン紛争や死刑制度など

同国の法的環境の欠陥に関する問題が CE 内部で大きく議論される中、

「欧州の人権保護制度への統合が人権および法の支配に対するロシアの

関与を改善するということが期待されて（43）」、同国の CE への加盟が

正式に承認された。続く 98 年 3 月、ロシアは 1950 年の欧州人権条約

を批准し、これにより、同国は、人権と基本的自由の保護に関わる欧

州人権条約の違反に関わる事案について、ECHR の裁判権とロシア市
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民が個人として同裁判所に告訴する権利を承認した。

ロシアが 1998 年に欧州人権条約を批准して以降、同国と CE との関

係で最も大きな注目を集めている問題が、ロシア市民による ECHR に

対する告訴の申請数の多さである。例えば、ECHR の 2009 年 1 月 1 日

の国別統計によると、1998 年から 2008 年に至るまでの同人権裁判所に

対するロシアに関わる申立ての件数は 56,885 件となっており、2010 年

12 月 31 日現在、ロシアに関わる同裁判所の判決総数は 1,079 件に上っ

ている（この判決総数のうち、1,019 件が同条約違反の対象となっている）（44）。

また、ECHR による直近の国別統計では、2013 年から 2015 年の 3 年

間において、同裁判所は 46,607 件のロシアに関わる申請を取り扱い、

昨年 2015 年分の申請 6,713 件については、6,553 件を未承認等とし、受

理された残りの申請 160 件に関しては、2016 年 1 月現在、判決が出さ

れた 116 件の内、109 件の事案に対して、人権侵害との判定を下してい

る（45）。1959 年から 2010 年までの国別統計では、同人権裁判所の判決

数および、その内、何らかの形で条約違反が認定されたものについて

は、ドイツ、フランス、トルコおよびロシアでそれぞれ、193 件（128

件）、815 件（604 件）、2,573 件（2,245 件）および 1,079 件（1,019 件）と

なっており（46）、ロシアによる欧州人権条約の批准が比較的最近の 1998

年であることを考えると、こうしたロシアの判決総数および条約違反

認定件数は、CE 加盟国中、かなり高い比率を示すものであると言える

だろう。

2002 年 5 月 7 日、欧州人権裁判所は、ロシアに関わる最初の判決を

下した。この「ブルコフ対ロシア」判決を皮切りに、同国に関する

ECHR の判決数は 2002 年の 2 件から 2008 年の 244 件へと大きく増大

し、2009 年 5 月には、ロシアに関わる同裁判所の判決数は 745 件に達

している（47）。ロシアに関する ECHR の判決の中で「最大のものは非刑

事訴訟における国内裁判所の決定の不執行に関わるもの（48）」であり、

これだけで総訴訟数のほぼ半分を占めている。また、同国に関わる

ECHR の判決総数の内、その「約 15％が司法手続きの過度の長期化に
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ついてのもの」であり、こうした状況は、「その他の CE 加盟諸国が直

面しているものと類似した」傾向であると述べることができる（49）。こ

のように、ロシアに関わる ECHR の判決は、「訴訟遅延、確定判決の

不執行ないしは執行遅延、監督手続きによる確定判決の取り消しによ

る法的安定性の原則の侵害」といった「公正な裁判を受ける権利を保

障している人権条約第 6 条違反」を主たる対象とする事例が大半を占

めていると見なすことができる（50）。

この他、ECHR のロシアに関する判決では、「非合法な拘留、外国人

の追放、プライバシーの侵害、表現の自由、集会の自由、移動の自由、

財産権および教育の自由（51）」といった事例が数多く取り扱われており、

特に、他の CE 加盟国との比較において、欧州人権条約の第 2 条（生存

権）、第 3 条（拷問、非人道的または不名誉な取り扱いの禁止）および第 5 条

（自由と安全に対する権利や拘留についての司法審査に対する権利など）の違

反に関わる訴訟の数で同国は他の加盟国を抜きん出ていると考えられ

る。17 名の判事によって構成される大法廷におけるこれらの条項に関

わる同裁判所の代表的な判決としては、モルドヴァの未承認のエン

ティティである沿ドニエストル共和国における虐待と拘留を取り扱っ

た「イラシュキュおよびその他対モルドヴァとロシア」（2004 年 7 月）

や審理中の囚人に対する非人道的な取り扱いを対象とした「スヴィナ

レンコおよびスリャドネフ対ロシア」（2014 年 7 月）および 2006 年秋に

おけるグルジア人たちの逮捕、拘留、集団追放に関わる行政上の問題

を対象とした「グルジア対ロシア」（同 7 月）などが挙げられる（52）。

2 ．ECHRの判決とロシア連邦憲法裁判所

ロシアが CE 諸国の中でも ECHR への告訴数が最も多い加盟国の一

つであることは先に示した通りであるが、「彼らが国内の裁判所では公

正な審理を受けることができないと信じている（53）」ということが、こ

うしたロシア市民の選択の背景にはあると考えられている。ユーリ・

レヴァダの分析センターが 2005 年に実施した世論調査によると、「ロ

（
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六
六
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）
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シア人の 4％しか法執行機関を信じてはおらず、一方 73％が、自らが

警察による専横の犠牲者になり得ることを恐れており、かつ、46％は、

当局が政敵を抑圧するために法の執行を利用すると信じている」とい

う結果（54）が出ており、また、2007 年に、ВЦИОМ（ロシア世論リサー

チ・センター）によって実施された全国規模の世論調査では、「ロシア人

たちの 27％が自らの権利を守るために ECHR に告訴する準備をしてお

り、また、68％が同裁判所を市民が人権侵害の訴訟において、自らの

政府に対して告訴する場所であると信じている（55）」との結果が出てい

る。こうした世論調査の結果にも表れているように、ロシア市民の意

識において、同国の法執行機関に対する信頼度はかなり低いものであ

り、こうした同国の社会的背景が ECHR に対する高い期待となって、

同裁判所に対する告訴数の著しい増大へとつながったと考えられる。

ECHR の判決は、通常、「1950 年の協定違反に対して生じた諸々の

条件をとり除くこと」と「成功した申請者に対して補償を支払うこと」

という 2 種類の命令を含んでおり（56）、ロシア政府は、これまで、特に

勝訴した申請者に対する補償の履行という点において、同裁判所の判

決をほぼ遵守している。それ故に、多くのロシア人たちにとって、

「ECHR に申請することは、その判決が単に書面上のものではなく、実

際に個人の権利の侵害を是正するようロシアに対して命じるために、

ますます魅力的な選択肢となっている（57）」と考えられる。1993 年の連

邦憲法には欧州人権条約の諸規定が組み込まれており、ロシア連邦憲

法裁判所のヴァレリィ・ゾルキン長官も、「ECHR の決定が一般的に承

認された国際法の原則と規範を示す限り、それらはロシアの裁判所を

拘束するものである（58）」との明確な見解を示している。「同国政府の

役人たちの多くは、ECHR を欧州のコミュニティが同国における欧州

人権条約の実施を監視するための指揮棒として用いている」と論じて

おり、また、クレムリンの政策決定者たちは、「ストラスブールにおけ

るあらゆる損失を同国の立場の正当性を掘り崩す可能性をもつ政治的

スキャンダル」であると見なしている（59）。それ故に、ロシアの当局者

（
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六
六
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たちにとって、こうしたリスクを最小限にとどめることが最優先の課

題となっており、それは現在、同国市民による ECHR に対する告訴の

申請をできる限り制限するという形でその基本的な対処が講ぜられて

いる状況にあると考えられる。

欧州人権条約の水準に自国の法制度を適合させるという問題は、今

日のロシアにおいて、現在進行中の複雑なプロセスを辿っており、こ

のプロセスの中で、「権力保持者たちは、ロシアのガヴァナンスにおい

て欧州の人権水準の国内化を制限するという、自国の法的自主性の問

題と格闘している（60）」段階にあると言えるだろう。ECHR とロシアと

の間のこうした関係性の中で、最近になって、特に大きな物議を醸し

ているのが、ロシア連邦憲法裁判所と ECHR 双方の判決の齟齬をめぐ

る政治対立問題である。この両者の政治対立問題の背景には、ECHR

が、1996 年における同国の CE 加盟以来、ロシアが国内で「再発する

人権侵害へと導く、その根底にある状態に目を向けてはいないために、

しばしば、ロシアを非難（61）」してきたという経緯がある。2011 年、こ

の両者の関係は、ロシアの軍人コンスタンチン・マルキンの ECHR へ

の告訴をめぐる問題をめぐって、大きく公然化した。すなわち、

ECHR は、このマルキン訴訟において、初めて、ロシア連邦憲法裁判

所による決定を本質的な意味において覆したのである。マルキン訴訟

の具体的内容とその経緯については、以下の通りである。離婚した 3

人の子持ちの軍人であるマルキンは 3 年間の育児休暇を軍に対して求

めたが、この要求は、こうした長期の育児休暇は女性軍人に対しての

み許されているというロシア軍人地位法の規定に基づいて却下された。

彼はこの件で軍裁判所に告訴したが国内の裁判所も同様の判断を示し、

ロシア連邦憲法裁判所も、マルキンが「軍人になるに当たって、自ら

の市民的権利と自由に対する一定の制限に明確に同意している（62）」等

の理由を持って、同じく、こうした下級審の判断を支持した。

これに対して、マルキンの告訴を受け入れた ECHR の小法廷は、

2010 年 10 月、基本的な市民的権利と自由を保障するためにロシアの国

（
一
六
五
九
）

114



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

七
一
六

内法を総体的に改正することを要求し、かつ、人権の個人的な侵害に

対して補償金の支払いを命じるという判決を下した。ECHR は、この

訴訟で、「3 年間の育児休暇を女性軍人のみに認めるロシア軍人地位法

が男性軍人を差別し、人権条約に違反することを判示するとともに」、

この法律が「平等原則に違反せず、合憲であるとした連邦憲法裁の

2009 年の決定の論拠を判決理由において名指しで批判した（63）」。

ECHR のこの判決は、「より広範な法的原則─そして、ロシアにおける

法制度の完全性─に対する明確な攻撃」であり、それ故に、この事件

は、「ロシア憲法裁判所と ECHR との間の裂け目を公然化させる」結

果となった（64）。通常、「形式的には、ヨーロッパ人権条約が憲法の人

権規範に統合されていない限り、ヨーロッパ人権裁判所と憲法裁判所

が直接的に関係を持つことはない」とされるが、「実際は、両者の保護

する人権内容がほぼ一致するため、権利解釈において大きく異なる場

合には人権規範が不安定になる。そうした状態を避けるには、両裁判

所の解釈が相互に接近する必要があり、結果として憲法の自立性が失

われる（65）」という根本的な問題がこのマルキン訴訟をめぐって顕現化

したと考えられ、この事件を契機として、以後、ロシア連邦憲法裁判

所と ECHR との関係は、大きな政治対立問題へと発展していくことに

なるのである。

3 ．欧州人権裁判所との政治対立問題

マルキン訴訟は、ECHR に対する「ロシアの将来にわたる関わりに

ついての重大な問題を提起する一連の対決の一つを示している（66）」と

考えられる。ロシア憲法裁のゾルキン長官は、マルキン訴訟をめぐる

問題について、「ECHR の行動を過度に政治化させることに対して警告

を与えた」けれども、ECHR の「この決定が、ロシアの立法者たちに

対する敬意を欠いていることを示しているだけではなく、また、ロシ

アの国家主権に対する基本的な挑戦を示すものである」と主張した（67）。

例えば、ゾルキンは、ロシア連邦憲法第 15 条⑷の規定に焦点を当て、
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この規定が「国際的な諸条約を「ロシアの法制度の構成要素」として

承認し、かつ、そのことによって、ECHR の決定がロシアの法律に適

用される導管の役割を果たしている」とした上で、「この分析枠組みが、

国際的な合意とロシア憲法そのものとの間ではなく、国際的な諸条約

とロシアの諸法との間の意見の不一致の場合においてのみ当てはまる

ものである」と論じる（68）。このように、彼は、欧州人権条約が 1993

年憲法の第 15 条⑷の規定に則ったロシアの法制度の構成要素であるこ

とを認めはするが、同条約が法的にロシア連邦憲法の上位に位置する

ものではないと主張することによって、自国の憲法に関わるロシア連

邦憲法裁判所の判決がこれに関わる ECHR のそれに対して優先される

との主張を展開した。

ゾルキン長官のこうした考え方は概ね憲法裁判所をはじめとするロ

シア側の公的な立場を体現するものであると捉えることができるだろ

う。当時、大統領であったドミートリィ・メドヴェージェフも、即座

に「我々は、それが如何なる国際裁判所であれ、如何なる外国の裁判

所であれ、我が国の主権に関わる国内法を改正させる決定には屈しは

しないであろう（69）」との声明を出し、ロシア連邦憲法の最高法規性に

関するこのゾルキン長官の ECHR に対する反論に対して賛意を示した。

ロシアと ECHR との政治的対立が進む中、2011 年 6 月、連邦会議の副

議長であったアレクサンドル・トルシンが、こうしたロシアの政権側

の主張を踏まえる形で、ECHR に対する憲法裁の立場を強固なものに

することを主たる目的とする一つの法案を国家会議に提出した。この

法案では、「ロシアの憲法裁が、問題となっている規範がロシア憲法と

一致したものであることを確認しなければ、国際機関による如何なる

決定も実効性を伴うものではない」とされ、それ故に、同法案は、ロ

シアの「憲法裁が、ECHR に対して事実上の拒否権を行使し得る」こ

とを想定していた（70）。内外のメディアや人権団体は、このトルシン法

案が欧州人権条約に根本的な意味において違反するものであると批判

し、多くの批評家が、同法案をロシア法の構成要素としての国際法を
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承認するロシア連邦憲法に違反するものであるとの意見を述べた。ま

た、当時、ECHR のロシア代表であったアナトリィ・コヴレル判事は、

「トルシンの発議がストラスブールの裁判所の指導部に不安をひき起こ

している（71）」と報告した。トルシン法案は、2011 年 7 月、国家会議の

「第一読会で採択される予定であった」とされているが、実際には、そ

れは審議未了に終わり、同法案をめぐる議論は急遽、立ち消えとなっ

た（72）。その背景には、「技術的な（73）」な問題とともに、メドヴェー

ジェフ大統領の反対など、同法案の成立が及ぼす影響に対する一定の

政治的配慮があったと言われている。

ECHR とロシア連邦憲法裁判所との間の政治的対立問題は、メド

ヴェージェフの後を継いで、プーチンが大統領再任を果たした現タン

デム政権下のロシアにおいて、今日、さらなる展開を見せている。

2015 年 12 月 15 日、ロシア連邦憲法裁判所法の新たな改正法が、プー

チン大統領の署名をもって発効した。同法は、2015 年 7 月 14 日付のロ

シア連邦憲法裁判所の判決（「No.21-П」）に従って準備されたものであ

り、それは、ロシア連邦憲法裁判所に対して、国際的な人権諸機関の

判決がロシアにおいて有効であるかどうかを決定する権限を付与する

ものであった。憲法裁の判決「No.21-П」は、「立法者が、それに従っ

て、ロシア連邦憲法裁判所が、ロシアに対する告訴に関して、ECHR

の判決を行使するために、他の法律に対するロシア連邦憲法の優越性

および優先性の諸原則に基づいて、その行使の是非をめぐる問題の解

決を可能なものにする特別な法手続きを導入すべきである（74）」との提

案を行っており、この判決において、ロシア連邦憲法裁判所は、

ECHR の決定がロシアの連邦憲法と矛盾していない場合においてのみ、

同国内での執行が可能であるとの判断を示した。

2015 年 12 月に発効したこの新たな改正法は、「憲法裁判所が、それ

によって、ECHR をはじめとする国際的な人権諸機関の判決が、行使

し得るものであるのか、ないのかを決定するプロセスを定義するもの

であり、それは、ロシア憲法の解釈のために、権限のある連邦行政機
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関の特別な要請もしくはロシア大統領およびロシア政府の要請におい

て、開始され得るものである（75）」と規定している。また、同改正法は、

「もし憲法裁判所が、国際人権機関の判決が行使され得ないという帰結

へと至る判決を出すならば、または、憲法裁判所がロシア憲法の諸規

定がその判決の行使を認めるものではないと解釈するならば、このこ

とは、ロシアにおける判決の行使を目的とする如何なる行動もしくは

行為を遂行または採択することが禁止されるということを意味するで

あろう（76）」とされている。先述のロシア憲法裁の判決「No.21-П」で

は、「憲法裁判所が、例外的な場合において、もし、それがロシア憲法

の基本的な原則および規範の違反を回避するための唯一可能な道であ

るならば、ECHR の判決を行使する義務からロシアが離れることがで

きる（77）」と言及されており、同改正の主たる目的もまたここにあると

指摘することができるだろう。ロシア憲法裁は、この改正が、オース

トリア、イギリス、ドイツおよびイタリアの事例と同じく、「ECHR の

バランスのとれたアプローチを保証する（78）」ことを目的としたもので

あり、それが、「ほとんどの場合において、ロシア憲法と人権条約との

間に軋轢を生じさせることはない（79）」と述べているが、例えば、CE

議会会議のアンネ・ブラッスール議長は、それが欧州人権条約に基づ

く「人権保護制度の権威と効率性を掘り崩すことになる」と警鐘を鳴

らしつつ、ロシアによるこの法的措置に対して遺憾の意を表明してい

る（80）。

2015 年 12 月のこの新たな改正法は、ロシア連邦憲法裁判所に国際人

権機関の判決が合憲であるか否かの決定を行う高い権限を認めるもの

であり、その意味において、同改正法はロシア憲法裁の権限の強化に

つながるものであると言えるが、同憲法裁が政権による強い政治的圧

力に晒されている現状において、この法的措置が同国における政治の

司法化の誘因となり得るものであるのか、その是非については、現時

点では定かではない。ECHR とロシア連邦憲法裁判所との間には、先

に記したマルキン訴訟をめぐる対立以上に深刻な問題が山積みされて
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いる。ユーコスの株主たちに対する 18 億ユーロの支払いを命じた

ECHR の判決、同人権裁判所の FSB（ロシア連邦保安庁）の電話盗聴に

関わる「ローマン・ザハロフ対ロシア」判決、外国エージェント法や

ベスラン事件、ロシアによるクリミア併合をめぐる問題などは ECHR

とロシア連邦憲法裁判所との間の潜在的な対立の可能性を大きく秘め

たものであると考えられ、2015 年 12 月に発効した新たなロシア連邦憲

法裁判所法の改正に基づく今後の展開が、この両裁判所間の関係にど

のような政治的影響を与えるものとなるのか、また、それが、ロシア

における司法の政治化もしくは政治の司法化という文脈との関係にお

いて如何なる意味を持つものとなるのか、その推移を注意深く見守っ

ていくことが必要であると言えるだろう。

おわりに

メドヴェージェフが大統領に就任した 2008 年、彼は、ロシアの現行

の司法制度が同国指導部の政治的利害に利用されているという問題を

「リーガル・ニヒリズム」と呼び、「政治的影響から裁判所をより独立

した存在にするために真摯に努めていく」姿勢を示した（81）。ロバー

ト・オチュングは、裁判官の地位をはじめとするロシアにおける司法

の独立性の欠如について指摘した上で、今日の同国の裁判制度が直面

する中心的な問題として、裁判所の決定の未執行率の高さ、判決前の

根拠のない市民の拘留、裁判手続きの長期にわたる遅延および裁判所

による情報公開の欠如といった基本的な弊害を挙げている（82）。また、

彼は、「独立した裁判所の欠如が、ロシアの政治的野党を当局からの恒

久的な圧力に対して脆弱なものにしている（83）」と述べた上で、現在の

「プーチンの施政が、反対グループに対して広範な嫌がらせを行うため

に裁判所を組織的に利用している（84）」状況に大きな批判の目を向けて

いる。

2008 年以降のプーチン＝メドヴェージェフ政権下のロシアでは、官
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僚の汚職を摘発しようとして逆に逮捕された弁護士セルゲイ・マグニ

ツキーが審理前の拘留中に拷問で死亡した事件に関わる訴訟、チェ

チェン問題で政権を公然と批判し暗殺された著名なジャーナリストの

アンナ・ポリトコフスカヤの容疑者に関わる訴訟、資産隠匿を主張す

る検察により 2 度目の審理が開始されたミハイル・ホドルコフスキー

およびユーコス問題に関わる訴訟、ヘロイン売買で禁固刑を受けた野

党活動家の妻タイシヤ・オシポーヴァに関わる訴訟、プーチンに批判

的な芸能活動を行ったロック・グループ「プッシー・ライオット」の 2

人の女性メンバーの禁固に関わる訴訟など、この数年だけでも、反政

権の色調を帯びた政治的事件に関わる幾多の訴訟を取り上げることが

できる。これらの訴訟のほとんどが同国の裁判所において政権寄りの

判決を見ており、これらの事件はまた、被告の自由と人権の侵害をめ

ぐる問題に大きく関わるものである。ロシアにおける最近のこうした

状況は、CE をはじめとする国際機関からの厳しい批判の目に晒されて

いる。例えば、上述のセルゲイ・マグニツキー訴訟に関する報告書を

作成した CE の議員会議である PACE の書記アンドラス・グロスは、

この訴訟を「所管の省庁、検事総局、調査委員会および幾つかの裁判

所の上級官僚たちが関与した大規模な隠ぺい工作（85）」として記述して

いる。

以上のように、現政権下のロシアにおいて、憲法裁判所をはじめと

する同国の司法府に対する政権による政治圧力の強化については多く

の論者が指摘するところであるが、特に、プーチン以後の憲法裁判所

をはじめとするロシアの司法府が、その政治姿勢において、政権に対

してより迎合的なものになっていることは確かな事実であると思われ

る。ロシア連邦憲法裁判所との関係で言えば、本論でも言及したよう

に、2014 年になされたクリミア自治共和国とセヴァストポリ特別市を

連邦構成主体としてロシア連邦に編入することを定めた国家編入条約

の合憲性の認定や政治活動に関する外国から資金提供を受けるすべて

の NGO に対して外国のエージェント機能を有する組織としての登録を
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義務づけた外国エージェント登録法の合憲性の裁定など、内外の注目

を集めたこれらの問題に対するロシア連邦憲法裁判所の最近の一連の

判断は、同裁判所のこうした政権寄りの姿勢を如実に示すものである

と考えられる。このように、プーチン以後のロシアにおいて、現在の

ロシア連邦憲法裁判所は、独立した司法審査機関としての自らの政治

的中立性を維持することがとても困難な状況下に置かれていると言え

るだろう。

本稿の冒頭でも記したリチャード・サクワは、こうしたプーチン以

後のロシアにおいて、エリツィン時代の 1990 年代の同国においても見

られた疑似立憲主義的な傾向が著しく進んでいると論じる。彼によれ

ば、「立憲国家の構造と、市民社会、特に、政党と議会のアカウンタビ

リティの構造との間に、行政レジームが現れ」、その「疑似立憲主義的

な制度の創設が、1993 年憲法の精神を侵食した」とされる（86）。例えば、

プーチンは 2000 年に、大統領が議長を務める協議機関として、連邦構

成主体の執行機関の長により構成される国家評議会を創設したが、同

評議会は、上院である連邦会議に類似した機能を持つものである。ま

た、政府の協議機関である 2005 年に創設されたロシア社会公共院は、

「法案と議会の活動を監視し、連邦および地域行政の活動を審査し、ま

た、議会や政府に対して、国内問題についての拘束力のない勧告を行

い、法令違反の嫌疑を取り調べ、国の諸機関からの情報提供を要請す

る」権限をもっている（87）。この 2 つの協議機関は、「議会の幾つかの

審議上の代表機能に比肩するものであり、それ故に、議会の役割を損

なう（88）」ものとなっている。こうしたプーチン以後のロシアにおける

疑似立憲主義的な政治の在り方は、憲法秩序とは別に大統領の実質的

な権力強化の方向へと導くものであり、現行憲法で定められた議会を

はじめとする国家の公的諸機関の権威を大きく掘り崩すものであると

考えられる。

このようなプーチン以後のロシア政治の現実にあって、憲法裁判所

をはじめとする同国の司法機関が置かれている状況は、長年にわたる
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司法審査の経験を育んできた欧米諸国の民主主義的な観点から判断す

れば、基本的に、政治の司法化ではなく、司法の政治化という文脈で

論じられがちであると考えられる。確かに、ソ連崩壊の時期から現在

へと至るロシア連邦憲法裁判所の活動をめぐる基本的なプロセスは、

同憲法裁判所の権限を相対的に制限するものとなっており、これに加

えて、プーチン以後の時代における政権による政治圧力の高まりは、

ロシアにおける司法の独立をめぐる問題にとって望ましいとは言えな

い数々のネガティブな影響を与えている。しかし、ロシアには、欧米

民主主義諸国とは異なって、これまで、「市民の権利を保護し、かつ、

独立した司法機関をもつ法治国家を維持するという伝統が欠如」して

おり（89）、1991 年に憲法裁判所が同国において初めて創設されてから、

まだ四半世紀の月日を数えたに過ぎない。アンドレイ・ティガンコフ

は、現在のロシアの政治制度が「民主主義とも、確立した権威主義体

制とも言えない」状況にあり、「同国の制度を権威主義的なものとして

提示する欧米諸国の評価は、しばしば、ロシアについての欧米との潜

在的に誤解を招く比較に基づいている」と論じた上で、「研究者が、主

として、すべての国家を並べて比較するよりも、むしろ、ロシアをそ

れ自らの歴史的文脈の中に位置づける」観点こそが肝要であるとの指

摘を行っている（90）。

先にも言及したように、憲法裁判所の活動は、ロシアにおいて、ま

だその途に就いたばかりである。欧米諸国の基準に従えば、憲法裁判

所をはじめとするロシアの司法府が有する権威は未だ高いものである

とは言えないが、しかし、憲法裁判所を中心とする憲法監督制度の存

在はこれまでのロシアの歴史には見られなかった現象であり、特に、

憲法裁判所の活動は、1993 年憲法下の同国において、市民の憲法上の

権利と自由の侵害に関わる問題との関係で少なからぬ重要な役割を果

たしてきたと考えられる。それ故に、同裁判所の今後の活動は、ロシ

アの政治的近代化と民主化プロセスを進展させる上で、けっして無視

し得ない潜在的な可能性を有するものであると考えられる。ECHR と
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の関係で言えば、例えば、ロシア連邦憲法裁は、2009 年 11 月、欧州人

権条約第 6 議定書の批准問題との関連において、「1999 年以降とられて

きた死刑適用・執行の凍結措置を、2010 年 1 月 1 日以降も引き続き維

持することを決定」しており、同国の死刑制度をめぐる判断に際して、

その審理が「ロシア連邦の国際条約及び一般に認められた「国際法の

原則と規範」の諸規定も考慮に入れて実現されなければならない」と

の裁判所としての明確な立場を示している（91）。CE との関係をはじめ

とするこうした、いわゆる「司法のグローバル化」をめぐる問題との

ロシア連邦憲法裁との関係性はロシアにおける民主化プロセスの進展

と密接に結びついたものであると言えるだろう。

最後に、本論で論じた ECHR との政治対立問題との関連で、ロシア

連邦憲法裁判所の最近の判決に一言触れて、本稿の締め括りとしたい。

2016 年 4 月、ロシア連邦憲法裁判所は、昨年 12 月にロシア連邦憲法裁

判所法の新たな改正法が発効して初となる ECHR 判決の合憲性に関わ

る問題についての判決（No.12-П/2016）を下した。この判決において、

ロシア憲法裁は、囚人の選挙権行使を禁じるロシア連邦憲法の規定に

関わる問題を取り扱った 2013 年 7 月 4 日の「アンチュゴフおよびグラ

ドコフ対ロシア」訴訟における ECHR の判決について、「これらの市

民が、特別に重い犯罪の犯行のために、長期にわたって、自由の剥奪

の判決を受けており、かつ、それ故に、ECHR によって作成された基

準に従ってさえ、選挙権の行使を期待することができない（92）」ことを

主たる理由として、ロシアの条約違反を指摘した上記の ECHR 判決を

実行に移すことは不可能であるとの判断を示した。ECHR とロシア連

邦憲法裁判所の法的関係性をめぐるこの問題がどのような決着を見る

のか、今後の具体的な進展が大いに待たれるところである。
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フランスにおける
同性愛嫌悪表現の法規制について

光　信　一　宏

Ⅰ　はじめに

Ⅱ　差別防止機構設置法第三章

Ⅲ　ヴァネスト事件

Ⅳ　むすび

Ⅰ　はじめに

フランスは、同性愛に関し「両義的な国」であり、1791 年に他国に

先駆けてソドミー罪を廃止する一方、「伝統的に同性愛を罪と恥辱に結

びつけてきた」といわれる（ 1 ）。

実際、フランスでは毎年、性的少数者（LGBT）に対する差別事件が

多発している。SOS ホモフォビアという団体が 1996 年以降、自己申

告にもとづく被害の実態調査を行い、年次報告書にまとめているが、

それによると、被害件数は 1996 年から 2002 年まで年間 200 ～ 400 件

台であったのが、従来の電話と手紙に加え E メールによる申告を受け

つけた 2003 年に 653 件に増加した。そして 2004 年から 2012 年まで概

ね年間千数百件で推移し、同性婚法（ 2 ）が制定された 2013 年には 3500

件を超えている（2104 年は 2197 件、2015 年は 1318 件に減少）（ 3 ）。また被

害の内容は、2015 年では、「拒絶・無視」（55％）、「侮辱」（48％）、「差

別的取り扱い」（18％）、および「ハラスメント」（17％）などとなって

論　説

（
一
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いる（複数回答）（ 4 ）。

フランスにおいて同性愛嫌悪の刑事規制が主題として前景化される

のは 1980 年代以降であり、第二次世界大戦後しばらくは、同性愛─

正確には、成人年齢に達しない同性の相手との合意にもとづく性行為

─の禁止が基調をなしていた。すなわち 1945 年 2 月 8 日のオルドナ

ンス（ 5 ）は、ヴィシー体制下の法律を踏襲し、刑法典に、「21 歳未満の

同性の未成年者」と淫らなまたは自然に反する行為を行った者に拘禁

刑および罰金刑を科す規定を置いたのである。ちなみに異性との合意

にもとづく性行為が処罰の対象となるのは、相手が 15 歳未満の場合に

限られる。成人年齢は 1974 年に 21 歳から 18 歳に引き下げられたが、

こうした性的同意年齢における差別が消滅するには、性的同意年齢を

一律に 15 歳とする 1982 年 8 月 4 日の法律（ 6 ）の制定を待たねばならな

かった。

ともあれ同性愛が非処罰化されるに伴い、今度は同性愛嫌悪の処罰

化が進められていった（ 7 ）。その第一歩が 1985 年 7 月 25 日の法律（ 8 ）で

あり、刑法典に「品行（mœurs）」を理由とする雇用の拒否や財物また

は役務の提供の拒否等の処罰規定を置いた。品行（素行）という言葉は

性的指向（orientation sexuelle）を意味していたとされる（ 9 ）。そして

2001 年 11 月 16 日の差別禁止法（10）によって、差別禁止事由の一つに

「性的指向」が加えられた。

このように当初、処罰の対象が一定の同性愛嫌悪行為
・ ・

に限られてい

たが、一方、同性愛嫌悪表現
・ ・

（同性愛者に対する差別的表現）についても、

同性愛者団体を中心に規制を求める声が高まり、紆余曲折を経て、

2004 年に法律が制定された。「差別と闘い、平等を促進する高等機構の

創設に関する 2004 年 12 月 30 日の法律第 1486 号（11）」（以下「差別防止機

構設置法」という）の第三章であり、「性差別的または同性愛嫌悪的な差

別的言辞に対する闘いの強化」という表題がつけられている。フラン

スは、ヨーロッパではベルギー、デンマーク、スペイン、オランダお

よびスウェーデン等に続く同性愛嫌悪表現の処罰国になったのである。
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本稿は、差別防止機構設置法第三章の制定の経緯、同性愛嫌悪表現

規制の評価、および主要事例を中心に考察するものである（12）。なお差

別防止機構設置法第三章は性別や障害を理由とする差別的表現も禁じ

ているが、立ち入らない。

Ⅱ　差別防止機構設置法第三章

一　フランスでは、差別防止機構設置法第三章が制定されるまで、

同性愛嫌悪表現は、名誉毀損罪（出版自由法 32 条 1 項）、侮辱罪（同 33

条 2 項）または犯罪の教唆罪（同 23 条、24 条 1 項）等にあたる場合を除

き、処罰の対象とならなかった。1980 年代初頭の例であるが、「私は同

性愛者を障害者のように敬いますが、もし同性愛者が自分の障害を健

全さとみなすことを望むならば、賛成しないと言わざるを得ません」

というように同性愛者を障害者と同一視する発言を行ったストラス

ブールの司教を、同性愛者団体が名誉毀損罪の容疑でストラスブール

大審裁判所に訴えたが、同裁判所は、同性愛者という法人格のない集

団に対しては、その構成員が直接的な被害を受けない限り、名誉毀損

罪が成立しないとして訴えをしりぞけ、二審のコルマール控訴院もそ

れを支持している（13）。なお人種差別表現については、1972 年にプレ

ヴェン法（14）が制定され、出生または特定の民族、国民、人種もしくは

宗教への帰属の有無を理由とする人または人の集団
・ ・ ・ ・

に対する名誉毀損、

侮辱、および差別・憎悪・暴力の扇動が禁じられており、同様の問題

は生じない。

法律のこうした不備の是正を求める同性愛者らの運動が始まった時

期は定かでないが、運動が大きな盛り上がりを見せるのが 1990 年代末

のことである（15）。民事連帯契約（PACS）を結んだ異性および同性の

カップルを保護するパクス法案（16）の賛否をめぐって世論が二分される

なか、1999 年 1 月 31 日にパリで行われた反対派の最大規模のデモにお

いて「ホモを火刑に」がスローガンとされるなど、同性愛嫌悪が激化

（
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六
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する事態に危機感を持った SOS ホモフォビア、アクト・アップ・パリ、

ゲイ・レズビアンセンターなどの諸団体が共同で、性別、性自認また

は性的指向を理由とする差別的表現の規制を内容とする法案を作成し、

上下両院の全議員に送った（17）。

そして同性愛者らのロビー活動を背景に、議会の諸会派が法案を提

出したが、本会議の審議に付されたおそらく唯一のものが、フランス

社会党のパトリック・ブローシュ下院議員らの「差別的言辞の処罰に

関する法律案第 1194 号（18）」である。詳細は省くが、性別、健康状態、

障害、品行または性的指向を理由とする人または人の集団に対する名

誉毀損、侮辱および差別・憎悪・暴力の扇動を禁じている。法案は

2003 年 11 月 27 日の下院の本会議において国民運動連合など与党議員

の反対多数で否決される（19）が、反対票を投じた議員の中に、内閣法案

の作成─当時、ラファラン首相の指示により、関係省の代表者から

なる作業グループが活動を開始していた─を支持した者がいた（20）こ

とが注目される。

二　こうしたなか、年が明けた 2004 年 1 月 16 日に、セバスティア

ン・ヌーシェという同性愛者が自宅の庭で何者かによって火をつけら

れ、瀕死の重傷を負うという事件が起きる（21）。目撃者はいなかったが、

昏睡状態から脱した青年は、「死ね。汚れたホモ野郎」と罵声を浴びせ

られたことや、犯人の一人が過去に彼を襲撃して服役した男であるこ

とを証言した（22）。そして事件の発生を受け、ペルベン司法大臣はマス

コミに対し、規制法案の作成を急ぐ意向であることを表明した（23）。

こうして 6 月 23 日に、ラファラン内閣によって「性差別的または同

性愛嫌悪的な差別的言辞に対する闘いに関する法律案（24）」（以下「6 月

23 日法案」という）が下院に提出された（25）。提案理由によると、2003

年 3 月 18 日の国内治安法（26）および 2004 年 3 月 9 日の第二ペルベン

法（27）によって、刑法典に、被害者の性的指向を理由とする特定犯罪

（殺人、拷問、暴力、強姦、性的攻撃、脅迫、窃盗および強要）の重罰規定が

置かれたが、さらに、こうした同性愛嫌悪犯罪を誘発するおそれのあ

（
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る差別的、暴力的メッセージの流布をより一層処罰できるようにすべ

きである。しかし出版自由法には明らかな不備があるとして、次のよ

うな改正が提案されている（括弧内は改正後の出版自由法の条数）。

⑴　同性愛嫌悪表現罪の新設

①　性別または性的指向を理由とする憎悪扇動罪

出版自由法 23 条の定める公表手段（28）によって行われる性別または

性的指向を理由とする人または人の集団に対する差別・憎悪・暴力の

扇動に、1 年の拘禁および 4 万 5000 ユーロの罰金またはそのいずれか

の法定刑を科す（24 条 9 項）。累犯の場合は刑を加重しうる（63 条）。ま

た裁判所は被告に判決文の掲示または頒布を命じ、公民権を剥奪する

ことができる（24 条 9 項）。

②　性的指向を理由とする名誉毀損罪および侮辱罪

出版自由法 23 条の定める公表手段によって行われる性的指向を理由

とする人または人の集団に対する名誉毀損および侮辱に、それぞれ 1

年の拘禁および 4 万 5000 ユーロの罰金またはそのいずれか、6 カ月お

よび 2 万 2500 ユーロの罰金またはそのいずれかの法定刑を科す（32 条

3 項、33 条 4 項）。累犯の場合は刑を加重しうる（63 条）。また裁判所は

被告に判決文の掲示または頒布を命ずることができる（32 条 3 項、33 条

4 項）。

⑵　団体訴権の付与等

上述の憎悪扇動罪、名誉毀損罪および侮辱罪について、犯罪が行わ

れた 5 年以上前に届け出をしていた性的指向─性別を理由とする憎

悪扇動罪については性別─による差別と闘う団体、およびこれらの

差別の犠牲者を支援する団体に私訴原告人の権利を付与する。ただし

被害者が個人の場合、団体の訴えは本人の同意が得られたことを証明

した場合に限り認められる（48 条の 4、5 ）。また名誉毀損罪および侮辱

罪の場合、被害者の告訴に加えて、検察官の職権による訴追が認めら

れる（48 条 6 項）。
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⑶　時効期間の拡張

上述の憎悪扇動罪、名誉毀損罪および侮辱罪の時効期間を通常の出

版犯罪における 3 カ月でなく、1 年とする（65 条の 3 ）。

6 月 23 日法案は、「出生または特定の民族、国民、人種もしくは宗教

への帰属の有無」を理由とする人または人の集団に対する名誉毀損、

侮辱および差別・憎悪・暴力の扇動を犯罪として処罰するとともに、

犯罪が行われた日から 5 年以上前に届け出をしていた人種差別と闘う

団体に私訴原告人の権利を認めるプレヴェン法（前述）、および人種差

別表現罪の時効期間を 1 年とする第二ペルベン法（前述）にならったも

のといえよう。

だが法案─夏の臨時会期に予定されていた審議が 10 月の通常会期

に持ち越された─に対しては、報道機関、カトリック教会、女権団

体および同性愛者団体等から批判や要望が出され（29）、さらに 11 月 18

日に独立行政機関の国家人権諮問委員会（CNCDH）が撤回を勧告する

意見を採択した（30）。諮問委員会が同性愛嫌悪表現の処罰に反対した理

由は概ね次のとおりである。

第一に、処罰が人間相互の差異を超越する人権の普遍性に反するこ

とである。人はある属性のゆえに保護されるのでなく、それ自体とし

て保護されるべきである。特定階層の保護は他の階層を犠牲にし、権

利の平等を侵害するおそれがある。同性愛者の保護は、性的指向を民

族的出自、国籍、性別および宗教と同じアイデンティティーに格上げ

し、フランスの社会を様々な性的コミュニティーに分裂させるもので

あり、コミュノタリスム（共同体主義）の傾向に拍車がかかろう。また

性的指向が特別な保護を必要とするという論証がなされていない。

第二は、表現の自由の侵害である。6 月 23 日法案は、人種的名誉毀

損罪、同侮辱罪、同憎悪扇動罪およびホロコースト否定罪を除く出版

犯罪について拘禁刑の廃止を提言した 2000 年 3 月 2 日の国家人権諮問

委員会の意見（31）、およびそれに従った同年 6 月 15 日の無罪推定法（32）

90 条や、表現の自由を重んずる欧州人権裁判所の判例（33）等に逆行する。
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性別や性的指向による差別が深刻であることは確かだが、不寛容との

闘いは自由の制限でなく、教育、情報提供および討論等の手段に訴え

るのが最も効果的である。諮問委員会は、「人の最も貴重な権利の一

つ」（1789 年人権宣言 11 条（34））である思想および意見の自由な伝達に

よって、フランス社会は差異の承認および各人の尊厳の尊重へと進歩

してきたのであり、これからも進歩し続けるであろうと述べて、意見

書を結んでいる（35）。なおジャン＝マリ・リュスティジェ枢機卿の個別

意見があり、同性愛および同性愛者の子育て（homoparentalité）（36）の問

題については社会生活および文明の性格を議論する必要があるが、性

的指向を理由とする名誉毀損罪および侮辱罪の規定が明確でなく、表

現の自由を不当に侵害するおそれがあると批判している。

三　国家人権諮問委員会の意見が採択された 5 日後に、6 月 23 日法

案は下院の議題から外される。だが内閣は、差別防止機構設置法案を

審議していた上院第一読会に、6 月 23 日法案とほぼ同内容の条文を追

加する修正案（以下「内閣修正案」という）を提出しており（37）、撤回の

勧告に従ったわけではない。むしろ政府総事務局長は、「（同性愛嫌悪表

現規制だけでなく）人種差別表現規制の正当性までもが揺らぎかねない」、

「女性や同性愛者に対する暴力の実情を考慮していない」と諮問委員会

の意見を批判している（38）。

ただし内閣修正案の内容は 6 月 23 日法案と同一というわけでなく、

次のような変更がなされている。①性別を理由とする名誉毀損罪およ

び侮辱罪を設けたこと。②性別または性的指向を理由とする差別・憎

悪・暴力の扇動にいう「差別」に、「刑法典 225 条の 2 および 432 条の

7 に定められた」という限定を付したこと。③時効期間を 3 カ月に短縮

したこと。

これらの変更点のうち、特に注目されるのが②である。差別につい

て刑法典 225 条の 1 は、同条の列挙事由─性的指向が含まれる─

による自然人の間の「あらゆる区別」というように広く定義しており、

例えば同性婚に反対することも、異性愛者と同性愛者の区別すなわち

（
一
六
九
四
）
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差別の扇動にあたると解される余地がある（39）。そこで内閣修正案では、

差別の意味を、正規の経済活動の妨害や雇用の拒否といった刑法典 225

条の 2 および 432 条の 7 で禁止される差別的取り扱い（40）に限ったので

ある。

だが憎悪扇動罪の規定にこうした限定を施しても、性的指向を理由

とする名誉毀損罪または侮辱罪の問題があり、11 月 23 日の上院第一読

会において、クリスティアン・クワンタ上院議員（国民運動連合）は

「異性のカップルを『正常なカップル』と言うと、訴えが起こされるお

それがある」ことを指摘した（41）。これに対しては、ジャン＝ジャッ

ク・イスト上院立法委員会委員長（国民運動連合）が、「同性婚や同性

カップルによる養子縁組に反対することは名誉毀損でも侮辱でもなく、

民主的議論の中に含まれる」と反論している（42）が、論戦が行われない

まま終わり、内閣修正案は 12 月 7 日の下院第二読会（43）を経て、12 月

21 日の上院第二読会において賛成多数で可決成立した。なお 2014 年に

法改正が行われ、時効期間が 1 年に変更されている（44）。

四　では、差別防止機構設置法第三章における同性愛嫌悪表現規制

をどう評価すべきであろうか。ここでは、前述の国家人権諮問委員会

が提起した「人権の普遍性」および「表現の自由」の問題を中心に、

主な見解を検討する。

まず、ベルトラン・マテュー（パリ第 1 大学教授）は同性愛嫌悪表現

規制を同性愛者集団への特権の付与ととらえ、これを批判する（45）。マ

テューが同性愛者個人の保護はともかく、同性愛者集団の保護を非難

する理由は、①各人はただ人であるがゆえに同等の尊厳を認められる

べきであるという人権の普遍性に反すること、②個人がその意思に反

して集団の中に埋没してしまうおそれがあること、および、③平等原

則の要請によって他の諸集団についても保護を余儀なくされることで

ある。

そして①に関しマテューは、前述の国家人権諮問委員会の意見（46）の

ほか、意見の採択の翌日に出た憲法院判決（47）の次の一節を援用してい

（
一
六
九
三
）
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る。「（共和国の不可分性、出生・人種・宗教による差別の禁止、共和国の言語

および国民主権等をうたう─引用者）1958 年憲法 1 条ないし 3 条は出自、

文化、言語または信条の共有によって定義されるいかなる集団に対し

てであれ、集団的権利が承認されることを禁じている。」そしてジャン

＝イヴ・モンフォール（ヴェルサイユ大審裁判所所長）も人権の普遍性の

観点から同性愛嫌悪表現規制に反対している（48）。

だがこれに対し、グェナエル・カルヴェス（セルジ・ポントワーズ大学

教授）がマテューの批判に反論し、フランスの差別禁止法の保護対象は、

英米法と異なり、独特のアイデンティティーやマイノリティの文化で

はなく、属性のない個人（individu sans qualités）であると主張してい

る（49）。そしてカルヴェスのこうした理解は、オリヴィア・ブイ＝スア

ン（エヴリ大学教授）の次のような議論─同性愛嫌悪表現規制を俎上

に載せているわけではないが─と符合している。いわく、「差別と政

治的に闘おうとする場合、当然、集団への個人の帰属を暗黙裡にまた

は明示的に考慮する。だがフランスでは、普遍主義の伝統とのこうし

た断絶は暫定的なものにすぎない。断絶の目的は集団間の差異を維持

することではなく、差異を消去し、各人がその帰属する集団の如何を

問わず同じ扱いを受けられるようにすることである（50）」。法律が「人

の集団」に言及しているからといって、それを当該集団への特権の付

与とみなすのは論理の飛躍であろう。カルヴェスの見解が妥当である。

一方、1789 年人権宣言 11 条および欧州人権条約 10 条で保障される

表現の自由の問題については、同性愛嫌悪表現規制の正当性ないし必

要性をめぐって意見の対立が見られる。

まず規制の歴史的正当性を主張するのが、カロリーヌ・メカリ（弁護

士）である。メカリによると、人種差別表現規制は、「第二次大戦中の

ユダヤ人多数の強制収容所への収容が、大戦前に蔓延したヘイトス

ピーチによって助長された」という歴史的教訓にもとづいており、同

性愛者もユダヤ人と同じ運命を辿ったこと（51）から、同性愛嫌悪表現規

制についても同様の正当化が可能であるという（52）。

（
一
六
九
二
）
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だが同性愛嫌悪表現規制を人種差別表現規制と同列に置いて論ずる

ことについては、異論もある。セバスティアン・ベナルカザール（私法

学博士）の見解がそれであり、人種主義は民主主義体制の転覆をもたら

す革命性を有するが、異性愛主義（hétérosexualisme）にはそうした危険

がない。そして人種間の不平等を肯定することそれ自体が邪悪である

のに対し、異性カップルと同性カップルの間の不平等を肯定すること

は必ずしも断罪されるべきでないため、規制の必要性が認められない

という（53）。またナタリ・ドロワン（フランシュ・コンテ大学准教授）もベ

ナルカザールの見解を支持し、同性愛者がナチスの犠牲になった歴史

は同性愛嫌悪表現規制を正当化するのに不十分であること、人種差別

表現と異なり、同性愛嫌悪表現は公序および民主的秩序の土台を損な

うものでなく、処罰の必要性がないことを論じている（54）。

同性愛嫌悪表現規制の必要性については、同性愛嫌悪表現の危険性

の内容およびその程度だけでなく、同性愛者が受けている差別の状況

等にも照らして総合的に判断すべきであると考えられる。ドロワンは

同性愛者が特別な保護を要する弱者ではないとしている（55）が、本稿の

冒頭で見た被害の実態を考えると、疑問なしとしない。

ともあれ、同性愛嫌悪表現規制の表現の自由との関係については破

毀院の判断が示されている。欧州人権条約 10 条との適合性は次章で取

り上げるが、1789 年人権宣言 11 条との適合性については 2013 年 4 月

16 日の破毀院判決（56）がある（憲法院判決はない）。出版自由法 24 条 9 項

（性的指向等を理由とする差別・憎悪・暴力の扇動の禁止）について合憲性優

先問題（QPC）を憲法院に移送することを求められた破毀院は、当該問

題が重大な性質を持たないと判示して移送を認めなかったが、そのよ

うに判示した理由の一つとして、同規定による表現の自由の侵害が、

他者の名声、尊厳および権利ならびに公序の保護という立法目的から

見て必要
・ ・

であり、適合
・ ・

しており、均衡
・ ・

がとれていることを指摘してい

る（57）。規制目的の正当性を承認したうえで、規制の「必要性」、「適合

性」および「均衡性（比例性）」という比例原則にもとづく事実上の合

（
一
六
九
一
）
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憲判断を行ったわけであり、規制の必要性を否定するベナルカザール

らの見解がしりぞけられたといってよい。なお同日に出た別の破毀院

判決（58）では、出版自由法 24 条 8 項（人種等を理由とする差別・憎悪・暴

力の扇動の禁止）について─立法目的は人種差別に対する闘いおよび

公序の保護であるとされたが─同様の合憲判断をしたことを付言し

ておく。

Ⅲ　ヴァネスト事件

一　フランスにおける性的指向または性自認（59）を理由とする差別的

表現に係る刑事裁判の数は少なく、裁判所がこれまでに下した有罪判

決は、名誉毀損罪および侮辱罪については、2009 年が 13 件、2010 年

が 12 件、2011 年が 11 件、2012 年が 16 件、および 2013 年が 21 件で

あり、憎悪扇動罪については 2012 年の 1 件を数えるだけである（無罪

判決の数は不明）（60）。被害者が自分の性的指向が公にされることを恐れ、

訴えを断念するという事情があるのかもしれない。

それはともかく、本章では事例研究としてヴァネスト事件を取り上

げる。本件は差別防止機構設置法第三章の最初の適用事例であり、犯

罪の成立をめぐって裁判所の判断が分かれた境界事例であるという点

でも興味深い。

まず事実の概要を説明する（61）と、クリスティアン・ヴァネストは哲

学の教授資格を持つカトリック教徒の下院議員（国民運動連合）である

が、2004 年 12 月 7 日、差別防止機構設置法案が審議されていた下院に

おいて、同性愛嫌悪表現規制に反対の立場から、「同性愛行為が人類の

存続にとって脅威であることは明白です」などと発言し、物議を醸し

た。

同性愛者の抗議を受けたヴァネストは、2005 年 1 月 26 日付の『ラ・

ヴォワ・デュ・ノール（La Voix du Nord）』紙に載ったインタビュー記

事の中で次のように釈明した。

（
一
六
九
〇
）
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「私が暴力を呼びかけたとでも言うのでしょうか？私の発言は差別的

ではありません。なぜなら私が非難しているのは民族または人種では

なく、行為だからです」、「同性愛は宿命ではありません。人間は自由

です。同性愛はやめるか行うかの、いずれかでなければならない行為

です。同性愛を行う場合、慎ましやかにそれを行うべきであり、自分

を、社会において特別の権利や承認を求めるコミュニティーの一員と

して誇示すべきではありません。行為は認めますが、集団のアイデン

ティティーについては拒否します」、「私はただ彼らが集団やコミュニ

ティーではないと考えているだけです。……私はいかなる非難も処罰

も求めてはいません。同性愛はできるだけ秘密裡に行うべき個人的な

行為です」、「私は同性愛が危険であると言ってはいません。私が言っ

たのは、同性愛が異性愛よりも劣っているということです。もし同性

愛を普遍的なものへと推し進めるならば、人類にとって危険でしょう。

異性婚および子どもの教育という社会的模範が存在するのです」、「組

合の代表でしたら喜んで会いますが、彼らはいかなるものも、いかな

る社会的利益も代表していません。私にとって、彼らの行動はセクト

主義的です」。

また 2 月 4 日付の『ノール・エクレール（Nord Éclair）』紙は、2 月 2

日の記者会見においてヴァネストが、「私が批判しているのは同性愛者

の行為です。私が言っているのは、彼らが道徳的に劣っているという

ことです」などと発言したことを報じた。

これに対しアクト・アップ・パリ、全国ゲイ企業組合および SOS ホ

モフォビアの三団体が、上述の二紙に掲載された上述の発言（以下「当

該発言」という）が性的指向を理由とする侮辱を禁じた出版自由法 33 条

4 項（以下「本規定」という）に違反するとして、ヴァネストをリール大

審裁判所に直接召喚する手続きを行った。そして 2006 年 1 月 24 日に

同裁判所が有罪判決を下し（62）、2007 年 1 月 25 日にドゥエ控訴院もそ

れを支持して（63）、被告に、3 千ユーロの罰金、各団体への 500 ユーロ

の賠償、および『ラ・ヴォワ・デュ・ノール』紙、『ル・モンド（Le 

（
一
六
八
九
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Monde）』紙および『レクスプレス（L’Express）』誌への判決要旨の掲載

を命じたが、しかし 2008 年 11 月 12 日に破毀院が原審判決を破毀無効

とする逆転判決を下し、被告の無罪が確定している（64）。

二　裁判の主な争点は、⑴本規定は表現の自由を保障する欧州人権

条約 10 条（65）に適合するか、⑵当該発言は議員の免責特権の対象であ

るか、および⑶当該発言は本規定に違反するかである。以下、それぞ

れの争点に関する裁判所の判断を見る。

⑴　周知のように、表現の自由への公権力の介入が欧州人権条約 10

条に適合するためには、当該介入が、①「法律」に定められ、②同条 2

項に挙げられた「正当な目的」を有しており、③民主的社会において

「必要」であることが要件となるが、本規定が三つの要件をすべて満た

すことは、すべての審級の裁判所で一致して認められている。要件②

に関し、本規定の「目的」を、「他の者の権利の保護もしくは秩序の保

持（66）」（一審）と解するか、それとも「他の者の信用もしくは権利の保

護」（上告審）と解するかの違いはあるが、本筋とは関係がないであろう。

上告理由の中で被告は、要件①にいう法律は接近可能で予見可能な

ものでなければならない（67）にもかかわらず、性的指向という文言が曖

昧不明確であると主張した。破毀院は被告の主張を暗にしりぞけたが、

判決を支持する学説（68）は、欧州人権裁判所は予見可能性の要件を必ず

しも厳格に適用していないこと、および少なくとも同性愛が性的指向

に含まれることが明らかである（69）以上、被告は本規定の予見可能性を

問題にすることができないとしている。

また被告は、すでに民法典 9 条および刑法典 225 条の 1 および 2 の

規定があることから、本規定は要件③を満たさないと主張した。だが

民法典 9 条は私生活の尊重を求める権利を保障する規定であり（70）、刑

法典 225 条の 1 および 2 は前述のように性的指向等を理由とする一定

の差別的行為を禁ずる規定であって、同性愛嫌悪表現を規制しえない

として、しりぞけられている（一審および二審判決）。さらに一審判決で

は、本規定が制定されるまで、同性愛者に対する名誉毀損や侮辱が、

（
一
六
八
八
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特定人を標的にする場合以外、処罰されなかったこと、および同性愛

嫌悪的な暴力および誹謗が続いていることも指摘している。

こうして欧州人権条約 10 条との適合性の問題は実務上、決着がつい

たといえよう。

⑵　議員の免責特権に関する規定として、「国会議員は、その職務の

行使においてなした意見または表決に関して、訴追、捜索、逮捕、拘

禁または裁判されることができない」と定める 1958 年憲法 26 条 1 項と、

「国民議会または元老院において行った演説……についてはいかなる訴

訟の対象にもならない」と定める出版自由法 41 条 1 項がある。被告は、

当該発言が下院（国民議会）の審議の終了後、間もなく行われたこと、お

よび発言の内容が下院における被告の演説を補強するものであったこ

とを理由に、免責特権を受けると主張したが、破毀院は、当該発言が

議員の職務の行使の際になされたものでも、下院において行われたも

のでもないことを理由に、被告の主張をしりぞけている。破毀院の解

釈は上述の憲法および出版自由法の文言に忠実であり、妥当であろう。

⑶　犯罪成立の有無は、下級審と上告審の間で判断が分かれた点で

ある。

二審の法廷でヴァネストが強調したのは、当該発言の批判の対象が

同性愛者ではなく、同性愛行為であること、および発言には哲学的根

拠が存することである。ヴァネストは次のように陳述している（71）。「私

の発言の出発点はカントの定言的命法です。カントによると、行為に

は普遍化しうるものとしえないものとがあり、より良いのは前者です。

私はカントの立場をデカルトの誇張懐疑（doute hyperbolique）という意

味において誇張的に表現しました。『同性愛行為が人類の存続にとって

脅威である』というのはまさに、もしこの行為が普遍化されるならば、

人間がもはや繁殖しなくなるという意味で脅威であることを示してい

ます」、「同性愛は異性愛よりも劣っている。もちろんこれは誇張法で

す。……私は哲学者であり、カトリック教徒です。聖アウグスティヌ

スは、『私は罪を憎むが、罪人の言葉には耳を傾ける』と述べました。

（
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彼と同じく私が評価を下すのは行為であり、人々ではありません。私

は人々に敬意を表します」。

だが二審のドゥエ控訴院は「行為に対する評価」と「人に対する攻

撃」の区別（72）をしりぞけ、「性的指向は行為であるだけでなく、人格

を形作っている」という基本的理解のもと、「同性愛行為は排斥され、

または秘密裡に行われるほかないと非難することによって、被告は同

性愛的指向を選択した人々に対する狭量さを侮辱的に示した」と断じ

ている。

また当該発言が哲学的根拠によって支えられているという弁明につ

いては、二つの点を指摘している。一つは、哲学的観点からなされた

としても、当該発言は同性愛者の尊厳を侵害し、憎悪・暴力・差別を

扇動する性質を有すること（73）である。もう一つは、同性愛の道徳的劣

位という価値判断の哲学的根拠が思想的議論の一環をなさないことで

あり、その理由としてドゥエ控訴院は、当該発言が政治家の立場で、

新聞の幅広い読者層に向けて行われたことを指摘している。このよう

に二審判決では、政治家としての発言であったことが被告に不利に働

いたが、むしろ政治家は表現の自由の保障を強く受けると解すべきで

はなかろうか（74）。

一方、破毀院は、「表現の自由の制限は縮小解釈（interprétation 

étroite）による」という原則を示したうえで、当該発言が議会における

差別防止機構設置法案の議決後に行われたことを指摘する。そして発

言は「一部の同性愛者の感受性を傷つけたかもしれない」が、表現の

自由の限界を超えるものではなく、原審は発言の意味および射程を見

誤ったと結論づけている。

判決文が簡潔であるため、判旨がつかみにくいところがあるが、『破

毀院年報』によると、犯罪が成立しないという結論は、「欧州人権条約

の保障する表現の自由の制限についてなされるべき縮小解釈」および

「当該発言が公共的議論（débats publics）の中で行われたという特別な

状況」から導かれたものであるという（75）。縮小解釈は刑罰法規の厳格

（
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解釈（interprétation stricte）とは異なる概念であり、表現の自由をでき

るだけ制限しない解釈をいう（76）。また公共的議論は社会全体の利害に

係る議論を意味する。ヴァネスト発言は、同性愛嫌悪表現規制の是非

という公的問題をめぐる議論に資するとされたのである（77）。

本判決については当該発言の持つ危険性を軽視しているという批

判（78）があるが、表現の自由を重んずる姿勢は、「表現の自由は、好意

的に受け止められたり、あるいは害をもたらさないまたはどうでもよ

いこととみなされる『情報』または『思想』だけでなく、国家や一部

の人々を傷つけたり、驚かせたり、または混乱させたりするようなも

のにも、……あてはまる。こうしたことは、『民主的社会』を存在させ

るのに不可欠な多元主義、寛容および寛大さからの要請である（79）」と

する 1976 年 12 月 7 日の欧州人権裁判所ハンディサイド判決（80）と軌を

一にするものと解されている（81）。

もとより、そのことは表現の自由が常に差別の禁止に優越する価値

をもつことを意味しない。破毀院が有罪判決を下した事案を一つ紹介

すると、それは 2013 年の同性婚法の施行後の事案であり、フランス初

の男性カップルの結婚式が挙行されることに抗議して、「ホモ野郎

（pédés）を叩き出せ。ホモ野郎はいらない」と連呼した男が性的指向を

理由とする侮辱罪に問われたというものである。二審では、«pédé» が

侮蔑語であり、それが被害者を故意に傷つける目的で使われたこと、

および、「叩き出せ。いらない」という言葉が侮蔑語の侮辱的性格を強

めるものであったことを認定して、一審と同様に執行猶予付きの二カ

月の拘禁刑を言い渡し、2016 年 3 月 30 日の破毀院判決（82）もそれを支

持している。ヴァネスト発言と異なり、「ホモ野郎を叩き出せ。ホモ野

郎はいらない」という発言に公益的性格が認められる余地はなく、有

罪判決は妥当であろう。
（
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Ⅳ　むすび

フランスでは、同性愛者が差別や偏見に苦しめられてきた長い歴史

を背景に、差別防止機構設置法第三章が制定されたが、その制定まで

には紆余曲折があった。規制反対派が特に懸念したのは、同性婚や同

性カップルによる養子縁組など、同性愛をめぐる問題に関する言論の

萎縮であり、出版自由法 24 条 9 項（性的指向等を理由とする憎悪扇動罪）

の規定に適用範囲を限定する文言が付されたが、一方、同 32 条 3 項

（性的指向等を理由とする名誉毀損罪）および 33 条 4 項（性的指向等を理由

とする侮辱罪）についてはそうした限定がなされず、反対派の不安を完

全には払拭するにいたらなかった。

そうした状況の中で起きたのがヴァネスト事件であり、破毀院は、

出版自由法 33 条 4 項の欧州人権条約 10 条との適合性を肯定しつつも、

縮小解釈の原則のもと、被告の発言を公共的議論への貢献という観点

からとらえ、原審の有罪判決を破毀無効とした。本判決は、差別禁止

の原則と表現の自由の保障という対立する要請の間に適切な均衡を

図ったものとして評価できる。そして判決が─明示的にではないが

─示した公共的議論の概念は、許される言論と禁止される言論の間

の線引きを行ううえで一つの指標となりうると思われるが、詳しい事

例研究は他日を期したい。

わが国では、同性愛嫌悪表現規制に関する比較法研究は人種差別表

現規制に比べると、手薄であるが、研究の必要性が乏しいとされてい

るのかもしれない。確かに、同性愛者に対するヘイトスピーチは今の

ところ、マスコミの報道を賑わすほどの深刻な事態にはいたっていな

い。だがフランスにおいて見られたように、同性愛者の権利の向上が

進み、同性婚論議等が本格化するようになると、反動として同性愛嫌

悪が先鋭化していく可能性は十分あろう。本稿はフランス法の紹介に

とどまるが、今後の議論の参考になれば幸いである。

（
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（60） Commission européenne contre le racisme et l’intolérance, Rapport de 

l’ECRI sur la France,1er mars 2016,p.20.
（http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/France/
FRA-CbC-V-2016-001-FRE.pdf）.

（61） ヴァネスト事件の詳細については、Billot, supra note （21）. を参照。
（62） Tribunal de grande instance de Lille,24 janvier 2006.

（http://www.actupparis.org./IMG/pdf/jugement-TGIlille-vanneste.pdf）.
（63） ただし「彼らの行動はセクト主義的です」という発言については、団

体活動のあり方に向けられたものであり、犯罪が成立しないとされている
（Cour d’appel de Douai,25 janvier 2007（http://www.actupparis.org/IMG/
pdf/jugement-CiourAppelDouai-vanneste.pdf））。

（64） Cour de cassation,chambre criminelle,12 novembre 2008,n° 07-83398.
（65） 同条は次のように定める。「 1　すべての者は、表現の自由に対する

権利を有する。…… 2　1の自由の行使については、義務および責任を伴い、
法律で定める手続き、条件、制限または刑罰であって、国の安全、領土保
全もしくは公共の安全のため、無秩序もしくは犯罪の防止のため、健康も
しくは道徳の保護のため、他の者の信用もしくは権利の保護のため、秘密
に受けた情報の暴露を防止するため、または司法機関の権威および公平性
を維持するため民主的社会において必要なものを課することができる」（奥
脇直也（編集代表）『国際条約集 2008 年版』（有斐閣、2008 年）332 頁）。

（66） 英文の邦訳では「無秩序の防止」であるが、ここでは仏文の邦訳に従
い、「秩序の保持」と表記しておく。

（67） 法律の接近可能性および予見可能性について、Louis-Edmond Pettiti 
et al.（dir.）, La convention européenne des droits de l’homme,Economica, 
p.390. を参照。

（68） Geneviève Tillement,“Lutte contre l’homophobie et liberté d’expression: 
la diffi  cile conciliation”, Légipresse, n° 258,2009,p.14.

（69） 2004 年 12 月 1 日の下院立法委員会の報告書によると、内閣修正案に
いう性的指向とは異性愛、同性愛および両性愛であり、小児愛および近親
愛 は 含 ま れ な い（Pascal Clément, Rapport n° 1965 fait au nom de la 
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de 
l’administration générale de la République sur le projet de la loi, modifi é 
par le Sénat (n° 1952) portant création de la Haute autorité de lutte 
contre les discriminations et pour l’égalité,pp.45 et s.,Assemblée 
nationale,1er décembre 2004.）。

（70） 同規定について、北村一郎「私生活の尊重を求める権利─フランス
における≪人の法＝権利≫の復権─」北村一郎編集代表『現代ヨーロッ
パ法の展望』（東京大学出版会、1998 年）215 頁以下を参照。
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（71） Procès en appel de Christian Vanneste.6 o chambre de la Cour d’appel 
de Douai.L’audience publique du 12 décembre 2006,p.2

（http://www.actupparis.org/IMG/pdf/CR-Proces_Appel_Vanneste1.pdf）.
（72） Cf.Bertrand Mathieu, “La liberté d’expression en France:de la 

protection constitutionnelle aux menaces législatives”, Revue du droit 
public et de la science politique en France et à l’étranger, 2007,p.249.

（73） 二審は、当該発言を侮辱罪よりもむしろ憎悪扇動罪にあたると解して
いるようだが、同じ見解をとるものとして、Emmanuel Dreyer,“Cassation 
d’une condamnation pour injure homophobe”, La semaine juridique-
Édition générale, n° 50,2008,10206. がある。

（74） Agathe Lepage,“Injure à raison de l ’orientation sexuelle” , 
Communication, Commerce électronique,septembre 2007,p.45.

（75） Cour de cassation, Rapport annuel 2008,p.359
（https://www.courdecassation.fr/IMG/pdf/Cassation_2008.pdf）.

（76） Jean Pradel,“Injure à raison de l’orientation sexuelle et liberté 
d’expression”, Recueil Dalloz,2009,p.404. 本判決以外にも、破毀院が縮小
解釈によるべきことを明示した例として、Cour de cassation, chambre 
criminelle,21 mai 2015,n° 14-80430; Cour de cassation, chambre criminelle,
19 mars 2013,n° 11-88309; Cour de cassation, chambre criminelle,14 février 
2006, n° 05-81932. などが挙げられる。

（77） 破毀院は人種差別表現規制についても、縮小解釈の原則および当該表
現の公益的性格を踏まえた判断を行っている（拙稿「フランスにおける人
種差別的表現の法規制⑶」愛媛法学会雑誌第 42 巻第 1 号（2015 年）71 頁
以下）。

（78） エマニュエル・ドレイエル（パリ第一大学教授）は、同性愛を人類に
とって危険な存在とみなすことは、ナチスによる同性愛者の迫害を言外に
正当化しているのではないかと指摘している（Dreyer, supra note （73）.）。

（79） 邦訳は戸波江二ほか編『ヨーロッパ人権裁判所の判例』（信山社、
2008 年）145 頁以下（江島晶子執筆）による。

（80） European court of human rights, Handyside v. the United Kingdom,7 
December 1976.

（81） Pradel, supra note （76）,p.404.;Emmanuel Derieux,“Cassation d’une 
condamnation pour injure homophobe”, La semaine juridique-Édition 
générale,n° 48,687.

（82） Cour de cassation, chambre criminelle,30 mars 2016,n° 14-88144.
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憲法改正と環境条項

小　山　　　剛

Ⅰ．はじめに

日本国憲法は、1947 年の施行以来、何度も改正論議に直面してきた。

近年は、憲法 9条のほか、96 条の憲法改正要件の緩和、新しい人権、

財政規律、国家緊急権、国会議員の全国民の代表から都道府県代表へ

の性格変更など、様々な「改憲」ないしは「加憲」が論じられている。

その中で、環境は、プライバシーと並んで憲法に加筆すべき新しい人

権の最有力候補の 1つであり、これまでに政党や諸団体から提案され

たほとんどの改憲案に、環境条項が含まれている（1）。

諸外国の憲法を見ると、環境条項には、①権利という形式で規定す

るもの（以下、「環境権」条項と呼ぶ）、②国民の責務をうたうもの、③国

家目標規定という形式で（客観法的に）規定するもの（以下、「国家目標規

定」または「環境国家条項」と呼ぶ）、これら 3つまたはそのうちの 2つを

併記するものがある（2）。ちなみに、2012 年 4 月 27 日の自由民主党草

案（以下、「自民党案」と呼ぶ）で提案されているのは、国の義務と国民

の責務を併記するものである（3）。

環境条項を憲法に加えることは、世論調査においても相対的に高い

支持を得ている（4）が、筆者は、以前、参議院の憲法調査会において、

新しい人権のために憲法を改正することには実践的意義が乏しいと述

べたことがある（5）。その主旨は、憲法観についての自覚的な検討と合

意なしに、─環境権であれ、女性や高齢者の権利であれ─多分に

論　説

（
一
七
一
八
）
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理念的な、具体的内容に乏しい条項を導入する主張に対して異を唱え

たのであり、当然のことながら、環境保護の重要性自体に異を唱えた

ものではない。

本稿では、環境条項の候補となる諸形式についてその法的構造と長

短を概観したうえで、日本国憲法に整合的な環境条項について考察する。

Ⅱ．国民の権利／責務としての環境条項

1 ．国民の権利（環境権）

⒜　日本において環境保護は、まず環境「権」として主張された（6）。

これに応じて、憲法学説においても、自然環境の保護は環境権として

主張・構成されてきた。代表的な見解は、環境権を良好な自然環境を

享受する権利としたうえで、憲法 13 条および 25 条によって基礎づけ

うると解している（7）。その一方で、有力な見解は、保護されるべき

「環境」の範囲、権利主体の範囲、その法的性格等について不明確で空

漠にすぎ、裁判において具体的権利として主張されるものではないと

している（8）。

確かに、憲法上の権利はその程度に大小こそあれ抽象性を伴う。特

に日本国憲法では、生存権（25 条）や 13 条に基づく自己情報コント

ロール権の積極的・請求権的側面のように、いわゆる抽象的権利が条

文上または解釈上承認されているため、その抽象性だけを理由にして

環境権の権利性が否認されるべきではない。実際、通説は、環境権を

具体的権利であると解しているわけではなく、例えば芦部信喜は、抽

象的・理念的権利と性格づけたうえで、環境権を肯定している（9）。し

かし、私見では、環境権は、抽象的権利としての要件すら満たすもの

ではない（10）。

⒝　憲法学において抽象的権利の典型であるとされているのは、生

存権である。生存権は、「健康で文化的な最低限度の生活」の具体的内

容が不明確であり、さらに、国はどのような手段でその作為義務を履

（
一
七
一
七
）
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行すべきか（現物給付か金銭給付か）についても憲法の次元では明らかで

はない。このような意味で生存権は具体性に欠けるが、生活困窮者が

自己の利益のために国の作為（または不作為）を請求する、という権利

の最低限の要件は満たしている。自己情報コントロール権も同じであ

る。ところが、環境権は、そうではない。

保護されるべき「環境」の定義にかかわる（11）ことであるが、環境権

については、具体的内容および実現の程度・手段が漠然不明確である

というだけではなく、保護の対象となる環境自体が特定の権利主体に

帰属しない、一種の公共財だという問題がある（12）。抽象的権利という

言葉は、生存権等のように、主体は明確であるがその具体的内容およ

び実現手段が法律による具体化にゆだねられている権利に限定して用

いるべきである。環境権は、抽象的権利としての要件すら満たさない。

それでも「権利」と呼ぶのであれば、単に「理念的」と性格づけるし

かない。そして、環境権のこのような構造は、憲法で権利として明記

したからといって解消されるものではない。

⒞　なお、同じことは、基本権保護義務論を用いて環境保護を基礎

づける試みにも妥当する（13）。加害者／被害者／国家の法的三極関係を

前提とする限り、基本権保護義務は、特定の基本権主体の生命、健康、

財産等の法益が環境を媒介として害された場合に、その規制・排除を

国に義務づける。しかし、基本権保護義務の射程はそこまでであり、

環境保護全般には及ばない。

2 ．国民の責務

国民の環境保護責務については、国民の日常の活動も環境汚染をもた

らす原因の一つであり、国民の義務規定も必要であるとの見解がある（14）。

憲法が国民の義務ないし責務を定めることは稀ではない。徴兵制を

採用する国では、憲法に兵役の義務を明記するのが通例である。日本

国憲法には、国民の義務を定めたものに、納税（30 条）、勤労（27 条 1

項）、義務教育（26 条 2 項）がある。性質としてはこのうちの勤労の義

（
一
七
一
六
）
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務に近いであろう。ちなみに、「勤労の義務」規定は政府原案にはなく、

衆議院の審議において加えられたが、政府側はこの規定に特別の意味

は認めていなかったとされる（15）。

もっとも、環境保護については、象徴的意味の条項を置くことに意

味がないわけではない。もともと環境保護は、自然環境という公共財

が対象であるため、環境保護に対する国民の関心は、自然に発生する

ものではないためである。ただし、国民の責務を憲法でうたうことに

意義があるとしても、その限りにとどまろう（16）。いずれにせよ、国民

の責務は環境条項の主役たりえず、他の条項と併記することに意味が

ないとはいえない、という程度のものであろう。

Ⅲ．国家目標規定

権利規定の有力な対案となるのは、国家目標規定である。国家目標

規定としての環境保全条項は、世界の多くの憲法で採用されているも

のであり（17）、自民党草案もまた、環境権の権利としての未熟性を理由

に、国家目標規定型を提案している。

1 ．（単純な）国家目標規定

⒜　ここで国家目標規定とは、国家学上の国家目標を条文化した憲

法規範のすべてを指すのではなく、一定の構造なり特性を備えた憲法

規範を指す概念であり、具体的には、「市民に主観的権利を与えること

なく、国家権力（立法、執行、司法）を特定の目標の遂行に向けて法的

拘束力をもって義務づける憲法規範」であるとされる（18）。「国は、次

の世代に対する責任を果たすためにも、憲法的秩序の枠内において立

法を通じて、また、法律および法の基準に従って執行権および裁判を

通じて、自然的生命基盤および動物を保護する」と定めるドイツ基本

法 20a 条は、環境保護という重要な国家目標の実現を、これに主観的

権利が対応しない客観法として国家に義務づける規定だということに

（
一
七
一
五
）
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なる。

環境保全条項の利点として、学説では次のように説かれている。①

環境保護立法を促進しうる（19）。②行政の環境保護政策を促進し、関心

が高まることでその運用の監視の役割を果たす（20）。③国家の環境保全

義務を根拠づけうる（21）。

⒝　ところで、国家目標規定は、古典的自由権・平等権と同じよう

な仕方・同じような程度で国の三権を拘束するものではない（22）。国家

目標規定は、基本的には直接に適用可能な法という性格を持たず、国

家活動の目標ないし方向のみを指示する。すなわち、①国家目標規定

は立法者に対して「形成委託」として作用する。②これには、手段の

選択に加え、目標自体の具体化が含まれる。③立法者の形成余地は広

範であるため、違憲となりうるのは、完全な立法不作為か明らかに不

十分な立法など、極めて例外的な場合に限られる（23）。

このように、裁判を通じた実現には、事の性質上、限界がある。ド

イツ基本法 20a 条にある「立法を通じて、また、法律および法の基準

に従って……」という文言は、創設的な規定というよりも、確認的な

意味合いの文言であろう。国家目標規定の拘束性は、国家に対して特

定の目標の追求およびこれに違背する行為の禁止を義務づけるにとど

まり、条件プログラムではなく、目的プログラムという基本的性格を

持つ（24）。もとより、憲法の意義は、憲法訴訟とだけ結びついているわ

けではない。およそ憲法訴訟が存在しなかった戦前の日本においても、

憲法（大日本帝国憲法）は、「憲政の常道」という言葉が一定の訴求力を

持つなど（25）、相応の規範力を有していた。日本国憲法下においても、

25 条の存在は、社会福祉の増進に大きな役割を果たしたと評価できる。

いずれにせよ、重要なのは、国家目標規定という規範形式の特徴と限

界を自覚することである。

2 ．人権（基本権）規定と国家目標規定の互換性

ところで、憲法により国家に作為義務を課すという場合に、基本権

（
一
七
一
四
）
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規定と国家目標規定との間には一定の互換性がある。高齢者の権利や

障がい者の共同体への参加は、国民の権利としても、国家目標として

もこれを記述することができよう。

日本国憲法は、25 条 1 項で「すべて国民は、健康で文化的な最低限

度の生活を営む権利を有する。」と規定し、いわゆる生存「権」を保障

している。しかし、それによってドイツ基本法 20 条、28 条の社会国家

原理とは異なる法的効果が生じるのかというと、目に見える差異は何

もないといってよい。最高裁自身、おそらくは権利という視点からで

はなく，憲法によって課せられた国家の客観法的義務という視点で憲

法 25 条を理解している（26）。

では、一定の互換性があるとして、どちらの形式が望ましいのか。

ゾンマーマンは、権利規定は憲法が直接に出訴可能な権利を与えてい

るという誤った印象を一般市民に与えることを理由に、憲法政策的に

は国家目標規定の方が望ましいとしている（27）。もっとも、憲法 25 条

の生存権について抽象的権利説に立つ限り、基本権の具体化立法には

主観的権利化の委託が伴う、と解されることになろう。すなわち、単

なる措置的給付ではなく、給付請求権が保障されなければならない。

他方、国家目標規定の具体化については、そのような委託は生じな

い（28）。その限りで、権利規定に一定の長所があるように見えるが、公

共財を保護対象とした環境権については、この長所を生かす余地がな

いように思われる。このため、環境については、国家目標規定の形式

のほうが望ましい。

3 ．具体性の高い国家目標規定

⒜　ところで、国家目標規定には、具体性の程度の高低がありうる。

ドイツ基本法の環境保全条項は、目標をうたうのみでその実現手段を

定めていないという点で、具体性の程度は低い。他方、スペイン憲法

45 条 3 項は、環境保護について「前項の規定に対する違反については、

法律は刑罰あるいは場合によっては行政上の制裁を予定し、原因者に

（
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損害を再び回復させる義務づけを予定する」と規定する。また、消費

者保護についてであるが、同憲法 51 条 2 項は、消費者 ･利用者団体を

促進し、同団体に対して関連する問題全般についての質問権を与えな

ければならない旨を規定している。具体性の程度が高い国家目標規定

の例である（29）。

⒝　国家目標規定としての環境保全条項の実践的意義を高めるため

には、単に環境の保全という目標をうたうのではなく、具体性を盛り

込むことが考えられる。もっとも、環境保護の「程度」を憲法に書く

のは、現実的な選択肢ではない。「最大限」の環境保全に対しては、経

済活動のみならず人間の活動全般を阻害するという批判が出るであろ

う。「最低限」に対しては、環境保護を軽視するものであり、憲法改正

をしない方がましだという批判が出よう。両極端を排した折衷的規定

（例えば、経済活動との調和を求めるもの）は、何も具体的なことを言って

いないに等しい。

これに対し、環境保護の（広義の）手段を憲法に書き込むのは、選択

肢となりうる。スペイン憲法のように、刑罰という具体的手段を明記

したり、あるいは、ドイツ基本法 20a 条から解釈上、導出されている

事前配慮原則などの諸原則（30）を明記すること、あるいは、環境保護団

体に特別な法的地位を与えること（31）などが、その内容となりうる（32）。

残るのは、憲法典におけるすわりのよさであろう（後述）。

Ⅳ．憲法と環境条項

以上、環境権と国家目標規定を中心に環境条項について概観したが、

次に、現行の日本国憲法に整合的な環境条項について検討することに

したい。

1 ．憲法に環境条項は不可欠か

人権（基本権）と統治は、憲法の二本柱であるが、両者は事情が異な

（
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る。統治は、憲法でルールを定めること自体が重要である。これは、

連邦制の憲法において顕著であるが、日本のような単一国家において

も、二院制をとるかどうか、いかなる場合にどの院に内閣不信任の権

能を与えるのか、二院相互の関係をどうするのか等、憲法で定めるこ

とによってのみ決着しうる一連の問題がある。統治のシステムには、

論理的に要請される一定不変の形態が存在するわけではない。それぞ

れの国において、その国の歴史や実情に即して憲法において具体的に

決定されるべきものである。

一方、普遍性を本質的属性とする（憲法 11 条、97 条）人権については、

憲法典で詳細が決まっていなくても困らない。極論をすれば、個人の

尊重と一般的自由、一般的平等権、一般的手続的基本権、参政権があ

れば、古典的人権カタログの大方はそこから演繹可能である。社会国

家原理があれば、25 条以下の社会権規定も大幅にカットできよう。憲

法改正論議では、新しい人権条項を加えることに目が向いているが、

反対に現行の人権条項をどこまで簡素化できるかと考えた場合、若干

の包括的規定さえ用意すれば、表現の自由や生存権といった重要な条

項を削除しても、解釈の負担が増すだけで、自由の内実が論理必然的

に縮減されることにはならない（もとより、そのような簡素化を推奨する

ものではない）。

同じことは、環境保護にも当てはまる。憲法学の通説のように、環

境権を憲法 13 条／ 25 条によって基礎づけることができると考えるの

であれば、環境権の明記は、さしあたり確認的意味しか持たない。国

家目標規定についても、憲法の要点は国家権力を制限することであり、

国家が目指すべき方向を掲げることではないとすれば、憲法に条文が

ないというだけの理由で環境保護という国家目標が否定されることに

はならない（33）。

2 ．憲法観

憲法に環境条項を盛り込むべきか、という問いに対する答えは、憲
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法に何を期待するのかによって異なったものとなりうる。

周知のように、ワイマール憲法の制定者は、基本権の章をドイツ法

文化の結実であり、将来の法発展のプログラムであると理解した（34）。

これに対し、ドイツ基本法の制定者は、ワイマール憲法を引き合いに

出して、次のように言っている。「ワイマール憲法では、基本権および

基本義務の中で、新国家の共同体秩序に関する基本方針を憲法により

定めようとし、とくに将来の文化的・社会的生活秩序に関する諸原則

を確立しようとした。しかし、この基本法では、将来の発展が現時点

では不確実であるため、範囲をそこまで拡張することはできない」（35）。

こうして基本法は、「古典的基本権」、「前憲法的権利」のカタログを持

つことになった。

目的プログラム的性格の規定を導入することの是非は、ドイツにお

いても折に触れて議論され、ドイツ統一後に成立した新 5州において

憲法が制定された際にも、それは繰り返された（36）。国家目標規定の反

対派は、達成し得ない理想によって憲法に過剰な要求を課すことを警

告し、また、国家目標規定が政治の法化をもたらし、決定権が立法者

から司法部へと移行してしまうこと、期待された給付を国家が提供し

ない場合には国民の不満は憲法自身に向けられるであろうことなどを

指摘した。これに対して、賛成派は、国家目標規定はむしろ憲法の統

合力を強化するものであり、市民は自分たちの関心事と欲求を憲法に

見出すことによって、公民としての自覚と憲法への誇りを高めるので

ある、などと反論した。どちらを望むかの自覚的な選択の問題であり、

どちらが正しいというものではないであろう。

3 ．日本国憲法との整合性

歴史の転機にまったく新しい憲法を起草する場合には、憲法の姿と

いう正解のない問いについて、ゼロから議論する必要があろう。これ

に対し、平和な時代にそれなりの安定性のある憲法を改正する場合に

は、従来の憲法観を前提としたうえで、憲法としての一体感の保持が

（
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重要となる。この点、日本国憲法は、ワイマール憲法とドイツ基本法

の中間的な性格であるように思われる。日本国憲法には、ドイツ基本

法の父たちが自覚的に排除した一連の社会権規定が含まれている。日

本国憲法に国家目標規定を加筆することは、その数が過度に及ばない

限り、憲法の一体感を損なうものではない。

しかしながら、具体性の高い国家目標規定は、日本国憲法の体裁に

そぐわない。憲法は一般に法律と比べて簡素な条文であることを特徴

とするが、とりわけ日本国憲法の条項は簡潔である。ベッケンフェル

デは、ドイツ基本法の基本権規定について「断片的規定」と表現した

が（37）、日本国憲法のそれは、さらに簡潔である。

例えば、日本国憲法 21 条は、「集会、結社及び言論、出版その他一

切の表現の自由は、これを保障する。」と規定するのみである。出版、

放送、芸術などの細分化は行われていない（検閲禁止は 2項で規定）。こ

れに対し、ドイツ基本法 5条 1項は「何人も、言語、文書および図画

をもって、その意見を自由に発表し、および流布し、ならびに一般に

入手できる情報源から妨げられることなく知る権利を有する。出版の

自由ならびに放送および放映の自由は、保障する。検閲は、行わな

い。」と規定しており、広義の表現の自由を細分化して規定している。

さらに 5条 3項には、芸術の自由が（学問の自由とともに）保障されて

おり、8条では集会の自由が、9条では結社の自由が保障されている。

また、例えば基本法 11 条 2 項は、移動の自由の限界として「この権利

は、法律によってまたは法律の根拠に基づいてのみ、かつ、十分な生

活の基礎がなく、そのために公衆に特別の負担が生ずる場合、連邦お

よびラントの存立もしくは自由で民主的な基本秩序に対するさし迫っ

た危険を防止するために必要な場合、伝染病の危険、自然災害もしく

は重大な災害事故に対処するために必要な場合、または、青少年を非

行化から守り、もしくは犯罪行為を防止するために必要な場合にのみ、

これを制限することができる。」という、極めて詳細な留保（特別な法

律の留保）を置いている。これに対し、日本国憲法は 12・13 条で人権
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一般的に対する「公共の福祉」の留保をうたうほかは、22 条（職業の自

由）と 29 条（財産権）に対して付されているに過ぎない。環境保護につ

いてだけ詳細な規定を置くことは、日本国憲法の体裁にそぐわないで

あろう。

Ⅴ．結論

環境保護の重要性については、これを否定する者はいないであろ

う（38）。（自由主義的）法治国家は 20 世紀前半に社会的法治国家へと変わ

り、20 世紀後半の国家は環境国家へと進んだと指摘される。環境保護

が国家の基本的任務の一つであること、また、─特に通説とは異な

り─環境保護は憲法 13 条の幸福追求権や 25 条の生存権から当然に

導けるものではないと解すれば、憲法で環境保護をうたうことには十

分な理由があるといえよう。

とはいえ、詳細な規定は、日本国憲法の一体感を害するばかりでは

なく、解釈の足枷となり、解釈による憲法発展を封じることになる。さ

らに、環境保護やプライバシーだけではなく、女性、障がい者、高齢

者の人権など、これまでに提案されてきた様々な「新しい人権」条項

が導入されることになれば、簡素さが特徴の日本国憲法は、一部分が

突出して煩雑な憲法となる。簡素な憲法には、簡素なりの利点もある。

スイス憲法は、第 2条において国家の「目的（Zweck）」をうたい、

その中で国民の自由・権利の保護と国の独立・安全の保障などと並ん

で、「スイス連邦は、自然的生存基盤の永続的な保全と、平和で正義に

かなった国際秩序とのために尽力する」と規定している。この条文は、

環境保護が今日の国家の基本的任務であることを宣明している。日本

の改憲論では、環境条項を 25 条の生存権規定に併記することが一般的

であるが、基本的任務の簡潔な宣明という観点からは、9条の平和主義

と並んで、憲法第 2章で環境保護を加筆するほうが合理的だと思われ

る（39）。
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（ 1） 例えば、「改憲賛成 7党に温度差」朝日新聞 2015 年 5 月 4 日朝刊 2面
によれば、「各党の憲法論議をとりまとめる責任者、政策担当者から聞き
取った」ところ、環境権を加えることについて、生活、自民、公明、民主、
維新、次世代の 6党が賛成している。さらに、宇津木真也「新しい人権─
第 183 回国会の参議院憲法審査会における議論②─」立法と調査 344 号
（2013 年）112-113 頁（http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/
rippou_chousa/backnumber/2013pdf/20130903105.pdf〔2016 年 7 月 29 日
最終閲覧〕）、渡辺治編著『憲法「改正」の争点─資料で読む改憲論の歴
史』（旬報社、2002 年）。なお、大阪維新の会（2016 年 3 月）の改憲案など、
いくつかの提案には環境権が含まれていない。

（ 2） 諸外国の憲法については、那須俊貴「シリーズ憲法の論点 14　環境
権の論点」（2007 年）11 頁以下を参照（http://www.ndl.go.jp/jp/diet/
publication/document/2007/200703.pdf〔2016 年 7 月 28 日最終閲覧〕）。

（ 3） 自民党案は、第 25 条の 2として、「国は、国民と協力して、国民が良
好な環境を享受することができるようにその保全に努めなければならな
い」との規定を加えることを提案している。

（ 4） 朝日新聞による 2015 年の全国郵送世論調査では、憲法に新たな権利
や条項を「加えるべき」とした人が「加えるべきもの」を複数回答で選ん
だところ、財政規律条項（67％）に次いで環境権（51％）が選ばれた
（「改憲不要 48％　必要 43％　9条改正　反対 63％」朝日新聞 2015 年 5 月
2 日朝刊 1面）。また、読売新聞の 2016 年 1 ～ 2 月郵送全国世論調査では、
「憲法について、今の条文を改めたり、新たな条文を加えたりする方がよ
いと思うもの」として、健全な財政の維持・自衛のための軍隊保持に次い
で、「良好な環境で生活する権利」が挙げられている（「憲法論議　高い関
心　改正賛否　自・公支持層に温度差　本社世論調査」読売新聞 2016 年
3 月 17 日朝刊 7面）。

（ 5） 第 183 回国会参議院憲法審査会会議録第 5号（http://kokkai.ndl.
go.jp/SENTAKU/sangiin/183/0154/18306050154005.pdf〔2016 年 7 月 28
日最終閲覧〕）。

（ 6） 大阪弁護士会環境権研究会『環境権』（日本評論社、1973 年）。環境
権の定義は、同書 85 頁。

（ 7） 学説の状況につき、野中俊彦ほか『憲法Ⅰ〔第 5版〕』（有斐閣、2012
年）514-515 頁を参照。

（ 8） 例えば、伊藤正己『憲法〔第 3版〕』（弘文堂、1995 年）237 頁。松本
和彦は、環境権は憲法で保障されていないと解し、かつ憲法を改正して環
境権規定を導入する必要もないと考えている。松本和彦「憲法における環
境規定のあり方─憲法研究者の立場から」ジュリスト 1325 号（2006 年）
82 頁。

（ 9） 芦部信喜『憲法の焦点Part 1』（有斐閣、1984 年）93 頁。さらに、同
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『憲法学Ⅱ人権総論』（有斐閣、1994 年）363 頁（「理念的」）、364 頁（「抽
象的」）も参照。

（10） 小山剛『「憲法上の権利」の作法〔第 3版〕』（尚学社、2016 年）120 頁。
（11） 環境権の内容につき、樋口陽一ほか『注解法律学全集　憲法Ⅱ』（青
林書院、1997 年）159-160 頁［中村睦男］を参照。「自然環境」のみならず、
「歴史的文化的環境」や「社会的人工的環境」も含めて環境権を論ずるも
のとして、松本昌悦「環境権」奥平康弘・杉原泰雄編『憲法学⑶』（有斐
閣、1977 年）90 頁。

（12） 環境汚染により個人の生命・身体・財産が害される場合に基本権の問
題となるのは当然であり、憲法で環境権を定めるまでもないことである。
憲法上の環境権の構成ないし意義として、松本和彦「権利保護としての環
境保護─「環境権」の成立可能性」阪大法学 64 巻（2014 年）865 頁以下は、
①人格権構成のほかに、②持分権構成、③手続参加権構成、④もう一つの
手続参加権構成（「市民が意思決定過程に参加することを通して、公共の
利益としての環境公益を保全する責務を果たすための権利」）を検討する。
また、同「環境汚染の自由の保障？」村上武則ほか編『高田敏先生古稀記
念論集　法治国家の展開と現代的構成』（法律文化社、2007 年）318 頁以
下は、ムルスヴィークによる、「各人は公共の環境財を平等に配分された
持分（Teilhabe）に限って利用できる」とする、持分権（Teilhaberecht）
論を紹介する。また、原田尚彦は、自然環境や資源が「国民（ないし人
類）共有の有限な財産として法的に保護さるべきものとなった」ことを踏
まえて、「生存権保護のための規制的な制約原理」ではなく、「地域環境の
人為的管理法」として構成すべきとする（原田尚彦『環境権と裁判』〔弘
文堂、1977 年〕74 頁）。

（13） 以下につき、小山剛「環境保護と国家の基本権保護義務」ドイツ憲法
判例研究会編『未来志向の憲法論』（信山社、2001 年）187 頁以下。

（14） 岩間昭道「環境保全と日本国憲法」ドイツ憲法判例研究会編『人間・
科学技術・環境』（信山社、1999 年）226 頁以下。

（15） 樋口ほか・前掲注（11）、195 頁［中村睦男］。
（16） 勤労の義務は、資本主義経済の下、文字通りの義務ではないと解され
ている。もっとも、勤労の義務にも、法的帰結が全くないわけではない。
勤労の能力と機会があるにもかかわらず勤労しようとしない者に対しては、
生存権や労働権（勤労の権利）の保障が及ばないという限りで、勤労の義
務に法的意味を認める見解が有力である（宮沢俊義『憲法Ⅱ〔新版〕』〔有
斐閣、1974 年〕330 頁以下、佐藤功『ポケット註釈全書・憲法（上）〔新
版〕』〔有斐閣、1983 年〕463 頁以下、芹沢斉ほか編『新基本法コンメン
タール憲法』〔日本評論社、2011 年〕236 頁［倉田原志］）。環境保全責務は、
国民による環境破壊行為に対する国家による規制の根拠を与え、国家が調
達や課税の際に優遇等を行う（国民を不平等に取り扱う）ことを正当化し
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よう。もっとも、これらは、国民の環境保全責務がなければ難しいという
ものではない。

（17） 岩間・前掲注（14）、219-220 頁、小山剛『基本権の内容形成』（尚学社、
2004 年）、265 頁注 8、278 頁注 58 および那須・前掲注（ 2）、8頁などを
参照。

（18） 詳しくはK.-P. Sommermann, Staatsziele und Staatszielbestimmungen, 
1997 および小山・前掲注（17）、264 頁以下を参照。

（19） 加藤一郎「『環境権』の概念をめぐって」来栖三郎・同編『民法学の
現代的課題』（岩波書店、1972 年）332 頁以下。

（20） 戸波江二「『環境権』は不要か」ドイツ憲法判例研究会編『先端科学
技術と人権』（信山社、2005 年）374 頁以下。

（21） 松本・前掲注（ 8）、85 頁。また、大塚直は、国家の環境保護義務規
定を導入する理由として、次のものを挙げている。①「環境権に関する規
定だけでは、どのような訴訟がなされるかによって、環境の保全がアド
ホックになされるだけ（いわば、「虫食い状態」の環境保全）となる可能
性があ」る。②「環境権を支える環境情報についてみれば、行政等がすで
に作り出している情報の公表・開示だけでなく、むしろ、必要な環境情報
を行政等が新たに作り出すことが重要であるが、環境権を根拠としてこの
ような請求を認めることは困難である」ところ、「国家の環境保護義務を
規定すれば、それを根拠とする立法により、国家による環境情報の生産に
結び付けることが可能となる余地がある」。大塚直「憲法環境規定のあり
方─環境法研究者の立場から」ジュリスト 1325 号（2006 年）113 頁。

（22） ザクセン・アンハルト州憲法は、基本権 ･制度保障 ･国家目標の 3類
型を区別するのみならず、さらに 3種の規範の拘束力を区別し、第 3条に
おいて次のように規定している。「①以下の基本権は、立法、執行権およ
び裁判を、直接に妥当する法として拘束する。②以下の制度保障は、ラン
トに対して、それらの制度を保護し、ならびに制度の存続と発展を保障す
ることを義務づける。③以下の国家目標は、ラントに対して、力の及ぶ限
りそれらの国家目標の実現に努め、ラントがそれらの国家目標に向けて行
動することを義務づける」。

（23） 詳しくは小山・前掲注（17）、278 頁以下を参照。
（24） 目的プログラム、条件プログラムという 2種の規範構造モデルを提
示・区別するものとして、西原博史『自律と保護』（成文堂、2009 年）。

（25） 大石眞『日本憲法史〔第 2版〕』（有斐閣、2005 年）274-275 頁。
（26） 堀木訴訟上告審（最大判昭和 57年 7月 7日民集 36巻 7号 1235頁）は，
25 条 1 項は「いわゆる福祉国家の理念に基づき，すべての国民が健康で
文化的な最低限度の生活を営みうるよう国政を運営すべきことを国の責務
として宣言したものであ［り］」、同条 2項は「同じく福祉国家の理念に基
づき，社会的立法及び社会的施設の創造拡充に努力すべきことを国の責務
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として宣言したものである」としている。小山・前掲注（10）、119-120 頁。
なお、後出注 28 参照。

（27） Sommermann, （前掲注（18）） S. 419. なお、ゾンマーマンは、現代的
憲法国家（moderner Verfassungsstaat）の基本国家目的」の一つとして法
治国家、社会国家、文化国家、環境国家と並んで「平和国家
（Friedensstaatlichkeit）」を挙げ、その発現の一形態（戦争放棄）の例と
して、日本国憲法 9条を挙げている（S. 239 f.）。

（28） なお、ドイツには「抽象的権利」という観念はない。もっとも、2010
年にドイツ連邦憲法裁判所はハルツⅣ判決（BVerfGE 125, 175）で、社会
国家原理と結びついた人間の尊厳から、「人間に値する最低限度の生活の
保障を求める基本権」を導き出した。そこでは、同基本権が具体化を要す
ることが前提となっており、さらに、主観的権利化の委託が要請されてい
る。玉蟲由樹『人間の尊厳保障の法理』（尚学社、2013 年）225 頁以下は、
同権利を主観的権利化の委託付き国家目標規定と評する。これに対し、石
塚壮太郞「『生存権』の法的性質」『法学政治学論究』第 110 号（2016 年）
110 頁以下は、審査が実質化したことを以って、同権利に基本権としての
独自の意義を見出している。

（29） 国家目標規定と解した場合（前掲注（27）を参照）、憲法 9条は、具体
性の程度の高い国家目標規定といえるであろう。すなわち、9条は、1項
で「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権
の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決す
る手段としては、永久にこれを放棄する」とうたう。これに加えて、2項
が「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しな
い。国の交戦権は、これを認めない」と規定する。1項を目標の宣言、2
項を手段と読めば、9条は全体として相当程度に具体性が高い。自衛隊違
憲論や 9条改正論など、9条をめぐり激しい対立があるのは、この規定の
具体性ゆえである。

（30） 環境国家条項から導出される部分原則につき、ライナー・ヴァール
（小山剛監訳）『憲法の優位』（慶應義塾大学出版会、2012 年）58 頁［石塚
壮太郎訳］は、次のように述べている。「環境法の原理の見取り図は、今
日では、4つの領域または区分を含んでいる。すなわち、持続性原則、事
前配慮原理、原因者責任負担原理および協働原理である」。ヴァール・同
頁は、「事前配慮命令によって、環境法は初めて本格的に革新の舞台に足
を踏み入れ、自らの対象と中心点を確認した。環境法のこの指導原理は、
まさに環境法の大きな発見であり、その原理によって、環境法は初めて独
自の法領域となる」としている。さらに、石塚壮太郎「社会国家・社会国
家原理・社会法」法学政治学論究 101 号（2014 年）204 頁。

（31） 参照、アマミノクロウサギ裁判（鹿児島地判平成 13 年 1 月 22 日判例
集未登載）、ホトケドジョウ訴訟（東京地判平成 22 年 4 月 20 日判例集未
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登載）（＝原告ホトケドジョウの訴えを不適切と判示）。
（32） なお、日本の実務の現状に照らせば、ドイツ基本法 20a 条の「立法を
通じて、また、法律および法の基準に従って」という文言が、ドイツとは
別の意義を持つことになるかもしれない。この文言は、そもそもは環境保
全条項が直接適用されることを避けるためのものであったと思われるが、
「法律」という法形式を跳躍した行政立法を排除するという機能も持つ。
日本の実務においては、法律という法形式でなければ規律できない法律事
項の範囲が狭く、また、法律の規律密度も低いことからすれば、「立法を
通じて……」という文言を加えることには、行政の専断を排するという意
義が生じよう。

（33） 1994 年になって環境保護の国家目標を基本法に導入したドイツにお
いても、「本来的に環境に関する命題として、国家目標は時間的に法律に
先行してそこにあったわけではない。むしろ、憲法テクストに採用された
国家目標は、一般環境法において表現されている保護目標や原則的な国家
の義務を、事後的に格上げしたものである」とされる。ヴァール・前掲注
（30）、68 頁［石塚壮太郎訳］。
（34） K. Stern, Idee und Elemente eines Systems der Grundrechte, in: J. 
Isensee/P. Kirchhof （Hrsg.）, Handbuch des Staatsrechts, Bd. IX, 3. Aufl . 
2011, § 185 Rdnr. 6.

（35） フォン・マンゴルトの発言である。引用は Stern, （前掲注（34）） § 185 
Rdnr. 7 による。

（36） 以 下 の 記 述 は、A. Naumann, Grundrechte, Staatsziele, 
Einrichtungsgarantien, in: M. Kilian （Hrsg.）, Verfassungshandbuch 
Sachsen-Anhalt, 2004, S. 147 ff . に依拠している。

（37） E. -W. ベッケンフェルデ（初宿正典編訳）『現代国家と憲法・自由・
民主制』（風行社、1999 年）279-280 頁［小山剛訳］。

（38） ライナー・ヴァール（小山剛・吉村良一訳）「環境保護と憲法」立命
館法学 237 号（1995 年）1114 頁は、「環境保護は、もはや国家の多数の任
務のうちの一つなのではなく、まさにこれこそが現在国家の任務であり、
国家の正当化はこの任務を十分に達成できるかどうかに依存するといって
よい」と述べる。

（39） 本稿とは異なる結論をとる論者について紹介しておく。赤坂正浩
（『立憲国家と憲法変遷』〔信山社、2008 年〕173 頁）は、次のように説く。
「日本の学説と判例は、すでに 25 条の生存権規定の解釈にあたって、法律
による具体化待ちの権利という『抽象的権利』のコンセプトによって、ド
イツの学説が指摘するような難点には一定の解答を与えてきた経緯があ
る」。「日本国憲法には、ドイツ基本法 20 条 1 項のような簡潔な国家構造
規定・国家目標規定が欠けているので、環境保護だけを新たに国家目標と
して掲げることは、かえって憲法の体系的なバランスを崩すことになりか
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ねない」。「仮に憲法に環境保護条項を追加するとすれば、国家目標規定で
はなく環境権の形式をとることが、日本国憲法のテクストやこれまでの議
論の流れには沿うことになるだろう」。また、石川健治は、「生圏中心主義
（Ökozentrik）」を標榜する環境規定を憲法に新設する場合には、国家目的
規定として環境保全義務を規定する以外に選択肢はないとする。そして、
「ただし、環境について権利定式を採用せず、環境保全義務規定だけを現
行規定に増設するという選択肢は、日本国憲法の体系上は、権利定式で書
かれた 25 条 1 項とのかかわりで、生存権よりも環境（権）の方が劣位に
おかれる、という意味合いを含むことになる」と指摘する。石川健治「憲
法改正論というディスクール─WG提案を読んで」ジュリスト 1325 号
（2006 年）97 頁。
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軍人の良心と言論の自由に関する覚書
─ 2003 年イラク戦争とドイツ軍人による 2つの事案─

松　浦　一　夫

はじめに

2003 年 3 月 20 日に開始された米英軍によるイラク軍事作戦（以下、

「イラク戦争」という。）の際、ドイツ政府（G. シュレーダー政権）はその

正当性と合法性に疑義があることを理由に参加を拒否したが、NATO

加盟国としての立場から対応を求められた。イラクに出撃する米英軍

のドイツ領空通過やドイツ国内の施設の使用を認めるとともに、その

安全確保措置をとっただけではなく、同盟国トルコの領空警備のため

にAWACSを国内基地から派遣し、PATRIOT防空システムを提供し

た（1）。ドイツ政府がとった対応は、いずれもイラク戦争を直接的に支

援するものではなかったが、連邦軍内部では、こうした政府の対応に

批判的な態度をとる軍人が現れ、軍当局により懲戒処分が下された。

本稿では、良心の自由を理由に ITプログラム開発業務への従事を拒

否し降格処分を受けた事案（Pfaff 事案）と雑誌に連邦軍上層部を批判す

る記事を掲載したことにより罰金処分を受けた事案（Rose 事案）の 2件

について、処分取消を求める訴訟における裁判所の判断を検証し、こ

の種の政治事案への対応の問題点を探ることにしたい。

論　説

（
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Ⅰ　良心の自由を理由とする上官命令拒否（Pfaff 事案）

─連邦行政裁判所第二軍務法廷 2005 年 6 月 21 日判決（2）

1　事実概要と判旨

Florian Pfaff （少佐）は、連邦軍の IT関連部署に勤務していたが、イ

ラク戦争は国際法違反であると主張し、射撃訓練等の活動への参加は

違法なイラク侵略戦争へのドイツの参加につながるため、禁じられる

べきであるとする意見を周囲に述べた。さらには、連邦軍の業務合理

化のためのソフトウェアSASPF（ 3）開発プロジェクトへの従事と部下

の監督を命ぜられたが、これをイラク戦争への間接的支援であるとし

て良心上の理由から拒否した。

北部部隊服務裁判所第一部会は、2004 年 2 月 9 日（ 2月 18 日送達）、

これを職務違反行為であるとして、Pfaff を大尉に降格する判決を下し

た（4）。2004 年 3 月 15 日、Pfaff はこれを不服として、連邦行政裁判所

に上訴した。連邦行政裁判所第二軍務法廷（ライプツィヒ）は、2005 年

6 月 21 日の判決で、Pfaff の主張を認め、降格処分の取消を命じた。判

決理由の中で第二軍務法廷は、軍人の上官への服従義務（軍人法第 11 条

1 項・2項）が無条件のものではなく、「自主的に考え、とくに命令実施

の結果を考慮した─まさに現行法による制約と自己の良心の《境界標

（Grenzmarke）》を考慮した─服従である。」（5）として、命令服従義務が

受命者たる軍人の良心の自由により限界づけられ、良心の決断が命令

違反の違法性を阻却する理由足り得る場合があると判断した。

良心の自由の基本権は、武器をもってする戦闘役務への徴用を拒否

する良心的軍務拒否（基本法第 4条 3項）を申請した者のみに与えられ

るのではなく、職業軍人にも保障される。それは、「執行権

（vollziehende Gewalt）」の一部としての軍隊が、例外なく「法と法律」に

拘束される（基本法第 1条 3項）ことの帰結であり、軍事的合目的性も

この拘束を免除する理由にはならないというのがその理由である。
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2　判決理由の検討

①軍人の服従義務とその限界
上官命令への服従は軍人の最も重要かつ基本的な職務上の義務であ

る。各軍人は、「全力をもって完全に、忠実（gewissenhaft）かつ遅滞な

く上官の命令を実施しなければならない」（軍人法第 11 条 1 項 2 文）（ 6）。

しかし、この服従義務は無条件ではない。今日のドイツの法秩序に

おいては、軍人に盲目的服従を義務づけることはない。命令実施の法

的結果を考慮に入れることが受命者には求められる。基本法と軍人法

は、拘束力ある命令のみが服従義務の根拠となりうることを定めるこ

とにより、服従義務の限界を設定する。

第二軍務法廷判決によれば、基本法と軍人法から導かれる命令服従

義務の限界は、以下の 7項目に要約される（7）。これらの命令に拘束力

はなく、従わなくても不服従の罪に問われることはない。

ⅰ． その実施が自身及び第三者の人間の尊厳を侵害する命令（軍人法

第 11 条 1 項 3 文）。

ⅱ． 職務上の目的のために下されたものではない命令。すなわち基

本法に（完結的に）定められた連邦軍の任務のために下されたの

ではない命令（同法第 11 条 1 項 3 文）。

ⅲ． その実施が国内法及び国際刑法により犯罪となる命令（同法第 11

条 2 項 1 文）。

ⅳ． 客観的に不可能な命令。内容に矛盾のある命令。状況の根本的

変更により無意味となった命令（防衛刑法第 22 条 1 項及び判例・学

説上の通説）。

ⅴ． 諸国民の平和的共存を阻害し、侵略戦争を準備することに加担

する命令（基本法第 26 条 1 項 1 文）。

ⅵ． その実施が、国際法上の武力禁止や国際人道法の原則といった

「国際法の一般規則」に違反する命令（基本法第 25 条）。

ⅶ． そして最後に─上記ⅰ～ⅵのほかに第二軍務法廷がこの判決で

新たにその論拠を示そうとするのであるが─、あらゆる事情を

（
一
七
四
二
）
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考慮した結果、一定の条件のもとに、上官命令が部下の良心の

自由（基本法第 4条 1項）を侵害する場合には、その命令に拘束

力はない（8）。

②「良心の決断」の法的意味
命令服従義務の例外の根拠となり得る「良心の決断」について、第

二軍務法廷判決は、連邦憲法裁判所及び連邦行政裁判所の従来の判例

に従いつつ次のように定義する。「良心の決断は、真摯な倫理的、すな

わち、『善』『悪』のカテゴリーを志向する決定」であって、個人が「あ

る特定の状況において、自己を拘束し、かつ、内面において絶対的に

義務づけるものと知覚され、深刻な良心のディレンマを感じることな

くこれに背いて行動することができないものである」（9）。本件の場合、

「それは、軍人の行動の具体的文脈からだけでなく、……主張された良

心の決断の真摯性、深刻性及び絶対性が推定される、つまり、彼の人

格の信頼性と［命令拒否の］結果への覚悟が推認される事情の合理的

に信頼できる説明からも明らかとなる。」として、Pfaff の行動が基本法

第 4条 1項により保護されるべき「良心の決断」に該当するものと評

価された（10）。

こうした評価の背景には、Pfaff が命令拒否の理由として主張したイ

ラク戦争の違法性が十分な根拠を有していることを認める同法廷の立

場がある。

③イラク戦争とドイツ政府による支援の国際法的評価
判決は、イラク戦争が国際法違反であり、間接的であれこれに加担

するドイツ政府の措置が同じく違法であるとするPfaff の主張に十分な

理由があることを詳しく検討し、国連憲章の武力禁止原則やその他の

国際法に照らして重大な法的疑義が存在することを論証する。

米英政府は、イラク戦争について、これを授権する国連安保理決議

に依拠することなく（11）、国連憲章第 51 条の自衛権に基づいてもいな

（
一
七
四
一
）
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い（12）。ドイツ政府は、イラク戦争に関連して米英軍に対してドイツ領

空の通過のために「領空通航権（Überfl ugrecht）」を付与し、ドイツ国

内にある施設の使用に同意し、この施設の保護のために詳細に定めら

れた範囲において配慮することを米英政府に約束し、これを実行した。

さらにトルコ上空域監視のためにAWACSに搭乗するドイツ軍人の派

遣に同意した。

国際法違反の戦争を支援することの国際法適合性の評価の根拠と基

準は、1974 年 12 月 14 日の国連総会決議「侵略の定義」（第 3条ｆ）、国

際法委員会の作業、ならびに 1907 年 10 月 18 日ハーグ第 5条約に規定

された国際中立法から明らかになる（13）。ドイツはNATO加盟国であ

るが、そのNATOにイラク戦争実施国（米国や英国その他同盟国）が所

属することにより、ここから生じる国際法上の義務を免れることはな

い（14）。NATO条約、NATO軍地位協定及びNATO軍地位協定ボン補

足協定も駐留条約も、国連憲章や現行国際法に違反してまでNATO同

盟国の国際違法行為を支持しなければならないドイツの義務を定めて

はいない（15）。

④ SASPF開発業務とイラク戦争への支援との関係
ここで問題となるのは、違法の可能性が高いと判決が認める米英軍

へのドイツ政府の支援とPfaff が拒否した ITプロジェクトSASPF開

発業務の関係である。SASPFは、連邦軍の保守・修理、補給・輸送、

情報処理、会計処理等の業務の合理化・適正化を促進するためのもの

であるが、その開発に関わることは、間接的に米国による侵略戦争の

指揮を様々な形で支援することになるとPfaff 側は主張していた。

この点について判決は、「SASPF開発へのさらなる協力により、

……実際に、原因として有効に、米国とその同盟国により実施された

イラク戦争へのドイツの支援を促進し、あるいは、少なくともこれへ

の重要な貢献を果たしたか否か」という問題について、「最終的審査と

決定を下す必要はない」と述べるにとどまる。判決は、その理由を、

（
一
七
四
〇
）
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「いずれにせよ、彼が主張する良心の決断について、これ［SASPF開

発業務が違法なイラク戦争を支援する結果になること］を危惧する合

理的な動機を有しているからである」とする（16）。

こうしてPfaff の SASPF開発業務従事命令拒否が「良心の決断」と

して、「善」と「悪」のカテゴリーを志向したものであり（17）、彼に

とって良心の決断に必要な真摯性、深刻性及び絶対性により特徴づけ

られており、深刻な良心のディレンマなくこれに反して行動すること

ができないものであったことが改めて認められる（18）。

⑤良心の自由の保護と軍隊機能との関係
次に問題となるのは、軍人の良心の自由の基本権の保護と国の防衛

機能を支持する憲法規定（基本法第 12a 条、第 65a 条、第 73 条 1 号（19）、第

87a 条、第 115a 条以下）との関係である。

連邦憲法裁判所は、これまで多くの判決でこれらの諸規定から「効

果的な軍事的国防を支持する憲法上の基本的決断」を読み取り、連邦

軍の設置とその実効機能性（Funktionsfähigkeit）には「憲法上の地位」

が認められてきた。このため─本稿後半で検討するように─、連邦軍

の防衛機能維持のために、軍人の表現の自由が法律により制限される

ほか、集会の自由、請願権等にも制限が加えられ、法律の留保の下に

置かれる。これに対して第二軍務法廷判決は、良心の自由の基本権が

「法律の留保を含んではいない」（20）として、その保護が憲法の直接的命

令であることを強調する。また良心の自由は「数量的留保（numerischer 

Vorbehalt）」を伴うことはなく、その主張は他者もこれを行使するか否

か、どの程度の範囲において行使されるかに関わりなく、各基本権保

持者に保障されるものとみなす（21）。

こうして（軍人を含め）良心の自由の保護と国の防衛機能の維持は、

ともに「憲法上の地位」を有するため、この 2つの保護法益が衝突す

ることが考えられる。しかし、第二軍務法廷判決は、軍人の良心の自

由の保護領域は、防衛憲法規定の内容を阻害するものではなく、これ

（
一
七
三
九
）
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により排除されることはないと評価する（22）。

● 基本法第 12a 条は、満 18 歳以上の成年男子に軍隊、連邦国境警備

隊又は文民保護隊での勤務の義務を課し（ 1項）、良心的理由から

武器をもってする軍務を拒否する者には非軍事的代替役務を課す

（ 2項）権限を立法府に与えている。加えて、防衛事態（基本法第

115a 条）においては、法律により、又は法律に基づき一定の役務従

事の義務を課すことができる。第 12a 条により立法府や執行府に

付与されるこれらの憲法上の権限は、軍人が良心の自由の権利を

下された命令に対して行使しても、阻害されることはない。

● 基本法第 73 条 1 号［外交並びに防衛に関する連邦の専属的立法権

限］は立法権限を定めるにすぎない。基本権の保護領域内でこの

権限がどの程度行使されるかは、この権限規範から明らかになる

のではなく、各基本権の保護領域と立法者により定められる（ある

いは定められない）法律の留保による。第 73 条 1 号のような憲法規

定により特定の立法行為が授権されることにより、その「立法の

所産」が憲法レベルの地位を獲得することはない。「外交並びに防

衛」に関する連邦の専属的立法権限は、軍人により良心の自由の

基本権が主張された場合であっても、法的にも事実的にも、制限

されることも削減されることもない。

● 基本法第 115a 条以下の憲法規範［防衛事態における諸措置］も、

その法的効果を制限されることはない。軍人が上官の命令に対し

て良心の自由を主張し、良心に配慮した行動の選択肢を求めたと

しても、これらの規定が国家機関に付与する権限は、廃止される

ことも削減されることもない。

● 基本法第 87a 条 1 項により「防衛のため」に軍隊を設置する憲法

上の決定が下されたからといって、ある軍人の基本権への依拠が

その時の上官の目に連邦軍にとり「障害となり（störend）」あるい

は業務遂行に「負担となる（belastend）」ものと映る場合には常に

軍人の基本権は退けられねばならないわけではない。基本法によ

（
一
七
三
八
）
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り「効果的国防の実効機能性」を保障することには、憲法による

基本権の強行的保護、とくに良心の自由が侵害されないことも含

まれる。

● 基本法第 65a 条の連邦防衛大臣の軍隊命令・司令権は、無条件に

保障される良心の自由のような基本権を執行権の行為により制限

する権限と結びつけるものではない。そのような権限は立法府に

は与えられない。軍隊命令・司令権の行使にあたっては、憲法、

特に基本権に規範化された憲法命令を遵守しなければならない。

これは、憲法改正によっても変更できない基本法第 1条 3項の要

請である。したがって、基本法第 65a 条に保障された連邦防衛大

臣の軍隊命令・司令権並びにそこから導き出される軍事上官の命

令権は、基本法第 1条 3項により特に憲法上保護される基本権の

留保及び行使の留保の下にある。

判決はこのように、軍人の良心の自由に基づく権利主張が基本法の

防衛関連規定を阻害することはなく、むしろ効果的国防の実現には軍

人の基本権の保護が不可欠であることを強調するが、一方でこの権利

主張が連邦防衛大臣の軍隊命令・司令権と緊張関係にあることを認め

ている。しかし、留保条件なく保障される基本権の保護が、軍事的合

目的性に譲歩することはないとして、以下のように述べる。

「憲法により強行的に措定されたことが下令の際だけでなく命令実施

に際しても遵守されなければならないということ、それは憲法の構成

要素であり、したがって基本法第 65a 条に規範化された『命令・司令

権』の一部でもある。その限りにおいて、……連邦防衛大臣の命令・

司令権は─大臣により軍事上官に委任された命令権と同様に─、憲法

の実施留保の下にある。つまり、憲法から生じる『法と法律』（基本法

第 20 条 3 項）、「国際法の一般規則」（同第 25 条）そして基本権への厳格

な拘束（同第1条3項）が蔑にされてはならず、かりにそれが場合によっ

ては個別事案において政治的又は軍事的に目的に適っているとしても、

その効力内容と効力要求において『比較衡量』により［基本権への拘

（
一
七
三
七
）
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束が］弛緩してはならないのである。個別事案においてそこから生じ

る実際の不和と不都合は、『実践的調和』の要請に従って解決あるいは

回避されなければならない」（23）。

⑥命令者と受命者双方の協力
良心の自由の基本権により保護されるべき決断を下した場合、受命

者は、公権力に妨げられることなく、彼を拘束し絶対的に義務づける

良心の命令に従い行動することを要求できる。このような要求に応え、

自律的人格としてのその精神的─倫理的存在において受命者に生じた

高権的命令と良心の命令の不可避の衝突を解決するために、「良心に配

慮し、差別的でない行動の選択肢」が受命者に提供されなければなら

ない。もっとも、それは「その軍人や他の軍人に対して軍人法第 11 条

1 項 1 文・2文から生じる服従の普遍的な法的義務の一般的効力を廃止

することを意味するものではない」（24）。

そこで、良心の自由を主張する軍人と命令服従を求める上官双方の

建設的な協力・協働（『実践的調和』）が求められる。判決はその具体的

方法を示している（25）。すなわち、良心の決断により上官の命令に従う

ことができない軍人には、それにより不都合が生じることがないよう

に、自身の良心のディレンマをできるだけ早期に権限ある上官に説明

すること、並びに、根拠となる問題をできるだけ早く公正に解明する

ことが求められる。他方、彼の上官には、軍人により主張された良心

の決断に対応することが期待される。上官は、部下の良心の決断を無

視したり、馬鹿にしたり、あるいは隠蔽したりすることは許されない。

下された命令に対するある軍人の良心のディレンマが、国際法ある

いは憲法の規範から生じたものであるか、あるいは、これに基づいて

いる場合、とくに軍人が恐れている命ぜられた業務の実際の効果、並

びに命令が実施されないことにより軍隊やその他の保護法益に生じる

結果に関して、なるべく早期に率直な意見を交換することが必要であ

る。場合によっては、裁判所がこの事案についてどのような判断を下

（
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すと見込まれるか、重要な法的状況に関するすべての関係者の可能な

限り客観的な情報提供が求められる。

このような対応にもかかわらず、当該軍人が、その良心のために命

令を実施することができず、上述の意味でこれが合理的であるならば、

命令解除、配置転換等の寛大な調停が図られなければならない。

Ⅱ　軍人の言論の自由とその限界（Rose 事案）

─連邦憲法裁判所第二法廷第三部会

2007 年 4 月 28 日憲法異議不受理決定（26）

1　事実概要と憲法異議申立に至る経緯

申 立 人Hans-Jürgen Rose（ 中 尉 ） は、2006 年 5 月 27 日、 雑 誌

Ossietzky に論文を発表した。Ossietzky 誌は、政治、文化、経済分野

を扱う総合雑誌であり、隔週で発刊されている。誌名は、1936 年に

ノーベル平和賞を受賞したCarl von Ossietzky に由来する。発行部数

は各号 2,000 部であり、特約店と定期購読者のほか、インターネット上

でも購読可能であった（27）。「将官たちの気質と邪心（Geist und Ungeist 

der Generalität）」と題された論文の中でRose は、以下のような表現で

イラク戦争時の軍上層部の姿勢を批判した。

「軍の将官たちは、知性の欠如ゆえに、何が起ころうとしていたか理

解できなかったことは至極当然である。……したがって、愚鈍［とい

う表現］が除外されなければならないのであれば、説明として残され

るのは、第 2の選択肢のみである。すなわち、楽観主義、卑劣、厚顔

無恥である。……もし、ドイツの将官たちに自尊心と法意識、道徳心

の一かけらでもあるのならば、連邦軍総監は、各軍総監と協力して、

赤緑政府［G. シュレーダー政権］の、国際法に違反し、憲法に違反す

る命令に従うことを拒否したであろう。」

この論文には、著者であるRose の階級とともに、その内容が筆者個

人の見解であることが明記されていた。

2006 年 7 月 24 日、 ミ ュ ン ヘ ン の 第 四 防 衛 地 域 司 令 部

（
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（Wehrbereichskommando IV）は、Rose の意見表明が上官の人格を貶め、

名誉を棄損するものであるとして、罰金750ユーロの懲戒処分を下した。

これに対するRose の異議申立は、同年 8月 18 日に軍隊支援司令部

（Streitkräfteunterstützungskommando）により斥けられた（28）。Rose はさら

に南部部隊服務裁判所に処分取消しを訴えたが、同年 12 月 12 日に斥

けられた。同裁判所は、申立人には誇張的で論争的な方法であっても

自らの意見を表明する権利があることを認めつつも、それが他者の人

間の尊厳（基本法第 1条 1項）を侵害する場合には譲歩しなければなら

ないとして、Rose の意見表明もこれに該当するものと判断した。連邦

軍の将官が概して「自尊心がない」などとする言明は、彼らそれぞれ

の尊厳を否定し、その主体性（Subjektqualität）を否定するものである。

また、連邦軍総監や各軍総監に対する誹謗中傷を含む。申立人はこれ

を意図的に行っており、職務違反行為（軍人法第23条1項）に該当する（29）。

Rose は、南部部隊服務裁判所の判決を不服とし、基本法第 5条 1項

の言論の自由を侵害されたとして連邦憲法裁判所に憲法異議を申し立

てた。申立人の主張によれば、論文は辛辣な批評の形式をとる価値判

断であり、表現の自由を保障する基本法第 5条 1項の「特に強化され

た」適用領域に属する。申立人の意見表明に対する部隊服務裁判所の

判断は、論文の問題箇所を全体的文脈から切り離し、総合的に評価せ

ず、具体的な事実状況についての価値判断を含まないものであると誤

認している。また、申立人の批判的論争は関係者の名誉を害するもの

ではない。批判は特定の人物に向けられたものではなく、将官全体に

向けられたものであり、将官全体が基本法第 1条 1項に依拠すること

はできない。政治的批判が禁じられることにならないように、誹謗中

傷の概念は狭く解釈されるべきである。申立人の批判は、制度に対す

るものであり、個人に関係するものでないことからも、誹謗中傷には

該当しない（30）。

（
一
七
三
四
）
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2　決定理由の検討

連邦憲法裁判所第二法廷第三部会は、連邦憲法裁判所法第 93a 条及

び第 93b 条により、3名の裁判官全員一致で憲法異議を受理しないこと

を決定した。この異議申立には、原則的な憲法的意味は含まれず、か

つ、申し立てが認められる見込みもないため、申立人の基本権又はそ

れと同等の権利の実現に資するものでもなく、受理の理由がないから

である（連邦憲法裁判所法第 93a 条 2 項）。

①基本法・軍人法による軍人の表現の自由の制限
ドイツ基本法は、最初の 2箇条で人間の尊厳の不可侵（第 1条 1項）

と人格の自由な発展の権利（第 2条 2項）という基本権の基礎を明示し

ている。そして、第 4条で良心の自由、第 5条で言論の自由、情報の

自由、出版の自由、報道の自由（ 1項）、さらには芸術と学問の自由が

保障される（ 3項）。ただし、言論の自由は、第 5条 2項により、一般

的法律（allgemeine Gesetze）、少年保護のための法律の規定、個人の名

誉権により制限され得る。とくに軍人について、第 17a 条は、防衛役

務の期間中、言語・文書及び図画によって自己の意見を自由に表明し

及び流布する基本権（第 5条 1項 1文前段）等が制限されるものとして

いる。

これらの憲法規定に基づき、軍人法は、たとえば第 8条（民主的基本

秩序の擁護）、第 10 条 6 項（上官の節度保持義務）、第 12 条（僚友としての

義務）、第 15 条（政治活動の制限）、第 17 条（勤務の内外における態度）と

いった諸規定で、軍人の意見表明の自由を制限している（31）。このため、

軍人は勤務中特定の政治的傾向を支持し又は反対するために活動して

はならず、政治団体の宣伝や勧誘をしてはならない。また、職務の共

同性（Gemeinsamkeit）を重大に阻害する行動を禁じられる。とくに幹部

軍人は、その職務上の地位により、意見表明にあたり、節度と抑制的

な態度、上官への配慮と忠誠を義務づけられる。また、個人的な意見

表明にあたって、それが職務としての性格がある印象を与えてはなら

（
一
七
三
三
）

40



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

七
九
〇

ない（32）。

②審査対象と適用法律規定
第三部会はまず、本件憲法異議の受理の可否決定において連邦憲法

裁判所が審査するのは、Rose の意見表明を職務違反行為と認めた部隊

服務裁判所が「自由主義秩序自体を構成する言論の自由の基本権の意

味が適切に考慮されるように規定を解釈し適用しているか否かだけで

ある。」と審査対象を限定したうえで、本件で適用される軍人法の範囲

を特定する。

言論の自由は、それが思想形成の前提である場合には、少なくとも

価値判断と事実の主張を保護する（参照、連邦憲法裁判所判例集第 61 巻 1

頁［ 8頁以下］）。Ossietzky 誌において発表した申立人の思想がこれに該

当するとしても、言論の自由の保護は無制限ではない。上述のように、

基本法第 5条 2項にいう「一般的法律」により制限され得る。

連邦憲法裁判所の判例によれば、この「一般的法律」は、「意見その

ものを禁止するのではなく、絶対に保護すべき法益の保護に資するた

めに定められた法律である（参照、連邦憲法裁判所判例集第 62 巻 230 頁

［243 頁以下］; 第 97 巻 125 頁［146 頁］）。そのような法律として、ここで

は軍人法第 10 条 1 項と結びつく同法第 10 条 6 項、第 12 条 2 文、第 17

条 1 項及び同条 2項 2段が考慮される。これらの規定は意見そのもの

を禁ずるのではなく、自由な意見表明の基本権を基本法第 17a 条［の

要件を］を満たしつつ制約するものである」（33）。

③人間の尊厳の侵害の存否
後で詳述するように、第三部会は、部隊服務裁判所の決定の根拠と

なる軍人法の関係規定の解釈が憲法上許容されない程度にまで申立人

の言論の自由を制限するものではなく、憲法上の結論において妥当な

ものであると評価するのであるが、一方で、同裁判所が指摘した将官

軍人に対する人間の尊厳の侵害の存在を明確に否定する。

（
一
七
三
二
）
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「確かに─言論の自由との衡量を受け付けない─基本法第 1条 1項の

人間の尊厳への抵触は存在しない。というのも、人間の尊厳は、優位

する憲法価値として、特定の処遇が価値の低い状況を惹起する時すで

に侵害されたと認められるものではないからである。そうではなく、

本件の場合その可能性がありうる名誉棄損の場合であっても、重要な

のは、言及された人がもはや主体としてではなく、単なる客体とみな

されていることである……。［人間の尊厳の侵害の存在が認められるに

は］関係者から “人間として尊重される ”ことが奪われていなければ

ならない……。申立人の意見表明には、このような効果は認められな

い。……申立人の表現内容は、将官たちには特定の主体的メルクマー

ル（道徳心、自尊心）が無いというものであるが、人間として尊重され

ることを求めること自体を否定するものではない。将官たちは、意の

ままに扱われ得る単なる客体として取り扱われたのではないのである

（参照、連邦憲法裁判所判例集第 87 巻 209 頁［228］）」（34）。

④誹謗中傷の存否
また、申立人の意見表明においては、誹謗中傷も問題にはならない。

「誹謗中傷のメルクマールは、客観的関心事を完全に排除した個人的な

侮辱である（参照、連邦憲法裁判所判例集第 93 巻 266 頁［303 頁］）。……本

件の場合、政治雑誌の要点を絞った論争的様式の短評が問題となって

いる。このような表現形式の場合、自由な表現の一部分としての表現

の選択を許されない方法で制限することがないよう、客観的論拠の意

義やその明示をそれほど求められる必要はない。申立人の記事は、そ

のほとんどの部分で連邦軍の歴史的概観を扱っており、記事の第 2部

で初めて問題とされた意見表明がなされている。集団としての将官に

対象を絞った批判により、表現内容は将官たちの個人的名誉棄損が申

立人にとって重要だったのではなく、本件の場合イラク戦争に関して欠

如している価値観への批判が重要であったと解釈することができる」（35）。

（
一
七
三
一
）
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⑤基本権と基本権制限規範の相互作用と軍人法の目的
基本権を制限する「一般的法律」は、自由民主主義国家における基

本権の意義認識に照らして解釈されなければならず、かつ、そうする

ことでこの基本権を制限するその効果において、再び自ら制限されな

ければならない（参照、連邦憲法裁判所判例集第 7巻 198 頁［208 頁以下］; 

第 66 巻 116 頁［150 頁］; 第 71 巻 206 頁［214 頁］）。本件で適用される軍人

法の表現の自由制限規範も、このような相互作用の中で解釈されるべ

きであるが、そこで注目しなければならないのは軍人法の諸規範の目

的である。それは軍隊の実効機能性維持という憲法次元の利益に資す

ることにあり、その限りで自由な意見表明の基本権は譲歩を求められ

る。

「基本法第 12a 条、第 73 条 1 号、第 87a 条及び第 115b 条からも効果

的な軍事的国防を支持する憲法上の基本的決断を読み取ることができ、

これにより連邦軍の設置とその実効機能性に憲法上の地位が与えられ

ていることからして（参照、連邦憲法裁判所判例集第 69 巻 1 頁［21 頁］）、

この法律［軍人法］の関連規範は、連邦軍の実効機能性に資するもの

である。連邦軍の機能は、軍隊所属員により、勤務の内外における態

度により守られなければならない。軍隊の実効機能性は、勤務内にお

いては、軍隊所属員が軍隊の特別の利益を考慮せず、現に個々の命令

がもはや実施されないような形でその基本権を行使する場合には、脅

かされることになる。勤務外での意見表明の場合、連邦軍の実効機能

性は、軍隊内の道徳と規律の腐食により脅かされることになる。自由

な意見表明の基本権は、ここで、憲法上の地位を備える連邦軍のその

機能保全の利益と対立することになる」（36）。

⑥部隊服務裁判所による軍人法の解釈・適用の合憲性
軍人法は、第 10 条 6 項により、指揮任務を果たす連邦軍士官に、勤

務外においても、その意見表明にあたり、上官としての信頼を維持す

るために必要な節度を維持することを求めている。また、軍人法第 12

（
一
七
三
〇
）

43



軍
人
の
良
心
と
言
論
の
自
由
に
関
す
る
覚
書
（
松
浦
）

七
八
七

条 2文により、僚友の尊厳、名誉及び権利を尊重しなければならない。

これは、勤務の内外で効力を有し、同法第 17 条 1 項により、特に上官

の職務上の地位を尊重しなければならない。軍人は、連邦軍の声望又

はその職務上の地位が必要とする尊敬と信頼を深く侵害することがな

いよう行動しなければならない（同法第 17 条 2項 2文）。そして、軍人は、

上官として、その態度と義務の履行において模範となることを求めら

れる（同法第 10 条 1 項）。

結論として第三部会は、部隊服務裁判所によるこれら軍人法諸規定

の解釈適用を妥当と認め、以下のようにその判断を支持した。

「部隊服務裁判所は、基本法第 17a 条 1 項により把捉される特別地位

関係（Sonderstatusverhältnis）において、言論の自由を制限するこれら

諸規則を、連邦軍の機能の保全と維持を考慮しつつ解釈した。裁判所

は、申立人がその意見表明に際して節度保持義務に違反し、それが申

立人の権威を揺るがし、かつ、その忠誠を疑問視されることになり得

るという前提から出発している。申立人の意見表明は、その中でドイ

ツの将官全体に、自尊心、法意識、道徳心が欠如していると述べてお

り、将官を含む僚友の尊厳を貶めている。これは、関係者を嘲笑にさ

らし、他者の娯楽の対象にし得るものである。そして軍の結束、した

がって相互信頼と相互保証の覚悟がこれにより脅かされる。加えて、

申立人は、その上官の職務上の権威を守る法律上の義務にも違反して

いる。というのも、［申立人により］選択された表現は客観的批判の程

度を超えているからである。上官の権威の保護は、連邦軍の内部秩序

のために必要である。この比較衡量は、憲法により異議を唱えられる

べきものではない。選択された意見表明の形式は、特に人格攻撃を伴

うものであり、連邦軍の機能を大きく阻害し得るものであったことを

誤認すべきではない。この種の行動が許容されず、職務違反として評

価されるとしても、言論の自由の基本権は、その原理的意味において、

明らかに侵害されてはいない」（37）。

（
一
七
二
九
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Ⅲ　軍人の良心と言論の自由─両事案の関係

1　軍人の良心の自由と軍隊の機能維持

1872 年ドイツ帝国軍刑法典（38）第 48 条は、以下のように定め、国家

が個人の良心を違法行為を正当化する理由として承認しないことを明

らかにしていた。

「作為又は不作為の可罰性は、行為者がその良心又は宗教の規則によ

りその行動を命ぜられたものとみなすことにより排除されるものでは

ない。」

第二次大戦後、基本法制定者は、軍務拒否権の導入によりドイツ法

制史上初めて国民の義務が良心の留保の下にあることを認めた（基本法

第 4条 3項 1文）。また、「制服を着た市民（Staatsbürger im Uniform）」と

される軍人は、何人にも保障される良心の自由の基本権を享受する

（同第 4条 1項）。それは違法な行為を強制されることから軍人を保護す

るものでもあった。

もっとも、軍人の良心の自由と命令服従義務の間に衝突が生じた場

合に、良心の自由は、同じく憲法に定められる連邦防衛大臣の軍隊命

令・司令権（同第 65a 条）及び軍隊の機能維持と出動準備態勢確立を支

持する憲法諸規定に対して緊張関係に立つ。連邦行政裁判所第二軍務

法廷Pfaff 判決も、この緊張関係の存在を認識し、良心の自由と職務上

の義務の衝突状況を、「実践的調和」により 2つの保護法益が可能な限

り侵害されない解決を模索することにより止揚しようとした。判決は、

上官がここで「良心に配慮した行動の選択肢」を受命者たる部下に提

示する必要があったことを認め、その具体的方法を示した。また、受

命者たる部下にも、自己の良心のディレンマについて早期に説明する

ことを求めた。上官は、命令の実施が軍隊の任務遂行にとっていかに

重要であり、必要であるかを説明すべきである。そして部下に深刻か

つ解決しがたい良心のディレンマがある場合には、上官は彼が命じた

任務が他の軍人により実施することができないか、問題を抱える軍人

（
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を他の任務に就かせることはできないか、考慮しなければならない。

誤解してはならないのは、このような「実践的調和」により、服従

義務と良心の自由の衝突において良心の自由が原則的に優先され、服

従義務が一般的に排除されることを認めたわけではない点である。軍

人個人の良心のみを優先させれば、軍隊の実効機能性を阻害し、これ

を個人の同意に依らしめることになる。判決が求める「実践的調和」

はこのようなことを認めるものではない。上官の部下に対する服従要

求は部下の良心の同意に依存するのではなく、個々の具体的事案にお

いて服従義務の範囲と限界を決定するにあたり、部下の良心の状況を

考慮に入れることを法律が許容するというにとどまる。「軍人がその服

従義務を免れるためには、それに反する良心の決断を適切に表明すれ

ば足りる」という意味で判決の主旨を理解すべきではないであろう。

第二軍務法廷判決は、軍人の服従義務の範囲と限界という防衛法の

基本問題をあらためて提起する意味で重要であるが、不可解な点もあ

る。

判決は服従義務の限界を定める軍人法第 11 条 2 項 1 文の外に基本法

の良心の自由に直接根拠を置く命令服従義務の例外を認めることに固

執しているが、その必要があったのか疑問である。なぜなら、Pfaff は

当初からドイツのイラク戦争への関与が国際法上違法であるがゆえに

命令に従うことができないと主張していたのであり、犯罪（刑法第 80

条）への関与を予防するための命令拒否だからである。命令実施を拒

否する動機はもっぱら法的（特に国際法的）理由であった。彼は、少な

くともイラク戦争終結まで、又は連邦憲法裁判所がその憲法適否を判

決するまでは命令には従わないと主張することにより、この点を明確

にしている（39）。個人の良心の自由を命令拒否の理由として主張したの

は、軍務法廷の手続きが開始されて以降のことであった。この点を重

視するならば、Pfaff の申し立ては、軍人法第 11 条 2 項 1 文に照らして

審査されることが適当であったはずである（40）。

また、上官の職務命令を拒否する理由として「良心の決断」を認め

（
一
七
二
七
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るにしても、ITプログラムの開発に協力することが実際にイラク戦争

に貢献することになり、命令拒否の根拠となり得ることを合理的に証

明しなければ、判決理由は説得力を欠くのではないか。この ITプログ

ラムは、裁判所自身が認定するように、2004 年 9 月の時点ではまだ試

験段階であり（41）、国際部隊の兵站支援に役立つことは全くなかっただ

けに、なおさら判決理由には疑問が残る。

さらに言うならば、Pfaff 事案の場合、良心の自由と言論の自由との

境界も明らかにされなければならなかったはずである。Pfaff はイラク

戦争に対する反対姿勢を表明するために、「法と自由のために」「私は

イラク戦争には関わらない」と書いたハガキ大のワッペンを制服に付

け公の場に出る等の行動をとっていた（42）。IT プログラム開発業務への

協力拒否は、連邦政府の同盟政策に対する政治的動機に基づく否定的

態度の一端にすぎないからである（43）。

2　軍人の言論の自由と軍隊の機能維持

軍人によるイラク戦争反対の意見表明に関する司法判断の例として

本稿で取り上げたRose 事案は、憲法異議提起の十分な理由が認められ

ず受理されなかったケースである。連邦憲法裁判所は、本来、不受理

決定にあたり理由を明らかにする必要はないのであるが（連邦憲法裁判

所法第 93 条 1 項 3 文）、軍人の言論の自由の限界に関する所見を述べる

機会として利用した。それは、Pfaff 判決を修正する必要があったから

であろうと推察される（44）。

Pfaff 判決では、基本法第 4条 1項に関連して、防衛憲法規範が自由

権的基本権の保護領域と衝突することはなく、前者が後者に優先する

ことはないと主張し、従前の連邦憲法裁判所の立場と異なる見解に立

脚していた。これに対して連邦憲法裁判所第二法廷第三部会の決定は、

軍人の基本権が「効果的な軍事的国防を支持する憲法上の基本的決断」

との相互作用の中にある（参照、連邦憲法裁判所判例集第 28 巻 36、51 頁 ;

第 69 巻 1 頁）とする従来の連邦憲法裁判所の立場を再確認した。軍人
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が安全保障問題に関する公共の議論に参加すること自体は許容される

べきであるとしても、その自由な意見表明の基本権は、軍隊の整然と

した内部秩序の職務上の必要性に対して当然に優位性を認められるべ

きものではない。連邦軍の機能維持の利益とそのための軍人法上の義

務を、意見表明の言葉の選択にあたり考慮しなければならない。第三

部会が重視したのは、Rose の懲戒異議を斥けた南部部隊服務裁判所の

決定が、基本法第 5条 1項の意味内容を誤認したか否かである。そし

て同部会は、明確にこれを否定し、従来の連邦憲法裁判所の立場に変

化がないことを確認し、この憲法異議には「成功の見込みがない」と

断じたのである。

なおRose は、連邦憲法裁判所による憲法異議不受理決定を不服とし

て、この決定により欧州人権条約第 10 条の権利をドイツ国が侵害した

として、欧州人権裁判所に個人申立を行った。この申立を却下する

2010 年 9 月 14 日決定（45）において、欧州人権裁判所第五部会は、過去

の判例を引きつつ（46）、締約国の高権的権力の下でも欧州人権条約第 10

条が保障する言論の自由の権利が軍人に対しても他の人々と同様に効

力を有することを確認しつつも、同条 2項が列挙する「正当な理由」

を追求するため「法律で定められ」、かつ、これらの目的を達するため

に「民主的社会において必要」である場合には、言論の自由の制限が

認められることを指摘する（47）。権利を制限する法律は「恣意に対する

十分な保護を与えるものでなければならず、かつ、その適用の結果を

予見できるものでなければならない」が、本件で問題となったドイツ

軍人法の諸規定（第 10 条 1 項及び 6項、第 12 条 2 文、第 17 条 1 項）はこ

の条件を満たすものであり、またRose に対する罰金処分も連邦軍の機

能と軍隊の秩序維持という「正当な目的」を追求するものと認めた。

「申立人は公共の議論において、その意見表明のために処罰されたので

はなく、連邦軍の機能を脅かすものとみなされる方法で上官の名誉と

声望を攻撃したがゆえに処罰されたのである」。

冷戦終結後の安全保障環境の変化に対応して、ドイツ連邦軍がその

（
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任務を自国及び同盟地域の防衛から国際平和創設・維持、さらにはテ

ロ対処へと拡大し、平時有事を分かたず「働く軍隊（Armee im Einsatz）」

に変貌を遂げて久しい。この間にドイツの国防制度の根幹であった義

務兵役制も運用を停止された（48）。基本法が再軍備以来維持してきた

「制服を着た市民」という軍人像も、こうした変化に対応を迫られるこ

とになる。本稿で取り上げた 2つの事案は、司法の対応の動揺を示す

ものといえるかもしれない。

（ 1） とくにAWACSの派遣については、その運用スタッフの 3分の 1が
ドイツ軍人であったこともあり、連邦議会の事前の承認を経ずに実施され
たことについて、派遣差止の仮命令を求める申立と派遣決定の違憲無効を
訴える機関争訟が提起された。この憲法訴訟に至る経緯と連邦憲法裁判所
の判決について、参照、松浦一夫『立憲主義と安全保障法制─同盟戦略に
対応するドイツ連邦憲法裁判所の判例法形成』（三和書籍、2016 年）第 7
章（309 ～ 328 頁）。

（ 2） Urteil des 2. Wehrdienstsenats vom 21. Juni 2005, BVerwG 2 WD 
12.04, TDG N 1 VL 24/03.

（ 3 ） SASPFとは「標準適用ソフトウェア製品ファミリー」（Standard-
Anwendungs-Software-Produkt-Familie）の略称である。それまでの防衛
省内の IT環境は時代遅れで、多くのソフトが相互に齟齬を生じ業務効率
化の妨げとなっていた。SASPFは、経営管理ソフトとして定評のあった
SAP R3 を防衛省のニーズに合わせ機能を拡張したもので、その導入によ
り、業務の流れを適正化し、コストを削減し、重複を回避し、さらには透
明性を高めるメリットを得ることが期待されていた。2010 年までに軍隊、
防衛行政、装備の分野で働く 45,000 人以上のユーザーを結ぶことが予定
さ れ て い た。Vgl. BT-Drs. 16/11574 vom 08.01.2009 （Antwort der 
Bundesregierung auf die kleine Anfrage der Abgeordneten Elke Hoff, 
Birgit Homburger, Dr. Rainer Stinner, weitere Abgeordneter und der 
Fraktion der FDP‒Drucksache 16/11266- Probleme bei der Einführung 
von Standard-Anwendungs-Software-Produkt-Familien in der 
Bundeswehr）. 

（ 4 ） Truppendienstgericht Nord vom 9. Februar 2004 Az.: N1 VL 24/03.
（ 5 ） BVerwG 2 WD 12.04, TDG N 1 VL 24/03, 4.1.3.1.1.
（ 6 ） 軍人法第 11 条「⑴軍人は、その上官に服従しなければならない。軍
人は上官の命令を、全力をもって完全に、忠実かつ遅滞なく実施しなけれ
ばならない。人間の尊厳を侵害し、又は職務上の目的のために下されたも
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のではない命令に従わなかった場合には、不服従の存在は認められない。
そのような命令にあたるという誤った仮定により責任が免除されるのは、
このような錯誤が回避できず、かつ軍人が知り得た状況により、命令に対
して法的救済手段をもって対抗することが期待できないときだけである。
⑵命令に従うことが犯罪となるであろう場合には、命令に従ってはならな
い。それにもかかわらず部下がこの命令に従った場合には、それが犯罪と
なることを彼が認識し、又は彼に知り得た状況からそれが明らかである場
合にのみ責任を負う」。

（ 7） BVerwG 2 WD 12.04, TDG N 1 VL 24/03, 4.1.2.1 ～ 7.
（ 8 ） BVerwG 2 WD 12.04, TDG N 1 VL 24/03, 4.1.2.7.3.「場合によっては、
他の憲法規定に違反しても、具体的状況において内面的に決断することが
不可避となり、命令よりも基本法第 4条 1項の良心の自由の基本権により
高い重要性を認め、命令が拘束力を持たないこともあり得る。」

（ 9） BVerwG 2 WD 12.04, TDG N 1 VL 24/03, 4.1.3.1.3.
（10） BVerwG 2 WD 12.04, TDG N 1 VL 24/03, 4.1.4.
（11） BVerwG 2 WD 12.04, TDG N 1 VL 24/03, 4.1.4.1.1a.
（12） BVerwG 2 WD 12.04, TDG N 1 VL 24/03, 4.1.4.1.1b.
（13） BVerwG 2 WD 12.04, TDG N 1 VL 24/03, 4.1.4.1.2, 4.1.4.1.4.
（14） BVerwG 2 WD 12.04, TDG N 1 VL 24/03, 4.1.4.1.3.
（15） BVerwG 2 WD 12.04, TDG N 1 VL 24/03, 4.1.4.1.3a ～ c. なお、構成
国相互間に適用されるNATO軍地位協定、この地位協定のドイツ国内実
施の細則を定めるNATO軍地位協定ボン補足協定、ドイツ国内への外国
軍隊の駐留根拠を定める駐留条約の関係については、参照、松浦一夫「ド
イツにおける外国軍隊の駐留に関する法制─ 1993 年 NATO軍地位協定・
補足協定改定とその適用の国内法との関係を中心にして─」本間　浩他著
『各国間地位協定の適用に関する比較論考察』（内外出版、2003 年）第 2
章（とくに 50 ～ 55 頁）。

（16） BVerwG 2 WD 12.04, TDG N 1 VL 24/03, 4.1.4.1.5. ちなみに、判決
は別の箇所で、「良心の決断」が保護に値するか否かの判断において重要
なのは、その「真摯性、深刻性、絶対性」の証明であって、良心の決断が
正しいか誤りかは問題にはならないとして、以下のように述べる。「基本
法第 4条 1項により保護される人格の内面的な精神的─心因的事象として
の良心の決断の存在は、通常は外部から確認することは困難である。なぜ
なら、『内なる声』としての良心の訴えは、外部環境においては、良心の
決断と良心のディレンマを示唆するしかるべき兆候とシグナルから間接的
に推定され得るにすぎないからである」。兆候とシグナルを伝えるものは
主に言語であるため、言語を介して必要となるのは、「外部に表れ、合理
的に伝達可能で、文脈に従って相互主観的に理解可能な良心の決断の真摯
性、深刻性、絶対性の証明である」。良心の自由を理由に上官の命令に違
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反する行動をとろうとする軍人は、これを説明する義務を負うが、「その
際、説明の合理的理解可能性は、［良心の決断の］『存否』、つまり良心の
命令の存在とそれが行動の原因となったことの十分な蓋然性にのみ関係す
るのであって、良心の決断自体が『錯誤』『誤謬』であるか、あるいは『正
当』であると評価され得るか否かに関係するのではない」。（BVerwG 2 
WD 12.04, TDG N 1 VL 24/03, 4.1.3.1.）

（17） BVerwG 2 WD 12.04, TDG N 1 VL 24/03, 4.1.4.2.1.
（18） BVerwG 2 WD 12.04, TDG N 1 VL 24/03, 4.1.4.2.2.
（19） 連邦の専属的立法権限を定める基本法第 73 条は、2006 年 8 月 28 日
の第 52 次基本法改正法律で 2項が追加されたため、従来の文言が 1項と
なった。本稿では改正前の申立提起時点の旧表記で記述するが、［旧］第
73 条 1 号は、現行規定では第 73 条 1 項 1 号である。

（20） BVerwG 2 WD 12.04, TDG N 1 VL 24/03, 4.1.5.1.
（21） BVerwG 2 WD 12.04, TDG N 1 VL 24/03, 4.1.5.2.
（22） BVerwG 2 WD 12.04, TDG N 1 VL 24/03, 4.1.5.3.2a）～ e）.
（23） BVerwG 2 WD 12.04, TDG N 1 VL 24/03, 4.1.5.3.2e）.
（24） BVerwG 2 WD 12.04, TDG N 1 VL 24/03, 4.1.3.1.3.
（25） BVerwG 2 WD 12.04, TDG N 1 VL 24/03, 4.1.5.3.2e aa）～ dd）.
（26） BVerfGE, Beschluss 28.04.2007, 2 BvR 71/07.
（27） Ossietzky 誌のホームページ＜http://www.ossietzky.net/＞による。
（28） BVerfGE, Beschluss 28.04.2007, 2 BvR 71/07, I.1.a）, b）.
（29） BVerfGE, Beschluss 28.04.2007, 2 BvR 71/07, I.1.c）.
（30） BVerfGE, Beschluss 28.04.2007, 2 BvR 71/07, I.2.
（31） 第 8 条「軍人は、基本法の意味における自由民主的基本秩序を承認し、
かつ、その全行動をもってその擁護に努めなければならない」。
第 10 条「⑴上官は、その態度と義務の履行において、模範となること
を求められる。……⑹士官及び下士官は、勤務の内外において、その意見
表明にあたり、上官としての信頼を維持するに必要な節度を保持しなけれ
ばならない」。
第 12 条「連邦軍の結束は、主に僚友精神（Kameradschaft）に基づく。

これは、僚友の尊厳、名誉と権利を尊重し、かつ、危難にあってはこれを
助けることを全軍人の義務とする。これは、異なる意見を相互に承認し、
考慮し尊重することを含む」。
第 15 条「⑴軍人は、勤務内において、特定の政治的傾向を支持し又は
反対するために活動してはならない。僚友との会話において自己の意見を
述べる軍人の権利は、影響を受けない。⑵営舎及び施設内においては、自
由時間の間、自由な意見表明の権利は、僚友精神の基本規則により制限さ
れる。軍人は、職務の共同性が重大に阻害されることがないように行動し
なければならない。とくに軍人は、演説を行い、文書を配布し、あるいは

（
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政治組織の代表者として活動することにより、ある政治集団の宣伝者とし
て活動してはならない。相互尊重が脅かされることがあってはならない。
⑶軍人は、政治的行事において、制服を着用してはならない。⑷軍人は、
上官として、ある政治思想を支持し、又は反対するよう、影響を与えては
ならない」。
第 17 条「⑴軍人は、規律を守り、上官の職務上の地位を、その人格に
おいて勤務外でも尊重しなければならない。⑵軍人の行動は、連邦軍の声
望並びに軍人としての職務に必要な尊敬と信頼に値するものでなければな
らない。勤務外において、軍人は、営舎及び施設外において、連邦軍の声
望並びに軍人としての職務に必要な尊敬と信頼を重大に損なうことがない
よう行動しなければならない。⑶士官又は下士官は、軍務を退いた後も、
その職階での再任用のために必要な尊敬と信頼に値するものでなければな
らない。……」。
このほか、第 14 条（守秘義務）、第 33 条（公民・国際法教官の中立性
保持義務）等も軍人の言論の自由を制限する規範といえる。

（32） ドイツにおける軍人の言論の自由の制限問題全般について論じる最近
の論考として、山中倫太郎「ドイツ防衛憲法における軍人の意見表明の自
由の基本権の保障と制限の法理」『防衛大学校紀要（社会科学分冊）』第百
十二輯（2016 年 3 月）19 ～ 65 頁。また、同「軍人の意見表明の自由の基
本権に関するドイツ連邦憲法裁判所の主要裁判例─紹介と検討」『防衛大
学校紀要（社会科学分冊）』第百十一輯（2015 年 9 月）25 ～ 78 頁。

（33） BVerfGE, Beschluss 28.04.2007, 2 BvR 71/07, II.1.
（34） BVerfGE, Beschluss 28.04.2007, 2 BvR 71/07, II.2.a）.
（35） BVerfGE, Beschluss 28.04.2007, 2 BvR 71/07, II.2.b）.
（36） BVerfGE, Beschluss 28.04.2007, 2 BvR 71/07, II.2.c）. この点でPfaff 
事案連邦行政裁判所判決とは評価が大きく異なる点に注目したい。

（37） BVerfGE, Beschluss 28.04.2007, 2 BvR 71/07, II.2.d）.
（38） Militär-Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich, in: Deutsches 
Reichsgesetzblatt Band 1872, Nr. 18, Seite 174‒204. バイエルン国立図書
館のデジタル・アーカイヴを参照（2016 年 8 月 5 日閲覧）。<http://
reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb11003082_00001.
html>

（39） BVerwG 2 WD 12.04, TDG N 1 VL 24/03, 3.3.
（40） Klaus Dau がこの点を指摘する。Vgl. NZWehrr 2005, H. 6, S. 255ff .
（41） BVerwG 2 WD 12.04, TDG N 1 VL 24/03, 3.3.
（42） BVerwG 2 WD 12.04, TDG N 1 VL 24/03, 3.3.
（43） Vgl. NZWehrr 2005, H. 6, S. 257. なお、通勤に使用する自家用車に
「原発？要らない！」という文面のステッカーを貼り付け、営舎・施設内
に乗り入れた軍人に対してこれを禁じた上官の命令が適法か否かが問題に
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なった事案について、連邦行政裁判所第一軍務法廷はこの命令を適法とし、
反原発ステッカーの表示が、軍人法第 15 条 2 項 3 文列記の「政治集団の
ための宣伝」と同等の政治プロパガンダ手段に該当するものとみなしたこ
と が あ る。Vgl. BVerwGE73, 237, 1. Wehrdienstsenat, Beschluss 
06.08.1981[NJW 1982, S.118].

（44） Ulrich Lucks がこの点を指摘する。Vgl. NZWehrr 2007, H. 4, S.159.
（45） Fifth Section Decision as to the Admissibility of Application no. 
51001/07 by Hans-Jürgen ROSE against Germany.

（46） Case of ENGEL and Others v. The Netherlands （Article 50）
（Application no.5100/71; 5101/71; 5102/71; 5354/72; 5370/722）, 23 
November 1976; Case of Vereinigung Demokratische Soldaten Österreichs 
and GUBI v. Austria （Application no.15153/89）, 19 December 1994; Case 
of PASKO v. Russia （Application no.69519/01）, 22 October 2009.

（47） 欧州人権条約第 10 条は、表現の自由を 1項で保障するが、2項でそ
の行使については義務と責任が伴うものとし、「国の安全、領土保全若し
くは公共の安全のため」等の正当な理由のために、「民主的社会に必要」
な制限や罰則等を法律で定めることを認める。

（48） この点について、参照、松浦一夫「ドイツにおける義務兵役制停止の
背景─その法的側面と政策的側面」『防衛法研究』第 35 号（2011 年 10 月）
113 ～ 158 頁。ただし、兵役制度自体が廃止されたわけではなく、兵役関
連規定は現在も維持されている。

（
一
七
二
〇
）
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国家緊急事態条項の比較憲法的考察
─とくにOECD諸国を中心に─

西　　　修

1 ．はじめに─本稿の目的

昨今、国家緊急事態条項を日本国憲法に導入することの是非が議論

されている。

本稿は、当該条項の日本国憲法への導入の是非そのものを論じるこ

とを主たる目的とするものではない。筆者は、百地章教授と同様（1）、

国家緊急事態条項を憲法に追加すべきと考えるが（2）、本稿では、国家

緊急事態条項が国際社会、とりわけ経済協力開発機構（OECD）加盟国

の憲法にどのように規定されているかを比較検討することを主眼とす

る。

OECD加盟国を主に比較検討の対象としたのは、国家緊急事態への

適切な対処は民主主義にもとづく憲法体制と密接な関連があり（3）、加

盟諸国は先進国に属し、おおむねその憲法体制は民主主義にもとづい

ているとみなされるからである。

本来ならば、非成典化憲法国を含めて、OECD加盟 34 か国すべての

国を対象にすべきであるが、ここでは紙数の関係もあって、非成典化

憲法国たるイギリス、ニュージーランドおよびイスラエルを除くこと

にする（4）。

あらかじめ対象とする 31 か国と憲法制定年を記せば、以下のとおり

である（5）。

論　説

（
一
七
七
二
）
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国名および憲法名 憲法制定年
オーストラリア連邦憲法 1900 年 オーストリア共和国憲法 1920 年
ベルギー王国憲法 1831 年 カナダ憲法 1982 年
チリ共和国憲法 1980 年 チェコ共和国憲法 1992 年
デンマーク王国憲法 1953 年 エストニア共和国憲法 1992 年
フィンランド共和国憲法 1999 年 フランス共和国憲法 1958 年
ドイツ連邦共和国基本法 1949 年 ギリシャ共和国憲法 1975 年
ハンガリー共和国基本法 2011 年 アイスランド共和国憲法 1944 年
アイルランド憲法 1937 年 イタリア共和国憲法 1947 年
日本国憲法 1946 年 大韓民国（韓国）憲法 1987 年
ルクセンブルク大公国憲法 1868 年 メキシコ合衆国憲法 1917 年
オランダ王国憲法 1983 年 ノルウェー王国憲法 1814 年
ポーランド共和国憲法 1997 年 ポルトガル共和国憲法 1976 年
スロバキア共和国憲法 1992 年 スロベニア共和国憲法 1991 年
スペイン憲法 1978 年 スウェーデン王国統治法典 1974 年
スイス連邦憲法 1999 年 トルコ共和国憲法 1982 年
アメリカ合衆国憲法 1787 年

2 ．国家緊急事態条項とは

ここに、国家緊急事態条項とは、「戦争（7）、外部からの武力攻撃、

内乱、組織的なテロ行為、重大なサイバー攻撃、経済的な大恐慌、大

規模な自然災害、その脅威が広域に及ぶ伝染病など、平時の統治体制

では対処できないような国家の非常時にあって、国家がその存立と国

民の生命、安全を守るために、基本的人権の一時的制約をふくむ特別

の措置を講じることができる条項」と定義づけておきたい。

尾高朝雄教授によれば、国家緊急権の思想は、西洋、とくにドイツ

国法学にあって、dominium eminens「優越支配権」の概念に由来する

という。すなわち、国法は、一般には個人の「普通支配権」、とくに個

人の所有権を尊重しなければならないが、国家そのものの福祉が問題

となるときには、国家はその内在する「優越支配権」を発動させて、

全体の利益のために個人のもつ諸権利を排除することが許される。こ

のような観念が一般化されて、個人の権利に対する保護─逆にいえば、

（6）

（
一
七
七
一
）
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権力の行使に対する国法上の制限─も、国家全体の存立のためには必

要に応じて排除され得るという思想、すなわち「国家緊急権」の思想

が生まれたと説かれる（8）。

このような、いわゆる「法を破る力」としての国家緊急権は、超憲

法上の存在として観念されていた。たとえば、カール・シュミットは

「予想もしなかったような非常の事態にあっては、国家の存立を救うた

め、憲法の条規に反してでも、国家機関が国家緊急権に依拠する」必

要性を唱えている（9）。

また、ケルゼンも「国家は生存しなければならない。だから、適法

な方法での生存が不可能になれば、最上級の国家機関は、（中略）国家

存続のために必要なことならどんなことでもしなければならない義務

を負う」と述べている（10）。

しかしながら、「国家緊急権」を超憲法的あるいは憲法外の存在とみ

なしておくことは、立憲主義の観点から疑問視されるようになり（11）、

現代の諸国憲法は、なんらかの形で憲法のなかに組み込むようになっ

てきている。

3  ．国際的規範としての欧州人権条約、国際人権規約（自由
権規約）および米州人権条約

国家緊急事態を前提とした包括的な国際条約として、『人権および基

本的自由の保護のための条約』（欧州人権条約）、『市民的および政治的権

利に関する国際規約』（国際人権規約、自由権規約）、および『人権に関す

る米州条約』（米州人権条約）があげられる。

欧州人権条約は、1948 年の『世界人権宣言』にかかげられた人権の

多くを包含し、その実効性を担保した最初の国際条約である。1950 年

11 月 4 日に署名、53 年 9 月 3 日より発効されている。現在、OECD加

盟国中、ヨーロッパ諸国のすべてが同条約の締約国である。

同条約第 15 条は、以下のように規定する。

（
一
七
七
〇
）
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「①戦争その他の国民の生存を脅かす公の緊急事態の場合には、いず

れの締約国も、事態の緊急性が真に必要とする限度において、この条

約にもとづく義務から離脱する措置をとることができる。ただし、そ

の措置は、当該締約国が国際法にもとづき負う他の義務に抵触しては

ならない。②前項の規定は、第 2条（注：第 2条は生命の保護を規定して

いるが、合法的な戦闘行為から生ずる死亡の場合を除くと定めている）、第 3

条（拷問または非人道的取扱いの禁止）、第4条 1項（奴隷・隷属状態の禁止）、

および第 7条（刑法の遡及的適用の禁止）からのいかなる離脱も認められ

ない。③離脱の措置をとる権利を行使する締約国は、そのとった措置

およびその理由を欧州評議会事務総長に十分に通知する。締約国はま

た、その措置が終了し、かつ条約の諸規定が再び完全に履行されてい

るとき、欧州評議会事務総長にその旨、通知する」。

また、自由権規約は、1966 年 12 月 16 日、『経済的、社会的および文

化的権利に関する国際規約』（社会権規約）とともに、国連総会で採択

され、76 年 3 月 23 日に効力が発生した。

同規約第 4条の規定は、次のとおり。

「①国民の生存を脅かす公の緊急事態の場合において、その緊急事態

の存在が公式に宣言されているときは、この規約の締約国は、事態の

緊急性が真に必要とする限度において、この条約にもとづく義務から

離脱する措置をとることができる。ただし、その措置は、当該締約国

が国際法にもとづき負う他の義務に抵触してはならず、また人種、皮

膚の色、性、言語、宗教または社会的出身のみを理由とする差別を含

んではならない。②上記の措置は、第 6条（生命に対する権利の保障）、

第 7条（拷問または残虐な刑罰の禁止）、第 8条 1項および 2項（奴隷・隷

属状態の禁止）、第 11 条（契約義務不履行による拘禁の禁止）、第 15 条（刑

法の遡及的適用の禁止）、第 16 条（法律の前に人として認められる権利の保

障）、ならびに第 18 条（思想、良心および宗教の自由の保障）の規定に違

反することを許すものではない。③義務から離脱する措置をとる権利

を行使するこの規約の締約国は、離脱した規定および違反をするにい

（
一
七
六
九
）
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たった理由を、国際連合事務総長を通じてこの規約の締約国にただち

に通知する。さらに離脱が終了する日に、同事務総長を通じてその旨、

通知する」。

さらに、1969 年 11 月 27 日には米州人権条約が制定され（78 年 7 月

17 日発効）、前述の両条約と同旨の条項がおかれた。ただし、同条約に

は、時代の進展にともない、家族の権利、氏名をもつ権利、国籍を有

する権利、統治に参加する権利を停止してはならないことが追加され

ている。

今日、国際社会のほぼ全体をカバーする人権条約として、自由権規

約が最も重みのあることはいうまでもない。自由権規約には、すべて

のOECD諸国のみならず、2015 年 7 月現在、168 か国によって締結さ

れ（外務省ホームページ、16 年 10 月 8 日閲覧）、国際規範として、広く認

知されている。

自由権規約第 4条について、国連自由権規約委員会は、2001 年 7 月

24 日の第 1950 回会合で採択された「一般意見」第 29 号において、「規

約第 4条は、規約上の人権を保障するシステムにとって、最重要なも

のである」ことを確認し、規約の効力を停止するにあたって基本的に

必要とされる要件は、その措置が「事態の危急性にとって真に必要と

される限度」であるべきこと、合法的な効力停止は、第 4条 2項に列

挙されている以外にも、「人間の固有の尊厳を侵してはならないこと、

人質にとってはならないこと、マイノリティに属する者の権利を保護

すべきこと、強制的に追放されないこと」などが列記されている。

そして、実際、規約第 4条 1項で対象とされていない事態に人権の

効力停止が発せられた国として、タンザニア（1992 年）、ドミニカ（1993

年）、イギリス（1995 年）など 9か国をあげ、「懸念」を表明した（12）。
（
一
七
六
八
）
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4 ．主要諸国の国家緊急事態条項

⑴　明示規定のないアメリカ憲法

1787 年 9 月に制定されたアメリカ憲法には、国家緊急事態に関する

明示の条項は存在しない。憲法上、連邦議会に戦争を「宣言する」

（declare）権限が付与されている（第 1条 8節 11 項）。実は、制憲議会に

おいて、連邦議会に戦争を「おこなう」（make）権限を与えることが提

案された。しかしながら、国の安全に対処するのに立法手続きを経て

いたら、とても間に合わないという理由から、侵撃を排除する裁量権

を大統領にゆだねるべきだということで決着したいきさつがある（13）。

実際に、南北戦争時（1861 ～ 65 年）にはエイブラハム・リンカーン

大統領が、また第二次世界大戦（1939～ 45年）ではフランクリン・ルー

ズベルト大統領が、緊急権（エマージェンシー・パワー）を発動した。そ

の憲法的根拠として、大統領は行政権の執行権者であること（第 2条 1

節 1項）、軍隊の最高司令官であること（第 2条 2節 1項）、人身保護令状

の停止権をもつこと（第 1条 9節 2項）などに求められた。理論的には、

イギリスのコモン・ローの伝統にもとづく「必要性の理論」などに依

拠した。

重要な点は、大統領がとった措置について、連邦最高裁判所が司法

審査権を行使してきていることである。リンカーンのとった措置につ

いて、メリマン事件（1861 年）、ミリガン事件（1866 年）において（14）、

また 1941 年 12 月 8 日未明（ハワイ時間 12 月 7 日）、日本による真珠湾

攻撃後にハワイ属領知事が発し、フランクリン・ルーズベルト大統領

により承認されたマーシャル・ロー（戒厳令）の違憲性が問題になった

ダンカン対カハナモク事件で（15）、さらにハリー・トルーマン大統領が

朝鮮戦争中の 1952 年に大規模ストライキを封じ込めるために発した命

令について（16）、それぞれ違憲判断がくだされた。

ベトナム戦争後、1973 年 11 月 7 日には「戦争権限法」が、また 76

年 9 月 11 日には「国家緊急事態法」が制定された。前者は、「敵対行

（
一
七
六
七
）
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為または敵対行為にまきこまれることが急迫し、」軍隊を投入するに際

して、連邦議会と大統領の「共同判断を確保すること」を目的として

いる（同条第 1条）。また後者は、「大統領の国家緊急事態宣言および細

部にわたるその運用を、明らかな議会の授権によって行うべきこと」

が意図されている（17）。連邦議会は、大統領が緊急事態宣言後、6か月

ごとに当該事態について審議しなければならないという議会拒否権を

有している（18）。

⑵　緊急権の母国としてのフランス憲法

フランスは、すでに 1789 年の革命から 2年後の 1791 年 7 月には、

「要塞の維持および分類に関する法律」を制定、要塞が合囲状態にある

ときは、統治権力が文事官憲から軍事官憲に移ることを定め、また

1848 年の第 2共和制憲法第 106 条に戒厳令の規定をおくなど、緊急権

条項の母国といわれている。

現行憲法でとくに注目されるのは、戦争宣言条項（第 35 条）、戒厳条

項（第 36 条）に加えて、第 16 条に大統領の非常措置権が導入されたこ

とである。

第 16 条「共和国の諸制度、国の独立、領土の一体性または国際的取

極めの履行が重大かつ直接脅かされ、かつ憲法的機関の正常な運営が

妨げられるときは、共和国大統領は、首相、両議院議長および憲法院

と公式に協義した後、状況により必要とされる措置をとる。②共和国

大統領は、これらの措置を教書によって国民に知らせる。③これらの

措置は、憲法的機関がその任務を遂行する手段を、できるだけ短期間

で確保しようとするものでなければならない。この点については、憲

法院に意見を求めるものとする。④この場合、国会は当然に集会する。

⑤非常措置権限を行使している期間は、国民議会を解散することはで

きない。⑥非常措置権限が行使されてから 30 日後に、憲法院は、第 1

項に定められた要件が存在しているかどうかを決定する目的で、国民

議会議長、元老院議長、60 人の国民議会議員または 60 人の元老院議員

（
一
七
六
六
）
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により、申し立てを受けることができる。憲法院は、できる限り早く、

公開の声明により、その立場を公知しなければならない。憲法院は、

非常措置権限が行使されてから 60 日後、およびその後はいつでも当然

に審査をおこない、かつその立場を公知しなければならない」。

上記のうち、⑥項は 08 年 7 月の改正で追加された。もともと同条は、

ドゴール大統領の憲法論に依拠して導入されたもので、モーリス・デュ

ベルジェをして、フランスの 1814 年の憲法憲章第 14 条やワイマール

憲法第 48 条よりも、さらに大きな権限を与えたものと評されていた（19）。

2007 年 5 月に大統領に就任したニコル・サルコジが「より適正化され

た大統領権限」を目指して、大々的な憲法改正を断行、その一環とし

て⑥項が追加され、憲法院の審査権に重きがおかれることになった。

本条が発動されたのは、1961 年 4 月のアルジェリア騒動のときの 1回

のみである。もし今後、発動されるとすれば、憲法院の真価が問われ

ることになろう。

なお、2015 年 11 月 13 日にパリで発生した同時多発テロの際に発せ

られた「国家非常事態宣言」は、1955 年 4 月のアルジェリア独立戦争

のさなかに制定された「緊急状態を制度化し、アルジェリアにおいて

その適用を宣言する法律」にもとづくものである。

⑶　ナチスの反省の上に立つドイツ憲法

ドイツ憲法は、1990 年 8 月 31 日の旧・東西両ドイツの統一以降、旧

西ドイツの憲法（基本法）が全ドイツで施行されているが、国家緊急権

事態条項としてあげられるのは、対外的緊急事態と対内的緊急事態へ

の対応条項である。前者の対外的緊急事態条項として、①防衛事態、

②緊迫事態および③同盟事態が、後者の対内的緊急事態として、①国

内緊急事態および②災害緊急事態がある。前者の各事態は、1968 年の

6月 24 日の第 17 次改正により、補充された。

このうち、とくに重要な条項が第 115A 条の「防衛事態」への対応で

ある。

（
一
七
六
五
）
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「①連邦領域が武力によって攻撃され、またはこのような攻撃が直前

にさし迫っていること（防衛事態）の確定は、連邦参議院の同意を得て、

連邦議会がこれをおこなう。その確定は、連邦政府の申立てにもとづ

いておこない、連邦議会議員の投票数の 3分の 2以上の多数で、少な

くともその過半数を必要とする。②状況からして不可避的に即時に行

動することが必要とされ、かつ克服しえない障害があって、連邦議会

が適時に集会することが妨げられ、または連邦議会が議決することが

不可能なときは、合同委員会がその委員の投票数の 3分の 2以上の多

数で、少なくとも過半数をもってこの確定をおこなう。③（中略）。④

連邦領域が武力によって攻撃され、管轄の連邦機関が、即時に第 1項

第 1文の確定をおこなうことができないときは、この確定はおこなわ

れたものとみなし、かつその攻撃が開始された時点で公布されたもの

とみなす。連邦大統領は、事情が許せばただちにその時点を告知する。

⑤防衛上の緊急事態が確定されたことが公布され、連邦領域が武力に

よって攻撃されるときは、連邦大統領は、連邦参議院の同意を得て、

防衛上の緊急事態の存在について国際法上の宣言をすることができる。

合同委員会は、第 2項の要件のもとに、連邦議会に代わるものとする」。

ここに、外国から武力攻撃がある場合には、連邦議会が、連邦参議

院の同意を得て「防衛事態」が確定されるが、連邦議会が集会できな

いような状況が生じている場合には、あらかじめ両院議員で設置され

ている合同委員会（連邦議会 32 人、連邦参議院 16 人）でこの確定がなさ

れる。それでもなお現実に武力攻撃があり、即時の行動がとり得ない

ときには、「防衛事態があったものとみなされ」、対処措置が講じられ

る。こうして、いざというときに即応できるよう「切れ目のない」条

項が周到に用意されている。注視されるべきは、外国から武力攻撃が

ある場合かいなかの認定を連邦議会に帰属せしめている点である。こ

のような措置は、ナチス時代の反省の上に立っていることはいうまで

もない。

「緊迫事態」は、「防衛事態」にいたる可能性の高い場合に備えるた

（
一
七
六
四
）
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めのもので、その認定は、連邦議会の投票の 3分の 2以上の多数決に

より決定される（第 80a 条 1 項。「防衛事態」の場合と違い、構成員の過半数

の必要はない）。また「同盟事態」とは、NATO（北大西洋条約機構）に加

盟していることもあり、同盟条約上の義務を履行するために緊急の措

置をとる事態をいう。措置を講ずる必要性を判断するのは政府である

が、連邦議会の構成員の過半数の要求があれば、措置を終了しなけれ

ばならない（第 80a 条 3 項）。

「国内緊急事態」は、ラントが独力で騒擾などに対応できないときに、

「公共の安全および秩序を維持し、または回復するために」、連邦国境

警備隊や他のラントが支援する措置を講ずるもので、「災害緊急事態」

は、「自然災害またはとくに重大な災厄事故の場合」に、おなじくラン

トを支援するために、連邦国境警備隊や他のラントが支援する措置を

いう（第 35 条、第 91 条）。

このような憲法体制のもとで、ボスニア・ヘルツェゴビナ上空監視

活動への参加、コソボ紛争、アフガニスタン紛争への軍隊派遣などが

おこなわれ、憲法との関係が議論され続けている（20）。

⑷　永世中立国としてのスイス、オーストリア憲法

スイスは、国内外から、「永世中立国」として認められているが、第

185 条および第 173 条に次の諸規定がある。

第 185 条「①連邦政府は、スイスの対外的安全、独立、および中立

を確保するための措置を講ずる。②連邦政府は、国内の安全を保持す

るための措置を講ずる。③連邦政府は、公共の秩序または国内外の安

全について、現に生起している、またはさし迫っている重大な障害を

除去するために、本条項にもとづき、直接に命令および指令を発する

ことができる。当該命令には、期限を付されなければならない。④緊

急の場合には、連邦政府は、軍隊を動員することができる。連邦政府

が 4000 人以上からなる軍隊を動員するとき、または当該出動が 3週間

以上に及ぶときは、遅滞なく連邦議会が招集されなければならない」。

（
一
七
六
三
）
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第 173 条「①連邦議会は、さらに次の各号に掲げる任務および権限

を有する。⒜連邦議会は、スイスの対外的安全、独立および中立を保

全するための措置を講ずる。⒝連邦議会は、国内の安全を保持するた

めの措置を講ずる。⒞連邦議会は、例外的な事情により必要とされる

場合は、⒜号および⒝号に定める任務を遂行するため、命令または単

純連邦決議を定めることができる」。

このように、スイスは、永世中立を国是とし、憲法で連邦政府も、

連邦議会もそれを固守するための規定を設けている。「例外的な事情」

とは、国家緊急事態を指すとされている。同国の憲法学説の多数の理

解によると、自由な国家の存立、国の独立または住民の存在が問題に

なっている場合には、憲法秩序の維持のため、権利の制限は正当な措

置として認められ、そのような緊急事態においては、連邦議会が招集

され、必要な措置を講じ、それが民主的な権利、自由権、連邦制国家

の権限を侵害する措置であっても許される。また連邦議会が招集でき

ない場合には、連邦参事会（政府）に包括的な国家緊急権が認められ

る（21）。国家のドクトリンとして、連邦政府は、国の安全、独立、中立

を保持するために、たとえ憲法違反であっても、必要なあらゆる措置

を講ずる権限を有しているとの見方もある（22）。

おなじく永世中立政策をとるオーストリアは、包括的な国土防衛政

策（軍事的、政策的、市民的および経済的な国土防衛を含む）という立場を

とり、外部に対する独立ならびに連邦領土の不可侵および統一を、と

くに永世中立の維持および防衛のために保持することを国の任務とし、

その際には憲法上の組織およびその活動能力ならびに住民の民主的自

由も、外部からの武力による攻撃を保護および防衛することとしてい

る（憲法第 9条）。

同国では、1955 年に永世中立を宣言しつつ、国連に加盟したが、EU

共通安全保障防衛政策への参画は、中立政策とは矛盾しないとの立場

をとっている。

なお、両国とも憲法で成人男子に対して兵役の義務を課し（スイス第

（
一
七
六
二
）
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59 条、オーストリア第 9a 条）、いまやヨーロッパで実際に徴兵制が実施さ

れている数少ない部類の国である。

5 ．憲法に明記している諸国の事例

以下で、国家緊急事態条項を憲法に明記しているいくつかの諸国の

概要を掲示する。

⑴　韓国憲法は、国家緊急権事態条項として、緊急処分、緊急命令権

および戒厳宣布権が大統領にあることを設定している。すなわち、

大統領は「内憂、外患、天災、地変または重大な財政上および経済

上の危機に際し、国家の安全保障または公共の安寧秩序を維持する

ために緊急の措置が必要となり、かつ国会の集会を待つ余裕がない

ときに限り、最小限に必要な財政上および経済上の処分をなし、ま

たはこれに関して法律の効力を有する命令を発することができる」。

また大統領は、国家の安危にかかわる重大な交戦状態に際しても、

法律の効力を有する命令を発することができる。これらの処分また

は緊急命令は、遅滞なく国会に報告し、国会の承認が得られなけれ

ば、その時点から効力を失う（第 76 条）。

さらに大統領は「戦時、事変またはこれに準ずる国家非常事態に際

して、兵力をもって軍事上の必要に応じ、または公共の安寧秩序を維

持する必要があるときは、法律の定めるところにより、戒厳を宣布

することができる。大統領は、戒厳の宣布について、ただちに国会

に報告し、国会が在籍議員の過半数の賛成により、戒厳の解除を要

求したときは、大統領は、これを解除しなければならない」（第 77 条）。

⑵　チリ憲法は、「憲法上の例外状態」の見出しのもとに、第 39 条か

ら第 45 条にわたり、詳細な規定をほどこしている。大きく、外国と

の戦争の場合における「例外事態」、内乱または重大な国内的騒擾の

場合の「戒厳」（第 40 条）、大規模な自然災害の場合における「大災

害事態」（第 41 条）、公共の秩序の重大な変更をもたらし、または国

（
一
七
六
一
）
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の安全に重大な損害をもたらす場合の「緊急事態」（第 42条）に分け

られる。

「例外事態」または「戒厳」の宣言は、国民議会（2院制）の承認を

得て、大統領によりおこなわれる。これらの宣言は、発出後 5日以

内に国民議会に提出され、国民議会はその受諾の是非を決定しなけ

ればならない。国民議会がこの期間内に決定しないときは、国民議

会はこれを受諾したものとみなされる。

「大災害事態」は、大統領により宣言され、国民議会に報告されな

ければならない。国民議会は、大統領の宣言後 180 日以内に無効を

議決することができる。

「緊急事態」は、大統領により、15 日を超えない範囲で宣言される。

大統領は、同一期間、緊急事態を延長することができるが、緊急事

態を引き続き延長するためには、かならず国民議会の承認を必要と

する。

⑶　トルコ憲法は、「緊急事態」を二つに分けている。一つは「自然災

害、危険な伝染病または深刻な経済危機」（第 119 条）の場合で、い

ま一つは「憲法によって定められた自由な民主的秩序、または基本

的権利および自由の破壊を目的とする広範な暴力行為の重大な状況、

暴力行為による公共の秩序の深刻な悪化」（第 120 条）の場合である。

前者にあっては大統領を議長とする閣僚会議が、その裁量により、

また後者にあっては大統領を議長とする閣僚会議が、国家安全保障

会議と協議したのちに、それぞれ6か月を超えない期間、「緊急事態」

を宣言することができる。この宣言は、ただちに国民大会議（1院制）

に提出され、その承認を得なければならない（第 121 条）。

⑷　ポーランド憲法は、第 11 章に「緊急事態」のタイトルを付し、第

228 条から第 234 条まで 7か条を配している。「戒厳」（国家に対する

対外的脅威、ポーランド共和国の領土に対する武力攻撃、または条約により

侵略に対する共同防衛の義務が発生する場合の措置）、「緊急事態」（国家の

憲法体制、または公共の秩序に対する脅威があるときの措置）、および「自

（
一
七
六
〇
）
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然災害事態」（天然による大災害または自然災害の特徴を備えた技術的な事

故を防止するための措置）のような、特別の危険がある状況において、

通常の憲法上の措置をもってしては適切に対応できない場合を総称

して、「非常措置事態」と位置づけている。このうち、「戒厳」およ

び「緊急事態」については、大統領が導入し、「自然災害事態」は、

閣僚会議によって導入される（第 228 ～第 230 条、232 条）。また前二

者に関し、大統領は、決定から 48 時間以内に国会（2院制）に提出し

なければならず、国会は法定議員総数の少なくとも半数の出席のも

とに絶対多数決により、当該決定を取り消すことができる（第231条）。

⑸　ポルトガル憲法では、「戒厳状態」または「緊急事態」は、大統領

が、政府の意見を聞き、国会（1院制）の承認を得て（国会の即時の集

会が不可能なときは常設委員会）、布告する（第 138 条）。「戒厳状態」も

「緊急事態」も、「外国の軍隊による現実のもしくは切迫した攻撃、

民主的な憲法秩序への重大な脅威もしくは混乱または公共の災害の

場合」であり、このうち、「緊急事態」は、「上記の前提条件の重大

性がより低い場合」とされる（第 19 条 1 項、2項）。その期間は 15 日

間を超えることができない（延長は可能、第 19 条 5 項）。

⑹　ルクセンブルク憲法は、第 3章の「主権」の表題のもとにおかれ

ているという点で、やや異色といえる。すなわち、第 32 条 1 項に

「主権は、国民（Nation）にある。大公は、憲法および国法に従って、

その主権を行使する」と定め、2項から 3項にかけて、大公の行為を

憲法および法律以外で指定された以外に及ぶことを制限しつつ、4項

で以下の規定が配されている。「国際的危機の場合にあっては、大公

は、緊急の事態が存すれば、現行法の規定に反してでも、あらゆる

事項に関する規則を採択することができる。これらの規則の期間は、

3か月に限定される」（この条項は、2008 年 3 月に追加された）。

⑺　メキシコ憲法では、「侵入、公共の治安の重大な騒乱、または社会

を重大な危険もしくは紛争におくその他のいずれを問わない場合に

おいて、メキシコ大統領は、各省庁の長官、および共和国検事総長

（
一
七
五
九
）
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の職にある者の合意のもとで、かつ連邦議会の、これが開かれてい

ない場合は常設委員会（19 人は下院議員、18 人は上院議員）の承認を得

て、国土の全域または一定の地域において、迅速かつ容易に状況に

対処するために、障害となっている憲法上の権利および保障を停止

することができる」（第 29 条）。

⑻　アイルランド憲法にあっては、戦争は、下院の同意がなければ、

宣言されることはないが、現実の侵略があるときには、政府は、国

の防護のために必要と考えるあらゆる措置をとることができ、下院

が開会されていないときは、できるかぎりすみやかに集会するよう

に招集されなければならない（第 28 条 3 節 1 項、2項）。

⑼　連邦制をとっているオーストラリア憲法にあって、連邦はすべて

の州を侵略から防護し、また州の行政府の要請があったときには、

州内の暴力行為から防護しなければならないとの規定をおいている

（第 119 条）。

⑽　エストニア憲法は、同国の憲法秩序に対する脅威がある場合には、

国会（1院制）が、大統領の提案にもとづき、その議員の過半数によ

り、「緊急事態」を宣言する。ただし、その期間は 3か月を超えるこ

とができない（第 129 条）。

⑾　ギリシャ憲法では、「戦時、国外からの危険による動員時または国

の安全に対する切迫した脅威がある場合、および民主主義体制の転

覆を目的とする武装活動が発生した場合は、国会が、政府の提案に

もとづく決議により、領土の全部または一部において、戒厳に関す

る法律を適用し、非常裁判所を設置し、人権の全部または一部の効

力を停止する」（第 48 条）。この決議は、国会（1院制）の総議員の 5

分の 3以上でおこなわれなければならない。このように、「戒厳」の

適用範囲を広く設定している点に特色がある。

⑿　スウェーデン憲法は、第 15 章を「戦争および戦争の危険」とし、

11 か条を配置している。「国が戦争状態または戦争の危険に陥った場

合」には、国会（1院制）が召集される。国会は首都のストックホル

（
一
七
五
八
）
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ム以外で召集されることができる（同章第 2条）。国会が召集される

ことができないときは、国会内部から選出される戦争委員会が国会

を代行する。戦争状態によって戦争委員会も召集することができな

いような場合には、決定は、政府によりおこなわれる。また戦争の

危険に陥っているときは、総理大臣を加えた外務委員会が決定する

（同章第 2条）。国内で発生した事件等に由来する緊急事態にあっては、

政府が措置を講じ、その適否についは国会内に設置される憲法委員

会が事後的に審査するものとされている（23）。

⒀　スロベニア憲法は、戦争または国の存立を脅かすような重大かつ

一般的な緊急事態の宣言は、政府の提案にもとづき、下院により決

定される。ただし、下院が招集されることができないときは、大統

領が決定し、次の下院が招集されたときにただちにその承認を求め

なければならないとしている（第 92 条）。

⒁　オランダ憲法では、「戦争状態」の布告は、国会（2院制）の事前の

承認が必要とされるが、実際に戦争状態が発生し、国会との協議が

不可能のときは、かならずしも事前承認は必要とされない（第 96 条）。

また憲法は、国内外の安全の維持のために、法律により指定される

「非常事態」を勅令で宣言できる場合とその効果について、法律が制

定されることを定めている（第 103 条）。

⒂　イタリア憲法では、「両議院が、戦争状態を議決し、必要な権限を

政府に与える」（第 78 条）ほか、第 77 条 2 項および 3項で、「必要か

つ緊急の非常の場合において、政府がその責任において、法律の効

力を有する暫定の応急措置」をとることができるが、この暫定措置

令は、同日に両議院に提出されなければならず、60 日以内に法律に

変えられなければ、その効力を失うとされている。

なお、第 78 条の「戦争状態」のなかに、戦争以外の自然災害や動

乱に対処するための合囲状態、戦争体制のための動員が含まれるか

いなかについて、学説が分かれている（24）。

⒃　スペイン憲法では、「警戒事態」、「緊急事態」および「戒厳」の 3

（
一
七
五
七
）
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種を規定している。「警戒事態」にあっては、15 日間を期限として内

閣が宣言し、下院に報告される。「緊急事態」は、事前に下院の承認

を得て、30 日間を期限として内閣が宣言する。そして「戒厳」は、

内閣の提案にもとづき、下院が、その絶対多数により宣言する（第

116 条）。

憲法は、それぞれの事態の内容を定めていないが、1981 年の組織

法によれば、「警戒事態」とは、自然災害、衛生上の危機（伝染病な

ど）、基礎的な共同体における物資不足、公共サービスの麻痺などが

該当する。また「緊急事態」は、市民の権利や自由の行使、民主的

諸制度の正常な機能、広範なテロリズムなどにより公共の秩序が脅

かされ、通常の権力では対応できないような事態が想定されている。

さらに「戒厳」は、外国からの武力攻撃による独立や領土保全に対

する侵害、内乱、革命、クーデタなどの場合に発せられる（25）。

⒄　スロバキア憲法では、外部から攻撃を受けた場合に、国会（1院制）

の決定にもとづき、大統領が戦争を宣言するが、軍隊の動員、「戦争

状態」および「戒厳」の宣言は、大統領の裁量によりおこなわれる

（第 102 条）。

⒅　ハンガリー憲法は、「国家的危機事態」（戦争状態の宣言または外部勢

力からの軍事攻撃の危急の危険がある場合）、「緊急事態」（法秩序もしくは

権力の排他的奪取を目的とする軍事行動、または大規模な範囲にわたり武器

もしくはこれに準ずる器物をもって国民の生命および財産を危険に陥れる深

刻な暴力行為の場合）、「予防的防衛事態」（外部からの武力攻撃の危険、

同盟国から生ずる義務に対応するための措置を講ずる場合）、「外部からの

不測の武力攻撃事態、危険事態」（自然災害、または生命および財産を危

険にする産業事故の場合）に分け、前三者については、基本的に国会

（1院制）が宣言する。とくに「戦争状態」の宣言は、国会の 3分の 2

以上の賛成を、「予防的防衛事態」は、出席議員の 3分の 2以上の賛

成を得るものとされている。後二者については、政府が対応する

（第 48 条～ 53 条）。

（
一
七
五
六
）
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⒆　チェコ憲法は、1992 年 12 月に制定されたが、98 年 4月には付録と

して、『チェコ共和国の安全に関する憲法法』が公布・施行された（26）。

同法は 10 か条からなり、第 1条では、チェコ共和国の主権、領土保

全、民主的基礎の保護、生命、健康および財産の保護を確保するこ

とを国家の義務とし、第 2条 1項では、チェコ共和国の主権、領土

保全もしくは民主的基礎が著しい程度で直接に脅かされ、または集

団的自衛に関する国際的義務に対応することが必要な場合は、緊張

の度合い、領土への侵犯の程度および事態の性格に従い、「緊急事

態」、「国家に対する脅威状態」もしくは「戦争状態」が宣言される

との規定をおいている。

「緊急事態」は、「生命、健康、財産もしくは民主的な秩序および

安定を著しい程度において脅かすような自然的大災害、生態もしく

は産業上の事故その他の危険がある場合に、政府によって宣言され

る（第 5条 1項）。政府は、下院に遅滞なく緊急事態の宣言を通知し、

下院は当該宣言を無効にすることができる（同条 2項）。

「国家に対する脅威状態」は、「国家主権、領土保全、民主的基礎

が直接に脅かされる場合に、政府の提案にもとづき、国会によって

宣言される」（第 7条 1項）。このように、国家にとって、より重大な

危機事態に際しては、国会によって宣言されるとしているところに

特色がみられる。なお、国会では、当該宣言の採択について、すべ

ての下院議員の絶対多数とすべての上院議員の絶対多数の承認が必

要とされる（同条 2項）。

以上のように、憲法で定められている国家緊急事態条項は、区々で

ある。おおざっぱに類型化すれば、判断の比重を、より行政府に与え

ている国（韓国、トルコなど）、より立法府に与えている国（エストニア、

ギリシャなど）、事態によって分属せしめている国（スペイン、ハンガリー

など）に類型化することができる。いずれにしても、単独の判断は避け、

相互のチェック機能が働らく体制がとられている。これが現在の立憲

体制における国家緊急事態対処条項の共通現象といえる。

（
一
七
五
五
）
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6 ．憲法に明示していない諸国の事例

上記では、憲法上の規定を中心にみてきたが、憲法では十分な規定

がないにもかかわらず、法律で詳細な国家緊急事態を定めている国と

して、カナダやフィンランドがある。

カナダは、1988 年 7 月に「緊急事態法」を制定した。同法には「戦

争緊急事態」（戦争もしくはさし迫った戦争または武力紛争によりカナダ本国

または同盟国が巻き込まれる事態─第 37 ～ 45 条）、「国際緊急事態」（威嚇や

威圧の行為、武力または暴力の現実もしくはさし迫った使用により引き起こさ

れたカナダや複数の国家を巻き込む事態であって、それが深刻な場合─第 27 ～

36 条）、「治安緊急事態」（カナダの利益に損害を与える諜報または破壊行為、

カナダ政府が確立した立憲制度に対する隠密の違法行為または暴力によって転

覆もしくは破壊をもくろむ諸活動など─第 16 ～ 26 条）、「公共の福祉緊急事

態」（火災、洪水、地震その他の自然現象、人間または動植物の疾病、事故ま

たは汚染のいずれかにより、生命もしくは財産、社会破壊等を生ぜしめるよう

な深刻な現実または急迫の事態─第 5～ 15 条）に分け、詳細な手続きが規

定されている（27）。

フィンランド憲法は、以下のように定める。「①基本的権利および自

由について、法律により、または法律で特別な理由のために定められ、

かつ適用範囲を厳格に限定された政令により、一時的な例外を定める

ことができ、この例外は、フィンランドに対する武力攻撃に際して必

要とされる場合または国家にとって深刻な脅威を与えるその他の緊急

事態がであって、法律で定めるものの際に不可欠なものとし、かつ

フィンランドの国際的人権に関する義務に合致するものとする。ただ

し、一時的な例外の根拠については、法律で定めなければならない。

②一時的例外に関する政令は、遅滞なく国会の審議に付さなければな

らない。国会は、当該政令の効力について決定することができる」（第

23 条）。

そして、1991 年に制定された同国の緊急権法は、第 1条で法律の目

（
一
七
五
四
）
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的を次のごとく定める。「この法律の目的は、緊急状態においても、国

民の暮らしと国家経済を守り、法的秩序ならびに憲法上の権利および

人権を維持し、フィンランドの領土保全および独立を防護することに

ある」（本条は 2000 年に改正）。ここに、緊急権の目的として、「憲法上

の権利および人権を維持する」と設定したことに注目される。

同法律は、「緊急状態」として、次の 5つをあげている（28）。①フィ

ンランドに対する武力攻撃ならびに戦争および戦争直後、②フィンラ

ンドの領土保全に対する深刻な侵犯およびフィンランド国土に対する

戦争の脅威、③外国間の戦争および戦争の脅威、フィンランドの防衛

体制強化のために必要とされる深刻な国際的危機、ならびにそれに匹

敵する影響力を有するフィンランドの外部で発生するその他の状況で、

第 1条に規定する国家の存在および福祉の基盤に重大な危機を与える

場合。④国民生活および国家経済にとって不可欠な燃料、その他のエ

ネルギー、原材料、商品の輸入が妨害もしくは中断されることにより、

またはそれに匹敵する深刻な混乱により、国民生活もしくは国家経済

の基礎に深刻な脅威が生じる場合。⑤大災害。ただし、当局が通常の

権限をもって状況を制御できない場合にかぎる。　

アイスランド、ノルウェーおよびデンマークのいわゆるノルディッ

ク諸国の憲法にも、国家緊急事態について、十分な規定がおかれてい

ない。しかしながら、これら 3国の各裁判所において、戦時のような

例外的な場合には、行政府による緊急事態への対応が容認されてきて

いる。ノルディック諸国の憲法理論は、緊急事態が必要とされるかい

なかについては国際法が役割を演ずること、個人の権利の制約に向け

た法手続きが適用されること、および行使に際しては比例基準が常に

適用されることに同意しているという（29）。

また、ベルギー憲法にも、国家緊急権に関する明示規定はない。憲

法第 187 条では、この憲法の全部または一部が停止されることはない

とも規定している。けれども、一般的に“超憲法的”と考えられる事

態や、憲法制定議会によって定められた原理の範囲を超えるような事

（
一
七
五
三
）
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態において、国王や政府に対して“すべて必要な措置”を与えるなど

して、憲法のもとで保障されている基本的権利および自由との関連で

も、うまく対処してきた（30）。

7 ．人権の制約について

⑴　制約できない人権を明示している国ぐに

前述のように、国際諸条約は、制約できない人権を明示している。

国家緊急事態にあって、この方式を取り入れている国ぐにと、その範

囲を示せば、次のようである。

・エストニア憲法　「緊急事態」または「戦争事態」にあっては、国の

安全および公共の秩序の利益のために、法律に定める条件と手続き

にもとづき、権利と自由は制約され、また義務が課せられると定め

られているが、その一方で、民主社会に必要な権利および自由、法

の前の平等、国および法律の保護を受ける権利、立法府、執行府、

司法府および地方政府による権利および自由に対する保護義務、裁

判所に訴える権利、生命に対する権利、名誉を汚されない権利、拷

問、同意なしの医学的・科学的実験の禁止、契約の義務不履行によ

る自由の剥奪、無罪推定・刑事罰不遡及の原則、対審裁判・上級審

への上訴に対する権利、損害賠償の請求権、プライバシーおよび家

族の権利の不可侵、国による家族の保護、健康の保護、老齢者等へ

の支援、外国への引き渡しの禁止、良心・信教・思想の自由、意

見・信条の自由、ナショナル・アイデンティティを保持する権利、

国、地方の機関および官吏に親書を提出し、受け取る権利は制約さ

れない（第 130 条）。実に多くの権利、自由が制約されないことを明

記している。

・スロベニア憲法　「戦時中」または「緊急事態」にあっても、平等の

原則、死刑の禁止、拷問・非人道的処罰の禁止、人格・人間の尊厳

の保護、刑事手続き、刑事罰不遡及の原則、刑事被告人の権利、良

（
一
七
五
二
）
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心・信教の自由は、一時的にも停止または制約されない（第 16 条）。

・トルコ憲法　「戦時」、「動員」、「戒厳」、「緊急事態」にあって、基本

的権利および自由は、国際法の義務に違反しないかぎり、部分的ま

たは全面的に停止され得るが、個人の生命権、身体的・精神的完結

性を侵犯することはできず、信教・良心、思想・表現の自由、遡及

処罰の禁止、無罪の推定の原則は制約されない（第 15 条）。

・ハンガリー憲法　特別の法秩序のもとで、人間の尊厳、胎児の生命、

拷問、人身売買、同意を得ない医学実験、人間のクローン化、無罪

推定・刑事罰不遡及の原則は、停止または制約されない（第 54 条）。

・ポルトガル憲法　「戒厳」または「緊急事態」にあっても、生命、個

人としての完結性とアイデンティティ、民事上の行為能力と市民権、

刑事罰不遡及の原則、被告の防御権、良心・信教の自由を侵害する

ことができない（第 19 条 6 項）。

⑵　制約できる人権を列記している国ぐに

・オランダ憲法　「緊急事態」にあって、信仰または信条の権利、思

想・表現・出版の自由、ラジオ・テレビによる報道の自由、結社・

集会・デモの権利、住居の不可侵、親書・電話・電信によるプライ

バシーの権利、刑事裁判、自由剥奪に対する司法権の保護の全部ま

たは一部が停止され得る（第 103 条）。

・ギリシャ憲法　戒厳に関する法律が適用された場合には、移動・居

住の自由、身体の自由、裁判を受ける権利、住居の不可侵、集会の

権利、組合・非営利団体設立の自由、信教の自由、表現・出版の自

由、親書・通信の自由、公務員による労働協約の締結、ストライキ

権、軍事裁判所による一般人への裁判管轄権の禁止の一部または全

部が停止され得る（第 48 条）。

・スペイン憲法　「憲法に定める基本的権利および自由に関する規範は、

世界人権宣言ならびにスペインが批准した人権に関する国際条約お

よび国際協定に従って、これを解釈する」（第 10 条 2 項）と定める一

（
一
七
五
一
）
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方で、「緊急事態」または「戒厳」が宣言されたときは、予防拘禁・

逮捕に対する保障、住居の不可侵、通信の秘密、居住・移転の自由、

表現・出版の自由、集会の自由、ストライキ・集団労働争議の権利

は、制限される。これに加えて、武装集団またはテロリスト分子に

対し、特定の人物を指定して、裁判所の必要的介入と十分な議会統

制のもとに、予防拘禁、住居の不可侵および通信の秘密の権利を制

限することが特記されている（第 55 条）。

・韓国憲法　前述のように、大統領は「戒厳」を宣布することができ

る。この戒厳には、非常戒厳と警備戒厳とがある（第 77 条 2 項）。そ

して、非常戒厳が宣布されたときには、令状制度ならびに言論・出

版・集会・結社の自由および政府または法院（裁判所）の権限に関し

て、特別の措置を講ずることができる（第 77 条 3 項）。なお、憲法の

規定を受けて制定された戒厳法第9条に、憲法の規定以外にも居住・

移転の自由と団体行動に関する特別措置が定められていることにつ

いて、憲法違反であるとの主張がなされているという（31）。

⑶　事態によって人権の制約を異にしている国ぐに

・ポーランド憲法　「戒厳」または「緊急事態」にあっては、人間の尊

厳、国籍の保護、国外におけるポーランド市民の保護、生命の保護、

人道的取扱い、刑事手続きの保障、裁判を受ける権利、プライバ

シーの保護、良心・宗教の自由、請願権、親および子どもの権利に

ついては制約することができない。他方、「自然災害事態」にあって

は、経済活動の自由、人身の自由、住居の不可侵、移動・滞在の自

由、財産権、職業選択の自由、安全で衛生的な労働条件、休息の権

利に関しては、制限することができる（第 233 条）。

・チリ憲法　大統領は、「例外事態」にあっては、身体の自由、集会の

権利、労働の自由、結社の権利、情報公開、所有権の制限と物資の

調達の命令の発出を、「戒厳」においは、移動の自由、集会の自由を、

「大災害事態」では、移動・集会の自由、財産権の制約と物資の調達

（
一
七
五
〇
）
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の命令の発出を、そして「緊急事態」にあって、移動と集会の自由

を、それぞれ制約できるとされている（第 43 条）。

8 ．国会の解散の禁止、任期の延長など

・エストニア憲法　「緊急事態」または「戦争事態」において、国会、

大統領、および地方政府の代表機関は、選挙されることはなく、ま

た任期が当該事態の終了から 3か月以内まで延期される（第 131 条）。

・スロバキア憲法　大統領に国会の解散権があるが、「戦争」、「戦争状

態」、または「戒厳」が宣言されている期間は、国会を解散すること

ができない（第 102 条）。

・スロベニア憲法　下院の任期は 4年であるが、「戦時中」もしくは

「緊急事態」の期間は任期が延長され、「戦時中」もしくは「緊急事

態」の期間が終了してから 6か月後、または国会がそれ以前の時期

に開会を決定するときまで、延長される（第 81 条）。なお、大統領も

おなじく「戦時中」もしくは「緊急事態」の期間中は、その任期は

「戦時」もしくは「緊急事態」の終了後、6か月間、延長される（第

103 条）。

・ポーランド憲法　「非常措置事態」にあって、憲法、国会、上院およ

び地方自治機関の選挙法、大統領選挙法、非常措置事態に関する法

律を改正することができない（第 228 条 4 項）。

・イタリア憲法　各議員の任期は、法律により、かつ戦時の場合にの

み、これを延長することができる（第 60 条）。

・ハンガリー憲法　国会は、「国家的危機事態」の期間中、自律的にも

他律的にも解散されることができない。「国家的危機事態」の期間中、

国会の選挙もおこなうことができない（第 48 条 7 項）。なお、同事態

の期間中、または国会が「予防的防衛事態」であると決定すれば、

ハンガリーに居住する成人の男子ハンガリー市民は、兵役の義務を

負う（第 31 条）。

（
一
七
四
九
）
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・ポルトガル憲法　「戒厳」または「緊急事態」が施行されている期間

中は、国会を解散することができず（第 172 条）、またいかなる憲法

改正もおこなうことができない（第 289 条）。

・スペイン憲法　「警戒事態」、「緊急事態」および「戒厳」のいずれか

が宣言されている期間中は、下院が解散されることはない（第 116

条）。

このように、前述のフランス憲法を含め、多くの憲法は、「緊急事

態」の期間中、国会議員の選挙が実施されず、また国会が解散される

ことはないとの規定をおいている。ポーランドおよびポルトガルでは、

憲法改正をも禁じている。その一方で、ハンガリー憲法は、「国家的危

機事態」または「予防的防衛事態」の期間中、兵役の義務規定を課し

ている。

司法審査との関係で、スロバキア憲法には「戒厳」または「緊急事

態」の決定について、憲法裁判所に合憲判断の権限を与えているが

（第 129 条）、トルコ憲法は「緊急事態」、「戒厳」または「戦時中」に発

せられた法効力を有する命令の合憲性を審査できないとの規定をおい

ている（第 148 条）。

この点に関して、アイルランドの最高裁判所で、1942 年のレモン事

件（The State（Walsh）  v..  Lennon）において、デュフイ判事が以下のよ

うに述べていることを付言しておきたい。「戦時または武装反乱時には、

司法が介入すると、政府が危機を乗り越えて国家という船のかじを取

るのに、可能なあらゆる力と自由とを必要としている、まさしく何か

きわどい瞬間に、立法府または執行権が干渉を受けることが憂慮され

るのであって、結果として、憲法は、当該緊急事態の間、政府のその

他の機関に対する司法審査を停止する特別の権限を立法者としての国

民議会の手にゆだねたのである」（32）。
（
一
七
四
八
）
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9 ．おわりに

私は、1990 年以降、今日までに制定された 103 か国の憲法を調べた

ところ、103 か国のすべての国の憲法に国家緊急事条項が設定されてい

ることが判明した（33）。おなじ調査で、平和条項は、101 か国の憲法に

導入されている。いまや平和条項と国家緊急事態条項は、憲法上、不

可欠の両輪規定になっているといえる。それが世界の憲法常識である。

このような認識は、OECD加盟諸国のなかで、1か国を除いて共有

されている。1か国とはいうまでもなく、日本国だ。わが国にあって、

国家緊急事態を憲法のなかに導入することに反対論が根強く存在して

いる。国家緊急権そのものの存在を否定する向きもある。国家緊急権

の最大の目的は、文字通り、国家の平和と国民の生命、自由および権

利が脅かされるような国家緊急事態にあって、それらを保護し、もっ

て憲法秩序と立憲政治を維持する点にある。

その意味で、各国は、いかなる国家緊急事態に、どのように対処し

ようとしているのかを広い視野から分析することの意義は大きい。

（ 1） 百地章教授は、「速やかに憲法改正の発議を」（産経新聞『正論』「2016
年 7 月 12 日づけ、同「国民の生命守る緊急事態条項を」（同 2016 年 2 月
11 日づけ）、同「非常事態に対応できない憲法なんて！？」（『正論SP　
日本国憲法 100 の論点』産経新聞社、2016 年）などで、同条項の導入を
強く主張されている。

（ 2） 拙著『いちばんよくわかる！憲法第 9条』（海竜社、2015 年）、同『憲
法改正の論点』（文春新書、2013 年）などを参照されたい。

（ 3） ジョン・ハチャード、ムナ・エンドゥロおよびピーター・スリンの共
著によれば、たとえばジンバブエは、憲法上も法律上も、大統領の裁量権
が大きく、濫用の危険があること、ザンビア、タンザニア、南アフリカな
ど発展途上諸国では、人権の制約が多いことの危険性を指摘している。「危
険性は、制約する権利が広範になればなるほど、緊急命令や緊急規則によ
る執行府の統制権力がますます増大し、その結果、主要な憲法上の権利が、
最も必要なときにほとんどあるいはまったく意味をもたなくなる」。John 
Hatchard, Muna Ndulo and Peter Slinn, Comparative Constitutionalism 
and Good Governance in the Commonwealth, An Eastern and Southern 

（
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African Perspective, Cambridge University Press,2004,pp.282-289.
（ 4 ） とりわけイギリスは、コモン・ローとの関係で論ずべき多くの点があ
る。その概要については、拙稿「イギリス」（大平善梧・田上穰治監修『世
界の国防制度』第一法規出版、1982 年所収）参照。また、1970 年前半ま
での各国の憲法を対象にしたものとして、「各国憲法における非常事態対
処規定」（拙著『現代世界の憲法制度』成文堂、1974 年所収）を参照され
たい。

（ 5） これらの憲法の多くは、制定後、何度も改正を重ねており、本稿では
できるかぎり、現行の当該規定を対象にした。

（ 6） 1867 年憲法法を含む。
（ 7） 今日では、「戦争」の語は国際法上、使用されていないが、各国憲法
では、war あるいは state of war という表現をもちいている国がいくつも
みられる。

（ 8） 尾高朝雄『法の究極に在るもの』（有斐閣、1965 年）104 ～ 105 頁。
尾高教授はまた、次のように述べている。「法のために国家の安危を顧み
ないというのは、最もはなはだしい本末転倒である。（中略）国家の存立
を擁護するために、緊急事態に際して法を破る権力がなおかつ法として発
動し得るというのが『国家緊急権』の理論である」（尾高、同書、103 頁）。

（ 9） Carl Schmitt, Diktatur, 2 Auf.,1928, S.234.
（10） Hans Kelsen, Allgemeine Staatslehle, S.157. この二人を含め、リヒャ
アルト・トーマ、ゲオルク・イエリネク、カール・フリードリッヒ、J.
C. ブルンチュリらの所見の紹介については、小林昭三「『国家緊急権』に
関する若干の考察」（「早稲田政治経済学雑誌」第 157 号＜ 1959 年＞）所収、
参照。

（11） たとえば、マーク・タシュネットは、超憲法的な措置による合法性の
停止についての危険性を指摘している。Mark Tashnet, Emergency and the 
Idea of Constitutionalism, in Mark Tashnet（editor）, The Constitution in 
Wartime, Duke University Press,2005.

（12） CCPR General Comment No.29：Article 4:Derogation during a State 
of Emergency.

（13） Leonard W. Levy（Editor-in-Chief）, Encyclopedia of the American 
Constitution,1986,p.628.

（14） Ex Part Merryman, 17 Fed.Cas.144,No.9.487（C.C.D.Md.1861）, Ex 
Part Milligan,4 Wall, 2, 18 L.Ed. 281（1866）. 両事件につき、拙稿「＜研
究ノート＞国家緊急権に関する南北戦争時の若干の判例について」駒澤大
学法学論集第 13 号（1976 年 3 月）所収。

（15） Duncan v. Kahanamoku 327 U.S.704（1946）.
（16） Youngstown Sheet and Tube Company v. Sawyer,343 U.S. 579（1952）.
（17） 浜谷英博『米国戦争権限法の研究』（成文堂、1990 年）73 頁。

（
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（18） 拙著『現代世界の憲法動向』（成文堂、2011 年）263 頁。
（19） Maurice Duverger, Institutions politiques et droit constitutionnel, 
11ed.,1970,p.705.

（20） ドイツのとくに同盟戦略に対応した措置と憲法裁判所の判例形成につ
いては、松浦一夫『立憲主義と安全保障体制』（三和書籍、2016 年）が詳
しい。

（21） 国立国会図書館調査及び立法考査局『各国憲法 （6） スイス憲法』
（2013 年 3 月）19 ～ 20 頁。
（22） European Commission for Democracy through Law,Emergency Powers, 
1995,p.5.

（23） 国立国会図書館調査及び立法考査局『各国憲法 （1） スウェーデン憲
法』（2012 年 3 月）26 頁。

（24） 国立国会図書館調査及び立法考査局『主要国における緊急事態への対
処』（2003 年 6 月）34 ～ 35 頁。

（25） Oren Gross & Fionnval Ni Aolain, Law in Times of Crisis Emergency 
Powers in Theory and Practice, 2006, Cambridge University Press. （2016
年 6 月 20 日閲覧）。『衆議院欧州各国憲法及び国民投票制度議員調査団報
告書』（2014 年 10 月）209 頁。

（26） Appendix B: Constitutional Act of 22 April 1998 No.110/1998 Sb., On 
Security of the Czech Republic.

（27） 詳細については、富井幸雄『憲法と緊急事態法制　カナダの緊急権』
（日本評論新社、2006 年）を参照。
（28） Emergency Powers Act（1080/1991;amendments up to 696/2003 
included）2016 年 10 月 10 日閲覧。

（29） Ragnhildur Heigadottir, Economic Crisis and Emergency Powers in 
Europe, 2 Harvard Business Law,Online 130（2012） 閲覧 2016 年 6 月 11 日。

（30） André Alen, Belgium, Kluwer Laws and Taxation Publishers,1992, 
p.297.

（31） 衆議院憲法調査会事務局『大韓民国憲法─概要及び翻訳』2003 年 3
月）27 頁。

（32） 国立国会図書館調査及び立法考査局『各国憲法 （2） アイルランド憲
法』（2012 年 3 月）26 頁。

（33） 拙著『世界の憲法を知ろう』（海竜社、2016 年）131 頁。
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会
委
員
（
平
成
二
五
年
四
月
ま
で
）

平
成
二
五
年
一
一
月 

国
家
基
本
問
題
研
究
所
理
事
（
現
在
に
至
る
）

平
成
二
六
年　

二
月 

産
経
新
聞
「
正
論
大
賞
特
別
賞
」
受
賞
（「
国
民
の
憲
法
」
起
草
委
員
会
）

平
成
二
六
年　

九
月 

美
し
い
日
本
の
憲
法
を
つ
く
る
国
民
の
会
幹
事
長
（
現
在
に
至
る
）

平
成
二
六
年
一
〇
月 

比
較
憲
法
学
会
理
事
長
（
平
成
二
七
年
九
月
ま
で
）

昭
和
六
二
年
一
一
月 

政
教
分
離
解
釈
の
方
法
を
め
ぐ
っ
て
（
宗
教
法
学
会
）

平
成　

元
年
一
〇
月 

政
教
分
離
と
信
教
の
自
由
（
日
本
公
法
学
会
）

平
成　

二
年
一
〇
月 

政
教
分
離
と
少
数
者
の
信
教
の
自
由
（
比
較
憲
法
学
会
）

平
成　

五
年
一
〇
月 

首
相
公
選
制
に
つ
い
て
（
比
較
憲
法
学
会
）

平
成　

六
年
一
一
月 

わ
が
国
に
お
け
る
政
教
分
離
判
例
の
動
向
（
宗
教
法
学
会
）

平
成　

七
年
一
一
月 

宗
教
団
体
の
政
治
活
動
と
そ
の
限
界
（
宗
教
法
学
会
）

平
成　

九
年
一
〇
月 

愛
媛
玉
串
料
訴
訟
の
問
題
点
（
憲
法
学
会
）

平
成　

九
年
一
〇
月 

 

近
代
日
本
の
政
教
関
係
の
枠
組
み
を
め
ぐ
っ
て
│
特
に
「
国
家
神
道
」
を
中
心
と
し
て
│
（
皇
学
館
大
学

学
会
報
告
等

（
一
七
七
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

八
三
六

神
道
研
究
所
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）

平
成
一
二
年　

一
月 

 

日
本
の
宗
教
と
政
治
│
近
現
代
一
三
〇
年
の
視
座
か
ら
│
（
国
学
院
大
学
日
本
文
化
研
究
所
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）

平
成
一
七
年　

九
月 

日
本
国
憲
法
に
お
け
る
国
家
と
宗
教
共
同
体
（
国
際
比
較
憲
法
会
議
二
〇
〇
五
年
）

平
成
一
七
年
一
一
月 

 

急
務
は
男
系
維
持
の
た
め
の
宮
家
整
備
│
憲
法
学
の
立
場
か
ら
（
国
士
舘
大
学
日
本
政
教
研
究
所

二
〇
〇
五
年
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）

平
成
一
七
年
一
二
月 

憲
法
九
条
と
日
本
の
選
択
（
国
際
安
全
保
障
学
会
二
〇
〇
五
年
度
年
次
学
会
）

平
成
一
八
年
一
〇
月 
天
皇
条
項
│
象
徴
天
皇
制
度
の
再
検
討
と
君
主
制
の
再
生
（
憲
法
学
会
）

平
成
一
九
年
一
一
月 

靖
国
参
拝
訴
訟
の
問
題
点
と
今
後
の
課
題
（
宗
教
法
学
会
）

平
成
二
一
年　

六
月 

国
家
論
の
再
構
築
（
憲
法
学
会
）

平
成
二
二
年　

六
月 

永
住
外
国
人
の
参
政
権
│
国
政
と
地
方
│
（
憲
法
学
会
）

平
成
二
二
年
一
〇
月 

外
国
人
の
人
権
│
参
政
権
問
題
を
中
心
に
（
比
較
憲
法
学
会
）

平
成
二
三
年　

六
月 

国
家
主
権
│
対
人
主
権
の
行
使
と
し
て
の
「
国
籍
付
与
」（
憲
法
学
会
）

平
成
二
四
年
一
一
月 

宗
教
法
と
犠
牲
者
の
葬
送
・
追
悼
・
慰
霊
│
被
災
者
の
心
の
ケ
ア
も
含
め
て
（
宗
教
法
学
会
）

平
成
二
五
年　

六
月 

海
上
保
安
庁
法
等
の
改
正
と
残
さ
れ
た
課
題
（
憲
法
学
会
）

平
成
二
七
年
一
〇
月 

安
保
法
制
合
憲
論
（
憲
法
学
会
）

平
成
二
八
年　

六
月 

憲
法
改
正
と
家
族
の
保
護
（
憲
法
学
会
）

（
一
七
七
八
）



百
地
章
教
授　

略
歴

八
三
七

昭
和
六
二
年　

三
月 

意
見
書
「
愛
媛
県
玉
串
料
訴
訟
の
問
題
点
」（
高
松
高
裁
宛
）

昭
和
六
三
年
一
一
月 

要
望
書
「
践
祚
お
よ
び
御
大
喪
の
諸
儀
式
に
つ
い
て
」（
内
閣
官
房
長
官
宛
）

昭
和
六
三
年
一
二
月 

要
望
書
「
御
大
喪
の
儀
に
つ
い
て
」（
内
閣
官
房
長
官
宛
）

平
成　

元
年　

九
月 

要
望
書
「
大
嘗
祭
の
国
事
斎
行
に
つ
い
て
」（
内
閣
官
房
長
官
宛
）

平
成　

元
年
一
一
月 
政
府
「
即
位
の
礼
準
備
委
員
会
」
に
て
意
見
陳
述

平
成　

七
年
一
二
月 

参
議
院
宗
教
法
人
等
に
関
す
る
特
別
委
員
会
に
て
公
述
人

平
成
一
一
年　

七
月 

衆
議
院
内
閣
委
員
会
国
旗
国
歌
法
案
に
関
す
る
中
央
公
聴
会
に
て
公
述
人

平
成
一
四
年　

二
月 

意
見
書
「
東
京
都
即
位
の
礼
・
大
嘗
祭
訴
訟
に
つ
い
て
」（
東
京
高
裁
宛
）

平
成
一
四
年　

五
月 

参
議
院
憲
法
調
査
会
に
て
公
述
人

平
成
一
九
年　

四
月 

衆
議
院
憲
法
調
査
会
に
て
公
述
人

平
成
一
九
年
一
二
月 

意
見
書
「
空
知
太
（
そ
ら
ち
ぶ
と
）
訴
訟
の
問
題
点
」（
最
高
裁
宛
）

平
成
二
〇
年
一
一
月 

意
見
書
「
白
山
比
咩
（
し
ら
や
ま
ひ
め
）
神
社
訴
訟
の
問
題
点
」（
最
高
裁
宛
）

平
成
二
四
年
一
〇
月 

 

内
閣
官
房
「
皇
室
典
範
改
正
準
備
室
」
に
お
け
る
第
三
回
「
皇
室
典
範
に
関
す
る
有
識
者
ヒ
ア
リ
ン
グ
」

で
の
意
見
陳
述

平
成
二
六
年　

四
月 

衆
議
院
憲
法
審
査
会
に
て
参
考
人

国
会
・
内
閣
・
裁
判
所
で
の
意
見
陳
述
・
意
見
書
提
出
等

（
一
七
七
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

八
三
八

平
成
二
七
年　

三
月 

参
議
院
憲
法
審
査
会
に
て
参
考
人

平
成
二
八
年
一
一
月 

政
府
「
天
皇
の
公
務
の
負
担
軽
減
等
に
関
す
る
有
識
者
会
議
第
三
回
ヒ
ア
リ
ン
グ
」
に
て
意
見
陳
述

 

（
二
〇
一
六
（
平
成
二
八
）
年
一
一
月
現
在
）

（
一
七
八
〇
）



百
地
章
教
授　

主
要
業
績





百
地
章
教
授　

主
要
業
績

八
四
一

百
地
章
教
授　

主
要
業
績

1　

著
書

　

⑴　

単
著

①　

憲
法
と
政
教
分
離 

成
文
堂
（
平
成
三
年
）

②　

政
教
分
離
と
は
何
か
│
争
点
の
解
明
│ 

成
文
堂
（
平
成
九
年
）

③　

靖
国
と
憲
法 

成
文
堂
（
平
成
一
五
年
）

④　

伊
勢
神
宮
と
公
民
宗
教 

伊
勢
神
宮
崇
敬
会
（
平
成
一
七
年
）

⑤　

憲
法
の
常
識
常
識
の
憲
法 

文
藝
春
秋
（
平
成
一
七
年
）

⑥　
「
人
権
擁
護
法
」
と
言
論
の
危
機 

明
成
社
（
平
成
二
〇
年
）

⑦　

憲
法
と
日
本
の
再
生 

成
文
堂
（
平
成
二
一
年
）

　

⑵　

共
著

①　

カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
論
集　
（
宮
本
盛
太
郎
、
初
宿
正
典
ほ
か
） 

木
鐸
社
（
昭
和
五
三
年
）

②　

憲
法
Ⅰ　

総
論
・
統
治
機
構　
（
佐
藤
幸
治
、
平
松
毅
、
渡
辺
良
二
） 

成
文
堂
（
昭
和
六
一
年
）

（
一
七
八
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

八
四
二

③　

国
家
と
宗
教
の
間
│
政
教
分
離
の
思
想
と
現
実
│
（
大
原
康
男
、
阪
本
是
丸
） 

日
本
教
文
社
（
平
成
元
年
）

④　

信
教
の
自
由
を
め
ぐ
る
国
家
と
宗
教
共
同
体
（
河
合
隼
雄
、
大
石
眞
、
加
地
伸
行
、
フ
ラ
ン
シ
ス
・
メ
ス
ネ
ル
、
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・

ロ
ッ
ベ
ル
ス
ほ
か
） 

政
光
プ
リ
プ
ラ
ン
（
平
成
一
〇
年
）

⑤　

新
憲
法
の
す
す
め
（
大
原
康
男
ほ
か
） 

明
成
社
（
平
成
一
三
年
）

　

⑶　

翻
訳

①　

Ｇ
・
ラ
イ
プ
ホ
ル
ツ
・
現
代
民
主
主
義
の
構
造
問
題　
（
阿
部
照
哉
、
初
宿
正
典
、
平
松
毅
） 

木
鐸
社
（
昭
和
四
九
年
）

②　

世
界
の
憲
法
集
（
阿
部
照
哉
、
畑
博
行
ほ
か
） 

有
信
堂
（
平
成
三
年
）

　

⑷　

そ
の
他
（
単
著
、
共
著
、
分
担
執
筆
）

①　
「
国
家
」
を
見
失
っ
た
日
本
人
（
田
久
保
忠
衛
編
著
） 

小
学
館
（
平
成
一
三
年
）

②　
「
靖
国
神
社
へ
の
呪
縛
」
を
解
く
（
大
原
康
男
編
著
） 

小
学
館
（
平
成
一
五
年
）

③　

昭
和
史
二
〇
の
争
点　

日
本
人
の
常
識
（
秦
郁
彦
編
） 

文
藝
春
秋
（
平
成
一
五
年
）

④　

新
世
紀
の
靖
國
神
社
（
小
堀
桂
一
郎
、
渡
部
昇
一
編
） 

近
代
出
版
社
（
平
成
一
七
年
）

⑤　

新
版
外
国
人
参
政
権
問
題
Ｑ
＆
Ａ
│
地
方
参
政
権
付
与
も
憲
法
違
反 

明
成
社
（
平
成
二
一
年
）

⑥　
「
女
性
宮
家
創
設
」
こ
こ
が
問
題
の
本
質
だ
！
（
櫻
井
よ
し
こ
、
竹
田
恒
泰
） 

明
成
社
（
平
成
二
四
年
）

⑦　
〝
人
権
侵
害
救
済
法
〞
で
人
権
が
な
く
な
る
日
（
別
冊
宝
島
編
集
部
） 

宝
島
社
（
平
成
二
四
年
）

（
一
七
八
四
）



百
地
章
教
授　

主
要
業
績

八
四
三

⑧　

日
本
文
明
の
肖
像
Ⅱ
（
遠
藤
浩
一
編
） 

展
転
社
（
平
成
二
六
年
）

⑨　

ニ
ッ
ポ
ン
の
懸
案
（
櫻
井
よ
し
こ
） 

小
学
館
（
平
成
二
六
年
）

⑩　
「
民
意
」
の
嘘
（
櫻
井
よ
し
こ
、
花
田
紀
凱
） 

小
学
館
（
平
成
二
八
年
）

⑪　

緊
急
事
態
条
項
Ｑ
＆
Ａ 

明
成
社
（
平
成
二
八
年
）

2　

論
文

　

⑴　

学
術
論
文

①　

西
ド
イ
ツ
の
緊
急
事
態
憲
法 

愛
媛
法
学
第
六
号
（
昭
和
四
八
年
）

②　

カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
大
統
領
の
独
裁 

愛
媛
法
学
会
雑
誌
一
巻
二
号
（
昭
和
五
〇
年
）

③　

憲
法
保
障
権
と
し
て
の
抵
抗
権 

愛
媛
法
学
会
雑
誌
三
巻
二
号
（
昭
和
五
二
年
）

④　

三
菱
樹
脂
採
用
拒
否
事
件 

『
戦
後
政
治
裁
判
史
録
四
』（
昭
和
五
五
年
）

⑤　

政
教
分
離
と
財
政
援
助
の
禁
止 

愛
媛
法
学
会
雑
誌
九
巻
二
号
（
昭
和
五
八
年
）

⑥　

緊
急
議
会
制
度　

│
西
ド
イ
ツ
憲
法
下
の
合
同
委
員
会
を
中
心
に
│ 

法
経
研
究
三
一
巻
三
・
四
号
（
昭
和
五
八
年
）

⑦　

国
家
緊
急
権 

憲
法
の
争
点
（
新
版
）（
昭
和
六
〇
年
）

⑧　

象
徴
天
皇
と
国
政
へ
の
関
与 

愛
媛
法
学
会
雑
誌
一
三
巻
一
号
（
昭
和
六
一
年
）

⑨　

大
阪
地
蔵
像
訴
訟
に
つ
い
て 

愛
媛
法
学
一
九
号
（
昭
和
六
一
年
）

⑩　

政
教
分
離
解
釈
を
め
ぐ
る
若
干
の
問
題
点 
愛
媛
法
学
会
雑
誌
一
四
巻
一
・
二
号
（
昭
和
六
二
年
）

（
一
七
八
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

八
四
四

⑪　

西
ド
イ
ツ
の
政
教
関
係
に
つ
い
て 

政
教
関
係
を
正
す
会
「
研
究
報
告
」（
昭
和
六
二
年
）

⑫　

愛
媛
玉
串
料
訴
訟
の
問
題
点 

愛
媛
法
学
会
雑
誌
一
四
巻
四
号
（
昭
和
六
三
年
）

⑬　

政
教
分
離
解
釈
の
方
法
を
め
ぐ
っ
て 

宗
教
法
八
号
（
平
成
元
年
）

⑭　

政
教
分
離
と
信
教
の
自
由 

公
法
研
究
五
二
号
（
平
成
二
年
）

⑮　

愛
媛
玉
串
料
訴
訟
一
審
判
決
を
め
ぐ
っ
て 

愛
媛
法
学
会
雑
誌
一
七
巻
一
号
（
平
成
二
年
）

⑯　

憲
法
と
大
嘗
祭 

阿
部
照
哉
先
生
還
暦
記
念
論
文
集
『
人
権
の
現
代
的
諸
相
』（
平
成
二
年
）

⑰　

政
教
分
離
と
少
数
者
の
信
教
の
自
由 

比
較
憲
法
学
研
究
三
号
（
平
成
三
年
）

⑱　

政
教
分
離
訴
訟
を
め
ぐ
る
判
例
の
動
向 

愛
媛
法
学
会
雑
誌
二
〇
巻
三
・
四
号
（
平
成
六
年
）

⑲　

新
穀
献
納
行
事
訴
訟
判
決
の
意
義 

神
道
史
研
究
四
二
巻
二
号
（
平
成
六
年
）

⑳　

首
相
公
選
制
に
つ
い
て 

比
較
憲
法
学
研
究
六
号
（
平
成
六
年
）

㉑　

大
嘗
祭
関
連
訴
訟
判
決
を
め
ぐ
っ
て 

明
治
聖
徳
記
念
学
会
紀
要
一
六
号
（
平
成
七
年
）

㉒　

わ
が
国
に
お
け
る
政
教
分
離
判
例
の
動
向 

宗
教
法
一
五
号
（
平
成
八
年
）

㉓　

宗
教
団
体
の
政
治
活
動
と
そ
の
限
界 

宗
教
法
一
六
号
（
平
成
九
年
）

㉔　

事
前
報
道
さ
れ
た
最
高
裁
の
「
違
憲
判
決
」 
榎
原
猛
先
生
古
稀
記
念
論
集
『
現
代
国
家
の
制
度
と
人
権
』（
平
成
九
年
）

㉕　

愛
媛
玉
串
料
訴
訟
最
高
裁
判
決
の
問
題
点 

憲
法
研
究
三
〇
号
（
平
成
一
〇
年
）

㉖　

愛
媛
玉
串
料
訴
訟
最
高
裁
判
決
を
め
ぐ
っ
て 

日
本
法
学
六
三
巻
四
号
（
平
成
一
〇
年
）

㉗　

玉
串
料
訴
訟
最
高
裁
判
決
の
問
題
点
と
今
後
の
政
教
関
係 

『
神
道
と
国
家
九
巻
』（
平
成
一
〇
年
）

（
一
七
八
六
）



百
地
章
教
授　

主
要
業
績

八
四
五

㉘　

憲
法
と
永
住
外
国
人
の
地
方
参
政
権 

都
市
問
題
九
二
巻
四
号
（
平
成
一
三
年
）

㉙　

戦
後
日
本
の
政
教
分
離 

『
日
本
の
宗
教
と
政
治
』（
平
成
一
三
年
）

㉚　

宗
教
的
情
操
の
涵
養
と
道
徳
教
育
の
強
化 

『
新
教
育
基
本
法　

六
つ
の
提
言
』（
平
成
一
三
年
）

㉛　

首
相
の
靖
国
神
社
参
拝
の
合
憲
性
と
「
職
務
行
為
」
性 

政
教
関
係
を
正
す
会
会
報
二
一
号
（
平
成
一
四
年
）

32　

近
代
欧
米
諸
国
に
お
け
る
政
教
関
係 

皇
學
館
大
學
神
道
研
究
所
紀
要
一
九
輯
（
平
成
一
五
年
）

33　

愛
媛
玉
串
料
判
決
以
後
の
政
教
分
離
判
例 

『
自
治
行
政
と
訴
訟
』（
平
成
一
五
年
）

34　

大
阪
靖
國
参
拝
訴
訟
の
問
題
点 

日
本
法
学
六
九
巻
三
号
（
平
成
一
六
年
）

35　

違
憲
の
証
明
：
人
権
擁
護
法
案
を
考
究
す
る 

『
危
な
い
！
人
権
擁
護
法
案
』（
平
成
一
八
年
）

36　
「
皇
位
の
世
襲
」
の
意
味
と
「
女
系
天
皇
」
へ
の
疑
問

 
阿
部
照
哉
先
生
喜
寿
記
念
論
文
集
『
現
代
社
会
に
お
け
る
国
家
と
法
』（
平
成
一
九
年
）

37　

思
想
・
良
心
の
自
由
と
国
旗
・
国
歌
問
題 

日
本
法
学
七
三
巻
二
号
（
平
成
一
九
年
）

38　

靖
国
神
社
参
拝
訴
訟
の
問
題
点
と
今
後
の
課
題 

宗
教
法
二
七
号
（
平
成
二
〇
年
）

39　

近
現
代
の
憲
法
と
政
教
関
係 

明
治
聖
徳
記
念
学
会
紀
要
四
六
号
（
平
成
二
一
年
）

40　

砂
川
・
空
知
太
訴
訟
最
高
裁
判
決
の
問
題
点 

日
本
法
学
七
六
巻
二
号
（
平
成
二
二
年
）

41　

国
家
論
の
再
構
築
に
向
け
て
│
試
論
│ 

『
憲
法
に
お
け
る
普
遍
性
と
固
有
性
』（
平
成
二
二
年
）

42　

外
国
人
の
人
権
│
参
政
権
問
題
を
中
心
に
│ 

比
較
憲
法
学
研
究
（
平
成
二
三
年
）

43　
「
白
山
比
咩
神
社
奉
賛
会
発
会
式
」
市
長
参
列
訴
訟
の
問
題
点 

日
本
法
学
七
八
巻
四
号
（
平
成
二
五
年
）

（
一
七
八
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

八
四
六

44　

宗
教
法
と
犠
牲
者
の
葬
送
・
追
悼
・
慰
霊 

宗
教
法
三
二
号
（
平
成
二
五
年
）

45　

国
家
主
権
の
行
使
と
し
て
の
「
国
籍
付
与
」 

日
本
法
学
八
〇
巻
二
号
（
平
成
二
六
年
）

　

⑵　

判
例
評
釈

①　

罰
則
適
用
の
不
平
等 

憲
法
判
例
百
選
Ⅰ
﹇
初
版
﹈（
昭
和
五
五
年
）

 

﹇
第
二
版
﹈（
昭
和
六
三
年
）

②　

古
都
保
存
協
力
税
条
例
と
無
効
確
認
の
訴
え 

宗
教
判
例
百
選
﹇
第
二
版
﹈（
平
成
三
年
）

③　

靖
国
神
社
公
式
参
拝
と
憲
法
判
断
│
大
阪
高
裁
平
成
四
年
七
月
三
〇
日
判
決 

法
律
の
ひ
ろ
ば
四
五
巻
一
一
号
（
平
成
四
年
）

④　

町
会
に
対
す
る
地
蔵
像
の
た
め
の
市
有
地
の
無
償
貸
与
の
合
憲
性
（
最
判
平
成
4
・
11
・
16
）

 

民
商
法
雑
誌
一
〇
八
巻
四
・
五
号
（
平
成
五
年
）

⑤　

宗
教
団
体
に
対
す
る
国
有
財
産
の
譲
与 

憲
法
判
例
百
選
Ⅱ
﹇
第
三
版
﹈（
平
成
三
年
）

 

﹇
第
四
版
﹈（
平
成
一
二
年
）

 

﹇
第
五
版
﹈（
平
成
一
九
年
）

⑥　

愛
媛
玉
串
料
訴
訟
最
高
裁
判
決
の
問
題
点 

法
律
の
ひ
ろ
ば
五
〇
巻
七
号
（
平
成
九
年
）

⑦　

時
の
判
例　

寺
院
墓
地
を
経
営
す
る
宗
教
法
人
は
、
そ
の
宗
派
を
離
脱
し
た
墓
地
使
用
権
者
に
対
し
、
当
該
寺
院
と
異
な
る
宗

教
方
式
の
墓
石
の
設
置
を
拒
否
で
き
る
か
（
最
判
平
成
14
・
1
・
22
） 

法
学
教
室
二
六
三
号
（
平
成
一
四
年
）

⑧　

最
近
の
判
例
か
ら　

首
相
の
靖
国
神
社
参
拝
と
憲
法
判
断 

法
律
の
ひ
ろ
ば
五
七
巻
七
号
（
平
成
一
六
年
）

（
一
七
八
八
）



百
地
章
教
授　

主
要
業
績

八
四
七

⑨　

最
新
判
例
批
評（
32
）　

首
相
の
靖
国
神
社
参
拝
を
め
ぐ
り
、
国
、
首
相
個
人
及
び
靖
国
神
社
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
等
が
棄

却
さ
れ
、
公
式
参
拝
の
違
憲
確
認
請
求
等
も
却
下
さ
れ
た
事
例
（
大
阪
靖
国
訴
訟（
1
）事
件
）
ほ
か
、
三
件
の
事
例

 

判
例
評
論
五
五
五
号
（
平
成
一
七
年
）

　

⑶　

そ
の
他
（
翻
訳
、
研
究
会
報
告
ほ
か
）

①　

Ｊ
．Ｈ
．カ
イ
ザ
ー
・
経
済
憲
法
と
企
業
憲
法
（
翻
訳
） 

法
学
論
叢
九
二
巻
三
号
（
昭
和
四
七
年
）

②　

岩
手
靖
国
訴
訟
判
決
の
問
題
点 

政
教
関
係
を
正
す
会
会
報
七
号
（
平
成
三
年
）

③　

政
治
と
宗
教
：
宗
教
団
体
の
政
治
活
動
の
限
界
を
め
ぐ
っ
て 

政
教
関
係
を
正
す
会
会
報
一
三
号
（
平
成
八
年
）

④　

近
代
日
本
の
政
教
関
係
の
枠
組
み
を
巡
っ
て
│
特
に
「
国
家
神
道
」
を
め
ぐ
っ
て

 

皇
学
館
大
学
神
道
研
究
所
紀
要
一
五
号
（
平
成
一
一
年
）

⑤　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
皇
位
継
承
を
め
ぐ
っ
て
」 

国
士
舘
大
学
日
本
政
教
研
究
所
紀
要
二
八
輯
（
平
成
一
八
年
）

3　

そ
の
他
の
執
筆
活
動
（
主
な
雑
誌
論
文
等
）

①　

天
皇
機
関
説
論
考 

祖
国
と
青
年
七
号
（
昭
和
四
六
年
）

②　

三
島
義
挙
の
思
想
史
的
位
置
づ
け
│
天
皇
論
お
よ
び
革
命
哲
学
を
め
ぐ
っ
て
│ 

祖
国
と
青
年
九
号
（
昭
和
四
七
年
）

③　

天
皇
論
の
視
座 

祖
国
と
青
年
一
三
号
（
昭
和
四
八
年
）

④　

国
体
の
「
護
持
」
か
「
破
壊
」
か 

祖
国
と
青
年
二
二
号
（
昭
和
五
一
年
）

（
一
七
八
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

八
四
八

⑤　

天
皇
の
「
戦
争
責
任
」
と
は
何
か 

祖
国
と
青
年
二
五
号
（
昭
和
五
一
年
）

⑥　

憲
法
第
一
条
の
問
題
点
を
め
ぐ
っ
て 

祖
国
と
青
年
三
〇
号
（
昭
和
五
二
年
）

⑦　

自
衛
隊
と
国
防
政
策 

祖
国
と
青
年
三
四
号
（
昭
和
五
三
年
）

⑧　

西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
国
家
と
宗
教 

祖
国
と
青
年
七
五
号
（
昭
和
五
九
年
）

⑨　
「
平
和
」
に
呪
縛
さ
れ
る
裁
判
官 

諸
君
！
一
月
号
（
平
成
四
年
）

⑩　
「
宗
教
法
人
基
本
法
案
」
と
靖
國
参
拝 

祖
国
と
青
年
二
〇
九
号
（
平
成
八
年
）

⑪　

最
高
裁
を
狂
わ
せ
た
「
国
家
神
道
」
と
い
う
神
話 

祖
国
と
青
年
二
二
四
号
（
平
成
九
年
）

⑫　

象
徴
天
皇
制
と
国
民
主
権 

祖
国
と
青
年
二
四
八
号
（
平
成
一
一
年
）

⑬　
「
保
守
」
も
知
ら
な
い
「
日
の
丸
・
君
が
代
」
の
精
髄 

諸
君
！
九
月
号
（
平
成
一
一
年
）

⑭　

永
住
外
国
人
の
参
政
権
問
題
Ｑ
＆
Ａ 

祖
国
と
青
年
二
五
八
号
（
平
成
一
二
年
）

⑮　

憲
法
上
の
君
主
お
よ
び
元
首
の
あ
り
方 

改
革
者
四
七
八
号
（
平
成
一
二
年
）

⑯　

永
住
外
国
人
「
地
方
参
政
権
」
は
憲
法
違
反
だ
！ 

諸
君
！
六
月
号
（
平
成
一
二
年
）

⑰　

立
法
府
が
犯
す
憲
法
違
反
の
愚 

諸
君
！
一
一
月
号
（
平
成
一
二
年
）

⑱　

首
相
公
選
制
の
問
題
点
（
上
、
中
、
下
） 

動
向
（
一
六
〇
九
号
〜
一
六
一
一
号
）（
平
成
一
三
年
）

⑲　

日
本
再
生
と
新
憲
法
の
提
唱 

祖
国
と
青
年
二
七
三
号
（
平
成
一
三
年
）

⑳　

何
用
あ
っ
て
の
「
靖
國
」
殺
し
！ 

諸
君
！
九
月
号
（
平
成
一
四
年
）

㉑　
「
サ
ン
デ
ー
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の
追
悼
施
設
推
進
論
を
批
判
す
る 

祖
国
と
青
年
二
八
九
号
（
平
成
一
四
年
）

（
一
七
九
〇
）



百
地
章
教
授　

主
要
業
績

八
四
九

㉒　

憲
法
改
正
は
な
ぜ
実
現
し
な
か
っ
た
の
か 

諸
君
！
七
月
号
（
平
成
一
五
年
）

㉓　

教
育
基
本
法
に
「
愛
国
心
」
の
明
記
を 

祖
国
と
青
年
二
九
九
号
（
平
成
一
五
年
）

㉔　

小
泉
〝
靖
国
参
拝
〞
福
岡
地
裁
判
決
の
ト
リ
ッ
ク　
「
違
憲
」
と
い
う
意
見
、「
傍
論
」
と
い
う
暴
論

 

諸
君
！
六
月
号
（
平
成
一
六
年
）

㉕　

靖
国
を
危
う
く
す
る
政
教
分
離
訴
訟
原
告
と
裁
判
官
の
正
体 

月
刊
正
論
九
月
号
（
平
成
一
六
年
）

㉖　

皇
室
典
範
改
正
に
向
け
て
「
女
帝
」
論
議
は
時
期
尚
早
だ 

月
刊
日
本
五
月
号
（
平
成
一
七
年
）

㉗　

わ
が
九
条
「
改
正
」
試
案　

二
項
改
正
で
「
普
通
の
国
」
に 

諸
君
！
七
月
号
（
平
成
一
七
年
）

㉘　

憲
法
改
正
諸
案
の
概
要
と
問
題
点 

世
界
週
報
八
月
号
（
平
成
一
七
年
）

㉙　

靖
国
参
拝　

天
皇
ご
親
拝
の
道
を
開
け 

Ｖ
ｏ
ｉ
ｃ
ｅ
一
〇
月
号
（
平
成
一
七
年
）

㉚　

人
権
擁
護
法
案
の
行
方 

改
革
者
一
二
月
号
（
平
成
一
七
年
）

㉛　

お
か
し
な
お
か
し
な
小
泉
靖
国
参
拝
違
憲
判
決 

Ｗ
ｉ
Ｌ
Ｌ
一
二
月
号
（
平
成
一
七
年
）

32　

中
国
の
容
喙
、
違
憲
の
暴
論
を
排
し
堂
々
の
参
拝
を 

諸
君
！
一
二
月
号
（
平
成
一
七
年
）

33　

皇
室
典
範
の
改
悪
を
許
す
な 

Ｖ
ｏ
ｉ
ｃ
ｅ
一
月
号
（
平
成
一
八
年
）

34　
「
韓
国
で
は
外
国
人
に
地
方
参
政
権
を
与
え
た
。
だ
か
ら
日
本
も
見
習
え
」
と
言
わ
れ
た
ら 

諸
君
！
七
月
号
（
平
成
一
八
年
）

35　

自
ら
国
を
守
る
気
概
を
も
て
な
い
憲
法
で
は
〝
北
の
脅
威
〞
に
対
峙
で
き
な
い 

Ｓ
Ａ
Ｐ
Ｉ
Ｏ　

八
月
九
日
号
（
平
成
一
八
年
）

36　
「
天
皇
の
政
治
利
用
」
を
許
す
な
│
富
田
メ
モ
へ
の
疑
問 

祖
国
と
青
年
三
三
六
号
（
平
成
一
八
年
）

37　

皇
室
の
危
機
は
終
わ
ら
な
い 

週
刊
新
潮
九
月
二
一
日
号
（
平
成
一
八
年
）

（
一
七
九
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

八
五
〇

38　

男
系
男
子
孫
を
皇
族
に
す
る
た
め
の
特
別
立
法
を 

諸
君
！
一
〇
月
号
（
平
成
一
八
年
）

39　

天
皇
の
政
治
利
用
を
排
す 

Ｗ
ｉ
Ｌ
Ｌ
一
〇
月
号
（
平
成
一
八
年
）

40　

ど
こ
ま
で
つ
づ
く
知
的
ヌ
カ
ル
ミ
『
憲
法
九
条
を
世
界
遺
産
に
』
の
「
極
楽
平
和
論
」 

諸
君
！
三
月
号
（
平
成
一
九
年
）

41　

日
本
国
憲
法
の
〝
正
体
〞　

こ
れ
で
も
改
正
不
要
か 

別
冊
正
論E

xtra.6

（
平
成
一
九
年
）

42　

改
憲
世
論
育
成
の
草
の
根
的
国
民
運
動
を 

改
革
者
六
月
号
（
平
成
一
九
年
）

43　

憲
法
改
正
の
方
向
と
展
望 

世
界
と
議
会
七
月
号
（
平
成
一
九
年
）

44　

民
主
党
「
改
憲
試
案
」
に
潜
む
恐
る
べ
き
矛
盾 

月
刊
正
論
一
〇
月
号
（
平
成
一
九
年
）

45　

ま
た
ぞ
ろ
蠢
き
出
し
た
人
権
擁
護
法
案 

月
刊
正
論
四
月
号
（
平
成
二
〇
年
）

46　

人
権
擁
護
法
で
日
本
は
暗
黒
社
会
に
な
る 

Ｗ
ｉ
Ｌ
Ｌ
四
月
号
（
平
成
二
〇
年
）

47　

何
度
で
も
言
お
う
！
だ
か
ら
人
権
擁
護
法
に
は
賛
成
で
き
な
い 

月
刊
正
論
七
月
号
（
平
成
二
〇
年
）

48　

自
由
社
会
を
崩
壊
さ
せ
る
新
・
人
権
擁
護
法
の
潜
行
を
阻
止
せ
よ 

Ｗ
ｅ
ｄ
ｇ
ｅ
一
〇
月
号
（
平
成
二
〇
年
）

49　

思
想
信
条
を
め
ぐ
る
朝
日
新
聞
の
恐
る
べ
き
ダ
ブ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド 

月
刊
正
論
一
月
号
（
平
成
二
一
年
）

50　

改
正
「
国
籍
法
」
が
日
本
を
溶
解
さ
せ
る 

月
刊
正
論
二
月
号
（
平
成
二
一
年
）

51　
「
悪
法
」
推
進
議
員
は
誰
だ
！ 

Ｖ
ｏ
ｉ
ｃ
ｅ
四
月
号
（
平
成
二
一
年
）

52　

朝
日
新
聞
の
ダ
ブ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド 

Ｗ
ｉ
Ｌ
Ｌ
八
月
号
（
平
成
二
一
年
）

53　

危
う
し
！
日
本
の
安
全
保
障 

Ｗ
ｉ
Ｌ
Ｌ
一
〇
月
号
（
平
成
二
一
年
）

54　

外
国
人
参
政
権
法
案
の
国
会
提
出
阻
止
を
！ 

祖
国
と
青
年
三
七
四
号
（
平
成
二
一
年
）

（
一
七
九
二
）



百
地
章
教
授　

主
要
業
績

八
五
一

55　

外
国
人
参
政
権
は
憲
法
違
反
だ 

Ｗ
ｉ
Ｌ
Ｌ
一
二
月
号
（
平
成
二
一
年
）

56　

提
唱
者
ま
で
が
否
定
し
た
外
国
人
参
政
権 

Ｗ
ｉ
Ｌ
Ｌ
一
月
号
（
平
成
二
二
年
）

57　

外
国
人
参
政
権　

園
部
元
最
高
裁
判
事
の
俗
論 

Ｗ
ｉ
Ｌ
Ｌ
五
月
号
（
平
成
二
二
年
）

58　
「
皇
位
世
襲
」
の
憲
法
解
釈
と
「
女
系
天
皇
」
へ
の
疑
問 

別
冊
正
論E

xtra.14

（
平
成
二
三
年
）

59　
「
次
官
通
達
」「
情
報
保
全
隊
」
事
件
の
深
層 

月
刊
正
論
四
月
号
（
平
成
二
三
年
）

60　

憲
法
改
正
運
動
の
課
題
と
展
望 

祖
国
と
青
年
三
九
八
号
（
平
成
二
三
年
）

61　

キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
二
つ
の
国
家
」　

尖
閣
を
守
る
愛
国
の
憲
法
学 

月
刊
正
論
七
月
号
（
平
成
二
四
年
）

62　

女
系
論
者
が
画
策
す
る
「
女
性
宮
家
」
の
断
乎
阻
止
を 

伝
統
と
革
新
一
〇
月
号
（
平
成
二
四
年
）

63　
「
女
性
宮
家
」
創
設
問
題 

月
刊
正
論
三
月
号
（
平
成
二
五
年
）

64　

今
こ
そ
憲
法
改
正
実
現
を
：
国
家
緊
急
権
、
九
条
二
項
改
正
、
九
六
条
改
正
を
め
ぐ
っ
て

 

祖
国
と
青
年
四
一
五
号
（
平
成
二
五
年
）

65　

憲
法
を
国
民
の
手
に　

九
六
条
改
正
は
そ
の
第
一
歩 

月
刊
正
論
八
月
号
（
平
成
二
五
年
）

66　

憲
法
改
正
の
国
民
投
票
に
如
何
に
勝
利
す
る
か 

祖
国
と
青
年
四
二
一
号
（
平
成
二
五
年
）

67　

憲
法
改
正
提
言　

日
本
を
蝕
む
「
一
〇
の
桎
梏
」（
そ
の
一
〜
そ
の
十
）

 

月
刊
正
論
平
成
二
六
年
五
月
号
〜
二
八
年
一
月
号
（
平
成
二
六
〜
二
八
年
）

68　

な
ぜ
か
疎
外
さ
れ
て
い
る
「
集
団
的
自
衛
権
は
合
憲
」
の
憲
法
学
者
座
談
会 

週
刊
新
潮
七
月
三
〇
日
号
（
平
成
二
七
年
）

69　

急
が
れ
る
「
安
保
関
連
法
案
」
の
成
立
〜
憲
法
学
者
の
変
節
と
無
責
任
を
問
う 

Ｖ
ｏ
ｉ
ｃ
ｅ
九
月
号
（
平
成
二
七
年
）

（
一
七
九
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

八
五
二

70　
「
緊
急
事
態
条
項
」
で
一
点
突
破
を 

祖
国
と
青
年
四
五
一
号
（
平
成
二
八
年
）

71　

熊
本
地
震
…
次
な
る
巨
大
地
震
に
備
え
、
緊
急
事
態
条
項
の
創
設
を
！ 

月
刊
正
論
七
月
号
（
平
成
二
八
年
）

72　
「
陛
下
の
ご
意
向
」
と
立
憲
君
主
制 

Ｗ
ｉ
Ｌ
Ｌ
九
月
号
（
平
成
二
八
年
）

73　

あ
え
て
「
生
前
退
位
」
に
反
対
す
る 

Ｓ
Ａ
Ｐ
Ｉ
Ｏ　

九
月
号
（
平
成
二
八
年
）

74　

立
憲
君
主
制
と
皇
室
典
範
の
意
義 

週
刊
新
潮
八
月
二
五
日
号
（
平
成
二
八
年
）

（
一
七
九
四
）
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谷
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教
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日
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学
教
授

福　
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日
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学
教
授
（
危
機
管
理
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）

河　

原　
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岡
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教
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信　

一　

宏 
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駒
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六
七
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